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翁長　政俊君　···························································································································· ·257
座喜味一幸君　···························································································································· ·267
上原　　章君　···························································································································· ·276
金城　泰邦君　···························································································································· ·285

１．散　　会　······································································································································ ·293

○第７号（３月１日）

日程第２　一般質問
１．一括議題　　日程第３　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から　·························· ·164

乙第26号議案まで

日程第１　一般質問
１．一括議題　　日程第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から　·························· ·229

乙第26号議案まで



− 4−

日程第１　一般質問
１．一括議題　　日程第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から　·························· ·362

乙第26号議案まで

日程第１　一般質問
１．一括議題　　日程第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から　·························· ·297

乙第26号議案まで

１．開議年月日時　······························································································································· ·295
１．議事日程　······································································································································ ·295
１．本日の会議に付した事件　··············································································································· ·295
１．出席議員　······································································································································ ·296
１．欠　　員　······································································································································ ·297
１．説明のため出席した者の職、氏名　·································································································· ·297
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　············································································ ·297
１．開　　議　······································································································································ ·297
１．諸般の報告　··································································································································· ·297

１．一般質問・質疑　···························································································································· ·298
大城　憲幸君　···························································································································· ·298
當間　盛夫君　···························································································································· ·305
瀬長美佐雄君　···························································································································· ·315
親川　　敬君　···························································································································· ·325
比嘉　京子さん　························································································································· ·332
比嘉　瑞己君　···························································································································· ·339
新垣　光栄君　···························································································································· ·348

１．散　　会　······································································································································ ·356

○第８号（３月２日）

１．開議年月日時　······························································································································· ·359
１．議事日程　······································································································································ ·359
１．本日の会議に付した事件　··············································································································· ·359
１．出席議員　······································································································································ ·360
１．欠席議員　······································································································································ ·361
１．欠　　員　······································································································································ ·361
１．説明のため出席した者の職、氏名　·································································································· ·361
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　············································································ ·361
１．開　　議　······································································································································ ·362
１．諸般の報告　··································································································································· ·362

１．一般質問・質疑　···························································································································· ·362
玉城　武光君　···························································································································· ·362
宮城　一郎君　···························································································································· ·369
瑞慶覧　功君　···························································································································· ·376
玉城　　満君　···························································································································· ·381
仲宗根　悟君　···························································································································· ·389
仲村　未央さん　························································································································· ·396

１．予算特別委員会の設置　·················································································································· ·403
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１．予算特別委員会委員の選任　············································································································ ·403
１．委員会付託　··································································································································· ·403
１．日程第３　乙第27号議案　·············································································································· ·403
１．知事（翁長雄志君）の提案理由説明　······························································································· ·403
１．質　　疑　······································································································································ ·403

照屋　守之君　···························································································································· ·403
１．委員会付託　··································································································································· ·407
１．休会の議決　··································································································································· ·407
１．散　　会　······································································································································ ·407

○第９号（３月８日）

１．開議年月日時　······························································································································· ·409
１．議事日程　······································································································································ ·409
１．本日の会議に付した事件　··············································································································· ·409
１．出席議員　······································································································································ ·409
１．欠席議員　······································································································································ ·410
１．欠　　員　······································································································································ ·410
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　············································································ ·410
１．開　　議　······································································································································ ·410
１．諸般の報告　··································································································································· ·410
１．日程第１　乙第27号議案　·············································································································· ·410
１．委員長報告（総務企画委員長）　····································································································· ·410
１．採　　決　······································································································································ ·410
１．日程第２　甲第24号議案から甲第35号議案まで　············································································· ·411
１．委員長報告（予算特別委員長）　····································································································· ·411
１．採　　決　······································································································································ ·413
１．日程第３　陳情第17号、第20号の４、第23号、第25号、第27号及び第28号の付託の件　···················· ·413
１．委員会付託　··································································································································· ·413
１．休会の議決　··································································································································· ·413
１．散　　会　······································································································································ ·413

○第10号（３月16日）

１．開議年月日時　······························································································································· ·415
１．議事日程　······································································································································ ·415
１．本日の会議に付した事件　··············································································································· ·415
１．出席議員　······································································································································ ·415
１．欠席議員　······································································································································ ·416
１．欠　　員　······································································································································ ·416
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　············································································ ·416
１．開　　議　······································································································································ ·416
１．諸般の報告　··································································································································· ·416

日程第１　議員提出議案第４号　米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙ
　　　　　　　　　　　　　　　ヘリコプターからのタイヤ落下事故に関
　　　　　　　　　　　　　　　する意見書　　　　　　　　　　　　　　
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１．仲宗根　悟君の提案理由説明　········································································································· ·416
１．採　　決　······································································································································ ·417
１．議員派遣　······································································································································ ·417
１．散　　会　······································································································································ ·417

○第11号（３月29日）

１．開議年月日時　······························································································································· ·419
１．議事日程　······································································································································ ·419
１．本日の会議に付した事件　··············································································································· ·420
１．出席議員　······································································································································ ·422
１．欠　　員　······································································································································ ·422
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　············································································ ·422
１．開　　議　······································································································································ ·423
１．諸般の報告　··································································································································· ·423
１．日程第１　議席の変更　·················································································································· ·423
１．日程第２　乙第１号議案から乙第７号議案まで及び乙第14号議案　···················································· ·423
１．委員長報告（総務企画委員長）　····································································································· ·423
１．採　　決　······································································································································ ·425
１．日程第３　乙第10号議案　·············································································································· ·425
１．委員長報告（経済労働委員長）　····································································································· ·425
１．採　　決　······································································································································ ·425
１．日程第４　乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第13号議案　······························································ ·425
１．委員長報告（文教厚生委員長）　····································································································· ·425
１．採　　決　······································································································································ ·427
１．日程第５　乙第11号議案及び乙第12号議案　···················································································· ·427
１．委員長報告（土木環境委員長）　····································································································· ·427
１．採　　決　······································································································································ ·428
１．日程第６　乙第23号議案　·············································································································· ·428
１．委員長報告（総務企画委員長）　····································································································· ·428
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１．採　　決　······································································································································ ·431
１．日程第９　乙第15号議案から乙第18号議案まで、乙第22号議案及び乙第24号議案から
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１．一括議題· ····················· ·416
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１．仲宗根　悟君の提案理由説明　········································································································· ·448
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調査に関する動議　························································································································· ·557
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１．交通事故に関する和解等に係る専決処分の報告について　·································································· ·563
１．議案付託表　··································································································································· ·565
１．委員会審査報告書　························································································································· ·567
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――　
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（注）３月16日は休会の日と議決されていたが、３月15日の議会運営委員会の協議に基づき、議員提出議案審議
のため、特に会議を開いた。

平成29年第１回沖縄県議会（定例会）会期日程

会期43日間 自·平成29年２月15日
至·平成29年３月29日

月　日 曜　日 日　　　　　　　　　　　程 備　　　　考

1 2月15日 水 本 会 議
（会議録署名議員の指名）

請願・陳情付託（会期の決定）
（知事提出議案の説明）
（議員提出議案の説明、採決）

2 16日 木 議案研究
3 17日 金 議案研究 代表質問通告締切（正午）
4 18日 ㊏ 休 会
5 19日 ㊐ 休 会
6 20日 月 議案研究 一般質問通告締切（正午）
7 21日 火 議案研究
8 22日 水 本 会 議（代表質問）
9 23日 木 本 会 議（代表質問）
10 24日 金 本 会 議（代表質問）
11 25日 ㊏ 休 会
12 26日 ㊐ 休 会
13 27日 月 本 会 議（一般質問）
14 28日 火 本 会 議（一般質問）
15 ３月１日 水 本 会 議（一般質問）
16 ２日 木 本 会 議（一般質問） 議案付託（予算特別委員会設置）
17 ３日 金 委 員 会（予算特別委員会・補正予算審査） 請願・陳情提出期限（特別委）
18 ４日 ㊏ 休 会
19 ５日 ㊐ 休 会
20 ６日 月 委 員 会（予算特別委員会・補正予算採決）
21 ７日 火 議案整理

委 員 会（議会運営委員会）
22 ８日 水 本 会 議（補正予算委員長報告、採決） 請願・陳情付託（特別委）委 員 会（予算特別委員会）
23 ９日 木 委 員 会（常任委員会）
24 10日 金 委 員 会（常任委員会）
25 11日 ㊏ 休 会
26 12日 ㊐ 休 会
27 13日 月 議案整理 請願・陳情提出期限（常任委）
28 14日 火 議案整理
29 15日 水 議案整理
30 16日 木 本 会 議（議員提出議案の説明、採決） 請願・陳情付託（常任委）委 員 会（予算特別委員会）
31 17日 金 委 員 会（予算特別委員会）
32 18日 ㊏ 休 会
33 19日 ㊐ 休 会
34 20日 ㊊ 休 会 春分の日
35 21日 火 委 員 会（常任委員会）
36 22日 水 委 員 会（常任委員会）
37 23日 木 委 員 会（常任委員会）
38 24日 金 委 員 会（特別委員会）
39 25日 ㊏ 休 会
40 26日 ㊐ 休 会
41 27日 月 休 会（予備日）
42 28日 火 議案整理

委 員 会（議会運営委員会）
43 29日 水 本 会 議（委員長報告、採決）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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新　里　米　吉　君

赤　嶺　　　昇　君

瀬　長　美佐雄　君

玉　城　武　光　君

親　川　　　敬　君

新　垣　光　栄　君

次呂久　成　崇　君

宮　城　一　郎　君

大　城　憲　幸　君

金　城　泰　邦　君

西　銘　啓史郎　君

新　垣　　　新　君

座　波　　　一　君

比　嘉　瑞　己　君

西　銘　純　恵　さん

平　良　昭　一　君

上　原　正　次　君

当　山　勝　利　君

亀　濱　玲　子　さん

當　間　盛　夫　君

上　原　　　章　君

山　川　典　二　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

末　松　文　信　君

渡久地　　　修　君

玉　城　　　満　君

山　内　末　子　さん

仲　村　未　央　さん

照　屋　大　河　君

仲宗根　　　悟　君

崎　山　嗣　幸　君

金　城　　　勉　君

砂　川　利　勝　君

具志堅　　　透　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

座喜味　一　幸　君

嘉　陽　宗　儀　君

新　垣　清　涼　君

瑞慶覧　　　功　君

狩　俣　信　子　さん

比　嘉　京　子　さん

大　城　一　馬　君

糸　洲　朝　則　君

照　屋　守　之　君

仲　田　弘　毅　君

翁　長　政　俊　君

開会日に応招した議員

――――――――――――――――――――――――――――――――





平成29年
第 1 回 沖縄県議会（定例会）会議録

 （第 １  号）

平成29年２月15日



− 13−

平成29年
第 1 回

平成29年2月15日（水曜日）午前10時２分開会

沖縄県議会 （定例会） 会議録 （第１号）

議　　事　　日　　程　第１号
平成29年２月15日（水曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで（知事説明）
第４　米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等に関する意見書
　　　　仲宗根　悟君　　山川　典二君
　　　　花城　大輔君　　末松　文信君
　　　　照屋　守之君　　宮城　一郎君
　　　　崎山　嗣幸君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第１号
　　　　新垣　清涼君　　渡久地　修君
　　　　嘉陽　宗儀君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君
第５　米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等に関する抗議決議
　　　　仲宗根　悟君　　山川　典二君
　　　　花城　大輔君　　末松　文信君
　　　　照屋　守之君　　宮城　一郎君
　　　　崎山　嗣幸君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第２号
　　　　新垣　清涼君　　渡久地　修君
　　　　嘉陽　宗儀君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君
第６　那覇空港における自衛隊機によるトラブルの再発防止に関する意見書
　　　　渡久地　修君　　花城　大輔君
　　　　又吉　清義君　　中川　京貴君
　　　　仲田　弘毅君　　宮城　一郎君
　　　　当山　勝利君　　仲宗根　悟君　　提出　議員提出議案第３号
　　　　新垣　光栄君　　玉城　　満君
　　　　比嘉　瑞己君　　上原　　章君
　　　　當間　盛夫君　　座喜味一幸君
第７　陳情第１号、第３号の５、第５号、第６号、第７号の２、第13号及び第14号の付託の件

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで

甲第１号議案　平成29年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算



− 14−

甲第４号議案　平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　平成29年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　平成29年度沖縄県下水道事業特別会計予算
甲第８号議案　平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第９号議案　平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第10号議案　平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第11号議案　平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第12号議案　平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第13号議案　平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第14号議案　平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第15号議案　平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第16号議案　平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第17号議案　平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第18号議案　平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第19号議案　平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第20号議案　平成29年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第21号議案　平成29年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　平成29年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　平成29年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第25号議案　平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
甲第26号議案　平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　平成28年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）
甲第29号議案　平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
甲第31号議案　平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案　平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第34号議案　平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第３号）
甲第35号議案　平成28年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例
乙第９号議案　沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案　沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
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乙第12号議案　沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例
乙第13号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第14号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第15号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第17号議案　財産の取得について
乙第18号議案　財産の取得について
乙第19号議案　債権の放棄について
乙第20号議案　債権の放棄について
乙第21号議案　債権の放棄について
乙第22号議案　訴えの提起について
乙第23号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第24号議案　県道の路線の認定及び廃止について
乙第25号議案　公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第26号議案　流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更につ

いて
日程第４　米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等に関する意見書
日程第５　米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等に関する抗議決議
日程第６　那覇空港における自衛隊機によるトラブルの再発防止に関する意見書
日程第７　陳情第１号、第３号の５、第５号、第６号、第７号の２、第13号及び第14号の付託の件

——————————————————————————————————————
出　席　議　員（48名）

議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君

23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
26· 番 　山　内　末　子　さん
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君
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——————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

知 事 　翁　長　雄　志　君　
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君　
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君　
総 務 部 長 　金　城　　　武　君　
企 画 部 長 　下　地　明　和　君　
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君　
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君　

保健医療部長 　砂　川　　　靖　君　
農林水産部長 　島　尻　勝　広　君　
商工労働部長 　屋比久　盛　敏　君　
文 化 観 光
スポーツ部長 　前　田　光　幸　君　

土木建築部長 　宮　城　　　理　君　
企 業 局 長 　町　田　　　優　君　

病院事業局長 　伊　江　朝　次　君　
会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
知 事 公 室
秘書広報統括監 　大　城　壮　彦　君　

総 務 部
財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君　

教 育 長 　平　敷　昭　人　君　
公安委員会委員 　與　儀　弘　子　さん
警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君　
労 働 委 員 会
公 益 委 員 　井　村　真　己　君

人 事 委 員 会
委 員 長 　宮　國　英　男　君　

代表監査委員 　當　間　秀　史　君

——————————————————————————————————————

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君
課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君
主 幹 　中　村　　　守　君

主 査 　川　端　七　生　君
政務調査課長 　宮　城　　　弘　君
副 参 事 　前　田　　　敦　君
主 幹 　上　原　　　毅　君

○議長（新里米吉君）　ただいまより平成29年第１回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開き
ます。
日程に入ります前に報告いたします。
本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
61件並びに今期定例会提出予算説明書、積算内訳書、
平成29年１月末現在の平成28年度一般会計予算執行
状況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書の
提出がありました。
次に、本日、仲宗根悟君外12人から、議員提出議
案第１号「米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故
等に関する意見書」、議員提出議案第２号「米軍ＡＨ
１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等に関する抗議決
議」及び渡久地修君外13人から、議員提出議案第３
号「那覇空港における自衛隊機によるトラブルの再発
防止に関する意見書」の提出がありました。
次に、これまでに受理いたしました陳情のうち、特
別委員会に付託すべき陳情を除く陳情15件は、お手
元に配付の陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委

員会及び議会運営委員会に付託いたしました。
次に、説明員として出席を求めた公安委員会委員長
金城棟啓君は、別用務のため本日、22日、24日、28
日、３月１日及び２日の会議に出席できない旨の届け
出がありましたので、その代理として、本日、24日、
３月１日及び２日の会議に公安委員会委員與儀弘子さ
ん、22日及び28日の会議に同委員会委員天方徹君の
出席を求めました。
また、労働委員会会長藤田広美君は、所用のため本
日、22日から24日まで及び27日から３月２日までの
会議に出席できない旨の届け出がありましたので、そ
の代理として、本日の会議に労働委員会公益委員井村
真己君、22日から24日まで及び27日から３月２日ま
での会議に同委員会事務局長大城玲子さんの出席を求
めました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

――――――――――――――――――
〔諸般の報告　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――

○議長（新里米吉君）　日程第１　会議録署名議員の
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指名を行います。
今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　５番　次呂久　成　崇　君　及び
　　11番　座　波　　　一　君
を指名いたします。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から３月29日までの43
日間といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、会期は、本日から３月29日までの43日間
と決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第３　甲第１号議案から
甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議
案までを議題といたします。
知事から提案理由の説明を求めます。
翁長知事。

――――――――――――――――――
〔知事提出議案　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
平成29年第１回沖縄県議会の開会に当たり、まず
県政運営に当たっての私の所信の一端を申し述べ、県
議会並びに県民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと
存じます。
第１に、「県政運営に取り組む決意について」申し
上げます。
県知事就任から２年余りが経過しましたが、この
間、基地問題を初め、経済や文化、教育、福祉、保健
医療など、さまざまな分野の課題に全力で取り組んで
まいりました。
基地問題については、県民の過重な基地負担の軽減
を実現するべく、公約の着実な実現に向けて取り組ん
でおり、特に、辺野古に新基地はつくらせないという
ことを引き続き県政運営の柱に、全力で取り組んでま
いります。
同時に、世界一危険とも言われる普天間飛行場の固
定化は絶対に許されないと考えており、５年以内の運

用停止を含めた危険性の除去について、政府に強く求
めてまいります。
経済面では、昨年３月に策定した「沖縄県アジア経
済戦略構想推進計画」を着実に推進し、沖縄の経済産
業の成長を実現してまいります。私は、知事就任以
来、近隣諸外国、各地域へのトップセールスを積極的
に展開する中で、各地の経済界関係者における沖縄へ
の関心や期待の高さを実感しているところでありま
す。昨年12月には、沖縄県と福建省との経済交流促
進に係る覚書も締結することができました。アジアの
巨大なマーケットの中心に位置する地理的優位性と、
沖縄が誇るソフトパワーなどの強みを生かし、各地の
期待に応えるものをつくり上げ、県経済の発展及び県
民生活の向上につなげてまいります。
また、しまくとぅばを初めとするウチナー文化の普
及継承、子供の貧困問題の解消、沖縄全体の底上げに
つながる離島の振興などは、沖縄の未来を築いていく
ために重要であり、引き続き積極的に施策を展開して
まいります。
私がさきの知事選挙において掲げた公約について
は、ほぼ全てに着手できたところであります。
完全失業率や有効求人倍率、小中学校の全国学力・
学習状況調査における全国平均との差など改善の傾向
が顕著な指標も出てきており、県政運営の成果は着実
に上がりつつあります。
しかしながら、課題はいまだ山積しております。
今後とも、関係各方面と丁寧に対話を重ね、沖縄県
のさらなる飛躍と県民福祉の向上に向け、全力で県政
運営に取り組み、「誇りある豊かさ」を実現してまい
ります。
第２に、「沖縄を取り巻く現状の認識について」申
し上げます。
国際社会においては、グローバル化が急速に進行す
る一方で、国際テロリズムや地域紛争に伴う難民の発
生などが大きな課題となっております。また、情報通
信技術の急激な進化と普及による「第４次産業革命」
を迎える中、世界的に産業構造や社会環境の激変が生
じており、沖縄県においても、この変革への対応が求
められる状況にあります。また、本年１月に誕生した
米国新政権の動向についても、世界中が注目している
ところであります。
我が国においては、政府の平成29年度の経済見通
しによりますと、雇用・所得環境が引き続き改善し、
民需を中心とした景気回復が見込まれております。ま
た、高齢化を伴う人口減少の時代を迎え、地方創生に
向けた取り組みが引き続き全国各地で推進されており
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ます。
沖縄県内の経済は、観光関連指標が前年を上回るな
ど、景気は全体として拡大しております。
平成28年の入域観光客数は約861万人、うち外国
人客が約208万人と４年連続で過去最高を更新し、観
光収入は約6000億円、関連産業を含めた経済波及効
果は１兆円を超えました。アジア各地との間の直行便
数も平成24年３月末の週49便から本年１月末には週
175便と大幅に伸びており、那覇空港における国際貨
物取扱量も着実に増加しております。
また、県外及び外資系企業による新たなリゾートホ
テルなどの進出も続いております。
情報通信関連産業についても、雇用者数は４万人を
超え、生産額は4000億円を突破しました。
年平均の完全失業率は、平成27年の5.1％から平成
28年は4.4％と改善し、有効求人倍率については、年
平均では復帰後最高値を更新し続け、直近の平成28
年12月においても1.02倍と、雇用情勢は着実に好転
しております。
その一方で、求人と求職のミスマッチの解消、若年
者等の高い離職率や、従業員の正規雇用化などの雇
用の質の改善、県民所得の向上などが継続的な課題
となっております。また、沖縄県の子供の貧困率は
29.9％と深刻な状況にあり、貧困の世代間連鎖の防
止など、課題の解決に向けて全力で取り組んでまいり
ます。
周辺諸国との関係については、尖閣諸島の周辺水域
をめぐる状況を踏まえ、宮古、八重山地域を初め、県
民の平穏な生活環境及び県内漁業者の安全確保に向け
て、国に要請するとともに、国の関係機関との連携を
強化しているところです。国においては、関係改善に
向けた取り組みも模索されており、沖縄県としても、
文化や経済など多面的な分野の交流を通じ、諸国民と
の信頼の構築を図り、地域の平和と発展に貢献してま
いります。
第３に、「今後の沖縄振興に向けた取り組みについ
て」申し上げます。
平成29年度は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の中
間評価を踏まえ、残された課題や社会経済情勢等の変
化により明らかとなった新たな課題の解消を図り、安
全で安心に暮らせる沖縄らしい優しい社会をつくり上
げ、好況が続く経済をより高い次元へと進化させてい
くための第一歩となる重要な年であります。
私は、沖縄が持つ地域力、文化力、伝統力、人間
力、自然力、離島力、共生力、経済力などのソフトパ
ワーが子や孫の世代まで大切に引き継がれ、未来を開

くエンジンとして十二分に生かされ続けていくこと
が、極めて重要であると認識しており、このような考
え方のもと、「経済発展」、「生活充実」、「平和創造」
の３つの視点から、施策を展開してまいります。
·「経済発展」については、まず、「アジア経済戦略構
想推進計画」に基づく取り組みの具体化を一層推進し
ます。その一環として、アジア経済戦略課に「戦略推
進室」を設置し、推進体制の強化を図ります。あわ
せて、昨年11月の「沖縄県アジア経済戦略構想推進・
検証委員会」による提言も踏まえ、スピード感を持っ
て、成長著しいアジアのダイナミズムと連動した観
光・リゾート産業や情報通信関連産業などのリーディ
ング産業の拡充強化、国際物流拠点の形成等を推進
し、平成33年度の目標である県内総生産５兆1000億
円の達成や県民所得の向上に向けて取り組んでまいり
ます。
平成32年度の供用開始を目指し、本島東海岸地域
の振興に資する大型ＭＩＣＥ施設を、民間活力を導入
して整備を進めるとともに、沖縄観光に「ビジネスリ
ゾート」という新機軸を打ち出し、産学官と連携した
ＭＩＣＥ関連産業の創出に取り組みます。
ＩＴの活用による沖縄の産業全体の国際競争力を高
めるため、「ＩＴ戦略センター準備室」を立ち上げ、
長期的な成長戦略を構築する官民一体となった「沖縄
ＩＴ産業戦略センター（仮称）」の、平成30年度の設
置に向けて取り組みます。
平成30年に沖縄県で初めて開催する「第56回技能
五輪全国大会、第38回全国アビリンピック」の成功
に向けて、実施計画の策定や選手の育成など、着実に
準備を進め、青年技能者の育成や障害を持つ方々の職
業能力の向上と雇用の促進を図ります。
また、那覇港において最大22万トン級の大型クルー
ズ船に対応した港湾整備を促進し、国際交流・物流機
能の強化を図るとともに、那覇空港へ建設する航空機
整備施設の平成30年度の供用開始を目指し、航空関
連産業クラスターの形成を図ります。
鉄軌道を含む新たな公共交通システムについては、
構想段階における計画案を策定し、あわせて特例制度
の創設や事業化に向けた取り組みを進めます。
·「生活充実」については、しまくとぅばを初めとす
るウチナー文化の普及継承をさらに推進してまいりま
す。沖縄伝統空手・古武道を保存・継承・発展させる
ため「空手振興ビジョン（仮称）」を策定するととも
に、「第１回沖縄空手国際大会」の平成30年８月開催
に向けた取り組みを進めるなど、沖縄空手会館を拠点
に、世界中に１億人いるとも言われる空手愛好家の受
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け入れ体制の強化や交流拡大を図り、「空手発祥の地・
沖縄」を世界に向けて強力に発信してまいります。
また、平成32年度供用開始に向けて「工芸の杜（仮
称）」の整備に取り組みます。
子供の貧困対策については、昨年11月に、「子ども
未来政策課」を新設し体制を強化しました。「沖縄県
子どもの貧困対策推進基金」を活用し、市町村におけ
る子供の学びと育ちを支援するとともに、国と連携
し、子供の貧困対策支援員の配置や居場所づくり等に
取り組みます。また、国、県、市町村や関係団体等で
構成する「沖縄子どもの未来県民会議」を中心に、児
童養護施設退所児童等への大学等進学に必要な授業料
等の給付を拡大するなど、県民運動として子供の貧困
問題の解消に向けて取り組んでまいります。
また、「黄金っ子応援プラン」に基づき、市町村が
実施する保育所整備や、認可外保育施設の認可化を支
援するとともに、保育士の確保に努め、平成29年度
末までの待機児童の解消に向けて取り組みます。
心理的に不安定で、社会生活への適応が困難な児童
に心理治療等を行う「情緒障害児短期治療施設」の平
成30年４月開所に向けて、必要な施設整備を支援し、
要保護児童等に対する支援の充実を図ります。
ことし４月に「中央児童相談所宮古分室」を新たに
開設し、宮古島市及び関係機関と連携し、離島におけ
る迅速な児童虐待対応体制の強化を図ります。
また、「医療政策課」及び「地域保健課」を設置
し、地域医療構想の実現や健康長寿おきなわの復活に
向けた取り組みの強化を図ります。
沖縄の「離島力」の向上に向けて、下地島空港につ
いては、離島振興及び沖縄県の経済発展に資するよ
う、利活用事業の実施に向け引き続き取り組んでまい
ります。また、離島の重要性や魅力に対する認識を深
める「島あっちぃ事業」について、対象離島や派遣人
数を拡充するなど、離島地域の活性化等を図ってまい
ります。
きめ細やかな教育指導が可能となる少人数学級を小
学５年生まで拡大し、学校教育の充実に取り組みます。
平成28年度に開始した給付型奨学金の取り組みを
着実に実施し、経済的に進学が困難な生徒の県外難関
大学等への進学を支援してまいります。
また、公立、私立を問わず県内の高等学校１年生を
対象に海外渡航予定者のパスポート取得を支援し、グ
ローバル人材の育成をさらに推進します。
那覇市内への新たな特別支援学校の設置について
は、平成33年度開校に向けて取り組みを進め、障害
のある児童生徒の教育の充実を図ります。

平成31年度に沖縄県平和創造の森公園等を会場と
して開催される「第43回全国育樹祭」の成功に向け
て、万全の体制で準備を進め、花と緑あふれる県土づ
くりに取り組みます。
·「平和創造」については、昨年の「第６回世界のウ
チナーンチュ大会」において、10月30日を「世界の
ウチナーンチュの日」として定めました。今後、同日
を中心とした式典開催などの各種取り組みにより、ウ
チナーネットワークの継承・発展を一層強化してまい
ります。
基地問題については、過重な基地負担の軽減を図る
ため、基地の整理縮小を初め、日米地位協定の抜本的
な見直し、騒音問題や米軍人・軍属による犯罪など基
地から派生する諸問題の解決に全力で取り組んでまい
ります。
私は、日米安全保障体制の必要性は理解しておりま
す。しかしながら、戦後71年を経た今もなお、国土
面積の約0.6％である沖縄県に70.6％の米軍専用施設
が存在する状況は、異常としか言いようがありませ
ん。日本の安全保障は、日本国民全体で真剣に考える
べきであります。このような沖縄県の主張を受け、全
国知事会に「米軍基地負担に関する研究会」が設置さ
れるなど、国内外において、理解が広がりつつあり、
心強く感じているところであります。こうした取り組
みにより、日米安全保障体制や沖縄の米軍基地負担の
実情等についてさらに理解を広げ、過重な基地負担の
軽減につながるよう全力で取り組んでまいります。
普天間飛行場の移設については、引き続き建白書の
精神に基づき、辺野古の新基地建設に反対し、県外移
設を求めてまいります。
平成29年度の県政運営に当たっては、「アジア経済
戦略構想の実現」、「すべての人が希望を持ち安心して
暮らせる社会の実現」、「地方創生の推進」、「健康長寿
おきなわの復活」、「安全・安心・安らぎの確保」の５
項目を「重点テーマ」として、沖縄振興を力強く推進
する施策に取り組んでまいります。
私は、郷土沖縄を愛する心と既存の価値観にとらわ
れることのない柔軟な発想、向上心を持って、持てる
能力が最大限発揮される県庁づくりを進め、限りある
行政資源のもとで、より大きな成果を上げる行財政運
営に努めてまいります。
第４に、「内閣府予算案について」申し上げます。
平成29年度内閣府沖縄関係予算案においては、沖
縄振興を推進するための経費として3000億円台が確
保され、那覇空港の滑走路増設、子供の貧困対策、駐
留軍用地の跡地利用推進などの経費について、引き続
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き計上されました。
厳しい国家財政状況の中で、各方面の御尽力によ
り、離島地域の活性化や産業イノベーションの創出に
係る事業などが、新たに計上されたところであります。
沖縄県としては、沖縄振興予算のさらなる効果的な
活用を図るため、沖縄振興一括交付金の執行体制を強
化するなど、沖縄の振興に取り組んでまいります。
次に、平成29年度における施策の概要について、
御説明申し上げます。
第１は、沖縄の「経済」を開く経済発展プランの視
点であります。
·「自立経済発展資源の創出」について申し上げます。
·「沖縄県アジア経済戦略構想」の実現に向けて、海
外事務所や民間との連携強化を初め関連施策を効果
的・効率的に展開してまいります。
具体的には、昨年12月に締結した福建省との経済
連携を踏まえ、県産品等を福建省を通じて中国に輸出
することにより課題を抽出し、通関の簡素化・迅速化
等に向けた取り組みを進めます。
また、自然環境、文化資源、スポーツ、農林水産物
を初めとする産業資源の高付加価値化を促進し、各産
業分野においておきなわブランドの確立を図ります。
·「社会資本・産業基盤の整備」について申し上げます。
那覇空港の滑走路増設事業を促進するとともに、増
大する旅客需要に対応するため国内線と国際線ターミ
ナルビルを連結する施設の増築を促進するなど、ター
ミナル機能の拡充強化を図ってまいります。
那覇港については、総合物流センターの整備を推進
します。
中城湾港については、航路の拡充や産業支援港湾整
備を着実に進めるとともに、クルーズ船の受け入れに
ついても積極的に取り組みます。
本部港については、物流、人流機能のさらなる向上
を図るとともに、大型クルーズ船に対応する岸壁等の
整備を推進します。
幹線道路網については、那覇空港自動車道及び沖縄
西海岸道路の整備を引き続き促進するとともに、南部
東道路等の整備を推進し、本島南北軸・東西軸を結ぶ
ハシゴ道路ネットワークの早期構築に取り組みます。
また、大型ＭＩＣＥ施設へのアクセスを円滑にする
県道浦添西原線の整備を推進します。
沖縄都市モノレールの首里駅から沖縄自動車道（西
原入り口）までの延長整備を推進し、平成31年春の
開業を目指します。あわせて、石嶺駅の先行開業につ
いて、引き続き検討を進めます。
·「沖縄らしい観光・リゾー卜地の形成」について申

し上げます。
沖縄のソフトパワーを活用した世界水準の観光・リ
ゾート地の形成に取り組み、平成33年度までに観光
収入１兆円超、入域観光客数1000万人超の達成を目
指します。
来月、我が国で初めて、沖縄で開催されるアジア最
大の航空会社商談会「ルーツ・アジア」において沖縄
のポテンシャルを印象づけ、国際航空路線のさらなる
拡充を図ってまいります。
これまでインバウンド需要を取り込むため国外で展
開してきた、沖縄観光ブランド「Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａ」に
ついて、関係団体等と連携し効果的な推進体制の構築
に取り組み、国内においても戦略的に展開します。
自然・歴史・文化など沖縄固有の資源を活用したエ
コツーリズムや農林水産業と連携したグリーン・ツー
リズム、ブルー・ツーリズムなどの体験交流型観光を
推進するとともに、ヤンバルの山村資源を持続可能な
形で活用する森林ツーリズムの推進体制の構築にも取
り組みます。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けて、事前キャンプの誘致等、スポーツコンベ
ンションの推進や県出身選手の育成のほか、沖縄県へ
の聖火リレーの誘致、開会式等における沖縄文化・芸
能の披露等に向けた取り組みを推進します。
·「産業の振興と雇用の創出・安定」について申し上
げます。
国際情報通信ハブの形成を目指し、沖縄と首都圏、
アジアを直結する高速通信基盤等を活用したアジアと
の双方向ビジネスの展開を支援します。
また、サイバーセキュリティーを初め、先進的なＩ
Ｔ技術を活用した研究開発等や、他産業との連携によ
る付加価値の高いサービスの創出、高度ＩＴ人材の育
成を促進します。
国際物流拠点の形成に向けて、国際航空物流や海上
物流の拡充を進めるとともに、これらのすぐれた機能
を活用するグローバル企業等の集積を促進し、あわせ
て商流ネットワークの構築に取り組みます。
また、全国のすぐれた特産品を迅速にアジアヘ届け
る流通プラットフォームの構築を推進するとともに、
事前マッチング型商談会としては、国内最大級の「第
４回沖縄大交易会」を民間と共同で開催します。
·「沖縄科学技術振興ロードマップ」に基づき、沖縄
科学技術大学院大学、琉球大学及び沖縄工業高等専門
学校を核とした産学官連携によるリーディングプロ
ジェクトの創出や人材育成・確保の支援体制の構築を
図り、新事業・新産業を創出する国際的な知的・産業
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クラスターの形成を推進します。
再生医療や疾患ゲノムの研究開発を通じて先端医療
技術の研究基盤を強化するとともに、感染症分野の研
究開発や国際会議の開催等に取り組み、国際的な先端
医療及び感染症研究の拠点形成を推進してまいります。
また、沖縄の生物資源や地理的優位性等を生かした
医薬品、医療機器、機能性食品等の研究開発及び事業
化を推進します。
企業誘致については、国際物流拠点産業集積地域や
情報通信産業振興地域、経済金融活性化特別地区等の
特区や各種税制優遇措置等を活用するとともに、航空
機整備施設等のインフラ整備を促進し、アジア市場に
ビジネスを展開する産業等の集積に取り組みます。
沖縄物産フェアの拡充や県内企業の販路開拓の支援
等により、県産品の県外、アジア市場への販路拡大・
販売促進に努めます。
さらに、海外ネットワークを有効に活用し、観光誘
客、県産品の海外展開、投資誘引等、戦略的な施策を
展開します。
県内ものづくり産業の振興については、サポーティ
ング産業の強化を図るとともに、産学官・企業間連携
の推進、高度技術の開発、戦略的製品の開発などに取
り組みます。
泡盛などの県外展開による販売促進や需要喚起など
の取り組みを引き続き支援するとともに、経営基盤の
強化などが有効に図られるよう、酒類業界との連携に
努めます。
中小企業・小規模事業者の支援については、市町村
や関係機関と緊密に連携し、経営革新や創業の促進、
経営基盤の強化、資金調達の円滑化など、総合的に取
り組みます。
また、好調な観光客の消費需要を着実に取り込み、
県内商業の活性化に取り組みます。
クリーンエネルギーの推進については、米国ハワイ
州との協力事業を推進し、海洋エネルギーを初め、沖
縄の地域特性を生かした再生可能エネルギーの普及拡
大を図るとともに、島嶼型のエネルギー技術開発や、
関連企業の海外展開及び国際貢献を促進します。
雇用の安定については、若年者等の離職率の高さや
求人と求職のミスマッチ等の課題に引き続き取り組ん
でまいります。
雇用の質の改善については、すぐれた人材育成の取
り組みを行っている企業の認証制度のさらなる活用を
促進するとともに、ワーク・ライフ・バランスの推
進、従業員の正規雇用化など、働きやすい環境づくり
に取り組む企業に対し、各種支援施策を展開します。

·「農林水産業の振興」について申し上げます。
沖縄の地域特性を生かした農林水産業の振興につい
ては、戦略品目による拠点産地の形成、生産基盤の整
備、６次産業化のほか、「地理的表示保護制度」の活
用などにより、さらなるブランド化を推進するととも
に、アジアなどへの海外輸出、販路開拓に積極的に取
り組みます。
また、島嶼県における流通条件の不利性の負担を軽
減するため、引き続き輸送コスト低減対策を推進する
とともに、中央卸売市場における物流対策の強化を図
ります。
農地利用については、農地中間管理機構を通じて、
新規就農者や法人経営体等担い手の農地利用拡大に取
り組みます。
畜産業については、経営基盤の強化を実施するとと
もに、安全・安心な県産食肉等の流通体制の強化を図
るため、ＨＡＣＣＰ基準に対応した食鳥処理施設の整
備に取り組みます。
水産業については、新規漁業就業者を対象とした漁
具等の漁業経費の支援等を実施し、漁業就業者の確
保・育成に取り組みます。
また、漁船が自由かつ安全に操業できる漁場を確保
するため、ホテル・ホテル訓練区域における使用制限
の解除対象水域の拡大及び対象漁業の拡充を求めてま
いります。
日台漁業取り決めの影響緩和のための基金を活用
し、漁業者の安全操業の確保や水産経営の安定化な
ど、水産業の振興に取り組みます。
第２は、沖縄の「幸せ」を開く生活充実プランの視
点であります。
·「地域力の向上・くらしの向上」について申し上げ
ます。
県民一人一人がボランティア、ＮＰＯ活動などへ主
体的に参加できる仕組みづくりや、県民や地域組織、
企業等の多様な主体が連携した取り組みを促進します。
働く全ての人が輝ける職場環境の整備を目指し、県
が率先して仕事と生活の両立支援、子育てに優しい職
場づくりに取り組むとともに、市町村等と連携して、
女性が輝く社会づくりに取り組みます。
県内全市町村で構成する沖縄県移住受入協議会での
活動を通し、移住者受け入れに取り組む市町村の創意
工夫を支援するとともに、県外都市部における移住
フェアの開催など、Ｕターン者や移住者の持続的受け
入れに向けた取り組みを積極的に推進します。
モノレール旭橋駅周辺地区市街地再開発について、
平成30年度の事業完了を目指したバスターミナルを
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含む北工区の整備を支援してまいります。
·「美ら島の自然環境保全」について申し上げます。
·「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世
界自然遺産登録に向け、国、市町村等と連携し、ヤン
バル地域及び西表島における希少種等の保護や外来種
対策など、自然環境の保全に取り組みます。
沖縄県自然環境再生指針を踏まえた自然環境再生モ
デル事業や、サンゴ礁保全に向けたオニヒトデ対策な
どに取り組み、自然環境の保全・再生・適正利用を図
ります。
また、昨年９月にハワイで締結した「グリーンアイ
ランドパートナーシップ設立に関する合意書」に基づ
き、米国ハワイ州及び韓国済州特別自治道と協力し、
島嶼地域が直面する環境に関する課題解決等に向け取
り組みます。
生物多様性の保全上重要な情報収集・調査研究・教
育普及の拠点となる「国立自然史博物館」の誘致につ
いて、取り組みを進めます。
また、絶滅が危惧されるジュゴンの生息状況等の調
査を継続し、保護施策のあり方等、希少生物の保全に
向けた取り組みを推進します。
亜熱帯の特性を生かした沖縄らしい景観や環境共生
型社会の形成を目指した取り組みを進めるとともに、
緑化施策を充実し、全島緑化を推進します。
また、公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場
の平成31年度供用開始を目指し、工事に着手します。
·「誇り高きウチナー文化の普及促進」について申し
上げます。
中期「しまくとぅば」普及推進行動計画に基づき、
人材の養成や活用のコーディネートなど、中核的な機
能を果たす「しまくとぅば普及センター（仮称）」を
平成29年度に設置し、市町村、学校、団体等と連携
のもと、県民への普及促進、次世代への継承に取り組
みます。
組踊、琉球舞踊、沖縄芝居などの伝統文化や、染織
物、陶器、漆器などの伝統工芸の後継者育成に取り組
むとともに、国内外への発信力の強化を図ります。
また、県産工芸品の市場ニーズに対応した製品開発
等に取り組み、普及や販路拡大を図ります。
沖縄の歴史文化の核となってきた指定文化財の保護
に努めるとともに、「沖縄県史」及び「歴代宝案」の
編集刊行に取り組みます。
·「健康福祉社会の実現」について申し上げます。
2040年までに平均寿命日本一を取り戻すため、次
世代や働き盛り世代の健康づくりのさらなる拡大や、
健康づくりを担う人材の育成を図るなど、引き続き健

康長寿復活プロジェクトを推進します。
また、栄養指導等の健康づくりを推進するため、管
理栄養士の養成などに取り組みます。
民生委員・児童委員の充足率向上と活動の活性化を
図るとともに、適切な福祉サービスが利用できる体制
を推進します。
生活困窮者の相談支援体制のさらなる充実、地域に
おける関係機関とのネットワークのより一層の強化に
取り組みます。
平成29年度から本格的に施行される新しい社会福
祉法人制度について、市町村等の関係機関と連携しな
がら、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化、
事業運営の透明性の向上等を促進します。
障害のある人に対する誤解や偏見等をなくす取り組
みを充実させるとともに、地域生活への移行の促進、
社会参加、就労支援等の地域生活支援を行います。
·「子育て・高齢者施策の推進」について申し上げます。
安心して妊娠、出産し、子供を健やかに育てること
ができるよう、子育て世代包括支援センターの設置を
促進するとともに、低体重児出生率の改善に向けた取
り組みを推進します。
また、こども医療費助成制度について、市町村の意
向を踏まえながら、現物給付の導入に向けた取り組み
を推進します。
待機児童の計画的な解消や、多様なニーズに対応
した子育て支援の充実等、保育サービスの充実を図
ります。
·「沖縄県子どもの貧困対策計画」に基づき、子供の
ライフステージに即した切れ目のない総合的な子供の
貧困対策を推進します。
さらに、要保護児童等への支援やひとり親家庭等の
自立支援にも引き続き取り組みます。
高齢者の介護サービスの充実、認知症施策の推進、
社会参加の促進等、地域包括ケアシステムを構築する
とともに、介護人材の確保に取り組みます。
また、入所待機者の解消に向け、特別養護老人ホー
ム等の施設整備の支援に取り組みます。
·「医療の充実」について申し上げます。
北部及び離島地域における医師不足の解消に重点的
に取り組むとともに、看護師等保健医療従事者の養
成・確保、救急医療体制の充実など、地域医療の充実
強化を図ります。
県立病院については、地域の中核病院として、救急
医療や小児医療、周産期医療など医療提供体制の安定
確保に努めるとともに、経営の健全化に向けて、さら
なる改善に取り組みます。
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また、新県立八重山病院については、平成30年度
の早い時期の開院に向けて整備を進めます。
·「安心・安全で快適な社会づくり」について申し上
げます。
人に優しい交通手段の確保に向けて、ＩＣ乗車券の
船舶やタクシーヘの拡張利用について検討を行います。
住環境の整備については、県営大謝名団地、神森団
地、南風原団地、南風原第２団地、新川・真喜良団地
等の建てかえを推進します。
民間既存住宅の省エネ化やバリアフリー化を図るた
め、住宅リフォームを促進するとともに、配慮が必要
な高齢者等の民間賃貸住宅への入居支援を促進します。
飲酒運転根絶等の交通安全対策のほか、地域社会と
連動した「ちゅらさん運動」を一層活性化させ、少年
非行防止対策や子供・女性・高齢者等の安全確保を含
めた総合的な犯罪抑止対策に取り組みます。
犯罪被害者等を社会全体で支える機運の醸成を図
り、警察安全相談体制の充実、大規模災害やサイバー
空間の脅威など、県民生活を脅かすさまざまな危機に
対してきめ細かな対策を推進します。
ＤＶ・ストーカーや性犯罪等の被害未然防止対策を
強化するとともに、県立中部病院敷地内に「沖縄県性
暴力被害者ワンストップ支援センター」を建設し、性
犯罪・性暴力被害者に対する被害直後からの総合的な
支援体制の充実に取り組みます。
消費者被害の未然防止と早期救済を図るため、市町
村相談体制の充実と消費者への啓発等に継続的に取り
組みます。
災害に強い県土づくりのため、老朽化した橋梁の補
修・補強や海岸堤防等の改修、また、民間住宅、ホテ
ル、病院等への耐震診断及び改修等に対する支援等に
取り組みます。
治水・浸水対策、土砂災害対策、高潮対策に取り組
むとともに、治山対策による森林の維持・造成を推進
し、潮風害の防止、山地災害復旧・予防、及び生活環
境の保全を図ります。
東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、県民の防
災意識の向上と迅速な避難行動の確保、国、市町村、
民間事業者等と連携した迅速な災害救助や被災者支援
に備えた体制の整備等に取り組みます。
安全な水道水を将来にわたって安定的に供給するた
め、水道施設の計画的な更新・耐震化を推進します。
また、市街地の雨水浸水対策を促進し、下水道施設
の整備拡張や計画的な更新・耐震化に取り組みます。
·「離島力の向上」について申し上げます。
離島地域においては、港湾・空港施設の機能向上を

初め道路・公園などの社会基盤整備を推進します。
超高速ブロードバンド環境の整備による情報格差の
解消や、本島周辺離島８村への水道水の安定供給と料
金低減の取り組みなど、水道広域化の取り組みを着実
に進めます。
離島航路及び航空路に就航する船舶や航空機の購入
等の支援など、交通基盤の整備を推進します。
また、離島航路及び航空路の交通コスト低減や割高
な生活コストの低減に取り組むとともに、安定した保
健医療サービスの提供、離島患者の通院コストの低減
や植物コンテナによる葉野菜の安定供給のほか、離島
からの高校進学等の支援など、離島の定住条件の整備
に取り組んでまいります。
体験プログラムの開発・改善や民泊を推進する離島
体験交流事業等を引き続き実施します。
離島の主要産業であるサトウキビや畜産などの農林
水産業の生産性向上、担い手の育成・確保対策を推進
し、製糖業の効率化や合理化、経営安定化に取り組む
とともに、地元特産品の販売力強化を支援します。
·「教育の振興」について申し上げます。
学校教育については、教員の指導力向上、学校の授
業改善等、小中学校のさらなる学力向上を図ります。
また、正規教員率の改善にも引き続き取り組みます。
中高一貫教育等の充実による人材の育成を図るとと
もに、給付型奨学金の実施など、大学等への進学を支
援してまいります。
さらに、大学進学率のさらなる向上を図り、将来の
沖縄振興の基盤を担う人材を育成・輩出するため、高
等教育を受ける機会の創出等に取り組んでまいります。
就学援助を必要とする児童生徒に支援が届くよう、
制度の周知広報を図るとともに、制度の充実を促進し
てまいります。
また、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーの配置等により、いじめ、不登校、深夜徘回
等の未然防止、早期発見及び早期解決に取り組みます。
ことし４月から県立高等学校３校に軽度知的障害を
対象とした併設型の高等支援学校を開校し、特別支援
教育のさらなる充実を図ってまいります。
特色ある教育を実践し、個性豊かな人材育成に貢献
している私立学校を支援し、私学教育の充実、多様な
人材の育成を図ります。
子供の健やかな成長を育む「やーなれー」事業を推
進するとともに、地域住民等の参画による学習補助や
学校支援、子供たちの放課後の安全・安心な居場所づ
くりなど、家庭教育の充実を図ります。
また、離島等図書館未設置町村における移動図書館
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の実施等により読書環境の充実を図るとともに、「知
の拠点」となる新県立図書館の整備を進めます。
米国や欧州、アジア諸国など、海外への短期研修及
び海外留学に高校生や大学生等を派遣するなど、継続
してグローバル人材の育成に取り組みます。
·「平成31年度全国高等学校総合体育大会」が本県を
含む九州南部４県で開催され、沖縄県では、陸上、
サッカー、空手道など７競技８種目が実施されること
が決定しました。同大会の開催に向けて、関係市町村
や各競技団体等と連携し取り組みを進めます。
第３は、沖縄の「平和」を開く平和創造プランの視
点であります。
·「沖縄から世界へ、平和の発信」について申し上げ
ます。
沖縄平和賞や平和祈念資料館における戦争体験証言
等の記録などを通じて、恒久平和を願う沖縄の心を広
く国内外へ発信し、次世代に継承する事業を充実させ
てまいります。
沖縄戦の戦災の状況を後世に伝えるため、国と連
携し、戦災の記録が確実に残るよう取り組んでまい
ります。
·「国際交流・協力の推進」について申し上げます。
世界のウチナーネットワークの強化、拡大、次世代
への継承を図るため、市町村及び県人会や世界若者ウ
チナーンチュ連合会等との連携を一層強化し、さまざ
まな交流を推進してまいります。
県内の中学・高校で国際協力出前講座を実施すると
ともに、ＪＩＣＡ沖縄と連携して、高校生を開発途上
国へ派遣し、将来の国際協力を担う人材を育成します。
·「基地問題の解決と駐留軍用地の跡地利用」につい
て申し上げます。
昨年12月、県民の不安が一向に払拭されていない
ことから配備撤回を求めてきたオスプレイが、墜落事
故を起こすなど、米軍基地に起因する事件・事故は、
依然として県民に大きな不安を与えております。
県としては、引き続きオスプレイの配備撤回を求め
るとともに、米軍機による事故等が発生した際の政府
の対応に県の考えを反映させる新たな仕組みを構築
し、県民の懸念や不安の払拭を図ってまいります。
また、日米地位協定については、県としては、米軍
基地をめぐる諸問題の解決を図るためには、米側に裁
量を委ねる形となる運用の改善だけでは不十分である
と考えております。
今後とも軍転協や渉外知事会、全国知事会とも連携
し、あらゆる機会を通じ、日米両政府に、日米地位協
定の抜本的な見直しを粘り強く求めてまいります。

辺野古新基地に反対する県民世論、及びそれを踏ま
えた建設阻止に向けた私の考えや、沖縄の正確な状況
について、米国政府、連邦議会へ伝えるため、米国ワ
シントンＤＣの駐在員を活用し、基地問題に関する情
報収集・発信を行うとともに、私が訪米し、直接訴え
ることによって、沖縄の課題解決に努めてまいります。
普天間飛行場の５年以内運用停止を含めた危険性除
去の方策について、政府と調整してまいります。
嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還について
は、統合計画の確実な実施とともに、内容の具体的な
説明、地元意見の聴取の場の設置、跡地利用の円滑な
推進等を引き続き政府に対して強く求めます。
とりわけ、牧港補給地区については、７年以内の全
面返還に向けて、引き続き政府と調整を進めてまいり
ます。
また、平成27年３月に返還された西普天間住宅地
区の跡地利用については、国、宜野湾市、琉球大学、
地主会等の関係者と連携し、国際医療拠点の形成を目
指してまいります。
さらに、普天間飛行場を初めとした返還予定地につ
いて、関係市町村等と連携し、跡地利用計画の策定を
促進します。
戦後処理問題については、不発弾処理問題の早期解
決に取り組むとともに、沖縄戦の戦没者の遺骨収集の
加速化を図ります。また、所有者不明土地問題につい
て、抜本的解決策を講ずるよう国に求めてまいります。
次に、甲第１号議案から甲第35号議案までの予算
議案について御説明申し上げます。
平成29年度は、「重点テーマ」を踏まえ、沖縄の持
つ優位性と潜在力を生かす施策を戦略的に展開する
とともに、「沖縄21世紀ビジョン基本計画中間評価」
の反映及び「第７次沖縄県行財政改革プラン」の推
進により、一つ一つの施策・事業の効率性と実効性
の向上に取り組む方針のもと、必要な予算を計上い
たしました。
その結果、平成29年度当初予算は、
　一般会計において　　　7354億4300万円
　特別会計において　　　1183億7540万円
　企業会計において　　　1191億6346万円
の規模となっております。
また、平成28年度補正予算につきましては、緊急
に予算措置を必要とする経費への対応や事業の執行状
況に応じた所要の補正を行うこととしており、一般会
計において76億1414万9000円の減額、11の特別会
計において16億8315万8000円の減額等を計上して
おります。これらの補正予算につきましては、先議案



− 25−

件として御審議を賜りますようお願い申し上げます。
次に、乙第１号議案から乙第26号議案までの乙号
議案につきましては、条例議案が「沖縄県個人情報保
護条例の一部を改正する条例」等14件、議決議案が
「工事請負契約についての議決内容の一部変更につい
て」等12件を提案しております。
以上をもちまして、今回提案いたしました議案の説
明といたします。
慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。タンディガータンディ。シカイトゥ　
ミーファイユー。
○議長（新里米吉君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について
必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要
がありますので、ただいまから人事委員会委員長の意
見を求めます。
人事委員会委員長。
〔人事委員会委員長　宮國英男君登壇〕

○人事委員会委員長（宮國英男君）　おはようござい
ます。
ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づいて
人事委員会の意見を求められましたので、当委員会の
意見を申し上げます。
まず、乙第３号議案「沖縄県職員の勤務時間、休日
及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例」に
つきましては、育児休業等の対象となる子の範囲の拡
大や介護休暇の分割取得など、育児及び介護支援に係
る措置を講ずるため、地方公務員の育児休業等に関す
る法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律
が施行されたことに伴い、職員の育児休業、介護休暇
等に係る制度を整備するための改正でありますので、
適当であると考えております。
次に、乙第４号議案ですが、「沖縄県職員の配偶者
同行休業に関する条例の一部を改正する条例」につき
ましては、国や他の都道府県の状況等も踏まえまし
て、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別
な事情について定めるものであります。つきまして
は、これについても適当であると考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　人事委員会委員長の意見の開

陳は終わりました。
――――――――――――――――――

○議長（新里米吉君）　この際、日程第４　議員提出
議案第１号　米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事
故等に関する意見書及び日程第５　議員提出議案第２
号　米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等に関
する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲宗根　悟君。

――――――――――――――――――
〔議員提出議案第１号及び第２号　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔仲宗根　悟君登壇〕

○仲宗根　悟君　ただいま議題となりました議員提出
議案第１号及び第２号の２件につきまして、２月９日
に開催いたしました米軍基地関係特別委員会の委員等
により協議した結果、議員提出議案として提出するこ
とに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提
案理由の御説明を申し上げたいと思います。
提案理由は、米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着
事故等について関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。
〔米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等
に関する意見書朗読〕

次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。

〔米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等
に関する抗議決議の宛先朗読〕

以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、意見書の宛先で、県内所在関係機関及び抗議
決議の宛先で県内の関係要路につきましては、その趣
旨を要請するため米軍基地関係特別委員会委員を派遣
する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、
議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただ
きますようお願い申し上げます。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第１号
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及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第１号
「米軍ＡＨ１Ｚ攻撃ヘリコプター不時着事故等に関す
る意見書」及び議員提出議案第２号「米軍ＡＨ１Ｚ攻
撃ヘリコプター不時着事故等に関する抗議決議」の２
件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第１号及び第２号は、原案の
とおり可決されました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第１号及び第２号については、提案理由説明
の際提出者から、その趣旨を県内の関係要路に要請す
るため米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらい
たいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第１号及び第２号の趣旨を県内の関係
要路に要請するため、米軍基地関係特別委員会委員を
派遣することとし、その期間及び人選については、議
長に一任することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第６　議員提出議案第３
号　那覇空港における自衛隊機によるトラブルの再発
防止に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
渡久地　修君。

――――――――――――――――――
〔議員提出議案第３号　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔渡久地　修君登壇〕

○渡久地　修君　ただいま議題となりました議員提出
議案第３号につきましては、２月13日に開催した総務

企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議
案として提出することに意見の一致を見ましたので、
提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、那覇空港における自衛隊機によるトラ
ブルの再発防止を求めることについて、関係要路に要
請するためであります。
次に、議員提出議案第３号を朗読いたします。
〔那覇空港における自衛隊機によるトラブルの
再発防止に関する意見書朗読〕

以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第３号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第３号
「那覇空港における自衛隊機によるトラブルの再発防
止に関する意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第３号は、原案のとおり可決
されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第７　陳情第１号、第３
号の５、第５号、第６号、第７号の２、第13号及び
第14号の付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいまの陳情７件のうち、陳情第１号、第５号、
第６号、第13号及び第14号の５件については、米軍
基地関係特別委員会に、陳情第３号の５及び第７号の
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２の２件については、公共交通ネットワーク特別委員
会にそれぞれ付託の上、審査することにいたしたいと
思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
議案研究のため、明２月16日から21日までの６日
間休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、明２月16日から21日までの６日間休会と
することに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
次会は、２月22日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前11時21分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年２月 22日（水曜日）午前 10時１分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

議　　事　　日　　程　第２号
平成29年２月22日（水曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

———————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程追加　常任委員の所属変更の件
日程第１　代表質問

———————————————————————————————————————
出　席　議　員（48名）

———————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

知 事 　翁　長　雄　志　君　
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君　
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君　

総 務 部 長 　金　城　　　武　君　
企 画 部 長 　下　地　明　和　君　
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君　

議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君

23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
26· 番 　山　内　末　子　さん
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君
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——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
説明員として出席を求めた人事委員会委員長宮國英
男君は、所用のため本日から24日まで及び27日から
３月２日までの会議に出席できない旨の届け出があり
ましたので、その代理として、人事委員会事務局長親
川達男君の出席を求めました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
常任委員の所属変更の件を日程に追加し、議題とい
たしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、常任委員の所属変更の件を日程に追加し、
議題とすることに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　常任委員の所属変更の件を議
題といたします。
経済労働委員の山内末子さんから文教厚生委員に、
文教厚生委員の瑞慶覧功君から経済労働委員にそれぞ
れ委員会の所属を変更されたい旨の申し出があります。
お諮りいたします。
○照屋　守之君　議長、ちょっと。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時２分休憩
　　午後１時26分再開

○議長（新里米吉君）　再開いたします。
休憩いたします。
　　午後１時26分休憩
　　午後１時27分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
改めてお諮りいたします。
山内末子さん及び瑞慶覧功君から申し出のとおり、
それぞれ委員会の所属を変更することに御異議ありま
せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、それぞれ委員会の所属を変更することに決
定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　この際、念のため申し上げます。
本日から24日まで及び27日から３月２日までの７
日間にわたって行われます代表質問並びに一般質問及
び議案に対する質疑につきましては、議会運営委員会
において決定されました質問要綱に従って行うことに
いたします。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１　代表質問を行います。
質問の通告がありますので、順次発言を許します。
中川京貴君。
〔中川京貴君登壇〕

○中川　京貴君　皆さん、こんにちは。
大変長らくお待たせをいたしました。

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君
主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君

子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君　

保健医療部長 　砂　川　　　靖　君　
農林水産部長 　島　尻　勝　広　君　
商工労働部長 　屋比久　盛　敏　君　
文 化 観 光
スポーツ部長 　前　田　光　幸　君　

土木建築部長 　宮　城　　　理　君　
企 業 局 長 　町　田　　　優　君　
病院事業局長 　伊　江　朝　次　君　
会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
知 事 公 室
秘書広報統括監 　大　城　壮　彦　君　

総 務 部
財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君　

教 育 長 　平　敷　昭　人　君　
公安委員会委員 　天　方　　　徹　君
警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君　
労 働 委 員 会
事 務 局 長 　大　城　玲　子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 　親　川　達　男　君　

代表監査委員 　當　間　秀　史　君
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沖縄・自民党の中川京貴でございます。
沖縄・自民党会派を代表いたしまして、通告に従い
代表質問を行います。
まず、１、知事の政治姿勢についてであります。
去る１月22日の宮古島市長選挙と２月12日の浦添
市長選挙は、翁長知事が支持し街頭演説までしたオー
ル沖縄候補が敗北しました。この２つの選挙への対応
で翁長知事の県政運営におけるダブルスタンダードが
明白となりました。今回の２つの選挙では、翁長知事
が県政の最大の課題とする辺野古移設建設問題には直
接関係する選挙ではなく、宮古島市、浦添市が抱える
問題に特化した選挙でありました。
まず浦添市長選挙は、那覇軍港の浦添移設の是非が
争点となった選挙であります。今回、松本候補は明確
に那覇軍港の浦添移設受け入れを表明し、県や那覇市
と同一歩調をとっており、県政の重要課題解決に向け
て何ら支障は生じないはずであります。しかし、翁長
知事は、那覇軍港の移設反対の政党団体などとさまざ
まな政党団体が担ぎ出した移設問題に明確な姿勢を打
ち出せないオール沖縄候補を支持、応援しておりま
す。翁長知事はさきの11月県議会で、県知事として
那覇軍港浦添移設を認め、記者会見までしながら、選
挙では軍港移設をほごにしかねない候補を支持、応援
する政治の思惑で使い分ける姿勢に、浦添市民の多く
が反発したと考えるものであります。那覇港湾整備問
題は、これまで莫大な財源が投じられ、県、那覇市、
浦添市の３者が推進に向け取り組んできた事業であ
り、那覇軍港の返還だけでなく、牧港補給地区の返還
にも影響する県政の重要課題であります。知事の政治
的思惑で県政の重要課題さえも無視する姿勢は、まさ
にダブルスタンダードであります。
また、１月22日の宮古島市長選挙は、自衛隊配備
が最大の争点となったのでありますが、知事は、オー
ル沖縄側が擁立した２候補のうち、自衛隊配備反対を
明確に打ち出した候補を支持、応援しております。辺
野古移設建設問題ではぶれない知事ですが、自衛隊配
備問題ではかたくなにみずからの考えを示すことを避
けております。先島諸島への自衛隊配備が注目されて
いる中、我が沖縄・自民党が知事の考えを示すようた
びたび質問しておりますが、知事は、地元の理解と協
力が得られるよう政府は丁寧に説明し、住民生活の安
心・安全に配慮すべきと答えをはぐらかし、みずから
の姿勢を明確にしていないのであります。かつて保守
政治家のホープとして、日米安保、自衛隊容認を明確
にしていた知事が自衛隊配備を争点として戦っている
選挙で、配備反対を掲げている候補と一緒に街頭に立

つことは何ら不自然さも違和感もなかったのかであり
ます。あるいは知事は、自衛隊配備について、みずか
らの口から発信することなく、自衛隊配備反対候補を
支持、応援することで、姿勢を変えたのかでありま
す。翁長県政は、基地問題が９割で経済問題が１割と
言われてきております。来年の県知事選までこのよう
な翁長知事の県政運営が続くのか、県民にとっては決
して報われることはないと考えるのであります。
そこで伺います。
(1)、去る１月22日の宮古島市長選挙と２月12日の
浦添市長選挙は、翁長知事が支持し街頭演説までした
オール沖縄候補が敗北した。この結果について、知事
はどのように分析し、責任を感じているか伺いたい。
(2)、浦添市長選挙は、那覇軍港の浦添移設が争点
の選挙となった。那覇港湾整備は県政の基本方針であ
りながら、知事は、軍港移設を打ち出せない候補者を
応援したことは、県政運営の中で経済の重点施策より
政治的思惑を優先した形となった。基地９、経済１と
言われる県政運営について、知事の見解を伺いたい。
(3)、去る１月22日の宮古島市長選挙は、自衛隊配
備が選挙の争点となった中、知事はオール沖縄側が擁
立した２候補のうち、自衛隊配備反対を明確に打ち出
した候補を支持し、応援した。これは知事の自衛隊配
備反対の表明と受け取れるが、どうか伺いたい。
(4)、知事は、本県への自衛隊配備について、地元
の理解と協力を得るべきと述べるだけで、みずからの
姿勢を明確にしていない。知事自身は自衛隊配備に賛
成か反対か、明確な答弁を伺いたい。
(5)、知事は、北部訓練場返還式典への参加を拒否
し、オール沖縄会議主催のオスプレイ撤去を求める緊
急抗議集会に参加したが、県知事としての公務での参
加か、私的個人としての参加か伺いたい。
(6)、県は、沖縄県関係職員連合労働組合の存在を
把握しているか。また、県職労（職員団体）ほか３団
体との関係や活動内容を把握しているか。さらに適法
に組織され、活動も適法か伺いたい。
(7)、去る日米首脳会談で、安倍首相とトランプ大
統領は、米国の日本防衛義務を定めた日米安全保障条
約第５条が尖閣諸島に適用されることを確認した。知
事はこの合意を支持するか伺いたい。
２、米軍基地問題について。
本県においては、米軍基地から発生する騒音被害や
米軍属等による事件・事故は一向に改善されず、県民
の不満、怒りを募らせております。米軍は夜間外出や
飲酒を制限したリバティ制度、禁酒令等で対応してお
りますが、今までのところ決定的な効果は出ておりま
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せん。そのため、政府はこれまでの凶悪な事件を受
け、沖縄における犯罪抑止対策推進チームを立ち上
げ、100台規模の車両による沖縄地域安全パトロール
隊創設と警察官100人増員とパトカー 20台の増強に
よる警察力の強化、防犯灯や防犯カメラを設置するほ
か、沖縄担当相のもとに、国と県、自治体などによる
協議機関の設置等々、対策の実施を進めております。
これらの対策が本格的に実行に移されれば大きな効果
が期待できるものと考えます。
米軍人等による事件・事故が起きるたびに問題とな
るのが日米地位協定の見直しであり、我が沖縄・自民
党もこれまで一貫して求めてまいりました。しかし、
日米関係の根幹をなす日米地位協定の抜本的見直しを
日米両政府に認めさせるには、今日までの経緯を見れ
ば、本県だけでは難しいことはこれまでの経緯が示し
ております。日米地位協定の抜本的な見直しについて
は、これまでの経緯を見れば本県だけで限界があり、
全国知事会、渉外知事会と連携し、全国の問題として
取り組むのが重要であります。我が沖縄・自民党も日
米地位協定の抜本的見直しを掲げて活動しており、全
国の自民党会派と連携し、全国の問題として取り組ん
でいく考えであります。県においても、全国知事会等
との連携など綿密な戦略が必要であると考えます。
そこで伺います。
(1)、県は、平成12年８月に日米地位協定の抜本的
見直し11項目について、日米両政府に要請している
が、これまでの要請経緯と今後渉外知事会と連携した
取り組みが必要ではないか伺いたい。
(2)、今後とも抜本的な見直し11項目について一括
しての見直しを求めるのか、重点的な項目から順次改
定を求めることも可能か伺いたい。
(3)、県は、米軍に係る事件・事故について、新た
な協議機関のあり方として、構成員の枠組みの拡大を
求めているが、これにより何が変わり県の意見などを
どのように反映させるか伺いたい。
(4)、嘉手納基地の米軍機騒音激化について、騒音
防止協定の遵守と飛来訓練をしないことなどを日米両
政府に求めているが、一向に改善されない。県の取り
組みを伺いたい。
(5)、沖縄防衛局は、米軍嘉手納基地周辺の航空機
騒音の大きさを示す、騒音コンターの見直し作業を進
めているようであるが、関係市町村は、コンターの拡
大、住宅防音工事予算の増額を求めている。県として
の対応について伺いたい。
(6)、日米地位協定に関し、米軍属の適用範囲につ
いての補足協定が締結されたが、県はどのように評価

するか伺いたい。
３、農林水産の振興について。
我が国の農林水産業の衰退が続く中、亜熱帯性気候
や地理的特性という国内唯一の地域特性から、本県の
農林水産業も厳しい環境に置かれております。このた
め、これまでの地域不利性と言われた亜熱帯気候等を
優位性に変え、高品質かつ安心・安全な沖縄に特化し
たおきなわブランドの確立を目指し、戦略的な取り組
みも進めることが必要であります。本県は、恒常的に
台風等の自然災害や気象変動による災害に見舞われて
おり、おきなわブランドの確立には災害に強い栽培施
設などの整備が不可欠であります。そのために思い
切った対策、施策の展開による戦略的品目の育成、選
択を図り、拠点産地の形成、生産基盤の整備を図って
いくことが必要であります。しかし、本県における農
業就業人口は年々減少を続けており、特に65歳以上
の高齢農家の割合が54％と高く、担い手の若返りや
減少への歯どめをかけるのは容易ではありません。若
者の就業意欲を高めるには、何といっても安定的な収
入が得られる魅力ある農林漁業にすることが必要であ
ります。難しい課題ではありますが、新たなおきなわ
ブランドの確立による本県農林漁業の安定が求められ
ております。
そこで伺います。
(1)、政府は、2017年度から米補助金の見直しに着
手するとしているようだが、見直しの内容と本県農家
への影響について伺いたい。
(2)、おきなわブランドの確立を図る上で、戦略品
目の選定・育成や生産拠点の形成、生産基盤の整備、
流通・販売市場の開拓を図ることが必要であるが、
21世紀ビジョン基本計画５年間での整備、成果等に
ついて伺いたい。
(3)、本県のサトウキビ生産は相次ぐ台風や災害等
もあり、生産減対策として、干ばつ対策や病害虫対策
に取り組んでいるが、関係機関等との連携や具体的な
対策の内容について伺いたい。
(4)、本県農業の柱であるサトウキビのさらなる生
産振興を図るため、サトウキビを活用した６次産業化
の可能性について、現在の取り組み状況を伺いたい。
(5)、泊漁港の再整備に関連し糸満漁港への移転に
ついて、県、那覇市、泊地区漁業生産者７団体の思惑
から、移転問題が不透明化しているが、今後の見通し
と決着のタイムリミットについて伺いたい。
(6)、県内のマグロはえ縄漁船の米軍船舶によるは
え縄切断問題について、示談が成立したようだが、こ
れまでの経緯と示談の内容、今後行政の関与の必要性
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について、県の考えを伺いたい。
４、社会資本の整備について。
本県は、復帰後これまで未整備であった陸上交通、
空港、港湾などを中心に国による計画的な支援で社会
基盤の相当分が整備されてまいりました。しかし、本
県には戦後無秩序に形成された密集市街地が多く、災
害対策の面からも、また、島嶼県という地理的特性、
台風の常襲地帯や自然災害等による被害防止など、解
消すべき課題も多く残されております。また、本県の
民間住宅を含めた建築物は、ピロティー形式のものが
多く、耐震性の弱さが指摘されております。耐震性を
高めることが求められております。また、密集市街地
の解消が進んでいない本県において、老朽建築物の建
てかえ、狭隘道路の整備促進、都市公園の防災機能強
化など、急ぐことが必要であります。そのためには、
市町村が中心となって進めている市街地再開発事業や
土地区画整理事業、街路整備事業等これまで以上に事
業の拡大、充実を図り、県も一体となり取り組むこと
が必要であります。このためには、これから社会資本
整備を担う本県の建設業の育成強化が不可欠でありま
す。本県建設業は、資本金や出資金が少ない経営基盤
が脆弱な企業が多く、事業獲得競争がグローバル化し
た現在にあって一段と厳しい状況にさらされておりま
す。公共事業の県内発注機会の確保や米軍発注工事へ
の参入促進を図り、建設業の経営基盤を強化していく
ことが求められております。
そこで伺います。
(1)、密集市街地の解消に向け、市町村を中心に市
街地開発事業や土地区画整理事業などに取り組んでい
るが、県として解消に向けた基本設計と今後の事業計
画、必要とされる財源について伺いたい。
(2)、県は、平成32年度までに、住宅や集合的な建
築物の耐震化を95％に引き上げる目標を掲げている。
本県はピロティー形式の建物が多く、耐震性が懸念さ
れているが、県民からの相談状況や耐震化の達成率等
について伺いたい。
(3)、沖縄アジア経済戦略構想でアジア全体を市場
とするパーツセンター等の臨港型産業の集積を進めて
いるが、計画の全体像とこれまでの進捗状況について
伺いたい。
(4)、沖縄県建設産業ビジョンは平成29年度で終了
する。活性化に向けた取り組みを掲げているが、その
うち、県内建設企業が多様化する市場環境で生き残る
ために産業構造の転換が必要であるが、これまでの取
り組みと解決すべき課題と問題点等について伺いたい。
(5)、県は、中城湾港を那覇港と並ぶ物流の中継拠

点港として位置づけているが、中城湾港地区には金型
製造や機械装置、自動車製造業なども進出している。
産業集積拠点としての魅力を生かし、アジアをつなぐ
国際競争力のある物流拠点をどのように形成していく
か伺いたい。
５、子ども・子育て支援について。
全国的に待機児童の解消が問題となっております
が、本県においても黄金っ子応援プランの計画で待
機児童の解消に向け、約１万8000人の保育の量を拡
大するとしており、昨年度は約4000人の定員増を図
り、さらに今年度は約8700人分の整備を進めるとし
ております。しかし、これまで県や保育の主体である
市町村の取り組みが待機児童の増加に追いついていな
いのが現状であります。さらに本県は、認可外保育所
に入所している児童も多くおり、潜在待機児童数の問
題も忘れてはならないと考えます。子育て世代への支
援は待ったなしであります。県民所得が全国で最も低
い状況にある本県において、共働き家庭が多くなるの
は自然であります。希望しても認可保育所や学童クラ
ブに入れないことから、保護者が育児休業を延長せざ
るを得ない場合や、働きに出たいが、職場に復帰した
いが保育所が見つからず断念せざるを得ないなど、子
育て世代の不満が保育所や学童クラブの待機児童数の
多さにあらわれていると考えます。
国は、国家戦略特区だけに認めていた公園内の保育
所の設置を特区に限らず全国に拡大する方針のようで
あり、昨今の保育所設置に対する地域住民の反対が相
次いでいる中、大いに活用すべきであると考えます。
黄金っ子応援プラン計画の着実な実施による目標の達
成が望まれております。
そこで伺います。
(1)、放課後学童クラブに入れない待機児童は、
2016年５月現在、県内で661人と過去最高になった
というが、受け皿をふやしても追いつかない要因に何
があるか。改善に向けた見通しについて伺いたい。
(2)、希望しても認可保育所に入れないため、保護
者が育児休業を延長せざるを得ない場合や働きに出た
い、職場復帰をしたいが保育所に入れないなど、子育
て世代にとって深刻な問題である。県は、平成29年
度末までの待機児童の解消を目指しているが、達成は
可能であるか伺いたい。
(3)、保育所設置に反対する動きが相次ぐ中、国は
国家戦略特区に限り認めている公園内での保育所設置
を全国に拡大する方針のようである。待機児童数の多
い本県においても活用すべきと考えるが、県の方針を
伺いたい。
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(4)、幼保連携型認定こども園の設置について、黄
金っ子応援プランにおける数値目標として平成31年
度末までに18市町村で約6400人の定員を確保すると
しているが、これまでの達成状況について伺いたい。
(5)、本県の認可外保育所は、待機児童解消に大き
な役割を果たしていることから、認可保育所に準じた
支援が必要と考えるが、現状と今後の拡大について伺
いたい。
(6)、児童虐待が増加し、関係機関等の取り組みが追
いついていない現状にあるが、法改正により児童相談
所の権限強化が図られたことで、取り組みがどのよう
に変わり、児童の安全確保につながったか伺いたい。
(7)、沖縄の子供の貧困緊急対策費が11億円計上され
たが、次年度で展開する施策・事業について伺いたい。
６、地域福祉・医療の充実強化について。
本県は多くの離島と小規模町村を抱えていることか
ら、地域医療については県立病院に依存し、県内５つ
の県立病院が県内地域医療を担っているのが現状であ
ります。2025年の本県における地域医療構想によれ
ば、県内で必要となる病床数は2015年度比で1403床
増加し、１万5282床になると推計しており、今後ま
すます県立病院の果たす役割は重要になると思われま
す。本県の総人口を約144万人とし、そのうち高齢化
率は25％と推計していることから、医療や介護の需
要は大幅にふえるものと思われます。この際、大幅な
医師の確保は不可欠であり、特に全国的に不足が指摘
されている産科、小児科医師の確保は容易でないと考
えます。本県は本島・離島を問わず産科医師の不足で
悩まされ、県は全国を駆け回って産科医師の勧誘に努
めているのが現状であります。沖縄21世紀ビジョン
基本計画も後半の折り返しにかかり、県においては前
期５年間の総括、分析を踏まえ、施策・事業の着実な
実施により、地域福祉・地域医療の充実に取り組むこ
とが求められております。
そこで伺います。
(1)、県立南部医療センター・こども医療センター
では、産婦人科医師の退職で周産期医療体制への影響
が懸念されている。現在の体制でどのような支障が出
ているか、また、今後どのように医師の確保を図るか
について伺いたい。
(2)、2025年の本県の医療需要に対応する地域医療
構想について、県は、素案をまとめているようだが、
病床機能別の必要病床数、必要医師数、さらに圏域別
の必要病床数について、また、関係機関等との意見調
整等について伺いたい。
(3)、県立北部病院と北部地区医師会病院との統合

問題について、検討の状況を伺いたい。
(4)、新県立八重山病院の建設工事の進捗状況と今
後工事を進める上で課題となるのは何か伺いたい。
(5)、県立病院において、医師ら職員の時間外等残
業代の未払いが表面化し、その対応に苦慮しているよ
うであるが、全容の調査は完了しているか。また、今
後どのように対処するか伺いたい。
(6)、介護職員が不足する中で、高齢化の進展によ
り要介護認定者は増加している。適正な介護に要する
介護職員の必要数をどう確保するか、県の考えを伺い
たい。
(7)、国の調査によると生活保護費の不正受給が過
去最多となったようだが、本県における生活保護受給
の現状と不正受給の実態について伺いたい。
答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　中川京貴議員の代表質問にお
答えをいたします。
私のほうからは、１番目、知事の政治姿勢について
に関する御質問の中の、宮古島市、浦添市の市長選の
結果についてお答えをいたします。
今回の宮古島市長選挙、浦添市長選挙においては、
オール沖縄の立場から、私と志を同じくする候補者を
支援しましたが、当選に至らなかったことは残念であ
ります。再選を果たされた下地敏彦市長、松本哲治市
長におかれましては、市勢のさらなる発展のため、今
後ともお力を発揮していただくとともに、沖縄県全体
の振興・発展のため、御協力をいただきたいと考えて
おります。
次に、同じ政治姿勢についての、浦添市長選挙にお
ける軍港移設についてお答えをいたします。
今回の浦添市長選挙において、私が支持した候補者
は、軍港移設について、市民投票で市民の意思を確認
したいとの意向であったと認識しており、軍港移設に
直ちに反対する立場ではなかったと理解しております。
次に、大きな５番目の子ども・子育て支援について
に関する御質問の中の、平成29年度の沖縄子供の貧
困緊急対策事業についてお答えをいたします。
平成29年度の沖縄子供の貧困緊急対策事業の予算
額は、内閣府において11億200万円が計上され、対
前年度１億200万円の増となっております。その主な
市町村事業としては、子供を支援につなげるための調
整を行う支援員の配置及び子供の居場所の運営支援と
なっております。また、県事業としましては、支援員
に対する研修、支援員等に対する助言及び情報共有を
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図るための支援コーディネーター配置事業及び大学生
ボランティアコーディネート事業等を実施することと
しております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、宮古島市長選挙と南西地域への
自衛隊配備等についての御質問にお答えいたします。
１の(3)と１の(4)は関連いたしますので一括してお答
えいたします。
知事は、今回の宮古島市長選挙において、最も県政
と連携できると思われる候補者を支持しております。
自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、緊急患
者空輸や災害救助など、県民の生命財産を守るために
大きく貢献しているものと考えております。
県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
次に、オスプレイ配備撤去を求める緊急抗議集会へ
の参加についてお答えいたします。
知事は、オスプレイについて、建白書の精神に基づ
き、配備撤回を求めてきたところであります。今回の抗
議集会については、配備撤回を求めてきたオスプレイ
が墜落事故を起こし、また、十分な原因究明もないま
ま、事故から６日後に飛行を再開したことに対する県
民の強い不安と憤りを踏まえ、知事自身もしっかりと対
応するため、公務で参加したものと考えております。
次に、日米安全保障条約第５条が尖閣諸島に適用さ
れることについてお答えいたします。
沖縄県としては、日米安全保障条約に基づく日米同
盟関係が、これまで沖縄県を含む我が国及び東アジア
における平和と安定の維持に寄与してきたと考えてお
り、尖閣諸島に関する日本政府の見解を支持するもの
であります。今回、尖閣諸島が日米安全保障条約第５
条の適用対象であることが確認されたことは、これまで
日米両政府で確認してきたことについて、トランプ政権
としても同様の認識を示したものと考えております。
次に、米軍基地問題についての御質問の中の、日米地
位協定の見直し要請の経緯についてお答えいたします。
県は、平成12年から、日米両政府に対し、11項目
にわたる日米地位協定の抜本的な見直し要請を行って
おります。平成15年には全国行動プランを策定し、
渉外知事会の協力を得て働きかけを行うとともに、平

成17年には、渉外知事会主催による、政党関係者や
有識者を交えたシンポジウムを開催するなど、渉外知
事会等と連携し、あらゆる機会を通じて日米地位協定
の見直しを訴えてきたところです。
引き続き、全国知事会や渉外知事会とも連携し、同
協定の見直しを粘り強く求めていきたいと考えており
ます。
次に、日米地位協定見直しの要請についてお答えい
たします。
県が要請している日米地位協定の見直し11項目に
ついては、平成12年に、県議会や市町村の意見も聴
取しながら検討を重ね、見直しを優先すべき事項とし
て取りまとめたものであります。
県としては、平成12年の要請から15年が経過して
いることから、その後の課題や現状を踏まえた要請内
容となるよう改めて整理を行い、現在、それについて
関係部局から意見を聴取しているところであります。
これらを踏まえ、今後とも軍転協や渉外知事会とも連
携し、あらゆる機会を通じ、日米両政府に同協定の見
直しを粘り強く求めていきたいと考えております。
次に、米軍機による事故等に係る新たな協議機関に
ついてお答えいたします。
昨年、ＡＶ８ハリアーやＭＶ22オスプレイの墜落
事故が短期間のうちに発生いたしました。沖縄県はそ
のたびに抗議しましたが、十分な説明がなされないま
ま同機種の飛行及び訓練が再開され、これに対する抗
議が繰り返されるという状況が続いており、県民の不
安は払拭されることはなく、また、政府や米軍に対す
る県民の不信感も高まっています。
県としては、このような事件・事故が発生した際、
政府がその状況や原因についての調査結果を県に説明
し、県からの意見を踏まえ、その意見を十分に反映さ
せるなど、県民の不安を払拭し、安全・安心を確保す
る新たな仕組みが必要と考え、政府に対し、政府、米
軍及び沖縄県を構成員とする協議会の設置を要請した
ところです。
次に、嘉手納飛行場における騒音についてお答えい
たします。
平成８年に日米両政府で合意された航空機騒音規制
措置については、米軍の任務に必要とされる場合、必
ずしも規制措置に拘束されない内容となっておりま
す。県は、これまであらゆる機会を通じ、嘉手納飛行
場における訓練移転の検証を行い実効性のある対策を
講じることや、航空機騒音規制措置の厳格な運用、騒
音対策の強化・拡充等、航空機騒音の軽減について要
請してきたところです。
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県としては、今後、軍転協と連携しながら、騒音を
初めとした周辺住民の負担軽減が図られるよう、合意
から20年が経過した同規制措置について、効果の検
証と見直しを求めていきたいと考えております。
次に、嘉手納飛行場周辺における騒音対策について
お答えいたします。
嘉手納飛行場における航空機騒音の軽減について、
県は、昨年９月、防衛大臣に対し、現在見直しが進め
られている第１種区域が縮小することがないよう配慮
していただきたいこと、また、十分な防音工事予算の
確保に努めていただきたいことなどを要請したところ
であります。
次に、日米地位協定の軍属に関する補足協定につい
てお答えいたします。
政府は、今回の補足協定締結により、日米地位協定
の対象者が明確になるとしておりますが、軍属の範囲
の見直しが事件・事故の減少に直接つながるものか明
らかではなく、引き続き、軍人・軍属にかかわらず米
軍関係者の教育・研修の強化等に取り組んでいただく
必要があると考えております。
県としては、今後、同補足協定についての詳細な説
明を求めるとともに、軍属及びコントラクターの被用
者の総数等の詳細な情報を県及び関係自治体へ速やか
に提供するよう求めてまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中で、沖縄県関係職員連合労働組合の組織
等についてお答えをいたします。
沖縄県関係職員連合労働組合は、沖縄県職員労働組
合、沖縄県現業職員労働組合、沖縄県病院事業局職員
労働組合及び沖縄県社会福祉事業団労働組合により組
織される団体であります。同団体は、組合員の労働条
件の維持改善並びに民主的な地方自治の確立と平和な
社会の実現に努めることを目的に活動していると考え
ております。また、労働者が団体を結成することは憲
法第28条により保障されております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　農林水産の振興につ
いての御質問の中の、国の米政策の見直しについてお
答えいたします。
国においては、平成30年度に米政策の見直しを行
うこととなっております。見直しの内容は、現在、生

産者に対して支払われている10アール当たり7500円
の米の直接支払交付金が平成30年産から廃止される
こととなっており、農家経営への影響が懸念されます。
県としましては、米の直接支払交付金廃止後も生産
者の所得が確保できるよう、優良種子の確保や生産技
術指導等の支援を行ってまいりたいと考えております。
次に、おきなわブランドの確立と成果についてお答
えいたします。
県では、おきなわブランドの確立と生産供給体制の
構築を図るため、災害に強い栽培施設の整備等による
安定生産、輸送コストの低減対策や国内外を見据えた
流通、販売、加工対策等を推進しております。これら
の取り組みにより、平成29年２月現在、戦略品目59
品目、拠点産地112件が認定されております。また、
農業産出額は、平成23年の800億円から４年連続で
増加し、平成27年には935億円となっております。
県としましては、引き続きおきなわブランドの確立
と生産供給体制の強化に努めてまいります。
次に、サトウキビの生産対策と関係機関との連携に
ついてお答えいたします。
サトウキビは、本県農業の基幹作物として農家経済
はもとより、地域経済を支える重要な作物でありま
す。そのため県では、生産対策を図るため、市町村、
ＪＡ、製糖企業、各地区さとうきび生産振興協議会等
と連携し、１、ハーベスタなどの導入による機械化促
進、２、農作業受委託組織の支援等による担い手育成
対策、３、各地域ごとの増産推進運動の実施などに取
り組んでおります。また、さとうきび増産基金等を活
用した病害虫防除や冠水対策、種苗の確保、土づくり
等、増産対策に取り組んでいるところであります。
次に、サトウキビを活用した６次産業化の取り組み
状況についてお答えいたします。
沖縄県内のサトウキビは、主に砂糖製造用の加工用
原料として生産されており、地域を支える基幹作物と
なっております。サトウキビの６次産業化の事例とし
ましては、サトウキビの繊維やキビ蜜を活用した食品
などがあります。また、県では、農業研究センターに
おいて、新たな時代を見据えた糖業の高度化事業を活
用し、黒糖の高付加価値化に向けた新たな黒糖商品と
してエアイン黒糖製造技術を開発し、黒糖販売事業者
に技術移転を行ったところであります。
次に、泊漁港の再整備に関連し、糸満漁港への移転
の見通しについてお答えいたします。
県は、泊漁港の再整備及び糸満漁港における新市場
の整備に向け、関係市町村や漁業団体と協議を重ねて
いるところであります。高度衛生管理型荷さばき施設
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の整備については、できるだけ早期に予算を確保する
ため、関係団体等に対し丁寧に説明し、理解を求めて
まいります。
次に、米軍艦船によるマグロはえ縄漁具の切断につ
いてお答えいたします。
平成26年５月から６月に発生したマグロはえ縄の
切断被害について、沖縄県漁連は、同年10月に被害
船９隻の被害額、合計約1164万円を米海軍に対し請
求しました。昨年３月に、米軍艦船を運航する海運会
社から、漁具被害に対し約362万円の賠償が提示され
ましたが、米軍艦船の関与及び休業補償を認めない内
容となっていたこと等から、県漁連は受諾せず、再
度、全額を請求しております。最終的に、昨年12月
に県漁連は、海運会社から解決金として提示された総
額500万円について、漁業者の了解の上、これを受諾
したものであります。
県としましては、今後とも再発防止策及び発生後の
対応について、関係団体と連携して取り組んでまいり
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　社会資本の整備につ
いての御質問の中の、密集市街地の解消に向けた設
計、財源等についての御質問にお答えいたします。
県では、平成９年度に密集市街地を調査・抽出して
おり、市町村においては、再開発や区画整理等により
密集市街地の改善に取り組んできたところでありま
す。また、県が策定する各都市計画区域のマスタープ
ランにおいては、関係市町村と協議の上で、密集市街
地改善に向けた基本的な目標や、おおむね10年以内
に取り組む市街地整備地区を明示しております。
なお、市街地整備事業の実施に当たっては、沖縄振
興公共投資交付金や社会資本整備総合交付金を活用し
ているところであり、県としては、市町村の要望を踏
まえて、引き続き必要な財源の確保に努め、密集市街地
の解消を積極的に支援していきたいと考えております。
同じく建築物の耐震化の達成状況等についての御質
問にお答えいたします。
県では、沖縄県耐震改修促進計画に基づき、耐震化
の必要性の周知や耐震技術者の育成など、建築物の耐
震性能の向上・促進に取り組んでいるところでありま
す。耐震化に関する相談については、平成24年度以
降、専門技術者を配置した専用窓口を設置し、対応し
てきたところであり、これまでに323件の問い合わせ
があります。一方、住宅の耐震化率の平成25年推計

値は85.1％となっており、平成32年の目標値達成に
は、さらなる周知啓発等、促進策を講ずる必要がある
と考えております。
県としては、市町村と連携して、引き続き建築物の
耐震化の促進に取り組んでまいります。
同じく沖縄県建設産業ビジョンの取り組みや課題等
についての御質問にお答えいたします。
平成20年３月に策定した沖縄県建設産業ビジョン
においては、当時の建設投資が縮小傾向にある中で、
新分野・新市場への進出に向けた取り組みを推進する
必要がありました。そのため、県では、海外建設市場
への参入意欲のある県内建設関連企業の支援等を行っ
てきたところであります。しかしながら、近年は、建
設投資が増加傾向にある等、市場環境が当時と変化し
ており、担い手の確保・育成等が喫緊の課題となって
おります。
このようなことから、平成29年度に策定予定の次
期建設産業ビジョンにおいては、i−Constructionを
活用した建設現場の生産性向上、社会保険や休日の確
保などの労働環境の改善等、建設産業の魅力発信・環
境改善策も検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　社会資本の整備の、
臨空・臨港型産業の集積促進とこれまでの進捗状況に
ついてにお答えします。
アジア経済戦略構想では、アジア全体を市場とする
パーツセンターやリペアセンター等の臨空・臨港型産
業の集積を促進することとしております。現在、国際
ロジスティクスセンターの整備に加え、国際物流特区
うるま・沖縄地区における賃貸工場の増設や中城湾港
東埠頭の一部供用開始など、ビジネス環境が整備され
つつあり、国際物流拠点機能の拡充が図られること
で、臨空・臨港型産業の集積が進んでおります。
県では、これらの取り組みによって沖縄の強みを生
かし、国際競争力のある物流拠点の形成を目指してま
いりたいと考えております。
次に、同じく国際競争力のある物流拠点の形成に向
けた取り組みについてにお答えいたします。
沖縄県では、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画を
着実に推進し、沖縄の経済産業の成長を実現するた
め、スピード感を持って、成長著しいアジアのダイナ
ミズムと連動した国際物流拠点の形成に取り組むこと
で、沖縄を日本とアジアを結ぶ国際ビジネス都市とし
て発展させたいと考えております。中城湾港新港地区
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については、国際競争力のある物流拠点の形成に向
け、国際物流拠点産業集積地域制度の活用や各地域へ
の知事のトップセールスを積極的に展開するなど、企
業誘致に取り組むことで、国際物流拠点産業の集積を
進めてまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子ども・子育
て支援についての御質問の中の、放課後児童クラブへ
登録できない児童の解消についてお答えします。
放課後児童クラブへ登録できなかった児童数は、全
国においても増加しており、要因として利用対象が原
則10歳未満の小学生から小学生全体に広がったこと、
クラブの整備促進により潜在的ニーズの掘り起こしに
つながったことが考えられます。
県においては、黄金っ子応援プランに基づき、平成
31年度末までに478カ所の放課後児童クラブを整備
することとしており、市町村に対してクラブの新規設
置のための施設改修や運営費等を支援することによ
り、登録できない児童の解消に向けて引き続き取り組
んでまいります。
次に、待機児童解消の見込みについてお答えします。
県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき、
平成28年度から29年度までの２カ年間で約１万4000
人の保育の量を拡大し、待機児童を解消することとし
ており、今年度は、約6200人の定員増を見込んでい
るところであります。平成29年度当初予算において
は、約4200人の定員増を見込んでおり、今年度事業
の繰り越しによる約2600人の定員増等もあわせて、
平成29年度末までの待機児童の解消に向け取り組ん
でまいります。
次に、公園内への保育所設置についてお答えします。
県におきましては、国家戦略特区のメニューに都市
公園内への保育所設置が追加されたことに伴い、平成
27年度には特区の指定を受けた自治体への視察を行
うとともに、市町村説明会を開催し、積極的な活用を
呼びかけてきたところです。現在、県内における公園
内への保育所設置の実績はありませんが、都市公園法
の改正により特区の指定を受けることなく、公園管理
者の使用許可により保育所を設置することができるよ
うになることが見込まれていることから、引き続き活
用に向けて働きかけてまいりたいと考えております。
次に、認定こども園の設置状況についてお答えし
ます。
本県の認定こども園は、平成28年４月１日時点で、

９市町村において20施設が整備されており、約2400
人の定員が確保されております。
県においては、黄金っ子応援プランに基づき、平成
31年度末までに、18市町村において約6400人の定員
を確保するとしており、引き続き市町村と連携し、地
域の実情に応じた子育て支援に取り組んでまいります。
次に、認可外保育施設への支援の現状と今後の拡大
についてお答えします。
県では、待機児童と認可外保育施設が多いという本
県の特殊事情を踏まえ、沖縄振興特別推進交付金を活
用し、認可外保育施設に対する認可化移行のための運
営費等の支援や入所児童の処遇改善のための給食費等
の支援を行っており、これまで段階的に支援を拡充し
ているところであります。
県としましては、今後とも、実態の把握等に努めな
がら、保育の実施主体である市町村と連携し、認可外
保育施設の認可化の促進と保育の質の向上を一体的に
取り組んでまいります。
次に、児童相談所の権限強化についてお答えします。
今回の児童虐待防止法の改正に伴い、児童の安全確
保のための強制処分である臨検・捜索について、保護
者への再出頭要求をすることなく、裁判所の許可によ
り実施できることとなり、児童相談所の権限強化が図
られたところです。
本県において、臨検・捜索の実施例はありません
が、沖縄県警察と児童相談所は、臨検等の適切な実施
に向け、実践的な合同訓練を行うなど、迅速に児童の
安全が確保できるよう取り組んでいるところです。
次に、地域福祉・医療の充実強化についての御質問
の中の、介護職員の確保に向けた取り組みについてお
答えします。
急速な高齢化の進展により、団塊の世代が75歳以
上となる平成37年には、本県では、約4000人の介護
職員が不足すると推計されております。
県としましては、地域医療介護総合確保基金を活用
し、介護人材の参入促進、介護従事者の資質向上、労
働環境・処遇改善等、介護人材の確保に向けた取り組
みを引き続き強化してまいります。
次に、生活保護受給の現状と不正受給の実態につい
てお答えします。
沖縄県の平成28年11月の被保護世帯数及び人員数
は２万7669世帯、３万6683人で、世帯数及び人員数
とも過去最多となっております。平成27年度の沖縄
県の不正受給の件数及び金額は616件、約２億2600
万円となっており、前年度に比べ、件数は33件の減、
金額は約1500万円の増となっております。
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県としましては、生活保護法施行事務指導監査等に
より、福祉事務所に対して、収入や資産状況の調査の
さらなる徹底や収入申告義務の指導、並びに課税調査
の徹底の指導を行うことにより、不正受給の防止に努
めてまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。

〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　地域福祉・医療の充
実強化についての御質問の中で、県立南部医療セン
ター・こども医療センター産婦人科の現状と医師確保
についてお答えいたします。
県立南部医療センター・こども医療センターの産婦
人科は、医師定数12名に対し、現在９名体制で、民
間医療機関では対応困難な妊婦や産科救急疾患を受け
入れているところであります。また、ことし６月末ま
でに産婦人科医師２名の退職が予定されていることか
ら、南部地区の周産期医療への影響が考えられます。
このため、県立南部医療センター・こども医療セン
ターでは、当面は大学及び民間医療機関との協力・連
携による診療体制で対応することとしております。
産婦人科医師の確保については、引き続き県内外の
大学病院等への医師派遣要請、ホームページ及び民間
求人サイトを通じた医師募集などに取り組んでまいり
ます。
次に、新県立八重山病院整備事業の進捗状況と課題
についてお答えいたします。
新県立八重山病院整備事業については、１月末現
在、工事の進捗率が22.3％で、２階床部分の工事を
実施しております。工事の課題としましては、駐車場
部分の磁気探査による工程への影響や建設労働者の確
保等が挙げられます。
病院事業局としましては、引き続き工事の進捗管理
に努めてまいります。
次に、県立病院における時間外勤務手当の対応につ
いてお答えいたします。
県立病院においては、労働基準監督署による立入調
査を受け、医師の時間外勤務手当等に関する是正勧告
及び指導を受けております。現在、医師に係る時間外
勤務手当の所要額について調査を行うとともに、医師
以外の職種については、対象となる職員数が多く、交
代制勤務等多様な勤務体制となっていることから、調
査方法について検討しているところです。また、時間
外勤務手当の全体の所要額は、数億円に上る見込みで
あることから、関係部局とも調整していきたいと考え
ております。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　地域福祉・医療の充
実強化についての御質問の中の、地域医療構想におけ
る必要病床数及び関係機関等との調整についての御質
問にお答えします。
現在、策定作業を進めている地域医療構想の案に
おいては、2025年の病床機能別の必要病床数につ
いて、高度急性期1831床、急性期5428床、回復期
4674床、慢性期3348床と推計しております。また、
圏域別の必要病床数は、北部圏域1117床、中部圏域
4992床、南部圏域8332床、宮古圏域415床、八重山
圏域426床と推計しております。
同構想案につきましては、医師会等関係機関で構成
される検討会議で説明を行い、了承されたところであ
ります。
なお、地域医療構想においては、医師数は推計の対
象とはなっておりません。
次に、県立北部病院及び北部地区医師会病院の統合
問題についての御質問にお答えします。
北部圏域における最大の課題は、医師の安定的な確
保にあると考えております。また、同圏域において
は、2025年までに、高度急性期及び急性期の病床を
400床程度整備する必要があると推計しております。
県立北部病院と北部地区医師会病院は、重複する診療
科が多く、効率性の面で問題があるほか、両病院に医
師を派遣する病院の負担も大きくなっております。さ
らに、症例数が少ないため、若手医師がキャリア形成
を図る上で制約となっております。同圏域において、
医師の安定的な確保を図り、良質かつ効率的な医療を
提供するためには、基幹的病院の整備は必要であると
考えており、これを実現する上で、両病院の統合は、
合理的な考え方の一つであると考えております。
県は、両病院の統合について、結論を出したわけで
はありませんが、現在、両病院が統合する際に解決し
なければならない課題の抽出作業に取り組んでいると
ころであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　議長、休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時26分休憩
　　午後２時31分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事の政治姿勢の(6)について答弁をしてください。
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総務部長。
〔総務部長　金城　武君登壇〕

○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
沖縄県関係職員連合労働組合構成の４団体、このう
ち地方公務員法第53条の規定に基づき人事委員会に
登録ができる職員団体は、沖縄県職員労働組合のみと
いうことで、それ以外の３団体は、ここで言う、登録
できる職員団体ではないということでございます。
（発言する者あり）　登録することができる職員団体は
沖縄県職員労働組合のみということでございます。
（「登録されているかと言っている」と発言する者あり）　
ですからそれは、登録はされていないということにな
ります。
○議長（新里米吉君）　中川京貴君。

〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　再質問を行いたいと思います。
まず、再質問を行う前に、私が最初に質問したの
は、毎回、我々自民党会派が代表質問、一般質問で、
知事はこの先島の自衛隊配備に賛成か反対か。先ほど
答弁では、離島に貢献はしていると言いつつも、賛
成、反対と明確な答弁していません。要するに、貢献
しているので賛成だというのか、反対だというのか、
これきっちり答弁してください。何度もこれ質問して
いますので、これはできたら知事、答弁してくださ
い。離島苦に貢献し、そして沖縄県に約6500人の自
衛隊の皆さんが県民の生命安全、国防を担っておりま
す。その方々を激励する意味で、知事は自衛隊配備に
賛成か反対か。そして、沖縄県内の自衛隊に対する位
置づけは賛成か反対かも含めて、知事の明確な答弁を
求めます。
それと、もう一つは、再質問、知事の政治姿勢の
(2)の再質問を行います。
これは、浦添市長選挙は、知事、那覇軍港の、これ
先ほども質問しましたが、浦添移設が争点となった。
那覇港湾整備は県政の基本方針であり、翁長知事は平
成28年12月の県議会において、県知事として、那覇
軍港浦添移設を認め、記者会見をしております。その
結果、浦添キャンプ・キンザーにある倉庫群を読谷村
トリイ通信施設、沖縄市は嘉手納弾薬庫地区知花エリ
ア、移設が決定しております。知事は、受け入れ表明
をした読谷村の石嶺傳實村長または沖縄市の桑江朝千
夫市長を評価するか、答えてください。
もう一つの再質問、知事、私は基本的には、この那
覇軍港の浦添キャンプ・キンザーの倉庫群の移設に
伴って、これまで石嶺村長は反対をしておりました
が、しかしながら地元の声ということで賛成をしてお

ります。私はそういった意味では、地域の声を受け入
れた村長に対して評価しています。石嶺傳實村長に対
してですね。桑江朝千夫市長ももちろんそうでありま
すが。その評価した理由を説明して、また再質問をし
ます。
読谷村石嶺傳實村長は、平成27年12月16日の12月
定例会本会議で、嘉手納より南の米軍施設の返還、統
合計画に関連し、牧港補給地区キャンプ・キンザーの
倉庫群など、トリイ通信施設へ移転することを容認し
ました。米軍基地再編交付金を受け取る方針を表明し
ました。石嶺傳實村長は一般質問への答弁で、村民の
安全を守るため、交付金を利用するなどと説明し、基
地をウエルカム、歓迎するための交付金ではなく、苦
渋の選択だと強調していました。返還、統合計画で
は、牧港補給地区でキャンプ瑞慶覧の倉庫群の一部施
設をトリイ通信施設へ移転することで日米が合意して
いる。石嶺村長は、過重な基地負担などを理由に、こ
れまで反対の立場でした。反対の立場を示していた
が、読谷村議会の質問で方針転換をしております。あ
る方々は公約違反と言うかもしれませんが、私は公約
違反と思っていません。（発言する者あり）　いや、そ
れは方針転換と、私はそう思っております。その理由
について、トリイ通信施設内で移転関連工事がもう始
まっています。そのことを受けて、同施設を抱える３
自治体、読谷村の３自治体から、住民生活の利便性の
向上、地域振興のために交付金を利用したい。交付金
を自治会で使いたいという要請があったと、村長は答
弁しています。その上でやむを得ない事情で、村で受
けとめ、地元が不利益をかぶることがないような形で
現実的な対応をしたと答弁しております。金額につい
てはまだ示されておりませんが、石嶺村長は基地再編
によって、住民の安全が阻害されることを防ぐための
事業なので、村民の安心・安全のために交付金を利用
すると述べています。そして、答弁を終えて、村長
は、報道陣の取材に応じた際に、本心は県外、国外、
しかし現実的には、まず基地の除去をしていくという
現在は苦難、苦渋の選択をしなければならないと新聞
や報道機関で報道されております。
翁長知事は、普天間基地の一日も早い危険除去のた
めに、苦難、苦渋の選択をする考えはないか、お聞き
したい。
私は、この読谷村の石嶺村長、沖縄市の桑江市長を
評価するのは、当初は反対であったかもしれません
が、地元の要望、地域住民や村民の声に応えるリー
ダーが、私は最高責任者だと思っております。
翁長知事は、もし名護市の市長選挙で市長がかわっ
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て、この受け入れを表明した市長が誕生したら、知事
はそれを理解して評価するのか、支持するのか、これ
も含めてお伺いしたい。知事の政治姿勢の中で答えて
いただきたい。
そしてもう一つは、先ほどこれも質問しましたが、
沖縄県関係職員連合労働組合の質問をしたら、部長は
職労の答弁ばかりして、これの答弁をしておりませ
ん。職労は当然、市町村においても自治労また基地で
働く全駐労、沖駐労という団体がありますけれども、
私が聞いているのは、沖縄県関係職員連合労働組合、
この連合労働組合という位置づけを聞いているので
あって、それには答えないで別の企業の職員とか、ま
たどこでしたか、病院事業局とか。じゃ聞きますけれ
ども、この県職労、病院事業局職労、企業局、先ほど
答弁した皆さん方の活動、職労の数、これを答えてい
ただきたい。
そして、登録されていないと言っていますよね、こ
れは間違いないですよね。だけどその実態はどこにあ
るでしょうか。この登録されていない連合労働組合
は、どこにあるんですか。今、部長は登録されていな
いと言いましたけれども、登録されていない組合とい
うのは、どこで活動してどこにあるんですか、数は何
名いるんですか。これを説明してください。
それと、ちょっと休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時41分休憩
　　午後２時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○中川　京貴君　それと２番目の米軍基地問題、(1)、
(3)、(4)に関連して再質問を行います。
翁長知事は、今回訪米したときに日米地位協定の抜
本的見直しや米軍による事件・事故、先ほど知事公室
長が答弁しておりましたＡＶオスプレイハリアーの墜
落事故、そういった米軍機による騒音被害や騒音防止
協定など、地域住民が苦しんでいる状況を要請したの
か。私が、去年のたしか27年６月30日に質問したと
きは、知事は次の訪米できちっと嘉手納飛行場、普天
間飛行場の基地被害、騒音被害の数字を示して訪米し
て訴えていきたいと。これは、当時の町田知事公室
長、きょうこっちにいますので、町田知事公室長は、
米軍基地をめぐる諸問題は、議員御指摘のように騒音
問題もございます。それから事件・事故の問題もござ
います。それから地位協定の問題もございます。今後
ともそういう問題については、機会を捉えて米軍、ア
メリカへ行ったときに要請をしていきたいと答弁して
いますが、今回、要請したとき、訪米したときにそう

いった問題も取り上げたのか、取り上げなかったの
か、もし取り上げていなければなぜ取り上げなかった
のか。それと、嘉手納飛行場、普天間飛行場の基地被
害も知事は前回訪米したときにきちっとやると答弁し
ていましたが、今回それをやったのかやらなかったの
か、答えていただきたいと思います。
以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　中川議員の再質問にお答えを
いたします。
何か再質問のほうが、代表質問ぐらいボリュームが
あったものですから、私のほうで書きはしたものの、
多分全部は答えられないと思うんです。ですから、も
う一度確認をするような形で言っていただければよろ
しいかと思いますので、今公室長のほうも一生懸命書
いてはいるんですが、どれだけ質問があったかという
ようなものを今調整するわけにいきませんので、ひと
つよろしくお願いをしたいと思います。
まず一番最後のほうで質問された、訪米のときに嘉
手納基地の話はしたかというような話でございます。
私ども普天間の危険性除去、それから新辺野古基地反
対等こういうのが主ではありますけれども、基本的に
いろいろ下院議員とか、あるいはまた連邦議会の調査
局員とか補佐官とか話をするときには、嘉手納の現状
も話をして、ある意味では抑止力とか、あるいは東ア
ジアの極東の安全という意味では、嘉手納基地が一番
大きな存在であると。それから、騒音に関しまして
も、普天間よりはずっと嘉手納のほうが騒音もあるん
だが、これは今回私たちが要望する中には入っていま
せん。しかし普天間基地の解決をしないと、こういっ
た問題等まで日米安保体制というものの安定的なもの
からいいますと、大変厳しいものになるんじゃないで
しょうかというような意味合いで、嘉手納基地の状況
も説明をさせていただきました。
それから、桑江市長とか石嶺村長という話もありま
したけれども、一義的には、桑江市長の件は、公室長
から、桑江市長がおいでになったときに私がどういう
対応したかというのは、後で詳しく話があると思いま
す。この沖縄の基地問題というのは、ここの基地問題
とここの基地問題とあっちの基地問題は歴史的にも違
いますし、経緯も違ったりして、それから今の現状と
いう意味では、中心市街地のど真ん中にある普天間と
か、いろんな形で形態が違うものですから、そういっ
た意味での各自治体の対応については、まずは一義的
に自治体のほうで考えるのが今日までの一番県民が考
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えているところではないかなと思います。
私の場合には、もう２年前以上になりますけれど
も、いわゆる建白書、普天間飛行場の県外、国外、
そして新辺野古基地はつくらせないと、オスプレイの
配備撤回という、これはもう公約でありますので、私
の、知事に当選をしての今日までの一番重要な県政の
大黒柱という話をしておりますから、それをベースに
しながら各自治体、いろんなところでいろんな課題を
抱えてございますけれども、そういったところをぜひ
御理解いただきたいなと。私は、そういった立場を
しっかりと維持しながら、じゃその考え方とこの人は
近いのか遠いのかなどというようなものも、いろいろ
それは各地域であるいは自治体との関係であるかもし
れませんけれども、私のベースを大切にしながらこう
いったこと等もやっていきたいと思います。とにかく
もう質問数が多かったものですから、ぜひともまた公
室長からの答弁も聞いて、大変重要なものが落ちてい
たら、またひとつよろしくお願いをしたいと思います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　中川議員の再質問に
答弁させていただきます。
自衛隊に関して、知事の基本的なスタンスというこ
とですが、やはり自衛隊は、我が国の防衛警備はもと
より、不発弾処理、緊急患者の空輸、災害派遣者の空
輸、災害派遣等、県民生活に多大な貢献をしておりま
して、自衛隊に対する県民の理解も深まってきておる
というように理解しております。在沖自衛隊の約２割
が県出身者ということで、知事はその自衛隊の幹部の
方々と面談した際にも、急患輸送等について感謝を述
べるとともに、そういった雇用についてもしっかり対
応していただいていることにお礼を述べているところ
でございます。
また、離島を抱えます沖縄県におきまして防災訓
練、これも大変重要ですけれども、自衛隊関係機関と
の連携というのは大変極めて重要ですので、県は自衛
隊に対しても、さらなる協力関係の構築を求めておる
と、そういうスタンスでございます。（「賛成か、反対
か」と呼ぶ者あり）　そういうことで御理解いただけ
ればと思います。
それから、沖縄市長の話は先ほど知事からもござい
ましたけれども、昨年８月ですか、受け入れ表明をな
さって、その後、さまざまな課題があるんだというこ
とで市長みずからおいでになりました。その際に県
は、私も含めて関係部長が同席いたしまして、さまざ
まな課題について、沖縄市と連携しながら、その課題

解決に向けて取り組んでいきましょうということをお
話しさせていただいたところでございます。
あとは、読谷村の石嶺村長の件につきましても、地
元におけるさまざまな課題解決に向けて、石嶺村長が
総合的に判断なされたものだということで、私どもは
市長の姿勢を尊重したいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　沖縄県関係職員連合労働
組合関係の再質問にお答えをしたいと思います。
まず１点目が、この沖縄県関係職員連合労働組合の
数といいますか、組合数についての御質問だったと思
うんですが、これについては、県として把握はしてお
りません。
それから２つ目に、事務所といいますか、どこにあ
るのかという御質問だったと思うんですが、この沖縄
県関係職員連合労働組合の事務所は、県庁舎の14階
にございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時52分休憩
　　午後２時59分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
〔総務部長　金城　武君登壇〕

○総務部長（金城　武君）　それでは、お答えをいた
します。
沖縄県関係職員連合労働組合が適法に活動している
かという御質問だったと思います。
地方公務員法それから労働組合法において、この沖
縄県関係職員連合労働組合のような団体の活動を規制
するような規定はございません。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時57分休憩
　　午後２時58分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
〔総務部長　金城　武君登壇〕

○総務部長（金城　武君）　改めてお答えをいたした
いと思います。
沖縄県関係職員連合労働組合のような団体の活動
を地方公務員法、それから労働組合法において、こ
れを制限するような、活動を制限するような規定は
ございませんので、適法に活動しているものと考え
ております。
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○議長（新里米吉君）　山川典二君。
〔山川典二君登壇〕

○山川　典二君　沖縄・自民党の山川典二です。
代表質問を行います。
１、翁長県政の人事のあり方について。
去る１月18日、「安慶田副知事、採用依頼か」と１
面トップで報じられたことから端を発し、疑惑の本人
である安慶田副知事が何の説明責任も果たさず辞任す
るという事態となっております。その影響は、県政内
部における副知事という権力を握る者の横暴さが表面
化したにもかかわらず、県政として何ら事実解明を果
たし得ない翁長県政の無責任さが明らかとなっており
ます。
問題の発端は、2015年の公立学校教員候補者試験
で、安慶田副知事は特定の受験者を合格させるよう、
県教育庁に働きかけていたというものであります。働
きかけを受けた関係者は、県教育庁内でいろいろと議
論した結果、これは不正行為に当たるとして依頼には
応じないことを決めたと言い、教育庁としては真っ当
に対処したものであります。
安慶田副知事は、記者団に対し疑惑を否定しており
ますが、問題はこの報道を受け、当の本人である安慶
田副知事や、一方の当事者である県教育長の対応であ
り、その対応の仕方をめぐってさまざまな臆測や疑問
が出ております。安慶田副知事は、県政のナンバー
ツーとして県政を担う責任があり、単にやっていない
というだけではなく、みずからの責任で事実解明のた
め、納得のいく説明をしていくべきでありながら、急
いで辞任するという無責任な行動をとりました。
また、本県の教員採用試験は、受験者数が圧倒的に
多く、採用される人数は少なく、最も狭き門であり、
しかも試験に合格しながら本採用に至らず、臨時で頑
張り、本採用を待っている人も多いのが現状でありま
す。そのような状況を一番よく知っているのは教育長
であります。その長である教育長が、今回の報道で、
しかも１面トップで報じられながら、事の重大さを認
識せず、事実なしで済まそうとした安易な姿勢に大き
な問題があります。一方、翁長知事は、この問題が報
じられて以来、一貫して前副知事の釈明を支持し、擁
護してきております。このような問題を訴えたこと
は、元教育庁幹部にとって何ひとつ得することはない
のであり、しかもこれだけ大々的に報じられ大問題と
なっているのに、みずから名乗って文書を送るという
ことは、それだけの覚悟であり、自信があるからであ
ると考えるのが普通であります。しかも、安慶田副知
事は、教育庁幹部人事への介入は認めており、とかく

このようなうわさが絶えないことは、知事の耳にも
入っているはずであります。
肝心の副知事は既に辞任しており、教育長が口きき
介入を認め、それを受け、知事もそれを認めればその
時点でこの問題は幕引きとなったのであります。しか
し、知事は今でもそれを認めていないのであります。
知事サイドができないのであれば、事実の解明に向
け、県議会においてさらなる解明を求めていくのが議
会の使命であります。
おととい、県議会の文教厚生委員会において安慶田
前副知事を参考人招致しての議論を傍聴しておりまし
たが、口ききの事実は一切ないとの安慶田前副知事の
主張や経緯説明に対し、与党の一部の議員からは、副
知事と前教育長の個人的な確執で、審査は議会になじ
まないとの驚くべき発言も出るなど、行政チェック機
関の機能を放棄する発言もあり、ただただあきれるば
かりでありました。
我が沖縄・自民党会派は改めて百条委員会の設置を
要求し、議会の場で真実を明らかにすることを要望
し、質問に入ります。
(1)、安慶田前副知事の教員採用試験で特定の受験
者を合格させるよう依頼した件について、教育委員会
は口きき介入を認めたが、その経緯等調査結果につい
て説明を願いたい。
(2)、知事は、安慶田前副知事の口きき介入を一貫
して認めていないが、その理由は何か。教育委員会が
当時の関係者等の聞き取り調査で介入ありと認め、記
者発表までしているのに、それを認めない知事の姿勢
が、問題を複雑にし、解明を不透明化しているのでは
ないか、知事の認識を伺いたい。
(3)、１月22日に前教育長から事実をつづった文書
が送付されているが、前日の21日に聞き取り調査で
事実を述べていたのではないか、また、21日から23
日に記者に対し安慶田前副知事の口きき介入を否定し
た知事会見までの間、知事から状況説明の求めはあっ
たのか、教育長はどのような説明をしたか伺いたい。
(4)、22日に前教育長から事実をつづった文書が送
付され、24日に教育長は人事介入ありと認める発表
をしながら、なぜ知事は、23日の副知事の辞職発表
の記者会見で、事実を否定したのか。教育長に問題
があったのか、それとも知事に問題があったのか伺
いたい。
(5)、教育長が事実を認め発表したのは24日であ
る。しかし、安慶田前副知事はその前日の23日に辞
職を発表している。知事は一貫して事実を否定しなが
ら、なぜ、副知事の辞任を受け入れたのか。事実でな
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ければ辞任の必要はなかったのではないか、知事に伺
いたい。
(6)、平敷教育長は、昨年の２月定例会で総務部長
として答弁しているが、伊江病院事業局長に対する辞
任報道について、そのような事実はないと明確に否定
していたが、今回の報道で昨年にも辞任を迫られてい
たことが明らかとなった。昨年の答弁は間違いであっ
たのか、明確な説明を願いたい。
(7)、病院事業局長人事に関し報道があるが、事実
関係はどうなっているのか伺いたい。
２、普天間飛行場移設問題関係について。
昨年の12月20日、辺野古移設建設問題に係る不作
為の違法確認訴訟上告審で、最高裁判所は、県の上告
を棄却する判決を言い渡しております。裁判官４人の
全員一致で、翁長知事のなした埋立承認取消処分を違
法と断じております。1996年の代理署名訴訟の際に
は大法廷で開かれたが、今回は、裁判官４人の小法廷
で、しかも、一度も口頭弁論も開かず、裁判官個人の
意見や補足意見さえなく、まさに門前払いの判決と
なったことであります。知事は、1999年に地方自治
法が改正され、国と地方との関係は、対等・協力関係
になったことで、国が一方的に押しつけることはでき
ないとして、今回の裁判は、国と地方は対等・協力関
係にあるとした地方自治法の視点が欠落した判決だ
と、裁判所を批判し、新たな知事権限を使い、何が何
でも阻止するとしております。
しかし、法治国家において、翁長知事のこの批判は
当たらないと考えます。改正地方自治法のもとにおい
て今回の裁判は、仲井眞前知事の処分と翁長現知事の
処分のどちらが正当かを争い、裁判所は前知事のなし
た処分に瑕疵はなく、何ら違法性はないのに、翁長知
事がそれを取り消し処分にしたのは違法と断じたので
あります。翁長知事が、新たな知事権限としているも
のは、沖縄県が承認した埋立処分に係るものであり、
最高裁の判断が出て、知事がみずからの取り消し処分
を取り消した時点で、この問題は終わりにするのが、
法治国家におけるあるべき姿であります。
このように見てくると、民主主義をないがしろに
し、地方自治法の精神に反しているのは翁長知事自身
ではないでしょうか。本来、翁長知事は、新たな阻止
行動の決意を述べる前に、前知事を中心に承認処分に
かかわった職員の労苦に対し、反省すべきではないか
と考えます。12月27日、国は、翁長知事が最高裁の
判決を受け、承認取り消し処分を取り消したことで、
中断していた辺野古崎沿岸部での作業を再開しており
ます。そして、２月６日には埋立本体工事に着手して

おり、いよいよ本格的な作業が始まっております。
知事は、新基地をつくらせないための新たな知事権
限として、岩礁破砕許可や設計変更申請、サンゴ採捕
許可などを中心に、あらゆる手段を用いて、埋立作業
を阻止するとしております。しかし、最高裁判決で県
の敗訴が確定したことで、翁長知事は取り消し処分を
取り消しており、これにより仲井眞前知事のなした埋
立承認処分が復活し、現在進められている国の作業の
正当性が証明されております。したがって、国が法令
や条例に基づき適正な手続で許可等を申請してきたも
のを知事権限で不許可や不承認にできるわけがなく、
せいぜい審査作業を引き延ばすサボタージュによる嫌
がらせしかないのではないでしょうか。
翁長知事は、就任２年目で３回目の訪米を終えまし
たが、その成果について過去最高と自画自賛しており
ます。しかしながら、マスコミ報道を見る限りにおい
ては、訪米の最高の成果が出たとは到底思えません。
知事は、今回の訪米の最大の目的は、トランプ新大統
領が米軍基地問題を大幅に見直すことへの期待にあっ
たのであり、トランプ政権スタッフとの面談を模索し
たのもそこにあったはずであります。現実は、その面
談は実現せず、強く希望したマケイン上院議員との面
談も断られたようであります。辺野古問題にそれほど
影響力を持たない12人の下院議員たちと面談したこ
とを最大の成果と強調していると、マスコミ報道も暗
に皮肉っていることに、今回の訪米の実態を見る思い
がするのであります。
そして、米国のマティス国防長官が来日し、安倍総
理や稲田防衛大臣との面談中に訪米するという、政治
センスのなさを特に指摘しておきます。翁長知事が心
の底から辺野古問題を解決したい気持ちがあるのな
ら、政府に申し出て、マティス新国防長官に辺野古へ
の基地建設阻止を直訴するのが、知事の最大の、か
つ、重要な仕事であると考えます。翁長知事の今回の
この行動は、多くの県民に失望をもたらしました。最
大のチャンスをみずから放棄した知事の責任は、非常
に重いと考えます。
以上の観点から質問を行います。
(1)、去る12月20日、辺野古移設建設問題に係る不
作為の違法確認訴訟上告審で、最高裁判所第二小法廷
は、県の上告を棄却する判決を言い渡した。この結果
を受け、知事は取り消し処分を取り消した。これによ
り仲井眞前知事のなした埋立承認処分に何ら瑕疵がな
かったことが証明された。一連の裁判を終え県の敗訴
が確定したことを受けて、知事の感想を伺いたい。
(2)、今回の裁判は、高裁、最高裁において、県の
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主張をことごとく退けており県の完敗となった。しか
も、最高裁では一度の口頭弁論も開かず、裁判官４人
の全員一致で、補足意見さえなく、まさに門前払いの
判決となったことで、翁長知事の承認取り消しがいか
にずさんであったのか裁判で明らかとなった。今後、
知事は、裁判での和解条項を守り、新たな阻止行動を
断念すべきではないか伺いたい。
(3)、国は、知事が埋立承認取り消し処分を取り消
したことを受け、中断していた辺野古移設建設に伴う
辺野古崎の埋立工事の関連作業を再開した。普天間飛
行場の早期返還の観点から、早期完了を目指すべきで
あると考えるが、知事の見解を伺いたい。
(4)、知事は、国に対し工事再開前の事前協議を求
めたようだが、何を協議するのか、協議を求めるから
には双方の一致点を見出す努力が必要であるが、国の
主張も取り入れる考えはあるのか伺いたい。
(5)、知事は、県の敗訴が確定したにもかかわらず、
あらゆる知事権限を行使し、建設を阻止するとしてい
るが、国が法令や条例に基づき適正な手続で許可等を
申請してきたものを、知事権限で不許可や不承認にで
きるのか伺いたい。
(6)、知事権限の一つに造礁サンゴ類の特別採捕許
可申請を挙げているが、那覇空港滑走路増設事業で、
特別採捕許可は７回、平均処理日数6.3日、変更申請
は６回、平均処理日数4.2日で、県はいずれも許可し
ている。類似の事業で許可しながら、なぜ、今回は不
許可にすることができるのか伺いたい。
(7)、国は、岩礁破砕等の許可について、名護漁協
が全ての漁業権を放棄したことをもって、県への許可
申請をしないこともあり得るが、県は法的対応も検討
している。所管庁の見解や過去の判例などを含め、県
の見解を伺いたい。
(8)、県は普天間飛行場の５年以内の運用停止を求
めているが、米軍は滑走路の補修工事を進めている。
知事は、辺野古移設建設問題では国と激しく対立しな
がら、普天間飛行場問題では何ら抗議や対応策を見せ
ていない。その理由を伺いたい。
(9)、知事就任２年目で３回目の訪米の成果を過去
最高と述べたが、当初期待したトランプ大統領側と
の面談は実現せず、しかも要請行動中にマティス米
国防長官は辺野古が唯一で安倍首相と一致するなど、
とても評価し得る訪米とは思えない。知事の見解を
伺いたい。
３番目に、海洋資源の開発と科学技術の振興につ
いて。
本県は、平成25年３月に伊是名島西方の海域で、

平成27年１月に久米島近海で大規模な海底熱水鉱床
の存在が確認されるなど、沖縄近海海域に豊富な海洋
資源が眠っていることが明らかとなっております。さ
らに、本県には陸上における天然ガスの存在も確認さ
れており、まさに、有数な資源保有県であります。資
源のほとんどを海外からの輸入に依存している我が国
にとって広大な海洋に存在する最大の海洋資源は、新
たな資源ニューフロンティアと言えるものであります。
経済の自立を目指す本県においては、国の商業化を
見据えて、海洋資源利活用に向け、環境整備を進め、
産業化の可能性など、支援拠点形成等将来への期待が
高まっております。
そこで伺います。
(1)、海底熱水鉱床開発について、国は2017年度に
鉱石を引き揚げる採取試験を沖縄海域で実施するとし
ている。県は、国と連携しながら支援拠点の形成を図
るとしているが、商業化を見据え、県のかかわり方、
支援拠点の形成の内容について、また、県が目指す本
県の海底資源利活用に関する基本的な方針について伺
いたい。
(2)、県は、海洋産業に関する人材育成や研究開発
を促進するとしているが、民間企業や大学研究機関等
との連携、協力体制が重要となるが、具体的方策につ
いて伺いたい。
(3)、沖縄科学技術大学院大学は実用化に向けた研
究事業も成果が出ているようである。沖縄の自立的発
展に資するという開学の理念に沿って、研究成果を県
経済に活用するため、県はどのような連携を進めてい
るか伺いたい。
(4)、自然エネルギーへの転換の必要性が言われて
いる中、本県は、化石燃料への依存度が高いが、気候
的有利性を生かした、自然エネルギーへの活用につい
て、県の取り組み状況を伺いたい。
４、離島・過疎地域の振興について。
本県は、東西約1000キロ、南北約400キロに及ぶ
広大な海域に160もの島々が点在し、有人島が39も
あり、そのうち、人口1000人未満の小規模離島が数
多く存在しております。過疎市町村は、１市４町13
村で県内41市町村の43.9％を占めております。これ
まで、国による振興策や県離島振興計画など、さまざ
まな施策が本県の離島・過疎地域の振興に展開され、
着実に地域経済基盤の整備はなされておりますが、依
然、大きな課題が山積している状況にあります。
特に、恒常的な課題として解決が急がれているの
が、若者の地域離れ、高齢化、人口減少への対応であ
ります。県においては、21世紀ビジョン離島振興計
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画「住みよく魅力ある島づくり計画（10年間）」で、
また県「過疎地域自立促進計画（５年間）」で本県の
離島及び過疎地域の振興・発展、活性化を図り、それ
ぞれの地域の住民の生活負担を軽減し、安心・安全で
住みよい地域づくりを目指すとしております。そのた
め、前期５年間で実施した施策・事業等の綿密な総括
を行い、後期に向け計画の趣旨、目的に沿った対策、
施策の実施が求められます。
以上の趣旨に沿い質問を行います。
(1)、離島・過疎地域の振興を図るには、定住条件
の整備をいかに図るかが課題となるが、これまでの取
り組みでどのような成果を上げてきたか、また、今
後、取り組む重点課題等について伺いたい。
(2)、定住条件の整備を図る上で、離島間や地域内
の交通基盤の整備は欠かせないが、住民の生命線であ
る航路・航空路及びバス等の交通手段の整備・確保を
どのように図ってきたか伺いたい。
(3)、県は、離島の持続的な農林水産業の振興を図
る取り組みを進めているが、恒常的な台風災害など、
環境条件に対応した対策と新たな取り組みとして離島
における６次産業化の進展状況について伺いたい。
(4)、離島・過疎地域における若者の流出に歯どめ
をかけるため、雇用の場の創出が必要であるが、離
島・過疎地域の魅力を生かし、これまでどのような産
業を育成・創出し、雇用を確保したか伺いたい。
(5)、離島住民の交通負担の軽減や生活必需品等の
輸送経費助成について、これまでの取り組みとさらな
る拡大について伺いたい。
(6)、離島・過疎地域の魅力を生かした観光の振興
が進められている中、民泊が人気を博し、観光客の誘
致に大きな成果を上げている。離島・過疎地域におけ
る民泊の状況と県の取り組みを伺いたい。
(7)、伊平屋空港の早期建設と伊平屋・伊是名の架
橋整備について、取り組みの現状を伺いたい。
５番目に、県内空港の整備促進について。
那覇空港滑走路増設事業は、事業者である沖縄総合
事務局において平成26年１月に工事に着手し、本県
の要望による５年10カ月に短縮された工期で本格的
な工事が行われております。順調に進めば、予定どお
り平成31年度内に工事が完了し、平成32年３月末に
は供用開始となります。
そこで伺います。
(1)、那覇空港滑走路増設事業は、埋立工事での石
材搬入後の特定外来生物の侵入も確認されず、工事は
順調に進んでいるようだが、供用開始で滑走路が２本
になり離発着機数はどのように変わるか伺いたい。

(2)、国内線と国際線とを結ぶ連結ターミナル施設
が着工され、平成30年度の供用開始を目指している。
平成32年３月末の増設滑走路の供用開始とあわせ、
観光客1000万人の受け入れ体制等条件整備は万全で
あるか伺いたい。
(3)、県内農産物や食品の県外への輸出振興を図る
上で、那覇空港を活用した拠点づくりが必要である
が、取り組みの現状と拠点形成について伺いたい。
(4)、県は、下地島空港及び周辺用地の利活用につ
いて、提案者と事業実施条件等協議を進めているが、
地元からは、地域活性化、振興・発展の上で早急な結
論を求められている。決定時期について伺いたい。
６、教育・文化・スポーツの振興について。
(1)、県教育振興基本計画で、教育目標の一つにみ
ずから学ぶ意欲を育む学校教育を掲げ達成目標値を示
しているが、前期５年間でどの程度の成果があり、目
標達成に近づいたか伺いたい。
(2)、学校、家庭、地域社会の相互の連携及び協力
のもとに、時代の変化に対応し得る教育の方法を追求
し、生涯学習の実現を図る教育目標を掲げているが、
家庭教育の推進に関し、具体的にどのような施策を実
施し、家庭教育の支援・充実を図り、成果を上げたか
伺いたい。
(3)、多様化、高度化する社会の変化に対応した教
育の推進について、グローバル化した国際社会や情報
社会に柔軟に対応できる人材の育成が必要であるが、
中学・高校における外国語指導や海外派遣等はどのよ
うに行われているか伺いたい。
(4)、教育現場における業務量の増加で、教師の負
担が大幅に増し、教育現場からは児童生徒の指導に影
響が出ているとして、教育に従事する教員や職員の増
員を求める声が聞かれるが、県教育委員会の考えを伺
いたい。
(5)、少人数学級を小学５年生に拡大するようだが、
６年生への拡大のめどとそれに伴う教職員の必要数に
ついて伺いたい。
(6)、本島中部の公立中学校で、同級生を暴行し、
その様子を動画インターネットに流すという重大ない
じめが起きた。暴行傷害とも思える今回の問題に対
し、県教育庁の認識と対応について伺いたい。
(7)、県内の日本語学校に通う外国人留学生の不法
就労が常態化しているようだが、県としてはどのよう
な調査を実施したのか、その実態と県としての対応策
について伺いたい。
(8)、政府は、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び
西表島をユネスコに世界自然遺産登録を正式に申請し
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た。官民挙げて実現に向け取り組むよう、県の指導力
を伺いたい。
(9)、昨年高知県黒潮町で開催された、「「世界津波
の日」高校生サミットｉｎ黒潮」について、ことし沖
縄県で開催するよう、自民党二階俊博幹事長が衆議院
の代表質問で安倍首相に質問し、沖縄開催が実現する
見込みであるが、受け入れ等について、県の考えを伺
いたい。
(10)、日本バスケットボール協会は沖縄県並びに
沖縄市と協議し、2023年に開催されるＦＩＢＡバス
ケットボールワールドカップ2023の予選ラウンド開
催地の候補地として沖縄市が正式に立候補している。
同競技の開催にはさまざまな条件があるが、沖縄市は
会場として１万人規模の多目的アリーナの整備を計画
している。2020年を供用開始としているが、県の支
援等について伺いたい。
(11)、政府は、2018年度から幼稚園や保育所で国
旗と国歌に親しむよう、教育要領や保育所の運営指針
などを見直すようだが、知事はどのような見解を持っ
ているか伺いたい。
以上、答弁によりましては、再質問をさせていただ
きます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　山川典二議員の代表質問にお
答えをいたします。
私のほうからは、大きな１番目、翁長県政の人事の
あり方についてに関する御質問の中の、前副知事の一
連の事案に対する認識についてお答えをいたします。
１の(2)、１の(4)は関連しますので一括してお答えを
いたします。
安慶田前副知事からは、これまで一貫してそのよう
な事実はないとの説明を受けていることから、そのこ
とをこれまでの記者会見において説明してきたもので
あります。一方、１月24日の教育庁発表については、
教育庁が再度調査した結果であり、当時の教育庁関係
者からそのような証言があったことについては、重く
受けとめているところであります。
次に、副知事の辞任を承認したことについてお答え
をいたします。
安慶田前副知事からは、今回のマスコミ報道によ
り、多くの県民に不安と不信を与えたことは重大だと
考えていること、また、県政へイメージダウンをもた
らしたこと、そして、何よりも辺野古新基地建設問題
や予算編成等の重要な時期に、県政運営に混乱を招い
ていることなどに対して、副知事として大変責任を感

じていることを理由として、副知事の職を辞するとの
ことでありました。私としては、辺野古新基地建設問
題を初め予算編成、税制改正等に係る国との調整等に
力を尽くしていただいたこともあり、大変残念でもあ
りましたが、本人の意思がかたく、副知事の辞職を承
認したものであります。
また、この件につきまして、県民に不信、不安を与
えたことにつきましては、私自身、大変残念でありま
すし、これから県政の信頼回復、そういったものに
しっかりと取り組んでいきたいと思っております。
次に、大きな２の普天間飛行場移設問題関係につい
てに関する御質問の中の、訪米の成果についてお答え
をいたします。
今回の訪米において、米国新政権が発足したこの時
期に、昨年12月の埋立承認の取り消しに関する最高
裁判決は数ある知事権限の一つについて判断が示され
たにすぎないことや、判決確定後も辺野古に新基地を
つくらせないとの立場に変わりはないことなど、沖縄
の正確な情報を伝えることができたことは有意義だっ
たと考えております。私の訪米期間中に米国防長官が
日本を訪問し、２月10日には安倍総理がトランプ大
統領と面談して、辺野古が唯一との確認が行われたこ
とは、沖縄県知事としては大変残念であり、また、容
認できるものではありません。
次に、大きな３の海洋資源の開発と科学技術の振興
についての御質問の中の、沖縄科学技術大学院大学と
の連携についてお答えをいたします。
大学院大学は開学５年目を迎え、教育研究体制が整
い、論文発表や国際特許の出願など多くの研究成果が
出ており、その成果を活用したベンチャー企業が設立
されております。また、沖縄の自立的発展に資するた
め、産業化促進の体制を強化し、技術開発イノベー
ションセンターにおいて事業開発や技術移転等に取り
組んでおります。県では、大学院大学を核とした国際
的な知的・産業クラスターの形成に向けて、大学院大
学と県内企業とが連携した研究開発の支援や実用化に
向けた研究機関との共同研究を進めております。
県としましては、引き続き、研究成果の県経済への
波及拡大に向けて大学院大学との一層の連携を図って
まいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　翁長県政の人事のあり方に
ついての御質問の中で、前副知事の一連の事案の経緯
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等調査結果についてお答えいたします。
１月18日水曜日の報道を受け、当時在職していた
教育長、両統括監、両参事の５名に、現在の両統括監
が18日水曜日から19日木曜日に電話により確認し、
20日金曜日の知事定例記者会見の場において、働き
かけの事実はないという回答をさせていただきまし
た。その後、21日土曜日に前教育長から事実を伝え
たいとの申し出があり、22日日曜日の午後に書面を
受け取りました。23日月曜日に両統括監ほか職員を
派遣し、前回電話で確認を行った前職員５名――教育
長も含めてですが――に改めて面談の上、書面の内容
を確認したところ、これを裏づける証言があったこと
から、前副知事からの働きかけがあったと考えざるを
得ないとの結論に至り、24日火曜日に記者会見を行
い、このことについての見解を発表いたしました。
次に、前副知事の一連の事案に係る21日から23日
までの経緯についての御質問にお答えいたします。
１月21日の夜、前教育長から「事実と違うので、
明日、文書により意思を伝えたい。」との申し出があ
りました。その際には詳細な内容の話はなく、翌22
日の午後に書面を受け取りました。同日17時ごろ、
書面を確認し、18時ごろ、知事に電話で一報を入れ、
先週の記者会見での聞き取り内容と異なる前教育長か
らの文書を受け取ったことを報告しました。その際、
知事から、このような案件については、電話ではな
く、明日直接報告するようにとの指示を受けました。
翌23日、朝９時半ごろから知事室に入りましたが、
別案件のため中断もあり、説明が不十分なまま終わ
り、結局、詳細な内容について説明することができた
のは、知事記者会見後となったものであります。
次に、６の教育・文化・スポーツの振興についての
御質問で、教育振興基本計画の前期５年間の成果等に
ついてお答えいたします。
本計画は、13の主要施策を掲げております。
御質問のみずから学ぶ意欲を育む学校教育の充実に
ついては、８つの施策項目を示し、76の事業に取り
組んでまいりました。前期５年間の成果につきまして
は、全国学力・学習状況調査において、特に小学校が
飛躍的に向上したことや、高校卒業時の進路決定率及
び大学等進学率が向上したことが挙げられます。児童
生徒の不登校等、課題も残されておりますが、目標値
の達成に向け、おおむね順調に推移しているものと考
えております。
県教育委員会としましては、今後とも、沖縄県教育
振興基本計画等に基づき、教育・人材育成に関する施
策を推進してまいります。

次に、家庭教育の支援等についての御質問にお答え
いたします。
家庭教育は、全ての教育の出発点であり、子供の心
身の調和のとれた発達を図る上で重要な役割を担う
ものであります。県教育委員会では、家庭教育力の
改善・充実を目的とした、家庭教育力促進「やーな
れー」事業を推進しております。本事業はこれまで
に、家庭教育を支援する人材として、家庭教育支援
アドバイザーを364名養成し、夢実現「親のまなびあ
い」プログラムを県内各地で337回開催し、9348名
が受講しております。参加者からは、親同士でお互い
に学び合うことで、しつけや生活リズムなどを見直す
いい機会になったなどの感想があり、このような活動
を展開することで家庭教育力の向上が図られるものと
考えております。
今後とも家庭教育支援の充実に取り組んでまいり
ます。
次に、中学・高校の外国語指導、海外派遣等につい
ての御質問にお答えいたします。
県教育委員会では、小・中・高等学校における英語
教育のさらなる推進を図るため、英語立県沖縄推進戦
略事業を平成24年度に立ち上げており、中高生を対
象とした英語能力判定テストや英語授業マイスター教
員の発掘等を実施しております。また、グローバル・
リーダー育成海外短期研修事業等の海外派遣事業を実
施しており、平成28年度は、高校生315名を派遣い
たします。
今後とも、国際社会に対応したグローバル教育の推
進に努めてまいります。
次に、教職員の増員等についての御質問にお答えを
いたします。
教職員数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教
職員定数の標準に関する法律等により算定され、学校
に配置されております。また、学校図書館の司書や介
助員等の法律で算定されない職員につきましても、学
校の実態に応じて加配し、学校教育の充実に努めてお
ります。
今後とも各学校と連携し、教職員の適正配置に努め
てまいります。
次に、少人数学級の小学校６年生への拡大と必要な
教職員数についての御質問にお答えいたします。
県教育委員会では、これまで、小学校１・２年生で
30人学級、小学校３・４年生と中学校１年生で35人
学級を実施しており、平成29年度からは、小学校５
年生でも35人学級を実施いたします。少人数学級の
小学校６年生への拡大に必要な教職員定数は、おおむ
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ね50人程度を見込んでおります。少人数学級の小学
校６年生への拡大については、市町村教育委員会の意
向等を踏まえ、今後も取り組んでまいります。
次に、暴行動画いじめ問題についての御質問にお答
えをいたします。
本島中部の中学校に通う男子生徒による暴力事件、
その様子を撮影した動画がインターネット上に流れた
事案につきましては、大変なショックを受け、強い憤
りを感じております。県教育委員会では、いじめや暴
力は絶対に許されることではないことから、教育長名
で児童生徒の暴力行為防止とネットトラブル防止指導
の強化についての取り組みを促す文書を発出するとと
もに、スクールカウンセラーを派遣し、被害を受けた
生徒等のケアに当たっております。引き続き、人権教
育や情報モラル教育についての理解を深めるなど、関
係機関と連携し、このような事案の防止に努めてまい
ります。
次に、幼稚園教育要領案における国歌等の取り扱い
についての御質問にお答えいたします。
文部科学省では、平成29年２月14日に次期幼稚園
教育要領案を発表いたしました。その内容は伝統的な
行事、国歌、唱歌、童歌等に親しむこと等となってお
ります。現在、この案に対しまして、広く国民の意見
を求めるパブリックコメントを実施しているところで
あります。
県教育委員会としましては、幼稚園教育要領におけ
る国歌等の取り扱いについて、今後の国の動向を注視
してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　翁長県政の人事のあり方
についての御質問の中で、病院事業局長の辞任報道に
対する昨年の総務部長の答弁についてお答えをいたし
ます。
前総務部長が、昨年２月定例会において答弁した内
容は、「病院事業局長の交代という事実はない」とい
うことであります。また、報道については、誤報かど
うかは申し上げにくいが、局長がかわるということは
ないというふうに答弁しております。
次に、病院事業局長人事に関する報道についてお答
えをいたします。
１月上旬に県立病院が抱える課題や人事に関して意
見交換を行った際に、局長から退職の申し出があった
ため、後日、退職届を受け取りに行きました。その
後、知事や副知事が局長と話し合いを行った結果、現

在の病院事業を取り巻く厳しい経営環境を考えると、
引き続き伊江局長の行政手腕が必要であるとの判断が
なされ、続投について本人の了解をいただいたところ
であります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　普天間飛行場移設問
題関係についての御質問の中の、一連の裁判に対する
所感についてお答えいたします。
不作為の違法確認訴訟について、最高裁判所には、
法の番人として、少なくとも充実した審理を経た上で
判断をしていただけるものと期待しておりました。最
高裁判所は、福岡高等裁判所那覇支部とは異なり、辺
野古が唯一との認定を行うことはありませんでした
が、あたかも前知事の埋立承認が全てであるかのよう
な判断を示し、また、是正の指示についても、無制限
に地方自治体への関与を認め、国と地方を対等・協力
の関係とした地方自治法の視点が欠落した判断を示
し、結果として高裁判決を是認いたしました。このよ
うな判断を最高裁判所が行ったことは、大変残念であ
ります。
次に、最高裁判決後の対応等についてお答えいたし
ます。２の(2)、(3)及び２の(5)は関連いたしますの
で、恐縮ですが一括してお答えいたします。
和解条項９項は、「是正の指示の取消訴訟判決確定
後は、直ちに、同判決に従い」とあるとおり、是正の
指示の取り消し訴訟に関する規定となっております。
さきの訴訟は、是正の指示の取り消し訴訟ではなく不
作為の違法確認訴訟であり、和解条項に定めのないも
のであることから、和解条項９項が適用される場面で
はないことは明らかだと考えております。一方で、一
般論として、行政が司法の最終判断を尊重することは
当然であることから、最高裁判決を受け、埋立承認の
取り消しを取り消したところです。これにより、前知
事の承認には取り消し得べき瑕疵があるとのこれまで
の県の主張を再度持ち出すことはできなくなり、今後
想定される埋立承認の変更申請などについては、当初
の承認が適法であることを前提に対応することになり
ます。しかしながら、このことが今後の変更申請など
を必ず承認しなければならないことを意味するもので
はなく、公有水面埋立法等の関係法令にのっとり適正
に審査を行い、それぞれの要件を判断することは当然
であると考えております。
県としては、今後も、普天間飛行場の県外移設、早
期返還及び危険性除去の実現を政府に求めるととも
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に、辺野古に新基地はつくらせないとの知事公約実現
に向け、取り組んでまいります。
次に、普天間飛行場への補修工事への対応について
お答えいたします。
普天間飛行場の滑走路の補修工事については、沖縄
防衛局に対し、工事の詳細な内容について、照会を
行っているところです。当該補修工事が、同飛行場の
固定化につながるものであってはならないと考えてお
ります。
県としては、世界一危険とも言われる同飛行場の固
定化は絶対に許されないと考えており、引き続き政府
に対し、同飛行場の早期返還及び危険性の除去を強く
求めてまいりたいと考えております。
次に、教育・文化・スポーツの振興についての御質
問の中の、「世界津波の日」高校生サミットの沖縄開
催についてお答えいたします。
昨年、高知県黒潮町で開催された「世界津波の日」
高校生サミットは、世界30カ国から360名余の高校
生が参加し、津波被害の歴史や防災・減災の取り組み
を学び、今後の課題と取り組みについて分科会で討
議・発表し、黒潮宣言を採択しております。黒潮町に
おいては、準備段階から地元高校生及び地域住民が積
極的に運営にかかわり、防災意識の高揚が図られたと
聞いております。地震及び津波に対する防災意識を高
めるため、来年度本県において、当該サミットを開催
することは、有意義であると考えており、開催に係る
経費を当初予算に計上したところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　普天間飛行場移設問
題関係についての御質問の中の、事前協議についての
御質問にお答えいたします。
埋立承認願書は、基本設計段階での申請であること
から、県は、埋め立てを承認した際に、工事の実施設
計及び環境保全対策等の詳細について、工事の施工前
に県と協議を行うこととの留意事項を付しておりま
す。そのため、平成28年12月26日に承認取り消し処
分を取り消したことにあわせて、当該留意事項に基づ
く事前協議が必要になる旨を沖縄防衛局に通知し、事
前協議が調うまでは埋め立てに関する工事を停止する
よう求めたところであります。
次に、離島・過疎地域の振興についての御質問の中
の、伊平屋空港の取り組み状況についての御質問にお
答えいたします。
県は、現在、伊平屋空港建設予定地における航空機

の就航率確認のための気象観測調査を実施するととも
に、関係機関と需要喚起策等についての意見交換を
行っているところであります。あわせて、滑走路長見
直しに伴う環境影響評価書の補正に必要な低周波音の
実機測定についても、関係者と調整を進めていく予定
であります。
県としては、引き続き関係機関と協議・調整を行
い、早期の事業着手に取り組んでいきたいと考えてお
ります。
同じく伊平屋・伊是名架橋の取り組み状況について
の御質問にお答えいたします。
伊平屋・伊是名架橋については、平成23年度に整
備の可能性調査を実施しました。当該調査において
は、将来交通量や技術上及び環境上の課題、また、こ
れまで実施してきた離島架橋に比べ、距離が長く大規
模であり、費用対効果や膨大な予算の確保など、解決
すべき課題が多いことが明らかとなっております。
県としては、伊平屋・伊是名両村からの要望等を受
け、引き続き建設工事費の縮減等に向けた調査検討を
進めていきたいと考えております。
次に、県内空港の整備促進についての御質問の中
の、下地島空港及び周辺用地の利活用事業の決定時期
についての御質問にお答えいたします。
下地島空港及び周辺用地の利活用について、県は、
各提案者と事業実施条件等を詰めながら、年度内合意
を目途に集中的に協議を行ってきたところでありま
す。当該協議は調いつつあり、今後、必要な事務手続
を経て、可能な限り早期に事業者を決定したいと考え
ております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　普天間飛行場移設問
題関係についての御質問の中の、特別採捕許可申請へ
の対応についてお答えいたします。
造礁サンゴ類を採捕する際に必要となる知事の特別
採捕許可においては、沖縄県漁業調整規則の趣旨に
沿って、申請の目的や必要性などの内容を厳正かつ適
切に審査することとしております。本件に関しても、
採捕の対象となる造礁サンゴ類の状況や採捕行為の内
容など、必ずしも他の事業と一致するものではないと
想定されますので、申請書が提出された際には、個別
具体的な案件として、同規則に基づき、厳正かつ適切
に審査すべきものと認識しております。
次に、岩礁破砕等許可申請の必要性についてお答え
いたします。
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漁業権は、漁業法に規定されているとおり漁業を営
む権利であり、知事の免許により漁業協同組合等に付
与されるものであります。漁業権者による漁業権の一
部放棄に関しては、これにより漁業権が当然に変更さ
れるものではなく、漁業法第22条の規定により、漁
場の縮小を内容とした知事の変更免許が必要でありま
す。このことについては、これまでの政府見解や地方
自治法に基づく水産庁の技術的助言においても同様の
見解が示されております。漁業権の一部放棄に関連し
た裁判例のあることは承知しておりますが、県として
は、従来の見解から、現在も普天間飛行場代替施設建
設工事海域には漁業権が設定されているとの前提のも
と、４月以降に岩礁破砕行為を行うには、知事の岩礁
破砕等許可を受ける必要があると判断しております。
次に、離島・過疎地域の振興についての御質問の中
の、離島における災害対策と６次産業化についてお答
えいたします。
県では、離島の農業振興を図るため、各種施策を総
合的に推進しているところであります。災害対策とし
ては、一括交付金などを活用し、強化型パイプハウス
や平張り施設、鉄骨ハウスなどの整備に取り組んでお
ります。また、６次産業化を推進する取り組みとして
は、個別研修による商品開発への助言指導や加工機
器・施設の導入に対する補助などを行っております。
これまでの実績として、１、地元の農産物を活用した
ジェラート等の加工・販売施設の整備、２、地元産マ
ンゴーを使用したマンゴードリンクの開発支援等を
行ってきたところであります。
次に、県内空港の整備促進についての御質問の中
で、那覇空港を活用した農産物や食品の輸出拠点づく
りについてお答えいたします。
国は昨年５月に、農林水産業の輸出力強化戦略を策
定し、那覇空港において、貨物エリアの拡大や駐機ス
ポットの増設による国際物流ハブ化の推進に向けた検
討を行っております。現在、国において、調査事業が
行われているところであり、県としましては、引き続
き同構想の進捗状況について、情報収集に努めてまい
りたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　海洋資源の開発と
科学技術の振興についての、海底熱水鉱床開発に係る
県のかかわり方、支援拠点の内容及び基本的な方針に
ついてにお答えいたします。
国が平成29年度に予定している沖縄近海での採鉱・

揚鉱技術の実証試験に対し、県は、県内港湾の使用な
どを含め、関係部局と連携し、試験が円滑に行われる
よう協議を進めているところであります。
県としましては、研究機関や関連企業などが集積す
る海洋資源の調査・開発支援拠点の形成を目指し、今
後とも国や関係機関と連携しながら、海洋産業に関す
る人材育成や新産業の創出、関連企業の誘致等の取り
組みを進めてまいりたいと考えております。
次に、同じく民間企業や大学研究機関等との連携、
協力体制についてにお答えいたします。
県では、現在、国立研究開発法人海洋研究開発機
構や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構と
連携するとともに、琉球大学や沖縄科学技術大学院大
学、国立沖縄工業高等専門学校などの県内研究機関、
並びに工業連合会・経営者協会など、県内経済団体等
と協力体制を構築し取り組んでいるところであります。
今後とも、これらの体制をさらに強化しながら拠点
形成に向けた取り組みを進めてまいります。
次に、同じく自然エネルギーの活用に向けた県の取
り組みについてにお答えいたします。
県では、沖縄の地域特性に合ったエネルギーの需給
構造を構築するため、太陽光、風力、バイオマスなど
再生可能エネルギーの導入を促進しております。具体
的には、久米島における海洋温度差発電の実証や、太
陽光、風力及び蓄電池を活用した最適なエネルギー需
給システムの実証など、各種施策を展開しているとこ
ろであります。さらに、沖縄―ハワイクリーンエネル
ギー協力に基づき、ハワイ州や日米政府等との連携に
より、島嶼型の再生可能エネルギー導入拡大に向けた
課題解決に取り組んでいるところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　離島・過疎地域の振興に
ついての御質問の中の、定住条件の整備及び産業の育
成等についてお答えいたします。４の(1)と４の(4)は
関連しますので一括してお答えいたします。
県では、交通・生活コストの低減や離島の船舶・
航空機の建造・購入費の補助、海底光ケーブルのルー
プ化、県立八重山病院の整備着手等に取り組み、定
住条件の向上に成果が出ていると考えております。
離島の特性を生かした産業振興については、含蜜糖
振興対策、就農支援、離島観光活性化促進事業によ
る観光客の誘致等に取り組み、雇用の確保に努めて
まいりました。
県としましては、島々の魅力を生かした観光・体験
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プログラムの開発・改善や住民主体の民泊推進、農業
生産基盤の整備などの産業振興及び定住条件の整備
に、引き続き強力に取り組んでまいります。
同じく離島・過疎地域の振興についての中の、離島
における交通手段の確保についてお答えいたします。
県では、離島の定住条件の整備を図るため、国及び
関係市町村と協調し、赤字の航路及び航空路線に対し
て運航費補助を行っております。また、島内における
住民の足の確保を図るため、国及び関係市町村と協調
し、赤字のバス路線に対して運行費補助を行っており
ます。さらに、老朽化した船舶、航空機及びバスの更
新に要する費用も補助しております。
県としましては、引き続き離島における交通手段の
確保に努めてまいります。
次に、離島住民の交通負担の軽減や生活必需品等輸
送経費助成についてお答えいたします。
県では、離島住民の割高な船賃及び航空運賃を低減
する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業や割高な
生活コストを低減する離島食品・日用品輸送費等補助
事業を実施しております。離島食品・日用品輸送費等
補助事業では、平成29年度から、北大東島及び南大
東島を対象に、航路便が一定の期間欠航した場合に、
保存期間の短いパン、牛乳等を緊急的に航空輸送する
際の輸送経費を試験的に補助することを予定しており
ます。
県としましては、引き続き離島における交通コスト
及び生活コストの低減に努めてまいります。
次に、県内空港の整備促進についての中の、那覇空
港の離発着機数についてお答えいたします。
国の那覇空港滑走路増設事業における新規事業採択
時評価資料によると、那覇空港における現在の発着の
処理容量は年間13万5000回と算定されております。
しかし、那覇空港の発着回数は年々増加しており、平
成27年度は15万7000回と処理容量を超えて運用され
ている状況であります。第２滑走路の供用により、処
理能力は年間18万5000回になるとされております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　離島・過疎
地域の振興についての御質問の中の、民泊と県の取り
組みについてお答えいたします。
離島・過疎地域における観光は、地域振興に重要な
役割を担っており、中でも民泊については、近年、教
育旅行民泊を中心に盛んに実施されております。今年
度、県で実施した調査によると、沖縄修学旅行におい

て延べ667校、約11万人が、過疎地域を含む本島北
部と離島地域で民泊を実施しております。
県では、宿泊や交通、観光施設など13の団体で構
成する沖縄県修学旅行推進協議会に教育旅行民泊分科
会を設置し、安心・安全で学習効果の高い民泊の提供
に向けて、関係法令や安全対策等への対応、民泊コー
ディネーターの配置などに関する受け入れ団体向けの
指針の策定に取り組んでおります。
次に、県内空港の整備促進についての御質問の中
の、観光客1000万人の受け入れ体制についてお答え
いたします。
県は、平成26年度に、観光客1000万人等の目標達
成に向けて必要な施策を体系化し、国、県、市町村の
行政機関と観光関連団体等の役割分担や連携の方向性
等について整理した、沖縄観光推進ロードマップを策
定しました。受け入れ体制の整備については、本ロー
ドマップに基づき、国及び県の担当部局、港湾管理
者、空港ビル管理者などで構成する沖縄観光戦略実行
会議において各施策の進捗状況を確認し連携すること
により、空港・港湾や公共交通の機能拡充、宿泊施設
の充実、多言語対応等に着実に取り組むこととしてお
ります。
次に、教育・文化・スポーツの振興についての御質
問の中の、外国人留学生の不法就労についてお答えい
たします。
独立行政法人日本学生支援機構の平成27年度の調
査によると、県内には2090人が大学や日本語学校等
で修学しております。沖縄労働局の発表によると、平
成28年10月末時点で、外国人留学生の就業先は、多
い順に「サービス業」で610人、「卸売業、小売業」
で404人、「宿泊業、飲食サービス業」で361人、「製
造業」で312人、「教育、学習支援業」で59人等と
なっております。留学生を含め、外国人の不法就労に
ついては、出入国管理及び難民認定法を所管する法務
省の管轄であり、今後は連携して情報収集に努めてい
きたいと考えております。
次に、ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップに
係る県の支援等についてお答えいたします。
沖縄県としては、沖縄市が日本バスケットボール協
会からの要請を受け、ＦＩＢＡバスケットボールワー
ルドカップ2023の予選ラウンド開催地として立候補
表明したことに対し、協力していくこととしておりま
す。今後、沖縄市や日本バスケットボール協会からの
求めに応じて、支援のあり方等について検討してまい
ります。
以上でございます。
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○議長（新里米吉君）　環境部長。
〔環境部長　大浜浩志君登壇〕

○環境部長（大浜浩志君）　教育・文化・スポーツの
振興についての御質問の中の、世界自然遺産登録に向
けた県の取り組みについてお答えします。
県では、ヤンバル地域及び西表島の両地域におい
て、世界自然遺産登録に向けた課題や管理の手法、
地域振興などを協議するため、地元町村や関係団体、
国で構成する地域部会を開催しております。地域部会
での合意形成を踏まえ、昨年末に遺産を適切に保全管
理するための行動計画を策定したところであります。
今後、国や地元町村、団体と連携しながら、希少動
植物の保護や外来種対策、適正利用の推進などの施
策を講じ、平成30年の遺産登録の実現を目指してま
いります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　教育・文化・
スポーツの振興についての御質問の中の、保育所保育
指針の見直しについてお答えします。
国においては、保育所保育指針の改定に向け、国
旗・国歌に親しむとする内容を含めた改定案につい
て、パブリックコメントを実施し、さまざまな観点か
ら議論されているところであります。保育指針は、各
保育所における保育の内容に係る基本的事項を定めた
ものであるため、今回の改定によって、保育の質の向
上の契機となり、全ての子供の健やかな育ちの実現へ
とつながることが重要であると考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　質問の途中ではありますが、
時間の都合もありますので、山川典二君の再質問は休
憩後に回したいと思います。
15分間休憩いたします。
　　午後４時10分休憩
　　午後４時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
山川典二君。
〔山川典二君登壇〕

○山川　典二君　再質問を行いますが、きょうの沖縄
タイムスの記事に、これはアメリカの特約記者の記事
がありました。「「承認撤回」先送りの疑問　知事訪米　
危機感伝わらず」。沖縄県知事のＤＣ――これはワシ
ントンＤＣの意味ですが――「ＤＣへの旅は最悪だっ
た。トランプ政権には相手にされず、地元では注目を
浴びた。」。地元というのは沖縄です。「米紙ワシント

ンポストの東京支局長はツイッターで５日、朝日新聞
の英語版の記事を引用する形で、翁長雄志知事の訪米
行動をそう伝えた。米首都ワシントンで面談したトラ
ンプ政権関係者や上院議員はゼロ、当地での記者会見
に参加した米記者は１人、日本メディア以外で訪米行
動を伝えた記事は２本。前述の一文は、批判ではな
く、こうした事実を端的に伝えたにすぎない。」と書
かれております。なぜ米側が協議のテーブルに着かな
かったか、翁長知事は振り返らねばなるまい。あるい
は、「「辺野古移設はすでに決着した」と語るマティス
長官の訪日に同行した国防総省筋に聞くと、「沖縄は
撤回が有効な切り札となりえたタイミングはすでに逸
したのではないか」と問い」かけてきたと。最後に、
「撤回カードは、翁長知事が就任直後に切ってこそ、
最大の効力を発揮する「切り札」となりえた。切り札
なしの３度目の訪米行動は、県民が抱える危機感すら
伝えられなかった。タイミングを間違えば切り札もた
だの札になる。時間はもう残されていない。」という
ふうに記事がきょう紹介されておりますが、知事、ど
うしてマティス国防長官が来日するのに訪米されたん
ですか。そういう情報がなかったのか。ワシントンに
事務所があるわけでありますから、新国防長官のスケ
ジュールというのは、もう既に決まっているはずです
から、そういう情報収集すらワシントン事務所ででき
なかったのか。私は、仮に知事の立場ですと、もう訪
米よりは本人が来るんですから、そこで直接面談をし
て、しっかりと沖縄の基地問題を伝えるというのが知
事の行動だというふうに思っておりますが、それにつ
いてまずお聞かせください。
そして、安慶田前副知事の任命責任。これは、知事
も那覇市長時代、そして前副知事も那覇市議時代、私
も那覇市議時代で、もう20年来一緒に仲間として仕
事をしてきた経緯もあります。今はポジションが違い
ますが、そういう経緯の中で、あの前副知事は、どん
な困難でも大体しぶとく乗り越えてくる。そういう副
知事が、私は簡単に、県政のイメージダウンになるか
らとか、そういう理由で簡単にやめないと思うんで
す。何かわかりません。県教育長のほうは、介入が
あったと認めている。そして、前教育長の文書でも、
これは介入があったと勇気を持って文書を出してい
る。しかし、本人はそういう事実はない。知事も、今
明確にそういう意思を示しておりませんが、あくまで
今は、もう知事の立場で、教育庁の所管も最終的な最
高責任者は知事でございますから、知事の今の見解と
して、口ききがあったのか、なかったのか。県教育長
の判断をどういうふうに見ているのか。改めてお聞か
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せください。
それから、伊江病院事業局長につきまして、私は再
質問するつもりはなかったんですが、今の総務部長の
答弁で、交代の話はなかった、マスコミ報道は誤報
だったというふうにおっしゃっております。これもう
一回お聞きしますが、総務部長、本当にこれはマスコ
ミ報道の誤報ですか。その辺を明確にしていただきた
いと思います。
よろしくどうぞ。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　山川典二議員の再質問にお答
えをいたします。
マティス長官来日、情報を取り得なかったのかとい
う話であります。
私がワシントンＤＣで話をしたのは、私が２月上旬
に行くというのは12月から決まっておりまして、そ
れぞれいろんなマスコミにも報道されておりました。
ですから、私の情報のほうが向こうには行っていたと
思います。私たちはまた、それぐらいの期間を置かな
ければ、なかなか面談の日程等々、簡単ではありませ
んので、そうした中での私の訪米の最終日に辺野古唯
一ということで話をされたというようなこと等は、
今、山川議員が懸念されるようなものではないという
ふうに思っています。
それから、報道については、私からは何も申し上げ
られませんけれども、やっぱり下院議員といえども
11名、それから向こうは政策調査官というのが大変
重みを持っておりますから、それから補佐官、こうい
う仕事も大変大きな重みを持っているので、そういっ
た方と２時間以上議論を交わしたり、いろいろやって
まいりました。連邦議会の反応も、行政とは違って、
確かに私たちが予測もしない、新辺野古唯一というこ
とでありましたけれども、議員のほうはそうではな
かったんです。ですから、議員のほうはいろいろ意見
を聞いて、環境問題も含めて、先ほど嘉手納の話もあ
りましたが、沖縄の基地の実情とか聞いていただい
て、そして、そういった中では、情報は相当共有をさ
れたというふうには思いますが、３年間で約三十数名
の上下院議員でありますから、その意味での影響力み
たいなものは、確かに一県としては若干限界があるか
もしれませんが、ただ、日米の大きな日米安全保障条
約というものに、0.6％に今は70％ですが、引き受け
ている沖縄県がとても及ぶところではないということ
で、口を閉ざしていたのでは、この沖縄県民には申し
わけないというふうに思うわけですから、行って、そ

してできることならば、トランプさんに政権がかわっ
てまだ方向性が見えなかった、こういうようなこと等
もあります。
それから、直接本人に面談をすべきではなかったか
という話でありますが、私が当選をして半年は、日本
の閣僚にも会えなかったわけですから、アメリカの閣
僚に会わせていただけるかどうかというようなもの
は、私からすると大変疑問でありました。
それから、任命責任、これは十二分に感じておりま
して、再三再四、私、これは記者会見でも話をし、と
にかく県政の混乱を一刻も早く抜け出すこと、そして
信頼を回復すること、まずそれを１番目に上げてきて
おります。
安慶田副知事のうわさがというような話もありまし
たけれども、私も含めて、山川典二議員の政治的なセ
ンスには及ばないかもしれませんが、一生懸命、私ど
も政治をやってきました。今回のことは、事実関係を
含め、これからでありますけれども、いずれにしろ、
この県政への不信・不安を与えたということは大変残
念でありますから、それの払拭に努めていきたいと
思っております。
ちょっと全部答えているかどうかわかりませんが、
以上であります。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　病院事業局長の辞任報道
に対する昨年の総務部長の答弁内容ですが、議事録の
ほうも確認をいたしまして、昨年の定例会において、
先ほど答弁したとおりでございますが、「病院事業局
長の交代という事実はない」というような答弁をされ
ております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　山川典二君。

〔山川典二君登壇〕
○山川　典二君　時間はありませんので、これはまた
我が党の一般質問の中で、いろいろと質疑を深めてい
きたいと思いますが、最後に一点だけ、この前副知事
の口きき疑惑につきまして、県として、第三者委員
会、そういうものをしっかりと設置して調査を、疑惑
を解明するというその意思はないかどうか。最後に一
点だけ確認をして終わります。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
前副知事の問題につきましては、現在、前副知事
は、教員採用試験に関する働きかけについては一貫し
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て否定をし、教育庁人事については関係者からの推薦
や要望を伝えたというふうに述べております。一方
で、前教育長は、教員採用試験に関する働きかけや教
育長人事に関する指示があったということを主張して
おります。この件に関しまして、前副知事からの訴訟
も提起されているところでございます。
県としましては、県民の信頼確保のためには事実関
係を明らかにする必要があると考えておりまして、事
実関係を解明するための調査及びいわゆる口ききの徹
底した防止策を講ずるために外部有識者による調査委
員会の設置も含めて検討してまいりたいというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣　新君。

〔新垣　新君登壇〕
○新垣　　新君　代表質問を行う前に一言所見を申し
上げます。
１月に行われました宮古島市長選挙について、沖縄
県民の保守、全国の保守の声を一言申し上げたいと思
います。
北朝鮮が長距離弾道ミサイル発射を何回もこれから
行うという中で、知事が革新・共産党とともに――何
というんですか、その候補者を支援し、落選したとは
いえ、知事の国防に対する認識、非常に沖縄県の保
守、そして全国の保守、非常に理解ができないとい
う、重く多くの声が伝えられております。ぜひ知事、
北朝鮮や南西諸島における自衛隊配備の問題、北朝鮮
や中国の脅威を、真剣に沖縄の県知事として取り組ん
でいただきたいと思います。
それでは、沖縄・自民党を代表して、通告に従い質
問を行います。
まず１点目、沖縄振興策の推進についてであります。
2017年度の沖縄振興予算は、自由度が高く、使い
勝手のよい一括交付金が255億円も減額され、特に市
町村において、通常使い道が決められている国庫支出
金ではできなかった事業等をソフト一括交付金で事業
化していただけに、今回の減額は大きな打撃でありま
す。知事は、自民党沖縄振興調査会及び美ら島議員連
盟での要請行動は浦崎副知事に任せ、同時刻に安慶田
副知事が二階幹事長に対して要請を行うという行動
は、明らかに沖縄予算や税制と、担当する自民党税制
調査会や自民党沖縄振興調査会を軽視し、党の実力者
である幹事長をつかんでおけば大丈夫だとの思いが
あったのではないかと思われるのであります。
平成29年度沖縄関係税制改正については、９つの
事項を５年間の延長・拡充を求めたのでありますが、
航空機燃料税の３年以外は２年延長という結果とな

り、観光地形成促進地域制度については、県が拡充を
求めた対象施設は認められず、我が県連が要望したス
ケート場、ボウリング場は認められております。沖縄
関係の税制改正については、これまでの歴代知事は、
このような情報に接せば緩急を置かず党本部に直談判
できる信頼関係が築かれていたのでありますが、翁長
知事には国との対立しかなく、むざむざ自民党税調か
ら財務省への格下げを許したものであり、信頼関係の
なさが露呈された結果であります。このことは、今回
だけに限らず、次の延長要請の際にも影響するもので
あり、沖縄経済にとって大きな禍根を残した責任は大
きいものがあると考えます。
以上の観点から、翁長革新県政に質問を行います。
(1)、県経済の自立に向けて。
ア、米軍基地が市街地を分断する形で存在している
ことから、計画的な都市づくり等に支障があったのは
事実であるが、知事の言う、基地の存在が県経済の最
大の阻害要因であるとはいえ、復帰後、３次30年の
沖縄振興開発計画、民間主導の自立型経済の構築を目
指した沖縄振興計画もその阻害要因の範疇に入るとの
前提で発言しているのか伺いたい。
イ、沖縄関連の平成29年度税制改正について、県
が延長・拡大を要請した９つの税制は、２年から３年
の延長で決着した。関係団体からは落胆の声が聞かれ
るが、なぜこのような結果になったか。また、今後の
対応について伺いたい。
ウ、９つの税制のうち、２年の延長となった地域・
特区制度について、今後の制度の活用でどのような影
響が出ると考えているか。また、県としての今後の対
応を伺いたい。
エ、県産酒類に係る酒税軽減措置は２年延長となっ
た。1972年、５年の適用措置として導入されて以
来、これまで計８回、５年延長されてきた。なぜ、こ
れまで５年延長が認められながら今回２年となったの
か伺いたい。
オ、復帰後大量につくられた県の公共施設の老朽化
が進んでいる中、県は、全体の老朽化状況を調査して
いるが、その概要と今後施設の維持をどのように図っ
ていくのか伺いたい。
カ、県の試算によれば、今後とも老朽化した施設
の維持を図るには、50年で約３兆9000億円、年間で
776億円が必要となるというが、国の振興策等の支援
がなくとも県の自主財源で負担が可能であるか伺い
たい。
キ、大型ＭＩＣＥ施設等整備については、一括交付
金の活用を前提としているようだが、用地購入費に
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充てることを内閣府が難色を示しているなど、委託
事業者公募でも一括交付金が交付されない場合は契
約を締結しないなど、先行きが不透明となっている。
県は、国と施設整備予算の確保の約束はできている
か伺いたい。
件名(2)、平成29年度沖縄振興予算について。
ア、平成29年度沖縄振興予算は3150億円で決着し
たが、この結果について、県の予算要請のあり方を含
め、知事の感想を伺いたい。
イ、2017年度県予算は、前年度より減額となるよ
うだが、予算編成に当たって、2017年の県経済の動
向をどのように分析し、予算案に反映させたか伺い
たい。
ウ、沖縄振興一括交付金は、255億円減額され
1358億円となった。減額されたソフト交付金及び
ハード交付金の使途で、どの事業に影響が出たか伺い
たい。
エ、沖縄振興特別推進交付金（ソフト）の配分につ
いて、県と市町村の配分はどのようになされたか、市
町村は昨年度より減額となると事業に大きな影響が出
るとしているが、県の見解を伺いたい。
大項目２、県内産業の振興について。
中小零細企業が多くを占める本県産業において、雇
用効果の大きい中堅製造業の立地は大きな願望であり
ます。県は、21世紀ビジョン基本計画で2021年まで
に臨空・臨港型産業として、新規立地として260社の
企業立地を目標に掲げているようでありますが、現状
は厳しいようであり、立地を希望する企業等のニーズ
の的確な把握や優遇制度等の弾力的な運用など、戦略
的な取り組みが求められます。そのため、販売市場の
開拓・確保に必要なイベントの開催、プロモーション
の促進など、本県ならではの戦略性が求められると考
えます。　
ここで質問をいたします。
(1)、県経済の持続的発展を図る上で、企業誘致を
促進するほか、県内企業の高度化や活性化を図ること
が重要であるが、小規模零細企業が多くを占める県内
企業について、具体的にどのように取り組み、どのよ
うな効果を上げているか伺いたい。
(2)、産業競争力強化法に基づく本県における活用
状況はどうか。また、経済景況が好転している中、さ
らなる活用を促進することが必要ではないか、県の取
り組みを伺います。
(3)、泡盛の出荷量が減少を続けているが、泡盛企
業の大半が零細企業のようである。これらの企業の自
助努力には限界があり、業界の協業化や組織拡大を図

ることについて、行政、業界が一体となった取り組み
が必要ではないか。県の考えを伺いたい。
(4)、大企業を中心に違法残業が問題となっている
が、本県においても人手不足もあり、違法残業の実態
が指摘されている。現状を伺いたい。
(5)、琉球料理と泡盛のユネスコ無形文化遺産登録
について、取り組みの現状等を伺いたい。
(6)、地方創生は本格的な事業展開の段階を迎えて
いるが、地方版総合戦略に基づいて、各地方の自主
的・主体的かつ先導的な事業支援として、平成29年
度は地方創生推進交付金として1000億円措置をされ
ている。本県においても活用すべきと考えるが、県の
方針を伺います。
３、観光振興について。
2016年の入域観光客総数は過去最高を更新し、年
度目標である840万人達成も確実としております。本
県観光は、1972年度観光客数56万人、観光収入324
億円から始まり、2003年度には500万人台に達し、
特に2011年度の553万人から2015年度の794万人
と、４年で200万人超の増加はまさに驚異的であり、
今後、このような伸びを維持するための取り組みが重
要であります。
そこでお伺いいたします。
(1)、観光振興基本計画は、計画期間10年で展開す
る諸施策に関し、観光収入、入域観光客総数など５項
目について達成目標を掲げている。後期５年目に入
り、前期５年の目標値達成の進捗状況を伺いたい。
(2)、観光振興基本計画は、圏域別の施策展開も掲
げ、推進の基本方向も示している。期間５年目に入
り、それぞれの圏域の特性に沿ってどのような施策を
展開し、どのような成果を上げているか伺いたい。
(3)、観光収入については、2010年度4025億円、
観光客数571万人、2011年度3783億円、観光客数
553万人で推移していたが、2015年度は観光収入
6022億円余、観光客数794万人と、ここ三、四年で
急速、飛躍的に伸びている。その要因、背景と今後５
年間における伸び率等をどう分析し予測しているか伺
いたい。
(4)、観光を県経済の柱とする本県において、観光
客の増加に伴い宿泊料金の上昇が問題となっている
が、ホテル等宿泊業者の経営の安定と観光客の沖縄
離れを防ぐ上で、どのような方策が考えられるか伺
いたい。
(5)、全国的にクルーズ船の寄港が大幅にふえてお
り、国は、クルーズ寄港拠点に本部港と平良港を選ん
だ。大型船の寄港に対応した岸壁や旅客ターミナルの
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整備について伺いたい。
(6)、県が設けた沖縄特例通訳案内士制度につい
て、2021年度で終了するようだが、現在までの資格
取得状況と無期限資格取得を進める対策について伺
いたい。
(7)、県観光コンベンションビューローが、那覇空
港の国内線・国際線ビルに設置されている観光案内所
の運営を撤退するとしているが、沖縄観光の推進役を
担うビューローが、採算の問題で撤退することに関係
者は動揺している。県の対応を伺います。
４、陸上交通網の整備について。
本県は、沖縄戦で県営の鉄道は破壊され、27年間
に及ぶ米国統治下で、他県では実施された鉄道は復帰
後においてもその恩恵を受けることはなかったのであ
り、国による支援が不可欠であります。しかし、現状
の翁長知事のかたくなな国との対決姿勢の中、国の十
分な支援が得られるか疑問で心配であります。導入に
当たっては､ インフラ整備費に関しては全額公共負担
が可能な新たな補助制度の創設と経営安定化基金の創
設など、特例的な制度の導入が絶対に必要であること
を翁長県政は認識することが必要であると考えます。
そこでお伺いします。
(1)、鉄軌道導入は、陸上交通網の整備だけでなく、
それぞれの駅周辺地域のまちづくりと連動した周辺地
域の活性化につながることが必要であるが、検討委員
会でどのような議論がなされているか伺いたい。
(2)、鉄軌道のルート案が追加されたことにより、
作業のおくれが生じたようだが、ルート案検討の現状
について伺いたい。
(3)、技術検討委員会では、鉄軌道の走行する地域
や場所によっては、地下トンネルの取り入れも検討さ
れているようだが、地下トンネルとなる場所、高架橋
にした場合との比較で、建設期間、費用についてどの
ような差が出るか伺いたい。
(4)、国は、平成29年度沖縄振興予算で一括交付金
などが削減された。厳しい国の姿勢にあって、鉄軌道
導入に関する国の財源支援に懸念はないか伺いたい。
(5)、国は、沖縄の新たな交通環境創造会議を県内
那覇市で開催した。平成28年11月には、沖縄の道路
渋滞対策と新たな交通環境を考える有識者懇談会で、
ハード整備、ソフト対策、県民意識まで踏み込んだ提
言も行っている。この取り組みについて県の対応を伺
いたい。
５、雇用失業問題について。
昨今の経済の回復は県経済にも波及し、2016年平
均の完全失業率は4.4％と1993年以来の改善で、有効

求人倍率は１倍超えが続き、また、ことしの３月に卒
業予定者の高校・大学生の就職内定率は過去最高を記
録するなど、まさに好調そのものであります。しか
し、その一方で本県の雇用情勢は、確かに量的な面で
は大きく改善されていますが、雇用のミスマッチが構
造的な問題になりつつあり、質的な面への改善が大き
な課題となっております。
そこでお伺いします。
(1)、県内の有効求人倍率は１倍を超え、完全失業
率は４％台と好調に推移し、2017年３月卒業予定者
の新規高卒・大卒者の就職内定率も増加している。そ
の要因と今後の見通しについて伺いたい。
(2)、本県は、中小零細企業が多く、今後とも好調
さを維持していくためには、県内企業の底上げを図
り、規模拡大による労働生産性の向上が必要と考える
が、県の具体的な取り組みを伺いたい。
(3)、経済の好調さに伴い雇用環境も改善されつつ
あるが、職種によっては人手不足が顕著になっている
ことから、外国人材の活用も検討されている。外国人
留学生の就業の問題が表面化している中、外国人材の
活用に関し県の基本方針を伺いたい。
(4)、県は、雇用のミスマッチについて、若年者へ
のキャリア教育やジョブトレーニング事業などを実施
し、早期離職防止につなげるとしているが、高校・大
学において実施する教育、事業の内容が重要である。
具体的に何をどのような内容で実施するか。また、雇
用の質的な面をどのように改善していくか伺いたい。
６、県警関係について。
2016年の県内における交通人身事故は5491件で、
そのうち酒気帯び運転の検挙件数は、前年度で224件
上回る1856件で、全国最多となったようであります。
2009年10月に県飲酒運転根絶条例を制定・施行し、
官民一体となって根絶に向けて取り組みを進めてきた
のでありますが、しかし、条例が施行されて８年、飲
酒運転は一向に減らず、依然全国ワーストを続けてお
り、飲酒絡みの事故も全国最多のままであります。
そこでお伺いします。
(1)、2016年に起きた交通人身事故のうち、飲酒絡
み事故が27年連続で全国ワースト、酒気帯び運転検
挙件数についても全国最多となっている。県警におけ
る取り締まり対策と関係機関等による防止対策につい
て伺いたい。
(2)、地域パトロールを担う沖縄シーサー警ら隊が
活動を開始しているが、パトロール活動の主な狙い、
活動範囲、編成人数等について伺いたい。
(3)、急増する覚醒剤密輸に関し、外国クルーズ船
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を使った覚醒剤密輸など、沖縄が違法薬物の中継基地
として使われているようだが、実態と水際防止対策に
ついて伺いたい。
(4)、高齢運転者による事故が多発し、人身事故な
ど大きな被害に発展している事例がふえているようだ
が、本県における状況と高齢運転者に対する指導はど
のように行われているかお伺いいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　新垣新議員の代表質問にお答
えをいたします。
私のほうからは、大きな１番目の沖縄振興策の推進
についてに関する御質問の中の、平成29年度沖縄振
興予算についてお答えをいたします。
沖縄県では、内閣府の概算要求が前年度予算から減
額となったことを踏まえ、昨年９月以降、内閣府沖縄
担当大臣、菅官房長官、国政与党など関係要路に対し
て、丁寧に県の考え方をお伝えし、理解と協力が得ら
れるよう取り組んできたところであります。総額とし
ては概算要求の満額に届きませんでしたが、厳しい国
家財政状況の中、一括交付金については配慮がなされ
たことに加え、離島地域の活性化、産業イノベーショ
ンの創出、交通渋滞の解消に向けた新規事業が計上さ
れたところであります。
沖縄県としましては、沖縄振興予算のさらなる効果
的な活用を図るため、執行体制を強化し、沖縄の振興
に取り組んでまいります。
次に、大きな３の観光振興についてに関する御質問
の中の、前期５年の目標の達成状況についてお答えを
いたします。
各目標値の達成状況については、平成27年度の実
績で、観光収入は目標値１兆円に対して6022億円、
観光客１人当たりの県内消費額は目標値10万円に対
して７万5881円、平均滞在日数は目標値５日に対し
て3.85日、人泊数は目標値4027万人泊に対して2259
万人泊、入域観光客数は目標値1000万人に対して
794万人となっております。
以上のことから、入域観光客数は順調に推移してい
るものの、観光収入の目標達成に向けた１人当たり県
内消費額の増加や平均滞在日数の延伸などについてさ
らなる取り組みが必要と考えております。
次に、大きな５番目の雇用失業問題についてに関す
る御質問の中の、有効求人倍率が１倍を超えるなど好
調の要因と今後の見通しについてお答えをいたします。
沖縄県では、みんなでグッジョブ運動を推進すると
ともに、産業振興や企業誘致に取り組んだ結果、有効

求人倍率が１倍を超えるなど、雇用の拡大につながっ
たと考えております。
今後の見通しについて、沖縄総合事務局によると、
県内経済は人口増加や観光需要に牽引され、昨年と同
様に好調な１年と予想しているところであります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　沖縄振興策の推進につい
ての中の、沖縄振興計画等も経済の阻害要因であるか
についてお答えいたします。
沖縄振興は、沖縄が戦後26年余りにわたり我が国
の施政権の外にあった歴史的事情、広大な海域に多数
の離島が存在し本土から遠隔にある地理的事情等の特
殊事情に鑑み、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄振
興開発計画等により、総合的かつ計画的に講じられて
きたものであります。一方、沖縄の米軍基地は、特
に、人口が集中する中南部都市圏において、市町村面
積の大半を占めるなど、計画的な都市づくりや交通体
系の整備、産業基盤の整備などの経済活動の制約と
なっていることから、県経済の最大の阻害要因である
と考えております。
沖縄振興を推進することと、米軍基地が県経済発展
の阻害要因となっていることを主張することは、矛盾
するものではないと考えております。
次に、税制改正と今後の対応についてお答えいたし
ます。１の(1)イと１の(1)ウは関連しますので一括し
てお答えいたします。
９つの沖縄振興関連税制については、去る12月に
閣議決定された税制改正大綱において、２年ないし３
年の延長が認められたところです。国においては、延
長の期限等の原則を定めた租税特別措置の見直しに関
する基本方針等に基づき、期限を設定したものであり
ますが、それぞれ必要な制度として延長が認められた
ものと考えております。
今後は、業界団体、国及び市町村と連携し、制度の
有効活用を促進し、沖縄の振興・発展を図り、経済成
長を確かなものとしていきたいと考えております。
次に、沖縄振興特別推進交付金の県と市町村の配
分、市町村事業への影響についてお答えいたします。
平成29年度沖縄振興特別推進交付金に係る県と市
町村の配分は、知事と全市町村長で構成する沖縄振興
会議において、県と市町村間を５対３の割合で配分し
た上で、県から市町村へ10億円を追加配分すること
で市町村の合意を得て決定しました。その結果、総額
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688億円について、県が420億円、市町村が268億円
となったところです。
沖縄県としましては、事業立案の前倒しの促進や過
不足調査による予算の再配分など、効果的かつ効率的
な事業執行により、最大限の効果が発揮できるよう市
町村を支援してまいりたいと考えております。
次に、県内産業の振興についての中の、地方創生推
進交付金の活用についてお答えいたします。
国は、地方創生の推進に向けた地方公共団体の自主
的・主体的な取り組みに対して、地方創生推進交付金
により支援を行うこととしております。県では、同交
付金を活用し、情報通信関連産業の高度化・多様化を
推進するための取り組みや、県産水産物の海外向け市
場拡大に向けたマーケティング戦略の構築、熱帯果樹
や花卉等の園芸品目の高付加価値化及び低コスト化、
観光客の満足度向上や滞在日数の増加に向けた広域型
周遊ルートの創出などに取り組むこととしております。
次に、陸上交通網の整備についての中の、駅周辺地
域のまちづくりについてお答えいたします。
県は、概略的な検討を行う構想段階として、鉄軌道
の計画案づくりに取り組んでおります。鉄軌道の導入
において、利用者の利便性向上や需要確保等の観点か
ら、交通結節点の整備や商業・業務施設の立地促進な
ど駅周辺のまちづくりは重要であると考えておりま
す。このため、専門家による委員会においては、他県
の事例を参考に、魅力的な駅づくりや駅周辺の商業等
の活性化などについてもあわせて検討を行っていると
ころであります。
次に、鉄軌道ルート案の検討状況についてお答えい
たします。
鉄軌道の計画案づくりは、５つのステップで段階的
に進めているところであり、現在は、複数のルート案
について比較評価を行うステップ４の段階となってお
りますが、ルート案が追加されたことや評価項目が多
岐にわたることから、検討作業に時間を要していると
ころであります。
計画案については、早期の策定に向け取り組みを進
める必要がありますが、構想段階の次の計画段階へ速
やかに移行させるためにも、県民等と情報共有を図り
ながら慎重かつ丁寧に進めることが重要と考えており
ます。
次に、鉄軌道の建設期間、費用等についてお答えい
たします。
鉄軌道の整備に要する費用は、一般的に高架橋より
地下トンネルが高くなりますが、都市部において用地
補償費が多額になる場合は、高架橋の方が高くなるこ

とがあります。現在取り組んでいる鉄軌道計画案づく
りは、構想段階として概略的検討を行う段階であるこ
とから、建設期間及び工事費等は、最近整備された鉄
道事業の施工実績等をもとに算定することとしており
ます。各ルートの建設期間及び概算事業費について
は、今後開催される専門家で構成する委員会で検討す
ることとしております。
次に、鉄軌道導入に関する国の支援についてお答え
いたします。
沖縄振興特別措置法においては、「国及び地方公共
団体は、沖縄における新たな鉄道、軌道その他の公共
交通機関に関し、その整備の在り方についての調査及
び検討を行うよう努めるものとする」とされておりま
す。また、国の沖縄振興基本方針においては、「その
結果を踏まえて一定の方向を取りまとめ、所要の措置
を講ずる」こととされております。
沖縄県においては、鉄軌道の構想段階における計画
案の早期策定に向け取り組みを進め、策定した計画案
をもとに、全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制
度の創設について国に求めてまいります。
沖縄の新たな交通環境創造会議の取り組みについて
お答えいたします。
県はこれまで、国、県、市町村等、関係機関で構成
する沖縄県公共交通活性化推進協議会やＴＤＭ施策推
進アクションプログラム検討委員会を設置し、道路
ネットワーク整備等のハード施策や公共交通システム
の再編・活性化、公共交通の使いやすさの向上等のソ
フト施策などの渋滞対策に取り組んでまいりました。
今般、国においては、沖縄県における深刻な交通渋滞
を受け、有識者懇談会を設置し、渋滞対策や公共交通
機関の利用促進に関する提言書を取りまとめました。
これらの取り組みを継続的に推進するため、国、県、
市町村、民間企業代表者等で構成する沖縄の新たな交
通環境創造会議が設置されております。
県は、引き続き同会議のメンバーとして、関係機
関と連携し、交通渋滞緩和に向けて取り組んでまい
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　沖縄振興策の推進
についての、酒税軽減措置が２年となった要因につい
てにお答えいたします。
本軽減措置の延長につきましては、国の租税特別措
置の見直しに関する基本方針等にある厳格な絞り込み
を前提に期限を付して存続を検討すること、検証に当
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たっては、存続期間が比較的長期にわたっている措置
等については、特に厳格に判断することに基づいて、
国において２年の延長が認められたものです。
次に、県内企業に対する取り組みと効果について。
沖縄県では、関係団体や各地域からの提言等を反映
した中小企業支援計画を毎年度策定しております。こ
れまで同計画を着実に実施することにより、中小企業
の経営革新や創業の促進、経営基盤の強化、資金調達
の円滑化などの施策が総合的に推進され、中小企業の
振興が図られていると考えております。
沖縄県としましては、引き続き関係機関と連携を
密にしながら、中小企業支援等に取り組み、県内中
小企業のさらなる振興を図ってまいりたいと考えて
おります。
同じく産業競争力強化法に基づく制度等の活用促進
の取り組みについてにお答えいたします。
現在、県では国と連携して、産業競争力強化法に基
づく市町村の創業支援事業計画の策定を促進している
ところであります。同計画については、全国平均で約
70％の市町村が認定を受けているのに対し、県内は
約32％にとどまっており、特に町村の認定が進んで
いない状況にあります。
同計画を策定し国の認定を受けることによって、当
該市町村の創業者が各種支援措置を受けられる制度と
なっていることから、県としましては、引き続き国と
連携しながら、活用促進に取り組んでまいりたいと考
えております。
同じく泡盛業界の協業化や組織拡大についてにお答
えします。
泡盛製造業は沖縄を代表する地場産業であり、離島
を含めた県内各地域に所在し、地域経済の安定や雇用
の受け皿になっているなど重要な産業であります。沖
縄県では、泡盛業界が取り組むプロモーション支援等
を行うとともに、泡盛業界においては、沖縄を代表す
る泡盛カクテル58ＫＡＣＨＡ−ＳＥＡ（ゴーヤーカ
チャーシー）のレシピ開発など、各酒造所が協業して
取り組んでいるところです。
沖縄県としましては、業界が一体となった取り組み
を支援することにより、沖縄県酒造組合の組織強化に
つながるものと考えております。
同じく県内産業振興についての、違法残業の現状に
ついてにお答えいたします。
平成27年に沖縄労働局管内の労働基準監督署が定
期監督を実施した1069事業場で、時間外労働の協定
がないまたは協定で定めた限度時間を超えて時間外労
働を行っている等の違反が22％、時間外労働等に対

する割り増し賃金を支払っていない等の違反が19％
であったとのことです。
沖縄県では、労働関係法令の周知・啓発を行うセミ
ナーを開催するとともに、沖縄県女性就業・労働相談
センターにおいて労働相談を行っており、長時間労働
等の法令違反の疑いがある相談事例については、労働
基準監督署を紹介するなど、連携を図っております。
続きまして、雇用失業問題についての、労働生産性
の向上に係る県の具体的取り組みについてにお答えい
たします。
労働生産性の向上を図るためには、経営者において
は設備投資や業務の効率化、人材の育成・能力向上、
また労働者においても、みずからスキルアップに努め
る必要があると考えております。
県としましては、高付加価値製品開発や設備投資に
対する助成制度のほか、在職者に対する職業訓練や専
門家派遣による雇用管理の改善等の支援を行っている
ところであります。また、昨年２月に設置した沖縄県
働き方改革等検討会議において、労働生産性の向上と
労働者の処遇改善を図る好循環を実現する方策につい
て意見交換を行っているところでございます。
同じく雇用失業問題についての、外国人材の活用に
関する県の基本方針についてにお答えいたします。
本県の産業振興を図る上で、高度な技術や知識が求
められる分野や外国語のスキルを求められる分野等に
おいて、外国人材を活用することは有効であると考え
ております。一方で、本県の雇用情勢は改善傾向にあ
るものの、１人当たり県民所得や非正規雇用率が全国
ワーストであるなど、いまだ多くの課題を抱えている
ことから、外国人材の活用については、産業分野や職
種ごとに効果や課題を整理し、慎重に検討していく必
要があると考えております。
同じく雇用失業問題についての、早期離職防止のた
めの高校・大学における取り組み等についてにお答え
いたします。
新規学卒者を初め若年者の早期離職防止のために
は、職業観の醸成や就業意識の向上を図るキャリア教
育の推進が重要であると考えております。このため、
教育庁や大学等と連携しながら、高校生や大学生等を
対象とした県内外でのインターンシップや企業理解を
促すための各種セミナーを実施しているほか、各大学
に専任コーディネーターを配置して個別の就職相談な
どを行っております。また、雇用の質の改善につきま
しては、経済団体に対して要請を行うなど、引き続き
沖縄労働局などと連携しながら取り組んでいきたいと
考えております。
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以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　沖縄振興策の推進につい
ての御質問の中で、公共施設の老朽化状況調査の概要
及び今後の維持管理についてお答えをいたします。
平成28年12月に策定した沖縄県公共施設等総合管
理計画の現況調査では、平成27年度末時点における
築後30年以上の公共建築物は全体の約31％となって
おります。また、道路、港湾等のインフラ施設は、
20年後に、全体の約半数以上が建設後50年を経過す
る状況となっております。
今後は、計画的な更新や長寿命化、施設配置の最適
化により財政負担の軽減・平準化を図るなど、長期的
視点に立った公共施設等マネジメントの全庁的な取り
組みを推進してまいります。
次に、今後の老朽化施設維持のための財源について
お答えをいたします。
今後の維持管理に当たっては、施設規模、配置、機
能等の適正化に取り組むとともに、計画的な維持管理
と長寿命化を推進し、中長期的なコストの縮減及び財
政負担の平準化を図ることとしております。また、そ
の財源については、国庫補助金や地方債のメニュー等
に照らし、県の財政運営上、最も有利な財源から優先
的に活用していきたいと考えております。
次に、当初予算への経済動向の反映についてお答え
いたします。
本県の経済状況は、主要な指標が好調に推移してい
ることから、景気が拡大しているものと判断してお
り、これは、沖縄振興交付金を活用した県の諸施策も
寄与しているものと認識しております。
県としましては、好況が続く経済をより高い次元に
進化させるため、沖縄振興交付金等を効果的に活用
し、沖縄21世紀ビジョン基本計画で掲げた諸施策の
着実な推進を図る基本的考え方を踏まえ、予算編成を
行ったところであります。具体的には、アジア経済戦
略構想の実現、子供の貧困対策の推進に係る取り組み
の強化に加えて、福祉、保健医療、教育などの分野に
おいて、新規または施策の拡充等に必要な予算を計上
したところであります。
次に、一括交付金の減による影響についてお答えを
いたします。
平成29年度当初予算の編成に当たりましては、一
括交付金事業の進捗状況や予算の執行実績が、より的
確に予算に反映されるよう編成方法の見直しを図りま
した。予算総額は減となりましたが、予算の実効性と

効率性を高める観点から、事業の必要性や優先度を勘
案し、スケジュールを調整するなどして予算を編成し
たところであります。
今後ともさらなる執行率の改善に努め、沖縄21世
紀ビジョン基本計画の推進に影響が生じないよう取り
組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄振興策
の推進についての御質問の中の、大型ＭＩＣＥ施設整
備予算確保についてお答えいたします。
大型ＭＩＣＥ施設については、沖縄振興特別推進交
付金を活用して整備することとしており、用地取得や
施設整備について国と協議を重ねているところであり
ます。
県としましては、ことし４月に大型ＭＩＣＥ施設整
備に係る事業者の選定を行うこととしており、施設整
備の基本設計や実施設計など、段階に応じた予算の確
保ができるよう、事業の必要性や当該交付金の活用等
について国の理解を得ていきたいと考えております。
次に、県内産業の振興についての御質問の中の、琉
球料理等のユネスコ無形文化遺産登録についてお答え
いたします。
琉球料理を基盤とした食文化は、将来にわたって保
存、普及、継承されるべき大切なものであると考えて
おります。このため、県では、今年度沖縄の伝統的な
食文化の普及推進計画を策定し、県民が食文化の価値
を再認識し継承していく機運の醸成等に取り組んでい
くこととしております。一方、民間主導で酒造関係者
や琉球料理専門家等で構成する世界遺産登録推進委員
会が設立され、登録に向け、シンポジウムの開催や基
金の設置等を行っております。
県としましては、関係部局及び関係機関等と連携
し、ユネスコ無形文化遺産登録に向けて取り組んでま
いります。
次に、観光振興についての御質問の中の、圏域別の
施策展開と成果についてお答えいたします。
県においては、圏域別の取り組みとして、北部圏域
では、ヤンバルの自然環境を生かしたエコツーリズム
の推進、中部圏域では、西海岸地域に集積するリゾー
トホテルやコンベンション施設等を生かしたコンベン
ションリゾート等の推進、南部圏域では、那覇市を中
心とする都市機能と周辺離島の魅力を生かした多様な
ツーリズムの推進に取り組んでおります。また、宮古
圏域では、平坦な地形と恵まれた自然環境を生かした
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スポーツツーリズムやダイビングの推進、八重山圏域
では、石垣島を起点として西表島、竹富島など周辺離
島を生かした周遊観光や体験型観光の推進等に取り組
んでおります。
その結果、沖縄県全体はもとより、宮古、八重山の
圏域においても、観光客数は着実に増加しております。
次に、観光収入の増加要因と今後の分析予測につい
てお答えいたします。
県の観光収入が大幅に増加した要因は、消費単価の
高い外国人観光客を含む入域観光客数の大幅な増加に
加えて、それに伴う宿泊単価の上昇、リゾートウエ
ディングやリゾートダイビングなどの付加価値の高い
魅力ある観光商品の開発支援等を行ったことによるも
のと考えております。
県では、現在、第５次沖縄県観光振興基本計画の見
直しに取り組んでおり、平成33年度の新たな目標フ
レームとして、クルーズ客の増加見込み等を踏まえ、
入域観光客数を1000万人から1200万人とし、さらな
る消費額の増加に取り組むことにより、観光収入を
１兆円から1.1兆円とする案を沖縄県観光審議会へ諮
問しているところであります。
次に、宿泊行政の経営の安定等についてお答えいた
します。
宿泊料金については、ホテル等のグレードやタイプ
及び集客する顧客層を念頭に設定されているほか、オ
ン・オフシーズンや予約状況により変動するものと考
えております。
県としては、適正な宿泊単価を設定しつつ、満足度
の向上による安定的な観光客の確保と経営の安定が実
現されることが望ましいと認識しております。そのた
め、県においては、官民連携による誘客プロモーショ
ンに積極的に取り組むほか、ホテル等に対して経営力
強化のためのアドバイザー派遣や管理者層向けのマネ
ジメント研修、従業員向けのスキルアップ研修などを
実施しております。
次に、沖縄特例通訳案内士についてお答えいたし
ます。
県では、増加する外国人観光客に対応できる人材を
育成・確保するため、全国的な制度で無期限の資格で
ある通訳案内士や地域限定通訳案内士の試験を実施す
るほか、平成24年度から平成33年度までの沖縄独自
の制度である沖縄特例通訳案内士の育成研修事業を実
施しており、平成29年１月末現在の登録者数は341
名となっております。沖縄特例通訳案内士は時限的な
資格であることから、無期限の資格である通訳案内士
や地域限定通訳案内士の取得を促す対策の一つとし

て、特例通訳案内士のスキルアップの支援を検討して
いきたいと考えております。
次に、那覇空港観光案内所についてお答えいたし
ます。
那覇空港観光案内所においては、増加する国内外観
光客からの観光情報の問い合わせに加えて、旅行商品
や宿泊予約の要望がふえる等ニーズが多様化しており
ます。また、県では第５次沖縄県観光振興基本計画
で、観光案内所に旅行商品や宿泊の予約販売の機能を
付加することについて検討することとしております。
これらを踏まえて、県と沖縄観光コンベンション
ビューローで、那覇空港観光案内所のあり方について
協議した結果、平成29年４月より県が案内所の運営
主体となり、観光案内業務に加えて旅行業者を活用し
た旅行商品等の予約販売機能を付加する実証事業を行
うこととしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　観光振興についての
御質問の中の、本部港と平良港のクルーズ岸壁等の整
備計画についての御質問にお答えいたします。
県は、本部港において、官民連携による国際クルー
ズ拠点の形成に向け、今年度から大型クルーズ船に対
応した岸壁の実施設計に着手したところであり、平成
32年の供用を目指し、整備を進めていく予定であり
ます。また、ＣＩＱ機能等を備えた旅客ターミナルに
ついては、クルーズ船社において岸壁の供用にあわせ
て整備する予定となっております。平良港において
も、同様に、平成32年の供用を目指し、官民連携し
て必要な岸壁や旅客ターミナルの整備を進めていく予
定とのことであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。

〔警察本部長　池田克史君登壇〕
○警察本部長（池田克史君）　県警察に関する御質問
の中で、飲酒運転の取り締まり対策及び関係機関等と
の飲酒運転根絶対策についてお答えいたします。
平成28年中、県内の飲酒絡み人身事故の発生は
109件で、全ての人身事故に占める構成率は1.99％と
なり、昨年11月末現在までの確定数を踏まえますと
27年連続で全国ワーストワンとなる見込みでありま
す。また、飲酒絡み死亡事故の発生は13件でありま
して、全ての死亡事故に占める構成率は34.2％とな
り、こちらも４年連続で全国ワーストワンとなる見込
みであります。さらに、飲酒運転の検挙件数は1856
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件で、前年に続き全国最多となるなど、県内の飲酒運
転情勢は依然として厳しい状況にあります。
こうした中、県警察では、取り締まり対策として、
飲酒運転が絡む交通事故の発生時間や路線等を分析
し、夜間や早朝における警察官を大量動員しての一斉
検問、盛り場を包囲した取り締まり及び抜け道におけ
る検問などを強化しております。また、関係機関等に
よる飲酒運転防止対策として、沖縄県交通安全推進協
議会において昨年９月に制定された、飲酒運転根絶ロ
ゴマークなどを活用し、県、市町村、事業所等と連携
した広報啓発を展開しているほか、飲酒運転による交
通事故の関係者やアルコールの専門知識を有する医師
を飲酒運転根絶アドバイザーに委嘱した上で、学校や
事業所等で、飲酒運転による事故の悲惨さやその代償
について、年齢職種に応じた交通安全教育を実施する
など、飲酒運転根絶に向けた県民の意識高揚を図るた
めのさまざまな取り組みを推進しているところであり
ます。
県警察といたしましては、引き続き飲酒運転取り締
まりを強力に推進するとともに、県、市町村、関係機
関・団体等と一層連携し、飲酒運転のない安全・安心
な沖縄県を実現するため、県民の皆様と一体となって
取り組んでまいる所存であります。
次に、沖縄シーサー警ら隊の活動等についてお答え
いたします。
昨年４月のうるま市における米軍関係者による事件
の発生に伴い、政府の沖縄県における犯罪抑止対策推
進チームが対策を取りまとめ、これを受け、沖縄県議
会11月定例会において、沖縄県警察職員の定員に関
する条例の一部を改正する条例が可決・施行されるな
どして、沖縄県警察の警察官100人が増員されるとと
もに、パトカー 20台の増強等がなされました。増員
された警察官100人については、本年１月18日より、
その要員全てが警察本部の自動車警ら隊及び県下10
警察署の地域課自動車警ら係に配置され、米軍構成員
等による犯罪を含め、県内で発生する事件・事故への
初動対応及びパトロールなどの地域警察活動に従事し
ております。実際、配置された100人の警察官が車上
狙いや薬物事犯を検挙するなど、既に成果が上がり始
めているところであります。
なお、今回の100人増員を機に、車両によるパト
ロールなどの自動車警ら業務に従事する全ての警察官
について、他県からの出向者であるか否かを問わず、
沖縄シーサー警ら隊員と名づけた上で、県民の安全・
安心をさらに確保するために、県内全域における地域
警察活動を強化しているところであります。

次に、平成28年中の覚醒剤密輸事犯の実態と水際
対策の取り組みについてお答えいたします。
県内の平成28年中の薬物事犯の検挙人員は175人
で、うち覚醒剤事犯の検挙人員は75人、約43％と
なっております。このうち覚醒剤の密輸事犯の検挙
は、平成27年にはありませんでしたが、昨年、平成
28年中は14人となっており、75人に占める割合は
19％となっております。覚醒剤の密輸事犯の増加が
顕著となっているところであります。
本県は覚醒剤等違法薬物の仕出し国と目される中
国、台湾など東南アジア諸国と近距離にあるほか、大
型クルーズ船寄港により来沖する外国人観光客等が急
増している中で、12月には台湾人によるクルーズ船
を利用した約17キロの覚醒剤密輸事件、５月にはヨッ
トを利用した台湾人船長らによる約600キロの覚醒剤
輸入未遂事件などが検挙されるなど、今後も、覚醒剤
の密輸入が懸念されるところであります。
こうした現状を踏まえ、県警察としましては、覚醒
剤の密輸事犯によって県内に覚醒剤が拡散し県民生活
が脅かされることのないよう、沖縄地区税関、第11
管区海上保安本部及び沖縄麻薬取締支所などの関係機
関と緊密に連携した水際対策を強力に推進していると
ころであります。
次に、高齢者による交通事故の現状と防止策につい
てお答えいたします。
75歳以上の高齢運転者を第１当事者とする人身事
故につきましては、平成26年中の発生が295件、27
年中は272件、28年中は284件発生しております。
70歳以上の高齢運転者には、加齢に伴う身体機能の
変化を認識していただくため、免許更新時に実車講習
を中心とした体験型の高齢者講習が義務づけされ、
75歳以上の高齢者にあっては、認知機能検査も義務
づけられております。
そのため、県警察においては、県の医師会と連携の
もと、県内認知症を取り扱う医療機関に対して、運転
に支障がある病気等に関する的確な通報についての協
力要請を行うなど、緊密な連携を図っているところで
あります。また、高齢運転者の交通事故防止を図るた
め、例えば、高齢運転者を対象としたドライビングス
クールの開催、ドライブシミュレーターの活用などの
体験・実践型の交通安全教育を強化するとともに、運
転免許証の自主返納をしやすくするため、免許証返納
時に取得できる運転経歴証明書を提示することにより
受けられる優遇措置の拡大などを推進し、高齢運転者
の交通事故防止に取り組んでまいる所存であります。
以上でございます。
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○議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〔新垣　新君登壇〕

○新垣　　新君　県警関係について、まず再質問を行
います。
この県警関係の(1)なんですが、今状況等、数値等
の説明がありました。
この問題において、子供たちも必ず成人していきま
す。小・中・高の子供たちに対して、教育の一環とし
てしっかり、飲んだら乗るな、飲むなら乗るなと、家
庭の中でも父ちゃん、母ちゃんにも言ってくれない
か、おじいちゃん、おばあちゃんにもと。そういった
運動等の広報周知活動をぜひ推進していただきたいん
ですけれども、その件について再答弁をお願いいたし
ます。
続きまして、ちょっと休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時42分休憩
　　午後５時42分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○新垣　　新君　続きまして、先ほど沖縄振興策の推
進について、基地は阻害要因であるとの答弁をいただ
きました。
たしか知事は、「反骨」という本の中で県議時代から
リンク論の形で大田元知事を非常に追及していました。
リンク論というのも議事録でも認められております。
そこで伺います。
この振興策がなかった場合、補助等が本土並みに
なった場合、どうやって沖縄の経済、財政、市町村、
やっていけるのかと。財政破綻になりませんかという
のが１点目。市町村の財政苦しみませんかと。私は、
しっかりと知事の県議時代の議事録を見ましたが、非
常にリンク論というニュアンスでしっかり言っていま
すので、そこを改めて検証として再質問を述べており
ます。まずこれ１点目です。
２点目に伺いますが、去年の秋ごろ、概算要求時に
知事が予算を減額されたにもかかわらず、満足発言と
いう中で、市町村会議の中で市町村から非常に、何と
いうんですか、厳しい声が上がっていました。その中
で、今同意を得たと、たしかこの市町村会議の中で、
一括交付金の割り振りの中で、５対３対２の中で合意
を得たと言っておりますが、非常に市町村長からは悲
鳴ですよ。その中で、私も、もう一点、去年の９月、
11月でも、平成28年度並みに予算を守ってください
と多くの議員も質問しています。非常にこの問題で、
市町村の悲鳴という問題になぜ配慮ができなかったの
か。県が削らなければよかったんですよ、まずは市町

村を守ってあげないといけないんですよ。その配慮が
なかったのかということを、ぜひ、知事がこの問題に
答えていただきたいが２点目。
次に、この影響の問題、先ほど影響がないように
やっていくという中で、再度答弁を求めるんですね。
今、私は建設業界の関係者ともいろいろやりとりし
てきました。やはり建設業界も経営が非常に厳しい会
社もたくさんあるんです。公共事業を当てにしている
会社も結構いるんですね、実は。その中で、ことしの
建設業界の失業者が出ないのかという懸念の中で建設
業界の経営の打撃が始まりませんかというのが１点目。
この２点目に、市町村はやっぱり地域経済ですか
ら、公共事業等がなくなると飲食店やタクシー、６
次産業まで経済の負の遺産、負のスパイラルがこれ
から始まっていくんじゃないかと、経済への打撃、
県政不況のこれは始まりがことし2017年じゃないか
という懸念をどう思うか、影響と懸念をですね。こ
れが再質問。
続いて、国が進めてきた振興策の推進について、国
が進めてきた45年の振興策は、基地があるから阻害
要因だったのかと、先ほどの問題になりますけれど
も、要因だったと認めております。
知事にもう一点お聞きしたいんですけれども、那覇
市長４期目ぐらいですかね、沖縄は基地がなくても十
分やっていけるとマスコミ報道等やあちらこちらの会
合や大会等で述べているが、元自民党の幹事長時代の
発言と現在の整合性を多くの県民がわからない。経済
の方々がわからないと。その問題において、根拠を申
し上げていただけますか。５％収入という形ですか、
基地交付金。その問題を知事、答えてください。
２点目に、米軍基地を抱える市町村の予算及び経済
等との整合性の見解を求めます。
次に、知事、那覇市長時代に――記憶の範囲で構い
ません、一括交付金は要らないと発言したことはあり
ますか、那覇市長４期目。
そして、これを答えていただきたいということ、
基地がなくてもやっていける発言を述べていた那覇
市長時代、その根拠も教えてください。本土並みの
補助等になったらどうなるかと。この理想論と現実
というものの検証を、ぜひ、知事述べていただきた
いと思います。
休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時47分休憩
　　午後５時48分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。



− 65−

○新垣　　新君　続きまして、コンベンションビュー
ローの件で質問します。
今びっくりしたんです。コンベンションビューロー
の観光案内所の件ですけれども、これ理事会に諮られ
ていないらしいんですね、コンベンションビューロー
内で、寝耳に水と。非常に大きな動揺が湧いている問
題でまず１点目、どう思いますかと。
観光案内所の経営を撤退する理由は何か、もう一度
また。コンベンションビューロー地域計画との整合性
から逸脱していないか。本来のビューローが担う役割
は何か。
次、なぜ理事会等で諮らないままに観光案内所委託
の話が出るのか。余りにも乱暴ではないのか。この責
任は一体誰がとるのか。
続いて、コンベンションビューローの理事会の議事
録を提出していただけますか。前田部長も理事会の委
員でありますので、ぜひこれ提出できますよね、伺い
ます。
重ねて、コンベンションビューローの再委託先、企
業リスト名簿も提出していただけますか。これも答弁
求めます。
もう一点、理事会も諮られていないままに観光業界
関係者から観光案内委託は、唐突であり乱暴との声
や、大きな利害や利権が絡んでないかとの大きな懸念
をどのように受けとめますか、伺います。
また、県は沖縄コンベンションビューローに対し
て、指導、助言、監督はどのようにこの問題において
やっていますか。賛助会員、一般会員もあると思いま
す。どういう形で指導、助言、監督を行っていますか。
同時にもう一点最後に、現在働いている職員の声は
どうなっているのか、公正・公平・中立、健全に、ど
う検討しているのかお聞かせください。
そして、もう一点、県内産業の振興についての(5)、
今回、政務活動費を活用して、計算書、内閣府、地方
創生、しっかり勉強し、意見交換していただきました。
アベノミクスの一環である地方創生交付金1000億
円の予算の活用を市町村に促して指導していただきた
いのですが、その意欲はありますか、伺います。
県の事業等に活用できるメリットはあると先ほど答
弁いただきましたが、ぜひこれを市町村にまで拡大を
広げて、指導を行っていただきたいということを答弁
を求めます。
続いて、再質問、知事、鶴保大臣とお会いしたとき
に、沖縄の新たな交通環境創造会議と新たな交通環境
を考える有識者会議の中身を県民に対して、周知及び
意識を促進していくべき立場と考えますが、知事の見

解を求めます。
もう一点、県は渋滞解消を国と一体として進める姿
勢は評価しますが、沖縄全体の渋滞における経済損失
の額は一体幾らになっているのか、お聞かせください。
以上で、１回目の再質問を終わります。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時52分休憩
　　午後５時59分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
翁長知事。
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　新垣新議員の再質問にお答え
をいたします。
やはり多岐にわたっておりますから、前後関係とか
ちょっと変わるかもしれませんけれども、まず、知事
としてあるいは市長としてしか答えられないほうを私
が答えて、それ以外は各部局長から答えさせていただ
きたいと思います。
まず、これも一番最後のほうの質問だったんです
が、那覇市長時代に一括交付金は要らないという話を
したという話でありますが、私が那覇市長のときに
ちょうど一括交付金という制度が入ってまいりまし
て、一番不安に思ったのは町村、市町村みんな大体不
安には思っていましたが、町村は特に反対で、高率補
助のほうが安定していると。こんなわけのわからんよ
うな一括交付金などというものをやると町村はどうな
るんだという話が圧倒的で、私は市長会の会長でした
から各圏域も含めて、それから町村会とも話をして、
もちろん仲井眞県政とそれから川上企画部長と話をし
ながらこの一括交付金の重要性を話して、せっかくこ
ういう制度があるんだからみんなで努力して生かして
いこうよという形で、自負というか、私、自分のこと
を言うのも何ですが、この件に関してはまとめ上げた
中心でありました。むしろ町村のほうは、高率補助の
ほうが今までのとおり安定していいのではないかとい
うようなことで、大変な不安を持っておりましたの
で、これは私は相当議論をして、ある意味では市町村
が心を一つにしてやれるように努力をしましたので、
これはよろしくお願いしたいと思います。
それから、27年間の米軍統治時代と復帰後という
ようなことで、新議員の場合には、若いですから米軍
統治時代は当然わからないわけで、今数字的にいう
と、もう御承知かと思いますけれども、基地関連収入
というのは、終戦直後というか、それからの五、六年
は50％、何もないところですから、ほとんどの人が
基地で働いてそういった形での基地経済というのは
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あったと思います。私自身も中学時代ブラスバンド
やっていましたけれども、楽器などもなかなか学校で
買えませんから、嘉手納の基地の中でコンクールに出
て３位だったらクラリネットとか２位になったらトロ
ンボーンとか、こういうのを基地からもらって大変喜
んでおりました。そういう27年間の状況がございま
す。なおかつ、私が幼稚園ぐらいまでは――１年生か
な、Ｂ円軍票それからドル時代になりまして、これも
いい意味では、高い価値を持った金をもらったもの
で、輸入品をどんどんどんどん買える、つまり沖縄の
持っているドルのほうが大きい、強いですからね。逆
に言うと、製造業が成り立たなかった。沖縄でつくっ
たものは高くしか出せないものだから、製造業が27
年間でなかなか伸びなかったという、こういったこと
等もありますので、27年間とその復帰後というよう
なものを比べるというのはなかなか難しいんですが、
日本政府からのアメリカの了解によって補助が入った
のが1963年ですから、そこから金額は調べたらわか
ると思いますので、徐々に徐々に復帰に向かって上
がっていったというような形になります。
それから、私が那覇市長時代、基地がなくてもでき
るんだという話をしたのは、これは先ほどうちの担当
部長から話があったとおり、沖縄振興というのは、基
地で潤っているということではなくて、これまでの特
殊事情といういわゆる26年余りその施政権下にあっ
た歴史的な事実とか、広大な海域に多数の離島が存在
して本土から遠いところだという特殊事情に鑑みて、
沖縄特別措置法に基づいてやられているので、その意
味では、基地経済でということはもちろんじわりじわ
り少なくはなっていってもまだあったんですが、沖縄
振興という意味からすると、この沖縄振興開発特別措
置法ですか、この辺を中心としてそういった目的が書
かれてあっての振興策であったということを御理解い
ただきたいと思います。
それから、那覇市長時代、基地がなくてもというの
と、それから十分にやっていけるというのと、幹事長
時代、大田県政を非難したじゃないかという話があり
ます。大田県政ももう既に二十二、三年前に終わった
んですか、正確じゃないんですが、21年ほど前です
か、あのころ幹事長もさせてもらいまして、ただ21
年という年月は、ソビエト連邦が崩壊したころ、ある
いはまた今の中国がとんでもない、経済的にこんな大
国になるなどということは考えられないころ、いろん
なそういった時代の中で、沖縄も大変厳しい環境に
あった状況です。今は御承知のとおり、失業率、有効
求人倍率、観光がどうだ、ＩＴがどうだ、物流がどう

だ、アジアとの交流がどうだ、ダイナミズムを取り入
れるということになってきていますので、今言う終戦
直後は50％、復帰時は15％、今は５％ぐらいですよ
ね、基地関連収入は。それからいうと那覇新都心とか
北谷のハンビーとかライカムとか、返されたところが
あれだけ発展しているところを見ると、今は内外から
沖縄には投資をしよう投資をしようとして来ているん
ですが、基地があるからなかなかできないというのも
ございます。ですから、こういったこと等は20年前
とはまた違う話でありまして、そういったこと等を踏
まえた上で、私もこういう立場に立っているわけであ
りますけれども、やはり政治はそういう中で、説明責
任を負いながら変わっていくことも大切ではないかな
というような意味で、直接的なお答えになっているか
どうかわかりませんが、とりあえず知事、市長として
のものは私が答えさせていただいて、残りのものは部
局長から答えさせていただきますので、よろしくお願
いいたします。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。

〔警察本部長　池田克史君登壇〕
○警察本部長（池田克史君）　小・中・高等学校で
しっかり飲酒運転根絶教育をすべきではないかという
御質問がありましたのでお答えいたします。
まず高校生に対しましては、既にやっておりまし
て、例えば昨年でいいますと、高校47校に対して55
回、延べ約３万1000人の生徒に対して交通安全教
育、飲酒運転根絶教育をやっているところでありま
す。小学校、中学校となりますと、特に小学生の場合
は、自分で飲酒運転をしないというよりは、親に対し
てしっかりお父さん、お母さん、飲酒運転をしないで
くれということの働きかけをしております。飲酒運転
で検挙された者の７割が20代、30代、40代で、つま
り小学生、幼稚園の子供がいる年代であります。小学
生に関しましては、教育庁と連携をいたしまして、小
学生から親とか祖父母に対するいわゆるレター作戦で
すね、飲酒運転をしないでほしいと、飲酒運転したら
こんなになるとか、自分は悲しいとか、そのようなこ
とのレターを手紙を送りまして、それを受けた保護者
による飲酒運転根絶の宣言書を作成してもらうなどそ
れぞれの市町村、小学校によってさまざまな取り組み
をやっているところであります。
あと、中学生また小学生に関しましては、飲酒運転
だけに限らず、生活安全部門において、非行の観点か
ら飲酒における害とか、やっぱり二十になってから
じゃないと飲んじゃいけないとそのような教育をやっ
ているところと聞いております。
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ただいずれにしましても、引き続き教育庁、市町村
の教育委員会とさらに連携してさまざまな飲酒運転根
絶の教育について検討してまいりたいと思っている所
存であります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　まず、一括交付金の影響
についてお答えいたします。
一括交付金が予算削減されたことによる影響を最小
限にとどめるために、市町村に施策を推進する上で影
響が出ないよう、主体的に事業の優先順位を決めるな
ど、企画・立案を促進しているところであります。
県としては、事業の立案の前倒しの促進等、さらに
市町村間の過不足度調整を密にするという形で、予算
の執行率を上げる。再配分して執行率を上げ、その効
果的・効率的な事業執行に努めることによって、影響
が出ないよう市町村を支援してまいりたいと考えてお
ります。
それから、地方創生推進交付金、これにつきまして
は、現在でも地域・離島課等に窓口を置きまして、市
町村等からの相談に応じながら進めているところであ
りまして、今後とも積極的に進めていきたいと考えて
おります。若干、市町村からは今般補助率が下がった
ことによって、使い勝手の話とかありますが、有効な
財源でもありますので、進めていきたいと考えており
ます。
それから、もう一点、新たな交通環境創造会議の県
民への周知等については、これまでも総合事務局、あ
るいは県、市町村等々、渋滞対策等に取り組んでまい
りました。ただ、今般、大臣がこの渋滞を見て、真剣
に取り組む必要があるということで、こういう創造会
議、有識者会議を開催して提言を受けた後、また続け
て取り組むためにこういう創造会議を設置しておりま
すので、県もこれまでの取り組み同様、一緒になって
取り組んでまいりたいと考えております。
ちなみに、この渋滞に基づく経済損失、これは国交
省の平成18年度のデータしかありませんが、県全体、
沖縄の県全体では年間1800億円という数字が公表さ
れております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　再質問にお答えをいたし
ます。
私のほうからは、概算要求時の知事コメントに対す

る市町村長の不満といいますか、いろいろとあったと
いうことでございます。これにつきまして、知事コメ
ントでありますけれども、平成29年度の沖縄振興予
算の概算要求について、厳しい財政状況の中、3000
億円台を確保いただいたということで一定の評価とい
うことでしたと。そしてただ一括交付金については、
不用や繰り越し等の課題が指摘された経緯も踏まえ、
これまでの改善に取り組んできたところであるという
ようなコメントをしております。
ただ、この概算要求の減額の理由につきましては、
納得しがたい点もあるということで、これは、私を含
め関係部署で内閣府に対して、算定方法に疑義がある
ということで申し入れをしたということでございます。
それから、もろもろ県経済への影響等が出てきてい
るんじゃないかというような御質問があったかと思う
んですが、これにつきましては、先ほど答弁した内容
で、本県の現在の経済状況の認識を先ほど申し上げま
したように、この主要な指標が好調に推移していると
いうことで、景気が拡大しているものと判断しており
まして、これも沖縄振興交付金を活用した県の施策も
寄与しているという認識でございます。
ただ、今回、予算の総額減額になったということ
で、予算の編成に当たりまして、やはり実効性・効率
性を高めるということで、事業の必要性やあるいは優
先度を勘案してスケジュール等も調整しながら、工夫
しながら、今回、予算を計上したということで、県と
してはやはり引き続き好況が続く経済に影響がないよ
うに、しっかりと21世紀ビジョン基本計画に掲げた
諸施策を着実に推進してまいりたいということでござ
います。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　再質問にお
答えいたします。
まず、那覇空港観光案内所の件について、ビュー
ローで案内所から撤退ということであれば、これは理
事会事項ではないかという趣旨の御質問だと受けとめ
ました。
ビューローのほうでは、理事会事項というのは、予
算案とか事業計画等々が理事会事項になっておるわけ
でございますが、ビューローのほうで法律相談をした
上で、この辺については理事会事項としてではなく
て、理事会で報告する事項という形で足りるというふ
うな解釈といいますか、そういった見解を得ていると
いうことでございますので、３月の理事会で報告され
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るものと考えております。
○議長（新里米吉君）　もうちょっと大きな声で……
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　聞こえませ
んでしたか、もう一回やりますか。（発言する者あり）　
いいですか、済みません。
次に、撤退ということなんですが、先ほど答弁をさ
せていただきましたとおり、那覇空港案内所において
は、観光客が増加する中で観光情報の問い合わせにと
どまらず、旅行商品とか宿泊の予約、特に外国人観光
客の場合ですと、現地に来て情報収集しながら、いろ
いろ一定程度の長期滞在の中で行動していくという中
で、やはり空港の案内所でそういった予約等ができな
いかという要望等もかなり強い部分もあるようでござ
います。そういったことも、県のほうで踏まえた上
で、かつ第５次観光振興基本計画の中でも観光案内所
にそういった予約販売の機能を付加することについて
検討ということがございましたので、ビューローとそ
ういった要望がある中でどういった対応ができるか
と、観光案内所のあり方について協議をした結果、こ
ういった予約販売の機能については、他県などでもそ
ういった事例もあると。じゃ実際にそれが事業ベース
として成り立つかどうかということについて、次年
度、県で実証事業として行うということで、そういっ
た調整を行って今回予算計上しておるところでござい
ます。
次に、議事録につきましては、これはどの会の議事
録のことを指しておられるのかというのがあります
が、基本的にビューローの理事会は、公開でされてお
ります。ですから、ビューローのほうで議事録につい
て公表できるかということについては、我々のほうか
ら問い合わせをしていきたいと考えております。
次に、再委託のリストについても、ビューローのほ
うで100万以上の再委託については、既にホームペー
ジで公表しております。また、その財源が一括交付
金である場合には、一括交付金の評価シートの中で
も資金の流れという形で再委託先については公表さ
れておりますが、議員からの要望にあわせて再委託
先のリストについては提供させていただきたいと考
えております。
続いて、観光案内所がそういった形で委託されるこ
とについて、他の事業者からの懸念ということがある
というふうなお話がございましたが、委託条件の中
で、基本的に特定企業の商品を優先的に取り扱うこと
なく、公平中立な立場で観光商品等を取り扱うことと
いうふうにうたった上で、取り扱う商品については県
と事前に協議するようにという形のことをつけ加えて

おります。また、委託条件の中で、観光庁が定めます
外国人観光案内所認定制度というのがございますが、
その中のカテゴリーツーを８月までに取得することと
いうこと、そういったことを条件に付していますが、
そのカテゴリーツーの中でも、認定基準の中で公平中
立な観光案内を行うことというのがございますので、
そういった意味では、外部的なところからのチェック
も入るということで、公平性については担保されるの
ではないかと考えております。
続いて、ビューローへの指導でございますが、
ビューローは県の外郭団体の指導監督要領の対象と
なっている団体でございますので、例えば県のほうに
一定の事項については、県へ事前協議または報告を求
めることになっています。協議を要する事項として
は、定款、寄附行為などの変更とか、給与規定、職員
の採用等、報告事項としては予算の編成、事業計画の
樹立等ございますので、これに基づいて協議報告を求
める一方、例えば県が委託した事業については、先ほ
どの再委託も含めて事業執行については県の職員が実
際調整会議に入りながら、その指導等を行っていると
いう形で引き続き適切に対応していきたいと考えてお
ります。
次に、現在の従業員の今後という話だったと思いま
すが、これについては、プロパー職員１名を含む13
名が観光案内所に勤務しておりますが、今ビューロー
のほうでそれぞれに就職先の相談を受けておるようで
ございます。具体的には、観光関連事業者などからこ
の間の観光案内業務の経験を生かして、実際に採用し
たい旨のお話などもあるようですので、しっかりそう
いったところでフォローしながらやっていきたいとい
うことでございます。
以上でございます。
○新垣　　新君　休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後６時20分休憩
　　午後６時22分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
企画部長。
〔企画部長　下地明和君登壇〕

○企画部長（下地明和君）　再質問にお答えいたします。
先ほど、最初に答弁申し上げましたように、今回、
減額されたことに伴い、全市町村長と知事で構成する
沖縄振興会議において、それぞれの配分を合意したと
ころでありまして、それはこの答弁で述べたつもりで
ございます。
以上です。
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○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕

○土木建築部長（宮城　理君）　公共事業への影響と
懸念についての再質問にお答えいたします。
議員御指摘のように、公共事業関係予算の総額は減
額となっておりますが、事業の優先度あるいは重点配
分等を行って、その上で、発注に際してはスケジュー
ルを調整し、発注時期の平準化、こういったものを
行って執行率の向上、あるいは繰越額の縮減というも
のにつなげていきたいというふうに考えています。
建設業界への影響を最小限にとどめるようしっかり
取り組んでいきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣　新君。

〔新垣　新君登壇〕
○新垣　　新君　先ほど土木建築部長の答弁の中で、
本当にこの建設業界の倒産がことしは必ず出ると。関
係者からの意見交換で、特に市町村がこれだけ削られ
ると業界の経営難、失業者が出ると。そういった懸
念、問題がありますので、ぜひ、それに対策できるよ
うに準備もしておいてください。失業者を出さないよ
うに、我が党も頑張っていきます。ぜひ、お互い協力
していきましょう。
続きまして、ＭＩＣＥの問題でございます。
ＭＩＣＥの問題ですけれども、土地の確保はどう
なっていますか。箱物のＤＢＯ事業者の問題におい
て、ＭＩＣＥ、これ、国との協議はどうなっています
かということで、答弁を求めます。（発言する者あり）
ちょっと休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後６時25分休憩
　　午後６時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。

○新垣　　新君　済みません。
ＭＩＣＥの問題なんですけれども、この問題、許し
てください。１回だけで。（発言する者あり）　この問
題において、建設に向けて我が党は必要な施設と強く
感じています。この問題において再質問します。
知事、知事も、内閣府、その担当部に要請活動を
行ってほしいという形で……、では、再質問だめとい
うんだったら、要望で終わりましょうね。
そういう形で、要請してほしいと。今回の予算等に
おいても、知事、知事のトップセールスが弱かったな
と。安慶田副知事、浦崎さんの名前ばかり先行して、
知事の名前が先行していないんですね。ぜひ、来年度
知事が先頭に立って関係部局、課長級まで知事を先頭
にやってください。頑張ってください。
次ですね、このＭＩＣＥの問題なんですけれども、

（発言する者あり）　これ、要望ですよ、あくまでも。
国と協議中と、理解を得られるという形で言っている
ものですから、本当にこれ、国とうまくいっているの
かなと、何でこんなに引っ張っているのかなと思って
ですね。ぜひ、部長、この問題においてやっぱり何ら
かの何かないのかなと、県の説明不足があるかなと
思って、きれいな丁重な説明をお願いし、予算の獲得
に頑張っていただきたいと要望を申し上げまして、私
の代表質問を終わらせていただきます。
以上です。
○議長（新里米吉君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
本日の日程はこれで全部終了いたしました。
次会は、明23日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午後６時28分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年２月 23日（木曜日）午前 10時１分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

議　　事　　日　　程　第３号
平成29年２月23日（木曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

———————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
———————————————————————————————————————

出　席　議　員（48名）

·———————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君

23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
26· 番 　山　内　末　子　さん
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君

知 事 　翁　長　雄　志　君　
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君　
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君　
総 務 部 長 　金　城　　　武　君　

企 画 部 長 　下　地　明　和　君　
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君　
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君　
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———————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

———————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
経済労働委員長から、昨日の委員会において委員長
に瑞慶覧功君を互選したとの報告がありました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１　代表質問を行います。
質問の通告がありますので、順次発言を許します。
照屋大河君。
〔照屋大河君登壇〕

○照屋　大河君　おはようございます。
会派社民・社大・結連合、照屋大河です。
通告に従い、代表質問を行います。
まず、大きい１番目、知事の政治姿勢と県政運営に
ついて。
(1)、平成29年度予算編成について。
ア、翁長知事就任から２年余りが経過いたしまし
た。さきの知事選挙に掲げた公約の進捗状況について
伺います。
イ、所信表明において、知事就任後３年連続で「辺
野古に新基地はつくらせないということを引き続き県
政運営の柱に」と表明し、「沖縄県のさらなる飛躍と
県民福祉の向上に向け、全力で県政運営に取り組み、
「誇りある豊かさ」を実現」するとありますが、平成
29年度予算編成の特徴について伺います。
ウ、ことし４月予定の沖縄21世紀ビジョン基本計
画改定に向け、県は各圏域での意見交換を終了させた
ようであります。浮かび上がった課題と改定作業の進
捗状況について伺います。
エ、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画を着実に推

進するとありますが、関連予算及び施策等について伺
います。
オ、一括交付金減額の影響と予算の執行率改善に向
けた取り組みについて伺います。
カ、去る２月６日、県と東海岸地域サンライズ推進
協議会でつくる大型ＭＩＣＥエリア振興に関する協議
会の初会合が開かれたようであります。マリンタウン
ＭＩＣＥエリアまちづくりビジョン策定を受け、東海
岸地域の活性化に向けたプロジェクトが具体的に動き
出しましたが、同協議会の役割と今後のスケジュール
について伺います。
キ、世界大会の開催を視野に入れた新規事業、沖縄
県空手振興事業の内容と予算について伺います。
(2)、前副知事の辞任について。
教育庁の調査では足りないとの指摘も出ています。
県として、さらなる調査に踏み込む考えはあるか伺い
ます。
この件で、多くの県民を失望させたことは否定しよ
うがありません。信頼回復につながる具体的な再発防
止策が求められるが、検討状況について伺います。
大きい２番、日米安保体制に係る諸問題について。
(1)、去る２月９日の全国知事会米軍基地負担に関
する研究会において、政策研究大学院大学の道下徳
成教授が講演し、「全体的な日本の安全保障環境から
すると、今の沖縄の状況は厳しい、米軍の撤退とい
うのは難しいのではないか」との説明があったよう
であります。報道によると、知事は「便利屋として
の沖縄を日本の安全保障のベースにしているのでは
ないか」と疑問を呈し、全国知事会長の山田啓二京

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君
主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君

保健医療部長 　砂　川　　　靖　君　
農林水産部長 　島　尻　勝　広　君　
商工労働部長 　屋比久　盛　敏　君　
文 化 観 光
スポーツ部長 　前　田　光　幸　君　

土木建築部長 　宮　城　　　理　君　
企 業 局 長 　町　田　　　優　君　
病院事業局長 　伊　江　朝　次　君　
会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
知 事 公 室
秘書広報統括監 　大　城　壮　彦　君　

総 務 部
財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君　

教 育 長 　平　敷　昭　人　君　
公 安 委 員 会
委 員 長 　金　城　棟　啓　君

警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君　
労 働 委 員 会
事 務 局 長 　大　城　玲　子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 　親　川　達　男　君　

代表監査委員 　當　間　秀　史　君
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都府知事らからも「日米間でこれまで協議したこと
があるのか」などと声が上がったということですが、
具体的にどのようなやりとりがあったのか、状況を
説明してください。
この研究会を沖縄で開催させる取り組みはできない
か伺います。
沖縄の基地の現状を知らしめるため、全国へ発信す
る取り組みを強化すべきではないか伺います。
(2)、女性強姦殺人事件の被告人である元米兵軍属
の認識について。
昨年４月にうるま市で発生した女性強姦殺人事件に
関し、被告人の元米兵軍属が犯行について、事件が起
きたあの場所に、あのとき居合わせた彼女（被害女
性）が悪かったとの認識を弁護士を通じて示している
ことが、米軍準機関紙星条旗の報道によって明らかに
なりました。
被害女性に責任を転嫁するような暴言は絶対に許せ
ません。知事の受けとめについて伺います。
イ、星条旗が報じるところによると、被告人は、逮
捕されることについては全く心配していなかったとし
て、日本の法制度では強姦が親告罪であること、被害
者による通報率が低いことも認識した上で、犯行に及
んだことがうかがえます。米軍人・軍属に対する当局
の教育が犯罪を助長したとも受け取れるような発言だ
が、知事の受けとめについて伺います。
星条旗による報道は、亡くなった被害女性への報道
機関によるセカンドレイプであります。県として、米
軍当局に抗議すべきではないか伺います。
(3)、相次ぐ米軍絡みの事件・事故について。
ことしに入って、津堅島沖での事前通告なしのパラ
シュート降下訓練、伊計島への米軍ヘリ不時着、海兵
隊員子息による強盗事件など、うるま市における米軍
絡みの事件・事故が頻発しています。緩み切った米軍
の態度に市民は怒り心頭であります。県の対応強化が
急がれるところだが、取り組みについて伺います。
イ、米軍基地に起因する事件・事故は依然として県
民に大きな不安を与えています。県は米軍機による事
故等が発生した際の政府の対応に県の考えを反映させ
る新たな仕組みを構築すると、所信表明の中にもあり
ましたが、その内容について伺います。
イ、海軍駐機場の移転は、騒音や排ガスなどの異臭
による周辺住民の負担軽減を目的に、1995年のＳＡ
ＣＯ最終報告、騒音軽減イニシアチブの実施に盛り込
まれたものであります。今回の外来機による旧海軍駐
機場使用は、明らかにＳＡＣＯ合意違反だと考える
が、県の見解について伺います。

ことし３月まで再延長された沖縄防衛局による嘉手
納基地周辺の騒音コンター見直し作業の進捗状況につ
いて、県はいかなる報告を受けているのか伺います。
エ、沖縄防衛局は、見直し作業延長の理由として、
外来機の飛来など嘉手納基地の特殊事情を挙げていま
す。これら外来機の中に岩国基地に新たに配備された
Ｆ35は含まれるか、Ｆ35の県内への訓練飛来に対す
る県の受けとめとあわせて伺います。また、Ｆ35が
発生させる爆音は、ＦＡ18やＡＶ８Ｂハリアーと比
べてうるさいと認識しているのか、県の見解について
伺います。
オ、嘉手納爆音対米訴訟で、那覇地裁は一度の弁論
も開かず、原告側住民の訴えを門前払いで却下しまし
た。米軍は裁判権を免除されるとした上で、国内法を
遵守する義務はあるが、それを裁判で強制できないと
する判決は、司法による住民切り捨てであり、主権放
棄に等しいが、那覇地裁判決に対する県の受けとめに
ついて伺います。
大きい３番、観光行政について。
(1)、クルーズ船について。
国土交通省は、官民連携による国際クルーズ船拠点
港として本部、平良の県内２港を含む６港を選定いた
しました。翁長県政の経済政策の柱である県アジア経
済戦略構想を推進させるもので大いに歓迎したい。
選定を受け、どれほどの経済波及効果が期待できる
のか県の試算について伺います。どのような試算をし
ているのかについて伺います。
イ、大型クルーズ船に対応する岸壁、待合所や観光
案内所、ＣＩＱ機能を持つ旅客施設整備など官民一体
で取り組むべき課題が山積するが、今後のスケジュー
ルについて伺います。
交通政策について。
１月30日から、東京23区などを営業地域とするタ
クシーの初乗り運賃が引き下げられ、ほとんどの会
社で「２キロ730円」だったものが「およそ１キロで
410円」となりました。ちょい乗りタクシー導入を受
け、利用者・ドライバー双方からさまざまな声が上
がっているが、中型車の初乗り運賃が「1750メート
ルまで510円」の沖縄本島では、ちょい乗りタクシー
を導入した場合の需要をどう考えるか、県の見解につ
いて伺います。
主として観光客のレンタカー利用者とレンタカー会
社との間に仲介事業者が入る形で、利用者（観光客）
と登録者（運転手）が直接契約を結ぶ委嘱ドライバー
制度について、タクシー業界などから道路運送法に抵
触する事実上の白タク行為との声が上がっているが、
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県として実態を把握しているのか伺います。
ウ、那覇―中部間の基幹バス導入の実現について伺
います。
エ、那覇―与那原間のＬＲＴ導入の調査費を計上す
べきではないか伺います。
４番、福祉・保健行政について。
(1)、国保改革について。
ア、国民健康保険（国保）の運営主体が平成30年
度に市町村から都道府県に移されるが、県財政への影
響についてどのように試算しているか伺います。
改革は、より財政規模の大きい都道府県への移管に
よるスケールメリットを生かしたものとされている
が、市町村の財政運営はどれほど好転する見込みかに
ついて伺います。
改革によって、各市町村がこれまで一般会計から補
塡するなどして積み上げられてきた赤字が解消される
わけではありません。また、沖縄戦の影響で前期高齢
者の加入率が低く、この年齢層に比重を置いて算定さ
れる交付金が全国平均に比べて低い構造も変わりませ
ん。赤字解消には、別枠での国の支援、沖縄の特殊事
情へのさらなる配慮が欠かせないが、制度改正の見込
みはあるか、国との折衝状況について伺います。
(2)、介護保険について。
政府は、介護保険関連法改正案を閣議決定し、国
会に提出しました。年収が比較的多い高齢者の介護
サービス利用時の自己負担割合を２割から３割に引
き上げるほか、40歳から60歳が支払う保険料の計算
方式を変更し、大企業などの負担もふやす内容となっ
ています。
ア、介護保険制度の持続性確保を理由に、高齢者と
現役世代の双方に痛みを求めるものであるとの批判も
あるが、法案の内容に対する県の受けとめについて伺
います。
40歳から60歳が支払う保険料では、大企業社員や
公務員は負担がふえ、中小企業社員などは負担が減る
ことになる。原案のまま成立し施行された場合、県民
生活にどのような影響が出ると考えられるか伺います。
(3)、沖縄戦孤児の身元判明事業について。
沖縄戦遺骨収集ボランティア・ガマフヤーの具志堅
隆松代表らが、沖縄戦身元不明孤児の肉親捜しにＤＮ
Ａ鑑定を活用し、事業化するよう求めている。
沖縄戦で身元不明となった孤児の人数、そのうち存
命の方の人数及び平均年齢について伺います。
イ、厚生労働省にかけ合うなど、事業化を検討する
考えはあるか、県の見解について伺います。
教育行政について。

(1)、中学生暴行動画いじめ問題について。
ア、当該自治体の教育委員会の説明が定まらず、対
応におくれが生じるなど危機管理上の問題を指摘する
声が上がっているが、県としてどのような報告を受け
ているか伺います。
同様の事例が県内で確認されていないか。県とし
て各市町村に聞き取り調査を行ったのかについて伺
います。
本件を通じて、ネットモラルや人権の問題が改めて
浮き彫りになりました。指導体制の構築が急がれる
が、取り組みについて伺います。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時17分休憩
　　午前10時17分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○照屋　大河君　済みません。
嘉手納基地の爆音問題について。
ア、去る２月７日から10日にかけて、米本国から
飛来したＫＣ135空中給油機やＦ22戦闘機、Ｃ146Ａ
特殊任務機などの米空軍機が、嘉手納基地の旧海軍駐
機場を使用したことに対する県の受けとめと対応につ
いて伺います。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　照屋大河議員の代表質問にお
答えをいたします。
私のほうから、大きい１番目の、知事の政治姿勢と
県政運営についてに関する御質問の中の、公約の進捗
状況についてお答えをいたします。
私は、知事就任以来、経済発展、生活充実、平和創
造の３つの視点から、公約の着実な実現に向けて取り
組み、そのほとんどに着手し、推進しているところで
あります。
経済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想の
推進計画を策定し、観光・リゾート産業や情報通信関
連産業などのリーディング産業の拡充強化を図るとと
もに、国際物流拠点の形成に取り組んでおります。
生活充実については、沖縄県子どもの貧困対策推進
基金を設置するとともに、沖縄子どもの未来県民会議
を立ち上げ、県民運動として子供の貧困問題の解消に
向けて取り組んでおります。また、子供の学力向上や
空手発祥の地・沖縄の世界への発信、離島地域の活性
化などにも積極的に取り組んでおります。こうした取
り組みにより、入域観光客数は４年連続で過去最高を
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更新し、観光・リゾート産業の関連産業を含めた経済
波及効果は１兆円を超えました。情報通信関連産業の
生産額は4000億円を突破するなど、県経済は好調に
推移しております。また、年平均の完全失業率は平成
27年が5.1％、平成28年が4.4％と改善し、有効求人
倍率も復帰後初めて１倍を上回ったほか、小中学校の
学力テストにおける全国平均との差など、改善の傾向
が顕著な指標も出てきており、県政運営の成果は着実
に上がりつつあります。
平和創造については、辺野古新基地建設に反対し、
普天間飛行場の県外移設及び早期返還、危険性の除去
に全力で取り組んでおります。日本の安全保障につい
ては日本国民全体で考えるべきとの沖縄県の主張に対
し、国内外における理解が広がりつつあり、全国知事
会においても、米軍基地負担に関する研究会が設置さ
れたところであります。今後とも、引き続き日米両政
府に対し、普天間飛行場の県外移設などを粘り強く働
きかけてまいります。
次に、大きな１の沖縄県空手振興事業についてお答
えをいたします。
沖縄県では、沖縄空手を保存・継承・発展させるた
め、その将来像を描く空手振興ビジョン（仮称）の策
定に取り組むこととしております。また、空手発祥の
地・沖縄を国内外に発信する沖縄空手会館を拠点に、
世界の空手愛好家の受け入れ体制の強化と交流拡大を
図ってまいります。さらに、平成30年８月に、世界
中の空手愛好家の交流の場として、第１回沖縄空手国
際大会を開催し、今日まで受け継がれてきた沖縄空手
のわざや精神性の保存・継承を図ることとしておりま
す。これらの事業に係る平成29年度の予算として、
約２億4700万円を計上しております。
次に、大きな２番目の日米安保体制に係る諸問題に
ついてに関する御質問の中の、全国知事会米軍基地負
担に関する研究会の状況についてお答えをいたします。
講師として招かれた政策研究大学院大学の道下教授
からは、最近の北朝鮮や中国の状況を踏まえ、在沖米
軍の重要性について言及がありました。それに対し、
私は、日本の安全保障は日本国民全体で考えるべきで
あり、米軍基地の負担は日本全体で担うべきであると
の意見を述べました。道下教授からは、基地の負担や
コスト、必要な能力などの安全保障問題に対して国民
の議論が不足していることや、今後、中国の軍事力増
強により、在沖米軍の脆弱性が高まる可能性について
指摘がございました。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。·

○議長（新里米吉君）　総務部長。
〔総務部長　金城　武君登壇〕

○総務部長（金城　武君）　知事の政治姿勢と県政運
営についての御質問の中で、平成29年度当初予算の
特徴についてお答えをいたします。
平成29年度予算は、沖縄振興交付金等の効果的な
活用により、沖縄21世紀ビジョン基本計画で掲げた
諸施策の着実な推進を図る基本的考え方を踏まえて編
成いたしました。主な施策を申し上げますと、まず、
アジア経済戦略構想の実現に向け、那覇港の総合物流
センター整備を推進し、国際交流・物流機能の強化を
図るとともに、県産品の海外市場を拡大するための予
算を計上しております。このほか、大型ＭＩＣＥ施設
の整備とあわせて、ＭＩＣＥ誘致と受け入れ環境整備
に必要な予算を計上したところであります。また、子
供の貧困対策の推進については、生活支援、教育支
援、つながる仕組みの構築などの観点から、施策・予
算の充実を図ったところであります。さらに、少人数
学級の拡大や離島患者の支援など、福祉、保健医療、
教育などの分野を中心に、新規または施策の拡充等に
必要な予算を計上したところであります。
次に、一括交付金の減と執行率の改善についてお答
えをいたします。
平成29年度当初予算の編成に当たりましては、一
括交付金事業の進捗状況や予算の執行実績がより的確
に予算に反映されるよう、編成方法の見直しを図りま
した。予算総額は減となりましたが、予算の実効性と
効率性を高める観点から、事業の必要性や優先度を勘
案し、スケジュールを調整するなどして予算を編成し
ました。また、一括交付金の執行体制を強化するた
め、土木建築部を初め各部に必要な定数を配置したと
ころであります。さらに、交付決定の前倒しに取り組
むほか、補正予算や事業間の流用に機動的に対応する
こととしております。
今後とも、さらなる執行率の改善に努め、沖縄21
世紀ビジョン基本計画の推進に影響が生じないよう取
り組んでまいります。
次に、第三者委員会の立ち上げ等についてお答えを
いたします。１の(2)アと１(2)イは関連しますので、
恐縮ですが一括してお答えをいたします。
現在、前副知事は教員採用試験に関する働きかけに
ついて、一貫して否定し、教育庁人事については、関
係者からの推薦や要望を伝えていたと述べておりま
す。一方で、前教育長は、教員採用試験に関する働き
かけや教育長人事に関する指示はあったと主張してお
ります。また、この件に関しては、前副知事からの訴
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訟が提起されているところであります。
県としては、県民の信頼確保のためには事実関係を
明らかにする必要があると考えており、事実関係を解
明するための調査及びいわゆる口ききの徹底した防止
策を講ずるため、外部識者による調査委員会の設置も
含め、検討してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　知事の政治姿勢と県政運
営についての御質問の中の、沖縄21世紀ビジョン基
本計画改定に係る課題と進捗についてお答えいたし
ます。
沖縄県では、昨年末に基本計画改定案を沖縄県振興
審議会へ諮問し、県民及び関係団体からの意見を募集
するとともに、本年１月27日から２月７日にかけて
県内５圏域で市町村との意見交換会を実施しました。
圏域における課題として、大型ＭＩＣＥ施設に関連し
た公共交通の確保や世界自然遺産登録に向けた取り組
み、医療体制の整備、土地利用の見直しなど、さまざ
まな御意見をいただきました。現在、いただいた意見
や要望等の取りまとめを行っており、あわせて沖縄県
振興審議会のもとに設置された９つの専門部会で審議
を行っているところであります。本年度中には沖縄県
振興審議会において答申案を決定し、平成29年度早々
に答申を受け、各方面からの意見等を総合的に勘案し
た上で、基本計画を改定することとしております。
次に、観光行政についての御質問の中の、沖縄本島
のタクシー初乗り運賃についてお答えいたします。
沖縄本島地区におけるタクシー初乗り運賃は、沖縄
総合事務局の公示により、普通車1.75キロメートル
550円とする新運賃が平成28年11月から適用されて
おります。運賃改定に当たっては、タクシー事業者、
タクシー協会、地域住民及び国、県、警察等で構成す
る沖縄本島地域タクシー準特定地域協議会で協議が行
われることとなっております。
県としては、タクシー事業者の経営の安定は重要で
あると考えておりますが、東京の初乗り運賃引き下げ
がタクシー利用者の利便性向上や今後の新たな需要喚
起につながるかどうか、その効果等について注視して
まいります。
同じく観光行政についての中の、基幹バス導入につ
いてお答えいたします。
沖縄県では、利便性の高い公共交通ネットワークの
構築に向けて、国道58号を中心とする那覇市から沖
縄市までの区間に、定時速達性が高く多頻度で運行す

る基幹バスシステムを導入することとしております。
このため、乗降性にすぐれたノンステップバスの導
入、国道58号におけるバスレーンの区間延長、複雑
な系統を色でわかりやすく整理する系統別カラーリン
グの導入、バス停のグレードアップ等を行うほか、基
幹バスの導入に向け、昨年10月から急行バス運行実
証実験に取り組んでおります。
今後とも、バス事業者を初め関係機関と連携し、基
幹バス導入に向けて取り組んでまいります。
次に、那覇―与那原間のＬＲＴ導入の調査費の計上
についてお答えいたします。
各地域へのＬＲＴ導入については、交通計画のみな
らず、地域のまちづくりとも密接にかかわることか
ら、まずは、地域における課題やまちづくり等の観点
から検討を行う必要があると考えております。那覇―
与那原間については、大型ＭＩＣＥ施設整備に伴う受
け入れ環境整備の観点から、新たな交通需要への対応
について早急に検討を行う必要があると考えておりま
す。そのため、現在、関係部局において検討されてい
るＭＩＣＥ施設整備に係る将来交通量推計に基づき、
ＬＲＴやＢＲＴ、バスといったさまざまな交通システ
ムの特性を踏まえ、需要に対応できるシステムについ
て検討を行うこととしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　知事の政治姿勢と
県政運営についての、アジア経済戦略構想関連の予算
及び施策等についてにお答えいたします。
平成29年度当初予算案におけるアジア経済戦略構
想関連事業は、全体で約225億円、80事業となって
おります。具体的には、沖縄ＩＴ産業戦略センターの
設立、大型ＭＩＣＥ施設の整備、航空機整備施設の整
備等を推進することとしております。加えて、推進体
制の強化を図るため、アジア経済戦略課内に戦略推進
室を設置するなど、構想実現に向け、取り組みを加速
させてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　知事の政治
姿勢と県政運営についての御質問の中の、大型ＭＩＣ
Ｅエリア振興に関する協議会の役割などについてお答
えいたします。
本協議会は、大型ＭＩＣＥ施設が中城湾港マリンタ
ウン地区に設置されることに伴い、同施設を拠点とし
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た東海岸地域の振興及びＭＩＣＥエリアとしてのまち
づくりを進めるため、沖縄県と地元東海岸地域サンラ
イズ推進協議会とが、さまざまな課題の対応について
協議する場として設置したものであります。今後、協
議会では、まちづくり、交通対策及び観光振興をテー
マに協議を重ね、大型ＭＩＣＥ施設を核とした地域振
興を着実に推進することとしております。
次に、観光行政についての御質問の中の、レンタ
カー利用における仲介事業についてお答えいたします。
レンタカー利用における仲介事業は、レンタカー利
用者にインターネットに登録されたドライバーの情報
を提供し、利用者がドライバーを選択し、運転行為を
依頼することを仲介する事業であります。県内では、
現在、１事業者が運営しており、平成28年12月１日
時点で約200名のドライバーが登録されていることを
確認しております。この事業に関しては、経済産業省
及び国土交通省で適法性等についての検討が行われ、
平成28年10月12日に、道路運送法に直ちに抵触する
ものではないとの判断が示されたところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　日米安保体制に係る
諸問題についての御質問の中の、米軍基地負担に関す
る研究会の沖縄開催についてお答えいたします。
研究会を沖縄県で開催することにつきましては、沖
縄の米軍基地負担の現状を理解していただく上で、大
変有意義であると考えております。
県としましては、研究会の進捗状況等を踏まえ、適
切な時期に全国知事会事務局と調整をしてまいりたい
と考えております。
次に、全国への情報発信の強化についてお答えいた
します。
沖縄県の米軍基地負担軽減を図るためには、全国民
が沖縄の米軍基地負担の実情等について理解を深める
ことが重要であると考えております。このため、全国
知事会での取り組みに加え、知事のビデオメッセージ
の作成についても検討を進めているところです。ま
た、沖縄の米軍基地の歴史的側面や現状、米軍基地と
沖縄の経済との関係、辺野古新基地建設に反対する県
の考え方など、沖縄の米軍基地問題をわかりやすく説
明したパンフレットを作成し、全国に幅広く配布する
などの取り組みにより、全国への情報発信を強化して
まいります。
次に、昨年４月の殺人事件等の被疑者の報道につい
てお答えします。２の(2)アから２の(2)ウまでは関連

いたしますので一括してお答えします。
被告のこのような見解は、被害者の名誉はもとより
遺族など多くの人々の心情を傷つけるものであり、理
解しがたく、到底容認できません。米軍の研修につい
て、県は、昨年、事実と異なる内容で行われているこ
とが判明したことから、改定を強く要請したところで
す。今回の見解に見られる日本の法制度の誤った解釈
があることについては、米軍においても、その改善を
行うよう強く求める必要があると考えております。報
道機関に抗議することは、県として差し控えたいと考
えております。
次に、米軍の事件・事故に対する取り組みについて
お答えします。２の(3)アと２の(3)イは関連いたしま
すので一括してお答えします。
県は、事件・事故が発生するたびに、米軍を初め関
係機関に対し強く抗議し、原因の究明や再発防止につ
いて万全を期すよう強く求めてきたところでありま
す。しかし、墜落事故の際は、十分な説明がなされな
いまま同機種の飛行及び訓練が再開され、これに対す
る抗議が繰り返されるという状況が続いており、県民
の不安は払拭されることはなく、また、政府や米軍に
対する県民の不信感も高まっています。県としては、
このような事件・事故が発生した際、政府が、その状
況や原因についての調査結果を県に説明し、県からの
意見を踏まえ、その意見を十分に反映させるなど、県
民の不安を払拭し、安全・安心を確保する新たな仕組
みが必要と考え、政府に対し、政府、米軍及び沖縄県
を構成員とする新たな協議会の設置を要請したところ
であります。
次に、米軍機が旧海軍駐機場を使用したこと及びＳ
ＡＣＯ合意との関係についてお答えします。２の(4)
アと２の(4)イは関連いたしますので一括してお答え
します。
嘉手納飛行場における海軍駐機場については、ＳＡ
ＣＯ合意における騒音軽減イニシアチブにおいて航空
機のエンジン調整等により発生している騒音を軽減す
るため、主要滑走路の反対側に移転されることとさ
れ、去る１月27日に移転されたものであります。沖
縄防衛局に照会したところ、２月８日の時点で、空中
給油機３機が旧海軍駐機場に駐機している状況を確認
したと回答がありました。
県としては、旧海軍駐機場については、平成８年の
ＳＡＣＯ最終報告の騒音軽減イニシアチブの趣旨を踏
まえた運用が行われるべきであると考えております。
次に、嘉手納飛行場の騒音コンター見直しの進捗に
ついてお答えいたします。
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沖縄防衛局によると、嘉手納飛行場周辺における住
宅防音工事助成対象区域（第１種区域）については、
昭和58年３月に最終指定告示がなされているとのこ
とであります。同局によると、嘉手納飛行場の第１種
区域等については、最終指定告示以降30年を超え、
最も経過年数の多い飛行場の一つであることなどか
ら、現在、騒音コンター作成業務を実施しており、騒
音度調査の完了時期は、平成29年３月31日とのこと
であります。また、その結果については関係自治体へ
十分説明していきたいとのことであります。
次に、Ｆ35Ｂの飛来に対する県の受けとめ等につ
いてお答えします。
沖縄防衛局によると、Ｆ35については、岩国飛行
場へ本年１月に10機が配備され、さらに本年８月に
は６機が配備される予定であり、現在実施している嘉
手納飛行場の騒音度調査においては考慮されていない
とのことであります。沖縄防衛局によると、Ｆ35Ｂ
の沖縄における飛行運用について、機種更新の対象で
あるＦＡ18及びＡＶ８Ｂとほぼ同様の方法、場所に
おける訓練が見込まれるとしています。また、Ｆ35
Ｂの騒音は、ＦＡ18と比較すると、離陸時は約２デ
シベル大きく、着陸時は約11デシベル小さいとされ
ております。
県としては、地元の負担増になることがあってはな
らず、政府の責任において、速やかに適切な情報を提
供することが重要であると考えており、引き続き情報
の収集に努めてまいりたいと考えております。
次に、嘉手納爆音訴訟において米国政府を訴えた裁
判の判決についてお答えいたします。
報道によると、原告は、控訴する方針とのことであ
るため、県としては、コメントを差し控えさせていた
だきたいと思います。嘉手納飛行場の航空機騒音につ
いては、常駐機に加え、外来機のたび重なる飛来等に
より、依然として目に見える形での負担軽減が図られ
ておらず、地域住民の生活にさまざまな影響を与えて
おります。
県としては、この訴訟を大きな関心を持って見守っ
ていくとともに、引き続き日米両政府に対し、嘉手納
飛行場の騒音軽減を粘り強く働きかけていきたいと考
えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　観光行政についての
御質問の中の、国際クルーズ拠点形成による消費効果
についての御質問にお答えいたします。

本部港においては、国際クルーズ拠点の形成によ
り、海外観光客は年間22万人の増加を見込んでおり、
この増加に伴い、消費効果は年間約55億円増加する
と試算しております。また、宮古島市によると、平良
港の国際クルーズ拠点形成により、海外観光客は50
万人の増加が見込まれ、消費効果は年間約156億円に
なるとのことであります。
同じく本部港と平良港のクルーズ岸壁等の整備計画
についての御質問にお答えいたします。
県は、本部港において、官民連携による国際クルー
ズ拠点の形成に向け、今年度から大型クルーズ船に対
応した岸壁の実施設計に着手したところであり、平成
32年の供用を目指し、整備を進めていく予定であり
ます。また、ＣＩＱ機能等を備えた旅客ターミナルに
ついては、クルーズ船社において岸壁の供用に合わせ
て整備する予定となっております。平良港において
も、同様に、平成32年の供用を目指し、官民連携し
て必要な岸壁や旅客ターミナルの整備を進めていく予
定とのことであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　福祉・保健行政につ
いての御質問の中の、国保の新制度移行に伴う県財政
への影響についてお答えします。
平成30年度以降の国民健康保険事業につきまして
は、県と市町村の共同運営であり、給付に必要な額
は、全額県が市町村に交付することになりますが、そ
の主な財源は、市町村が納める納付金となっておりま
す。新制度移行後も保険給付費等の財源は、公費及び
市町村が徴収する保険税を財源とした納付金で賄われ
ることになりますので、県の負担割合としては、大き
な変動はなく、県財政への影響はないものと考えてお
ります。
次に、市町村の財政運営の見込みについてお答えし
ます。
国保の財政運営が都道府県単位になることで、小規
模保険者における高額医療費の発生等による財政リス
クを県全体で分散することにより、財政の安定化が
図られるものと考えております。また、平成30年度
以降、国保財政基盤強化策として、全国ベースで毎
年1700億円の公費が追加投入されることとなってお
り、被保険者１人当たり5000円の財政改善効果があ
るとされております。
具体的な公費のあり方につきましては、現在、国と
地方の協議の場である国保基盤協議会において議論が
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進められており、平成29年８月ごろ明らかになる予
定であります。
次に、沖縄の特殊事情に配慮した国の支援策につい
てお答えします。
県は、平成28年８月と11月に、厚生労働大臣等に
対し、沖縄県国民健康保険団体連合会、市長会、町村
会、市議会議長会、町村議会議長会との連名により、
市町村国保事業に対する特段の支援について要請を
行っております。
県としましては、市町村及び関係団体と連携し、引
き続き厚生労働大臣に対し、本県市町村国保の特殊事
情に起因する赤字に対するさらなる財政支援及び平成
30年度から実施される国保の財政基盤強化策におい
て、本県の特殊事情に配慮した制度設計を行うよう要
請していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　福祉・保健行
政についての御質問の中の、介護保険法等の改正案に
対する県の受けとめについてお答えします。
介護保険法等の改正法案は、高齢者の自立支援と要
介護状態の重度化防止を図るとともに、制度の持続可
能性を確保し、サービスを必要とする方には、必要な
サービスが提供されるようにすること等が目的となっ
ております。
県としましては、高齢者の自立支援・介護予防の取
り組みを積極的に推進していくとともに、介護保険制
度改正後の状況を注視し、改善が必要な事項について
は、国に要望していきたいと考えております。
次に、介護保険料改正による県民生活への影響につ
いてお答えします。
介護保険改正法案では、40歳から64歳までの第２
号被保険者の保険料について、各医療保険者の加入者
数に応じて負担しているものを、協会けんぽなどの被
用者保険間では、報酬額に比例した負担とすることと
なっております。総報酬割の導入により、負担増とな
る被保険者と負担減となる被保険者が出ますが、厚生
労働省の試算では、負担減となる被保険者が多くなっ
ております。また、その影響を激変緩和する観点か
ら、総報酬割は段階的に導入されることとなっており
ます。
次に、身元不明孤児についてお答えします。
·「戦後沖縄児童福祉史」によると、昭和20年には、
米軍が設置した10カ所の孤児院に約1000名の孤児が
収容されていたとする記録が残されております。な

お、これらの方々の現在の状況等については把握が困
難となっております。
次に、沖縄戦孤児の身元判明事業の事業化検討につ
いてお答えします。
沖縄戦孤児の身元判明につきましては、実態が不明
であること、自分の過去を知られたくないなど、さま
ざまな個人の事情があることが想定されることから、
把握するのが困難であると考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
の中で、暴行動画いじめ問題等についての御質問にお
答えいたします。５の(1)アとイは関連いたしますの
で、恐縮ですが一括してお答えをさせていただきます。
県教育委員会としましては、当該教育委員会から
は、危機意識、危機管理が不十分であったと報告を受
けております。当事案はいじめであり、重大な人権侵
害として対応していると聞いております。
県では、市町村に毎月の問題行動等の調査を依頼し
て報告を受けておりますが、同様な事例が発生した場
合は、詳細を含め、内容の把握を行うこととしており
ます。
次に、ネットモラルや人権問題についての御質問に
お答えいたします。
各学校においては、ネット被害防止ガイドライン等
を活用し、ネットモラル教育の充実に取り組んでいる
ところであります。さらに、人権を考える日の設定や
人権ガイドブックを活用した授業を展開するなど、人
権教育の充実を図っております。
県教育委員会では、今後とも県警察等の関係機関と
連携して、非行防止教室を実施するなど人権教育や
ネットモラル教育についての取り組みを強化してまい
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。

〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　答弁についてありがとうございまし
た。
知事に伺います。
28年度４月のうるま市の女性暴行強姦殺人事件、
それから年末のオスプレイの墜落事故ということで、
基地の集中する沖縄でその問題に多忙、苦悩する１
年でありました。そんな中ではありますが、公約の
100％の着手ということで、就任２年間のスピード感
について改めて評価したいというふうに思います。
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ぜひ、29年度に向けても、先ほど答弁があったよう
に、子供の貧困の解消、福祉、経済の充実というこ
とで、御奮闘を御期待申し上げます。そして我が会
派としても、全力で支えていきたいというふうに思っ
ています。
続いて、基地問題の研究会、全国のお話ですが、他
国の脅威論をもって沖縄の現状が厳しい、沖縄から基
地をなくしていくのは難しいというような、そういう
研究者の発言のようであります。今私の取り上げた質
問の中においても、うるま市の問題、それから墜落の
問題、あるいは嘉手納の爆音の問題、外国では考えら
れないような運用が沖縄の実態にあるわけです。先ほ
ど女性の暴行問題についても、公室長は法の解釈も含
めて強く米軍に訴えていくということでありました
が、きょうの新聞によると、基地の中でも性犯罪が多
発しているという状況であります。そういった個別の
課題を全国に発信していかなければいけないというふ
うに感じてもおりますので、ぜひ沖縄での開催を含め
て、全国への先ほどの発信事業について強化していた
だきたいというふうに思います。
先ほど10時には嘉手納爆音訴訟の３次の判決も出
たようです。改めて飛行差しとめは認められなかった
というような情報も入っています。そういう沖縄の環
境も含めて、ぜひお話をしていただきたい。全国への
発信を強めていただきたいということを要望申し上げ
ます。
それから、きょうの新聞報道ですが、うるま市の津
堅沖において、先ほども取り上げましたが、改めて降
下訓練の実施の通知があったようです。市のほうには
水面を利用した演習というふうに通知されたようです
が、これに対して防衛局からは、パラシュート訓練か
もしれないと連絡があったということで、その情報も
不確実な状態のようであります。伊計島での米軍の不
時着の際にも、私も翌日地域に足を運び、区長さんや
地域の皆さんともお話をさせていただきました。訓練
が非常に多くなっているから心配をして、区長さんも
あの場所に駆けつけてああいう事態を、不時着事故を
早期に発見することができたというふうなお話もあり
ます。訓練が激化しているんです。それで、その上で
漁民についても、その訓練の激化によって漁獲量にも
影響があるという声もあるわけですから、今回示され
たパラシュート降下訓練についても、県としてはやる
べきではないというような地域住民の声も含めて、先
日の不時着事故からわずかの期間での訓練の強行です
ので、これらについては、ぜひ、やるべきではないと
いうような立場で情報の確認も含めてやっていただき

たい。これについては答弁をいただきたいというふう
に思います。
それから、宜野座のほうでも米軍のつり下げ訓練が
再開というような状況です。地域住民については、米
軍も沖縄防衛局も施設内での訓練であるというふうな
ことを続けていると。しかし、実際にはその地域を外
れて住民地域、住宅の上空で訓練が行われているとい
うのが地域住民の声です。村としても同着陸帯を使用
してほしくない、民間地を飛行しないでほしいという
ようなことを申し上げられているようですので、実態
の把握、基地が集中する沖縄、繰り返しになります
が、その運用の中身も含めて実態の把握をしていただ
きたいというふうに思います。これは要望します。
先日、嘉手納基地には知事も足を運んでいただきま
した。ぜひ、この嘉手納以南の返還ということであり
ますが、私の住む中部地域、高江のオスプレイパッド
ができて改めて訓練の激化、そういうのを実感する地
域住民の声ですので、知事にあっても現場を見ていた
だく、嘉手納を訪ねていただく、宜野座を訪ねていた
だくというような、伊江島を訪ねていただくというよ
うなこともやっていただきたい。これは要望を申し上
げます。
続いて、いじめ問題について教育長に伺います。
これもきょうの新聞ですが、那覇市の小学校でいじ
めの認知件数が4338件――2016年度ですね。前年度
の327件からのこの4338件です。これは小さないじ
めを見逃さないというような取り組みの中で急増する
実態のようですが、これらの対応で７割は解消してい
るということです。この那覇市の状況ですが、全県の
実態、そういう傾向があるのかについても、県教育庁
として把握すべきじゃないかということで、これにつ
いては答弁を求めたいというふうに思います。この小
学校の急増に比較して、中学校ではこの新たなシステ
ムの中での認知件数はそんなにふえていないというこ
となんです。中学生になってからは、このいじめの対
応、自分がいじめられている、誰々さんがいじめられ
ているというような――何というんですか、これを伝
えていくということも、だんだんだんだんそれが厳し
い状況になってくるようですので、こういう小学校か
らの対応を全県で徹底してもらえれば、後に中学生に
なってもそれがいけないんだということで、本人みず
からも、そして周りとしても、地域社会としてもそう
いう情勢が生まれてくるんではないかというふうに感
じています。この状況について、全県への状況の把
握、それから対応ということで、改めてこの問題につ
いては答弁をお願いしたいというふうに思います。
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以上です。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　照屋大河議員の再質
問にお答えいたします。
津堅島において、またパラシュート降下訓練が実施
されるのではないかということでございます。
私どもも、昨晩基地対策課のほうにもそういった情
報が――詳細についてはやはり十分な今確認ができて
ございませんけれども、いずれにしましても、議員か
らもございましたように、この訓練の激化につきまし
て、地域住民の方々が大変不安を持っていると。漁民
の方々も漁獲量にも影響があるのではないかというよ
うなことがございます。伊計島の件もございました
し、私もことしに入りましてから、宜野座ですとか
東、伊江島のほうにも行ってまいりました。その方々
と、区長さん等とお話を直接させていただきましたけ
れども、切実なる思い、特に出ましたのは夜間の訓
練、それから住宅地上空の訓練、そういったものはも
う我慢できないんだというような強い意見を聞きまし
た。この件につきましては、沖縄防衛局のほうにも早
速確認したいと思います。また、つり下げ訓練等の実
施につきましても、いろいろ沖縄防衛局のほうとも実
は意見交換等も行いましたけれども、改めまして、今
回の津堅島の件も含めまして、情報の提供を求めると
ともに意見交換を実施したいと思います。実態把握に
努めることは重要ですし、しっかりと県民、区民の声
を届けるということは、県政にとって重要な役割だと
認識してございますので、しっかり対応してまいりた
いというふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　照屋大河議員の再質問にお
答えいたします。
那覇市でいじめの認知件数が4000件を超える件数
になったということで、その状況につきましては、こ
れまではふざけと思われるような内容についても、児
童生徒がそのことによって嫌な気持ちになる、不快な
気持ちになると、そういうものについても積極的に取
り上げたということになっております。いじめの認知
につきましては、県教育委員会でもそういう定義で
もって、より広く捉えるような形で取り組んでいるつ
もりではございます。新聞にもありますが、中学生の
間でもそういうふうな捉え方で把握するように努めて
いますが、なかなかそれを言わないという実態がある

んじゃないかというふうに言われております。
議員の御指摘にもありましたとおり、いじめという
のは、その状況を把握するために教育委員会としまし
ても、ささいなことでもそういういじめとして、子供
の関係で不快な気持ちを抱かせるような行為、これは
暴力的なものに限らず、言葉とかいろんな仲間外れと
いうのもございます。そういったものについても、詳
細に把握していくように努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。

〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　皆さん、おはようございます。
通告に従いまして、社民・社大・結連合を代表して
質問を行います。
まず１番目、知事の政治姿勢についてであります。
(1)、安倍首相は、トランプ米大統領との初の首脳
会談で、辺野古新基地が普天間飛行場の全面返還の唯
一の解決策として確認し、しかも、米国は民主主義の
チャンピオンなどと持ち上げ、歓心を買おうとしまし
た。一方のトランプ大統領は、米軍を受け入れている
日本国民に感謝すると述べるなど、茶番劇としか言い
ようがありません。沖縄県民の民意を無視し、工事を
強行する姿勢は民主主義とは断じて相入れないと思い
ます。知事の見解を伺います。
(2)、翁長知事は、就任後３度目となる訪米で、沖
縄の民意や苦難の歴史を説明し、辺野古新基地建設阻
止を訴えてきました。訪米中、日米政府が辺野古唯一
を確認したことに対し、知事は新基地建設阻止の決意
は強くなったと述べております。訪米の意義と成果を
伺います。
(3)、安倍首相は去る２月14日の国会答弁におい
て、みずから約束した普天間飛行場の５年以内運用停
止について、翁長知事に協力していただけていない、
難しい状況だと述べております。閣議決定まで行った
県民との約束をいとも簡単に放棄し、ほごにし、あげ
く、翁長知事に責任転嫁する首相の姿勢は、県民、国
民裏切りに等しいと思います。トランプ米大統領との
首脳会談では提案すらしなかったのであります。安倍
首相は一国の首相の体をなしていないと思います。５
年期限は2019年２月であります。知事の見解を伺い
ます。
(4)、政府は犯罪計画を話し合うことを処罰対象と
する共謀罪と同じ趣旨のテロ等準備罪の新設を目指そ
うとしております。思想や内心まで取り締まり、一般
市民が監視の対象となり、心の中で思っただけで逮捕
される危険性をはらんでおります。知事の見解を伺い
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ます。
大きい２番、米軍基地問題について。
(1)、辺野古違憲確認訴訟は、高裁も最高裁も国の
言い分を丸のみにしました。翁長知事の承認取り消し
については議論すらせず、前知事の判断の適否だけに
焦点を当てて判決を下しました。県は承認取り消しを
取り消したが、撤回の方向へと準備体制をとっている
のか伺います。
(2)、県民の中から、また、訪米団のオール沖縄会
議の中からも、改めて民意を明確に示すため、県民投
票は有効な手段だとの声が上がっておりますが、県の
見解を伺います。
(3)、来る３月に切れる岩礁破砕許可や埋立区域外
へ移植するサンゴの特別採捕許可、また、工事の設
計、工法の変更などに対して、知事権限を最大限生か
すべきではないか伺います。
(4)、国は、共同漁業権内の一部である臨時制限区
域の漁業権が放棄されたことをもって岩礁破砕許可は
必要ないとの認識のようだが、しかし、漁業法第22
条は、既存の漁業権に変更が生じる場合は、県知事の
許可を受けなければならないとしております。県の見
解を伺います。
(5)、国は、辺野古の新基地建設を強行しておりま
す。汚濁防止膜を海底で固定する大型コンクリートブ
ロック、重量11.2トンから14トン、合計228個を投
下し始めております。大量投下はサンゴの破壊や貴重
生物の生息環境を破壊します。国は承認時に付された
事前協議の留意事項に違反しております。県は、工事
の中止及び事前協議に応じるよう強く求めるべきでは
ないか伺いたいと思います。
(6)、我が会派は、ヘリパッド供用後の東村高江区
を訪ね、住民の方々、特に小さな子供を持つ保護者の
皆さんとオスプレイ飛行の実態について意見を伺いま
した。授業中の学校上空、夜間の住宅上空など静かな
日常生活を脅かす異常な騒音、振動に子供たちがおび
え、泣き出すなど生活不安を口々に訴えておりまし
た。県は、高江、宜野座、伊江島などオスプレイの低
周波音の実態調査を行い、県民の不安と被害実態を明
らかにし、国に問題解決を求めるべきではないか伺い
ます。
(7)、オスプレイは昨年12月に給油ホースが切断さ
れ墜落事故を起こしました。原因究明もなされないま
ま飛行を再開しております。さらに来秋からは、他の
機種へ給油する新たな訓練計画も明らかになっており
ます。断じて容認できない。県の対応策を伺います。
(8)、日米合同委員会は米軍の基地使用、軍事活動

の特権を定めた日米地位協定の具体的運用を協議する
機関であります。辺野古の臨時制限区域の拡大も日米
合同委員会で勝手に決めたが、国家の主権にかかわる
ことを国会の関与もなく決することができる体制が、
地位協定で規定された非公開の日米合同委員会によっ
て担保されております。治外法権そのものでありま
す。占領時代のシステムがなお機能し、実際の基地の
運用が結局沖縄にのしかかり、自治体や住民の権利を
制約していることについて、県の対応を伺います。
(9)、在沖米軍の兵力の６割、面積の７割を占める
海兵隊の撤退が実現すれば、目に見える基地負担の軽
減となります。普天間基地の閉鎖、辺野古新基地の阻
止、オスプレイ撤去はいずれも在沖海兵隊をどうする
かにかかっております。一線上の問題であり、県は海
兵隊撤退を求めるべきではないか伺います。
(10)、米軍基地からの環境汚染対策を強化し、土地
使用履歴の開示を求めるべきではないか伺います。
(11)、市民運動における表現・言論の自由について
伺います。
ア、辺野古や高江ヘリパッド建設工事現場で反対運
動の指揮をとる沖縄平和運動センターの山城博治議長
が逮捕・起訴され、４カ月が経過しております。捜査
当局や裁判所の姿勢に対し、刑事法の研究者や国際人
権ＮＧＯアムネスティ・インターナショナルが早期釈
放を求める緊急声明を発表し、市民も署名活動を展開
し、提出に至っているが、山城氏は今なお独居房に身
を置かれております。証拠隠滅のおそれもなく、しか
も大病を患っている状態の人を長期拘留することは、
非人道的で国際人権法にも反します。一刻も早く釈放
されるべきではないかと思います。このような状況に
対する知事の受けとめ方を伺いたいと思います。
イ、在京地上波のローカル局・東京ＭＸテレビの番
組「ニュース女子」が辺野古新基地や高江ヘリパッド
建設に反対する市民をテロリストに例えたり、日当を
もらっているなどと虚偽の中傷をした上で、反ヘイト
市民団体のりこえねっと共同代表の辛淑玉さんの人権
を著しく侵害し、差別的侮辱、ばり雑言を浴びせてお
ります。本件に対する知事の受けとめと沖縄ヘイト言
説に対する見解を伺います。
３番、自衛隊機脱輪による那覇空港閉鎖についてで
あります。
(1)、１月30日発生の航空自衛隊那覇基地所属Ｆ15
戦闘機脱輪事故による被害状況を伺います。観光面へ
の影響はもとより、離島の産業、生活面の被害につい
て、調査、把握はなされているか。影響事案、被害
額、補償状況を伺います。



− 83−

(2)、自衛隊機の事故が毎年繰り返されております。
那覇空港は、沖縄県の玄関、交通のかなめであり、県
外入域客を含め、離島をつなぐ生活路線であります。
民間機発着回数など現状の那覇空港の運用状況、自衛
隊機事故の発生状況について伺います。
(3)、事故原因の究明のないまま、事故からわずか
４日後の飛行再開は民間機ではあり得ないことだが、
飛行再開に対する県の受けとめ方を伺います。今日ま
でに原因と再発防止策は示されたのか伺いたいと思い
ます。
(4)、那覇空港が軍民共用である以上、第２滑走路
が完成しても滑走路閉鎖の事態は起こり得ます。その
リスク自体が離島県沖縄の経済にマイナスだと考えま
すが、県の見解を伺います。また、第２滑走路運用
後、自衛隊機に起因する滑走路閉鎖リスクにどう対応
していくつもりか、県の方策を伺います。
４番、文化・スポーツについて。
2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る
事前キャンプ誘致について、活動と進捗状況を伺い
ます。また、県出身選手の育成や沖縄県への聖火リ
レー、開会式等への沖縄文化芸能の披露等取り組みは
どうなっているか伺います。
５番、労働問題について。
(1)、政府による働き方改革は、長時間労働や雇用
の質の低下を招きかねません。県の見解を伺います。
(2)、本県は、長時間労働や違法残業、年休取得や
育児休業制度の有無について従来から課題が大きいの
であります。実態調査を踏まえ、その後の改善状況、
県の対応を伺います。
(3)、自治体が発注する公共事業で働く労働者の賃
金を適正に保障する公契約条例制定の取り組みについ
て、進捗と課題、スケジュールを伺います。
(4)、県の有効求人倍率は１倍を超え、完全失業率
も３％台を推移し、改善傾向にあると言われておりま
す。しかし、非正規雇用の割合は依然と高く、県民所
得も厳しい状況にあります。県の対応策を伺います。
６番、公立学校の耐震化と防災システムについて伺
います。
(1)、那覇市の市立小中学校全53校のうち、少なく
とも32校で耐震性の確保がなされていないことがわ
かりました。また、災害発生時の指定避難所に指定さ
れた同市内の小中学校40校の体育館のうち、17棟が
耐震基準を満たさない状態であることがわかっており
ます。
ア、県内各地で同様の事態になっていないか、県内
公立学校の状況について伺います。また、状況が把握

できていない場合、早急に実態調査に乗り出すべきだ
が、県の見解を伺いたいと思います。
イ、那覇市においては、代替の指定避難所選定が急
がれます。県立高校など県の施設を活用する手もある
が、那覇市との間で調整は始まっているか状況を伺い
ます。
(2)、学校防災対応システム導入事業の実施内容に
ついて伺います。
大きい７番、都市部の交通基盤整備について伺い
ます。
(1)、那覇都市圏の自転車専用道路の拡充について
伺います。
(2)、国際通りを訪れる観光バスの乗降場所及び待
機駐車場を整備すべきではないか伺います。
以上でありますが、答弁をよろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　崎山嗣幸議員の代表質問にお
答えをいたします。
大きい１番目の知事の政治姿勢についてに関する御
質問の中の、訪米の意義と成果についてお答えをいた
します。
今回の訪米においては、連邦議会議員、国務省・国
防総省など合計31名との面談を行い、ジョージ・ワ
シントン大学における公開セミナーなどの場面で、引
き続き辺野古新基地建設に反対していく県の姿勢や現
状について伝えることができたことは大変意義のある
ことでありました。特に、米国新政権が発足したこの
時期に、昨年12月の埋立承認の取り消しに関する最
高裁判決は、数ある知事権限の一つについて判断が示
されたにすぎないことや、判決確定後も辺野古に新基
地をつくらせないとの立場に変わりはないことなど、
沖縄の正確な情報を伝えることができたことは有意義
だったと考えております。
次に、大きな４番目、文化・スポーツについてに関
する御質問の中の、東京オリンピック・パラリンピッ
クに係る取り組みについてお答えをいたします。
事前キャンプについては、県、市町村等で沖縄
2020事前キャンプ等誘致推進委員会を組織し、連携
して誘致活動を行ったところ、ことし１月のドイツ陸
上連盟による視察のほか、今後５カ国の競技団体の視
察が予定されております。また、沖縄県、沖縄市及び
ニュージーランド空手連盟で３月に協定を締結するこ
とになっております。選手の育成については、国内競
技連盟の強化選手を中心に、国際大会等への派遣に対
して支援を行っております。聖火リレーや開会式等の
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プログラムについては、東京オリンピック組織委員会
に対し、一昨年11月と昨年11月に要請しており、引
き続き同組織委員会の動向を注視しながら働きかけを
行ってまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、日米首脳会談の共同会見につい
てお答えいたします。
就任間もないトランプ大統領が安倍総理と面談し、
普天間飛行場の辺野古移設を唯一の解決策であるとし
ましたが、県民の理解が得られない新基地建設を進め
ることは到底容認できるものではありません。知事
は、訪米の際に、米国務省日本部長、米国防総省日本
部長代行との面談において、このまま辺野古が唯一の
解決策という考え方に固執すると、今後の日米安保体
制に大きな禍根を残すものであると改めて伝えたとこ
ろです。
次に、普天間飛行場の５年以内運用停止についてお
答えいたします。
県は、辺野古移設の進捗にかかわらず、普天間飛行
場の５年以内運用停止等を求めてきたところであり、
辺野古移設が前提ではないと考えております。政府が
普天間飛行場周辺住民の生命財産を守ることを最優先
にするならば、政府の責任において同飛行場の５年以
内運用停止を実現すべきであります。
県としては、世界一危険とも言われる普天間飛行場
の固定化は絶対に許されないと考えており、引き続き
政府に対し、同飛行場の早期返還及び危険性の除去を
強く求めてまいりたいと考えております。
次に、テロ等準備罪新設に係る知事の見解について
お答えいたします。
今国会に提出されたテロ等準備罪を盛り込んだ組織
犯罪処罰法改正案については、報道によると、組織的
な殺人やハイジャックなどテロの実行に関連するおよ
そ110の犯罪や覚醒剤や大麻の輸出入といった薬物に
関する30程度の犯罪など、合計270余りの犯罪を対
象とするとのことであります。同改正案については、
現在国会で審議中でありますが、犯罪成立の詳細な定
義が明らかにされていないなど、捜査当局による一方
的な事実認定により国民の人権が侵害される可能性も
あるとの懸念が示されております。
県としては、今後の議論の推移を注視してまいり
ます。

次に、米軍基地問題についての御質問の中の、埋立
承認の撤回についてお答えいたします。
撤回は、承認以後に生じた事由に基づき承認の効力
を失わせる処分であります。
県としましては、撤回については、法的な観点から
の検討を丁寧に行った上で対応する必要があると考え
ており、どのような事由が撤回の根拠となるか慎重に
検討しているところであります。
次に、県民投票についてお答えいたします。
辺野古新基地建設に反対し、普天間飛行場の県外移
設を求めるという県民の民意は、平成26年に行われ
た名護市長選挙、知事選挙、衆議院議員選挙、昨年行
われた県議会議員選挙及び参議院議員選挙、これら一
連の選挙において示され続けてきたものと理解してお
ります。それにもかかわらず、辺野古新基地建設を強
行しようとする政府の姿勢は、県として到底容認でき
るものではありません。これまでに他の地方公共団体
で実施された住民投票は、その政策決定に大きな影響
を与えてきたものと認識しており、改めて県民投票を
実施し民意を問うことは意義があるものと考えており
ます。
次に、知事権限を活用することについてお答えいた
します。
辺野古新基地建設に関する権限としては、公有水面
埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等さまざま
なものがあります。このうち、岩礁破砕等行為を４月
以降も工事施工海域において行うためには、改めて許
可を得る必要がある旨の見解を沖縄防衛局へ示したと
ころです。また、今後、サンゴの特別採捕許可申請や
公有水面埋立法に基づく変更承認申請が行われた場合
は、法令にのっとり適切に審査を行ってまいります。
今後も、沖縄県の有するあらゆる手法を用いて、辺
野古に新基地はつくらせないという知事公約の実現に
向けて取り組んでまいります。
次に、オスプレイによる給油訓練についてお答えい
たします。
沖縄防衛局によると、ＭＶ22オスプレイは、空中
給油システムにより、他の航空機への給油が可能とな
る計画で、能力の完全な構築は2019会計年度を予定
しているとのことであります。この能力が太平洋地域
にいつごろ到達するかについては推測できないとのこ
とであります。
県としては、建白書の精神に基づき、オスプレイ配
備に反対であり、今後ともあらゆる機会を通じ、日米
両政府に対してオスプレイの配備撤回を求めてまいり
ます。
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次に、日米合同委員会についてお答えいたします。
米軍基地の多くが県民の住宅地域に近接している本
県においては、日米地位協定や日米合同委員会合意に
基づく米軍基地の運用は、周辺地域に居住する住民及
び地元地方公共団体にとって重大な関心事であります。
県としては、日米地位協定第25条について、日米
合同委員会の合意事項を速やかに公表する旨を明記す
るよう見直しを求めており、また、渉外知事会と連携
して、基地運用に関して基地が所在する地方公共団体
の意向が反映されるよう、地域特別委員会の設置を求
めているところであります。
次に、海兵隊の撤退についてお答えいたします。
県は、日米安保条約を認める立場でありますが、国
土面積の約0.6％にすぎない本県に在日米軍専用施設
面積の約70.6％が集中するなど、沖縄県民は過重な
基地負担を背負い続けており、基地の整理縮小が必要
であります。その実現のため、在沖海兵隊の国外移転
及び嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還を確実に
実施することが重要と考えており、今後とも軍転協等
と連携し、あらゆる機会を通じて、基地の整理縮小を
日米両政府に対し強く求めてまいります。
次に、自衛隊機脱輪による那覇空港閉鎖についての
御質問の中の、自衛隊機前脚のふぐあいによる滑走路
閉鎖の影響についてお答えいたします。
約２時間にわたる滑走路の閉鎖により、当日は、目
的地の変更が15便、出発地への引き返しが８便、欠
航が44便及び30分以上の遅延が130便発生するなど、
民間機の運航に大きな影響が出たところであります。
また、航空自衛隊によりますと、久米島町から、久米
島―那覇間の航空便が欠航となり、クルマエビを発送
することができなくなり損失が出たと抗議が寄せられ
ているとのことであります。
次に、那覇空港の運用及び自衛隊機事故の発生の状
況についてお答えいたします。
·那覇空港の平成27年度の全航空機の離着陸回数
は、国土交通省の空港管理状況調書によると、15万
7370回となっております。また、県が把握している
自衛隊機を原因とする滑走路の閉鎖は、平成23年以
降、今回の件を含めて９件発生しており、閉鎖された
時間については、最短が約２分、最長が今回の約１時
間50分となっております。
次に、飛行再開に対する受けとめ等についてお答え
します。３の(3)と３の(4)は関連いたしますので一括
してお答えします。
県としては、問題は確認されなかったとはいえ、事
故原因が究明されない中、飛行再開について、関係市

町村へ説明するのみで県民に十分な説明を行うことな
く進める姿勢は遺憾であると考えております。航空自
衛隊によると、原因の究明には、約１カ月を要すると
のことであり、再発防止策として、通常の整備点検の
項目に飛行時間に応じた非破壊検査を追加するととも
に、整備員に対する整備手順の教育及び操縦士に対す
る緊急事態が発生した際の手順の教育を徹底したとの
ことであります。
県としましては、自衛隊において、県民に不安や影
響を与えることがないよう、安全管理に万全を期して
いただきたいと考えております。
次に、公立学校の耐震化と防災システムについての
御質問の中の、那覇市の代替指定避難所に県の施設を
活用することについてお答えいたします。
那覇市においては、今後、耐震補強が必要な体育館
について、地震が発生した場合の使用を禁止するな
ど、災害の形態に即した対応に努めるとともに、学校
付近の県立学校等の公共施設を避難所として追加指定
する方向で関係機関と調整を行っていると聞いており
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　米軍基地問題につい
ての御質問の中の、岩礁破砕等許可申請の必要性につ
いてお答えいたします。
漁業権は、漁業法に規定されているとおり漁業を営
む権利であり、知事の免許により漁業協同組合等に付
与されるものであります。漁業権者による漁業権の一
部放棄に関しては、これにより漁業権が当然に変更さ
れるものではなく、漁業法第22条の規定により、漁
場の縮小を内容とした知事の変更免許が必要でありま
す。このことについては、これまでの政府見解や地方
自治法に基づく水産庁の技術的助言においても同様の
見解が示されております。
このため、県としましては、現在も普天間飛行場代
替施設建設工事海域には漁業権が設定されているとの
前提のもと、４月以降に岩礁破砕行為を行うには、知
事の岩礁破砕等許可を受ける必要があると判断してお
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　米軍基地問題につい
ての御質問の中の、辺野古埋立承認の事前協議につい
ての御質問にお答えいたします。
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埋立承認願書は、基本設計段階での申請であること
から、県は、埋め立てを承認した際に、工事の実施設
計及び環境保全対策等の詳細について、工事の施工前
に県と協議を行うこととの留意事項を付しておりま
す。そのため、平成28年12月26日に承認取消処分を
取り消したことにあわせて、当該留意事項に基づく事
前協議が必要になる旨を沖縄防衛局に通知し、事前協
議が調うまでは埋め立てに関する工事を停止するよう
求めたところであります。
これらのことについては、さまざまな機会を通じ
て、繰り返し指摘し、求めていきたいと考えており
ます。
次に、都市部の交通基盤整備についての御質問の中
の、那覇都市圏の自転車専用道路の拡充についての御
質問にお答えいたします。
自転車専用道路等、自転車利用環境の整備に際して
は、市町村が自転車ネットワーク計画を策定する必要
があり、当該計画を策定した市町村は現在、名護市と
浦添市の２市にとどまっております。
そのため、土木建築部では今年度から、関係部局、
市町村、民間等を交えた協議会を設置して、自転車利
用促進や普及啓発に取り組んでいるところでありま
す。引き続き協議会等を活用して、那覇都市圏を初め
各市町村の自転車ネットワーク計画の早期策定を促し
ていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　米軍基地問題についての
御質問の中の、オスプレイの低周波音の実態調査につ
いてお答えします。
オスプレイの訓練に伴う低周波音及び航空機騒音に
係る実態調査については、着陸帯や飛行場を米軍へ提
供する国の責任において実施し、その結果を公表すべ
きと考えております。
県としましては、航空機騒音による住民への影響の
把握は重要なことであると考えており、引き続き地元
自治体と連携し情報収集に努めるとともに、航空機騒
音の推移を注視していきたいと考えております。
次に、環境汚染対策と土地使用履歴の開示について
お答えします。
県では、毎年、基地排水水質等監視調査により米軍
基地周辺における水質等の調査を実施し、米軍基地か
らの汚染状況の把握に努めているところであります。
米軍施設に係る土地使用履歴については、軍転協を通
じて国や米軍に対し情報開示するよう強く求めている

ところであります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　米軍基地問題
についての御質問の中の、沖縄平和運動センター議長
の勾留についてお答えします。
沖縄平和運動センターの議長が勾留されていること
については、裁判手続のことでありますので、県とし
てはコメントを差し控えさせていただきますが、本人
の体調等に配慮していただきたいと思います。
次に、沖縄ヘイト言説に対する知事の見解について
お答えします。
東京ＭＸテレビの番組については、平成29年２月
10日に、放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送
倫理検証委員会で、同番組の審議入りを全会一致で決
めたとされておりますので、コメントを差し控えさせ
ていただきます。
なお、いわゆる沖縄ヘイトとされている一連の事案
につきましては、沖縄県民の心情を理解していないも
のであり、大変残念であります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　労働問題について
の働き方改革についてにお答えいたします。
国においては、働き方改革は一億総活躍社会の実現
に向けた重要な課題と位置づけており、今月14日に
は、第７回目の働き方改革実現会議を開催し、長時間
労働是正や高齢者雇用について議論しております。県
としましては、県内企業における長時間労働の抑制や
年次有給休暇等の取得促進、非正規雇用労働者の正社
員転換等への取り組みが必要と考えており、昨年８
月、沖縄労働局と連名で経済団体及び労働団体に対し
同内容での要請を行ったところであります。
県としましては、引き続き国の動向を注視しなが
ら、労働環境の改善に向け取り組んでまいりたいと考
えております。
続きまして、労働環境の改善状況及び県の対応につ
いてにお答えいたします。
平成26年度に実施した沖縄県労働環境実態調査の
結果によると、特に従業員規模10人未満の事業所に
おいて、法定労働条件の整備が不十分であるという課
題があることがわかりました。調査の結果は、関係部
局や業界団体に提供し、それぞれの業界の課題につい
て対策を講じるよう依頼したところであります。
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また、県におきましては、事業主に対するセミナー
の開催や専門家派遣等の施策を実施し、労働関係法令
の周知啓発等に取り組んでいるところであります。本
調査は、平成29年度に第２回調査を実施し、改善状
況等を把握する予定としております。
次に、公契約条例の取り組み状況についてにお答え
いたします。
現在、学識経験者、労働団体及び事業者団体６名で
構成する懇談会を設置し、公契約条例のあり方等に関
する検討を行っていただいているところであります。
同条例では発注者である県や受注者である事業者の責
務や取り組みなどを規定するとともに、効果的な運用
を確保するためには、労働者と事業者双方の理解と協
力が必要と考えております。
年度内に委員の意見等を取りまとめ、これらを参考
にして、次年度に条例案を作成し、パブリックコメン
トを行った後、議会に提案することとしております。
続きまして、非正規雇用と県民所得の対策について
にお答えいたします。
非正規雇用は正規雇用に比べて、一般的に賃金が低
いことや能力開発の機会が少ないことなど、非正規雇
用対策が重要であると認識しております。そのため、
県では、企業に対し、正規雇用化を促進するため、研
修に係る費用の助成や中小企業診断士等を派遣し、経
営改善を促す事業を実施しているところです。
県としましては、引き続き沖縄労働局等関係機関と
連携して正規雇用化の促進と県民所得の向上に取り組
んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　公立学校の耐震化と防災シ
ステムについての御質問の中で、指定避難所に指定さ
れた公立学校施設等の耐震化等についてお答えいたし
ます。
文部科学省の調査によりますと、平成28年４月１
日現在、本県の耐震化率は小中学校が87.5％、高等
学校が97.5％、特別支援学校が100％となっておりま
す。現在、７市町において、公立学校の屋内運動場
92棟を指定避難所として指定しているところであり、
そのうち３市町で指定された20棟が、昭和56年以前
の旧耐震基準で整備された施設となっております。
県教育委員会では、改築事業の前倒しや耐震補強事
業の促進など、早期の耐震化を強く働きかけており、
今後とも市町村と連携し、耐震化に取り組んでまいり
ます。

次に、学校防災対応システムの導入についての御質
問にお答えいたします。
学校防災対応システムは、東日本大震災における津
波災害を受け、平成24年度から海抜10メートル未満
の県立学校20校に導入しております。地震が発生し
た際、気象庁の情報が高度利用配信により、学校に設
置した端末へダイレクトに配信され、同情報を校内放
送により児童生徒、教職員へ知らせ、初期対応が迅速
に行えるようにするものであります。
なお、平成29年度は、既設置20校の機器の入れか
えを行うとともに新たに２校に導入する予定であり
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　都市部の交
通基盤整備についての御質問の中の、観光バスの乗降
場所等についてお答えいたします。
現在、国際通り周辺には観光バスの乗降場などが十
分に整備されていないことから、観光バスの滞留によ
る交通渋滞が発生するなどの課題が生じております。
今年度、県と那覇市、沖縄総合事務局で協議し、那覇
市と沖縄総合事務局が実施する国際通りから離れた待
機場からのバス誘導実証実験に対し、県で待機場を提
供したところであります。バス待機場用地の確保につ
いては、今後、那覇市で実証実験の効果を検証し、検
討すると聞いております。
県としては、引き続き国、那覇市、交通機関等と連
携して、観光バスの乗降場などの課題解決に向け取り
組んでいきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。

〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　再質問をしたいと思います。
大きな項目２点に絞って、再質問をさせてもらいた
いと思います。
まずは、知事の政治姿勢についての(3)の、普天間
飛行場の５年以内運用停止についての再質問であり
ます。
答弁では、辺野古移設の進捗に関係なく５年以内運
用停止を求めていくということの県の立場と、また、
一日も早い危険性の除去を求めていくということで、
私は受けとめました。
安倍首相は、翁長知事が辺野古移設に協力しないか
ら５年以内運用停止は困難だということの理屈を述べ
ているようでありますが、これは辺野古移設を前提
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に、５年以内運用停止は条件つきだと言わんばかりの
無責任な態度と言わざるを得ないと私は思います。こ
のひきょうな理屈をはねのける論議が26年１月の県
議会の臨時会で、私は論じられたというふうに思って
おります。このときにも、辺野古埋立承認を得るため
に交換条件ではないかということの疑念が広がってお
りましたが、その臨時会では、そういった議論を中心
になされました。当時、仲井眞知事は、これが埋立承
認の取引条件ではないことを必死に説明した臨時議会
だっただろうというふうに思います。当時の仲井眞知
事に、５年以内の運用停止は、辺野古移設が前提かと
聞いたら、前知事は前提にしようがしまいが、一日で
も早い危険性の除去のため県外移設を求めると述べて
おります。また、総理との約束もそれに尽きるという
ふうに答弁をする議事録が残っております。５年以内
運用停止と辺野古移設はセットでないことが明白に
なったわけであります。総理は、速やかに５年以内運
用停止を実現すべきだと私は思っておりますが、県の
認識について、まず１点これを伺います。
それからもう一点は、安倍首相は日ごろから、国
防・外交は国の専権事項だというふうに述べながら、
この５年以内運用停止は翁長知事が辺野古移設に非協
力だから困難だとする立場をとっております。全く御
都合主義だと私は言わざるを得ないと思います。知事
の非協力でだめになるならば、辺野古移設も断念し
て、オスプレイの配備も撤回すべきだと私は考えま
す。これも県の見解を、２点目お願いします。
それから、３点目でありますが、安倍首相は県にも
地元の宜野湾市にも、５年以内の運用停止のプロセス
や返還計画も示さずに約束してから３年間、対米交渉
を一切してきておりません。当初から消極的で、県民
にこの５年以内運用停止は空手形を示したのではない
かと思いますが、県の認識を私は伺いたいと思います。
それから、大きな項目３の自衛隊の脱輪事故につい
てでありますが、那覇空港は、民間空港として全国的
にも超過密状況だという答弁がありました。航空自衛
隊との軍民共用空港の中で、危険性も非常に増してお
ります。
今回の事故も前輪のタイヤが完全に外れ、8400人
の空港利用者に影響を与えたというふうに言われてお
ります。この自衛隊機の事故は、これまでも何回とな
く繰り返されており、防衛省による南西地域の防衛強
化のためにＦ15戦闘機は、20機から40機にふやした
り、緊急発進スクランブルも展開したり、民間機との
ニアミスも起こる極めて危険な状況となっていること
は御承知のことだと思います。自衛隊那覇基地の原因

究明もなされないまま、飛行を再開しておりますが、
安全管理の徹底、再発防止を強く求めたのかどうか伺
いたいと思います。
次に、２月16日に那覇市・南部離島選出議員と各
南部離島町村長との意見交換がありました。そのと
きに、大田久米島町長から、自衛隊機の事故のおか
げで、クルマエビ67ケース、１トンが発送できず、
200万以上の損害を出したということの報告がありま
した。先ほど答弁がありました。この久米島町のクル
マエビは、年間200トン以上の生産量を誇り、１日２
トン以上を航空便で本土に出荷しているようでありま
す。養殖産業に打撃を与える事故の原因に対して、私
は厳重に抗議をすべきだと思います。
久米島町では、人や物資の移動の大半を航空に頼っ
ており、航空便の安全運航を強く求めております。過
去にも無許可の自衛隊機のトラブルや軍民共用の問題
で事故は後を絶たないということで、久米島町長は話
をしておりました。
この200万の損害についての補償については、県は
航空自衛隊に強くその補償について求めていくことに
ついて考えているかどうか伺いたいというふうに思い
ます。
以上の点について、答弁をよろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　崎山嗣幸議員の再質
問にお答えいたします。
まず、５年以内の運用停止についてでございます。
前提ではなかったんじゃないかというようなことで
すが、私どもも全く同様に考えております。５年以内
の運用停止、これは平成25年12月17日に前知事が求
めたものでございますけれども、先ほど議員からは、
議会での答弁もありましたけれども、その際にも、
12月17日の際にも政府としてできることは全て行う
と述べております。その後に開催されております普天
間飛行場の負担軽減推進協議会においても同様の発言
が繰り返されておりまして、辺野古移設が前提との発
言はございませんでした。
そのようなことからしましても、県としましては、
辺野古移設が前提とは全く認識しておりませんので、
今回の安倍総理の発言は、県としては、到底認められ
ないものだというふうに考えております。
それから、常々総理が国防・外交は国の専権事項だ
というようなことに対して、今回展開しているのでは
ないかというような御趣旨の御質問がございましたけ
れども、やはり辺野古移設がそもそも前提ではないと
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いうことですので、国においてはしっかりと米国政府
に求めていただきたいというふうに考えております。
また、県といたしましては、昨年の７月21日に開
催されました普天間推進協議会において、改めまして
５年以内の運用停止の実現を求めましたし、その後に
開かれました作業部会におきましても、残り２年と
なった５年以内の運用停止の具体的なスケジュールを
日米両政府において策定するよう求めたところでござ
います。しっかりと政府において、米側と交渉してい
ただければというふうに考えております。
次に、自衛隊のトラブルの件で、県はどのような対
応を行ったかということでございますけれども、１月
31日の午後４時に基地防災統括監が那覇空港混成団
司令に対しまして、今回の事故原因の究明、そして今
後の安全管理の徹底など、実効性ある再発防止策を早
急に講じるよう強く求めるとともに、原因が究明され
次第、速やかに情報提供を行うよう要請したところで
ございます。
また、その後、自衛隊からの再開の話があったとき
にもそういったことは、きちんと県民に対して説明す
るよう改めて求めたところでございます。
あと、久米島町のこの損害の件なんですけれども、
久米島漁業協同組合から久米島町、そして久米島町議
会の要請書によりますと、返品や市場変更によりまし
て、約220万円の損失が出たということです。航空自
衛隊から久米島町のクルマエビのみを確認していると
いうことですけれども、この件については、まだ防衛
省のほうから具体的にどうするというお答えはいただ
いておりません。
損害について、県は求めるべきではないかという御
趣旨の発言がございました。
１月31日の記者会見におきまして、稲田防衛大臣
のほうは、防衛省としては民間機の利用者や民間航空
会社から損害賠償を求められた場合には、国家賠償法
等の関係法令にのっとって適切に対応したいというよ
うな答弁がございました。
県としましても、滑走路閉鎖に伴う被害、損害等に
ついては、国が関係法令にのっとって適切に対応して
いただきたいというふうに考えておりますので、今そ
の動きを注視しているところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時56分休憩
　　午前11時56分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
再々質問をします。

崎山嗣幸君。
〔崎山嗣幸君登壇〕

○崎山　嗣幸君　再々質問ですので、まずは一言だけ
させてもらいたいと思います。
約束の５年以内運用停止の件でありますが、2019
年２月まで、あと２カ年しか残っておりませんが、こ
のままいくと安倍首相は普天間の危険性を放置するこ
とになりかねないんではないかということで危惧をし
ます。知事は、この安倍首相に対して、約束の履行を
強く求めていくべきだと思いますが、どういった方向
にこの約束の５年以内運用停止、あと２カ年間の中で
求めていくのかについて、知事の決意を一言聞かせて
もらいたいと思います。
よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　崎山嗣幸議員の再々質問にお
答えいたします。
５年以内運用停止の今回の総理の発言についての崎
山議員の御意見は、私はそのとおりだというふうに
思っております。それにつけ加えますと、私が知事に
なる前の１年間は、埋立承認をしてから仲井眞前知事
の１年間でありました。その１年間は全く動いており
ませんでした。あるいはまた、米国にも要請はありま
せんでした。私が受け継いで、今２カ年で合計で３年
になるわけですけれども、承認からですね。そのうち
の前半の１年間は、全く動きがない中に、またアメリ
カ側からもそんなことは聞いたことがないという報道
がどんどんなされていた状況でありました。
これからどうするかということでありますが、今月
に入りまして、佐喜眞宜野湾市長からも５年以内運用
停止、しっかりと協議会を開いて、県と一緒にやって
いきましょうという申し入れがありましたので、宜野
湾市長と相談をしながら、早くこれが再開できるよう
に、これから頑張っていきたいと思っております。
以上です。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11·時59分休憩
　　午後１·時20分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
午前に引き続き代表質問を行います。
亀濱玲子さん。
〔亀濱玲子さん登壇〕

○亀濱　玲子さん　皆さん、こんにちは。
社民・社大・結連合を代表いたしまして、代表質問
をさせていただきます。



− 90−

よろしくお願いいたします。
通告に従いまして、所見を交えながら質問をさせて
いただきたいというふうに思います。
まずは、知事の県政運営についてであります。
翁長知事は就任から２年を経過いたしました。今度
の県政運営についてもそうなんですけれども、まず印
象深かった、ことし、全職員に向けた年頭の訓示にお
きまして、平和を希求する県民の願いに応え、沖縄の
豊かな自然、歴史、文化や伝統を大事にし、未来を担
う子や孫に引き継いでいくことが使命というふうに
語っていらっしゃいます。これについては、基地問題
等につきましては、さきの崎山議員、そして照屋大河
議員が質問されましたので、私は、離島にこだわって
質問をさせていただきたいと思います。
そのようにお話になりまして、続いて、県全体の底
上げを図るためには、離島力の向上が不可欠と発言を
されています。新年度の予算にも、県政の特徴がきめ
細かに盛り込まれていると評価されるというふうに思
います。特に、新年度における離島の振興、これは下
地島空港の取り組みも含めて、アジアの経済戦略構
想、これと絡めていうと下地島空港が大きな魅力ある
事業になるだろうというふうに思っていますので、下
地島空港の取り組みを含めて離島の振興の力点につい
てお伺いをしたいと思います。
(2)点目です。平成29年度の新規事業として災害対
策拠点整備事業、消防防災ヘリ導入検討事業が予算計
上されておりますけれども、沖縄県の課題と実施内容
についてお伺いをしたいと思います。
続いて、大きな２です。
宮古・八重山への自衛隊配備、陸自基地建設につい
てでありますけれども、(1)、宮古島・石垣への自衛
隊基地建設・配備計画について、配備予定地とされて
いる集落住民の反対の声が上がっています。航空自衛
隊基地と隣り合わせで、例えば戦前は日本軍の、そし
てそれ以降は米軍の、そしてさらに復帰後は自衛隊の
というふうに被害が、特にヘリが大型になるに従って
その騒音に悩まされてきたそこの住民が、さらにその
近くに自衛隊が新たに配備されるということで、反対
の声を上げている宮古と、そして石垣でも２月９日に
は、市民から配備反対の抗議声明が防衛省、並びに政
府関係者、市長というふうに出されていると報道され
ております。防衛省はこれまで、特に宮古が先駆けて
配備計画が進んでいるわけですけれども、住民の声を
一顧だにせずに、特に宮古千代田地区においては、既
に測量やボーリング調査を実施しております。さきの
議会で、当局は、少し踏み込んで答弁をいただいたと

いうふうに思っています。自衛隊配備については地域
の理解が必要、地域住民の声に耳を傾け、それをしっ
かりと受けとめていただくよう沖縄防衛局に伝えると
いうふうに当局は答弁されておりますけれども、それ
については、どういう行動がなされたのかということ
についてお答えいただきたいと思います。
当局の見解、住民の反対の声はしっかり届けられて
いるのかということについて、見解、対応をお伺いい
たします。
イです。日米合同訓練が強化されている中で、ミサ
イル基地を伴う自衛隊新基地建設は、アジア経済戦略
構想を進める沖縄県にとって、近隣諸国との関係にお
いても阻害要因ではないのか。それについて見解をお
伺いいたします。
(2)です。宮古島への自衛隊配備は、これは、さき
の議会でも取り上げましたけれども、十分なお答えを
いただけませんでしたので、もう一回取り上げさせて
いただきます。ミサイル基地、弾薬庫、実弾射撃訓練
場、そういったもろもろのものがつくられるというふ
うに既に宮古のほうにはこれが４枚の紙で議会に届い
たものですね。（資料を掲示）　まず、これが最初に届
きました。届いたものでありますけれども、この場所
が、全て宮古は地下水に影響するという観点から、そ
して宮古島が、これを見ていただいたらわかるんです
が、これは赤く染めているところが活断層なんです。
本当に真っ赤な状態だというふうに思いますけれど
も、こういった地形が不安定なところで、地下に何か
例えば弾薬庫であったりとか、指揮所であったりと
か、そういったものをつくっていくのは、やっぱりま
かりならないというふうに思います。それについて、
地下水に生活用水の全てを頼っている宮古島にとっ
て、地下の構造についての調査を検討していただきた
いということを申し上げましたけれども、これについ
ては、地下水に係る調査や自然環境への影響につい
て、現在のモニタリング調査を継続していく中で検討
するというようなことでありましたけれども、これ
は、むしろしっかりと先駆けてやるべきだというふう
に思います。これについて、お考えをお聞きしたいと
思います。
３点目、保健・医療行政についてであります。
離島医療の支援についてお伺いいたします。
離島医療については、がん患者、難病患者を含めて
子宮頸がんワクチン接種による副反応の被害のある患
者、妊産婦、不妊治療など島内で受けられない医療が
あり、経済的にも精神的にも負担が大きいものがあり
ます。県が新年度で実施する離島患者等支援事業、こ
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れはとても待っていた事業であります。先駆けて自治
体が進めているところを県が後押しをするということ
は、とても大事な事業でありますので、この実施内容
について、県内離島の患者の状況把握とあわせてお聞
きしたいというふうに思います。
続いて、離島巡回診療ヘリ等運営事業についてもお
答えいただきたいと思います。
さらに加えて、離島診療所への医師派遣及び離島病
院等への専門医派遣についてお伺いをいたします。
(2)です。県立八重山病院の建設について、進捗状
況と課題についてお伺いいたします。
ア、追加の工事等（磁気探査、外構等の工事、島外
からの労働者確保等）、これはさきに文厚委員会で視
察した際に課題が洗い出されました。それにしっかり
対応していただきたいということを申し入れてありま
すので、この予算の確保についてはどうなのかをお伺
いいたします。
続いて、医療機器の購入が予算で上がっていたかと
思うんですけれども、これについての見通しを伺いま
す。そして加えて、八重山ではとても大事な、観光に
おいてもこれが必要不可欠なものであると思いますけ
れども、高圧酸素療法装置というものの設置について
お伺いしたいと思います。
続いて、こども医療費助成事業の拡充についてお伺
いいたします。これは、ぜひこども医療費の助成は通
院が就学前、そして入院が中学卒業まで、これを全て
の子供に中学卒業までの通院・診察が保障されるべき
だというふうに考えます。これについて見通しをお聞
きいたしたいと思います。
(4)です。本県における管理栄養士の育成環境の状
況と課題、新規で取り組む管理栄養士養成課程設置補
助事業、この概要と今後の見通しについてお伺いをい
たします。
４点目、福祉行政についてであります。
(1)、沖縄県中央児童相談所宮古分室の設置費が平
成29年度予算に計上されました。これは、本当に悲
しい事件が起きて、それからずっと求め続けていたの
が、ようやく本腰を入れてということになります。こ
れについてのやっぱり設置体制、職員の配置体制が大
事かと思われますが、それについてしっかりどういう
体制になっているのか、また、宮古島市あるいは児童
家庭相談センターという、通称児家センという地域の
相談センターがありますけれども、これとの兼ね合
い、連絡・連携等についてどのようになっているのか
お聞きいたします。
続いて(2)、子供の貧困対策の取り組みについて、

沖縄の貧困率は県の調査で29.9％、別の組織でやる
ともっと高いという数値も出ておりますけれども、母
子世帯・ひとり親世帯が54.6％、家計を支えるため
にバイトしている若者77.7％、高校生で教材費など
の校納金が払えないでいる生徒が68.5％など、学齢
期に安心して学ぶ環境が奪われているという現状が明
らかになりました。生活保護家庭の子は特に不登校率
が高いというのも特徴であるということであります。
子ども・若者の自立支援に向けた施策が求められてお
ります。
居場所、学習支援、食事の提供等の実施状況と課題
についてお伺いをいたします。
イです。高校の教材費など校納金が払えない生徒へ
の対応、また、高校中退の若者支援については、どの
ような状況にあるのかをお答えいただきたいというふ
うに思います。
ウです。県の役割と市町村の役割、これはそのとき
そのときできちっと整理をして、それぞれの役割を
しっかりやっていかなければならないと、それが本当
に魂のこもった予算の使い方につながっていくという
ふうに思いますけれども、これについての必要な支援
が届いているか、連携・体制についてお伺いをいたし
ます。
また、課題についてどういうふうに捉えているかと
いうことをお聞かせ願いたいと思います。
(3)です。待機児童解消の取り組みについて。
ア、待機児童解消支援基金事業における市町村支援
をどのように行っているのかをお答えいただきたいと
思います。
イ、県は、平成29年度の当初予算のポイントとし
て、待機児童解消に向けた取り組みをしっかりとして
いくという方針を述べております。それについて、対
策の充実に向けた取り組み、これが、力点があるよう
でしたら、お答えいただきたいと思います。
(4)、放課後学童クラブ支援について。
平成29年度事業で、放課後学童クラブ支援事業に
ついて、公的施設活用等をうたっております。事業の
推進についてお伺いをいたします。
イです。県下市町村の支援事業について、実施の有
無や助成の内容に格差があることがわかりました。さ
きに新聞でも報道されました。宮古島市にも問い合わ
せました。昨年の10月に、養護の必要な全ての子に
というふうにうたっておりますけれども、現時点で実
施していないという回答でありました。県は、しっか
りと市町村の状況を把握して、支援をしようとしてい
らっしゃるのかということについてお答えいただきた
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いと思います。
(5)、ひきこもり支援についてであります。
内閣府の調査により、減ったとはいえ全国で54万
人を超えるひきこもり、これは39歳までの調査だと
いうことでありますけれども、その実態が浮き彫りに
なりました。せんだって、文教厚生委員会でもＮＰＯ
の活動を視察してまいりましたけれども、やはりそこ
は若者支援でありましたけれども、とてもきめ細かに
やるということがやっぱり大事だということを学ばせ
ていただきました。
そこで質問をさせていただきます。
ひきこもりについて親たちはとても深刻でありま
す。沖縄県においても、長期化、高齢化するひきこも
りが問題になっております。
ア、年齢や必要な支援もさまざまであり、きめ細や
かな対応が求められるが、地域での居場所づくり、相
談・支援体制をどのようにつくっていくのか、お考え
を伺います。
イ、長期化する40歳以上のひきこもりの状況につ
いて、実態調査が必要との方針が示されました。対応
についてお伺いをいたします。これについては、親御
さんたちがつくる団体が文教厚生委員会にも、どうし
ても40歳以上に対する支援が必要なのだということ
を訴えていらっしゃいましたので、これについてもお
聞かせ願いたいと思います。
続いて、(6)、読書困難者への支援体制の取り組み
についてお伺いいたします。
平成28年４月１日に障害者差別解消法が施行され
ました。完全実施でありますけれども、視覚障害者の
方、発達障害者、高齢者、全ての読書困難者への支援
体制の実現が求められています。閣議決定によると、
これは障害手帳を持っている障害者のみではなくて、
全ての読書困難者が対象であるということがうたわれ
ておりますが、それについてどういう施策を、方策を
持っているのか、積極的に取り組んでいただきたいと
思いますけれども、お答えいただきたいと思います。
そしてイです。既に、大活字本、拡大文字の図書、
これを取り入れている図書館もあり、全ての読書困難
者に読書権が保障されるために、さらに、県内自治体
と意見交換をして支援を進めていただきたいと思いま
すけれども、これについてはどういう状況であるかと
いうことをお答えいただきたいと思います。
教育行政についてであります。５点目です。
八重山の県立高等学校の寄宿舎建設について進捗状
況をお伺いいたします。
寮室の面積等、とても狭いということを文教厚生委

員会でも指摘いたしました。それについて、要望を踏
まえた、学校関係機関との協議はなされたか。加え
て、寄宿舎の管理体制等も指摘されたと思いますが、
これについての対応はどうなっているかをお聞かせ願
いたいと思います。
大きな６番目です。旧姓使用について。
沖縄県内自治体において、女性の旧姓使用が進ん
でいない状況が明らかとなりました。女性の人権、労
働、活動環境を整えるための方策をお伺いいたします。
大きな７番目です。農林水産行政についてであり
ます。
(1)、畜産振興についてお伺いをいたします。
ア、県内家畜取引状況の好調が続いています。こ
とし１月の初競りでも子牛価格が高値で取引されまし
た。年々価格が上昇傾向にあるとのことであります。
今後の見通し、展開を伺います。ちょうど農林水産部
長も一緒に宮古島の初競り、１月19日も御一緒させ
ていただきましたけれども、本当に最高の値段がつい
たということで、地元の関係者は大喜びでありまし
た。これについての見解、見通しをお伺いいたします。
イ、県内畜産の課題と担い手の育成、これが一番大
事だろうというふうに思うんですが、担い手の育成を
どのように進めていくのかお伺いをいたします。
(2)です。米国のＴＰＰ離脱による新たな展開とし
て、日本と米国との２国間協定自由貿易協定（ＦＴ
Ａ）が懸念されておりますけれども、県の受けとめと
対策についてお伺いいたします。
(3)、これまで実施してきた新規就農一貫支援事業
の実績と課題、平成29年度新規事業、農業次世代人
材投資事業の取り組みについてお伺いをいたします。
(4)、園芸作物の安定供給に向けた災害に強い栽培
施設の整備事業の取り組み状況と課題、新年度事業の
展開についてお伺いいたします。
(5)、おきなわ型農産物ブランディング推進事業を
新規事業として置いてあります。国内外における販売
の促進と機能性食品表示の取り組み等を挙げておりま
すけれども、内容と今後の方向性についてお伺いいた
します。
８番目、観光行政についてであります。
離島観光の交流促進事業、その成果と今後の展開に
ついてお伺いをいたします。
(2)、道路そのものが観光資源になるような景観と
いうふうに私は常々考えているわけですけれども、国
道・県道の整備の維持管理、これをしっかりと県にお
いて進めていただきたい。今現在、大体どれぐらいで
しょうか。思ったよりは本当に沖縄の雑草は伸びるの
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はとても早いわけですから、それについて、沖縄なら
ではのやり方があるだろうと、回数増と直営体制、例
えば土木事務所ですね。直営体制の確保などが必要だ
というふうに考えます。
(3)、安心して観光を進めるための環境を整える。
これはダイビング等のため、宮古島の周辺、池間島
（八重干瀬等）のサメ駆除ということで、強化を求め
る声が上がっていたので、聞き取りに行ってまいりま
した。これは漁師さん、池間漁協さんの提供なんです
けれども、（資料を掲示）　一本釣りをするものですか
ら、これは漁師さんですよ。ダイビングとはあれなん
ですけれども、こういうふうにしてもうサメに半分を
食いちぎられて出てくるというようなことなんかが
あって、これを聞き取りに行ったんですね。素潜りで
漁をされる方、例えば貝だったり、タコだったりを
とっていらっしゃる漁師さんが、僕たちも大変だけれ
ども、八重干瀬というあのすばらしいダイビングス
ポットを持っていて、観光客についての対策というの
がセットで考えられないといけないのではないかとい
うことを、写真提供とともに池間の漁業組合からお話
を伺ってまいりました。これについて、観光行政とあ
るいは水産行政、タイアップして進めなければいけな
いかというふうに思いますが、これについてお聞かせ
願いたいと思います。
続いて、９番目です。環境行政についてです。
ヤンバル及び西表島を含む自然環境の保全・管理を
図り、奄美・琉球自然遺産登録を推進していただきた
いというふうに思います。見解をお伺いいたします。
お答えをいただいて再質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時41分休憩
　　午後１時42分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
翁長知事。
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　亀濱玲子議員の代表質問にお
答えをいたします。
私のほうからは、大きな４、福祉行政についてに関
する御質問の中の、待機児童対策の充実に向けた取り
組みについてお答えをいたします。
沖縄県では、平成29年度の待機児童対策関連予算
として、保育所等の施設整備関連を中心に国直接補助
事業も含め、前年度比約11億円増の約138億円を見
込んでいるところであります。次年度は、約4200人
の定員増を見込んでおり、引き続き市町村と連携し、

平成29年度末までの待機児童の解消に向け取り組ん
でまいります。
次に、大きな７の農林水産行政についてに関する御
質問の中の、県内家畜取引状況と今後の見通しについ
てお答えをいたします。
県内肉用子牛価格は、高値で推移しており、平成
28年の平均価格は73万8000円と史上最高を記録して
おります。また、沖縄県は、全国第４位の子牛産地と
して高く評価されていることから、今後も県内肉用子
牛価格は高値で続くものと推測されます。
沖縄県としましては、引き続き優良子牛が県内外に
安定的に出荷できるよう、優良種雄牛の造成、優良繁
殖雌牛の導入、畜舎等の基盤整備などに取り組んでま
いります。
次に、８の観光行政についてに関する御質問の中
の、島あっちぃ事業の成果と今後の展開についてお答
えをいたします。
島あっちぃ事業は3000人の募集に対し、応募総数
が9580人に達するなど、県民の関心が高い事業であ
ります。今年度は、10月21日から３月下旬にかけ、
順次派遣を行い、平成29年２月19日現在、19の島々
に1639人の本島住民を派遣したところであります。
参加者からは、体験、交流で島への理解が深まったな
どの声が寄せられ、民泊農家等からは、大人の受け入
れにやりがいを感じた、島の観光事業の発展につなが
るなど評価されております。県では、今後、モニター
の意見等を島へフィードバックすることで、体験プロ
グラムの開発・改善、受け入れ体制の強化などの課題
に取り組み、島々の魅力を生かした観光産業の振興に
つなげてまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　知事の県政運営について
の御質問の中の、新年度における離島振興の力点につ
いてお答えいたします。
沖縄県の離島は、島々で異なる個性豊かな自然環
境、文化、歴史的遺産等の魅力、すなわち離島力を有
しております。県では、平成29年度において、離島
の船賃及び航空運賃を低減する沖縄離島住民等交通コ
スト負担軽減事業、各家庭への光ファイバー網を整備
する超高速ブロードバンド環境整備促進事業、離島の
患者、妊産婦等の通院費を低減する離島患者等支援事
業など定住条件の整備に取り組んでまいります。ま
た、島々の魅力を生かした離島観光・交流促進事業、
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製糖工場の整備補助等を行う含蜜糖振興対策事業等を
実施するほか、下地島空港及び周辺用地の利活用事業
の導入促進など、島々の特色を生かした産業振興に取
り組み、離島力を発揮し、希望と活力にあふれる豊か
な地域社会の実現につなげてまいります。
次に、旧姓使用についての御質問の中の、市町村に
おける女性職員の旧姓使用についてお答えいたします。
沖縄県では、県主催の市町村総務担当課長会議にお
いて、旧姓使用に関する資料を配付するとともに、国
から関連する資料等の配付がある都度、市町村に情報
を提供しているところであります。市町村によって
は、これまで具体的な要望を受けていない等の理由か
ら、旧姓使用に関する取扱要綱等が整備されていない
状況にあります。
沖縄県としましては、女性活躍推進の観点から、引
き続き、市町村に対し旧姓使用が可能となる制度構築
等について、適切に助言をしてまいりたいと考えてお
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　宮古・八重山への自
衛隊配備、陸自基地建設についての御質問の中の、南
西地域への自衛隊配備に対する姿勢について、２の
(1)アと２の(1)イは関連しますので一括してお答えし
ます。
自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や
地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな
意見があるものと承知しております。
県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。近隣諸国との関係については、平和
外交に努力すべきことは当然であり、政府において、
これまでにも増して不断の外交努力を行っていただく
ことが重要であると考えております。
次に、知事の県政運営についての御質問の中の、大
規模災害時の県の課題と災害対策拠点整備等の内容に
ついてお答えいたします。
沖縄県における大規模災害時の課題として、全庁的
な対応策の実施と国等関係機関との連携体制の迅速な
構築があります。このため、災害対策拠点整備事業を
計上し、県庁４階講堂に設置される災害対策本部や地
方本部等の機能を強化する災害時オペレーションシス
テムの整備を行います。大規模災害発生時において、
消防防災ヘリは、空中消火や負傷者搬送など大きな役

割を果たすことが期待されております。このため、消
防防災ヘリ導入検討事業を計上し、消防防災ヘリ導入
の必要性や財政負担などの調査を行うこととしており
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　宮古・八重山への自衛隊
配備、陸自基地建設についての御質問の中の、宮古島
の地下水等の調査についてお答えします。
県では、水質汚濁防止法第15条第１項の規定に基
づき、宮古島市も含めて全県的に地下水の水質モニタ
リングを定期的に実施しております。
県としては、引き続きモニタリングを通して、宮古
島の地下水の環境保全について注視していきたいと考
えております。地下水及び自然環境調査については、
今後、県の地下水調査の結果、及び宮古島市が実施し
ている地下水水質保全調査の結果等も踏まえ、さまざ
まな観点から必要性も含め検討してまいりたいと考え
ております。
次に、環境行政についての御質問の中の、世界自然
遺産登録に向けた県の取り組みについてお答えします。
県では、ヤンバル地域及び西表島の両地域におい
て、世界自然遺産登録に向けた課題や管理の手法、地
域振興などを協議するため、地元町村や関係団体、国
で構成する地域部会を開催しております。地域部会で
の合意形成を踏まえ、昨年末に遺産を適切に保全管理
するための行動計画を策定したところであります。
今後、国や地元町村、団体と連携しながら、希少動
植物の保護や外来種対策、適正利用の推進などの施策
を講じ、平成30年の遺産登録の実現を目指してまい
ります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　保健・医療行政につ
いての御質問の中の、離島患者等支援事業についてお
答えします。
県は、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経済
的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会の確保を図
るため、平成29年度当初予算案に離島患者等支援事
業費を計上しております。同事業で支援の対象とする
離島の患者につきましては、特定不妊治療、がん治
療、小児慢性特定疾病、難病、特定疾患、子宮頸がん
予防ワクチンの副反応疑い及び妊産婦の合計で860人
と見込んでおります。また、同事業は、離島の患者の
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島外への通院に係る交通費及び宿泊費に助成を行う離
島市町村に対し、県がその費用の一部を補助すること
を内容とするものであります。
次に、離島巡回診療ヘリ等運営事業についてお答え
します。
県は、離島において眼科、耳鼻科等の専門診療科が
受診できる環境を整備するため、専門医による巡回診
療を実施しております。巡回診療に係る医師の移動
は、通常、定期の航路及び航空路を利用しております
が、便数、所要時間等の関係から、専門医の確保及び
診療時間の制約が課題となっております。このような
課題を解決するため、平成29年度予算案に離島巡回
診療ヘリ等運営事業費を計上し、伊平屋、伊是名、伊
江、粟国及び渡名喜の５島を対象に、ヘリによる専門
医の巡回診療を実施することとしております。
次に、離島の診療所及び病院への医師派遣について
お答えします。
県は、離島及び僻地における医師の確保を図るた
め、自治医科大学での医師の養成及び県立病院での後
期臨床研修医の養成並びに県内外の医療機関からの専
門医の派遣を行っております。このような取り組みに
よりまして、平成27年度は、離島及び僻地の県立病
院に82名、離島診療所に16名の常勤医師を確保して
おります。
次に、こども医療費助成事業の拡充についてお答え
します。
県は、現物給付方式を平成30年度に導入できるよ
う関係機関と調整を進めているところであります。な
お、当該制度につきましては、政策目的の変化に伴
い、貧困対策の要素を加味した制度に見直すことにつ
いても検討する必要があると考えております。
次に、管理栄養士養成環境の状況等についてお答え
します。
県内では、琉球大学教育学部に栄養士養成課程が設
置されておりますが、管理栄養士養成課程を設置して
いる大学はございません。このため、健康長寿おきな
わの復活に向け、食と栄養分野に係る人材育成や研究
の拠点を構築することが必要であると考えております。
県としましては、今後、管理栄養士養成課程の設置
を行う大学の公募を行い、その費用の一部を補助する
ことで、同施設の設置に向けた取り組みを進めていき
たいと考えております。
次に、福祉行政についての御質問の中の、ひきこも
りの居場所づくり、相談、支援体制についての御質問
にお答えします。
県は、ひきこもり専門支援センターを設置し、相

談、支援業務を行うとともに、市町村、福祉サービス
事業者及び親の会のメンバー等で構成する地域連絡協
議会を開催するなど、きめ細やかな対応に努めている
ところであります。また、居場所づくりにつきまして
は、総合精神保健福祉センターで行うひきこもりデイ
ケアにおける実績などを踏まえながら、必要性につい
て検討していきたいと考えております。
次に、40歳以上の実態調査についての御質問にお
答えします。
国は、40歳以上の年齢層も対象とした実態調査を
実施したところであり、今後、当該調査の結果が公表
されるものと考えております。
県としましては、その調査結果や県外の調査事例を
踏まえ、インターネットを活用したウエブ調査の手法
について検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。

〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　保健・医療行政につ
いての御質問の中で、新県立八重山病院建設工事の予
算確保についてお答えいたします。
新県立八重山病院建設工事については、債務負担行
為を設定し、予算を確保しております。駐車場部分の
磁気探査、外構等の工事及び八重山地域外からの労働
者の確保等に要する追加の経費については、今議会に
当初予算案を提出しております。
次に、医療機器等の購入や高圧酸素療法装置の設置
についてお答えいたします。
新県立八重山病院の医療機器等の購入に必要な経費
については、今議会に当初予算案を提出しておりま
す。また、高圧酸素療法装置については、更新を含
め、関係機関と調整しております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　福祉行政につ
いての御質問の中の、宮古分室の体制等についてお答
えします。
平成29年４月１日設置予定の中央児童相談所宮古
分室は、分室長、主幹、児童福祉司に、非常勤である
虐待対応協力員を加えた５名体制となる予定です。宮
古地域には、児童相談所の補完的役割を担う児童家庭
支援センターはりみずを設置していることから、宮古
分室は主に緊急対応が必要な重篤なケースの一時保護
や施設入所措置等、児童相談所のみが有する権限に基
づく業務に当たることを想定しております。分室設置
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後は、各関係機関がそれぞれの役割を適切に担い、宮
古地域における児童相談支援体制のさらなる強化に向
けて連携を深めてまいります。
次に、子供の貧困対策における子供の居場所の実施
状況と課題についてお答えします。
市町村においては、食事の提供、生活指導、学習支
援等を行いながら、子供が安心して過ごすことのでき
る居場所を提供しており、平成28年12月１日現在で
26市町村120カ所で設置されております。
沖縄県としましては、引き続き事業未実施の町村に
対して子供の貧困対策の必要性について情報提供を行
い、地域の実情に応じた市町村の取り組みを促進して
まいります。
次に、子供の貧困対策における県と市町村の連携体
制についてお答えします。
子供の貧困対策を推進するに当たっては、県と市町
村が緊密に連携を図りながら、地域の実情に即した対
策に取り組む必要があります。このため、県では、昨
年４月と本年１月に圏域ごとの市町村意見交換会を開
催し、県の子どもの貧困対策推進交付金を活用した関
連事業や、内閣府予算を活用した子供の居場所や支援
員の配置事業等に関する情報提供を行っております。
また、市町村職員や地域の支援者同士が顔の見える
ネットワークを構築するための研修会を開催し、さま
ざまな団体が相互に連携し支援を行う協議機関の設置
を促進しております。·
次に、待機児童解消支援基金事業における市町村支
援についてお答えします。
待機児童解消支援基金事業については、基金を財源
とした交付金の交付により、保育士確保方策など市町
村独自事業への支援、市町村事業の実施に要する非常
勤職員の雇用に対する支援及び国庫補助による保育所
整備に係る市町村負担額への支援などを実施している
ところです。平成29年度当初予算においては、約11
億円を計上したところであり、引き続き市町村と連携
し、待機児童の解消に取り組んでまいります。
次に、放課後児童クラブの支援事業の推進について
お答えします。
県におきましては、放課後児童クラブの環境改善
と利用料の低減のため、平成24年度から沖縄振興特
別推進交付金を活用し、公的施設への移行を支援し
ているところです。当該事業により、平成28年度ま
でに14カ所の設置を見込んでおり、平成29年度は委
託設計を含む20カ所の事業実施を予定しているとこ
ろです。
県としましては、市町村と連携し、公的施設を活用

した放課後児童クラブのさらなる設置促進に努めてま
いります。
次に、放課後児童クラブに係る利用料軽減の取り組
みについてお答えします。
放課後児童クラブに係るひとり親世帯等に対する利
用料軽減については、平成28年11月現在、14市町村
が実施しており、うち９市町村が今年度から沖縄県子
どもの貧困対策推進基金を活用し取り組みを始めたと
ころです。利用料の軽減については、各市町村により
取り組み状況に差があることから、県では平成29年
１月に市町村担当者を集めた意見交換を実施するな
ど、情報の共有を図っており、引き続き市町村の取り
組みへの支援に努めてまいります。
次に、障害者の情報支援に対する取り組みについて
お答えします。
県では、視聴覚障害者の意思疎通を支援するため、
手話通訳者、要約筆記者及び点訳・朗読奉仕員を養成
する取り組みを行っております。また、沖縄点字図書
館及び沖縄聴覚障害者情報センターにおいては、点字
図書や字幕映像ライブラリーの貸し出し等の情報支援
を実施しているところであります。
県としましては、引き続き視聴覚障害者の意思疎通
支援に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　福祉行政についての御質問
で、校納金が払えない生徒への対応及び高校中退者へ
の支援についての御質問にお答えします。
県教育委員会では、低所得世帯の高校生を対象に、
返済義務のない奨学のための給付金事業を実施してお
り、教材費や教科書費など教育費の負担軽減を図って
おります。また、公益財団法人沖縄県国際交流・人材
育成財団が、経済的理由により修学困難な生徒に貸与
している奨学金事業の貸付原資を補助しております。
高校を中途退学する生徒に対しましては、ハロー
ワークやグッジョブセンターおきなわ等の公共職業紹
介所、子ども若者みらい相談プラザｓｏｒａｅ等の相
談機関、高等学校生徒就学支援センターの案内を行っ
ているところであります。さらに、定時制高校や通信
制高校への転入学等の説明をするなど、学校を通じた
支援に努めております。
次に、読書困難者への支援についてお答えいたし
ます。
読書困難者に読書権を保障するため、日本図書館協
会では、図書館における障害を理由とする差別の解消
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の推進に関するガイドラインを定めているところであ
ります。県立図書館では、沖縄県公共図書館連絡協議
会において、当ガイドラインの解説や障害者サービス
のあり方、点字図書館の利用サービス等についての研
修会を通して、市町村との情報交換を行っているとこ
ろであります。
現在、県内の公立図書館におきましては、大活字本
の配置を初め、対面朗読室や拡大読書機の整備、車椅
子の設置、点字図書資料の貸し出し、本の宅配サービ
ス等を実施し、読書困難者への支援に努めております。
次に、教育行政についての御質問で、県立高校の寄
宿舎建設の進捗状況等についてお答えいたします。
現在、県教育委員会では、八重山地区において、
２校の寄宿舎の整備を進めております。そのうち、
八重山商工高校につきましては、ことし１月に契約
を締結しており、９月の完成を目指して整備を進め
ているところであります。また、八重山農林高校に
つきましては、寮室の――寮の部屋の面積増など、
学校からの要望を踏まえ、修正設計検討業務を実施
したところであり、現在、その結果を踏まえ、学校
と調整を行っているところであります。寄宿舎の管
理運営につきましては、各学校が主体となっており、
校内に学寮委員会等を設置し、寄宿舎に係る管理運営
のあり方や諸課題について協議し適切な対応を図っ
ているところであります。
県教育委員会としましては、今後とも生徒の安全で
快適な学習環境の整備に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　旧姓使用についての御質
問の中で、県における女性職員の旧姓使用等について
お答えをいたします。
県では、平成16年に沖縄県職員旧姓使用取扱要綱
を制定し、婚姻後も引き続き旧姓を使用できることと
しており、平成29年２月17日現在、98名が旧姓を使
用しています。また、平成28年３月に県職員の女性
活躍推進及び仕事と子育ての両立支援プランを策定
し、時間外勤務の縮減や早出遅出勤務の活用推進等に
取り組んでおり、女性職員の労働環境等の整備に努め
ているところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　農林水産行政につい
ての御質問の中の、県内畜産の課題と担い手の育成に

ついてお答えいたします。
県内畜産の課題として、農家の高齢化や畜舎等施設
の老朽化があります。これらの課題に対し、畜産担い
手育成総合整備事業や畜産クラスター事業等を実施
し、草地や畜舎等の基盤整備を推進しております。ま
た、新規の担い手育成対策として、沖縄県新規就農一
貫支援事業や青年就農給付金事業等を活用し、就農支
援も実施しております。
県としましては、引き続き本県畜産の振興を図るた
め、基盤整備や担い手育成に取り組んでまいります。
次に、米国との２国間協定についてお答えいたし
ます。
平成29年２月10日に行われた日米首脳会談では、
２国間協定について具体的な話し合いはなかったもの
の、共同声明には２国間の枠組みに関して議論を行う
ことが盛り込まれました。
県としましては、今後の情報収集に努めるととも
に、時期を逸しないよう、適切に対応してまいります。
次に、新規就農一貫支援事業の実績と課題及び農業
次世代人材投資事業についてお答えいたします。
県では、一括交付金を活用した沖縄県新規就農一貫
支援事業により、就農相談体制の充実及び農業施設や
機械の導入を支援しております。平成27年度までの
実績として、254名の新規就農者に対して支援を行っ
ております。課題としましては、就農定着までの技術
的支援等について継続的に行う必要があります。農業
次世代人材投資事業については、これまで実施してき
た就農準備の２年間及び就農開始後５年間の給付金の
給付を行う青年就農給付金事業の後継事業として、平
成29年度より実施し、次世代を担う新規就農者を引
き続き支援することとしております。
次に、災害に強い栽培施設の整備事業の取り組みと
新年度事業の展開についてお答えいたします。
本県の園芸作物の振興を図るためには、自然災害や
気象変動に左右されず、定時・定量・定品質の出荷に
対応できる産地の形成が課題となっております。この
ため、県では、一括交付金を活用し、平成24年度か
ら27年度までの４年間で、強化型パイプハウス86カ
所、平張り施設48カ所において約99ヘクタールを整
備したところであります。なお、平成29年度は、約
19ヘクタールの施設整備を計画しております。
県としましては、市町村等と連携し、災害に強い施
設整備を促進し、品質の高い園芸作物の安定供給に努
めてまいります。
次に、おきなわ型農産物ブランディング推進事業に
ついてお答えいたします。
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当該事業につきましては、園芸品目を中心とした県
産農産物について、国内外における競争力の強化やブ
ランド力の向上を目的として、国の地方創生推進交付
金を活用して実施するものであります。具体的には、
シークヮーサーの機能性表示食品取得、地域団体商標
などの取得、輸送体系改善によるコスト低減、園芸品
目全般の国内外での販売促進及び国外での販売力のあ
る人材育成などの取り組みを推進するものであります。
次に、観光行政についての御質問の中の、サメ駆除
に係る県の対応についてお答えいたします。
県では、漁業再生支援事業により、漁業集落が漁場
の生産力の向上に係る取り組みとして、サメ駆除等の
実施を支援しております。当該事業では、漁業集落が
独自に活動内容を決定し、取り組むこととなってお
り、宮古島市では、池間漁業集落、佐良浜漁業集落が
事業主体となってサメ駆除を実施しております。
県としましては、引き続き、漁業再生支援事業によ
る漁業集落の活動を支援し、サメ駆除の強化に努め、
漁業の振興を図ってまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　観光行政についての
御質問の中の、県管理道路の維持管理についての御質
問にお答えいたします。
県が管理する道路については、平成28年度は県単
独費で対前年度比約１億円増の約６億円を計上し、
主要幹線道路等においては除草回数をふやして対応し
ているところであります。あわせて、沖縄振興特別推
進交付金を活用した沖縄フラワークリエイション事業
を実施し、道路ボランティア団体による植栽管理を拡
充するなど、効率的な道路の美化に取り組んでおりま
す。また、今後の道路管理については、民間委託等効
率的・効果的な方法を検討しているところであります。
引き続き、計画的かつ適切に維持管理し、観光立県
にふさわしい良好な道路景観の創出・向上に努めてま
いります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　観光行政に
ついての御質問の中の、ダイビング等の安心な環境を
整えることについてお答えいたします。
本県には、沖縄の海に魅了された多くの観光客がダ
イビング等を目的に訪れております。そのため、ダイ
ビング事業者においては、サメの習性を踏まえたダイ

ビング手法や出没頻度の高い水域等の情報をダイバー
へ提供し、安心・安全なダイビング環境の確保に努め
ております。また、県においては、サメ目撃情報等に
ついて、迅速な情報収集に努め、適宜ダイバーなどの
観光客へ情報発信を行うこととしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。

〔亀濱玲子さん登壇〕
○亀濱　玲子さん　再質問させていただきます。
まず、保健・医療行政なんですが、保健部長、離島
の患者支援事業ですけれども、860人を見込みとお返
事いただいたんですが、これは、島々を数えて、町村
は18、39の有人島があるわけですけれども、これに
ついて、事業がつくられていないところもあるわけで
すよね、市町村においては。ですけれども、そこの、
じゃ患者さんはもらえないのかというと、それは非常
に不平等になるわけですので、その対策も練っていた
だきたいというのを１点。
もう一点は、離島診療の医師派遣事業ですけれど
も、今現在、南部医療センター泌尿器科・休診、宮
古病院眼科・休診、八重山病院脳神経外科・休診、
八重山病院の眼科・休診、外から週１回と書いてあ
ります。そういった状況の中で、この事業は、この
埋めるという事業にも入っていって活用されていく
のかと。実績は随分おっしゃっているんだけれども、
実際に欠員で休診している。その診療制限があるわ
けですから、その埋めるという事業にもなっていく
のかということをお答えいただきたいというふうに
思います。
続いて、八重山病院ですけれども、高圧酸素療法装
置というのは、現在あるのが古くなっているというこ
とですから、調整中ということですけれども、これは
設置するという前提で調整しているというふうに考え
ていいのかということを答えていただきたいと思いま
す。
もう一点、子供の貧困対策の取り組みについてです
けれども、高校生のアンケート調査を実施したと思い
ます。これについては、結果が、あるいは分析をした
後に公表する予定になっているのか、今後の作業の見
通し、高校生アンケート調査の進捗状況を教えてくだ
さい。
あとは、大活字本、読書権についてですけれども、
３点お聞きします。
まず、教育委員会に、公立図書館には置いてある。
これは、幾つの公立図書館の中に大活字図書が置かれ
ているのか。あるいは、２、対面朗読ができている公
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立図書館は何軒か。幾つのうちの幾つなのか。
あと福祉行政をお伺いいたしますけれども、代読代
筆支援員の養成講座というのが国の補助でできます。
国が２分の１補助を持って、県が実施することができ
ます。関係担当者あるいは図書館の司書であったり、
福祉の職員であったり、県の職員、市町村の職員集め
て、こういった事業ができるようにというふうにうた
われています。この法律の中の第５条には、自治体の
責務というのが書かれていて、それができますよとう
たわれています。ぜひこれを実施していただきたい。
これについてお答えいただきたいと思います。
あと教育行政の八重山の高校の件。八重山の県立高
校ですけれども、寮室の面積が希望を踏まえて調整
できたというのはありがたいことです。とてもうれ
しいことですけれども、寄宿舎の管理体制について、
何か学校に任せるようなニュアンスだったかと思い
ますけれども、これは増員が求められていると思う
んです、希望としては。この職員の増ということで
検討がなされているかということをお答えいただき
たいと思います。
あとは、安心してダイビングができるために、これ
はあえて農林水産部長のほうがいいかと思いますけれ
ども、サメ駆除を力を入れてやっていただきたい。そ
れについては、予算を確保してでもやるべきなのでは
ないかというふうに思いますが、目の前に当初予算が
あるのに追加をというのも何ですけれども、これにつ
いては、ぜひ検討をしていただきたいというふうに思
います。
それと、地下水の保全、環境部ですけれども、これ
は、さまざまな要素があって、県のモニタリング、宮
古島市の調査あわせて検討というふうにおっしゃって
いますけれども、何を具体的に検討していくのか、調
査に向けて検討するというふうに捉えていいのかとい
うことをお答えいただきたいと思います。
知事公室長、しっかりと沖縄防衛局に伝えますとい
うふうにおっしゃったと思うんです、前の議会で。そ
れで私はあえて、今度の宮古島への自衛隊配備は、新
たな基地の建設です。配備予定地の住民は、聞く前
に、住民集会を開かれたのが10月２日。それでこう
いうような怒号が飛び交うというような状況になった
わけです。（資料を掲示）　ここで、防衛局の説明は、
ミサイルの部隊を置くのだけれども、そこには発射装
置は配置するが、それに込める弾は配備しないとか、
そういった何かわけのわからないような説明で、ここ
でもう、じゃどこを想定して、どこが攻めてくると想
定しているのかというと、ここには仮想敵国というの

は想定していないというようなことなどを答えている
わけなんです。私も市民の説明会に行ったとき、そう
いうふうに答えていました。なので、そういった状況
の中で、詳しい説明がないまま、もう既に９月23日
には、沖縄防衛局は、調査事業を入札公告を出して、
その後に住民に説明をして、それから、私が冒頭で住
民の声は一顧だにしていないんだということを言った
のはそういうことです。ですから、おっしゃっている
丁寧に進めてくださいと、丁寧に耳を傾けてください
というのは、実際に沖縄防衛局にそれを言っていただ
かないと困るわけです。そして、見ていただきたいの
は、これは防衛白書から、日本の防衛大綱からの動的
防衛力、中期防から書かれているものです。（資料を
掲示）　ここには、島嶼防衛は、島嶼を占領された場
合に島嶼を奪還するというふうに書いてあるんです。
島はもうとられるという前提で、沖縄の島々は防衛計
画の中にはうたわれているんです。そして、同じペー
ジにはこう書かれています。水陸機動団を編成する―
―仮称です――編成、那覇基地に第９航空団を新編す
るなど、平素から防衛基礎を強化するということが目
的になっています。平成26年以降です。これ27年の
です。機動展開の方向のためのオスプレイを導入しま
す。オスプレイを買いますし、入れます。そして、米
国における海兵隊との実働訓練、これを行って、水陸
機動団の機能を強化していくということが自衛隊の、
今ここ沖縄で展開されようとしているものなんです。
ここで言われるのは、よく皆さんも御存じの、エア
シーバトル構想というのをアメリカが持っている。そ
のエアシーバトル構想の中では、しっかりと日本の自
衛隊を強化して、アメリカの海兵隊に近づけるよう
な、水陸機動団に育てると。そのようなことで、ここ
のちょうど配備されようとしていた宮古の浜は、上陸
作戦の場所であるというふうに、冒頭では、マスコミ
に報道されました。そういったことで、明らかにエア
シーバトルの中の、その第１列島線の島嶼内を守ると
いう前提での話でこれが進められているとしたら、私
たちは本当に守られる島ではありません。標的の島に
なっているからです。そして、沖縄県もそうですけれ
ども、宮古島市も国民保護計画がつくられていますけ
れども、実際にこれが実効性のあるものには恐らくな
らない。それは、さきの大戦で宮古には３万の日本兵
が入りました。宮古は、戦が終わっても艦砲射撃と空
爆が続いた地域です。その３万の日本兵が住民の命を
守ったという、こういったことはありませんでした。
ですから、私たちは歴史から学ぶと、本当にこの宮古
島に配備されようとしている自衛隊が、住民を守るた
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めではないということがわかるわけです。ですので、
このオスプレイが配備されるということ、そして、こ
の自衛隊の中で、住民が十分な説明もないまま推し進
められようとしているという状況を、これは厳しく受
けとめていただきたいんです。そういったことをしっ
かりと対応していただくのを、県政には求めたいとい
うふうに思います。
時間になりました。代表質問を終わります。
ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時28分休憩
　　午後２時29分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
保健医療部長。
〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕

○保健医療部長（砂川　靖君）　亀濱議員の再質問に
お答えしたいと思います。
まず、離島患者等支援事業でございますけれども、
議員おっしゃるように、今現在、助成事業を実施して
いない市町村もございます。当然、我々は、この助成
事業をしていない市町村も対象にすべく、説明会等を
開催して、事業のＰＲをしているところでございま
す。現に、北部の１離島村が自分たちはいいよと言っ
ていたんですけれども、最近になってお願いしますと
いうことで対象に加えるというようなことにしており
ます。
それから、医師確保の御質問でございますが、我々
はいろんな事業を組み合わせて医師確保の事業を
行っております。対象は、原則として、北部、宮古、
八重山になります。自治医科大学の研修医の一部を
研修の名目で中南部の病院にはめますけれども、原
則は北部、宮古、八重山と。これらの事業、その欠
員になっている医師の確保の事業に充てることは可
能であります。
議員がおっしゃっていた中で、僕は、南部医療セン
ターの泌尿器科というふうにお聞きしたんですけれど
も、そこだけは事業の対象になりませんので、御理解
いただきたいと思います。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。

〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　亀濱議員の高圧酸素療
法装置の設置についての再質問にお答えいたします。
八重山圏域における高圧酸素療法装置は、漁業やマ
リンレジャーなどの観光産業の底支えとなっているた
め、八重山圏域の振興に必要不可欠な装置だと認識し

ております。したがいまして、そのため補助金等の活
用を含め、地元自治体や関係機関と連携を図りなが
ら、更新していきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　亀濱議員の再
質問にお答えします。
２点あったかと思いますが、１点目が高校生アン
ケート調査の件でございますが、高校生調査につきま
しては、昨年11月から県内の公立高校に対しまして
調査を行ったところでございます。現在、その調査を
取りまとめまして、高校生の生活実態ですとか、世帯
の所得の状況など、日々の生活や大学等への進学希望
などへどのような影響を与えるかなどについて、調査
をしている中身ではございます。今年度中に公表する
こととしてはおります。現在、取りまとめているとこ
ろでございます。
続きまして、代読代筆の支援に係る事業についてで
ございます。
国の団体であります大活字文化普及協会のほうで
は、いわゆる代読代筆の情報支援の事業について、全
国に普及するような要望があるというふうに聞いてお
ります。現在、国の国庫補助事業で具体的なメニュー
等は示されてはないところでございますが、市町村の
事業としてそれが可能かどうかも含めて、ちょっと確
認をさせていただいた上で、対応を検討していきたい
というふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　亀濱議員の再質問にお答え
します。
まず、公立図書館における大活字本や対面朗読室の
状況ですが、県内の公立図書館は、現在、分館分室を
含め41館ございます。大活字本を所蔵している図書
館は、県立図書館も含め34館で、設置率でいきます
と82.9％となっております。また、対面朗読室の設
置は13の館で、全体の31.7％となっております。
今後とも、公立図書館と連携を取り合いながら、県
民全てがいつでもどこでも読書に親しみ、読書を楽し
み、読書を生かすことができる環境整備に努めてまい
りたいと考えております。
次に、八重山の県立高校の関係の寄宿舎で、職員の
増員の御質問でございました。
舎監が増員できないかというお話だと思いますが、
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関
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する法律というのがございまして、これによりまし
て、寄宿生51名以上の学校に舎監１名という基準に
なっております。沖縄県では、51名未満の寄宿舎に
対しても１名ずつ配置をしておりまして、これ以上の
増員となりますと、どうしても学校のその他の担当の
先生方を割いてこちらに充てるという形になってしま
うという部分もございまして、これについては、例え
ば平日の昼間でありますとか、土日の寄宿舎の運営等
いろいろ学校で校長先生、教頭先生の管理のもとに、
監督のもとに学寮委員会という組織がございますの
で、その中で、舎監の先生及び全教職員での連携で対
応していくのが現在のところかなと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　亀濱県議の再質問に
ついてお答えいたします。
サメ駆除に係る県の対応についてですけれども、先
ほど説明しましたように、漁業再生支援事業によりま
して、必要があればサメ駆除のほうで事業として実施
することができます。
まず、漁業再生支援事業ですけれども、こちらにつ
いては、一定の交付単価におきまして、市町村ないし
は漁業集落のほうに交付金を交付しております。です
から、事業につきましては、事業メニューとしては、
漁業再生に関する話し合いだとか、漁場の生産力向上
のための取り組み、漁業の再生に関する実践的な取り
組みということで、漁業集落に応じて事業は実施する
ことは可能ですので、必要があれば、池間漁協ないし
は佐良浜漁業集落のほうにおいて、その事業を柔軟に
活用できるということができます。ちなみに、平成
28年度の佐良浜漁港集落のほうで、当初は26万をサ
メ駆除のほうで予算しておりましたけれども、これが
実際には367万2000円、池間漁協につきましては、
69万3000円を176万8000円ということで、増額実施
しております。必要があれば、県のほうとしても、市
町村あるいは漁業集落のほうで必要な予算措置してい
ただけるよう指導していきたいなというふうに考えて
おりますので、適切に対応していきたいというふうに
考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　亀濱議員の地下水の保全
に関する再質問についてお答えします。
先ほど地下水の調査といいますと、県におきまして

は、宮古島の４地点で、それから宮古島市が地下水学
術部会を設置して、38ポイント、合計42ポイントに
おきまして、地下水の継続調査を実施してきておりま
す。これまでの検討の調査では、地下水の環境基準を
超過しているような状況はなく推移していることか
ら、今後の推移を見守って地下水の調査を進めていき
たいというふうに考えております。
一方、先生おっしゃる自衛隊配備に関する環境調査
につきましては、事業計画を策定する沖縄防衛局の責
任において、事業計画に基づき、調査を実施すること
が基本だということを考えておりますので、沖縄防衛
局に対し、環境調査の実施について話し合いを行って
いきたいというふうに考えております。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　亀濱議員の再質問に
お答えいたします。
再質問の要旨は、陸上自衛隊の先島配備、宮古配備
につきまして、沖縄防衛局のほうにしっかり耳を傾け
る必要があると、私答弁いたしましたけれども、そう
いったことがあるにもかかわらず、十分な説明もない
まま、工事が進められようとしているということにつ
いて、県としてもしっかりそれを認識してほしいと。
それを含めた県の対応ということの趣旨だったと思っ
ております。
自衛隊につきましては、これまでも答弁しておりま
すように、急患搬送等で大きく貢献しているものとい
うふうに考えております。一方で、自衛隊の先島配備
につきましては、これまでの戦争体験、それから住民
生活への影響などをめぐって、さまざまな意見がある
ものと承知しております。そういったことから、県と
しましても、地元の理解と協力を得られるよう、政府
は丁寧に説明を行う必要があるというようなことを繰
り返し答弁させていただいたところです。
今般、こういったことで、議員から再度質問がござ
いますけれども、実は、これまでも県は、沖縄防衛局
に対しまして、これはちょうど27年ごろでしょうか、
宮古、石垣へ自衛隊の配備計画があった際に、16項
目にわたって質問を行ってございます。そのときに、
明確なお答えがない部分も結構あったわけですけれど
も、今回の議員の再質問もございます。しっかりと住
民説明会も含めて、今後のスケジュール等について、
沖縄防衛局に対し、再度問い合わせてみたいというふ
うに考えています。
以上でございます。



− 102 −

○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
〔新垣清涼君登壇〕

○新垣　清涼君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
会派おきなわ、新垣清涼ヤイビーン。
ナマカラ　代表質問ウンヌキヤビーン。ユタサルグ
トゥ　ウニゲーサビラ。
１番目に、知事の政治姿勢について。
米軍基地行政についてであります。
基地問題については、県民の過重な基地負担の軽減
を実現すべく、公約の着実な実現に向けて取り組んで
おり、特に、辺野古に新基地はつくらせないというこ
とを引き続き県政運営の柱に全力で取り組んでまいり
ますと、知事の決意は今議会開会日の所信表明でわか
りました。承認取り消し裁判の判決を受けて県民から
はいろいろな意見があります。その一つ一つを受けと
めながらも、決してひるむことなく自身の信念に基づ
いて沖縄の未来のため、子や孫たちの未来のために頑
張ってください。
沖縄防衛局は去る２月７日、辺野古現場で汚濁防止
膜を固定するために大型コンクリートブロックの投入
を始めています。さらに、中断していたボーリング調
査も再開し、県が求めている事前協議にも応えていま
せん。そんな中で知事の決意を多くの県民が確認でき
たことは、支持の輪が広がり、より強くなるものと確
信しております。
そこで伺います。
ア、辺野古新基地建設をとめる次の一手は何か伺い
ます。
イ、撤回を求める声があるが、決意はどうか伺い
ます。
ウ、県民投票の声もあるが、見解を伺います。
エ、宜野湾市の西普天間地域の跡地利用計画につい
てであります。
重粒子線治療施設や医療施設の整備、普天間高校の
移転問題など、現在の跡地利用計画の状況と県のかか
わりについて伺います。
(ｲ)、返還跡地の環境調査の状況と対策について伺
います。
オ、米軍基地周辺の防音工事対象区域の現状と課題
についてであります。
本土と沖縄の対象建物の建築年の違いについて県の
認識を伺います。県内の対象住宅が昭和58年建設ま
でとなっているのに、他府県では平成23年までの見
直しが行われ、対象となっているようです。政府に対
して助成を求めるべきではないでしょうか。

それから、工事施工10年経過後の改修等対応の違
いについてでありますが、このことについては、我が
会派の山内末子県議や瑞慶覧県議が防音工事の関係者
から意見聴取を行い、また意見交換などによって関係
機関への精力的な働きかけも行っておりますけれど
も、本土ではＷ値75地域あるいは80地域とも10年経
過後は対象としているようですが、県内ではそうなっ
ていません。これはけさの新聞報道によりますと、米
軍基地周辺などの住宅防音工事完了から10年以上経
過し、国が老朽化したサッシなどの建具を復旧する
工事の対象区域について、防衛省は2017年度中にＷ
値75以上に受け付けを広げる意向を示したという記
事であります。県内で復旧工事は1999年度にＷ値85
以上の区域で始め、11年度には現在のＷ値80以上に
対象を広げたものの、全国で行われているＷ値75以
上区域の工事は進んでいない。防衛省は、理由を沖縄
は対象世帯数が多い、現在対象のＷ値80以上区域で
も建具復旧工事を待っている人がいる。その区域の工
事措置に努めたいと。こういうふうに述べた記事があ
りますけれども、やはりそういう意味でも、沖縄県は
ちょっと差別されているのかなというふうに思ってお
ります。ぜひ、県の見解をお伺いします。
次に、訪米要請行動についてであります。
知事は先月末に訪米をされ、米議会上下両院の関係
者や団体等に面談され、沖縄の基地問題解決に向けた
協力要請をされました。私もオール沖縄の一員として
参加しました。私たちは別のチームを編成して米議会
上下両院の関係者に沖縄の基地問題について、その置
かれた現状や日本政府による差別的な扱いを受けてい
ること、県民の民意や選挙の結果等について説明し、
協力を求めてまいりました。以前の対応が、日本政府
に要請したほうがいいよ、これは国内問題だという返
事が多かったのですが、今回は、直接話が聞けてよ
かった、他の議員にも知らせるのでもっと資料が欲し
いという方もいらして、前回とは変わってきたなとい
う感想を持ちました。そして、やはり続けて訴えるこ
との大切さを感じています。
知事は要請活動を通し、どのような感想をお持ちな
のか伺います。そして、今後の取り組み計画について
もお願いします。
(2)、環境行政についてであります。
これだけ多くの米軍基地を負担させられると基地関
係から派生する問題も多く起こります。環境問題につ
いて伺います。環境問題は県民にだけではなく、沖縄
に住む米軍人関係者や観光客もその影響を受けてしま
うことがあります。
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そこでア、米軍基地周辺から検出されているＰＦＯ
Ｓ汚染についてであります。
(ｱ)、北谷浄水場関連施設でのＰＦＯＳ検出のその
後の調査状況と結果、対策についてでありますが、調
査回数とその数値、経費、結果等を受けた影響につい
てはどのようなことがあるのか。また、今後の対策や
費用についてお伺いいたします。
次に、普天間基地周辺のその後の調査状況と結果、
対策について伺います。
イ、環境省は、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び
西表島を世界自然遺産に推薦するとのことですが、そ
のことについて、県の見解、対応について伺います。
(ｱ)、昨年末に返還された北部訓練場区域の扱いに
ついてどうなるのか伺います。
返還された北部訓練場の環境調査の取り組みについ
て伺います。
残りの北部訓練場地域のヘリパッドやオスプレイの
飛行訓練状況と登録への影響について、県の認識と対
策を伺います。
ウ、絶滅危惧種ジュゴンの調査、保護について取
り組みを伺います。絶滅が危惧されているジュゴンの
生息状況と、調査を継続するとのことですが、生態や
生活圏などこれまでの調査で明らかになったことは何
か。また、保護するための取り組みや辺野古新基地建
設による影響など、今後の対応についてお伺いします。
エ、国立自然史博物館誘致の取り組みについて。
沖縄県は東洋のガラパゴスと言われるほど生物多様
性の地域だと言われています。亜熱帯の特性を生かし
た沖縄らしい自然史博物館を誘致し建設すれば、これ
からの沖縄観光の目玉にもなるのではないでしょう
か。県の取り組みを伺います。
オ、犬・猫殺処分ゼロを目指す目標年度と各年度の
施策について。
土木環境委員会では、１月16日から県外施設で犬・
猫殺処分ゼロを達成した神奈川県動物愛護センターを
訪ねました。神奈川県では、県民の譲渡よりもボラン
ティアへの譲渡が多く、ボランティアさんの役割が大
きくかかわっているようです。さらに、その保護期間
の延長などでできるだけ新しい飼い主を見つける取り
組みがされていました。また、茨城県では昨年12月
に犬・猫殺処分ゼロを目指す条例を制定しての取り組
みが、きのうの新聞でしたか、報道があります。その
中には、きのうは猫の日でしょうか、ペットの殺処分
ゼロへ「つなぐマガジン」好評という記事も出ており
ました。我が県の年次的な取り組み計画を伺います。
次に、県全体の緑化推進の取り組みについて、道

路、公園、公共施設などですが、亜熱帯地域の沖縄の
夏の日差しは大変強烈であり、特に歩道の緑化による
木陰づくりは、県民や観光客にも喜ばれていると思い
ます。ところが、最近道を歩いていると、強剪定とい
いますか、木を丸裸にするような強い剪定がされてい
ます。これについてはちょっと疑問があります。
そこで、県の取り組みを伺います。
キ、道路の雑草対策について現在の取り組みを伺い
ます。観光立県沖縄、もうすぐ1000万人が訪れる沖
縄、道路脇の雑草はたばこの吸い殻やその他ごみを吸
い寄せています。道路もきれいにして観光客を迎えた
いものです。限られた予算の中でいつもきれいな道路
を維持するためには、単発な事業発注ではなく、ある
期間を決めた管理発注など工夫が求められていると思
います。県の取り組みを伺います。
次に、河川底・川岸の管理について、川岸石積みの
間にウスクガジマルやススキ等が生えているところが
あります。川岸の石積みを壊すのではないかと気にな
り、管理について伺います。
(3)、沖縄県の経済的自立に向けた取り組みについ
て。
沖縄21世紀ビジョン基本計画等を補完・補強する
ものとして、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画があ
り、５つの重点戦略、４つの産業成長戦略、５つの推
進機能が計画されました。次年度の取り組みとしてど
のようなことが計画されているか伺います。
ア、観光・リゾート産業の拡充強化の取り組みにつ
いて伺います。
イ、情報通信関連産業の拡充強化の取り組みについ
て伺います。
ウ、産業成長戦略の中で農林水産業の取り組みにつ
いて伺います。
エ、国際物流拠点の中継地としての現状とその拡充
強化の取り組みについて伺います。
オ、地場産業の育成・強化、県産品の輸出をふやす
取り組みについて伺います。
カ、アジアを見据えたグローバル人材育成の取り組み
について伺います（英会話、中国語会話等の取り組み）。
キ、これらの取り組みをすることによって、県民所
得はどのように向上するのか伺います。
次に(4)、少子高齢化社会の到来に向けた取り組み
について。
ア、長寿県沖縄復活の取り組みについて伺います。
ウチナーにはたくさんのスグリムンがあると思って
います。先人たちが残したウチナーの食文化の継承は
どうなっていますか。ウチナーの長寿食、食文化の推
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進、食育等の取り組みについて伺います。
ウ、認知症対策について、県の取り組みを伺いま
す。これはけさの新聞でしたか、不明高齢者４割が認
知症という記事が出ています。それで、対策あるいは
予防などについて取り組みを伺いたいと思います。
エ、働く全ての人が輝く社会づくりについて伺い
ます。
オ、安心して出産、子育てができる環境づくりにつ
いて伺います。
(5)、ウチナー文化の継承・振興について。
ア、しまくとぅばの普及促進について。
翁長雄志知事就任以来、知事が率先して挨拶の冒頭
にしまくとぅばを使われるようになり、多くの県民が
そのようになりつつあります。大変いいことだと思っ
ています。言葉は習うよりなれろとよく言われます。
私もできるだけ使うようにしたいと思っています。し
まくとぅばの普及促進について取り組みを伺います。
イ、ウチナーネットワークの形成・発展の取り組み
について。
昨年は世界のウチナーンチュ大会が開かれ、ウチ
ナーンチュの日も制定されました。世界各地から大変
多くの皆様が来県されました。とてもにぎわってよ
かったと思います。若者たちもそのつながりを大切に
する取り組みが始まっています。世界のウチナーン
チュのネットワーク、その強化拡大は国際協力や世界
平和につながるものと思います。その形成・発展の取
り組みについて伺います。
以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　新垣清涼議員の代表質問にお
答えをいたします。
私のほうからは、まず、大きな１の知事の政治姿勢
についてに関する御質問の中の、訪米の所感について
お答えをいたします。
今回の訪米においては、連邦議会議員、国務省・国
防総省など合計31名との面談を行い、ジョージ・ワ
シントン大学における公開セミナーなどの場面で、引
き続き辺野古新基地建設に反対していく県の姿勢や現
状について伝えることができたことは大変意義のある
ことでありました。昨年、一昨年の訪米と比べても、
面談した連邦議会議員と活発に議論を交わすことがで
き、私の主張に対する理解が進んだと感じております。
次に、同じく１番目の中の、国立自然史博物館の誘
致についてお答えをいたします。
国立自然史博物館は、本県にとって、社会教育や国

際貢献のほか、地域振興の上でも非常に魅力的な施設
であることから、これまで関係者と連携してシンポジ
ウムを開催するなど、県民の理解と設立に向けた機運
を高めるための取り組みを行ってきたところでありま
す。また、日本学術会議は、平成28年５月に国立自
然史博物館の必要性を提言し、今月には、国立沖縄自
然史博物館の設立を盛り込んだマスタープラン2017
を公表したところであります。
県は、ことし１月に、日本学術会議や国立科学博物
館の関係者と今後の取り組みについて意見交換を実施
し、連携して沖縄県での設立を目指すことを確認した
ところであり、引き続き全県的な機運を高めるための
取り組みを推進するとともに、沖縄県での設立実現に
向けて、あらゆる機会を通じて国への働きかけを積極
的に行ってまいります。
次に、ウチナーネットワークについてお答えをいた
します。
現在、世界の県系人は約42万人と推計され、海外
県人会やウチナー民間大使のほか、ビジネス関係のＷ
ＵＢなど、我が国有数の海外ネットワークを構築して
おります。また、第５回世界のウチナーンチュ大会で
発足した世界若者ウチナーンチュ連合会が世界各地で
若者大会を実施するなど、次世代のネットワーク形成
も進展しております。
私は、昨年開催した第６回世界のウチナーンチュ大
会において、10月30日を世界のウチナーンチュの日
と宣言したところであり、今後もその趣旨に沿い、海
外県人会等と連携し、さらなる世界のウチナーネット
ワークの継承・発展を推進するさまざまな取り組みを
実施したいと考えております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、新基地建設をとめる次の手法に
ついてお答えいたします。
政府が辺野古の新基地建設を進めるためには、公有
水面埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等、今
後もさまざまな知事の権限にかかわる手続を経る必要
があります。また、辺野古新基地に反対する県民世論
及びそれを踏まえた知事の考えを広く国内外へ発信
し、理解と協力を促すことも非常に重要であると考え
ております。
今後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古
に新基地はつくらせないという知事公約の実現に向け
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て取り組んでまいります。
次に、埋立承認の撤回についてお答えいたします。
撤回は、承認以後に生じた事由に基づき、承認の効
力を失わせる処分であります。
県としましては、撤回については、法的な観点から
の検討を丁寧に行った上で対応する必要があると考え
ており、どのような事由が撤回の根拠となるか、慎重
に検討しているところであります。
次に、県民投票についてお答えいたします。
辺野古新基地建設に反対し、普天間飛行場の県外移
設を求めるという県民の民意は、平成26年に行われ
た名護市長選挙、知事選挙、衆議院議員選挙、昨年行
われた県議会議員選挙及び参議院議員選挙、これら一
連の選挙において示され続けてきたものと理解してお
ります。それにもかかわらず、辺野古新基地建設を強
行しようとする政府の姿勢は、県として到底容認でき
るものではありません。これまでに他の地方公共団体
で実施された住民投票は、その政策決定に大きな影響
を与えてきたものと認識しており、改めて県民投票を
実施し民意を問うことは意義があるものと考えており
ます。
次に、住宅防音工事の対象建物と建具復旧工事の比
較と認識についてお答えいたします。１の(1)オ(ｱ)と
１の(1)オ(ｲ)は関連いたしますので一括してお答えし
ます。
三沢飛行場周辺の住宅防音工事においては、うるさ
さ指数Ｗ値75以上の区域で、平成11年３月30日まで
に建築された住宅が対象とされております。岩国飛行
場周辺では、Ｗ値75以上80未満の区域で平成４年３
月27日まで、80以上の区域で平成23年９月20日まで
に建築された住宅が対象となっております。嘉手納飛
行場周辺では、Ｗ値75以上85未満の区域で昭和58年
３月10日まで、85以上の区域では平成20年３月10日
までに建築された住宅が対象となっております。普天
間飛行場周辺では、Ｗ値75以上の区域で昭和58年９
月10日までに建築された住宅が対象となっておりま
す。さらに、防音建具復旧工事の実施については、沖
縄防衛局以外の防衛局管内ではＷ値75以上の区域が
対象になっております。沖縄防衛局管内ではＷ値80以
上の区域が対象になっていますが、稲田防衛大臣は、
対象をＷ値75以上の区域に拡大することを速やかに
検討し、可能であれば、来年度中に希望者の受け付け
を開始すること等ができるよう調整したい旨、２月
22日の衆議院予算委員会において答弁しております。
住宅防音工事については、区域の指定、Ｗ値の基
準、指定告示日に地方による不均衡があってはならな

いと考えており、今後とも渉外知事会や軍転協と連携
し、あらゆる機会を通じて、本県の騒音対策の強化拡
充を求めていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中の、医療施設の整備等の状況と県のかか
わりについてお答えいたします。
西普天間住宅地区跡地における国際医療拠点構想の
具体化に向けては、関係府省、沖縄県、宜野湾市、琉
球大学、市地主会等で構成する国際医療拠点協議会に
おいて、検討が進められているところであります。琉
球大学医学部及び同附属病院の移設については、平成
28年３月に移転整備基本構想が策定され、11月から
用地の取得に向けた手続が開始されております。今後
の見通しとしては、平成29年３月末に移転整備基本
計画を策定し、平成36年度末を目途に移設を完了す
る予定としております。
沖縄県としましては、跡地利用の先行モデルとし
て、引き続き国や宜野湾市等の関係者と連携しながら
取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　知事の政治姿勢についての御
質問で、普天間高校の移転についてお答えいたします。
普天間高校の移転につきましては、現行の国庫補助
制度上、移転整備に必要な財源の確保が困難であるこ
と、また、国からの特別な財源措置の目途が立たない
ことから、移転整備は困難であると考えております。
宜野湾市に対しましては、平成28年11月25日に、同
市からの期限を付した照会に応じてその旨回答したと
ころであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中の、西普天間住宅地区の環境調査の状況
と対策についてお答えします。
西普天間住宅地区の環境調査については、沖縄防衛
局において返還実施計画に基づき、土壌汚染、建築物
等のアスベストやＰＣＢ含有機器の有無等について調
査を実施しております。昨年10月、アスベストが含
まれている埋設管が確認され、今年度末までに除去す
る予定であると報告を受けております。また、疑いを
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含むＰＣＢ含有機器については、昨年11月10日まで
に全て処理したことを確認しております。今後予定さ
れている土壌汚染の詳細調査等が適切に行われるよ
う、沖縄防衛局に対し指導助言してまいります。
次に、ＰＦＯＳ調査の結果と対策についてお答えし
ます。
県では、昨年８月からＰＦＯＳ等の全県的な調査を
実施しています。夏季調査の結果、普天間飛行場下流
側の３湧水で、米国環境保護庁が設定した飲料水に関
する生涯健康勧告値１リットル当たり70ナノグラム
を超えるＰＦＯＳ等が検出されました。具体的には、
ヒヤカーガーにおいては１リットル当たり210ナノグ
ラム、チュンナガーにおいて1300ナノグラム、メン
ダカリヒージャーガーにおいて710ナノグラムとなっ
ております。今回の調査結果では、飛行場上流側地下
水ではＰＦＯＳ等の濃度が低いこと、汚染源となる工
場等が調査地点の周辺に存在しないこと、全国でも空
港周辺において高濃度で検出される事例があることか
ら、ＰＦＯＳ等検出の原因が普天間飛行場内にあるこ
とが懸念されます。
県としては、引き続き冬季にも調査を行い、季節的
な変動の有無を確認するほか、次年度以降は比較的高
い濃度で検出された地点について継続的なモニタリン
グ調査を行い、今後の推移について注視していく考え
であります。また、普天間飛行場におけるＰＦＯＳ等
の過去及び現在の使用、管理実態等を確認すること、
原因調査への協力について米軍に働きかけることなど
について、平成29年１月27日付文書で沖縄防衛局長
宛て要請しているところであります。
次に、昨年末に返還された北部訓練場区域の扱いに
ついてお答えします。
沖縄島北部においては、世界自然遺産登録に向けた
各種取り組みが進められているところであります。昨
年末に返還された北部訓練場跡地につきましては、今
後、国による適切な支障除去等が行われた後に、地元
２村の要望を踏まえ、国においてやんばる国立公園へ
の編入の手続が進められ、将来的に世界自然遺産区域
の拡張が行われるものと考えております。
次に、返還された北部訓練場の環境調査についてお
答えします。
返還された北部訓練場については、跡地利用推進法
に基づいて、沖縄防衛局が平成28年12月19日付で返
還実施計画を作成しております。沖縄防衛局は、同計
画に基づき返還が合意された区域の全部について環境
調査を行い、その結果汚染等が確認された場合には浄
化対策を実施することになります。

県としましては、適切な環境調査等が実施されるよ
う、適宜、沖縄防衛局に対し指導助言を行ってまいり
ます。
次に、北部訓練場の飛行訓練による世界自然遺産登
録への影響についてお答えします。
今般の世界自然遺産の推薦区域には北部訓練場は含
まれておりませんが、遺産推薦区域に隣接した訓練場
においてオスプレイ等の飛行訓練が実施されておりま
す。今後は遺産の諮問機関であるＩＵＣＮによる現地
調査及び評価が行われることとなっており、その結果
等を注視しながら、世界遺産登録に支障がないよう国
や関係機関と連携を図り、登録の実現を目指してまい
ります。
次に、ジュゴンの調査・保護についてお答えします。
ジュゴンの生息状況等については、実態が不明な点
が多いことから、県では、今年度より専門家で構成す
るジュゴン保護対策事業検討委員会の意見を踏まえ、
沖縄島周辺海域においてジュゴンの生息状況調査等を
実施しております。その調査結果を踏まえ、来年度、
ジュゴン保護対策のあり方を検討してまいりたいと考
えております。
次に、犬・猫殺処分ゼロの目標年度と施策について
お答えします。
県では、沖縄県動物愛護管理推進計画に基づき、殺
処分数の削減に取り組んでおります。その数は、平成
24年度の6604頭から平成27年度には3292頭と大幅
に減少し、平成35年度までに3302頭まで減らすとい
う計画目標を既に達成したところです。
県としましては、目標を前倒しで達成したことか
ら、今年度中に新たな数値目標を設定するとともに、
引き続き計画に基づく各施策を推進し、殺処分ゼロの
早期達成を目指してまいります。
次に、県全体の緑化推進の取り組みについてお答え
します。
県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げる花
と緑あふれる県土の形成の実現に向け、関係機関及び
団体が連携し、沖縄県全島緑化県民運動を実施してお
ります。道路及び公園については、国、県、市町村に
よる植栽や維持管理に加え、ボランティア団体等によ
る緑化活動支援体制を強化し、緑化を推進しておりま
す。公共施設においては、離島空港などでちゅらゲー
トウェイ事業を実施し、緑化を推進しております。企
業等においては、イオン琉球や沖縄電力などが施設内
の緑化に積極的に取り組んでおります。
今後とも緑の美ら島の実現に向け、関係機関と連携
してさらなる緑化の推進に取り組んでまいります。
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以上であります。
○議長（新里米吉君）　企業局長。

〔企業局長　町田　優君登壇〕
○企業局長（町田　優君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中で、北谷浄水場関連施設でのＰＦＯＳの
調査と対応状況についてお答えします。
沖縄県企業局の北谷浄水場関連施設における平成
28年度のＰＦＯＳ等の調査結果については、水源で
ある比謝川で１リットル当たり平均285ナノグラム、
嘉手納井戸群で平均63ナノグラムですが、北谷浄水
場における浄水後の値は、平均12ナノグラムであり、
目標値70ナノグラム以下となっております。水質調
査については、沖縄県企業局職員が毎月１回７カ所で
直接行っていますが、平成29年度は、職員による水
質調査に加え、嘉手納基地周辺の地下水から比謝川へ
の影響を把握するため、外部委託による調査を予定し
ており、予算額約3800万円を計上しております。な
お、北谷浄水場における粒状活性炭の取りかえ工事に
ついては、平成29年１月に完了し、比謝川の取水に
ついても再開しております。
沖縄県企業局では、ＰＦＯＳ等の検出に関連して、
調査への協力と適切な対応策を講じることを日米両政
府に対し求めてきたところであり、引き続きこの問題
の早期解決が図られるよう、沖縄防衛局及び米側と協
議していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、道路の雑草対策についての御質
問にお答えいたします。
県管理道路の雑草対策について、平成28年度は県
単独費で対前年度比約１億円増の約６億円を計上し、
主要幹線道路等においては除草回数をふやして対応し
ているところであります。あわせて、沖縄振興特別推
進交付金を活用した沖縄フラワークリエイション事業
を実施し、道路ボランティア団体による植栽管理を拡
充するなど、効率的な道路の美化に取り組んでおりま
す。
引き続き計画的かつ適切に維持管理し、観光立県に
ふさわしい良好な道路景観の創出・向上に努めてまい
ります。
同じく河川の管理についての御質問にお答えいたし
ます。
２級河川の維持管理については、氾濫時の危険性及
び緊急性の高い箇所から順次、除草やしゅんせつ等の

対応を行っているところであります。護岸などで樹木
が繁茂している箇所については、河積阻害や護岸構造
への影響等を考慮した上で、適切に対応していきたい
と考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　知事の政治姿勢に
ついての、アジア経済戦略構想の次年度の取り組みに
ついてにお答えいたします。１の(3)アから１の(3)オ
までは関連しますので一括してお答えします。
平成29年度当初予算案におけるアジア経済戦略構
想の関連事業は、全体で約225億円、80事業となって
おります。各戦略の重点的な取り組みについては、観
光産業においては、外国人観光客受け入れ体制強化や
大型ＭＩＣＥ施設整備、情報通信産業においては、沖
縄ＩＴ産業戦略センターの設置に向けた取り組み、農
林水産業においては、新たな食鳥処理施設整備や県産
水産物の海外市場拡大、国際物流拠点の形成について
は、全国特産品の流通拠点化に向けた取り組みや那覇
港総合物流センター整備、地場産業においては、国際
物流ハブ等を活用した水産物や健康食品等の海外展開
や物流コストの支援に取り組むこととしております。
同じくアジアを見据えたグローバル人材育成の取り
組みについてにお答えいたします。
アジア経済戦略構想推進計画においては、コミュ
ニケーション能力の向上に向け、小・中・高の連携
強化や外国語指導助手の活用など、英語教育の充実
を図るとともに、中国語等の多言語教育の充実を図
ることとしております。また、外国人観光客への対
応や県内企業の海外展開等を推進するため、観光や
ＩＴ産業等の各分野で、セミナーや海外派遣研修な
ど民間企業や教育機関等と連携し、高度な専門性と
国際性を有する産業人材の育成に取り組んでまいり
たいと考えております。
同じくアジア経済戦略構想による県民所得の向上に
ついてにお答えいたします。
アジア経済戦略構想は、沖縄21世紀ビジョン関連
施策を補完・補強し、今後の沖縄県の経済産業の成長
に向けた大きな方向性を明らかにしたものとなってお
ります。
沖縄県では、同戦略構想で掲げる重点戦略等の実施
により、物・情報・サービスが集まる沖縄、国内外か
ら企業・人が集う沖縄を実現することで、沖縄を日本
とアジアを結ぶ国際ビジネス都市として成長させ、県
民所得向上を図ってまいりたいと考えております。
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次に、働く全ての人が輝く社会づくりについてにお
答えいたします。
県におきましては、仕事と生活の両立を促進するた
め、従業員の有給休暇や育児休業の取得の促進等に積
極的に取り組む企業を認証するワーク・ライフ・バラ
ンス企業認証制度を実施しております。また、セミ
ナーの開催等により、育児・介護休業法等の労働関係
法令の普及啓発に取り組み、働き続けられる環境の整
備を図っているところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、長寿県沖縄復活の取り組みにつ
いてお答えします。
沖縄県では、2040年までに男女とも平均寿命日本
一を奪回することを目指し、健康づくりの県民運動を
展開しており、健康長寿おきなわ復活県民会議の設立
などを通じて、官民一体となった施策を推進している
ところであります。具体的な取り組みとしましては、
アルコール対策やがん検診等に対象を絞った広報事
業、子供のころからの健康的な生活習慣の定着を図る
ための副読本による授業等の実施、健康づくりを行う
企業に対する助成などを行っております。また、今年
度からは、健康づくり運動の展開及び関心を高めるこ
とを目的とした沖縄県健康づくり表彰制度を創設した
ところであります。
健康長寿を復活させるためには、働き盛り世代の死
亡率を減少させることが重要であり、今後とも、がん
検診の受診率の向上や職場における健康づくりの支援
に取り組んでいきたいと考えております。
次に、食育等の取り組みについてお答えします。
県は、第２次沖縄県食育推進計画に基づき各種施策
に取り組んでおります。具体的に申し上げますと、働
き盛り世代に対しては、各種メディアを活用した生活
習慣病予防のための食生活改善、高齢者に対しては、
食生活改善推進員による低栄養・認知症予防教室など
での高齢期に適した食生活の普及啓発、次世代に対し
ては、県内全小学生に配布した食育副読本を活用した
授業等により、規則正しい食生活や栄養バランスにつ
いての知識の普及啓発に取り組んでいるところであ
り、今後とも、市町村、関係団体等と連携し、食育を
推進していきたいと考えております。また、沖縄の長
寿食につきましては、科学的な定義はございません
が、沖縄の食材や調理方法が沖縄の長寿を支えてきた
のではないかと考えられております。

県では、次年度において管理栄養士養成課程の設
置への補助を事業化し、食と栄養分野に係る人材育
成や研究拠点の構築に取り組んでいきたいと考えて
おります。
次に、安心して出産、子育てができる環境づくりに
ついてお答えします。
安心して出産、子育てができる環境をつくるために
は、市町村において子育て世代包括支援センターを設
置し、切れ目のない支援を行うことが必要であると考
えております。そのため、県は、那覇市、沖縄市、う
るま市の３市をモデルに、担当課や母子保健、子育て
支援の専門家などで構成する検討会を開催し、先進地
視察や研修会などを行っているところであります。
県としましては、平成30年度までにこれらの３市
で子育て世代包括支援センターが設置できるよう支援
していくほか、他の市町村においても、平成32年度
末までに設置できるよう必要な研修会や助言を行って
いきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　知事の政治
姿勢についての御質問の中の、食文化の推進について
お答えします。
本県の食文化は、地理的特性や歴史的過程を経て醸
成された独特なものであり、先人たちによって育まれ
た医食同源の思想等、将来にわたって保存、普及、継
承されるべき大切なものであると考えております。し
かし、伝統的な料理のつくり手の高齢化や伝統行事に
おける行事食の簡略化等により伝統的な食文化が失わ
れつつあります。
このため県では、今年度、沖縄の伝統的な食文化の
普及推進計画を策定し、担い手育成や情報発信により
県民が食文化の価値を再認識し継承していく機運の醸
成等に取り組んでいくこととしております。
次に、しまくとぅばの普及促進についてお答えし
ます。
県では、中期しまくとぅば普及推進行動計画に基づ
き、しまくとぅばの普及促進に向けたさまざまな取り
組みを実施しております。具体的には、各地域におけ
る話者等の養成、民間団体等の活動に対する支援、普
及功労者の表彰、民話データベースの作成、県民意識
調査などを実施するほか、関係機関等においても、し
まくとぅば講座やシンポジウムなどが開催されており
ます。
また、平成29年度にはしまくとぅば普及の中核的
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機能を担うしまくとぅば普及センター（仮称）を設置
し、官民連携による実効性のある普及活動を展開して
いくこととしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　知事の政治姿
勢についての御質問の中の、認知症対策についてお答
えします。
要支援・要介護認定者のうち何らかの支援が必要
な認知症高齢者は、平成28年３月末現在、約３万
9000人で65歳以上に占める割合は13.5％となってお
ります。

県としましては、認知症サポーターの養成、認知症
疾患医療センターによる早期診断・早期治療の推進、
見守り体制の構築等、市町村と連携し、認知症になっ
ても安心して地域で暮らし続けられる基盤づくりを進
めております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
本日の日程はこれで終了いたしました。
次会は、明24日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午後３時30分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年２月 24日（金曜日）午前 10時１分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

議　　事　　日　　程　第４号
平成29年２月24日（金曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

———————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
———————————————————————————————————————

出　席　議　員（48名）

———————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

議　長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君　
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君

23· 番　　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
26· 番 　山　内　末　子　さん
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君

知 事 　翁　長　雄　志　君　
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君　
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君　
総 務 部 長 　金　城　　　武　君　

企 画 部 長 　下　地　明　和　君　
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君　
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君　



− 112 −

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
　日程第１　代表質問を行います。
質問の通告がありますので、順次発言を許します。
上原正次君。
〔上原正次君登壇〕

○上原　正次君　おはようございます。
会派おきなわを代表して、代表質問を行います。
その前に、所見を申し上げます。
今２月定例会で議員辞職をします山内末子県議、長
年にわたり県勢発展のために御尽力いただきまして、
本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。女
性として、政治家として大きな決断をし、政治経験を
生かして、うるま市民のために頑張ってください。
それでは、通告に従って質問を行います。
１、施政方針について。
(1)、子供の貧困実態調査について。
大阪府において、子供の生活に関する実態調査、見
えない貧困として報道があり、国の補助のもと全国自
治体での貧困実態調査が行われています。平成27年
には、県は沖縄県内の子供及び子供を育てる保護者の
生活実態を把握することを目的として調査を実施して
おります。
今回、大阪府において新たな指標としてつくられ
た剝奪指標が、子供たちが何を奪われているのかと
して、43市町村５万世帯の保護者、生徒――小学５
年生・中学２年生を対象に200項目の調査の中間報告
が１月に行われたとあります。教育の機会、物、人
のつながりが奪われる子供たちの実態が浮き彫りに
なっています。その調査の内容と、市町村の子供の

実態調査の状態はどのようになっているのか、お聞
かせください。
(2)、国が定める保育利用者負担金、保育料におけ
る地域区分の設定について。
待機児童数が50名を超える市町村は、全国で114
地区町村あり、そのうち13市町村は沖縄県内である。
また、本県のゼロから４歳までの人口は全国一多く、
今後とも保育需要がふえ続けるものと予想される。待
機児童解消は、本県の大きな課題の一つであり、児童
福祉法においても、市町村は、保護者から申し込みが
あったときは、保育しなければならないと義務として
規定されている。しかし、市町村にあっては、近年の
社会保障費の増加により厳しい財政運営を迫られ、待
機児童関連予算の大幅増は困難である。さらに本県の
ように県民所得の低い地域にあっては、国の定める保
育利用者負担金いわゆる保育料として設定すると保育
料金を払えず、保育園利用が困難となることから、市
町村独自の保育料を設定して、保護者の負担軽減を
図っているところである。
本員としては、国が定める保育利用者負担金の地域
区分の導入により、本県の実態に合った料金設定が必
要と考えるが、そこで質問させていただきます。
ア、保育利用者負担金を軽減するため市町村独自に
対応している状況について、市町村負担の実態をお聞
かせください。
イ、保育利用者負担金では、保護者の負担が大きく
払えない。そもそもの原因について、どのように県は
認識しているのかお聞かせください。
ウ、国が定める保育利用者負担金に地域区分を導入

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君
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会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
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財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君　

教 育 長 　平　敷　昭　人　君　
公安委員会委員 　與　儀　弘　子　さん
警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君　
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事 務 局 長 　大　城　玲　子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 　親　川　達　男　君　

代表監査委員 　當　間　秀　史　君
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することについて、県はどのように認識しているのか
お聞かせください。
(3)、国民健康保険財政への赤字補塡について。
沖縄県内の市町村国民健康保険事業に関する財政
は、大変厳しい状況にあり、市町村の一般会計から
の法定外繰り入れにより運用している事例が散見され
る。ただ、国民健康保険事業は、自営業者に加え、所
得の少ない年金生活者や非正規労働者らが多く加入し
ていることから、保険料収入が少ない一方で、医療費
が高く、慢性的な赤字体質となりやすいものと考える。
国にあっては、国民に広く負担を求める医療保険改
革を進めるため、国民健康保険の運営主体を平成30
年度に市町村から都道府県に移し、財政基盤の強化を
進めるとしているが、国のガイドライン、都道府県国
民健康保険運営方針策定要領案によると、各市町村
は、都道府県が示した標準保険料率を参考に保険税率
を決定し、その税率で賦課徴収すれば、基本的には赤
字は発生しないとしている。
しかし、本県市町村国保の被保険者１人当たりの赤
字額は平均の２倍をはるかに超えていることから、国
保税率を大幅に引き上げなければならない。この運営
方針には当てはまらないことになる。さらに、本県市
町村は、前期高齢者財政調整制度に起因する赤字要因
を抱えていることから、平成30年度以降も赤字解消
は困難だと考える。
そこで質問します。
ア、県内市町村の国民健康保険事業の財政状況につ
いて、赤字額は。
イ、赤字額が発生しないためには、現在の被保険者
１人当たりの負担額はどの程度ふやすことが適当か。
ウ、県単位化に向けた市町村との調整において、法
定外繰り入れについて、市町村担当者からの声はどの
ようなものがあるかお示ししていただきたい。
エ、平成30年度から沖縄県が国保の財政運営の責
任主体となることから赤字補塡を市町村のみに押しつ
けるのではなく、県も半分以上の法定外繰り入れが必
要と考えるがいかがですか、お聞かせください。
(4)、防災行政、避難行動要支援名簿について。
災害対策基本法では、東日本大震災の教訓を踏ま
え、ひとり暮らしの高齢者や障害者がいる家庭を対象
とし、緊急避難支援に役立てるため、全国の市町村に
避難行動要支援者名簿の作成を義務づけている。同法
は、災害が起きたら名簿に掲載された要援護者の同意
がなくても、消防などの避難支援等関係者に氏名など
を提供できるとしている。しかし、災害前の提供は個
人情報保護の観点から、１点目に、本人が情報提供に

同意していること、２点目に、市町村条例に特別の定
めがある場合と制限している状況にある。
個人情報保護の重要性については十分理解するもの
であるが、昨年４月に起きた熊本地震では、最大震度
７の激しい揺れのため、名簿を保管していた益城町庁
舎が被災し、庁舎への出入りができず、名簿利用がで
きない事態があったと聞く。また、名簿に基づく情報
の共有がない場合、避難を支援する人などを決めてお
く個別計画が困難となるほか、実際の避難時を想定し
た訓練はできないことになり、災害時の対応に大きな
課題となる。
私は、平時からの避難行動要支援者名簿の提供を促
すことが県民の命を守ることにつながるとの思いか
ら、以下の点に質問をいたします。
ア、本県市町村の高齢者や障害者など災害時に手助
けが必要な要援護者の避難支援体制をまとめた全体計
画の策定状況はどのようになっているかお聞かせくだ
さい。
イ、同様に、要援護者一人一人の支援について、個
別計画の策定状況についてどのようになっているのか
お聞かせください。
ウ、兵庫県では、市町に対し、平時から自主防災組
織等に提供できる仕組みづくりを促す県条例改正案を
２月定例会に提案すると聞くが、どのような内容かお
聞かせください。
エ、熊本地震で庁舎が被災し、名簿の活用ができな
かった状況、さらに兵庫県の事例のように平時から避
難を支援する地域住民と要配慮者の情報共有により地
域で支え合う仕組みを構築することは、まさに本県に
求められている状況とリンクするものと考えられるこ
とから、兵庫県の改正条例と同様な取り組みができな
いか、県の考えをお聞かせください。
マリンレジャーライフガードの従事者の現状につい
て、少しだけお話しさせていただきます。
平成28年度、環境省の調査によりますと、沖縄県
内の海水浴場は31施設あり、年間250万人もの方々
が利用しております。年々増加する国内外の観光客
が後押しとなり、今後も増加傾向にあると思われま
す。平成27年度、観光統計実態調査によると、沖縄
旅行中に訪れた観光地、観光施設で最も多かったの
は、海、ビーチ、海浜リゾートで53.3％となってお
り、実際に体験した活動内容では、海水浴、マリンレ
ジャーが26.9％、体験した活動の中で最も印象に残っ
た活動で54.8％と特出しており、沖縄県への来訪目
的として多大な影響力を持つコンテンツとなっている
ものと思われます。地元沖縄県民の憩いの場であり、
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多くの観光客が訪れるビーチでありますが、その利用
者の安全を守っているライフガード、マリンレジャー
スタッフは民間任せになっております。他府県の一般
的な海水浴場では、７月から８月の夏休み期間中のみ
の遊泳となっており、大学生やボランティアで監視業
務を行っておりますが、沖縄県の海水浴場では、おお
むね遊泳期間が３月から10月の７カ月となっており、
職業としての監視業務に従事させる必要があります。
人命にかかわる大変責任の重い業務でありながら、季
節雇用や低賃金の上、資格取得の機会も少なく、体力
的にもハードな面があり、離職率が高く、人材確保に
大変困難な状況になっております。先進地であるオー
ストラリアやハワイでは、警察や消防と同様に公務員
としてライフガードが存在し、一般的にライフガード
は公務員・プロ、ライフセーバーはボランティア・ア
マとして呼ばれています。
そこでお伺いします。
(5)、海洋県・沖縄の観光産業分野において、海水
浴場の安心・安全、水辺の事故のゼロに取り組むマリ
ンレジャーライフガード従事者の地位の向上と支援に
取り組んでいただきたい。
(6)、新聞報道に留学生の就労問題とあり、本県に
留学する外国人の若者がふえる中、そのほとんどが新
興国の出身で、決して裕福とは言えない生活環境にあ
るとのことです。
県内の居酒屋、コンビニなども人手不足であり、彼
らの就職先として人気のようです。しかし、留学生は
就労制限があり、週に８時間までと勤務時間が決まっ
ています。生活費や授業料も足りない学生は、それを
上回る時間就労をする学生の現状もあり、また、人権
侵害などの問題も指摘があります。県は、アジアを見
据えた沖縄県アジア戦略構想を進める中にあります。
このように、県内で日本語を学ぶ目的で来日している
外国の若者たちが生活と学校の両立で苦労している実
態が報道されていますが、私はこのような実態に鑑
み、留学生に何らかの支援が必要と見ますが、県とし
て考え、国への働きかけの考えはないかお聞かせくだ
さい。
２、南部振興について。
(1)、本島南部の公共交通網、鉄軌道を含む整備に
ついて。
本島南部の市町村の公共交通は、事業者が運行する
バス路線に頼っている状況にある。しかし、事業者の
厳しい経営状況も相まってバス路線の統廃合や減便に
より、各自治体の交通不便地域が拡大している現状に
あり、今後の地方創生の取り組みに当たり大きな課題

となっている。
県においては、観光拠点へのアクセス交通網の強化
として、需要の規模や特性を踏まえた観光地への鉄軌
道を含む新たな公共交通システムの導入に向けた取り
組みを展開する旨を、沖縄県総合交通体系基本計画で
示している。しかしながら、本島南部地域は多くの人
口を擁しているのみならず、世界遺産など県外観光客
が立ち寄る主要施設が多数あり、モーダルシフトや観
光拠点のアクセス交通網の強化として、定時定速の公
共交通システムの確立が求められているが、鉄軌道を
含む新たな公共交通システム導入促進検討業務報告書
においては、実現が10年後以降となる長期イメージ
で示されているのみとなっており、本島南部の公共交
通に関する取り組み記載がわずかしかないため、本島
南部地域への定時定速性を有する鉄軌道を含む新たな
公共システムの早期整備に向けた取り組みを強化する
必要がある。
そこで伺います。
南部地域の公共交通網の将来的あり方についての取
り組みを強化し、同地域へ鉄軌道等を含む新たな公共
交通システムの整備を進めていただきたい。
(2)、主要地方道糸満与那原線の早期整備について。
主要地方道糸満与那原線、県道77号線は、南部を
循環する国道507号とともに糸満市西崎工業地帯と中
城湾工業地帯を結ぶ南部のはしご道路として形成して
いる広域幹線道路であり、南部地域のネットワーク道
路として重要な路線であるが、交差点での交通渋滞、
歩道等の幅員が狭く、地域の安全を阻害している。ま
た、道路は地域の経済産業活動においても、道路網の
整備が必要不可欠で、南部広域の発展に大いに寄与
するものであり、国道331号糸満道路への利便性の向
上、交通安全の確保等、地域発展、さらに電線類地中
化等、景観に配慮した災害に強いまちづくりのため早
期整備が必要である。
そこで伺います。
南部地域における重要なネットワーク道路である主
要地方道糸満与那原線、県道77号線の交差点、歩道
等の拡幅及び景観にも配慮した整備を行っていただき
たい。
(3)、文化行政南山城跡の国指定について。
糸満市教育委員会は、南山城跡の世界遺産登録を目
的に国指定に向け申請手続を進めています。
県として、どのようなことをしているのか、作業内
容についてお聞かせください。
(4)、慰霊碑、戦争遺構の保存方策の確立について。
沖縄戦で戦禍を受けた沖縄県内各地には、慰霊塔や
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避難壕などの戦争遺構がある。特に最後の激戦地と
なった糸満市や八重瀬町を初めとする沖縄戦跡国定公
園域内には、県内外の慰霊塔や戦争遺構が集中してい
る。時間の経過とともに遺族を初め関係者がこの世を
去り、慰霊塔や戦争遺構の将来的保存が大きな課題と
なっている。地域内には、既に慰霊祭が組織的に開催
されなくなった慰霊塔もあり、慰霊塔や戦争遺構の保
存は、平和学習や恒久平和を求める沖縄において重要
な課題となっている。
県では、平成26年度慰霊塔（碑）のあり方協議会
を開催し、沖縄県内に建立する慰霊塔（碑）のあり方
について、国の責任における対応要請を平成27年10
月に行っているが、このまま時間が経過してしまうこ
とから、これらの場は雑草に覆われ、地域にとって危
険な場所となり、また、戦争体験の風化につながって
しまうことが懸念される。慰霊塔や戦争遺構の保存を
その自治体だけで取り組むには大きな負担があり、早
急に沖縄県と国において、慰霊塔、戦争遺構の保存等
に関する施策を確立する必要があると思います。
そこで伺います。
沖縄戦跡国定公園、糸満市、八重瀬町内など各地域
に点在する慰霊碑や避難壕などの戦争遺構の保全等を
国、県の施策として取り組んでいただきたい。
３、福祉行政について。
(1)、障害のある人のための思いやり駐車スペース
を難病者等のハートフルプラスでの利用可能に向け、
県全体での制度化に取り組んでいただきたい。
(2)、早期にパーキングパーミット制度の導入をし
ていただきたい。
(3)、条例等でハート・プラスの普及推進に取り組
み、県民の周知活動を実施していただきたい。
以上、前段での質問を終わります。
○照屋　守之君　議長、ちょっと休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時22分休憩
　　午前10時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
翁長知事。
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
上原正次議員の代表質問にお答えをいたします。
１番目の施政方針についてに関する御質問の中の、
沖縄県高校生調査及び市町村の調査についてお答えを
いたします。
沖縄県高校生調査は、高校生の生活実態や世帯の所

得状況等が、日々の生活や大学等への進路希望等にど
のように影響を与えるかについて調査しており、今年
度中に公表することとしております。
また、市町村が実施する子供の実態調査につきまし
ては、平成28年度が９市町村、平成29年度が４市村
で実施する予定となっております。
沖縄県としましては、調査結果を踏まえ、関係機関
と連携し、さらなる子供の貧困対策の充実を図ってま
いります。
次に、市町村負担の実態と保護者負担の大きさに係
る県の認識についてお答えをいたします。１の(2)ア
と１の(2)イは関連しますので一括してお答えいたし
ます。
利用者が負担する保育料は、世帯の所得の状況その
他の事情を勘案し、国が定める水準を限度として、実
施主体である市町村が定めております。市町村におい
ては、保護者の負担を軽減するため、保育料を国の上
限額より低く設定しており、その差額は市町村負担と
なっております。
県においては、保育料軽減の実態を踏まえ、国の上
限額を適正な額に設定するよう、九州各県保健医療福
祉主管部長会議を通して国に要望しております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　施政方針につ
いての御質問の中の、公定価格における地域区分につ
いてお答えいたします。
公定価格における地域区分については、国家公務員
の地域手当を参酌し、地域における民間の賃金水準や
物価等を考慮して定められております。本県の地域区
分は、全国市区町村の約70％が属するその他地域に
区分されており、標準的な地域として位置づけられて
おります。
次に、避難行動要支援者に関する全体計画と個別計
画の策定状況についてお答えします。１の(4)アと１
の(4)イは関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えさせていただきます。
平成28年４月１日現在で、避難行動要支援者に関
する全体計画の策定状況は、31市町村となっており
ます。また、避難行動要支援者の名簿の整備状況は、
36市町村となっており、名簿の情報に基づき個々の
避難行動要支援者の避難経路や避難支援者などを記載
する個別計画の策定状況は、４町村となっておりま
す。なお、現在策定中の市町村は、17市町村となっ
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ております。
次に、兵庫県の条例改正案についてお答えします。
兵庫県の条例改正案は、阪神・淡路大震災の経験と
教訓を忘れることなく、県民に正しく伝え、災害に備
えるために提案されたものであります。その内容は、
地域における防災減災活動を促進すること、市、町の
取り組みとして、自主防災組織等による個別支援計画
の策定を促進すること等となっております。
次に、兵庫県改正条例案の県の考えについてお答え
します。
県では、市町村へのアドバイザー派遣事業を通し
て市町村が行う災害時要支援者名簿の整備や円滑な
避難のための体制づくりに向けた取り組みを進めて
おります。
現在、本県における個別計画の策定状況が進んでい
ないことから、県としましては、まずは個別計画の策
定支援に集中して取り組んでまいりたいと考えており
ます。
続きまして、南部振興についての御質問の中の、慰
霊碑の保存方策の確立についてお答えします。
慰霊塔・慰霊碑は、建立者等関係者の所有物であ
り、その修理や清掃等の維持管理については、本来、
建立者等関係者の責任において行うべきであると考え
ております。しかし、各団体が建立した慰霊塔・慰霊
碑の中には、関係者の高齢化等に伴い、十分に管理が
なされていない等の課題が顕在化しております。
県では、平成27年８月に維持管理が困難な民間建
立慰霊塔などについて保存・整理を行うよう、厚生労
働大臣宛て要請を行うなど、管理の問題について国に
対応を求めております。
次に、福祉行政についての御説明の中の、ハート・
プラスの普及推進についてお答えします。３の(1)と
３の(3)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えします。
難病を有する内部障害者等は、外見上、障害者と認
識されにくいことから、障害者等用駐車場の利用など
さまざまな場面で誤解を受ける場合があるものと考え
ております。
そのため、県としましては、パンフレットや研修会
等、さまざまな機会を活用し内部障害者等を示すハー
ト・プラスマークの普及啓発を行うとともに、内部障
害者等に関する県民への周知活動に取り組んでまいり
ます。
次に、パーキングパーミット制度導入についてお答
えします。
身体障害者用駐車場利用証制度、いわゆるパーキン

グパーミット制度については、現在、全国35府県で
導入されており、沖縄県内においても那覇市が平成
25年２月から導入しております。制度を導入した場
合、内部障害を持つ歩行困難者などが駐車しやすくな
る、公的に認証したマークの制定により住民や商業施
設の理解が得やすくなる等のメリットがあります。一
方で、県内、特に狭隘な本島中南部で十分な敷地面積
がない商業施設等の駐車場総数が不足している現状に
おいて、利用証発行者数に対する提供駐車スペースの
確保等の課題もあります。
今後、これらの課題や他府県での実施状況を整理し
た上で、関係団体や専門家等の意見を踏まえながら導
入について検討してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　施政方針についての
御質問中の、国民健康保険事業の財政状況についてお
答えします。
平成26年度の本県市町村国保における実質的単年
度収支は、109億9198万円の赤字となっております。
なお、現在精査中でありますが、平成27年度につき
ましては、約80億円程度の赤字になると見込んでお
ります。
次に、１人当たりの赤字負担額についてお答えします。
平成26年度の本県市町村国保の実質的単年度収支
の赤字額を全被保険者で負担するとした場合、１人当
たりの額は２万3172円となります。
次に、法定外繰り入れに対する市町村担当者からの
意見についての御質問にお答えします。
市町村との協議の場である沖縄県国民健康保険広域
化等連携会議作業部会において、市町村担当者から
は、県の示す標準保険税率と現行の保険税率に乖離が
ある場合、法定外繰り入れを行い、数年かけて段階的
に税率を引き上げることも考えている旨の発言があっ
たと聞いております。
次に、県が法定外繰り入れを行うことについてお答
えします。
平成30年度以降の国民健康保険事業につきまして
は、県と市町村の共同運営であり、給付に必要な額は
全額県が市町村に交付することとなっており、その主
な財源は、市町村が納める納付金となっております。
市町村は、保険税収入と保険者努力支援分等の一部の
公費を財源として納付金を納めることとなりますが、
保険税率の設定、収納状況及び医療費適正化の取り組
み等について、各市町村の状況が著しく異なっている
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ことにも留意する必要があります。
したがいまして、市町村間の公平性に照らし合わせ
て考えてみた場合、県が、赤字補塡のための法定外繰
り入れを行うことは妥当ではないと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　施政方針に
ついての御質問の中の、ライフガード従事者の地位向
上等についてお答えいたします。
県としては、海を活用したマリンレジャーは、沖縄
観光における重要な観光資源の一つと考えておりま
す。観光客が安心してマリンレジャーを楽しむために
は、その安全の確保に向けて、事故防止活動や迅速な
救助活動を行うライフガード従事者の役割は、重要で
あると認識しております。
そのため、県では、ライフガードが働きやすい環境
づくりに向けて、マリンレジャー事業者を対象にした
研修会を実施するなど、経営力向上に関する支援を
行ってまいりました。また、ライフガード従事者に対
しては、安全管理の技術向上などスキルアップにつな
がる支援を行っております。
次に、外国人留学生の支援についてお答えいたします。
独立行政法人日本学生支援機構の平成27年度の調
査によると、県内には2090人が大学等で修学してお
ります。
県においては、平成27年度・28年度において、Ｎ
ＰＯ法人沖縄ＮＧＯセンターに委託している沖縄県多
文化共生モデル事業の一環で、留学生を含む在住外国
人を対象とした日本語サークルを実施しております。
また、公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団で
実施している、在住外国人を対象とした日本語読み書
き教室に財政支援を行っております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　南部振興についての御質
問の中の、南部地域への新たな公共交通システムの整
備についてお答えいたします。
県は、構想段階における鉄軌道計画案づくりにおい
て、鉄軌道の検討とあわせて、フィーダー交通ネット
ワークのあり方として、鉄軌道と各地域の効率的な結
び方について検討を行ったところであります。具体的
なフィーダー交通ネットワークについては、構想段階
終了後の計画段階において、駅位置等を踏まえ検討を
行うこととしております。なお、南部地域を初め、各

地域の具体的な公共交通システムの整備については、
地域のまちづくりとも密接に関連することから、まず
は、関係市町村において交通計画やまちづくりの観点
から検討がなされるものと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　南部振興についての
御質問の中の、主要地方道糸満与那原線の整備につい
ての御質問にお答えいたします。
南部圏域における幹線道路網については、国と連携
して、沖縄県広域道路整備基本計画に基づく那覇空港
自動車道、沖縄西海岸道路、南部東道路及び国道507
号の整備に取り組んでいるところであります。また、
主要地方道である糸満与那原線については、交差点、
歩道等の拡幅整備を照屋工区、東風平工区及び屋宜原
工区において進めるとともに、糸満ロータリーにおい
ては電線類地中化など景観に配慮した整備を進めてい
るところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　南部振興についての御質問
で、南山城跡の国の指定に向けた作業内容についてお
答えいたします。
南山城跡の国の史跡指定に向けた取り組みについて
は、現在、糸満市が発掘調査や測量などを行っている
ところです。国指定に当たっては、同城跡の歴史的・
学術的な価値、遺構の残存状況、遺跡の範囲確定、所
有者の同意、発掘調査報告書の刊行などの必要な要件
があります。
県教育委員会では、文化庁との連絡も密にしなが
ら、糸満市の取り組みを踏まえ、適宜、指定の考え方
や報告書刊行の際に助言を行うなど協力してまいりた
いと考えております。
次に、戦争遺構の保全等についての御質問にお答え
いたします。
戦争遺跡は、沖縄戦の実態を後世に伝える貴重な遺
産であることから、その保全等を図ることは重要であ
ると考えております。地域の文化財は地域で守るとい
う観点から、市町村が主体となって保全等を図ること
が望ましいと考えております。戦争遺跡の保全等につ
きましては、市町村教育委員会における文化財指定の
取り組みについても、引き続き助言等を行うととも
に、県指定に向けて検討を進めているところです。
県教育委員会では、文化庁並びに市町村教育委員会
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と連携をとりながら、戦争遺跡の保存継承に取り組ん
でいきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。

〔上原正次君登壇〕
○上原　正次君　御答弁ありがとうございました。
再質問を１点だけ行います。
子供の貧困実態調査について、知事のほうから高校
生の実態調査についての報告がありましたけれども、
２月20日に子どもの貧困問題学習会として立教大学
教授の浅井春夫先生を招いて、県議会有志の皆さん方
に呼びかけて勉強会を開催する中で、先生がその中で
とても重要であるとお話をしていましたのが、乳幼児
期の政策は最も効果的であるとお話をしていました。
これは実際海外のほうでも研究実績として上がってい
るとの報告がありましたが、県として、乳幼児期の貧
困問題についてどのような考えを持っていますか。
それとまた、母子家庭に対しての施策、両方の施策
に対して重要であるというお話がありましたので、そ
の点について御答弁をいただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　上原議員の再
質問にお答えいたします。
議員の御指摘の、乳幼児期の子供の貧困に対する支
援の必要性については、県のほうとしても大変重要だ
というふうに認識しております。県もライフステージ
に応じて、乳幼児期の子供の貧困に対する支援をする
ということで、子どもの貧困対策計画のほうにも位置
づけております。
また、今年度からは、子育て世代包括支援センター
の取り組みもしっかりやって、いわゆる乳幼児期の支
援のあり方については、市町村と連携して取り組みを
進めていきたいと思っています。また、あわせて次年
度になりますけれども、乳幼児に対する調査等も検討
しているところでありますので、しっかり取り組みを
進めていきたいというふうに考えています。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　平良昭一君。

〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　おはようございます。
会派おきなわの平良昭一です。
会派を代表いたしまして、質問いたします。
その前に、所見を述べさせていただきます。
2014年２月に当時の仲井眞知事と政府との間で約
束した米軍普天間飛行場の５年以内の運用停止は一向

に進んでいない。この間の３年の中で、政府が米国と
交渉した形跡はなく、ここに来て、この問題に政府は
困難だと言い始め、逆に沖縄県側に責任転嫁をしてい
る状況であり、当初から単なる空手形だったというこ
とがはっきりしました。米国との調整もなしにこの問
題が進捗するはずもないとは思っておりましたが、最
初から沖縄県民をだますつもりであったなら、これは
ゆゆしき問題であり、県民に対する背任行為であると
言える。危険性の除去どころか、オスプレイや大型ヘ
リ、攻撃ヘリなどが昼夜を問わず飛行を続け、世界一
危険な状況はさらに深刻になっており、この危険除去
の約束は政府と前県政の協議をしっかり検証しなが
ら、知事の所信表明にもあるように、政府に強く求め
ていく姿勢をしっかり伝えてほしいものであります。
それでは、質問に入ります。
まず、知事の政治姿勢についてですが、(1)、知事
就任以来、今回で３回目の訪米活動を展開してきまし
たが、帰沖後の会見では、これまでの訪米の中で最大
の効果があったとのことだが、先月からの訪米の効果
について伺います。
(2)、政府は、辺野古が唯一の解決策と思考停止の
状態が続いており、沖縄の民意、デモクラシー、立憲
主義、人道主義などあらゆる観点から考えても安倍政
権の辺野古沖への強行移設は明らかな誤りである。過
去には、沖縄米軍基地移設を前提としたＰＫＯ訓練セ
ンターが、高知県西南地域で浮上し、衆議院予算委員
会で議論されたこともあった。国際貢献を通じて地元
を振興させようという理念で推進してきたが、結果的
には実現できなかった。沖縄の基地負担軽減で動きが
あったことは事実であり、政府の本気度はまだまだ足
りない。十分な議論も尽くさずに辺野古が唯一だとい
うのは納得がいかないし、なぜ日本政府は辺野古が唯
一にこだわっているのか、その点に関し知事の見解を
聞きたい。
(3)、全国知事会で、積極的に沖縄問題について活
動を展開していることについて、敬意を表するもので
あり、沖縄の米軍基地負担の軽減を直接知事から伝え
ることは、大きな効果があると思う。全国知事会での
第２回研究会について伺います。
(4)、新たに副知事として起用する予定の富川氏に
期待するアジア経済戦略構想について伺います。
(5)、これまでの知事の積極的なアジア外交の成果
は、成長著しいアジアのダイナミズムと連携した観
光・リゾート産業や情報通信関連産業などの拡充強化
に結びついております。そしてさらなるスピードアッ
プのための国際物流拠点の形成を推進する意向で、ア
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ジア経済戦略課に戦略推進室を設置する取り組みだ
が、その意義について伺います。
(6)、離島力の向上で、離島８村への水道水安定供
給と料金低減の取り組みを進める水道高域化について
伺います。
(7)、以前から課題となっている離島における石油
製品の本島並みの価格の取り組みについて伺います。
(8)、知事就任から折り返し時期において、選挙公
約のほぼ全てに着手できたことはすばらしいことであ
ります。ぜひ、知事の今後の意気込みと成果について
伺います。
２点目、観光振興について。
(1)、官民連携による国際クルーズ拠点形成港湾に
ついて、国土交通省は、昨年10月から12月20日に学
識経験者らでつくる検討委員会を発足し、クルーズ船
で訪日する外国人旅行者をふやすため、民間資金を活
用して旅客ターミナルビルなどの整備を進める官民連
携による国際クルーズ拠点を形成する港湾として全国
６港湾を指定し、本部港や平良港が選定された。入港
を希望するクルーズ船会社にターミナルビルなどの整
備費用を負担してもらうかわりに、先行予約などで岸
壁を優先的に利用できるようにするもので、国は岸壁
整備などを支援し、それぞれ必要なハード、ソフト両
面の取り組みを進めていく方針である。
以下の点を伺う。
ア、本部港はスタークルーズなどのクルーズブラン
ドを有し、日本に寄港する台湾発着クルーズのシェア
８割強を占めるゲンティン香港グループと沖縄県が連
名で応募し、選定されたことは高く評価し喜ばしいこ
とであります。税関、出入国管理、検疫ホールや待合
所などがあるターミナルビルを整備し、運用開始予定
の2020年に寄港88回、30年には寄港104回を目標と
して、同港では20万トン級に対応可能な岸壁の整備
を進めている。検討委員会でも本島北部地域の主要な
出入り口であり、豊富な観光資源の魅力を生かした計
画と評価しており、本部港の今後の具体的な整備の展
開について伺います。
イ、平良港は、世界やアジアで約５割のシェアを持
つ世界第１位のカーニバル社と宮古島市が応募。同社
は中国発着のクルーズ拠点としたい考えで、同社が
ターミナルビルを整備し、運用開始予定の2020年に
は寄港250回、2026年には寄港310回を目標に掲げ
ており、同港漲水地区で14万トン級に対応できる岸
壁を整備する計画などが進められる予定です。平良港
の今後の整備の展開について伺います。
ウ、本部港は、県公共事業評価監視委員会での事業

継続は妥当だとの見解だが、平良港はどうなっている
のか伺います。
(2)、離島振興及び県の経済発展に資するために、
下地島空港の利活用事業に向け取り組む意向だが、
各提案者と年度内合意をめどに集中的に協議し、必
要な事務手続を経て可能な限り早期に決定したいと
の意向だが、下地島空港の利活用事業の進捗状況、
どのようなプランになるのか、その波及効果につい
て伺います。
(3)、ヤンバルの山村資源を持続可能な形で活用す
る森林ツーリズムの推進体制の構築に取り組むとある
が、具体的な取り組みを伺います。
３点目、農林水産業関係についてですが、(1)、鳥
獣被害防止対策についてです。
ワイヤーメッシュ柵や防鳥ネット対策が中心となっ
ているが、地域の実情に合わせた対策が必要であると
の指摘があり、その対応策について伺います。
(2)、産地後継者育成支援事業の展開について、生
産者の高齢化が進む中、後継者の育成確保が急務であ
り、次世代の産地を担う必要性がある。そのために
は、指導農業士、青年農業士、女性農業士の育成取り
組み支援が必要にもなる。産地後継者育成支援事業の
取り組みについて伺う。
(3)、自然環境に配慮した森林生産活動が必要であ
り、環境と調和した森林の利活用を図る目的でやんば
る多様性森林創出事業が行われたが、その効果につい
て伺います。
(4)、県内肉用牛の価格が好調である。県内産肉用
牛のアピールを積極的に行うべきであり、その対応策
について伺います。
４点目、無許可民泊取り締まり強化について。
無許可で民泊を営業している事例が蔓延している状
況だが、国は法改正を視野に入れている状況である。
民泊事業者は、利用者の安全・安心、地域住民との共
生、防犯について旅館業法を遵守し、住宅提供者、管
理者、仲介業者に対して、適切な規制の認識を構築し
ていくことは絶対的に必要であります。県内の無許可
民泊の把握と取り締まりの状況、今後の対応策、教育
民泊との整合性について伺います。
５点目、沖縄自動車道料金割引について。
本年度末で期限切れとなる料金特別割引に対する県
の考えと、さらなる軽減制度の構築に向けた県の取り
組みを伺いたい。割引制度が満了した場合、自動車道
利用者が減少し、中南部の一般道のさらなる渋滞が懸
念され、産業や観光、生活面での影響が大きく、特に
北部振興での大きなマイナス要因になりかねない。ま
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た、空港自動車道は無料なのに、なぜ、沖縄自動車道
は有料なのかという疑問を持っている方もおり、軽減
措置は重要な施策の一つと考えるが、県の考え方を伺
います。
６点目、震災被害者避難支援について。
東日本大震災の避難者に対する支援策について、県
はこれまで福祉制度など適切な支援が受けられるよう
努力してきたことは、評価をさせていただきますが、
29年４月からの支援策について一抹の不安が表面化
しております。
そこでお聞きします。
(1)、既に沖縄県が施行している３月末までの補助
金、沖縄県被災者居住関係支援事業補助金の要綱第３
条(2)には、「平成29年４月以降も沖縄県内の民間賃
貸住宅において避難生活を継続するため第１号の民間
賃貸住宅へ世帯員全員が第１号の期間内に住民票を異
動した世帯」とありますが、現在協議している沖縄県
の新たな民間賃貸補助支援策に対してもこの条件は当
てはまるのか伺います。
(2)、対象者の中には定住のほかに、健康問題を懸
念して避難継続という選択をしている方もいます。ま
た、母子避難など家族と離れて避難継続を選択してい
る世帯もあります。その場合、住民票を移すというこ
とが家庭不和を引き起こすおそれもあり、住民票を異
動しない世帯も対象にすべきと思いますが、県の考え
方を伺います。
７点目、教育行政について。
(1)、本島中部で起きた中学生暴行動画について、
痛ましい事件であり、ネットに配信され全国につな
がってしまった事件は残念でなりません。暴行をおも
しろ半分に数名で行った事実は、教育のあり方に大き
な問題を残していると思います。教育長の見解を求め
ます。
(2)、公立中学校教諭の児童買春容疑での逮捕は衝
撃を受けました。過去にも同様な事件を起こして書類
送検されていたことも発覚しており、対処手段に問題
があったのではないか、その見解を求めます。
(3)、児童生徒の発達段階に応じたきめ細かな指導
を行うため、実施してきた少人数学級を小学校５年
生まで拡大する方針だが、その取り組みについて伺
います。
８点目、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金手続に
ついて。
戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法が改正さ
れ、戦没者等の遺族のうち、平成27年４月１日にお
いて公務扶助費、援護年金等を受ける方がいない場合

に改めて特別慰問金が支給されることになっている
が、その手続に時間を要しているようだが、その原因
は何か伺います。市町村が窓口となり、請求者は必要
な書類を準備して担当課に提出、その後、県のほうに
回ってくるシステムだと聞いておりますが、おくれて
いる理由はどこにあるのか伺います。
９点目、北部振興について。
(1)、北部地域の医療について。
ア、県立北部病院の課題について。
北部地域の命のかなめである病院として使命を託さ
れている北部病院の充実は住民の切実な願いでありま
す。これまで北部病院ではたびたび休診の療科もあ
り、中南部病院への利用が行われた経緯があり、患者
自身はもとより、家族にとっても精神的、経済的に大
きな負担を強いられてきました。
そこで、県立北部病院の課題について伺います。
イ、北部地区の基幹病院整備について。
多様な病気に対応できる地域完結型の機能を持ち、
500病床規模の機能集約の基幹病院がぜひとも必要で
ある観点から、医師会病院と県立北部病院の統合・再
編の話が日増しに大きくなっており、北部地域では署
名活動が行われ、来月には北部住民大会も計画されて
いるようであります。これまで北部地区地域医療構想
について検討会議、研究会などがたびたび開かれたこ
ともあり、この統合・再編と基幹病院の整備に対する
県の考え方を伺いたいと思います。
(2)、鉄軌道導入に向けた議論が行われております
が、本来の敷設目的である本島南北間の交流人口の増
加の議論がないがしろにされているような状況であり
ます。もともと那覇と名護間を１時間圏内で結び、北
部の振興に資する目的で北部地域からの要望提言のは
ずだ。人口が減少する北部地域を活性化させようと、
20年前に北部市町村の議会が声を上げたことから、
この動きが始まり、今があります。その鉄軌道議論の
原点をいま一度伺いたいと思います。
(3)、海上交通の安全性・安定性の向上のため、伊
江、伊是名、伊平屋の港湾並びに水納港と伊平屋空港
の整備について伺います。
10点目、かりゆしウエアの普及について。
今や公式な場面での着用も自然なものとなっており
ますかりゆしウエアでありますが、夏だけではなく一
年中通しての活用にもなっており、まさしく沖縄の文
化の象徴になりつつあります。2007年６月１日、か
りゆしウエアの普及を目的に、かりゆしウエアを世界
に広める会が発足し、その日をかりゆしウエアの日と
宣言して制定されました。
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かりゆしウエアの歴史は、昭和45年に当時の社団
法人沖縄県観光連盟会長の発案により、沖縄の暑い夏
を快適に過ごすとともに、観光沖縄をＰＲするために
沖縄シャツの名称で販売されたのが始まりでありま
す。今日まで45年余り経過し、かりゆしウエアのデ
ザインや形、素材の多様化なども時代とともに変化し
ておりますが、その定義は２つの条件と言われており
ます。それは沖縄県産であること、そして沖縄らしい
デザインであることが条件で、沖縄の伝統染織物、文
化や自然等をモチーフにしたデザインが特徴でありま
す。ハワイのアロハシャツと同じように、さらなる沖
縄観光文化の象徴をつくり上げていく必要性があると
思います。
それで、お聞きしますが、(1)、男性用に比べ女性
用のかりゆしウエアの普及が少ない状況であり、その
対応策について伺いたい。
(2)、今や国内ばかりではなく、海外も視野に入れ
た取り組みが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
以上をお聞きいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　平良昭一議員の代表質問にお
答えをいたします。
大きな１番目の知事の政治姿勢についてに関する御
質問の中の、アジア経済戦略構想に関し、富川氏への
期待についてお答えいたします。
政策参与の富川氏は、現在、特にアジア経済戦略構
想の推進を担当しており、同構想推進・検証委員会の
委員長を務めるほか、沖縄振興に関する調査研究や提
言も積極的に行っております。沖縄県としては、同委
員会による提言を踏まえ、観光・リゾート産業や情報
通信関連産業などのリーディング産業の拡充強化に加
え、国際物流拠点の形成等を推進し、平成33年度の
目標である県内総生産、５兆1000億円の達成を目指
し、スピード感を持って取り組んでいくこととしてお
ります。
富川氏には、今後ともその豊富な専門的知識や経験
を生かして、県勢の発展に貢献していただくことを期
待しております。
次に、公約の成果についてお答えをいたします。
私は、知事就任以来、経済発展、生活充実、平和創
造の３つの視点から、公約の着実な実現に向けて取り
組み、そのほとんどに着手し、推進しているところで
あります。
経済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想の
推進計画に基づき、観光・リゾート産業や情報通信関

連産業などのリーディング産業の拡充強化を図るとと
もに、国際物流拠点の形成に取り組んでまいります。
生活充実については、沖縄県子どもの貧困対策推進
基金を設置するとともに、沖縄子どもの未来県民会議
を立ち上げたところであり、県民運動として子供の貧
困問題の解消に向けて取り組んでまいります。また、
子供の学力向上や空手発祥の地・沖縄の世界への発
信、離島地域の活性化などにも積極的に取り組んでま
いります。これまでの取り組みにより、入域観光客数
は４年連続で過去最高を更新し、観光・リゾート産業
の関連産業を含めた経済波及効果は１兆円を超えまし
た。情報通信関連産業の生産額は4000億円を突破す
るなど県経済は好調に推移しております。また、年平
均の完全失業率は平成27年が5.1％、平成28年が4.4％
と改善し、有効求人倍率も復帰後初めて１倍を上回っ
たほか、小中学校の学力テストにおける全国平均との
差など、改善の傾向が顕著な指標も出てきており、県
政運営の成果は着実に上がりつつあります。引き続
き、アジアの中心に位置する沖縄の地理的優位性とソ
フトパワーなどの強みを生かし、県経済の発展及び県
民生活の向上につなげてまいります。
平和創造については、辺野古新基地建設に反対し、
普天間飛行場の県外移設及び早期返還、危険性の除去
に全力で取り組んでおります。日本の安全保障につい
ては日本国民全体で考えるべきとの沖縄県の主張に対
し、国内外における理解が広がりつつあり、全国知事
会においても、米軍基地負担に関する研究会が設置さ
れたところであります。今後とも、引き続き日米両政
府に対し、普天間飛行場の県外移設などを粘り強く働
きかけてまいります。
次に、農林水産業関係についての御質問の中の、県
内肉用牛のアピールについてお答えいたします。
沖縄県は、県独自で造成した優良種雄牛による改良
及び増殖等によって、全国に子牛を出荷する国内有数
の肉用牛産地となっております。またことし９月に
は、宮城県で５年に一度の和牛オリンピックと言われ
る全国和牛能力共進会が開催され、優秀な成績をおさ
めるとトップレベルの産地として全国に認知されま
す。沖縄県も優良肉用牛を出品し、上位入賞を目指
し、全国にアピールしてまいります。
沖縄県としましては、引き続き県内肉用牛を増頭・
増産し、肉用牛産地としてのおきなわブランド力を強
化してまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
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〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、訪米の効果についてお答えいた
します。
今回の訪米においては、連邦議会議員、国務省、国
防総省など合計31名との面談を行い、ジョージ・ワ
シントン大学における公開セミナーなどの場面で、引
き続き、辺野古新基地建設に反対していく県の姿勢や
現状について伝えることができたことは大変意義のあ
ることでした。特に、米国新政権が発足したこの時期
に、昨年12月の埋立承認の取り消しに関する最高裁
判決は数ある知事権限の一つについて判断が示された
にすぎないことや、判決確定後も辺野古に新基地をつ
くらせないとの立場に変わりはないことなど、沖縄の
正確な情報を伝えることができたことは有意義だった
と考えております。
次に、政府が辺野古唯一にこだわる理由についての
御質問にお答えいたします。
政府がこだわる理由としては、梶山静六氏が官房長
官であった当時の書簡で、「本土の反発が予想される
ことを理由に辺野古移設しかない」との考えを示して
いたことや、森本元防衛大臣が、平成24年12月の記
者会見において、「政治的に許容できるところが沖縄
にしかない」などと述べたことなどにあらわれている
ように、県外の反発を恐れ、県内移設ありきで物事を
解決しようとしていることによるものだと考えており
ます。政府においては、辺野古移設が唯一の解決策と
の固定観念にとらわれることなく、安全保障の負担は
全国で担うべきとの認識のもと、普天間飛行場の早期
返還に取り組んでいただきたいと考えております。
次に、全国知事会米軍基地負担に関する研究会につ
いてお答えいたします。
講師として招かれた政策研究大学院大学の道下教授
からは、最近の北朝鮮や中国の状況を踏まえ、在沖米
軍の重要性について言及がありました。それに対し、
知事は、日本の安全保障は日本国民全体で考えるべき
であり、米軍基地の負担は日本全体で担うべきである
との意見を述べました。道下教授からは、基地の負担
やコスト、必要な能力などの安全保障問題に対して国
民の議論が不足していることや、今後、中国の軍事力
増強により、在沖米軍の脆弱性が高まる可能性につい
て指摘がありました。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　知事の政治姿勢に

ついての、戦略推進室設置の意義についてにお答えい
たします。
沖縄県では、アジア経済戦略構想の実現に向けた取
り組みを強化するため、商工労働部アジア経済戦略課
に戦略推進室を設置し、課長級の室長を配置するとと
もに職員を増員します。これにより、全庁横断的な推
進体制を強化し、実効性を高めるとともに、海外や国
内関係機関等との調整機能を強化することで、構想実
現に向けたスピードを加速させたいと考えておりま
す。あわせて、構想で描かれる沖縄の将来像をビジュ
アルに示すことで、日本とアジアを結ぶ国際ビジネス
都市・沖縄を目指す機運を向上させてまいります。
次に、かりゆしウエアの普及についての、女性用の
かりゆしウエアについてにお答えいたします。
沖縄総合事務局の調査では、県民の６割がかりゆし
ウエアを所有し、１人当たりでは男性4.6枚、女性2.8
枚の所有となっております。女性用のかりゆしウエア
については、近年、リゾートウエディングの参加者が
着用するなど、ビジネス用途以外での活用も進んでお
りますが、商品数が少なく、普及が進んでいない状況
であります。
県としましては、事業者と連携し、女性が好むデザ
インの商品開発やカジュアルウエアとしての着こなし
のＰＲ等に取り組み、さらなる需要の拡大に取り組ん
でまいります。
同じく海外を視野に入れた取り組みについてにお答
えいたします。
県では、かりゆしウエアの海外展開を目指す事業者
を対象に、ハワイへの先進地視察や台湾での商談会、
イタリアにおける展示会への出展等を支援し、可能性
の調査を行ってまいりました。調査の結果、縫製技術
やデザイン力に加え、特にブランド力向上の課題を改
善したことで、販路拡大につながっているところであ
ります。
沖縄県としては、今後とも事業者と連携を密にし
て、海外展開の取り組みを促進してまいりたいと考え
ております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、離島への水道水安定供給と料金
低減についての御質問にお答えします。
県では、離島における水道料金の格差是正を含めた
水道のユニバーサルサービスの向上を図るため、水道
広域化に取り組んでいるところであります。平成26
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年11月には、沖縄県、沖縄県企業局、沖縄本島周辺
離島８村の３者において水道用水の供給に向けた取り
組みに関する覚書を締結し、平成33年度までに広域
化を実現できるよう取り組むことや、沖縄本島並みの
水道料金に近づけることに努める旨、確認したところ
であります。なお、平成29年度末には粟国村、渡名
喜村において水道広域化を実施する予定であり、その
他の離島につきましては、広域化が実施されるまで、
企業局の協力を得ながら技術支援等を行い、水道の安
定供給を図っていきたいと考えております。
次に、無許可民泊の把握と取り締まりの状況等につ
いての御質問にお答えします。
県は、民泊に関する現状を把握するため、修学旅行
生の民泊受け入れ機関である観光協会等を対象とした
調査及び一般旅行客のインターネットを介した民泊
サービスの実態に関する調査を行ったところでありま
す。修学旅行生の民泊に関する調査の結果につきまし
ては、登録施設数1196件に対し、旅館業の許可取得
件数は790件、66.1％となっております。また、一般
旅行客のインターネットを介した民泊サービスの実態
調査の結果につきましては、登録施設数が1040件で
あり、そのうち所在地が特定できた登録施設数573件
に対し、許可取得件数は264件、46.1％となっており
ます。
県としましては、当該調査の結果、無許可営業が確
認された施設に対しましては、その形態にかかわらず
保健所による調査・指導を行い、適切に対処していき
たいと考えております。
次に、北部振興についての御質問の中の、県立北部
病院と北部地区医師会病院の統合による基幹病院の整
備に対する県の考え方についてお答えします。
北部圏域における最大の課題は、医師の安定的な確
保にあると考えております。また、同圏域において
は、2025年までに、高度急性期及び急性期の病床を
400床程度整備する必要があると推計しております。
県立北部病院と北部地区医師会病院は、重複する診療
科が多く、効率性の面で問題があるほか、両病院に医
師を派遣する病院の負担も大きくなっております。さ
らに、症例数が少ないため、若手医師がキャリア形成
を図る上で制約となっております。同圏域において、
医師の安定的な確保を図り、良質かつ効率的な医療を
提供するためには、基幹的病院の整備は必要であると
考えており、これを実現する上で、両病院の統合は、
合理的な考え方の一つであると考えております。
県は、両病院の統合について、結論を出したわけで
はありませんが、現在、両病院が統合する際に解決し

なければならない課題の抽出作業に取り組んでいると
ころであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中の、離島における石油製品の本島並み価
格の取り組みについてお答えいたします。
沖縄県では、これまで復帰特別措置法に基づく、揮
発油税等軽減措置を活用し、沖縄本島から離島へ輸送
される石油製品の輸送経費を補助しております。ま
た、平成25年度に島々の特性に応じた輸送形態別の
補助の見直しを行い、輸送に要するドラム缶やコンテ
ナ購入費、フォークリフト費用などに対する補助を拡
充し、離島特有の流通コスト低減に努めているところ
であります。これにより、石油製品価格の安定と円滑
な供給が図られ、住民生活の経済活動に寄与している
ものと考えております。
次に、沖縄自動車道料金割引についてお答えいたし
ます。
鉄道のない本県において、沖縄自動車道は唯一の高
速移動手段であり、北部地域の振興にも大きな役割を
果たしていることから、去る８月に国及び西日本高速
道路株式会社に対し、独自料金及び割引制度の継続に
ついて要請をいたしました。去る２月14日には、沖
縄県市長会、町村会による、独自料金及び割引制度の
継続及び拡充について要請を行ったと聞いております。
県は、市町村と連携し、料金低減や利用環境改善に
ついて、国等に対して働きかけていきたいと考えてお
ります。
次に、北部振興についての御質問の中の、鉄軌道導
入の原点についてお答えいたします。
県では、沖縄21世紀ビジョンで示された沖縄の将
来の姿の実現や陸上交通の現状の課題解決の観点か
ら、県土の均衡ある発展、中南部都市圏の交通渋滞緩
和、県民及び観光客の移動利便性の向上、世界水準の
観光・リゾート地の形成などを図ることを目的に、広
域交流拠点の那覇と北部圏域の中心都市である名護を
１時間で結ぶ鉄軌道導入に向け、構想段階としての計
画案づくりに取り組んでいるところであります。これ
により、圏域間の連携を強化し、県の総合的発展を図
ることとしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　観光振興についての
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御質問の中の、本部港と平良港のクルーズ岸壁等の整
備計画についての御質問にお答えいたします。２の
(1)アと２の(1)イは関連しますので、恐縮ですが一括
してお答えいたします。
県は、本部港において、官民連携による国際クルー
ズ拠点の形成に向け、今年度から大型クルーズ船に対
応した岸壁の実施設計に着手したところであり、平成
32年の供用を目指し、整備を進めていく予定であり
ます。また、ＣＩＱ機能等を備えた旅客ターミナルに
ついては、クルーズ船社において岸壁の供用に合わせ
て整備する予定となっております。平良港において
も、同様に、平成32年の供用を目指し、官民連携し
て必要な岸壁や旅客ターミナルの整備を進めていく予
定とのことであります。
同じく平良港の事業評価についての御質問にお答え
いたします。
平良港の官民連携クルーズ拠点の形成に必要な公共
施設の整備については、国と港湾管理者である宮古島
市において検討しているところとのことであります。
同じく下地島空港の利活用プランについての御質問
にお答えいたします。
下地島空港及び周辺用地の利活用については、平成
26年度に実施した提案募集手続で選定した利活用候
補事業の提案者と、年度内合意を目途に事業実施条件
等の詰めの協議を行ってきたところであります。主に
空港を利活用する候補事業は、航空パイロットの養成
及び国際線等旅客施設の整備・運営となっております。
次に、北部振興についての御質問の中の、離島港湾
の整備計画についての御質問にお答えいたします。
県では、海上交通の安全・安定性の向上を目的に離
島港湾の整備を進めており、伊江港においては、港内
の静穏度向上対策を平成29年度から着手し、伊是名
仲田港においては、平成28年度の波浪観測等の結果
に基づき、平成29年度から対策工を検討する予定で
あります。また、利便性向上を目的とする浮き桟橋の
整備にも取り組んでおり、伊平屋前泊港においては、
平成28年度から着手し、水納港においても、平成29
年度から着手する予定であります。なお、水納港の砂
浜の一部侵食については、整備内容に応じて、対策を
講じていきたいと考えております。
同じく伊平屋空港の整備についての御質問にお答え
いたします。
県は、現在、伊平屋空港建設予定地における航空機
の就航率確認のための気象観測調査を実施するととも
に、関係機関と需要喚起策等についての意見交換を
行っているところであります。あわせて、滑走路長見

直しに伴う環境影響評価書の補正に必要な低周波音の
実機測定についても関係者と調整を進めていく予定で
あります。
県としては、引き続き関係機関と協議調整を行い、
早期の事業着手に取り組んでいきたいと考えており
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　観光振興についての
御質問の中の、やんばる型森林ツーリズム推進体制構
築事業の取り組みについてお答えいたします。
世界自然遺産候補地である国頭村、大宜味村、東村
のヤンバル３村において、山村地域に固有の資源を持
続可能な形で活用した観光による地域振興を図ること
を目的として、平成27年度から29年度にかけて、や
んばる型森林ツーリズム推進体制構築事業を実施して
おります。具体的には、地域の観光事業者、林業関係
団体、行政機関等から構成される検討委員会を開催
し、利用ルールやガイド制度等を定めたやんばる森林
ツーリズム推進全体構想の策定及びその運用を図るた
めの協議会の設立など、推進体制の構築に取り組んで
いるところであります。
次に、農林水産業関係についての御質問の中の、地
域の実情に合わせた鳥獣被害防止対策についてお答え
いたします。
鳥獣被害防止対策については、関係団体で構成する
沖縄県野生鳥獣被害対策協議会や市町村協議会等を設
置し、鳥獣被害防止総合対策事業で総合的に推進して
いるところであります。具体的には、１、市町村協議
会等が主体となった銃器・捕獲箱による有害鳥獣捕
獲、２、防鳥ネット、侵入防止柵の整備、３、捕獲頭
数に応じた助成などを実施しております。また、他県
の事例等を参考に新たな防止対策の検討を行っている
ところです。
県としましては、今後とも関係機関と連携し、地域
の実情に合わせた鳥獣被害防止対策に取り組んでまい
ります。
次に、産地後継者育成支援強化事業の取り組みにつ
いてお答えいたします。
県においては、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基
づき、新規就農者年間300名を目標に各種施策を実施
しております。産地後継者育成支援強化事業では、青
年農業者の技術向上や産地リーダー育成を目的に青年
農業者会議やリーダー研修会を開催するとともに、九
州及び全国段階の会議への派遣等の支援を行っており
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ます。また、各地区段階においても現地検討会や研修
会など、農業青年クラブ組織活動の支援を行っており
ます。
県としましては、引き続き関係機関と連携し、農業
後継者の担い手及び産地リーダーの育成に取り組んで
まいります。
次に、やんばる多様性森林創出事業の効果について
お答えいたします。
国頭村楚洲の県営林内で自然環境の保全と森林の利
活用の両立を図るため、平成25年度から27年度まで
高性能林業機械を使用し、択伐による収穫伐採の作業
システムについて実証試験を実施しました。実証試験
の結果、環境に影響の少ない伐採幅や高性能林業機械
による効率的な集材距離等が明らかとなり、既存の森
林作業道等を活用して県営林の約20％の森林資源を
有効利用することが可能となりました。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　震災被害者避
難支援についての御質問の中の、県の新たな補助制度
と住民票についてお答えします。６の(1)と６の(2)は
関連しますので、恐縮ですが一括してお答えさせてい
ただきます。
県では、平成29年度の県独自の支援策として、応
急仮設住宅の供与が終了し、福島県の家賃補助制度が
適用される世帯のうち、県内で居住を継続する世帯に
対し、家賃の一部として月額１万円を補助いたしま
す。この新補助制度は、避難者が契約した民間賃貸住
宅に入居し、県内での生活再建を目指そうとする世帯
に対して実施することとしております。
県としましては、４月からの実施に向けてこれらの
世帯の個別の事情に対応できるよう、住民票を含め詳
細について検討してまいります。
次に、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金手続につ
いての御質問にお答えします。
本県における平成29年１月末日現在の特別弔慰金
の請求件数は約４万7000件、裁定済み件数は約２万
5000件となっております。審査状況については、請
求期間初年度に当たる平成27年度に請求が約４万件
ありましたが、請求書類の審査は、市町村ごとの受け
付け順に行っているため、件数が多い市町村について
は、時間を要している状況であります。加えて裁定が
おくれていることの要因の一つに、請求書類の不備を
整備するのに多くの時間を要している現状があります。
県としましては、裁定事務が迅速に行えるよう取り

組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
で、暴行動画いじめについてお答えいたします。
本島中部の中学校に通う男子生徒による暴力事件、
その様子を撮影した動画がインターネット上に流れた
事案については、大変ショックを受け、強い憤りを感
じております。県教育委員会では、いじめや暴力は絶
対に許されることではないことから、教育長名で、児
童生徒の暴力行為防止とネットトラブル防止指導の強
化についての取り組みを促す文書を発出するととも
に、スクールカウンセラーを派遣し、被害を受けた生
徒等のケアに当たっております。
引き続き人権教育や情報モラル教育についての理解
を深めるなど、関係機関と連携して、このような事案
の防止に努めてまいります。
次に、公立中学校教諭の児童買春容疑についての御
質問にお答えいたします。
児童生徒を指導する立場にある者が、児童買春で逮
捕されたことは言語道断であり、大変遺憾でありま
す。県教育委員会では、過去にも同様な事件を起こし
て書類送検されていたとの新聞報道を受け、警察に確
認したところ、事実であると回答を得ました。今後、
今回の児童買春事案が事実と確認されれば、厳正に対
処するとともに、県民の皆様の信頼を回復するよう取
り組んでまいります。　
次に、少人数学級の小学校５年生拡大についての御
質問にお答えいたします。
県教育委員会では、これまで、小学校１・２年生で
30人学級、小学校３・４年生と中学校１年生で35人
学級を実施しており、平成29年度からは小学校５年
生でも35人学級を実施いたします。少人数学級につ
きましては、学習規律の定着等、きめ細かな指導の充
実を図るために必要と考えております。少人数学級の
推進については、市町村教育委員会の意向等を踏ま
え、今後も取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。

〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　北部振興についての
御質問の中で、県立北部病院の課題についてお答えい
たします。
県立北部病院は、北部圏域における中核的な医療機
関として救急医療を初め、小児・周産期医療などの政
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策医療や、地域で不足する一般医療の提供など、重要
な役割を担っております。しかしながら、産婦人科に
おいては、医師不足により診療制限を行っており、特
に医師の確保が重要な課題となっております。そのた
め、病院事業局では、大学や民間病院への派遣要請や
医師確保に係る基金の活用などを通し、医師の安定確
保に取り組んでいるところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　平良昭一君。

〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　数点ばかり再質問をさせていただき
ます。
知事の政治姿勢について、アジア経済戦略構想につ
いてでございますが、観光・リゾート産業や情報通信
関連産業は、確実な芽出しができてきていると思いま
す。しかし、これまでなかなか沖縄で成功できなかっ
た製造業分野の拠点づくりに対しての展開はどうなっ
ているかということをちょっとお聞きしたいと思いま
す。一国二制度などを視野に入れた優遇措置等も必要
であると思いますが、いかがでしょうか。その点をお
聞かせ願います。
それと、離島地域における石油製品の本島並みの価
格の取り組みですが、これまでこれはたびたび議会で
も議論になってきましたが、しっかりとした原因がま
だ究明されていないような状況でもありますし、その
点を含めて、29年度安定してできると考えているの
かお聞かせ願います。
そして、国際クルーズ拠点形成港湾についてです
が、官民連携と言いますが、この事業の推進におい
て、いわゆる官の立場である今回の沖縄県宮古島市の
立場でやるべきことが一体どのようなことがあるの
か、その辺をちょっと具体的に示してほしいと思いま
す。そして、当然地元の役目もあると思いますけれど
も、地元はどのような状況を示していくのか、どのよ
うな立場の中で支援できるかということをお聞かせ願
います。
そして、北部地区の基幹病院の整備についてです
が、その件に関して、医師の安定的な確保を図り、良
質かつ効率的な医療を提供するためには、基幹病院の
整備は必要であると。合併は合理的な考え方の一つで
あるという答弁でありますけれども、しかし、まだ県
は結論を出したわけではないというような答弁でもあ
りました。そうであれば、統合する際の課題の抽出を
行っている状況だと言っていますが、どの程度の課題
があって、どこがどのような課題を克服しなければい
けないのか、その辺は具体的にお聞かせ願いたいと思

います。その抽出すべき問題というのがかなりの数に
上っているという話も聞きますけれども、北部地域の
住民はそこが大変気になっているわけでありますの
で、県の考えているようなその抽出作業の問題点をお
聞かせ願います。
それと、鳥獣被害対策防止ですけれども、包括外部
監査報告書によると、カラスの捕獲計画数の決定に当
たっては、カラスの減少が生態系に与える影響も考慮
する必要があるというようなことも言われておりま
す。そういう影響も考えながら、農林水産部だけの捕
獲計画ではなくて、環境部と連携することが望まれる
との意見がありますが、その点どのような対策を講じ
ていくのかお考えを示していただきたいと思います。
そして、先ほど違法民泊の件で答えていない部分が
ありますので、教育民泊との整合性について私はお聞
きしたつもりでありますけれども、その点について再
度お聞かせ願いたいと思います。本島北部３村で、ヤ
ンバルで民泊ということで、ヤンパクという事業が展
開されております。この点は、修学旅行生を対象に、
自然豊かな地域の民泊に宿泊して、農漁業や地域独自
の家庭料理を体験し、住民との交流を楽しむ民泊であ
り、明らかに今都市部で課題となっています違法民泊
とは目的を異にするものであります。これまで、伊江
村が先進地ということで、かなり長い実績を積んでき
ておりますけれども、この実績、経緯を踏まえて、そ
の法整備に関しては、慎重を期する必要もあると思い
ます。この違法民泊、いわゆる観光客を目的とした宿
泊施設であるのか、そしてまた、これまでの修学旅行
を対象とした教育民泊に関しての沖縄県の考え方が問
われている問題だと思いますので、その点をあわせて
御答弁をお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　ただいまの再質問
の中で、アジア経済戦略構想を見据えて、製造業をど
う振興していくかというようなことにつきましてお答
えいたします。
アジア経済戦略構想の中では、製造業も重点戦略の
中の一つでございまして、特にＥＶ、電気自動車に関
しまして、技術を高めていくという事業を行っていま
す。これ、戦略的基盤技術導入促進事業といいますけ
れども、この事業を実施することによりまして、電気
自動車に関する高度な技術、これを工業技術センター
とそれからその周辺企業等が連携しまして、研究開発
を今行っているところでございまして、それらの技術
が産業分野、その他の分野への波及効果が期待される
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ということで、その技術を中心に取り組んでいるとこ
ろでございます。
その他の製造業に関しましても、海外で販路開拓市
場の支援等も行っておりますので、それらを中心にし
ながら、沖縄県の製造業もアジアへ向けて取り組んで
いきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　離島における石油製品の
本島並み価格の取り組みについての再質問にお答えい
たします。
先ほど答弁させていただきましたように、25年度
の島々の特性に応じた輸送形態別の補助の見直し等に
よりまして、石油製品の流通に要する離島に固有の経
費というものについては、ほぼ全額補助されていると
いう状況にございます。ただし、本島あるいは離島に
限らず、給油所の経費、いわゆる販売量に応じた仕入
れ原価と輸送費の変動費に加えて、人件費だとか建
物・設備に要する経費、光熱費等、こういう固定経費
があるわけです。これに対しまして、沖縄本島及び宮
古、石垣、それからさらに小規模離島等を見ますと、
ガソリンの販売量が年に、沖縄本島の給油所の販売が
平均2100キロリットルに対して、宮古、石垣を含む
離島は、大体778キロリットルと３分の１程度であり
ます。さらに小規模離島は、275キロリットルという
ことで、今８分の１というふうになっております。そ
ういうことから、固定経費を補うためには、リッター
当たりの粗利が高く設定せざるを得ないのではないか
と、今分析をしております。ただし、今後さらにそう
いう離島、本当にそうなのかどうかも含めて調査をし
た上で、島ごとに給油所の現状を分析して、どういっ
た課題があるのかを検討して、今後対応してまいりた
いと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　国際クルーズ拠点形
成に向けた県の役割と地元に期待することについての
再質問にお答えいたします。
本部港においては、県は、クルーズ専用バースの整
備に取り組むことになります。それに伴う駐車場で
あったり、あるいは周辺インフラ整備、これは引き続
き検討が必要だというふうに考えております。また、
クルーズ船社のほうでターミナルは一義的に整備しま
すが、整備後の運営、これについては、地元の協力が

不可欠だというふうな理解をしております。受け入れ
環境体制についても、地元の協力が必要になるかと思
います。引き続きこのあたりは地元とも連携協力して
進めていきたいというふうに考えております。
宮古島市においては、詳細は把握しておりませんけ
れども、ハードについては、国、宮古島市が中心に
なって、受け入れ環境については地元が中心になる
と、このような状況になるかというふうな理解をして
おります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　まず、基幹病院に関
する再質問でございますけれども、現在、課題の抽出
作業をしているということで、現時点では約60項目
ぐらいの課題を抽出しております。内容的なものを申
し上げますと、例えば医師会病院等が保有している現
金預金とか、借入金といった長期負債、これをどうす
るのかというのと、それと統合に際して、職員の身分
取り扱い、例えば、職員として採用する場合、その範
囲をどうするのか。あるいは、能力の実証をどのよう
に行うのか。はたまた、引き継がれなかった職員はど
うするのかと、こういった細かいことも考えないとい
けないと。こういった課題を抽出していって、これに
対する一応県の考え方を整理した上で、県としての方
針を決めるということでございます。また、中には地
元でも、例えば、あるいは新しく病院をつくるとなっ
た場合、そこへのアクセス道路はどうするのか、下水
道の整備はどうするのかと、そういったことも合わせ
て考えていかなければならないだろうというふうに
思っております。
次に、民泊の御質問でございますけれども、我々
は、公衆衛生を確保するという観点から、旅館業法を
所管しているわけでございますが、この修学旅行の民
泊であろうと、あるいはインターネットを介しての民
泊であろうと、旅館業法の簡易宿所としての許可を得
る必要がございます。我々は、公衆衛生を確保する観
点から、指導監督していくわけですけれども、許可を
得ていない施設に関しては、この形態にかかわりな
く、修学旅行民泊であろうと、インターネット民泊で
あろうと、許可をとっていない施設には適切に指導監
督していくということでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　平良議員の再質問に
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お答えいたします。
議員が指摘されたように、北部地域については、カ
ラスの被害が結構、北部中心にありました。平成22
年には約6900万ほどありましたけれども、平成27年
には関係機関のほうの防除が功を奏して、3100万ほ
ど減少しております。しかし、ただ単に防除するだけ
ではなくて、農産物の被害を軽減するという視点か
ら、専門的な意見等を踏まえて、適正な防除を進めて
いきたいというふうに思っております。特に、発生密
度については、専門的な環境部の意見等を踏まえて、
全て防除ということではなくて、いわゆる農産物に被
害がない生息密度をいかに落としていくかということ
で、効果的な防除等をやっていきたいというふうに考
えております。関係機関のほうとの連携はしっかり
やっていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11·時51分休憩
　　午後１·時23分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
午前に引き続き代表質問を行います。
嘉陽宗儀君。
〔嘉陽宗儀君登壇〕

○嘉陽　宗儀君　こんにちは。
通告に基づき質問いたします。
日本共産党県議団を代表して質問します。
初めに、知事の政治姿勢についてであります。
アメリカ大統領選挙の結果は、世界に激震が走って
います。アメリカ第一主義を掲げるトランプ大統領
は、入国禁止令や国境沿いの壁建設など大統領命令を
連発し、司法や議会、世論の反対に直面し、人事面で
も側近の辞任や閣僚指名者の辞退が続き、混迷が続い
ています。多くのマスコミがトランプ米政権１カ月、
強硬、大混乱と報じています。かつてリンカーン大統
領は、奴隷解放を宣言し、人民の人民による人民のた
めの政治という民主主義の理念を説いた政治家とし
て、歴史的に政治の方向を示したすぐれた指導者であ
りました。ところが、トランプ大統領はアメリカ第一
主義を宣言し、世界のこれまでの秩序を大きく変えて
きています。そしてファミリー第一主義で家族の事業
を優先させるという方針を持ち込み、世界的にそれに
対する反発も広がり、その結果新たな貧困と格差をつ
くり出し、混迷を深めています。
ちょっと失礼。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時26分休憩

　　午後１時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○嘉陽　宗儀君　リンカーン大統領の高く掲げた人民
のための政治という崇高な民主主義の旗は地に落ちて
しまいました。しかし、一方では、それに反発する闘
いも世界的に大きく広がっています。そして民主主義
を求める歴史の巨大な歯車が動き始めたことを痛感し
ています。必ずやこのアメリカ人民の闘いは勝利する
でしょう。お湯を沸かすときには一挙に沸騰するもの
ではありません。この民主主義を求める闘いが水を過
熱し、沸騰させる力になります。歴史をつくるのはこ
の人民の闘いです。このことに確信を持つことが極め
て重要であると思います。このような状況の中で、知
事が訪米し、沖縄の問題を直接訴えてきたことは、極
めて重要な意義があったと思います。今、知事訪米に
対する無力論が意識的に振りまかれていますが、これ
は歴史の大きな流れから見れば、一部の逆流でしかあ
りません。県民の民意に基づく知事の行動は、必ず県
民に支持され勝利します。確信を持って頑張ってくだ
さい。
そこで、知事の政治姿勢について質問します。
アメリカのトランプ新大統領の評価についてお伺い
します。
特に、日米安保条約、日米軍事同盟の強化と沖縄米
軍基地の関係についてです。
辺野古新基地建設問題の取り組みについて、辺野古
移設が唯一の解決策と日米首脳が確認していますが、
それに対する今後の闘いの展望と決意を伺います。
自民党の総理大臣がとった今回の態度に対して、こ
れだけ米大統領におべっかを使う外国の首脳は今まで
見たことがないとアメリカのマスコミは取り上げてい
ます。知事の所見を伺います。
今回のトランプ劇場はアメリカ資本主義の行き詰ま
りと、民主主義の理念の崩壊を痛感させられるもので
ありました。知事の所見を伺います。
次に、米軍人犯罪について、戦後から今日までの実
態をお聞きします。そのうち、とりわけ海兵隊犯罪の
占める割合はどうなっていますか。
オスプレイは、なぜ欠陥機と言われているのか。
オスプレイの事故の発生はどうなっていますか。
この基地問題については、特に米兵による女性暴行
殺人事件も発生しましたし、それから沖縄の米軍人・
軍属の犯罪はそのほとんどが海兵隊です。とりわけ海
兵隊問題については、解決のために特別の努力が必要
だと思います。必要であれば、知事の決意を伺います。
２番目に、教育問題について質問をします。
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今、沖縄の教育の現状は多くの県民の心を痛めてい
ます。後を絶たない少年犯罪、深刻化する非行問題な
ど、県民の重大な課題として組織的に取り組んでいか
なければならないと思っています。なぜこのような事
態になっているのか改めて分析し、抱えている問題点
を明らかにし、その克服のための努力が求められてい
ます。現在の学校教育は、教育基本法がじゅうりんさ
れ、教育が破壊されていることが最大の問題でありま
す。私は、ここに「がんばってね、先生」ということ
で、自分の教育書を書きましたけれども、これはいつ
書いたかというと、1992年に石垣市で、中学生の田
本君、集団暴行死亡事件がありました。学校でこれか
らの人生がある子供が、子供同士のけんかでなぜ命ま
で奪われるようなことになるのか。その原因は何だと
いうことで、どうしても議員として、政治家としてこ
の問題は提起しておく必要があるからということで、
これを書かせてもらいました。
ちょっとだけ紹介します。
現在、荒れる中学生や高校の中途退学の問題が多く
の人々の心を暗くしています。とりわけ、去る２月に
発生した石垣中学校における集団暴行事件で田本君が
死亡したことは、事態の深刻さを浮き彫りにするもの
でした。このような事件は、どこの学校で発生しても
不思議ではない状態になっていますという、その原因
究明調査委員会の結果発表は、とりわけ子供を持つ親
を言いようのない不安に陥れています。いつ我が子が
非行に走るかわからないということほどいたたまれな
いことはありません。
この荒れる中学生の実態は、昨年の暮れから一挙に
吹き出してきたように次々と明るみに出てきました。
その内容もいじめから校内暴力、金銭せびり、女生徒
の集団暴行など、極めて深刻なものです。そのために
自殺者が出るなど、学び、成長する教育の場の破壊が
進行しています。このような問題は全国的にも大きな
社会問題ですが、沖縄県の場合はより一層深刻な事態
になっています。なぜ、このような事態になったのか
その原因を究明し、それを克服して、本当に学校を子
供たちにとって学び、成長する楽園として確立してい
くことは、今や県民の重要課題になっています。
この教育荒廃の大きな原因は、１つには何よりも文
部省による軍国主義教育の復活を目指す臨時教育審議
会の教育現場への押しつけと、沖縄の教師たちが戦後
のアメリカの全面占領時代の血のにじむような闘いの
中で築いてきた民主教育に、保守県政が集中的に攻撃
を加え、破壊してきたことによるものです。また、そ
れに加えて保守県政のときに、一部のエリートを育て

るための英才教育の方針を押しつけてきたことです。
それは、政府への要請の際、沖縄県出身の官僚がいな
いためにいろいろ不便を来しているので、一流大学に
合格させ、政府官僚として送り込む必要があるという
ものです。それを受けて、教育行政は学力向上推進運
動に組織を挙げて取り組み、ペーパーテストの成績を
上げるために血道を上げ、教育のゆがみを深刻なもの
にしています。民主的な教育活動に対する攻撃が強め
られ、それに従わない教師には弾圧さえ行っていまし
た。そのために学校の管理統制が厳しくなり、教師が
自由に物も言えなくなってしまう。職場が暗く、民主
主義は踏みにじられ、教師は仕事に忙殺されていま
す。その結果、教師による生徒の取り締まりが厳しく
行われ、校則で締めつけて生徒の自由が奪われるとい
う事態も起こっています。その矛盾が集中的に学校の
教育現場で吹き出し、荒れる中学校・中学生を生み出
している最大の要因になっているわけであります。か
つて、学力テスト日本一県は、少年非行日本一を生み
出していたと。こういうことを私は指摘してきたわけ
でありますけれども、依然として中身は30年前と同
じなんです。学校現場の先生方の統制が行われて、当
時は先生方が自由に教研活動として、本当に自分の専
門分野をグループで一生懸命深めるということもでき
ましたけれども、今はそれもできない。だからそうい
う意味では、改めて現在の荒れる中学校の問題、学校
現場の問題については、みんなで議論してどう改善で
きるかということについては取り組む必要があると思
います。　
教育基本法は、その第１条教育の目的で、教育は、
人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者
として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、
勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに
健康な国民の育成を期して行わなければならないと高
らかに宣言しています。ところが、政府はその原則を
破壊するために一貫して攻撃を加えてきました。その
中心的役割を果たしたのが全国学力テストの教育現場
への押しつけでした。その結果、差別と選別の教育体
制になり、全国的に教育の破壊が進んできました。そ
れに対して教職員団体を先頭に学力テスト反対の大闘
争が行われ、教育の危機が叫ばれるようになりまし
た。現在では、文科省も従来の教育方針をいろいろ検
討する必要があるということで、今までの教育の方向
の見直しを行うという方向が今出されてきています。
ところが、沖縄はいまだに学力テストの点数を引き上
げるための苦戦が続いています。
そこで質問します。
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(1)、全国学力テストの成績が小学校の部は全国最
下位を抜け出したと関係者は喜んでいますが、果たし
て実態は手放しで喜んでいいものか疑問があります。
本物の学力が身についたか検証が必要だと考えますが
どうですか。
それから(2)、教師の多忙化は解消されましたか。
(3)、荒れる中学校と言われるように少年非行は県
民が心を痛める状況にあります。その根底には貧困と
格差の問題が深刻な影響を与えていますが、実態はど
うなっていますか。
(4)、少人数学級の編制、学び合いの授業などすぐ
れた教育実践も実績を上げてきています。それを評価
し、広げることは重要だと考えます。特にこの学力向
上推進運動の場合に、先進県を見習うということで本
土に教員を派遣する、その県から指導教諭を招いて努
力するということも行いました。私は、少人数学級が
それだけで完結型じゃない、教える先生方の自主教
育、自主性、これが伴わないとだめだと。だから、今
30人学級を広げる、そして少人数学級、教えやすい、
学びやすい教育体制の実現ということを言っています
けれども、肝心かなめの教員の魂がしっかり沖縄の子
供たちの教育をどうするかということがはっきりしな
いと、これもなかなか成果が出にくいものだと思いま
す。特に教育長、この考えについてどうなのかお聞き
したいと思います。
それから、保育問題について質問します。
現在、児童を取り巻く環境は劣悪な状況にありま
す。保育園への入園ができない待機児童問題は深刻な
実態になっています。三つ子の魂百までと言われるよ
うに、人間の一生で最も重要な成長期に劣悪な環境に
置かれるというのは将来の社会にとっても重大問題
です。1951年に作成された児童憲章は、戦後の劣悪
な社会・生活環境から児童を守るために制定されま
した。その総則部分には、「児童は、人として尊ばれ
る。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童
は、よい環境の中で育てられる。」とうたい、児童一
人一人の健全な成長の実現を宣言しました。改めてこ
の宣言を受けとめて最大の努力をしなければと痛感さ
せられます。
そこで聞きますけれども、現在の待機児童の解決策
はどう取り組んでいますか。
それから、保育士確保の取り組みは具体的に進んで
いますか。
(3)、認可外保育所の実態について。
保育所の数、児童数、保育士の数、認可保育所の設
置可能な条件を満たしている園は何カ所あるか。

待機児童解消のための必要な保育所の数は幾つか。
次に、泡瀬干潟問題について質問します。
泡瀬干潟は、南西諸島最大のすばらしい干潟でし
たけれども、御承知のように、開発事業が進んで
二百四十幾つか生息しておりました貴重種、絶滅危惧
種がほとんどこの埋立工事によって絶滅の憂き目に
遭っています。それでも今いる、今生きているものは
何とかして助けられないかということで、私どもは運
動していますけれども、やはりこれは、今の埋立事業
をストップというわけにはいきませんので、少なくと
も今進められている埋立事業についても検証して、ど
うすれば最大限あの干潟を守り、絶滅危惧種の保存を
することができるか、これは県議会としても沖縄の自
然環境を守る上で必要だと思いますので、みんなで考
えていく必要があると思います。
それで、泡瀬干潟のラムサール条約への登録、自然
環境保全の取り組みの進捗状況はどうなっていますか。
それから、県の努力でサンゴ再生事業が進められて
いて、今、サンゴだけではない自然再生法に基づくこ
の自然環境の復活、これをどうにかして進めようとい
うことで今関係者は努力しています。そういう意味で
泡瀬干潟、それだけ重要な湿地になっています。南西
諸島最大のすばらしい湿地をこの県政で潰したという
ことにならないように、ぜひしっかりと沖縄の自然を
守るという立場から頑張っていただきたいということ
を話しまして、私の質問を終わります。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　嘉陽宗儀議員の代表質問にお
答えをいたします。
大きな１番目の知事の政治姿勢についてに関する御
質問の中の、トランプ大統領の評価及び日米首脳会談
についてお答えをいたします。
トランプ大統領については、選挙期間中のさまざま
な発言から、新しい発想の政治を考えておられ、大統
領就任後の日米安保体制、そして沖縄の基地問題等に
対して、どのような対応をとられるかその動向を注視
してきたところでありますが、先日の日米首脳会談に
おいて、辺野古が唯一との確認が行われたことは、沖
縄県知事として大変残念であり、また、容認できるも
のではありません。
安倍総理には、沖縄の民意に真摯に耳を傾け、日米
安保体制における沖縄が抱える基地問題の解決に向け
て、米国に対して意見すべきところはしっかりと発言
するべきであると考えております。また、トランプ大
統領におかれては、民主主義を標榜する世界の超大国
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のトップとして強いリーダーシップを発揮し、国際社
会の平和と安定のために、適切に対応いただきたいと
考えております。
次に、保育問題についてに関する御質問の中の、待
機児童の解決策についてお答えをいたします。
沖縄県におきましては、黄金っ子応援プランに基づ
き、平成28年度から29年度までの２カ年間で約１万
4000人の保育の量を拡大し、待機児童を解消するこ
ととしております。今年度は、約6200人の定員増を
見込んでいるところであり、引き続き市町村と連携
し、平成29年度末までの待機児童の解消に向けて取
り組んでまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、日米安保条約と沖縄の米軍基地
の関係についてお答えいたします。
沖縄県は、日米安保条約を認める立場であります
が、国土面積の約0.6％にすぎない本県に在日米軍専
用施設面積の約70.6％が集中するなど、沖縄県民は
過重な基地負担を背負い続けており、基地の整理縮小
が必要であります。その実現のため、在沖海兵隊の国
外移転及び嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還を
確実に実施することが重要と考えており、今後とも軍
転協等と連携し、あらゆる機会を通じて、基地の整理
縮小を日米両政府に対し強く求めてまいります。　　
次に、辺野古新基地建設阻止の展望と決意について
お答えいたします。
知事は、辺野古に新基地はつくらせないという公約
を掲げ、多くの県民の負託を受けております。また、
一連の選挙において明確に示された沖縄県民の民意を
無視し、辺野古新基地建設を推し進めることを許すこ
とはできないと考えております。
今後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古
に新基地はつくらせないという知事公約の実現に向け
て取り組んでまいります。
次に、戦後からの米軍人による犯罪と海兵隊員の占
める割合についてお答えいたします。
米軍人による犯罪のうち、戦後から復帰前までにつ
いては正確な記録が残されていないことから、実態を
把握することは困難であります。復帰後、平成28年
末までの米軍人による刑法犯検挙数については、沖縄
県警察の公表資料によりますと、4663件、4730人と
なっております。また、平成23年から平成27年まで

の刑法犯のうち、海兵隊員の占める割合は、検挙件数
で60.7％、検挙人員で61.9％となっております。
次に、オスプレイが欠陥機と言われていることにつ
いてお答えいたします。
オスプレイは、試作や生産初期の段階から多数の事
故を起こし、このようなたび重なる事故が、欠陥機と
言われる原因ではないかと考えております。
次に、オスプレイの事故の実態についてお答えいた
します。
県が把握しているオスプレイの墜落や搭乗者死亡な
ど、重大事故件数は17件で、死亡者37名、行方不明
者１名となっております。オスプレイは、試作や生産
初期の段階において、平成３年６月、平成４年７月、
平成12年４月及び12月の４回、墜落事故を起こして
おります。さらに、平成24年４月にモロッコで２名
が死亡、また、平成27年５月にハワイ州で２名が死
亡する事故が発生したほか、昨年12月には、普天間
飛行場所属のＭＶ22オスプレイが名護市東海岸から
約１キロメートル沖合に墜落するなど、これまで多数
の死傷者を出しております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育問題についての御質問
で、本物の学力が身についたかどうかの検証について
お答えをいたします。
児童生徒一人一人が将来、自己実現を図り、夢や目
標を達成するためにも、学力向上の取り組みは重要で
あると考えております。全国学力学習状況調査におい
ては、知識・技能及び思考力・判断力・表現力等の改
善だけではなく、学習意欲等に関する改善も見られて
おり、本県児童生徒の学力は着実に向上していると考
えております。さらに、就寝時刻や家庭学習の取り組
みについても改善傾向が見られるなど、現在県で取り
組んでおります「家～なれ～」運動を初めとする学
校、家庭、地域が連携した取り組みによる成果も少し
ずつあらわれているものと考えております。
県教育委員会では、今後とも児童生徒に確かな学力
など知・徳・体をバランスよく育むことを重視し、わ
かる授業の構築と基本的な生活習慣の確立を柱に諸施
策を展開してまいります。
次に、教師の多忙化解消についての御質問にお答え
いたします。
平成27年度実態調査結果によりますと、多忙感
について、「毎日忙しいと感じている」、「どちらか
というと感じている」と答えた割合は、小中学校で
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74.6％、県立学校で69.3％であり、近年ほぼ横ばい
となっております。一方、「勤務時間内の業務量が多
い」、「どちらかというと多い」と答えた割合は、平成
27年度では小中学校で55.5％、県立学校で51.6％と
なっており、調査開始の平成20年度に比べ、それぞ
れおおむね17ポイント減少しております。
県教育委員会では、業務を改善し、教師が子供に向
き合う時間を確保するため、沖縄県教職員業務改善推
進委員会を設置し、さまざまな角度から教職員の業務
改善に向けた検討を行い、業務改善に関する提言を
行ったところであります。引き続き業務改善に向けた
実効性のある取り組みの推進に努めてまいります。
次に、荒れる中学校、その根底には貧困と格差の問
題が深刻な影響を与えているのではないかという御質
問にお答えいたします。
本県の相対的貧困率は、全国平均の約２倍に当たる
29.9％となっており、厳しい状況にあります。一方、
文部科学省が実施した平成27年度児童生徒の問題行
動等生徒指導上の諸問題に関する調査によりますと、
本県の中学校における暴力行為の1000人当たりの発
生件数は3.7件となっており、全国は4.2件となってお
ります。また、いじめの1000人当たりの発生件数に
ついても、本県は11.5件となっており、全国は16.4
件となっております。
県教育委員会では、子供の将来がその生まれ育った
環境によって左右されることのないよう、引き続き学
校、保護者、地域、行政機関等と連携した取り組みを
進めてまいります。
次に、少人数学級の拡大等についての御質問にお答
えいたします。
県教育委員会では、これまで小学校１・２年生で
30人学級、小学校３・４年生と中学校１年生で35人
学級を実施しており、平成29年度からは小学校５年
生でも35人学級を実施いたします。
少人数学級につきましては、学習規律の定着等きめ
細かな指導の充実を図るために必要と考えておりま
す。少人数学級の推進については、市町村教育委員会
の意向等を踏まえ、今後も取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　保育問題につ
いての御質問の中の、保育士確保の取り組みについて
お答えします。
待機児童解消に必要な保育士数は約8900人と見込
んでおり、平成29年度末までに残り約1500人の確保

が必要となっております。保育士確保に当たっては、
保育士の処遇改善が重要であることから、県としまし
ては、保育士の正規雇用化や年休取得及び産休取得の
支援事業に加え、今年度は新たに保育士のベースアッ
プに対する支援や保育補助者の雇い上げに対する支援
を実施することで、処遇改善の取り組みを強化してお
ります。
次に、認可外保育施設の実態についてお答えします。
平成28年４月１日現在、県内の認可外保育施設は
390施設で、入所児童数は１万4404人となっており、
保育従事者2932人のうち保育士は約1400人となって
おります。また、平成27年11月に行った認可化移行
状況調査によると、同年10月末現在で指導監督基準
を満たす269施設のうち、101施設が認可化移行予定
となっております。
県としましては、引き続き認可外保育施設の認可化
の促進と保育の質の向上を一体的に取り組んでまいり
ます。
次に、待機児童解消に要する保育所数についてお答
えします。
平成29年度当初予算においては、約4200人の定員
増を見込んでいるところであり、96の施設等を整備
することとしております。また、次年度への繰り越し
が見込まれている44の施設等も含めると、計140の
施設等の整備が行われる見込みとなっております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　泡瀬干潟問題についての
御質問の中の、ラムサール条約登録に向けた進捗状況
についてお答えします。
ラムサール条約への登録は、鳥獣保護区の指定に加
え、湿地の重要性の国際基準を満たすこと、地元住民
などから登録への賛意が得られることという３つの条
件が必要であります。
県としましては、今年度策定する第12次鳥獣保護
管理事業計画に泡瀬干潟を鳥獣保護区に指定すること
を位置づけることとしており、早期指定に向け、関係
機関と調整してまいります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　泡瀬干潟問題につい
ての御質問の中の、サンゴ再生の取り組みについての
御質問にお答えいたします。
泡瀬干潟の周辺海域では、海水温の上昇や寒波等の
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自然的要因により、サンゴが白化し、減少傾向にあり
ます。県では、平成27年度以降、サンゴの現況調査
を行い、対策を検討してきたところであり、平成29
年度からはサンゴの再生に取り組む予定であります。
周辺で実施している泡瀬地区埋立事業については、
人工島周辺の環境に十分配慮しながら、引き続き国や
沖縄市と連携して取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　渡久地　修君。

〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　日本共産党の渡久地修です。
県議団を代表して質問します。
2013年１月28日、全県41市町村長、県議会各会
派、経済界、労働団体などがオスプレイの配備撤回、
普天間基地閉鎖・撤去、県内移設断念を求めた建白書
を安倍首相に提出しました。沖縄の歴史の中でも画期
的なものでした。2014年11月16日の知事選挙で、県
民は公約を守り、建白書の実現を掲げた翁長雄志候補
を、埋め立てを承認した前知事に約10万票余の大差
をつけて誕生させました。それから激動の２年間が経
過しましたが、県民の民意を踏みにじって沖縄に基地
を押しつけようとする安倍政権の強権政治と県民の闘
いの連続でした。この間、ウオーキング中の二十の女
性が元海兵隊員によって暴行され、殺害される事件や
欠陥機オスプレイが墜落する事故も発生しました。建
白書の実現を目指す県民と安倍政権の闘いは、さらに
激烈になるでしょう。
翁長知事は不当判決が出された際、苛烈をきわめた
米軍との自治権獲得闘争を粘り強く闘ってきた沖縄県
民は、日米両政府が辺野古新基地建設を断念するまで
闘い抜くものと信じていると県民の闘いへの揺るぎな
い信頼を寄せました。道理と正義は私たち県民の側に
あります。沖縄の歴史は、沖縄県民が苦難の闘いを通
じてつくり出してきたものです。翁長知事、あなたの
後ろには多くの県民がついています。勇気と確信を
持って頑張っていきましょう。
１、辺野古新基地はつくらせないを県政運営の柱に
しながらも、沖縄経済の発展、県民の暮らし、福祉、
医療、教育の充実に着実な成果が上がっているが、こ
の２年間の総括と今後の県政運営の方向と決意を伺い
ます。
２、日米首脳会談が行われましたが、大放送局のア
ナリストは、これだけ米大統領におべっかを使う外国
の首脳は今まで見たことがないと投稿し、米タイムズ
紙電子版は、安倍首相はトランプ大統領の心をつかむ
方法を示したへつらいであると書き、ワシントンポス

ト紙は、安倍首相は億万長者のビジネスマンにおべっ
かを使いながら米国がますます強くなることを歓迎す
ると語ったと報じました。日米首脳会談を前に、辺野
古では巨大なコンクリートブロックを連日のように海
に投下、その狙いは一時在日米軍の撤退に言及してい
たトランプ大統領に対し、米軍の引きとめを懇願する
ための必死なアピールだったと厳しい指摘もされてい
ます。普天間基地の５年以内の運用停止という県民へ
の公約も投げ捨て、翁長知事に責任を転嫁してしまう
ありさまです。トランプ政権に追従する安倍政権は、
国の内外から厳しい批判にさらされるでしょう。
トランプ大統領と安倍首相の共同声明に「辺野古が
唯一の解決策」と盛り込まれましたが、日米間で何度
も何度も繰り返し確認しないとならないぐらい、翁長
知事と県民の闘いが全国とアメリカ及び世界の世論に
大きな影響を与えていることの裏返しであり、安倍政
権のいら立ちと焦りのあらわれだと思いますが、見解
を伺います。
県民に寄り添うという言葉を完全に忘れ、沖縄を米
国に差し出したとも言えるものだとの厳しい意見が内
外で上がっています。見解を伺います。
３つ目、知事訪米について。
私は、２年前に続き、ことしの１月31日から２月
５日まで翁長知事に同行して訪米してきました。私た
ちの訪米団は知事とは別に、44回、約100人の方々
と面談しました。２年前の訪米では、沖縄のことはほ
とんど知られていないことと同時に、ワシントンに来
るのではなく、東京の日本政府に要請に行くべきでは
ないかとか、辺野古がだめならかわりの案を出すべき
ではないかといった多くの意見も出されました。今回
の面談では２年前とは違って、貴重な情報だ、私たち
が聞いていたことと違うという話や日本政府と沖縄県
民の意見が違うこともよく知っている、沖縄に基地が
集中していることやオスプレイの墜落や殺人事件には
心を痛めている、沖縄の人々のために何ができるのか
考えてみたい、日米が決めたことだが沖縄県民の思い
との間でどのようにすればいいのか苦しいところだな
どの反応もあり、また、メールアドレスを教えるので
情報を送ってほしい、このような対話を継続したい、
ことし、日本と沖縄に行く、知事と会うことも検討し
たいなどの積極的な対応もあるなど大変有意義な訪米
だったと確信しております。このことを裏づけるよう
に、けさの琉球新報は、２月16日に米議会調査局が
議会に提出した報告書のことを報道しています。この
報告書には、辺野古移設について最近の東京・日本政
府に好意的な判決があったにもかかわらず、地元が反
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対し、論争となっている。普天間飛行場の移設合意の
履行には懸念が残っている。また、東京とワシントン
による高圧的な行動が、反基地抗議の激化を招く危険
が残っていると書かれていることを報道しています。
これは、知事訪米の結果だと思います。
訪米の成果と今後にどのように生かしていくのか、
見解を伺います。
今後の訪米計画とワシントン事務所の活動について
伺います。
沖縄の民意と沖縄県の考えを全国とアメリカ、世界
へさらに広げるために、あらゆる手法を構築すべきで
はないか。県が作成予定の邦文、英文などのパンフ
レットを連邦議会議員や在京大使館、国連、ＮＧＯ、
環境団体など大規模に届けることも必要ではないか。
４、普天間基地の５年以内の運用停止について。
安倍政権は、普天間飛行場の５年以内の運用停止に
ついては、政府としてその実現に向けて全力で取り組
んでいくとの答弁書を閣議決定しています。
５年以内の運用停止は、安倍政権の県民への公約で
はないか。
５年以内の運用停止について、安倍政権がアメリカ
と交渉した形跡はあるか。安倍首相は、今回のトラン
プ大統領との会談では、このことに一言も触れていな
いのではないか。
アメリカからすぐに打ち消されて、それを翁長知事
のせいにして困難だと責任転嫁をしている。無責任の
きわみ、公約破りではないか。
確実に実行を迫っていくことが必要であると思う
が、見解を伺います。
５番目、辺野古新基地建設問題について。
安倍政権は、辺野古の海への巨大なコンクリートブ
ロックの投入など工事を強行しています。沖縄県民
は、これまで各種の全県選挙で辺野古新基地建設反対
の候補者が勝利をして、県民の民意をきっぱりと示し
てきました。選挙の結果を否定し、民主主義を否定
し、地方自治を否定し、県民の民意を無視する暴挙で
はないか。
３月31日で岩礁破砕許可の期限が切れるが、国は
再申請しないと言っているようだが、沖縄県漁業調整
規則に照らしても許されないと思うが、県の見解を伺
います。
あらゆる手法を駆使して建設を阻止するという知事
の決意を伺います。
次、増加する米軍機の訓練について。
オスプレイ墜落の原因究明もないまま訓練が再開さ
れ、連日、米軍機の訓練が昼夜を問わず激化していま

す。実態と県の対応について伺います。
政府は、オスプレイの訓練は150メートル以上で飛
行すると説明していたが、オスプレイの訓練マニュア
ルには60メートルで飛行すると書いてあることが明
らかになりました。沖縄でも実際に超低空飛行訓練が
実施されているのではありませんか。実態と県の対応
を伺います。
Ｆ35ステルス戦闘機が岩国に配備されましたが、
沖縄での訓練が開始されたのか。米軍の資料によると
普天間、嘉手納基地への飛来、伊江島飛行場での訓練
も予定されているが、負担の増加ではないか。
外来機Ｆ22戦闘機の飛来と訓練によって爆音が増
加しているが、実態と対応について伺います。
米軍機が住宅上空を飛び交い、いつまた墜落するか
県民の不安は高まっています。オスプレイの飛行停
止、配備撤回、Ｆ35、Ｆ22戦闘機などの外来機の飛
来、訓練禁止を強く求めるべきです。
７番目、日米地位協定について。
米軍は日本の航空法などを全く無視して低空飛行訓
練などを行っています。日米地位協定で国内法が適用
されていないのは、世界でも異常ではありませんか。
ドイツ、イタリアなどでは国内法が適用されていると
いうがどうか。政府には地位協定の抜本改定の意思が
全く見られません。主権国家としての自覚がないので
はないか。抜本改定を強く求めるべきではないか。
日本の航空法では、住宅上空は300メートル、それ
以外でも150メートル以下で飛んではならないとして
います。しかしながら日米地位協定によって、米軍に
は国内法が適用されないとのことで、学校、病院、住
宅上空を初め、低空訓練などやりたい放題です。この
まま我慢し続けるわけにはいきません。日本政府が動
こうとしないもとでは、学校、病院、住宅上空での飛
行禁止、訓練してはならないという沖縄県条例を策定
し、県民に犠牲を強いている日米地位協定の壁を正面
から突き崩すために動く必要があるのではないか。
８、沖縄経済発展の視点から米軍基地問題を捉える
ことについて。
翁長県政の誕生によって米軍基地の問題を沖縄経済
発展の視点から論じられるようになってきました。こ
の視点でさらに議論を深めることは、これからの沖縄
の進路にとっても大事だと思います。沖縄経済は基地
があるから成り立っている、沖縄は基地があるから政
府から多くの振興予算をもらっている。このような
誤った考えがまだまだ県内外に残っています。これを
払拭することは急務です。
米軍基地は、沖縄経済発展の阻害要因だということ
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について。
戦後から復帰、今日と県経済に占める基地関連収入
割合の推移と今後の予測について。
米軍基地あるがゆえに、復帰後どれだけの経済的な
損失をこうむってきたことになるか。
県や市町村のまちづくりの計画や振興計画にどのよ
うな支障を来しているか。
米軍基地を撤去させてこそ、沖縄の経済発展に大き
な展望が切り開かれると思うが見解を伺います。
観光産業等を含む今後の沖縄経済の発展予測及びそ
れに伴う雇用創出予測と今後の県内の労働力人口の予
測はどのようになるか。米軍基地が撤去されても雇用
の場は確保されると思うが、見解を伺います。
９、海兵隊撤退について。
海兵隊は日本や沖縄を守る軍隊ではなく、他国へ
真っ先に侵略する軍隊ではないか。そのことは、アメ
リカ政府関係者もこれまで議会で証言しているが、見
解を伺います。
県議会は海兵隊撤退決議を採択し、県民大会でも撤
退を掲げました。海兵隊が沖縄から撤退すると、基地
面積の割合や米軍人の数などはどうなるか。事件・事
故はかなり減少すると思うが、見解を伺います。
海兵隊撤退も見据え、海兵隊基地で働いている基地
従業員の雇用の確保について、対策の方向性を今から
立てておく必要があると思うが、見解を伺います。
10、さきの浦添市議選挙では、浦添軍港反対を掲
げた日本共産党は、現職が１位、２位に当選し、新人
を含め得票も大幅に伸ばして２議席から３議席へと議
席をふやしました。これは、軍港移設反対のひとつの
民意のあらわれだと思います。
日米地位協定２条３項では、「必要でなくなったと
きは、いつでも、日本国に返還しなければならない」
と規定しています。那覇軍港は既に遊休化しており、
使用されていない基地であり、速やかに返還されるべ
き基地ではないか。県としても、日米地位協定２条３
項の立場に立つべきだと思うが、見解を伺います。
11、自衛隊問題について。
那覇市は、全国の都道府県の県庁所在地の中で自衛
隊基地面積の割合が一番高いのではないか。
自衛隊那覇基地がある場所は那覇空港に接し、沖縄
の経済発展のかなめの場所であり、経済発展の阻害要
因になっているのではないか。沖縄の経済発展のため
に活用すべきではないか。
中国との軍事的な緊張をつくる先島への自衛隊配備
については、やめるように政府に意見を言うべきでは
ないか。

他国との紛争は軍事力ではなく、平和的な外交と対
話によって解決されるべきであると思うが、見解を伺
います。
12、沖縄経済は好況だと言われていますが、県民
の実感には結びついていないのではないか。
99％を占めている中小企業、業者の業績アップに
どのようにつなげていくか。
非正規雇用の解消、正規雇用の拡大にどのようにつ
なげていくのか。
県民所得の向上にどのようにつなげていくのか。
食料自給率の向上、農林水産業の発展、所得向上に
どうつなげていくのか、見解を伺います。
13、沖縄の貧困対策について。
これまでの子供の貧困対策についての成果と今後の
計画について。
私は、子供の貧困対策で県行政が真っ先にやるべ
きことの一つは、医療費を無料にすることだと思いま
す。全国的には、高校生まで無料化する方向で進んで
きています。通院医療費について翁長県政のもとで、
就学前まで拡大されましたが、早期に通院医療費を中
学卒業まで無料にすることと、窓口無料化、現物給付
を実現すべきです。県の計画と知事の決意を伺います。
公営住宅法第１条は国及び地方公共団体が協力し
て、住宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で賃
貸し、または転貸することと規定しています。
沖縄では、低所得者向けの公営住宅が２万戸不足し
ていますが、増設の計画を策定すべきです。
ひとり暮らしの高齢者や低所得者の住居確保の問題
は深刻です。公営住宅の増設、あるいは民間アパート
借り上げ住宅の確保や民間アパートへの入居の支援が
必要です。
県営住宅の家賃支払い困難者支援のためにケース
ワーカーの配置の成果を伺います。さらに増員が必要
ではないか。
14、前期高齢者問題による市町村の国民健康保険
財政の赤字について。
さきの沖縄戦で、県民は多大な犠牲をこうむりまし
たが、その影響によって今日、国民健康保険の前期高
齢者に係る交付金が極端に少なく算定され、市町村が
頑張っても莫大な赤字になり、一般会計から多額の繰
り入れを余儀なくされるという非常事態になっていま
す。その実態について伺います。
この問題を解決するためにも、知事が先頭に立っ
て、全市町村とともに、前期高齢者問題による沖縄県
国保財政危機突破県民大会（仮称）を開催するなど、
全県を挙げて国と交渉して解決しなければならない重



− 136 −

大問題だと思いますが、知事の見解と決意を伺います。
15、離島振興について。
領海、経済水域の確保など沖縄の離島の果たして
いる役割は大きいと思います。国や県はどのような
認識か。
県の離島振興の基本姿勢。
新年度予算における離島振興の主なものについて伺
います。
海域面積の交付税補正係数の算定など、抜本的な離
島予算の確保について伺います。
16、教育行政について。
去年は小学校４年生まで少人数学級が拡大され、こ
の４月１日から小学校５年生まで少人数学級が実現さ
れますが、残された６年生と中学２年生、３年生も来
年４月１日から実施すべきです。
本県の正規教員の比率が全国より低いということを
正面から捉えるべきです。正規教員の拡大に本腰を入
れて取り組むべきです。
17、消防防災ヘリの導入への調査費がつきました
が、早期導入に向けた計画と決意を伺います。
18、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故か
らの自主避難者に対する支援策が打ち切られようとし
ていることに避難者の皆さんは不安を抱えています。
福島の原発事故避難者への県独自の支援策を継続する
べきです。
19、公契約条例を早期に制定することについて伺
います。
最後に、前副知事が疑惑を持たれて辞職しました。
県として、自浄作用を発揮してしっかり真相を明らか
にすべきです。そして今後、公共工事の入札や各種公
務員試験などが、政治家などの不当な口ききによって
ゆがめられてはなりません。口きき防止条例の制定が
必要だと思いますが、見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　渡久地修議員の代表質問にお
答えをいたします。
知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、２
年間の総括と今後の県政運営についてお答えをいたし
ます。
私は、知事就任以来、経済発展、生活充実、平和創
造の３つの視点から、公約の着実な実現に向けて取り
組み、そのほとんどに着手し、推進しているところで
あります。
経済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想の
推進計画に基づき、観光・リゾート産業や情報通信関

連産業などのリーディング産業の拡充・強化を図ると
ともに、国際物流拠点の形成に取り組んでまいります。
生活充実については、沖縄県子どもの貧困対策推進
基金を設置するとともに、沖縄子どもの未来県民会議
を立ち上げたところであり、県民運動として子供の貧
困問題の解消に向けて取り組んでまいります。また、
子供の学力向上や空手発祥の地・沖縄の世界への発
信、離島地域の活性化などにも積極的に取り組んでま
いります。これまでの取り組みにより、入域観光客数
は４年連続で過去最高を更新し、観光・リゾート産業
の関連産業を含めた経済波及効果は１兆円を超えまし
た。情報通信関連産業の生産額は4000億円を突破す
るなど、県経済は好調に推移しております。また、
年平均の完全失業率は平成27年が5.1％、平成28年が
4.4％と改善し、有効求人倍率も復帰後初めて１倍を
上回ったほか、小中学校の学力テストにおける全国平
均との差など、改善の傾向が顕著な指標も出てきてお
り、県政運営の成果は着実に上がりつつあります。引
き続きアジアの中心に位置する沖縄の地理的優位性と
ソフトパワーなどの強みを生かし、県経済の発展及び
県民生活の向上につなげてまいります。
平和創造については、辺野古新基地建設に反対し、
普天間飛行場の県外移設及び早期返還、危険性の除去
に全力で取り組んでおります。日本の安全保障につい
ては日本国民全体で考えるべきとの沖縄県の主張に対
し、国内外における理解が広がりつつあり、全国知事
会においても、米軍基地負担に関する研究会が設置さ
れたところであります。今後とも、引き続き日米両政
府に対し、普天間飛行場の県外移設などを粘り強く働
きかけてまいります。
次に、知事訪米についてに関する御質問の中の、訪
米の成果等についてお答えをいたします。
今回の訪米においては、連邦議会議員、国務省、国
防総省など合計31名との面談を行い、ジョージ・ワ
シントン大学における公開セミナーなどの場面で、引
き続き辺野古新基地建設に反対していく県の姿勢や現
状について伝えることができたことは大変意義のある
ことでありました。特に、米国新政権が発足したこの
時期に、昨年12月の埋立承認の取り消しに関する最
高裁判決は数ある知事権限の一つについて判断が示さ
れたにすぎないことや、判決確定後も、辺野古に新基
地をつくらせないとの立場に変わりはないことなど、
沖縄の正確な情報を伝えることができたことは有意義
だったと考えております。
次に、沖縄の貧困対策についてに関する御質問の中
の、子供の貧困対策の成果と今後の計画についてお答
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えをいたします。
子供の貧困対策については、沖縄県子どもの貧困対
策推進基金を活用し、市町村における子供の学びと育
ちを支援するとともに、国と連携し、子どもの貧困対
策支援員の配置や子供の居場所を設置しております。
また、国、県、市町村及び関係団体等で構成する沖縄
子どもの未来県民会議を中心に、児童養護施設退所児
童等への大学等進学に必要な授業料等を給付するな
ど、県民運動として子供の貧困問題の解消に向けて取
り組んでおります。
今後とも、子供のライフステージに即した切れ目の
ない総合的な子供の貧困対策を強力に推進してまいり
ます。
次に、離島振興についてに関する御質問の中の、離
島振興の基本姿勢についてお答えをいたします。
沖縄県の離島は、島々で異なる個性豊かな自然環
境、文化、歴史的遺産等の魅力、すなわち離島力を有
しております。一方で、離島地域は、条件不利性に起
因した課題を抱えており、若年者の慢性的な流出等に
より、多くの離島で人口が減少しております。
県としましては、離島が潜在力を発揮し、希望と活
力にあふれる豊かな地域社会を実現することを目的に
策定した住みよく魅力ある島づくり計画に基づき、離
島住民が住みなれた島で安心して暮らし続けることが
できるよう、交通、生活環境基盤、教育・文化、医
療、福祉等の分野において定住条件の整備を図ってま
いります。また、離島の持つ活力の維持・向上に向け
て、観光・リゾート産業、農林水産業、伝統工芸等、
特色を生かした産業の振興を図るなど、総合的な離島
振興策を推進してまいります。
その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。

〔副知事　浦崎唯昭君登壇〕
○副知事（浦崎唯昭君）　国民健康保険についての御
質問の中で、市町村国保の実態及び県民大会の開催に
ついてお答えいたします。
沖縄県の市町村国保においては、前期高齢者の加入
割合が低く、前期高齢者交付金が極端に少ないこと、
また、加入者の平均所得が全国で最も低いことが主な
要因となり、多額の赤字を抱えております。県民大会
は、全ての市町村及び政党等、国民健康保険制度にか
かわる全ての関係者の総意のもとで開催される必要が
あると考えます。
したがいまして、渡久地議員の御意見につきまして
は、貴重な御提言として受けとめさせていただきたい

と思います。
以上です。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　日米共同声明につい
ての御質問の中の、辺野古が唯一の解決策との声明に
ついてお答えいたします。
就任間もないトランプ大統領が安倍総理と面談し、
普天間飛行場の辺野古移設を唯一の解決策であるとし
ましたが、県民の理解が得られない新基地建設を進め
ることは到底容認できるものではありません。
知事は、訪米の際に、米国務省日本部長、米国防総
省日本部長代行との面談において、このまま辺野古が
唯一の解決策という考え方に固執すると、今後の日米
安保体制に大きな禍根を残すものであると、改めて伝
えたところです。
次に、県民に寄り添うという政府の姿勢についてお
答えいたします。
一連の選挙において明確に示された沖縄県民の民
意を無視し、辺野古新基地建設を推し進めることは、
県民に寄り添うという言葉からは程遠いと考えてお
ります。
政府においては、辺野古が唯一の解決策という固定
観念にとらわれることなく、県民の声に真摯に耳を傾
け、辺野古新基地建設問題の早期解決に向けて取り組
んでいただきたいと思います。
次に、知事訪米についての御質問の中の、今後のワ
シントン駐在の活動と知事訪米についてお答えいたし
ます。
今回の知事訪米におきましては、辺野古新基地建設
問題を初めとする沖縄の基地問題について、情報提供
を求める方が何人もおりました。これは、これまでの
知事訪米やワシントン駐在の活動などの成果が徐々に
あらわれてきたことによるものと考えております。
今後とも、ワシントン駐在の活動によって得られた
ネットワークに加え、知事訪米で面談した連邦議会議
員等を通じた情報提供等を強化し、米国側の理解と協
力を促したいと考えております。また、今後の訪米計
画につきましては、辺野古新基地建設問題をめぐるさ
まざまな状況等を勘案し、時期や活動内容について検
討してまいります。
次に、沖縄の民意と沖縄県の考えを広く訴えるため
の手法についてお答えいたします。
沖縄県の米軍基地負担軽減を図るためには、国内外
において、沖縄の米軍基地負担の実情等について理解
を深めることが重要であると考えております。このた
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め、全国知事会での取り組みに加え、知事のビデオ
メッセージや沖縄の米軍基地問題をわかりやすく説明
したパンフレットを作成するなど、全国への情報発信
を強化してまいります。また、国外に対しても、知事
訪米、ワシントン駐在による情報発信、英語版ホーム
ページの活用のほか、英語版パンフレットの作成を予
定しており、議員御提案の各所への配付につきまして
も検討していきたいと考えております。
次に、普天間基地の５年以内の運用停止についての
御質問の中の、普天間飛行場５年以内運用停止につい
てお答えいたします。４の(1)から４の(4)までは関連
いたしますので一括してお答えいたします。
平成26年２月18日に開催された普天間飛行場負担
軽減推進会議において、安倍総理は、普天間飛行場の
５年以内運用停止を初めとする基地負担軽減に関する
４項目について、政府としてできることは全て行うと
述べているほか、平成28年１月の質問主意書に対す
る答弁書においても、同様の政府見解が示されており
ます。また、米政府に対しては、平成26年４月の日
米首脳会談において、要請したものと承知しておりま
す。政府が普天間飛行場周辺住民の生命財産を守るこ
とを最優先にするならば、辺野古移設の進捗にかかわ
りなく、政府の責任において同飛行場の５年以内運用
停止を実現すべきであります。
県としては、世界一危険とも言われる普天間飛行
場の固定化は絶対に許されないと考えており、引き
続き政府に対し、同飛行場の５年以内の運用停止を
含めた危険性の除去を強く求めてまいりたいと考え
ております。
次に、辺野古新基地建設問題についての御質問の中
の、工事の強行についてお答えいたします。
沖縄防衛局は、現在、仮設工事として汚濁防止膜
固定用のコンクリートブロックの投入を行っており
ます。しかし、工事の施工に当たっては、埋立承認
に付した留意事項に基づき、工事の着手前に、実施
設計や環境保全対策等に係る県との事前協議が必要
であります。
そのため県は、沖縄防衛局に対し、工事を停止した
上で事前協議に応じるよう求めているほか、汚濁防止
膜の敷設計画について照会し、コンクリートブロック
を投入しないよう求めております。それにもかかわら
ず、沖縄防衛局が海上工事を強行して進めていること
は、甚だ遺憾であります。·
次に、辺野古新基地建設を阻止する決意についてお
答えいたします。
知事は、辺野古に新基地はつくらせないという公約

を掲げ、多くの県民の負託を受けております。また、
一連の選挙において明確に示された沖縄県民の民意を
無視し、辺野古新基地建設を推し進めることを許すこ
とはできないと考えております。
今後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古
に新基地はつくらせないという知事公約の実現に向け
て取り組んでまいります。
次に、増加する米軍機の訓練についての御質問の中
の、沖縄におけるオスプレイの訓練実態と県の対応に
ついてお答えいたします。６の(1)と６の(2)は関連い
たしますので一括してお答えします。
沖縄防衛局によると、オスプレイの訓練マニュアル
については、承知していないとのことであります。ま
た、県内における演習の実態については、米軍の運用
にかかわることであり、詳細については把握していな
いとのことであります。
なお、県が情報収集を行ったところ、普天間飛行
場、伊江島補助飛行場、キャンプ・ハンセン等におい
て離着陸やつり下げ訓練、消火訓練、パラシュート降
下訓練のほか、機体のライトを消した夜間の飛行、夜
10時以降の飛行などの目視情報が寄せられておりま
す。また、東村においては、夜間飛行や低空飛行、学
校や住宅地上空での旋回飛行の情報が寄せられている
とのことであります。
県としては、現地の状況について、引き続き情報収
集に努めてまいります。
次に、沖縄におけるＦ35Ｂの訓練についてお答え
いたします。
去る２月８日、米軍はＦ35Ｂが沖縄周辺で通常訓
練を開始したと発表しております。沖縄防衛局による
と、Ｆ35Ｂの沖縄における飛行運用について、機種
更新の対象であるＦＡ18及びＡＶ８Ｂとほぼ同様の
方法、場所における訓練が見込まれるとしています。
また、在沖米海兵隊は、沖縄における運用回数や飛行
経路に大きな変更はないと見込んでいるとのことであ
ります。
県としては、地元の負担増になることがあってはな
らず、政府の責任において、速やかに適切な情報を提
供することが重要であると考えており、引き続き情報
の収集に努めてまいりたいと考えております。
次に、Ｆ22の飛来の実態と対応についてお答えし
ます。
米軍のＦ22戦闘機については、平成19年２月以
降、計10回、延べ122機が延べ約33カ月にわたり、
嘉手納飛行場に一時的に配備されております。外来
機、常駐機にかかわらず、米軍の訓練等により、県民



− 139 −

に被害や不安を与えることがあってはならず、あらゆ
る策を講じ、騒音を初めとした周辺住民の負担軽減が
図られるよう、県は、米軍及び日米両政府に対し、こ
れまで強く要請しております。
県としては、これ以上、地元の負担増になることが
あってはならず、今後ともあらゆる機会を通じ、航空
機騒音を初めとした負担軽減を日米両政府に対して粘
り強く働きかけていきたいと考えております。
次に、住宅地上空の飛行等への対応についてお答え
いたします。
県としては、これまでも、航空機のさらなる安全確
保を求めるとともに、住宅地上空の飛行回避や航空機
騒音規制措置の厳格な運用について、米軍及び日米両
政府に対し求めてきたところです。
今後とも、引き続き軍転協などと連携を図りなが
ら、粘り強く働きかけていきたいと考えております。
また、オスプレイについては、建白書の精神に基づ
き、日米両政府に対して配備撤回を求めてまいります。
次に、日米地位協定についての御質問の中の、ドイ
ツ、イタリアにおける米軍機への国内法の適用につい
てお答えいたします。
日本においては、いわゆる航空特例法によって、米
軍に対しては、航空法の飛行禁止区域や最低安全高度
に関する規定等の適用が除外されています。
ドイツにおいては、ボン補足協定に基づき、ＮＡＴ
Ｏ軍の演習・訓練に対しても、関連するドイツ国内法
が適用されることになっておりますが、その国内法に
おいて適用を除外する規定があると言われており、実
際の運用については明らかではありません。イタリア
において、国内法が適用されるかについては、現在、
確認しているところです。
次に、日米地位協定の抜本的な見直しについてお答
えいたします。
日米地位協定の見直しについて、県はこれまであら
ゆる機会を通じ、日米両政府に対し要請してきたとこ
ろであります。
県としては、平成12年の要請から15年が経過して
いることから、その後の課題や現状を踏まえた要請
内容となるよう、改めて整理を行い、現在、それにつ
いて関係部局から意見を聴取しているところでありま
す。これらを踏まえ、今後とも軍転協や渉外知事会と
も連携し、あらゆる機会を通じ、日米両政府に同協定
の見直しを粘り強く求めていきたいと考えております。
次に、米軍の国内法の適用と条例についてお答えい
たします。
日本においては、いわゆる航空特例法によって、米

軍に対しては、航空法の飛行禁止区域や最低安全高度
に関する規定等の適用が除外されています。条例は、
国内法令の構造の一部をなすものであるため、米軍に
適用されないものと理解しております。
次に、海兵隊撤退についての御質問の中の、在沖海
兵隊の駐留意義についてお答えします。
在沖海兵隊につきまして、県は、防衛省より示され
た在日米軍・海兵隊の意義及び役割について２度の質
問を行い、回答を得ておりますが、海兵隊の役割につ
いて政府の説明は十分でなく、政府はさらに丁寧な説
明を行うべきであると考えております。
県としましては、沖縄に米軍基地が集中し、騒音や
事件・事故の発生等、県民は過重な基地負担を背負い
続けており、県民の目に見える形での基地負担の軽減
が図られなければならないと考えております。このた
め、在沖海兵隊約9000人のグアムを含む国外移転は、
確実に実施されなければならないと考えております。
次に、海兵隊が撤退した場合の基地面積等について
お答えします。
在沖米軍専用施設面積は、平成29年１月１日時点
で約１万8609ヘクタールであります。仮に海兵隊が
管理する施設を除いた場合、残りの面積は約5595ヘ
クタールとなり、米軍専用施設面積の全国に占める
本県の比率は、約70.6％から約41.9％に減少いたし
ます。在沖米軍人数は、平成23年６月末時点で２万
5843人であり、これから海兵隊を除いた場合の残り
の人数は、１万478人であります。
米軍人による刑法犯検挙件数及び検挙人員について
は、沖縄県警察の資料によると、平成27年は21件、
24人であり、これから海兵隊を除いた場合の残りの
検挙件数及び検挙人員は、６件、６人であります。
次に、那覇港湾施設についての御質問の中の、那覇
港湾施設の返還についてお答えします。
公表されている那覇港湾施設の入港隻数は、昭和
62年の96隻をピークに、平成14年の35隻まで漸減し
ております。平成15年以降の入港隻数は明らかにさ
れておりませんが、以前に比べ利用されることが減っ
ているのではないかと考えております。
県としましては、再編に基づく統合計画で示された
那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽
減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えてお
り、これまでの経緯を踏まえつつ、協議会の枠組みの
中で進めることが現実的と考えております。
次に、自衛隊問題についての御質問の中の、那覇
市における自衛隊基地の面積の割合についてお答え
します。
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沖縄防衛局に確認したところ、平成28年３月末現
在で、那覇市の自衛隊基地面積は、約342.6ヘクター
ル、那覇市の面積に占める割合は、約8.7％となって
おり、全国で最も高い割合となっています。
次に、自衛隊の先島配備及び平和外交についてお答
えいたします。11の(3)と11の(4)は関連いたします
ので一括してお答えします。
自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や
地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな
意見があるものと承知しております。
県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。近隣諸国との関係については、平和
外交に努力すべきことは当然であり、政府において、
これまでにも増して不断の外交努力を行っていただく
ことが重要であると考えております。
次に、消防防災ヘリの導入についての御質問の中
の、消防防災ヘリの早期導入の計画等についてお答え
いたします。
消防防災ヘリ導入検討事業では、消防防災ヘリ導入
の必要性、運航管理体制、機種やヘリ基地の選定及び
導入に係る県、市町村の財政負担等の課題について調
査を実施するとともに、これらを踏まえ、有識者等で
構成する消防防災ヘリ導入検討委員会（仮称）におい
て導入について検討することとしております。同委員
会での検討結果を踏まえ、県及び全市町村の合意形成
を図り、最終的に導入を決定したいと考えておりま
す。導入に当たっては、国の財政支援制度も活用しな
がら、早急に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　辺野古新基地建設問
題についての御質問の中の、岩礁破砕等許可申請の必
要性についてお答えいたします。
漁業権は、漁業法に規定されているとおり漁業を営
む権利であり、知事の免許により漁業協同組合等に付
与されるものであります。漁業権者による漁業権の一
部放棄に関しては、これにより漁業権が当然に変更さ
れるものではなく、漁業法第22条の規定により、漁
場の縮小を内容とした知事の変更免許が必要でありま
す。このことについては、これまでの政府見解や地方
自治法に基づく水産庁の技術的助言においても同様の
見解が示されております。
このため、県としましては、現在も普天間飛行場代

替施設建設工事海域には漁業権が設定されているとの
前提のもと、４月以降に岩礁破砕行為を行うには、知
事の岩礁破砕等許可を受ける必要があると判断してお
ります。
次に、沖縄経済についての御質問の中の、農林水産
業における所得向上についてお答えいたします。
県では、亜熱帯性気候や地理的特性を生かした農林
水産業の振興を図るため、沖縄21世紀ビジョン基本
計画に基づき、各種施策を展開しております。これら
の取り組みにより、農業産出額は、平成23年の800
億円から４年連続で増加し、平成27年には935億円
となっております。
県としましては、引き続き、１、おきなわブランド
の確立と生産供給体制の強化、２、流通・販売・加工
対策の強化、３、フロンティア型農林水産業の振興な
どの施策に取り組み、農林水産物の生産拡大や高付加
価値化による食料自給率、農家所得の向上に努めてま
いります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　沖縄経済発展の視点から
米軍基地問題を捉えることについての御質問の中の、
基地関連収入の割合の推移についてお答えいたしま
す。
県民総所得に対する基地関連収入の割合について
は、昭和40年度は30.4％、復帰の年の昭和47年度で
15.5％、平成26年度には5.7％となっており、その比
重は大幅に低下しております。
今後も、県経済の発展により、基地関連収入が県経
済へ与える影響は、より限定的なものになると考えて
おります。
次に、米軍基地による経済的損失とまちづくり等へ
の支障及び撤去による経済発展についてお答えいたし
ます。８の(1)イと８の(1)ウ、８の(2)は関連します
ので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
沖縄の米軍基地は、特に人口が集中する中南部都市
圏において、市町村面積の大半を占めるなど、市街地
を分断する形で存在し、計画的な都市づくりや交通体
系の整備、産業基盤の整備などの経済活動の制約に加
え、航空機等による騒音や米軍人等による事件・事故
など、県民生活へのさまざまな影響があります。これ
らは、住民生活に直接かかわるものだけでなく、社会
経済への影響など、相互に関連し合い、多岐にわたる
ことから、具体的な数値化は行っておりませんが、現
在の基地返還後の跡地利用による経済効果は、かつて
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の基地経済の効果を大きく上回るものとなっており、
今後、一層基地返還が進めばさらなる飛躍的な発展が
期待できると考えております。
次に、沖縄経済の発展予測についての御質問にお答
えいたします。
沖縄21世紀ビジョン基本計画では、計画に位置づ
けた各施策・事業が着実かつ効果的に実施されること
を前提に、計画の最終年次である平成33年度におけ
る社会経済展望値を示しております。同展望値では、
県内総生産は平成22年度の３兆7000億円から平成33
年度には５兆1000億円程度となることを見込んでお
ります。最新の実績となる平成26年度の県内総生産
は約４兆500億円となっており、平成22年度から約
3500億円、9.5％の増加となっております。平成27
年度以降も県内景況は拡大を続けており、観光や個人
消費、建設関連が好調に推移していることに加え、一
括交付金等を活用した取り組みの成果もあらわれてき
ており、今後も、本県経済は着実に成長を続けるもの
と考えております。
次に、沖縄経済についての御質問の中の、県民所得
の向上についてお答えいたします。
最近の県経済については、観光や雇用情勢などの指
標が過去最高を更新するなど、これまでの沖縄の経済
情勢と比較すると、好調な状態が続いているものと考
えております。１人当たりの県民所得を見てみると、
沖縄21世紀ビジョン基本計画策定前の平成23年度に
は200万円であったものが、総人口が増加する中、平
成26年度には213万円まで増加しております。
県としましては、沖縄経済のさらなる発展と県民所
得の向上に向け、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画
に基づく、国際競争力のある物流拠点の形成や、世界
水準の観光・リゾート地の実現などに取り組むととも
に、農林水産業・建設業・製造業などの地場産業、科
学技術を応用した産業など、さまざまな産業を振興し
てまいります。さらに、各産業における商品やサービ
スの高付加価値化などの生産性向上に取り組んでまい
ります。
次に、離島振興についての御質問の中の、沖縄の離
島が果たしている役割についてお答えいたします。
沖縄県は、東西約1000キロメートル、南北約400
キロメートルに及ぶ広大な海域を有しており、沖縄の
離島地域は、日本の領空・領海、排他的経済水域の保
全など国家的利益の確保に重要な役割を果たしている
ものと理解しております。また、国においては、我が
国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性
が増大していることに鑑み、有人国境離島の機能を維

持するため、平成28年４月には、いわゆる有人国境
離島法を制定し、国の責務において、有人国境離島地
域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の
維持のために必要な施策を策定、実施することとして
おります。
次に、同じく離島振興についての御質問の中の、新
年度予算における離島振興と離島予算の確保について
お答えいたします。15の(3)と15の(4)は関連します
ので一括してお答えいたします。
平成29年度の離島関係予算は概算で約670億円と
なっております。その内訳としましては、道路、空
港、港湾の整備等に約113億円、農林水産業の振興等
に約269億円、医療、福祉、教育等に約143億円、交
通・生活コスト対策等に約65億円などとなっており
ます。また、主な施策としましては、沖縄離島住民
等交通コスト負担軽減事業が20億9000万円、超高速
ブロードバンド環境整備促進事業が８億5000万円、
離島廃棄物適正処理促進事業が5000万円、離島患者
等支援事業が2000万円、含蜜糖振興対策事業が22億
円、離島観光・交流促進事業が２億3000万円、離島
観光活性化促進事業が３億2000万円等となっており
ます。これらの離島関係予算の確保については、沖縄
振興一括交付金など、毎年度の予算措置において、所
要額を確保し、総合的かつ、きめの細かい離島振興策
を推進してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　沖縄経済発展の視
点から米軍基地問題を捉えることについての、米軍基
地が撤去された後の雇用の場の確保についてにお答え
いたします。
沖縄21世紀ビジョン基本計画における平成33年の
展望値は労働力人口が72万人程度、就業者数は69万
人程度になると見込んでおります。一方、平成28年
平均の労働力人口は71万人、就業者数は67万9000人
であり、目標に向けて順調な推移を示しております。
県内経済は、観光関連産業や情報通信産業等が好調な
ことから、引き続き拡大が見込まれていること、ま
た、米軍基地の跡地利用を促進すること等により、雇
用は創出されるものと考えております。今後、米軍基
地の撤去により、離職者が発生したとしても、雇用の
場は確保されるものと考えております。
次に、海兵隊撤退についての、基地従業員の雇用対
策についてにお答えいたします。
駐留軍従業員の雇用対策については、平成18年５
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月の閣議決定において「駐留軍従業員の雇用の安定確
保について、引き続き、全力で取り組むものとする」
とあり、雇用主である国が責任を持って取り組むべき
ものであると考えております。国においては、駐留軍
関係離職者等臨時措置法第10条により、職業訓練の
充実を図るため、訓練コースの新設や夜間の訓練の実
施等、特別の措置を講ずることができるとされており
ます。
一方、県としましては、駐留軍関係離職者等対策協
議会により、国及び関係市町村と連携を密にし、駐留
軍従業員の雇用対策に取り組んでまいりたいと考えて
おります。
続きまして、自衛隊問題についての、自衛隊基地と
沖縄の経済発展についてにお答えいたします。
那覇空港及びその周辺用地は、世界水準の観光・リ
ゾート地の実現や国際物流拠点の形成に向け、大変有
用であると考えております。特に、アジア経済戦略構
想においては、那覇軍港及び自衛隊那覇駐屯地や、那
覇港エリア等の活用による国際物流機能の拡充が必要
とされております。今後、沖縄県では、国等の関係機
関や関係者との調整を進め、那覇空港周辺地域の機能
強化に向け、積極的に働きかけてまいりたいと考えて
おります。
続きまして、沖縄経済についての、県内企業の業績
アップにつなげる取り組みについてお答えいたします。
県では、関係団体や各地域からの提言等を反映した
中小企業支援計画を毎年度策定しております。これま
で同計画を着実に実施することにより、中小企業の経
営革新や創業の促進、経営基盤の強化などの施策が総
合的に推進され、中小企業の振興が図られていると考
えております。
今後とも経済の好況を維持するためには、関係機関
や各地域からの提言等を反映した施策を実施していく
ことが重要であることから、引き続き関係機関との連
携を密にし、中小企業支援に取り組み、県内中小企業
のさらなる振興を図ってまいりたいと考えております。
続きまして、沖縄経済についての、非正規雇用の解
消と正規雇用化の拡大についてにお答えいたします。
沖縄県の雇用情勢が着実に改善する中、従業員の正
規雇用化など雇用の質の向上は、重要な課題であると
認識しております。そのため、県では経済団体等８団
体に対し、正規雇用化を含む、働き方の推進に関する
要請を行うとともに、正規雇用化サポート事業等を実
施しているところであります。
県としましては、正規雇用化が人材確保や生産性向
上につながるものであることを企業等に認識していた

だくことが重要だと考えており、引き続き周知・啓発
を図るなど、労働局等関係機関と連携して正規化の促
進に取り組んでまいります。
次に、公契約条例の早期制定についてにお答えいた
します。
公契約条例の制定については、学識経験者、労働団
体及び事業者団体６名で構成する懇談会を設置し、条
例のあり方等に関する検討を行っていただいていると
ころであります。年度内に委員の意見等を取りまと
め、これらを参考にして、次年度に条例案を作成し、
パブリックコメントを行った後、議会に提案すること
としております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　沖縄の貧困対策につ
いての御質問の中の、こども医療費助成制度の拡充に
ついての御質問にお答えします。
県は、現物給付方式を平成30年度に導入できるよ
う関係機関と調整を進めているところであります。な
お、当該制度につきましては、政策目的の変化に伴
い、貧困対策の要素を加味した制度に見直すことにつ
いても検討する必要があると考えております。通院年
齢の拡大につきましても、その中で検討していきたい
と考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　沖縄の貧困対策につ
いての御質問の中の、公営住宅の増設計画についての
御質問にお答えいたします。
県では、平成23年度に策定した沖縄県住生活基本
計画において、平成32年度までの沖縄県全体での公
営住宅供給目標量を１万9000戸とし、その内訳は新
規整備1300戸、建てかえ住宅5500戸、借り上げ住宅
500戸、空き家募集１万1700戸となっております。
なお、当該県計画は現在見直しを行っているところで
あり、次年度以降、県と市町村の戸数割合等について
検討、意見交換していきたいと考えております。
同じく単身高齢者や低所得者の住宅確保についての
御質問にお答えいたします。
公営住宅の供給については、市町村営住宅の新規建
設を支援し、県営伊覇団地の新規建設に取り組むと
ともに、建てかえに際して戸数をふやすなど計画的
に戸数増に取り組んでいるところであります。一方、
借り上げ公営住宅については、新規建設に比べて自
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治体の財政負担が大きくなることから、県内市町村
においては、積極的に検討されていない状況にあり
ます。また、民間アパートについては、沖縄県居住
支援協議会において、入居可能な住宅の情報提供や
家賃債務保証の紹介等の入居支援を行っております。
引き続き、関係部局や市町村、関係団体と連携して、
配慮の必要な方々の住宅確保に取り組んでいきたい
と考えております。
同じくケースワーカー配置の成果と増員についての
御質問にお答えいたします。
県では、平成27年９月から社会福祉士等の資格を
有する専門相談員を２名配置し、県営住宅の家賃支払
い困難者に対する社会福祉制度、家賃減免制度等への
案内、助言・指導等の支援を行っております。その結
果、福祉事務所や生活困窮者自立支援相談機関などへ
の案内件数が、平成27年度86件から平成28年度12月
末時点で370件、家賃減免適用世帯が平成27年度33
世帯から平成28年度１月末時点で171世帯に増加して
おります。また、平成29年度からは、４名に増員す
る予定であり、家賃支払い困難者への直接訪問などの
業務拡充を図るとともに、引き続き適切かつ迅速な助
言・指導等支援を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
で、少人数学級の拡大についてお答えいたします。
県教育委員会では、これまで、小学校１・２年生で
30人学級、小学校３・４年生と中学校１年生で35人
学級を実施しており、平成29年度からは小学校５年
生でも35人学級を実施してまいります。少人数学級
の推進については、市町村教育委員会の意向等を踏ま
え、今後も取り組んでまいります。
次に、正規教員率の現状と今後の取り組みについて
お答えいたします。
平成28年５月１日現在の公立小中学校の教員定数
の標準に占める正規教員の割合は85.4％となってお
り、全国平均の93.2％と比べ7.8ポイント低くなって
おります。
県教育委員会では、平成23年度から新規採用者数
をふやしており、６年間で1965名を新たに採用する
など、今後とも新規採用者数の採用枠を拡大し、正規
教員率の改善に努めてまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　原発事故避難
者への県独自の支援策を継続することについての御質
問にお答えします。
県では、平成29年度の県独自の新たな支援策とし
て、平成29年３月末で応急仮設住宅の供与が終了し、
福島県の家賃補助制度が適用される世帯のうち、県内
で居住を継続する世帯に対し、家賃の一部として月額
１万円を補助いたします。また、応急仮設住宅供与終
了世帯に対して戸別訪問を実施し、福祉制度等の周知
を図り支援していきます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　口きき防止対策について
お答えをいたします。
いわゆる口ききの防止対策については、平成28年
８月に他県が行った調査によりますと、28都府県に
おいて口きき防止のための対応要領等を作成している
ところであります。本県においても、現在、他県の詳
細な状況を調査しているところであり、今後、設置を
検討している調査委員会等において議論していきたい
と考えております。
○議長（新里米吉君）　渡久地　修君。

〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　まず、基地問題と訪米について再質
問します。
米議会調査局の報告が16日に提出されたというこ
とで、私これ入手いたしました。県も入手していると
思いますけれども、この報告書で沖縄についてかなり
詳しく書かれています。これを県も入手していると思
いますけれども、どのように記述されて、沖縄につい
てどのように書かれているのか、詳しく紹介、答弁し
てください。
まず、これ公室長にお聞きします。
そして、この調査局の報告を受けて、知事、私はこ
れは、知事の訪米の大きな成果でもあると思います
し、これまで２年間、翁長県政、そして県民が闘って
きたことがこの議会調査局の報告に端的にあらわれて
いると思いますので、これについての知事の見解と今
後の決意についてお尋ねしたいと思います。
そして、知事、この辺野古が唯一ということで、知
事が訪米しているときにマティス国防長官が来日し
て、安倍首相と辺野古唯一と確認した。そして、日米
首脳会談が行われて、また、大統領と首相がこれを確
認すると。超大国同士の代表が何度も何度も確認する
ということは、これぐらいやっぱり翁長知事の頑張り
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と県民の闘いが、本当に向こうにとっては目ざわりだ
というような感じで、僕は見ているんじゃないかなと
思うんですよね。ですからそれは、私たちは諦めるの
ではなくて、私たちの闘いの成果のあらわれだという
ふうに捉えて、全力で頑張っていくということがとて
も大事だと思いますので、その見解もあわせてお聞き
したいと思います。
それから、こども医療費について、私の質問をぜひ
見てほしいんですけれども、中学校卒業まで無料化に
ついて聞いているんですよ。拡大について聞いている
んじゃないんですよね。ですから、私はこれまで何度
も何度も、中学校卒業まで無料化すべきだと言い続け
てきましたけれども、ぜひこの１年間じっくり研究し
て市町村とも調整をして、ぜひ中学校卒業まで通院医
療費無料化を実現していただきたい。全国では、もう
高校まで無料化するのが大きな流れになり始めていま
すので、ぜひ実現していただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時７分休憩
　　午後３時８分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）　渡久地修議員の再質
問にお答えいたします。
連邦議会調査局が去る２月16日に連邦議会へ提出
した報告書を県も入手してございます。その概要です
が、まず、概要と各論がございます。サマリーの部分
では、こういうような沖縄県に関する記述がございま
す。さらなる懸念は、最近日本政府が勝訴したにもか
かわらず――これは最高裁判決のことだと思います―
―地元民の反対により、論争の的となっている。沖縄
の普天間基地の移設合意の実施であることということ
が懸念されているということが明記されております。
また、各論におきましては、まず６つほどあります
けれども、判決が出たものの翁長知事は引き続き移設
計画に反対しており、工事を阻止もしくは引き延ばす
その他の方策を遂行していること、２つ目に、沖縄に
は日本における不公平・不均衡な米軍プレゼンスがあ
り、沖縄県民に広く行き渡った不安のため、在沖米軍
プレゼンスの持続性は同盟にとって重大な懸念となっ
ていること、３つ目に、ほとんどの沖縄県民は政治、
環境及び生活の質という理由で、新基地の建設に反対
していること、４つ目に、翁長知事は、建設を阻止す
るためさらなる措置を続行すると明言したこと、５つ
目に、米国の複数の関係者は、日本政府が普天間飛行

場を移設するための手法を誤ったことによって、日本
の政治システムが困難な任務を遂行するためにもがい
ているとの印象を強固にしている可能性があること、
６つ目に、日本政府、もしくは米国政府による強引な
行動は、反基地抗議を激化させる危険性をはらんでい
る、そういったことが明記されてございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　渡久地修議員の質問にお答え
をいたします。
きょうの報道の裏づけとなる資料の抜粋を今公室長
が報告したところであります。それを聞きまして、私
が米国におきまして、調査局、それから補佐官等々と
２時間以上話した中の要約がしっかりされているなと
いう感じをいたしております。調査局とは、もう３回
目の訪米になりますので、１回目、２回目は１時間ぐ
らいずつだったんですが、今回、２時間を超えたと、
２時間20分くらいだったと思いますけれども、休憩
時間を除いてですね。そういった中で活発な議論が行
われまして、向こうは、１回目と２回目の私の話もよ
く知っていますので、それを踏まえた後の最高裁の判
決もわかりますし、１年間工事が中断したこともわか
りますし、そして、日米の、マティス国防長官と安倍
さんの約束のこともよく知っておりました。ですか
ら、そういったこと等を踏まえた上での調査局、これ
は日本の国会議員の政策秘書とは違いまして、大変多
忙な議員の政策を裏づけるための各議員側から出され
てくるといいますか、議会に設置されている優秀な
方々が、そういったことを提言するような形で出され
るようになっていますので、ある意味で沖縄県の思
い、私の思いは伝わったのかなというふうに思ってお
ります。
そういったことで、１年、２年、３年という形で
やっているさなかのトランプ大統領と安倍総理の合意
でありますから、こういったこと等が連邦議会、そう
いったところで柔軟に意見が交わされる。あるいはま
た、この地方裁判所といいますか、ワシントン州の裁
判所が、大統領令にノーという、あるいは高裁でも向
こうでいう控訴裁判所でもやはりノーという形で、
やっぱり行政、司法、立法、アメリカはそれなりに私
たちからすると民主主義というような、三権分立とい
うのはできているんだなというような形をこういう形
で見ますと感じるところもございます。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
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〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　こども医療費制度の
再質問についてお答えします。
この制度は、平成６年から始まった制度でございま
して、当初の政策目的というのが、子供の健全な育成
ということでございました。昨今、子供の貧困という
ことを問題背景に、そういった要素も取り入れる必要
があるだろうと。貧困世帯に対しては、より手厚く
サービスをしていく必要があるんじゃないかというふ
うに考えます。一方で、この制度を持続可能な制度と
するためには、財政的なことも考える必要があるだろ
うということで、検討する必要があるというふうに考
えております。
中学卒業までというお話でございますが、これを
我々としては、通院年齢の拡大というふうに捉えてお
りまして、こういった制度の中身を見直していく中
で、中学卒業まで通院年齢の拡大についてもあわせて
検討していきたいということでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　午後３時14分休憩
　　午後３時30分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
休憩前に引き続き代表質問を行います。
金城　勉君。
〔金城　勉君登壇〕

○金城　　勉君　こんにちは。
公明党を代表して質問をさせていただきます。
登壇前にいきなりプレミアムフライデーの話が出て
きますと、早く終われと言われているようで、非常に
気が弱い人間としては縮んでしまうんですけれども、
しっかり質問をさせていただきます。
まず、知事の政治姿勢について。
昨年12月20日、辺野古訴訟に関する最高裁判決が
下されました。辺野古埋め立てに関する翁長知事の埋
立承認取り消しは、違法であるとの判断が示されたの
であります。その結果、翁長知事は埋立承認取り消し
を取り消し、国は辺野古への移設工事を再開しました。
私ども公明党県本部は、戦後70年余の沖縄の過重
な基地負担は改善されなければいけない。普天間の危
険性は速やかに除去しなくてはいけない。日米安保体
制をしっかり維持すれば海兵隊を沖縄に置かなくても
抑止力は立派に機能する。したがって、普天間の移設
先は県外、国外にすべきであると主張し、2013年12
月、仲井眞前知事に国からの辺野古埋立申請を承認し
ないよう提言書を出したのであります。しかし、その

後の展開は、今日明らかなように、司法の理解も得ら
れないまま、辺野古移設が強行されていることは、極
めて残念であります。
政府は、普天間の危険性を除去することが最重要だ
と言い、そのために辺野古移設を進めるというのであ
れば、まず、普天間の危険性を除去することを最優先
し、普天間の閉鎖状態を実現するため、米軍やアメリ
カ政府と交渉すべきであります。安倍総理は、2013
年、仲井眞前知事が要請した普天間の５年以内の閉鎖
状態を含む４項目の要請に対し、最大限実現できるよ
う努力したいと答え、仲井眞前知事もその後の議会答
弁で、普天間の閉鎖状態実現について、総理との約束
が最大の担保であると答弁しました。総理や知事の発
言は極めて重い、責任を持って対応してほしいもので
あります。
辺野古移設は、当初から順調にいっても完成まで
10年近くはかかるとわかっておりました。５年以内
の閉鎖状態ということは、当然辺野古移設とは別工程
で進めるということであります。辺野古が進まないか
ら５年閉鎖ができないということにはなりません。辺
野古移設を進めるために、普天間の危険性を放置し、
普天間の危険性をてこに使うことは許されません。政
府は、５年以内の閉鎖状態、つまり2019年２月まで
の普天間の閉鎖状態の約束を果たすべきであります。
一方、今の同床異夢とも言えるオール沖縄勢力で、沖
縄の基地問題を解決できるとも思えません。どの選挙
においても、一様に辺野古移設反対を主要政策に掲げ
る手法は、稚拙であるばかりか通用しません。また、
政府に対しても、交渉力を持ち得ません。もうそろそ
ろ、知事は、戦術を変えたほうがいいのではないで
しょうか。
以下、質問をいたします。
(1)、辺野古埋立承認取り消し訴訟の最高裁判決に
ついて見解を伺います。
(2)、埋立承認の撤回についての見解を伺います。
(3)、安慶田前副知事の教員採用試験や教育庁人事
への介入疑惑に対する知事の見解を伺います。
(4)、日米地位協定改定の取り組みについて伺い
ます。
２、商工労働部関連。
(1)、沖縄近海の海底鉱物資源開発について。
沖縄近海には、金、銀、銅、亜鉛、鉛、レアメタル
など多様な海底資源が存在し、その開発によって多大
な経済発展につながることが期待されております。公
明党の秋野公造参議院議員の国会質問をきっかけに、
地球深部探査船ちきゅうや海洋資源調査船白嶺が調査



− 146 −

を実施した結果、詳細が明らかになりつつあります。
海洋資源研究や鉱物資源研究の専門機関であるＪＡＭ
ＳＴＥＣやＪＯＧＭＥＣなどが伊是名・伊平屋沖や久
米島沖などに調査船を投入した結果、埋蔵量は当初の
予想を大きく上回り、膨大な海底資源の埋蔵量が期待
されております。今年度は、海底の掘削作業が始ま
り、資源の具体的研究開発が始まります。
そこで伺います。
ア、沖縄近海の海底資源について、これまでの県の
取り組みについて。
イ、今後、商業化、事業化に向けて具体的に動き出
すことになりますが、この海底資源開発を具体的に沖
縄県の利益や経済振興につなげるために、組織体制、
仕組みづくりに県はどのようにかかわっていくのか伺
います。
(2)、那覇空港の航空貨物ハブ機能について。
2009年10月から開始した全日空による那覇空港を
中継拠点とする航空貨物事業は、著しい発展を遂げて
おります。県によるロジスティクスセンターの開設や
現在整備中の航空機整備基地の機能も航空貨物のさら
なる発展を後押しするものと期待されております。
ア、2009年から今日までの取扱貨物量の推移はど
うか。
イ、今後さらなる取扱量増加への取り組みはどう
か。
(3)、航空機整備基地整備事業について。
昨年11月に公明会派として伊丹空港内にある航空
機整備基地の現場を視察してまいりました。那覇空港
に整備基地が完成後、移転予定の企業であります。沖
縄から採用された社員、女子２人を含む19人が懸命
に頑張っておりました。那覇空港移転後は、雇用効
果、経済振興などに大きく貢献することになっており
ます。
以下、質問します。
ア、進捗状況はどうか。
イ、期待される経済効果、雇用効果はどうか。
(4)、第４次産業革命の時とも言われる今日、沖縄
のＩＴ産業の競争力と今後の対策はどうか。
(5)、中城湾港新港地区で新しく整備される賃貸工
場６棟の入居見通し、雇用効果はどうか。
(6)、アジア経済戦略構想にも位置づけられたＥＶ
自動車など県内製造業の産業化への取り組みはどうか。
(7)、浦添職業能力開発校は、即戦力の人材育成機
関として多くの人材を社会に送り出し、内外から高い
評価を受けております。ただ、編成計画の中で、自動
車科、エクステリア科などが整理縮小、統合されるの

ではないかとの懸念の声が出ております。県内の関係
者からは、存続・継続の強い要望が寄せられておりま
す。県の方針を伺います。
(8)、泡盛の出荷量が低迷しておりますが、県とし
ての支援策はどうか。
(9)、2018年度に技能五輪全国大会、全国アビリン
ピックの開催が沖縄で予定されております。成功に向
け、取り組み状況はどうでしょうか。
３、観光振興政策について。
(1)、沖縄観光は順調に推移し、右肩上がりの発展
を遂げております。2016年の観光客数は861万人を
超え、目標とする1000万人も射程内に入ってきまし
た。こうした好調さを背景に、県は、2021年度まで
の観光誘客を1200万人に上方修正するとの報道があ
ります。観光コンベンションビューローの資料にも今
後1200万人、1500万人と限りなく上昇する棒グラフ
が目立っております。一方、宿泊施設や交通渋滞、
観光人材の確保など懸念材料も指摘されております。
内外の観光客に沖縄観光を堪能していただき、リピー
ターにもなっていただくためには、数だけの追求には
限界があると思います。そこで、沖縄観光の適正な観
光客数・キャパシティーをどこに設定するか、また、
観光の質と量のバランスをどう考えているか伺います。
(2)、大型ＭＩＣＥ施設について。
去る１月28日から２月３日までの日程で、経済労
働委員会でオーストラリアのシドニーを訪問しまし
た。シドニーには、昨年12月にオープンしたＭＩＣ
Ｅ施設があり、予約状況も極めて順調のようでありま
した。運営主体は、民間の５社が共同で運営しており
ました。そこで感じたのは、運営主体は国際的視野に
立って、国際的ネットワークを活用し、稼働率を高め
るための企画力、誘客力のある組織でないと４万平米
もある大型展示場を擁する施設の運営はただごとでは
ないということであります。しかも、我が沖縄県が計
画している大型ＭＩＣＥ施設は、設計・施工・運営を
一括して発注する方式のため、最初でその方向性が決
まってしまうことになります。それだけに慎重さが求
められます。
そこで、伺います。
ア、施設運営の成功の鍵は、運営会社の力量が左右
します。選考の考え方はどうか。
イ、最初の発注契約で設計・整備・運営を一体的に
任せてしまうＤＢＯ方式の信頼性はどうか。
(3)、今回の経済労働委員会の視察で、沖縄県出身
の浦崎政美さん――この方は沖縄県産業振興公社の
オーストラリア駐在員でもあります――その方にお会
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いをしました。ウチナーンチュであることに誇りを持
ち、沖縄とオーストラリアのかけ橋になりたい、ま
た、オリオンビールやかりゆしウエアなどをオースト
ラリアに広めたいなど並々ならぬ情熱を語っておりま
した。そういう人は、沖縄県議会としてもぜひ応援
し、後押ししたいと感じました。
そこで、沖縄からも多くの留学生が訪れているシド
ニーとの姉妹提携を想定しながら質問します。
現在提携している海外姉妹都市は何カ所か。また、
今後、海外との姉妹都市提携を強力に進めてはどう
か。特に、シドニーとの提携はどうか。
(4)、次に、オーストラリアは1000万人の人たちが
海外旅行をするそうです。そのうち、日本に旅行して
いる人数は、現在約３％の30万人程度。逆に言うと、
将来性は非常に大きいと言えるのではないでしょう
か。オーストラリア人が日本に感じる魅力は、スキー
や歴史的な古都の町並みを見ることだそうです。そこ
で、沖縄単独で誘客するよりも、例えば、スキーや温
泉を楽しんだ後マリンスポーツを楽しむなど、多様な
魅力を提供することがより誘客につなげられるのでは
ないかと思います。そういう意味で、沖縄と他の都道
府県との連携をするプランはどうかと思いますが、い
かがでしょうか。
(5)、沖縄観光の質を維持し魅力を提供するため、
その財源確保のために観光目的税の導入を検討すべき
ではないか。
４、子ども生活福祉部。
子供の貧困問題が極めて深刻な状況にあります。県
の調査により、全国平均の倍近い29.9％の子供たち
が相対的貧困状況にあることが明らかになっておりま
す。親の貧困が子供の貧困につながり、貧困が世代か
ら世代へと連鎖することによって貧困が継続され、格
差社会を生んでしまうと指摘されております。沖縄の
場合、県民所得の低さ、離婚率の高さ、ひとり親家庭
の増加等、貧困を生み出す社会環境が子供の貧困率を
押し上げる結果になっているようであります。今、政
治や行政の責任が厳しく問われております。
以下、質問します。
(1)、幼児教育の無償化の施策が本年度も拡充され
ます。拡充内容はどうか。
(2)、子供の貧困対策。
ア、数々の子供の貧困対策事業を実施しているが、
効果の検証はどうか。
イ、貧困対策支援員と家庭、学校、行政との連携、
情報の共有はどうか。
(3)、放課後児童クラブ支援について。

共働き世帯やひとり親家庭の増加に伴って、放課後
児童クラブの利用者もふえております。しかし、その
多くが民営の小規模施設であります。一方、利用料
は、全国平均よりはるかに高い。低い県民所得に全国
平均より高い利用料という矛盾、課題は速やかに改善
しなくてはなりません。
以下、質問します。
ア、支援事業開始の平成24年度以降、公的施設へ
の移行実績はどうか。
イ、全国平均並みの利用料にする見通しはどうか。
ウ、学童の待機児童の実態と対策はどうか。
(4)、待機児童対策について。
子供たちは誰しも平等に保育サービスを受ける権利
があります。しかし、沖縄の場合、公立認可園の不足
により、長年にわたり認可外施設に頼らざるを得ない
状況が続いてまいりました。県や市町村も施設整備や
認可化を促進することにより徐々に待機児童を減らし
てきましたが、まだ、目標達成までには至っておりま
せん。
以下、質問します。
ア、平成29年度までに待機児童ゼロを達成する計
画ですが、その見通しはどうか。
イ、待機児童ゼロにするために保育士の必要人数は
どうか。また、その対策はどうか。保育士の処遇改善
について、本年度はどうか。
ウ、非正規保育士の処遇改善策はどうか。
エ、本年度の認可外保育施設の認可化移行予定数は
どうか。
(5)、子育て世代包括支援センター設置の取り組み
はどうか。
(6)、軽度知的障害者支援について。
軽度の知的障害のある生徒が高等特別支援学校を卒
業した後、さまざまな課題を抱えたとき、気軽に相談
できる窓口が不足しているとの声があります。県や市
町村など行政の積極的なかかわりが必要とされており
ます。
以下、質問します。
ア、沖縄高等特別支援学校の卒業生への卒業後の就
労、生活支援など支援体制の強化が求められておりま
す。対応はどうか。
イ、軽度知的障害の企業、社会への認知度を向上さ
せる必要があります。取り組みはどうか。
ウ、特に、軽度の知的障害を持つ女性への支援が弱
いとの声がある。今後の対応はどうか。
５、保健医療部。
(1)、こども医療費助成事業。
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ア、市町村におけるこども医療費助成事業の現物給
付方式について、国は国保に対する補助金の減額調整
措置（ペナルティー）を2018年度から未就学児対象
分を廃止することにしました。その評価と制度見直し
による県内における減額想定額はどうか。
イ、未就学児分の減額調整措置が廃止されることで
現物給付方式導入が容易になります。導入の進捗状況
はどうか。
ウ、小中学生に対する現物給付方式導入のための減
額調整措置廃止の見通しはどうか。
(2)、管理栄養士養成の取り組みについてどうか。
(3)、慢性的な赤字体質が続く国保の財政基盤強化
を目指して、平成30年度から国保が県に移管されま
す。進捗状況はどうか。
(4)、厚労省は本年４月から介護サービス事業者に
支払う介護報酬を1.14％引き上げる方針を示しまし
た。介護職員の処遇改善の内容と対象事業者数はど
うか。
(5)、特定不妊治療助成事業。
ア、平成17年度より同事業を開始したが、助成人
数、助成件数はどうか。
イ、離島の利用者の場合、旅費、宿泊費等の支援策
はどうか。
６、教育委員会。
給付型奨学金について。
ア、平成29年度支給対象者は確定しているか。
イ、県外の難関大学のみならず、県内大学入学者へ
の制度拡充はどうか。
ウ、国の給付型奨学金制度が児童養護施設出身者を
先行して17年度からスタートします。県内での対象
者数はどうか。
エ、無利子奨学金の要件が緩和されました。内容と
周知方法はどうか。
オ、奨学金の所得連動型返還制度が2017年度に始
まります。対象者への周知方法はどうか。
(2)、ＩＴ教育の現状と課題はどうか。
(3)、高校・大学生の海外留学制度の現状と課題に
ついて。
ア、平成24年度から開始した人材育成海外留学事
業の成果はどうか。
イ、海外留学生の卒業後の動向はどうか。
ウ、同事業は長期的に継続すべきだと思いますがど
うか。
エ、グローバルリーダー育成短期留学事業の狙いと
効果はどうか。
(4)、高校生の就職率、定着率について伺います。

ア、職業意識の啓発の取り組みはどうか。
イ、定着率向上の取り組みはどうか。
(5)、小中学生の不登校の実態と対策について。
(6)、夜間中学の設置について、県の取り組みを伺
います。
(7)、学校耐震化率の現状と対策について。
現在の小・中・高の学校耐震化率はどうか。
７、障害者施策について。
障害者が社会参加を促すスポーツ施設の設置につい
ての検討はどうか。
(2)、障害者就労支援のためのＩＴサポートセンター
の設置はどうか。
８は取り下げます。９も取り下げます。
10、中城湾港新港地区整備について。
中城湾港でのクルーズ船の新年度受け入れ計画はど
うか。
クルーズ船受け入れのための航路しゅんせつ、岸壁
整備の取り組みはどうか。
(3)、東埠頭整備の進捗状況はどうか。
(4)、定期貨物船の就航拡充の取り組みはどうか。
大型船を誘導する水先人の確保、育成についてはど
うか。
11、取り下げます。離島振興について取り下げ
ます。
以上、よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　金城勉議員の代表質問にお答
えをいたします。
私のほうからは、大きな２番目の商工労働部関係に
ついてに関する御質問の中の、沖縄のＩＴ産業の競争
力と今後の対策についてお答えをいたします。
沖縄のＩＴ産業は、企業集積が着実に進み、生産額
が4000億円を突破するなど順調に伸びております。
一方で、情報通信技術の急激な進化による第４次産業
革命を迎え、世界規模での競争環境にさらされている
ことから、より一層競争力を強化していく必要があり
ます。そのため県では、成長戦略を構築する官民一体
となった沖縄ＩＴ産業戦略センターを設立し、ＩＴ活
用による新たなビジネスや産業の創出を図ることで、
沖縄の産業全体の国際競争力を高めてまいります。
次に、大きな３番目の観光振興政策についてに関
する御質問の中の、姉妹都市についてお答えをいた
します。
現在、沖縄県は、アメリカ合衆国ハワイ州、ブラジ
ル連邦共和国南マットグロッソ州、ボリビア多民族国
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サンタクルス州の３州と姉妹提携を結んでいるほか、
中華人民共和国福建省と友好県省を結んでおります。
沖縄県では、県系移民の状況や歴史的関係、長年にわ
たる交流の実績、双方の友好交流の機運の高まり等を
総合的に判断して姉妹提携を結んでいることから、さ
らなる姉妹提携についても、これらの状況を踏まえ、
検討してまいりたいと考えております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。

〔副知事　浦崎唯昭君登壇〕
○副知事（浦崎唯昭君）　商工労働部関連についての
御質問の中で、技能五輪アビリンピック全国大会沖縄
開催の取り組みについてお答えいたします。
平成30年度技能五輪全国大会・全国アビリンピッ
クの沖縄開催に向けて、平成28年５月に、県知事を
会長とし、各種団体で構成するおきなわ技能五輪・ア
ビリンピック2018推進協議会を設立し、大会実施計
画の策定を初め、選手の発掘・育成及び大会の周知広
報活動に取り組んでいるところです。平成29年度は、
事務局職員を増員するとともに、当初予算も大幅に増
額するなど推進体制をより強化し、大会の成功に向け
県民の理解と開催機運の醸成を図ってまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、最高裁判決に対する見解につい
てお答えいたします。
不作為の違法確認訴訟について、最高裁判所には、
法の番人として、少なくとも充実した審理を経た上
で判断をしていただけるものと期待しておりました。
最高裁判所は、福岡高等裁判所那覇支部とは異なり、
辺野古が唯一との認定を行うことはありませんでし
たが、あたかも前知事の埋立承認が全てであるかの
ような判断を示し、また、是正の指示についても、無
制限に地方自治体への関与を認め、国と地方を対等・
協力の関係とした地方自治法の視点が欠落した判断
を示し、結果として高裁判決を是認しました。この
ような判断を最高裁判所が行ったことは、大変残念
であります。
次に、埋立承認の撤回についてお答えいたします。
撤回は、承認以後に生じた事由に基づき、承認の効
力を失わせる処分であります。
県としましては、撤回については、法的な観点から
の検討を丁寧に行った上で対応する必要があると考え

ており、どのような事由が撤回の根拠となるか、慎重
に検討しているところであります。
次に、日米地位協定の見直しの取り組みについてお
答えいたします。
日米地位協定の見直しについて、県は、これまであ
らゆる機会を通じ、日米両政府に対し要請してきたと
ころであります。県としては、平成12年の要請から
15年が経過していることから、その後の課題や現状
を踏まえた要請内容となるよう、改めて整理を行い、
現在、それについて関係部局から意見を聴取している
ところであります。これらを踏まえ、今後とも軍転協
や渉外知事会とも連携し、あらゆる機会を通じ、日米
両政府に同協定の見直しを粘り強く求めていきたいと
考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中で、安慶田前副知事の採用試験等の介入
疑惑に対する見解についてお答えをいたします。
現在、前副知事は、教員採用試験に関する働きかけ
について一貫して否定し、教育庁人事については、関
係者からの推薦や要望を伝えていたと述べておりま
す。一方で、前教育長は、教員採用試験に関する働き
かけや教育長人事に関する指示はあったと主張してお
ります。また、この件に関しては、前副知事からの訴
訟が提起されているところであります。
県としては、県民の信頼確保のためには事実関係を
明らかにする必要があると考えており、事実関係を解
明するための調査及びいわゆる口ききの徹底した防止
策を講ずるため、外部識者による調査委員会の設置も
含め、検討してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　商工労働部関連に
ついての、海底鉱物資源開発におけるこれまでの県の
取り組みについてにお答えいたします。
県では、平成25・26年度に海洋資源調査・開発支
援拠点形成に向けた可能性調査を実施し、その結果を
踏まえ平成27年度には、海洋資源に関する周知広報
や企業・研究機関の誘致に向けた検討などの取り組み
を行ってまいりました。平成28年度においては、よ
り詳細な課題の抽出のための調査を実施するととも
に、海洋人材の育成、周知広報等を行っております。
次に、海底鉱物資源開発における商業化・事業化に
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向けた県のかかわりについてにお答えいたします。
県としましては、国が平成29年度に実施する採鉱・
揚鉱試験に協力するとともに、今後、国が計画する平
成30年代後半以降の商業化を見据え、国や関係機関
と連携しながら、海洋産業に関する人材育成や新産業
の創出、関連企業の誘致など、調査・開発支援拠点の
形成に向けた中長期的かつ戦略的な取り組みを行って
まいりたいと考えております。
続きまして、貨物ハブの取扱貨物量及び増加の取
り組みについてにお答えいたします。２の(2)のアと
２の(2)のイは関連しますので一括してお答えいたし
ます。
那覇空港の国際貨物取扱量は、平成20年度は約
1800トン、平成24年度は約13万9000トン、平成27
年度は約17万1500トンと伸長しており、約95倍に増
加しております。県では、生鮮品や精密部品事業者な
どを対象とした航空コンテナの提供や、沖縄大交易会
開催などによる全国特産品の輸出拠点化に加え、賃貸
工場整備等により、航空物流ネットワークを活用する
企業の集積等に取り組むことで、貨物量の増加を図っ
てまいりたいと考えております。
続きまして、航空機整備基地整備事業の進捗及び効
果についてにお答えします。２の(3)アと２の(3)イは
関連しますので一括してお答えします。
進捗については、現在、建設予定地の造成工事が進
んでおり、施設の完成は平成30年10月を予定してお
ります。また、本事業の効果としましては、航空機関
連産業は裾野が広い産業であることから、金属精密加
工・金型関連の製造業や情報通信関連産業への波及効
果が期待でき、さらに技術系人材の育成にも寄与でき
るものと考えております。具体的には、航空機整備を
中心とした関連産業の集積により、事業開始から10
年後には290億円の経済効果、1970人の雇用創出効
果を見込んでおります。
続きまして、賃貸工場６棟の入居見通しと雇用効果
についてにお答えいたします。
賃貸工場については、立地企業の初期投資の軽減や
早期操業が図られることから、引き合いが多い状況で
あります。近年の賃貸工場への新規入居企業数は、
26年度５社、27年度に14社と順調に推移しており、
折衝中の企業も複数あることから、今回整備する賃貸
工場６棟への入居見込みも十分にあるものと考えてお
ります。また、今回整備する賃貸工場６棟の全体雇用
者数は、これまでの入居企業の状況から110名程度を
予想しております。
次に、ＥＶの産業化の取り組みについてにお答えい

たします。
ＥＶの開発・製作に当たっては、沖縄県が整備し
た素形材産業振興施設を拠点に、工業技術センター
や周辺企業が連携して取り組んでおります。また、
沖縄県では、モーターやコントローラーの開発など
ＥＶ関連技術を強化する戦略的基盤技術導入促進事
業を実施し、県産ＥＶの産業化を推進しているとこ
ろであります。
続きまして、浦添職業能力開発校における自動車整
備科及びエクステリア科の継続についてにお答えいた
します。
浦添職業能力開発校の自動車整備科につきまして
は、業界団体等からの要望等もあることから、現在、
定員の見直しに向けて業界団体と意見交換を行ってい
るところです。また、同校のエクステリア科につきま
しても、業界から同科の存続を求める要望があること
から、意見交換を行ってまいりたいと考えております。
続きまして、泡盛の出荷低迷への支援策についてに
お答えします。
泡盛製造業については、出荷数量が減少し業界の経
営環境が厳しくなる中、需要減少への対策は大変重要
であると認識しております。沖縄県では、このような
厳しい状況を踏まえ、個別酒造所が取り組むマーケ
ティング調査や泡盛業界が県内外で行うプロモーショ
ン活動、泡盛カクテルのレシピ開発などを支援してお
ります。
以上です。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　観光振興政
策についての御質問の中の、沖縄のキャパシティーと
観光の質と量についてお答えいたします。
県が沖縄県観光審議会に諮問した入域観光客数
1200万人の受け入れにおいては、空港・港湾の機能
強化や公共交通の機能拡充、宿泊施設の充実等を図る
必要があることから、沖縄観光推進ロードマップに基
づき、国等の関係機関と連携して取り組むこととして
おります。一方で、観光の質を向上させることも重要
であることから、リゾートウエディング、リゾートダ
イビングなどの付加価値の高い観光を推進するほか、
国内外の富裕層の誘客に対応する国際的なブランド力
を持ったホテルの誘致に取り組むとともに、質の高い
サービスを提供する人材の育成を図ってまいります。
次に、大型ＭＩＣＥ施設に係る運営会社の選考とＤ
ＢＯ方式についてお答えいたします。３の(2)アと３
の(2)イは関連しますので一括してお答えします。
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大型ＭＩＣＥ施設は、大規模な企業の報奨旅行やコ
ンサート、展示会などに対応する多機能型の施設とし
て整備することとしております。その整備手法につい
ては、設計・建設・運営を一体的に進めるＤＢＯ方式
とし、誘致、運営に関する専門的知見を有する運営会
社が設計段階からかかわることによる効率性や競争力
にすぐれた施設の整備、設計から運営までの一括契約
による工期短縮及び民間ノウハウを生かしたコスト縮
減を図ることとしております。ＤＢＯ方式は、国にお
いても、平成28年６月に閣議決定した日本再興戦略
2016で、ＭＩＣＥ施設等の整備手法として取り組み
の強化が示されており、全国的にも事例が増加してお
ります。また、大型ＭＩＣＥ施設については、運営会
社の高度な運営ノウハウの活用が重要であることか
ら、その選考においては、施設の運営方針やＭＩＣＥ
誘致に関する方針・計画、過去のＭＩＣＥの誘致実績
等を重点的に評価することとしております。
次に、海外誘客の他都道府県との連携についてお答
えいたします。
県では、東アジア地域や東南アジア地域とともに、
欧米などの長期滞在が期待できる地域からの観光客の
誘致に主体的に取り組むほか、適宜、他の都道府県と
の連携を図ることとしております。具体的には、来年
度、日本を代表する観光地である東京都や欧米等の観
光客が多く訪れる広島県と連携し、それぞれの地域と
沖縄を組み合わせた旅行をイメージさせるパンフレッ
トの作成及び旅行博での配布や航空会社とのタイアッ
プによる機内誌広告、インターネットを活用したウエ
ブ広告等を実施することとしております。
次に、観光目的税の導入についてお答えいたします。
県においては、平成22年度から25年度にかけて、
観光にかかわる法定外目的税として、入域税、レンタ
カー税、宿泊税について、租税法や観光などに関する
専門家に加え、関係業界の意見を聴取し、庁内関係部
局で検討を行いました。その結果、税目としては宿泊
税が適当であるが、導入については、観光産業に与え
る影響を十分に考慮して判断する必要があるとの検討
結果をまとめております。今後、観光目的税について
は、その検討結果を踏まえつつ、沖縄観光のさらなる
振興の観点から、適宜、検討していきたいと考えてお
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　子ども生活福祉部について
の御質問の中で、幼児教育の無償化の拡充内容につい

てお答えいたします。
幼児教育の無償化は、国において段階的に実施され
ております。平成29年度については、市町村民税非
課税世帯の第２子の保育料を無償化、年収360万円未
満相当の世帯及びひとり親世帯の保育料の軽減を行
い、対象世帯を拡充していく予定であります。
県教育委員会では、幼児教育の無償化について、
全国都道府県教育長協議会等を通して国に要請して
いるところであり、今後とも国の動向を注視してま
いります。
次に、教育委員会についての御質問で、給付型奨学
金の支給対象者についてお答えいたします。
今年度の沖縄県県外進学大学生奨学金につきまして
は、昨年10月末に内定者25人及び次点となる給付候
補者を決定しております。平成29年１月末現在、内
定者のうち合格者４名に対し本奨学金の給付を決定し
たところであります。今後、大学の入試が本格的に始
まり、合格報告を受け、３月末までに25名の給付決
定を行っていく予定であります。
次に、県内大学入学者への制度拡充についてお答え
いたします。
来年度から、国においても、経済的な事情で大学等
への進学が困難な若者を支援していくため、県内大学
進学者も対象とする給付型奨学金が開始されることと
なっております。県の制度の県内大学進学者への拡充
については、国の制度による県内大学進学者への支援
状況等を注視しながら検討してまいりたいと考えてお
ります。
次に、国の制度の県内での対象者数についての御質
問にお答えいたします。
国の給付型奨学金は、住民税非課税世帯の生徒等を
対象としていく制度であり、本格実施となる平成30
年度進学者への支援規模は全国で約２万人と想定され
ています。本県においては、県立高等学校等の１学年
当たり約5000人がこの住民税非課税世帯の生徒であ
りますが、その中から大学等への進学希望者であり、
今後定められる学力・資質基準を満たす生徒等が国の
給付型奨学金の対象となります。
次に、無利子奨学金制度の要件緩和及び所得連動
返還型制度の周知についてお答えいたします。６の
(1)エと６の(1)オは関連しますので一括してお答えし
ます。
日本学生支援機構が実施する無利子奨学金は、低所
得世帯の生徒に係る成績基準を実質撤廃するなど、必
要とする全ての生徒が受給できるよう変更され、ま
た、所得連動返還型奨学金については、年収に応じた
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返済額を認めていくものとなります。これらの新たな
制度の周知については、国及び日本学生支援機構から
平成29年１月に各都道府県及び各高等学校に対し、
周知文書が送付されているところであります。
県教育委員会においても、各高等学校奨学金担当者
への説明会を開催するなど、新制度の周知に努めてま
いります。
次に、ＩＴ教育の現状と課題についての御質問にお
答えいたします。
本県における教育用コンピューター１台当たりの児
童生徒数は5.3人と、全国平均6.2人を上回っており、
ＩＣＴを活用して指導できる教員の割合は84.7％、
全国５位となるなど、着実に環境整備が図られており
ます。課題としましては、今後の教育ニーズを踏まえ
たＩＣＴ教育環境の充実であります。次期学習指導要
領においては、プログラミング教育の必修化が見込ま
れ、その対応には、パソコンなどの整備拡充とともに
教員の指導力向上等が必要となってまいります。
県教育委員会では、機器の整備促進とともに、ＩＴ
教育センター等による研修の充実を図り、ＩＣＴ教育
の推進に取り組んでまいります。
次に、高校生・大学生の海外留学等についての御質
問にお答えいたします。６の(3)アから(3)のエまでは
関連しますので、恐縮ですが一括して答弁をさせてい
ただきます。
県教育委員会では、国際性と個性を涵養する人材育
成を図るため、積極的に海外留学事業等を行っており
ます。本年度は、国際性に富む人材育成留学事業にお
いて、高校生75名を22カ国、大学生等19名を７カ国
へ派遣しております。これまでの長期留学終了者につ
いては、県外難関大学や海外の大学へ進学している
者、さらに大使館職員や医師、ジャーナリスト、公務
員等として県内外の各界でも活躍しております。ま
た、グローバル・リーダー育成海外短期研修事業は、
グローバルな視点を持った世界で主体的に活躍できる
リーダーを育成する基礎づくりを目的に実施してお
り、参加者の中には、北京語言大学などの海外大学、
九州大学などの県外国公立大学等へ進学した生徒もお
ります。
今後とも、国際社会に対応したグローバル教育の推
進に努めてまいります。
次に、高校生の職業意識の啓発等についての御質問
にお答えいたします。６の(4)アと６の(4)イは関連し
ますので、恐縮ですが一括してお答えをいたします。
平成29年３月卒業予定者の就職内定率は、厚生労
働省の調査によりますと、平成28年11月末現在で

59.7％となっております。前年同期比で5.9ポイント
上昇し、過去最高となっております。職業意識の啓発
の取り組みとしましては、キャリア教育の推進や就職
希望者への宿泊学習等を実施しており、就職内定率の
向上は求人数の増加やこれらの取り組みの成果があら
われてきたものと考えております。定着率につきまし
ては、就職内定者を対象とした宿泊研修や就職した卒
業生の就業先に教職員を訪問させる定着指導等の取り
組みを行っております。
今後とも、高校生の就職内定率及び定着率の向上に
向けて取り組んでまいります。
次に、小中学生の不登校の実態と対策についての御
質問にお答えいたします。
平成27年度、文部科学省の調査によりますと、本
県の不登校児童生徒数については小学校564人、中学
校1658人となっております。不登校の主な要因とし
て、小学校においては、漠然と身体の不調や不安を訴
えたり、無気力で何となく登校しない等のケースと
なっております。中学校においては、遊び・非行等の
ケースとなっております。
県教育委員会では、不登校の対策として、スクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、小中ア
シスト相談員の活用などの施策を展開しております。
さらに、不登校対策リーフレット等を活用し、学校に
おける生徒指導体制の充実を図るとともに、家庭、地
域、関係機関と連携した支援体制の充実に努めてまい
ります。
次に、夜間中学設置についての御質問にお答えいた
します。
国においては、平成28年12月７日に、義務教育の
段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に
関する法律を成立させ、いわゆる夜間中学について、
その設置を促進するとしております。
県教育委員会としましては、設置主体となる市町村
教育委員会と連携をしながら、調査研究をしてまいり
たいと考えております。
次に、公立学校施設の耐震化率についての御質問に
お答えいたします。
文部科学省の調査によると、平成28年４月１日現
在、本県の耐震化率は小中学校が87.5％、高等学校
が97.5％、特別支援学校が100％となっております。
県教育委員会では、改築事業の前倒しや耐震補強事
業の促進など、早期の耐震化を強く働きかけており、
今後とも市町村と連携し、耐震化に取り組んでまい
ります。
以上でございます。
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○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子ども生活福
祉部についての御質問の中の、子供の貧困対策事業の
効果の検証についてお答えします。
沖縄県では、平成28年３月に策定した沖縄県子ど
もの貧困対策計画に基づき、重点施策事業を実施して
いるところです。計画の着実かつ効果的な推進を図る
ため、庁内の子どもの貧困対策推進会議及び有識者会
議において、計画に掲げた指標の進捗などについて点
検・評価を行うこととしております。
次に、支援員と学校等との連携についてお答えし
ます。
子供の貧困対策を推進するに当たっては、子どもの
貧困対策支援員、学校関係者、市町村の福祉部門の職
員、地域の関係者などで協議する場を設け、子供やそ
の保護者の情報を共有しながら、その状況に応じて支
援する必要があります。
このため、県としては、市町村における学校と福祉
部門の連携を図るための協議を促進するとともに、圏
域ごとに支援アドバイザーを配置し、支援員及び居場
所のサポートを行い、支援のあり方について情報共
有・助言することとしております。
次に、放課後児童クラブ支援事業の実績についてお
答えします。
県におきましては、放課後児童クラブの環境改善
と利用料の低減のため、平成24年度から沖縄振興特
別推進交付金を活用し、公的施設への移行を支援し
ているところです。当該事業により、平成28年度ま
でに14カ所の設置を見込んでおり、平成29年度は委
託設計を含む20カ所の事業実施を予定しているとこ
ろです。
県としましては、市町村と連携し、公的施設を活用
した放課後児童クラブのさらなる設置促進に努めてま
いります。
次に、放課後児童クラブの利用料についてお答えし
ます。
県内の放課後児童クラブの月額平均利用料は、平成
24年度の１万711円から、平成28年度は9511円に低
減しているところです。全国との比較については、保
育料の月額平均8000円以上の割合が、全国は27％に
対し沖縄県は61％と、依然として割高な状況となっ
ています。
県としましては、引き続き市町村と連携し、放課
後児童クラブの公的施設活用促進や送迎費等の助成
を通じた負担軽減を図り、利用料の低減に努めてま

いります。
次に、放課後児童クラブへ登録できない児童の実態
と対策についてお答えします。
平成28年５月１日現在の放課後児童クラブに登録
できなかった児童は661人となっており、前年度と比
較し209人増加しております。クラブ数及び登録児童
数はともに増加しているものの、利用対象が原則10
歳未満の小学生から小学生全体に広がったこと、クラ
ブの整備促進により潜在的ニーズの掘り起こしにつな
がったことなどから、登録できない児童数は増加傾向
にあります。
県においては、黄金っ子応援プランに基づき、平成
31年度末までに478カ所の放課後児童クラブを整備
することとしており、市町村に対してクラブの新規設
置のための施設改修や運営費等を支援することによ
り、登録できない児童の解消に向けて引き続き取り組
んでまいります。
次に、待機児童解消への見通しについてお答えし
ます。
県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき、
平成28年度から29年度までの２カ年間で約１万4000
人の保育の量を拡大し、待機児童を解消することとし
ており、今年度は約6200人の定員増を見込んでいる
ところであります。平成29年度当初予算においては、
約4200人の定員増を見込んでおり、今年度事業の繰
り越しによる約2600人の定員増等もあわせて、平成
29年度末までの待機児童の解消に向け取り組んでま
いります。
次に、待機児童解消に必要な保育士数及び処遇改善
についてお答えします。
待機児童解消に必要な保育士数は約8900人と見込
んでおり、平成29年度末までに残り約1500人の確保
が必要となっております。保育士の処遇改善について
は、子ども・子育て支援新制度において、職員の勤続
年数に応じた給与の改善が図られているほか、人事院
勧告に伴う公定価格の改定により、これまで約７％引
き上げられております。
県におきましては、確実に賃金改善に充てることが
要件となっている約３％の処遇改善等加算について、
賃金改善計画及び実績報告により適切に保育士の賃金
に充当されていることを確認し、保育士の処遇改善に
つなげてまいりたいと考えております。
次に、非正規雇用保育士の処遇改善策についてお答
えします。
県においては、保育士正規雇用化促進事業により、
非正規雇用保育士の正規雇用化を支援しております。
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今年度は118施設の285人の正規雇用化により、補助
対象施設における正規雇用率は78.2％となり、前年
度と比べて24.6ポイント改善しており、保育士１人
当たりの年収は平均で約46万円増加しております。
次に、認可外保育施設の認可化移行についてお答え
します。
県では、認可外保育施設の認可化移行支援として、
沖縄振興特別推進交付金を活用した運営費及び施設改
修費の支援をしております。本年度は43の認可外保
育施設に対して運営費等を支援しており、そのうち平
成29年４月１日までに26施設、定員2011名の認可化
を見込んでおります。
次に、沖縄高等特別支援学校の卒業生への支援の取
り組みについてお答えします。
沖縄高等特別援学校の卒業生については、一部にお
いて、一般企業に就職した後、周囲の適切な支援や理
解不足などから、離職し、引きこもってしまう等の事
例があるものと聞いております。沖縄高等特別支援学
校では、卒業後おおむね３年間の継続支援を実施して
おり、その取り組みとあわせて、在学中から障害福祉
サービスの周知を図るとともに、就労した卒業生に対
する就業・生活支援センターなど関係機関と連携した
支援に努めてまいりたいと考えております。
次に、軽度知的障害者の認知度向上の取り組みにつ
いてお答えします。
県では、障害者の福祉について広く県民の理解と関
心を深めるため、毎年12月の障害者週間において心
の輪を広げる体験作文及びポスターの表彰やイベント
等を実施しております。また、企業に対しては、軽度
知的障害者を含む障害者全体の雇用促進のため、障害
者雇用促進情報誌まじゅんワークを発行し、普及啓発
に取り組んでいるところであります。
今後は、軽度知的障害者の認知度の向上を図るた
め、これらの施策を活用しつつ、より効果的な取り組
みについても引き続き検討してまいりたいと考えてお
ります。
次に、女性の軽度知的障害者に対する支援について
お答えします。
女性の障害者については、一部において教育、就
労、結婚など社会生活に関して男性に比べて制約が大
きく、生きがたさはより深刻となる傾向もあると聞い
ております。
県では、相談支援専門員等に対し、困難事案への対
応力向上研修を実施し、支援者の知識・技能の向上に
取り組んでいるところであります。今後は、県障害者
自立支援協議会において、女性障害者の支援を含めた

支援体制整備について検討を行うとともに、関係機関
と連携して対応してまいりたいと考えております。
続きまして、保健医療部についての御質問の中の、
介護職員の処遇改善等についてお答えします。
介護職員の処遇改善については、介護報酬の中で
処遇改善加算の措置がとられており、平成29年度の
介護報酬改定においては、現行より月額１万円相当
の処遇改善加算の拡充が予定されております。また、
県内では約1700事業所が当該加算の対象となってお
ります。
県としましては、この加算を活用し介護職員の処遇
改善に取り組むよう事業者に対して引き続き指導して
まいります。
次に、障害者施策についての御質問の中の、障害者
用スポーツ施設についてお答えします。
県としましては、平成29年度当初予算案に障害者
スポーツを含めた社会参加支援施設等に関する調査研
究費を計上しております。今後、障害者や関係団体等
の意見を踏まえながら、障害者が地域社会の中で生き
生きと暮らせるよう、社会参加促進のための環境整備
について検討してまいりたいと考えております。
次に、障害者ＩＴサポートセンター設置の検討状況
についてお答えします。
障害者ＩＴサポートセンターについては、障害者が
ＩＴを活用し就労に取り組む際の課題等を整理するた
め、県内の関係団体と意見交換を行っているところで
あります。
県としましては、今後、先進県の実施状況や運営方
法など、引き続き調査・研究を行い、障害者のＩＴを
活用した就労支援の事業化に向けて検討してまいりた
いと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　子ども生活福祉部に
ついての御質問の中の、子育て世代包括支援センター
設置の取り組み状況についてお答えします。
安心して出産、子育てができる環境をつくるために
は、市町村において子育て世代包括支援センターを設
置し、切れ目のない支援を行うことが必要であると考
えております。そのため、県は、那覇市、沖縄市、う
るま市の３市をモデルに、担当課や母子保健、子育て
支援の専門家などで構成する検討会を開催し、先進地
視察や研修会などを行っているところであります。
県としましては、平成30年度までにこれらの３市
で子育て世代包括支援センターが設置できるよう支援
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していくほか、他の市町村においても平成32年度末
までに設置できるよう、必要な研修会や助言を行って
いきたいと考えております。
次に、保健医療についての御質問の中の、減額調整
措置の廃止に対する評価についてお答えします。
国保の減額調整措置の廃止につきましては、従前か
ら全国知事会等を通して要望していたものであり、部
分的とはいえ、それが廃止されることにつきまして
は、一定の評価を行っているところであります。
なお、制度見直しによる減額想定額につきまして
は、平成27年実績において当該措置を受けている市
町村はございません。
次に、現物給付を導入することについてお答えし
ます。
県は、こども医療費助成制度における現物給付方式
を平成30年度に導入できるよう関係機関と調整を進
めているところであります。なお、当該制度につきま
しては、政策目的の変化に伴い、貧困対策の要素を加
味した制度に見直すことについても検討する必要があ
ると考えております。
次に、小中学生に係る減額調整措置廃止の見通しに
ついてお答えします。
今回の減額調整措置の廃止につきましては、未就学
児までを対象とするもので十分ではないと考えており
ます。
県としましては、全国知事会を通して全面的な廃止
を求めていきたいと考えております。
次に、管理栄養士養成の取り組みについてお答えし
ます。
県内では、琉球大学教育学部に栄養士養成課程が設
置されておりますが、管理栄養士養成課程を設置して
いる大学はございません。このため、健康長寿おきな
わの復活に向け、食と栄養分野に係る人材育成や研究
の拠点を構築することが必要であると考えております。
県としましては、今後、管理栄養士養成課程の設置
を行う大学の公募を行い、その費用の一部を補助する
ことで、同施設の設置に向けた取り組みを進めていき
たいと考えております。
次に、国保の制度移行の進捗状況についてお答えし
ます。
当該制度は、平成30年度から新制度に移行し、県
と市町村が国保の共同保険者となることとなっており
ます。それに伴い、県は、納付金や標準保険料率等の
国保財政の運営方法や市町村事務の効率化等を内容と
する国保運営方針を定めることとなっており、平成
28年５月から、県、市町村、国保連合会で組織する

沖縄県国民健康保険広域化等連携会議及び同作業部会
において、鋭意、協議を行っているところでありま
す。また、国保運営方針を審議するため、国保運営協
議会準備会合を設置し、平成29年３月から議論を開
始することとしており、準備事務は順調に進んでいる
と考えております。
次に、特定不妊治療費助成事業の助成人数及び成功
件数についてお答えします。
沖縄県では、平成17年度より特定不妊治療費助成
事業を実施しており、これまでの申請延べ件数は１万
687件となっております。また、これまでの成功件数
は、平成26年度の日本産科婦人科学会の特定不妊治
療の報告による出生率12％を用いて計算しますと、
1282人と推計されます。
次に、離島の利用者に対する支援策についてお答え
します。
県では、特定不妊治療費助成事業の利用者など、離
島の患者の島外への通院に係る経済的負担の軽減を図
ることを目的として、平成29年度当初予算案に離島
患者等支援事業費を計上しております。同事業では、
離島の患者が島外の医療機関に通院する場合の交通費
及び宿泊費に助成を行う離島市町村に対し、県がその
費用の一部を補助することとしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　中城湾港新港地区整
備についての御質問の中の、平成29年のクルーズ船
受け入れ計画についての御質問にお答えいたします。
中城湾港新港地区においては、５年ぶりのクルーズ
船寄港となった平成28年は８回の寄港実績があり、
平成29年は、現在２回寄港予定となっております。
また、当該地区には、４万トンを超える大型クルーズ
船寄港の打診もあることから、関係機関と調整し、船
舶の航行安全性確保の検討を行っているところであり
ます。
同じくクルーズ船受け入れのための整備についての
御質問にお答えいたします。
中城湾港新港地区では、現在、国において東埠頭泊
地のしゅんせつが進められており、今年度内に完了す
る予定とのことであります。
県では、クルーズ船の大型化に対応するため、引き
続き国と連携して港湾施設の整備に取り組んでいきた
いと考えております。
同じく東埠頭の整備及び航路拡充についての御質問
にお答えいたします。10の(3)と10の(4)は関連しま
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すので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
中城湾港新港地区の東埠頭では、マイナス7.5メー
トル岸壁780メートルを平成28年７月に供用開始し
ております。また、マイナス11メートル岸壁190メー
トルについては、平成28年12月に暫定供用を開始し
ており、現在、国において整備中の泊地と合わせ、平
成29年度の早い時期に本格供用する予定であります。
さらに、県では、東埠頭において２棟目となる上屋
及びモータープールの整備を進めており、工事の完了
後、京阪航路の定期化に向けた実証実験を実施する予
定であります。
同じく水先人の確保、育成についての御質問にお答
えいたします。
県内では、水先法に基づく水先人が必要な港湾は那
覇港のみとなっており、４人の水先人では十分な対応
ができない状況にあるとのことであります。水先人の
確保は、全国的にも課題となっており、国においては
水先人の養成及び確保のための総合的な支援を行って
いるところとのことであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　金城　勉君。

〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　では、再質問をさせていただきます。
きょう、琉球新報の文化欄の記事、知事、これごら
んになりましたか。（資料を掲示）　知事宛ての公開文
書です。平和運動センターの山城議長の写真が添付さ
れておりまして、私はこの記事を読んで、非常にある
意味ではショックを受けております。
山城議長は前にも１度ここで触れたことがあります
けれども、幼稚園、それから小学校、中学校、高校
と、私より１期後輩であります。思想信条、立場は全
然違いますけれども、そういう身近なこともあって親
近感を覚えております。彼がこのわずかな有刺鉄線を
切った、あるいはまた防衛局の職員を少しどついた。
そうしたことで器物損壊、あるいはまた公務執行妨害
ということで勾留されて４カ月以上がたっておりま
す。この議会においても私が聞き逃したのか、与党議
員の７名の代表質問がありましたけれども、この不当
勾留について質問をした人がいませんでした――です
ね。（「嗣幸さんがやったよ」と呼ぶ者あり）　嗣幸さ
んがやりましたか。そうですか、私が聞き逃したんで
すね。
その不当勾留ということがこれに書いてありますけ
れども、知事、この中に、やはり知事に対してそのこ
とを言っているんですね。知事がなかなか腰を上げな
いことに対して、この人は、オール沖縄はその根底が

色あせ、つい２年少し前と比べて輝きを無残に失って
いると。私の敬愛してやまないリーダーが恐るべき弾
圧にさらされているにもかかわらず、なぜ県政は、県
議会は、そして沖縄県知事であるあなたはこの暴力に
対して拱手傍観されているのでしょうか。オール沖縄
の理念を体現し、闘いの最前線に立ち続けてきた人に
対する弾圧を基本的人権の問題でもあると。翁長さ
ん、今こそあなたが安倍政権の国家と山城博治さんの
救出に立ち上がるべきではないかというふうに、非常
に悲痛な訴えをしているんです。私も立場は違うけれ
ども、そういう有刺鉄線を切った、あるいはまたその
防衛局の職員に対する何かがあった、公務執行妨害で
あったということで、４カ月以上も勾留されることに
ついては非常に違和感を持っております。そういう中
で、やはりこのオール沖縄の本当にシンボル的なリー
ダーであるこの山城議長がこういう形になっている
と。そしてオール沖縄がそのことに対してなかなか具
体的なそういう対策が見えない。それについて、特に
象徴的な知事の対応が痛烈に批判されております。
そういう意味で、このことについて私の最初の質問
とかかわる意味で再質問をするんですけれども、最高
裁の判決が出た、そして承認撤回をいつするんだとい
うふうに内外から非常に強く叫ばれている。それに対
して先ほどの私の質問も公室長が答弁して、知事は答
弁に立たない。そういう状況がずっと続いていて、そ
のことに対するいら立ちがこの記事になっていると私
は受けとめております。
ですから、そういう意味では、やはりこのいわゆる
立場は違えども、県民に対する思いというものを知事
はどう表現するのかということが問われているのでは
ないかというふうに思います。ですから、このことに
ついては、知事みずからその考え方について述べてい
ただきたい。そしてまた最高裁が判決を出した。そし
て、その後撤回をするのか否かということについても
問われているけれども、具体的な話が出てこない、検
討中ということで逃げている。そういうことで、どう
するのかについても具体的にお示しをいただきたい。
やはり、私は今これまでオール沖縄という形でさま
ざまな運動を知事は進めてきたけれども、その中身が
この記事にもあるように、もう色あせてしまった。そ
して、選挙の面においても内部分裂をするようになっ
てきた。そういう状況の中で、果たして効果のある対
政府交渉ができるのか。そして具体的にこの普天間問
題、辺野古問題というものをオール沖縄の枠組みで解
決することができるのか、見通しがあるのか。そうい
うことについて厳しく問われていると思います。です
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から、そういう意味では、私も公明党の立場でありな
がらいろいろと課題も感じますけれども、しかし、現
実はやはり自公連立政権の中で、そして具体的に一歩
一歩前に進めるためには、やはり自公との連携という
ものを知事はこれは避けて通れないのではないかと。
いわゆる自民党県連に対しても、我々公明党県本に対
しても協力を求めて、むしろ一緒になって政府と交渉
に当たっていこうというその考え方のチェンジをすべ
きではないかというふうに思います。我々も党内でも
いろいろそういう辺野古問題に対する議論をずっと続
けておりますけれども、ここ最近特にそうしたオール
沖縄に沈み込んでいく知事の姿を見ていると、やはり
具体的な効果は期待できないなという思いがしており
ます。そういうことでお願いをしたいと思います。
それから地位協定については、先ほど公室長の答弁
もありましたけれども、やはり平成12年の稲嶺体制
のときの改定案について、もっともっと踏み込んだ形
で具体的に事例ごとに他の海外諸国の駐留米軍の地位
協定と比べて、そして何がどう違うんだと。だから具
体的に日本においてはこういう改定をすべきであると
いうふうな踏み込んだ形の改定の交渉、また改定案の
提示というものが改めて必要ではないかというふうに
考えておりますけれども、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　金城勉議員の再質問にお答え
をいたします。
今の新聞記事は私も朝読ませていただきまして、金
城議員の思いは私も共有するところではあります。そ
ういう中で、さあ県としてどうするのか、知事として
どうするのかというものは今日までいろいろございま
した。
まずもって私が当選してから半年間は中央閣僚に
会っていただけませんでした。残念ながらその仲介も
なかなか簡単ではなく、そういう県民の民意というそ
のものが、いわゆるある意味では悪であるかのような
そういったような形で接触ができないというようなこ
とは、大変ある意味では、どこの都道府県に政府と考
え方が違うから会ってくれないなどということがある
んだろうかと。私はそのこと自体を多くの県民や国民
に見ていただきたいということをずっと半年ぐらい申
し上げておりました。その中で、もう一昨年になるん
ですか、４月５日に菅官房長官とお会いできたのを皮
切りに集中協議とかいろんな形でお会いするような形
になりました。私は、もともと先ほどから申し上げて

いるとおり、普天間の県外、あるいはオスプレイの配
備撤回、あるいは辺野古基地はつくらせないという、
これが公約であるものですから、その公約をベースに
してやっている中で、一番最初の取り消し、あれは第
三者委員会の客観的な中立的な判断を仰ごうというこ
とで、第三者委員会をやりました。そうしましたら、
多くの県民からいつやるんだと、中谷防衛大臣は夏に
は埋めると言っているよと。早く取り消せという話で
ありましたが、しっかり時間をとって第三者委員会で
やっている間にも私は県民から――県民といったら恐
らくオール沖縄のほうが多いんでしょうけれども、お
叱りを受けながらも、ずっとこの取り消しというのを
やらないで待っておりました。そして集中協議をやり
まして、集中協議を終わったときに菅官房長官に工事
は着手するんですかと申し上げましたら、すぐ着手す
るという話をされたので、私からすると、私もしっか
りと対応させてもらいますということで、一昨年の
10月13日に取り消しをさせていただきました。そう
いう中から法廷闘争などもあり、和解勧告もあり、そ
して去年12月の最高裁判決もあります。
そういう中で、オール沖縄という中と、それから
行政、知事の立場としての、どこまでこの住民運動
といいますか、それとかかわるかという問題は、大変
今おっしゃるように、この革新に埋没しているとかと
いう話がありますけれども、むしろ埋没していないか
らこういう批判が来るわけで、その辺のところをよく
よく知事としてもしっかりとやる。私たちは共有する
ところは――今基地問題はしっかりと共有しておりま
すが、包容力を持って沖縄県の将来に向けてどうする
かというところでやっております。ですから、自民党
県連さんも東京要請行動は御一緒でありましたけれど
も、その後、残念ながら辺野古唯一ということについ
ての仲介というのはなかなかございませんでした。公
明党県本部のほうは、もうしっかりとした態度でこの
件については対応されておりましたので、私からする
と、直接連携することはできませんでしたけれども、
公明党県本部の見識に対しては、大変敬意を今もって
表しているわけでありまして、そういう中でのこれか
らのことをどうするかということになってまいります。
ですから、私が今撤回をどうするのかというような
ものは、ちょうど取り消しと一緒でありまして、私な
りに私の判断を持ちながら、しっかりと先ほど来の答
弁にありますように、慎重に見きわめながらやってい
く。今金城議員がおっしゃるように、自公と相提携す
るのはどうかというようなこともございます。その中
で、いわゆる柔軟性が、辺野古唯一ではないという、
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まず結論はともかくとしても、そういうぐらいの接触
ができればいいんですが、そういうようなことはござ
いませんので、そういう意味からすると、その接触の
仕方を含め、いろいろ工夫を私もしているところであ
ります。その中で一番は、二階幹事長がそういう意味
ではいろいろ話を聞かせてもらいたいというようなこ
とで何回か沖縄にも来られて、私も行きました。そう
いうような中でのいろんな交渉もありますが、私自身
は公約をベースにしてしか話ができませんので、こう
いったようなこと等はしっかり守って初めてこの知事
選に当選した意義があるわけで、しかしながら、話し
合いそのものは全く拒否するつもりはございません
で、集中協議においても私だけがしゃべったのであっ
て、官房長官も総理もほとんどお答えにならなかっ
た。そういったような協議というのはいかがなものか
とも思いますが、いかんせん私が幾ら申し上げてもそ
ういうようなことには通じてまいりません。ですか
ら、今概略を申し上げましたけれども、そういったこ
とを踏まえて、もし自民党県連さん、公明党県本部さ
んが間に立っていただけるんであれば、私からすると
そういったいろんな議論というものは大変ありがたい
とも思ってはおります。
そういう中で、今こういう御質問がありましたの
で、深く説明することはできませんが、私としては精
いっぱい今までの経緯と今の現状というものを答弁さ
せていただいておりますので、御理解のほどよろしく
お願いいたします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　金城勉議員の再質問
にお答えします。
地位協定の見直しに関する対応のことだと思います。
先ほども答弁させていただきましたけれども、平成
12年の要請から15年が経過していたということがご
ざいまして、昨年になりますけれども、その12年以
降の課題ですとか現状を踏まえた要請内容となるよう
に見直しを行って、今関係部局に意見を聞いていると
ころでございます。平成12年の要請といいますのは、
相当市町村ですとか関係機関等いろいろ意見も聞きな
がら、その当時しっかり対応していただいたと思って
おります。ただ、やはりもう15年もたっているとい
うことでさまざまな点で、その間いろんなこと、例え
ば平成16年に沖国大にヘリが墜落したとか、その際
に例えば規制線の問題とかいろいろ出ました。あとい
ろんな事件・事故等がありますけれども、特に17条

関係がさまざまな意見が出ておりまして、その際に
我々はそういったものを踏まえまして、新規に追加要
望というようなものを入れてございます。そういった
もろもろ今ございますけれども、例えば構成も前回は
要請事項と内容及び説明というような構成でしたけれ
ども、例えば今回我々のものは、まず各条文ごとに概
要とそして現状と課題、これをきめ細かく書いて、さ
らに沖縄県の考え方、そして沖縄県の要請、その他参
考ということで、例えばボン補足協定ですとか、いろ
んなさまざまな情報を集めたものを網羅して、この１
冊があれば沖縄県の地位協定の考え方というのが一定
程度理解していただける、そういったものを今つくっ
ているところでございます。そういったものを通し
て、軍転協ですとか、渉外知事会を通して日米地位協
定の見直しについて取り組んでいきたいとそういうこ
とでございます。
よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　金城　勉君。

〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　御答弁ありがとうございました。
知事、やはり公約を大事にしながらその枠組みの中
で頑張っていくという、それは当然のことであります
けれども、ただ、現状はその状況が硬直化してにっち
もさっちもいかないという現実、その穴にはまり込ん
でいるわけで、そこをどう突破して、国と具体的なコ
ミュニケーションのできる交渉のテーブルに着けるか
ということを考えると、やはり自民県連、公明県本、
そして中央との自公政権との連携というものをいかに
するかということが非常に問われてくると思います。
そこはぜひ御検討いただきたいと思います。
そして知事公室長、その地位協定の改定について
は、これは非常に大きなテーマですから、それを具体
的に前に進めるためには、むしろ自民党の国会議員
も、あるいはまた公明党の国会議員も抱き込んで、そ
して具体的にそのコンセンサスをつくりながら、国と
外務省と交渉するというこのしたたかさが求められま
すから、ぜひよろしくお願いします。
以上です。
○議長（新里米吉君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
本日の日程はこれで終了いたしました。
次会は、２月27日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午後５時１分散会



− 159 −

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 新 　 里 　 米 　 吉

会議録署名議員	 次 呂 久 　 成 　 崇

会議録署名議員	 座 　 波 　 　 　 一





平成29年
第 1 回 沖縄県議会（定例会）会議録

 （第 ５  号）

平成29年２月27日



− 161 −

平成 29 年
第 1 回

平成 29年２月 27日（月曜日）午前 10時５分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

議　　事　　日　　程　第５号
平成29年２月27日（月曜日）

午前10時開議
第１　山内末子さんの議員辞職の件
第２　一般質問
第３　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで（質疑）

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　山内末子さんの議員辞職の件
日程追加　特別委員選任の件
日程第２　一般質問
日程第３　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで

甲第１号議案· 平成29年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案· 平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案· 平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案· 平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案· 平成29年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案· 平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案· 平成29年度沖縄県下水道事業特別会計予算
甲第８号議案· 平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第９号議案· 平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第10号議案· 平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第11号議案· 平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第12号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第13号議案· 平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第14号議案· 平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第15号議案· 平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第16号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第17号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第18号議案· 平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第19号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第20号議案· 平成29年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第21号議案· 平成29年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案· 平成29年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案· 平成29年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案· 平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第25号議案· 平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
甲第26号議案· 平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案· 平成28年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
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甲第28号議案· 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）
甲第29号議案· 平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
甲第31号議案· 平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案· 平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第34号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第３号）
甲第35号議案· 平成28年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案· 沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例
乙第２号議案· 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例
乙第３号議案· 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
乙第４号議案· 沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案· 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案· 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案· 沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案· 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例
乙第９号議案· 沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
乙第10号議案· 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案· 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案· 沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例
乙第13号議案· 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第14号議案· 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第15号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第17号議案· 財産の取得について
乙第18号議案· 財産の取得について
乙第19号議案· 債権の放棄について
乙第20号議案· 債権の放棄について
乙第21号議案· 債権の放棄について
乙第22号議案· 訴えの提起について
乙第23号議案· 包括外部監査契約の締結について
乙第24号議案· 県道の路線の認定及び廃止について
乙第25号議案· 公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第26号議案· 流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更につ

いて
——————————————————————————————————————

出　席　議　員（47名）
議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君

５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
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——————————————————————————————————————
欠　席　議　員（１名）

——————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。 日程に入ります前に報告いたします。

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君
課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君

主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君
主 事 　村　吉　政　則　君

11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君
23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君

30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君

26· 番 　山　内　末　子　さん

知 事 　翁　長　雄　志　君　
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君　
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君　
総 務 部 長 　金　城　　　武　君　
企 画 部 長 　下　地　明　和　君　
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君　
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君　

保健医療部長 　砂　川　　　靖　君　
農林水産部長 　島　尻　勝　広　君　
商工労働部長 　屋比久　盛　敏　君　
文 化 観 光
スポーツ部長 　前　田　光　幸　君　

土木建築部長 　宮　城　　　理　君　
企 業 局 長 　町　田　　　優　君　

病院事業局長 　伊　江　朝　次　君　
会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
知 事 公 室
秘書広報統括監 　大　城　壮　彦　君　

総 務 部
財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君　

教 育 長 　平　敷　昭　人　君　
公 安 委 員 会
委 員 長 　金　城　棟　啓　君

警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君　
労 働 委 員 会
事 務 局 長 　大　城　玲　子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 　親　川　達　男　君　

代表監査委員 　當　間　秀　史　君
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２月24日、山内末子さんから議員の辞職願の提出
がありました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１　山内末子さんの議
員辞職の件を議題といたします。
まず、その辞職願を朗読させます。
〔事務局職員　辞職願朗読〕

○議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
山内末子さんの議員の辞職を許可することに御異議
ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、山内末子さんの議員の辞職を許可すること
に決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
ただいま山内末子さんの議員の辞職が許可されたこ
とに伴い、子どもの未来応援特別委員会に欠員が生じ
ておりますので、補欠委員を選任する必要があります。
この際、特別委員選任の件を日程に追加し、議題と
いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、この際、特別委員選任の件を日程に追加
し、議題とすることに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　特別委員選任の件を議題とい
たします。
お諮りいたします。
子どもの未来応援特別委員の選任については、委員
会条例第５条第１項の規定により比嘉京子さんを指名
いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、子どもの未来応援特別委員に比嘉京子さん
を選任することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第２及び日程第３を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号
議案までを議題とし、質疑に入ります。
質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
島袋　大君。

○島袋　　大君　おはようございます。
沖縄・自民党の島袋大です。
すぐ質問に移りたいと思っております。
追加質問を議長に通告しております。
本日の産経新聞の朝刊の見出しに「第２滑走路建設　
那覇空港埋め立て中断　翁長知事辺野古にらみ破砕認
めず」とあります。
この件につきましては、質問通告後に報道がなされ
た問題でありますので、議事課と執行部には連絡を済
ませております。
そこで質問します。
内閣府は、今月８日に追加資料と記載事項を修正し
た書類を提出していますけれども、県はなぜ許可しな
いんですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
国のほうは、最初に29年１月12日に岩礁破砕等許
可申請書を提出し、県のほうで受理をしましたけれど
も、形式要件を満たしておりませんでしたので、１月
25日に補正を求めたところ２月８日に補正書を提出
されました。ただ、補正の内容にまだ十分でないとい
うことで、２月17日に補正を再度お願いしたところ
であります。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　いつ出すんですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　２月17日の再度の補
正につきましては、３月３日までということで、２週
間の期限でお願いしているところではございます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これまでの間、かなりの日数の工事
がとまっております。
平成32年３月の供用開始にどのように影響しますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時11分休憩
　　午前10時11分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
那覇港湾・空港整備事務所のほうには確認しており
ますが、現時点では、おおむね計画に沿って進んでい
るという状況とのことでございます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　いや、これから工事がスタートし
て、平成32年に間に合うかの確認なんですけれども。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
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○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
現時点では、この後の工期というのもまだ一定の期
間ございますので、極力、当初の計画どおりに進めて
いくものだというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これ重要な問題ですよ。
第２滑走路の工期を７年から５年10カ月にしたの
は、平成32年の東京オリンピックに間に合わせるた
め、当時の仲井眞弘多知事が要望しました。これ全市
町村、沖縄県、今翁長県政になっても一緒ですよ。た
だでさえぎりぎり間に合うのかどうか、非常にすった
もんだして、我々から要望して短縮して５年10カ月
にしたんですよ、要望して。その中に、この埋立工事
の中断、供用開始がおくれたら、翁長知事は32年ま
での整備を抱える大型ＭＩＣＥ施設、これからいろ
いろ事業を沖縄県は32年に向けてやっていきたいと
言っているんだよ。経済の衰退ですよ。アジアに向
かって発信するどうたらこうたら、戦略推進室もつ
くってきた。全部話のつじつまが合わなくなる。どう
ですか、知事、どういうふうに国に要請しているんで
すか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
繰り返しになって申しわけありませんが、国は現
在、岩礁破砕を伴わない箇所の工事を進めているとい
うことでございますので、工事はおおむね計画に沿っ
て進んでいるというふうに聞いております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、そこですよ。訪米してアメリ
カに行くのもいいかもしれませんけれども、こういう
とまっているのは、すぐさま国に行って、県もこうい
うふうにやっていきたい、しっかりと供用開始するた
めにいろんな面で汗かいて頑張ってくる、それが国と
しての責務だろうというのが、これが知事の仕事です
よ。そういうこともしないで、訪米するのはいいかも
しれないけれども、経済が衰退する、沖縄県がこれか
ら発展すれば衰退に進んでいくんですよ、この事業
は、どうですか、知事。（「知事が急いで補正を出せば
いいのよ」と呼ぶ者あり）　私の質問だ。共産党に要
請しなさい、じゃ。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　繰り返し大変申しわ
けございませんが、岩礁破砕を伴わない箇所、今、そ
の部分に工事を注力していると。陸上部分に工事を注
力しているというふうに聞いております。工事につい
ては、現時点では、おおむね計画に沿って進んでいる

というふうに聞いております。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この件については、次の２番バッ
ターの花城議員もやると思いますから、引き継ぎたい
と思っています。
我が党代表質問の関連について、知事の政治姿勢に
ついてであります。
沖縄県関係職員連合労働組合は、適法に組織され、
活動も適法か、再度聞きたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
沖縄県関係職員連合労働組合の活動についてです
が、地方公務員法及び労働組合法に、沖縄県関係職員
連合労働組合のようなその団体の活動を制限するよう
な規定はなくて、両法律に抵触することはないと考え
ております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　部長、問題はないということで理解
していいですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　はい、そのとおりでござ
います。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この組合組織は、事務所は県庁14
階にあるというふうに聞きましたけれども、確かで
すか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　県庁舎の14階のほうに事
務所がございます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　家賃は発生していると思いますけれ
ども、家賃は払っていますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
使用料につきましては、沖縄県関係職員連合労働組
合が組合員の労働条件の維持改善、それから福利厚生
等に関することを主な目的としている団体であるとい
うことで、免除しております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　免除しているんですね。
次です。
県職員連合労働組合の機関紙が発行されておりま
す。これ、知っていますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　発行はされていると思い
ます。
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○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　その中で、この翁長県政に対しての
選挙依頼とか、去る県議選についてでもありますけれ
ども、御支援願いの特集が掲載されています。これ問
題ないんですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
職員団体それから県職連合の政治活動等でございま
すけれども、職員団体それから労働組合は、その職員
の勤務条件の維持改善を主たる目的とするとして、組
織される団体でございますが、地方公務員法上、その
他の政治的目的を持った活動等をすることについての
制限はございません。
ただし、その構成員が県職員一般職の場合は、地方
公務員法36条の規定に基づく政治的行為の制限を受
けるということでございます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　県職員は、地方公務員法58条で政
治活動が禁じられているため、県職連合の構成員とし
て政治活動に参加しているのは合法ではない、違法な
んですよ、違法。違法なんですよ。この機関紙を配っ
て、選挙応援依頼もろもろ違法なんですよ、いかがで
すか。（発言する者あり）　違法なんだよ、これ。違法
だよ。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
県職労は、地方公務員法上の職員団体として、職員
の勤務条件の維持向上を主たる目的として組織されて
おりますが、その他の文化的な活動とかいろんな政治
的な目的を持った活動等についても、地方公務員法上
の制限はございません。しかし、県職労の構成員であ
ります一般職の職員については、地方公務員法第36
条の規定により、政治的行為の制限がございます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　今、違反していないような言い方だ
けれども、これは、明確に違反なんですよ。これ配っ
ていくのを、選挙依頼もろもろ含めて。私は、これ今
締めますけれども、本日この質問たくさん出てきま
す。私に今部長が答弁したのは全部議事録載っていま
すから、しっかりと我々これ検証、きょうしていきま
すので、よろしくお願いしたいと思っております。
次です。２番目であります。
翁長県政の人事のあり方についてであります。安慶
田前副知事による口きき疑惑についてお伺いします。
今回の質問は、２月８日、２月20日に開催された
文教厚生委員会での質疑応答の内容をもとに質問させ

ていただきたいと思っております。
さて、１月18日の沖縄タイムスでこの問題が記事
となり、約１カ月間、県は独自で真相解明をする気が
ないのか、よくわからないまま安慶田副知事は辞職
し、真相解明の場は法廷の場に移ろうとしていること
に大きな危機感を持っております。私は、法廷の場で
真相が明らかになることがいけないと言っているので
はありません。しかし、知事が安易に副知事の辞職を
認めたため、県が独自で真相解明ができなくなったこ
とは大いに問題があると思っております。本来であれ
ば、知事は安慶田副知事の辞職願を当面の間預かり、
副知事に対して職務命令として真相解明に努力すると
いうようなことを言わなければならなかったんじゃな
いですか、知事。これが筋ですよ、知事。そして、そ
の上で、教育委員会または第三者委員会で事の真相を
明らかにしていくのが一番正しい方法だと私は思って
おります。
我々自民党は、私もそうでありますけれども、支持
者から強いお叱りを受けました。あなた方、県議会、
県庁は、安慶田副知事が訴えたからといって、法廷に
任せておいて、自分たちで真相解明する自助努力はし
ないのか、あなた方は、この問題を軽く考えているん
じゃないかと厳しく叱責されました。大変耳の痛い話
であります。皆さんもそう思いませんか。私は、今回
の質問を通して、県がなぜ独自で真相解明できないの
か、どこに問題があったのか、問題発覚から時系列に
質問したいと思っております。
まず初めに、１月18日の新聞報道があってから、
19日にかけて、５名の元幹部に対して電話で聞き取
りを行っているわけですよね。その回答を受けて、翌
20日の知事による定例会見になっていると思ってお
ります。間違いありませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
議員御質問のとおり、18日から19日にかけて、新
聞報道を受けまして５名の前の幹部に確認をいたしま
した。そして、そのときには新聞報道にあったような
前副知事の人事や教員採用試験への働きかけはないと
の回答をいただきましたので、その旨、20日の会見
でも報告をさせていただいたところです。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事は、その会見でこう述べており
ます。副知事に確認したところ、教育委員会へ働きか
けを行った事実はないと聞いている。そして、教育長、
教育長は、当時の幹部５人に確認したところ、働きか
けの事実はないという返事だったと述べております。
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教育長、当時はこれは電話のみでの簡単な聞き取り
だったわけですよね。間違いありませんか。もう時間
もったいないですから、イエスかノーでいいですよ。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　18日、19日にかけては、電
話での確認をさせていただきました。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　その後、記者の追加調査をするべき
ではないかとの質問に、知事はこう述べております。
「副知事や職員を信頼しつつ、県民の理解を得ながら
やるにはどうしたらいいかを考えている」。教育長に
至っては、「これ以上の調査は考えていない」と言い
切っています。間違いないですね、知事、教育長。こ
れ新聞にも書かれておりますけれども、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　20日の会見の場で、記者の
皆さんから調査を考えていないのかということで、考
えていないと申し上げました。ただ、会見後質問を受
けまして、新たな事実が判明した場合にはその対応を
検討したい旨、お答えしたところでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　島袋大議員の御質問にお答え
をいたします。
１月20日の記者会見、17日の晩、そういった取材
を受けたという話を聞いて、翌日から私はまた本島を
離れておりましたので、その20日の記者会見になっ
たわけであります。それまではやっぱり新聞報道しか
私の耳には届きませんで、なおかつ本人からは一切そ
ういうことはないというような報告を受けている中
で、しかし県民には、大変不信と不安が報道されてお
りましたので、この２つの中でどのようにして調査を
して、あるいはまたこの真実といいますか事実といい
ますか、そういったものを確認するというようなもの
は、３日目でありましたので、そのときの定例記者会
見ではそのような話になったというふうに思っており
ます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　電話のみでの安易な聞き取り、そし
て本格的な追加調査もする気のない知事の木で鼻をく
くったような答弁、そして早く幕引きしたい教育長の
対応、この記者会見は、僕らだけではなく、県民、同
席した記者たちも、この人たちは、こんな大きな不祥
事の可能性がある案件を徹底調査することもなく、こ
れで幕引きするつもりなんだなと感じたと私は思って
おります。県民もそうだと思っております。そのいい
かげんな対応に、強い不信感を持った諸見里前教育

長は、翌日に書面で意見書を出したわけです。そし
て、その書面を見て、あなた方執行部は、蜂の巣をつ
ついたように、大慌てでそこから改めて聞き取りをし
て、副知事の関与があったと、舌の根も乾かないうち
に回答が100％ひっくり返るという前代未聞の大失態
が起こるわけです。知事、何が副知事と職員を信頼し
ですか、そんなきれいごとで徹底調査を見送り、誠意
のかけらもない記者会見をするから、最初は穏便に済
まそうと思っていた諸見里さんも、これでは真実は闇
に葬られると思って、この書面のとおりに訴えてきた
んですよ。違いますか。何が県民の理解を得るために
どうしたらいいか考えるんですか。知事、知事の言葉
は本当に中身が空っぽなんですよ。あんな偉そうなこ
と言って、何ですか、このお粗末な対応は。教育長、
教育長も一緒ですよ、何ですかあの対応は。調査は考
えていない、よく言い切ったと思っていますよ。後か
ら、副知事の働きかけがあったと言わざるを得ないと
ひっくり返したら、最初から腰を据えて徹底調査すべ
きだったでしょう。最初から徹底調査すれば、こんな
お粗末なことにならなかったはずです。どう思います
か、知事。こんなお粗末な対応、誰が責任とるんです
か、どうですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えします。
20日、定例記者会見がありました。その前に、18
日から新聞報道がございました。そういうこともあり
まして、まずそういう面談とか調査委員会とかそうい
う話という時間ではなくて、とりあえず電話で確認を
するしか方法がなかったということであります。そし
て、それを踏まえて、その当時の皆様方からはそうい
うことはなかったという返事をいただいたものですか
ら、20日の記者会見では、そういうお答えをするし
かないわけです。そのときに、確かにこれ以上、もう
一旦そういうなかったという御返事をいただいていま
すから、その調査を行う考えは今のところありません
というのをお答えするしかないわけです。ただ、記者
の皆さんから、何か、本当に終わるのかという、これ
で終わるのかと言われましたので、いや、何か新たな
事実が出てくればそのときにその対応を考えますとい
うふうに申し上げました。それを踏まえて、会見の翌
日、新聞報道に、事実と違うとか、そういう証言があ
りましたので、これはどういうことかということが
あって、いろいろやりとりしている中で諸見里前教育
長のほうから何らかの形で表明したいというお話をい
ただいたもんですから、それで書面をいただいたのが
22日の午後ですかね。私どもは、夕刻に幹部が集まっ
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て、手紙の中身を確認した上で、これはこれまでの中
身と事情が違うので、関係者にまた実際に事実を確認
しないといかぬということで、いろいろ対応してきた
というところであります。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　本当にこんなお粗末な対応はない
ですよ。実務責任者は教育長、あなただと思ってお
ります。事実上の筆頭部長でもある総務部長まで経
験して、何でこんな対応するのかなと我々思ってい
ます。私、恥ずかしいと思いませんかと聞きたくなる
ぐらいですよ、教育長。最初からしっかりと元幹部
と面談して、本当にこのようなことがなかったのか、
聞くのはもちろん、もっと幅広く今の幹部職員にも
口ききのようなものを見聞きした人はいないか、あ
るいはヒアリングや無記名でアンケートをとるとか、
そういうこともあったと思っております。記者会見
発表が二転三転した責任、教育長、どのように感じ
ておりますか。もう責任とらないといけないという
ような考えもありますか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　20日の調査は、そういうこ
とで一つの考え方として、ちゃんとやったと思ってい
ます。ただ、結果的にその調査結果で報告したものが
ひっくり返ったということについては、私にも責任は
あると考えております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これしっかりと責任はあるというこ
とを言うんであれば、自分で自信を持って、その辺
しっかりと解決できるような方法を考えてください。
教育長、教育長の責任は重いと思っています。これは
強く認識していただきたいと思っております。
次に、１月21日土曜日に諸見里前教育長から事実
を伝えたいと申し出があり、１月22日日曜日に書面
を受け取ったと思っております。そして、22日日曜
日の夕方５時ごろ、幹部全員で封筒を開封して内容を
確認したわけですよね。ここまでは、いろいろと内
容、委員会でも私確認しました。そのとおりで間違い
ないと思っていますけれどもいかがですか、教育長。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　そのとおりでございます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　それから、18時に知事に報告の一
報を入れたわけですよね。そのときに、20日の会見
とは違う内容の書面になっております、そう報告した
わけですよね、どうですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。

○教育長（平敷昭人君）　はい。20日の会見とは違う
内容になっておりますというふうに一報を入れさせて
いただきました。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　教育長、このことについてどう思い
ましたか。もちろん、この書面は諸見里前教育長の言
い分なので、それが事実かどうかはまだわからないと
思っております。ただ、安慶田前副知事が述べてい
ることとあなた方が20日に記者会見で述べたことを
真っ向から否定する内容でありますから、そういう書
面が出てきた時点で、これは大きな問題だと認識する
はずでしょう、そう思いませんでしたか。教育長、教
育長もそしてほかの幹部の皆さん方もそういう認識
だったから、急いで知事に一報を入れたわけですよ
ね、どうですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　そういう内容が、20日の会
見とは違う内容でしたので、知事に一報を入れさせて
いただきました。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、知事はこの一報を受けて、ど
う認識しましたか。知事が20日の記者会見で、働き
かけの事実はないと認定したことが覆されるかもしれ
ない出来事なわけです。当然大きな問題だと認識しま
せんでしたか、知事。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
今、22日の18時ごろの話でしょうか。平敷教育長
から私のほうに、先日の事実確認と異なる内容の書面
があるという一報が夕方参りました。それで、私から
は、そういう書面を電話でやりとりするのも何だか
ら、あした報告をするようにということで、教育長に
話をしました。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　前教育長の書面が事実かどうかは別
にして、記者会見で発表した内容をひっくり返すかも
しれないわけですから、当然大きな問題なわけです
よ。当然、県として最優先でこの書面の事実確認に取
り組まないといけないわけです。その上で、教育長、
一報を入れた翌日23日の月曜日９時半ごろから知事
室で知事に説明を行ったわけですよね。そういうふう
に内容を確認しました。説明していたら、知事の日程
がほかにもあったので、中座して別の人が入ったり、
いろいろな調整があって、落ちついて説明できなかっ
た。こういうわけなんですよ。でも教育長、この一連
の出来事、先ほど教育長も認めたように、本当に大き
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な問題だと認識しているんでしょう。この書面の内容
をしっかり知事に報告することが、特に優先されるべ
きだと私は思っております。知事もそう思いません
か。教育長、教育長は、中座するまで、どの程度報告
したんですか。
そして、公室長、特にこの優先して知事の耳に入れ
ないといけないこと以上に優先された知事の日程は
あったんですか。
この２つ、答弁お願いします。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　23日月曜日は、９時半ごろ
からだったと思いますけれども、諸見里前教育長の文
書がありましたので、その内容の説明に入りました。
確かにどういうことが書いてあるかということを申し
上げましたけれども、その内容、当初は18、19日の
調査に対してはなかったと答えたんだけれども、それ
を皆さんの何かそういう憔悴感とか、いろんなものに
敬意を表してというふうなこと、翻した理由を書いて
ありました。その辺の経緯を説明しながら、説明を途
中までやったんですが、私どもはいろいろ知事のほか
の案件もあってちょっと中座をすることもございまし
たので、本当に細切れ細切れで、どこまで言ったかと
いうのは、なかなか落ちついてできなかったというこ
とであります。また、私どもとしては、この書面に関
して関係者、当時の幹部のほうに、18、19日の調査
ではなかったとおっしゃっているわけですから、それ
について、どうなんですかということを確認する必要
があるということで、前回は電話でしたけれども、直
接日程の調整もして、お会いして、確認をする必要が
あるということもありましたので、その事実確認も並
行して行っていこうということで、説明を申し上げた
ところです。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　質問の御趣旨は、さ
きの20日の記者会見を覆すようなことがあったとい
うことで、どうしてそれが十分時間とれなかったとい
うことだと思います。
たしか、21日土曜日から22日日曜日にかけまし
て、知事のほうに安慶田副知事の辞任のお話があった
と思います。その23日月曜日は、朝からそういった
ことの対応等をもろもろ調整しないといけない、意見
も聞かないといけないということで、まとまった時間
がとれなかったのではないかというふうに考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　県民の皆さん、今聞いてどう思いま

すか。県政の判断が180度変わった内容なのに、本当
だったら知事の手を引っ張ってまでも内容を報告しな
いといけないんだよ。どれだけ重要な案件なんです
か、これは。副知事がやめるからこういうことで、こ
の教育長の話は聞かなかったということで我々認識し
ていいんですか、公室長。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほど教育長からも
ございましたけれども、およそ書面の内容とか要旨は
いろいろお話しあったと思いますけれども、やはり県
政にとって副知事の辞任というのはまた大きな事案で
す。そういったもろもろかかわっておりますので、そ
ういった個別個別の対応も含めて、決して前教育長の
ことを少し軽く見てとかそういったことではなくて、
全体的に今回の件を自然の事象で安慶田副知事の辞任
ということもあるかということもありましたので、安
慶田副知事の辞任の対応もやらないといけないという
ことで、十分な時間をとれなかったということでござ
います。決して今回の事案について軽んじたというこ
とではございません。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　公室長、これぜひとも自民党に報告
してください。これ、正式な要請です。この日の知事
スケジュールもろもろ含めて、明確に出していただき
たいと思っております。
話を進めます。
教育長、知事の時間がしっかりとれなかったから、
結局書面の内容全て伝えたのは、23日月曜日14時ご
ろの知事の会見後の、14時40分から15時になるわけ
ですよ、間違いありませんね。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　最終的に全て説明が終わっ
て、今後の対応も説明したのは、その時間になりま
した。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　県民の皆さん、この23日14時の知
事の会見、どういう会見だったか覚えていますか。こ
の会見は、安慶田副知事の辞職を受理したことを発表
しているわけです。おかしいと思いませんか、皆さ
ん。この時点でまだ諸見里前教育長の書面が事実かわ
からないといえども、20日の記者会見を否定する書
面が出てきていて、その内容の事実確認もできていな
いわけですよ。知事とヒアリングもちゃんとできてい
ない。何でそんな重要な書面が出ているのに、副知事
の辞職を受理するんですか。知事、おかしいと思いま
せんか。教育長、23日当日、この記者会見の前後に
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知事への報告と並行して、書面の事実確認のため、職
員を前幹部５名のところに派遣しているんですよね。
そういう答弁ありましたけれども、どうですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　これは、午後――時間はっ
きり覚えていませんけれども――から夕刻にかけて、
前幹部のところに日程も時間も調整しながら出向いて
もらって、書面も見せながら内容を聞き取って確認を
したところであります。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　そうであるならば、この事実確認を
行った職員の報告を受けてから安慶田副知事の辞職を
受理しても遅くないでしょう。辞職届を、知事、知事
の責任で預かりにしておけばよかったんじゃないです
か、知事、どうですか。知事、何で慌てて辞職を認め
たんですか。答えてください。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　安慶田前副知事が私に辞任を
したいというものは、もうこの間にも話し合われてい
ますけれども、１月21日の晩に弁護士のほうからそ
のような意向を聞いているという電話がありましたの
で、私はそれを聞いて、安慶田前副知事に電話をし
て、翌日会おうということで、１月22日の午後２時
ごろだと思いますけれども、会って話をいたしまし
た。そして、そういったことについての事実関係は一
切ないんだということ等を含めて何があったかといい
ますと、辞意というものについては、もう道を歩いて
もどうしても、歩くことさえままならないといいます
か、いろんな一つ一つの式典とか行くのが。一番ある
意味でショックだったのは、市町村会の新年会に入り
口から入ることができなかったと。それから、１月
24日には、ナイトｉｎ大阪、ナイトｉｎ東京があり
ますが、全国放送があって、これもかえって県のそう
いった趣旨を壊すのではないかというようなことで、
副知事職を遂行するのが難しいということも含めて、
辞任の意向があったわけであります。それを私は聞い
て一定の理解をしたところでございます。
その後、この教育長のものは、そういった辞意の後
でありまして、とりに来てほしいとかというような要
望、つまり現教育長にこの書類を持っていくから、と
りに来てほしいというような、来てほしいですか、そ
ういうようなものとか、あるいは実際に書面が渡った
というのは、もう副知事の辞職の確認の後からであり
ますので、そういった意味で、前教育長からそういっ
た書面があったものを23日の午前中、一定程度見さ
せていただきました。そして、そのときのやりとりと

いうのは、知事室の人が出入りするというのは、一定
程度まだ御理解いただいていると思いますが、この件
を含めて、いろんな形で入ってまいりまして、そう
いった中での辞職願の決裁につながっていったと、こ
のように考えております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、あなたがそこで辞職届を預か
り、その後、安慶田副知事からの口ききの可能性が高
いとの報告を受けて、あなたが職務命令で事実を明ら
かにするため内部調査に協力しなさいと言えばよかっ
たんですよ。その上で第三者機関を設置して、公平な
調査をやればよかったんです。それが、今の状況はど
うですか。辞職した安慶田さんは法廷に逃げ込み、マ
スコミの第三者機関や百条委員会が設置されたらどう
するのかの問いに、裁判終わらないと出られないん
じゃないかなと隣にいる弁護士は、それはそのときに
考えると、非常に消極的なことを言っているんです。
知事、あなたが簡単に辞職届を受理しなければ、法廷
に持ち込まれる前に、県庁、県議会、事実がどうあっ
たのか真相解明することができたかもしれなかったん
ですよ。あなたのその安易な行動で真相解明する機会
を潰したんです。どう責任感じるんですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
今回の一連の問題でございますが、先ほどございま
したように、前副知事は教員採用試験に係る働きかけ
について一貫して否定をしていると。一方でまた、前
教育長は、教員採用試験に関する働きかけや、教育長
人事に関する指示はあったというような主張をされて
いると。これに関しては、その前副知事からの訴訟も
提起されていると。
そういうことについて、県としてはやはり県民の
信頼確保のためには、事実関係を明らかにする必要
があるということを考えておりまして、事実関係を
解明するための調査、それからいわゆる口ききの徹
底した防止策を講ずるために外部識者による調査委
員会の設置も含めて検討してまいりたいということ
でございます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　そして23日、知事が安慶田副知事
の辞職を認めたために、その１時間後に早々と安慶田
副知事は辞職の会見をするわけです。そのときまだ県
の職員は、職員を派遣して、諸見里さんの書面の内容
を確認中なわけですよね、どうですか、教育長。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　時間的な事実を申し上げま
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すと、確認が終わって帰ってきたのは６時ごろだった
かと思います。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　教育長、その職員が聞き取りに行っ
た結果を知事に報告したのはいつですか。これも確認
しております。24日火曜日の午前中ですよね。教育
長、その日10時から記者会見をしたでしょう。そう
なると10時以前に知事に報告したわけですよね、ど
うですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　ちょっと休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時47分休憩
　　午前10時47分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　前日、聞き取った内容を取
りまとめまして、24日朝、記者会見前の９時ごろだっ
たかと思いますが、そのときの聴取の結果とこちら
の見解、教育庁としての見解を報告させていただき
ました。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　そして24日の火曜日10時の記者会
見で、20日の金曜日に発表した働きかけの事実はな
いと発表したことが、土日を挟んだ４日間で働きかけ
があったと認めざるを得ないと180度答えが逆転した
わけですよ。こんなずさんな対応ありますか。どう見
ても県民もおかしいと思っておりますよ。知事に言っ
ても無駄だから言いませんけれどもね、教育長。そし
て幹部の皆さん、皆さん方も大変かもしれませんけれ
ども、行政官だと思っておりますよ。こんなずさんな
対応恥ずかしいと思いませんか。県庁のほとんどの職
員は、こんなずさんな対応に本当にあきれ返っている
と思います。教育長、一番教育長がその辺はわかって
いると思いますから、もう言いません。
この問題の最後であります。
教育長、うちの照屋守之議員のやりとりでこうあり
ます。２月20日安慶田光男前副知事は、委員会の参
考人で、教育長人事というのが常に何十年も公的任期
は４年であるが、それぞれ２年でずっと交代してきて
いる慣例がありました。これと並行して、教育長経験
者は、沖縄県国際交流・人材育成財団へ行っていると
いうこともありましたので、知事部局の人事でありま
すから、それも含めてどうされますかと確認しまし
た。これ、委員会でですよ、委員会で。委員会で何度
もこの言葉を安慶田前副知事はしきりに言っておりま

す。まさしく、県政ナンバーツーが堂々と天下りを
あっせんしている。委員会の参考人という立場で言っ
ているけれども、大丈夫ですか、これ。堂々と天下り
をあっせんしているんですよ、委員会で。これは、ま
さしく人事介入としか思えませんけれども、どうです
か。人事の総務部長、教育長。堂々と天下りをあっせ
んしているよ、国も今大変な問題になっているんだ
よ、これ。（発言する者あり）　何が自民党政権、今、
あなた方の政権でしょう。おい、共産党。あなた方の
県政でしょう。がたがた言わんよ。あなた方も天下
り認めているということだろう。（発言する者あり）　
じゃないの、じゃないの。そう言っているでしょう、
させなければいいでしょう、共産党。あなた方、県政
与党も天下りあっせんしているだろう。（発言する者
あり）
教育長、今、総務部長に聞いていますから。
いや、参考人の委員会で何回も、私は人材育成財団
に行きませんかと言ったよと。県政ナンバーツーが天
下りどうですか、いかがですかと言っているのと一緒
だよこれ。これに人事介入していない、こんな問題、
大変だよこれ。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
国際交流・人材育成財団の人事に関することなんで
すが、これらについては、退職に伴って、その団体
が、退職される方の能力あるいは実績を考慮して、団
体のほうで登用されているというふうに理解している
ところでございます。
○島袋　　大君　教育長、どうぞ。教育長も、教育長
に聞いている。教育長にも聞いている。何でもやって
もう……
○議長（新里米吉君）　再度、総務部長。
○総務部長（金城　武君）　済みません、少し補足さ
せてください。
前副知事がそういう答弁されたというのは、過去の
そういうものを例示的に御説明されたものだというふ
うに理解しております。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時53分休憩
　　午前10時53分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
天下りをあっせんしたということではございません。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　先ほど総務部長が答弁いた
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しましたけれども、例えば人材育成財団の理事長とい
うのは、そういう確かに慣例として今まで教育長の経
験者が行っています。これは、先方の財団の理事会で
財団の規約にのっとって手続をとっているものと考え
ております。問題は、その方をあっせんしたかどうか
というのは、先方からどのような人材がいるかという
のは、実際は、簡単に言うと教育長経験者をずっと先
方もお願いしているというのもございます。そういう
経験者じゃないこともありましたけれども、過去の例
はそういうことがありましたので、先方もそれを予定
していたのかなと思います。それで、実際、任用につ
いては、理事会の手続にのっとって処理されたものと
考えております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　いや、まさしくこれ理事会する前
に、どうですかとあっせんしているんですよ、あっせ
ん。去年から、去年から副知事の立場で前任の諸見里
さんに１年延ばすからどうするかと、財団行くかと、
副知事の立場であっせんしているんだよ、これあっせ
ん。副知事の立場であっせんしているんですよ、理事
会どうこう関係ない。副知事の権限で、どうですか、
この財団でどうですかと言っているんですよ。どうな
るんだ、これ。堂々と答弁するんですか。あっせん
じゃないのかと聞いているんだよ、僕は。（発言する
者多し）
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時56分休憩
　　午前10時56分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
財団へのこの人事のお話でございますが、これにつ
きましては、当該団体において、その人の能力とかあ
るいは実績を考慮して財団のほうで登用しているとい
うことでございます。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時56分休憩
　　午前10時57分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
委員会での前副知事のお話は、そういうお話をされ
たということであろうかと思います。やはり、最終的
にはその当該団体のほうでどうするかといいますか、
登用含めて判断されるものというふうに理解しており

ます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　全く答弁になっていないよ。きょう
からずっとこの質問に入りますけれども、この任命権
者もろもろ含めて、最高責任者は翁長雄志知事です
よ。知事、知事はどう考えていますか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
文厚委員会、私やはり答弁調整とかいろいろありま
したので、前半の30分ぐらいしか見ることができま
せんで、翌日報道等を見せていただいて、そういった
内容が話としてあったというのは聞いております。２
年前の教育長の人事に関しては、私は一貫して続投と
いうことを考えておりましたので、安慶田前副知事か
ら話があったときも続投で行くよという話をしました
ら、反論は特にありませんでした。その間のやりとり
というのは、私のほうでは承知しておりません。た
だ、私から言うと、続投ということについては、ある
意味ではそのとおりになっているわけでありますの
で、教育長の人事については、ある意味で普通にやら
れたのかなと思ったんです。今こういうことで確執が
あったとか、いろいろあったという話を聞きますと、
この度合い含めて、何だったのかなというのはありま
すけれども、私個人からすると、そういうかわるとか
どうこうというのは考えてないことを、そのときの副
知事には伝えておりました。そして、反論はありませ
んでした。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、何十年一緒にいて、ナンバー
ツーとして頑張ってきた安慶田さんに対して、じゃ安
慶田さんが知事ですか。安慶田さんの判断で全部決ま
るんですか。知事に報告する前にいろいろ内容を詰め
てきたものに関して、安慶田さんが知事ですか。いろ
んな問題がある中で、これはもう安慶田さんがやった
ことだから、私は知らないよと。こういうみんな認識
しかないですよ、県民は。あなた何十年間も一緒にい
て、本当にワンツーコンビだったと、いろんな面で苦
労してやってきたと言っておきながら、こういう問題
になるとあとはやめた人は知りませんよ、私は聞いて
いませんよ、こういう言い方するんですか、知事。再
度聞いてくださいよ。再度答えてくださいよ。安慶田
さんは、ナンバーツーは、こういうことやってきたん
ですよ。それはしっかりと全部報告しているでしょ
う、知事に。どうですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今、島袋大議員が言い切る形
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でそういう話をされておりますけれども、私自身は、
この教育長の問題に限らず安慶田副知事のいろんなも
ろもろについて、当然のことながら全部を把握すると
いうのは困難でありますけれども、重要なものに関し
ては、しっかりと指示をしてそのとおりになっており
ます。ですから、教育長の問題も何ら私からすると続
投という意思を変えたことはありませんので、その間
のことを、何でわからないんだと言われて、20年間
組んでいてそれぐらいもわからんのかと言われても、
それは、じゃどういう形で今日までいろんなところ
やったかわかりませんが、全てこれを把握するという
のは、なかなか困難であります。ですから、いずれに
しましても、今はこの件の話をしておりますので、こ
の件につきましては、私自身は、当初から続投という
ことをしっかりと伝えておりました。それについて、
反論というものがなかったわけであります。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　あのね、知事、この教育長の問題も
含めて、いろいろな中で、今権限は最高責任者は教育
部門も知事なんですよね、知事が最高責任者です。そ
の中でこういう問題も出てきた。やはり、総務部長も
教育長も委員会で第三者機関も含めて検討しないとい
けないと言っているけれども、これは、知事みずから
任命責任者として、責任者として、最高責任者とし
て、知事、第三者委員会も含めて検討するに値しませ
んか。早急に設置する、討論終わった後からもう３週
間たっていますよ。最初の文教厚生委員会から３週
間、３週間たって何も動きもない、県側は。どうです
か、知事。違うよ、総務部長じゃない。知事が最高責
任者、どう考えていますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
県としては、こういう問題が発生したことを受けま
して、これまで各都道府県の状況調査をしております。
ですから、その辺の詳細な内容を把握した上で、県
としてどういう対応が一番望ましいのか、その辺を念
頭に置きながら今作業をしているということでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　だから、３週間もたっているからい
つまでですかという話ですよ。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
今、各県の状況をしっかり把握した上で、最も事実
解明をどういう形でやったら、その事実解明につなが
るのか、その辺を念頭に早期にその辺の対応をしっか

りと決定していきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　県民の皆さん、このやる気のなさ、
この議会を見てもわかるように、県民の皆さん方も愕
然としていると思います。この問題に対する、革新県
政の翁長県政は、全く何もする気もない。いろんな問
題抱えている中でしっかりやらない。那覇空港の問題
もしかりです。いろんな面で、きょうから自民党ス
タートしますけれども、我々徹底的に……
○議長（新里米吉君）　まとめてください。
○島袋　　大君　野党として確認するまでやっていき
たいと思いますから、ひとつ御理解をお願いしたいと
思っています。
きょうは２問しかできませんでしたね。
あとは、次のバッターに引き継ぎたいと思っており
ます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　失礼いたします。
沖縄・自民党の花城大輔です。本日もよろしくお願
いいたします。
まず、知事の政治姿勢についての中の、宮古島市長
選挙について伺います。
今回の選挙は、新聞を読むだけではよくわからない
選挙であったと思うのですが、オール沖縄を理解する
には、わかりやすい選挙であったと思います。オール
沖縄崩壊に向けて、終わりの始まりを象徴する選挙
だったというふうに思っております。もともと政治思
想の違う皆様が一つの共通点で共闘していく。腹八分
とか六分とかいう言葉で表現していて、片目をつぶっ
て県民を欺いていくというのが、そのやり方だと私は
考えておりました。しかしながら今回は、候補者の擁
立で対立をしてしまったわけですから、崩壊寸前と
言っても過言ではないと思います。
当初、オール沖縄で選考していたはずの新人候補に
対して、翁長知事がまさかの後出しの候補を支持した
ことで一本化が図られませんでした。そして、２人と
も落選させてしまいました。特に、我が陣営も現職と
新人の一本化が図られなかったから苦戦は予想してい
たのですが、これは、候補者を一本に絞っていたら楽
勝だったのではないですか。
知事の見解を伺いたいと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　宮古島市長選挙の結果につい
ての所見ということであります。
今回の宮古島市長選挙においては、オール沖縄の立
場から私と志を同じくする候補者を支援いたしました
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けれども、当選に至らなかったことは残念であります。
再選を果たされた下地敏彦市長におかれましては、
宮古島市のさらなる発展のため、今後とも力を発揮し
ていただくとともに、沖縄全体の振興のためにもお力
をかしていただければありがたいと、そういう気持ち
であります。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今の志を同じくする候補者を支援し
たという答弁でありましたけれども、この最初の候補
者は志が同じではなかったのか。または、この最初の
候補者を擁立した支持団体とは志が同じではなくなっ
たのか、ちょっとお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　花城議員も今話がありました
とおり、歴代の宮古の最近の選挙は、私の知事選挙も
そうでありましたけれども、やはり保守の自由民主党
が強いところだというふうに思っております。そうい
う中で、皆様方のほうも２つに割れました。私たちの
ほうも残念ながら、一本化で頑張っていきたかったん
ですが、それぞれの思いが、それぞれの宮古島市に対
する思いが大変強い中で、それぞれ宮古島市のために
頑張っていきたいというようなことでありました。そ
ういう中で、皆様方が２つに分かれたというようなこ
とも含めて、これはどういう形で当選をしたほうがい
いのかなというような中で、オール沖縄の皆さん方と
もその前に相談しながら、私の思いみたいなものを話
をさせていただいて、一つの候補者に絞っていったと
いうことになります。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　候補者を擁立する過程で、もう相入
れない関係性になっていたというふうに理解をしてお
きます。
この選挙結果を受けて宮古島では、自衛隊配備計画
が促進されると予想されます。この件について、翁長
知事は中川県議の代表質問でしたか、緊急患者空輸の
件などを挙げて必要性を容認するようなニュアンス
で、そんなニュアンスを含めながら、反対、賛成の明
言は避けていました。これ、改めて明言する必要があ
るというふうに思うのですが、知事、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
先ほどもありました、本会議でも答弁させていただ
きましたけれども、自衛隊につきましては、我が国の
防衛警備はもとより、不発弾処理ですとか、急患、緊
急患者の空輸など県民生活に多大な貢献をしていると
いうことで、自衛隊に対する沖縄県民の理解は深まっ

てきているものと思っております。
県の立場としましては、大規模災害などを想定しつ
つ、防災体制の強化を図っていく中で、自衛隊との連
携は不可欠だということで認識しているわけでござい
ます。
そういった中で、やはり一方でこの自衛隊の配備、
地元への配備というのは、地元の方々もさまざまな意
見があると思います。こういったことに対しまして、
宮古島市長、石垣市長とも今後関係法令に照らし合わ
せて対応していくというふうにしてございますので、
県としましても自衛隊の配備につきましては、地元の
理解と協力を得られるよう、政府においてしっかり丁
寧な説明を行っていただきたいというふうに考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　やはり自衛隊配備は仕方がないだろ
うというニュアンスに聞こえますけれども、これは、
政府に説明責任を求めるというのも当然ですけれど
も、その前に、やはり知事の姿勢というものは示すべ
きだと思うんです。繰り返しになりますけれども、知
事いかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　県は、自衛隊につき
ましては一定の評価をしてございます。急患輸送など
6000回、7000回というような実績も重ねてこられま
して、県はそのたびに感謝状、表彰状等を贈ってござ
います。ただ、先ほども答弁させていただきましたけ
れども、自衛隊の新たな配備につきましては、地元の
ほうでさまざまな意見があるということですので、先
ほども答弁いたしましたように、その地元の方々の住
民生活の安全・安心に配慮するよう、政府において説
明責任を果たしていただきたいということが県の立場
でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　いろんな声があることは私も理解し
ていますけれども、例えば緊急患者空輸は、本来、自
衛隊の仕事ではないですよね、県の仕事ですよね。そ
れを自衛隊はやってくれているということだと思いま
す。だから、自衛隊配備が必要だと言われたら、じゃ
それは県でやってくれよという意見も出てくるかと思
うんです。なので、私は、知事としての立場からこの
件について明言をしていただきたいと何回も言ってい
るわけです。なので、今後もこれは求められていくと
思います。できるだけ早い段階でやらないと、こうい
うふうに情報が少ないところではこの問題に本当にど
んな責任がついて回るのかということが理解できない
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県民がいると思いますから、まずは知事にそれを求め
ていきたいというふうに思います。
続いて、浦添市長選挙であります。
先ほどの宮古島市長選挙は、わかりにくい選挙だと
言いましたけれども、これはとてもわかりやすい選挙
でありました、私にとってはですね。覚悟を決めた揺
るがない意思で臨んだ候補者には、支持者がどんどん
どんどんふえていくわけです。なぜ公約を変えたの
か、そのことをちゃんと説明すればわかってくれる市
民がふえてくれました。一方、能力の高い候補者で
あっても、支持団体が前面に出過ぎて、言いたい放題
言ってくれると、支持者がどんどん離れていってわけ
がわからなくなっていくと。特に争点の目玉とも言わ
れた那覇軍港の問題については、これは私は笑い話だ
と思いますね。候補者は市民投票で決めると言った。
ある支持者は、現行案で行くと言った。ある支持者は
絶対に基地はつくらせないと言った。これは本当に、
候補者を大事にすることができなかった、そんな選挙
であったというふうに思っています。これはオール沖
縄の実態をあらわす選挙としては、わかりやすいとは
思うんですけれども、候補者はたまったもんじゃない
ですね。これについても知事の見解を伺いたいと思い
ます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
今回の浦添市長選挙、私と志を同じくする候補者を
支援いたしました。オール沖縄の立場もありますけれ
ども、大変ある意味では広範囲な政党・会派がおりま
したので、この一くくりで話すことは難しいことであ
ります。ただ、再選は、松本哲治市長が現職としてよ
く頑張ったというようなことが当選に結びついたと思
いますので、浦添市のさらなる発展、また、沖縄県政
の発展にも御協力いただきたいということで、先日、
１週間ほど前になりますが、おいでをいただいて一緒
にまた力を合わせて浦添市のために、沖縄県のため
に、頑張っていこうなというような話をさせていただ
いたところであります。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先日、松本市長が知事を訪ねてきた
話を今されていましたけれども、２人で会うのは４年
ぶりですよね、たしか。その間、知事公室を通して何
度も何度も軍港移設について協議をしたいということ
で面談の申し入れがあったかと思います。知事は、政
府が半年間会わなかったことを今も恨み節のように話
しますけれども、実際、松本市長にそんなことをやっ
ていたわけじゃないですか。これを今後浦添市側から

膝詰めで話がしたいと持ちかけられた場合、どう対応
なさいますか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　私は、松本市長から会いたい
というものを蹴飛ばしたという記憶はないんですよ
ね。お会いしたいというときには、お会いをさせてい
ただいていますし、それから、軍転協でも結構意見の
交換もさせていただいております。ですから、多分、
那覇軍港の問題、あるいはまたその港湾施設のあり方
というのは協議会がありますので、そこには、浦添市
の意向も大変重要でありますし、那覇市の意向も大変
重要でありますし、沖縄県全体の意思も大変重要であ
ると。そういう中で、松本市長が浦添案を出していま
すので、今真摯に管理組合、あるいは協議会でこの議
論をしながら、民港と軍港との、そこに防衛省も入っ
て案を出したりしながら、今一つ一つ検討させていた
だいているところでありまして、決して浦添市案の、
あるいは松本市長をというような形で、この中で排除
するとか聞かないとかそういうことはないと思いま
す。むしろ松本市長のほうが軍転協の中でも、大変多
くのメンバーの真ん中で浦添市の案を堂々と説明をさ
れておりますので、大変しっかりとした政治姿勢で頑
張っておられると思います。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　知事は、ひょっとしたら聞いてな
かったのかもしれませんけれども、一般質問でも私は
この件を取り上げて、当時の町田公室長とやりとりさ
せてもらっているんですね。浦添市側から那覇軍港の
受け入れについて会いたいと、松本市長が表明をする
前の話です。そうしたら、知事当局から、いやいや軍
港について会いたいのではなくて、軍港を受け入れる
からこの場所について協議がしたいというふうに書き
直してこいとかと言われて散々されているんですよ。
それで、松本市長は、知事は私と会ってくれないとい
うふうに今もまだ思っているんですよね。なので、も
しわからなかったらわからなかったで結構なので、い
や、私はいつでも会うつもりはありますよという一言
いただけないですか。私は、いつでも市長と会うつも
りがありますよということをいただけないですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　この前、おいでいただいたと
きも２人で確認しましたけれども、いろんな形でそう
いった議論はやっていきましょうという形でやってい
ますので、何か松本市長のほうからまたこうしておい
でをいただける、あるいは場合によっては御一緒する
機会もあると思います。そういうときには意見があり
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ましたら、しっかり耳を傾けて、県と市の立場の場合
には、私は話しますし、また、協議会の中で話し合う
べきものは、向こうにも浦添代表、那覇市代表、県の
代表という人がいますので、そこでも議論しています
から、そういったような形で、いい形で集約されてい
けばいいのかなと思っております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　引き続きよろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
普天間基地の移設問題についてでありますけれど
も、これは５年以内の運用停止のほうで、県議会でも
何度も取り上げられてきました。ただ今回の代表質問
から、答弁が大分変化しているように思います。以前
は、政府にしっかりと要請をしていくという答弁に終
始していたと思います。そして、県は何をするんです
かという質問をすると、ちょっと明確な答弁がなかっ
た、そのような記憶がありますけれども、今回から
は、県が政府を批判するような答弁内容になっていま
すね。
これについて私考えるわけですけれども、そもそも
10年以上かかる工事を５年以内の運用停止にすると
いう、これは５年間に全国各地へ分散移転をして、そ
の５年後、さらに５年後、基地が完成した後にこれを
戻していくという、そういう考えをすることが、私は
自然だと、そんな解釈のほうが当たり前だと思いま
す。特にこの間、ＫＣ130はもう移駐完了を既にして
いるじゃないですか。あとは、途中で頓挫しましたけ
れども、九州のある地域にオスプレイの格納庫をつ
くって、もっと負担軽減を、もっと早くしようという
動きさえありました。
しかしながら、この辺野古基地が完成する間だけで
も受け入れをしてくれる地域というものは、今探せな
い状況は基地がいつ完成するかがわからないからじゃ
ないですか。これができれば、一歩前進することが私
は可能だというふうに思っています。いつ完成するか
がわからない状況で、受け入れ先を探していくことが
難しいということを安倍総理は言っているのではない
ですかというふうに思うわけです。それを辺野古は関
係ないと、５年以内にとにかく返せと、そういうこと
ではこの普天間を返還しろと言いながらも、５年以内
の運用停止を諦めているというふうになりませんか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今代表質問から県の
スタンスが政府を批判する姿勢に変わったのではない
かということから、いろいろ御質問がございます。
まず、県が批判云々といいますのは、やはり今でも

政府に対してしっかりと取り組んでもらいたいと、こ
れは基本的に変わってございません。
ただ、御質問の中で、現知事から協力を得られない
というようなことに対してどう思うかというような趣
旨の御質問が多かったものですから、それに対しまし
ては、前提ではなかったはずだということで、しっか
り対応してもらいたいという趣旨で答弁させていただ
きました。
それから、このことにつきまして、政府はいろいろ
閣議決定を経てなされた質問主意書でも、政府として
できることは全て行うということですので、我々とし
ては、政府の公式見解だと、前提ではないというよう
なことで考えてございます。
議員からございましたように、確かに今政府におい
てはＫＣ130空中給油機の山口への移転ですとか、そ
れから、オスプレイ12機程度を県外に配備するとい
うことでいろいろ考えているようですけれども、なか
なか県外は難しいと。ただ、やはり訓練の移転という
ことで、昨年９月から10月にかけてオスプレイをグ
アムとかテニアンにやると、また、ことしになりまし
てからオスプレイ６機程度を国内で初めて訓練移転実
施するというようなこともございます。
県としましては、こういった訓練の移転ですとか、
拠点の移転を政府としてしっかり対応していただきた
い。そういったことが５年以内の運用停止につながる
んだということで政府にしっかり求めているところで
ございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ですから、移設先の工事完了の時期
がわかれば、それに対する動きができるんじゃないか
と私は言っているわけですよ。今のまま物事が決まら
ないままに５年以内の運用停止だけを求めていく、こ
れ実現すると思っていますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　沖縄県はこれまでも
さまざまな基地負担、過重な基地負担を背負い続けて
おります。そういった中で、オスプレイの24機の配
備については断固反対だということを、本当にオー
ル、全会派通して主張してきたわけでございます。そ
ういった中でオスプレイを中心とした普天間飛行場の
今の運用のあり方というのは、やはりぜひ考えてもら
いたいと。オスプレイの配備については、県外への配
備というものをまずやってもらいたい。訓練移転も
しっかりと実現してもらいたいということを今県とし
てずっと主張し続けているところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
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○花城　大輔君　ですから、移設先が決まらないまま
にそれを求めていって、実際になると思っているんで
すかと聞いているんですよ。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ちょっと繰り返しに
なるかもしれませんけれども、過重な基地負担を背負
い続けて、さらにまた辺野古に新しい基地をつくらな
ければ事が進まないということ自体が県としては理解
できないわけでございます。
そういったことにかかわりなく、前提とせずに訓練
の移転、県外移設をぜひ政府として取り組んでいただ
きたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは状況として、５年以内の運用
停止を守りなさい、新基地建設も反対です。しかしな
がら、今県政としては手詰まりの状態になっている。
だから、政府を責めている。今、政治的に解決する手
法を失っていないですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　手詰まりということ
がございましたけれども、政府におかれては、昨年の
発表によりますと、ことしの４月にはまたさらなるい
ろいろ訓練移転計画も出されるとありますので、ぜ
ひそういったものの作業をしっかりやっていただい
て、残り２年となっているこの運用停止に向けたスケ
ジュールを日米両政府においてしっかりと取り組んで
いただきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私は、今の状態では沖縄側から協議
を打ち切ったような形になっていないかなと思うわけ
です。政治的にエネルギーが分散されている中で、こ
の物事を動かそうというこの引き金になるものが今は
全く見られない。政治で物を動かそうとするならば、
部分的や段階的、また世の中の動きに合わせてそれこ
そいろんな手法があるかというふうに思います。
今回の件は、沖縄県が政治的に手詰まりとなって、
普天間基地の５年以内の運用停止をもう諦めかけてい
る。または宜野湾市民や多くの県民に与えた期待、こ
れを裏切ろうとしている。そんなところに今あるとい
うふうに思います。
次の質問に移ります。
昨年末に判決が出て着々と工事が進んでおります辺
野古の件、そんな中において、３年目の県政の柱も辺
野古に基地は絶対につくらせないとあります。法治国
家である我が国の最高裁判決を受けて、なお、約束事
をほごにしようとしているどころか、司法のあり方に

まで泥を塗ろうとしている。このことについてどう考
えますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
決して司法のあり方に泥を塗るということではなく
して、やはりこの不作為の違法確認訴訟において、最
高裁判所には法の番人として充実した審理をしていた
だきたかったというような思いがございます。そう
いった中で、十分な審理がなされずに、高裁判決のよ
うに辺野古が唯一というような判断はありませんでし
たけれども、結果として是認するような判断がなされ
たことは、県としては大変残念だということでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今実際工事が進んでいます。逆に、
第２滑走路の工事がとまっていますね。この第２滑走
路の工事をとめたのは、辺野古の工事を阻止するため
にハードルを上げたというふうな内容の記事がきょう
の産経新聞に載っていました。これは事実ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほど農水部長から
も、それから土建部長からもございましたけれども、
県としてハードルを上げるとか何とかということでは
なくして、関係法令にのっとって適正に審査する、判
断するということはある意味行政として当然でござい
ます。そのような手続をるる農林のほうで行っている
ということでして、決して何か辺野古を意識してこの
那覇空港の滑走路の事業について県がとめるとかそう
いったことはございません。
あくまでも法令に基づいて、手続を行わせていただ
いているということでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　辺野古の質問から、急に第２滑走路
の質問にかわりましたけれども、これも通告してある
ので続けます。
前回、申請してから８日で許可がおりています。今
回、40日以上今たっています。しかも、前回は事前
協議があったとのことも聞いていますけれども、今回
は事前協議がなかったようであります。
これは、どこに責任の所在がありますか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
前回は、事前調整がされた中で、短期間で承認され
たということを聞いております。今回、12月ごろ担
当者を含めて事前調整するという話でしたけれども、
年が明けてそのまま申請されて、様式が欠けていると
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いうことでしたので、その辺を整えて再度補正をお願
いしたところです。
現在、２月17日に再度、補正を求めているところ
でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ですから、この事前調整をした中
で、前回８日で終わっているものが、今回40日を超
しているわけですよ。この工事がおくれた責任の所在
はどこにありますかと言っているんです。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、書類の中で要件が不
備でしたので、そこを今回、補正をお願いしていると
ころです。前回は、事前打ち合わせ等をさせていただ
いて、書類を提出いただいたということですので、そ
の辺は一応今回様式の部分と、再度やっぱり不十分な
ところがあったということで、２月17日に再度補正
を求めているところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今、書類に不備があったということ
で、一見すると工事関係者側の責任なのかなと思うわ
けですけれども、今回から新たな様式が追加されたそ
うですね。これは何ですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
新たに申請というか、これまでの許可した範囲とこ
れからの計画が前回と違いますので、その辺の部分に
ついて再度お願いしているところです。追加というか
新しい状況が前回３年間の部分と今後の計画のほうを
改めてお願いしている部分等もございますので、特に
様式を追加したということではないと思っております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　報道によると、この新たな申請とい
うものがこの工事をストップさせた原因になっている
のではないかということで、加えて辺野古のための布
石ではないかということが書かれているわけです。こ
れについては明確に否定されますか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
工事をとめているというか、期限を打って許可して
いる中で、新たに今回また期限が切れた時点での申請
ですので、工事をとめるとかそういう視点での審査で
はなくて、新たな申請に基づいて書類を審査、精査し
ているというところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　この件につきましては、あしたベテ

ランが引き継ぐことになっておりますので、質問を戻
したいと思います。
この辺野古の件で、昨年末に最高裁判断が出て、や
はりさかのぼって考えるのは、県の職員が９カ月かけ
て審査したものを第三者委員会という、何の責任も示
し切れない判断が取り消しを勧めている。そして、最
初から敗訴するとわかっていたと言われている裁判で
判決が出たわけです。もう既に行政としての機能と県
庁職員の行政マンとしての矜持が非常に傷つけられて
いるのではないかと私は考えるわけです。
一体、このプロセスに裁判費用も含めて幾らの血税
を投入しましたか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
費用の件でございますけれども、平成27年度に支
出いたしました訴訟に係ります費用の総額でござい
ますが、5994万9797円となっております。平成28
年度は１月末時点でございますが、2635万7161円と
なってございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先日の我が会派の山川議員が代表質
問で、承認撤回の件で地元の新聞記事を取り上げまし
た。既に切り札ではなく、札になっているのではない
かということでありますけれども、翁長知事が絶対に
つくらせないと言いながらも承認撤回はもう時既に遅
しというふうになっていませんか。
そして、今新聞で住民投票の件もありましたけれど
も、これについてももう一度見解を聞かせていただき
たいと思います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　２つ質問がございま
した。
まずは、承認撤回の件ですけれども、承認撤回は、
承認後に生じた事情に基づいて将来的にわたって効力
を失わせるものでございます。それにつきましては、
県は今法令等も含めて慎重に検討を行っているところ
でございます。
それから、県民投票についてですけれども、やは
り、他の地方自治体で行われました県民投票におきま
しては、該当する県民投票の事案につきまして、政策
の変更などが行われたことがあるということがありま
したので、一つの民意を実現する手法として一定の意
義があるんだというような答弁をさせていただいたと
ころでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　県民投票をやった際にそれに係る費
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用と、考えられるデメリットはどのようなものが考え
られますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほど私、県民投票
の意義に対しての御質問に対して今言ったような答弁
をさせていただきました。
県としても具体的に県民投票について、直接検討に
着手していると、作業に着手しているということでは
ございませんので、今この時点でそういった資料、数
字等は持ち合わせてございません。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先ほど、政策の変更などがあるとい
うときに、県民投票は有意義ではないかというような
話がありましたけれども、それでしたら出直し選挙
じゃないですか。大事な話を市民に問いかけていく、
大事な話は政治で決める、それが普通だと私は考え
ます。しかも、10年前に名護市で行われた市民投票、
あれが市民に与えたダメージというものは非常に大き
いというふうに聞いています。市民同士がけんかをし
たり、対立をしたり、私はあのような状況をこの沖縄
県の中でもう見たくないわけであります。
今回の県民投票に関する件は、ぜひ政治的な手法で
決めてほしいというふうに思います。また、市町村
が、例えば翁長知事が法律に条例にのっとって県民投
票やりますという判断をした際に、市町村はどのよう
な権限を持っていますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません。今、手
元に具体的な資料を持ち合わせてはございませんけれ
ども、市町村、具体的な投票に至った場合には、市町
村の選挙管理委員会の作業がるるあると思っておりま
す。そういった作業を市町村において実施していただ
く必要があるのかなというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　例えば、辺野古の問題とはほど遠い
地域、表現として適切かわかりませんけれども、この
辺野古の問題でみずからの住民同士を対立させるよう
なことを望まないという首長がいた場合、これを拒否
できますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　選挙の実施につきま
しては、先ほども答弁させていただきましたように、
それぞれの自治体、市町村において選挙管理委員会に
おいて実施するものだと考えております。そういった
ことで、個々の自治体において判断がなされるものか
なというふうに考えているところです。

○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　翁長知事が就任して２年余りたっ
て、今の状況にうんざりしている県民も私は多いとい
うふうに感じています。できないことをできると言っ
て、その気にさせて、県民同士が対立する構図まで生
まれてしまったわけなんです。私はこの状況を一日も
早く政治的に解決することを知事に引き続き求めたい
と思います。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今日まで２年余、いろんなこ
とがございました。法廷の場もありましたし、各種の
選挙もありました。そういった今埋め立ての取り消し
をした中で、改めて工事がまたその後の判決によって
つないでいるところであります。
今、うんざりという言葉がありましたけれども、こ
のうんざりというのは、しっかりとめてくれというこ
とでなかなか進まないのをうんざりしているのではな
いかなというふうに思います。国と沖縄県の関係、立
場、そういったもの等をどうやって乗り切るかという
もの、これは多くの県民が今その意味での民意という
のはしっかりと示しておりますから、それにどう応え
るかというようなことが今問われているわけで、なお
かつ政治的にということは、今定例会でもいろんな質
問の中で、私も多くの方々と話し合いをしていきたい
というような話もさせてもらっております。ですか
ら、今言う政治的にというようなことは、その政治的
にということそのものは了解でありますけれども、方
向性までは今共有していませんので、その意味では政
治的に何かやらなきゃいかぬということは私も心に期
しております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今沖縄は政治機能を失っているよう
に見えてなりませんから、ぜひ、第一歩をもう一度動
かしていただきたいというふうに思います。
続いて、ＭＩＣＥの件でありますけれども、先ほど
の空港の件もそうなんですけれども、それに向かう道
路も合わせて莫大な費用が投入されるわけです。それ
に対して準備が足りないのではないかなと私はよく思
うわけです。これはこれだけの費用をかける事業なの
に、例えば公募するに当たっても一括交付金がつかな
かったら契約なしになりますよとか、どこまでの覚悟
を持ってこの事業を進めているのかなというふうに思
うわけです。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
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沖縄県では、成長著しいアジア地域や国内外のそう
いったＭＩＣＥ需要を取り込み、沖縄観光にビジネス
リゾートという新機軸を打ち出す、そういった考え方
を持っております。その取り組みの一環として大型Ｍ
ＩＣＥを核とした戦略的なＭＩＣＥ振興を図ることと
しております。
大型ＭＩＣＥの必要性や沖縄振興特別推進交付金の
活用については、この間も国に事務レベル等々でいろ
いろ説明、調整をしてきましたが、今後もしっかりと
説明を行い、平成32年度の供用開始に向けて鋭意取
り組んでいくこととしております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先ほどの空港の件もあわせて、責任
を問われるようなことのないようにしっかりパッケー
ジで進めていただきたいなということを要望はしてお
きます。
続いて、２番の海底資源開発と３番の有事の際のと
いうところ、ちょっと順番入れかえさせていただきた
いと思います。
公室長、これ（資料を掲示）　何でしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
これは、1949年８月12日にジュネーブの諸条約の
国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書
に規定されております、文民たる住民を敵対行為等か
ら保護するための国際的なオレンジ色地に青色の正三
角形の特殊標章でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　誰が、どのようなときにこれを使用
しますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　特殊標章は、文民保
護組織並びにその要員、また建物及び物品、並びに文
民たる住民に提供される避難所を識別し、また、住民
等敵対行為の危機から保護するために用いられるもの
でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　加えて、この任務を負う者が自身を
証明する身分証明書にも使われるわけでありますけれ
ども、これは沖縄県における管理者は誰になりますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　特殊標章を交付でき
る者、これは国民保護法の第158条の規定により細か
く規定されております。都道府県知事もその中の一人
に入ってございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。

○花城　大輔君　今おっしゃるとおり、この標章の管
理者が知事であるということは県民の安心と安全を守
る者は知事であるということになろうかと思います。
今この標章の現物ありますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私は、今手元には
持ってございませんけれども、済みません。現物は確
認してございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ぜひ、この場で紹介してほしかった
ですね。この国民保護計画の中で最も重要なことは何
だと思いますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　やはり国民の、自国
民の生命財産を守ることではないかというふうに考え
ています。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私もそう思いますし、そのために、
この標章の存在をまず広く県民に周知してもらう。そ
して何かあったときには、自助、共助、公助の段階で
はありますけれども、この標章を頼っていく。そし
て、具体的に自分自身を守ることができる行動をつな
げることだというふうに思います。
これで、来月の３月17日、秋田県男鹿市でこの国
民保護計画に基づく初めての避難訓練が行われます。
これは弾道ミサイルを想定した避難訓練であります。
これ、実際視察してみてはどうですか。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時43分休憩
　　午前11時44分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ただいまの御質問の
件、確認しましたところ、内閣官房から１月26日付
文書で訓練実施の文書が届いております。内容です
が、３月17日に、国、秋田県、同県男鹿市と共同で
弾道ミサイルの発射を想定してＪアラートを用いた情
報伝達訓練、住民の屋内避難訓練等を実施するという
ことでございます。参加の必要性については、今後、
日程等を含めて検討してまいりたいというふうに考え
ております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　実際、今有事の際はどこに逃げても
一緒じゃないかという声が多く聞かれます。しかしな
がら、一人でも多くの命を助けるためにさまざまな訓
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練が行われていて、今沖縄から九州に、または九州か
ら沖縄にという、いろんな可能性を訓練の中で模索し
ているということを聞いています。ぜひ検討をして
いっていただきたいと思います。
続いて、県の防災大綱についてであります。
ことしも３月11日が近づいています。私は、2011
年当時、県が設置した復興支援委員会の副会長として
参加させていただいて、青年の立場として、岩手県陸
前高田市で100日ほど活動をさせていただきました。
その後も日本中でいろんな災害が発生するときに、沖
縄は大丈夫なんだろうかといつも考えてしまいますけ
れども、これについての備えはどうなっていますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　沖縄県は、災害対策
基本法第40条の規定に基づきまして、昭和50年４月
に沖縄県地域防災計画を策定しています。その中では
防災対策に関します、県、市町村等の事務または業務
の大綱、そしてまた県民等の責務、災害予防対策、災
害情報の収集・伝達など災害復旧・復興に関する計画
等を定めていて、これまでいろいろ大規模災害等が起
こるたびに見直しが行われまして、12回の改正を行っ
ているところです。
県としましては、今後とも同計画に基づきまして、
総合的かつ計画的な防災行政を推進してまいりたいと
いうふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　内容は、職員の方からも少し聞かせ
ていただきましたけれども、引き続きよろしくお願い
したいと思います。
去る25日、２日前になりますけれども、豊見城市
が陸上自衛隊と合同で防災訓練をしました。ヘリも
入ったそうであります。市外からもたくさんの方が参
加されて、非常に注目を浴びた内容だと思います。災
害が起こったときに、これも同じく一人でも多く救う
ために、平時から自衛隊だけではなくて、沖縄の場合
は米軍とも連携をとりながらやっていったほうがいい
のではないかというふうに提案しますけれども、いか
がですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　県では、これまで総
合防災訓練に情報伝達訓練といたしまして米軍が参
加した実績はございます。昨年、今年度は竹富町での
訓練で米軍は参加してございませんけれども、基本的
にはそういった形で訓練していると。本県におきまし
て、もし、東日本大震災クラスの津波が襲来した場合、
那覇空港ですとか、那覇港などの重要拠点が水没して

使用不能になるおそれが高いことが懸念されておりま
す。外部からの迅速かつ効果的な支援受け入れに当た
りまして、防災拠点の一つとして、初動対応期の米軍
施設のスペースの活用を現実的な選択肢として研究す
る必要があるのでないかというふうに考えています。
こういったことから、米軍との連携を今後、検討し
てまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これも同じく、豊見城市の話になり
ますけれども、この春、定年した自衛官を採用するそ
うであります。早くて、52から53で定年するんです
ね。あと長らく働けるわけですよ。そういう防災に関
してのスペシャリスト、有事の際に連携が直接とれる
人、そんな人を内部に入れて、この市民を守っていく
という、これも私はいい取り組みだというふうに思っ
ています。
県の職員も、この防衛大学の国民保護計画に当たっ
ている教官から言わせると非常に優秀だというふうに
は聞いていますけれども、異動とか県庁の内部の問題
もあります。私はぜひこの防災に対するスペシャリス
トを県でも採用することを検討していただいて、今後
の沖縄県の防災・減災に対する意識をもっともっと高
めていただきたいというふうに思うのですが、いかが
ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
県では、時間外ですとか、休日の体制を確保するた
め、県警ですとか、消防本部の協力のもと、各機関の
退職者この方々を災害情報等受信・伝達業務等専門員
として配置してございます。今後、当該専門員への自
衛隊のＯＢを採用するかどうかについては、いろいろ
検討してまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　実際に、昨年、被災した熊本県、熊
本市にも、そのような専門的な職員がいて、非常に初
動が早かったというふうに聞いています。ぜひ、近い
うちにいい話を聞きたいなと思います。
加えて、2015年12月に国連において、毎年11月５
日が世界津波の日として制定されました。そして、昨
年11月に高知県黒潮町で「世界津波の日」高校生サ
ミットが行われ、日本を含む30カ国の361名の高校
生が参加し、若い防災・減災リーダーとして期待され
ています。そして、昨年末、翁長知事を訪ねた自民党
の二階幹事長の提案で、ことしの11月に第２回目の
「世界津波の日」高校生サミットが沖縄県で開催され
ると聞いています。その内容と期待できる効果につい
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てお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　議員から今ございま
したように、昨年、高知県黒潮町で開催されました、
「世界津波の日」高校生サミット、これには世界30カ
国から360名の高校生が参加しまして、津波被害の歴
史ですとか、防災・減災の取り組みを学び、今後の課
題と取り組みについて分科会で協議、発表し、黒潮宣
言を採択してございます。黒潮町におきましては、県
のほうも職員を派遣しまして、いろいろ意見交換して
おります。黒潮町におきましては、準備段階から地元
高校生、そして地域住民が積極的に運営にかかわっ
て、防災意識の高揚が図られたというふうに報告を受
けております。
地震及び津波に対する防災意識を高めるため、来年
度、本県において当該サミットを開催することは有意
義であるということで、開催に係る経費を当初予算に
計上しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　備えあれば憂いなしといいますか
ら、国民保護計画についても防災についても、万全な
体制をこれからも期待したいというふうに思います。
また、海底資源開発について、実は、前回の一般質
問でも通告に入れておきながら時間がなくてできませ
んでした。今回ももう35秒しかないので、次回に回
したいと思います。答弁を準備されていた方々、申し
わけなく思います。
以上で終わります。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11·時52分休憩
　　午後１·時16分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
午前に引き続き質問及び質疑を行います。
座波　一君。
〔座波　一君登壇〕

○座波　　一君　それでは、通告に従って一般質問を
させていただきます。
まず、知事の政治姿勢についてであります。
前副知事の職員採用口きき及び人事介入疑惑につい
てであります。
ア、安慶田前副知事は諸見里前教育長が事実として
証言した直後に辞任を表明し、前教育長のつくり話と
して名誉毀損で告訴しました。疑惑を否定しながらこ
のような対応に、任命者としての知事と所管する教育
長の所見を伺います。
イ、地方自治法の規定では副知事は辞職の日の20

日前に申し入れる規定があり、知事が承認すればその
限りではない。知事は辞職の申し入れからわずか数日
で承認したことになるが、本人も知事も疑惑を否定し
ながら事実確認もなく慰留期間もないほど、早々の辞
任決定となったのは不可解である。20日前から辞任
の申し入れや相談があったのか。
ウ、教育庁の幹部人事への登用依頼は副知事権限を
越えています。権限のない副知事の判断だけでできる
ものなのか。知事の関与と任命者としての責任を伺い
ます。
エ、教育長は、２月８日の文教厚生委員会で疑惑の
事実は認めながらも、第三者委員会設置による調査要
求に対し消極的な発言をしていました。それはなぜな
のか。県民の不信感に対する説明責任はないのか。組
織的隠蔽と指摘されるのも当然であります。
(2)、違法確認訴訟の敗訴を受けた後の対応につ
いて。
ア、判決確定後、取り消しを取り消した後も知事は
あらゆる権限を行使して辺野古埋立工事をとめるとし
ているが、なぜ是正の指示を受け入れたのか。
イ、知事は地方自治法のもとで国の法定受託事業を
逸脱した行為を行っていても裁判に勝てると考えた法
的な根拠はどこにあったのか。
ウ、裁判の結果は受け入れるが辺野古移設工事をあ
らゆる手段でとめるとするのは事実上裁判結果を受け
入れないことであり、法治国家における沖縄県の迷走
は今後の県政運営上ゆゆしき事態であるが、沖縄県民
が納得できると考えているのか。
エ、本件訴訟で発生する国及び県の損害は膨大な額
と予想するが、少なくとも沖縄県政にとって経費と時
間の過重負担であり、結果的に県民の利益の向上につ
ながらない。法的に決着した以上、知事は政治家とし
て政治の場で解決を模索するべきではないか。
(3)は取り消します。
２、県職員及び関係する労組の組合活動と服務規律
についてであります。
(1)、県職労（職員団体）、現業労組、病院事業労
組、事業団労組の民間団体と沖縄県関係職員連合労働
組合（県職連合）との関係と活動について伺います。
ア、県当局は県職連合を登録した労組団体とみな
し、４団体との関係を黙認しているのはなぜか。ま
た、14階の県職労事務所内に事務局がある事実を確
認します。
イ、登録団体ではない県職連合に県職員や現業労
組や病院事業労組及び事業団民間労組が統一組織と
して活動するのは地方公務員法、労働組合法に抵触
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しないか。
ウ、翁長県政が誕生したころからこの県職連合は上
記４団体を下部組織的な構成にして活動体制をつく
り、翁長県政を支える政治活動や選挙活動が行われて
いるが、知事の所見を伺います。
(2)、県職員の服務規律についてであります。
ア、昨年12月22日のオスプレイ抗議集会へ複数の
職員が公用車を使用して参加した情報が寄せられてい
ます。その事実関係を確認します。
イ、勤務時間内に県職連合と職員との間で組合活動
に関するメールのやりとりが日常的に行われていると
の情報もあります。事実関係を確認します。
ウ、県当局は実態の把握と法令及び規律に沿った指
導と措置をとるべきではないか。
エ、県職労（職員団体）が地方公務員法の規定を逸
脱した政治活動は許されるものではなく、特に若い職
員への影響が懸念されるため当局は徹底した事実確認
と指導をするべきだが見解を伺います。
３、大型ＭＩＣＥ施設整備事業についてであります。
(1)、財源計画の確立と事業の推進について。
ア、事業概要と計画に対する進捗状況及び政府との
協議の進捗を伺います。
イ、設計・建設から管理運営までの財源計画と平成
29年度予算措置と実施計画を伺います。
ウ、県土の均衡発展が建設地選定の主な理由である
が、中城湾に位置する関係市町村との連携を県が主導
することを提案します。
エ、ＭＩＣＥ建設地に関連する国、県道の整備計画
を伺います。
オ、ＭＩＣＥ事業への取り組みに対する翁長知事の
決意を伺います。
以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　座波一議員の御質問にお答え
をいたします。
大きな１番目の知事の政治姿勢についてに関する御
質問の中の、前副知事の辞任についてお答えをいたし
ます。
安慶田前副知事からは、これまで一貫して、そのよ
うな事実はないとの説明を受けておりました。一方、
１月24日の教育庁発表については、教育庁が再度調
査した結果であり、当時の教育庁関係者からそのよう
な証言があったことについては、重く受けとめている
ところであります。今回、このような事態に至ったこ
とは、大変残念であり、県民に不安・不信を抱かせた

こと、そして県政に混乱をもたらしたことについて
は、知事として責任を痛感しているところでありま
す。今回の事態を重く受けとめ、今後は、二度とこの
ようなことが起こらないような仕組みづくりを行うこ
とが重要であると考えております。
次に、前副知事の辞任の承認についてお答えをいた
します。
安慶田前副知事からは、今回のマスコミ報道により
多くの県民に不安・不信を与えことは重大だと考えて
いること、また、県政へイメージダウンをもたらした
こと、そして何よりも、辺野古新基地建設問題や予算
編成等の重要な時期に、県政運営に混乱を招いている
ことなどに対して、副知事として大変責任を感じてい
ることを理由として、副知事の職を辞するとのことで
ありました。私としては、辺野古新基地建設問題を初
め予算編成、税制改正等に係る国との調整等に力を尽
くしていたこともあり、大変残念でありましたが、本
人の意思がかたく、副知事の辞職を承認したものであ
ります。
次に、前副知事の教育庁人事への登用依頼への知事
の関与と任命責任についてお答えをいたします。
安慶田前副知事の一連の事案に関して、私が教育庁
内部の人事に関与したことはございません。
次に、大きな３番目の大型ＭＩＣＥ施設整備事業に
ついてに関する御質問の中の、ＭＩＣＥ事業への取り
組みに対する知事の決意についてお答えをいたします。
沖縄県では、成長著しいアジア地域や国内のＭＩＣ
Ｅ需要を取り込み、沖縄観光にビジネスリゾートとい
う新機軸を打ち出すため、大型ＭＩＣＥ施設を核とし
た戦略的なＭＩＣＥ振興を図ることとしております。
大型ＭＩＣＥ施設の必要性や沖縄振興特別推進交付金
の活用については、国にしっかりと説明を行い、平成
32年度の供用開始に向けて鋭意取り組んでまいりま
す。そのため、３月の早い時期に、私が鶴保沖縄担当
大臣に直接お会いし、大型ＭＩＣＥ施設整備に係る国
の支援について要請を行いたいと考えております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。·
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　知事の政治姿勢についての
御質問の中で、前副知事の辞任等についての御質問に
お答えいたします。
前副知事が辞任され、また、前教育長を告訴された
ことについては、本人のお考えによるものでありま
す。今後は、司法の場で争われることとなるため、そ
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の推移を注視してまいりたいと考えております。
次に、第三者委員会の設置についての御質問にお答
えいたします。
今回の一連の事案に関する前教育長から書面の提
出があり、それを受け当時の幹部に書面の内容につい
て確認したところ、まず、採用試験については、担当
の幹部がその事実について肯定していること、次に、
人事異動については、複数の幹部が肯定する証言を
していること、さらに、両案件について、これを否
定する証言がないこと、以上のことから、前副知事
からの働きかけがあったと考えざるを得ないとの結
論に至り、１月24日に記者会見を行い、このことに
ついての見解を発表いたしました。このことにつき
ましては、さまざまな意見もあることから、調査委
員会の設置も含め、知事部局と連携して検討してま
いりたいと思います。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、是正の指示についてお答えいた
します。
不作為の違法確認訴訟の最高裁判決においては、知
事が埋立承認取り消しを取り消さないことは違法であ
ることが確認されたところであります。行政が司法の
最終判断を尊重することは当然であることから、知事
は埋立承認の取り消しを取り消したものであり、是正
の指示を受け入れたものではありません。
次に、法定受託事務の対応についてお答えいたします。
さきの地方分権一括法による地方自治法の改正によ
り、「現に地方公共団体が処理し、又は処理すること
とされるものであれば、端的に地方公共団体に属する
事務」とされ、法定受託事務は地方公共団体の事務と
されております。埋立承認に関する事務は法定受託事
務であり、法定受託事務が地方公共団体の事務とされ
ている以上、知事の判断は尊重されるべきものと考え
ております。公有水面埋立承認については、平成27
年７月の第三者委員会の検証結果報告書を踏まえ、こ
れを精査した結果、承認には取り消し得べき瑕疵があ
るものと認められたため取り消したものであり、埋立
承認取り消しが法的に正当であるとの判断を裁判所に
求めてきたところであります。
次に、最高裁判決の受け入れについてお答えいたし
ます。
新基地を建設するには、さまざまな手続を行う必要
がありますが、今回は埋立承認という一つの手続につ

いて最高裁の判断が示されたものにすぎません。一般
論として、行政が司法の最終判断を尊重することは当
然であることから、最高裁判決を受け、埋立承認の取
り消しを取り消したところです。これにより、前知事
の承認には取り消し得べき瑕疵があるとのこれまでの
県の主張を再度持ち出すことはできなくなり、今後想
定される埋立承認の変更申請などについては、当初の
承認が適法であることを前提に対応することになりま
す。しかしながら、その後の公有水面埋立承認の変更
申請などについては、改めて法令にのっとり審査を行
い、変更承認の要件を判断することは当然だと考えて
おります。
次に、政治的な解決を模索することについての御質
問にお答えいたします。
不作為の違法確認訴訟において、結果として県の主
張が認められなかったことは残念でありますが、一連
の選挙において明確に示された県民の民意を無視し、
辺野古新基地建設を推し進めることは到底容認できる
ものではありません。政府においては、辺野古が唯一
の解決策という固定観念にとらわれることなく、県民
の声に真摯に耳を傾け、辺野古新基地建設問題の早期
解決に向けて取り組んでいただきたいと思います。
次に、県職員及び関係する労組の組合活動と服務規
律についての御質問の中の、オスプレイ抗議集会への
職員の参加についてお答えします。
昨年12月のオスプレイ抗議集会については、知事
は公務で出席しております。そのため、会場内での知
事の誘導やマスコミ対応のため、公用車１台を使用
し、職員が知事に同行しております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　県職員及び関係する労組
の組合活動と服務規律についての御質問の中で、沖
縄県関係職員連合労働組合についてお答えをいたし
ます。
沖縄県関係職員連合労働組合は、人事委員会におい
て登録を受けた職員団体ではなく、また登録を受けた
職員団体とはみなしておりません。職員団体が他団体
とともに団体を組織することは憲法第28条により保
障されており、沖縄県関係職員連合労働組合のような
団体を組織することもできることとなっております。
また、県庁舎14階の一部を沖縄県関係職員連合労働
組合の事務所として使用を許可しております。
次に、沖縄県関係職員連合労働組合の活動について
お答えをいたします。
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地方公務員法及び労働組合法に、沖縄県関係職員連
合労働組合のような団体の活動を制限する規定はな
く、両法律に抵触することはないと考えております。
次に、県職連合の政治活動等についてお答えをいた
します。
職員団体及び労働組合は、職員の勤務条件の維持改
善を主たる目的として組織される団体ですが、地方公
務員法上、その他の政治的目的を持った活動等をする
ことについて制限はありません。その職員団体等によ
り組織される沖縄県関係職員連合労働組合について
も、団体としての行為は、地方公務員法第36条の規
定による政治的行為の制限は受けないところでありま
す。しかし、一般職の職員については、地方公務員法
第36条の規定により一定の政治的行為が制限されて
おります。
次に、県職連合と職員の間におけるメールのやりと
りについてお答えをいたします。
県職連合と職員間における組合活動に関する日常的
なメールのやりとりについては、具体的に承知してお
りません。
次に、実態の把握と指導等についてお答えをいたし
ます。
職員のメールのやりとりについて、その全ての内容
を一つ一つ確認し監視することは、現実的には難しい
と考えております。ただし、庁内メールを初めとする
情報端末やネットワーク回線等は、業務目的で使用す
べきものであるため、その適正な取り扱いについて周
知徹底を図ってまいりたいと考えております。
次に、県職労の政治活動への対応についてお答えを
いたします。
いわゆる県職労は、地方公務員法上の職員団体とし
て、職員の勤務条件の維持向上を主たる目的として組
織されておりますが、その他の政治的目的を持った活
動等について、地方公務員法上の制限はありません。
しかし、県職労の構成員である一般職の職員について
は、地方公務員法第36条の規定により、一定の政治
的行為が制限されます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　大型ＭＩＣ
Ｅ施設整備事業についての御質問の中の、事業概要、
政府との協議及び予算措置等についてお答えいたしま
す。３の(1)アと３の(1)イは関連しますので一括して
お答えいたします。
大型ＭＩＣＥ施設は、３万平方メートルの展示場、

4000人規模の晩さん会に対応できる7500平方メート
ルの多目的ホール等を備え、大規模な国際会議や学
会、企業の報奨旅行、展示会、コンサート等に対応可
能な多機能型の施設として整備することとし、施設整
備は平成32年６月末まで、運営については同年９月
から平成44年３月まで指定管理による委託を行うこ
ととしております。そのため、平成32年９月の供用
開始に向けて、昨年11月に設計・建設・運営事業に
係る公募を行っており、ことし４月には事業者を選定
することとしております。主な財源として、沖縄振興
特別推進交付金を活用することとしており、平成29
年度は設計業務等に約14億円を計上しております。
当該交付金の活用については、昨年８月の整備基本計
画以降、適時国と調整しており、今後も基本設計、実
施設計など段階に応じた予算の確保ができるよう、国
に引き続き丁寧に説明し、理解を得ていきたいと考え
ております。
次に、関係市町村との連携についてお答えいたします。
県においては、中城湾港マリンタウン地区に整備す
る大型ＭＩＣＥ施設を核に、ＭＩＣＥ周辺エリアや近
隣自治体と連携したまちづくりを推進するため、東海
岸地域サンライズ推進協議会を構成する与那原町、西
原町、中城村及び北中城村と大型ＭＩＣＥエリア振興
に関する協議会を設置しました。協議会では、まちづ
くり、交通対策及び観光振興をテーマに協議を重ねる
こととしており、今後は、南城市、うるま市など中城
湾に位置する関係市町村との連携を視野に入れ、協働
して東海岸地域の振興に取り組んでいきたいと考えて
おります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　大型ＭＩＣＥ施設整
備事業についての御質問の中の、ＭＩＣＥ建設地周辺
の国道及び県道の整備計画についての御質問にお答え
いたします。
大型ＭＩＣＥ施設が立地予定の中城湾港西原・与那
原地区周辺の道路整備について、国においては、国道
329号南風原バイパス及び与那原バイパスの整備を進
めており、一部区間を除き、平成30年度に暫定２車
線で供用予定とのことであります。また、県では、県
道浦添西原線の小那覇から翁長までの整備を進めてお
り、一部暫定を含めて、平成31年度末供用を目指し
て、鋭意取り組んでいるところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
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○座波　　一君　知事の政治姿勢の中で伺った件なん
ですが、まず、前副知事の疑惑に対し、多くの県民か
らその真相究明を求める声がたくさんあるということ
は、御認識していると思います。これ本当に、前副知
事が前教育長を告訴するという事態、これは先ほどか
ら個人的なものであるというふうな認識で午前中の議
論もありましたが、そのように片づけていいものなの
か、本当にこれは、県民に対する説明責任を全く感じ
ていないと思わざるを得ない。その部分について、再
度教育長に、まだ明確なこの第三者委員会を立ち上げ
るというような答えを聞いておりません。この検討す
るということの答弁しか聞いておりませんが、もう一
度お伺いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時42分休憩
　　午後１時42分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　教育委員会のほうで24日に
記者会見をいたしました。働きかけがあったと考えざ
るを得ないということで申し上げました。そして、そ
れを踏まえて、せんだっての文教厚生委員会でも前副
知事から私のほうには何ら問い合わせもなかったとい
うこともありました。そういう意見もありました。そ
ういうことも踏まえて、委員の皆様方からも、さまざ
まな意見をいただきました。
そういうことも踏まえまして、第三者委員会という
形になるのか、委員会を開くとすれば、教育庁がいい
のかどうかというのもございます。そういうのもあり
ますので、先ほど答弁いたしましたのは、知事部局と
連携して、その対応について検討してまいりますとい
うふうに申し上げたところでございまして、それにつ
いては、よく知事部局と相談をして対応したいという
ところであります。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　ただいまの教育長の答弁は、知事部
局と協力して調査委員会を立ち上げるということで解
釈いたします。
続きまして、知事に申し上げますが、前教育長の証
言を残念ながら安慶田前副知事はつくり話だというふ
うにして、名誉毀損で告訴をされたということであり
ますが、果たして本当にこのつくり話としてやってい
るのであれば、逆に諸見里さんは訴えたいぐらいの気
持ちは持っていると思います。そういうことの中で、
知事、本当に一連のこの疑惑が、果たしてこのつくり
話によって起こったことなのか、端的にそのことをお

尋ねします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　ただいまの座波議員の御質問
にお答えをいたします。
前副知事と前教育長、ある意味で県政を担う重要な
役割の２人に告訴の問題が出たことを私はゆゆしい問
題というふうに申し上げております。その前教育長の
話はつくり話なのかどうなのかということにつきまし
ては、私が全くそれに認識を示すということは、今の
ところできません。ただし、そういったようなものを
教育委員会が肯定的に話をしたのは重いと考えており
ますので、そういった県政を揺るがしたような、ある
いはまた、不信・不安を県民に与えたようなものにつ
いては、しっかりと対応していかなければならないな
と、こういうふうに思っています。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　文教厚生委員会で参考人として招致
された安慶田さんが、全く個人的な確執を強調し、あ
るいは個人的な感情論でこの問題を完全にすりかえて
しまっている感じがします。それで幕引きをするんだ
なというふうな戦略だと思いますが、これは、そのよ
うな問題で終わるようなことじゃないということを先
ほどから指摘がありますとおり、ぜひ知事、あるいは
教育長、県民のその疑惑、疑念を払拭するような説明
をよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、違法確認の敗訴を受けた問題ですが、
先ほどの謝花公室長から法定受託事務に関するこの本
質もしっかりと認識している中で手続をやったという
ことであります。これは当然であります。だから、そ
この法律論でいくと、この裁判は勝てるものではな
かったんです。これを幾ら読み返しても。それについ
てはどう思うんですか。法定受託事務を越えるような
県の権利があったのかどうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　公有水面埋立法に関
するまず事務が法定受託事務だということです。法定
受託事務について、先ほども御答弁いたしましたが、
若干いろんな学者さんが書いておりますので、答弁さ
せていただきますと、法定受託事務という表現上の問
題は残ります。あくまでも、機関委任事務のときのよ
うな感覚があるものですから、国の事務のような、本
来国の事務を地方におろしたというようなイメージが
あるんですけれども、そういった表現上の問題は残る
ものの、自治事務も法定事務も等しく地方公共団体の
事務であると。さらに法定受託事務は、法律の定めに
よって国の事務が地方公共団体の事務とされた、ある
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いは地方公共団体が国の事務を受託することを義務づ
けられたものではないということでございます。です
から、我々の考えとしては、知事の公有水面埋立法に
関する１号要件、２号要件、そしてそれについて、翁
長知事は再度第三者委員会を持って精査した結果、取
り消し得べき瑕疵があると判断した、そういった知事
の判断を尊重されるべきだと、そういう意味で答弁を
させていただいたところでございます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　公室長が今この法定受託事務の解釈
を形式的な表現、表現的なものだと言いましたが、こ
れは明らかに違います。これは、地方分権一括法のと
きに、ちゃんと機関委任事務から法定事務に委託する
ものと自治事務に分けてやっているんです。だから、
法定事務とは第１号法定事務ですよ、この埋立事業と
いうのは。ですから、国が申請するしないは関係な
く、この委託されたものはしっかりと審査して、法律
で違法がない限り承認しなければいけないということ
なんです。明らかに法定事務違反なんです。これは、
専門家からも言われているとおり、なぜこれに勝てる
根拠があったのかというのは、いまだに私は見出せな
いのであります。本当にそうなんですか。この勝てる
という根拠ありましたか。どこにあったのか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほども、この辺は
法定受託事務の解釈によると思いますけれども、我々
の理解では、法定受託という事務というものも表現上
の問題があるにしても……
○座波　　一君　表現上じゃないですよ。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　地方自治体の事務で
あるということでございます。そういった中では、知
事の権限は、判断は尊重されるべきだということでご
ざいまして、そういった中において、県は第三者委員
会の検証を重ねたというようなことで瑕疵があると。
それから、法適合性の原理に基づいて、知事はさきの
知事の承認を取り消したということでございまして、
我々としては、適正に手続を踏んだことによるものだ
ということでございます。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時50分休憩
　　午後１時50分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
座波　一君。
○座波　　一君　今のこの法定受託事務をこのように
解釈するというのが非常にちょっと意外なんですが、

みずからの取り消しを取り消したということは、いず
れにしても、仲井眞知事の違法性はなく、取り消す権
限がなかったということになるわけでありますので、
そこから考えますと、逆に言うと、行政の瑕疵を私は
指摘したいと思っています。これをぜひ認識お願いし
ます。
次に、その後もあらゆる手段を行使して工事をとめ
たい、とめるという強い決意を公室長も知事も盛んに
おっしゃっています。多くの知事権限の中の一つにし
かすぎないと、裁判結果がですね。これは大変な国と
政府に対するさらなる挑戦であります。こんな法定事
務というのを無視して、これは非常に軽く見ていなが
ら、さらに別の法律、あの法律は次は施行規則とかの
問題であって、そこら辺から追及していくというの
は、本当にいかがなものかなと思いますけれども、ど
うなんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　我々、最高裁の判決
を――残念ではありますが重く受けとめまして、埋立
承認の取り消しを取り消したところでございます。そ
れによって、先ほども答弁いたしましたけれども、前
知事の行った承認には瑕疵があるという主張はもうで
きません、これは前提として。ですから、これからの
手続は、埋立承認が適法であったことを前提に作業を
いたしますけれども、個々の法令については、関係法
令の趣旨、規定に基づいて厳正に対応する。これはあ
る意味当然だということで答弁をさせていただいてい
るところでございます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　やっぱり一連のそういう、けさの新
聞の報道にありましたとおり、空港の埋め立てに対す
る対応も変えざるを得なくなってくるというふうな、
大変詰まったような行政手法に転じてしまったら、沖
縄県政の本当に汚点でもあり、今後にかなりマイナス
が起こる可能性があります。しっかりと慎重に考えて
対応をお願いしたいと思っております。
次に、県職労関係の問題をお願いします。
組織として、総務部長は認めていると何度も言いま
すが、これは、この団結権があるというのはわかりま
す。しかし、この組織の中に、さっき言った県職員の
組織する県職労が入っているんです。しかも、活動の
中心体なんです。それが、さっき認めていましたとお
り、それは活動を制限されていると言っていますよ
ね。県職労がやるには活動を制限されると言っている
んです。県職員が労働団体の中に入ってやることは、
それは禁止されているというのは認めていますよね。
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じゃ、どうぞ。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　団体という捉え方と、そ
この構成員である職員というのは別のものという捉え
方で答弁させていただいております。ですから、団体
として行うものについてのいろんな政治的活動等含め
て、これについては、地公法上の制限はございません
が、そこの構成員である――県職労であっても職員以
外の方もおりますので、そういう意味でのそういう意
味合いでございまして、そこの構成員が県職員の場合
は、当然地方公務員法36条の規定の制限を受けると
いうことでございます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　だから、この県職連合に県職労が
入っているんです。県職労というのは職員団体ですよ
ね。職員団体がこのように団体を新たに労働組合をつ
くることはできないんですよ、ほかの団体と一緒に
は。職員団体は非現業団体ですよね。
○総務部長（金城　武君）　休憩よろしいですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時55分休憩
　　午後１時56分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
座波　一君。
○座波　　一君　組織はできると。しかし、この法的
な適用が全然変わってくるんですよ。県職員というの
は、地方公務員法で適用されます。したがって、人事
委員会からも認定を受けて活動、あるいはその内容の
交渉が保障されているわけですけれども、その他の団
体はそれに該当しないんです。労働組合としての登録
ですから。だから、この４つの団体が一つになって連
合をつくるというのは、いかがなものかということな
んです。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　確かに、県職労とほかの
３つの組合とは適用される法律が違いますけれども、
これがそれらの組合が統一的な連合体をつくること
は、これは憲法上保障されているということでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　じゃ別の角度から１件です。
この県職労の活動がかなり政治集会に偏っている
ということは明確であります。その大会の議決、いろ
んな機関紙の文章を見ましたが、そこを私は憂えてい
るんです。先ほどのオスプレイの集会にも参加した中
で、公用車を使ったということは、知事の誘導があり

という云々でありますが、実際に活動体として他の高
江の問題、あるいは辺野古問題に対してもかなりの活
動のメンバーとして動員されているという、明らかに
政治集会等に参加しているわけです。そういったもの
を私が指摘したいのは、この14階の県職労の事務所の
中に置いているという。それはどのように考えますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
この本庁舎14階に今沖縄県関係職員労働組合の事
務所を置いているのは、実は、この連合組織ができた
平成22年度からずっと使用許可をしているところで
ございます。そういうことで、目的が組合員の労働条
件の維持改善、福利厚生等に関することを主な目的と
いうことの団体でございますので、使用許可をしてい
るという状況でございます。
○座波　　一君　休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時59·分休憩
　　午後２時０·分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
座波　一君。
○座波　　一君　県職連合の名で、また職員の給与明
細のほうに控除の、これ組合費を控除する欄があるん
ですが、県職連合の名でされているというのは確認で
きていますか。そういった明細が私には確認できてい
るんですけれども、それ見たことありますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　給与明細の記載のあれで
すが、県職連合という形の県職連合で天引きされてい
るということでございます。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　これは、給与天引きするということ
は、協定がないとできないと思いますが、されていま
すか。人事委員会に聞いてもいいですよ。人事委員会
登録だから。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　給与の天引きにつきまし
ては、県職労と協定を結んで天引きをしているという
ところでございます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　だから、県職労としか協定していな
いけれども、給与天引きは県職連合でやっているとい
う事実です。
これは、人事委員会に聞いています。人事委員会、
協定しているんですか、県職連合と。
○議長（新里米吉君）　人事委員会事務局長。
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○人事委員会事務局長（親川達男君）　お答えします。
人事委員会は、地方公務員法にのっとって業務を
進めていますけれども、職員団体については、地方
公務員法が適用されるのは、今話題になっている４
団体のうち県職労だけです。団体の登録をしている
のも県職労でございます。その団体以外の３つの団
体については、地方公務員法の適用外ですので、所
管外となります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　今人事委員長代理は、この連合とい
う組織は、その職員の県職労と他の団体が、違う団体
が一緒になっているから認定の適用外だと言っていま
す。言っていますよね。そうですよね。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　職員団体として登録して
いるのは県職労ということでございます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時５分休憩
　　午後２時６分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
座波　一君。
○座波　　一君　今の給与天引きのほうが県職連合に
なっているということが、今の答弁で総務部長は、本
来は県職労で天引きするものだという考えですよね。
しかしながら、今はそうではないということははっき
りしています。はっきりしていますよね。今、給与天
引きは県職連合となっています。もう一度今のずれを
認識お願いします。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
今の給与天引きの、給与の明細書の中では、県職連
合という形で表示をされているというところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　そこまではっきり言われると、何か
違法でないようなあるような、ちょっとよくわからな
くなってきますけれども……（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　ちょっと静かにお願いします。
言葉が聞き取りにくいです。
○座波　　一君　私は、そのことも含めて、今後も
しっかりこれは確認しないといけない問題だと思って
います。さらにまた、公務員としてのあるべき組合活
動ということは、しっかり、それをやることはいいん

ですが、政治集会等々に特化した団体としての組織的
な活動が最近翁長県政になってから活発化しておりま
す。そこの存在は知事、どうでしょうか。認めます
か。どうでしょうか。この存在と活動内容は御認識さ
れていますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　これ私の認識でございま
すけれども、県職労、県職連合含め、活動内容という
のは、従前から同様な活動をされているというふうに
認識をしております。
○座波　　一君　知事が認識しているかの話ですよ、今。
○議長（新里米吉君）　総務部長が答えることもでき
ますから。答弁しています。（発言する者多し）　今、
別の質疑応答になっています。
座波　一君。
○座波　　一君　このように、職員の規律のほうもあ
る程度メール等の問題は、実際私は本当はもっともっ
と資料を持っているんですが、それも認めないという
ような答弁もありましたが、この職員のコンプライア
ンスも含めて、大変今の現状の県政の状況が非常に憂
えてしようがありません。県民の負託に応えて、しっ
かりと公平公正な行政実務をやっていただくために
も、ぜひしっかりと指導監督をしていかなければいけ
ないと思っております。今回は、このように事実確認
を中心として行いましたが、今後の職員のためにも、
しっかりと問題を継続して私は取り組むことを申し上
げたいと思っております。
この問題に取り組む、調べてさらに取り組むという
考えを持っておりますか、総務部長。問題ないという
認識で今いるんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時10分休憩
　　午後２時11分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
先ほど給与明細の天引きの関係でございますが、こ
れは、やはり県職労という形の天引きが正しいやり方
かと思いますので、そこは訂正して見直しをしていき
たいなというふうに考えております。
それから、職員連合の団体としての活動、これはや
はり地方公務員法上、あるいは労働組合法上の特段の
そういう制限規定はございません。ただやはり、県職
労の中の先ほど申し上げましたように、構成員であり
ます県職員につきましては、それなりの政治的ないろ
んな地公法36条に基づく制限がございますので、そ
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れについては、適正にしっかりと対応してまいりたい
というふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。
○座波　　一君　この問題は、実は内部でも問題とさ
れているというのは認識しています。当局も一度これ
を指摘しているという経緯があります。それもしっか
り調べたほうがいいと思いますよ。
あと、最後に人事委員会。そこの問題の確認、この
先ほどの総務部長との……
○議長（新里米吉君）　早くまとめてください。
○座波　　一君　答弁との認識にずれがありました。
そこをもう一度説明お願いします。
○議長（新里米吉君）　人事委員会事務局長。
○人事委員会事務局長（親川達男君）　お答えいたし
ます。
職員団体としての登録の観点から申し上げますと、
地方公務員法上、人事委員会が登録しておりますの
は、沖縄県職員団体でございます。
今のお話の中で、連合体のお話があって、総務部長
もお答えになっておりましたけれども、この件につい
て、人事委員会で把握しておりますのは、参考までに
申し上げますと、昭和33年の旧自治省の文書では、
単位職員団体または単位職員団体の連合体が公務員以
外の団体と連合組織を結成し、またはその連合組織に
加入することについては、地方公務員法の関知すると
ころではないというふうな文書がございますので、そ
ういった中での総務部長の発言だろうと理解しており
ます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　沖縄・自民党の具志堅透でござい
ます。
一般質問をさせていただきます。
まず初めに、知事の政治姿勢についての、県政の人
事のあり方についてでございます。
県民は、翁長県政における人事のあり方について、
新聞報道を見て大きな衝撃を受けております。そし
て、大変な不信感を募らせていることも事実でござい
ます。一連の報道の事実関係についてただしていきた
いと思います。
まず初めに、基本的なことから確認していきたいと
思います。
初めに部長人事の承認だとか、異動だとかの方針決
定は誰がどこで行っているのか、その手続について、
少し総務部長説明してもらえませんか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。

部長を含め一般職職員の人事につきましては、沖縄
県職員人事管理基本方針、そしてそれから人事評価そ
の他能力の実証に基づきまして任用を行い、能力及び
実績に基づくその適材適所の人事配置に努めていると
いうところでございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　部長人事も適材適所、総務部長が
行っているの。部長級人事。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　失礼しました。
部長級人事につきましては、知事決裁でございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　そうであるんだろうと、人事権は知
事にあるわけですから、そして自分の政策を遂行する
ために、知事は部長あるいは職員の人事配置を適正に
行うんだろうというふうに解釈をいたしております。
そのとおりであるんだろうと。
そして次に移ります。
総務部長は、病院事業局の局長人事に対して、我が
党会派山川典二議員の代表質問の答弁で、２月定例会
において答弁した内容は、「病院事業局長の交代とい
う事実はない」ということでございます。また、報道
については、誤報かどうかを申し上げにくいが、局長
がかわることはないというふうに答弁をされています
ので、昨年の２月議会での答弁は平敷総務部長の答弁
は問題がないですよと、うそ偽りは言っていないです
ということでありました。そうですよね、間違いない
ですよね。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
要するに、私が代表質問でお答えしたのは、前総務
部長が昨年の２月定例会において答弁した内容は、
「病院事業局長の交代という事実はない」という趣旨
の答弁がなされたということでございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　そのことは聞かれたことに答えたと
いうことの中で間違いはないのかもしれません。
ただ、当時その病院事業局長へ辞職を促したり、あ
るいは迫ったり、求めたりしたことはありませんか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　昨年のことについては、
私のほうでは承知をしておりません。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　新聞報道を見てみると、安慶田副知
事も昨年は病院事業局長へ辞職を促したことを認めて
いるんですね、最近の新聞報道で。そして昨年も辞職
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を迫ったのではないかと、安慶田副知事はその命を受
け、砂川保健医療部長が病院事業局長のもとへ行って
いるんじゃないですか。促して迫っているのではない
ですか、どうなんですか。砂川部長。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　新聞報道の後、局長
のほうに行って辞職願を書いてもらえませんかという
お願いをした記憶はございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　そのとおりなんですよ。行っている
んです。これは安慶田副知事の命を受けて行ったんで
すか。自分の一存では行かないですよね。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　その辺のいきさつは
ちょっと記憶が定かじゃないんですけれども、新聞報
道が出た後に、その前に別に局長人事がどうなるかと
いうことを決定していたわけじゃなくて、どの筋から
漏れたかわかりませんけれども、そういう局長交代の
話が出て、いろいろ動きがあったということで、私の
ほうが、じゃ私が行ってきましょうかということで
行ったというふうに記憶しております。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　ちょっとどうも今わかりづらい。当
時、どういう役職でしたか、部長は。部長じゃないで
しょう。どういう仕事、ポジションしていたの。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。（「やめてくれ
と言えるわけ、あなたは」と呼ぶ者あり）
○保健医療部長（砂川　靖君）　やめてくれとは言っ
ておりません。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時22分休憩
　　午後２時22分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　新聞報道が出た後に、
どうしようかということになって、私のほうが行っ
て、辞職願を書いてもらえませんかというふうに言っ
たということでございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　新聞報道はどういう内容でしたか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　内容をよく覚えてい
ませんけれども、趣旨としては、病院事業局長の交代
ということを報道していたと思います。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　総務部長、こんなものですか。新聞

報道に病院事業局長の交代案が載ったと、写真つきで
載ったと。それを受けて当時、企画にいたんですか、
一統括監だったのかそれとも何だったのかわからぬけ
れども、その人が私が行きますと。辞職願をとりに、
書きなさいと、迫っていくんですか。どうなんです
か、これ事実ですか。こんなことがあっていいの。い
や、総務部長に聞いているんだよ。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
私は、昨年の人事の関係ではかかわってございま
せん。
○具志堅　透君　いや昨年のこと聞いているんじゃな
いよ。通常そういうことなのかと言っているんだよ。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
要するに、当然総務部、人事を担当しておりますの
で、人事を含め予算も含めいろんな形で日ごろから意
見交換をしているのは事実でございます。
○具志堅　透君　それ聞いてないですよ。とりに行く
のと。新聞に載ったからということで、とりに行くの
と。それ、なかったことにしているんだよ、皆さん。
ありませんと言ったんだよ。その人事異動がないと
言っておきながら、新聞に載ったからとりに行ったと
言っているんだよ。どういうことね。当時の総務部長
もいるから、答えさせたらいいさ。確認をとったらい
いよ。どうなの。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　ちょっと静粛に願います。答
弁していますので、別の人の答弁を求めるか……
○具志堅　透君　ずれている。僕の聞いたことには答
えてないよ。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時24分休憩
　　午後２時30分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　昨年の２月定例会で、これ
はたしか砂川利勝議員の質問だったと思います。その
中で何度か質疑のやりとりがありまして、最初は確認
があったんですけれども、病院事業局長の人事に関す
る新聞報道に関連しての御質問で、新聞報道にあった
内容について、そのような事実はありませんと私は答
えました。何度かその確認の再質問がありましたけれ
ども、最終的な答弁の内容が、局長が交代するという
人事異動について発表した事実はございませんという
答弁をいたしまして、それでまた再確認をされまし
て、異動がないということでございますというふうな
答弁をさしあげました。これについて辞任を迫られた
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ことがあるかどうかという質問じゃなかったものです
から、私は要するに、人事異動を発表したという事実
はございませんよという答弁をさしあげたということ
でございます。
当時、昨年、局長が辞任を迫られたかどうかという
ことに関しまして、地方公営企業法では公営企業の管
理者は、その意に反して罷免されることはないという
規定もございます。ですから、辞任を迫るということ
は罷免ということはできませんので、その交代につい
て前副知事と局長の間で意見交換が行われたというふ
うに私のほうは理解しております。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　教育長が当初説明したのは、私も会
議録を見たんですね。当然おっしゃっているとおりで
す。今言っているのは、先に進んでいるんですね。そ
の後、今の砂川部長が言っているんです、辞表を書け
と。そのことに対してどうなんだということなんで、
あなた、誰からの指示で、どうやって、どういう話し
合いの中で言ったのということですよ。そのことを聞
いているんです。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時33分休憩
　　午後２時36分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　当時、砂川統括監が局長の
もとに行ったのは、いろいろな人事の案がある中で、
２年間という形でそういう人事の案も構想もいろいろ
ある中で、辞表というんですか、交代してもらう方法
があるのかどうかということで辞表を出す意向がある
かどうかというのを確認に行ったものと理解しており
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時38分休憩
　　午後２時38分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　教育長がおっしゃっ
たように、新聞報道が出た後に、私のほうが局長室
に行って、退職を迫ったわけではございません。辞
表を書いてもらえますかと、お願いをしに行ったん
です……（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　ちょっと待ってください。静
かにしてください。
大事な発言です。もうちょっと今のところ……。
○保健医療部長（砂川　靖君）　新聞報道の後に、事

態収拾を図る必要があるということで、私のほうが
局長室に行って、管理者というのは法定任期がござ
いまして罷免できませんので、辞表を書いてもらう
ことができますかとお願いをしにいったということ
でございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　また逆戻りしていますね。さっきの
答弁と違って。
新聞報道を皆さんはこの場所で、新聞に報道された
ことそのものがなかったと答弁しているんですよ。私
も会議録調べて新聞報道は事実じゃありませんと、そ
んなことはなかったと、異動の話は。そういうことを
言っているにもかかわらず、書いてもらえませんかと
言ってお願いしに行った。どういうことなの。行った
り来たりして話が進まぬよ。なかったと言っておきな
がら、あなたは行って辞表を促してきたと今答弁した
んだよ。どういうことね。もう少し整合性を出しなさ
いよ。総務部長、あなたもうそついたことになるよ、
今の答弁は。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　新聞報道が出る以前
に、病院事業局長の人事について、県の内部で決定事
項があったということはありません。
以上でございます。
○具志堅　透君　質問に答えてないよ。それも答弁と
いうんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時40分休憩
　　午後２時40分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　先ほど砂川部長からもあり
ましたけれども、新聞報道が出る前にそういう人事を
発表したことはないという話ですけれども、要する
に、私の答弁も人事異動について発表した事実はあり
ませんということを申し上げたわけです。要するに、
新聞報道に載ったんですけれども、あのような新聞報
道の内容のような人事異動を発表した事実はございま
せんということを……
○具志堅　透君　そうですよ。ですから、否定したん
ですよ、新聞報道を。
○教育長（平敷昭人君）　ですから、そのような人事
異動を発表はしていませんよというのを答弁させてい
ただいたと……
○具志堅　透君　否定したんですよ、ないと。行って
いるんじゃない、とりに。
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新聞報道の後ですよ、議会は。２月。ずっと後です
よ。その間に行っているじゃない。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時42分休憩
　　午後２時43分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　別に隠しているわけ
じゃなくて、まず１つは、新聞報道の前にそういう局
長交代という具体的な人事の検討案はございません
と。その後、新聞報道が出て、副知事が南米から帰っ
てきました。実はこの事態は公務員医師会等がいろい
ろと騒いでいたわけですけれども、事態収拾をどうす
るかという話し合いになったときに、もちろん副知事
も一緒にいます。そのときに私が、では局長のほうが
辞表を書けるかどうかお願いに行ってきますかと提案
して私のほうで行って、局長のほうに事態収拾とは言
わなかったんですけれども、局長辞表を書いてもらう
ことできますかとお願いしたということです。
辞職を促したわけではなくて、地方公営企業法上解
任することはできません。だからいわゆる手続とし
て、任期の途中で交代するときは本人の辞職があった
わけですよ。その手続がとれるかどうかというのを確
認しに行ったというだけです。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　今の話を聞くと、安慶田副知事が
帰ってきて一緒になってそれを収束させるための話し
合いをしたにもかかわらず、辞表書いてもらえません
かと行ったということです。どういうことね、これ。
今そういう説明しているよ。医師会からもいろいろ
あったんで、この騒ぎをどう収拾するのかということ
の話し合いの中で会ったけれども……
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　人事の選択肢として、
続投もあるし、交代もあったわけです。いずれかをと
るかということで、そういう作業の一環として行って
いるということです。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　新聞報道の前にそういったことを
リークしたことはありませんと、発表したことはない
けれども、内部ではそういったことは検討されていた
ということでいいですか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　ちょうど新聞発表が
出る以前は、部長級の人事、その作業が行われてい
て、特別職等の知事との人事の検討作業は行われてい

なかったと記憶しております。
○具志堅　透君　ちょっと休憩してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時45分休憩
　　午後２時46分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　通常、この部長級の
人事、これが最終決定した場合はマスコミにも公表し
ております。多分局長人事の前には部長級の人事が公
表されていたと思います。それ以前にそのときにあわ
せて、この特別職、局長級の人事が検討されていた状
況はございませんと申し上げております。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　全く理解できないですね。話し合わ
れたことがない、上ったこともないのに、なぜあなた
が辞表書いてもらえませんかと行くんですか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　どこからリークされ
たか今もってわかりません。ただ、そういう新聞報道
が出された後、この事態をどう収拾するかということ
で選択肢は先ほど申し上げた２つ、続投、交代あった
わけです。その意向確認を含めて辞表を書いてもらう
ことできますかと、できませんかというようなことを
言ったということです。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　全くなかったけれども、収束させる
ために２つの選択肢があるんで、じゃ辞表を書いても
らえないかお願いに行ってみようということでいいん
ですね。理解できましたよ、これだったら。そういう
ことだよね。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　繰り返しになります
けれども、あくまでもこの新聞報道が出た後に、私が
病院事業局長の部屋に行ったのは事態収拾するための
選択肢を探る手段として、辞表を書いてもらうことで
きますかというようなお願いをしに行ったということ
でございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　これ、こんな人事を知事やっている
んですか。新聞に載ったからそれを収束させるために
一つの手段としては、病院事業局長に辞表を提出して
もらうという選択肢の一つですよ。公営企業法の中で
やめさせることはできないから、そういうことがある
から辞表を書いてもらうと。これ今の答弁はそれです
よ。マスコミに報道された後、いろいろ騒いだんでそ
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れを収束させるために話し合ったと。その話し合った
中で、選択肢は２つあったと。１つは、本人に書いて
もらおうやと。そのままやめてもらったらおさまる
んじゃないのということで行っているんですよ。知
事、こんな人事をやっているんですか。知事の人事権
ですよ。本当にこんなことで副知事に預けているんで
すか。全く理解できないですよ、知事。どうなんです
か。こんなことで、こんな人事をしているの。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時49分休憩
　　午後２時50分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
地方公営企業法に適用される局長等の人事に関しま
しては、当然、法令に沿ってやるのが基本的な考え方
でございます。その前提として、やはりそれぞれ企業
局もそうだし、御本人の意向確認というのは、それは
これまでもなされているという状況で……
○具志堅　透君　これまでっていつのことなの。
○総務部長（金城　武君）　これまでも実際企業局長
などもほとんど２年で交代ということも事例としてご
ざいます。それはもちろん本人の意向も確認しながら
やっていると。その流れとして今回の場合もそういう
一環として話し合いがなされたというふうに理解して
おります。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　総務部長の理解は間違っています。
これまでもどうしますかという意向の確認じゃない
んですよ。辞表を書いてもらえませんかと言っている
んです。お願いに行っているんです。促したとは言っ
てないけれども、本人も。お願いをしに行ったと言っ
ているんです。これが意向確認になるんですか。でた
らめなこと言うなよ、あなた。もう一度答弁しなさ
い。何を言っているの。これまでのやり方とは違うん
だよ、明らかに。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　先ほど砂川部長のほうか
らもございましたように、選択肢はもちろん２つあっ
たという前提で、そういうお話も、今御指摘のような
お話もあったということでございまして、あくまでも
それは意向確認の流れの中で、一方のそういうお話も
あったということで理解しております。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　あったということで認めていただき
ました。

そのことを一統括監ができるはずはないですという
こと、やっとここに来たんですよ。誰の命を受けて、
やはり安慶田副知事も一緒になって会議をしています
から、安慶田副知事の命を受けて、じゃ、あなたが
行ってこいと、私が行ってきますと先に言ったかもし
れませんけれども、じゃ、行ってこいというふうな話
があったんだろうと。そこはどうなんですか、はっき
りさせてください。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　どうするかと問われ
て、私のほうから提案したということでございます。
（発言する者あり）　どうするかと問われて、私のほう
が提案したということでございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　すごい権力を持っているんですね、
あなた。こういう話の中で、二者択一、２つの選択肢
があって、安慶田副知事がどうするかと聞いたら、私
が行ってきますよと、あなたにそんな権限あるんです
か。私が辞表を書かせてきますよ、お願いしてきます
よとあなたが提案したんですか。大変だな。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　これだけの問題じゃ
なくて、通常こういった意向確認に関しては、統括
監、人事課長、場合によっては総務部長等が確認する
ことは多々あることでございます。
○具志堅　透君　通常のことは聞いてないよ。今回の
ことを聞いている。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　知事、知事の人事権はこんな軽いも
のですか。知事、本当にそれで今の答弁でいいです
か。その確認だけお願いします。
訂正はしておいたほうがいいと思うけど……。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　御質問にお答えをしたいと思
います。
今保健医療部長から話があったのは、１回もそう
いった話は聞いたことはございません。本人と話した
こともございません。ですから、今いろいろやりとり
をしているのを聞きながら、いわゆるこの部分のこと
について、私がある意味で任命権者でありますから、
それはこの病院事業局長に関しましても、御本人もお
られますけれども、継続という中で、ただ、総務部と
かそういうところは確認作業をするものですから、こ
の確認作業というものは例年やられているようで、こ
の確認作業というものの中で個々人の発言のあり方と
か、そういうものは今聞いているといかがなものかと
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いうのは思っております。ですから、ひとつの公営企
業法にのっとって物事を進めるという意味では、今日
までも、私からすると適正にやったつもりであります
けれども、そういったきょうのやりとりというような
ものは、全く初めて聞く話でありますから、この件に
ついて、今言う任命権者としての責任をどうするんだ
というようなことでありますけれども、ひとつ確認作
業は、毎回部長級あるいは局長級という形であったよ
うであります。そのことについては、この確認のもの
があったと思いますが、こういうようなものはある意
味で今初めて聞く話で、その意味からいうと、改め
て、もし今のものがそういう形でやられるのであれ
ば、しっかりと対応せぬといけないなというふうに
思っています。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　知事が初めてこの話を聞いたという
ことにもびっくりでございます。本来でしたら知事に
当選して自分の政策を遂行するために自分と合う人事
をしていく。自分のその政策にかなった力量とかそう
いったものを踏まえて人事をしていくというのが通常
であるだろうと。そのために知事に人事権というのが
与えられているんだろうなというふうに解釈をしてお
りますが、そこも私は責任論は今言っていないんです
が、感じました。今の答弁聞いてですね。
それともう一つ、確認作業に行ったということを知
事も言っていて、総務部長も言っているんですが、
ニュアンスがどうも違います。通常の確認をしに、意
向確認をしに行ったんじゃないんです。辞表を書いて
くれとお願いしに行ったんです。そこは大きな間違い
ですよ。確認しに行ったんじゃないんですよ。やめま
すか、やめませんか、どうしますか、まだ残りますか
と言ったんじゃないんですよ。辞表を書いてくれとお
願いに行っているんですよ。これはもう時間がないの
で終わります。
次に行きます。
またまた今回のこのことがあるにもかかわらず、２
カ年越し、病院事業局長の辞表提出等のごたごたがあ
ります。
我が党会派の代表質問の答弁で、知事、副知事で話
し合い、事業局長の交代はないと答弁をされておりま
す。間違いはないか、このことについて確認をいたし
ます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　間違いございません。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　病院事業局長が留任され続投される

ということは、局長のこれまでの実績や医師会との信
頼関係や人脈、山積する課題等の解決には私も伊江局
長しかいないんだろうと、適任者であると思っていま
す。そのことに関しては大変よかったなというふうに
安堵をしております。しかし、今回もまた病院事業局
長の人事をめぐってごたごたが起こっている。一体全
体本当にどうなっているのかなというふうに疑問を感
じているところであります。新聞報道によりますと、
県幹部から、やめてくれ、まだ続けるのかと言われ辞
職を求められたとあります。ここで言う県幹部とは誰
ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　今のその新聞記事のお話
は、たしか１月の28日土曜日、琉球新報に載ってお
りました。私はこの記事の中で、今御指摘のこの県幹
部がやめてくれ、まだ続けるのかというそういう発言
は、私はしておりません。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　その行った県幹部というのは誰です
か。行ったというのは発言したじゃないですよ、病院
事業局長のところに行ったのは誰ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　私は確かに病院事業局長
のほうにお訪ねをして、人事も含めてですけれども、
いろんな病院の課題等も含めて意見交換をしたのは事
実でございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　その中で、辞職願のことに対して話
をされましたか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
私が局長のところにお伺いしたときに話したのは、
予算のお話もそうでしたが、人事の季節になっており
ますけれども、次年度について局長のお考えを聞かせ
ていただきたいというようなお話をしたところでござ
います。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　その後かもしれませんが、あなたは
辞職願は書きましたか、まだですか、まだですかと何
度もそう促しておりますよね、これは事実ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　いや、辞職願というか、
そういうお話は辞職という言葉も含めて、その場で話
は一切しておりません。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　総務部長は記者の取材に対して、本
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人から申し出があった。私から求めたことはない、全
くその事実はないということで否定をしております。
このことに関して、事業局長、事実か。そして、その
辞表を書くに至る背景というか、そこをちょっと説明
してもらえませんか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
１月の初めだったと思いますけれども、総務部長が
来られて、いろいろ病院事業のこととか意見交換はし
ました。来年のことについてはどうですかと言うか
ら、私としては、前年度のいきさつがありましたか
ら、そういう意味で、続けるということに対して、
ちょっと問題ありかなというふうなことで、辞表を書
くということを了承したという状況はございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　済みません。苦しい答弁をさせまし
た。大変申しわけなく思っております。この心中を察
すると、本当に苦しかったんだろうなというふうに思
いますが、しっかり頑張っていただきたいと。
そのことを受けて、その後だろうと思います。総務
部長、辞職願の書面を持って、こういうふうに書いて
くれと、日付もこうですよというふうに言ったことは
ありますか。これは事実ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　その場で、私としては、
当然意向確認ですから、いろんなお話が聞けるという
か――と思っていましたので、ただ、その場で退職届
が出されるというお話をしたものですから、私は手続
がよくわからないということで、その場は退室したと
ころでございます。その後に、人事課のほうに確認い
たしましたら、手続上そういうのがあるよということ
だったので、その様式をお届けしたということでござ
います。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　この一連の、今回の件に関しても、
やはり本当に迷走、ごたごたというか、どうしても
やめさせようとした感があるような気もします。た
だ、そういったことも最初に言ったときに、どうしま
すか、これ意向確認、部長がやることもあると言うん
ですが、そのこともちょっと確認しておきます。あな
た、自分の思いで行ったんですか。誰かの指示の中で
行ったんですか。それとも、昨年からの流れを引き継
いだ中で、事業局長がおっしゃるように、昨年のこと
もあるので、そういった意味では、もうそろそろやめ
ていただけるんじゃないかなという思いもあって行っ
たんですか。どうですか。

○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　この件に関しましては、
前副知事のほうから、その次年度の人事について、一
応、局長のお考えを聞いておくようにということがご
ざいました。私は、当時、そのお話もありましたけれ
ども、やはり、ちょうど予算編成の真っ最中でござい
ましたので、繰出金の話、労基署のこの指摘事項等々
と、それから繰り出しに影響が非常にあるということ
のお話がありましたので、それも含めて、いろんな意
味の意見交換をしようということでお伺いしたという
ところでございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　次に移ります。
産経新聞の報道によると、伊江局長の進退をめぐ
り、県幹部が働きかけた疑惑の、知事の側近が隠蔽を
画策していることが２月13日わかったと。これまた
詳細に書かれておりますが、こういう知事の側近、こ
こで言う知事の側近とは誰ですか。わからなければわ
からないでいいよ。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時４分休憩
　　午後３時６分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　これたしか産経新聞です
ね。伊江局長の退任をめぐり、県幹部が働きかけた疑
惑が浮上――ちょっと新聞が切れているんですけれど
も、この側近が隠蔽を画策しているというような記事
が確かに載っております。
○具志堅　透君　載っておりますと、見ているよ、
こっちは。それを言っているんだから。側近というの
は誰ですか。わかりますかと聞いているんです。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時７分休憩
　　午後３時７分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　この流れからしますと、
県は働きかけを否定しているが、浦崎唯昭副知事が伊
江氏を任命、続投させるということで調整に入ったと
書かれてございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　そういうふうに書いてあるので、浦
崎副知事、そうなんだろうと。少し情報も私、聞いて
いますので、副知事がそこを収束させるため、あるい
は事業局長、もう一度頑張ってもらおうじゃないかと
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いう発言も聞いているので、その事実なんだろうと思
うんですが、どうですか。確認したいと思います。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。
○副知事（浦崎唯昭君）　御答弁いたします。
このニュースが出まして、初めて伊江局長のそうい
う状況を知りまして、それで常日ごろから局長とは、
私は病院事業局の担当をしておりますので、連携は密
にしておりました。筋弛緩問題とか、病院の赤字の問
題とか、八重山の問題とか、いつもやっていましたか
ら、そのときにはそういうお話はないものですから、
お会いして話したらそういうのがあったということで
すけれども、私に言わせれば、公営企業法をしっかり
と守る、そういう体制でおりますので、そういう方向
性を持っていますけれどもどうですかということで、
お話はしたことはございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　そのことは知事にも報告されていま
すか。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。
○副知事（浦崎唯昭君）　それから時間の経過はあり
ますけれども、伊江局長が引き続き４年目の就任はし
ていいということの了解をもらいましたので、知事に
は報告をさせていただきました。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　済みません。この問題、これで
ちょっと次に行きたいと思うんですが、先ほども言っ
たんですが、そのとおりに落ちつくところに落ちつけ
ていただいたと思っています。副知事、ただこれまで
の一連のそのごたごた、報道等々見ながら、先ほどの
質疑の中でも、やっぱり感じることは、そのごたごた
というか、そういったことを知事の知らない中で、副
知事がやったのか誰がやったのかわかりませんが、そ
ういったことをやって、いろいろまずいなと思ったら
それを隠す。隠蔽とまでは言いませんが、隠すことに
躍起になっている。そこでどうもつじつまが合わなく
なってきて、今のような状況が起こるということがう
かがえて、指摘をせざるを得ない。こういった不当と
までは言いませんが、これは新聞に書いてあるんです
が、不当とも言わないんですが、そういった働きかけ
というか、そういったことが常態化してきたんだろう
と、この２年間。果たして、これは誰がどういった場
所で、どういう責任でやったのかわからないんです
が、そういったことであるんだろうと。こういうこと
は、しっかりと襟を正していただきたい。
浦崎副知事がおっしゃったように、伊江局長という
のは、本当にこれまでの実績等々、あるいは現場か

ら、ドクターから話を私は聞く機会も多いんですが、
本当に信頼が厚いです。彼がいなくなると成り立たな
いよと。医師不足がさらに加速するよというふうな話
もありますので、局長しっかり頑張ってください。済
みません、変な、答えにくい質問をしました。失礼い
たしました。
次に、本部のクルーズ船対応バースの整備のあり方
について伺います。
今回の整備は官民連携による国際クルーズ船拠点を
形成する港湾と位置づけて整備を進めることとなって
いるようであります。
官民連携による拠点形成とはどのようなものなの
か。どのようなイメージを持てばよいのかちょっと答
えていただけますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
本部港では、北部地域の物流、観光・リゾートの振
興、離島交通の拠点、こういう方向で港湾整備に取り
組んできました。ことし１月、本部港は、今議員御指
摘のように、官民連携による国際クルーズ拠点を形成
する港湾に選定されております。県は、大型クルーズ
船に対応した岸壁の整備を平成32年の供用を目指し
て進めていきます。また一方、クルーズ船社のほうで
は、ターミナルビルの整備というのをこの岸壁整備に
合わせて進めていくというものでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　そこまで共同でやっていって、ク
ルーズ船が多く入るんだろうと、新聞報道でもありま
すのでもう聞かないんですが、32年度初年度開始の
目標が88回、そして10年後を目途として104回に伸
ばしていきたいなというような話があります。そうい
う中で優先使用があるということもわかっておりま
す。そして、その港への入港予定の船というのか、最
大で何万トン、何十万トン級で、何メートルぐらいの
船が入ってくると予想されていますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　この官民連携による
国際クルーズ拠点の形成に向けて、以前に補正予算
を活用してクルーズ岸壁の整備というのは取り組ん
できました。その段階では16万トン級ということで
進めておりますが、今現状このクルーズ船社との間
では、20万トン級という要望もありますので、この
実現に向けてしっかり取り組んでいきたいと考えて
おります。
休憩お願いします。
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○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時12分休憩
　　午後３時12分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　失礼いたしました。
クルーズ、この岸壁の長さについては、この20万
トン級も含めてこれから設計諸元というのを整理しな
がら進めていくということで、まだ明確に決まってい
るものではございません。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　岸壁の長さを聞いたわけじゃなく
て、船の長さがどのぐらいなのかなというイメージ
をしたかったんですよ。まあまあいいです、時間な
いので。
今現在、この本部港の役割というんですか、そう
いったことに対して、県はどういう認識を持っていま
すか。
僕が危惧しているのは、今現在本部港というのは、
本部町を中心としたヤンバル地域のその産業振興とい
うんですか、農業を中心とした１次産業の振興やら製
造業の振興やら、そういった振興に大きく寄与しよ
う、その本部港を拠点にヤンバル振興を図ろうという
ことで、本部町も一体となって力を入れているところ
なんです。それがクルーズ観光船が来ることによっ
て、そこに障害が出るということが絶対あってはいけ
ないということで、皆さんのそのイメージ図を見ます
と、この船の大きさが半分ぐらいは既存のバースを使
うということになっているんです。そうなると、これ
までの貨客船、今鹿児島航路が入っている部分が、あ
るいは東京・大阪航路、あるいは砂、砂利、石炭とい
う不定期の船も活用できなくなるおそれがあるんで
す。クルーズ船が来て観光客がふえることというのは
非常に大切なことでありがたい話です。一方ではそう
いう話があるんです。そこをどう認識して、どう解決
しようとしているのか教えてください。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
一部繰り返しになる部分もございますが、本部港で
は北部地域の物流、観光・リゾート振興、離島交通の
拠点としての整備というのは当然認識しております。
今現在、鹿児島航路、伊江島航路の定期船が就航して
おります。クルーズ船バースの配置の検討に当たって
は、これら港湾利用者等と十分調整検討をしていきた
いと考えております。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　調整検討をするということなんです
が、現在のバース延長はどの程度を予定しているんで
すか。今の皆さんがエントリーしたときの当初の計画
というか、それは変更可能ですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　今現在、クルーズ船
用の部分で延ばすのは、おおよそ200メートル程度を
考えておりますが、現状の需要推計では、岸壁長につ
いては十分な長さを確保できていると。これは貨物船
対応について、現状で十分な長さは確保できていると
いう認識でございます。今後、取扱貨物量等が増加し
ていくという場合には、必要に応じて、この岸壁の長
さの延長というのはまた再度検討していくものだとい
うふうに現状考えております。
○具志堅　透君　議長、ちょっと休憩してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時16分休憩
　　午後３時16分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
具志堅　透君。
○具志堅　透君　現状のバースで今の貨客船だとか
砂、石炭だとかそういったものに関しては間に合って
いるんだろうと解釈していいです。しかし、そこに新
たにクルーズ船が入ってきます。クルーズ船が入って
くると、このようにケツの半分、この船の長さ、さっ
き何メートルですか、何百メートルですかと聞いたの
はそこなんです。半分ぐらいが既存のバースに入って
くるんですよ。そうすると、現在入っている部分、間
に合っている部分が間に合わなくなるんです。そうい
う懸念があるので、そこをどう考えていますかという
ことです。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
現在、まだ詳細な部分については調整検討中では
ございますが、クルーズ船社のほうとの間では、おお
むね週２回程度になるかと――これは段階を追ってい
くことになると思いますが、週２回程度になるだろう
と。そのためにバースの配置についても十分港湾利用
者と調整しながら、現状の今200メートルの岸壁長の
延長で十分対応できるのかどうかというのは整理して
いきたいということでございます。今現在、設計中で
ございますので、その中で港湾管理者側の意見も聞き
ながら検討を進めていきたいということでございます。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
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○具志堅　透君　今検討中ですから私言っているんで
すね、まだ間に合うから。本当に懸念があるんです。
さっきも言ったように、定期船が入れないだとか、あ
るいは今クルーズ船が入っているから沖待ちせいと
か、そういったところに船はもう入ってきませんよ。
そうすると、今言う北部振興としてのその役割のバー
スの機能としては失われていくんです。クルーズ船が
未来永劫に発展していけばまだいいんですが――それ
を願うんですが、そのバースのまたつくり方も今の那
覇港みたいな簡易的なものでそこには石炭も砂もおろ
せないような状況であるので、ぜひとも支障のないよ
うに、僕としては全面この船の20万トン級の長さ分
バースの延長をしていただきたいというふうに思って
おります。そのことはどうですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
この現状の、一部繰り返しになって大変申しわけご
ざいませんが、需要推計上、まだ既存の岸壁自体も余
裕がございます。あわせてクルーズ船についても、今
のところまだ週２回程度ということもありますので、
この辺は現在設計中のクルーズ船岸壁の延長の中で十
分地元の意見も聞きながら、港湾利用者の意見も聞き
ながら進めさせていただきたいというふうに考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　十分余裕があるという、どういう積
算というか見積もりをしているのかちょっとわからな
いんですが、今現在でも鹿児島航路の上り下りが入り
ます、みんな承知しているでしょう。そして、東京―
大阪航路があと３年延長でまだ実証試験が延びていく
んです。それが同時に入ってくるときもある。そうい
うときには入れないですよ。クルーズ船は２日に一遍
だからということを言っていいんですか。これをさっ
きも言った88回から104回、どんどんふやしていこ
うと努力する。ふやしていけるような港をつくってい
くというのが、県の考えじゃなきゃいけないんじゃな
いですか。それと一緒にさっきも言ったけれども、そ
の貨物の積みおろしの港としての機能ももっとふやし
ていっても可能ですよというふうな港の整備の仕方を
しないと、将来は詰まりますよ。そのときに考えま
しょうなんて言ったら、調整をしながら沖待ちもさせ
ながらこうやってやりましょうと言ったらどうなる
の。この港はしょせんこの程度の港ですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　本部港のクルーズ船
岸壁の整備に関しましては、影響が生じないように

しっかり議論、検討していきたいというふうに考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
○具志堅　透君　時間がないので、ここでこの件は終
わりますが、しっかり港湾課長とも調整をしておりま
す。部長、そのことを地元としっかり意見交換をし
て、本部町からも言われていると思いますよ。しっか
りとやって、既存の港というのは今の機能というのは
絶対後退させないように、それをさせると本当にヤン
バル地域の発展が阻害される。これもまた大変重要な
ことですから、今度は運天港にも冷凍・冷蔵施設がで
きます。そうすると、伊是名・伊平屋のモズクあた
りがもう本当に５倍、10倍にふえていくんだろうと。
それを本部港から出すという期待感も持っておりま
す。そういった形でいろいろやっていますので、その
機能を絶対になくさないような形でお願いしたいと思
います。
ちょっともう、やらないほうがいいね。
済みません、休憩してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時22分休憩
　　午後３時22分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
具志堅　透君。
○具志堅　透君　済みません、３分も２月は延びてい
るんですが、ちょっともう時間がないようですので、
予定していたことは次のまたうちのメンバーに回すと
して、行きたいと思いますが、教育行政の安慶田前副
知事の人事口きき疑惑等々介入に対して質疑をした
かったんですが、少し意見を述べさせてください。
一連の報道から見ると、県執行部、教育長の問題意
識の低さや解決能力のなさ、隠蔽体質が浮かび上がっ
てきたと私は思っております。１月18日、沖縄タイ
ムスの安慶田副知事採用試験依頼の見出しの報道で、
2015年度の教員採用試験において複数の受験者を合
格させるよう、県教育委員会に依頼したとの不正行為
疑惑が浮上した。その後、教育庁の幹部人事特定の人
物を登用するよう介入した疑惑も浮上した。本人は否
定しているものの、報道の中身を見る限り関係者の証
言は具体的な内容を掲載した新聞記事、どの新聞を見
てもそうでございます。本人は否定をしているから、
口ききはなかった、県教育長は庁内の職員に介入の有
無を確認したが……
○議長（新里米吉君）　まとめてください。
○具志堅　透君　そういう事実はなかったというふう
な、働きかけの報告は受けていない。平敷教育長は教
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員採用試験で、教育庁の幹部人事の介入にも事実はな
いと当初説明をし、委員からの質疑もあったが……
○議長（新里米吉君）　時間をオーバーしています。
○具志堅　透君　その教育委員会もろくな調査もせず
幕引きを図ろうとした、質疑もなかった。この県や教
育長の対応に焦る県……
○議長（新里米吉君）　時間オーバーしています。
○具志堅　透君　火消しに躍起、客観性なき説明、県
政幕引き躍起とやゆされ、しっかりとした検証調査も
せず、幕引きを図ろうとした。これで県民は納得する
はずがなく現場の教員からも……
○議長（新里米吉君）　具志堅議員、かなり時間を
オーバーしています。
○具志堅　透君　徹底した解明を望む声や納得いく説
明を求められる始末であります。当初疑惑を否定し、
続投に意欲を示していた……
○議長（新里米吉君）　具志堅議員、時間オーバーし
ています。
○具志堅　透君　安慶田前副知事が１月23日に何の
根拠も示さない中、疑惑を否定し潔白を主張しながら
教員採用試験介入疑惑の中、突然の引責辞任、前後し
て……。
まあまあ途中でやめます、済みません。
議長、最後に、県は第三者委員会による調査を検討
すると言っているが……
○議長（新里米吉君）　質問としては受け付けられま
せんので。
○具志堅　透君　質問ではありません。意見です、意
見であります。
○議長（新里米吉君）　質問はしないでください。
○具志堅　透君　我々議会も住民福祉の向上や県勢発
展のためには、車の両輪として……
○議長（新里米吉君）　長いです。三、四分オーバー
している。
○具志堅　透君　知事が県政と一体となってやってい
くべきであるんですが、この問題に関しては、私は百
条委員会の設置を求めて終わりたいと思います。
ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　かなりのオーバーでしたので、
後に続く皆さん、気をつけてください。
○具志堅　透君　どうも済みません。
ありがとうございます。
○議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　午後３時25分休憩
　　午後３時40分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。

休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
砂川利勝君。
○砂川　利勝君　沖縄・自民党の砂川利勝です。
それでは、通告に従い質問させていただきます。
まずは、翁長知事の尖閣諸島に関することについて
質問させていただきたいというふうに思います。
まず、尖閣諸島の現状どうなっているのか答弁くだ
さい。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
尖閣諸島は、1895年の閣議決定によりまして、正
式に我が国の領土に編入されて石垣市に地番を有する
と。日本政府は、尖閣諸島が我が国固有の領土である
ことは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであ
ると。現に我が国はこれを有効に支配しており、尖閣
諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在しないと
の立場をとっており、沖縄県も政府の姿勢を支持する
ものでございます。ただ一方で、この尖閣諸島では、
中国の公船ですとか艦船等が接続水域等に侵入してい
るというようなことがたびたび起こって、そのたびに
巡視船等が出向いて警告を行っていると、そういうよ
うな状況だと認識しております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　それでは、スクランブル発進がされ
ていると思いますが、その件について、どの程度発生
しているのか、答弁してください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
航空方面隊ですが、28年度まだ年度途中ですけれ
ども、27年度が352回でしたけれども、28年度今の
時点で608回となっております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　確実にふえているのは事実であり
ます。
そしてまた、このトランプ政権が誕生して、これど
のように変わっていますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　トランプ政権になり
まして、日米間でこの尖閣諸島をめぐる問題について
議論がなされまして、尖閣諸島が日米安全保障条約第
５条の適用対象であることが確認されております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　この確認された中で、回数はどのよ
うになっているのか答えてください。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
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　　午後３時44分休憩
　　午後３時44分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　１月20日にトラン
プ政権ができまして、その後のスクランブルの回数、
ちょっと私、先ほどの資料では28年度現在といいま
しょうか12月31日時点でのものでしたので、それが
今の時点でちょっと手元にありません。申しわけご
ざいません、また後ほど確認してお伝えしたいと思
います。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　この尖閣に関して、政権がかわって
さまざまな報道がなされている中で、やっぱりその動
向について、今議会で質問すると私言っているんです
から、その程度のことは調べておくべきじゃないです
か、どうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　１月20日以降のスク
ランブル回数については、ちょっとお時間いただい
て、また確認してお伝えしたいと思います。
○砂川　利勝君　休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時45分休憩
　　午後３時46分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　我々、今手元には１
月の中国公船等による尖閣諸島接近の状況を持ってお
りますけれども、１月の時点で接続水域の入域が９
日、隻数において37日、領海侵入が日数で３日、隻
数で10隻という数字はございます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　まさにこのトランプ政権がやはり日
米同盟を重視している発言をされてから、さらに中国
の寄港する回数、寄港というか領海侵犯含めて多々あ
るというふうに認識をしております。毎日、恐らく天
気のいい日は必ず来ております。
そういった中で、さきにアメリカのマティス国防長
官が来日されました。そしてそのとき、安倍晋三首相
そしてまた稲田朋美防衛大臣と会談をいたしました。
その中で、尖閣諸島が米国の日本防衛義務を定めた日
米安保条約第５条の適用範囲となることを明言いたし
ました。まずは、このことについてどのように思う
か、答弁求めたいと思います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
沖縄県といたしましては、日米安全保障条約に基づ
く日米同盟関係が、これまで沖縄県を含む我が国及び
東アジアにおける平和と安定の維持に寄与してきたと
考えております。したがいまして、尖閣諸島に関しま
す日本政府の見解を支持するものでございます。
今回、尖閣諸島が日米安全保障条約第５条の適用対
象であることが確認されたことは、これまで日米両政
府で確認してきたことについて、トランプ政権として
も同様の認識を示したものと考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　このことに関して、知事の所見も
求めたいというふうに思っています。当然、知事は、
常日ごろから日米安保について認めるという答弁を
されておりますので、このマティス国防長官が発言
されたことについて、知事としての所見を求めたい
と思います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　砂川議員の御質問にお答えを
したいと思います。
今の尖閣諸島についての第５条の適用対象につきま
しては、ただいまの公室長と同じ見解ですけれども、
私からも申し上げましょうか。
沖縄県としましては、日米安全保障条約に基づく日
米同盟関係が、これまで沖縄県を含む我が国及び東ア
ジアにおける平和と安定の維持に寄与してきたと考え
ており、尖閣諸島に関する日本政府の見解を支持する
ものであります。
今回、尖閣諸島が日米安全保障条約第５条の適用対
象であることが確認されたことは、これまで日米両政
府で確認してきたことについて、トランプ政権として
も同様の認識を示したものと考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　尖閣に日米安保が適用されるとい
う、第５条が適用されるということは、沖縄県として
も歓迎するという捉え方でよろしいんですか、今の答
弁は。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私どもは、歓迎する
といいますか、支持しております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　この発言がされたとき、多分知事は
日本にいなかったと思いますが、このことに関して、
やはり支持されているんであれば、しっかりとコメン
トを出すべきだったんじゃないかなというふうに私は
思います。
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私は、尖閣を抱える地域の代表ですので、当然この
ことは、尖閣諸島地域のやっぱりアメリカの抑止力、
これが大切だというふうに私も認識をしております。
沖縄県としても、今、日本政府と同じような考え方で
ありますという答弁をいただきましたので、ぜひとも
この尖閣問題に対しては、毅然とした対応をとりなが
ら漁民の皆さんの安心・安全、そして我が国固有の領
土として、しっかりと主張そして当然守っていくべき
だというふうに思いますので、またひとつ対応方よろ
しくお願いします。
次に移ります。
副知事の辞任の話が毎日のように取り沙汰されてお
ります。このことに対して、知事は任命責任者として
どのように考えているのか、答弁を求めます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今回、このような事態に至っ
たことは、大変残念であり、県民に不安・不信を抱か
せたことについて、そして県政に混乱をもたらしたこ
とについては、知事として大変責任を痛感していると
ころであります。
今回の事態を重く受けとめ、今後は、二度とこのよ
うなことが起こらないような仕組みづくりを行うこと
が重要であると考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　一連の報道、やはり辞任に至ったと
いう事例、これまで沖縄県政の中でこのような事例が
ありますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　最終的な確認は必要かと
思うんですが、今、記憶の中ではそういう形の辞任は
なかったかと思います。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　まさに重大なことだというふうに捉
えられると思われております。県政史上初のこういっ
た形で辞任がされたと。まさに私は、任命責任者の責
任が問われると思います。知事、どうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　先ほど来の本議会でも質疑が
ありましたように、私が任命権者でありますから、し
かし100％承知するということはなかなか困難であり
ますけれども、一つ一つお聞きする中で、しっかりと
こういった任命責任、あるいはまたほかの県全体のこ
ういったことに関しても組織で見守るというか、しっ
かりと監視というか――言葉遣いちょっと難しいです
が、いい方向にいけるように仕組みづくりをやってい
きたいというふうに思っております。

○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　まさに爆発的な得票数で翁長知事が
誕生いたしました。しかしながら任期半ばでこのよう
なことが起きたと。まさに、政治に緊張感がないから
こうなるのかなと。やっぱり沖縄県民を預かる者とし
て、このようなゆゆしき事態が起きることに、本当に
反省をすべきだし、またこのことが県民の信頼を大き
く損なって、まさに今からそういう仕組みをつくると
か、本当に何と言ったらいいんですかね、沖縄のあり
方、私は問われると思います。さまざまな出来事にい
ろいろ反対運動したりいろんなことがありますよ。た
だ、内部でこのようなことが起きていること自体が、
まさに外に目を向ける前に、内の足元に目を向けるべ
きだと私は思いますがどうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今、砂川議員が提案されたも
のに関しましては、何の異存もありませんが、内も外
も、県はある意味では東南アジア、外国、ある意味で
は仕事という意味ですると視野は広げていかなければ
なりません。しかし、そういった仕事も、やはり内部
がしっかりしてこそのことでありますから、その意味
での議員の御指摘はまさしく重要なことでありますの
で、今回のこと等の議論を通じながらしっかりと認識
をまた新たにしていきたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　まさに内の屋台骨、屋台骨がぐらつ
いていますよ。屋台骨がしっかりしないで内も外もで
きないんじゃないですか、知事。しっかりと内部の連
携がとれない、人事に関してこんなにがたがたする。
会社だったら倒産じゃないのこれ。そういうことを要
するに執行部当局が人ごとのように捉えているような
感が見られるのは、私だけではないと思います。まさ
に、このことがどんなに重要なことか、そしてまた、
予算編成、さまざまな課題がある中で、こんなことで
ぐらついている。人事でぐらつき、この先本当に任期
全うできるんですかね。本当に心配ですよ。代表質問
でもあったように、本当にそういう埋没していくとい
ろんな話もありましたけれども、内部でぐらついて、
これで本当に県政運営ができるんですか。知事、どう
でしょうか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　砂川議員のまた御質問にお答
えをしたいと思います。
県政は全般であります。そして部局長も全員頑張
り、そして、そのもとで職員も頑張っているからこ
そ、沖縄県が抱える21世紀ビジョンの基地の問題、
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あるいは経済の問題、あるいは福祉の問題、その意味
では、しっかりと私は職員は取り組んでいると思って
いますので、そういったようなものの中でこれからも
さらに結果も出すように、結果を出している分野もあ
りますが、全体的に結果を出すように、これからも自
戒をして頑張っていきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　やっぱり、人間社会というのは信頼
がないと何もできないと思います。１人のリーダーだ
けでは何もできません。皆さんが一致団結するからこ
そ県政運営はできるんじゃないですか、それがぐらつ
いている。そんな県政では、私は先行きが本当に思い
やられるなというふうに思います。
次に行きます。
病院事業局長の人事について。
この問題、昨年も私も質問をいたしました。１年前
に、１年後に局長をやめるという約束が交わされたと
いう新聞報道がありました。これ事実ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　この約束というのは、私
も直接お話は聞いていなかったんですが、実はこの件
につきましては、局長のほうからそういう約束があっ
たというお話は１月末にお聞きしたところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　公営企業法の第７条の２の４、５、
６、７、８、９読んでください。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
第７条の２の４項が「管理者の任期は、４年とす
る。」、５項が「管理者は、再任されることができ
る。」、６項が「管理者は、常勤とする。」、７項が「地
方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の
遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行
が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合
その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める
場合には、これを罷免することができる。」というふ
うに規定されております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　１年後の約束が、これはどれに該当
するんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時０分休憩
　　午後４時１分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。

○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
１年前の約束というものは、今読み上げた条項の中
には該当するのはございません。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　安慶田副知事が約束したという報道
がありましたが、これ事実ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　これに関しましては、先
ほど答弁しましたように、局長と前副知事の間でそう
いう約束がなされたというふうに聞いております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　皆さん方には何の連絡もなかったん
ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　私に安慶田副知事のほう
からお話があったのは、次年度のこの人事について局
長の考えを聞いておくようにというような趣旨のお話
がございました。この１年前の約束の話は、私には直
接そういう話はございませんでした。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　人事について局長に聞いてきていた
だきたいという旨、何の理由ですか、どういう根拠で
行かれたんですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　いろんな形で意向確認と
いいますか、そういうことがなされているような状況
で、当時私は副知事からのそういうお話もありました
けれども、ちょうど労基署からの指摘事項等々、いろ
んな課題があるということもございまして、予算編成
の作業の真っ最中でございましたので、一般会計から
の繰り出しの話も当時議論しておりましたので、そう
いうことも含めて、局長にお会いしていろいろ意見交
換しようということでお伺いをしたというところでご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　そこで辞表を書いていただきたいと
いう話もされましたか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　私が局長のほうにお話し
したのは、そういう人事の季節になっておりますけれ
ども、次年度について局長のお考えをお聞かせいただ
きたいというような内容でございました。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　要は、部長、さっき読んでいただい
た４、５、６、７、８、９、これに該当しないのにや
めますかと言えるんですかあなた。さっき言ったこと
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どうなの。４、５、６、７、８、９に該当する人は辞
表、要するにやめていただく、どちらか。それもわか
らないで行ったんですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　地方公営企業法の趣旨は、
私も承知をしております。ただ、人事を担当している
ものとしては、いろんな意味で意向を確認して、また
これを上司のほうにお伝えするということもいろんな
人事関係情報交換するのは、私の職務として必要だろ
うというふうに考えたところでございます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　私が言っているのは、４、５、６、
７、８、９に該当して、それでどうですかというん
だったらわかるんだけれども、あなたはやめますか、
やめませんか。じゃ、全ての部長に聞いているんです
か、答えてください。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　やめますか、やめません
かという、そういうお話じゃなくて、いろんな形でこ
れまでも企業局長等の意向確認はされておりまして、
そういう意味で意向確認を今回もしたということでご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　いや、だから私が聞いているのは、
ほかの部長にも同じようなことやっているんですかと
いうことですよ。何で、何で病院事業局だけにこうい
う介入するんですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　知事部の部長というのは、
基本的に知事の任免権、ストレートにこの人事権ご
ざいますのでできますけれども、特別職というのは、
やはりそういう法令に基づく手続も必要でございま
すので、一応は意向として――意見交換は、実はそ
の他任命権者というのは、教育長もそうですし、例
えば企業局もそうですけれども、人事交流というの
もございまして、いろんな形で要望をお聞きすると
いうのは、私の立場としては当然かなというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ちょっと残念だね。じゃ、企業局、
内部の部長以外にはみんな聞いているのかということ
ですよ。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　ことしは、実は私じゃな
くて知事のほうから教育長も企業局長もそういうお話
し合いといいますか、意見交換をしていただいており

ます。ですから、それは毎年毎年その意向確認、もち
ろん総務部長という立場の人がやる場合もあります
し、三役で対応することもあるというふうに聞いてお
ります。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　あなたの言っていることはよくわか
らない。片方には２年連続やって、ここにはやってい
ないってどういうことなの。片方毎年やっているじゃ
ないかこれ。何でことしはこの教育、企業局にはやっ
ていませんってどういうことですか、これ。答弁ちぐ
はぐですよ、やるならみんなやればいいじゃないの、
どうですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　それはいろいろと、例え
ば１年目の方、２年目の方、３年目の方、いろいろ時
期時期も考えながら、やはりその辺の意向確認はされ
ているというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　これ議場ですよ。もうちょっと親切
丁寧に答えてもらえませんか。ちゃんと私質問してい
るんで、なぜ向こうに２回で、なぜここにはしなかっ
たか、それを聞いているんですよ。どうですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　ちょっと繰り返しの形に
なりますけれども、通常、総務部長というのは当然、
公営企業管理者それから各部局長と次年度の予算編
成、組織、人事等、いろんな形でこれまでもそういう
意見交換を行ってきているということでございまし
て、今年度もその伊江局長の面談も１月が初めてじゃ
なくて昨年もそういう話し合いを、課題等について意
見交換をしてきたということでございまして、定期的
にそういう部局長との懇談はこれまでもやってきたと
ころでございます。
○砂川　利勝君　議長、休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時９·分休憩
　　午後４時10·分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　教育長それから町田企業
局長、私が直接そういう意向確認という形はとってお
りませんけれども、知事のほうでお話し合いをされて
おります。この意向確認等含めて話し合いをされた
と、今年度もやっております。そういうことでござい
ます。
○砂川　利勝君　もう一回、ちょっと休憩。
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知事のほう副知事のほう、ちょっと聞こえませんで
した。知事のほうですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時10分休憩
　　午後４時11分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
砂川利勝君。
○砂川　利勝君　それは、いつやったんですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　ちょっと正確に日付まで
はあれですが、２月に入ってから10日過ぎだったか
と思いますが、そのあたりにそういう知事のほうで面
談をしていただいたところでございます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　何か苦しい答弁ですね。
もうちょっともう一回聞きたいんですが、要するに
病院事業局にこれまで必要以上に介入する理由は何で
すか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　特に介入ということでは
なくて、予算上も含めて繰出金の関係もございます
し、いろんな形で課題を共有するということで、私は
伊江局長のところにお話や面談をお願いして、これま
でも意見交換をしてきたというところでございます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　私が思うには、何らかのまた約束事
があって、どうしてもそれを履行しなきゃいけないの
かと、そういう何らかの形があるから必要以上にこん
なことをやっているんじゃないかなと言われても仕方
ないんですよ。だって、企業法の何の瑕疵もない方
に、そんなことを聞く必要もないだろうし、本人から
何かあればちゃんと出されることだと思うし、皆さん
がやっていることは余りにも理解できないし、本当に
これでさっきの信頼関係、私の言っている、ぐらつか
ないのかなと。こんなことで県政運営、私はうまくい
かないんじゃないかなというふうに思っています。私
たち政治家は、知事も副知事もそうですけれども、い
ろんなことに批判も浴びながらでもやっぱり耐えてい
けるのは政治家だと思うんです。ただ、同じ職員同士
で、こんなことで本当に大変じゃないのこれ、皆さん
そう思わないですか。我々政治家は幾ら叱責されよう
が何しようが、それは当然自分の発言には責任を持た
なきゃいけない。ただ、県の職員ですよ。その辺どう
考えていますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　当然、職員同士、部局長、

特に意思疎通を図るというのは非常に重要だというこ
とで、私はこれまでもほかの部局長も含めて、直接訪
ねていってそういう意見交換を昨年からそれを心がけ
てきたということで、その一環として伊江局長のほう
にもお邪魔をし、意見交換をさせていただきました。
それもありますし、ことしに入ってからもそういう予
算も含め、人事の時期でもございましたんでそれも含
めて意見交換をさせていただいたということでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　意見交換なのか恫喝なのか私にはわ
かりませんけれども、やはりこれだけのプレッシャー
を与えられるということは大変だと思いますよ、私
は。そのことをしっかりやらないで県政運営なんかう
まくいくわけありません。しっかりと、やっぱり皆さ
んいつも言っているように、人の心とか平和主義とか
いろんなこと言っていますよ。まさに、内部のまずは
人の心、それすらつかめないで、私は何ができるのか
なと本当に疑問に思うのは私だけじゃないと思います
よ。どうですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　当然、職員間、もちろん
部局長もそうですが、職員の信頼関係等非常に重要
だという認識で私もそのように常日ごろから心がけ
てきたところでございます。その一環として、やは
りそれは直接お会いしていろんなお話をする機会が
ぜひ必要だという意識を持って、これまで総務部長
としての職務を果たしてきたといいますか、そうい
うこと、取り組みを意識して取り組んできたという
ことでございます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　もっと透明性のある行政運営をやっ
ていただきたいというふうに強く指摘をしておきたい
なというふうに思います。
次に移ります。
八重山病院の当初予算からの増額について。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
新県立八重山病院建設工事については、債務負担行
為を設定し、約100億円の予算を確保しております。
しかしながら、手術室の特殊内装等の費用約12億円
を平成28年９月補正で措置し、今議会においては、
外構等の追加費用約20億円を予算案として提出して
おります。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　やはり昨今の経済情勢というんです
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か、大変な人手不足も含めて、当初から30億、約３
分の１の増額になったということで大変な御苦労があ
るのかなというふうに思っております。また、企業債
で多分返済されていくかと思いますが、これだけの膨
大な数字を返済していくのにはまた並々ならぬ努力等
を含めて必要かなというふうに思っています。来年
度、完成だというふうに思いますが、ぜひ立派なもの
を完成させていただきたいというふうに思います。
次に移ります。
医療機器等の予算の確保は、どうなされていますか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
新県立八重山病院の医療機器等の購入経費について
は、コンピューター断層撮影装置などを含めた約14
億円を、今議会の当初予算案として提出しております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ぜひ最新鋭の医療機器を導入してい
ただいて、やはり住民の安心・安全に応えていただき
たいなというふうに思っております。
次に、高圧酸素療法装置の設置・継続についての考
え方です。
これまで八重山病院にも配置をされておりました。
当然なかったときは、自衛隊のヘリ機で那覇まで運ん
できたということで、本当にこれは一刻を争うような
ものであります。今回、この件に関して、どのように
なされていくのか答弁を求めたいと思います。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
高圧酸素療法装置については、八重山圏域内に設置
が必要なものと認識していることから、更新を含め、
関係機関と調整しております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　基本これは、幾らぐらいの予算で
すか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
約4500万円と。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　今、八重山のほうにはダイビングの
観光客約10万人来ています。もちろん漁業者のほう
へ500名程度はいると思うんですが、もちろんこれ観
光の観点からもどうしても必要だというふうに私は
思っております。もちろん、病院事業局だけでできれ
ばいいんですが、もし予算がなければ、文化観光ス
ポーツ部、観光の観点からいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
本県には、年間を通じて国内外からもダイビング目
的で多くの観光客が訪れます。県の推計では、大体、
県トータルで約60万人ぐらいがダイビングを体験し
ているのではないかというふうに統計まとめておりま
すが、そのダイビングを行った際に減圧症になる場合
があると。その減圧症の治療方法がこの高圧酸素治療
ということでございます。
ダイビングの安全・安心を図る観点から、当部では
ダイビング安全対策ガイドなどを作成して、減圧症に
対する理解、周知、予防法等々、そういったことなど
を今般呼びかけを行っているところでございます。
高圧酸素療法装置の設置等については、現在、病院
事業局のほうで関係機関と調整されているということ
のようでございますので、その状況をまず注視してい
きたいなと考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ぜひ、予算がなければ文化観光ス
ポーツ部からも何らかの対処もしてもらいたいなとい
う要望をしておきたいなと思います。そしてまた、管
轄は浦崎副知事ですので、この件に関して所見を求め
たいと思います。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
私は、八重山病院は大分前からかかわっておりまし
て、かつては砂川議員も御存じでしょうけれども、特
殊な漁法があって、ほとんど漁民でした。現在のとこ
ろその漁法はもうやられておりませんで、ほとんどス
キューバダイビングの方々で毎年平均して７人ぐらい
いるので、やはりこれが発生しますと、どうしても昔
は夜間でもヘリ搬送というふうな形になっておりま
す。できるだけそういう危険な状況は避けたいという
ふうに私は思っておりますので、関係機関ともぜひ協
力して設置の方向で考えていきたいというように思っ
ています。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ぜひよろしくお願いします。
あと、不発弾の調査費、これはどこが負担されてい
ますか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
新県立八重山病院整備事業の不発弾磁気探査におい
ては、追加の磁気探査が必要となっていることから、
国庫補助金の活用とか関係部局と調整しておりますと
いう状況でございます。
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○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　今年度予算計上されていますか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　今年度も建物の周囲
とか計上しております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　私は何が言いたいかというと、要す
るに病院の企業債でやるんじゃなくて、しっかりと危
機管理室ですか、そちらのほうから予算いただいてや
るべきだというふうに思いますがどうですか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
次年度、いわゆる駐車場部分、そこの磁気探査に関
しては、国庫の補助事業でやれるような話の方向で今
進んでいると思います。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　予算ですから、総務部長、そのとお
りでよろしいですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　磁気探査の件なんで
すが、伊江局長からもございましたけれども、一定範
囲でやはり知事公室としてできるものはやっていきた
いということで、調整は行ってきたところでございま
す。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　それでは、次に移ります。
まず、竹富町の農業集落排水、これ今計画されてい
る島、どこがあるのか説明してください。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
竹富町の農業集落排水事業につきましては、平成
28年度に改定されました沖縄汚水再生ちゅら水プラ
ン2016におきまして、既に整備されております波照
間島を除きまして、西表島、小浜島、黒島の３島で事
業を導入する予定となっております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　これは、西表島は、東部、西部あり
ますが、この辺の順番等も決まっていますか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　西表島については、
上原地区を今調査計画中でございます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　これは、調査に入られているという
答弁でしたが、どのようなスケジュールになっている
のか、答弁してください。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
上原地区の概要につきましては、北西部のほうに位
置しております住吉、浦内、中野、上原、船浦、５集
落を今構成を予定しております。その概要につきまし
ては、計画人口にしまして1560人、受益戸数にしま
して590戸、それで主要工事の中につきましては、処
理施設、管路施設などで総事業費25億2000万、これ
は想定ですけれども、今計画しております。事業期
間、工期につきましては、８年間ということで今やっ
ておりますけれども、ただ、今調査の段階で２つほど
課題がありまして、上原地区の中で接続同意の収得で
平成29年２月時点で35％というふうな、ちょっと同
意の率が低い課題があります。それと、先ほど説明し
たように、各集落のほうで距離が離れている関係、管
路延長の増などで圧送ポンプの施設規模が場合によっ
ては大きくなるというようなところがありますので、
この辺について竹富町、関係機関のほうと調整しなが
ら事業導入に向けて調整していきたいというふうに考
えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　竹富町は、やはり自然文化遺産登録
を目指しております。当然ながらこの景観を含めた環
境面は本当に大事なポイントになるんじゃないかなと
いうふうに思っています。恐らく、収支的にも大変な
ところがあるのかなと、費用対効果も含めてあるかと
は思いますが、ただそういう条件をクリアしないこと
には、多分そこまでも世界遺産登録に向けて、やっぱ
り大変な課題になるのかなというふうにも思っており
ます。ぜひとも、竹富町と協力しながら、西表が終わ
れば小浜、黒島、随時やられるんですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　先ほど説明したよう
に、ちゅら水プランのほうでそれぞれ位置づけされて
おります。小浜島、黒島、先ほど西表島の上原のほか
に大原、祖納、白浜ということで、年次的に長期的な
計画をしておりますので、先ほどのそれぞれの地域の
実態の課題等含めて、竹富町役場等関係機関のほうと
連携をとりながら円滑に進めていきたいというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ぜひよろしくお願いいたします。
次に、小浜島のハイインダ地区の土地改良事業、こ
れは今遊休地になっていると思います。県として、こ
の土地改良事業に取り組む方向性でいるのか、答弁を
求めます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
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○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
竹富町の小浜島のハイインダ地区につきましては、
過去、今までについては、水田として利用されていた
農地でありますけれども、その結果、区画が不整形に
なっております。県では、竹富町を事業主体とした区
画整理、客土の事業化に向けて、平成29年度から調
査設計事業を導入する予定としておりますので、その
辺について、関係機関、竹富町、あるいは受益地域の
方々と早期導入に向けて調整していきたいというふう
に考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　この面積は、どれぐらいあるんで
すか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
今、ハイインダ地区の概要につきましては、事業名
にしまして、農業基盤整備促進事業、事業実施主体に
ついては竹富町、受益地域の面積については20ヘク
タール、総事業費につきまして今６億を計画しており
ます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　小浜島、製糖工場も整備されていま
すので、遊休地の解消にぜひ努めていただきたいとい
うふうに思います。
次に、与那国島の土地改良、島仲地区の土地改良の
現状をちょっと説明してください。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。　
与那国町の島仲地区についてお答えいたします。
県営農地整備事業島仲地区につきましては、平成
26年度より着手し、現在、次年度以降の工事に向け
た不発弾探査を実施しているほか、文化財発掘調査に
向けた関係機関との協議を行っております。ただ、工
事着手に当たりましては、文化財発掘調査のコスト、
調査人員の確保等が課題となっておりまして、現在、
県文化財課や与那国町等の関係機関と連携を図りなが
ら対応を検討しているところであります。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　この26年度の事業採択なんですね。
本来ならもう工事を着工していてもおかしくないとい
うふうに思います。ただ、文化財発掘をしなきゃいけ
ないということでありますが、この辺の文化財発掘の
関係者等とどのような調整がなされていますか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　文化財の内容につき
ましては、実は平成11年から13年度にかけまして、

与那国町教育委員会が実施されておりました。ただ、
こちらのほうの実施につきましては、遺跡分布調査、
あるいは集落の痕跡のほか、磁器等の出土遺物が中心
にされておりましたので、今回、土地改良を入れる全
体的な調査がされてないというようなことで、県の文
化財課と与那国町の教育委員会とか関係機関のほうで
調査の内容、あるいは経費のところを具体的にちょっ
と今３月を含めて調整していきたいというふうに考え
ております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　この文化財発掘予算は、どちらが負
担するんですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　文化財発掘の調査に
ついては、うちの文化財保護法の一部改正に関する覚
書ということで農林省、文化庁との間で交わされてお
りまして、こちらについては、当然、農林省、農村基
盤整備促進事業においては、この事業で対応していく
というようなことになっております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　それでは、県というか農林省が全て
負担しますという理解でよろしいですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　農林省事業自治体の
ほうでこの事業で対応していきたいというふうに考え
ておりますけれども、ただ面積が今50ヘクタールを
予定しておりますので、単にその面積分を足していく
と事業負担は当然重なっていきますので、この辺の部
分のコスト削減等のあり方も検討して、実施に向けて
調整していきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ちょっと私のほうへの説明では、文
化財課のほうでも盛り土のできる箇所は盛り土した
いという、負担軽減図りたいという、そしてまた期
間短縮も含めてという話がありましたが、そのとお
りですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　議員がおっしゃると
おり、地域のほうの実態、いわゆる発掘調査等の現状
も踏まえて、いかにコスト削減するかということで、
３月早々に地域のほうで関係機関と調整し、発掘調査
のあり方等も含めて、当然、盛り土等含めて、どうい
う形ができるのかどうか、全体的な調査そのものが出
てきたときに、ある程度のやり方、方針は出てくるの
かなと思っております。その辺含めて、実態に合わせ
たようなコスト削減の方向で調整させていただきたい
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なというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　事業導入されてから数年たっていま
すので、一日も早い着工をして、やっぱり受益者に還
元していく、その体制を早目にとっていただくよう期
待をいたします。
次に、石垣島のゴルフ場の建設について、今現在、
石垣市にはチャンピオンコースがありません。観光客
が124万人、昨年度は来ていただきました。多分ゴル
フ場があれば、冬場の期間の観光増になると思いま
す。それをやれば大体140万から150万の域に達する
んじゃないかと言われております。多分、昨年、浦崎
副知事のほうに要請があったと思いますが、そのとき
いろいろ副知事からも答えていただきました。感想を
ひとつよろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。
○副知事（浦崎唯昭君）　おっしゃるように、昨年要
請を受けました。そして、市長を初め皆さんからいろ
んなお話をお伺いしましたけれども、石垣の観光を充
実させていくための一つとして、ゴルフ場が必要であ
るということで、いろいろ問題ありますけれども、そ
の解決のために沖縄県に協力願いがありましたので、
これは進めていこうということで思っております。
以上です。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ぜひよろしくお願いします。
今、環境、大きな手続、農振除外等そういうのまで
はまだちゃんといっていないと思うんですが、ただ、
これから多分そういう手続関係いろいろ出てくるかな
というふうに思っております。
ゴルフは、やっぱりオリンピックの競技でもあり、
そしてまたスポーツ関連、健康増進を含めて、あって
損するものではないなというふうに思っております。
観光にもそしてまた、そういった観点からでも、ぜひ
必要なものだというふうに思いますが、文化観光ス
ポーツ部長、この辺も含めてどのように考えているか
答弁してください。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
石垣島において、ゴルフ場などの観光施設の充実が
図られることは、年間を通した安定的な観光誘客にも
つながりますし、リピーターの獲得とか、さらには観
光消費額の向上とか、そういったところにも貢献する
ものと考えています。県では、世界水準の観光・リ
ゾート地の形成を図るため、観光地形成促進地域制度

などを活用しながら、石垣島を含む県内全域を対象
に、そういった施設の民間投資の促進に取り組んでい
るところでございます。
県としては、地元の意向や開発に係る手続の状況等
を見ながら、事業者に対してこの税制優遇制度の活用
を促すことなどにより、適宜可能な支援を行っていき
たいと考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　地元では、2020年オープンしたい
という、いろんなお話もあります。ゴルフ協会含めて
そういう方向性も持っていますので、農振除外、環境
アセス等、さまざまな県の協力がなければできない点
が多々あるかなというふうに思いますので、ぜひまた
その点も含めて、御協力をしていただければというふ
うに思っております。
最後に、新年度の予算についてです。
前年度より一括交付金が250億程度減額をされてお
ります。この影響は、どのようになっているのか、答
弁してください。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
平成29年度当初予算の編成に当たりましては、一
括交付金事業の進捗状況、それから予算の執行実績
が、より的確に予算に反映されるように、編成方法の
見直しを図りました。御指摘のように、予算総額は減
となりましたが、予算の実効性と効率性を高める観点
から、事業の必要性や優先度を勘案し、スケジュール
を調整するなどして、編成したところでございまし
て、減額の影響は最小限にとどめられたものと考えて
おります。
今後とも、沖縄21世紀ビジョン基本計画の推進に
影響が生じないように取り組んでまいりたいと考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　250億円減ったということで、多分、
地方が相当影響が出るんじゃないかなと。また今進め
ている事業が、今言っているように期間の調整という
話をされていますが、これは、例えば八重山において
はどのような影響がありますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　済みません。地域ごとの
影響までちょっと今、情報として手元にございませ
ん。申しわけございません。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　やっぱり質問、私たちやるんです
よ。聞き取りにも来ないんですよ。それで答えられま
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せんと言えないんじゃないですか。答えてください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時40分休憩
　　午後４時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
砂川利勝君。
○砂川　利勝君　私が危惧しているのは、新石垣空港
からのアクセス道路、これが予定どおりいくのかなと
いうふうにちょっと心配していますがどうですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
新石垣空港のアクセス道路については、重点的に予
算は配分しております。ただ一方で、今、文化財指
定、石垣市のほうでいろいろ議論がされているという
ことがありますので、その辺の状況を注視しながら執
行に努めていきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　これじゃ予算は全く心配ないって捉
え方でよろしいんですよね。それとケツは決まってい
ますから、それに間に合うという捉え方でよろしいで
すか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　はい、間に合わせる
ように今のところ配分しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　砂川利勝君。
○砂川　利勝君　ぜひ、今一番の課題はアクセス道路
が一日も早く開通してほしいという願いが、我々の地
元でありますので、今明言をしましたので、必ず実現
してください。ひとつよろしくお願いします。
以上、終わります。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。

〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　皆さん、今議長から一般質問のお許
しがありましたので、通告に従って始めていきたいと
思います。
沖縄・自民党、又吉清義です。
今回、執行部の皆さん、私のほうは人事問題余り取
り上げてありませんので、総務の皆さん、また一安心
するかと思っておるんですが、安心はしないでくださ
いよ。全く別な分野のものを取り上げてあるというこ
とを、また厳しく迫りますので、ひとつ誠意ある御答
弁をよろしくお願いいたします。
まず、基地行政について。
(1)、返還された西普天間住宅地区について。
ア、知事は新年度の施政方針にて、医療特区に向け
た取り組みを推進していくとありますが、具体的に何

をどのように取り組み、計画をしているのか伺います。
(2)、普天間飛行場問題並びに沖縄の基地問題解決
に向けたこれまでの普天間飛行場負担軽減推進会議の
取り組みについて伺います。
(3)、辺野古埋立承認に対する取り消し訴訟は去年
の12月末、翁長知事は敗訴をしました。これまでに
支払われた争訟等の費用、訴訟以外の弁護士委託料、
旅費、その他もろもろの経費は総額でどのぐらいの金
額になりますか。
(4)、民間から訴えられた海岸防災課の争訟等の費
用についても訴訟の弁護士委託料、その他はどのよう
になっているか。
(5)、敗訴したにもかかわらず県民の税金で賄われ
た金額は幾らか、費用の財源内訳の明確な説明を伺う。
(6)、これまで埋立承認に瑕疵があるとして開催さ
れてきた第三者委員会に支払われた費用について伺い
ます。
(7)、埋立承認に何ら瑕疵はなく、無駄な時間と県
民の大切な税金が政治闘争に投資されたものと解する
が、知事はどのようにその責任を感じておられるか伺
います。
(8)、反対運動の活動をしている中に、５万円の支
援金をいただく募集で派遣されている多くの県外出身
の方々がいる現状について、本来の平和運動のあり方
とはかけ離れた姿と解するが知事はどのように御理解
しておられるか伺います。
２、交通事故に関する和解等に係る専決処分のあり
方について。
(1)、2016年、2017年に議会に提出された交通事
故に関する専決処分は全部で何件あるか。そのうち事
故から３カ月後に取り扱われたのは何件ありますか。
(2)、専決処分の趣旨、目的はどのようなものであ
り、その経緯について伺います。
(3)、これまで提出された交通事故に関する専決処
分のあり方は大半がどのように取り扱われてきたか。
2016年、2017年に取り扱われた件数のうち１年以上
も先送りされた件数は何件か伺います。
３、翁長県政の人事のあり方について。
(1)、１月23日に急遽辞職を発表した安慶田前副知
事の真相解明に向けての知事の取り組み姿勢を伺い
ます。
(2)、任命責任者としてどのような責任、対応であ
るべきか伺います。
４番は取り下げます。
５番、破壊活動防止法について。
(1)、趣旨、目的はどのような法律か伺います。
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(2)、対象となる団体には、どのような団体が含ま
れるか。
６は、取り下げます。
次、我が党の代表質問に関連してなんですが、ま
ず、山川典二議員の２番目、普天間飛行場移設問題関
係についてであります。
(3)の国は、知事が埋立承認取り消し処分を取り消
したことを受け、中断していた辺野古移設に伴う辺野
古崎の埋立工事の関連作業を開始した。普天間飛行場
の早期返還の観点から、早期完了を目指すべきである
と考えるが、知事の見解を伺いますということで、知
事は、これを早期返還に向けて、この普天間飛行場問
題、いつまでに解決する目標であるか、それを具体的
にお願いいたします。
もう一点目は、新垣新議員の沖縄振興の推進につい
て、県経済の自立に向けてであります。
米軍基地が市街地を分断する形で存在していること
から、計画的な都市づくり等に支障があったのは事実
であるが、知事の言う基地の存在が県経済の最大の阻
害要因であるとは、復帰後、３次30年の沖縄振興開
発計画、民間主導の自立型経済の構築を目指した沖縄
振興計画もその阻害要因の範疇に入るとの前提で発言
しているということであります。その中で、答弁のほ
うで、県民総生産のうちの基地経済は、わずか５％の
経済効果しかないというふうに御答弁をなさっており
ます。この５％の経済効果ということについて、どの
ように解釈をしているか、伺います。
以上、皆様方のまた御答弁により、再質問をしてい
きます。よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　又吉清義議員の御質問にお答
えいたします。
大きな３番目の翁長県政の人事のあり方についてに
関する御質問の中の、前副知事に対する任命責任につ
いてお答えをいたします。
今回、このような事態に至ったことは、大変残念で
あり、県民に不安・不信を抱かせたこと、そして県政
に混乱をもたらしたことについては、知事として責任
を痛感しているところであります。今回の事態を重く
受けとめ、今後は、二度とこのようなことが起こらな
いような仕組みづくりを行うことが重要であると考え
ております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　基地行政についての御質
問の中の、国際医療拠点形成の取り組みについてお答
えいたします。
西普天間住宅地区跡地における国際医療拠点構想の
具体化に向けては、関係府省、沖縄県、宜野湾市、琉
球大学、市地主会等で構成する国際医療拠点協議会に
おいて、検討が進められているところであります。平
成27年12月に策定された国際医療拠点構想の検討の
方向性においては、琉大医学部及び同附属病院の移
設、産学官の連携、沖縄バイオバンク構想等の検討の
方向性が示されております。今年度は、これらの検討
に加えて、医師の養成・確保や救急医療体制の充実な
ど、地域医療水準の向上に向けた検討もなされている
ところであります。
沖縄県としましては、跡地利用の先行モデルとし
て、引き続き、国、宜野湾市、琉球大学等の関係機関
と連携しながら取り組んでまいります。
次に、我が党の代表質問との関連についての御質問
の中の、県経済における基地経済の評価についてお答
えいたします。
基地関連収入の県経済に占める割合は、昭和47年
度の15.5％に対して、平成26年度は5.7％であり、そ
の比重は大幅に低下し、基地関連収入が県経済に与え
る影響は限定的なものとなってきております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　基地行政についての
御質問の中の、普天間飛行場負担軽減推進会議につい
てお答えいたします。
普天間飛行場の早期返還及び危険性の除去は、県政
の最重要課題であります。特に５年以内運用停止につ
いては大変重要であるとして、昨年７月21日に再開
された普天間飛行場負担軽減推進会議において、同飛
行場の５年以内運用停止などの実現を求めたところで
あり、同年８月31日に開催された同作業部会におい
ても、残り約２年となった５年以内運用停止の具体的
な作業スケジュールを日米両政府において作成するよ
う求めたところであります。
県としましては、今後も引き続き同会議及び作業部
会において普天間飛行場の早期返還及び危険性の除去
を強く求めてまいりたいと考えております。
次に、一連の争訟に係る費用についての御質問にお
答えします。１の(3)及び１の(5)は関連いたしますの
で一括してお答えします。
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平成27年度に支出した争訟に係る費用の総額は、
5994万9797円となっております。平成28年度につ
きましては、１月末時点で2635万7161円となってお
り、総額8630万6958円となります。これらの費用は
全て一般財源から支出しております。
次に、新基地建設に反対することについてお答えい
たします。
知事は、平成26年の知事選挙で辺野古に新基地を
つくらせないことを公約に掲げ、信念を持って取り組
んでおります。不作為の違法確認訴訟において、結果
として県の主張が認められなかったことは残念です
が、一連の選挙において明確に示された県民の民意を
無視し、辺野古新基地建設を推し進めることは到底容
認できるものではありません。今後も、県の有するあ
らゆる手法を用いて、辺野古に新基地をつくらせない
こととの公約の実現に向けて取り組むことが責任を果
たすことだと考えております。
次に、反対運動についての御質問にお答えします。
県は、反対運動について関与する立場になく、その
ような状況は把握してございません。
次に、我が党の代表質問との関連についての中で、
普天間飛行場の早期返還のための策についてお答えい
たします。
県としましては、５年以内運用停止について大変重
要であるとして、昨年７月21日に再開された普天間
飛行場負担軽減推進会議において、同飛行場の５年以
内運用停止等の実現を求めたところであります。去る
２月３日に佐喜眞宜野湾市長から、同会議及び作業部
会の早期開催について要請を受けており、普天間飛行
場の５年以内運用停止等について、宜野湾市と一体と
なって政府に対しその実現を強く求めてまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　基地行政についての
御質問の中の、承認取り消しに係る住民訴訟等の費用
についての御質問にお答えいたします。
県が被告となった訴訟の弁護士委託料として、土木
建築部は、承認処分取消・執行停止訴訟について、
747万2726円、承認取消処分無効確認訴訟について、
405万円の合計1152万2726円を支出しております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　基地行政についての御質
問の中で、第三者委員会に係る費用についてお答えを

いたします。
平成26年１月に設置した第三者委員会については、
計13回の委員会に準備会合や現場視察も含め、委員
謝金、費用弁償、筆耕翻訳料など合計168万103円を
支出しております。
次に、交通事故に関する和解等に係る専決処分のあ
り方についての御質問の中で、報告した専決処分の件
数についてお答えをいたします。
議会に報告した交通事故に関する和解等に係る専決
処分の件数は、平成28年が63件、平成29年が５件と
なっております。そのうち、事故発生から専決処分ま
で３カ月以上要しているものは、平成28年58件、平
成29年３件となっております。
次に、専決処分の趣旨及び目的についてお答えをい
たします。
交通事故に関する和解等の決定については、平成
23年11月に知事から議長へ専決処分事項として指定
するよう要望しております。その後、当時の議会運営
委員会所属議員等から、行政執行の迅速化及び議会審
議の効率化等を図る観点から議員提出議案として提案
され、平成23年11月定例会において専決事項として
指定されたものであります。
次に、専決処分のあり方及び１年以上経過した件数
についてお答えをいたします。
専決処分の対象となる交通事故については、相手方
へ早期に賠償するため、原則として事故発生後、加入
している保険で賠償金を支払い、その後、地方自治法
の規定等に基づき専決処分を行っております。相手方
からの書類の提出遅延等により、事故発生から専決処
分までに１年以上経過した件数は、平成28年15件、
平成29年１件となっております。
次に、翁長県政の人事のあり方についての御質問の
中で、前副知事問題に係る取り組みについてお答えを
いたします。
現在、前副知事は教員採用試験に関する働きかけを
一貫して否定し、教育庁人事については、関係者から
の推薦や要望をお伝えしていたと述べております。一
方で、前教育長は教員採用試験に関する働きかけや教
育長人事に関する指示はあったと主張しております。
また、この件に関しては、前副知事からの訴訟が提起
されているところであります。
県としては、県民の信頼確保のためには事実関係を
明らかにする必要があると考えており、事実関係を解
明するための調査及びいわゆる口ききの徹底した防止
策を講ずるため、外部識者による調査委員会の設置も
含め検討してまいります。
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以上でございます。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。

〔警察本部長　池田克史君登壇〕
○警察本部長（池田克史君）　破壊活動防止法に関す
る御質問の中で、５の(1)と(2)は関連しますので一括
してお答えいたします。
破壊活動防止法に関しましては、警察が所管する法
律ではございませんので、県警察が答弁する立場には
ございません。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　１つです。
返還された西普天間住宅地域について、今、先行モ
デル地区として連携して取り組んでいくという御答弁
がございましたが、具体的にこれからどのような取り
組みをしていくのか。これまでどのぐらい、何回くら
い宜野湾市なり、琉大附属病院なり、お互い会議を重
ねてきたか、その点についてもう少しだけ御説明をし
ていただけませんか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　西普天間住宅跡地の協議
については、まずその協議会、先ほど説明しました、
国、県、琉球大学、そして宜野湾市、地主会とその協
議会を年に４回ほど開催しております。そして、それ
以外にも当然、私どものところにも担当がおりますの
で、随時、宜野湾市に通っていろんな調整をして今進
めているところです。
そういう中において、特に緊急の課題として、従来
の用地確保の件もありますので、今回、県のほうから
土地開発公社を通して、職員を増員して、また、そう
いったものにも協力するという形で今進めているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　１つのやはりモデル地域として進め
ているので、ぜひ連携して進めていただきたいと、切
にこちらからもお願いしておきます。
どうも、なかなか、県と連携して進んでいるのかな
と。お互い県のほうも仲井眞県政のときはあれほど進
めていくと、県民の命を守り国際医療拠点として目指
していたのが、いつの間にかどうもトーンが下がって
いるのではないのかなという感じがするものですから
お聞きいたします。確実に、今進めていく方向で取り
組んでいるというふうに理解してよろしいわけですね。
確認いたします。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　着実に今、まさに表に

華々しく出ないのは、実務段階で着実に進めていると
いう段階でございまして、国も内閣府を初めちゃんと
協議しながら進められているという段階です。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長を信じております。普天間高校
の問題等もいつまたころっと変わったかわからない
ような現状もあるものですから、あえて確認してお
ります。
次、２番目に移らせていただきます。
先ほどの(2)、この普天間飛行場の負担軽減推進会
議について、やはり県政の最重要課題であると、早急
な返還、危険性の除去だということなんですが、非常
に私はそこで疑問があるのが、この佐喜真市長の琉球
新報２月17日のほうにも載っております。５年以内
の運用停止を求めていくのに、やはり県のほうも責任
があるのではないのかと。要するに、これまで負担軽
減推進会議、２年間も開かれていないんですよ。そう
いう現状の中で、本当にやる気はあるのかということ
が非常に懸念されるわけでございます。お互い辺野古
問題をきっちりすることによって、この５年以内の運
用停止状態もできるのは、これは私はセットだと思っ
ております。ですから、そこに関して、知事は本当に
負担軽減に向けては、しっかりと取り組んでいくとい
う決意は本物であるのか。２年ぶりに開催されたとい
うことで、２年間も取り上げてこなかった理由がまず
何であったのか、今後しっかりと取り組んでいくの
か、この２点についてお伺いいたします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　県政かわりまして、
なかなか政府のほうとの、いろいろ面談等がかなわな
かった時期はあったと思います。ただ、一方で佐喜眞
市長から、今議員からもありましたように、やはり一
日も早い普天間飛行場の危険性の除去という観点から
要請を受けました。県としましても先ほども答弁いた
しましたけれども、最重要課題だというふうに認識し
てございまして、若干時間はかかりましたけれども再
開されたところでございます。２月３日にも浦崎副知
事のほうに要請がございまして、それに対してしっか
り対応しますというような答弁もいたしております。
そしてまた、日曜日、昨日ですか、岸田外務大臣がい
らしたときにもしっかり県のほうからこの普天間飛行
場の負担軽減推進会議の開催を求めているところでご
ざいます。
県として、しっかりと宜野湾市とも連携しながら対
応してまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
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○又吉　清義君　再度申し上げます。
県政の重要課題、危険性の除去は本当に真剣に取り
組むのであれば、国がどうのこうの言う前に、みずか
ら取り組むべき姿勢が当然だと解しているものですか
ら、それを２年間もこのように空白にしておいて、５
年以内の運用停止ができないのは国の責任だというこ
とは私は筋違いだと思います。この辺は県もぜひやる
べきだというふうに、私は認識しております。
次に、(3)番目の埋立取り消し訴訟の費用について
なんですが、具体的に今この民間、そして国とやった
裁判費用の中、金額にして約9000万近くもります。
この費用です。（資料を掲示）　トータルいたします
と、約9787万2900円余りも一般会計から支出されて
おります。
その中で、あえて皆様方にお伺いいたします。本当
に、弁護士への委託料は幾らだったのか、弁護士の旅
費等は幾らだったのか。そういったのはトータルでせ
めてこの２点について、我々の大切な税金から支払わ
れた弁護士委託料、旅費等大まかなものでよろしいで
す。これはトータルで一体全体幾らかかったのか、も
う一度御説明お願いいたします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
平成27年と平成28年の合計でございます。委託料
が、弁護士のほうにはちょっと細かい部分があるんで
すが、法律相談とか審査請求などのいわゆる訴訟以外
のものがございます。それと訴訟について、訴訟のほ
うも代執行訴訟、抗告訴訟、取り消し関与訴訟で不作
為の違法確認訴訟とありますけれども、そのトータル
で委託料が7245万7059円となってございます。
旅費のほうでございますが、トータルで970万
5450円となってございます。
以上です。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今、お互い先ほど我が党の議員から
も言われておりますこの裁判、敗訴をするのではない
かという中でもあえて県民の税金をこんなに使って裁
判をした。弁護士委託料だけで約7200万、そして弁
護士の旅費だけで約970万、この弁護士の旅費が970
万というところが、いまいち理解できないんですが、
なぜこれはこんなに出ないといけないのか、ちょっと
御説明お願いいたします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
県は、７名の弁護士をお願いしております。国地方
係争処理委員会も２度ほど開催されておりますし、ま

た、最高裁への上告の際の旅費等もございます。そう
いったものをもろもろ含めてその金額になったという
ことでございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　最高裁で旅費が出たのは、要するに
福岡に行ったものかと思います。これ、ほとんどこの
弁護士委託料というのは、弁護士さんは県内の方です
か、県外の方なんですか、どちらの方なんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　弁護士は、県内でご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　じゃ、県内の方でこのぐらい、
1000万近くの旅費がかかったということなんですが、
あと一点お伺いいたします。知事のほうで、今度は民
間から訴えられている裁判については、これについて
は何といいますか、土木建築部の海岸防災課のほうで
約1000万余りの支払いがされております。この中で、
弁護費用が出てないということに関してはなぜなんで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　今の御質問は、知事
個人への訴えに対しての費用が県が支出していないこ
とについてという理解でよろしいですか。
あくまでも沖縄県が今回支出したものは、行政庁と
しての沖縄県が被告となった分でございます。この中
で、土木建築部は承認処分取り消し執行停止訴訟につ
いて747万2726円、承認取り消し処分無効確認訴訟
について405万円、合計1152万2726円を支出したと
いうものでございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　県と翁長知事個人で訴えられて、翁
長知事個人で訴えられたらもちろん県が持つべきでは
ないですが、本当に知事、一体全体このもし翁長知事
個人も入れたら。この弁護士費用を先ほどの国と県の
やりとりでは、約7900万余りも出ております。本当
に弁護費用というのは、知事みずから負担した額とい
うのは、やはり本当にあるのかないのかですね。その
点について、もし金額等も幾ら負担しているのか、県
と一緒なのかそれについてもし知事、御答弁できるの
だったらお願いいたします。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時13分休憩
　　午後５時14分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
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知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　質問の御趣旨は、知
事が個人として訴えられている分についてはどうかと
いうことですが、これにつきましては、知事公室、そ
して土木建築部、今、把握してございません。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ把握をして、やはり知事もみず
から訴えられるからには、みずからもこのように責任
をとる。この中で、やはりちょっとお聞きしたいんで
すが、この弁護費用で、お互いの県民の税金で9782
万余りも支払いをされております。裁判は負けまし
た。そして、その点につきまして、訴えた県並びに知
事として、果たしてそれで許されるものであるかどう
か。私は、何の謝罪も聞いたこともありません。
それについて、知事はどのような見解をお持ちな
のか、ぜひお聞きしたいなということでお尋ねいた
します。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　弁護士費用は、個人負担で
やっています。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
御質問の趣旨は、いわゆる行政官の長たる知事が応
訴した訴訟費用等についてどう考えているかという趣
旨の御質問だと思います。
知事は、辺野古に新基地をつくらせないということ
を公約に掲げまして、取り組んでおられます。この間
は、不作為の違法確認訴訟等を含めて、４件の訴訟等
があったわけでございます。残念ながら結果として、
県は敗訴したわけですけれども、さまざまな場面で示
された民意を無視した形での、そういった結果につい
ては、県は容認できるものではないということで、今
後も沖縄県の有するあらゆる手法を用いて辺野古に新
基地をつくらせないという公約の実現に向けて取り組
みますことが知事としてのいわゆる責任だというふう
に考えております。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そういうことじゃなくて、皆さん
は、辺野古の整理縮小・統合の基地をつくらさないと
いうことで勝てるという仮定のもとに裁判をしたかっ
たわけですよ。そのために使われた我が沖縄県民の血
税は約9700万ですよと。それについて皆さん、敗訴
したけれども何の謝罪もないんですかと。私は理解で
きません。（発言する者あり）　今クレームが……。皆
さん、私がきょうなぜこの写真を持ってきているかわ
かりますか。（資料を掲示）　皆さんの税金で支払われ

たのが9700万です。これは、ヘリパッド近くのＮ１
ゲートの150メートル近くです。このように崩壊し始
めて２年間です。２年間です。村民の命を守らない、
住民の生活は守らない。皆さんは自分のイデオロギー
の裁判闘争して9700万も使っていると。私はそうい
うお金があれば、こういうのも早急にやるべきだと思
いますよ。皆さん、見てください。これが現状です
よ。反対運動をしているＮ１ゲートの近くですよ。そ
して、なおかつそこに参加をしている多くの方々から
こんなことを何の通報もないですよ。何の通報もない
ですよ。これが、やがて、道路を遮断すると、皆さ
ん、安波とか楚洲とか完全に陸の孤島化しますよ。西
海岸からしか回れないんですよ。こういう現状を２年
間もほったらかしていいのかということを、私は改め
て聞いている。だから皆さん、9700万も使ってこん
なことが許されていいのかということで、聞いている
わけです。
ですから、ぜひ、皆さんとしてはその辺の責任をと
るべきものだと思いますが、それはそれで全く別問題
なんですか。本当に、こういうふうに今やがてこれが
道路が崩壊すると陸の孤島になりますよ、陸の孤島に。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　又吉議員の再質問にお答えい
たします。
私は、２年ちょっと前に、新辺野古基地はつくらせ
ないという大きな公約を掲げて、御承知のような形で
当選をいたしました。県民は、それを後押しして、必
ずこれから未来、将来に向かって頑張れよというの
が、あの選挙の結果だったというふうに思っておりま
す。そういう中で、いろいろ裁判等もございました。
ですから、この件につきましては、私は、多くの県民
から御理解をいただいているものだと思います。
この写真も大変心の痛む話でありますが、県政です
ね、子供のこともお年寄りのことも大変お金をかけな
きゃいかぬものがたくさんございます。そういうもの
も大変大切でありますので、私どもとすれば精いっぱ
いやっているわけでありますが、この新辺野古基地の
ものは、これは県民に一番の大きな公約として当選さ
せていただいたことでありますから、このことを遂行
するということについて、御理解はいただいているも
のだというふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　御理解いただけたら、別にこれ知事
の政治スタンスだからよろしいですよ。反対運動をし
ている方々がこういうふうに交通遮断するおかげで、
県としても２年間もさわれない。なお一層ひどくなる
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一方だということをあえて訴えたいわけです。本来な
らば、もっと手を打てば、このように土砂崩れ、崩壊
はないですよと。すぐ近くですよ、すぐ近く。そこ
は、だから皆さん、知事として反対運動をする中で、
こういったものをないがしろにしていいかということ
を私は言いたいわけです。ないがしろにしていいです
かと。２年間もですよ、２年間も。私は心痛くないと
いうのがちょっと理解できませんが、反対運動させれ
ばこういうのも別に見なくていいんだというのは、私
は理解できないですね。
そこでもう一つお伺いいたします。
先ほど、この反対運動している活動家の中に、５万
円の支援金をいただいて来ている方というのが、私も
信じられませんでした。皆さん、そういった状況は全
く把握しておりませんか、もう一度改めてお伺いいた
します。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
いろんな情報等は飛んでおりますけれども、私ども
はそういった行動をする方々のことを確認するという
ような立場にはございません。そういった趣旨での答
弁でございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　こういうのは前から取り上げてい
ますが、改めてびっくりしたのは、こういう資料が
出てきたからびっくりしているんです。この人のユー
チューブ――ユーチューブじゃないですね、動画を見
てみると本当にもうびっくり仰天ですよ。往復の飛
行機代相当５万円を支援します、あとは自力で頑張っ
てくださいということで高江ナイチャー大作戦、全員
集合ということで、そういう会議を持つ中でいろい
ろな方々が、そういうふうに集まって県内にそういっ
た反対運動する方を送り出している。これがただ送
り出しているだけじゃないです。もちろん、観光立
県で観光客もふえたでしょう、こういう方々も多く
来てですね。
そして、その中でとても許せないのが２つあるんで
すよ、許せないのが。65歳以上の方を募集してくる
というのが、本当に情けない。なぜ、65歳以上か。
これ理由もまた非常におもしろい。皆さんは何をしよ
うと警察は一切対応することはあり得ませんから、心
配しないで嫌がらせをしてこいということで、行かせ
るんですよ、皆さん。だから、５万円上げて行ってき
なさいと。これは、本当の平和運動の反対運動ですか
と。私は違うと思いますよ、私は違うと思う。そうい
うのを知事も、そういうのを本当に、こういうのが実

際本当に行われているものです。であるんだったら、
私は、本当に反対運動というのは何のためにするの
か、嫌がらせのためにするのか。65歳以上にこうい
うふうに呼びかけること自体、私は、人間としてこれ
でいいのかということであえて聞いておりますが、差
し上げますから、ちょっと議長休憩してください。
（発言する者あり）
いいよ。次進みましょう。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。（発言する者あり）
○又吉　清義君　こういうのは、何もうそは一つもあ
りません。心配しないでください。見たい人は自分で
見てください。
次に、先ほどの専決処分についてなんですが、もう
一回、部長教えますよ。専決処分の趣旨、目的は、も
う一度何のために行うんですか。ああいう答弁でいい
んですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　専決処分の趣旨、目的に
ついてお答えをいたします。
これにつきましては、行政執行の迅速化及び議会審
議の効率化等を図る観点から、議員のほうで提案して
23年11月に指定をされたということでございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　行政処分の迅速化ということです
が、皆さん、迅速化になっておりますか。１年以上の
前のものも来る、３カ月以内に来るのはほとんどない
ですよ。６カ月後にしか来ないと。
もう一つ、なぜ専決処分するか、大きな理由は何で
すか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
専決処分、これは地方自治法に基づきまして、地方
公共団体のこの議会の権限に属する軽微な事項につい
て、議決によって指定したものは、長において専決処
分ができるということで、今回も議会のほうでそうい
う議案を提出していただいて、議決を経て指定してい
ただいたというところでございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長、本当に専決処分はこの程度の
答弁でいいんですか。何で交通事故というのが１つわ
ざわざ入っていますか。お答えください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時26分休憩
　　午後５時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。



− 217 −

○総務部長（金城　武君）　改めて専決処分の趣旨等
について御説明をいたします。
これにつきましては、先ほど答弁しましたように、
平成23年12月15日に、議会のほうで議案として、議
員のほうで提出していただいておりますが、その理由
として、行政執行の迅速化、そして議会審議の効率化
等を図る観点から地方自治法第180条第１項の規定に
より、知事の専決処分事項として指定するためという
ことで、当時の提出議案の理由として記載されている
ところでございます。
○又吉　清義君　議長、休憩してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時27分休憩
　　午後５時28分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
専決処分まで時間がかかっている理由ということで
ございますが、この交通事故の和解に当たって、車両
の所有者と使用者が異なる場合があることや近隣の修
理工場で対応できないなどの事情によりまして、事故
発生から専決処分まで時間を要しているような事例が
ございます。そういうことで、今後、そういうことが
ないよう、専決処分の期間を可能な限り短縮できるよ
うに努めてまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今の事例で行われた専決処分、部長
が言ったケースで何件あるんですか。これに該当す
る、今の部長の答弁に該当する専決処分は何件あるん
ですか。60だったとか言っておりますが。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時29分休憩
　　午後５時30分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　専決処分、平成28年が63
件で、平成29年が５件と、そのうち事故発生から専
決処分まで３カ月以上要しているのが、平成28年58
件、平成29年が３件という状況でございます。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時30分休憩
　　午後５時31分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたしたいと思

います。
この交通事故に関する和解が、ほとんどの事案につ
いて損害賠償の額の決定まで、決定から支払いまで自
動車保険で処理されているということで、議会が実質
的な判断を行う裁量が比較的小さいということが考え
られておりまして、こういう専決処分というのを行っ
ているというところでございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長、専決処分について、もう少し
しっかり行政として取り組んだほうがいいですよ。余
りにも皆さん、人事問題もずさんになっております
が、行政もずさんになっておりますよ。専決処分とい
うのは、緊急を要する、議会を営む時間がないと。だ
から300万以内、皆さんに権限を委ねているんです。
それを１年間もやらない。皆さんに与える必要ないで
す。１年間も皆さんは処分できない。知事、御存じで
すか。議会に返したほうがいいですよ。議会がまだ早
いですよ。
そしてもう一つ、わかりますか。なぜ、交通事故か
というと、皆さんがこんなにちんたらちんたらするか
ら、事故を起こされたら専決処分を行うまで、壊さ
れ、ぶつけられたまま車を持たぬといけないんです
よ、ぶつけられたまま。これが現に起きているんで
す。皆さん、全部こんなですよ。皆さんはいいさ、ぶ
つけたほうだから。ぶつけられたほうはたまったもん
じゃないですよ。２カ月間もぶつけられたまま、ドア
をぶつけられた、フェンダーをぶつけられた。皆さん
が返事をしない。これは、待たんといけないんです
よ。これはずっと県民に迷惑かけているんですよ、皆
さん。これでいいんですか、皆さん。
もう一度、お伺いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時33分休憩
　　午後５時34分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたしたいと思
います。
今の専決処分の事項については、専決処分というの
は２種類ございまして、今回の専決処分の事項につき
ましては、議会の権限に属する軽微な事項で、その議
決により特に指定したものは、地方公共団体の長にお
いて専決処分することができると、これは地方自治法
の第180条でそういう規定がございます。
それで、個人への保険金の支払いといいますか、こ
れは割と迅速に行っておりまして、手続上のものが、
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専決処分の決裁のほうがどうしても関係書類をそろえ
るのには、時間がかかっていて専決処分がおくれてし
まっていると。実質的に本人の車を保険金支払いで修
理はできているというような状況でございます。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　できていないのもいっぱいあるから
言うんですよ。皆さん、与那国町の車をぶつけたとき
に、ぶつけたのが平成28年10月18日、修理に出した
のは２カ月後の12月８日ですよ。保険金もまだ支払
われていないですよ。御存じですか。
ほんの一例です。今、ほんの一例しか言っていない
ですよ、私は。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
与那国町での事故の発生の概要ですけれども、平成
28年10月18日、平成28年度八重山地域特定家畜伝染
病防疫実働演習のために与那国町へ職員が出張した際
に発生した事例です。当該の演習は、与那国町と共催
であったこと、それと、与那国町外・島外、外からの
参加者が多かったこと、それと公共の交通機関が少な
いことなどから与那国町役場の公用車を借用したとき
に、コンクリートブロックに接触して事故を起こした
自損事故であります。
直ちに警察のほうに連絡し、被害状況を確認して適
切に事故処理を行ったんですけれども、さきに議員
のほうがおっしゃったように、修理に出した日が平
成28年12月８日、修理完了日が12月12日ということ
で、ちょっと修理に出すまでにかかった期間が51日
間ありました。役場のほうとのやりとりの中で、走行
に問題がなかったこと、それと業務に使用する予定が
あったことなどから、役場のほうと日程調整させてい
ただいて51日後でしたけれども、役場のほうの公用
車の支障がないような状態で修理したところ、こうい
う日程の内容になっております。
○議長（新里米吉君）　時間はもう終わっています。
○又吉　清義君　わかりました。すぐなので……
○議長（新里米吉君）　もう時間は終わっています。
終わっていますから、終わってからの質問は受け付け
られません。
○又吉　清義君　質問ではないです。もう、提言だけ
です、提言だけ……
○議長（新里米吉君）　いや、だから……（発言する
者あり）　継続しているときならともかく、時間が終
わって後に手を挙げてやるということは、これは悪い
慣例になりますから。もう終わっているんですよ。
○又吉　清義君　提言ですよ。提言。（発言する者あり）

○議長（新里米吉君）　だから、提言であっても、そ
の時間前から話している場合は大目に見たりします
が、終わって後に提言と言われてもこれは困ります
よ。それは認められません。
○又吉　清義君　残念ですね……（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　認められません。
○又吉　清義君　せっかくいいことを今行政で起こっ
ていることを、最後に締めで皆さんに、なぜそうなる
かを、それどうしたら改善できるかを提言しようかと
思ったけど、もうやめましょうね。提言しません。わ
かりました。
ありがとうございました。また、次回にやります。

（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　知事公室長から発言の申し出
がありますので、これを許可します。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません。
又吉清義議員から委託料と旅費の額を質問されまし
た際、私、旅費970万5450円とお答えいたしました
けれども、その中には一般職員も入ってございまし
た。純粋に弁護士だけの金額を申し上げますと、373
万7500円でございます。
おわびして、訂正させていただきます。
○議長（新里米吉君）　あと１人ですので、継続して
進めていただきます。
よろしくお願いします。
仲田弘毅君。
〔仲田弘毅君登壇〕

○仲田　弘毅君　こんにちは。
一般質問の初日でありますが、しんがりを務めま
す沖縄・自民党、うるま市選挙区、仲田弘毅でござ
います。
所見を交えながら、一般質問を通告に従い頑張って
いきます。
よろしくお願いいたします。
まず第１番目に、知事の政治姿勢についてであり
ます。
(1)、知事訪米について。
翁長知事は、去る１月30日から２月５日まで約１
週間、訪米を行いました。１月20日のトランプ政権
発足から10日前後のことであり、訪米のタイミング
としては、いかにも拙速の感があったことは否めませ
ん。米国は、政権交代により政府高官の多くが入れか
わる時期でもあります。県民の多くは、このようなタ
イミングで訪米しても、トランプ新政権の政策責任者
とのしっかりした意見交換はおろか、トランプ新政権
のその厳しい状況の中では、意見交換はおろか会談そ
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のものすら難しいのではないかと予想していたと思わ
れますが、報道のとおりであればそのとおりで、その
感を強くいたしております。
知事は、訪米後の会見で、柔軟な議論と意見交換が
でき、理解と大きな成果があったと述べております
が、果たして県民の税金を使って訪米するに見合う成
果があったと言えるでしょうか。
そこでお聞きいたします。
ア、訪米に向け準備段階から相当な労を費やしてい
ただいた県庁職員の皆さんは、約１週間の訪米に同行
した。また、人数と訪米費用の総額を伺いたい。
イ、知事は、多くの方に沖縄の事情を理解してもら
えたと述べておりますが、理解を得られたかどうか
は、面会をした相手側がどのように考えるかによって
判断されるべきだと考えております。具体的にどのよ
うな相手から知事の理解をもらえたとの発言につな
がったのか、知事の見解をお聞かせください。
ウ、知事は米連邦議会のマケイン委員長に３度目と
なる訪米で、面談を要請し断られたとの報道がありま
すが、その理由と事実関係について伺います。
(2)、ワシントン事務所について。
知事訪米の調整と対応、基地問題に関する情報収
集、あるいは沖縄の情報発信など主な活動費として、
平成28年度は約7400万の予算が計上されておりま
す。しかしながら、事業費とは別途の事務所職員２名
の人件費については、プライバシーの観点から明らか
にされておりません。このようなことでは、県民は、
他県には設置の例のないワシントン事務所に対し、総
額でどれだけの県税が支出されているのかわからない
ままになります。
そこで伺います。
ア、ワシントン事務所職員２名の人件費について伺
います。２名分の合算であれば個々のプライバシーの
侵害に当たることもなく、県民の貴重な税金の使途説
明は必要不可欠であります。
イ、ワシントン事務所は、これまで基地問題に関す
る情報収集や情報発信が主な役割とされております。
どのような情報を得て、どのような情報を発信してき
たのか。また、その活動が県政にどのような具体的成
果があったか、知事の説明と見解を伺います。
(3)、ＳＡＣＯ合意について。
ＳＡＣＯの合意から20年以上経て、昨年12月に北
部訓練場の過半に当たる4000ヘクタールの返還が実
現いたしました。知事は、昨年10月の官房長官との
会談後に、北部訓練場の返還を歓迎する旨発言を行
い、また、11月の知事就任２周年のインタビューで

は、北部訓練場なども苦渋の選択の最たるものと発言
をし、そのいずれも趣旨について釈明をしておりま
す。日米同盟の重要性を認めている知事の発言や態度
は、県民にとって大変わかりづらいと言われておりま
す。返還された土地については、ヤンバルの国立公園
に組み入れられ、今後は世界自然遺産への登録も計画
されており、私たち県民は大きな期待を持って見守っ
ております。
そこで質問します。
ア、4000ヘクタールもの広大な北部訓練場の返還
について、オスプレイが使用するのであれば返還なき
米軍訓練場のままでよいと考えているのかどうか、知
事の言葉でわかりやすくお聞かせください。
イ、今回の訪米では、北部訓練場の返還に対する沖
縄県の見解をどのように米国で発信されたのか、知事
の具体的な発言内容を伺います。
(4)、那覇軍港の浦添移設について。
ア、去る２月12日の浦添市長選挙は、４年前移設
反対を訴えた現職の松本市長が当選いたしました。そ
の後、市の公益性を守るため浦添市素案をもとに容認
し、国、県、那覇市とともに合意に至っているのが実
情であります。知事の今後の取り組みについてお聞か
せください。
イ、那覇港湾整備は県政の基本方針であり、経済の
重点施設であります。キャンプ・キンザーの西海岸埋
立・開発計画の見直しが、県、那覇市、那覇港管理組
合と浦添市との間で協議されていくとしております
が、内容等について知事の見解をお伺いします。
２、県経済について。
昨年の末、平成29年度５月に期限切れを迎える税
制改革の大綱が閣議決定されました。延長が危惧され
た沖縄関係税制は、酒税の軽減措置を初め、８項目で
短縮されたものの、軽減内容は一応確保されました。
沖縄振興を目的とした特別措置や関連税制であり、業
界にとっては命運を左右する改正でもあり、ほっと安
堵しているものと考えております。また、本県の次年
度予算案は、7354億円となっておりますが、内閣府
の沖縄関連予算は、前年度比200億円減の3150億円
であり、一括交付金に至っては16％、255億円減の
1358億円であり、大幅減額となっております。減額
された予算は、多額の不用額が理由として挙げられて
おりますが、一括交付金の確保と執行改善はもとよ
り、知事が政府との対立のみでなく、しっかりした対
話の継続が強く求められていることも指摘をしておき
たいと考えております。
そこでお聞きします。
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(1)、平成29年度一般会計当初予算案が沖縄振興一
括交付金の減額に伴い総予算額も減になっております
が、重点施策に影響はないか伺います。
(2)、概算要求から減額された中で、収支不足を補
い既存事業を実施するため、財政・減債・施設整備基
金等の主要三基金を取り崩したとあります。県の今後
の対応をお聞きします。
(3)、沖縄振興会議における一括交付金の県と市町
村配分が、脆弱な小規模離島に与える影響を危惧して
おります。県の認識を伺います。
(4)、平成29年度概算要求減額の要因とされる沖縄
振興一括交付金の不用額と繰越額が大きな指摘を受け
てきておりますが、県の対応策を伺います。
３、南西石油・就職支援について。
昨年12月末、西日本を拠点とする太陽石油がブラ
ジル国営石油会社ペトロブロス社の南西石油の全株式
を取得し、完全子会社化を決定したとあります。県内
の完全失業率、有効求人倍率が好転している状況で、
現在の従業員数や新会社へ引き継がれる社員の数、実
態など希望退職者も多数出ていると聞いており、心を
痛めております。従業員の中では、売却が決まる昨年
12月までに約２カ年間も経過したことにより、将来
が見通せず、自主退職者が出るなど、不安が広がった
との報道もあり、一人でもより多くの皆さんが再就職
できるように願ってきました。
そこで質問します。
(1)、南西石油の製油所の廃業やターミナル事業の
売却が県経済に与える影響について伺います。
退職者支援に対するこれまでの県の取り組みをお聞
きします。
(3)、再就職希望者について関係団体との連携はど
うか、現状と対策について伺います。
４、農福連携の推進について。
昨年、第３回定例議会でも質疑をさせていただきま
したが、障害者就労を応援する立場から本県における
農福連携対策事業について再度お聞かせください。
(1)、本県における農福連携対策事業を実施してい
る団体と具体的成果について伺います。
(2)、農福連携対策の推進に必要な施設整備や生産
物の販路拡大に対する助成金についてお聞きします。
(3)、農福連携について、各市町村との連携はどう
か伺います。
５、教育行政について。
(1)、県独自の新制度となる公的奨学金制度の創設
は大きく評価されるものであります。推移と実施状況
について伺います。

(2)、30人学級・少人数学級について、平成29年度
から小学５年生まで拡大し推進されますが、実施によ
る教職員の増と予算額についてお聞きします。
児童生徒が一日の大半を過ごす学校施設の耐震化に
ついて、現状と対策はどうなっているか伺います。
(4)、ネットによる暴行動画の拡散などの事件が発
生しており、県内教育界で大きな波紋となっておりま
すが、この現状について、教育長の見解と今後の指
導・対応についてお聞きします。
６番は削除いたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　仲田弘毅議員の御質問にお答
えいたします。
大きな１番目の知事の政治姿勢についてに関する御
質問の中の、訪米時の面談相手の反応についてお答え
をいたします。
今回の訪米においては、連邦議会議員、国務省・国
防総省など合計31名との面談を行い、引き続き辺野
古新基地建設に反対する県の姿勢や現状について説明
しました。先方の意向により、具体的にどなたの発言
か明らかにすることはできませんが、この問題につい
てもっと理解を深めたい、非常に重要な問題だと認識
している、知事の立場はよくわかったなどの発言があ
りました。昨年、一昨年の訪米と比べても、面談した
連邦議会議員と活発に議論を交わすことができ、私の
主張に対する理解が進んだと感じております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。·
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、訪米に同行した人数と費用につ
いてお答えいたします。
今回の訪米では、連邦議会議員等との面談のほか、
ジョージ・ワシントン大学における沖縄コレクショ
ン関連イベントを実施しております。連邦議会議員
との面談等の対応に知事公室の職員６名が、沖縄コ
レクション関連イベントの対応に富川政策参与及び
知事公室の職員２名が同行しており、今回訪米した
人数は、知事を含め合計10名となっております。こ
れらに要した費用は、現時点の概算で旅費が約473万
円、委託料が約303万円など、合計約807万円となっ
ております。
次に、マケイン議員との面談についてお答えいたし
ます。
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訪米に際しての面談については、限られた日程の中
で、できるだけ多くの方との面談の機会を確保できる
よう努めております。個々の調整過程については、今
後の面談の支障となるおそれがあることから、差し控
えさせていただきます。
次に、ワシントン駐在員の人件費についてお答えし
ます。
ワシントン駐在については、現在、部長級の参事監
と班長級の主幹の２名を配置しております。参事監の
給与については、沖縄県一般職の任期付職員の採用等
に関する条例に基づき、主幹の給与は、沖縄県職員の
給与に関する条例に基づき支給しております。ワシン
トン駐在員の人件費については、沖縄県個人情報保護
条例に基づき、職員が２名であること、職名が参事監
と主幹であることなど、他の情報と照合することによ
り、容易に個人の給与が推計されるおそれがあるた
め、個人情報保護の観点から公表を差し控えさせてい
ただきたいと思います。
次に、ワシントン駐在による情報収集及び情報発
信、その成果についてお答えいたします。
ワシントン駐在においては、これまで沖縄に関する
米国の安全保障政策などの情報収集を行うとともに、
米国新政権に関する情報収集も行ってまいりました。
また、昨年12月の辺野古埋立承認の取り消しに関す
る最高裁判決確定後も、辺野古に新基地をつくらせな
いとの立場に変わりはないことなどの知事の考えや、
昨年12月に起きたＭＶ22オスプレイの墜落を初めと
する航空機事故が県民に大きな不安を与えていること
など、沖縄の正確な情報を伝えたところであります。
今回の知事訪米において、昨年、一昨年と比べても、
面談した連邦議会議員から活発に質問があり、議論を
交わすことができたことは、ワシントン駐在員による
沖縄の状況などの情報発信の活動の成果のあらわれの
一つだと考えております。
次に、北部訓練場のオスプレイ使用と返還について
お答えします。
北部訓練場の過半の返還について、県はＳＡＣＯ合
意事案を着実に実施することが、本県の基地の整理縮
小及び地元の振興につながるものと考えております。
その条件である６カ所のヘリ着陸帯については、当該
地域の住民生活や自然環境への影響が懸念されており
ます。オスプレイについては、環境影響評価の対象と
なっておらず、騒音が住民生活に影響を与えているこ
とから、引き続き日米両政府に対して配備撤回を求め
てまいります。
次に、訪米における北部訓練場に係る見解の発信に

ついてお答えいたします。
米国新政権が発足したこの時期に、昨年12月の埋
立承認の取り消しに関する最高裁判決は、数ある知事
権限の一つについて判断が示されたにすぎないこと
や、判決確定後も、辺野古に新基地をつくらせないと
の立場に変わりはないことなど、沖縄の正確な情報を
伝えることができたことは有意義だったと考えており
ます。今回の各連邦議会議員との限られた時間の中
で、北部訓練場の議論につながる場面はありませんで
した。
もう一件、那覇港湾施設の移設についてお答えいた
します。
那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽
減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えてお
ります。移設に当たっては、浦添市や那覇市と話し合
いながら進めていきたいと考えており、去る２月20
日に松本哲治浦添市長が就任挨拶で県庁にいらした際
にも、そのことを確認したところであります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、浦添埠頭地区に係る那覇港管理
組合構成団体の協議内容についての御質問にお答えい
たします。
那覇港浦添埠頭地区については、昨年４月の那覇港
湾施設移設に関する担当者会議において防衛省から提
示された複数の代替施設配置例を受け、那覇港管理組
合及び構成団体において民港計画への影響について検
討・整理しているところであります。那覇港管理組合
は、今後も構成団体や関係機関との意見交換を進め、
民港施設の配置計画を策定していきたいとのことであ
ります。
県としても、上位計画における那覇港の位置づけを
踏まえ、国際流通港湾としての民港港湾計画が尊重さ
れるよう、関係機関と十分協議を行っていきたいと考
えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　県経済についての御質問
の中で、当初予算の減による影響と、一括交付金の不
用と繰り越しの縮減についてお答えいたします。２の
(1)と２の(4)は関連しますので、恐縮ですが一括して
お答えをいたします。
平成29年度当初予算の編成に当たりましては、一
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括交付金事業の進捗状況や予算の執行実績がより的確
に予算に反映されるよう、編成方法の見直しを図りま
した。予算総額は減となりましたが、予算の実効性と
効率性を高める観点から、事業の必要性や優先度を勘
案し、スケジュールを調整するなどして編成したとこ
ろであります。また、一括交付金の執行体制を強化す
るため、土木建築部を初め各部に必要な定数を配置い
たしました。さらに、交付決定の前倒しに取り組むほ
か、補正予算や事業間の流用に機動的に対応すること
としております。
今後とも、さらなる執行率の改善に努め、沖縄21
世紀ビジョン基本計画の推進に影響が生じないよう取
り組んでまいります。
次に、収支不足に係る今後の対応についてお答えを
いたします。
当初予算の編成過程における収支不足の拡大は、歳
入面では地方消費税清算金が減となったこと、歳出面
では、社会保障関係費の増などによるものでありま
す。県では、行財政改革プランに基づく自主財源の確
保や歳出全般の見直しを進めるほか、予期しない収入
の減少や支出の増加に備えるため、基金残高の維持確
保に努めているところです。沖縄21世紀ビジョン基
本計画に示された将来像の実現に向け、今後とも持続
的な財政運営に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　県経済についての御質問
の中の、沖縄振興特別推進交付金の小規模離島への影
響についてお答えいたします。
沖縄振興特別推進交付金の県と市町村の配分につい
ては、市町村への影響を考慮し、県から市町村に10
億円を追加措置することが沖縄振興会議において決定
されました。市町村間の配分については、これまでど
おり１億円を均等に配分することに加え、離島市町村
への加算や財政力の弱い市町村への加算等により、小
規模離島の町村等に配慮した配分となっており、対前
年度の減額率は市町村平均より2.6ポイント抑制され
ております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　南西石油の就職支
援についての、南西石油売却による県経済への影響に
ついてにお答えいたします。
南西石油は、昨年３月に石油製品の販売を終了し、

同年４月からは東燃ゼネラル石油が南西石油のタンク
等設備を賃借し、製品の供給を行っているところであ
ります。昨年10月に、親会社であるペトロブラスが、
愛媛県で製油所等を運営する太陽石油へ全株式を譲渡
する契約を締結し、12月末に手続が完了したところ
であり、今後も安定供給は維持されるものと考えてお
ります。また、価格についても、全国とほぼ同じ傾向
で推移しており、特段大きな影響は生じていないもの
と認識しております。
次に、退職者支援に対する県の取り組みについてに
お答えいたします。３の(2)と３の(3)は関連しますの
で一括してお答えします。
県では、南西石油の退職者に対する支援を行うため
に、県、労働局等で構成する緊急雇用問題連絡会議を
開催し、総合的再就職支援プログラムを策定しまし
た。県の取り組みとしましては、南西石油への出張相
談窓口の設置や合同企業説明会の活用等を促しまし
た。また、労働局では、出張職業相談会や離職者受け
入れ企業に対する各種助成金の案内等を実施しており
ます。関係団体との連携としましては、労働局等と連
携して沖縄県経営者協会への求人確保の要請を行った
ところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　農福連携の推進につ
いての御質問の中の、農福連携対策事業の実施団体と
成果についてお答えいたします。
農福連携対策事業につきましては、国直轄による公
募事業が行われております。平成25年度から県内に
おいて、３団体が事業を活用して、農福連携に取り組
んでおります。その成果として、１、農業分野におけ
る障害者、高齢者等の就労訓練や雇用創出の促進、
２、福祉農園の整備、先進的活動の促進などが挙げら
れます。
次に、農福連携対策のための助成金についてお答え
いたします。
国の農福連携対策事業により、県内においては、平
成25年度から福祉農園での農作業の実習や生産した
農産物の販売促進、栽培施設や水耕栽培設備の整備な
ど事業費3643万円に対し、2771万円が助成されてお
ります。
次に、農福連携の各市町村との連携についてお答え
いたします。
国の農福連携対策事業のうちソフト事業につきまし
ては、平成28年度から事業主体が市町村の参画する
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協議会と規定されております。
県としましては、事業の応募に当たり、市町村と関
係者が十分な連携を図っていく必要があるものと考え
ており、県としても国と連携して必要な情報提供など
を行うこととしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
の中で、給付型奨学金の実施状況についてお答えいた
します。
今年度創設いたしました沖縄県県外進学大学生奨学
金につきましては、昨年10月末に内定者25人及び次
点となる給付候補者を決定しております。平成29年
１月末現在、内定者のうち合格者４名に対して本奨学
金の給付を決定したところであります。今後、大学の
入試が本格的に始まり、合格報告を受け、３月末まで
に25名の給付決定を行っていく予定であります。
次に、少人数学級拡大に必要な教職員数等について
の御質問にお答えいたします。
県教育委員会では、これまで、小学校１・２年生で
30人学級、小学校３・４年生と中学校１年生で35人
学級を実施しており、平成29年度からは小学校５年
生でも35人学級を実施いたします。小学校５年生へ
の拡大に必要な教職員定数は、おおむね50人程度で、
予算額は３億円程度を見込んでおります。
次に、公立学校施設の耐震化の現状等についての御
質問にお答えいたします。
文部科学省の調査によりますと、平成28年４月１
日現在、本県の耐震化率は小中学校が87.5％、高等
学校が97.5％、特別支援学校が100％となっておりま
す。学校施設は、児童生徒の学習の場であるととも
に、一日の大半を過ごす生活の場でもあることから、
今後とも市町村と連携し、改築事業の前倒しや耐震補
強事業の促進など、早期の耐震化に取り組んでまいり
ます。
次に、暴行動画の拡散等についての御質問にお答え
いたします。
本島中部の中学校に通う男子生徒による暴力事件、
その様子を撮影した動画がインターネット上に流れた
事案については、大変ショックを受け、強い憤りを感
じております。県教育委員会では、いじめや暴力は絶
対に許されることではないことから、教育長名で児童
生徒の暴力行為防止とネットトラブル防止指導の強化
についての取り組みを促す文書を発出するとともに、
スクールカウンセラーを派遣し、被害を受けた生徒等

のケアに当たっております。
引き続き、人権教育や情報モラル教育についての理
解を深めるなど、関係機関と連携し、このような事案
の防止に努めてまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　知事、何点か質問させてください。
知事は、今回の訪米が最も手応えがあったと、３回
目にして手応えがあった。１回目も２回目もよかった
けれども、今回が一番よかったというお話がありまし
たけれども、マケインさん、前回お会いしたときの、
マケイン上院議員さん、お会いしたときの反応はどう
でしたでしょうか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　一昨年ですか。
○仲田　弘毅君　前の。
○知事（翁長雄志君）　初回の……。
マケインさんとは約30分ぐらいお話をさせていた
だいて、まず沖縄県の実情を説明させていただきまし
た。そして、向こうからのいろんな質問もある中で、
私からすると、沖縄県の過重な負担、そして県民の基
地に対する感情、いわゆるアメリカのほうでは日本の
国内問題だから日本政府と相談しなさいと言うんです
けれども、実際上、県民の目の前にあるのは米軍基地
なので、その辺のところの安全保障の問題に関して、
ぜひ御理解を願いたいと申し上げました。30分の話
ですから、簡単にいうとこんな話でありますけれど
も、マケインさんからは、実情はよく理解できたと。
ただ、どれだけ今辺野古にお金が入っているんだろう
かと、そういうこと等も含めて、これからいろいろ考
えてみたいという話でありましたから、私とすれば、
こういった沖縄県の実情を聞いていただけて、これか
らやっていただければありがたいということがありま
したら、向こうのほうで会うことについては、これか
らもそういうことを考えていきたいという返事があり
ました。
そういう中で、あの当時はみんなそうでありました
けれども、辺野古が唯一であるというものが、どこの
上院議員、下院議員、あるいは国務省・国防総省、そ
れからアメリカ大使、全員が一つの同じ文書を読み上
げるという状況でありました。１回目は私に理解を示
しつつも、そういったものを最後に読み上げるという
状況でありました。マケインさんと印象があるのは、
これからもお話ししたいという話をしましたら、それ
はそれでいいのではないかというような感じで１回目
の会談は終わったというふうに思っています。
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○議長（新里米吉君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　なぜこの質問をやったかと申します
と、僕２番目に、知事は多くの方に沖縄の事情を理解
してもらえたという、新聞報道等でやっているんで
す、言っているわけですが、マケインさん、一昨年お
会いしたときに、本当に知事の本音を御理解している
のであれば、今回もお会いできたと思うんですが。今
回お断りになられたわけですよね。その件について、
知事はどうお考えですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　ワシントン事務所のほうでい
ろんな段取りをするわけですが、今いろんな上院議
員、下院議員、それぞれどういう形でお会いできるか
というようなものは、先ほども答弁がありましたとお
り、一人一人に対するコメントはできません。マケイ
ンさんのことも、私もその意味からすると、存じ上げ
ているわけではないんですが、いずれにしろ、そちら
におられない場合もありますし、なかなかそういった
場合でも時間がとれない場合もありますから、先ほど
申し上げたように、個々の議員の事情については、全
くその意味では、私自身はわかりませんけれども、ま
たそれはあっち側の立場からしても、いわゆるこうい
う形で多くの人に知らしめるということについては、
内容の発言もそうですけれども、なかなか御理解をい
ただけないというところもございます。
○議長（新里米吉君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　マケインさんは、御案内のように、
この方は米国の連邦議会外交軍事関係の本当にある意
味ではエキスパートと言われている人なんです。です
から、訪米をするということは、こういった軍事面に
対して、あるいは国際的な軍事力がどうのこうのと影
響力のある人にお会いをしなければ、本当の意味での
訪米の意味は、大変疑問視されると思うんですが、ど
うですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
今回、１月20日に米国新大統領の就任式が行われ
て、新政権における政策が形成されるような極めて
重要な時期だったと我々は思っております。そういっ
た時期に、下院議員13名の方、１名は補佐官でした
けれども、軍事委員会ですとか、外交委員会、歳出委
員会、また環境問題に大変関心の高い方、そういった
方々を駐在員を中心に選んでいただきました。また、
いわゆる長年連邦議会議員を務められたベテランの方
に加えて、今度新しく当選された新人の方、その中で
また、やはり環境問題等に関心がおありの方、そう

いった方々を選んでその面談を行ったということです。
それから、特筆すべきと言いましょうか、２回、連
邦議会調査局の方々との面談、これも実はこれまでも
駐在員を通して、調査局の方々と意見交換を行ってま
いりました。そういったこと等の積み重ねが、今回の
知事訪米で、先ほど知事が冒頭で答弁しておりました
けれども、成果が上がったということにつながったと
思うんです。我々としては、一定の戦術を持って、今
回訪米は実施できたものというふうに考えているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　冒頭に、訪米はちょっと拙速過ぎた
んじゃないかというお話もさせていただきましたけれ
ども、まず、新しい政権の幹部役職についた方々が、
ほとんどまだ決まっていないか、あるいは決まっては
いるけれどもそれに対して辞退をすると。こういった
混沌としたときに、やはり沖縄県の幾らトップであっ
ても、お会いしたくても、そう簡単にはお会いできな
いんじゃないかというふうに思っているわけですが、
前回、マケインさんという上院議員の大物、お会いし
たけれども、今回、上院議員は一人もお会いできてな
い、ほとんど下院議員だけなんですよね。そこのとこ
ろの上院議員に対する接触の御努力はなさいましたで
すか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほども答弁いたし
ましたけれども、訪米に際しての面談について、限
られた日程の中で、相手の日程等もあります。そう
いった中で、個々の面談の調整過程等については、答
弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれど
も、我々としましては、先ほども私のほうから答弁い
たしましたように、歳出問題、外交問題、軍事面、そ
ういった見識の高い方々、またベテランとそれから新
人、そういった方を交えながら、今回の面談の方を選
んだということで、上院議員がいないことをもって今
回の面談のある意味、何と言いましょうか、評価が下
がるということにはならないものというふうに考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　今回の訪米で、皆さんがお会いして
きた12名の下院議員並びに議会事務局のあの方々は、
調査に携わった方々ですかね。その方々の名簿が来て
いるわけですが、その中においても、ほとんど新聞報
道で出てくる、あるいは今アメリカを代表して日本に
対して、あるいは諸外国に対して影響力のあるという
方はほとんどいらっしゃらない。強いて言えば、国務
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省のジョセフ・ヤング日本部長とか、国防総省に関し
ては、部長ではなくて部長代行が対応したようであり
ますが、そのときの知事含めて、皆さんとの対応のコ
ピーというか、米国務省からの報道資料として送られ
てきているわけ。ですから、こういったものがはっき
り県内でも公表されていかないと、訪米に行ったのは
いいけれども、何をどういった形でやってきたのか、
やっぱり疑問視させてもしようがないところがあると
思うんです。であるものはであるとおり。ですから、
そこのところを努力しているんだということを県民に
しっかりと伝える必要があると思います。その中で、
そのヤング国務省の日本本部長とボスティさんは、米
軍のプレゼンスが日本米国の日本防衛に対する条約上
の義務を遵守する、これをしっかり伝えたということ
を言っているわけです。これは日米、同盟を結んでい
る国対国だから、これはもう当たり前なんだと。こう
いったことも、やはり交流を深めてきたということ
も、言っていただかないと、一方的な情報だけ流し
て、米国を批判視するような考え方では、これはやは
り国対国の、あるいは日本国の中の沖縄県ですから、
しっかりした友好的なおつき合いが大変厳しいんじゃ
ないかなと思います。
それともう一点は、普天間飛行場の継続使用を避け
るため、唯一の解決策であることも強調したというふ
うになっているわけです。ですから、今基地問題の中
で一番メーンは、普天間代替施設の問題ですが、そう
いったことも含めて、知事は今後も大きな決断を迫ら
れていくというふうに考えておりますが、承認の撤回
云々をいつやるのかという問題も、これは今後の大き

な課題だと。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
そして、次に、ワシントン事務所についてでありま
すが、これ昨年の９月議会でしたか、平安山所長のビ
ザの問題がありました。その後、ビザの仕事上、事務
上、必要不可欠である査証は、とることができたんで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　平安山氏は、12月末
から１月にかけて、１度戻っておりましたけれども、
また再びビザを使いまして入国しておりまして、何ら
問題なく業務が継続されております。
○議長（新里米吉君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　時間もありませんけれども、知事、
別に訪米を否定するものではありませんけれども、や
はり訪米をして、どういった方々とお会いして、どの
ような成果を目指すということを県民にしっかり訴え
ていくことも大事だと。これはあくまでも県民の血税
を使って訪米するわけですから、そこのところの責任
説明みたいなものはしっかりと頑張っていただきたい
とこのように思います。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
本日の日程はこれで全部終了いたしました。
次会は、明28日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午後６時27分散会
·
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 新 　 里 　 米 　 吉

会議録署名議員	 次 呂 久 　 成 　 崇

会議録署名議員	 座 　 波 　 　 　 一
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年２月 28日（火曜日）午前 10時１分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

議　　事　　日　　程　第６号
平成29年２月28日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで（質疑）

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで

甲第１号議案· 平成29年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案· 平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案· 平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案· 平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案· 平成29年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案· 平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案· 平成29年度沖縄県下水道事業特別会計予算
甲第８号議案· 平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第９号議案· 平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第10号議案· 平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第11号議案· 平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第12号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第13号議案· 平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第14号議案· 平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第15号議案· 平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第16号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第17号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第18号議案· 平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第19号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第20号議案· 平成29年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第21号議案· 平成29年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案· 平成29年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案· 平成29年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案· 平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第25号議案· 平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
甲第26号議案· 平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案· 平成28年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案· 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）
甲第29号議案· 平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
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１号）
甲第31号議案· 平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案· 平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第34号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第３号）
甲第35号議案· 平成28年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案· 沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例
乙第２号議案· 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例
乙第３号議案· 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
乙第４号議案· 沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案· 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案· 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案· 沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案· 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例
乙第９号議案· 沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
乙第10号議案· 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案· 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案· 沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例
乙第13号議案· 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第14号議案· 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第15号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第17号議案· 財産の取得について
乙第18号議案· 財産の取得について
乙第19号議案· 債権の放棄について
乙第20号議案· 債権の放棄について
乙第21号議案· 債権の放棄について
乙第22号議案· 訴えの提起について
乙第23号議案· 包括外部監査契約の締結について
乙第24号議案· 県道の路線の認定及び廃止について
乙第25号議案· 公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第26号議案· 流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更につ

いて
——————————————————————————————————————

出　席　議　員（47名）
議　長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１　番 　瀬　長　美佐雄　君
２　番 　玉　城　武　光　君
３　番 　親　川　　　敬　君
４　番 　新　垣　光　栄　君
５　番 　次呂久　成　崇　君
６　番 　宮　城　一　郎　君
７　番 　大　城　憲　幸　君

８　番 　金　城　泰　邦　君
９　番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
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——————————————————————————————————————
欠　　　　　員（１名） 

——————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。
　　――――――――――――――――――
〔諸般の報告　巻末に掲載〕

　　――――――――――――――――――

○議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号
議案までを議題とし、質疑に入ります。
質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君
主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君

知 事 　翁　長　雄　志　君
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君
総 務 部 長 　金　城　　　武　君
企 画 部 長 　下　地　明　和　君
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君

保健医療部長 　砂　川　　　靖　君
農林水産部長 　島　尻　勝　広　君
商工労働部長 　屋比久　盛　敏　君
文 化 観 光
スポーツ部長 　前　田　光　幸　君

土木建築部長 　宮　城　　　理　君
企 業 局 長 　町　田　　　優　君

病院事業局長 　伊　江　朝　次　君
会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
知 事 公 室
秘書広報統括監 　大　城　壮　彦　君

総 務 部
財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君

教 育 長 　平　敷　昭　人　君
公安委員会委員 　天　方　　　徹　君
警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長 　大　城　玲　子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 　親　川　達　男　君

代表監査委員 　當　間　秀　史　君

17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君
23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君

33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君
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西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　おはようございます。
会派沖縄・自民党の西銘啓史郎です。
一般質問の通告に従って質問を始めさせてもらい
ます。
まず初めに、質問の順番を変えさせてもらいたいと
思います。
３番から始めて４、５、１、２と行きたいんです
が、６番の我が党の代表質問との関連については取り
下げさせてもらいたいと思います。
まず初めに、３番目の飲酒運転撲滅について、飲酒
運転の検挙数の実態について、県警本部長、数字をお
願いします。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。
○警察本部長（池田克史君）　お答えいたします。
平成28年中の県内の飲酒運転の検挙件数ですが、
1856件でありまして、前年比でプラス224件、平成
27年に続き全国最多の数、検挙件数となっております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
今27年連続でワーストというふうに代表質問の答
弁でもございましたけれども、このまま行くと28年
連続になる可能性があるという認識でよろしいでしょ
うか。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。
○警察本部長（池田克史君）　全国ワーストと申し上
げておりますのは、飲酒絡みの人身事故、飲酒絡みの
死亡事故が、それぞれの人身事故、死亡事故に占める
割合について、27年連続といいますのは、人身事故
に占めるものですけれども、これは何とも申し上げら
れませんが、ただ、全国との差がまだ非常に激しいも
のがありますので、決して予断を許さないという状況
にあると思います。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
代表質問でこの(2)、県警としての取り組みについ
ては伺いましたので、今度は県としての取り組みを生
活福祉部長、お願いします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
飲酒運転の撲滅につきましては、県民意識の向上が
大変重要だというふうに認識しています。それで県で
は、当然ながら毎年飲酒運転根絶県民大会を開催して
おります。あわせて、特に高校生からメッセージを募
集いたしまして、高校生のナレーションによる飲酒運

転根絶のラジオＣＭ等をマスコミ等を使いまして広報
しているところでございます。あわせて、昨年９月に
なりますけれども、飲酒運転根絶ロゴマークを、い
わゆるサングヮーのほうですね。飲酒運転ゆるサン
グヮーということでサングヮーをモチーフにしました
シンボルマークを制定いたしまして、あわせて毎月１
日にはそのロゴマークの旗を掲げまして、いわゆる飲
酒運転根絶に向けた取り組みをやっています。あわせ
て、当然ながら年４回の交通安全運動期間中にも、飲
酒運転根絶については、重点的に関係機関・団体と取
り組みを進めているところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　続きまして、沖縄県交通安全推進
協議会について概要の説明をお願いします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えします。
交通安全推進協議会でございますが、交通安全関係
の行政機関、それと民間団体等の密接な連携のもとに
交通安全運動を総合的に推進するということで、知事
を会長に113の推進機関・団体で構成をしております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先ほど年４回の交通安全運動があ
るというふうに聞きました。今まで推進協議会の会長
として、知事は何回出席されていますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　交通安全の運
動については、時期が決まっているとか、各団体との
関係等もございます。直近で知事の出席状況が確認で
きたものは、平成18年の夏の交通安全運動で、それ
以外については、おおむね副会長である副知事が対応
しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ここから先は要請ですけれども、
知事、ぜひこの飲酒運転撲滅について、会長である知
事が県民を本当に意識の改革も含めて改善するという
強い意思を持って取り組んでいただかないと、本当に
この不名誉な、まして加害者も被害者も大変不幸なこ
とになるわけですから、ぜひこの取り組みについて
は、いま一度知事のリーダーシップでしっかりしてい
ただきたいと思います。
続いて、４番目の危機管理防災対策について伺い
ます。
避難訓練についてどのような体制で、また、市町村
との連携はどうなっているか御説明お願いします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
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○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
地震・津波避難訓練につきましては、県と市町村で
主催した沖縄県広域地震・津波避難訓練を平成24年
度から実施しているほか、市町村や自治会単独の避難
訓練が実施されており、避難先や避難路の確認や検証
が行われております。
県としては、今後とも市町村等関係機関と連携した
訓練を継続的に実施し、防災意識の普及啓発に取り組
んでまいります。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　あと備蓄体制について簡単に説明
をお願いします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　備蓄体制ですが、県
としましては、市町村の備蓄する３日分の食料等に対
する補完として、その１日分を備蓄することとしてお
ります。その半分を在庫備蓄、残りを流通業界との協
定により確保するということになってございます。ま
た、県民及び企業等に対しまして、地域防災計画にお
いて備蓄に取り組むよう計画しておりまして、防災訓
練や研修等を通して啓発しつつ、引き続き備蓄等の強
化に努めてまいりたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　実は、黒潮町に行ってまいりまし
た。町長とお会いして、黒潮町は内閣府の調査による
と、津波があった場合には34.4メートルと、日本で
も一番大きな津波が来るということで、町長以下、職
員、それから住民が本当に一体となって防災の訓練に
取り組んでいるお話を聞いてまいりました。沖縄も地
震が少ない、数十年前、200年前の明和の大津波があ
りましたけれども、要はこういった危機管理というも
のは非常に大切だと私は思います。ぜひ、危機管理で
特に重要なことは、その有事のときの指揮命令系統で
あるとか、それから常日ごろからの準備、これはもち
ろん行政の立場、それから我々県民としてもそういっ
た取り組みも大事だと思います。それから、やはり何
にも増してこういう有事のときの緊急体制の本部とい
いますか、この間県庁内の部屋も見せてもらいました
けれども、有事のときにパソコンを持ってきてやると
いう体制から、今回予算も計上して変えるというふう
に聞いていますので、その辺のちょっと概要を説明し
てください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
次年度、災害拠点整備事業ということで、今５階の
防災危機管理課の向かい側にそういった設備があるわ

けですけれども、やはりまず狭隘だということです。
今県が想定しておりますのは、大規模災害に備えまし
て、例えば関係機関、自衛隊、それから消防、警察、
そして例えばコンビナート等とかいろいろございま
す。また、民間団体もございます。そういったものを
一堂に会した施設が必要ではないかと。当然、真ん中
には県の本部を置くわけですけれども、そういった際
に、やはり電話、パソコン、そういったものを集中し
てできるように、または大型スクリーンで現地の状況
を、例えばヘリ等で撮影したものが逐次確認できる、
そういった施設をつくる必要があるということで、今
予算をお願いしているところでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次の質問に移らせていただきます。
５番目の県職員の勤務実態について、(1)の残業時
間、それからその費用、平成27年度について、総務
部長、お願いします。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
平成27年度の知事部局の、部局別の総残業時間数
及び時間外勤務手当の額でございますが、知事公室が
残業時間数が１万6172時間、時間外勤務手当総額が
3651万4480円、以下、総務部が時間が４万9195時
間、金額が１億4459万4077円、企画部が２万9311
時間で、金額が7943万7185円、環境部は１万2647
時間で、2975万5447円、子ども生活福祉部は６万
9940時間で、金額が１億6712万9098円、保健医療
部が２万2870時間で、6107万1334円、農林水産部
は８万666時間で、２億2158万8496円、商工労働部
が３万1765時間で、7846万6105円、文化観光スポー
ツ部が２万539時間で、6135万7572円、土木建築部
は10万9778時間で、２億7335万254円、出納事務局
が6129時間で、1354万4359円となっております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
総時間で約45万時間、総費用で11億6000万ぐらい
の費用というふうに聞いておりますけれども、実態と
どうなっているかは別としましても、執行部の皆さん
方が部長を含め残業実態の把握に努めているかという
ことと、それから減らす努力、いろんな課題があると
思うんですが、仮に残業時間が２割減れば２億2000
万ぐらい減るわけですから、そういったことも含めて
日ごろの取り組みについては、各部長ともきっちり部
下の労働管理というか、しっかりしてもらいたいと思
います。
それから、平成28年４月から導入されたと聞いて
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いますけれども、時差通勤制度について概要説明をお
願いします。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　時差通勤制度でございま
すが、これは職員の家庭生活と職業生活の両立推進、
そして通勤疲労軽減等による健康維持等の目的で、平
成28年４月から導入しております。この時間の割り
振りでございますが、Ａ勤務が通常８時30分から17
時15分、Ｂ勤務として７時30分から16時15分、それ
からＣ勤務として８時から16時45分、Ｄ勤務として
９時から17時45分、Ｅ勤務として９時30分から18時
15分ということでございまして、今現在、29年１月
４日時点で、360名の方がこれらの中から選択して利
用されているという状況でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今パターンがＡからＥまでの５パ
ターンということでしたけれども、これは組合等の交
渉で了解をとるような事項でしょうか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　これについては、特に組
合等の了解等とっておりませんけれども、これはあく
までも個人の、任意の希望があれば、その中から選択
してやるという制度でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　何を申し上げたいかといいます
と、働き方改革であったり、このワーク・ライフ・バ
ランスによって、このパターンだけで十分かどうかと
いうことも検証してほしいんです。例えば職員の声の
中で、仮に10時とか10時半というパターンをふやす
ことで有給をとらなくても、午前中９時からの銀行に
１時間で行けるとか、多分いろんなニーズがあると思
うんですけれども、そういったことも含めて検討いた
だきたいということと、それから資料によると、対象
外の職員に非常勤や臨時的任用職員は対象外になって
いるようですけれども、これについては、例えばそう
いった声といいますか、これはもう県の中でどのよう
に決めるか別ですけれども、そういった方々を対象外
にせずに、働く環境というのは平等というか同じよう
な環境になると思いますので、そういったことも含め
て検討いただければと思います。
それから(2)番目、有給休暇についてですけれども、
取得率と日数について答弁をお願いします。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
平成27年の年次有給休暇の１人当たり平均取得日
数は12.9日になっております。全職員への総付与日

数が12万7016日で、総取得日数が４万3522日とい
うことで、消化率は34.3％となっております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これもやはり働きがい、いろんな
意味で日本国民の性格といいますか、休むことがなか
なかまだよしとされていないような風潮もある中で、
ぜひ管理職の方々、率先して有給をとり、そして部下
の方々にも有給をとりやすい環境をつくってあげる。
それによって、行政としての機能もいろんな意味で生
産性も上がると思いますので、それについてもぜひお
願いしたいと思います。
それから(3)番目、人事評価制度について御説明お
願いします。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
平成26年５月の地方公務員法改正によりまして、
地方公共団体において人事評価を実施して、職員の人
事管理の基礎として活用することが規定されておりま
す。知事部局におきましては、平成28年度から全て
の一般職の職員について本格的に人事評価を実施して
いるところでございます。人事評価は、職務を遂行す
るに当たり発揮した能力と上げた業績を把握して行う
ものであり、他の職員との比較ではなく、職務行動や
業務の達成状況を評価基準に照らして評価する絶対評
価で行います。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　評価者はどのようになっているか
御説明お願いします。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　これは職制ごとといいま
すか、それによって違いがございまして、主査以下
は班長が１次評価者、そして２次評価者は所属長と。
例えば、課長でございましたら統括監が１次評価者
で、部局長が２次評価者というような制度になって
おります。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　こういった目標設定による評価
制度というのも、民間では20年、30年以上前から始
まっているシステムなんですが、今回本格的にこれが
実際に導入されて、私が思うのは、こういった人事評
価というのは、評価者の教育が大変大事だと思いま
す。私も民間で管理職になったときに、評価者教育と
いうものを徹底的に我々は教えられました。私もその
ときに感じたことは、人間が人間を評価するというの
は大変怖いことだと思います。この人の将来、昇級、
昇格いろんなことを左右するわけですから、やはり大
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切なことは１次評価者、２次評価者、最終評価者が公
正性や透明性、信頼性というこの基本的なことを忘れ
ずに皆さんが部下の評価をする。また、皆さんは上司
に評価をされるということになると思うんですが、今
部長の１次評価者は副知事で、最終評価者が知事とい
うふうに聞いていますが、これは間違いないですか。
部長の評価者は、１次評価者が副知事、最終評価者
が知事、間違いないですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　そのとおりでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　そういう意味では、非常に大切な
ことだと思うんですけれども、やはり常日ごろ上位
者、部長なら副知事または知事といろんな意見交換―
―意見交換といいますか、自分の考えをしっかり伝え
て、最終的にはこの決定権者、決裁権限のある人の思
いに沿ってやるということが大事だと思います。特
に、私も30年のサラリーマン生活の中で常に言い続
けてきたことは、我々当事者がまずこだわりを持つこ
と、それから最後は割り切ること、これができないと
組織は回りません。逆にこだわらないで割り切れな
い、そういう人がふえると組織は停滞します。こう
いったことのないように、ぜひ皆様が上司ばかり見な
いで部下のことを目配り、気配りをして部下を育てる
ということが私は一番この県政に重要なことだと思い
ます。恐らく、退任した前副知事との関係でいうと、
いろんな意味で決裁権者であったり、また１次評価者
であるがために、いろんなことが言えなかったことも
もしかしたらあったかもしれませんけれども、そう
いったことがないように部長の皆様にはくれぐれもお
願いをしておきたいと思います。
最初の質問に戻ります。
１番、ワシントンの訪米について、過去３回の総費
用、面会人数等説明をお願いします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
今回の訪米では、連邦議会議員等との面談のほか、
ジョージ・ワシントン大学におきます沖縄コレクショ
ン関連イベントを実施しております。これらに要した
費用は、現時点の概算ですが約807万円となっており
ます。平成28年５月の訪米は、第６回世界のウチナー
ンチュ大会北米キャラバンに引き続き実施したとい
うことで、費用が335万円となってございます。平成
27年５月の訪米では、連邦議会議員やハワイ州イゲ
知事との面談などを実施しておりますけれども、その
際の費用は878万円となっております。過去３回の訪

米に係る費用の合計は2020万円となってございます。
あと、面談した人数等についての御質問ですが、今
回の訪米では連邦議会議員12名及び議会日程の都合
上、下院議員のかわりに対応した補佐官１名との面談
を行っております。平成28年５月の訪米では、上院
議員３名、下院議員７名及び下院議員のかわりに対応
した補佐官１名と面談しております。平成27年５月
の訪米では、上院議員５名、下院議員３名と面談を
行っております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今回の訪米で、きのうの説明であ
りましたけれども、303万円の委託料とありました。
303万円の委託料。これは中身と委託先を教えてくだ
さい。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
いろいろ、例えばいろんな場所に移動しないといけ
ないわけですけれども、その際の車両代、あとそれか
ら記者会見も行いましたので、そこの会場使用料等で
76万8000円、それから沖縄コレクションを今回開催
しましたので、公開セミナーの開催費用、それから非
公開ワークショップも開催いたしました。それの委
託料として225万8000円でございます。合計302万
6000円となってございます。
○西銘　啓史郎君　休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時24分休憩
　　午前10時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　これらのものを総括
してワシントンコア社に委託してございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ワシントンコア社は、私も最初の
議会からいろんな話をさせてもらいました。委託料
として7000万近く払っていると思うんですけれども、
今回、これは別料金に、契約に入っていないという理
解でよろしいんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事訪米はいろいろ
日程等調整した上でやるということで、当初のワシン
トンコア社の委託の約7000万には、この訪米費用の
委託は含まれてございません。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　では、次の質問で、今回オール沖
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縄の訪米団も一緒に行ったようですけれども、行動は
別行動、それからそこのアポイントというのは県は絡
んでないでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　オール沖縄の方々と
県は基本的に別行動、ただ、記者会見とか沖縄コレク
ションのイベント等には参加がなされていたのかなと
思っております。そしてまたそのアポイントメント等
については、オール沖縄側のほうで独自になさったも
のと考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　やはりこの辺は明確にしておかな
いと、行政の立場で県民の税金を使う立場の出張と、
オール沖縄の訪米団は辺野古基金を使ったかどうかわ
かりませんけれども、やはりこの辺はきっちり混同さ
れないようにしてほしいということを１点申し上げて
おきます。
それから、今回の訪米のタイミングなんですけれど
も、知事、副知事が不在、予算の時期、人事の時期、
この時期にやはり行かなければならなかったという大
きな理由はどうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今回、１月20日に米
国新政権が誕生いたしまして、この時期にさまざまな
政策的なものが形成されていくということで、こう
いった時期に連邦議会議員、それから連邦議会調査局
等と意見交換を行いまして、沖縄の正確な情報を伝え
るということが意義があることではないかということ
で、この時期にさせていただいたということでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　結果的にもう訪米から帰ってこら
れたのであれですけれども、本来であれば、この大事
な予算の時期または人事異動のいろんな大事な時期に
知事が不在ということは、非常に県政の運営で問題が
あるのではないかということを指摘しておきます。
それから、米議会調査局の報告書があったというこ
とで、他党の方からその評価もありましたけれども、
米議会調査局とは何か、その役割について簡単に説明
してください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　連邦議会調査局は、
そこのほうにいろいろ調査官等いらっしゃるわけです
けれども、その方々は毎年この報告書、連邦議会に報
告書を提出するようになってございます。過去にも訪
米を行いまして、連邦議会調査局のほうから沖縄県の

考えを議会のほうに報告していただいたという経緯が
ございます。そういったこともありまして、今回２時
間という時間を費やして、調査局の方々と意見交換を
行わせていただいたということでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　他党の方は、今回この議会調査局
の報告があったことを非常に評価していましたけれど
も、今答弁があったように、2014年８月にも議会調
査局は報告を上げています。それから数年たっても、
ある意味米国議会での動きに影響していないという意
味からすると、レポートが上がったことを評価するの
ではなくて、知事の訪米の評価は、辺野古がとまる、
実際にそういったいろんな過程は過程でこれらの評価
は各自なさると思うんですが、最後の決定、目標が達
成するまでは私は評価すべきではないと思っておりま
す。それから、実際の報告書ですけれども、私も調べ
てみました。米議会調査局で年間70万件のレポート
が上がるそうです。その中の一レポートをそんなに重
要視する必要は全くないと。逆に、私は本当にこの地
元の理解が深まるということは過程であって、最後の
目的は最終的に米国が辺野古問題をどう捉えるか、ま
たは今までの考え方を変えることができたら知事の訪
米も効果があったと言えると思います。ぜひ、来年度
も800万近い訪米予算が計上されていると聞きますけ
れども、予算の編成方針の中に、効果をきっちり評価
して予算づけをするということからすると、私は今年
度の予算はつけるべきではない、行くべきではないと
いうふうに強く申し上げておきます。
それから、いろんな評価、外部の評価もありまし
た。いろんな議員からもありましたけれども、やはり
今回、上院議員のマケイン議員の言葉、私はそれが全
てだというふうに思います。２月７日のタイムスに出
ているので、もう既に御存じだと思いますけれども、
マケインさんが、何のための訪米なのか、なぜ私に会
う必要があるのだということを逆に質問をしたと、こ
れはタイムスの記者に対して。やはりいろんな意味で
この米国議会が、実際にマケイン氏が話している最後
の言葉は、マケイン氏は国防総省が一度決定した計画
を覆す難しさを肌で知っているということからする
と、もちろん知事の訪米によって何かが変わるという
ことは、県民の一部も評価していると思いますが、ぜ
ひ、このいろんな訪米については、この効果も含めて
再度検討をお願いしたいと思います。
それから(2)点目に行きます。
安慶田前副知事の辞任について、これは辞任の理由
とか知事の考え、説明がありましたので、私は何点か
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だけ、時間の確認だけさせてください。
まず教育長、諸見里氏より１月22日、意思を書面
で伝えたいと土曜日に連絡があったと聞いていますけ
れども、何時ごろ、どのような方法であったか答えて
ください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時31分休憩
　　午前10時31分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　22日には書面を受け取って
おります。何らかの形でというのは、21日の夜８時
ごろに書面を渡したいのでというお話がございまし
た。翌22日に――午後、時間ははっきりしませんが
職員が受け取りまして、夕方の５時に教育庁の幹部で
書面の内容を集まって確認したところでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　そのときに何らかの内容の説明は
ありましたか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　これは21日の件でしょうか。
そのときは20日の記者会見のときに答えた内容と
は違うので、何らかの形で、書面でお伝えしたいとい
うお話があっただけで、中身はありませんでした。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事に伺います。
安慶田前副知事は、弁護士を通じて辞意を伝えたと
ありますけれども、受けたのは知事本人でしょうか。
辞意を受けたのは、知事御本人ですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　弁護士のほうから、21日です
か、６時過ぎに副知事が辞意を示しているという旨の
連絡がありました。弁護士から私にありました。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　時間的なことはわかりました。
それでここからは指摘なんですけれども、教育長、
書面を受け取ったその前に電話を受けた。その段階で
私は知事にすぐ報告すべきだと思います。こういう内
容は別にして、こういった動きがありますと。それか
ら、午後に書面を受け取って、18時に知事へ一報し
ましたと。知事はこれをまた電話ではなくて、面談で
ということを指示されたというふうにありますけれど
も、知事、これも私は危機管理の一つで、これだけ重
要なことを電話ではなくて、翌日ではなくて、この日
の夜でもすぐ来るようにという指示を私はすべきだと
思います。それで、知事は知事の立場でこの事実関係

を確認すれば、恐らく23日月曜日の記者会見の内容
も変わっていたと思います。
私が申し上げたいのは、やはりこういった案件を報
告するタイミング、それから知事としてこれを指示す
るタイミング、そしてまた月曜日は９時半から知事室
に上がりながら、重要性からしたら私はこれは何より
も先に知事は説明を聞いて受けるべきだと思うんで
すけれども、この日13時15分に与党幹部へ報告をし
て、14時半に記者会見ということは、本当に私はこ
の流れ、全体的な危機管理という意味では大変不足を
しているというふうに思います。これも今後もいろん
な中で指摘をさせていただきますので、私の次の質問
者の中にも入ると思いますが、これも強く指摘をして
おきたいと思います。
それから(3)点目、宮古島市長選挙、浦添市長選挙
の結果についてですが、いろんな答弁がありましたの
で、知事に質問します。
宮古島市長選挙は、自衛隊の容認反対も争点になっ
た選挙であると思っています。容認と反対の候補の得
票差は約2900票。そういう意味では、自衛隊容認が
されたというふうに私は理解しますが、公室長、どの
ような見解ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　自治体の選挙におい
ては、地域におけるさまざまな実情、課題等を踏まえ
てそれが争点になっていると思います。やはり宮古島
市長選挙におきましては、宮古島における自衛隊の配
備について、それが一つの争点になっていたものと考
えています。そういった中において、今おっしゃった
ような得票差で、自衛隊について容認している市長が
当選されたことは、一定程度その分野について信任を
得られたのではないかというふうに推察します。さま
ざまな争点はあったと思いますけれども、一つの判断
の材料にはなるかなというふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　公室長の答弁は、いろんな形で地
元にはさまざまな意見があるという話をします。私は
辺野古にもさまざまな意見があると思っています。し
かし、公室長の答弁は、民意、県民の全てがという表
現を使います。これは間違っています。全てという
んだったら140万人の県民全てが辺野古に反対であれ
ば、この言葉を使っていいんですけれども、さまざま
な意見があるというんであれば、辺野古にもさまざま
な意見がありますよ。それをあたかもオール沖縄全て
県民がそのような形で訪米したり、そういうことは私
は県民の意思を反映していないと強く苦言を申してお



− 236 −

きます。
それから、浦添市長選挙ですけれども、これも４
年前の公募で決まった候補、４年前の選挙ですけれ
ども、公募で決まった候補と別の候補を支援しました
と。これはいろんな経緯があったと思いますが、私は
そのときは秘書になった２カ月目、非常に違和感を感
じました。壇上に旧野党の方々と自民党の先輩方が並
んでいる。これを非常に違和感を持って見ていまし
た。ある意味これがオール沖縄のはしりだったかもし
れませんけれども、勝つためにはどの政党とも組むと
いうことを、私はすごく違和感を感じて見ていました。
その中で知事に質問します。
知事、公約とはどういうものであるのか。守るべき
もの、実現するべきもの、公約変更はすべきではない
ということを、知事のお考えを聞かせてください。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　選挙における公約だというふ
うに思いますけれども、公約というのはやはり守るべ
きもの、そして実行していくものであります。今日ま
で私は政治は長いですから、多くの候補者が100％公
約を実行できないということもあります。しかし、そ
れを目標に掲げて一生懸命頑張る中で、人によって違
いますけれども、六、七割ぐらいは達成して、残念な
がら三、四割は緒についたものと断念したのもあった
かと思いますが、いずれにしろ、公約というものは、
それを実現すべく全力を挙げて頑張っていくと。これ
がやっぱり選挙民とのお約束だというふうに思ってい
ます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　では、掲げた公約は変更すべきで
はないとお考えですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　公約を変更するというような
ことはだめだという意味では、変更してはならないと
思います。これは公約というのは、例えば世の中の国
際情勢ががらっと変わったりするとか、いろんなこと
もあると思いますので、そういった意味で、100％だ
めだということではないんですが、一般論としていえ
ば公約は守るべきものだと。ですから、どういう場合
に変更があり得るかなどというのは想定がなかなかし
にくいですので、その意味からいうと、やっぱり公約
は守るべきものだというふうに思っています。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事は今まで公約を破ったこと、
変更したことはありますか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

○知事（翁長雄志君）　県知事としては２カ年余です
から、今一生懸命段階を踏んで近づいてきているもの
と、今県議会でも答弁させていただいているとおり全
部手はつけていると。各部局長は私の公約――恐らく
200ぐらいあると思うんですが、全部手をつけている
ということもございます。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　静粛にお願いします。
○知事（翁長雄志君）　ですから、あとは那覇市長と
してどうだったかというようなことはあると思いま
す。しかし、あれは私からすると、大変しっかりと
やってきたものもありますし、当然、物理的にできな
くなったというようなものもあるとは思います。それ
を今こちらで全部披瀝するわけにはいきませんので、
公約の実現というものについては、一般的にいうと
しっかりできたのかなという感じです。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私はその当時沖縄にいなかったの
であれなんですが、知事、１期目の市長選挙のとき
に、当選したら公用車を利用せずに自転車で通勤する
というような約束をしたと。それも数週間で破棄にし
たということを聞いていますけれども、これは……違
いますか。公約に入っていませんか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　だから、そういうのは確認を
してやってもらいたいんですが、私は那覇市議時代か
ら県議、自転車に乗って、市長のときもおおむね自転
車を利用しておったんです。ただし、行くところが庁
舎からあちこちあるときは当然公用車で行きますけれ
ども、家から役所という意味では自転車を利用してお
りました。県知事になってからは、ちょっと警備上問
題だからやめてくれと言われているのでやっていませ
んけれども、那覇市長時代は多く自転車を利用してお
りました。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今回の松本市長は、公約を守るこ
とよりも公益を優先したということで市民の審判を仰
ぎました。私は知事にお願いしたいんですけれども、
公約を守ることでこれが県民の生活、生命財産が脅か
されるようでは、または県民の生活の向上が確保でき
ないと。ある意味予算の確保ができないとか、いろん
な意味で県民に負担を強いるようなことがあれば、私
はこれは公約の重さ、いろんな形で知事が判断してい
ろんな考え方を、先ほど環境が変われば公約が変わる
こともあり得るというふうにおっしゃいましたので、
そういったことも含めて、私は知事にはそういったお
願いをしておきたいと思います。
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それから(4)番目、各施設の候補地の決定のプロセ
ス、ＭＩＣＥのこと、Ｊ１のこと、今までのさまざま
な決定の手続が、私は不透明のように見えて、まるで
豊洲市場のようにも見えたりもするんですが、この辺
の決定のプロセス、前田部長、御答弁をお願いします。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
まず、大型ＭＩＣＥ施設の候補地についてでござい
ますけれども、平成25年度に有識者委員会を設置し
まして、平成26年６月までに、当時の５つの候補地
について、整備が可能な時期、用地面積、空港からの
アクセスなどの評価項目について検討を行いました。
平成26年度においては、有識者委員会の検討を踏ま
えながら、将来の道路整備の進捗、用地の取得見込み
などについて、さらに詳細な確認、検討を行いまし
た。平成27年３月には、県三役による候補地の視察
を行い、同年５月に将来的な交通アクセスの向上やＭ
ＩＣＥエリアとしての成立の可能性の高さ、東海岸地
域の振興、県土の均衡ある発展などの総合的な観点か
ら調整を行いまして、中城湾港マリンタウン地区に決
定しております。
Ｊ１スタジアムにつきましては、平成24年度に策
定した基本構想の検討において、豊崎タウン、東浜マ
リンタウン、奥武山公園の３カ所を比較した結果、ア
クセス性にすぐれているなどの理由により奥武山公園
が最も望ましいと結論づけております。その後、那覇
市が主体となり奥武山公園での整備が検討されました
が、平成28年４月以降、県と那覇市で協議した結果、
同年８月に県が主体となって整備することとなり、こ
れまでの経緯や那覇市との調整状況などを踏まえ、奥
武山公園で整備することとしたところでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　Ｊ１の件もこの場で質問させても
らいましたけれども、要は那覇市は那覇市でやる、県
は県でやるという双方が基本構想までいって、どこか
のタイミングで県がやるということになって、用地も
買収する、いや、しません、一転二転をしています。
いろんな決定手続はもちろん庁内での手続、決裁とっ
ていると思うんですが、ぜひ、その辺も見えるような
形で我々委員会の中での説明も含めてお願いしたいと
思います。
それから付随して質問ですけれども、土建部長に質
問します。
一銀通り、那覇高校の前から国際通りに前までの県
道を市道に変えたというふうに聞いています。ちなみ

に、ちょっと技術的なことを聞きたいんですが、一銀
通りの車道の拡幅は物理的に可能と考えていますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時45分休憩
　　午前10時46分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これはちょっと次の質問にも関連
するので、パブリックコメントの手法について、もし
どなたかお答え、どの期間をもって行うとか、どのよ
うな形でやるかをもし御説明いただければ。これも答
弁いただけないでしょうか。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　今のは一銀通りの話だったので。
○西銘　啓史郎君　市民会館と関係しています。（発
言する者あり）
○議長（新里米吉君）　同じ地域につくるということ。
（発言する者あり）
ちょっと待ってください。
パブリックコメントの一般的なことについて答弁を
したいということですから、それを先にしていきます。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
県行政においていろんな計画づくりをするときに、
やはり一般的には県民の意見を反映するということ
で、パブリックコメントも行われているというところ
でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　そのやり方の、例えば意見を収集
する期間とか、ちなみに大体どのぐらいとるかという
のをわかれば教えてください。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　これはそれぞれのまたい
ろんな計画の内容にもよって、期間の設定もいろいろ
と変わるところもございますので、一律にはなかなか
答弁しにくいなというところでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先ほどの道路について、土建部長
お願いします。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　一銀線の道路拡幅が
技術的に可能かどうかという御質問にお答えいたし
ます。
一銀線の整備に当たっては、今現在那覇市のほうが
検討しているところではございますけれども、交通量
を踏まえて道路の構造や技術基準を含めた道路構造令
の範囲内で判断されるものだと思います。技術的には
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当然ながら拡幅は可能ですけれども、それに応じての
やはり事業費というのもありますし、それが交通量に
見合う形になっているのかどうか、ビー・バイ・シー
の話もありますので、その辺は慎重に検討されるもの
だと考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　何が言いたいかといいますと、那
覇市選出の県議の一人として、今回那覇市民会館の移
設や牧志公設市場の建てかえについて大きな疑問が私
のところに寄せられてきています。特に那覇市民会館
については移設先が久茂地小学校跡地。当時、知事が
説明のときに私案として説明をしたことが翌年の選挙
で公約として当選したから、もう市役所はそれに動い
ています。いろんな方の声を聞いても、やはりあそこ
に市民会館をつくるべきではない。しかも今回、文化
行政審議会等でもいろんな審議をされていますけれど
も、場所についての審議がされていないとか、要は、
当時市議会でやった某党の今県議も、非常にこの選定
の仕方に疑問を呈しています。私の周りでもそういう
声があって、私からもあえて提言したいのは、地元説
明、パブリックコメントをとりましたというふうに那
覇市では答えているんですが、パブリックコメントの
意見を収集したのがわずか１カ月、しかも13人です
よ、意見収集したのは。それでいて、その中のほとん
どが久茂地には反対しているんです。そんな中で那覇
市民会館を向こうに移す、しかも一括交付金を使って
やるということは、非常に疑問があるということを意
見として申し上げておきます。
次に行きます。
観光立県沖縄としての課題についての、平成25年
度から27年度の実績について、特に諸謝金について
答弁をお願いします。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
沖縄観光コンベンションビューローによりますと、
県からの委託・補助事業に係る諸謝金の内容について
は、観光人材育成講師等への謝金や交通費等に係る経
費であり、平成25年度は17事業で約3400万円、平成
26年度は16事業で約１億700万円、平成27年度は18
事業で約１億2100万円となっております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　事業数はそんなにふえなくて、謝
金が事業数ほどにふえなくて、謝金が3000万から
１億2000万にふえる理由は何でしょうか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
観光人材育成プラットフォーム構築事業ということ
で平成26年度から実施しておりますが、その前身事
業である世界に通用する観光人材育成事業、これは平
成25年度の実績でございますが、ＯＣＶＢの決算諸
謝金によると、平成25年度が135万4000円から、平
成26年度は6113万4000円と増加しております。こ
れは事業スキームの変更によるものが主な理由でござ
います。と申しますのは、平成25年度は企業みずか
らが、講師手配とかカリキュラム、こういったことに
ついて企画をしまして、そしてその企画をビューロー
のほうに申請をして、助成を受けるというふうな形に
なっておりましたので、そして県のほうでは謝金では
なくて、支払い助成金としての経理処理を行っていた
と。それが実際そういう形で企業みずからが研修を企
画して提案するというノウハウが十分ではない企業も
少なくないということ、そして募集時期が業務の繁忙
期に当たることなどから、応募がなかなか伸び悩んで
いたという実情がございました。そういったことか
ら、平成26年度からは、あらかじめ県のほうで研修
メニューを用意した上で、そしてビューローのほうで
講師のデーターベースを作成していただきまして、年
間を通して随時企業からそういった形で講師を選択し
ながらその研修メニューを選んで受講するという形の
講師派遣型に事業スキームを変更されております。
そういったことから、ビューローのほうにおける
会計上の諸謝金が大幅に増加したということがござ
います。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　いずれにしても年間１億2000万、
月1000万ですよ。1000万の講師謝礼金がいろんな事
業で支払われているということは、きっちり担当部署
として精査してもらいたいと思います。
では２点目、那覇空港案内カウンターの業務の撤退
についてお願いします。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
那覇空港観光案内所においては、増加する国内外観
光客からの観光情報の問い合わせに加えて、旅行商品
や宿泊予約の要望が増加するなどニーズが多様化して
おります。一方で、県においては、第５次沖縄県観光
振興基本計画で、観光案内所における旅行商品等の予
約販売機能を付加することを検討するということとさ
れております。そういったことから、県と沖縄観光コ
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ンベンションビューローにおいて、観光案内所のあり
方について検討等を行った結果、平成29年度から県
の実証事業として、観光商品の予約販売機能を付加し
た形で、案内所を実証事業として、県の委託事業とし
て実施するという形で進めることとなっております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　中期計画書、事業計画全て読ませ
てもらいました、コンベンションビューローの。事業
の変更についてはやはりきっちり役員会での承認事項
だと思いますので、ぜひこれも検討いただきたいと思
います。
それから２点目は割愛して、３点目、Ｊ１スタジア
ムの沖縄総合運動公園の使用状況、答弁願います。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
沖縄県総合運動公園の陸上競技場については、陸上
競技場に必要な機能、これを維持しながら、Ｊ２サッ
カーの認定が得られるよう改修整備をしてきたところ
でございます。当該陸上競技場は、平成27年度にお
いて、Ｊ３サッカー公式戦、サッカー大会、陸上競技
大会、おきなわマラソン等で136日間使用されており
ます。また、そのうちサッカー競技は、Ｊ３サッカー
公式戦が18試合開催されるなど、74日間使用されて
いるところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ぜひ、今の使用状況も踏まえて、
Ｊ１専用スタジアムが本当に必要かどうか、再検討も
含めて執行部で議論いただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。

〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　おはようございます。
沖縄・自民党会派、末松文信、一般質問を行います。
まず初めに、知事の政治姿勢について。
知事は、所信表明の中で相変わらず辺野古に新基
地はつくらせない。また、普天間飛行場の５年以内
の運用停止を政府に求めるとおっしゃっております。
その道筋も示さず、いや、示すことができずして沖
縄の基地問題の解決、特に普天間飛行場の危険性の
除去について、県民の理解を得るのはなかなか難し
いと思います。
以下、一般質問を行います。
(1)、県政運営について。
ア、新基地の定義について伺います。

イ、オール沖縄の定義について伺います。
ウ、辺野古に新基地をつくらせない法的根拠につい
て伺います。
エ、普天間飛行場の５年以内運用停止の見通しにつ
いて伺います。
２番、基地の整理縮小に向けて。
(1)、普天間飛行場代替施設建設に係る埋立事業に
ついて。
ア、一連の埋立訴訟に対する最高裁の判決は、知事
の主張をことごとく退けました。第三者委員会及び知
事の責任について、御所見を伺います。
イ、沖縄県は、知事の主張を取り消し、前知事の埋
立承認が生きているものと理解しておりますけれど
も、御見解を伺います。
ウ、沖縄県は、みずから承認した埋立事業をあらゆ
る手法を使って阻止すると公言しておりますけれど
も、しからば何のために承認したのか伺います。
エ、あらゆる手法とは、報道によると、Ａ、Ｂ、
Ｃ、３段階に分けて洗い出しを進めているようであり
ますけれども、具体的に説明を求めます。
オ、あらゆる手法と公有水面埋立承認との法的整合
性について伺います。
(2)、公有水面埋立法に基づく埋立事業の進行管理
と行政指導について。
ア、設計変更等の変更申請について。
公有水面埋立法は、11月議会でも土建部長から免
許制度であるとの答弁をいただきました。県は、与え
た埋立免許に基づき事業の進行管理を行う中で必要な
行政指導をするのが行政の役割と思いますけれども、
事業の進行を妨げるのが行政マンの使命ですか、土建
部長に伺います。
イ、岩礁破砕等の許可について。
岩礁破砕の許可期限が年度内となっているようです
けれども、漁業権者が漁業権を放棄したことにより、
許可は必要ないとの認識もあるようですが、御見解を
伺います。
ウ、サンゴの白化回復について。
沖縄近海のサンゴの白化現象については先日の新聞
報道にもありましたけれども、たびたび危惧されてお
ります。沖縄県サンゴ移植マニュアルでは、数年から
十数年で回復すると言われておりますけれども、これ
までの実績について伺います。
エ、サンゴの移植について。
近年、サンゴ礁の保全策としてサンゴの移植も一手
段として行われており、また、企業の社会貢献の一つ
としても採用されているようですが、その実態につい
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て伺います。
オ、造礁サンゴ類の特別採捕許可について。
サンゴの移植に際して特別採捕の許可が必要とのこ
とですが、許可条件等について伺います。
(3)、埋蔵文化財に関する諸手続について。
ア、埋蔵文化財の存在について。
当該地域の埋蔵文化財について、その場所と規模、
そして内容について伺います。
イ、埋蔵文化財の保存方法について。
埋蔵物の価値によって保存方法が異なるようですけ
れども、その分類と判断基準及び保存方法について伺
います。
ウ、届け出及び通知等。
埋蔵文化財の届け出や通知等は、届け出は誰が誰に
いつどのような手順で行われますか。また、所管部局
はどこですか、名護市との関係はどのようになります
か、伺います。
３、損害賠償及び求償について。
(1)、東京国立市のマンション訴訟について。
ア、この訴訟は、マンション業者が国立市にマン
ション建設を妨害されたことに対し、損害賠償を求め
た事案のようですが、その判決について伺います。
イ、上記損害賠償に関し、住民訴訟が確定し、現市
長が元市長に対し求償を請求した事案のようですけれ
ども、この判決について伺います。
４、我が党の代表質問から。
(1)、中川京貴議員の代表質問より、６の地域福祉・
医療の拡充との関連で伺います。
ア、砂川部長は、北部地域の基幹病院の整備につい
て、その必要性や県立北部病院と北部地区医師会病院
との統合について、合理性があるなど方向性を示して
いただきました。ありがとうございます。
つきましては、今後の取り組みについて、基幹病院
の機能や統合に関する60項目にわたる諸課題などの
解決に向けて、実施計画の策定が必要だと思いますけ
れども、組織づくり等について県の考え方を伺います。
以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　末松文信議員の御質問にお答
えをいたします。
１番目の知事の政治姿勢についてに関する御質問の
中の、オール沖縄の定義についてお答えをいたします。
一言では難しいことではあるんですが、オール沖縄
とは、保守対革新ということを乗り越えて、イデオロ
ギーよりはアイデンティティー、県民本位、県民の心

に寄り添った政治を行うことであると考えており、東
京要請行動の全県民的な行動を原点として、大切にし
たいという考えであります。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いてに御質問の中の、新基地の定義についてお答えい
たします。
県内にある数多くの米軍基地は、それぞれにその施
設の状況や使用形態、使用部隊などが異なっているこ
とから、一概に新基地の定義を定めることは困難であ
ると考えております。
次に、辺野古新基地に関する知事権限についてお答
えいたします。
辺野古新基地建設に関する権限としては、公有水面
埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等さまざま
なものがあります。
今後、沖縄県漁業調整規則に基づく手続や公有水面
埋立承認の変更申請などがなされた場合は、法令に
のっとり適正に審査を行い、それぞれの要件を判断し
ていくことになります。
次に、普天間飛行場の５年以内運用停止についてお
答えします。
県は、辺野古移設の進捗にかかわらず、普天間飛行
場の５年以内運用停止等を実現するよう政府に求めて
きたところであります。政府が普天間飛行場周辺住民
の生命財産を守ることを最優先にするならば、辺野古
移設の進捗にかかわりなく、同飛行場の５年以内運用
停止を実現すべきであり、普天間飛行場の固定化を絶
対に避け、積極的に県外移設に取り組むべきであると
考えております。
次に、基地の整理縮小についての御質問の中の、第
三者委員会及び知事の責任についてお答えいたします。
第三者委員会は、法律及び環境学の専門の立場か
ら、埋立承認の法律的な瑕疵について公正性、客観性
を持って検証作業を行ったものであり、その責任を果
たしたものと考えております。不作為の違法確認訴訟
において、結果として県の主張が認められなかったこ
とは残念でありますが、今回は埋立承認という１つの
手続について最高裁の判断が示されたものにすぎませ
ん。一連の選挙において明確に示された県民の民意を
無視し、辺野古新基地建設を推し進めることは到底容
認できるものではありません。
今後も、沖縄県の有するあらゆる手法を用いて、辺
野古に新基地をつくらせないとの公約の実現に向けて
取り組むことが責任を果たすことだと考えております。
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次に、埋立承認の効力についてお答えいたします。
辺野古埋立承認の取り消しに関する不作為の違法確
認訴訟の最高裁判決で、県の敗訴が確定したことを受
け、県は、平成28年12月26日に埋立承認取り消しを
取り消したところであります。これにより、現在は埋
立承認の効力が生じている状態になっております。
承認と知事権限との整合性についての御質問にお答
えいたします。２の(1)ウと２の(1)オは関連しますの
で一括してお答えします。
辺野古の埋め立てについては、公有水面埋立法に基
づき沖縄防衛局から申請のあった埋立承認願書につい
て、前知事が、同法で定める承認の要件に適合するも
のと判断して承認したものと理解しております。公有
水面埋立法に基づく埋立承認の取り消しに関する訴訟
において、結果として県の主張が認められなかったこ
とは残念ですが、この訴訟の結果が、公有水面埋立法
とは異なる沖縄県漁業調整規則を根拠とする岩礁破砕
等許可やサンゴ類の特別採補許可に関する審査を拘束
することはありません。また、公有水面埋め立ての変
更承認申請については、例えば、変更部分について環
境保全に十分配慮した対策がとられているかというこ
とについて、改めて法令にのっとって審査を行う必要
があります。
次に、あらゆる手法についてお答えします。
辺野古新基地建設を進めるには、法令等に基づき知
事の権限に係る手続を経る必要があります。新聞報道
で示された手続のうち、岩礁破砕等許可、サンゴ類の
特別採捕許可及び公有水面埋立法に基づく設計変更申
請の３件については、知事の許認可を受けなければ、
当該許認可に係る工事を行うことはできないと考えて
おります。そのほか実施設計の事前協議、環境保全の
事前協議、林地開発協議、土壌汚染対策法に基づく届
け出及び県外からの埋立用材搬入の届け出、並びに教
育委員会の所管である埋蔵文化財に関する届け出・通
知の６件については、協議等に時間を要する可能性が
あると考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　基地の整理縮小につ
いての御質問の中の、設計変更等に係る変更承認申請
についての御質問にお答えいたします。
公有水面埋立法では、承認後、願書等で示した内容
を変更して埋立工事を実施する必要が生じた場合の手
続として、同法第13条の２に基づく変更承認の手続
を定めております。仮に、当該規定に基づく申請が行

われた場合、県としては、法令にのっとって適正に審
査を行い、変更承認申請の要件の適合性について確
認・判断する考えでございます。
次に、損害賠償及び求償についての御質問の中の、
国立市のマンション訴訟の判決についての御質問にお
答えいたします。
議員御質問の裁判は、国立市の分譲マンションの建
設会社が、国家賠償法第１条第１項に基づき、国立市
に対し、国立市元市長がマンション建築計画を漏えい
したこと、元市長がマンションを違反建築物と公言し
たこと等、営業活動を妨害され損害をこうむったとし
て、その賠償請求をしたものと認識しております。
東京高等裁判所の判決では、元市長の行為は、地方
公共団体及びその首長に要請される中立性、公共性を
逸脱した違法な行為であるとして、原告の訴えを一部
認容したとのことであり、最高裁判所では国立市側の
上告を棄却し、平成20年３月11日付で二審判決が確
定したとのことであります。
同じく元市長に対する求償の判決についての御質問
にお答えいたします。
議員御質問の裁判は、国立市が、国家賠償法第１条
第２項の求償権に基づき、元市長に対し、市が分譲マ
ンション建設業者に支払った賠償金及び法定利息の支
払いを求めたものと認識しております。
東京高等裁判所の判決では、原告の請求を認容した
とのことであり、最高裁判所では、元市長の上告を棄
却し、平成28年12月13日付で二審判決が確定したと
のことであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　基地の整理縮小につ
いての御質問の中の、岩礁破砕等許可申請の必要性に
ついてお答えいたします。
漁業権は、漁業法に規定されているとおり漁業を営
む権利であり、知事の免許により漁業協同組合等に付
与されるものであります。漁業権者による漁業権の一
部放棄に関しては、これにより漁業権が当然に変更さ
れるものではなく、漁業法第22条の規定により、漁
場の縮小を内容とした知事の変更免許が必要でありま
す。このことについては、これまでの政府見解や地方
自治法に基づく水産庁の技術的助言においても同様の
見解が示されております。
このため、県としましては、現在も普天間飛行場代
替施設建設工事海域には漁業権が設定されているとの
前提のもと、現行の許可期限到来後の４月以降に岩礁
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破砕行為を行うには、知事の岩礁破砕等許可を受ける
必要があると判断しております。
次に、特別採捕許可の条件等についてお答えいたし
ます。
沖縄周辺海域における造礁サンゴ類は、沖縄県漁業
調整規則第33条第２項の規定により、周年、その採
捕が禁止されております。そのため、造礁サンゴ類を
採捕するためには、同規則第41条の規定による知事
の特別採捕許可を受ける必要があります。当該許可手
続については、申請者から提出された申請書及び実施
計画書の内容について、厳正かつ適切に審査すること
としております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　基地の整理縮小について
の御質問の中の、サンゴの白化回復についてお答えし
ます。
サンゴの白化現象については、平成10年に全県的
に、平成19年には八重山地域で、平成25年には沖縄
島西海岸で局所的に発生しております。白化の状況
は、地域により差はあるものの、近年、回復傾向にあ
りました。しかしながら、昨年の高海水温等の影響に
よる県内全域で発生した大規模な白化現象により、県
内のサンゴは、大きな影響を受けております。沖縄県
サンゴ移植マニュアルによると、自然要因によるサン
ゴの荒廃は､·生育環境条件が良好な場合は、数年から
十数年以内に回復が可能とされております。
県としましては、環境省等の関係機関と連携しなが
ら、引き続きサンゴの生育環境保全等の取り組みを推
進してまいります。
次に、サンゴの移植の実態についてお答えします。
サンゴの移植は、サンゴ礁の保全策の一つとして行
われております。本県においても、県内各地で、さま
ざまな団体によりサンゴの移植が行われており、企業
の社会貢献やイメージの向上を目的にサンゴの移植が
実施されております。しかしながら、サンゴの移植に
ついては、遺伝的攪乱や親サンゴの損傷等の課題があ
り、安易なサンゴ移植は、サンゴ礁生態系への悪影響
が懸念されます。
そのため、県では、サンゴ移植の基本的な方法や考
え方等をまとめた沖縄県サンゴ移植マニュアルを作成
し、適切なサンゴ移植についての普及啓発を図ってお
ります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　基地の整理縮小についての
御質問の中で、埋蔵文化財の場所等についての御質問
にお答えします。
キャンプ・シュワブでは、これまで海岸側で６遺跡
――６つの遺跡、陸側で２つの遺跡が確認されており
ますが、立ち入り等の制限があることから、文化財調
査は、工事予定箇所等の限られた範囲での実施となっ
ております。そのため、各埋蔵文化財の内容等につい
ては、これまでのところ十分に確認できていない部分
が多くあります。
県教育委員会では、今後も名護市教育委員会と連携
を図り、埋蔵文化財の所在や内容の把握に協力してい
きたいと考えております。
次に、埋蔵文化財の保存方法についての御質問にお
答えいたします。
埋蔵文化財は本来であれば、土地に埋蔵された状態
のままで、将来へ伝えていく現状保存が最適でありま
す。しかしながら、土木工事等の影響を受けることが
明らかとなり、やむを得ず現状保存ができない場合
は、発掘調査を行い、埋蔵文化財を記録として保存す
ることとなります。
次に、埋蔵文化財の通知等についての御質問にお答
えいたします。
国等の機関が埋蔵文化財として決定された区域内で
土木工事等を行う場合は、事前に文化財保護法第94
条第１項の規定に基づき――この場合は名護市ですけ
れども――名護市教育委員会を経由し、県教育委員会
へ工事等を実施する旨の通知することになっておりま
す。名護市教育委員会は、市内の文化財に関する事務
を所管していることから、沖縄防衛局と埋蔵文化財の
取り扱いに関する調整や必要に応じた発掘調査を実施
してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　我が党の代表質問と
の関連についての御質問の中の、北部基幹病院の整備
に関する取り組みについてお答えします。
現在、作業を進めている課題の抽出は、県立北部病
院と北部地区医師会病院の統合の是非について、県の
方針を定めるために行っているものであり、県内部に
おいて、整理する必要のある事務であると考えており
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。



− 243 −

○末松　文信君　どうも答弁ありがとうございました。
これから再質問を行いたいと思います。
まず、新基地の定義ですけれども、今、公室長は定
義は難しいと言っておりますけれども、それであれ
ば、なぜ辺野古は新基地と呼んでいるんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
先ほど、施設ごとに使用形態、使用部隊、異なって
いるということで、一概にということでお答えいたし
ましたけれども、辺野古の場合、政府が推進しており
ます辺野古移設計画、これを見ますと、弾薬搭載エリ
ア、係船機能つき護岸、２本の滑走路の新設など、現
在の普天間飛行場とは明らかに異なる機能を備えるこ
ととされております。単純な代替施設ではなくして、
統合的な高次機能を持った全く新しい機能を持ってい
るということで、県としては、新しい基地、新基地と
いうふうに呼んでいるところでございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　それでは伺いますけれども、那覇軍
港の移設先である浦添軍港、そして与那国島に配備さ
れた自衛隊基地、それから宮古島に配備される予定の
自衛隊基地、加えて石垣島への自衛隊基地、これは新
基地とは言いませんか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まず、我々は米軍施
設について新基地というふうに話をしているというこ
とでございます。
那覇軍港の件なんですが、県は新基地という表現を
したことはまずございません、基本的にですね。なぜ
かと申しますと、今回建設されます施設は、現有の那
覇港湾施設における機能を確保することを目的とし
て、那覇港湾施設内の浦添埠頭地区に移設されるとい
うことであるからでございます。
○末松　文信君　ちょっと休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時23分休憩
　　午前11時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　最初の、私は、数あ
る米軍基地はということで主語をつけさせていただい
たので、自衛隊については除外させていただきました
けれども、この先島、いわゆる与那国ですとか石垣と
か宮古という話がありましたけれども、新たな配備と
いうふうな形で、我々は、新たな配備についてという
ことでこれまでも認識して答弁しているところでござ

います。新基地と新しく基地を配備するという意味
で、基地ができるという意味では新基地かもしれませ
んけれども、我々は米軍施設について、いろいろこれ
までも県議会等で議論されているところから、米軍基
地についての定義いわゆる新基地ということでやった
わけでございまして、自衛隊が新たに先島等に配備さ
れることについては、新たな配備というようなこと
で、ただそれをあえて新基地かと言われれば、新しく
基地ができるという意味では、新基地と言えると考え
ております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　なぜ、私はこれを聞いているかとい
いますと、知事、新基地はみんな反対しているんです
よね。そういう意味でなぜこれは反対しないのかとい
うことを聞いているんですよ。どうぞ、答弁お願いし
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時25分休憩
　　午前11時25分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほど来、米軍基地
と自衛隊についての県のスタンスは若干違うというこ
とを前提にお話しさせていただいているところです。
我々、今議会でも多くの方から、自衛隊配備について
賛成か反対かというようなことを問われました。その
際の私の答弁は、県民からも一定の評価を受けてい
る、県としても評価をしておりますと。ただ、新たな
配備につきましては、地元に多くの方々からまたさま
ざまな意見がございます。そういったこともあります
ので、配備に当たりましては、政府において丁寧に説
明を行う必要があるということで答弁をさせていただ
いているところでございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　先島に配備される自衛隊の目的は何
でしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　防衛等によると、南
西諸島海域における防衛のためだというふうに認識し
ております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　それは、厳然たる前線基地ですよ
ね。基地ですよね、それは。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　我が国の自衛隊基地
でございます。
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○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　それでは、お尋ねしますけれども、
今、公室長は地域にはさまざまな意見があるというこ
とですが、普天間飛行場の代替施設の移設先である辺
野古区を中心とした地域の条件つき受け入れ表明につ
いて、知事は、地域の民意を尊重されますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　受け入れ署名を受け
入れるかということですけれども、まさに先ほど私
も、そして議員もおっしゃったように、さまざまな意
見があると。その意見は、それはそれとして尊重しな
ければならないだろうと思っております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　普天間飛行場の移設先である辺野古
の代替施設は、容認されるわけですね。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほど尊重するとい
うようなお話をしましたが、それが一気に飛んで、や
はりじゃ容認するかというと、それはまた全く話は別
でございまして、辺野古移設につきましては、知事
は、辺野古移設新基地反対を公約に掲げて当選なさっ
ていて、つくらせないということを前提に取り組んで
いるところでございます。また、これまでさまざまな
選挙において、反対の民意が示されているものという
ことでございまして、辺野古移設は容認できないとい
うのが県政の立場でございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　いや、私が聞いているのは、地域の
民意をどうするのかと聞いているんですよ。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ですから、民意を尊
重するということと、それがイコール全てそれを尊重
するからといって容認するということにはならないと
いうことでございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　じゃ、地域の民意を封殺するわけで
すか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　さまざまな意見があ
るということは、我々も承知しておりますし、それに
つきましては尊重するという立場でございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　これ以上やってもあれですから、次
に移ります。
オール沖縄の定義についてでありますが、知事は、
保革問わずアイデンティティーを踏まえた上での行動

だとおっしゃいますけれども、知事、現実問題とし
て、県内11市のうち那覇市と名護市を除く９市がチー
ム沖縄を形成されて、圧倒的多数なんですよ。そうい
う意味では、オール沖縄という名称を変えたらどうで
すか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　最近の選挙も、宮古島市、浦
添市という形で、皆様方のところが勝っているわけで
すが、ただ沖縄の市町村の選挙は、本当に現職がみん
なよく頑張っておられて、いいまちづくりをしている
と思うんですけれども、立場は違っても、この３年
間、現職がみんな勝っているんですよね。１村、北部
のほうで負けたところ、どことは言いませんがありま
すが、いずれにしろ市町村は、市町村のまちづくりと
いうことで、これを一つ一つ丁寧に現職がやってきた
という等の強みが全てあると思います。
オール沖縄というのは、どういう形かといいます
と、東京要請行動いわゆる辺野古に基地はつくらせな
いということ、オスプレイ配備撤回、それから普天間
の県外ということで、この大きな命題を持って、沖縄
県民全体が、基本的にいうと全体が一緒になって行動
をしたんです。行動をして、内閣官邸まで行きまし
て、要請書まで出しております。そういったようなも
のの中で、まず１つ大きな枠組みが違うということ
と、沖縄の選挙でも市町村の場合には、当然現職がそ
ういうことになっていますが、県全体の選挙といいま
すと、県知事選挙、それから衆議院の４選挙区、それ
から県議会議員選挙、参議院選挙、沖縄県全体という
ようなものからしますと、ある意味ではオール沖縄が
勝ってきたと。ですから、これは半年、１年、２年と
いう形でどうこうということでもなくて、ただそう
いった実績はあるわけですから、９つの市がこうだか
ら、よく官房長官もおっしゃるんですが、沖縄の民意
は違うという話がありますけれども、今こういった違
いもよくわかってからでないと、沖縄県全体の流れと
いうのはわからないんじゃないだろうかというふうに
思っております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　知事にお願いしますけれども、そう
いった状況があるということも念頭に置いて、県政
を運営してほしいと、こういうふうにお願いしてお
きます。
それから次に、辺野古に新基地をつくらせない法的
根拠ということで、これは、知事がアメリカを訪問し
ている間に、アメリカのマティス国防長官が来日され
て、普天間の危険性を除去する方策として辺野古が唯
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一と確認されて、さらには安倍総理とトランプ大統領
の会談の中でも同様のことが確認されております。さ
らには、最高裁の判決を受けて、法的根拠も失ってい
る。現場は着々と今進んでいる。こういった状況の中
で、もはや阻止する手だてはなくなったのではないか
と思っていますけれども、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事は、今回の訪米
におきまして、公有水面埋立承認に関する取り消しの
判決が示されただけであって、それ以外のものについ
ては、別に否定されたわけではないと。いわゆるあら
ゆる手法を用いて、辺野古の建設を阻止するというよ
うなことをるる述べたところです。それに伴い連邦議
会調査局でもお話をしたところ、議会でもありました
けれども、調査局のほうは、翁長知事は2016年の最
高裁判決後も辺野古新基地建設を阻止するためさらな
る措置を続行すると明言したなど、報告書としてまと
められているということです。日米両政府において
は、そういった辺野古唯一ということはあると思いま
すけれども、県としては、そのことをまた改めて否定
して行動を行っているわけでして、そういったことを
含めて、県としてあらゆる手段を用いて対応したいと
いうふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　次に行きます。
５年以内の運用停止ということでありますけれど
も、知事は政府に求めるということで、いつも言われ
ていますが、去る14日の衆議院予算委員会において、
安倍総理は５年以内の運用停止は困難と答弁されてお
ります。その理由として、沖縄県が非協力的というこ
とです。私もこの間、知事の行動や言動を見ています
と、非協力的ではないかというふうに思っております
けれども、知事の見解をお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　沖縄県は、普天間飛
行場の一日も早い危険性除去のため、25年12月17日
に移設計画の進捗にかかわらず５年以内の運用停止を
求めております。県からの要請を受けまして、安倍総
理はその際に、政府としてできることは全て行うとい
うふうに述べてございます。またその後開催されてお
ります普天間飛行場負担軽減推進会議においても、同
様の発言を行っておりまして、辺野古移設との前提は
ございませんでした。またそういったことは、28年
１月19日質問主意書に対する、これは閣議決定を得
た答弁書においても同様の見解が示されているという
ことでございまして、県としては、前提ではないと、

政府としてはできることは全てやるということが、政
府としての公式見解だというふうに理解しているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　公室長、口開けば政府とか国とか押
しつけているような感じがしますけれども、地方自治
法の第１条は何と書いてありますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　読み上げさせていた
だいてよろしいでしょうか。読み上げます。
第１条、この法律の目的です。
·「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共
団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関す
る事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間
の基本的関係を確立することにより、地方公共団体に
おける民主的にして能率的な行政の確保を図るととも
に、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的
とする。」と記載されてございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　その中で、知事の役割は何と書いて
ありますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　これも条文を読み上
げてお答えさせていただきます。
第１条の２でございます。
地方公共団体は――これは地方公共団体、都道府県
も市町村も入っていると――「住民の福祉の増進を図
ることを基本として、地域における行政を自主的かつ
総合的に実施する役割を広く担うものとする。」と記
載してございます。·
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　そういう中にあって、知事みずから
危険性の除去の方策あるいは道筋をつけるわけでもな
く、運用停止の見通しもなく、住民を危険にさらした
まま放置して、政府に政府に、国に国に、求めている
ということだけでは、決してこの問題は解決しないと
思います。そういう中にあって、県民に理解を求める
というのは、大変難しいんではないかと思っておりま
すけれども、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　言いましたように、
１項のほうでは、「住民の福祉の増進を図ることを基
本として」云々とございました。２項は、国の役割を
やっていますが、２項、「国は、前項の規定の趣旨を
達成するため、国においては国際社会における国家と
しての存立にかかわる事務、全国的に統一して定める
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ことが望ましい国民の諸活動」云々とあって、国のま
た役割も記載されているわけです。だから、我々とし
ては、国防について、米国との調整、外交交渉等は国
においてやっていると考えておりますので、しっかり
国において対応していただければというように考えて
いるところでございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　私が申し上げたいのは、国は国の責
務はあるし、県は県の責務もあるでしょうと。県の責
務を何で負わないのと言っているわけです。そういう
中で、私は知事にお願いというか、こういう物事を解
決するに当たって、私はチャンスがあったと思うんで
す。いわゆる、一旦和解に応じて工事を中断するなど
して政府の誠意ある対応に対して、沖縄県側もやはり
次なる長期ビジョンを持って、基地のあるべき姿を議
論するテーブル、あるいは協議会、これをつくって前
向きに対応することがそのとき重要ではなかったかと
いうふうに思っております。それをやっておけば、過
去70年を清算すると同時に次なる100年に向けても
沖縄の将来像を描くことができたと思います。その
チャンスを逃したんじゃないかと思っていますけれど
も、御所見をお願いします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　政府との交渉、調整
協議をしっかり捉まえてやるべきだったんではないか
という趣旨だと思います。
その御意見には私も賛同いたします。さきの高裁判
決でもそうでしたし、国地方係争処理委員会でもそう
でした。しっかりと協議を行いなさいと。また短期集
中の協議もございました。そういった中において、県
としては、沖縄県における過重な基地負担の現状等を
踏まえた場合に辺野古新基地はなかなか難しいんだ
と、辺野古唯一という固定観念にとらわれることな
く、対応してもらいたいという趣旨の調整などもさせ
ていただいたところですけれども、いわゆる国地方係
争処理委員会の我々も協議を求めたところですが、そ
の後、国は県を相手にとって違法確認訴訟を起こした
ということでございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　そうは言うものの、私から見ると、
決してそういう状況ではなくて、知事は辺野古にはつ
くらせない、国はつくりたい、この双方が一歩も譲ら
ない状況があるわけです。それをどうするかというの
は、テーブルに着かないと決着しない。あるいはまた
どっちかが、双方譲り合いをする気持ちがなければ、
これ協議成立しないわけです。県はそういう用意があ

りましたか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今の御趣旨は、用意
といいますのは、例えば、お互いに妥協し合ってとい
う趣旨のあれだと思いますけれども、これまで71年
にもわたって過重な基地負担を背負い続けてきている
沖縄県で、必ず普天間飛行場の代替施設は県内でなけ
ればならないということについて等、さまざまな意見
交換もこれまで行ってきているところでございます。
これについての明確な回答もない。そういった中にお
いて、沖縄県のほうで普天間飛行場が古くなったか
ら、新しくまた県内に基地をつくる。これを辛抱して
くださいと言われても、なかなか沖縄県民の民意とし
ては、はいわかりましたとそれを受け入れられる状況
にないと。政府においては、しっかりと民意を踏まえ
て、県外、国外を踏まえて対応していただければとい
うことで、調整をさせていただいてきたところでござ
います。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　次に、第三者委員会と知事の責任に
ついてでありますけれども、この裁判の結果、第三
者委員会が拾った瑕疵について、これを私が前に申
し上げたように、恣意的に拾ったことになっている
わけです、裁判の結果は。これ、どういうふうに整
理しますか。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません、休憩お
願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時43分休憩
　　午前11時43分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　最初の答弁でさせて
いただきましたように、第三者委員会は、個々の法律
ですとか、環境学の専門の立場から、埋立承認の法律
的な瑕疵につきまして公正性、客観性を持って検証作
業を行ってきたということでございまして、恣意的に
瑕疵を見出したというようなことはないというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　いや、瑕疵は否定されたんじゃない
ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　最高裁判決において、
いわゆる不作為の違法確認訴訟なんですが、結果とし
て県の主張が認められなかったことは残念ですけれど
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も、このことが恣意的な瑕疵を見つけ出したというこ
とにはならないのではないかというふうに考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　それでは、次に行きます。
あらゆる手法と公有水面埋立承認との法的整合性に
ついてでありますが、きょう皆さんにお配りさせてい
ただいておりますこの資料がありますけれども、これ
ちょっとごらんいただきたいと思います。まず初め
に、この地方自治法第245条の９、これは、昨日我が
会派の座波一議員と議論がありましたけれども、法定
受託事務についての資料であります。参考にしていた
だければと思いますが、ここで、土建部長に確認です
けれども、公有水面埋め立てに関する事務は、法定受
託事務ですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　はい、そのとおりで
ございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　そうすると、この条文の中で、都道
府県の執行機関が定める基準は、大臣の定める基準に
抵触するものであってはならないと書いてあります。
これとの整合性はどうなりますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
今議員御指摘の内容は、審査基準についてだと理解
しておりますが、これは国から示された内容に整合す
るような形で設定させていただいております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　これについてはまた後にしますけれ
ども、お配りした資料の裏面２をごらんいただきたい
と思いますけれども、これは普天間飛行場代替施設建
設事業に係る公有水面埋立申請の手続、いわゆるフ
ローチャートであります。これを見ますと、平成25
年３月22日、北部土木事務所へ承認申請がされてお
ります。その後、同年５月31日、沖縄防衛局が県か
らの補正要求等に対して補正文書を提出しておりま
す。それから、同年６月28日、申請書の告示・縦覧、
それから利害関係者からの意見の聴取、そして申請の
縦覧が終了したと。それから、同年７月19日に、内
容審査を開始されております。その後、関係機関へ
の意見照会、第11管区海上保安本部、県環境生活部、
県農林水産部水産課等々を経て、この地元市町村長の
意見等々を確認して、25年12月25日、これは県が現
地確認した後、この承認の可否判断するまで160日を
要しております。前知事はこの間いろいろなことを検

証した上で、総合的に判断されたものと思いますけれ
ども、その上で、翌年の１月24日、この件について
承認告示となっております。
そこで、土建部長にお伺いしたいんですけれども、
この関係機関への意見照会ですけれども、これ外部
機関はいいとして内部の環境生活部であったり、農
林水産部水産課であったり、ここはそれぞれに個別
法に照らして意見を述べたと思いますけれども、い
かがですか。
○土木建築部長（宮城　理君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時49分休憩
　　午前11時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
議員御指摘のこの県内部での意見照会でございます
が、これは公有水面埋立法に基づくものであって、環
境上の意見であったり、漁業上の意見を確認している
もので、個別法に基づくものではございません。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　ちょっと休憩してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時50分休憩
　　午前11時51分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
先ほど答弁させていただきましたのは、あくまでも
我々が意見照会をする際の根拠として公有水面埋立法
に基づいて意見照会をしていると、それぞれの部局で
は、当然ながら環境上の意見、あるいは漁港管理の面
での意見というものは個別法に照らして意見を述べて
いるものだという理解をしております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　今、部長おっしゃるように、陸上の
開発についてもそうですけれども、関係部局に意見聴
取をするときにはそれぞれの個別法に照らして、どう
であるかということで可否を判断するわけですよ。そ
の作業をきちっとやられたわけですね、もう一度確認
します。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　その手続は、ちゃん
ととらせていただいております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　そういう手続を経て今日に至ってい
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るこの承認案件について、これ公室長はあらゆる手段
というのは、何があるんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時52分休憩
　　午前11時53分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　埋立承認は、取り消
しを取り消したものですから、今承認は有効であるこ
とを前提として作業が進んでいると認識しておりま
す。そういった中で、今後想定されますであろう岩礁
破砕許可ですとかサンゴの採捕ですとか、あと埋立法
に基づく設計変更等、さまざまなものが出てくると思
いますけれども、これについては、関係法令に基づい
てしっかりと対応するということでございます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　そこはあの……
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時54分休憩
　　午前11時54分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長から答弁の修正がありますので、許可
いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　先ほど答弁させてい
ただきました内容に誤りがありましたので、改めて答
弁させていただきます。
先ほど意見照会自体は、公有水面埋立法に基づくと
いうことで回答させていただきました。それに基づい
て、各部局が個別法に基づき意見に対しての回答があ
るというふうにお答えさせていただきましたが、これ
は、個別法に基づくという表現が適正ではないと。個
別法の立場で回答をいただいたということで、おわび
して訂正させていただきます。
○末松　文信君　休憩、休憩して。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時55分休憩
　　午前11時56分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　改めてお答えさせて
いただきます。
一部、言葉足らずで誤解を生じたかもしれません
が、私がお答えしたのは、個別法に基づいてと、個別
法を根拠として回答しているというわけではなくて、
当然ながら個別法を所管する立場ですので、その個

別法の中に照らして回答するというのは、当然なが
らあるものだと思います。我々から公有水面埋立法
に基づいて照会をかけて、それの内容についてそれ
ぞれの所管部局で個別法の立場で、所管する立場で
回答をいただいたということでお答えさせていただ
いたところです。
○末松　文信君　休憩、休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11·時57·分休憩
　　午後０·時０·分再開

○議長（新里米吉君）　再開いたします。
末松文信君。
○末松　文信君　今、土建部長の答弁を伺いますと、
各部署に行っても個別法以外にもいろいろあるようだ
から、そういったことも勘案しながら意見を述べたと
いうことで理解したいと思います。
次に、岩礁破砕についてでありますけれども、こ
れは、漁業権に係る事務は法定受託事務ですか、伺
います。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　法定受託事務であり
ます。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　報道によると、先ほど部長もおっ
しゃっていましたけれども、水産庁は漁業法第31条
に基づく組合員の同意か、総会の特別決議が漁業権放
棄の手続であるとして、県の同意や許可は必要ないと
している。他方県は、漁業権は、現在でも残ってお
り、県の許可が必要と言われております。双方の法令
解釈が全く違うんですけれども、県は水産庁にこの件
について意見照会しましたか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　改めて今確認はして
おりません。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　こんな重要な件を確認も照会もしな
いで、あたかもそうであるかのように言っていること
については、大変私も危惧しております。そうであれ
ば、まだ照会していなければ、これ所管する水産庁に
ぜひ照会した上で、結果を報告していただきたいと思
いますが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　今、岩礁破砕等につ
いては、新たな申請はまだ来ておりませんので、それ
と申請するしないの意向もまだ確認しておりませんの
で、その辺を確認しながら、必要があれば改めて確認
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していきたいというふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　部長、これまで何度も同じ答弁して
いますよ。これ、照会して確認したかどうかを聞いて
いるんですよ。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　当初答弁したように、
これまで政府見解や地方自治法に基づく技術的助言通
知でもって県のほうはその考えを示しておりますし、
また、沖縄防衛局からは、岩礁破砕等の許可申請を行
わないという意思表示はまだ行っておりませんので、
その辺を踏まえて、必要があれば照会していきたいと
いうふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　いや、必要もない答弁はしないほう
がいいですよ。
そうであれば次に移りますけれども、造礁サンゴ類
の特別採捕許可についてでありますけれども、これは
今までも何名かの議員から話がありましたが、私は、
この申請書を見ますと、大したことないんじゃないか
と、許可条件というのは。１、目的、２、適用除外の
許可必要、それから３番目に使用船舶、採捕しようと
する水産動植物の名称、数量、採捕期間、採捕の区
域、採捕の器具、採捕に従事する者の住所、氏名、こ
ういったもので、何で審査に以前は４日で済んだのが
40日もかかって出ないんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時４分休憩
　　午後０時７分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
末松文信君。
○末松　文信君　その造礁サンゴの特別採捕の許可に
ついてですが、これ内容を見ると、そんな厳しい審査
をするような内容ではありませんけれども、これはこ
れまでも那覇空港第２滑走路でもその条件で許可され
た経緯があると聞きましたけれども、それは間違いあ
りませんか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
間違いありません。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　それでは、辺野古のほうについても
同じような条件でなされるわけですね。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　今、辺野古のほうは
申請上がっておりませんけれども、申請者が実施計画

書等提出された場合には、必要な妥当性を審査してい
きたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　ぜひそごのないようにお願いしたい
と、こう思っております。
もう時間もありませんので、あと１分ですか。
○議長（新里米吉君）　19秒です。
○末松　文信君　いやいや、時計が間違っていると
いって今来ています。
○議長（新里米吉君）　急いでください。
○末松　文信君　それでは……。
休憩してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時８·分休憩
　　午後０時10·分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○末松　文信君　それでは、最後に、この間さまざま
な議論をしてまいりましたけれども、知事の政治姿勢
は、新基地はつくらせない、普天間飛行場の５年以内
運用停止など、非常に矛盾に満ちています。そういう
矛盾に満ちた……
○議長（新里米吉君）　時間ですのでまとめてください。
○末松　文信君　空理空論に終始し、普天間飛行場の
除去どころか危険状態を放置している。また、21世
紀ビジョンの推進に要する予算も減り、県のみならず
市町村の財政も圧迫し、ひいては県経済に悪影響を与
え、県益も国益をも損なうと言わざるを得ない。さら
に、みずから承認した埋立事業を阻止するという国家
事業の妨害行為など、明らかに法を逸脱し……
○議長（新里米吉君）　ちょっと、時間かかり過ぎです。
○末松　文信君　権限の濫用を公言しているものであ
り、知事の言葉どおりかりれば、法治国家とは何かを
指摘して、私の一般質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時11分休憩
　　午後１時21分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
午前に引き続き質問及び質疑を行います。
照屋守之君。
○照屋　守之君　質問の前に項目の順番を変更させて
いただきます。
まず、１点目に、安慶田副知事の辞任について、２
点目、オール沖縄体制について、３点目、病院事業局
長人事について、４点目、辺野古問題の解決に向け
て、５点目、大型ＭＩＣＥ事業について、６点目、翁
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長県政の評価についてに変更して、質問をさせていた
だきます。
よろしくお願いします。
まず、１点目の安慶田副知事の辞任についてであり
ます。
翁長知事は、県民への説明責任と副知事としての職
務の責任を放棄させて、辞職を認めております。そし
て、基地、人事、予算の責任者である副知事不在で県
政を混乱させていると考えております。翁長知事の責
任は、はかり知れないものだと思います。どのように
責任をとるか伺います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋守之議員の御質問にお答
えいたします。
今回、このような事態に至ったことは、大変残念で
あり、県民に不安、不信を抱かせたこと、そして県政
に混乱をもたらしたことについては、知事として責任
を痛感しているところであります。今回の事態を重く
受けとめ、今後は二度とこのようなことが起こらない
よう、仕組みづくりを行うことが重要であると考えて
おります。
以上です。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　私は、翁長知事がなぜ、安慶田副知
事に対して、副知事のまま説明責任を果たすよう促し
て県民に説明させなかったのか、これに大きな疑問を
持っております。どうしてでしょうか、知事。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　副知事とは、この報告を受け
て、それからまた何回となくその確認作業もさせてい
ただいて、その中で、辞任をしたいという旨がありま
した。その中身につきましては、今定例会でも県政に
混乱を与えるとか、いろいろありましたが、いろんな
やはり新聞報道あるいはまた、全国放送などでそう
いった報道がなされた中で、副知事の職務を遂行する
ことができないと。一番直近のものが、市町村会の新
年会に入り口に入れなかったということと、それから
数日後に行われるナイトｉｎ大阪、ナイトｉｎ東京と
また自分の責任の範囲であるんだが、全国放送等も
あってかえって趣旨を壊すのではないかというような
こと等も含めて、もう辞任したいというかたい意思を
示しましたから、私も何回か事実関係を問いただした
中で、辞任のかたいことを認識して私自身も了解した
ところであります。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　１月21日に前教育長から真実を伝

えたいとする申し入れがあって、安慶田副知事は辞意
を表明し、翁長知事はそれを認める。この手際のよさ
に非常に違和感を感じているんです。安慶田前副知事
あるいはまた、翁長知事はほかにも悪いことがあっ
て、それを隠すために辞職を認めたのではないかとい
うふうに、本当に疑いたくなるぐらいなんですよ。知
事、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　全くそういうことはございま
せん。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　いずれにしても、私は、副知事を辞
職させたことは、翁長知事の大失態だというふうに考
えております。
ところで、安慶田前副知事に対する退職金の額と支
払いについての説明を求めます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
特別職の退職金につきましては、沖縄県知事等の給
与及び旅費に関する条例において、退職額の算定方
式も定められておりまして、副知事の退職手当は、
1059万2400円でございます。
それから、その支給の可否という御質問だったと思
うんですが、沖縄県職員の退職手当に関する条例に基
づきまして、現在、支払いの差しとめ処分ということ
で、２月20日付で差しとめの処分を行っているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　次に、翁長知事は今後、安慶田前副
知事を県の関係会社とかあるいはまた団体に再就職さ
せるお考えをお持ちですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　考えておりません。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　次に、安慶田副知事の辞任に関する
件で、２月20日の文厚委員会の参考人招致で、私は、
安慶田前副知事に前教育長に辞任を促したことも今回
の退職の理由かと聞きました。安慶田前副知事はそれ
を否定せず、安慶田前副知事は、教育長人事が２年交
代が慣例であることと、教育庁経験者は沖縄県国際交
流・人材育成財団に行っていることも含めて、前教育
長にどうされますかと意思の確認をしましたと説明し
ておりました。
教育長に確認しますけれども、教育長は２年交代で
あると決まっているんですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
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○教育長（平敷昭人君）　そのような決まりはござい
ません。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　教育長の法律の任期は何年で、あの
時点で前教育長は残りの任期はどのぐらいございまし
たか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　諸見里教育長の場合は、こ
の新教育委員会制度になる前になりますので、任期は
４年になります。諸見里教育長が退任したのは３年目
でしたので、やめた時点であと１年は任期がございま
した。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから４年の任期があってあと２カ
年ある。それを慣例で２カ年だからどうですか、やめ
ますかみたいな、安慶田前副知事は、その２月20日
の参考人招致でこの教育庁幹部人事に関するそういう
職権は持ち合わせてないと明言しております。明言し
ながら、ここでなぜ２年交代とか、あるいはまた、国
際交流人材・育成財団ですか、その転出というか、就
職について触れて辞任を促すか、それを説明してもら
えませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　２年目で交代する、しない
を私で申し上げるのはどうかと思いますけれども、推
察するにこれまでの教育長が旧制度で任期４年であり
ながら２年ごとに後任の方に引き継いできていたとい
うのを踏まえて、そういう交代ができないかという話
をされたのかなと推測します。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから、交代というのは教育長の任
期は法律で４年あるんでしょう、４年。来年の３月
31日までの諸見里教育長の任期は、その任期じゃな
いですか。それで、やめさせるとかというふうな、交
代ということは法律的にどういうふうな根拠でそうい
うことができるんですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　法的には、やめさせるとい
うことはできないと思います。あくまでも、本人から
の辞職の申し出等を踏まえてそういう交代というのは
行われるものだと考えております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　安慶田前副知事が２月20日の参考
人招致でこう言っていましたよ。そういうふうな働き
かけをしたら、県の教育委員会、現職の県議会議員や
らあるいは教育長経験者、さまざまな方が大騒動に

なったと、大騒動になったということを明確に答えて
いるんです。それは、諸見里教育長に対して、安慶田
副知事が任期そろそろどうですかというふうな働きか
けをして、やめさせられるというふうなもとに大騒動
になったと思うんです。これ、教育長としてどう把握
していますか、この件は。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　その辺の事情は、私のほう
は承知をしてございません。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　２月20日の参考人招致で明言して
いるんですよ。それ、現職の教育長であれば、そのい
きさつというのは確認するのは、当然じゃないです
か、どうですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　１年前の前教育長がやめら
れての人事異動の際の経緯については、私は教育委
員会の中の状況とかは承知をしていないところであ
ります。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この前の参考人招致で、別の委員に
１年やりたいというものですから、じゃあと１年やり
ましょうと、安慶田前副知事が答えているんです。そ
れと、交代ですかどうですかということを伝えたと明
言しているんです。これ、職務の権限もない安慶田副
知事がそういうことができますか。こんな教育長人事
に介入して、どうだあなた、やめてくださいよという
ことが言えますか。これ、人事介入でしょう。そう
じゃないですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　具体的な、前副知事と前教
育長とのやりとりの詳細というか、その辺は私も立ち
会っておりませんのでわかりませんが、法的にはやめ
なさいというか、それを強制することはできないと思
います。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、法的にはやめなさいとい
うことはできないので、法律違反になるから、そう
いう働きかけをして、あなたは慣例で２カ年ですよ
と、どうしますか、次、国際交流・人材育成財団に行
きますかと、ここでも通告して、交代ですよという形
で促している。これは、職権のない前副知事が、これ
証明しているんですよ。２月の参考人招致でちゃんと
本人が言っている。記録もある。私は書いてある、こ
う言ったと。それは、だから教育長人事の介入なんで
しょう。違いますか。
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○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　これに関しては、そういう
圧力を感じてやめたということであれば、一定の介入
という形になろうかと思います。これは、具体的な事
情は私もそれ以上のコメントはしにくいところでござ
います。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、そういう圧力ということ
だったら介入だと認めているわけですよね。そうする
とこれ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、
この法律に反するんですよ。反するんです。どの項に
反するか、ちょっと項目に条例あるんじゃないです
か、説明してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時35分休憩
　　午後１時36分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　地方教育行政の組織及び運
営に関する法律の７条、これ、罷免という条項があり
ますけれども、教育長及び委員は全３項――いろいろ
要件がありますけれども――の場合を除き意に反して
罷免されることがないということですから、今回、罷
免という話ではないので、これに直接当てはまるもの
ではないと考えております。
あと、辞職というのが10条にございますが、教育
長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会
の同意を得て辞職することができるというふうになっ
ておりまして、諸見里教育長の場合は、この10条の
規定で手続をとって辞職されたものと理解しています。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だからさっき言ったように、７条の
４項は罷免、やめさせることはできないということで
すよね。
ですから、先ほどの自分で自主的に教育委員会を開
いて、そこで辞意を表明してやるというふうな手続を
とる。その手続をとらせたんでしょう、２カ年交代で
すよと。どうしますかと、そういうふうなものをどん
どん言って、そのときに教育委員会も大騒動になって
いるんですよ。教育委員会も大騒動になって、何でこ
んなに一生懸命やっているのに、任期はまだ残ってい
るのにやめさせるんだという形で教育委員会は当時大
騒動になったんじゃないですか。それを今度はまた辞
表を出したから、これはそうじゃない。２カ年あるん
ですよ、任期はあと。それに対して何らかのアクショ
ンを起こしているから、安慶田前副知事がアクション

を起こした。アクションを起こしたと言って、この前
の２月20日の参考人招致で本人が言っているんです。
関与していると本人が言っている。それはおかしくな
いですか。ですから、それがもし諸見里教育長が、今
現在やめてなければ、あなたもそこに座っていればそ
れは当たりませんよ。ですから、あのときにそういう
ふうなクレームがあって、もうやる気がないやと言っ
て辞表を出したという、そのいきさつがあるから辞表
出してやめたんじゃないですか。
諸見里教育長はこう言っていましたよ。文厚委員会
でもあなたあと任期何年あるんだと、２カ年あります
と。一生懸命任期全うしますと、そう言ったのが諸見
里教育長だったんです。教育基本法が改正されて、
じゃこの任期中どうなんだと。いや、これは誰もやめ
させることはできないと、頑張りますと明言していま
したよ。それを安慶田前副知事がそういう形でアク
ションを起こして、人事介入してやめさせる状況をつ
くって、辞表を出させたというのが実態じゃないです
か、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時39分休憩
　　午後１時40分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　前教育長が委員会でそのよ
うにおっしゃったというのは、私も聞いております。
ただ実態として、当時の詳細な内容は私も把握してお
りませんので、これについてどうかというのは、私も
申し上げにくいところがございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　その委員会の内容を聞いて、この安
慶田前副知事がこういう教育長人事に関与したとい
う、そこは認めますね。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　任期前に退任するかどうか
ということで、前教育長といろいろ話し合いをされた
ということは、そうだったのだろうというふうに考え
ております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　教育長が話し合いをしたということ
も含めて、関与しているという認識のようです。
議長お願いがあります。これですね……
○議長（新里米吉君）　休憩ですか。ちょっと、休憩
……
○照屋　守之君　いや、お願いです。
２月20日の参考人招致で、安慶田前副知事は、副
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知事として教育長人事の関与というのを発言しており
ます。ですから、これ、ぜひこの問題は先ほど言いま
した法律に反するような可能性もありますから、県議
会で百条委員会を設置して、全容の究明を、解明を求
めますけれども、ぜひ議長のほうで取り計らいをお願
いします。よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　これについては、関係する議
会内の組織を通して協議して、対応を決めていきたい
と思います。
○照屋　守之君　はい、お願いします。
ちょっと休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時41分休憩
　　午後１時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
照屋守之君。
○照屋　守之君　次に、オール沖縄体制であります。
県知事選挙で成功したオール沖縄での取り組みが、
市長選挙で展開されております。宮古島市長選挙及び
浦添市長選挙のオール沖縄は、市民から認められてい
ない。オール沖縄は、反対・批判が主で政策が進まな
い、決まらない。このことが県民に浸透した結果であ
ると考えます。翁長知事主導のオール沖縄の体制は、
限界であると思います。知事の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今回の宮古島市長選挙、浦添
市長選挙においては、オール沖縄の立場から私と志を
同じくする候補者を支援いたしましたが、当選に至ら
なかったことは残念であります。各地域の首長選挙等
においては、地域が抱える課題等の実情を踏まえて、
それぞれの候補者がみずからの考え方に従って立候補
しておりますが、その選挙結果によって直ちにオール
沖縄の考え方そのものが否定されたことにはならない
ものと考えております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　オール沖縄は、翁長知事が県知事に
なるための選挙手法であることが、県民の声として広
がりつつあります。今の翁長県政の現状から基地問題
の実現には、オール沖縄は反対や批判ばかりで役に立
たないことも県民は理解しつつあります。知事の見解
を伺います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　先ほど午前中の質問にも答え
ましたけれども、私が当選してから市町村長選挙は、
何回もございました。その中で、特に沖縄本島内で
は、全て立場は違っても現職が勝利いたしておりま

す。そういった中で、市町村長選挙でオール沖縄が厳
しくなったというのは、私は間違っていると思いま
す。むしろ、私の知事選挙の当選とその次に行われま
した衆議院の４選挙区、あるいは県議会議員選挙、あ
るいは参議院選挙と県政レベルの選挙におきまして
は、ある意味で50％以上というような得票を重ねて
おります。そういったことからしましたら、私はオー
ル沖縄そのものは、その理念に従ってこれからも一緒
に目標に向かって頑張っていけるものだと考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　私は、浦添市長選挙の共産党さんの
ビラを見てびっくりしております。
翁長知事が満面の笑みで、笑顔で共産党さんをア
ピールしておりますね。すごいですよ。この中には、
那覇軍港は無条件で返還を浦添軍港ノーとあります。
翁長知事は、那覇軍港の浦添移設容認ですよね、容認
だ。オール沖縄で大同団結とも書いてありますよ、こ
こに。（資料を掲示）　今回の市長選挙との同日選挙
で、議員選挙ですね。（発言する者あり）　市長選挙と
議員選挙は、市議が２人から３人に共産党さん躍進し
ております。今やオール沖縄というのは、翁長知事を
利用して党勢拡大の体制になっているのではないかな
というふうに危惧しております。いかがですか。（発
言する者あり）
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　このパンフレットは、私はわ
かりませんが、大体似た形で出るのがあちこちであり
ますけれども、これは、私と相談をしてというより
も、今日までオール沖縄として一緒にやってきたとい
うようなこと等含めてそれぞれの政党会派が、そう
いったことを紹介しながら、またそれぞれの考え方を
書いているのだというふうに思っております。
私自身もいろんな選挙で候補者と握手をしたり、い
ろんなことを今やっておりますけれども、そういった
こと等も踏まえてのそれぞれの政党会派の独自のＰＲ
の中に私がこういう形で写っているというふうに認識
をしております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、オール沖縄が革新系の党
勢拡大、翁長知事が利用されているという、そういう
実態ですよ。那覇軍港の問題も含めてオール沖縄で
は、政策の実現は不可能だということが、この浦添の
事例でもよくわかります。同時にオール沖縄は、私は
翁長知事が県知事の立場を維持するための体制ではな
いかなというふうに考えておりますけれども、知事い
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かがですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　私は、もう４年前になります
か、東京要請行動、自由民主党も御一緒して全員一緒
に官邸まで行って、あの例の新辺野古――新はそのと
きはつきませんけれども、辺野古はつくらせない、オ
スプレイの配備撤回、普天間飛行場の県外ということ
で、心を一つにしてやりました。私は、その信念は
ずっとそれから以降も変わらなかったわけです。しか
し、残念ながら自民党県連さんが変わってしまいまし
たので、その変わったところからは、私は残念ながら
御一緒できなかった。そういう中で、県知事選挙、い
ろんな方々から打診がございまして、私も那覇市長が
目標だったので、あと任期２年那覇市長をやればそれ
はそれで私の人生だったかなと思いますけれども、こ
ういう大きなものが横たわる中に、私もある意味で意
を決して、そういう立場になって、今一生懸命頑張っ
ているところであります。
ですから、決して私が知事になるために云々など
というのは、こんな大きな沖縄の抱える課題からした
ら、こんなもので知事選挙に出るなどというのはとて
も耐えられない話でありまして、私自身は、私の立場
をしっかりと人生の、政治家としての集大成として頑
張っていこうということでやっているわけであります。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、知事になられて辺野古を
つくらせないと言いながら、今どんどん辺野古をつく
らせている。やっぱりオール沖縄体制というのは、政
策を実現する体制ではなくて、それぞれ知事は知事の
自分の立場、革新政党は革新政党の自分たちの立場、
そこを優先するという、そういう体制だなということ
を改めて感じております。
改めて申し上げますけれども、オール沖縄は反対・
批判が主で、政策が進まない、決まらない、特に翁長
知事主導のオール沖縄は県民から失望されていること
を指摘しておきます。
議長、休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時49分休憩
　　午後１時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
照屋守之君。
○照屋　守之君　次に、病院事業局長人事についてで
ございます。
昨年も、県幹部が病院事業局長に辞職を促したとの
こと、ことしも総務部長が病院事業局長に対して辞職

を促し、総務部長は、上からの指示で行われたとのこ
と。なぜ、このようなことが行われるのか、御説明願
います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
特別職でございます病院事業局長を初め、そういう
皆様に例年どおりですが、こういう意向確認をしたと
いうことでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　昨日の質問で、砂川保健医療部長が
当時総務統括監の立場で伊江局長に辞表を提出するよ
うにお願いしたと、明確に答弁しております。これ
は、誰の指示でやったのかというふうな問いに、安慶
田副知事がどうするかと言い、砂川さんがみずから名
乗りを上げて、伊江局長に辞表の提出をお願いしたと
言っておりました。それで、辞表の提出をお願いして
どうなりましたか、そのときは。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　昨年の状況の少し経緯を
申し上げたいと思うんですが、昨年２月上旬ごろ総務
部として病院事業局長を含む特別職の人事について、
当時はもう知り得るような状況ではなかったと。しか
し、前副知事のほうで病院事業局長の続投、または、
交代も含めて特別職の人事を検討していたと考えられ
る状況になったということでございます。
そういう状況の中で、まだ、人事の内示はされてい
ない中で、２月11日の地元紙、これは琉球新報だっ
たと思います。病院事業局長交代が報じられまして、
当時、公務員医師会等から伊江局長を交代させないよ
うにという要請があったということでございます。そ
の後、副知事と調整し、地方公営企業法上の解任する
ということはできないということがありましたので、
続投または交代の意思確認を行って、事態の収拾を図
るために局長のほうに辞表を出す意向があるかどうか
を確認しようということになったということでござい
まして、２月19日に当時の統括監が病院事業局長の
もとを訪ねまして辞表を書いていただけないかという
ような確認を行ったと。翌週、局長のほうから連絡が
ありまして、公務員医師会の動向から本人だけの問題
ではなくなったということで、辞表は出さないという
旨の連絡がありまして、その後、副知事と局長の調整
によりまして続投になったということでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、地方公営企業法の件も今
触れておりましたけれども、何で職務権限のない統括
監が辞表を出してください、お願いしますという、そ
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ういう行為ができるんですか。これは、そういう法に
反する行為ではないですか。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　いろいろと人事を担当す
る者が、事務担当として特別職等の意向を確認すると
いうような形は従来から行われているところでござい
まして、そういう一環として昨年もそういうことが
あったということでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　いいかげんな答弁しないでください
ね。意向確認だったら、どうしますかですよ。これま
で頑張ってこられて御苦労さまでした、今後どうしま
すかが意向確認ですよ。辞表を出してくださいという
のが意向確認ですか。これは、そういうふうに誘導し
ているんじゃないですか。ですから、これは地方公営
企業法に反する行為じゃないかと言っているんです
よ。おかしいですよ。何が確認……。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　先ほどとちょっと同じよ
うな形になってしまって申しわけないんですが、当時
の統括監のほうがやった行動としては、要するに、昨
日も答弁いたしておりますけれども、続投または交代
の意思を確認するという流れの中で、辞表を提出する
意向があるのかということもこの意向確認の一環とし
て行ったというふうに私は理解しております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　余りいいかげんな答弁しないでくだ
さいね。辞表の提出をお願いしたと明言しているんで
すよ。お願いしに行ったと。このお願いしに行ったと
いう、その行為そのものが病院事業局長人事に対する
介入であり、問題なんです。どういう意図を持って
行ったかわかりませんよ。辞表を出してくださいとお
願いしに行く、そのもの自体が人事介入であり、法に
反する行為じゃないですか。地方公営企業法の規定は
どういうふうに定められておりますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
地方公営企業法の第７条の２の７項におきまして、

「地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職
務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の
執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める
場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認
める場合には、これを罷免することができる。」とい
うふうに規定されております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、それ以外は、辞表を出し

てくださいというのは、この法に反する。これは、病
院事業局長人事ですから、皆様方の人事ではありませ
んよ。公営企業法の立場が違います。法律の趣旨が違
う。皆様方が守られているのと、伊江局長の公営企業
法は違う。何の権限もない人が辞表を出してくださ
い、お願いしますと行く。これはまさに病院事業局長
の人事介入じゃないですか。いかがですか。これが人
事介入じゃなくて何が人事介入なの。やめてください
と言いに行くんでしょう。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　先ほど、公営企業法の規
定を読みましたけれども、通常、要するに罷免という
場合は、辞表の提出もなく、そういう罷免をするとい
うことでございまして、辞表というのは、やはり当然
に最終的には本人の意思があって初めて出せるという
ことで、その違いがあろうかと思います。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後１時57分休憩
　　午後１時57分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
先ほども答弁したんですが、要するに続投、または
交代の意思を確認するために、辞表を提出するかどう
かという、その意向確認として行ったというものとし
て理解をしているということでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、そういうことも含めて、
その当時病院事業局長は２カ年任期がある。そういう
中で、そういうことをやる。今度はそれが辞表をとる
ことに失敗したので、安慶田前副知事は、１年間の約
束をして今に至っているというふうな実態じゃないで
すか。それで、今回辞表出しましたと。つじつまが合
うじゃないですか。ですから、そういうふうな流れ
で、辞表を出すように安慶田前副知事も含めて、県の
執行部、皆様方がそれを取り扱ってきたというのが実
態じゃないですか。それは、人事に対する介入じゃな
くて何なんですか、それは。教えてください。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　繰り返しの答弁になって
申しわけないんですが、我々としては当然いろんな形
で、特別職であります局長初めそういう皆様にお会い
して、いろんな形で意見交換をしてきたところでござ
いまして、人事に関しても、それは本人の意向があれ
ばそれはお聞きし、また、それも上司のほうにお伝え
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するという役割としてそういう職務をやったというこ
とでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　知事、そういう実態ですよ。自分た
ちの権限の及ばない範囲まで、県民には知らされず
に、議会にも内緒でこういうことを行っていって、そ
れは不当な人事の介入にもかかわらず、誰が見ても不
当な働きかけですよ。そうじゃなければ、皆様方、一
言も伊江局長に言ってはいけないんです。そういうこ
とをやりながら、意向確認をやってきた。こんなでた
らめな説明がありますか。これは、地方公営企業法第
７条にも反する行為をやっているんですよ。そのとき
に伊江局長が辞表を出していたら、どうなるんです
か。既に皆様方は新聞報道で南部医療センターの我那
覇さんという人を次の病院事業局長にすると言って報
道までさせたんですよ。報道までさせているから、伊
江局長にはやめてもらわんといかぬ。だから、辞表出
してくださいと言ったんでしょう。現実はそうじゃな
いですか。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　昨年の新聞報道がどうい
う形でなされたかということについては、承知をして
おりません。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　もう何でもわからないと言えばいい
わけですよね。
実は、ことしに入って病院事業局長に関する報道
が、１月26日タイムス、27日新報、27日タイムス、
27日ＱＡＢ、28日新報、31日タイムス、31日新報、
７回報道されています。この報道に対する内容は事実
ですか。伊江局長、いかがですか。報道の内容につい
て聞いています。
伊江局長に聞いているんですよ、私は。伊江局長に
関する報道ですから、伊江局長に聞いています。報道
の内容は事実ですかという確認です。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えします。
報道の内容、僕は逐一全部見ているわけじゃないわ
けですけれども、全部が正しいかどうかはちょっとこ
こでお答えしかねますが、私が辞表を出したというこ
とは、これは、私が明言したのは１月27日ぐらいだっ
たと思います。この点に関しては、私が記者に尋ねら
れて、出しましたということを認めました。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、私は、伊江局長に取材し
て伊江局長が答えてこういう報道がされているんで

す。これ、全てが事実かどうかというのは、じゃ一々
ここで確認しないといけないんですか。
こういうのがあるんですね。「伊江局長は昨年度に
も任期途中で退任させる動きがあり（中略）その際に
安慶田光男前副知事と１年間の続投を約束したとされ
る。」、「伊江局長によると、面談に来た金城部長から
「来年度もやるのですか」と聞かれ、「それは辞めてほ
しいということか。上（県三役）の意向か」と聞き返
すと金城部長は「はい」と答えたという。」、「伊江氏
は今回の辞職願の提出について「１年前の約束を守っ
ただけだ」と強調する一方、「辞めたいという意向を
伝えたことはない」と指摘」で、これちゃんと報道さ
れているんです。事実ですか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
私が、要するに辞表を出したというふうに記者の質
問に対して答えたのは、１月27日か28日だったと思
います。だから、それまでは私は、記者に対しては、
辞表を出したというふうなことは認めておりません。
去年のいきさつについては、話したことはありますけ
れども、ことしの辞表に関しては１月末でございます。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時２分休憩
　　午後２時３分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
これが事実かどうかというのは、やっぱり具体的に
これを言っていただかないと、なかなか答えにくいと
ころがあるんですね。私が、直接記者に話したという
ことは、少なくとも辞表に関しては、１月末に出しま
したと。これは知事が東京で記者会見して、総務部長
が預かっているということを認められたということ
で、私もその時点で認めたということでございまし
て、記事の細かい内容にまで、逐一事実かどうかとい
うことを言われると、ちょっと即答しかねます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　即答しかねると言って、１月31日
琉球新報に、今読み上げた部分が克明に書かれている
んですよね。それとＱＡＢがテレビ放映したときに、
ここに安慶田前副知事の云々とかそういうふうなもの
が克明に書かれているんですよ。そうすると、これだ
けの報道で、これもし事実が異なるということになれ
ば、伊江局長、今まで病院事業局長としてお医者さん
としても頑張ってきて、これは、報道を通して全県民
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に伝わっておりますから、これが事実と違うというふ
うに異なればこれは新たな問題が出てきますよ。どう
ですか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　昨年の安慶田前副知
事とのやりとりに関しては、ほぼ報道にあったことを
認めていいというふうに思います。実はこれは、私と
安慶田副知事の２人での話ですから、本来でしたらほ
かの方は知らないはずですけれども、先ほど総務部長
からも答弁がありましたとおり、新聞にもそういうふ
うな類いの記事が載りましたから、私と安慶田副知
事、２人だけの話ではなくなったというふうな形で、
記者に述べたことはあります。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　じゃ、なぜ任期を残してやめるとい
う約束をするんですか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
昨年、こういう交代という記事が出ましてから、病
院現場も含めかなり職員が動揺してきたという状況が
ありまして、公務員医師会等も含めたいろいろ質問状
が出ました。そこで、私はみずからやめる意思はない
ということで答えたところ、やはり今後のことを考え
ると、県政運営にも影響するのかなというふうな形
で、これは、安慶田前副知事から２年、２年あるのを
１年、中をとって１年後にやめるということでどうだ
という話が出て、私もすぐに、これ以上余り混乱させ
るのは私としては不本意でしたので、１年後に辞表を
出しましょうということで２人だけの約束をしたとい
うのが経緯でございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ほら、介入じゃないですか。病院事
業局長に対して２年あるのに、中をとって１年でやめ
る。これこそまさに、安慶田副知事が権限外でそうい
うことをやっているんですよ。
議長、お願いがあります。
これですね、今本会議場においてもきのう砂川部長
が、伊江局長に対して辞表を出すようにお願いした
と、もうまさに不当介入ですね。今、説明ありました
ように、伊江局長が安慶田前副知事と２年の中をとっ
て１年にするとかという、そういうふうな介入をして
辞表を出させるというふうなそういう不当な介入を
やって、これはまさに法に反するような行為ですか
ら、ぜひこの件についてはいろんな方々がかかわって
いると思います。県議会で百条委員会を設置して、こ
の件も含めて真相究明がなされるようなその取り計ら

いを、議長お願いします。
○議長（新里米吉君）　はい、検討します。
○照屋　守之君　いずれにしても、今の県政、この人
事問題、非常にゆゆしき問題ですよ。県民からの信
頼を失い、県職員からの信頼を失い、もう国との信
頼を失い、大変な県政ですよ。何とかなりませんか、
知事。
以上、終わります。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　議長、質問をする前に、天方先生、
大変申しわけございませんが、天方先生は、安慶田前
副知事のいわゆる顧問弁護士事務所の所長さんなんで
す。私どもがこの議場で、安慶田さんの問題を追及す
るに当たって利害関係者じゃないかというふうに私は
理解しているんですけれども、この件はどうなんで
しょうか。そこはちょっと始まる前に確認をさせてい
ただけませんか。私は除斥の対象じゃないかと思って
いるんです。どうなんですか、先生。天方先生、どう
なんですか。今来ているのは公安委員として来ている
と思いますけれども、利害関係者じゃないかどうかだ
けちょっと教えていただけませんか。私はそう思って
いますので。（発言する者多し）　法律の専門家だから
聞いているんだよ。私の認識が間違っているかもわか
らんし。法律の専門家に。
○議長（新里米吉君）　今の解説書によると、除斥と
いう場合は議員に適用されるので、説明員に適用され
ていないということの話がありました。きょうは、公
安委員長の代理として天方さんが見えているというこ
とであります。
○翁長　政俊君　そこは承知していますけれども、安
慶田さんを弁護する弁護士事務所の所長さんですよ
ね。たぶん安慶田さんの裁判をするときの裁判方針と
か、こういったものは先生も入れて多分やると思いま
す、きっと。そういうことであれば、私は利害関係者
じゃないかというふうに認識していますが。（発言す
る者あり）　それでも、議場でどうなんだという話を
している。議場でどうなんですかという話です。（「そ
の規定がないんじゃないですか」と呼ぶ者あり）　だ
からそこは明確にしてちょうだい。私もはっきりわ
かってないんだよ。（発言する者多し）
じゃ、結構です。
議長、これは調べてみてください、後で。私は除
斥の対象だと認識していますが。議長の結論を待ち
ましょう。
○議長（新里米吉君）　法律の解釈の問題になってき
ますので、今すぐ私の法律解釈でどうこうと言えるほ
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ど、法律の専門家ではありません。ただ、解説書で
は、説明員は除斥の対象ではないというふうに明記さ
れているということで、今、全国議長会のほうに問い
合わせて、どうなのかということで事務局のほうに指
示してあるところです。その結論、報告を聞くまでと
いうことをどうするかの問題であるんですが、正直
言って、それはきょう初耳でしたので、いきなりだっ
たものですから。
○翁長　政俊君　私もきょう気づいたんですよ。
○議長（新里米吉君）　事前にあれば事前にそういう
話もして問い合わせるべきところに問い合わせた……
○翁長　政俊君　わかりました。じゃ、これは調査し
て後で報告してください。議会のほうに調査して報告
してください。
それで私は質問を始めます。
○議長（新里米吉君）　それでは、今問い合わせてい
ますので、それも含めて後日報告するということで進
めさせていただきたいと思います。
○翁長　政俊君　それでは一般質問を始めさせていた
だきます。
順番をたがえて行いますので、よろしくお願いいた
します。
まず、自衛隊の任務と先島への配備計画についてで
ございますが、きのう、きょうと一般質問を聞いてま
いりました。きょうもいわゆる自衛隊配備は新しい基
地かと聞きますと、新しい基地だという答弁でした。
自衛隊の任務は何かと聞きましたら、国防だというこ
とでした。末松議員の質問ではですね。これ、自衛隊
の任務は何と何と何があると思いますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私は、末松議員――
私の記憶違いでしたら申しわけございません、私が答
弁したのは、どういう目的で配備されるのかというふ
うに聞かれたものですから、南西諸島における国防が
中心だと。ただ今議員から御質問ですので、自衛隊の
役割、当然、国民の生命財産を守るということで災害
時における緊急体制とかもろもろ、沖縄県においては
不発弾の問題もございます。国防も含めて、さまざま
な国民、県民の生命財産を守るために、日々御努力、
御活躍いただいているというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　今言われるように、我が国の国民の
生命と財産を守っているんです。３つ仕事がありまし
て、これいわゆる災害の救助、そしてもう一つは、国
際社会における貢献、もう一つが国防です。これまで
の答弁では、知事は２つについては多分理解をしてい

るんだろうなと思います。この災害救助に関しては、
県の防災訓練も含めて、自衛隊を含め、向こうの機材
を動員して、去年も離島の災害救助を目的とした県の
防災訓練が行われました。これは、代替的な離島にお
ける、小規模離島における大災害が起こったときの万
が一の救助のためにああいう訓練が行われているんで
す。そういう意味では、この先島に自衛隊を配備する
ということは、まさに先島含めて、近隣のこの小規模
離島の住民の皆さん方の生命財産を守るという目的で
やるわけです。
そういうことを考えてみれば、知事の政治責任とし
て与野党からいろんな質問があります。野党からも与
党からも大変厳しい質問があります。これについて、
知事自体が自分の政治姿勢を一つも答えてないんで
す。このまま逃げるつもりなんですか。この問題は、
生命財産がかかっている問題です。私は、議員の一人
として、多分与党の議員もお聞きになったと思いま
す。地域においては大変大きな政治課題です。これは
知事、あなたの政治姿勢を聞いているんですから、事
務方に答えさせるんじゃなくて、あなたが答えるべき
です、これは。あなたが自衛隊についてどう思ってい
るのか。配備についてどう思っているのかを明確に答
えるべきだと思います、私は。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　翁長政俊議員の御質問にお答
えをいたします。
今日まで県政の基本的なベースとして、やはり防
災、あるいはまた緊急患者の搬送、あるいは不発弾の
問題等々、これはやはり自衛隊の一番、全県民といい
ますか、理解をされているところだというふうに思っ
ています。それからやはり国防という意味でも、私は
那覇市長時代もそうですけれども、県知事になりまし
ても、自衛隊の表敬訪問を受けたのは、もう六、七回
だと思うんです。こっちにおいでになって、またお帰
りになるときにですね。そういうときにも、必ず欠か
さないのは、崇高な国防の使命を果たしていただいて
ありがとうございますと。このことは、一貫して話を
しておりますので、私の姿勢というのは那覇市長時代
から変わっておりません。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　あなたの今姿勢はわかりましたけ
れども、先島におけるいわゆる国の事業として行う
自衛隊の配備については、賛成かどうかを聞いてい
るんです。先島の皆さんは、知事の政治姿勢を聞き
たいんです。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
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○知事（翁長雄志君）　これについては、今までの県
の立場というのは、私は大変それぞれの地域に、ある
いは沖縄県全体に対して配慮した言葉だというふうに
思っているんです。自衛隊に、そういうふうに理解が
ある、ないとかというのは別にして、自分の地域のそ
ばにということになりますと、これはやはりいろんな
声があるでしょうし、日本全体を守る、沖縄を守って
あげる、尖閣の安全を確保する、これも大変重要です
が、持ってくるところはやはりそれなりに説明をして
いただいて、いろんなことに対して大丈夫ですよとい
うような十二分な説明は必要ですよという話を県政の
立場で言っているわけでありますから、何の矛盾もな
いと思っています。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　今説明しているのは、国の立場です
よ、国の立場。国は、事業主体ですから、当然のこと
として地域には説明するはずです。知事としてどう考
えているんですかと、あなたが自衛隊の配備について
どういう姿勢で臨まれるんですかということを聞いて
いるんです。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　県政全般を預かるという意味
でも、先ほど私の姿勢は申し上げましたけれども、私
の立場から言っても、どこにつくるということについ
ては、地域に御理解をいただくという説明は大変重要
だと思うんです。これは配備の話ですから、どこそこ
に置いてもいいというような話のことではなくて、そ
こにということですので、そういう場合には、地域の
方々にしっかりと説明して御理解をいただくようにし
たいというのは、国も、沖縄県を全体から見る私も一
緒だというふうに思っています。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時24分休憩
　　午後２時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　私も先ほど来、十二分に説明
をしていると思うんですが、自衛隊の幹部の皆さん方
がおいでのときに、崇高な国防の任務に当たって大変
感謝していますという意味で、私は自衛隊に大変十二
分に理解をしているという言葉で、私の今立場を申し
上げているわけであります。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　じゃ、これを理解してくれというこ
とであれば、知事は自衛隊配備を賛成していると理解
してよろしいですね。

○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　これは、政俊議員にはわかり
にくいですかね。
○翁長　政俊君　わかりにくい。とってもわかりに
くい。
○知事（翁長雄志君）　私からすると、大変丁寧に説
明しているつもりなんですが……（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　ちょっと静かにしてください。
○知事（翁長雄志君）　県政全体からしても、自衛隊
には十二分に理解をしています。ところが、置かれる
ところは、どこでもそうですけれども、置かれるとこ
ろは、こういう問題があるから、私たちのところでは
なくてあっちのほうがよろしいんじゃございませんか
というのは、どこそこでもある話で、その意味からい
うと、十二分に理解をしてもらうというのは、丁寧な
説明をして、そんなことないですよと、防音に関して
も、それから環境の問題でも、私たちはしっかりこう
やってやっているものですから御理解くださいと言っ
てやってくださいということを言っているんです。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは詭弁に尽きますよ。
いずれにしろ、自衛隊の配備については、先島で
は、宮古島では地質調査も始まって、早晩動いていき
ます。向こうの地域にいる、あなたが言うオール沖縄
含めた革新政党を支持する皆さん方は、向こうで大反
対運動が起きますよ。そのときにあなたはどうしま
す。そこは、だからあなたに聞いているのはそこです
よ。こういう運動が起きてくる。そういった地域で起
きる政治的な課題については、知事としてどう答える
んですかということを私は聞いているんです。これ
は、早晩そうなりますよ。いずれにしろ、今こういう
答弁をやっていても、１年後、２年後になると、向こ
うに動き出しますから、必ず知事に対して大きな反対
運動が出てきます。そのときにどうするんですか。
（発言する者多し）　いや、出ますよ、当然。賛成か、
自衛隊は。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今の状況をちょっと
答弁させていただきたいと思います。
下地宮古島市長、中山石垣市長、御両人とも、基本
的に自衛隊の配備については、前向きな姿勢でいると
いうふうに認識しております。両市長とも、今後関係
法令に照らし合わせて対応していくということで、こ
れから防衛省等といろいろ調整がなされると思います。
県としましては、市の対応をまず注視したいという
ふうに考えております。
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○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　この配備に関しての賛成反対という
のは、言えないというならば、これはしようがない話
です。いずれにしろ、あなたが保守という立場で物事
を動かそうとするんであれば、そこはもう少し一歩踏
み込んで、私は反対でも賛成でも構いません。あなた
の立場を聞きたいだけの話ですから。そこは、先島の
皆さん方に明確な知事の姿勢というものを私は示すべ
きだとこのように思っています。
次に、人事問題に行きます。
安慶田さんの人事の問題ですけれども、これは、私
は引責辞任だというふうに認識していますが、知事は
どう思われますか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今定例会でも何回か発言をし
ておりますけれども、やはり県政を混乱させるとか、
そういったこと等を話しながら、やめたいということ
がありましたが、一番のものは、やはり公務の遂行が
できなくなった。家から出ることもできないし、目的
地にたどり着くことも難しいと。あるいは、行っても
かえって県の趣旨を壊してしまうと。ですからやめた
いというような話でございました。そういったことの
中で、辞意がかたいことを私は認識をしたものですか
ら、それを了解したということであります。
○翁長　政俊君　いや、これは引責辞任かどうかを聞
いているんであって、これは大きなことです。引責で
すか、そうじゃないですかと聞いているんですよ。私
は引責辞任だといって質問したんですけれども、それ
には答えてない。
○議長（新里米吉君）　今は休憩ですか。
○翁長　政俊君　休憩ですよ。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時35分休憩
　　午後２時35分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　その意味では、私に対する説
明は、首尾一貫してかかわったことはないと、一切あ
りませんというのが何回か私が重ねて尋ねた中に、そ
れ以外の言葉はございません。しかしながら、副知事
の職務遂行、これについてはもう耐えられないと。そ
この場所に行けばそこの場所でいろんな目で見られる
中に入り口も入れなかったりすると、あるいは目的が
ナイトｉｎ大阪とかナイトｉｎ東京だったら、全国規
模でそういうふうに知られていますので、県が観光客
をふやそうとして一生懸命頑張るものにかえって御迷

惑をかけるというようなこと等で副知事の職務を遂行
することが難しいと、そういうことでやめたいという
ことでございました。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　知事、副知事の職務を遂行できない
から、引責して辞任をしたんでしょう。これ引責じゃ
なくて何なんですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　引責という言葉がちょっとよ
くわからないんですけれども……
○翁長　政俊君　辞典引いてください。
○知事（翁長雄志君）　本人は――いや、今簡単に注
釈もありましたので――いわゆる本人が副知事職を遂
行できないという、迷惑をかけるということでありま
して、これも責任というなら責任でしょうけれども、
事実関係は一切そこで認めてないものですから、今言
う引責辞任というのが何か特定に、何かおっしゃろう
としているのかがよくわかりませんが、私には、いわ
ゆる副知事としての職務が遂行できない、これは県政
に迷惑をかける、県民にかえって迷惑をかけると本人
はそう思っているわけです。そういうような形でそう
いう結果になったわけです。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　知事、今の説明は、知事の目には、
安慶田さんの立場だけを説明しているんです。私たち
県民が知りたいのは、真実がどうなのかを知りたいん
です。ここにあなたの目は全く行っていない。安慶田
氏だけの問題になっている、安慶田氏だけの問題に。
これは、県民が聞いていてもわかりませんよ。安慶田
氏の立場を擁護する立場にあるわけじゃないんです
よ。県民の立場に立って、この疑惑が真実なのかどう
なのかを明確に示して説明責任、さらには任命責任を
しっかりとただすのが、知事、あなた自身の責任じゃ
ないですか。そこに目が行かないで、なぜ安慶田氏の
立場だけをこんなに強調しているんですか。引責辞任
ですよ、これは認めてくださいよ。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　翁長政俊議員の質問に答える
形で答えたから、今こういう形になったんです。引責
辞任と認めてくださいよなどという一言でこのことを
片づけるというのもまた、私はおかしな話だと思いま
すので、今まで経過の話の中で理解をしていただきた
いと。これは、毎日毎日刻一刻と情報が報道等でなさ
れて、なかなかこの判断ができない部分もある中に、
今おっしゃるように県民がとても不信感を持ち、不安
感を持っているというのも十二分に承知しています。
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今そういったものと県政をどうするかというようなこ
と等も含めて、その後のこともどうするかというのも
そのときの記者会見などでも答えていますので、とり
あえず今政俊議員の質問には、こういう形で答えさせ
てもらっております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　平敷さん、あなたにちょっと確認を
しておきましょう。
いずれにしろ、この問題は裁判で係争になるはずで
すから、そこで明確になると思います。そこでどう
いった結論が出るかも、それは注目すべきことです。
23日に、調査の職員を派遣していますよね。そこで
いわゆるこの派遣された職員の職名がわかれば、氏名
がわかれば発表できませんか、ここで。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時35分休憩
　　午後２時35分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えします。
こちらから出向いた職員は、宜野座管理統括監で、
與那嶺指導統括監、それぞれに学校人事課長と総務課
長がついて出向いています。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　調査対象者になったお二人は、いわ
ゆる調査対象者、調査された対象者、５名いたと言わ
れますけれども、この５名のあの時点での職名をお知
らせいただけませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　調査に向かったのは、前教
育長とその当時の管理統括監、指導統括監、それと参
事２人でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　調査結果として、いわゆる教員採用
試験への有無、それと人事異動への介入について、こ
の２つを調査したんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時37分休憩
　　午後２時38分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　確認しましたのは、前教育
長からの書面を受けまして、まず教員候補者の選考試
験の関係、前副知事からメモを渡されて合格させるよ
うに依頼を受けたことがあるかとか、または部屋に呼
ばれて依頼されたり叱責されたことがありますかとい

う内容と、人事異動への介入関係で、2015年１月ご
ろに前副知事から特定の者の異動について指示を受け
たか、また副知事室に呼ばれ、指示されたり叱責され
たことがあるか――これは書面に書かれていた内容を
確認したということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　調査結果はどうでしたか。その事
実、そのとおりでしたか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　面談して聞き取ったところ
では、当然、前教育長はそのとおりということですけ
れども、ほかの教員候補者の選考試験関係について
は、直接受けてはいません。そういうことがあって、
前教育長から相談を受けたとか、そういう方をおっ
しゃっていたのは、担当の幹部の方、統括監がその試
験に関してはおっしゃっていましたが、人事異動につ
いては、複数の方がそういうのを聞いたということを
おっしゃっていたということです。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　簡単に言えば、これは裏がとれたと
いうやつですな。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　これは記者会見の場で申し
上げたんですが、書面がありまして、それについて当
時の関係者から、それぞれの項目で違いますけれど
も、肯定する方がいらっしゃったということで、教育
委員会としては、そういう一定の働きかけがあったと
考えざるを得ないというふうに、そういう見解を申し
述べさせていただいたところです。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは再確認をいたしますけれど
も、沖縄県の教育委員会として、いわゆる裏どりをし
たら、しっかりとした証言が出てきて、そこは事実に
足る結論に至ったと、こういう認識できちっともう一
度報告をしていただけませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　24日にそういうふうに考え
ざるを得ないという見解を述べさせていただきまし
た。それについて、去る文教厚生委員会でも、これは
前副知事に確認しなかったのかとか、いろいろ御意見
もいただきました。20日にも、御本人からのそうい
う意見がございました。そういうことで、こちらとし
ては、そういうこともやっておりませんでしたので、
そういうこともあります。また、現在係争中になって
いますので、これについては、私どもは、今後司法の
場に移りますので、それを注視してまいるしかないの
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かなと考えております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　教育委員会で行った調査で、裏どり
がきちっとできて、これが真実であったということ
が、いわゆる重要な事柄だと私は思っておりますの
で、これが変わることのないよう、しっかりと堅持を
していただきたいとそういうふうに思っています。
それと、もう一つ、知事は、この問題が発覚して後
に、議会において知事の任命責任を問われて痛感する
と言っているんです。知事は、痛感するだけで、この
ことを認識しているんですけれども、県民に対しての
おわびはないんですか。これだけ、いわゆる疑惑、疑
惑ですよ、これは。疑惑が真実かどうかはまだわかり
ません。裁判をしていますから。ただ、疑惑が翁長県
政のもとで出た、このことについては、襟を正して私
は県民に向かい合うべきだと思います。そこはしっか
りとした任命権者としてこの謝罪があってしかるべき
だと私は思いますけれども、知事、どう認識されてお
りますか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　私は今日までいろんな記者会
見も通じながら、再三再四、今回のことが県民に不信
感、不安感、県政に対する不信感、不安感、こういっ
たものをもたらしてしまったことに心からおわびを申
し上げますということで、任命責任も含めて痛感もし
ておりますということであります。今言う政俊議員か
らの質問の言葉と、県民が不信、不安でどうなってい
るんだというようなことに対して、大変申しわけない
というのは、再三再四表明しているところであります。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　いや、私は初めて聞いたような気が
いたしますので、認識の違いなんでしょう、きっと。
ただ、知事がそういう襟を正すということは、私は大
切なことだと思っていますから。
それと、昨年の病院事業局の問題に移りますけれど
も、きのうはっきりしたことが、砂川部長がいわゆる
辞任を求めに行ったと。これはもう一度、再確認させ
ていただけませんか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
昨年、当時副知事と調整をして、地方公営企業法上
の解任することはできないということで、続投または
交代の意思確認を行って事態の収拾を図るということ
で局長に辞表を出す意向があるかを確認しようという
ことになりまして、２月19日に、当時の統括監が病
院事業局長のもとを訪ねまして、辞表を書いていただ

けないかというような確認を行ったということでござ
います。
○翁長　政俊君　私は砂川統括監に聞いているんだ
よ。砂川さん。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　ただいま総務部長が
述べたとおりでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　砂川さん、あなたが要するにこの伊
江さんに辞任要求をしに行く段階で協議しましたね。
この席には誰々がいましたか。あなたが協議したメン
バーはどういうメンバーでしたか。
○赤嶺　　昇君　議長、休憩をお願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時46分休憩
　　午後２時50分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　当時、これ協議したとき
の……
○翁長　政俊君　メンバー。
○総務部長（金城　武君）　メンバーについては、済
みません、私のほうでは承知してございません。
○翁長　政俊君　ほら、わからないじゃないか。きの
うは答えているじゃないか。安慶田さんもいたという
じゃないか。ちゃんと答えなさいよ、あんた、教えな
さい。だからこうなるんだよ、時間もかかって。（発
言する者多し）
○議長（新里米吉君）　今、話してあります。（発言す
る者あり）
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
当時の副知事と総務統括監と人事課長の３名であっ
たと。
○翁長　政俊君　副知事は誰か。
○総務部長（金城　武君）　安慶田前副知事でござい
ます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　この安慶田さんとの協議の中で、安
慶田さんからどういう指示がありましたか。聞きなさ
い、あなた行って。（「聞いて答えなさいよ」と呼ぶ者
あり）　そうよ、聞いて答えるということになってい
るんだから。（発言する者あり）　きのうまでやってい
るのに。
○議長（新里米吉君）　誰がやるかは知事部局にやっ
てもらいます。
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総務部長。
○総務部長（金城　武君）　当時、新聞のほうでいろ
いろと報道がされて、そのときにその協議ということ
で３名集まったという中ですが、そのときには副知事
から特段の指示はなかったということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　通常、一般職員は、地公法でも上司
の指示に従えという法律があります。いわゆる地公法
を無視して、本人は自分で動いたということですか。
誰の指示も受けないで、本人の個人のいわゆる意思で
動いたということを言っているの、今。そうであれば
懲戒問題だよ。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　きのうの答弁でありまし
たように、御本人からの提案で、私のほうで確認に行
きましょうかということで、意向確認にお伺いしたと
いうことでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　こんないいかげんな答弁、やめなさ
いよ。３名で、３名か４名で協議して、安慶田副知事
がいて、上司の命令も受けないで、病院事業局長の辞
表をもらいに行くんですか、意向確認をしに。あり得
ないことだよ、これ、一般常識として。（発言する者
あり）　上司の命令だったら私はわかる。安慶田さん
が行ってきなさいという指示があれば、あなたがやっ
ていることは正しいことなんだよ。そこは明確にさせ
るべきですよ。そうじゃなければ懲戒にかけなさい。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
通常、私もそうですが、その人事に関しても意見交
換という形でお伺いして、その中で、そういう人事の
意向確認をするということでございますので、それは
それとして、人事を担当する者としては可能だという
ふうに考えております。
○翁長　政俊君　ちょっと待ちなさい。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時54分休憩
　　午後２時54分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
当時の総務統括監のほうから提案をしまして、副知
事も了解したということでございますので、そのとお
りでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　じゃ、副知事の命で動いたというこ

とですね。再確認します。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　副知事の了解も得て、そ
ういうお会いをしに行ったと、訪ねたということでご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　いわゆる教育庁人事も含めて、病院
事業局長の人事も含めて、県庁でどういうことが幅を
きかせているかというと、安慶田人事という、人事の
手法が今私たちの耳にも聞こえてくるんです。昔、ど
ういう人事があったかというと、大田さんの時代に、
知事もよく御存じだと思いますけれども、ＹＫＫ人事
というのがありました。ＹＫＫですよ。八重山、久米
島、組合ですよ。この人事が幅をきかせました。今何
と言われているかといいますと、安慶田人事と言われ
ているんですよ。基地の知事、裏の知事が安慶田とい
う、今風評が立っているぐらいです。そういう人事が
横行して、今２年にわたりこの問題が惹起しているわ
けです。これは、諸見里さんの人事もそうだし、伊江
局長の人事もそうです。
じゃ、ことしのものに戻しましょう。伊江さん、あ
なたのところに誰が辞表をもらいに来ていましたか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　私のほうが退職届の受け
取りに参りました。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは誰の指示ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　安慶田副知事のほうから
は、次年度の人事について、局長の考え方を聞いてお
くようにという話がありましたので――私はそのとき
にもちろんそういうお話もそうでしたが、当時いろい
ろと予算編成作業もちょうど真っ最中でございました
ので、もろもろその課題も含めて、意見交換に行った
ということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　根幹は何かというと、昨年、伊江さ
んのいわゆる１年間の任期を約束させて、この辞表を
とろうとした。ここが起因しているんですよ。これが
ひとつのあれですよ、これと諸見里さんの１年任期も
まさに一緒ですよ。同じ構図なんだよ、常態化してい
るんだ、こういった人事が。これが今の人事の混乱を
巻き起こしていることは間違いない事実です。（「副知
事に聞いたら。わかってるよ、全部」と呼ぶ者あり）　
副知事、浦崎副知事、担当副知事としてこのことをど
う理解していますか。
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○副知事（浦崎唯昭君）　担当といいますと。
○翁長　政俊君　病院事業の担当でしょう。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。
○副知事（浦崎唯昭君）　病院事業局は私が担当して
おりますけれども、今の話を聞いておりますと、人
事に関するお話になりますと私のところではないも
のですから、（発言する者あり）　私のところではな
いものですから、そのことについては、私は知って
おりません。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　こんな答弁されると情けない話です
よ。それは担当副知事、所管部の担当副知事ですよ。
あなたがこの情報の中から阻害されていて、安慶田さ
んと総務部の部長たちが全部これを、要するにこの情
報交換して共有していて、その中で人事が行われてい
る。担当副知事は全くこの、いわゆる情報の中から阻
害されている。そういう人事がありますか。あなた、
情けないと思わないんですか、自分を。知っていて当
然の話ですよ、ここは。私は、そこはきちっと責任を
感じるべきだと思いますよ。どうなんでしょうか、浦
崎副知事。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。
○副知事（浦崎唯昭君）　おっしゃるとおり、きのう
も答弁したんですけれども、仕事的には、病院事業局
のいろんな問題、私のほうで伊江局長とは相談しなが
ら進めております。しかし、そういう人事異動とかそ
れとかについては聞いておりませんけれども、本来の
職務的にはそれは聞くべきだったといえば、そういう
方向性は理解できます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　伊江さんが病院事業局長としてい
かに頑張っているかをよくわかっている副知事はあ
なたですよ。あなたが彼の人事を守ってあげないと
誰が守るんですか。一番わかっている人が、彼がこ
ういう解任人事の非常に厳しい状況に置かれている
のであれば、当然あなたがここでくぎを刺すべきじゃ
ないですか。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。
○副知事（浦崎唯昭君）　そういうことで、伊江局長
と、新聞報道があったときにお会いしまして、きのう
も具志堅透議員に答弁したんですけれども、いろいろ
相談する中で、これは法律で、公営企業法における４
年の任期があるので、それを全うしていただくのが当
たり前ですねということで、本人の了解も得まして、
知事に相談をして決めたということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。

○翁長　政俊君　伊江さんは、先ほどの答弁では、辞
表を提出したと言っていましたね。そうでしたよね。
あなたが預かっているの。あなたが預かっているの、
辞表。伊江さんが辞表を提出したというのは、あなた
が預かっているんですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　辞表を受け取りに行った
のは私でございます。退職届、それが提出されて、私
のほうで預かっておりましたけれども、これ、知事、
副知事のほうで話し合いをされて、その結果として、
退職届は取り下げがあったということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　知事、この報道が出たのが１月26
日です。ちょうど知事が上京されているときです。そ
のときには、安慶田さんの問題が起きました。知事
は、東京でいわゆる何というんですか、記者会見を開
くんです。第１報が出たときに、私はこれおかしいと
思って、私の調査も含めて、伊江局長にどうなってい
ますかということで尋ねました。伊江さん、何と言っ
たと思われますか。しらを切ったんですよ。こんな人
事はありませんと。あれは報道です。本当にそう言っ
たんですよ。私は、ああそうですかと引き下がりまし
たよ。２日目、同じように第２報が出るんです。僕は
これおかしいと思って、もう一度本人に尋ねました。
そうしたら、伊江さんは、心境をとろとろと吐露し始
めたんです。（「そんなこと言ったら大変だよ」と呼ぶ
者あり）　いや、大変じゃないよ。真実だから。その
きっかけになったのが何だと思います、知事。あなた
が１月26日行った記者会見の中で、総務部長にこの
辞表が提出されているというのをあなたが記者に話し
たんですよ。それを聞いた伊江さんは、本来であれ
ば、職務としてこれだけ長い間、県に精励して頑張っ
てきたのに、任命責任者である三役の誰かが自分のと
ころに来て、御苦労さんでしたという、こういう言葉
をかける中で辞任という話であれば、本人は、私は納
得したと思います。そういうのもなくて、総務部長が
来て辞表をとりに来るんですよ。そこにあなたの人事
に対する政治姿勢が見えているんです。そこで彼は、
吐露し始めて、いや実はこうでしたということがあっ
たんです。これがきっかけなんです。これがなけれ
ば、多分しらを切り通したと思います、きっと。そう
いうことを考えてみると、やはり、人事は先ほど出た
ように人がやるんです、人が。だから、そこに愛情が
あって、信頼があってやらないと。ですから、僕は伊
江さんが留任することはやぶさかではないと思ってい
ます。しかしながら、信頼がない中で、この１年どう
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するんですか。信頼がないことには部下は動かないん
ですよ。これが今の翁長県政の人事の実態だから、先
ほどＹＫＫ人事という話をしましたけれども、これ
も内部崩壊でした。内から壊れていったんです。知
事、よく御存じのとおりです。一緒に攻めたんですか
ら、あの大田さん、大田知事を。そういう状況なんで
す。だから、この同じような今状況が、翁長県政の中
でも起こりつつあるということを私は指摘しているん
です。だから、そこはもっとしっかりとした人事をや
り、職員のいわゆる信頼をかち得て、沖縄県政は県民
のためにしっかりと運営していくという立場に立たな
くちゃいけません。私はそう思っています。知事はど
う思いますか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今大変心からの指摘でありま
すので、まずそれを踏まえた上で、それをベースにし
ながら、今県政崩壊とか、そういう話がありますが、
この２カ年間、部局長を含め、職員は本当に頑張った
はずです。なぜならば、基地問題も大変困難な中をこ
の２カ年過ごしてまいりました。経済は大変いい形で
来ております。それから、福祉に関しましても、子供
の貧困も47都道府県で真っ先に調査をし、そして30
億の基金も職員との話し合いの中でやってきましたの
で、そういったようなもの等は、しっかりと県政は動
いていると思います。
今人事の件の話になるわけでありますが、東京に行
きまして、私も25、26は、ナイトｉｎ東京になるん
ですか、その終わった後、マスコミが大体大阪でも東
京でも二、三十社ぐらい来るわけですけれども、そう
いう中で、総務部長がこの病院事業局長の辞表を預
かっているのはわかっているかという話がありまし
た。私も本当にその日かぐらいにわかった話でありま
すけれども、今言うマスコミの前でわかりませんとい
うのも、これは今言うように、こうして時系列的に言
われたときに、あなたあのときにわからないと言って
いたじゃないかというような話にまたつながりますの
で、やっぱりこういうものは、私も一瞬、二、三秒の
中でやって、預けているのは承知しておりますと、こ
れ以上の話はしておりません。預かっているのは承知
しておりますという話をさせていただきました。これ
もやはり、もろもろの中で、今言う、局長に対する愛
情といろんな見方があると思いますけれども、そうい
う中では、もしそこで私が知りませんと言ったとき
の、またその後のものも私はどうなるのかなというの
も今聞きながら思ったわけであります。私からする
と、局長は継続すべきだとずっと話をしておりまし

て、私の前で安慶田副知事からそれに対する反論とい
うのはなかったわけであります。今回も、もう安慶田
さんが辞任をして、そして浦崎さんがある意味で、全
体的な部局を見るようになりましたので、その意味
で、浦崎さんに一任して、この私の思いも伝えて、そ
れから局長とも話をし、継続という形になったという
ふうに私は――前後関係はあれですけれども、そうい
うふうに局長と担当の副知事である浦崎さんが話し合
いをしたというふうに受けとめております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　いや、今の答弁は、自分の釈明をし
ているようなものでしょう。何も私は知事の釈明など
聞いていませんよ。あなたの要するに人事に対する思
い、それを聞いたんであって、何も26日の記者会見
のこの釈明を私は聞いたわけじゃないです。どう思っ
ているかという話を聞いているだけであって。もう一
度答えてみたらどうですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　これは、翁長政俊議員が先ほ
ど来、私が26日の中で承知していると言ったことが、
局長に対する愛情がない、職員に対する思いもない、
こんなだから県政崩壊をすると言うから私の心情を話
したわけで、ここでこの心情を話さなかったら、あな
たの言うとおりになってしまうでしょう。だから、私
からすると、私はそういう気持ちでしたよという話を
させてもらったわけで、こんなのは答弁になりません
などと言われると、何の答弁をしろということになっ
ているかがわからない。そういう意味で、私は、あな
たがあそこで、東京でそれを認めてしまって、こんな
ような状況の中で職員の信頼が得られるかという話
だったものですから、私は時系列的な、今いる対マス
コミも含めてそうなんですけれども、じゃあのときわ
かっていてもわからぬふりをしておいたほうがよかっ
たのかということを説明したわけであります。これ釈
明ではありません。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これ釈明以外の何でもないですよ。
私は、この一連の人事に対して、知事がきちっと職員
の気持ちも酌みながら、辞任してもらうんであれば愛
情を持って、もうこういうことで御苦労さまでした、
御苦労さまだからもうここで引いてくれないかとい
う、こういったコミュニケーションの信頼があれば、
彼、伊江局長は、私はすんなりやめていたんじゃない
かと僕は思っているんですよ。それがないから問題だ
と言っているだけの話であって、あなたは26日の釈
明だけしかしないじゃないか。そういう話じゃないで
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すよ、これは。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　伊江病院事業局長とは、もち
ろん浦崎副知事が担当でありますけれども、県立八重
山病院の建設を含め、仕事の場では何回も議論をし、
今日まで来ているというふうに認識をしております。
ですから、浦崎副知事も大変信頼をして、今回のこと
について、しっかりとした対応をしたというふうな思
いでございます。ですから、これから以降、そういっ
たような局長ともしっかりと話し合いもしながら、な
おかつ足りないところは、改めて率直に認めて、そし
てその中から、御一緒して力を尽くしていきたいと思
いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　もう時間がありませんので、基地問
題に移ります。
基地問題の中で、この高裁、最高裁と敗訴をいたし
ました。その中で、この審査を行ってきたチーム、こ
れ前職の皆さん方が出した仲井眞時代の承認をことご
とく今の県政の職員の皆さん方を含めて、第三者委員
会が政治的――私は政治的と思っていますけれども、
そういう色合いを持ってこの埋立申請基準に適合して
いないという結論を出しました。私は、この時間をか
けて前職の職員たちがやってきた承認基準に照らし合
わせて、淡々とそして法律に沿うて、そして、しっか
りとした情報公開もしながらやってきた問題を物の見
事にひっくり返していった。それは、第三者委員会の
いわゆる答申もあったでしょうけれども、職員の皆さ
ん方の中に、それに傾倒していって、第三者委員会が
出してきた答申を正当化していくための補助役を職員
の皆さん方がやったというふうに思っているんです。
しかしながら、物の見事にこの裁判が敗訴し、今やら
れた審査が、翁長時代にやられた審査が間違いであっ
たということが明確になったんです。そのことは公室
長、十分理解し、認めることができますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
公有水面埋立承認につきましては、平成27年７月
の第三者委員会の検証結果報告書を踏まえ、これは弁
護士の専門的な助言を踏まえつつ、これを精査し、承
認には取り消し得べき瑕疵があるものと判断いたしま
した。
沖縄県としましては、法的な観点からの検討を丁寧
に行った上で、瑕疵ある行政行為を是正し、本来ある
べき姿に戻すことが適法性の原理からも妥当だという
ことで取り消しを行ったわけでございます。

○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　それを受け入れたんでしょう。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　不作為の違法確認訴
訟におきまして、結果として県の主張が認められな
かったことは残念ですけれども、先ほども申し上げま
したけれども、第三者委員会の検証結果を踏まえまし
て、専門家の助言も踏まえつつ検討した結果、承認を
取り消し得べき瑕疵があったということでございまし
て、適正に判断はなされたものということでございま
す。ただ、やはり裁判で認められなかったというのは
極めて残念でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　皆さん方がやった審査が間違ってい
たということが明確になったんでしょう。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　裁判結果については、
厳粛に受けとめないといけないわけですけれども、や
はり県側の主張が本来審査すべき対象を、翁長知事が
行った承認取り消しの適法性、これが本来審査すべき
対象であったのではないかと考えています。今回の最
高裁判決は、前知事の行った承認に違法があったか否
かということに焦点が置かれていた、そういったこと
も影響したものであって、我々承認取り消しの分野が
最高裁において否定されたものではないというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　じゃ、この判決を受け入れないとい
うことですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　我が国においては、
最高裁が最終的な確定判決でございますので、これは
受け入れさせていただきます。ですから、県は承認取
り消しを取り消したということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　時間がないから、私は前任者の皆さ
ん方の名誉のために言っておきますけれども、彼らが
やった審査が正しかったんです。そして、法的にもこ
れは、こういう瑕疵がある、要するに……
○議長（新里米吉君）　時間です。
○翁長　政俊君　知事の権限を逸脱するような形で裁
判が起きれば、県が敗訴するという可能性もかなり高
いという指摘もある中で、あなた方は強行したんです。
そして負けたんです。それだけは前任者が正しかった
という名誉だけは私は言っておきたいと思います。
以上です。
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○議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　午後３時16分休憩
　　午後３時32分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
座喜味一幸君。
〔座喜味一幸君登壇〕

○座喜味　一幸君　こんにちは。
無所属の座喜味一幸でございます。
一般質問をさせていただきたいと思います。
通告に基づいて質問させていただきますが、まず、
知事の政治姿勢についてであります。
(1)、辺野古埋立承認取り消しは敗訴となった。改
めて県のトップリーダーとして、県民をミスリードし
た知事の責任について伺います。
(2)、宮古島市長選挙で知事の推薦する候補は敗北
した。
ア、社民・社大を中心としたオール沖縄が推薦した
下地氏サイドから知事の裏切りが指摘されていること
をどう受けとめているか伺います。
イ、自衛隊配備が大きな争点となったが、民意は配
備容認・推進が大量得票で示された。知事は自衛隊配
備を容認するか伺います。
(3)、尖閣諸島周辺の接続水域等南西諸島周辺で活
発化する中国艦船の行動について、県の認識と対応を
伺います。
(4)、漁業調整規則の目的について伺う。また、岩
礁破砕許可は何を目的とするのか伺います。
大きな２、農林水産業振興について。
(1)、入域観光客の農林水産物の消費額と経済効果
について伺います。また、観光客を含む沖縄県の自給
率（砂糖を除く）の現状と対策について伺います。
(2)、販売農業従事者の年間労働時間と時給額につ
いて伺います。
３番、離島振興についてです。
(1)、下地島空港の利活用で三菱地所の事業計画の
承認のおくれが指摘されているが、課題と承認の時期
について伺います。
(2)、宮古空港の拡張整備について伺います。
(3)、離島から出向く患者、付添人の実数と経済的
負担について、負担軽減事業の概要について伺いま
す。２次離島の負担軽減についても伺います。
答弁を聞いて再質問をさせていただきます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　座喜味一幸議員の御質問にお

答えをいたします。
大きな１番目の知事の政治姿勢についてに関する御
質問の中の、宮古島市長選における知事の対応につい
てお答えをいたします。
今回の宮古島市長選挙においては、オール沖縄を立
ち上げる際に、政策面で調整を担っていただき、県政
運営でも支えていただいた候補者を支援いたしまし
た。今回の選挙が終了した後は、ノーサイドで頑張ろ
うとオール沖縄関係者で確認を行っていたところであ
ります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、県敗訴の責任についてお答えい
たします。
知事は、平成26年の知事選挙で辺野古に新基地を
つくらせないことを公約に掲げ、信念を持って取り組
んでおります。不作為の違法確認訴訟において、結果
として県の主張が認められなかったことは残念です
が、今回は埋立承認という一つの手続について最高裁
の判断が示されたものにすぎません。一連の選挙にお
いて明確に示された県民の民意を無視し、辺野古新基
地建設を推し進めることは到底容認できるものではあ
りません。
今後も、沖縄県の有するあらゆる手法を用いて、辺
野古に新基地をつくらせないとの公約の実現に向けて
取り組むことが責任を果たすことだと考えております。
次に、南西地域への自衛隊配備についてお答えいた
します。
自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、緊急
患者空輸、災害救助や不発弾処理など、県民の生命財
産を守るために大きく貢献しているものと考えており
ます。自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保
障や地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざ
まな意見があるものと承知しております。
県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
次に、尖閣諸島をめぐる問題に対する県の認識と対
応についてお答えいたします。
沖縄県としては、これまでも我が国の漁船の安全操
業の確保に向けた体制の強化、違法操業を行う外国漁
船に対する取り締まりの徹底について繰り返し国に要
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請するなど、尖閣をめぐる問題を重要視してきたとこ
ろであります。去る２月26日には、岸田外務大臣に
対して、宮古・八重山地域の住民に不安を与えること
のないよう、尖閣諸島周辺における安全確保について
要請しました。
沖縄県としては、今後も正確な情報の収集に努め、
国の関係機関とさらなる連携を図ってまいりたいと考
えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、漁業調整規則と岩礁破砕等許可
の目的についてお答えいたします。
沖縄県漁業調整規則は、漁業法第65条第２項及び
水産資源保護法第４条第２項に基づく規則でありま
す。その目的は、同規則第１条において、「沖縄県に
おける水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調
整を図り、併せて漁業秩序の確立を期する」こととさ
れております。また、岩礁破砕等の許可は、同規則第
39条に規定されており、漁業権が設定されている漁
場内において岩礁を破砕し、または土砂もしくは岩石
を採取する行為につき、知事の許可制とすることによ
り、当該漁場内の水産資源の保護培養を図ることを目
的としております。
次に、農水産振興についての御質問の中の、観光客
の農林水産物の消費額と経済効果、食料自給率の現状
と対策についてお答えいたします。
県文化観光スポーツ部が公表しております平成27
年度沖縄県における旅行・観光の経済波及効果により
ますと、農林水産業への経済波及効果は236億5000
万円となっております。また、観光客を含めた食料自
給率の数値は持ち合わせておりませんが、本県の平成
26年度の食料自給率（概算値）は、カロリーベース
では30％となっており、砂糖類を除いた場合は約６％
と試算されます。
県としましては、引き続き持続的農林水産業及びフ
ロンティア型農林水産業の振興により、食料自給率の
向上に取り組んでまいります。
次に、販売農業従事者の年間労働時間と時給額につ
いてお答えいたします。
国の農林業センサス、生産農業所得統計によると、
年間労働時間と時給額に類するものとして、本県の
農業経営体における平成26年の自営農業労働時間は
1958時間、家族農業労働１時間当たりの農業所得は
863円となっております。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　離島振興についての
御質問の中の、下地島空港の利活用に係る協議の課題
と承認の時期についての御質問にお答えいたします。
下地島空港及び周辺用地の利活用について、県は、
各提案者と事業実施条件等を詰めながら、年度内合意
を目途に集中的に協議を行ってきたところでありま
す。協議については、圏域２空港の存続を前提とした
事業範囲や将来の経済・社会情勢の変化を想定した条
件設定等で調整に時間を要しておりました。当該提案
者との協議はおおむね調っており、今後、必要な事務
手続を経て、可能な限り早期に事業者を決定したいと
考えております。
同じく宮古空港の拡張整備についての御質問にお答
えいたします。
宮古空港については、本土便の新規開設や那覇便の
増便、機材の大型化等により、時間帯によっては、旅
客ターミナルの待合室や駐機場に混雑が発生しており
ます。このため、宮古空港ターミナル株式会社は既存
待合室の改修に、また、県は駐機場の拡張整備の早期
事業化に取り組んでいるところであります。
引き続き国や宮古空港ターミナル株式会社と調整
連携し、早期整備に取り組んでいきたいと考えてお
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　離島振興についての
御質問の中の、離島患者等の経済的負担の軽減につい
てお答えします。
県は、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経済
的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会の確保を図
るため、平成29年度当初予算案に離島患者等支援事
業費を計上しております。同事業で支援の対象とする
離島の患者につきましては、特定不妊治療、がん治
療、小児慢性特定疾病、難病、特定疾患、子宮頸がん
予防ワクチンの副反応疑い及び妊産婦の合計で860人
と見込んでおります。また、同事業では、宮古島及び
石垣島の周辺離島に居住する住民が宮古島及び石垣島
に通院する場合も対象とするほか、必要に応じ付添人
も対象とすることとしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　ちょっと順番は違いますが、御勘
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弁いただきたいと思います。
まず、離島振興についてであります。
下地島空港の利活用については、課題等おおむね調
整がついて、いよいよ準備が整ったというふうに理解
しております。あとは事務手続というんですか、決裁
だけかなというふうに思っておりますが、年度内での
承認というのがオーケーなのか、また、今後三菱地所
の当初の計画、工程がこれによってどう変化するの
か、その辺をお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
先ほどお答えさせていただきましたように、年度内
合意を目途に協議を進めてきて、おおむね調ってきて
いるという段階です。今後、必要な事務手続を経て、
可能な限り早期に事業者を決定したいというふうに考
えております。また、当初の事業者側からの提案とい
うのも、内容が随分変わってきております。それです
ので、事業者側からは今スケジュールについては、若
干変更等もございますので、この事業者提案のスケ
ジュールに影響の出ないような形で我々は早期に判断
していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　知事、これ宮古、かつてのパイ
ロット訓練場としての伊良部島、非常に期待が高い。
それで今回の新たな４事業の提案、それが地域経済に
及ぼす効果は大変期待するものがあります。今部長か
ら答弁がありましたように、ある程度の条件整備とい
うのが整って、協議も調ったようでありますから、あ
とぜひ知事、速やかな決断とこの下地島空港、跡地利
用の推進、積極的に進めていただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　座喜味一幸議員の御質問にお
答えいたします。
担当の部からは詳細に今報告も受けておりまして、
今言う速やかに物事が進んでいくのではないかという
ふうな気持ちで、力を合わせて今頑張っているところ
であります。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　よろしくお願いします。
それと宮古島空港のＣＩＱ拡張整備については、も
う基本設計もできているけれども、下地島空港とのす
み分けの件でＣＩＱが取りやめになっていると。しか
し、座席数等拡張整備するというんだけれども、なか
なか宮古空港ターミナル拡張整備についてちょっと計
画が見えない。その辺はしっかりといつまでにやる

か、部長、お願いします。
○土木建築部長（宮城　理君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時49分休憩
　　午後３時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　宮古空港ターミナル
についての整備についてお答えいたします。
先ほど答弁させていただきましたように、既存の待
合室、これが非常に狭隘化している状況にございま
す。当面、座席数を確保するという形で対応するとい
うふうにターミナル株式会社からは聞いております。
ただ、まだ工事自体がなかなか入札不調等があって発
注がままならないという状況が続いているようですの
で、引き続き情報をしっかり共有しながら、早期の整
備に取り組んでいきたいと思います。
エプロンについても、現在国と調整をさせていただ
いていますので、早期事業化に向けて取り組んでいき
たいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　10年前に三十四、五万だった観
光客が、もうことしは多分60万、70万近くになると
いうぐらい大幅に入域観光客数がふえておりますか
ら、知事もぜひその辺をしっかりとサポートいただき
たいなというふうに思います。
離島の高度医療を受ける方が沖縄本島に来て大変負
担が大きいということに関して、今回患者に対する負
担軽減事業が実施されますけれども、もう少し詳細に
860名を対象としたときに、県が幾ら負担をして市町
村との案分はどのようにして、トータルとしてかかる
平均の負担額に対して、高度医療の支援事業が幾らぐ
らいの支援になるのかということを、市町村との協議
もどの程度まで迫っているかも含めて、ちょっと丁寧
な説明をお願いします。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
初年度の事業ということで、この事業は予算積算す
る場合に、現に市町村が行っている助成事業、これに
一部補塡するという形をとりました性格上、この対象
人数、先ほど申し上げた人数は現に今やっている人た
ちをベースにして積算しております。補助する場合、
これは県が市町村に補助します。市町村が補助してい
る額と県が定める基準額、これを比較しまして、その
少ないほうの２分の１を県が補助するということで、
離島関係市町ともおおむね調整が進んでおりまして、
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個別具体的な補助額を積み上げると、今2300万程度
所要額を見込んでいるという状況でございます。
○座喜味　一幸君　所要額は県の分、市町村も含め
てどんなものかというような話を聞きたいんだけれ
ども。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　2300万は県が市町村
に交付する額です。仮に県の定める基準額と市町村の
助成額が同一の場合、この2300万の倍の額、4600万
が離島患者等に対して支給されるという仕組みになり
ます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　この事業、これまで一生懸命、部
としても取り組んできた。ホテルの割引等もやったけ
れども、なかなか利用者がいなかったというような実
態がこれまでありましたから、ぜひ、これで離島から
出向く人々、そういう方に対するしっかりとした効率
的な予算執行をしていただきたいなと思いますが、こ
れは当面は患者を中心にしている数であって、本当は
付添人も含めて大変な負担がある。これまでは指定ホ
テルを決めて３割前後の割引という形をしていたはず
だが、今回は付添人に関するフォローはどうなってい
ますか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　先ほど860人と申し
上げましたけれども、実際の内訳を持っていませんけ
れども、これは市町村が実際にやっている助成の対象
人数で、当然付添人も含まれています。県の交付要綱
上もその付添人も必要な場合は対象にするという形で
規定したいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　市町村がやっているかどうかと
いうのは、私ちょっと把握していなかったんですけれ
ども、やっていない市町村もありますよね。その辺も
含めて今後どういう形で、ある意味で平等にどれだけ
救っていけるかということをもう少し丁寧に検討して
いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　これまでも事業を立
案する過程において、関係市町村には説明等しており
ます。事業実施に当たっても、対象市町村に丁寧に説
明していって、みんながよく感じるような事業にして
いきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　その辺はぜひお願いします。
知事、私は今知事が大変大きな課題を抱えて悩んで

いるのかなというふうにお察しするわけであります
が、この沖縄県の世論調査を県がやっているんですけ
れども、沖縄の人々というのは８割非常に幸せを感じ
ながら生活している。沖縄が好きな人も多い。けれど
も、この基地問題に関してはやはりまだ６割５分ぐら
い非常に不満があるというような結果でありますか
ら、この基地問題はどうしても避けて通れない課題で
あります。
今回、最高裁の判断が出たわけでありますから、今
回の裁判の結果というのは、しっかりと受けとめてい
かなければならない。今回の判決は、ある意味では行
政法、埋立法に基づく手続としては、全く瑕疵はな
かった、適法であった。それを逆に言って瑕疵があっ
たとした県側は、政治的な判断と行政的な判断、それ
を非常に整理せずして埋立法の中で裁判で争った。そ
れを判断したところに大きな誤りがあると思っている
んです。知事公室長、どうなんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
先ほども答弁させていただきましたけれども、知事
は平成26年の知事選挙で辺野古に新基地をつくらせ
ないということを公約に掲げました。その前提となり
ますのが、やはり埋立承認でございました。その承認
に関しまして、県議会でもさまざまな議論があったと
思います。そしてまた、その前提といいましょうか、
環境部においても懸念が払拭されないというようなこ
とがあったということで、知事は公約に掲げて当選な
さったわけです。その後、第三者委員会、これは環境
ですとか、法律の専門家を踏まえた検証委員会で慎重
に検討を重ねた結果、やはり承認には取り消し得べき
瑕疵があるということで、県庁内でさらにそれを精査
した結果取り消したということでございまして、その
過程においては、知事の判断は間違ってなかったとい
うふうに考えております。ただ、結果的に最高裁で県
側の主張が認められなかったのは残念でございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　知事が辺野古に基地をつくらせな
いと言って当選したのは、これは事実として認めま
しょう。しかし、片や公有水面埋立法に基づく手続に
間違いがあるから取り消して基地をつくらせないとい
うのは、これはある意味での戦略としてはわかるけれ
ども、公有水面埋立法で争ったことが間違いじゃない
のかと僕は言っているんです。それをちょっと。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　座喜味議員のちょっ
と質問の趣旨を十分に理解しているかどうかわかりま
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せんけれども、前提として、埋立承認これを取り消さ
なければならないといったときに、公有水面埋立承認
に瑕疵があったということを言うために、やはり公有
水面埋立法の１号要件、２号要件を議論しなければな
らない。これはある意味我々としては議論の帰結では
ないかというふうに考えているところでございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　基本的に行政というものは継続性
が必要であって、前知事が丁寧に審査の上承認したと
いうことに関して、知事がかわったからといって法律
が変わるわけじゃなくして、この公有水面の手続とい
うものをひっくり返すということは、これは行政の継
続性ということからも全国でも事例がない。そういう
ことからして、第三者委員会を入れて、私は中立公平
ではなかったと思って、瑕疵があるという瑕疵を探す
ためにつくった第三者委員会、それが結論づけたもの
を寸借してこれを裁判に持っていったというようなこ
とは、これは行政であってはならない。行政のプロは、
手続のプロは、行政の人なんです。どうなんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ある意味、我々県庁
職員も行政マンとして、やはり行政のプロとして法
律に基づいていろいろ審査してきたところだと思い
ます。ただ一方で、やはり当時の環境生活部で懸念
が払拭されないというような議論もあったことも確
かだったと思います。そういった中で、やはり公正
中立な立場で法律、そして環境の専門の方々が公正
中立に検証した結果、やはり瑕疵があるというよう
な判断がなされたと。ただ、それを追随することで
はなくして、もう一度県庁内部で検証を重ねた結果、
結果として埋立承認には取り消し得べき瑕疵があっ
たと。行政としては、法適合性の原理というのがご
ざいますので、やはりそれは是正しなければならな
いということで承認を取り消したということでござ
います。この一連の過程においては、結果として私
としては問題はなかったのではないかというふうに
考えているところでございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　第三者委員会は、承認に携わった
人々から、丁寧な承認に至った事実というものの、事
情というものは聞き取りましたか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　また詳細はちょっと
後ほど担当した部長からお話があると思いますが、私
も報告を受けたところでは、第三者委員会は担当者か
らヒアリング等を行って、検討を重ねてきたと。その

結果等についてはホームページ等でも公表されており
まして、私はそれ自体はホームページ等は見ておりま
すので、その見た流れの中でも相当程度議論は重ねて
いったのかなというふうに感じているところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　私が前の担当者から聞いた話と
はちょっと今の公室長の答弁は違っていて、ほとん
どスケジュール的なものは聞かれたけれども、踏み
込んだ意見の聴取とか、質疑というのはなかったと
いうようなことで私は聞いております。これ第三者
委員会というのはある意味では政治的な、恣意的な
結論を出すための組織だったと思っておりますから、
前担当の人たちは今の東京都の豊洲問題じゃないん
だけれども、その承認に瑕疵があったんであれば、
前知事、我々を含めて第三者委員会はしっかりとそ
の瑕疵について確認すべきだと。呼んでもらいたかっ
たというような話があって、法律家さんや学者さん
がある意味ではこれは結論を導いていったと。議会
で議論した百条委員会の経緯等々、大分議会も時間
をかけてきましたが、そういうことがほとんど反映
されていなくて、この第三者委員会の私はある意味
では独断だったんじゃないのかという思いを持って
いるんですよ。どうですか、公室長。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
第三者委員会、これにつきましては普天間飛行場の
代替施設建設に係る公有水面埋立承認に関して、法律
的な瑕疵の有無について検証を行うということを目的
として設置されまして、これの内容につきましては、
やはり公正中立性を持って検証作業が行われたものと
考えております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　少なくとも最高裁の判決というの
がもう最終的な結果でありますから、それは真剣に
はっきりと重く受けとめてください。それで、これま
で前知事もそうでありましたが、職員であります。一
生懸命この審査に当たって承認に頑張った皆さん方、
肩身の狭い、ある意味で屈辱感を味わいながら判決を
待ったと思うんです。結果が出たんだから、知事、私
は県民に対して、あるいは行政の携わった者たちに対
して、私はある意味で最高裁の結果というものをしっ
かりと受けとめて、これに至っては判断を誤っていた
ということが、埋立法の件に関しては、僕ははっきり
としたメッセージを送るべきだと思うんですが、知
事、どうですか。
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○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　当時の承認にかか
わった職員は、やはり同じように行政の職員として真
摯にやったと思います。ただ、やはりさまざまな議論
がなされたということで、繰り返しになって恐縮です
が、第三者委員会の検証を重ねた結果だということで
ございます。最高裁の判断、これはやはり行政として
尊重するというのはこれはある意味当然で、ですから
県は承認取り消しを取り消したわけでございます。た
だ、今回のものは、この埋立承認の違法性が争われた
裁判で、取り消しの違法性が争われたということであ
りまして、それ以外の知事の権限については、まだ残
されているわけでございます。今後は承認は有効だっ
たということを前提として、さまざまなまた行政手続
がございます。これについては、法令にのっとって適
正に対応してまいりたいというふうに考えているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　ちょっとピントの合わない答弁だ
と思うんだけれども、要するに瑕疵があった。瑕疵が
あるということは、それを審査した職員の判断、知事
は間違っていた、違法であったということなんだよ。
そういう争いをしたんだよ。そういうことに関して、
本来裁判を起こすんだったら、審査した皆さん方に対
して、あなたたちは瑕疵があるよと彼らには責任を負
わせなければならない。そして新たに人が審査して間
違いを裁判で争った。今回負けたんだったら、はい、
私たちは負けましたと。誰がそういう責任とるんです
か。第三者委員会も最終的には負けたわけだから、負
けたわけだから、第三者委員会も明確に僕は県民に対
して弁明すべき責任がある。それの元締めは知事さん
ですけれども、第三者委員会も言いたいことだけ言っ
て負けたら知りませんじゃいきませんよ。第三者委員
会は何なんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　やはり今回の高裁も
そうだったんですが、改正された地方自治法について
十分踏まえたものであったかということを、私は今で
もちょっと懸念がございます。
○座喜味　一幸君　こらこらこらこら。とんでもない。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　つまり、本来議論す
べきは不作為による違法確認訴訟ですから、現知事が
行った違法承認取り消しの違法か適法かというのが議
論されるべきものが、前知事の行った承認の適法性に
なったと。そこの視点は、やはり大きく結論が異なる
ターニングポイントだったというふうに考えておりま

す。そういったところは、本来の姿としてはどうかと
今でも正直思っているところでございます。ただ、や
はり結論は尊重するということではございますけれど
も、そういったこともありますので、第三者委員会の
検証結果ですとか、そういったものが問題があったと
いうふうに私自身は正直感じていないところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　知事公室長、こういう認識では法
治国家における行政を預かって法のもとで仕事をして
いる者として、最もみっともない今の答弁であります
から、これはちょっと反省してください。
次に、ちょっと岩礁破砕について伺いたいんです
が、あらゆる手段を用いて辺野古に基地をつくらせな
いというんだけれども、その中でこの岩礁破砕につい
て伺います。
県は26年、27年で岩礁破砕の調査をしましたが、
その結果はどうだったんですか。
○農林水産部長（島尻勝広君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時９·分休憩
　　午後４時10·分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
立入調査の結果につきましては、半年以上経過した
段階では設置当時に岩礁破砕がなされたかは判断でき
ないとの結論に至りました。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　部長、ちょっとそういうちゃらん
ぽらんな答弁じゃなくして、経済労働委員会で、岩礁
破砕の事実はなかったという報告書が出ているんです
よ。（資料を掲示）　出ているんですよ。そういう曖昧
な表現をずっと続けるものだから、岩礁破砕がいかに
も大きな政治的な武器になるんじゃないかと知事も誤
解するんだよ。岩礁破砕はなかったという報告書、も
う一回訂正してください。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　恐縮ですけれども、
再度、立入調査の結果につきましては、半年以上経過
した段階では設置当時に岩礁破砕がなされたかは判断
できないとの結論に至りました。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　写真もいっぱいあって、タイム
ス、マスコミ報道等では、チェーンでサンゴが壊れた
写真がアップされて、県は現場に監視員をつけて、皆
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さんは調査をしたんです。半年して、サンゴが破砕さ
れていたかされていないかは、６カ月たっているから
わからぬ。そんないいかげんな答弁じゃなくて、写真
を見たらサンゴがなくて砂地の中にアンカーが埋もれ
ているんだよ。こういう事実を素直に認めなさいよ。
どうなんですか。
○農林水産部長（島尻勝広君）　ちょっと休憩お願い
します。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時12分休憩
　　午後４時13分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
大変恐縮ですけれども、再度同じ答弁をさせていた
だきたいと思います。
立入調査の結果につきましては、半年以上経過した
段階では設置当時に岩礁破砕がなされたかは判断でき
ないとの結論に至りました。
経済労働委員会のところでも同じような答弁をさせ
ていただいております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　少し話を次に進めます。
岩礁破砕、それが要るか要らないかという議論も議
会で大分議論したんですけれども、最初は要らないと
言っていたものが終盤になると岩礁破砕が要るという
ことで申請書を出したと思うんですが、この岩礁破砕
そのものの許可、県のひな形を私らが見ると、土砂を
採取したり砂れきを採取したり、岩石を採取したりと
いうこの項目の許可を受けたいので申請しますという
様式にしか見えない。現場が全然違うというような議
論をこれまでしてきたんだけれども、どうなんですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
岩礁破砕等の根拠につきましては、水産資源保護法
第４条第２項第５項に基づく沖縄県漁業調整規則第
39条に規定されております漁業権、漁場内の水産資
源の保護培養のために定めたものであります。漁業
権、漁場内において、岩礁を破砕し、または土砂もし
くは岩石を採取する行為は、水産動植物の産卵、生育
等に影響を与えるので、これらの行為を原則禁止し、
知事の許可を受けた場合にのみ、解除しようとするも
のであります。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　法定受託事務でありますから、本
庁との連携をとって、岩礁破砕についてはしっかりと

した答弁をしようとしたら、きょうの答弁を聞いてい
てもまだ水産庁に問い合わせていない。これに関して
問い合わせましたか。これは長い間の懸案事項なんで
すよ。なぜ、まだできないんですか。
○農林水産部長（島尻勝広君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時16分休憩
　　午後４時16分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
本県の沿岸域においては、他県に類のないサンゴ礁
等の発達が見られ、そのほかにも砂浜、干潟、藻場な
どが存在し、また、これらの地形が隣接して一体とな
ることで複雑な海底地形が形成されております。その
ため、規則第39条の岩礁破砕等の許可に関しては、
このような海底地形の特徴を踏まえまして、水産資源
の保護、培養を図り、県民への良質な水産物の供給を
継続していく観点から、許可の必要な行為などに関し
取り扱い方針を定め、その方針の厳正かつ適切な運用
に努めているところであります。具体的に水産庁のほ
うからのちょっと指針がありませんので、本県の特徴
を勘案してこういう形で運用させてもらっております。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時18分休憩
　　午後４時19分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
岩礁破砕に関する水産庁の見解ですけれども、岩礁
破砕等の許可における岩礁の定義について、平成元年
に山口県水産部長が山口県漁業調整規則に規定される
岩礁について、岩礁とは海域における地殻の隆起形態
であり、この隆起形態を変化させる行為が破砕である
という解釈で支障がないかと照会したものに対し、水
産庁沿岸課長から、貴県のとおり解するとの回答を得
ております。そういうこと等もありますけれども、特
に沖縄県の場合については、他県にないサンゴ礁等の
発達があって、ほかの都道府県とはちょっと違うとい
うことで、沖縄県は先ほど答弁したような形で運用さ
せてもらっているところであります。
○座喜味　一幸君　今の辺野古の関係で岩礁破砕とは
何ぞやという大きな課題があって、いよいよ水産庁の
この岩礁破砕の要るや否や、あるいは岩礁破砕の申
請、これが要るや否やということを明確に聞かなけれ
ばだめだということになっているんだよ。それを聞い
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たかどうかを聞いているんだよ。それの返事を聞きた
いんだ。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
先ほど説明したように、国の水産資源保護法第４条
第２項第５号に基づいて、沖縄県漁業調整規則第39
条のほうでやっております。先ほど説明したように、
沖縄県の場合は他県にないような沿岸域におけるサン
ゴ礁の浅瀬というか、そこのほうで発達しておりまし
て、これに依存する沿岸漁業の存在や、またはその海
域が産卵場や稚魚の生育場となるなど、水産資源の保
護培養上、重要な役割を担っていることから、岩礁破
砕等の許可制度を運用するに当たっては、他県にない
独特な漁場環境を備えているというふうなことで認識
しております。そのため、取り扱い方針についても、
一律の数字基準を定めて運用するよりも、個別具体的
に事前調整を十分行いながら、岩礁破砕の行われる場
所とその行為の程度、あるいは周辺漁業への影響を総
合的に判断して運用することのほうが、規則の趣旨で
あります水産資源の保護培養を図り、漁業への影響を
最小限度にとどめる上で合理的であるということか
ら、その形で運用させてもらっております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　部長、行政というのは、法律に基
づいて全国である意味で一律の基準、考え方に基づか
ないといけない。私の情報は今、部長、それ違うんだ
よ。個別具体的に検討したとしても、水産庁は岩礁破
砕について、必要ないという考え方を持っているんで
すよ。これを確認してください。県独自の考え方じゃ
なくして、元締めである本庁の見解を示してください
よ。こんな中途半端な答弁をしないでくださいよ。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えします。
水産庁――国のほうは、今漁業権の話についてはそ
ういう話も一部聞いておりますけれども、岩礁破砕等
の許可については、その辺については国から聞いてお
りません。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時24分休憩
　　午後４時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません、先ほど
の地方自治の議論がありましたけれども、やはりそれ
ぞれ今回の岩礁破砕等についても、法定受託事務では
ございますけれども、地方自治の事務とされている

と。漁業調整規則に基づいて、沖縄県の特殊性に基づ
いてそれぞれ自治体において判断することが認められ
ているというようなことで、先ほど来農林水産部長は
答弁しているというふうに私ども理解しております。
（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　回答はしていますので、再度
質問をして……
○座喜味　一幸君　一番肝心な水産庁の見解をちゃん
と確認してくださいと言っている。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　漁業権の件について
お答えいたしたいと思います。
水産庁への照会という話ですけれども、これまで
県のほうとしては、政府見解や地方自治法に基づく
技術的助言、数値をもってこの考え方は十分示され
ておりまして、また、現時点では防衛局から岩礁破
砕許可申請を行わない旨の意思表示はないことから、
必ずしも照会する必要はないというふうに今現在考
えております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　こういう曖昧な状況で、これで
もって岩礁破砕をもって基地をとめるなんていうの
は、最も行政としてやってはならないし、品格がない
ね。ちょっと残念に思いますが、この辺は今後も大き
な課題でありますからしっかりと調べておいてもらい
たいなと思っています。
非常に今回、外務大臣がおいでになったときに、
12項目の要請をされていますね、知事。その中で、
南西諸島・尖閣問題に係る要請をされておりまして、
ほっとしたというのと、いよいよやってくれたという
思いがあるんですが、この12項目の中の一番最後の
尖閣に絡む部分、それを御説明願えますか。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません。休憩お
願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時27分休憩
　　午後４時28分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
今議員からもございましたように、尖閣諸島が歴史
的にも国際法上も日本国有の領土であることを明示す
ること。この理由といいますのは、本議会でもたびた
び議論がなされております。尖閣諸島の国有化以降、
中国公船等が接続水域とかへの航行ですとか、領海侵
入を繰り返しているというようなことがありますの
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で、そういったことについては、しっかり尖閣諸島は
我が国の固有の領土であることを明確に示していただ
く必要があるという思いでこういうような要請をさせ
ていただいたところでございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　大変、もう当然過ぎれば当然過ぎ
て、遅かりし、遅いなとも思っているんです。国に要
望するのもいいんだけれども、我々沖縄県として、行
政区域にある尖閣問題、この要請とあわせて沖縄県で
できることは何だろうかと私は考えたんですが、その
辺はどうなんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　沖縄県でできること
は何かというようなことですけれども、我々はこう
いった要請を一つ一つやって、今回の要請に示された
ようにしっかりと我が国の固有の領土であることを認
識しながら、政府に対してもしっかりと要望していく
ということを今基本に対応させていただいているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　我々の海であって、400キロ、
1000キロの資源を我々は抱えているというようなこ
とでありますから、それを守るというのは当然であっ
て、国にお願いすべきことと、我々沖縄県として、今
かかる波高し尖閣をどうしていくかということは、あ
る意味で県が尖閣は我が国の領土であって、沖縄県の
行政区であるという明確なメッセージを送ることはで
きませんか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時31分休憩
　　午後４時31分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
今般、政府に対してもそういった国際社会へ明確に
示すことということを要請していますが、沖縄県とし
てもそういったことを示すことは必要だろうというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　島根県の竹島でも県として一生懸
命取り組んでおりますけれども、沖縄県も尖閣は我が
行政区だと、間違いない日本の領土だということを発
信する、ぜひともしていただきたいなというふうに希
望します。
それから、割とこの我々の沖縄県の行政区というの
はどうなっているのかというようなことが、ある意味

ではどこからどこなのというような部分が、昔の布令
で出ていた沖縄の海という行政区と、今の行政区とい
うのが非常に曖昧模糊としている。その辺に少し私は
疑問を感じていました。
ちなみに、この尖閣の中の黄尾嶼、赤尾嶼というの
は、尖閣の一部の島なんだけれども、そこはどういう
管理のもとにあるんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　黄尾嶼――これは久
場島、赤尾嶼――これは大正島でございますけれど
も、米軍のいわゆる射爆撃場となっているということ
でございます。ただ、沖縄防衛局に確認しましたとこ
ろ、昭和54年以降、訓練は行われていないというこ
とを確認しております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　要するに、54年以降使われてい
ないけれども、アメリカの専用施設となっているとい
う理解でいいんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私どもそういうふう
に理解しております。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　この射爆撃場として使われたこの
２島、これ結構黄尾嶼領土87ヘクタール、それから
訓練水域は赤尾嶼269平方キロメートル、領空269平
方キロメートル、領空・領海・領土ともにこれ米海軍
になっているんだけれども、県もそれを把握してこの
取り扱いについてどうしようというふうに、これまで
の取り組みはどうなっていましたか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　この件の取り扱いに
ついて、ちょっと私も今回尖閣の関係で調べてみたん
ですが、県が具体的にこれをどうしようというような
動きは今のところ見えてございません。
○議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　時間がありませんけれども、要す
るに、我々の行政区でありながら、魚釣島というのは
指定離島にも入っていないし、アメリカさんに貸して
ある土地もどうなっているか、質問とりに来いと言っ
てようやく調べたと思うんだけれども、そういう状況
にあるというのは好ましくない。
そういう意味で、我々は今この基地の問題、それか
ら尖閣の問題、国際情勢の大きな流れの中で、しっか
りと品格ある結果を出していかなければならない。小
さなことで争うことなく、この新たな時代でどう我々
の沖縄があるべきなのかという位置づけも含めて議論
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をしていかなければならないと思うんですが、知事、
最後に答弁をお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今座喜味議員がるる説明をし
た、おおむね私もそのつもりでおりますので、そう
いった気持ちを持ってやっていきたいと思います。
○座喜味　一幸君　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。

〔上原　章君登壇〕
○上原　　章君　皆さん、こんにちは。
公明党会派、上原章です。
通告に基づき一般質問を行います。
初めに、地方創生、安全対策についてお尋ねします。
(1)、県内における地域おこし協力隊の現状と成果
を伺います。財源が特別交付税で、積極的に取り組め
ない市町村もあると聞くが、現状はどうか。
地域おこし協力隊は、人口減少や高齢化等の進行が
著しい地域において、地域外の人材を積極的に誘致
し、地域が抱える問題解決や地域力の維持強化を図る
とともに、配置された地域に定住・定着することで、
担い手不足の解消に寄与することを目指した総務省の
制度であります。取り組みをお聞かせください。
(2)、国は2017年度、高齢者や低所得者、障害者、
子育て世帯などのうち、住宅を確保することが困難な
人たちを支援する新たな住宅セーフティネット制度を
創設するとのこと。内容と県の取り組みを伺います。
(3)、高齢ドライバーの安全を社会全体でどう支え
るかという視点が重要と考えます。県の対応を伺いま
す。運転免許の自主返納に対し、公共交通の無料化な
ど特典を設けるなど検討できないか伺います。
(4)、消防防災ヘリ導入検討事業について内容を伺
います。
次に、福祉行政についてお尋ねします。
(1)、国は2017年度、産後鬱予防などの観点から出
産後間もない産婦の健診費用を助成及び新生児聴覚検
査の推進体制を整備する予算を盛り込むとのこと。重
要な取り組みと考えるが、県の対応を伺います。
(2)、妊婦健診14回無料化の現状、成果を伺います。
(3)、離島患者等支援事業の内容、効果を伺います。
(4)、離島・僻地のがん患者等の宿泊支援の成果、
取り組みを伺います。
(5)、新規事業民生委員活動活性化事業の内容と効
果を伺います。
次に、教育行政についてお尋ねします。
(1)、連携型中高一貫教育の取り組み、課題、成果、
対策を伺います。

(2)、県立高等学校編成整備計画について、地域や
関係機関との連携、意見交換が重要と考えるが現状は
どうか。
次に、離島振興についてお尋ねします。
(1)、農林水産物流通条件不利性解消事業の航空路
線輸送費補助を県内全ての離島を対象にできないか。
(2)、本島地域と離島地域の水道サ−ビス、料金は
大きな格差があると言われているが、実態と対策を伺
います。
(3)、水道事業の広域化について、早期の実施及び
水道料金の低減を図られないか伺います。
最後に、我が会派の代表質問との関連についてお尋
ねします。
子供の貧困対策について。
(1)、貧困対策支援員と各種関係機関との情報の共
有化は、どのように把握しているか。
(2)、子供たちを身近にわかる学校現場と地域――
自治会、民生委員、児童委員、児童相談員等の連携は
重要と考えるが、現状はどうか。
(3)、支援の必要な子供を見守るには、中長期的な
支援が必要と考えるが、県の対応を伺います。
以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　上原章議員の御質問にお答え
をいたします。
私のほうからは、大きな２番の福祉行政についてに
関する御質問の中の、民生委員活動活性化事業につい
てお答えをいたします。
民生委員活動活性化事業は、各地区の民生委員児童
委員協議会の支援や、民生委員活動の活性化を目的に
行うものであります。具体的には、モデル地区を選定
し、民生委員の活動基盤である協議会に支援コーディ
ネーターを派遣して、民生委員が活動しやすい環境を
整備していくこととしております。本事業の実施によ
り、民生委員が多様な地域課題に迅速に対応できるよ
うになることが期待されます。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　地方創生、安全対策につ
いての御質問の中の、地域おこし協力隊の現状等につ
いてお答えいたします。
県内の地域おこし協力隊の隊員数は、平成22年度
に沖縄市で３名採用されて以降、順次拡大し、ことし
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１月末現在で、県と14市町村で合計44名であり、昨
年度と比較して７市町村、29名の増加となっており
ます。県内の地域おこし協力隊の活動内容は、地域
の伝統・文化の継承や特産品開発、地域情報の発信、
学習支援など、地域の課題に応じた活動となってお
ります。
県としては、地域おこし協力隊は地域活性化の一つ
の手段として有効と考えており、引き続き本制度の活
用を促してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　地方創生、安全対策
についての御質問の中の、新たな住宅セーフティネッ
ト制度と県の取り組みについての御質問にお答えいた
します。
国は、現在、高齢者や障害者、子育て世帯などの住
宅を確保することが困難な世帯を支援するため、民間
賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティ
ネットの制度設計を行っているとのことであります。
同制度は、高齢者等が入居する住宅の改修費用や家賃
負担等を支援するものであり、家主、入居者双方の負
担が軽減できることから、高齢者等の住宅確保が円滑
になると期待されております。
県としては、引き続き国の制度検討状況を注視する
とともに、市町村や居住支援協議会と情報共有し、活
用、支援を検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。

〔警察本部長　池田克史君登壇〕
○警察本部長（池田克史君）　地方創生、安全対策に
関する御質問の中で、高齢ドライバーの安全と運転免
許証の自主返納についてお答えいたします。
県内における運転免許保有者のうち、65歳以上の
高齢者は15万5330人であり、前年比で9843人、率
にして約6.8％増加しております。65歳以上の高齢運
転者を第１当事者とする人身事故の発生につきまし
ては、平成26年中は879件、27年中が837件、28年
中が884件となっており、ここ数年を見れば横ばい状
態となっておりますが、10年前と比較しますと、約
34％増加しております。
県警察といたしましては、例えば高齢運転者を対象
としたドライビングスクールの開催、ドライブシミュ
レーターの活用、免許更新時における高齢者講習の実
施など、交通安全教育及び各種講習を推進していると
ころであり、引き続き高齢運転者の交通事故防止に取

り組んでまいる所存であります。
また、65歳以上の高齢運転者による運転免許証の
自主返納件数につきましては、平成25年中1223件で
あったところ、毎年増加し、平成28年中は2659件
と、この４年間で２倍以上に増加しております。
県警察といたしましては、高齢運転者が運転免許証
を返納しやすくするための環境づくりとして、運転免
許証の返納時に取得できる運転経歴証明書を提示する
ことにより受けられる優遇措置の拡大について、公共
交通機関に対する働きかけを行っております。現時点
における優遇措置について、具体的に申し上げます
と、バス運賃の割引半額、モノレール運賃の割引半
額、タクシー運賃の割引、10％割引などとなってお
ります。
県警察としましては、引き続き関係機関・団体と
連携して、高齢運転者が運転免許証を返納しやすく
するための環境づくりに取り組んでまいる所存でご
ざいます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　地方創生、安全対策
についての御質問の中の、消防防災ヘリ導入検討事業
についてお答えします。
大規模災害発生時において、消防防災ヘリは、空中
消火や負傷者搬送など大きな役割を果たすことが期待
されております。消防防災ヘリ導入検討事業では、消
防防災ヘリ導入の必要性、運行管理体制、機種やヘリ
基地の選定及び導入に係る県、市町村の財政負担等の
課題について調査を実施するとともに、これらを踏ま
え、有識者等で構成する消防防災ヘリ導入検討委員会
（仮称）において、導入について検討することとして
おります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　福祉行政についての
御質問の中の、産婦健診及び新生児聴覚検査について
お答えします。
市町村が産婦健診費用の助成を受けるためには、
産後の心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア
事業を実施することが要件となりますが、現在、県
内で産後ケア事業を実施している市町村はございま
せん。家族等から十分な家事や育児等の援助が受け
られない母子や、育児不安を抱える方がふえている
ことから、県は、安心して子育てができる環境づく
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りの一つとして産後ケア事業は重要だと考えており、
市町村が産後ケア事業を行えるよう支援していきた
いと考えております。
また、新生児聴覚検査は聴覚障害を早期に発見し、
適切な支援を行うことで、音声言語発達等への影響が
最小限に抑えられることから、全ての新生児が検査を
受けることが重要だと考えております。
県としましては、次年度は市町村の意向や医療機関
の実施状況、検査機器の整備状況等を確認し、新生児
聴覚検査推進体制が整備できるよう取り組んでいきた
いと考えております。
次に、妊婦健診の公費負担の現状と成果についてお
答えします。
妊婦健診につきましては、平成21年度以降、14回
の妊婦健診が受けられるよう公費負担が拡充され、県
内全市町村で統一した検査が費用を負担せずに受けら
れる体制が整備されております。その結果、平成26
年度における妊婦健診の平均受診回数は、11.5回、
受診率81.9％となり、平成21年度と比較しますとそ
れぞれ1.8回、12.9ポイント増加しており、妊婦の健
康管理について一定の成果があったと考えております。
次に、離島患者等支援事業についてお答えします。
当該事業は、特定不妊治療、がん治療、小児慢性特
定疾病、難病、特定疾患、子宮頸がん予防ワクチンの
副反応疑いの患者及び妊産婦が、島外の医療機関に通
院する場合の交通費及び宿泊費への助成を行う離島市
町村に対し、県がその費用の一部を補助することを内
容とするものであります。
県としましては、同事業を実施することにより、島
外の医療施設へ通院する離島の患者の経済的負担が軽
減され、適切な医療を受ける機会の確保に資するもの
と考えております。　
次に、離島・僻地のがん患者の宿泊支援についてお
答えします。
県は、平成25年に沖縄県ホテル旅館生活衛生同業
組合と協定を締結し、放射線治療のため、通院を要す
るがん患者等に対し、２割から４割の宿泊割引を行う
制度を創設し、平成26年７月から実施しております。
当該制度は、放射線治療を行う患者の経済的負担を軽
減する効果がありますが、これまでの利用実績は１件
にとどまっております。当該制度は、名護以北に居住
するがん患者の経済的負担を軽減する制度としては、
なお有用でありますので、引き続き同制度の活用につ
いて周知していきたいと考えております。
次に、離島振興についての御質問の中の、離島地域
の水道サービス、料金の実態と対策についてお答えし

ます。
離島の簡易水道の多くは、水資源に乏しく、自己水
源で浄水から給水までを一括して行っていること、さ
らに、運営費用が割高である海水淡水化施設などの高
度処理を導入していることが多いことなどから、本島
地域と比べ、水道料金が高い状況にあり、離島地域と
本島地域の格差は約1.7倍となっております。また、
人材の確保が難しく、技術の蓄積が困難な状況にあり
ます。
県としましては、離島における水道サービスの向上
及び水道料金の格差是正のため、水道広域化に取り組
んでいるところであります。
次に、水道広域化の早期実施及び水道料金の低減に
ついてお答えします。
県では、平成26年11月に沖縄県、沖縄県企業局、
沖縄本島周辺離島８村の３者において、水道用水の供
給に向けた取組に関する覚書を締結し、平成33年度
までに広域化を実現できるよう取り組むことや、沖縄
本島並みの水道料金に近づけることに努める旨、確認
したところであります。なお、平成29年度末には粟
国村、渡名喜村において水道広域化を実施する予定で
あり、それ以外の離島６村につきましては、平成33
年度までに水道広域化を実施する予定であります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
で、連携型中高一貫教育の取り組みについてお答えい
たします。
連携型中高一貫教育校においては、中学校と高等学
校を接続し、６年間の学校生活の中で計画的・継続的
な教育課程を展開することにより、生徒の個性や創造
性を伸ばすことを目的として教育活動に取り組んでお
ります。高校入試で学力検査を課さないことにより、
学力低下を招くのではないかとの声も聞かれますが、
各学校においては、中高の教員による交流授業を実施
する等、学力の向上に取り組んでおり、平成27年度
の連携型中高一貫教育校３校の進路決定率の平均は県
平均を上回っております。
県教育委員会では、今後とも保護者や地域の理解を
得て、連携型中高一貫教育の充実に向けて取り組んで
まいります。
次に、県立高等学校編成整備計画についての御質問
にお答えいたします。
県立高等学校編成整備計画は、少子化等への対応や
多様な学習スタイルなどに十分対応できる教育環境の
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充実を図り、生徒・保護者にとって魅力的な学校づく
りを推進することを目指して策定しております。個別
の計画については、それぞれ対象となっている各学校
や地域において、保護者、地域住民や関係機関等との
意見交換を実施しているところであります。計画の実
施に当たっては、今後とも地域や関係機関等と意見交
換を行い、入学者の推移を注視するなど、生徒・保護
者のニーズや社会情勢の変化を見据えて、適切に対応
してまいりたいと考えております。
次に、会派の代表質問との関連で、学校現場と地域
との連携についての御質問にお答えいたします。
学校現場において、学校長のリーダーシップのも
と、支援を必要とする子供について、情報を持つ教
諭、各支援員及び福祉関係部所等と情報共有を図り、
持続的な支援体制づくりに努めることは重要であると
認識しております。
県教育委員会では、学校長の異動にかかわらず、子
供の貧困対策について、引き続き学校、保護者、地
域、福祉を担当する行政機関等と連携し、持続的な支
援体制づくりに努めてまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　離島振興についての
御質問の中の、離島―本島間の航空輸送費補助につい
てお答えいたします。
農林水産物流通条件不利性解消事業は、農林水産物
の県外出荷に際して、直近他県までの輸送費相当分を
補助することにより、地理的不利性を軽減し、出荷量
の拡大や市場競争力の向上等を図ることを目的に実施
しております。また、本事業において離島から本島を
経由して県外出荷される場合は、離島―本島間の輸送
費についても補助対象としております。なお、南北大
東―本島間の航空輸送単価については、航空輸送実績
が少ないことから単価設定ができていないところであ
ります。
引き続き情報収集を行い、関係機関と調整の上、単
価設定に努めていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　我が会派の代
表質問との関連についての御質問の中の、貧困対策
支援員と関係機関との情報共有化についてお答えし
ます。
子供の貧困対策を推進するに当たっては、子供の貧

困対策支援員、学校関係者、市町村の福祉部門の職
員、地域の関係者などで協議する場を設け、子供やそ
の保護者の情報を共有しながら、その状況に応じて支
援する必要があります。
このため、県としましては、市町村における学校と
福祉部門の連携を図るための協議を促進するととも
に、圏域ごとに支援アドバイザーを配置し、支援員及
び居場所のサポートを行い、支援のあり方について情
報共有、助言することとしております。
次に、支援が必要な子供を見守る中長期的な対応に
ついてお答えします。
乳幼児期においては、妊娠期から子育て期にわたる
支援をワンストップで行う子育て世代包括支援セン
ターの市町村への設置を促進しております。また、
小・中・高校生期においては、学校をプラットフォー
ムと位置づけ、学校を窓口とした福祉関連機関との連
携を通し、支援が必要な児童生徒を生活支援や福祉制
度につなげております。
県としましては、今後とも、支援が必要な子供を中
長期的に支援していくために、支援を必要とする子供
の実情の理解に努め、乳幼児期、小中学生期、高校生
期といった子供のライフステージに即して、切れ目の
ない総合的な対策を推進してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時０分休憩
　　午後５時１分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
企画部長。
〔企画部長　下地明和君登壇〕

○企画部長（下地明和君）　地域おこし協力隊の経費
については、特別交付税が使われていると、議員から
の御質問にもありました。隊員１人当たり400万円を
上限として措置されているということで、県としては、
必要な額が措置されているものと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　御答弁ありがとうございました。
幾つか再質問させていただきたいと思います。
まず、この地域おこし協力隊、昨年11月久米島町
にお邪魔したときに、高校生の留学事業の中で、その
寮を訪ねました。県外から男女多くの子供たちが久米
島高校に通うということで、じんぶん館という学習塾
も兼ねたすばらしい施設でした。そこのスタッフがこ
の協力隊員になったんですね。非常に活動も活発です
ばらしいなと思いました。
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それで、先ほど特別交付税の話をしたんですけれど
も、市町村においては、この特別交付税を受けて事業
を進める場合、普通交付税が減らされるんじゃないか
なという、ちょっとそういった捉え方をしているとこ
ろもあると聞くんですが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　特別交付税と普通交付税、
これは全く内訳としても別のものでありまして、特別
交付税が交付されるから普通交付税が減らされるとい
うようなことにはなっておりません。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　県はこの地域創生、今、５年計画で
ちょうど中に来るんですけれども、せっかく国が予算
を準備して、地方をしっかり活性化していきたいとい
う中で、この協力隊については、市町村に対して、制
度、導入手続等のノウハウについて周知を図り、市町
村における外部人材の登用に関する助言を行っている
ところだと。前回、私、この取り組みの中で県に質問
したときにそういう答弁がありました。
私幾つか市町村を回る中で、せっかくこういったい
い制度があるけれども、その首長さんの捉え方とし
て、そういった特別交付税を受ける一方でリスクもあ
るんじゃないかなという誤解があるのかなという感じ
がしたんで、ぜひ、いいモデル等もありますので、全
県にも、特にこういった地域には周知してほしいんで
すが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　議員おっしゃるとおり、
特にこの地域おこし協力隊、離島でありますとか、過
疎の市町村を中心に導入が進んでいるわけですが、そ
ういうところで地域の文化、あるいは伝統、その承継
を含めて、さらには特産品の開発とか、そういったも
の含めて活躍し出しております――し出しております
というのは、今までこのような制度をつくってきてい
ただいてもなかなか活用がうまくいってないようなと
ころもありまして、なかなか進まないという現状が
ありましたけれども、先ほど答弁でもお答えしたと
おり、今年度に入りまして29人ふえるということで、
今議員がおっしゃったように、いいモデルができてき
たことを踏まえて、急速に伸びつつあります。こうい
うのが出てくると加速的になるんじゃないかと思って
おりますし、またそういうモデルを紹介しながらふや
していきたいと考えております。
今、議員は久米島のお話をなさいましたけれども、
うるま市でもいい７人が活躍しておりますし、そうい
うモデルができつつありますので、それを積極的に広

めていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いします。
次に、住宅セーフティネットについてなんですけ
れども、非常にこれは重要な取り組みだと思います。
今、県内でも空き団地の募集が15倍、20倍、県も市
町村もなかなか団地に入りたくても入れない。そう
いった中で、高齢者、低所得者、障害者、子育て世代
などの方々が安心して暮らせるそういった住居をどう
確保するか。今回、国がこういう形で空き家賃貸住宅
を活用して、家賃も支援をする。ましてや保証人がな
かなか見つからない、そういった方々への保証会社へ
の手当ても国が今回予算を考えているということです。
実は、全国には約820万戸が空き家、そのうちの賃
貸住宅でも429万が空いていると。そういった空き
家、そういった住宅、住居環境、本当にいい形でつ
なげるという意味でもこの事業は大事かなと思うん
です。県は、今後この事業は具体的には、この秋に国
が進めると聞いていますけれども、各都道府県にこの
賃貸住宅、これは大家さんにも１戸200万の改修費用
が、補助金がある、また家賃も４万円、保証も６万
円というふうに具体的な数字も出ていますけれども、
各県にその賃貸住宅として提供する、都道府県別に
この登録をしていただくという取り組みが出てくる
と聞いております。それで、ぜひこれは目標も立て
なくちゃいけないと思うんですが、県内に今このよ
うな方々がどのぐらいいるかというのは調査したこ
とはないですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時８分休憩
　　午後５時９分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
今回、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律、これが２月３日閣議決定されてお
ります。この新たな住宅セーフティネット制度の枠組
み自体を、実際、議員が御指摘のようにこの秋にも同
制度を始める方針ということは情報として聞いており
ます。一方、それに向けては、住宅確保要配慮者の数
であったり、あるいは供給促進計画というものの準
備、策定も必要でありますので、これは新たな年度に
しっかり意見交換をしながら取り組んでいきたいとい
うふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　ぜひこういった国が一つ大きな方向



− 281 −

性を示していますので、沖縄県、実はもう相当住宅を
求めていても、なかなか安心した住宅を確保できない
人が多いと。私どもは、議員という立場でいろんな相
談を受ける中で、保証人が見つからなくて、アパート
にも入れないとか、現実は本当に厳しい。こういった
人たちをどう救うのかなという思いもありますので、
どうかその計画をつくる意味でも沖縄県内の状況を、
一体どういう人たちが今必要としているか、私はちょっ
とアクションを起こしてほしいなと要望します。
次に、高齢ドライバーの――先ほど警察本部長、
しっかり取り組んでいると思います。一方で、都市部
と田舎も大分交通もインフラの格差がありまして、私
は、交通政策課、ぜひ高齢者の皆さんを守る意味で
も、この返納ができるような環境をつくるには、コ
ミュニティーバスとか福祉バス、乗り合いタクシー、
いろんなそういうものが今地方で必要なんだけど、な
かなか財源がなくてそこまで踏み込めないと、安心し
て病院や買い物に行けない、そういった中で免許証だ
け返納しなさいと。それはなかなか難しいのかなと思
います。これから高齢化社会になる、また沖縄県は車
社会という中で、この人たちが安心して返せる、また
家族にとって認知症とかいろんなそういう心配がある
中で、これだったら安心して交通インフラが確保でき
ているという環境は、県が責任持ってやらないといけ
ないと思うんですが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　特に町村部、そういう過
疎地域の公共交通には、大きないろいろな課題がござ
います。また一方で、公共交通となりますと、事業の
採算性というもの等も絡んできます。
今議員がおっしゃいましたようなそういうデマンド
的なワースだとか、あるいは地域のそういうローカル
を回るようなバスの運営については、今、市町村が中
心になって取り組んでいるところですが、どういう協
力ができるのか、特にそういう地域を抱えている市町
村と議論をしながら考えていきたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　当然、県だけでできることではあり
ません。市町村それから国もこの高齢ドライバーの
方々をどう守るかということで、いろいろワーキング
チームを立ててつくっていますので、いろいろ国の情
報も確認しながら、ぜひ沖縄の車社会の中で、こう
いった高齢ドライバーの皆さんをしっかり守っていけ
るような体制をつくっていただきたいと思います。
そして、防災ヘリについてなんですが、私これ７年
前の代表質問でも行いました。そのときはなかなか全

国でも本当に沖縄県あと数カ所しか、その当時防災ヘ
リがないという、海上保安庁や陸上自衛隊が一生懸命
沖縄のそういう緊急搬送のときには頑張っていただい
ているわけですけれども、ぜひ沖縄県にもこれは絶対
必要じゃないかなと。今回、調査費をつけて取り組む
ということなんですが、ぜひ、この導入という方向性
を持ってしっかり調査していただきたいんですが、い
かがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
先ほども答弁いたしましたように、その必要性等に
ついてはヘリ導入検討委員会（仮称）において議論し
ますけれども、その後、そういった検討結果を踏まえ
まして、県及び全市町村との合意形成、やはり人件費
等それから隊員の派遣等、市町村の役割もございます
ので、そういった中で最終的な合意形成を図ってまい
りたいと。
県として、ある意味スピード感を持ってといいま
しょうか、ちょっと財政負担の問題がございますけれ
ども、２つございます。国のこの財政支援と防災ヘリ
の購入に際して、消防庁の定める基準額２分の１の国
庫補助、毎年度の普通交付税の移しがありますけれど
も、それですと結構な負担が出てくるということで、
一方でこの緊急防災減災事業債というものが、地方債
充当率100％、元利償還金の70％を基準財政需要額
に算入と大変有利なといいましょうか、そういった事
業債が32年度までと、29年度から32年度まで延長さ
れています。そういったことも見据えながら、ある意
味スピード感を持って導入検討については対処しなけ
ればならないというように考えております。議員の御
指摘は、しっかり受けとめさせていただきたいと思い
ます。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　今回の県が乗り出すに当たって、全
国の特に島を抱えているような、そういったところの
調査は終わっているんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　個別具体的に島があ
るところということではなくして、やはり全国からい
ろいろ聞き取り等は行っております。やはり、沖縄県
の特徴といたしましては、急患搬送が中心だというこ
と、全国と比べましても離島県だということがありま
すので、防災ヘリ導入に関しては急患搬送というもの
も――大規模災害時のものは当然活用いたしますが、
急患搬送が中心になるのかなというような分析をして
いるところでございます。
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○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　去年の夏にヤンバルの山中で落石し
て、３時間から４時間、海上保安庁は海ですから、そ
れから陸上自衛隊も手続とかが結構煩雑で、やっぱり
おのおの役割はありますので、結局地元の消防隊員が
何とか４時間近くかけて担いで病院にという、本当に
こういう防災ヘリがあれば15分から20分で本島内は
行くわけです。私も長崎とか鹿児島の資料をいろいろ
と調べてみたら、鹿児島は28の有人離島のある県で
すけれども、ヘリが１回に飛ぶ距離というのが最大距
離738キロという、その中で約600キロ給油しなくて
も往復帰ってくるまで600キロの活動範囲と、往復す
ると約300キロということ。沖縄県は、本島から宮古
まで約290キロ、石垣は410キロという中で、私は本
当にこの沖縄県、先ほど言いましたように確かにこれ
まで頑張っていただいている海上保安庁や陸上自衛隊
は、大きなもう本当に感謝、評価をするわけですけれ
ども、いざ災害が起きたり、観光客も多いこの沖縄県
がやっぱりしっかり防災災害ヘリを持つというのは、
僕は大きな安心につながるだろうと思うんですが、最
後に御決意お聞かせください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
先ほどの、前の御質問にも関連するんですが、やは
り他都道府県では防災ヘリはいわゆる山岳地域のもの
が多かったということで、その点のところで沖縄県な
かなか過去の実績を見るとそういった事例はなかっ
た。ただ今議員から御指摘のありましたように昨年の
ああいった事故があったというのは、私も承知してお
ります。やはり、それともう一つは急患搬送が多いと
いうような中で、離島県であります沖縄県においても
消防防災ヘリの必要性という議論、そしてまた実際、
市町村からもそういった要請、陳情等も上がってござ
いますので、本腰を入れてこの導入に向けて取り組ん
でまいりたいというふうに考えているところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　知事、これは鹿児島の防災航空隊の
資料で、最初の１行目に、「日本列島最南端の防災航
空隊です。」という１行が入っています。（資料を掲示）　
ぜひこれが、我が沖縄県が最南端の航空隊となるよう
に要望したいと思います。
次に、福祉行政についてですが、妊婦健診14回、
無料、無償化というのは、非常にこれは大事なことな
んです。部長も御存じだと思うんですけれども、現場
では超音波検査、血液検査等をお医者さんに勧められ

て、料金が発生するという。若い妊婦さんは無料だと
思って病院に行くと、その都度別の検査を――必要と
いうことでお医者さんも勧めるんでしょうけれども、
料金が発生するという、これ現実は結構起きているん
ですよ。2500円、3000円とかとられるんです。これ
せっかく14回無償化する中で、こういった人たちが
安心して健診にという制度になっているんですけれど
も、現場ではこういうのが起きている、これどう思い
ますか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　この件については、
議員のほうからも指摘を受けまして、現在ざっくりと
した調査を行っているところでございます。オプショ
ンとして説明している病院もありますし、その必要性
を即断、今すぐ判断するのはなかなか難しいと。た
だ、病院現場としては、ちゃんとそういうオプション
という説明をやっているところもあるようです。た
だ、今の検査項目というのは、市町村と産科医会で決
めた基準でやっていますので、医者の判断でつけたほ
うがいいのかどうかを含めて、もうちょっと検討させ
ていただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　ぜひ、子供の無償化、本当に一つ一
つ何か出産一時金も上げていっているんだけれども、
なぜか病院が全部受け取るような、何か僕は病院側に
対して、もっと患者側に立ってやっていただきたいな
という思い、必要な検査とかそういう医療は必要なの
は当然なんですけれども、どうか県は、しっかり医師
会ともその辺の相談しっかりやっていただければな
と。まずは、本人が知らないうちにお金が発生したと
いうのが、これはあってはいけないと思うので、しっ
かりこういうのはお金出ますよというのは、伝えるよ
うにしてください。
それから、産後鬱の件、これも国がしっかり取り組
むということで、ぜひ先ほど前向きな答弁でしたので
期待したいと思います。その関係機関としっかり連携
とって体制をつくってほしい。ただ、先ほど言ったよ
うに市町村がこの事業に乗り出さないとなかなか国も
できないところがありますので、この点もよろしくお
願いしたいと思います。産後ケア事業、ぜひ、全県市
町村が取り組めれば一番いいかなと思います。この点
どうですか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　答弁でも申し上げま
したけれども、家族から十分な支援が受けられないと
か、それから育児で問題抱えているという方々には、
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安心して子育てができる環境づくりとして産後ケア事
業、重要だろうと。特に、産後鬱だとか予防する観点
から重要だと思っておりますので、その重要性を市町
村に伝えながら、これを実施してさらにその議員の指
摘した妊婦健診の助成、これまで持っていけるように
支援していきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　国は２分の１負担ということの事業
ですので、ぜひ市町村がしっかりやっていただきたい
と思います。
それから、離島患者等支援事業、これも県がいよい
よ乗り出すなと、本当にありがたくて、感謝、期待し
ています。ずっと私もこれは言い続けてきたんですけ
れども、離島の皆さんが本当に必要とする医療を受け
るときに、大変な渡航費、また宿泊代がかかるという
ことで、これはあれですか、島外ということで本土も
対象になっていますか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　本土への渡航は対象
としておりません。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　沖縄本島でできる医療も充実してい
るところもあると思うんですが、子宮頸がんワクチン
の後遺症のああいった医療というのは、結構、県内そ
んなにないということも聞いています。どうしても本
土に行くようなケースもあると聞いていますので、で
きればそういうのも検討してもらえればなと、これは
要望です。あとは、本島、本島も実は島なんですよ
ね。そういう、どうしても県外に出て、医療を受けな
いといけない人たちもおるんですけれども、今帰仁村
ではそういった渡航費を助成している事例もあると聞
いています。ぜひそういった本土に行く人たちの、多
くじゃないと思うんですけれども、本当に特別な人た
ちだと思うんですが、その辺もちょっと検討してもら
えればなと、これは要望です。
それから、この離島・僻地のがん患者、旅館組合、
ホテル組合と２年半近くたって、実績１件と。私これ
も議会で取り上げました。なかなか病院の近くじゃな
いと、こういったがんの放射線治療とか、また家族も
含めて、ホテルとかそういったのがなかなかちょっと
都市部にあって、できれば病院の近くのアパートも対
象にしてほしいと、私、議会で言ったんですが、検討
されたんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　離島の患者について
は、先ほどの患者支援事業で要綱上、ホテルじゃなく

てそういうアパートを市町村が借り上げる場合、見ら
れないかということで検討はしております。このがん
の宿泊支援に関して、ホテル数は結構あるんですけれ
ども、場所によっては徒歩では厳しいですけれども病
院に近いようなホテルもございますので、使い勝手は
まだあるのかなと思っておりまして、その周知です
ね。これは北部の市町村対象になりますけれども、こ
の周知に努めていく必要があるのかなというふうに考
えております。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　はい、わかりました。しっかりお願
いします。
あと、教育行政について、教育長、さっき学力低下
の懸念について、進路は高いと。この進路というの
は、どこの進路ですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　中高一貫教育校の３校の進
路決定率の平均は、県平均を上回っているということ
であります。
○上原　　章君　高校の進路ということ、高校入学の
こと、高いというのは。
○教育長（平敷昭人君）　高校からその外にいく場合
の進路ですね。
○上原　　章君　大学。
○教育長（平敷昭人君）　大学だけではないです。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　非常に、この一貫教育は目的も６年
間しっかり子供に合った教育をしようという、これは
理解できるんですが、この入試がないということで、
自動的に中学から高校に行けるということで、非常に
現場では余り勉強をなかなか頑張ろうという感じがな
いところもあるそうなんですよ。保護者や地域の皆さ
んからもアンケートとったら、８割ぐらいは入試制度
を導入してほしいと。実は、そういう勉強、言葉はあ
れですけれども、そのままエスカレーター的に入るん
で、優秀な子はほかの進学校とかそういったランクが
高いと言ったらあれなんですけれども、そういう進学
校に行くという流れができて、非常に地元の入試制度
が、内申書も見ない、本来の入試のそういった場がな
いということで、保護者からも含めていま一度その入
試制度はどうなのかなという声もあるんですが、どう
でしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　中高一貫教育を導入した目
的自体が、中学校と高等学校の６年間を接続して、６
年間の学校生活の中で計画的に、また継続的に教育課
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程を展開するということを目的にしております。そう
いった中で先生方の交流事業も行っているということ
ですので、そこで一般の入試を入れるとなると連携型
一貫教育の目的からしてどうなのかという考え方もご
ざいます。また、仮に、この連携型の入学検査という
のは、１月ごろ行っているんですけれども、学力検査
を入れるとなると、その時期を一緒にすることになる
ということで、実際この連携型の中学校に入っている
生徒さんも、おっしゃったようにほかの試験機会とい
うのもありますので、そういった中でまた選択をして
いただくことになるのかなと思います。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　ぜひ子供たちの学力がしっかり順調
に伸びる、その辺は現場としっかり連携をとってほし
いと思います。
あと、統廃合整備計画なんですが、地元の声を本当
に尊重していただきたい思いがあります。非常に、効
率性とかまたその財政面で統廃合を強行にやるという
ことはないとは思うんですが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　編成整備計画は、少子化へ
の対応、生徒さんがどんどん減っていく中で多様な学
習スタイルとか、学校としてのその教育環境という意
味で、どうなのかというその充実を図っていくという
観点から、計画を作成しているところであります。た
だ、実際今の統合計画のある学校に対しましては、地
元でもいろんな魅力、活性化のための取り組みもされ
ております。そういった中で、教育委員会としては、
入学者の動向も見ながら、しかも学校地域と意見交換
も行って、その辺の推移を見守ってまいりたいと。今
すぐというよりは、地元と丁寧に意見交換も行いなが
ら推移も注視しながら対応してまいりたいと考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いします。
あと次に、農林水産不利性。
これは南北大東の新型機が導入されて、空路もこれ
はできるということですので、ぜひ前向きにやってい
ただきたいと思います。
あと、水道サービス、これも33年、渡名喜と粟国
が29年ということですが、これ前倒しでお願いした
いというのは、地元から来ていますけれども、無理で
すか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　現状のところ、今の
現行計画で進めさせていただきたいというふうに考え

ております。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　これはもう本当に長年の悲願ですの
で、よろしくお願いします。渡名喜と粟国は29年末
ということですけれども、料金もその時点で本島並み
になるんですか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　その時点で用水の供
給は、企業局から受けますけれども、その分、確か
にこの原価は安くなると思いますけれども、直ちに
本島並みになるかということについては、現時点で、
そうですということは、なかなか厳しいものがござ
います。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　最後に子供の貧困についてなんです
が、貧困対策の支援員が今何名配置されて、教育部門
と福祉部門、何名に配置されているかわかりますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
現在、子供の貧困対策支援員、28の市町村で101
名配置されております。ただ、今ちょっと集計の中
で、福祉と教育部門それとそれ以外のところの集計、
今、手元に持ち合わせていませんので、101名が配置
されているというところでございます。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　この教育部門に配置されている人
は、どなたの指示を受けて活動していますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
基本的には、子供の貧困対策支援員は、各市町村の
ほうに配置をされて、それぞれの市町村のいわゆるそ
の要綱または設置要領等に基づいて展開をしていま
す。場所によっては、教育部門に配置されているとこ
ろは、当然ながら各市町村の教育委員会の配置のもと
で活動を行っているというふうに認識しています。
○議長（新里米吉君）　上原　章君。
○上原　　章君　教育長、この支援員の皆さん、学校
現場に配置されている皆さんは、学校長の裁量が大き
いんです。学校の校長先生によって、地域の民生委員
や自治会等と連携をとる校長先生と、とらない、なか
なかできない人もいるそうなんですけれども、この辺
はしっかり指導していただけませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　確かに、学校経営は校長先
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生のリーダーシップと申しますか、学校経営方針とい
うのがかなり左右するところがございます。ただ、こ
の貧困対策という意味では、やはり学校現場が子供の
貧困に気づく一番先端と申しますか、教育振興計画で
もプラットホームとして位置づけておりますし、学校
のほうでそのように子供の貧困に気づいて、例えばス
クールソーシャルワーカーとか、先ほどの支援員を通
して、必要な福祉機関とかその就学援助とか、その辺
につないでいく重要な役割があると思います。そうい
う意味でまた福祉部とも連携しながら、先生方の研修
等も踏まえて、校長先生がかわることによってそうい
うことはないと考えておりますけれども、そういう貧
困対策にしっかり取り組んでいけるように頑張ってま
いりたいと思います。
○上原　　章君　いろいろありがとうございました。
終わります。
○議長（新里米吉君）　続けます。
金城泰邦君。
〔金城泰邦君登壇〕

○金城　泰邦君　こんばんは。
しんがりを務めます。公明党会派、金城泰邦です。
よろしくお願いします。
それでは、早速、通告に従いまして一般質問を行い
ます。
１、公共事業の入札不調問題について、その原因と
課題について。
昨年、文教厚生委員会で石垣市へ視察に行きまし
た。その際、県立八重山病院の現場視察をしました。
工期が予定よりも大幅におくれているとの報告があり
ました。これまでも多くの議員が質問していたとおり
であります。このような公共事業が入札不調や工期の
おくれで進行がおくれるということは、行政サービス
の低下を招くことになり、とても危惧しております。
平成29年度当初予算の説明資料を見ましても、多
くの公共事業が予定されております。当然ながら、入
札不調や不落にならないよう、順調な入札が行われる
よう県として対処していかなければならないのではな
いでしょうか。
そのためにも、公共事業の発注のあり方について
は、入札業者が不足しているという厳しい現実を直視
し、４Ｋと言われ、敬遠されがちな建設業界の人手不
足の問題に歯どめをかけなければ、沖縄振興の土台づ
くりは進まないと懸念しております。
そこで伺います。
(1)、入札価格の算定根拠はどうなっているか。
(2)、建設業の担い手不足の解消についてどのよう

な手段を講じているのか。特に、建築に関して伺えれ
ばと思っております。
２、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、第10回
特別弔慰金の支給遅滞問題について。
平成27年４月、第189回国会で成立した戦没者等
の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法
律に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、第
10回特別弔慰金が支給されることになりました。
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄
の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国
として改めて弔意の意を表するため、戦没者等の御遺
族に特別弔慰金を支給するものであります。第10回
特別弔慰金については、御遺族に一層の弔意の意を表
するため、償還額を年５万円に増額するとともに、５
年ごとに国債を交付することとしています。この特別
弔慰金をめぐって市町村では支給遅滞の問題で連日ク
レームが殺到しているそうであります。
例えば那覇市では申請件数が、平成29年２月10日
現在で１万240件が申請されたのに対し、国債受け取
り受理件数が2559件、25％弱といった状況でありま
す。申請窓口の市町村で大変困っている状況ですの
で、県においては速やかな手続をお願いしたいのです
が、いかがでしょうか。
３、通級指導教員の増員について。
通級指導とは、大部分の授業を通常学級で受けなが
ら、必要に応じて別に設けられた学級で自立と社会参
加を促す特別な指導を受けることです。1993年度に
小中学校で始まりました。
１つ目は、児童生徒が在籍する学校で指導を受ける
自校通級があり、２つ目は、近隣の小中学校や特別支
援学校などに通う他校通級、そして３つ目は、自校に
巡回してくる他校の教員から受ける巡回指導と３つの
形態があります。公明党は、発達障害児などが別室で
授業を受ける通級指導や、外国人児童生徒への日本語
指導を担う教職員の安定的な確保に向けた予算の拡充
を提言してまいりました。発達障害の子供が増加傾向
にある一方で、通級指導などを行う教員が毎年の予算
での加配で措置されているため、通級指導を行う教員
が慢性的に不足している実情がありました。
そういう中で、公明党は教職員数が児童生徒数に応
じて自動的に決まる、基礎定数化の実現を求めてまい
りました。文部科学省によると、通級指導に通う児童
生徒は年々増加しており、2006年度から10年間で倍
以上に上昇しているそうです。通級形態で分けると、
児童生徒が在籍する学校で指導を受ける自校通級は
46.5％、近隣の学校や特別支援学校に通う他校通級
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は46.6％、自校に巡回してくる教員から受ける巡回
指導は6.8％だそうです。担当教員数については、都
道府県からの要望に対して87％しか配置できずに不
足してきました。このため、通級指導に通えない待機
児童や特別支援学校などの他校通級がふえる原因と
なっているのであります。
公明党は、昨年11月、政府に対して教員を確保す
るため、毎年の予算折衝の中で増減する加配定数か
ら、安定的・計画的に採用配置できる基礎定数化を提
案、その後も粘り強く訴え続けた結果、教員定数の改
善が決まり、2017年度予算案に602人の増員が盛り
込まれることになったのであります。
そこで３、通級指導教員の増員について、沖縄県の
平成29年度の方針を伺います。
４、管理栄養士の養成のための取り組みについて。
管理栄養士の養成につきましては、昨年の文教厚生
委員会で陳情が上がり、委員会において慎重な審議を
終え、採択がなされ、平成29年度の当初予算には食・
栄養分野の拠点となる管理栄養士養成課程の設置補助
に要する経費として、３億円の予算を計上していただ
き、改めて感謝を申し上げます。長寿県を目指す沖縄
県にとって管理栄養士の養成は必要な取り組みであ
り、しっかりとした支援体制の構築を求めるものであ
ります。
そこで、管理栄養士の養成のための取り組みについ
て伺います。
５、聴覚障害児・者の補聴器補助について。
聴覚障害児の補聴器補助については、これまでも
公明党県本部代表の金城勉県議より質問、提案がな
され、中・軽度の聴覚障害児への補聴器補助が実現
されてきました。今回新たにお願いしたいのが、要
綱の改正でございます。現在の規定では、両耳の聴
力がともに30デシベル以上、70デシベル未満となっ
ておりますが、これを両耳ともにではなく、片耳で
も聴力が足りなければ補助ができるような要綱にし
ていただきたいという要望でございます。よろしく
お願いいたします。
６、障害者の入所施設の現状について。
障害者の入所施設については、全ての施設ではあり
ませんが、一部の施設では衛生面などに問題がある施
設もございます。当局ではどのような把握がされてい
るのか、障害者の入所施設の現状について伺います。
７、軽度知的障害者の実態調査と就労支援について。
11月の議会で軽度知的障害者の関係者の方々から
陳情が上がり、その際に幾つかの項目について要望が
ありました。議会でも文教厚生委員会の所管分につい

て採択がなされましたが、その他の委員会での項目も
含めて、次年度以降の実施に向けてお互いにしっかり
と議論を深めてまいりたいと思います。
以下、陳情者から上がった要望事項について質問い
たします。
(1)、第５次アンケート調査方法の具体的な対策を
提示してほしい。
(2)、在校生、卒業生ともに福祉サービスの利用者
数は把握されているか。
(3)、軽度知的障害の場合、他の特別支援学校と異
なり、福祉関連の行政サービスを利用できないことが
多い。軽度知的障害であっても福祉関連の行政サービ
スを受けられるような仕組みづくりが必要であると考
えるが、県の方針について伺う。
(4)、定着支援事業所は、国の現行協議では就労移
行など福祉を利用した者に限られているが、県はどう
対応していくのか。
(5)、軽度知的障害者の就業・生活支援センターを
利用していない人の把握はどうなっているのか。
以上、御答弁よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　金城泰邦議員の御質問にお答
えをいたします。
私のほうからは、大きな４番目の管理栄養士の養成
のための取り組みについてに関する御質問の中の、管
理栄養士の養成のための取り組みについてお答えをい
たします。
県内では、琉球大学教育学部に栄養士養成課程が設
置されておりますが、管理栄養士養成課程を設置して
いる大学はございません。このため、健康長寿おきな
わの復活に向け、食と栄養分野に係る人材育成や研究
の拠点を構築することが必要であると考えております。
県としましては、今後、管理栄養士養成課程の設置
を行う大学の公募を行い、その費用の一部を補助する
ことで、同施設の設置に向けた取り組みを進めていき
たいと考えております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　公共事業の入札不調
問題の原因と課題についての御質問の中の、入札価格
の算定根拠についての御質問にお答えいたします。
公共工事の予定価格は、工事に必要な材料費や労務
費等を積み上げた上で、現場の必要経費や企業の利益
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等を適正に積算したものであります。なお、一部の離
島等において、技能労働者の確保が困難であることな
どに起因する不調・不落が発生していることから、土
木建築部では、技能労働者等の確保に必要な交通費、
宿泊費等の経費を実態に応じて精算することとしてお
ります。とりわけ、建築工事について、鉄筋加工組み
立て費など市場単価は現場見積もりを採用していると
ころであります。
引き続き、建設業団体との意見交換などを通じて実
態把握に努め、入札状況の改善に取り組んでいきたい
と考えております。
同じく建設業における担い手の確保・育成について
の御質問にお答えいたします。
建設業においては、今後、高齢化等により技能労
働者の大量離職が想定され、将来にわたる社会資本
の品質確保と適切な機能維持を図るためには、建設
業の将来を担う若年者の入職・定職を促し、人材を
確保することが喫緊の課題でございます。このため、
県は、国と連携して処遇改善の徹底や安定的・持続
的な建設事業の見通し確保などに取り組んでいると
ころであります。
具体的に、経営事項審査等において社会保険加入状
況を確認するとともに、社会保険料等法定福利費相当
額を加算した労務単価の採用、適正工期の設定、発注
計画の公表、適正利潤の確保に資する最低制限価格の
上限撤廃などを実施しております。あわせて、親子で
建設現場をめぐるバスツアーや建設産業の魅力を発信
する建設フェスタの後援など、建設業のイメージアッ
プの取り組みにも支援・協力しております。
県としては、引き続き、国や業界団体、教育機関等
と連携して、建設業における担い手の確保・育成に取
り組んでいきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　第10回特別弔
慰金の支給遅滞問題についての御質問にお答えします。
本県における平成29年１月末日現在の特別弔慰金
の請求件数は約４万7000件、裁定済み件数は約２万
5000件となっております。審査状況については、請
求期間初年度に当たる平成27年度に請求が約４万件
ありましたが、請求書類の審査は、市町村ごとの受け
付け順に行っているため、件数が多い市町村について
は、時間を要している状況であります。加えて裁定が
おくれていることの要因の一つに、請求書類の不備を
整備するのに多くの時間を要している現状があります。

県としましては、裁定事務が迅速に行えるよう取り
組んでまいります。
次に、聴覚障害児・者の補聴器補助についての御質
問にお答えします。
聴覚障害児・者に対する補聴器の補助については、
障害者総合支援法に基づき、原則として身体障害者手
帳を所持する者に対し、その購入または修理に要する
費用を補助しております。また、県では、身体障害者
手帳の交付対象とならない、軽度・中等度難聴児に対
し、市町村が補聴器購入費用を助成した場合に、その
費用に対して補助する事業を実施しております。
県としましては、今後とも市町村と連携し、聴覚障
害児・者への支援に取り組んでまいります。
次に、障害者の入所施設の現状についての御質問に
お答えします。
障害者の入所支援施設では、施設に入所する障害者
に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関
する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を
行っております。平成28年３月末現在、県内には46
施設が設置され、2314名が利用しております。
次に、軽度知的障害者の実態調査と就労支援につい
ての御質問の中の、第５次アンケート調査方法の具体
的な対策についてお答えします。
現行の第４次沖縄県障害者基本計画を策定するに当
たり、障害当事者の生活課題等を把握することを目的
として、平成24年に県内在住の障害当事者1000名を
対象にアンケート調査を実施しております。
県としましては、平成34年度を計画初年度とする、
第５次の同計画を策定する際に実施するアンケート調
査対象者や調査内容の検討及び関係団体等に対する意
見の聞き取りを行い、軽度知的障害者の実態が次期計
画に反映されるよう、取り組んでいきたいと考えてお
ります。
次に、軽度知的障害者の福祉関連サービスの利用に
ついてお答えします。
軽度知的障害者は、日常生活能力向上のための自立
訓練、就労に向けた就労移行支援や就労継続支援など
の障害福祉サービスの利用が可能であります。
県としましては、軽度知的障害者が障害福祉サービ
スを身近な地域で利用できるよう、サービス内容の周
知など、関係機関と連携して取り組んでまいります。
次に、就労定着支援に係る事業についてお答えし
ます。
国においては、平成30年度に施行される改正障害
者総合支援法において、就労している障害者の就労定
着を図るため、新たなサービスの新設を予定している
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ところであります。
県としましては、現段階では新たなサービスの詳細
が不明なことから、今後とも国の動向を注視しながら
必要な対応を行っていきたいと考えております。
次に、支援を受けていない軽度知的障害者の状況に
ついてお答えします。
就業・生活支援センターによる支援サービス等を利
用していない軽度知的障害者の実態につきましては、
どのような調査が効果的であるか、調査手法や実施時
期等を含め、関係機関や関係団体と連携し、協議を行
う必要があると考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　通級指導教員の増員に係る
沖縄県の平成29年度の方針についての御質問にお答
えいたします。
公立小中学校における通級指導教員について、平成
29年度は63名を予定しており、前年度の51名から12
名の増加となります。
県教育委員会では、通級指導は通常学級に在籍する
軽度な障害のある児童生徒の指導の場として重要であ
ると考えており、今後も適切に対応してまいります。
次に、軽度知的障害者の実態調査と就労支援につい
ての御質問で、在校生、卒業生の福祉サービス利用者
数についてお答えいたします。
軽度知的障害のある生徒が学ぶ高等特別支援学校在
校生230名のうち、福祉サービスの利用状況について
は、福祉型障害児入所施設利用者が11名、医療型児
童発達支援を受けている者が５名、その他の福祉サー
ビス利用が23名となっております。また、平成27年
度卒業生63名のうち、一般就労が49名で、福祉サー
ビス利用者については、就労移行支援事業所が４名と
なっております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　御答弁ありがとうございました。
幾つか再質問させていただきたいと思います。
公共事業の入札不調についてということで、先ほど
も御答弁いただきました。まだ私も素人質問かもしれ
ませんけれども、いろいろと御教示いただくようお願
いいたします。
まず、この特に建物、建築物についてなんですが、
今後、さまざまなプロジェクトも、平成29年度予算
見ても予定されているなと思っております。こういっ
た建築を進めるに当たって、まず最初は設計から始ま

ると思うんですね、設計して、見積もりして、施工と
いう流れだと思うんです。施工業者については評価制
度があって、このランクとかあると思うんですが、最
初の設計の段階において、設計者の方に対してはそう
いったものが存在するんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
今年度、４月から建築業者については、建築の設計
事務所については、ランクづけといいますか、評価を
して指名その他に活用しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　今年度からということで、こういっ
た評価制度が導入されるに当たって、そういった背景
というものがあろうかと思うんですが、それについて
御説明いただけますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
まず、業界、建築士事務所あるいは建築士会、こう
いった業界団体のほうから要望もございました。なお
かつ、発注するコンペあるいはプロポーザルを公募す
る際に、どの業者までというのをなかなか決めかねる
と。それを建築士の数で絞って果たしていいのかどう
かという議論もあって、今現在、団体の意見も聞きな
がら試行させていただいているところでございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　先ほど言った八重山病院などの事例
を見ますと、やっぱり最初の段階でしっかりとした設
計図面から入っていって、そこからきちっとした数字
を拾い上げていく。そしてそういった原価というか、
見積もりをしていくということがとても大事なんだろ
うなという感じがしておりまして、そういった設計図
面ができたものを今度は積算すると思うんですけれど
も、積算はどなたがやるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　これは建築工事とい
うことでよろしいでしょうか。建築工事についても、
設計事務所のほうで数量を拾い、そして単価を入れ
て、ある程度の基礎資料はつくります。この数量等に
ついては、我々発注する側のほうが精査をして、発注
していくという流れになります。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　沖縄県のホームページを見ますと、
いろんな意見、アンケート等が投稿されております。
そういった中には、数量がちょっと合わないんじゃな
いかという投稿もあったりとかして、そういったこと
になると、やっぱり数量をきちっと拾う側の業務の改
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善というか、向上というものが必要だなというふうに
感じているんですけれども、その辺についてはいかが
でしょうか。どのように取り組まれていますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　これも建築工事とい
うことでお答えさせていただきます。
建築工事を発注する際には、数量についてもあくま
でも参考ということではございますが、数量は明示し
ております。その段階で業者のほうが積算をして、仮
に数量に差があった場合には、質疑応答の中でこれは
調整できるという仕組みは講じております。一方、そ
のまま採用、業者側から特に質問がない中で、入札契
約に至ったという場合には、この参考数量との違いが
仮にあったとしても、現状それを積算の対象とすると
いうことは、これまでは取り組んできておりません。
それで入札時積算数量書活用方式というのがあるんで
すが、これは、設計、積算数量について契約後に疑義
が出た場合、現場で工事をやる際に違っているよとい
う、我々発注側が提示した数量との差が仮に生じた場
合に、発注者、受注者の間で協議して、必要に応じて
訂正し、請負代金額を変更すると、これを契約事項と
してしっかりうたうという、入札時積算数量書活用方
式というのがございまして、これを昨年４月から国の
ほうでは施行しております。これを受けて、県のほう
もずっと検討してきております。早期に取り組んでい
きたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　今のシステムは、これから導入とい
うことでよろしいんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　次年度、できる限り
早い時期に導入というか、施行をしていきたいという
ふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　このシステム、ぜひ早いうちにやっ
ていただきたいと思います。あとは、数量については
このようなフォローアップがされるということで、単
価の設定というのは、どういうタイミングの単価が設
定されるんですか。鉄筋とかだと非常に時価の部分の
差が大きいと思いますね。そういった材料についての
時価が、差が生じた場合の対応というものがちょっと
気になるのですが。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
まず、工事の予定価格を算定する際には、直接工事
費といいまして、現場で作業される労務の方々の単価

の積み上げであったり、あるいは資材、使う材料の費
用であったりというのを積み上げていって、それに現
場でかかる経費であったり、あるいは会社側の経費で
あったりというのを上乗せするというのが全体的な仕
組みでございます。これは、当初、冒頭で答弁させて
いただいたとおりなんですが、その中の労務費につい
てです。労務費については、平成26年度からは現場
での変動が大きいということもありまして、例年４月
に改定しているものを前倒しで改定してきました。平
成28年度、今年度でございますが、今年度も３月１
日に前倒しで改定しようというふうに考えております。
労務費の単価というのは、おおむね年１回改定して
いくことになりますけれども、それでも現場での変動
に応じて早目早目の対応をしているという状況でござ
います。
また、資材単価については、従来、年２回改定して
おります。これは、おおむね半期に１回という形にな
るんですが、これを平成28年度から年４回という形
で極力迅速に実勢の単価に合わせるような取り組みを
行っているところでございます。あわせて、現場管理
費とか一般管理費、これについても経費上乗せ分につ
いては、適宜、国の積算基準等の改定に合わせて見直
しを行ってきております。
先ほど最低制限価格の上限撤廃のお話をさせていた
だきましたが、これに合わせて最低制限価格自体の算
定式自体も今引き上げを行ったところでございます。
これは、受注者側の適正な利潤確保に寄与するものだ
というふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　単価については、年２回改定されて
いるということで、ほぼ時価に近いような形でされて
いるのかなという気がいたしました。労務費につきま
しても、今一般管理費の中で、きちっとそれを盛り込
んでいるということも御説明あったんですが、やは
り、労務費と一般管理費の見方ですね。これまでは請
負額をいかに圧縮するかみたいな議論が長年続いてき
たかと思うんですね。そのしわ寄せというのが、結局
一般管理費等に行って、そこで働く下請、孫請の労務
の方々の待遇に影響していった、悪影響を及ぼして
いった。だから、社会保険にも入らない。一人親方な
どがたくさん生まれたような現状もこれまで続いてき
て、そういった業界については、非常に疲弊する状況
が続いてきたと思うんです。そういった中にあって、
やっぱり今日になってさまざまなプロジェクトを進め
ようと思ったら、いざ人手不足とかに悩んでしまう。
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それを改善していくためには、きちんとした現場の環
境づくり、そこにしっかりと目をやらないといけない
と思います。特に沖縄なんていうのは、暑い日が多い
んですね。40度近い炎天下の中で現場で作業をする。
そういった労務の方々が、休憩時間になったら、暑い
炎天下の中で、お昼、弁当を食べながら過ごさないと
いけない。そういった環境ではなくして、きちんと夏
場であればエアコンのかかった環境のもとで休憩がと
れる、水分補給もできる。そういったものをやっぱり
きちんとした一般管理費の蓄えがあってからこそしか
できないと思います。
また、そういった方々をきちっと引き上げて、人材
にしていく、継続してその業界で仕事ができるように
するためには、やはり人材育成するためには、賃金も
しっかりとしていかなければ、この分野というのは本
当に廃れていきます。人手がどんどんなくなってい
く。そういったことを防いでいかないと八重山病院で
起こったような状態というのは改善できないだろうと
思っていますので、そこは今後も部長しっかりと目を
通していきながら頑張っていただきたいと思うんです
が、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　議員御指摘のとおり、
建設業界の担い手不足あるいは確保、育成について
は、本当に急いで対応していかなければいけないもの
だというふうに理解しております。もちろん適正利潤
の確保ということを我々発注側がしっかり取り組むこ
とも必要なんですが、業界自体のイメージアップとい
うのにもしっかり取り組んでいただきたいと。このあ
たりは、引き続き、国、業界団体、教育機関等と連携
しながら、密に連携して取り組んでいきたいというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ぜひ、その業界のイメージアップの
ためにも頑張っていただきたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。
２番目の戦没者の弔慰金については、人口の多い自
治体がどうしても後になっているということで、私先
ほど那覇市の事例を出しましたが、じゃこれについて
は、那覇市の対応はこれからスピーディーに進むとい
うふうに受けとめてよろしいんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県のほうとし
ては、この第10回の特別弔慰金の支給に当たっては、
迅速に取り扱っていきたいというふうに考えています。
答弁のほうでは申し上げましたけれども、現在４万

件あって、約半数、まだ２万2000件ぐらい残ってい
ますが、基本的には受け付け順にやっているというこ
とと、どうしても請求書類をチェックしていく中で不
備があったりするものですから、そこをしっかり市町
村と連携をとって迅速に裁定事務が進むように取り組
みを進めていきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　本年２月10日現在で、那覇市で
25％弱、これは今年度どこまで引き上げることがで
きますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
那覇市、現在、今２月末の見込みですけれども、現
在１万241件に対しまして、3873件進む予定にして
おります。なかなか一月の裁定が約2500件程度とい
う形になっているものですから、できるだけそれを迅
速に進めていきたいというふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　3873件の見込みということで、よ
りまたそれ以上にできるように、ぜひ頑張っていただ
きたいと思います。よろしくお願いします。
通級指導教員でございますが、今年度12名増とい
うことでよろしいでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　29年度は、12名増の予定で
あります。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　市町村からの要望は、現在何名増の
要望が出ておりますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後６時10分休憩
　　午後６時11分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　対象者の数を踏まえまして、
その状況に応じまして県教育庁のほうから加配という
形で各学校に配置しますので、市町村ごとに何名とい
う形では出てきてないようでございます。現在、28
年の対象者が1153名に対して、29年度は1469名の
対象者がいるということで、そういうものを踏まえて
12名増の63名で必要とする学校に配置していくとい
う形を予定しております。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　対象が1469名ということで、それ
に対して63名、12名増でされるということはひとつ
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のまた進歩をしているのかなと、増員に努力されてい
るのかなと思います。要望があるところ、緊急を要す
るところをしっかりと精査していただいてやってほし
いと思うんですが、現時点ではどこに配置するとかと
いうところまで決まっているんですか。どの学校と
か、そういったものは決まっているんですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　基本的には、また来年度、
新年度の話になりますので、そこの生徒さんの状況も
見ながら具体的な配置もまたこれから詰めていくこと
になろうかと思います。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　よろしくお願いいたします。
４番の管理栄養士につきまして、知事からも御答弁
いただきました。ありがとうございます。
公募を行って、設置に向けて取り組んでいかれると
いうことで、まずは、その予算を積み立てていただい
て、現状、既にもうやりたいというような声も来てい
るんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　準備行為として、こ
としの２月20日から公募を開始したところでありま
して、今現在、応募があるかどうかというのは、把握
しておりません。今のところ、応募はありません。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　現時点では、まだ、応募は来ていな
いということなんですね。応募が来た場合には、そう
いった速やかに設置に向けてまた県の立場でできる支
援をよろしくお願いいたします。
５番の聴覚障害児・者の補聴器についてなんです
が、今後、計算の仕方というものが片耳でもできるよ
うな形というのは、市町村と連携していくという御答
弁でした。市町村のほうで要望があるところは、前向
きに皆さんのほうも取り組んでいただけるとこう受け
とめてよろしいでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
本事業は昨年度から実施したところでございます。
昨年度は、９つの市町村で15名の補助ができました。
今年度は、事業を拡大いたしまして20市町村が当該
事業の助成を受けるということで予定しているところ
でございます。
事業としましては、基本的には事業主体が市町村と
いうふうになっておりますので、この事業の、議員の
御要望の片耳のほうも含めては、ちょっと他県の状況

であったりとか、あと市町村の意見なども踏まえて少
し検討していきたいというふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　市町村の意見をしっかりと聞き取っ
てください。
他県の比較もあると思いますが、沖縄が独自にやっ
ぱり力を入れてやっていただきたいという理由は、こ
ういった聴覚の障害児、子供の貧困という観点から見
ても補聴器はお金がかかるんですよ。ですので、なか
なか買いたくても、親の経済的な理由で買えない。そ
れによって授業を受けていてもなかなか聞こえない。
これが学力の低下につながってしまわないかというこ
とについては、子供の貧困という観点からも沖縄県独
自の視点でしっかりと詰めていくという部分で、ぜひ
頑張っていただきたいんですが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　当該事業につ
きましては、各市町村でもぜひ取り組んでいただきた
いというふうに思っています。その中で、当然ながら
市町村としっかり意見交換をしながら検討を進めてい
きたいというふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　子供の貧困に先駆の取り組みをして
おります、沖縄県ですね。ぜひ、そういった子供たち
を一人でも多く救っていけるような取り組みを期待し
たいと思います。よろしくお願いします。
軽度の知的障害者の件なんですけれども、第５次ア
ンケートでは、今回、軽度の知的障害者の方々も反映
するという御答弁だったかと思います。それでよろし
いでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
第４次計画するときも、アンケート、軽度の知的障
害の皆様の当事者のアンケートを聞きました。第５次
についても大分先になりますが、そのアンケート調査
の対象であったりとか、調査内容については十分に検
討していきたいというふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　よろしくお願いします。
福祉サービスの利用者数も把握については、先ほど
御答弁がありましたので、飛ばします。
(3)番の行政サービスを受けられるような仕組みづ
くりというのが必要であるということで取り上げてい
ますが、やっぱりこの必要性を本人または保護者も感
じていればいいんですが、その必要性を当事者が感じ



− 292 −

ていかないとなかなかつなげることが難しい。そう
いったのが現状あるというふうに伺っておりますが、
やっぱりそういったケースはあるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　ちょっと当事
者がどういうふうな形でこの福祉サービスを理解して
いるかというのは、なかなかわからないところではご
ざいますが、ただ、福祉サービスの情報については当
然ながら当事者、特に軽度の高校生であったりとか、
あと保護者等にはしっかり情報を提供していくことが
必要だというふうには認識しております。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ぜひ、こういった方々にも、特に福
祉サービスの中でも当事者の要望としては、相談支援
と定着支援が必要であるという声もありますので、そ
ういった観点からぜひ取り組んでいただきたいと思っ
ています。
また、中ポツ、通称中ポツセンターですか、そこで
は、やっぱり人手がもうちょっと必要なんじゃないか
と、マンパワーが足りないんじゃないかと、カバーが
なかなかできていないんじゃないかなとの御指摘があ
りますが、それについてはいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　障害者就業・
生活支援センターのほうは、いわゆる就労の支援員と
それと生活の支援員が両方いて、相談に応じておりま
すし、支援を行っております。基本的には、現状の中
でしっかり取り組んでいるというふうには認識してお
ります。あわせて地域の資源である、例えば相談支援
事業所であったりとか、ほかの就労のサービス系の事
業所等もございますので、そこともしっかり連携をと
りながら支援には取り組んでいきたいというふうに考
えています。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ぜひ、よろしくお願いします。
最後のそういったセンターを利用してない人の把握
についてなんですけれども、これにつきましては、琉
球大学医学部の看護学科の卒業研究で行ったアンケー
ト調査によりますと、軽度の知的障害を持つ子供の保
護者は、特別支援学校を卒業した後、福祉が必要であ
ると感じている者が少なく、福祉サービスや支援セン
ターの利用においても少ない現状が明らかとなってい
ますと。軽度の人ほど福祉が必要でないと答えた人が
多いのは、福祉が必要でない理由として、自立できて
いるからが多かったことより、子供の知的障害の程度
が軽度であると。また実際に就労している場合は、子

供が自立できるであろうと期待が大きくなるからでは
ないかと分析されており、福祉は必要でないという親
の消極的な姿勢に加えて、健常者と変わらないと意識
したい気持ちがあり、そのため周囲への働きかけが少
なくなり、支援体制の乏しさへとつながることも考え
られ、特別支援学校を卒業した後に福祉サービスや支
援センターを利用する軽度の人が、意思あってそこに
有意で少なくなっているのかもしれないと、以上のこ
とから軽度の知的障害の人は卒業後に社会に出ると、
福祉から離れてしまうことが示唆されると考察してお
ります。
以上のことから保護者への働きかけ、つまり自立へ
の期待は期待として持ちつつ、目の前の子供の状態と
正面から向き合う勇気も必要であります。そういった
働きかけも重要であると思われますが、これについて
は教育委員会の教育長、ちょっと見解を求めたいと思
います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　特別支援学校、軽度知的の
生徒さんですけれども、高等特別支援学校で就職をし
た生徒さん及びその保護者に対して、在学中から先ほ
どの障害者就業・生活支援センターのほうに登録をす
るように働きかけをさせていただいております。そし
て、卒業後はおおむね３年程度なんですけれども、こ
のセンターと連携しながら職場巡回をしまして、状況
の把握に努めているところであります。そして、就職
して仕事を続ける中で、いろんな課題が出てくると思
いますが、課題が出てきた場合には、センターが中心
となってその就職先の担当者や学校関係者でケース会
議などを開いていろんな対応というか、支援等の方策
を検討しているところであります。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ぜひ、教育委員会におきましても、
こういった高等支援の生徒たち、一人でも漏れなく人
材にしていくことも大事だと思います。しかしなが
ら、やっぱりつまずきの可能性を持っている、リスク
を持っているわけですから、そういったリスクがあっ
た場合には、速やかにフォローアップして、２次障害
につながらないような取り組みも頑張っていただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
以上で一般質問を終わります。
ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
本日の日程はこれで全部終了いたしました。
次会は、明３月１日定刻より会議を開きます。
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議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午後６時23分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年３月１日（水曜日）午前 10時２分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

議　　事　　日　　程　第７号
平成29年３月１日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで（質疑）

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで

甲第１号議案· 平成29年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案· 平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案· 平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案· 平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案· 平成29年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案· 平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案· 平成29年度沖縄県下水道事業特別会計予算
甲第８号議案· 平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第９号議案· 平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第10号議案· 平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第11号議案· 平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第12号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第13号議案· 平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第14号議案· 平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第15号議案· 平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第16号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第17号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第18号議案· 平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第19号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第20号議案· 平成29年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第21号議案· 平成29年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案· 平成29年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案· 平成29年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案· 平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第25号議案· 平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
甲第26号議案· 平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案· 平成28年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案· 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）
甲第29号議案· 平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
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１号）
甲第31号議案· 平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案· 平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第34号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第３号）
甲第35号議案· 平成28年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案· 沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例
乙第２号議案· 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例
乙第３号議案· 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
乙第４号議案· 沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案· 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案· 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案· 沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案· 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例
乙第９号議案· 沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
乙第10号議案· 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案· 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案· 沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例
乙第13号議案· 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第14号議案· 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第15号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第17号議案· 財産の取得について
乙第18号議案· 財産の取得について
乙第19号議案· 債権の放棄について
乙第20号議案· 債権の放棄について
乙第21号議案· 債権の放棄について
乙第22号議案· 訴えの提起について
乙第23号議案· 包括外部監査契約の締結について
乙第24号議案· 県道の路線の認定及び廃止について
乙第25号議案· 公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第26号議案· 流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更につ

いて
——————————————————————————————————————

出　席　議　員（47名）
議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君

８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
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——————————————————————————————————————
欠　　　　　員（１名） 

——————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
昨日、知事からお手元に配付いたしました議案１件
の提出がありました。
　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括

し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号
議案までを議題とし、質疑に入ります。
質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
大城憲幸君。

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君
主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君

知 事 　翁　長　雄　志　君　
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君　
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君　
総 務 部 長 　金　城　　　武　君　
企 画 部 長 　下　地　明　和　君　
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君　
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君　

保健医療部長 　砂　川　　　靖　君　
農林水産部長 　島　尻　勝　広　君　
商工労働部長 　屋比久　盛　敏　君　
文 化 観 光
スポーツ部長 　前　田　光　幸　君　

土木建築部長 　宮　城　　　理　君　
企 業 局 長 　町　田　　　優　君　

病院事業局長 　伊　江　朝　次　君　
会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
知 事 公 室
秘書広報統括監 　大　城　壮　彦　君　

総 務 部
財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君　

教 育 長 　平　敷　昭　人　君　
公安委員会委員 　與　儀　弘　子　さん
警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君　
労 働 委 員 会
事 務 局 長 　大　城　玲　子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 　親　川　達　男　君　

代表監査委員 　當　間　秀　史　君

17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君
23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君

33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君
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〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　おはようございます。
維新の会の１年生議員、大城憲幸です。
きょうで個人的にはちょうど一回り、去年の６月議
会からこの場に立たせていただきましたので、４回目
の議場ということになります。頑張って、また１年生
を卒業できるように頑張りますのでよろしくお願いい
たします。
本日は、大項目で３点、通告に従いまして一般質問
を始めていきます。
まず１点目については、私のこだわりであります農
業振興についてであります。
きょうは農業振興について４点通告しておりますけ
れども、その中の(1)、(2)、(3)については、これま
でも議論をしてきました。翁長知事初め執行部の皆さ
んとも、この課題の必要性については共通認識を持っ
ていると思っております。そこで今回は、29年度予
算、今議会に上程されておりますけれども、この３点
については、これまでの議論を踏まえて、どのように
取り組んでいくのか、どのように予算措置がされてい
るのか、その辺の確認の意味で通告しておりますので
よろしくお願いいたします。
まず(1)点目につきましては、いわゆる果物、野菜
等の部分についてであり、青果市場の活性化、あるい
は建てかえ等の整備についてでありますけれども、こ
れまでも議論しました。100万県民が144万人までふ
えているんだけれども、青果市場の取り扱いは９万ト
ンあったものが６万トンまで減っていますよと。やは
りこれは、今後のアジア経済戦略構想を含めても、出
すという意味でも、県内の県民に供給するという意味
でも、市場の整備、活性化は不可欠であるという共通
認識を持ったと思っておりますけれども、そこでお尋
ねいたします。
青果物流の強化について、地産地消、販路開拓に向
け青果市場の充実強化は必須であり、現市場の建てか
え等整備について新年度の取り組みを伺う。
(2)点目につきましては、観光産業も800万人を超
えました。今議会でも1000万人の目標から1200万人
にしようというような議論もありました。この沖縄に
おけるリーディング観光産業、その中心と言ってもい
い、魅力の中心と言ってもいい沖縄の食文化、沖縄の
食文化を支える養豚産業の衰退がとまりません。30
万頭規模から、今県全体で20万頭まで生産基盤が減っ
てしまっているわけです。
そういう状況の中で、(2)番をお尋ねいたします。
危機的養豚生産基盤対策について、10万頭以上―

―大規模ということですね――養豚団地の必要性につ
いて議論してきましたけれども、新年度の取り組みを
伺います。
(3)点目につきましては、沖縄の畜産事業というの
は、今、昨年、一昨年ですか、400億円を超えて、非
常に絶好調と言われております。しかし、これは皆さ
ん御存じのとおり、和牛素牛の全国的な高騰によるも
のが主な要因でありまして、畜産全体については非常
に厳しい。そして、その農家の厳しさというのは、
やっぱり経営に占めるコストの半分以上が餌代なんで
す、畜種によっては。そういう意味で、どうしてもそ
の飼料コストを下げなければならない。離島のハン
ディを何とか支援してあげなければいけない。そうい
う議論をしてきましたけれども、(3)番、飼料コスト
低減対策について。
輸入原料の流通費低減のため、中城湾港の整備と備
蓄サイロの必要性を提言してきましたけれども、新年
度の取り組みについてお願いをいたします。
(4)番については、各畜種、この場でも議論をして
きました。牛乳、乳用牛の部分については、この場で
は初めてでありますけれども、非常に酪農についても
厳しい状況でありますので、(4)番について、本県の
酪農の状況と課題についてということで５点お願いい
たします。
ア、生産者戸数と頭数の推移を伺う。
イ、素牛価格高騰の状況とその対応や支援策につい
て伺う。
ウ、生乳生産量の推移と自給率、学校給食への供給
体制について伺う。
エ、乳製品開発等６次産業化の取り組みについて
伺う。
オ、環境対策の現状と取り組み状況についてお願い
いたします。
大きな大項目２番、子育て支援の充実について。
子育てについて議論するのは初めてでありますけれ
ども、きょうは今議会、代表質問でもありました学童
クラブの議論をさせていただきたいと思いますのでよ
ろしくお願いします。
放課後児童クラブの状況と課題について、４点お願
いいたします。
ア、待機児童数の推移と今後の見通しについて伺う。
イ、親の負担する保育料等の現状と負担低減に向け
た取り組みについて伺う。
ウ、職員の資格や身分に関する現状と待遇改善に向
けた取り組みについて伺う。
エ、設備の面積基準について、現状と本格適用に向
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けた取り組みについて伺う。
大きな３番、観光振興についてであります。
修学旅行と民泊事業についてお願いいたします。
４点。
ア、修学旅行者数の推移と見通しについて伺う。
イ、民泊事業者数とその状況について伺う。
ウ、民泊に関する新法案、その影響と対応について
伺う。
エ、修学旅行、体験交流型観光の充実強化に向けた
取り組みについて伺う。
よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
大城憲幸議員の御質問にお答えをいたします。
私のほうからは、大きな１番目、農業振興について
に関する御質問の中の、乳製品開発等の６次産業化に
ついてお答えをいたします。
６次産業化の推進は、農林漁業者の所得の向上や農
山漁村の活性化を図る上で重要であると考えておりま
す。このため、沖縄県では、６次産業化支援事業等に
より、商品開発、販路開拓及び加工販売施設の整備に
対する助成などの支援を行っているところでありま
す。乳製品開発等の６次産業化の取り組みとしては、
これらの事業を活用し、自社牧場の牛乳と地元の農産
物を活用したジェラート等の加工・販売施設の整備等
を支援したところであります。
沖縄県としましては、引き続き６次産業化を推進し
てまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　農業振興についての
御質問の中の、中央卸売市場青果部の建てかえ等整備
についてお答えいたします。
中央卸売市場青果部は、開設から33年が経過し、
補修及び更新が必要な時期を迎えていることから、平
成27年度に沖縄県中央卸売市場修繕計画を策定し、
計画的な維持保全に努めているところであります。ま
た、国が昨年定めた第10次卸売市場整備基本方針に
おいて、中央卸売市場のあり方や機能強化等を明確に
した経営展望の策定が必要と示されております。その
ため、県中央卸売市場においては、平成29年度に沖
縄県中央卸売市場経営展望（仮称）を策定することと

し、その中で、将来的な施設整備についても市場関係
者等と意見交換してまいりたいと考えております。
次に、養豚生産基盤対策の取り組みについてお答え
いたします。
県では、養豚の課題等については、養豚団体・農家
等で構成する沖縄県養豚生産対策推進協議会を設置
し、これまで定期的に協議を実施しております。協議
会では、沖縄養豚衛生獣医療体制整備事業を活用した
事故率低減の対策や強い農業づくり交付金や畜産クラ
スター事業等を活用した施設整備などを推進し、今後
の県内養豚の生産基盤を強化することとしておりま
す。また、本県養豚業の課題調査を外部委託し実施し
ております。
県としましては、委託調査の結果を踏まえつつ、沖
縄県養豚生産対策推進協議会において、引き続き協議
してまいります。
次に、中城港湾と備蓄サイロ整備の取り組みについ
てお答えいたします。
中城湾港については、国が大型船舶の入港ができる
湾港整備を検討していると聞いております。県としま
しても、配合飼料が依然高値で推移していることか
ら、海外から飼料原料を直接県内に大量移入し、輸送
コストを削減する必要があると考えております。
引き続き、港湾部局等と意見交換を行い、飼料穀物
保管施設（サイロ）の整備に向け、畜産関係者等と連
携し取り組んでまいります。
次に、酪農の生産者戸数と頭数の推移についてお答
えいたします。
県内の酪農家戸数は昭和56年の256戸、飼養頭数
は平成４年の9755頭以降、それぞれ減少してきてお
ります。平成27年12月末現在、飼養戸数は79戸、飼
養頭数は4375頭となっております。また、１戸当た
りの飼養頭数は平均55頭となっております。
次に、乳牛の素牛価格高騰と対応や支援策について
お答えいたします。
乳牛の導入元である北海道では、酪農家が和牛を生
産していることから、乳牛の出産頭数が減少し、初妊
牛価格の高騰が続いております。県では、酪農家を支
援するため、１、家畜導入事業資金供給事業による乳
用牛導入及び育成牛への補助、２、県家畜改良セン
ターからの優良乳用牛の供給などを行っております。
また、畜産クラスター事業による機械導入など、生産
基盤の強化も図っているところであります。
県としましては、今後とも県内酪農家の経営安定対
策を推進してまいります。
次に、生乳生産量の推移と自給率、学校給食への供
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給体制についてお答えいたします。
平成27年の県内生乳生産量は２万6682トンで、酪
農家の減少とともに生乳生産量も減少傾向にありま
す。生乳自給率は平成27年は86.3％で、近年は87％
前後で推移しております。学校給食には、平成13年
度から生乳100％で供給しておりましたが、平成28
年10月から11月にかけて、生乳不足のため一部地域
において加工乳を供給することとなりました。
県としましては、これまでと同じように学校給食用
牛乳に生乳100％供給できるよう、乳用牛導入等の酪
農家支援を実施してまいります。
次に、酪農の環境対策の現状と取り組みについてお
答えいたします。
県では、畜産排水の適正処理及び耕畜連携を図るた
め、沖縄型畜産排水対策モデル事業を実施しておりま
す。事業では、畜産排水対策指針及び指導用マニュア
ルを策定し、酪農家への技術的支援や液肥利用の推進
など、関係機関と連携して取り組んでおります。ま
た、八重瀬町では、地域循環型バイオガスシステム構
築モデル事業を実施し、乳用牛ふん尿を原料としてメ
タンガスと液肥を生産しており、県では、液肥利用に
関するデータの提供や助言を行っております。
県としましては、引き続き家畜排せつ物の適正処理
を推進してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子育て支援の
充実についての御質問の中の、放課後児童クラブに登
録できない児童の推移と今後の見通しについてお答え
します。
平成28年５月１日現在の放課後児童クラブに登録
できなかった児童は、661人となっており、前年度と
比較し209人増加しております。クラブ数及び登録児
童数はともに増加しているものの、利用対象が原則
10歳未満の小学生から小学生全体に広がったこと、
クラブの整備促進により潜在的ニーズの掘り起こしに
つながったことなどから、登録できない児童数は増加
傾向にあります。
県においては、黄金っ子応援プランに基づき、平成
31年度末までに478カ所の放課後児童クラブを整備
することとしており、市町村に対して、クラブの新規
設置のための施設改修や運営費等を支援することによ
り、登録できない児童の解消に向けて引き続き取り組
んでまいります。
次に、放課後児童クラブの利用料の現状と負担軽減

に向けた取り組みについてお答えします。
県内の放課後児童クラブの月額平均利用料は、平成
24年度の１万711円から、平成28年度は9511円に低
減しているところです。県においては、放課後児童ク
ラブの利用料低減を図るため、新規設置クラブへの家
賃補助や児童送迎に係る経費の補助を行うとともに、
沖縄振興特別推進交付金を活用した公的施設への移行
を促進しております。
県としましては、引き続き市町村と連携し、利用者
の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
次に、放課後児童クラブ職員の資格や身分に関す
る現状と処遇改善に向けた取り組みについてお答え
します。
放課後児童クラブについては、平成27年度の新制
度施行に伴い、放課後児童支援員資格が創設され、支
援単位ごとに１人以上の有資格者配置が義務づけられ
ました。県内では、平成27年度に332人が放課後児
童支援員認定資格研修を修了し、今年度は新たに354
人が修了する予定です。クラブ職員の構成について
は、平成28年５月１日現在、常勤が48.4％、非常勤
が23.5％、パートが25.0％、その他が3.2％となって
おります。
県としましては、平成28年度に13市町村211クラ
ブに対し、賃金改善のための経費補助をしており、引
き続き市町村と連携し、放課後児童支援員等の処遇改
善に努めてまいります。
次に、放課後児童クラブの設置基準についてお答え
します。
放課後児童クラブについては、平成27年度の新制
度施行に伴い、市町村条例により設備基準が定めら
れ、専用区画の面積は、児童１人につきおおむね1.65
平米以上とされております。放課後児童健全育成事業
を実施する25市町村のうち９市町村で、設備基準に
関する経過措置を設けており、多くが５年を期限とし
ております。
県におきましては、クラブが適切な設備基準で運営
されるよう施設改修費用等を補助しており、引き続き
市町村と連携し、クラブの環境改善に向けた支援に取
り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　観光振興に
ついての御質問の中の、修学旅行の推移と充実強化に
ついてお答えいたします。３の(1)アと３の(1)エは関
連しますので一括してお答えいたします。
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沖縄への修学旅行の実績は、県で統計を開始した昭
和55年の約２万人から、一時、海外のテロ事件等の
影響による落ち込みはあったものの、おおむね順調に
増加し、平成17年以降は40万人台の規模で推移して
おり、平成27年では約44万人となっております。今
後は、少子化の進行による生徒数の減少や新幹線開業
等による国内他地域との競合が予想されることから、
さらなる誘致を図るためには、学校や保護者のニーズ
に対応することが重要と考えております。
そのため県では、近年、体験メニューとして人気の
ある教育旅行民泊について、安全性と学習効果を高め
ることを目的に、現在、受け入れ団体向けの指針の策
定を進めているほか、次年度は、アドバイザー派遣に
よる事前学習支援の拡充などに取り組むこととしてお
ります。
次に、民泊事業についてお答えいたします。
修学旅行で実施されている教育旅行民泊において
は、地域観光協会やＮＰＯ法人などの民泊事業者が、
農家などの受け入れ民家を取りまとめ、学校や旅行会
社との調整窓口の役割を担っており、現在、県内では
26の団体が活動しております。民泊事業者は、登録
民家に対して、受け入れマニュアルの提供や衛生指導
に関する研修会の開催、緊急時の対応など、地域にお
ける安心・安全で質の高い教育旅行民泊の実施に重要
な役割を担っております。
次に、民泊新法の修学旅行への影響等についてお答
えいたします。
民泊に関する新たな法案は、旅館業法と比較し、事
業開始手続に関して、届け出制による緩和やインター
ネットの活用による簡素化が予定されているため、修
学旅行における受け入れ民家の拡大に寄与するものと
考えております。また、衛生管理措置等が義務づけさ
れるほか、立入検査等の規定も設けられるため、安全
面や衛生面も適切に確保されるものと考えております。
県としましては、新たな法律の公布後、関係部局と
連携して、民泊事業者等に対し法律の周知等を促し、
教育旅行民泊が適正かつ円滑に実施されるよう働きか
けていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　観光振興についての
御質問の中の、民泊に関する新法案及びその影響と対
策についてお答えします。
民泊に関する新たな法案については、住宅等を活用
した宿泊の提供と位置づけ、既存の旅館業法とは別の

法制度として整備されるものであります。法案の概要
は、住宅提供者は届け出、住宅管理者及び仲介事業者
は登録が必要となっており、施設の年間提供日数には
制限が設けられております。また、民泊サービスの適
正な遂行のため、住宅提供者及び管理者に対して衛生
確保対策や騒音防止対策、苦情への対応等が義務づけ
られております。さらに、行政による指導・監督の実
施や法律違反に対する罰則規定も設けられております。
同法案による民泊サービスに関して、公衆衛生上の
影響はほとんどないと思われますが、県としまして
は、民泊サービスの適正な遂行及び宿泊者の安全面、
衛生確保の観点から、関係部局と連携しながら適切に
対応したいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ありがとうございます。
順を追ってお願いをいたします。
まず１番、建てかえについては、部長から答弁をい
ただきました。
経営展望を作成して今後検討していくということな
んですけれども、ちょっと29年度の予算の部分では
なかなか見当たらなかったんですけれども、これ具体
的に、この市場の建てかえ、活性化について、どこで
どんな議論をしていくのか、再度お願いいたします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
先ほど答弁しましたように、平成29年度に沖縄県
中央卸売市場経営展望――仮称ですけれども――この
展望を策定する中で、関係者のほうからの意見を聞い
たり、関係者の中での設備のことも含めて意見交換も
しながら、整備についてのあり方を検討していきたい
というふうに思っております。具体的には、予算事
業につきましては、経営展望策定調査事業を100万ほ
ど、今予算措置をやっております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　あれだけの施設ですから、10億、
20億でできる事業ではありません。ただ、知事も含
めて議論してきましたけれども、やっぱりそこは、こ
の市場に物を集めるというのが、我々農家の支援に
とっても、そして県内への供給、県外への販路拡大に
向けても、やっぱり基本だと思っています。そこの必
要性を県民に理解してもらうためにも、きちっとした
議論を29年度でやって次の段階に進むというのは大
事なことだと思いますので、よろしくお願いをいたし
ます。
そして、次に進みます。



− 302 −

(2)番目の生産基盤の対策、養豚生産基盤の対策に
ついては、委託調査を行っているということですけれ
ども、もう少しわかりやすく、今どこでどういう調査
を行っていて、それを踏まえて、29年度で具体的に
どう取り組むかというのをいま一度お願いできますか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
畜産、特に養豚につきましては、生産減少ないしは
環境問題、後継者の問題等多く抱えております。その
ため、ＴＰＰとの関係もありましたけれども、去年
10月に協議会を設置して、課題の抽出ないしは対策
の取り組み等を検討しておりました。ただ、それぞれ
の団体、考え方がそれぞれありますので、それを一定
の沖縄県全体であり方をちょっと検討したいというこ
とで、平成28年度におきまして、おきなわ型農林水
産業構築事業委託業務ということで、委託先について
は公益財団法人沖縄県畜産振興公社のほうへ590万ほ
どで委託調査をお願いしているところであります。そ
の辺の、今後の本県の畜産業のあるべき姿、あるい
はありたい姿等含めて、目標、スキーム等含めて、
ちょっと整理した中で、改めてこの辺を関係機関の中
で議論しながら検討していきたいというふうに考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　養豚推進協議会の中でということ
で、養豚事業者も入って議論をされるわけですけれど
も、やっぱり生産者の皆さん、今本当に半分以下、個
人の農家というのは、もう今県内の養豚業というのは
ほとんどなくて、企業の皆さんが頑張っております。
その頑張っている皆さんも協議会の中に入っているん
でしょうけれども、やっぱりその皆さんはどうしても
目先というか、近くの課題が余りにも多いものですか
ら、そこに集中しがちです。それも大事なことをやっ
ていかないといけない。しかし、これまで議論をして
きたように、これだけ食べる人がふえて、これだけ観
光が盛んになっていると言いながら、この沖縄の食文
化を支えている養豚事業がこれだけ衰退してきたとい
うところは、なかなか農家に任せておく、企業の皆さ
んに任せておくだけじゃいけないというのは、これま
でも議論してきたところです。やっぱりそことは別
に、きちっとこの30、40万頭近くから20万頭まで激
減してしまったこの養豚の生産基盤をしっかり構築で
きるように、これも先ほど同様、なかなか莫大な事業
費を要するものだし、場所の選定についても、新たに
数十万頭規模の養豚場をつくるとなると、なかなか民
間ではできないし、やっぱりどうしても県のリーダー

シップが必要だと思います。そこの議論は、今言う公
社がやっている現在の調査を踏まえて、29年度にぜ
ひしっかりとした議論、調査を踏まえた展望をつくっ
ていただきたいと思いますので、取り組みをよろしく
お願いいたします。
次、(3)点目、飼料価格低減対策ですけれども、こ
れは、ちらっと部長も触れていましたけれども、今は
外国から家畜用の餌はアメリカ等から一度鹿児島に数
万トンのタンカーで入れて、そこから沖縄に1000ト
ン、2000トン単位で運んできているんです。それを
直接沖縄に、４万トンなのか７万トンなのか、そうい
うタンカーで直接入れることによって、やっぱり鹿児
島に一度揚げて、そこで倉庫に入れて、それをまた出
して沖縄に運んでくると、そのコスト低減を早急に図
りたいということで、これまでも議論があったと思う
んです。そして、やっぱりこれは国が港湾整備を行わ
ないと、観光の部分でも中城湾港の整備の部分につい
てはありましたけれども、やっぱり航路幅、あるいは
船の喫水の問題で、国が行う港湾整備も必要だという
ことでやっていますけれども、今国が前向きに検討は
しているというふうに聞いております。ことし１月
に、もう先々月ですね、現場のほうは見てきたと思う
んですけれども、そのときには担当課、あるいは部長
なんかも同行しているんですか。その辺、状況をお願
いいたします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
中城湾港につきましては、内閣府の担当参事官のほ
うが視察を先月やっております。そのときには担当の
ほうが随行はしておりますけれども、こちらのほうに
ついては、国のほうも一応現地のほうは確認しており
ます。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　航路幅を広くする、あるいは中城湾
港の西埠頭、そこの喫水を深くする、あるいは護岸の
強度も若干必要なようです。そこは、国で前向きに検
討して今議論に入っているようですから、ぜひそれの
芽出しができたときには、県として早急にサイロの部
分、この穀物をおろしたときにストックするサイロの
部分はどうしても県がやらないといけない事業ですか
ら、限られた財政で厳しいとは思いますけれども、す
ぐ国の動きが見えたら早急に予算措置をして対応して
いただきたいと思います。その辺について、再度決意
のほうをお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
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畜産、特に養豚等につきましては、購入飼料の生産
費に占める割合が高いというのは認識しております。
そのためにも、いかにコストを下げるかということが
農家経営にとっては大きい重要な課題だと思っており
ますので、直接海外から輸入することが可能であれ
ば、コスト低減にもつながるというふうにも思ってお
ります。また、港湾整備については、国のほうとの連
携も必要かと思いますので、その辺含めて、情報収集
しながら、適期に事業化に向けて検討していきたいと
いうふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　よろしくお願いいたします。
乳牛のほうに進みます。
非常に乳用牛も、私もちょっと勉強不足だったんで
すけれども、いろいろ農家さんを回らせてもらって、
本当に厳しいなと思っております。学生のころ、私が
勉強しているときは、本当に酪農家の給料って県知事
より高いよって言われていたんです、平成３年ごろで
すね。やっぱりそのころというのは、県内でも酪農
家というのは戸数で200戸近くあったはずなんです、
160、170。今もう70戸、先ほど部長の数字、79戸
という話でしたけれども、さらに減少しているような
んです。それで、飼養頭数についても、１万頭近く、
9000頭ぐらいいたのが、もう4000頭切るぐらいまで
減少してきているというような状況です。これはもう
ほかのずっとやってきた農業の議論にも共通しますけ
れども、やっぱりこれだけ観光も調子がいいと言いな
がら、その皆さんが飲む牛乳、あるいは食べるアイス
クリーム、あるいはチーズ、そういうようなものを供
給し切れていない。そういうようなものの基盤になる
生産者の衰退がとまらないというのは、やっぱりもう
一度みんなで考えないといけないというふうに思って
います。
それで、今それに拍車をかけるように和牛子牛が高
いものですから、酪農家が乳牛に和牛の子牛を受精卵
移植でつけてしまって、乳牛の子牛が不足しているん
です。そこで、今この１年で1.7倍にこの乳牛の素牛
の価格が高騰しています。それで、今まで五、六十万
だった素牛が90万超えるものですから、ただでさえ
減少している酪農家の中でも、素牛を入れ切れなくて
牛舎が空いているという状況もあるわけです。それで
今部長も支援をしていますよと、素牛導入の補助は出
していますよという話ですけれども、ちょっとやっぱ
りそれでは不足だと思います。今導入経費１頭８万の
100頭ぐらいだと思うんですけれども、50万が90万
になった素牛の状況の中では、それ非常に厳しいと思

うんですけれども、その支援について、再度少し今内
部でもいいですから、充実させるべき、あるいは取り
組むべきという議論がないですか。その辺再度お願い
いたします、導入支援について。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
素牛については、先ほど説明したように、北海道で
の単価が高くなっている関係上、自己資金ないしは県
酪貸し付け等の導入が減少しております。結果的に
は、平成28年は281頭しか導入できなかったという
ことになっております。そういうところを踏まえて、
県のほうでは、３つほど対策を今講じております。
まず、これ従来から実施しておりますけれども、家
畜導入事業資金供給事業、これについては、乳用牛を
導入した場合、あるいは自家育成をした場合に、１頭
当たり８万円、あるいは自家育成した場合には６万円
の事業を支援しております。それと優良乳用牛育成供
給事業につきましては、優良乳用牛の子牛を育成する
支援事業でありますけれども、これらについては、沖
縄県家畜改良センターにおいて、農家のほうから乳用
子牛を預けて１年半育成した後、農家に引き渡すとい
うような形になっております。この沖縄県家畜改良セ
ンターにつきましては、現在、例えば平成28年度に
つきましては、180頭預けて170頭農家に引き渡すと
いうふうな見込みがあります。それを家畜改良セン
ターについては、平成29年度から家畜改良センター
の施設改修を行いまして、現在、飼養規模を400頭か
ら270頭、270頭引き渡しができるように規模拡大し
ていきたいということで、素牛の体制を強化していき
たいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　支援はいろいろ今メニューを挙げら
れましたけれども、やっぱり今この支援が間に合って
いない。今、急に1.7倍になりましたので、ちょっと
焼け石に水的なところがあります。これはもう限られ
た財源で頑張らないといけないんですけれども、最後
にしますけれども、さっき部長からもありました平成
13年に子供たちへの供給を100％、学校給食に供給
したんですけれども、去年初めてこの子供たちの給食
に出す牛乳も足りなかったんです。これはやっぱり
生乳の生産量として激減してしまった。平成14年に
４万3000トンあった生乳が２万7000トンまで減って
いますので、どんどん減ってきて、子供たちの学校給
食にも供給できないほど減少してしまいました。そこ
はさまざま厳しい状況はありますけれども、ぜひ県民
の理解も得ながら、ここの支援というのはもっと充実
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強化しないといけないと思っています。ちょっと細か
い部分は、予算審議、常任委員会でやりたいと思いま
すのでよろしく頑張っていただきたいと思います。
次に進みます。
時間がなくなってしまいましたが、子育て支援につ
いて、放課後学童クラブ、学童の待機児童については
ふえていますよということでしたけれども、少し親の
負担について、部長、お願いしたいんですけれども、
平成24年の１万711円から平成28年には9511円に下
がりましたよというようなお話はありました。ただ、
これが本当に親の負担の実態なのかなというのは非常
に気になっているんです。市町村のばらつきも含め
て、まず県内25市町村で学童やっていますよという
話でしたけれども、一番安い学童と一番高い学童とど
ういうような状況になっているのか、まずお願いいた
します。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　休憩お願いし
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時41分休憩
　　午前10時42分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
学童、いろんな運営のスタイルがございますので、
一概に高いからどうとか、安いからどうというわけで
はないんですけれども、先ほどの答弁のほうで平均
9511円と答弁いたしました。一方で、一番高いとこ
ろですと、１万3028円の学童がございます。また、
一番安いところでは3800円ということで、いろんな
預かるスタイルであったりとか、運営の時間等で変わ
るとは思いますけれども、そういうふうな現状がござ
います。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　私が申し上げたいのは、25市町村
の平均の学童の額だと思うんです。今一番安いとこ
ろが3833円、村。そして一番高いところが１万3288
円。３倍ぐらいの差があるんです。だから、やっぱり
市町村の格差が市町村の取り組みによって大きく変わ
るなと気になるのが１つと、もう一つは、この平均の
9511円というのは28年で出していますけれども、こ
れ県民の親の負担ということから考えると、私は加重
平均するべきだと思うんです。これ単純平均なんです
よね。小さい市町村も那覇市のような大きい市町村
も、この25市町村のものを全部足して割っただけで

9500円なんです。だからその辺のとり方は、本当の
意味での県内の親の負担をあらわしてないんじゃない
ですかと。さまざまな今回の予算を見ても、学童に対
する、子育てに対して充実しているのは、私は評価は
しているんです。ただ今後、もっとやっぱり支援して
いかないといけない部分ですから、この数字のとり
方、少し私いろんなところ、学童を聞いてみると、ま
だまだ１万2000円、１万3000円という学童はたくさ
んあるものですから、県内の平均が今9500円ですよ
という数字は違和感を覚えるんです。その辺について
この数字の出し方、あるいは親の負担軽減についてど
う思っているか再度お願いいたします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
特に、放課後児童クラブ、利用料金が高くなる一つ
の原因としては、やはり民間施設を使っているところ
が非常に大きいかというふうに思っています。ですか
ら、県のほうとしては、公的施設への移行をしっかり
やっていくということで、それをすることによって、
当然ながら現在発生している送迎費の負担だったりと
かというのが出てきますので、そこを減らすような努
力をしっかりやっていくことで、利用料の低減化につ
ながっていくかなというふうに考えています。しっか
り取り組んでいきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　そう、そこに金かけていけないから
こそ、ちょっと現状はもっと実際の現場の数字を押さ
えてほしいというのが私の思いなんです。
今回代表質問でもあった平成22年の学童クラブの
負担が１万1000円から27年には9682円まで減って
いますよというような議論。ただ、さっきも言った
27年の9682円、28年の9511円、ともに市町村の平
均を出して、それを単純に割ったのがこの数字なんで
す。だからこれ実態と違うんじゃないかなというのが
１つ。もう一つは、さっきもあった平成27年度から
今まで３年生以下、10歳以下の学童が対象だったの
を６年生まで広げたんです。そうすることによって、
市町村がこの平均をどうやって出しているかという
と、例えば１年生が１万1000円です。２年生が１万
円、３年生が9000円、４年生以上8000円なんです。
それを平均すると9000円になるわけです。だから、
これをもって学童の、例えば南城市の平均とか出して
いるんですけれども、ただ学童に預けている子という
のは１・２年生がほとんどなんです。そういう意味
では、親の負担というのは、実際は今１万2000円、
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3000円払われていると私は思っていて、やっぱりも
う少しそこの部分もきちっと利用者の加重平均で出し
て、市町村の部分も加重平均で出すことによって、県
民に対しても、もっと必要だよとアピールになると思
います。というのも、21世紀ビジョンの中間評価で
も、皆さんの評価は、親の平均保育料はこれだけ低減
されていますから、現時点では目標値を既に達成して
いますよという評価をしているんですよ、21世紀ビ
ジョンでも。だから、それは議員に対しても県民に対
しても間違ったメッセージになってしまう可能性があ
りますので、やっぱりこの数字のとり方というのはき
ちっとやって、今取り組みは29年度予算の中でも私
は評価していますけれども、ここはもう一回しっかり
やってほしいなと思います。再度その辺の取り組み
を、決意をお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
議員おっしゃるように、やはり学年によって利用料
金違います。現状についてはしっかり把握をしており
ます。ただ今手元に持ち合わせていませんが、それぞ
れの学年ごとの利用料金の現状もしっかり捉まえなが
ら、利用料低減については引き続き取り組んでいきた
いというふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　時間ありませんので、最後の観光振
興のほう、民泊のほうにお願いをいたしますけれど
も、この前の代表質問の議論を含めて、県内両紙と
も、この旅館業法の簡易宿泊所とっていないのは法
律違反だという報道がありました。これ非常に危惧
しているんです。その辺について、ちょっと観光の
ほうから、これ私必ずとらないといけないというも
のでもないと思うし、沖縄の民泊のよさというのは、
やっぱり孫を田舎のオジー、オバーが迎えるような、
そういう気持ちでやるというのが基本だと思うんで
す。これ法律に基づいて、はい、宿泊所の免許持っ
てないから法律違反ですよというやり方は、私はま
ずいんじゃないかと思うんですけれども、その辺に
ついて、まず観光の観点から、修学旅行誘致の観点
からお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
観光というその観点で、修学旅行における民泊を捉
えますと、その魅力というのが、この体験メニューに
ございます。農業体験、漁業体験、あるいは工芸体験

とかそういった形で。そういった体験に対する対価と
しての、対価として一定の金額を受け入れ側で徴収す
るという場合には、これは、場合によっては、そのい
わゆる宿泊という部分での関係法令の許可等は要しな
いというふうなこともあるようですが、県のほうで観
光振興の観点で進めております教育旅行民泊は、基本
的に宿泊を伴っておりまして、そして反復継続して経
済活動として宿泊料等も含めて徴収する場合には、や
はりこれは関係法令に基づいた許可等の取得を要する
と、そういったことでございます。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　時間来ましたので終わりますけれど
も、基本的には、私は今言われている闇民泊の取り締
まりと、教育旅行、子供たちの宿泊体験というのは分
けて考えるべきだと思いますので、安全確保は大事で
すけれども、そこの部分を今後議論させてください。
ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。

〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　皆さん、おはようございます。
きょう２番バッターでございますが、維新の会の當
間でございます。
我々の会派であります大城憲幸議員がほとんど農業
のことはやりますので、私大城議員が来てから農業の
こと１回も質問したことなくて、こういう形で専門分
野で沖縄の農業が今どうあるかということは大変大事
な部分がありますし、また、我々維新の会は、教育費
無償化ということを大阪を中心に一丁目一番地でやっ
ておりますので、しっかりと我々はそのことをやって
いきたいなと。今度の予算にもやっと専修学校に対す
る運営費補助が１人当たり7700円ということで、そ
ういった運営費補助も経常的に出てきたということ
は、県もこの無償化、貧困対策いろんな問題があるん
ですが、やはり沖縄の人材をいかに育成していくかと
いうことは、これは大変大事な部分があるというふう
にも思っておりますので、しっかりとこの教育費無償
化に向けて、また私も頑張っていきたいなというふう
にも思っております。
きょうも、私も去年12月の一般質問のほうでも、
トランプ大統領が就任して決して基地問題を楽観的に
考えるのではなくて、やっぱり共和党になると軍事費
は伸びるんじゃないかというような所感も述べさせて
もらいましたが、きょうの新聞でも国防費が約１割、
10％、６兆円もアメリカはその軍事費、ほかのもの
は削ってもこの軍事費を増額してきたという部分があ
ります。一方、沖縄の負担だとか日本の部分が、その
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分で減るかということではなくて、私は逆であって、
みずからのものはふやしても、日本の負担はもっと
もっと要求してくるだろうなというふうにも思ってお
りますので、この辺基地問題というのは、我々も47
都道府県の一沖縄県ではあるんですが、見過ごすこと
ができないなという政策にもなっております。翁長知
事ももう３年目に入っておりますので、ぜひ基地問
題、しっかりと取り組んでいってもらいたいなという
ふうに思っております。
それでは、一般質問させていただきます。
まず、基地問題についてであります。
(1)、世界一危険な普天間飛行場という根拠をお伺
いします。そして、５年以内運用停止の政府との協議
の進捗と総理の対応をどのように考えるのかお伺いい
たします。
(2)、在沖米海兵隊のグアム移転の経緯と概要、移
転の進捗状況を伺います。
(3)番、在沖米海兵隊の撤退を知事は求めていくの
かをお伺いいたします。
(4)、浦添埠頭地区は、軍港を含めた現行計画どお
り進めるということで三者協議を開く予定はあるのか
お伺いいたします。
大きな２番で、経済発展についてでございます。
(1)、県内総生産と県民所得の状況をお伺いいたし
ます。平成33年度の目標に向けた具体的な取り組み
をお伺いいたします。これ平成33年度の県内総生産
は５兆1000億でございます。県民所得も271万とい
う目標を掲げておりまして、推移的には目標を達成で
きるんじゃないかというふうにも言われているんです
が、その達成できるというような具体的な取り組みを
お伺いさせてください。
(2)、特区や各種税制優遇措置等を活用した企業の
状況、そしてそれからの雇用や税収に対する成果をお
伺いいたします。
(3)、県産品使用、県内企業優先発注について、国、
県、市町村の公共事業と民間事業での数値をお伺いし
ます。また、優先使用・発注の具体的な取り組みをお
伺いいたします。
(4)、福建省との経済連携ということで、ずっと新
聞で連載しているんですが、私は台湾との経済連携と
いうのは物すごく沖縄に対してのインパクトは大きな
ものがあると思っておりますので、その部分で台湾と
の経済連携をもっと強化することでアジア戦略と考え
るが、台湾との連携状況と今後の対応を伺います。
３番、教育の振興について。
(1)、国も教育費無償化に向けての取り組みを開始

しておりますが、我が県も大阪府を参考に教育費無償
化に向け、財源など具体的な取り組みをすべきと考え
ますが、見解をお伺いいたします。
(2)、沖縄の人材育成の課題は何でしょうか。県内
高校卒業生の県内・県外進学状況をお伺いいたします。
(3)、沖縄の人材育成策としての大学の充実という
ことで調査費がつくようでございますが、設置や拡充
に向けての調査費についてお伺いいたします。
(4)、専修学校専門課程に対する運営補助について
お伺いいたします。
(5)、平成31年度インターハイに向けた施設整備状
況、そして特に水泳部門で奥武山のほうで飛び込みと
水球競技が行われるようでございますので、その施設
整備状況をお伺いさせてください。
４、離島力の向上についてであります。
(1)、全般的な航路及び航空路の交通コスト低減に
向けての取り組み状況をお伺いします。島民の交通コ
ストの低減はなされております。しかし、観光客や
我々一般、そういった部分での、船舶の補助をしてあ
るんですが、なかなか運賃が下がらないという状況が
ありますので、そのことの取り組み状況をお伺いさせ
てください。
(2)、住環境整備や公共施設に木造建築でコスト低
減が図られると考える。課題と不落解消に向けての具
体的な取り組みをお伺いいたします。
(3)、県職員との交流交換事業を積極的に進めるこ
とで離島行政の資質向上を図るべきと考えるが、状況
と取り組みをお伺いします。
５番、美ら島の自然環境保全について。
(1)、県内のサンゴ礁の白化現象の被害状況と具体
的対策をお伺いします。
(2)、これまでのサンゴ礁保全・移植事業の取り組
みと総事業費、また、移植は成功しているのか。その
成果をお伺いいたします。
(3)、知事公約でもあったと思いますが、犬・猫殺
処分ゼロに向けての取り組み状況と成果をお伺いいた
します。
最後６、那覇広域都市計画区域について。
(1)、広域都市計画区域についての課題をお伺いい
たします。
(2)番、今回行われる区域区分の変更の内容をお伺
いいたします。
(3)、計画見直しには11市町村の意見を尊重し、市
町村の裁量を拡大することに対しての具体的取り組み
をお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
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○議長（新里米吉君）　翁長知事。
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　當間盛夫議員の御質問にお答
えをいたします。
大きな２番目の経済発展についてに関する御質問の
中の、県内総生産と県民所得についてお答えをいたし
ます。
平成26年度の県内総生産は４兆511億円で、前年
度から1385億円、3.5％の増加となっております。ま
た、平成26年度の１人当たり県民所得は212万9000
円で、前年度から２万9000円、1.4％の増加となって
おります。
県としましては、沖縄21世紀ビジョン基本計画で
示した展望値を達成するため、沖縄経済のさらなる発
展と県民所得の向上に向け、沖縄県アジア経済戦略構
想推進計画に基づく、国際競争力のある物流拠点の形
成や世界水準の観光・リゾート地の実現などに取り組
むとともに、農林水産業、建設業、製造業などの地場
産業、科学技術を応用した産業など、さまざまな産業
を振興してまいります。さらに、各産業における商品
やサービスの高付加価値化などの生産性向上に取り組
んでまいります。
次に、台湾との経済連携の現状と今後についてお答
えをいたします。
台湾との経済連携については、台湾港務株式会社と
那覇港管理組合や、台湾デザインセンターと沖縄県産
業振興公社等において、経済連携覚書が締結されてお
ります。また、ビールを初めとする県産品の台湾への
販路拡大の一方で、台湾観光客の増加や台湾企業の沖
縄投資など、双方の連携が活発となってきております。
沖縄県としましては、今後、このような台湾との連
携を活用してアジアでのビジネス拡大を図るととも
に、同様な取り組みをアジア各国と推進することでそ
のダイナミズムを取り込み、沖縄の発展を加速させて
まいりたいと考えております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　基地問題についての
御質問の中の、普天間飛行場の５年以内運用停止につ
いてお答えいたします。
普天間飛行場は市街地の中心に位置しており、一日
も早い危険性の除去を図る必要があると認識してお
ります。５年以内運用停止については、昨年７月21
日に再開された普天間飛行場負担軽減推進会議にお

いてその実現を求めたところであり、同年８月31日
に開催された同作業部会においても、残り約２年と
なった５年以内運用停止の具体的なスケジュールを
日米両政府において作成するよう求めたところであ
ります。政府が普天間飛行場周辺住民の生命財産を守
ることを最優先にするならば、政府の責任において、
同飛行場の５年以内運用停止を実現すべきであると
考えております。
次に、在沖海兵隊のグアム等への移転についてお答
えいたします。
2006年５月に発表された再編実施のための日米の
ロードマップでは、在沖海兵隊約8000人とその家族
約9000人が沖縄からグアムに移転するとされており
ました。その後、2012年４月の日米安全保障協議委
員会により、在沖海兵隊約9000人のグアムを含む国
外移転が合意され、2020年代前半には沖縄から約
4000人がグアムへ、約5000人がハワイ等へ移転する
ことになっております。
進捗状況については、防衛白書によると、2014年
12月、米国の2015年度国防授権法が成立し、2012
米会計年度以降続いたグアム移転資金の凍結が解除さ
れ、事業内容の変更に伴い実施されていた補足的環境
影響評価については、2015年８月に終了し、今後は
グアムにおける本格的な移転工事が進んでいくことと
なるとのことであります。
次に、海兵隊の撤退についてお答えいたします。
沖縄21世紀ビジョンにおいては、基地のない平和
で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、基地の
整理縮小を進めることとしております。その実現のた
め、在沖海兵隊の国外移転及び嘉手納飛行場より南の
施設・区域の返還を確実に実施することが重要と考え
ており、今後とも軍転協等と連携し、あらゆる機会を
通じて、基地の整理縮小を日米両政府に対し強く求め
てまいります。
次に、那覇港湾施設の移設についてお答えします。
那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽
減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えてお
ります。移設に当たっては、浦添市や那覇市と話し合
いながら進めていきたいと考えており、去る２月20
日に松本哲治浦添市長が就任挨拶で県庁にいらした際
にも、そのことを確認したところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　経済発展についての御質
問の中の、税制優遇措置の活用状況等についてお答え
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いたします。
国が公表した資料等によると、沖縄振興関係の９つ
の制度について、平成27年度の国税優遇措置の活用
が117件、適用額が約165億円となっております。ま
た、県が行ったアンケート調査等により把握している
ところでは、平成24年度から27年度において、特区・
地域制度の国税優遇措置を活用した企業における雇用
者数は、平成28年７月末時点で6138人となっており
ます。
今後もこれらの優遇措置を活用し、本県経済の成長
を確かなものとし、さらに発展させていきたいと考え
ております。
次に、教育の振興についての御質問の中の、大学の
設置・拡充に向けた調査についてお答えいたします。
幅広い教養と高度な技術等を身につけた人材を育
成・輩出することは、長期的には生産性を高め、産業
を高付加価値型に転換し、所得の増加につながること
から、今後の沖縄の振興・発展にとって重要でありま
す。一方、大学の入学者数について、地域ごとに18
歳人口に対する比率を比較した場合、全国の52.2％
に対し沖縄は25.7％と極めて低く、本土から遠隔に
ある本県では、人口規模に見合った大学教育の受け皿
が不足しており、若者が社会で必要とされる知識や技
術等を十分に習得できていない状況にあると考えてお
ります。
県としては、このような状況を踏まえ、次年度、県
内の進学ニーズや産業界の人材ニーズ等の調査を行
い、大学の新設・拡充等、高等教育を受ける機会の創
出・環境整備等について検討してまいります。
次に、離島力の向上についての御質問の中の、離島
の航路及び航空路の交通コスト低減についてお答えい
たします。
県では、離島住民の割高な船賃及び航空運賃を低減
する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業を実施し
ております。船賃についてはＪＲ在来線並み、航空運
賃については新幹線並みの運賃を目指し、船賃では約
３割から最大約７割、航空運賃では約４割の運賃低減
が実現しております。また、病院や高校がない小規模
離島については、観光客等の交流人口の航空運賃を約
３割低減しております。さらに、那覇―久米島の航空
路線につきましては、地域の活性化を図る実証実験と
して、平成27年５月から交流人口も新たに対象とし、
約1.5割の運賃低減を図っております。
県としましては、離島住民等の交通コストの負担軽
減のため、今後も、安定的かつ継続的な事業実施に取
り組んでいきたいと考えております。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　経済発展について
の中の、県産品使用、県内企業優先発注に係る実績数
値及び具体的取り組みについてにお答えいたします。
県が把握している数値で申し上げますと、平成
27年度に沖縄県が発注した公共工事の県内企業受
注率は、金額で83.3％、同じく沖縄総合事務局では
46.3％、沖縄防衛局では59.3％となっております。
民間事業の受注率は把握しておりませんが、市町村に
ついては、過去の調査において90％台となっており
ます。また、県発注工事で使用される主要11品目の
県産資材の割合は、平均で88.8％となっております。
県では、分離・分割発注、建設業者や経済団体等
に対する要請などを行っており、引き続き県内企業
への優先発注及び県産品の優先使用に取り組んでま
いります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育の振興についての御質
問で、教育費の無償化についてお答えいたします。
公立の小学校、中学校については無償化されてお
り、公立の高等学校においても大阪府と同様に、国の
施策のもと、所得に応じて無償化が図られているとこ
ろであります。
県教育委員会では、家庭の経済状況にかかわらず、
全ての子供が安心して教育を受けることのできる環
境の整備は重要だと考えており、家庭の負担軽減の
ためにも、教育予算の充実等について、全国都道府
県教育長協議会等を通して国に要請しているところ
であります。
次に、県内高校生の進学状況等についての御質問に
お答えいたします。
平成28年３月高等学校卒業者の大学等への進学状
況は、県内が3277名、県外が2312名となっておりま
す。また、専門学校等への進学状況は、県内が3030
名、県外が889名となっております。特に、大学等進
学率は、学校基本調査によりますと39.2％となって
おり、平成元年の20.7％以降、増加傾向にあります
が、全国平均と比較すると依然として開きのある状況
です。その主な原因としましては、進路決定が遅いこ
と、経済的な理由等で県内志向が強いことなどが考え
られます。
県教育委員会では、大学等進学率の改善を図るた
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め、キャリア教育の視点を踏まえた進路指導を推進
し、生徒の進路実現を支援してまいります。
次に、平成31年度インターハイの施設整備状況に
ついての御質問にお答えいたします。
平成31年度の全国高等学校総合体育大会における
本県開催競技は、陸上競技、水球、飛び込みなど７
競技８種目が予定されております。競技施設につき
ましては、全国高校総体競技施設・設備等基準に照
らし確認したところ、奥武山水泳プールを初め、各
競技ともに既存の施設で大会開催が可能であると考
えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　離島力の向上についての
御質問の中で、県と離島市町村との人事交流について
お答えをいたします。
離島市町村との人事交流については、これまでも各
行政分野における必要性に応じて行っているところで
あり、今後とも市町村からの要望があれば、必要性を
検討し、同様に対応したいと考えております。
次に、教育の振興についての御質問の中で、専修学
校専門課程に対する運営費補助についてお答えをいた
します。
専修学校は、社会ニーズに即応した専門的な技術教
育を行う教育機関として、重要な役割を果たしており
ます。このような専修学校の役割の重要性を踏まえ、
県では、平成29年度から、専修学校専門課程におい
て、企業等との密接な連携のもと、より実践的な職業
教育に取り組むものとして国から認定を受けた職業実
践専門課程について、増嵩経費の一部を補助するこ
ととし、当初予算案に約2400万円を計上しておりま
す。具体的には、職業実践専門課程の要件を満たすた
め、専修学校が企業等と連携して行うカリキュラム編
成、実習、教員研修等に要する経費について補助する
こととしております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　離島力の向上につい
ての御質問の中の、公共建築物の木造化における課題
等についての御質問にお答えいたします。
一部の離島においては、技能労働者の確保が困難で
あることに起因する公共事業の入札不調・不落が発生
しております。公共建築物の建設に際して、プレキャ
スト工法やプレカット工法など、あらかじめ本島内で

加工・成形した工場製作品等を多用することで、離島
現場における技能労働の省力化に有効と考えており、
採用の課題を検討・整理しているところであります。
木造プレカット工法の採用には、亜熱帯蒸暑という沖
縄の気候・風土に適応する防虫・防蟻・防腐・耐風等
の対策や、現地技能労働者が不足する中での適切な維
持管理対策の確立などが重要であり、引き続き業界団
体や市町村と意見を交換し、検討していきたいと考え
ております。
次に、那覇広域都市計画区域についての御質問の中
の、広域都市計画区域の課題についての御質問にお答
えいたします。
那覇広域都市計画区域は、土地利用の状況及び見通
し、地形等の自然的条件、社会的経済性等の一体性等
から総合的に判断して昭和47年４月に都市計画決定
しております。都市計画区域の設定から数十年が経過
し、構成する市町村の市街化が進捗するなど、当時と
現状は大きく異なる中、南城都市計画区域は単独の都
市計画区域指定を選択したところであります。
県としては、各市町村の市街化の状況やまちづくり
の方針等を踏まえ、那覇広域都市計画区域のあり方に
ついて引き続き検討していきたいと考えております。
同じく今回の区域区分変更の内容についての御質問
にお答えいたします。
那覇広域都市計画区域区分については、国勢調査や
都市計画基礎調査を踏まえて、おおむね５年ごとに見
直しを行うとともに、その間においても、土地利用計
画や事業手法の具体化に応じて随時見直しを行ってき
たところであります。今回の見直しは、定期見直しに
当たり、関係市町村の要望を踏まえ、豊見城市等の９
地区において、市街化区域に連檐した市街化調整区域
内の既存集落など約150ヘクタールを市街化区域とす
るものであります。現在、所要の手続を進めていると
ころであり、６月を目途に都市計画変更を行う予定で
あります。
同じく市町村意見を尊重する具体的取り組みについ
ての御質問にお答えいたします。
都市計画区域区分については、都市計画法第15条
において都道府県が定めるものであり、関係市町村の
意見を踏まえ都市計画を決定しております。市街化区
域への編入については、まちづくりの主体である市町
村が計画的に取り組むことが重要であると考えてお
り、県としても市町村の要望を踏まえ、可能な限りそ
の実現に向けて対応しているところであります。
県としては、今後とも市町村の計画的なまちづくり
を支援するとともに、市町村の要望や相談に対して、
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適切に対応していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　美ら島の自然環境保全に
ついての御質問の中の、県内サンゴ礁の白化現象の被
害状況と具体的対策についてお答えします。
昨年発生した高海水温等の影響によるサンゴの白化
現象については、海域によって状況の差はあるもの
の、本県のほぼ全海域で確認されております。今年度
の環境省のモニタリング調査によると、最も被害の大
きかった石西礁湖海域の平均白化率は96％、平均死
亡率は54％となっております。また、沖縄島周辺海
域の白化率は15％、死亡率は７％に対し、宮古、八
重山周辺海域では、白化率は63％、死亡率は31％と
なっており、沖縄島周辺海域に比べ影響が大きくなっ
ております。
県では、再生実証試験海域での海水温等のデータ分
析やサンゴ種苗の遮光試験等を実施しており、環境省
や沖縄科学技術大学院大学等の関係機関と情報共有す
るとともに、今後の白化対策に活用してまいりたいと
考えております。
次に、サンゴ礁保全再生事業の取り組みと総事業
費、移植は成功しているかについてお答えします。
県では、平成22年度から平成28年度までの間、サ
ンゴ礁保全再生事業において、サンゴの遺伝子解析等
の調査研究や植えつけ実証試験、民間団体が行うサン
ゴ礁保全活動の支援等を実施しております。総事業費
については、７年間で約12億4000万円となっており
ます。本事業では、実証試験海域において、平成27
年度末時点でサンゴ種苗約11万株を約2.5ヘクタール
の海域に移植し、平成28年５月時点での生存率は約
86％と高い水準を保っております。この取り組みは、
同年６月の国際サンゴ礁学会でも発表しており、専門
家からも高い評価を受けております。
県としましては、専門家から構成される検討委員会
の意見を踏まえ、引き続きサンゴ礁保全対策に取り組
んでまいります。
次に、犬・猫殺処分ゼロに向けての取り組み状況と
成果についてお答えします。
県では、沖縄県動物愛護管理推進計画に基づき、殺
処分数の削減に取り組んでおり、その数は、平成24
年度の6604頭から平成27年度には3292頭と大幅に
減少し、平成35年度までに3302頭まで減らすという
計画目標を既に達成したところです。
県としましては、目標を前倒しで達成できたことか

ら、今年度中に新たな数値目標を再設定するととも
に、引き続き計画に基づく各施策を推進し、殺処分ゼ
ロの早期達成を目指してまいります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時24分休憩
　　午前11時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ありがとうございました。
まず６番目の広域計画の件から、宮城部長お願いを
したいんですが、沖縄県は中南部含めて、中南部のほ
うでやっぱり基地のあり方というんですか、市街地を
分断する形で存在しているという米軍基地が、中南部
の都市計画の割合で22.7％、その基地があるわけで
す。嘉手納以南の返還という形でもう20年余りにな
るんですけれども、その中でのやはり狭隘な中南部含
めての那覇広域都市圏がなかなか市街化に組み込まれ
ないという現状もあったわけです。その中で、やはり
沖縄県は基地があるという中でのなかなか都市計画も
進まないという部分もあったわけですよね。それイ
コールそれがないものですから、土地がないもんだか
ら地価が高騰するわけですよね、その分での。その辺
の認識はどうお持ちでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　開発できる土地自体
が制約されていることによって、地価が高騰するとい
う御指摘かと思います。
市街化区域内の単価と市街化調整区域の単価とを比
べますと、手元に詳細な資料を持ち合わせてはおりま
せんけれども、以前、検討調査をしたときには、３倍
程度の価格差がございました。一方、中部広域のよう
に線引きが行われていないところの用途地域内と用途
地域外とのちょうど境目部分の単価でいえば、大きく
は変わらないという現実的な違いはあります。ですの
で、地価が高いためになかなか土地が購入できない、
なおかつ開発できる部分は市街化区域に限定されてい
るということで進まないということはあるのかなとは
考えております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　沖縄のこの本島内の中南部の基地の
ありようというのも問題でもあるんですけれども、や
はりそれも踏まえながらの都市計画をしないといけな
いというところもあります。もう今はいろんなもの含
めて各市町村が自分たちがやりたいものをどうあるの
かということも含めながら、やっぱりもっとその市町
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村のあり方、市町村からの提案ということをしっかり
尊重しながら、市町村から出されてくる分は、積極的
に県は対応していくということがこれからもっともっ
と求められてくると思うんです。５年以内だとかその
部分での見直しということではなくて、市町村がやり
たいということであれば、県ももっと積極的に関与し
ていくということでよろしいんでしょうか。もう一度。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
先ほどもお答えさせていただきましたが、この市街
化区域、区域区分、線引きを行っている区域におい
て、市街化調整区域を市街化区域に指定するという手
続自体は、国勢調査あるいは都市計画基礎調査に基づ
いて、人口動態とかあるいは経済の状況、そういうの
を踏まえながら適切に拡大していくというのが基本で
あることは間違いありません。ですので、この国勢調
査のスパンに合わせての定期見直しというのが基本に
はなります。ただ一方、その間において、先ほども答
弁させていただきましたが、事業手法がはっきりし
た、例えば土地区画整理事業を実施することが決まっ
たとか、あるいは地区計画を定めてその部分を編入す
ることが決まったとか、基本的に計画がはっきりした
場合には随時対応していくというものでございます。
もう一点、現状、一番このまちづくりを進める上での
課題と県として捉えているのは、幹線道路沿いにまだ
開発できない余地が残っている、あるいは既存の集
落、そこが十分都市化になじまないといいますか、市
街化調整区域でとどまっていることによる、例えば道
路の整備がうまくいかないとかということが基本では
ないかなということもあって、今回、区域区分の見直
しにおいては、その部分を積極的に市町村にもアドバ
イスして、計画をつくっていただいて編入するという
手続を行ってきたところです。
引き続き市町村の意見をしっかり聞きながら、どう
いう手法があるのかというのは、適宜アドバイスして
いきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　県含めて市町村が社会インフラ整備
をする中でのそのことは大事だというふうにも思いま
すけれども、しっかりと市町村の要望も酌み取ってい
ただきたいなと思っておりますので、よろしくお願い
します。
次に、４番目の離島力向上があるんですが、航路、
航空運賃が先ほど部長のほうからは、島民の皆さんの
コスト３割だとか、場合によっては５割、７割という
ところがあるんですが、私が言っているのは、やっぱ

り離島を活性化するためには、観光客がその島に行か
ないといけない。いろんな意味でそういった実証実験
はあるんですけれども、そうじゃなくて、離海振でこ
れまで船を買っていたものが、今は県が買うように
なっているわけですから、年間１億余り、各船舶を受
けているところは負担軽減になっているはずなんです
よ。それなのに全般的な航路の運賃が下がらないと。
その航路の運賃が下がらない根本的な原因というのは
どこにあるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
まず、基本的に離島の航路に関しては、もともとが
非常に厳しい中での運営、経営をしているという中に
おいて、そういう厳しい状況を踏まえて、県としても
航路の安定化ということで購入を含めて支援を決めて
今実施しているところであります。そういう中におい
て、若干の経営の安定に資するところまではかなり低
減化されてきておりますけれども、まだその船賃の低
減化をするまでには経営改善がいっていないというこ
とが現状だというふうに認識しております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これは航路の赤字であれば、船の運
賃の低減はできないという認識なんですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　これまでも経営安定化も
含めて船賃を決めてきているわけですけれども、大幅
な赤字ということが続くような中で、この適正だと当
初定めてきた運賃について大幅に低減するということ
になると、ますます収支を悪化させることになります
ので、そこら辺は経営判断としてできないという判断
であろうと考えております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕は逆だと思うんです。先ほど言っ
たように、船のそのことを県が買うことによって、離
島の行政は１億余り離海振に支払いはなくなったわけ
ですよ、その運営費含めて。そういった部分をやはり
観光客にもっと来てもらう。郷友会の皆さんがもっと
来やすくなるような、やっぱり料金を設定する中で乗
客をふやすというようなあり方、僕はこのことのほう
が大事だというふうにも思っているんです。今度この
ことがやっぱりネックになるのは総合事務局だと思う
んです。やっぱり赤字になると国が赤字補塡しますの
で。その総合事務局がストップをかけているという状
況もありましたが、今度、ことしの１月に海事局内航
課のほうから、離島航路の運賃料金引き下げについて
ということで出されております。この中で補助対象航
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路を含めた離島の運賃の引き下げについては、もろも
ろある。しかし、事業者が経営状況、利用者の運賃利
用負担等を勘案し、みずからの経営判断に基づいて設
定すべきものであり、運賃・料金引き上げの届け出に
係る相談に対する場合には本趣旨の徹底をされるよう
にということで、総合事務局の運航課長のほうに、事
業者がそういったことを求めるのであれば、しっかり
と相談するようにということを国のほうは指針を出し
てきているんですが、それはどうお考えでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　これに関しては、先ほど
リース料の話が出ましたけれども、リース料含め経営
安定化を前提にしながら、そういう非常に高い運賃が
もし設定されて継続しているのであれば、妥当な運賃
を認めるよう相談に応じましょうというような姿勢で
来ていると思います。
ただ、先ほど議員から提案がありましたその運賃の
低減化によって乗客の増加という面については、今の
ところですが、なかなか離島航路の船賃が距離的にも
そんなに長くないということもありまして、そんなに
大幅に高いというところはないと認識しております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　高いか安いかというのはそこを利用
する皆さんを含めてのものだと思いますので、久米島
に行くより粟国の航路のほうが高いとか、もろもろの
現状があるわけですよ、そういった部分も。しっかり
とそのことを踏まえて、この航路の料金の低減化をど
うしていくかということを全般的なものをもっと真剣
に考えていただきたいなと思っております。
次に、離島力のもので、木造をいろいろと検討して
はどうかというところがあるんですが、国の指針の中
でも、部長、公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律というのがあるんです。農水省と国土交
通省が一緒になってのものがありまして、この部分で
は、農水省基本方針として、国土交通省の低層の公共
建築物については原則として全て木造化を図るように
というのがあるんですが、そのことを踏まえてその離
島というんですか、そういった部分での木造の使用と
いうのはどうお考えになりますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
今御指摘の公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律、この法律に基づいて、沖縄県土木建築
部、農林水産部両部で方針を平成24年３月に策定し
ております。その方針の中で、まず木造化、これは構
造体自体も木造で行うというものがございます。もう

一つ木質化、これは仕上げ材等を木質化していくとい
うものでございます。現状、御指摘のように低層部分
については積極的にということでありますけれども、
沖縄県自体は県営住宅を初め大規模建築物が中心です
ので、現状は木質化を中心に進めていると。内部の造
作材等に木造を積極的に使うという方向で進めており
ます。一方、離島のこの低層住宅について、木造化を
進めるというのは、これは引き続き各市町村にもこの
方針等についての情報を提供して、策定を促していき
たいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これは早急に離島はやられたほうが
いいと思います。不落が続くわけですから、公共住宅
をつくろうと思ってもなかなか入札の企業がないとい
うことは、やはりそこに管理者を置くというのが、ど
うしても事業者としては厳しいわけです。それからす
ると、やっぱり木造だとかプレ工法になると、加工し
て向こうで組み立てるというような方法があるはずで
しょうから、これは早急にやられたほうがいいと思い
ますので、よろしくお願いをしたいと思います。
離島力の中では、職員の交流所、これは久米島のほ
うから商工労働部のほうに職員の交流をやろうという
ことがあったらしいんですけれども、部長が聞いてい
ないということで、これがとまってしまっているわけ
です。久米島は職員を派遣するということで決まって
いて、県には投げたんだけれども、県は部長は受けて
いないということでこれがとまっている状況。これも
うちょっと整理してもらえませんか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
総務部としては、人事交流の件、そういう調整とい
いますか、それは受けてはいないというような状況で
ございます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時40分休憩
　　午前11時40分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　お答えいたします。
９月ごろ、久米島町長のほうから、町にあります海
洋深層水、それを多段階的利用、有効活用といいます
か、さらなる活用をしたいというような事業の話が、
私のところではなくて担当統括監のほうにあったとい
うふうな話は聞いてございます。ただし、これは農林
とも関係する話でございますので、我々で判断する話
ではないので、ちゃんと人事課的な話から始めていた
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だきたいということで返したようです。そういう状況
で私のところまでは来ていなかったということの話で
ございます。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これは今の皆さんの現状をあらわし
ているようなものよ。以前だったらそのことが上がっ
てくると、ある程度部署内でそういったことを取り決
めして、派遣できるようなものがあったと。ところ
が、今そのことをやったらできなくなってしまってい
たというのが、その受けた担当の話です。この辺は、
皆さん離島力ということでやろうとしていて、そこの
行政から、ぜひこの県の職員、今度深層水のものを
しっかりとやっていきたいというリクエストの中で商
工労働部にそういう職員がいたらということで、ぜひ
我々にも優秀な職員を県のほうにしっかりとまた勉強
させて交流していこうということを前提にやったわけ
ですから、そのことを踏まえて、部長はこれからどう
対応するのかということをお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　まさに離島の振興、それ
を担う職員の資質の向上というのは非常に重要である
というふうに考えております。そういう意味で、今回
のことにつきましては、やはり関係部局の連携不足と
いいますか、情報が総務部サイドまでまだ来ていな
かったという状況がございますので、その辺は関係部
局としっかりと情報を共有しながら対応してまいりた
いというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これはもう早目に、久米島町のほう
はもう４月１日で異動のものも準備していると。相手
にもそのことを伝えてやっているわけですから、それ
に県が全く対応していないということでは、僕は皆さ
んが言っている離島力の向上というのは何だったのか
と逆に問われてくるはずでしょうから、これは早急に
検討されて解決してもらいたいと思っております。よ
ろしくお願いします。
それで基地問題についてですが、我々は辺野古を断
念するんであれば、知事、やっぱりしっかりと対応
策、解決策を含めて――解決策はこれは国がやること
ですから、提言をしていくほうが大事だということ
で、我々は馬毛島だとか、普天間を暫定的に使用しな
がらでもそういったものを減らしてでもやるべきだと
いうことであって、前回のものでも普天間の今の現状
はどうですかということで根拠を示してくださいと。
皆さんの今度の施政方針でも、また改めて世界一危険
な普天間飛行場ということを書いているもんだから、

その世界一危険な普天間という根拠は何ですかという
ことで問うたんですけれども、それがないですので、
改めて公室長、お答えください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
明確に入れるべきでしたけれども、やはり世界一危
険と言われるゆえんは、普天間飛行場が宜野湾市、市
街地の中心に位置しているということが一番だと思っ
ております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　安倍総理の今度の施政方針でも、
「学校や住宅に囲まれ、市街地の真ん中にあり、世界
で最も危険と言われる普天間飛行場の全面返還を何と
しても成し遂げる。」ということで、この学校だとか
住宅の真ん中にあるから世界一だと。１つは、ラムズ
フェルドでしたか、その方が来て言ったということが
そのまま世界一というような形になっているというふ
うにも思いますけれども、グアム移転、先ほど9000
名、4000名グアム、5000名ハワイにというのがある
んですけれども、今、実際沖縄の在沖海兵隊は何名に
なっているんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
米軍によりますと、在沖海兵隊の人数は平成23年
６月末時点ですが、軍人１万5365人、軍属92人、家
族8126人ということで、合計しますと２万3583人と
なっております。なお、平成24年以降の人数は明ら
かにされておりません。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕は、だから皆さんのこの辺の資料
のとり方、発表されないからそうなんでしょうけれど
も、皆さんの資料ですよ。この部分で在日米軍兵力
の現状ということで沖縄を含むということで、海兵
隊１万5688人の中で、在沖海兵隊というと今先ほど
言ったように１万5365人、海兵隊は岩国にも海兵隊
があるんですよね。岩国の海兵隊は何名かということ
を皆さんは御存じですか。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時46分休憩
　　午前11時46分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まず、今の時点で岩
国の海兵隊の人数の資料は持ち合わせていないという
ことと、あとそういったものが公表されているかにつ
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いてもちょっと確認をした上で、追ってまた答弁させ
ていただければと思っております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　今、皆さんはもう辺野古を断念さ
せるということでやっているわけですから、しっか
りともう23年度で資料がとまっている。アメリカが
発表しないから、米軍が発表しないからということ
ではなくて、やっぱりその部分の資料のあり方から
しっかりとやってもらいたいなというふうにも思いま
す。これ、岩国にもう海兵隊員があれだけ常駐して
いるということであれば、岩国の海兵隊でも2000名
から3000名、知事、いるはずなんですよ。それから
したら、在日の海兵隊１万5000名ということであれ
ば、この岩国の海兵隊を引くと、今沖縄に本当に実際
にそのことのものが１万2000名でしかないかもしれ
ない。しかし、その１万2000名のうちの9000名とい
うことがあったら3000名しか残らない。沖縄にほと
んど残らないの、これだと。しかし、いやいや違うん
だと。沖縄には１万名は残るんですということであれ
ば、2000名しか移動しないということになる。先ほ
ど4000と5000ということになったんですが、これは
１万9000の想定なんですよね。これが１万2000であ
れば１万名沖縄に残って2000名しかならないという
ことであれば2000名の移動、2000名の移動で本当に
日本が今28億ドル、約3000億円ですよ。3000億円の
負担をしてやる。これからもっともっと住宅関係もや
りますので、6000億近く日本は我々の税金をかけて、
ただ単に2000名の移動に関してのものを日本は我々
の税金をかけてやるんですかというところもある。
きょうも新聞にもありましたように、高江の工事が
１億であるものが11億になったというような、我々
これだけの税金を無駄遣いしていいのかということも
踏まえながら基地問題のあり方をどう沖縄県が訴えて
いくかというところも肝心だと思うんですけれども、
知事、その辺はどうお考えですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　當間議員の御質問にお答えい
たします。
辺野古唯一というようなことと、なかなか県の主張
がかみ合わない中で、維新のほうから馬毛島の提案あ
るいはそれ以外の提案というのもありましたので、私
もそれを視察してまいりました。
今おっしゃるように、グアムに当初9000名と。今
4000名からハワイに5000名という形で変わってきて
おりますが、去年、一昨年ですか、ハワイのイゲ知事
とお会いしたときには、イゲ知事は、もしも日米両国

が何千名という形で決めたならばハワイは受けるとい
う話を、そのかわり国が決めなければだめですよとい
うことが逆にいうとそういうことになるわけですが、
そういった中で5000人というのもこれは無理なこと
ではないと。それからグアムに4000名、9000名。訪
米したときも、そういったこと等も話しながら、ロー
テーションでオーストラリアからあのあたりに半年、
１年で海兵隊移動しますので、そうしますと、実際上
沖縄にいるのは今おっしゃったように3000名前後と
いうようなことも一時期においては考えられるという
中で、抑止力というようなこと。それからああいうふ
うに新しいその美しい海を埋め立てて、最低10年か
かるようなもの等を3000億円から今おっしゃるよう
な6000億円、場合によっては１兆円もかけて世界情
勢等も10年もたてば変わるはずでありますから、そ
ういったこと等を県民の意思とは関係なくやるという
のはいかがなものかということは、アメリカでも私は
話をさせていただいております。ですから、この辺の
ところがクローズアップされてくると、やはり多くの
国民も県民も海外の方々も、今の経済面からのことも
含めて、それから海兵隊のあり方、岩国に3000名か
どうかわかりませんが、私は1000名は超えるだろう
なと思ってはおりましたけれども、二、三千名、もし
おられるのであれば、そういったこと等も踏まえての
あり方というものをいま一度考える必要があるのかな
と。また、県も今御指摘のようにしっかりそういった
数字の裏づけをもって取り組んでいきたいというふう
に思っています。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　それでは次に、経済について。
台湾との経済連携についての予算は今どれぐらいに
なっているんですか。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　台湾に限っては現
在数字は持っておりませんけれども、大体は台湾事務
所の維持経費、それから現地での活動費等々がござい
ます。それから、台湾における県産品のプロモーショ
ン活動とか、そういったもろもろの事業を計上させて
事業を実施しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　今度福建との友好をいろいろな経
済連携やると言っているんですが、以前、沖縄・福
建友好会館がありましたが、これ今現状どうなって
いますか。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　おおむね４階から
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７階まで永久使用権というのがございますけれども、
大体県が使っているところは５階でございまして、県
の駐在員事務所とか、それから今現在は、企業は１社
で３室ほど使っています。それから今現在あと１社が
入るかという状況がございます。そのほかにつきまし
ては、福建省の外事弁公室のほうが利用しているとい
う状況でございます。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　企業が今１社しか入っていなくて、
これだけ何十年も積み上げてきた中で１社しかないと
いう中で、何で今福建省との経済連携なんですか。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　多くは10社ほども
入っていた状況もございました。20年前に友好会館
ができましたけれども、当時現地での商習慣とかそこ
ら辺の違いとかというのがございまして、いろいろ撤
退なりしていた状況もございました。ただし、現状に
おきましては、現地で自由貿易試験区とか、そういう
特区ができております。そういう意味では、新たな状
況が出てきているということも鑑みまして、新たな経
済交流ができるんじゃないかということで、この間の
12月ですけれども、ＭＯＵを結んだところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　過去のそういった経験というのが全
く生かされていないというところもありますし、今台
湾とはいろんな経済連携をやっているんですね。なぜ
我々が台湾とやるかというのは、やっぱり台湾の企業
と日本本土のそういった企業がコラボする中で沖縄に
進出して、沖縄の特区でものづくりをしてもらうとい
うことが僕は大事な部分があって、沖縄から物を出す
ものがないはずなのに、福建省に何かあたかもその分
での物を出せるような沖縄の経済のあり方、そういう
福建省とのあり方というのはいかがなものかというこ
とがありますので、しっかりとそのことは検証して
やってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11·時55分休憩
　　午後１·時18分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
午前に引き続き質問及び質疑を行います。
瀬長美佐雄君。
〔瀬長美佐雄君登壇〕

○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。

日本共産党の瀬長です。
一般質問を行います。
１、知事の所信表明について。
１つ、「県政運営に取り組む決意について」の文中
で、特に、辺野古に新基地をつくらせないということ
を引き続き県政運営の柱に取り組む、普天間飛行場の
固定化を絶対に許さない、５年以内の運用停止を含め
た危険性の除去について、政府に強く求めると宣言し
ていることを高く評価するものです。その中で、誇り
ある豊かさを実現する、「今後の沖縄振興に向けた取
組について」の文中では、沖縄らしい優しい社会をつ
くり上げるなどと記述しております。誇りある豊か
さ、沖縄らしい優しい社会という表現に込めた理念や
思い、県民に対するメッセージを伺います。
(2)、沖縄を取り巻く現状認識について。
ア、沖縄県内の経済は、観光関連指標が前年を上回
るなど、景気は全体として拡大していると述べ、入域
観光客数、観光収入などが記されております。
先日、2021年度までの目標値を上方修正していま
す。今後も県内の景気は順調に推移していくと予測す
る、その理由と根拠を伺います。
イ、完全失業率の改善など評価できるが、離職率の
高さや正規雇用化などの質の改善、県民所得の向上な
ど継続的な課題を述べています。これら課題解決を目
指すための新年度事業計画や目標を伺います。
ウ、観光関連の職種で離職、人手不足の問題が指摘
されております。根本原因は、低賃金や非正規雇用な
どではないでしょうか。リーディング産業として経済
をリードする役割にふさわしい労働者の労働環境の改
善が不可欠と思います。観光産業従事者の待遇改善
に、県としても取り組むべきではないか、現状認識と
対策を伺います。
２、世界のウチナーンチュネットワーク強化で沖縄
の発展につなげるために。
１月28日から２月３日まで経済労働委員会として、
オーストラリアの在シドニー日本総領事館や日本政
府観光局、オーストラリアＷＡＧＹＵの取引状況、
フィッシュマーケット見学、インターナショナルコン
ベンションセンターの運営状況などを視察してきまし
た。世界の観光都市から学ぶべきことは多くありまし
た。特に、有意義に感じたことは、沖縄県人会員らと
の意見交換でありました。沖縄の物産の販路拡大、観
光客を沖縄に誘客するための沖縄のアピールなどに頑
張る沖縄県産業振興公社シドニー駐在員の浦崎氏の活
動ぶりでありました。沖縄からシドニーで生活する定
住者やワーキングホリデーでの滞在者、留学生などと
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意見交換を行いました。沖縄県が目指す世界基準の観
光都市としての発展の鍵は、世界中に広がる沖縄のウ
チナーンチュネットワークの構築であり、沖縄を愛す
る沖縄県系人の力と心を束ねることができるかどう
か、大事な要素だと感じました。沖縄県の21世紀ビ
ジョン実現に向け、昨年の世界のウチナーンチュ大会
成功を踏まえた戦略的な計画推進を期待して、質問を
行います。
(1)、世界のウチナーンチュネットワーク強化推進
事業が新規に予算化されております。事業の目的や内
容などその概要を伺います。
(2)、海外駐在員の役割、活動状況を伺います。
(3)、県産品販路開拓や観光客誘客に貢献する駐在
員の位置づけなど、拡充の考えはないか。
(4)、海外県人会との連携について。
ア、県、大学、市町村の海外県系子弟の受け入れ、
留学生の状況を伺います。
イ、外国観光客誘客、ツアーガイド養成など、海外
県系子弟と連携する計画はないか。
ウ、オーストラリアなど滞在期間の長い観光客の誘
致の努力、戦略が必要だがどうか。
(5)、世界のウチナーンチュ大会・世界のウチナー
ンチュの日宣言について。
ア、新年度以降の計画を伺います。
イ、沖縄県内と移住地国での移民の歴史を研究し、
世界の同胞との窓口になるセンターが必要と考え提起
したが、担当窓口を伺います。
ウ、大会を機に、ルーツ探しへの関心の高さが確認
されたが、今後の対応を伺います。
エ、多言語による沖縄情報の公式発信で、歴史と文
化、平和構築の理解を広める考えはないか伺います。
３、放課後児童クラブ、学童保育支援事業の拡充に
ついて。
(1)、放課後児童クラブ運営の実態及び入所待機児
童の実態を伺います。
(2)、放課後児童クラブ支援事業の実績と推移を伺
います。
(3)、家賃等賃貸の自己負担で、学童事業運営する
クラブ数、総数に占める割合、児童数を伺います。
(4)、家賃等補助事業の要件の中にある公的施設へ
の移行する計画前提の要綱見直しを求めるものです。
(5)、学童保育料金の全国と沖縄の比較を伺います。
(6)、施設の現状について、公的施設利用の全国と
の比較を伺います。
４、米軍基地問題について。
昨年、元海兵隊員によりうるま市の二十の女性が殺

害され、抗議の県民集会が開催されました。高江オス
プレイパッド建設、辺野古大浦湾への大型コンクリー
トブロック投入、ハリアー戦闘機や欠陥機オスプレイ
の墜落、オスプレイによる物資つり下げ訓練、伊江
島・伊計島へのヘリ不時着、パラシュート降下訓練、
夜間の飛行訓練の常態化など、米軍基地あるがゆえ
に、県民生活が日常的に脅かされています。県民の安
全・安心を脅かす諸悪の根源、やりたい放題の米軍に
県民の怒りは高まるばかりであります。最近でも、米
軍人・軍属の起こす事件・事故、犯罪が続発していま
す。政府の軍属規定の確定に何の効果があるのか、警
察のパトロール巡回強化は、米軍人・軍属犯罪の縮減
につながっていないのではないか、怒りは募るばかり
であります。
そこで伺います。
(1)、米軍基地関係の事故・事件に関する抗議申し
入れ件数と原因調査が、以後回答を受けた件数を伺い
ます。
(2)、米兵犯罪の根絶のために。
ア、今年度の米兵犯罪の件数、深夜外出禁止時間帯
の件数、事件内容を伺います。
イ、米兵の特権を与えている日米地位協定の抜本改
定に取り組むべきであります。犯罪防止に関する政府
との交渉を伺います。
ウ、米軍基地の全面撤去以外に米兵犯罪根絶のすべ
はありません。在沖米海兵隊の撤退を求める県議会
決議を実現することで、米軍専用施設が70％から約
40％に大幅削減になり、経済効果もキャンプ桑江、
キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給基地、那覇
港湾施設の５地区の合計だけでも、直接経済について
は返還前の501億円に対し、返還後は8900億円、約
18倍と見込まれております。専門家のシンポジウム
においては、軍事的に海兵隊は沖縄に必要がないと指
摘されてもおります。沖縄県として海兵隊撤退を視野
に調査研究する必要があります。検討を求めます。
５、豊見城城址跡地の整備構想について。
(1)、沖縄空手会館がいよいよ落成の運びになり、
空手発祥の地・沖縄を国内外に発信するための拠点
となる施設の完成を心から歓迎し、関係者の御努力
に敬意をあらわすものです。今後の運営などさまざ
まな課題があるでしょうが、建設に込めた目的達成
に期待します。沖縄空手会館の新年度活用計画につ
いて伺います。
(2)、工芸の杜（仮称）の整備に向けた新年度の計
画を伺います。
(3)、豊見城グスク復元への県の見解を伺います。
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６、現在、真玉橋から根差部にかけ県道11号線の
拡張工事が進み、地域から早期完成の期待が高まって
います。工事が未着工の高江洲方面の整備促進を求め
る立場から、今年度の整備率の見込み、新年度計画と
完了年度の見通しを伺います。
７、豊見城市真玉橋の急傾斜地崩壊対策事業の計画
と進捗を伺います。
８、県立農業大学校の移転整備促進について、さき
の議会では、移転先の決定には、なおしばらく時間を
要する状況と答弁しております。農業実践的教育機関
にふさわしい環境整備を早期に実現することを求め、
今年度の取り組みを伺います。
９、食料自給率向上を目指す上で、植物工場の生産
力向上拡大は重要と思います。そこでの生産量、栽培
技術確立はどうなっているのか、この成果をどう発展
させるのか伺います。
10、県庁職員研修制度の拡充について。
戦後72年目、祖国復帰後45年目を迎えます。戦争
の風化が進み、沖縄戦記述の歴史教科書問題など、安
倍政権に見られる右傾化の政治潮流に危機感を覚えま
す。特に、戦争体験者の平和を希求するがゆえの戦争
への現実的な危機意識がオール沖縄に結集する基盤で
あるとも感じます。
ことし60歳定年を迎える方が復帰当時15歳です。
苛酷な米軍統治下の民主主義と自治権をかち取った県
民の誇り高い闘いを理解し、沖縄の文化や伝統、豊か
な自然なども誇りと受けとめ、誇りある沖縄を築いて
いく県職員の役割発揮を期待する立場から質問します。
(1)、職員の年齢構成、復帰後生まれの比率を伺い
ます。
(2)、研修制度の状況を伺います。
(3)、沖縄の歴史、文化、伝統など系統的に学ぶ機
会を提供し、沖縄県の21世紀ビジョンの推進力とな
るような研修内容として拡充する考えはないか伺い
ます。
11、我が党の代表質問との関連で、渡久地修県議
の代表質問に関し、(1)、連邦議会調査局の報告書と
は、どういう文書と位置づけられているのか伺う。
(2)、同調査報告書で、沖縄の米軍基地は不公平な
存在と議会みずからが認め、県民の基地に対する感情
も分析されております。どのように記述されているの
か伺います。
(3)、普天間基地の５年以内の運用停止に関し、辺
野古新基地建設が前提でないことは、前県知事時代か
ら一貫した沖縄県の方針であり、日本政府の沖縄との
公約と理解するがどうか、県の見解を伺います。

○議長（新里米吉君）　翁長知事。
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　瀬長美佐雄議員の御質問にお
答えをいたします。
私のほうからは、大きな１番目の知事の所信表明に
ついてに関する御質問の中の、誇りある豊かさ、沖縄
らしい優しい社会の実現に込めた理念等についてお答
えをいたします。
これまで、沖縄県民は、みずから持ってきたわけで
はない基地を挟んで、経済か平和かと厳しい選択を迫
られてきました。しかし、現在では、基地経済への依
存度は低下しており、基地が返還された地域では、跡
地利用の推進により、新たな雇用が創出されるなど飛
躍的な発展を遂げております。このように、社会情勢
の変化とともに、経済と平和は両立し得るものとな
り、私たちは、これまで相反していた経済と生活、平
和と尊厳を県民一人一人が手にすることができるよう
になりました。私は、沖縄が持つ地域力、文化力、伝
統力など国内外の多くの人々を魅了するソフトパワー
を最大限に生かすことで実現される県民生活の豊かさ
こそ、誇りある豊かさであると考えており、その実現
に向けて、県民と心を一つにして取り組んでまいりま
す。さらに、ユイマール、イチャリバチョーデーなど
に代表される沖縄の心などに根差した、人々がともに
支え合い、自然と調和し、国内外に開かれた、沖縄ら
しい優しい社会を構築することが重要であり、それ
が、誇りある豊かさの実現にもつながるものと考えて
おります。
このような認識に基づき、ウチナー文化の普及継
承、子供の貧困問題の解消、医療の充実、教育の振興
などにも引き続き積極的に取り組んでまいります。
ほかの質問につきましては、部局長から答弁をさせ
ていただきます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　知事の所信
表明についての御質問の中の、入域観光客数等の目標
値についてお答えいたします。
県では、現在、第５次沖縄県観光振興基本計画の
見直しを行っており、入域観光客数等の目標値の修
正について、沖縄県観光審議会に諮問しております。
具体的には、入域観光客数について、国内は800万人
に据え置きつつ、海外については、これまでの実績や
クルーズを中心とする需要の高まり、空港・港湾施
設の整備状況などを勘案し、海路を25万人から200
万人、空路を175万人から200万人に修正することに
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より、現行の1000万人から1200万人へ上方修正して
おります。
観光収入額についても、入域観光客数の伸びの反映
や１人当たり消費額を高める施策のさらなる展開を図
ることとしており、現行の１兆円から1.1兆円に上方
修正しております。
次に、観光産業従事者の待遇の現状認識と対策につ
いてお答えいたします。
国の調査によると、宿泊・飲食サービス業は非正規
雇用の割合が高く、平均給与が低いとされており、こ
の状況を改善するためには、入域観光客数を増加させ
るとともに、年間を通した入域客数の平準化や観光消
費額の増加を図り、観光関連産業の経営の改善と安定
化による従事者の所得の向上等、雇用の質を改善する
必要があると考えております。
このため、国内外の市場特性や季節に応じた誘客活
動とともに、本島から離島への広域周遊観光等を推進
するほか、宿泊施設へのアドバイザー派遣や経営者層
の意識改革セミナー、従事者向けのスキルアップ研修
への支援等を実施しております。
次に、世界のウチナーンチュネットワーク強化と沖
縄の発展についての御質問の中の、世界のウチナー
ネットワーク強化推進事業などについてお答えいたし
ます。２の(1)と２の(5)アは関連しますので一括して
お答えいたします。
県では、昨年開催した第６回世界のウチナーンチュ
大会において、10月30日を世界のウチナーンチュの
日と宣言したことを踏まえ、平成29年度当初予算に
世界のウチナーネットワーク強化推進事業を計上し、
同宣言の趣旨に沿った取り組みを行う予定です。主な
内容は、世界のウチナーンチュの日を祝う祭典や海外
で周知・広報するキャラバンのほか、世界で活躍する
県系人を招聘したシンポジウムの開催、主に小中高生
を対象に移民の歴史を学ぶレッツスタディ！ワールド
ウチナーンチュなど、ウチナーネットワークを強化す
る取り組みを継続的に実施し、次回の世界のウチナー
ンチュ大会へ向けて機運を高めてまいりたいと考えて
おります。
次に、県内での海外子弟留学生受け入れ状況につい
てお答えいたします。
県においては、ウチナーンチュ子弟等留学生受入事
業で、平成28年度に５カ国12名の県系子弟を受け入
れているところです。また、17市町村において、平
成28年度に54人の県系研修生を受け入れていると聞
いております。県内の大学においては、県が確認して
いる範囲でブラジルからの県系人が１名、１校に在籍

しております。
次に、外国人観光客の誘客等海外県系子弟との連携
についてお答えいたします。
県は外国人観光客の平成33年度の目標を200万人
と設定し、外国人観光客の誘客やツアーガイドの養成
等受け入れ体制の整備に取り組んでいるところです。
本県は、中国、台湾、韓国などアジア地域からの外国
人観光客が多い状況であり、南米等を出身地とする県
内在住の県系人子弟との連携については、求められる
ニーズとのマッチング等に課題があるものと考えてお
ります。
一方、世界のウチナーンチュの日制定を踏まえ、県
としてはウチナーネットワークの継承と発展に一層取
り組んでいくこととしており、県系子弟等との連携強
化を検討してまいりたいと考えております。
次に、オーストラリアなどからの観光客誘致につい
てお答えいたします。
県では、欧米やオーストラリアなどの長期滞在が期
待できる地域を新規開拓市場と位置づけ、沖縄観光ブ
ランドＢｅ．Ｏｋｉｎａｗａを活用したプロモーションを実
施しております。また、現地の委託駐在員に加え、今
年度から新たに、オーストラリアなどに観光誘客サ
ポート員を配置し、日本政府観光局や県人会と連携し
て、沖縄観光プロモーションを実施しております。具
体的には、現地の訪日関連イベントに沖縄ブースを設
置して、県内企業とともに観光ＰＲを行うほか、海外
旅行に関心の高い消費者が集まるエリアで、沖縄観光
ブランドの発信イベントを実施しております。
次に、世界の同胞との窓口となるセンターについて
お答えいたします。
本県は国内有数の移民県であり、沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画で掲げる、世界に開かれた交流と共生の島
の実現のため、文化観光スポーツ部ではさまざまな施
策に取り組んでいるところです。
御質問の世界の同胞との窓口となるセンターについ
ては、ＪＩＣＡ横浜の海外移住資料館等の運営状況等
を調査してまいりました。その際、いずれの施設にお
いても来場者の確保が課題となっていることや、管理
運営費に見合う費用対効果を上げることが厳しい状況
にあるとのことでありました。
世界の同胞との窓口となるセンターについては、こ
れらの調査結果を勘案しながら、実現可能性を含めど
のような方策があるか、検討したいと考えております。
次に、海外県系人のルーツ探しについてお答えいた
します。
第６回世界のウチナーンチュ大会の期間中に県立図
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書館が実施した移民一世ルーツ調査・相談ブースで
は、多くの海外県系人がみずからのルーツ探しの相談
に訪れ、関心の高さを確認することができました。
県としましては、今後はルーツ探しのニーズについ
て、海外県人会や国際交流団体、市町村などの関係機
関と意見交換を行っていきたいと考えております。
次に、多言語による沖縄情報の発信についてお答え
いたします。
昨年開催した第６回世界のウチナーンチュ大会に
おいて、10月30日を世界のウチナーンチュの日と宣
言したことを踏まえ、平成29年度当初予算に世界の
ウチナーネットワーク強化推進事業を計上し、同宣言
の趣旨に沿った取り組みを行う予定です。その中で、
ホームページを立ち上げ、沖縄の伝統文化や移民の歴
史、世界のウチナーネットワークの状況などを多言語
で発信する取り組みを推進していきたいと考えており
ます。
次に、豊見城城址跡地の整備構想についての御質問
の中の、沖縄空手会館の活用計画についてお答えいた
します。
沖縄空手会館は、沖縄の伝統文化である空手を保
存・継承・発展させるための拠点として、空手発祥の
地・沖縄を国内外に発信し、世界の空手家の受け入れ
体制を構築するとともに、新たな観光資源として活用
することとしております。
そのため、県では、空手の合同稽古や国際セミナー
の開催、2020年東京オリンピックに向けた事前合宿
誘致に加え、会館内に空手家と町道場をつなぐワンス
トップ窓口となる沖縄空手案内センター（仮称）を設
置いたします。また、指定管理者と連携し、ＭＩＣＥ
の実施やクルーズ客、修学旅行の誘客等に取り組み、
沖縄空手会館を活用した交流人口の拡大を図ってまい
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　知事の所信表明に
ついての中の、雇用の質の改善や県民所得の向上など
の課題解決についてにお答えいたします。
今後の沖縄の経済産業の成長に向けた方向性を明ら
かにしたアジア経済戦略構想で掲げている重点戦略等
を実施することにより、沖縄を国際ビジネス都市とし
て成長させ、県民所得の向上を図ってまいりたいと考
えております。また、離職率を改善するため、企業の
人材育成の取り組みへの支援等を行い、働きやすく魅
力ある雇用環境の構築や正規雇用化を促進するため、

企業に対し研修に係る費用を助成する事業等を引き続
き行ってまいります。
次に、世界のウチナーンチュネットワーク強化と沖
縄の発展についての、海外委託駐在員の役割、活動状
況、位置づけ等についてにお答えいたします。２の
(2)と２の(3)は関連しますので一括してお答えします。
県では、沖縄県産業振興公社等を通じ海外事務所を
設置するほか、委託駐在員を配置しております。海外
駐在員は、経済や貿易情報の収集・提供を初め、県産
品の販路拡大、県内企業等の現地活動支援、観光誘
客、企業誘致活動などを行う重要な役割を担うものと
して位置づけております。
今後の海外駐在員の拡充については、アジア経済戦
略構想の実現に向け、各地域における市場ごとの経済
発展状況や現地及び県内事業者等のニーズを踏まえ検
討してまいりたいと考えております。
次に、豊見城城址跡地の整備構想についての、工芸
の杜（仮称）の整備についてにお答えいたします。
県では、空手発祥の地・沖縄と伝統工芸の魅力を相
乗的に国内外に発信するため、沖縄空手会館の隣接地
に整備する計画を進めております。工芸の杜では、人
材育成や商品開発等に取り組むとともに、工芸従事者
と県民や観光客などが交流する場としての活用を促進
し、工芸産業の持続的な発展につなげてまいりたいと
考えております。平成28年度中には、用地取得が完
了する見通しであり、平成29年度は、実施設計及び
工芸品の展示に関する設計に着手する計画となってお
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　放課後児童ク
ラブ支援事業の拡充についての御質問の中の、放課後
児童クラブ運営の実態及び登録できない児童の実態に
ついてお答えします。
平成28年５月１日現在の放課後児童クラブ数は、
373クラブで、前年度と比較し36クラブ増加し、登
録児童数は１万5501人で、前年度と比較し1815人増
加しております。また、登録できなかった児童は661
人となっており、前年度と比較し209人増加しており
ます。
次に、放課後児童クラブ支援事業の実績と推移につ
いてお答えします。
県におきましては、放課後児童クラブの環境改善と
利用料の低減のため、平成24年度から沖縄振興特別
推進交付金を活用し、公的施設への移行を支援してい
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るところです。当該事業により、平成25年度に１カ
所、26年度に４カ所、27年度に２カ所を整備してお
り、28年度は７カ所の整備を予定しております。ま
た、29年度は委託設計を含む20カ所の事業実施を予
定しております。
次に、放課後児童クラブの家賃負担等の状況につい
てお答えします。
平成28年５月１日時点で、家賃等の負担が生じて
いる放課後児童クラブは、232クラブとなっており、
全体の約６割を占め、登録児童数は9267人となって
おります。
県におきましては、沖縄振興特別推進交付金を活用
し、市町村の行う放課後児童クラブの施設整備を支援
しており、引き続きクラブの公的施設への移行促進に
努めてまいります。
次に、放課後児童クラブに対する家賃補助について
お答えします。
放課後児童クラブに対する家賃補助については、沖
縄振興特別推進交付金を活用した公的施設移行を予定
するクラブに対する補助のほか、平成27年度から国
の補助事業に、平成27年度以降新設のクラブに対し
助成を行う事業が新設されております。
県としましては、継続的な補助が見込まれる国の事
業を活用した支援が望ましいと考えており、九州各県
保健医療福祉主管部長会議を通じて、平成26年度以
前に設置されたクラブに対しても対象を拡大するよう
国へ要望しているところです。
次に、放課後児童クラブに係る利用料の全国と沖縄
の比較についてお答えします。
県内の放課後児童クラブの月額平均利用料は、平成
24年度の１万711円から、平成28年度は9511円に低
減しているところです。全国との比較については、保
育料の月額平均8000円以上の割合が、全国は27％に
対し、沖縄県は61％と、依然として割高な状況となっ
ています。
県といたしましては、引き続き市町村と連携し、放
課後児童クラブの公的施設活用促進や送迎費等の助成
を通じた負担軽減を図り、利用料の低減に努めてまい
ります。
次に、放課後児童クラブに係る公的施設活用率の全
国との比較についてお答えします。
平成28年５月１日時点で、学校施設や児童館等を
活用した公的施設活用の放課後児童クラブの割合は、
全国が85.4％、沖縄県は37.0％となっております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　米軍基地問題につい
ての御質問の中の、米軍基地に起因する事件・事故
に対する抗議件数等についての御質問にお答えいた
します。
要請や抗議について、県は、平成28年の１年間に
口頭で56回、文書で26回、計82回行っております。
県は、事件・事故が発生するたびに米軍及び沖縄防衛
局に対して、具体的な事故原因等の説明を求めている
ところです。訓練等の事故原因について、原野火災は
実弾射撃訓練が原因との報告がなされることがありま
すが、ほとんど事故原因が明らかではありません。
県は、引き続き公表するよう求めてまいります。
次に、今年度の米軍人・軍属の犯罪発生件数等につ
いてお答えします。
県が把握している平成28年度の米軍人の犯罪は、
５件発生しております。これらの５件の内容は、飲食
店で店員に傷を負わせた傷害事件、住居に侵入しよう
とした未遂事件、路上で被害者を押し倒し首を絞めた
暴行事件、雑貨店で窃取した窃盗事件、住宅屋上に侵
入した住居侵入事件であり、住居侵入事件１件が米軍
の勤務時間外行動の指針に違反する時間帯に発生した
ものです。また、軍属の犯罪は、昨年４月に発生した
殺人等事件の１件であります。
次に、日米地位協定の抜本的な見直し及び犯罪防止
に関する交渉についてお答えいたします。
日米地位協定について、県は、平成12年から11項
目にわたる抜本的な見直し要請を行っているところで
あります。
県としては、米軍人・軍属等による事件・事故等
の再発防止を図るためには、米側に裁量を委ねる形
となる運用の改善だけでは不十分で日米地位協定の
抜本的な見直しが必要と考えており、第17条関係で、
裁判権について、日本側の裁判権の対象となる被疑
者が米側によって拘束された場合、日本側の起訴前
の拘禁移転要請に米側が応ずる旨明記することを求
めております。
今後とも軍転協や渉外知事会とも連携し、あらゆる
機会を通じ、日米両政府に同協定の見直しを粘り強く
求めていきたいと考えております。
次に、在沖海兵隊の撤退についてお答えいたします。
在沖海兵隊につきまして、県は、防衛省より示され
た在日米軍・海兵隊の意義及び役割について２度の質
問を行い、回答を得ておりますが、海兵隊の役割につ
いて政府の説明は十分ではなく、政府はさらに丁寧な
説明を行うべきであると考えております。
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沖縄県としましては、沖縄に米軍基地が集中し、騒
音や事件・事故の発生等、県民は過重な基地負担を背
負い続けており、県民の目に見える形での基地負担の
軽減が図られなければならないと考えております。
次に、我が党の代表質問との関連質問についての中
の、連邦調査局の報告書についての御質問にお答えし
ます。
2015年連邦議会調査局年次報告書によりますと、
連邦議会調査局の役割は、「全ての連邦議員及び委員
会に対して専ら直接従事し、彼らの立法、監督、代表
機能を支援しており、最も有益で適切な形で最高レベ
ルの調査、分析及び情報面に関する支援を提供するこ
とに従事している」とされております。このような役
割を踏まえた連邦議会調査局の報告書は、連邦議会議
員が政策決定の際の参考とするなど、連邦議会議員へ
の影響力のある報告書であると考えております。
次に、連邦議会調査局の報告書の内容についてお答
えいたします。
連邦議会調査局が去る２月16日に連邦議会へ提出
した報告書には、基地対策課の仮訳になりますが、
「沖縄には日本における不公平（不均衡）な米軍プレ
ゼンスがあり、沖縄県民に広く行き渡った不安のた
め、在沖米軍プレゼンスの持続性は、同盟にとって重
大な懸念となっていること」、「ほとんどの沖縄県民
は、政治、環境及び生活の質という理由で、新基地の
建設に反対していること」、「米軍の士官は2016年、
議会において辺野古新基地の建設の完了予定が2022
年から2025年へ遅れると証言したこと」、また「翁長
知事は建設を阻止するために更なる措置を続行すると
明言したこと」などが明記されております。
次に、普天間飛行場の５年以内運用停止についてお
答えいたします。
県が求めている普天間飛行場の５年以内運用停止に
ついては、安倍総理が、前知事との面談や普天間飛行
場負担軽減推進会議において、政府としてできること
は全て行うと述べているほか、閣議決定を経て、内閣
総理大臣名で提出された平成28年１月７日の質問主
意書に対する同年１月19日の答弁書においても、同
様の見解が示されていることから、政府としての公式
見解であると認識しております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　豊見城城址跡地の整備構想
についての御質問で、グスク復元への県の見解につい
てお答えいたします。

グスクなどの文化財的な復元整備に当たっては、発
掘調査の結果や聞き取り調査、絵図・古い写真等の調
査研究の成果を踏まえた上で、専門家による整備委員
会を設け、多角的に検討を行いつつ、長期的な計画で
取り組んでいるところであります。豊見城グスクの復
元に当たっては、発掘調査による遺構の残存状況を確
認する中で、歴史的・学術的な価値が明らかになり、
所有者の同意を得て、国等の文化財として指定される
ことが必要となります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　県道11号線の拡張工
事の整備促進についての御質問の中の、今年度の整備
見込み等についての御質問にお答えいたします。
県道11号線は、那覇東バイパス交差点から上田交
差点までの延長約2.5キロメートル区間を豊見城中央
線として幅員30メートル、４車線で整備を行ってお
り、平成28年度末の進捗率は事業費ベースで約80％
を見込んでおります。平成29年度は用地買収及び工
事を継続し、那覇東バイパス交差点からとよみ小学校
前バス停付近までの1130メートル区間は、平成30年
度の完了を予定しております。また、とよみ小学校前
バス停付近から上田交差点までの1340メートル区間
は、平成33年度の完了を目指して取り組んでいると
ころであります。
次に、豊見城市真玉橋の急傾斜地崩壊対策事業の計
画と進捗についての御質問にお答えいたします。
当該事業については、昨年７月、地権者１名から施
工承諾を得て、現在、実施設計を行っているところで
あり、平成29年度の早い時期に対策工事に着手する
予定であります。また、残りの地権者についても、施
工の理解が得られるよう、引き続き説明していきたい
と考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　県立農業大学校の移
転整備促進についての御質問にお答えいたします。
県立農業大学校の整備については、行財政的な側面
を考慮し、全庁的な施策の中で推進する必要があるこ
とから、移転先決定には、なおしばらく時間を要する
状況となっております。そのため、移転先となる可能
性の高い候補地を残し、市町村へも説明を行ってまい
りました。
県としましては、本県農業の実践的教育機関にふさ
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わしい環境整備を実現できるよう、引き続き取り組ん
でまいります。
次に、植物工場の取り組みについての御質問にお答
えいたします。
県では、平成24年度から26年度にかけて、沖縄型
植物工場実証事業を実施し、低コスト沖縄型植物工場
の実証及び導入品目や栽培技術などの検証に取り組ん
でまいりました。その結果、県内における植物工場の
課題として、１、夏場の葉野菜の収穫回数増加による
収益性の向上、２、冬場の市場の需要に対応した多品
種・少量生産への展開、３、機能性等、特徴のある野
菜生産と販路の確立、４、施設の整備コストやランニ
ングコストの低減などが明らかとなりました。
県としましては、植物工場の活用について、本事業
の実証結果を踏まえつつ、生産農家段階における生産
や流通・販売及び通年での経営収支等を総合的に検討
してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　県庁職員研修制度の拡充
についての御質問の中で、職員の年齢構成、復帰後生
まれの比率についてお答えをいたします。
平成28年４月１日現在の知事部局の職員数は3995
人となっており、年齢構成で見ると、20代以下が
669人、16.7 ％、30代が1093人、27.4 ％、40代が
1400人、35.0 ％、50代が802人、20.1 ％、60代が
31人、0.8％となっています。復帰後生まれの職員数
は2427人で60.8％となっております。
次に、研修制度の状況についてお答えをいたします。
県では、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的とし
て、多様化する行政ニーズに対応できる職員の育成を
図るため、沖縄県職員研修基本方針に基づき、さまざ
まな研修を実施しております。具体的には、沖縄県自
治研修所で行う研修や部局の業務遂行に必要な専門的
能力を修得させるための部局研修、国や地方公共団体
等の機関や海外への派遣研修等を実施しております。
平成27年度の研修実績は、国内研修生が2058名、国
外研修生が31名となっております。
次に、研修内容の拡充についてお答えをいたします。
現在、新採用職員研修と特別研修で本県の歴史と文
化等に対する理解を深め、幅広い教養を培うととも
に、郷土愛のある職員の育成に資する研修を実施して
おります。また、沖縄21世紀ビジョンの実現に向け、
県職員の政策形成能力の向上を図ることを目的に、沖
縄県自治研修所で行う政策形成研修のほか、人事課で

行う海外短期派遣研修を実施しております。
今後とも、歴史、文化、伝統等の沖縄独自のソフト
パワーの理解を深める効果的な研修を実施し、県民
サービスの向上に資する企画立案能力及び問題解決能
力を備えた人材の育成に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　どうも答弁ありがとうございま
した。
まず、米国連邦議会報告書について、先ほど重要な
文書であると言われました。昨日の議会質問で、この
議会調査局で年間70万件のレポートが上がる文書の
一つであって、成果に当たるか疑問の意見が述べられ
ました。実際、どういう状況なのか、報告レポートに
ついて伺います。まずその点から。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　70万という数字、私
もちょっとよくわからないんですが、私どもが確認
しました2015年連邦議会調査局の年次報告書により
ますと、2015年の調査局の新規報告書などの件数は、
新規は1264件です。アップデートした報告書などの
件数が2481件となっておると、報告書の形でですね。
それ以外にも、例えば、電話での回答とか２万5000
とかＥメールでの回答で２万5255とかありますけれ
ども、いわゆる報告書というようなものは、今言っ
たような新規で1264件、アップデートした報告書で
2481件、そういった数字になっておりまして、いわ
ゆる先ほど答弁いたしました報告書は、さまざまな議
論が行われます米国連邦議会の中でも大変重要な報告
書の一つであろうと考えているところであります。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　はい、わかりました。
私は、この知事が伝えた基地の成り立ちであると
か、過重負担、新基地建設を許さないという決意や沖
縄県民の決意を正確に掌握し、記述させたことが重要
ではないかと思います。そこは、ワシントン事務所の
駐在員の日常的な調査員との働きかけの結果なのかと
も推測されますが、この沖縄の現状を連邦議会議員や
政府の政策スタッフに信頼性の高い情報として提供さ
れたこと、このことが重要であり、また、米国議会
が、在沖米軍基地が不公平な存在だと認めているとい
うことに対して、知事の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
まず、ワシントン駐在員は、知事訪米の対応ですと
か基地問題に関する情報収集、沖縄の状況などの正確
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な情報の発信、それを主な役割としております。ワシ
ントン駐在員は、日ごろから連邦議会調査局と意見交
換を行うなどして、辺野古新基地に反対する県民世論
ですとか、それを踏まえた建設阻止に向けた知事の考
え方なども伝えてきたところでございます。そういっ
た結果、連邦議会調査局では、今回の報告書以外にも
平成27年９月29日には、日米関係に関する報告書に
おきまして、翁長知事が埋立承認を取り消すことを想
定して普天間飛行場の移設について、東京と沖縄によ
る政治的な論争は2015年後半に新たな局面を迎える
と指摘したり、平成28年１月20日には、沖縄の米軍
駐留と普天間基地論争と題した沖縄の特集レポートが
連邦議会に対して提出されております。特にまた今回
は、知事訪米におきまして、知事が辺野古に新基地建
設を阻止するため、さらなる措置を続行する旨述べた
ところからそういった先ほども答弁したことが報告さ
れていたということで、今後、連邦議会議員への影響
が期待されているところでありまして、県としては、
大変意義深いものがあるというふうに考えているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　続きまして、普天間基地の５年以
内の運用停止、これは施政方針でも述べたように実現
させるべき、残り２カ年です。この件で、我が党の赤
嶺政賢衆議院議員の国会質問に、新基地建設に反対し
ている翁長知事が悪いと言わんばかりの答弁がされま
したが、責任転嫁ももう甚だしいと、怒りいっぱいで
あります。これについては、知事の見解を伺いたいと
思いますが。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
沖縄県は、普天間飛行場の一日も早い危険性除去の
実現のため、平成25年12月17日に移設計画の進捗に
かかわらず、５年以内運用停止を求めてきたところで
ございます。県からの要請を受け、安倍総理は、政府
としてできることは全て行うと述べ、その後開かれた
普天間飛行場負担軽減推進会議におきましても、同様
の発言がなされ、辺野古移設が前提との発言はなかっ
たところでございます。
そのことから、県においては、辺野古移設が前提と
は認識しておらず、今回の総理の発言は容認できない
と考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　誇りある沖縄、沖縄らしい優しい
沖縄という流れの中にあって、辺野古新基地は絶対つ
くらせない。ところが、最高裁の判決では、残念な結

果になりました。ただ、この判決に際して、知事は、
苛烈をきわめた米軍との自治権獲得闘争を粘り強く
闘ってきた沖縄県民は、日米両政府が辺野古新基地
建設を断念するまで闘い抜くものと信じていると述
べました。このコメントは、多くの県民が歓迎をし、
激励を受けた。これに対して知事に伺いたいのです
が、このコメントに込めた思いについて伺いたいと
思います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
戦後の70年間、特に前半の状況を乗り越えてきた
県民というものは、日本国内においても、大変厳しい
環境の中を乗り越えて、自治権の獲得を含め、自分ら
の子や孫のために頑張ってきた経緯がございます。復
帰をしまして、また一定程度の前進をしましたけれど
も、基地問題に関しては何ら変わることなく今日まで
来ておりまして、こういったような中で新しく沖縄に
基地ができるということは、これまでみずから一度も
提供したことがないだけに、県民からすると、いかに
も不条理でありまして、その思いはしっかりと県民全
体に受け継がれていると。そうしますとこれから以降
のことにつきましても、今回の判決もそうであります
けれども、県民の気持ちとしては大変なやるせなさと
怒りといろんな思いがあって、過去のことを思い、未
来のことを思いながら、今日のことを解決していこう
という強い決意を持っているんではないかということ
であります。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　そういう歴史的な背景の中で、誇
りある沖縄をというときに、先ほどの職員の中でいう
と、既に６割が復帰後の生まれという意味では、苛酷
な米軍統治下の時代を知らないという状況にあろうか
と思います。その点で、研修についても歴史や文化を
網羅した形で取り組まれていることは評価しますが、
ただ、どの程度の時間なのかということをお聞きした
いと思います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　沖縄関連のこの歴史、基
地問題等を含めて、研修の実績でございます。
新採用職員の後期研修というのがございまして、
これで191名の新採用職員に対して、６時間の研修を
行っております。そのほか、沖縄の歴史と文化関連
で、これは歴史文化講座という形で２日間の研修が行
われて、54名の方が受講されている。それから、し
まくとぅば講座というのも１日やっておりまして、こ
れは26名、そのほか基地問題含めて、沖縄の経済と
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財政ということで、これは特別研修という形で２時間
の講演を164名の職員が受講したというような状況で
ございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　その時間で、27年に及ぶ苛酷な
占領下の時代を多分わかるというのは困難かなと。そ
ういう意味ではやっぱり自治権を獲得する、自由と人
権、民主主義が憲法のもとで保障された日本に帰ろう
と。ただ復帰、核もない平和な沖縄を目指したにもか
かわらず、実際的には核つきであったり密約があった
りと。現在も、治外法権に近いような状態が継続され
ていますが、とりわけ厳しかったあの時代を私たちの
先輩は、文字どおり与えられた権利ではなくて獲得し
て復帰をかち取ったと、その体験は後世にしっかりと
引き継ぐ必要があろうかと思います。その点で、こう
いった観点で、連続的にもしっかりとした歴史を踏ま
えるという状況の中でいえば、4000人にも及ぶ県庁
職員がそういった思いをしっかりと受けとめ、さらに
は21世紀ビジョンを実行に移すという実行力、推進
力のパワーにもしていただきたいという点では、ぜひ
研修内容あるいは充実させるという点での検討ができ
ないか伺います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　沖縄の歴史あるいは文化
に対する理解を深めるということは、当然、県職員と
して基本的な知識かと思います。そういう意味で、非
常に重要なことと考えております。ただ、現実的な問
題としては、またこの研修所で行う研修というのもま
た時間の配分等、非常に限られてはおりますけれど
も、研修所における研修だけじゃなくて自己啓発とい
う形でも研修の呼びかけがございますので、そういう
ところでの情報提供も含めて、沖縄独自のこの歴史、
文化を学ぶ機会を創設いたしまして、効果的な研修に
取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　よろしくお願いします。
次に、海外で頑張る駐在員の役割については、重要
な位置づけがあると伺いました。私たちが行ったオー
ストラリア・シドニー駐在の駐在員は、物すごく頑
張っておりました。世界のウチナーンチュ大会に、昨
年10名ほどまとめて来られたようですが、オリオン
ビールのＰＲであったり、かりゆしのＰＲ、三線・民
謡のコンサートの企画、日本食文化の中で琉球食の紹
介、果てはみずからが所属するゴルフクラブの会員と
嵐山ゴルフ場ですか、そことの姉妹提携を結んで例年
取り組んでいるようですが、クラブ会員40名ほど連

れて沖縄に来るというふうな取り組みを頑張っており
ました。そこで求められたのが、公式にバックボーン
として、そういう身分なんだと。そういうかかわりの
働きかけで沖縄をＰＲするためには、もっと力が欲し
いと。要するに、公式な立場を持ったかかわりですよ
ということを求めていましたが、そういう面での工夫
改善を付与するというふうな検討はなされるべきかな
と思いますが、どうでしょうか。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　ちょっと休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時16分休憩
　　午後２時16分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　県の事務所がある
海外事務所に関しましては、県から職員を派遣してお
ります、直接。それから、それ以外に委託駐在員とい
う形で、５カ国ほど置いてあります。オーストラリア
もその１人ですけれども、その方々は、月８日間とい
うことで、沖縄産業振興公社を通しまして、産業振興
公社の嘱託という身分で活動していただいています。
そういう名刺は持って活動しているということではご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　そういう要望がありましたので、
伝えておきます。
次に、学童クラブの関係に移ります。
先ほどの状況で言えば、相変わらず待機児童、待機
状態がふえている。施設は一生懸命ふやしていますと
いう中にあって、求めたいのは、この家賃等補助事業
についてです。公的施設に入るのが前提のクラブには
適用されますが、それを用意していない自治体もある
わけで、そうなりますと、長く自己負担で運営した学
童ほどずっとそれが救済されないという関係になろう
かと思います。この状況で言えば、先ほど６割は賃貸
があるという中で、この公的な施設整備に間に合わな
いという学童が幾らあるのか、率直にそれを解決する
ためにも平等に保護者の負担軽減を図るという点では
ネックになる、この公的施設に移行するためのこの項
目を削除してでも全ての家賃補助ができる制度に改善
するつもりはないか伺います。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
県が実施しています公的施設への移行については、
その公的施設をさらに進めていくということで、その
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移行が確定しているクラブについては、家賃の補助も
しましょうというふうなことをやっています。
一方で、新制度、27年度から新制度に変わりまし
て、27年度以降の新規のクラブについては、家賃補
助が国庫補助として、国庫補助のメニューとしてもで
き上がっているところでございます。当然ながら、
27年度以降の新規のクラブについては、この補助制
度が使えるんですが、それ以前のクラブについては、
そういった制度が使えないものですから、県として
は、国のほうにその27年以前のクラブについてもしっ
かり当該補助制度が使えるように、国のほうでぜひ考
えてほしいということで、九州各県と連携して、対象
拡大を求めているところでございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　求めるのは当然です。ただ、それ
がかなわなければ、既存の長く続いた学童ほど支援も
受けずに運営しなければならない。このことを改める
べきではないかと、再度伺います。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
当然ながら、沖縄県、民間施設を活用した学童が非
常に多い状況ではございます。それで、県のほうでは
公的施設への移行というふうな家賃補助を使った制度
も準備していますが、一方で市町村においては、その
沖縄振興推進特別交付金を活用して、独自事業として
家賃補助をやっているような市町村もございます。そ
ういった取り組みも少し意見交換させていただきなが
ら、どういうふうなことができるかどうか、検討して
いきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　最後に、地元豊見城の空手会館が
オープンすると。新聞報道でも大きく取り扱っていま
すが、懸念されるのは、やっぱり多くの流派が存在し
ているこの空手の中で、公平公正にきちっと運営され
る必要もありますし、ここら辺の観点ではどのような
対応がなされるのか伺いたいと思います。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
空手につきましては、流派というのがございまし
て、主な流派として４つほど現在あるのかなと思って
おります。また、かつ複数の流派を横断する形で空手
の団体も４つほどございます。県のほうでは、この伝
統空手の４団体をまとめた沖縄伝統空手道振興会、そ
こが設立されて今現在は知事が会長という形でござい

ますが、今後、そういった伝統空手の振興はどうある
べきかということについて、仮称でございますが、空
手振興ビジョンというものを平成29年度中に策定す
ることとしております。その中で、現在その流派に
よっても、同じ流派の中においても統一されていない
とされる型であったり、そういった部分について、
しっかり、流派ごとにまとめていくとか、流派間の交
流といいますか連携をしていくとか、そういったある
べき姿というものをしっかりこのビジョンの中で描い
ていくことによって、流派のその統一というかそう
いった取り組みを進めていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ぜひ、空手発祥の地として目的に
合うような発展を期待して、質問を終わります。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。

〔親川　敬君登壇〕
○親川　　敬君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
会派おきなわ、親川敬、一般質問を行います。
まず、通告に従って質問する前に、この２月議会、
行政にとっては大きな、一番大きな取り組みだと、議
会だと思います。その中でも、冒頭に知事から所信表
明がありました。その所信表明の中でも、掲げた公約
については、ほぼ全てに着手することができたという
ことで、披露がありました。そういうことについて
は、やっぱりこれからの頑張りもまた期待をしたいと
申し上げたいと思っています。そして、その新年度に
当たり、予算額に占める、概要の中で示された新規
事業についても17、20近い新規事業が取り上げられ
て、沖縄県民の要望を取り上げながら、さらに公約を
実現していく立場が感じとれました。その中でも、特
に予算については、前年度から問題になっています。
やはり予算の執行に当たっても、中でも一括交付金の
執行については、特に留意を払っていただきたい。そ
して、また、一括交付金の市町村配分についても特別
な計らいがあったようですから、そこについても市町
村をしっかりとサポートしながら、そして沖縄県自体
の一括交付金についてもしっかりと執行に取り組んで
いただきたいと思います。
それでは、通告に従い一般質問に入ります。
１、知事の訪米行動について。
(1)、今回の要請行動の意義と成果について伺う。
２、大型クルーズ船対応整備事業について。
(1)、国際クルーズ拠点形成事業に本部港と平良港
が選定されたが事業内容について伺う。
(2)、大型クルーズ船の寄港による乗客の典型的な
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行動パターンについて伺う。
(3)、寄港地の市町村に求められる施策について伺う。
３、リゾートホテルの進出について。
(1)、入域観光客数1000万人に対応するための宿泊
施設数の見込みについて伺う。
(2)、県外及び外資系企業による新たなリゾートホ
テルなどの進出状況について伺う。
(3)、現在計画されている宿泊施設の整備による充
足状況について伺う。
４、ヤンバル山村資源活用について。
これについては、去る２月26日やんばる国立公園
指定記念式典が行われました。そこの式典には、山本
環境大臣初め沖縄県知事、そして国頭３村の村長が出
席され、式典がとり行われました。中でも印象に残っ
ているのが、地元児童生徒による自然環境に関する取
り組みの紹介でありました。
大宜味小学校では、自然観察クラブがあるようで、
そこの子供たち、児童は30年にわたって学校の中で
調査活動が続けられている。その30年の中での蓄積
を踏まえた紹介があり、聞いている皆さんについて特
に感動があったと思います。
そして、沖縄県立辺土名高等学校、環境科サイエン
ス部の取り組みも紹介がありました。１つは、野鳥班
の紹介です。やっぱり、そういう自然を見る目、環境
を理解する目、環境を分析する目がかなり育っている
なという印象を受けました。その中でも野鳥班以外
に、河川班の皆さんの紹介もありました。その中で、
やっぱり３村のツーリズムの活用について、そこが大
事だろうなと思ったことがこの生徒の中からも発言が
ありました。それは、この高校生の言葉です。私たち
地元の人が地元を知らないと、やっぱりこういう国立
公園に指定されても紹介ができないですよね。私たち
は、それを使命にしていきたいというような内容の報
告がありました。そのとおりだと思います。
あの地域は、これから国立公園の指定だけではなく
て、世界遺産としての登録も目指す地域であります。
そういう地域の中で、子供たちがそういう目を持って
環境を見ていく目、環境を分析する目が育っていくこ
とを大いに期待を申し上げたい。
そこで、(1)、森林ツーリズム推進体制の構築に当
たって、国、県、市町村、民間、そしてそこには記述
ありませんけれども、やっぱり学校、教育との連携の
あり方について、ぜひ御答弁をいただきたいと思って
います。
５、2020年東京オリンピックについて。
(1)、沖縄県への聖火リレーの誘致について伺う。

あえて、聖火リレーの誘致の項目を取り上げたのは、
所信表明の記述にもありはしますけれども、必ずしも
それだけの理由ではありません。
名護市嘉陽という地域、そこには聖火宿泊碑が建立
されています。その碑は、1964年９月のオリンピッ
ク東京大会の聖火が、その名護市の嘉陽地域に宿泊し
たことを記念して建立されたものです。当時の嘉陽小
中学校のＰＴＡ総会で聖火が嘉陽に宿泊するのを契機
に、ＰＴＡ記念行事として聖火宿泊碑や五輪の池をつ
くってはどうかとの提案が出され、決定されたようで
す。そして、当時の久志村から材料代や運搬代を負担
してもらい、嘉陽区と安部区、嘉陽小学校出身の高校
生、中学生が夏休みに奉仕作業をして建立されまし
た。そして建立を記念して当時の村民が一つになり、
第１回聖火宿泊記念駅伝久志20キロロードレースを
開催以来、地域の皆さんや関係団体に支えられなが
ら、継続開催し、ことしで53回を迎えます。また、
昨年からは、東京オリンピック聖火宿泊記念碑活用事
業として、聖火リレー展示会、聖火ソフトクリーム商
品開発、地域散策ツアーなどを実施し、再び嘉陽に迎
えることができるよう切望しております。
ぜひ、沖縄県として、聖火リレーの誘致を実現させ
ていただきたいと考えています。
６、沖縄の生物資源を生かした医薬品、機能性食品
等の事業化推進について。
(1)、これまでの取り組みと課題についてお伺いし
ます。
７、雇用情勢の改善について。
(1)、産業別に見た求人の動向について伺う。
(2)、求人と求職ミスマッチの課題、対策について
伺う。
８、公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場に
ついて。
平成19年３月最終候補地が名護市安和を含め３カ
所に決定されて以来、平成25年９月には、沖縄県、
名護市安和区、名護市及び沖縄県環境整備センター株
式会社の４者で基本合意が締結されました。平成29
年度には、工事に着工することとなりました。これも
予算化がされています。担当部署では、地域への丁寧
で粘り強い説明、そして名護市との連携など大変お疲
れさまでした。この議場にも、現在は代表監査委員を
されている前環境部長、そして現在の環境部長、お２
人には、地元では大変丁寧な説明、本当に粘り強い取
り組みをそばから見ていました。そう意味では喜びも
ひとしおだろうと思います。そういうことで、今後、
地元安和区の要望を踏まえ、地域振興にもしっかりと



− 327 −

取り組んでいただきたいと思います。
そこでお伺いします。
当初計画からの変更と地元の理解について、ぜひ御
答弁いただきたいと思います。
９、民生委員・児童委員の充足率向上について。
ことしは、民生委員制度創設以来、100周年の記念
すべき年となるようです。民生委員制度は、100年前
防貧――貧しさを防ぐ防貧対策として、1917年に岡
山県に設置された、これも済世と呼んでいるようです
けれども、防貧対策という制度として開始されたのが
始まりとされています。そして、1948年の民生委員
法が制定され、今日の形となりました。
沖縄県においては、アメリカ合衆国の統治下、
1957年50名の福祉委員設置という制度でスタートが
切られたようです。民生委員、児童委員、１人当た
りの全国平均年間活動を見てみますと、訪問回数165
回、相談件数31回、福祉活動など115回、連絡会70
回、年間活動日数は131日となっているようです。今
や各地において、地域福祉推進の中核的機能を担う不
可欠の存在となっていますが、年間活動131日という
過重な負担も要因の一つとなり、全国的に欠員問題が
課題となっているようです。
名護市でも10から20の行政区と組織される４つの
民児協を組織して活動しています。民生委員を配置で
きない行政区が複数あり、欠員問題も課題となってい
ます。ほかにも民生委員の高齢化、地域の人間関係の
希薄化、活動量の増大、個人情報保護問題などの課題
があるようです。このような状況下で、29年度から
新規事業としてスタートする民生委員活動活性化事業
は、課題解決の施策として大いに期待ができる事業だ
と思います。
そこで、(1)、充足率の現状と充足率向上の取り組
みについて伺う。
10、世界のウチナーネットワークの強化について。
これも経済労働委員会で、先ごろオーストラリア海
外視察を行ってまいりました。その中で、特に委員か
らの要望があって、沖縄県人会との交流が調査項目に
加えられました。その中で出てきています中から、世
界の各県人会のネットワークの現状についてを伺う。
(2)、新ウチナー民間大使同士の交流の場の必要性
について伺う。
11、環境監視等委員会、これは、普天間飛行場代
替施設建設に係る環境監視等委員会です。これは、当
局にも通告してありますので、そういう環境監視等委
員会ということで、略称で呼びたいと思います。　
(1)、どのような役割が期待されて設置されたのか

伺う。
12、辺野古キャンプ・シュワブの文化財調査につ
いて。
(1)、辺野古で発見された碇石が文化財として指定
されたが、その意義について伺う。
(2)、今後の調査計画について伺う。
13、うるま市与那城伊計におけるヘリ不時着事故
について。
(1)、訓練区域でない民間上空の飛行を直ちに中止
させるべきと思うが見解を伺う。
(2)、漁業収入にも大きな影響を与えているとの訴
えに科学的なデータを求められた。原因者である米軍
がデータを示すべきと考えるが、考え方を伺う。
14、我が会派との関連質問。
我が会派、平良昭一議員の代表質問９の北部振興に
ついて、(1)、北部地域の医療について、イ、北部地
区の基幹病院整備について関連質問を行います。
北部地域医療充実の選択肢の一つとして、北部医師
会病院と県立北部病院の統合再編に当たっての課題整
理を行っているとの答弁がありました。
そこで質問ですが、施設の耐用年数との関連から
も早目の判断が必要だと思います。考え方をお伺い
します。
以上、一般質問とします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　親川敬議員の御質問にお答え
をいたします。
私のほうからは、１番目の知事の訪米行動について
に関する御質問の中の、知事訪米の意義と成果につい
てお答えをいたします。
今回の訪米においては、連邦議会議員、国務省・国
防総省など合計31名との面談を行い、ジョージ・ワ
シントン大学における公開セミナーなどの場面で、引
き続き辺野古新基地建設に反対していく県の姿勢や現
状について伝えることができたことは、大変意義のあ
ることでございました。特に、米国新政権が発足した
この時期に、昨年12月の埋立承認の取り消しに関す
る最高裁判決は、数ある知事権限の一つについて判断
が示されたにすぎないことや、判決確定後も辺野古に
新基地をつくらせないとの立場に変わりはないことな
ど、沖縄の正確な情報を伝えることができたことは有
意義だったと考えております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
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〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　大型クルーズ船対応
整備事業についての御質問の中の、本部港と平良港の
整備計画についての御質問にお答えいたします。
県は、本部港において、官民連携による国際クルー
ズ拠点の形成に向け、今年度から大型クルーズ船に対
応した岸壁の実施設計に着手したところであり、平成
32年の供用を目指し整備を進めていく予定でありま
す。また、ＣＩＱ機能等を備えた旅客ターミナルにつ
いては、クルーズ船社において岸壁の供用にあわせて
整備する予定となっております。
平良港においても、同様に、平成32年の供用を目
指し官民連携して必要な岸壁や旅客ターミナルの整備
を進めていく予定とのことであります。　
次に、環境監視等委員会についての御質問の中の、
環境監視等委員会の役割についての御質問にお答えい
たします。
県は、埋立承認に際して、環境監視等委員会の設置
に関する留意事項を付したところであります。国は、
平成26年４月11日に普天間飛行場代替施設建設事業
に係る環境監視等委員会を設置しており、その設置目
的は、普天間飛行場代替施設建設事業を円滑にかつ適
正に行うため、環境保全措置及び事後調査等に関する
検討内容の合理性・客観性を確保するため、科学的専
門的助言を行うこととなっております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　大型クルー
ズ船対応整備事業についての御質問の中の、クルーズ
客の行動パターンについてお答えいたします。
平成27年度に県が那覇港で実施した調査では、ク
ルーズ客の約８割がバスツアーを利用し、残る２割が
個人の自由観光となっております。滞在中の活動を複
数回答で求めたところ、最も多かったのは、ショッピ
ングで約71％となっており、次いで自然・景勝地観
光が約56％、町歩き・散策が約48％となっておりま
す。ショッピングをした場所については、国際通りが
最も多く約44％となっており、次いでドラッグスト
アが約31％、スーパー・ショッピングセンターが約
30％となっております。
次に、寄港地の市町村に求められる施策についてお
答えいたします。
クルーズ船を受け入れる寄港地の市町村において
は、乗客の満足度の向上を図るための、おもてなしや
周辺観光情報の提供、滞在中の経済効果を高めるため

の地域の観光資源を活用したツアー商品の開発などが
必要であると考えております。そのため県では、地元
自治体等で構成するクルーズ促進連絡協議会と連携
し、初寄港時における記念セレモニーや当該年度にお
ける初寄港など節目の際の歓迎イベントの実施及び観
光案内所の設置等に取り組むほか、船社等に対して各
地の魅力ある観光ルートのＰＲを行うなど、寄港地の
市町村を支援していきたいと考えております。
次に、リゾートホテルの進出についての御質問の中
の、宿泊施設数の見込みについてお答えいたします。
県では、第５次観光振興基本計画の目標フレーム
としている入域観光客1000万人、平均滞在日数５日
間の受け入れを行うに当たり、宿泊施設における客
室が１日当たり約５万4800室必要になると試算して
います。
次に、リゾートホテルなどの進出状況についてお答
えいたします。
新聞報道等をもとに県が把握しているところでは、
新規投資により、平成28年４月から平成29年１月ま
でに進出したホテルは13施設で、その内訳は県外資
本が９施設、県内資本が４施設となっております。
平成29年２月以降に計画されているホテルは33施設
で、県外資本21施設、海外資本４施設、県内資本８
施設となっております。
次に、宿泊施設の整備による充足状況についてお答
えいたします。
入域観光客1000万人を５日間受け入れるために必
要な客室数が約５万4800室であるのに対し、現在の
宿泊施設の整備計画が全て実現した場合でも宿泊供給
量は４万8281室であり、約6500室の客室が不足する
試算となります。
県としましては、宿泊施設の需給バランスを考慮し
つつ、引き続きホテル誘致に取り組むこととしており
ます。
次に、2020年東京オリンピックについての御質問
の中の、聖火リレーの誘致についてお答えいたします。
県においては、聖火リレーの誘致について、東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に
対し、一昨年11月と昨年11月に要請を行っておりま
す。聖火リレーを行うことで、沖縄県に対する関心や
認知度が高まり、広く国内外に本県の魅力をＰＲする
機会となることから、観光振興にも寄与するものと期
待しております。また、聖火リレーを実施することに
より、国内におけるオリンピックへの機運が醸成さ
れ、スポーツに対する関心が高まり、スポーツを通し
た青少年の健全育成などが期待できることから、県と
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しては、組織委員会や他県の動向を注視しながら働き
かけを行ってまいります。
次に、世界のウチナーネットワークの強化について
の御質問の中の、海外県人会とウチナー民間大使につ
いてお答えいたします。10の(1)と10の(2)は関連し
ますので一括してお答えいたします。
現在、世界の県系人は約42万人と推計され、我が
国有数の海外ネットワークを構築しております。中で
も、海外県人会は27カ国１地域に93の団体が設立さ
れており、ウチナーネットワークの中心的な役割を
担っております。また、ウチナー民間大使は31カ国
１地域で272名認証されており、海外における沖縄の
魅力発信及び文化、伝統芸能、経済、観光、スポーツ
など幅広い分野における交流を担う活動を行っており
ます。昨年10月の第６回世界のウチナーンチュ大会
で開催された県人会長・ウチナー民間大使会議では、
県人会長、ウチナー民間大使等のメンバーが一堂に会
し、意見交換を行い、相互の交流を深めるなど、有意
義な場となりました。
県としましては、世界のウチナーンチュの日が制定
されたことを機に、今後ともウチナーネットワークの
強化に取り組みたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　ヤンバル山村資源活
用についての御質問の中の、やんばる型森林ツーリズ
ム推進体制構築事業における関係者間の連携について
お答えいたします。
本事業では、国・県、地元の国頭村、大宜味村、東
村に加え、地域の観光事業者、林業関係団体などの民
間事業者の参画のもと連携を図りつつ、検討委員会を
開催しております。検討委員会では、利用ルールやガ
イド制度等を定めた、やんばる森林ツーリズム推進全
体構想の策定、及びその運用を図るための協議会の設
立等、推進体制の構築に取り組んでいるところであり
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　沖縄の生物資源を
活用した医薬品、機能性食品等の事業化推進について
の、これまでの取り組みと課題についてにお答えいた
します。
沖縄の生物資源を利用した製品開発における課題
は、基礎研究から実用化までの期間が長く、開発リス

クが高いことであり、企業の事業化段階に応じた支援
が必要と考えております。
そのため県では、インキュベート施設等の研究支援
環境を整備するとともに、製品開発への補助事業や販
路開拓のための支援等を実施し、企業の事業化を推進
しています。
次に、雇用情勢の改善についての、産業別に見た求
人の動向についてにお答えいたします。
沖縄労働局によりますと、平成28年の県内の産業
別新規求人数は、前年との比較において増加率が高
い順に、製造業で19.1％、宿泊・飲食サービス業で
16.2％、建設業で12.4％増加となっております。
次に、同じく求人と求職ミスマッチの対策について
にお答えいたします。
求人と求職のミスマッチについては、職種によって
有効求人倍率に大きな差がある職種間のミスマッチ
や、給与や雇用形態、資格等が一致しない労働条件の
ミスマッチなどがあります。
そのため、県では、業界等に特化した合同就職説明
会の開催や、正規雇用化を行う企業を支援する正規雇
用化サポート事業、求職者のスキルアップを支援する
若年者ジョブトレーニング事業等を実施し、ミスマッ
チの解消に取り組んでいるところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　公共関与による産業廃棄
物管理型最終処分場についての御質問で、計画変更と
地元の理解についてお答えします。
公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の建設
に当たっては、安全性や信頼性の確保と経済性の確保
が必要不可欠となっております。そのため、安全性、
信頼性の確保に必要な設備等を整備しつつ、廃棄物の
貯留槽を２槽から４槽にした上で、屋根の部材を合成
繊維材とし、段階的に移動する。また、汚水処理水を
名護市の下水道に放流するなどの計画変更を行い経済
性の向上を図っております。なお、これらの変更につ
いては、地元協議会や安和区、屋部区、港区等で説明
を行ったところであります。
県としては、今後とも事業主体である沖縄県環境整
備センター株式会社と連携し、安全性や信頼性の確保
に努め、地元の理解を得つつ平成29年度中に着工す
ることとしております。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
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○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　民生委員・児
童委員の現状と充足率向上についての御質問にお答え
します。
本県の民生委員・児童委員は、平成28年12月の３
年に１度の一斉改選に伴い、定数2399名に対し、
1939名を委嘱しており、充足率は80.8％となってお
ります。同委員の充足率の向上を図るため、県では、
市町村長と民生委員児童委員協議会等との意見交換
や、広報誌等を活用した民生委員活動の周知に取り組
んでいるところであります。さらに次年度、意見交
換の内容を踏まえ、モデル事業として協議会に支援
コーディネーターを派遣し、民生委員活動の活性化
を図ることで、活動のやりがいや魅力の向上により、
担い手確保等につなげ、充足率の向上に取り組んで
まいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　辺野古キャンプ・シュワブ
の文化財調査についての御質問で、碇石を文化財認定
した意義についてお答えいたします。
碇石は船をとめておくための道具であることから、
過去に辺野古崎周辺で船の往来があったことを示す貴
重な証拠の一つと考えられます。
次に、文化財調査の計画についての御質問にお答え
いたします。
キャンプ・シュワブにおける文化財調査について
は、名護市教育委員会が沖縄防衛局と調整を行い、現
在、試掘調査等の必要な文化財調査を行っておりま
す。今後の文化財調査についても、必要に応じて名護
市教育委員会が実施するものと考えておりますが、同
教育委員会から依頼がある際には協力する考えであり
ます。
県教育委員会では、名護市教育委員会と連携を図
り、文化財調査が適切に行われるよう対応していきた
いと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　うるま市与那城伊計
におけるヘリ不時着事故についての御質問の中の、民
間地上空の飛行中止についてお答えいたします。
県としては、これまでも、航空機のさらなる安全確
保を求めるとともに、住宅地上空の飛行回避や航空機
騒音規制措置の厳格な運用について、米軍及び日米両
政府に対し求めてきたところです。今後とも引き続

き、軍転協などと連携を図りながら、粘り強く働きか
けていきたいと考えております。　
次に、漁業収入への影響データについてお答えいた
します。
県としては、米軍の運用が県民生活に影響を及ぼす
ことがあってはならないと考えております。米軍の運
用に係る被害実態については、米軍基地の提供責任者
である政府において聞き取りを行い、適切に対応すべ
きだと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　我が会派との関連質
問についての中の、北部地区医師会病院と県立北部病
院の統合についての御質問にお答えします。
北部圏域の医療提供体制の状況に鑑みた場合、北部
地区医師会病院と県立北部病院の統合に関する県の方
針は、速やかに決定する必要があると考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　御答弁ありがとうございました。
再質問入る前に、まず、５番の東京オリンピック
のことについて、沖縄県への聖火リレーの誘致につ
いて、これは働きかけていくという御答弁いただき
ました。
知事、そこで、地域でこういう思いでＰＲをして、
ぜひ迎えたいと思いが高まっています。ぜひ、知事の
ほうからも決意のほどを伺いたい。よろしくお願いし
ます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　親川議員の再質問にお答えを
いたします。
オリンピック・パラリンピックの聖火は、スポーツ
の祭典オリンピックの象徴でありますし、開催に先
立ってギリシャのオリンピアで採火をされ、リレーに
よって、大変世界的に注目される。恐らくいろんなス
ポーツがあるでしょうけれども、オリンピックという
と聖火リレーが頭にすぐ浮かぶぐらいであります。
前回のオリンピック、私も中学時代でありましたけ
れども、ちょうど白黒テレビが出回ったころで、中学
校でも時間を割いて、私たちにそれを鑑賞させてもら
いました。そのときのメダリストの一人一人の世界中
の選手のことはよく覚えていますし、大変励みとなっ
て、ある意味で勇気を与えられたなという感じがして
おります。そういったときにも聖火リレーについて
は、大変私たちも感激をしたんですが、今親川議員の
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話を聞きましたら、名護市の嘉陽中学校で聖火リレー
が通って、なおかつ宿泊をしたと。この宿泊をする中
で地域や名護市が大変それに感銘を受けて、子供たち
のためにも地域のためにもということで、大変な行事
をやられたと。私どもこの那覇にいても、通り過ぎた
聖火リレーを見てあれだけ感激したわけですから、宿
泊の記念碑をつくって、建立して、そしていろんな行
事をやったその思いは、今御質問を聞く中でも大変強
く感じました。昨年、一昨年と要請行動はしてまいり
ましたが、組織委員会に改めて強く、沖縄県のための
将来のまた認知度という意味でも大きなものがありま
すので、改めて力を尽くして頑張っていきたいと思い
ます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　ありがとうございます。ぜひ、実現
方よろしくお願いします。
余り数を予定しないやつから行きましょうか、済み
ません。
順番はちょっと順不同になりますけれども、よろし
くお願いします。
まず、民生委員のことについてです。こういういろ
んな課題解決のために、コーディネーターの派遣を予
定していると、制度をつくるということのお話があり
ました。
まず、このコーディネーターの派遣先については、
どういう選定の方法を考えていらっしゃるのか、ま
ず、お答えいただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　これは、プロ
ポーザル方式でやろうかというふうには思っており
ます。実際、この間民生委員児童委員協議会ですと
か、市町村と意見交換していく中では、やはり、資
質の向上であったりとか、民生委員の負担感の軽減
みたいなものが必要ということをずっと聞かされて
おりますので、あるどこかの地区協議会をモデルと
して指定して、コーディネーターを派遣して、いろ
んな課題を抽出していく中で、どんな形で解決がで
きるかということをまずはやってみたいなというこ
とで考えております。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　次に、８番の公共関与による産業廃
棄物管理型最終処分場について、今２槽から４槽にし
たとか、屋根とか、下水処理についても工夫をされた
という御答弁がありました。その中で、やっぱり産業
廃棄物、名護市で施設の受け入れはしましたけれど
も、地域からも言われていると思いますけれども、産

業廃棄物はできるだけ少ない、リサイクルに取り組ん
でほしいという要望も上がったと思うんです。当初と
今着工に向けた準備をされているということについて
の容量というんですか、そこについてはどうなんで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　地域のほうからは、安全
性に加えて環境面でも配慮せよということでの御要望
がございます。近年、産業廃棄物につきましては、リ
サイクルの進展をしておりまして最終処分場が減って
いるということと、最終処分場が減少する傾向があり
ますので、当初の希望を15万立方メートルから９万
立方メートルへ変更し、さらに改変する規模も縮小し
て削減することによって、より環境に配慮した施設を
配置するという形で進めております。今後とも地元と
いろんな御意見を聞きながら、環境に配慮して整備を
進めていきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　ぜひ、こういうものについては、一
旦そういう理解をいただいたところで、環境面・安全
面でふぐあいが生じるとお互いの信頼関係が崩れま
す。そこは、しっかりとやっていただきたいと思って
います。
あとは、クルーズ船、ここから行きます。
まず、このクルーズ船、今回、拠点形成事業として
民間が入ってくるということになりました。この本部
港の予定している民間の皆さんのグループというか、
そういうことがわかりますか。どこが入ってくるんで
すか、どこが整備するんですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
国でまず国際クルーズ拠点、官民連携による国際ク
ルーズ拠点計画、拠点形成計画書というものを求めら
れまして、それに対して、港湾管理者である県とク
ルーズ船社ゲンティン香港社と連名で計画書を提出し
たところでございます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　このゲンティン香港、このゲンティ
ングループは、主にクルーズ船も手がけているようで
すけれども、メーンの業種というんですか、それはこ
のクルーズ船以外にどういうことをされている会社で
すか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
このゲンティン香港社については、いろいろ事業を
やっているとは聞いておりますけれども、我々のほう
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は、今現在、このクルーズ船運営の部分だけを把握し
ているという状況でございます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　今後、このグループが入ってきたと
きに、港湾管理者との調整もあるんでしょうけれど
も、ぜひこのグループがどういうところからスタート
した会社なのかをぜひ位置づけしておいて、情報提供
しながら、本部だったら本部の港湾施設の整備を入る
ときに、やっぱりこういう会社ですからということで
情報共有をしていただきたい。調べていただきたい。
どうです、どうですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
このゲンティン香港社について、業務内容、形態に
ついては、改めて確認させていただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　それでは、2020年までに88回とい
う目標を立てているというところですけれども、現段
階でゲンティン香港社、この会社が保有しているク
ルーズ船は何隻ですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　これも詳細な確認は
まだできておりませんけれども、４隻保有しているの
ではないかということでございます。４万トン、５万
トン、７万トン、それに15万トンということを今把
握しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　現段階でですから、2020年までに
88回という、船は４隻持っている、クルーズ船は４
隻持っている中で88回、今は……
○議長（新里米吉君）　あと57秒です。
○親川　　敬君　最後に、現段階で那覇港湾に入って
きているクルーズ船の件なんですけれども、このゲ
ンティン香港社が持っているクルーズ船が27回、年
間入ってきているようです。そこは、特徴的に言え
ば、このクルーズ船は石垣を経由して、今那覇に入っ
てきています。今後予想される、本部まで行くときの
経由の中で、これはどういう形態を、例えば直接本部
に入ってくるのか、石垣に寄って那覇に寄って本部に
入ってくるのか、その辺についての何か情報がありま
すか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
この経路等については、現時点では把握しておりま
せん。今後の事業計画の中でおおむねの経路というの
は確認できるものだと考えております。

○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　最後に、普天間飛行場代替施設建設
事業に係る環境監視等委員会の件です。
ここについても、しっかりとこれまでの監視委員会
のいろんな報道がされました。そういう、本来、公平
公正であるべき監視委員会がそういう寄附金問題だと
かそういうことで本当に当初の目的を達成できるの
か、これもやっぱり県民として注視をしたい。そうい
う思いで皆さんからも積極的な情報提供をお願いした
いと思います。
終わります。
○議長（新里米吉君）　要望でいいですか。
○親川　　敬君　要望でいいです。
○議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　午後３時10分休憩
　　午後３時27分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　皆さん、こんにちは。
では、社民・社大・結連合の比嘉京子でございます。
一般質問をさせていただきます。
質疑の前に、緒言を述べさせていただきたいと思っ
ています。
まず私は、政治の一番の役割は、平和を構築し維持
することだと考えています。今議会では、多くの議員
が辺野古新基地問題や自衛隊の先島配備について質疑
されました。そして、本会議では、防衛問題に多くの
時間が割かれています。なぜこのような議論が必要な
のか。その前提にあるのは何でしょうか。
安倍首相は、日本を取り巻く安全保障環境の悪化を
盛んに訴えます。安全保障環境の悪化とは何を指し、
それを解決するために何をすべきなのか、説明し行動
しているでしょうか。我が国は、安全保障環境の悪化
を改善するためにどのような外交努力をしているので
しょうか。アジアの近隣諸国を敵対視し、脅威論をあ
おり、軍事強化をしているのではないでしょうか。
日本は、戦後処理を引きずり、いまだ首相や閣僚の
発言に対して、近隣諸国から反発される国です。同じ
敗戦国のドイツとは違い、アジアの国々と安全保障の
テーブルさえつくり切れていないのが実態です。もち
ろん、それぞれの国家には事情があります。しかし、
それを認め合った上で、70年余を経ても信頼関係さ
え築くことができないのはなぜか。私は、主権国家に
なり切れない米国従属姿勢と外交力の弱さだと考えて
います。アメリカは、中国と日本が親密な関係になら
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ないよう注意を払い、分断し統治しています。安倍首
相の訪米直前に中国と電話会談をしております。
経済ではどうでしょうか。中国はアメリカの国債保
有率トップクラスです。御承知のとおりです。そのよ
うな国を相手に、尖閣を守るために戦うとはとても思
えません。沖縄はどうでしょうか。中国からの観光客
は増加の一途をたどっています。さらには、今年度、
宮古島市の平良港、中国のクルーズ船受け入れのため
のバースを拡張、整備しようとしているではありませ
んか。我々の役割は、今こそ万国津梁の精神を国内外
に示していくことではないでしょうか。諸外国への脅
威と抑止力の応酬では解決できません。基地建設や自
衛隊配備や沖縄県民の歴史や戦争体験とは相入れない
考えであることを述べ、質問に入ります。
米軍基地問題について４点伺います。
(1)番目に、知事は常々、米軍基地は本県経済発展
の最大の阻害要因であるとおっしゃいますが、その根
拠についてまずお伺いいたします。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
沖縄の米軍基地は、特に、人口が集中する中南部都
市圏において市町村面積の大半を占めるなど、市街地
を分断する形で存在し、計画的な都市づくりや交通体
系の整備、産業基盤の整備などの経済活動の制約と
なっております。一方、現在の基地返還後の跡地利用
による経済効果は、かつての基地経済の効果を大きく
上回るものとなっており、今後、基地返還が進めばさ
らなる飛躍的な発展が期待できると考えております。
このことから、米軍基地は本県経済発展の最大の阻害
要因であると考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　企画部で、以前にもお伺いしたこ
とがあるんですけれども、嘉手納以南の基地が返還さ
れるとすると、経済的な効果はどのようになるんで
しょうか。雇用効果についてもお願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時32分休憩
　　午後３時33分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
まず５つの基地についてお答えいたします。
キャンプ桑江については、活動による直接経済効果
ですが、返還前の40億に対して、返還後は334億で８
倍、それからキャンプ瑞慶覧、そこで109億が1061
億で10倍、それから普天間飛行場は120億円が3866

億円で32倍、牧港補給地区、これが202億が2564
億、それから那覇港湾施設、これが30億が1076億と
いうような36倍と、合計ですが501億に対して8900
億の経済効果が生まれるものと試算しております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今これは、嘉手納基地は入ってお
りませんけれども、常日ごろ、沖縄の基地経済による
潤いということの他府県における誤解が解けません。
そして今、沖縄県においては、パンフレット等の作成
も着手していると伺っております。そのときに、沖縄
に基地があるがゆえに、そして基地交付金をいただい
ているんだから、基地を受け入れるのは当然だろう
と、そして基地を受け入れない反対運動をやるんであ
れば、それを返金しなさいというようなことが、よく
ある質問等に出ています。そういうような誤解をいか
に解いていくかということも一つはあるわけですけれ
ども、私は、全県的な基地の今の経済効果の試算ばか
りではなく、例えば沖縄県庁内で基地あるがゆえに人
件費が発生する、それからこの間の新聞報道にあった
ように、企業局の水質の問題を確保するために金額が
発生する。いわゆる基地あるがゆえに経済的に年間ど
のような損失をしているのかということをトータルし
て考えていく必要があると思いますが、部長、いかが
でしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　先ほど答弁しましたよう
に、基地の存在そのものによる被害というか、経済活
動そのものに加えて、まちづくり、あるいは都市計画
等に影響を及ぼしているという経済効果に加えまし
て、日常的に発生する騒音問題だとか、あるいは演習
による火災等、その他もろもろ事件・事故等、基地が
もたらす課題はたくさんあります。それを試算してと
いうのは、余りにも膨大でなかなかその基準づくり、
これからかなりの労力と研究が必要だと思われます。
そういうことを踏まえて、なかなかそこまで全体を試
算するのは非常に困難だろうというふうに思います。
特に、現在において、嘉手納以北の基地については、
この返還された後の利用計画、そういったものが立た
ない中において、全体的な試算というのが、今非常に
厳しいと考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　(2)番目の質問に移りたいと思い
ます。
海兵隊を含む米軍基地全体の返還計画をつくること
が必要ではないかと思いますが、その点についてどう
お考えでしょうか。
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○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
沖縄21世紀ビジョンにおきましては、基地のない
平和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、基
地の整理縮小を進めるとされております。その実現の
ため、在沖海兵隊の国外移転、及び嘉手納飛行場より
南の施設・区域の返還を確実に実施することが重要だ
と考えており、今後とも軍転協等と連携し、あらゆる
機会を通じ、基地の整理縮小を日米両政府に対し強く
求めてまいります。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今21世紀ビジョンのお話をされ
ましたけれども、21世紀ビジョンの実現のために計
画案を立てているし、そしてＰＤＣＡをやったりして
いるわけですけれども、この基地の全体を返していく
という問題について、なかなか進捗状況がよくないの
ではないかなと思うんですけれども、見通しとしては
どうなんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時38分休憩
　　午後３時39分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　嘉手納より南の統合
計画では、これまで平成25年８月には牧港補給地区
の北側進入路、これ１ヘクタール、それから平成27
年３月末にはキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区約51
ヘクタールが返還されております。平成25年７月に
牧港補給地区５ゲート付近の区域約２ヘクタール、平
成25年９月にキャンプ瑞慶覧施設技術部地区の一部
及び白比川沿岸約11ヘクタールが日米合同委員会で
返還合意されております。牧港補給地区の施設の移設
先として、平成26年４月にトリイ通信施設、27年１
月には嘉手納弾薬庫地区におけるマスタープランが日
米合同委員会で合意されているところです。
また、平成27年12月の日米共同発表で、牧港補給
地区の国道58号沿いの土地約３ヘクタール及び普天
間飛行場の東側の一部、土地約４ヘクタールについて
統合計画を前倒しして、2017年度中に返還を実現す
るため作業を加速化させるということが確認されてい
るところでございます。
以上です。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　米軍が提案するということではな

く、本県が主体的に、我が県が全面的な返還について
どう考えるかという、それが実現するしないは別とし
て、こうありたいというような青写真を私は描く必要
があるのではないかと思っています。知事は、常に新
基地建設を強行すれば、日米同盟を基盤的に揺るがす
んだというお話もされていますし、それから私たち県
議会においては、海兵隊の撤去について決議をしてお
ります。午前中、知事も辺野古唯一論について触れら
れておりましたけれども、私はやはり、沖縄県がこう
するんだというような、私たちのプランを、それはも
ちろん対交渉が必要ではありますけれども、沖縄県民
はこうありたいということをしっかりとつくっていく
ということをぜひとも要望しておきたいと思います
が、部長、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　過去に、沖縄県で基
地返還アクションプログラムというものをつくったと
いうこともございますけれども、やはり今現時点で
は、私どもは先ほど答弁いたしましたように、在沖海
兵隊の国外移転、これはグアムに4000人、ハワイに
5000人、そういったことの着実な実現ですとか、先
ほども少し答弁させていただきました嘉手納飛行場よ
り南の施設・区域の返還を確実に実施することが重要
だというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　この論議はまたにしたいと思いま
すけれども、一つ、今動きとして、海兵隊を撤退させ
ていくという動きがあります。その動きはなぜかとい
うと、辺野古をつくる必要がなくなること、それと同
時にオスプレイも必要がないということです。その２
つを兼ね備えてその論議を展開する動きも出てきてい
ます。
私、けさの議論を聞いておりまして、一言関連して
お話をさせていただきたいと思うことが生じました。
仲井眞前知事が埋立承認をする前の平成23年から24
年にかけて、在日米軍海兵隊の意義及び役割について
という表題にして、日本政府に多くの質問をしていま
す。その多くの質問をした中で、その中でも私が抽出
しているのは、なぜ辺野古なのかという根拠につい
て、書面で何度も政府に問いただしています。国が検
証作業で名前を挙げた大村空港、自衛隊基地や民間空
港の佐賀空港、さらにはグアムやテニアン、県内の
キャンプ・シュワブの陸上案、そして嘉手納飛行場の
統合などです。これらの地域について、国は総合的に
判断した結果、国外移設及び県外移設は不適切との結
論に至ったと報告をしていることに対して、その判断
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の基準及び検討された全候補地の評価結果について、
参考に具体的に示していただきたい。添付をいたしま
して、政府に答弁を求めています。政府が並べ立てた
理由は、いまだかつて不透明でありますけれども、辺
野古でなければならない理由、もう使い古して論破さ
れている抑止力の低下や地理的優位性や機動力、即応
力の問題や最終的には誤ったメッセージを与えるとい
うような問題です。これは少しでも、在沖海兵隊の機
能を理解する者なら、全く根拠にならないという、後
づけにすぎないということは明らかです。このように
前知事は明確な回答を得ないままに、埋立承認にサイ
ンしたことになります。私はこの１点だけでも、重大
な瑕疵ある手続だと考えています。
質問します。
(3)番目に、普天間飛行場の５年以内の運用停止も、
そのときに絡めさせた問題ではありますけれども、改
めてその説明をお願いします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　県は、普天間飛行場
の一日も早い危険性除去のため、平成25年12月17日
の沖縄政策協議会において、同飛行場の５年以内運用
停止を含む４項目の基地負担軽減策を要請いたしまし
た。要請を受けた安倍総理が、政府としてできること
は全て行うと述べているほか、閣議決定を経て、内閣
総理大臣名で提出される質問主意書に対する平成28
年１月の答弁書においても、同様の政府見解が示され
ているところでございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　そのときに、明文化されているも
のはあるんでしょうか。５年以内の運用停止について
明文化されているものはあるんでしょうか。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時46分休憩
　　午後３時46分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今答弁いたしました
この質問主意書に対する回答で、これ閣議決定におい
てなされる答弁書のほうで同様の政府見解が示されて
いるということで、こういったものが明文化と言える
のではないかと考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　仲井眞知事は、当時の我々の多く
の質問に対して、多くの記者団の前で総理の発言とい
うのは重いと、それを守らずして何を守るんだと言っ

て開き直っておられました。私はやっぱり政府の今日
までのありようというのは、承認をもらうために、そ
のときにいかに最大の努力をしたのかということが今
本当にツケとなって、私たちのところに重くのしか
かっております。そのことを踏まえて、そのことを踏
まえて、私は今後の政府見解についても、しっかりと
私たちは甘んじることなく、辛く審査をしていく必要
があるのではないかと考えています。
オスプレイについて３点伺います。
この問題につきましては、本当に調べれば調べるほ
ど、何とも言いがたい問題でございます。まず安全保
障ということで使われているこのオスプレイですけれ
ども、例えば、本県で独自に騒音が非常に地域によっ
て多くの方々から苦情がありますが、本当にその実態
というのを把握されているんだろうかという疑問か
ら、この質問をしております。本県独自で騒音調査す
るということは、従来、これは国の責任ではあります
けれども、どのように考えておられるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
県では、関係市町村と連携して、嘉手納飛行場周辺
の21測定局及び普天間飛行場周辺の15測定局におき
まして、年間を通してオスプレイを初め全ての航空機
を対象として、航空機騒音の常時監視測定を実施して
おります。
県といたしましては、航空機騒音による住民への影
響の把握は重要なことであると考えており、引き続き
地元自治体と連携し情報収集に努めるとともに、航空
機騒音の推移を注視してまいりたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　住民からさまざまな訴え等がある
と思いますけれども、例えば、その騒音防止協定等に
はみ出している状況というものの実態を把握された場
合は、どのようになさっているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
常時測定の結果によりますと、嘉手納飛行場21測
定局中８局におきまして、環境基準を超過している
と。それから、普天間飛行場につきましても、15測
定局中１測定局で環境基準を超過しているという状況
が、測定を始めた当初から続いているというような状
況があります。
我々としましては、このような状況を踏まえまし
て、米軍、それから沖縄防衛局、米国領事館等々に対
しまして、要請をしているという状況でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
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○比嘉　京子さん　今騒音の大きさにというお話でし
たけれども、例えば、時間外の騒音についての対応と
いうのはどうなさっているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　時間外の測定といいます
と、先ほど申しましたとおり、常時監視でございます
ので、24時間365日測定を行っているということで
ございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　10時以降の回数等についても、
もちろん両者に要望または苦情等は申し上げているん
でしょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　要請におきましては、平
成８年に騒音規制措置の協定が結ばれておりますの
で、それの厳格な運用と検証を行うことという形で、
毎年要請をさせていただいているというところでござ
います。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　次に移ります。
オスプレイの練習区域や、または何といいましょう
か、区域においての法的な根拠というのはあるんで
しょうか。それが実際に守られているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
米軍の訓練区域については、日米地位協定第２条に
基づき設定され、昭和47年５月15日に開催された日
米合同委員会における合意、いわゆる５・15メモに
基づき運用がなされているものと承知しております。
県内におけるＭＶ22オスプレイの演習の実態につい
て沖縄防衛局に照会したところ、米軍の運用にかかわ
ることであり詳細については把握していないとのこと
であります。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　地域から地域へと移動中であると
いうようなことも含めてですけれども、この法という
のは、あってなきがごとくの縦横無尽であるというふ
うに理解してよろしいんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時52分休憩
　　午後３時52分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　実際、このオスプレ
イのつり下げ訓練等住宅地上空付近を飛んでいるので
はないかとか、いろいろさまざまな苦情等が県のほう

に寄せられまして、県も沖縄防衛局との問い合わせ等
に追われたというふうな実態が多々ございます。そう
いったことからしても、やはり米側においては、防衛
省そして米側のほうと訓練の範囲、これをしっかりと
守るように、それから航空識別地域も定めてございま
すので、そういったものをしっかり遵守して、可能な
限りと言いましょうか、住宅地上空を飛ばないよう
に、その住宅地域からできるだけ離れたところから運
航を行って訓練を行うようにというような要望が再三
なされているところです。しかしながら、一定期間は
いいわけですけれども、また期間が過ぎると同様なこ
とが繰り返されているということで、そういったこと
から考えますと、残念ながら、住民側に十分配慮した
運航がなされているとは言えないような状況にあるの
ではないかというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　３番目の、報道によるとＭＶ22
オスプレイの緊急時の対処手順というものが、その墜
落事故から流れ着いたところで、多くの専門家が分析
していることをお伺いしたんですけれども、その手順
をまとめた米海軍チェックリストには、空中給油時に
ホース等がプロペラ等にぶつかることを想定してい
る。そのときにはギロチンという言葉を使って、切断
せよと、みずから欠陥機であることを認めるような確
認書となっておりますけれども、県はどのように認識
しておられるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
米海兵隊のＭＶ22オスプレイの緊急時の対処手順
などをまとめた米海軍のチェックリストがあるとの報
道は承知しております。事実関係について沖縄防衛局
へ現在照会しているところです。
県としては、このような事故が発生するようなこと
は――そもそもチェックリストにあるような、発生す
るようなことはあってはならないと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　そもそもオスプレイは調べれば調
べるほどですけれども、４倍の行動範囲、そして３倍
の積載量、２倍の飛行機――これヘリコプターからで
すけれども、こういういいとこ取りをしたゆえに、問
題点が非常に多いと。ヘリから飛行機に転換するとい
うのは、新しい技術ではほぼ100％正しく操縦しなけ
れば問題が起こるんだと。ヘリと飛行機の機能を持た
せるのは、技術的に無理があると、これローレンス・
コーブという元国防次官補が言っているわけなんで
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す。ですから、そもそもこの問題というのは、いろん
なことが言われても、私は非常に危険なもの、これで
どのようにして県民の安全を守るのか、大変危惧され
るところです。この間の墜落から、私は大きなサイン
だと受けとめているんですが、県として、県民の安全
をどのように、どうやって守るのか、本当に答えに窮
するのではないかと思うんですが、お聞きしたいと思
います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
オスプレイは試作や生産初期の段階から多数の事故
を起こしまして、このようなたび重なる事故ゆえに、
欠陥機と言われております。いずれにしましても、県
としましては、そういったオスプレイの配備について
は反対でございまして、今後ともあらゆる機会を通じ
まして、日米両政府に対しまして、オスプレイの配備
撤回を求めてまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　次の２番の問題につきましては、
１つ訂正をして、１つ要望してカットしたいと思って
おりますけれども、那覇空港での自衛隊機のトラブル
については、この久米島町のクルマエビは、600トン
ではなく600キログラムであるという訂正をお願いし
ます。
さて、この問題について、１点だけ私質問させてい
ただきたいんですが、まず、私もその時間帯空港にい
たわけです。知事をお見送りしようと思って行ってい
たわけですが、そのときの、例えば那覇空港だけでも
いいかと思うんですが、軍民共用であるということを
しょっているわけなんですよね。それで私、ぜひその
トラブルが発生した場合の県の窓口というのを一本化
といいますか、それを情報の集積もそうですし、それ
から補償に関する質問、支援等も含めて、それをぜひ
一本化する必要があるのではないかと今回感じたんで
すけれども、いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まず、那覇空港にお
きまして、自衛隊機がトラブルを起こした場合の窓口
につきましては、知事公室の基地対策課で対応してい
るところでございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　さまざまな補償問題等になったと
きも同じでよろしゅうございますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
旅客の補償につきましては、各航空会社の国内旅客

運送約款に基づきまして、それぞれ処理されているも
のと考えております。また、滑走路閉鎖に伴う被害、
これにつきましては、個々の利用者の判断において行
われるべきものと考えております。政府におきまして
は、今回の自衛隊のトラブルを受けまして、防衛大臣
が１月31日の記者会見におきまして、防衛省として
は、民航機の利用者や民間航空会社から損害賠償を求
められた場合には、国家賠償法等の関係法令にのっ
とって適切に対応してまいりたいと発言しております。
県としましては、本事案の損害賠償が提起された場
合には、知事公室のほうにおいて、しっかりそれは対
応するようにというようなことで対処したいというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では最後に、医療・福祉・保健行
政についてお聞きします。
まず、去年もお聞きしたので、その引き続きですけ
れども、健康長寿復活に向けての具体的な県の取り組
みについて伺います。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
沖縄県では、2040年までに男女とも平均寿命日本
一を奪回することを目指し、健康づくりの県民運動を
展開しております。健康長寿おきなわ復活県民会議の
設立などを通じて、官民一体となった施策を推進して
いるところでございます。具体的な取り組みとしまし
ては、アルコール対策やがん検診等に対象を絞った広
報事業、それから子供のころからの健康的な生活習慣
の定着を図るための副読本による授業等の実施、健康
づくりを行う企業に対する助成などを行っています。
また、健康づくり運動の展開及び関心を高めることを
目的とした沖縄県健康づくり表彰制度というのを今年
度創設したところでございます。さらに来年度から
は、地域の健康づくりボランティアの養成及び活動を
支援するなど、県民の健康づくりを推進するための事
業を実施していきたいというふうに考えております。
健康長寿を復活させるためには、働き盛り世代の死
亡率を減少させることが重要でありますので、今後と
も、がん検診の受診率の向上や職場における健康づく
りの支援に取り組んでいきたいというふうに考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　昨年、私がお聞きしたときに部長
が、個人や地域や事業所に介入するステージに入って
いるとおっしゃいました。そして、そのツールとマン
パワーを必要としているんだというお話がありまし
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て、それがさらに今回新規事業も含めて、進行してい
る、進捗しているということに敬意を表したいと思い
ます。
さて、この食生活推進員の役割についてと、それか
らその養成人数、それからその継続性と人口比当たり
に幾らぐらいを目標にしているかなど、その今回の新
規事業について、今決まっている段階でも、お話しで
きることがあったらお願いしたいと思います。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　養成する人数の具体
的な目標というのは、今のところ設定はしておりませ
ん。ただ、先進に比べて、うちのほうは極端に少ない
というようなこともございます。また、健康づくり推
進に限れば、全市町村にいるわけではございませんの
で、配置されていない市町村でも配置できるように、
保健所管轄ごとに事例等を紹介するような交流会、そ
ういうのをやっていきながら、全市町村でこういう推
進員が配置されるように取り組んでいきたいというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　自己責任としないで、県がこのよ
うに介入をしていくということには、非常に大きな進
歩であると考えています。
次に、管理栄養士の養成課程が県内で設置されるた
めに補助制度が予算化されておりますが、今後の取り
組みと期待される効果について伺います。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
県は、今後、管理栄養士養成課程の設置を行う大学
の公募を行いまして、その費用の一部を補助すること
で、同施設の設置に向けた取り組みを進めていきたい
というふうに考えております。この事業を実施するこ
とで、健康長寿おきなわの復活に向けました、食と栄
養分野に係る人材育成が図られるということのほか
に、研究の拠点の構築にもつながっていって、ひいて
はそれが健康長寿の復活の一翼になるというふうに考
えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　まさに翁長県政の大きな目玉に
なるのではないかと私は思っております。といいます
のは、沖縄県は栄養士を養成していないワースト県で
ありまして、それが長い間続いているわけです。しか
も、今回は管理栄養士を養成するということをやるわ
けですから、これは大きな意義があります。まず全国
的に見ても、ワーストであったものから管理栄養士を
養成するということ、これは栄養士よりも専門性が高

い管理栄養士を養成するということにおいては、より
前進であるわけです。しかしながら、これ、長年にわ
たって養成課程がなかったことで、沖縄県内の人材で
はその養成をする人材さえもそろわないという側面を
持っています。それほど沖縄県は、これだけ不利益を
否めない状況が続いていたわけですが、これから本当
にキックオフだと私も思います。そのことによって、
今部長がおっしゃいましたように、食と栄養の専門家
ということと同時に、沖縄県が５年に１度調査をして
いる県の県民栄養調査等に含めても、私はマンパワー
になり得るのではないかとさえ思っております。
そういうことで、次、部長にもう一点だけお聞きし
たいのは、どういう人材養成を求めておられるのか。
公募に当たっての姿勢について、お伺いしたいと思い
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時６分休憩
　　午後４時６分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　ちょっと直接のお答
えになるか自信はないんですけれども、例えば、沖
縄本島から県外の大学に行って、管理栄養士の養成、
資格を取ることもできるわけです。ただ本土の大学
に行った場合、そういう授業等において、琉球料理、
沖縄の郷土料理というのは出てこないと。そういう
ことで、向こうで資格を取って帰ってきたけれども、
実は沖縄の料理のことは余りわかりませんという管
理栄養士、栄養士さんがいるのも実情でございます。
仮に、県内の大学でそういうことができれば、講座
の中において、沖縄の郷土料理というものをターゲッ
トにした授業というのもできていくんじゃないかな
と。そうすることによって、より地域に根差した、沖
縄の食文化に根差したこの管理栄養士のための研究
といいますか、こういうことも学んだ新たな管理栄
養士というのが出てくるのではないかというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ありがとうございました。
まさにそのとおりだと思いますが、ぜひとも、遅き
に失しながらもつくったと。だからこそ今だからこそ
できるということがあるんだろうと思うし、それから
また、やはり沖縄だからできるという養成の仕方があ
ると思うし、私としては、やっぱり健康長寿の復活に
向けた人材養成であるわけですから、保健医療と予防
に力を入れられる、そういう管理栄養士をぜひとも養
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成していっていただきたいと希望します。
最後に、八重山県内における脳内出血における死亡
率について、ワーストという調査について、原因と対
策を伺います。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
八重山圏域における脳内出血の死亡率が高い原因に
ついては、現在のところ明らかになっておりません。
一般的には、高血圧が脳内出血の最大の危険因子とさ
れておりまして、糖尿病などの生活習慣病、肥満、過
度の飲酒、喫煙などの生活習慣も関連するのではない
かというふうに言われております。
県としましては、市町村等と連携して原因の分析を
行うとともに、特定健診、特定保健指導を通じた血圧
の管理というものを促しまして、あわせて生活習慣病
予防についての普及啓発を図ると。そういったことを
することによって、脳内出血の予防というものに努め
ていきたいとこういうふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　病院事業局長にお聞きしたいと思
います。
救急医療体制の問題についてですけれども、八重山
病院の脳外のドクターはいつから不在でしょうか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
ことしの６月に赴任する予定になっております。
○比嘉　京子さん　いつから不在でしょうか。
○病院事業局長（伊江朝次君）　失礼しました。
少なくとも、この調査がされた時期には在職してお
りまして、平成20年１月１日から平成26年３月31日
まで在職しておりました。
○比嘉　京子さん　済みません、もう一度お願いしま
す。３年間ですか。
○病院事業局長（伊江朝次君）　いや、６年、６年３
カ月です。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　６年間不在ということで、本来な
ら何名必要なんでしょうか。何名必要なんでしょう
か。ドクターは。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　どうも失礼しました。
不在の期間ですね。不在の期間は平成26年の３月
31日からです。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ことしの６月にいらっしゃるとい
うお話が先ほどありましたけれども、お一人なんで

しょうか。本来なら何名必要なんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
議員御承知のとおり、開業医の、開業している脳外
科の先生がお一人いらっしゃいます。病院に１人配置
されると２人になるということでございますが、私が
その大学の関係者に人材を送ってくれないかと言った
ときに、よく言われたのは、脳外科のいわゆる手術症
例がどれぐらいあるかというふうに問われまして、大
体50から70、年間それぐらいありますと言ったら、
これは１人分ですねと言われておりました。ですか
ら、外科医は一定の手術がないとやっぱり技術を維持
するのも難しいわけですから、そういったことを維持
するためには、多分一人の人をずっと置くということ
は、なかなか難しいのかなと。ですから、一定の技術
が確立されたある意味ベテランの医師とか、そういう
方がいたら、一人でも十分なのかなという気はします
けれども、やはり交代要員をいかにサポートするか。
本島の例えば基幹的な病院から休日、あるいは冠婚葬
祭等に対してすぐ対応できるような人材派遣ができれ
ば、一人でも何とかいけるのかなというふうに考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　地域の医療体制で助かる命、助か
らない命があってはいけないと思います。ぜひ早急な
対応をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　こんにちは。
日本共産党の比嘉瑞己です。よろしくお願いいたし
ます。
最初に、我が党の代表質問に関連して質問を行い
ます。
我が党の渡久地修議員の代表質問において、辺野
古新基地建設問題について、知事公室長は、知事公
約を守り、辺野古に新基地はつくらせない決意を改
めて表明いたしました。一方で、安倍政権は県民の
気持ちに寄り添うと言いながら、県が求める事前協
議にも応じず、問答無用で巨大なコンクリートブロッ
クを海に投げ込んでいます。さらには、県民の目が
届かないキャンプ・シュワブの中で、生コンクリー
トプラント建設に着手したとの報道があります。県
民の民意を踏みにじり、私たちの海を強権的に埋め
立てようとする政府のそのやり方は、復帰前の米軍
が銃剣とブルドーザーで土地を奪っていったあのや
り方と全く同じであります。
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辺野古新基地建設の埋立工事につながるキャンプ・
シュワブ陸上部での生コンプラント建設を認めるべき
ではありません。見解を求めます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
キャンプ・シュワブ内における生コンクリートプラ
ント建設が着工されたことについては、報道により承
知しております。
県としましては、一連の選挙において示された沖縄
県民の民意を無視し、辺野古新基地建設を推し進める
ことを許すことはできないと考えており、辺野古新基
地に関連する工事についても同様であると考えており
ます。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　質問中ですから静かにしてく
ださい。
比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　あらゆる手段で工事をとめるべきだ
と思います。生コンプラントがコンクリートを製造す
る過程で、その排水処理はどうなっているんでしょう
か。県民の目が届かないところでこういうことをやる
のは許せないと思います。県赤土条例に基づき立入調
査を行うべきではありませんか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　コンクリートプラントの
整備に係る工事につきましては、沖縄県赤土等流出防
止条例に基づく事業行為通知書が沖縄防衛局から県に
提出されておりました。県では、平成27年11月４日
に確認済み通知書を沖縄防衛局に送付しております。
県としましては、当該事業現場において、赤土等流
出防止対策が適切に実施されているか確認することと
しており、現在、立入申請の手続を行っているところ
でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　一日も早く調査に入っていただきた
いと思います。
それでは、通告の１番目です。
ヤンバルの自然保護と基地問題についてです。
ヤンバルの森の世界自然遺産登録を目指すに当たっ
て、最大の阻害要因となるのは在沖海兵隊の基地であ
る米軍北部訓練場です。
そこで、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律、いわゆる種の保存法の目的と沖縄県の
取り組みについてお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
種の保存法は、絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存を図ることによって、生物の多様性を確保する
とともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び
将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ
とを目的として、平成４年に制定されております。同
法では、地方公共団体の責務として、絶滅のおそれの
ある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及
び実施するよう努めるものと規定されております。本
県では、レッドデータブックや自然環境の保全に関す
る指針の作成、鳥獣保護管理員によるパトロールの実
施、マングース防除などの外来種対策などに取り組ん
でいるところです。
県としましては、引き続き国や市町村と連携協力し
て、希少野生動植物の保護に努めてまいります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　オスプレイパッドの建設を強行した
防衛省自身の事前調査においても、この種の保存法で
指定されている動植物がたくさん見つかっています。
オキナワイシカワガエルやイボイモリ、国の天然記念
物であるヤンバルクイナ、ホントウアカヒゲ、リュウ
キュウヤマガメも確認されています。さらに、最も手
厚く保護されるべき特別天然記念物ノグチゲラは、６
カ所のヘリパッド建設予定地の周辺全てで確認されて
おります。
そこで伺いますが、この防衛局がまとめた環境影響
評価図書におけるノグチゲラの営巣箇所はどのように
なっておりますか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　平成19年２月に提出され
た北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業の環境影響
評価図書におきましては、事業実施区域を含む半径
500メートルの範囲で調査を行っております。その調
査結果によりますと、Ｎ１地区で８、Ｎ４地区で１、
Ｇ地区で15、Ｈ地区で11、合計35のノグチゲラの営
巣箇所が確認されております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　沖縄県の鳥、県鳥でもあるこのノグ
チゲラですが、この指定されている特別天然記念物と
は、文化財保護法で定められて、鳥類としては日本で
は10種類しか指定されておりません。世界中でヤン
バルの森にしか生息しないノグチゲラ、推計でも三百
数十羽しかいないと言われております。そのノグチ
ゲラの巣がオスプレイパッドの周辺で35カ所も見つ
かっているんです。
そのことを踏まえて質問を行いますが、近年、東村
の高江でノグチゲラが窓ガラスにぶつかり死亡する、
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いわゆるバードストライクが起きておりますが、その
状況についてお聞かせください。また、その原因はオ
スプレイを初めとする米軍機の訓練の影響ではありま
せんか、県の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
東村教育委員会への聞き取り調査によりますと、過
去５年間東村でのノグチゲラの窓ガラスへの衝突事故
につきましては、平成23年度に１件、平成25年度に
１件、平成26年度に３件と報告されておりまして、
直近の４件が高江区で発生したものでございます。
その後、東村教育委員会におきまして、衝突防止の
ための絵柄のシート等を小学校の窓ガラスに張りつけ
るなどの対策を行ってからは、事故の発生はないとい
うことでございまして、衝突の原因については不明で
あるというような報告を受けております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　明らかにオスプレイの影響が見てと
れると思います。安倍政権が強権的に進めたこのオス
プレイパッドの建設工事では、３万本もの木々が伐採
され、おびただしいほどの大量の砂利が投入されまし
た。世界に誇るヤンバルの貴重な自然が破壊されてい
ます。日米両政府は、米軍の海外での活動が絶滅危惧
種の生息をするような貴重な自然環境を壊すことがな
いように、日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）を守るとい
う共同発表を行いましたが、具体的な対策は何ひとつ
示されておりません。
環境部長、ヤンバルの森は、世界自然遺産登録を目
指す人類全体のための遺産として保護・保全し、次世
代に受け継いでいくことが大切だと思います。日米両
政府がこういった頼りない対応である以上、世界自然
遺産登録のためにも、沖縄県が希少種保護条例を独自
で制定すべきだと思いますが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　国におきましては、種の
保存法に基づきまして、指定種の保全を図るための保
護増殖事業に取り組んでいるほか、法改正を行った
2013年以降、2020年までに新たに300種類の指定を
目指しておりまして、順次、追加の指定をしていくと
いうことになっております。
本県におきましては、亜熱帯海洋性気候のもと、他
の都道府県とは異なる固有の自然環境を有しておりま
す。固有種や希少種も多数存在しておりますので、県
独自の取り組みが重要であるというふうに認識してお
ります。希少野生動植物保護条例につきましても、こ
のような国の動向を踏まえながら、今後検討していき

たいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、米軍北部訓練場オスプレイ
パッド建設は、沖縄県民にとって負担軽減になりまし
たか。欠陥機オスプレイ等の米軍機による環境被害、
住民被害の実態についてお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　東村に寄せられたオスプ
レイやその他のヘリによる騒音のほか、夜間飛行、集
落上空飛行などの苦情等件数につきましては、Ｎ４地
区の着陸帯が供用される前の平成24年度は年間44件
でございます。平成25年度は37件、平成26年度は16
件でありましたけれども、Ｎ４地区の供用開始後の平
成27年度は年間56件、今年度は１月時点で102件で
あると聞いております。住民生活への影響が懸念され
るというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　こうした夜間訓練やあるいは低空飛
行訓練等による深刻な被害を明らかにするために、米
軍北部訓練場の実態調査を私は行うべきだと考えます
がいかがですか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　代表質問でもお答えさせ
ていただきましたが、北部訓練場における航空機騒音
等の実態調査につきましては、訓練場を米軍へ提供す
る国の責任において実施し、その結果を公表すべきと
考えております。
県としましては、地元自治体と連携し情報収集に努
めるとともに、航空機騒音の推移を注視してまいりた
いというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　国任せでは私はだめだと思います。
国は、このオスプレイを前提とせずに自主アセスを
行っておりますし、そのことを県が再アセスを求めて
も何ら反応も示しておりません。やはり沖縄県が独自
に調査をしなければ実態を突きつけることはできない
と思います。ことしの春、高江で暮らしていたある家
族がオスプレイの被害に苦しみ、小中学生を合わせて
４人の子供たちを連れて高江を離れていきました。こ
うした住民被害がある以上、県がちゃんと調査を行う
べきだと思います。地元の高江の皆さんからは、防衛
局が高江集落に２機の防音測定器を設置しているけれ
ども、高江小学校にこそこの測定器をつけてほしいと
いう要望があります。県はこれに応えるべきではない
ですか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
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○環境部長（大浜浩志君）　沖縄防衛局におきまして
は、高江区周辺におきまして２カ所で測定を実施して
いるところでございます。
県といたしましては、地元自治体である東村から県
に対して支援の要望があった場合には、技術的な助言
も含めて地元自治体と連携して対応していきたいとい
うふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　期待しております。頑張ってくだ
さい。
それでは、次の公共交通について移りたいと思い
ます。
翁長県政が進める南北縦貫鉄軌道について、県民の
期待が高まっています。また、同時に鉄軌道と結節し
て地域を結ぶ支線、フィーダー交通についても大きな
注目が集まっております。
そこでお尋ねしますが、那覇―与那原間を結ぶ新た
な公共交通システムの進捗状況についてお聞かせくだ
さい。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
構想段階における鉄軌道計画案づくりにおいては、
フィーダー交通ネットワークのあり方として、鉄軌道
と各地域の効率的な結び方についても検討を行ったと
ころであり、具体的な検討は、次の計画段階におい
て、駅位置等を踏まえ行うこととしております。一
方、那覇―与那原間については、大型ＭＩＣＥ施設整
備に伴う受け入れ環境整備の観点から、新たな交通需
要への対応について検討を行う必要があると考えてお
ります。そのため、現在関係部局において検討されて
いるＭＩＣＥ施設整備に係る将来交通量推計に基づ
き、ＬＲＴやＢＲＴ、バスといったさまざまな交通シ
ステムの特性を踏まえ、需要に対応できるシステムに
ついて検討を行うこととしております。
その調査のためとして、新年度に予算計上している
ところであります。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ調査を頑張っていただいて、県
民もどういった判断ができるか材料になると思います
ので、調査をしっかり行ってほしいと思います。
続いて、ちょっと苦言になるんですが、ＩＣ乗車券
ＯＫＩＣＡについてです。
ＯＫＩＣＡは乗り継ぎ割引の実施や利用額に応じた
ポイント還元の拡大、タクシーや離島船舶への利用拡
大など、機能拡充への期待が大きいです。進捗状況と
課題についてお聞かせください。

○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡは、平成27年４月27日から
バス、モノレールにおいて本格運用となっており、平
成29年１月末時点でＯＫＩＣＡ発行枚数は約18万枚
と順調に推移しております。ＯＫＩＣＡの乗り継ぎ割
引及びポイント還元については、利用者の負担軽減の
観点から、バス事業者と意見交換を行っているところ
でございます。また、タクシーや離島船舶への機能拡
充については、ＩＣ乗車券システム拡張協議会におい
て、現在、協議を行っております。現在の進捗状況と
しましては、沖縄ＩＣカード株式会社が開発経費及び
手数料案を作成している段階であり、今後、手数料案
について各交通事業者間の合意形成が課題と考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ずっとこの議論が続いているんです
よ。なかなか話が進んでおりません。
ちょっとお聞きしたいんですが、このＩＣ乗車券を
導入するために、これまでどれだけの税金が投入され
ていますか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
約27億7600万円程度です。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　これだけの税金を使っていて、なか
なか県の政策が反映されていないことに私は疑問を持
つわけです。
それで、このＩＣカードを開発からどんどんやって
いったので、そういった金額になるとは思うんですけ
れども、このＩＣカードの株式会社、これは県は共同
出資をしていますか。それともただの補助事業なんで
しょうか。莫大な税金が投入されている公共交通事業
であれば、もっと県の政策が反映させられる、そうし
た仕組みをつくるべきではないですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
開発費に補助はしておりますが、出資は行っており
ません。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　県の政策がどうやって反映させてい
けるか、この仕組みが大切だと思うんですが、その点
はどうお考えですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　県としましては、県の施
策が反映できるように、あるいは県民意思が多く採用
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される利用拡大が図れるようにということでＩＣ拡張
協議会を設置しまして、そこで意見を述べながら施策
を反映させているという状況でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　県民の期待が大きいだけにちょっと
厳しく言いますが、もっと主体性が発揮できるような
仕組みづくりが必要だと思いますので、課題として提
起したいと思います。
続いて、子育て政策についてですが、翁長県政の新
年度予算案は、子供の貧困対策を初め待機児童解消に
向けた取り組み、少人数学級の拡大など、子育て政策
の着実な前進が実感できる予算案となっております。
子供たちを島の宝として大切にする翁長県政をさらに
前進させる立場から質問を行います。
幼稚園における学校給食の実施率について問いま
す。子供たちの健やかな成長や食育の観点からも県の
支援が必要だと思いますが、見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
平成27年度の学校給食実施状況調査を行っており
ますけれども、それによりますと、幼稚園において完
全給食を実施しているのは、41市町村の238園のう
ち、26市町村96園となっております。率にしますと
40.3％となっております。
県の支援が必要ではないかという御質問でしたが、
幼稚園における給食の実施につきましては、実施主体
であります、設置主体でもあります市町村が、ニーズ
や実情に応じて判断していただくものだと考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　県内41市町村のうち、もう26市町
村でやっております。この実施している自治体は、沖
縄県の幼稚園の持つ可能性をよく認識しているからこ
そ、また、給食への認識があるからこそ実施している
と思います。
そこで、沖縄県の認識も問いたいと思います。
沖縄県における幼稚園が果たしてきた歴史的役割に
ついて、また、幼稚園の就園率、全国と比較してどう
なっていますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時37分休憩
　　午後４時37分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　まずは就園率のほうからお
答えいたしますと、幼稚園就園率は、これは平成28

年度ですけれども、沖縄県72.8％となっております。
全国が48.5％となっておりまして、沖縄県は高い状
態になっております。ただ、近年は認定こども園であ
りますとか、保育所の受け皿が拡充する中で、幼稚園
の就園率は平成８年の86.4％から低減傾向にはなっ
ておりますが、今現在でも全国と比べて高い状態に
なっております。これはよく言われますけれども、沖
縄県のほとんどの公立幼稚園は、小学校に併設または
隣接しているといういろんな歴史的な背景もございま
して、小学校長が幼稚園長を兼任しているというもの
もあります。そういう意味で、就学前の教育における
中核的な役割を担ってきているのかなと認識しており
ます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　沖縄県の幼稚園はほとんどの小学校
に併設、隣接されております。就園率はこれ全国１位
なんですよね、下がっているとはいえ。そういった意
味で、学校給食を幼稚園にもできるというのは、技術
的にも可能だと思うんです。なので、もう26の市町
村では行っています。県として何ができるか。やはり
まずは現場の皆さんの声を聞くことだと思うんです
が、この県内での幼稚園の給食の実施についての可能
性の調査、これ県ができるんじゃないですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　その給食、先ほども申し上
げましたが、実施については設置者でニーズとかいろ
んな実情も踏まえて判断されるべきと申し上げました
が、その辺の実施等については、市町村の教育委員会
等とかその辺ともいろんな意見交換をしていく中でど
のような方法があるか、ちょっと抽象的なお答えにな
りますけれども、実施をしている例とかその辺の情報
交換等は行えるかなと思います。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今子供の貧困が問題になったり、ま
た、幼稚園が沖縄でこれだけ普及している状況から見
れば、一括交付金の活用も私はできると思いますの
で、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
続いて、幼稚園の午後の預かり保育についてに移り
ます。
２年前、子ども・子育て支援新制度のスタートに
伴って、沖縄では幼稚園児が学童保育を利用できなく
なって、放課後の居場所がなくなる、いわゆる５歳児
問題が起きました。その解決方法として多くの自治体
が幼稚園での午後の預かり保育を行っています。
そこで、預かり保育の現状と課題についてお聞かせ
ください。
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○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　まず預かり保育、平成28年
５月時点ですけれども、預かり保育の現状を申し上げ
ますと、公立幼稚園227園中184園、81.1％、市町村
では35市町村で実施されております。ちなみに、利
用者は7257人ということで、前年度より237人増加
しているところでございます。また、預かり保育の
課題ということで挙げさせていただきますと、質の
向上を図るため、幼稚園教育要領というのがござい
ますけれども、その中で作成が求められております
活動計画というのがございます。それについて、平
成28年５月時点ですけれども、11園が未作成となっ
ております。
県教育委員会としましては、そういう幼稚園の研修
会等を通しまして、預かり保育活動計画の作成であり
ますとか、預かり保育の内容の充実等々を促すととも
に、職員の資質向上について努めてまいりたいと思っ
ています。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ預かり保育も幼稚園教育の一環
ですので、保育の質をしっかりと担保していただきた
いと思います。
再質問は、預かり保育の利用料についてお聞きした
いと思います。
現在、幼稚園の預かり保育は、市町村で額は違いま
すが定額制になっています。しかし一方で、同じ５歳
児が通う保育園では、所得に応じた保育料となってい
ます。また、兄弟や姉妹がいる場合は、保育園では第
２子以降は半額になったりと減額制度もあります。
そこで伺いたいのは、同じ５歳児が利用する幼稚園
の預かり保育でも所得に応じた利用料にするべきでは
ないでしょうか。せめて子供の貧困の解決からも、母
子世帯や低所得世帯への保育料減免制度を創設するべ
きだと思いますがいかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　幼児教育については、国に
おいて段階的な無償化というのが進められていくわけ
なんですが、この預かり保育に関しましては、今現状
として定額になっているということであります。幼児
期の教育というのは、生涯における人格形成の基礎を
培う重要なものであると認識しております。ただ、こ
の預かり保育の保育料に関しましては、その所得ごと
にどうするかというのは、今具体的に申し上げること
はできませんが、基本的に市町村で設定しております
ので、その辺は実施主体のほうで判断していただくべ
きものかなと考えております。ただ、この辺はいろん

な意見交換等は行いながら、ただし、最終的には市町
村で設定していただくものかなと考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ、子どもの貧困県民会議でも議
題にしていただきたいと思います。
続いて、就学援助についてお聞きしますが、最初に
市町村格差の実態についてお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　平成28年４月時点ですけれ
ども、準要保護の小学生に係る学用品費の支給額で
見ますと、最も大きな市町村では１万4000円である
のに対して、一番低いのが9000円となっているなど、
支給額や援助費目等においてそれぞれで異なっている
状況となっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　準要保護世帯への就学援助につい
ては、国が2005年に国庫補助を廃止したその影響で、
各自治体で今格差が広がっている状況です。こうした
中、昨年９月に翁長県政が子供の貧困対策を強化する
ための30億円の基金をつくって、市町村に交付金制
度も創設しました。この子供の貧困の30億円基金を
使って、多くの自治体が就学援助の拡充をしたと思う
んですが、その利用後はどうなっていますか。改善が
見られましたか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　子供の貧困対策の推進交付
金を活用して、今年度はまずは27市町村において制
度の周知、手続方法の改善、それから援助費目の充実
など利用しやすい環境整備が図られていると考えてお
ります。具体的には、石垣市など７つの市町におきま
して、認定基準の見直しによりまして対象者の拡大が
図られたというふうになっています。認定基準といい
ますのは、例えば、生活保護の基準に掛ける係数が従
来生活保護と同程度だったのが、その1.2とか1.3とか
より高い所得でも対象になるように改善したのが７団
体だと。あとは９市町村におきまして、支給単価の見
直しが行われているところであります。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　特に認定基準が改善されたというの
は多くの子供たちが利用できる状況をつくったと思い
ます。
それでは、４番目にありますが、就学援助の周知の
強化、また、入学前から申請する仕組みを広げるべき
だと思います。いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　周知強化等についてお答え
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いたします。
県の沖縄子ども調査によりますと、就学援助を利用
していない貧困層の保護者のうち、約20％がその就
学援助制度を知らなかったというふうに回答されてお
ります。
そういうことで県教育委員会では、このような状況
を改善していこうということで、就学援助制度周知広
報事業というのを始めることにしました。この事業で
は、援助を必要とする全ての児童生徒に支援を届けて
いくため、市町村とも詳細な意見交換も行いました。
２月下旬からはテレビやラジオによる就学援助につい
ての広報も実施しております。また、保護者の方が忙
しい中で、一目で就学援助の概要がわかるようなリー
フレットの作成・配布も行うこととしております。
○比嘉　瑞己君　入学前からの申請は。答弁漏れで。
通告にあるやつ、入学前からの申請はどうなっていま
すか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　県内では、入学前に申請を
受け付けている市町村は４つの市町となっておりま
す。それ以外の市町村では、４月開始が21市町村、
あと５月開始が６市町村、６月開始が９市町村となっ
ております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この入学前の申請なんですが、今４
つの自治体で申請を２月や３月にやっているところが
あるんですが、しかし、この肝心の就学援助の支給自
体はどんなに早くても６月だそうなんです。やっぱり
申請して３月でいただいて、ランドセルだったり制服
を買う。このために早めてほしいという要求なんで
す。全国では、八王子市や福岡市で就学援助の入学前
の支給が既に始まっています。沖縄県でも就学援助の
入学前支給を実施するべきではありませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　ただいまの御質問のように、
東京都の八王子市や福岡市などでは入学前に支給を
行っているというふうにお聞きしておりますが、県内
では入学前に支給を行っている市町村はございませ
ん。最も早いのが６月の支給となっているようであり
ます。就学援助は、当然ながら可能な限り早い時期に
実施することが望ましいということを考えておりまし
て、昨年11月に行った就学援助の担当者会議におい
ては、入学前の支給、早期の支給等について、他県の
自治体の取り組み事例、今のような取り組み事例を紹
介して検討を促しているところであります。
教育委員会としましては、今後とも入学前の申請、

支給開始時期に関する課題等について、市町村との意
見交換を行いながら制度の効果的な実施を促していき
たいと考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
それでは、奨学金制度について移ります。
給付型奨学金制度についてですが、大変応募も多
かったと聞いております。この募集定員をふやして、
県内大学や専門学校にも対象を広げるべきだと思いま
す。いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　給付型奨学金を始めたばか
りでございますが、来年度から、国においても、経済
的な事情で大学等への進学が困難な若者を支援してい
くということで、対象は県内大学、専門学校への進学
者も対象とする給付型奨学金が開始されるということ
になっております。県の給付型奨学金制度の拡充につ
きましては、国の制度で県内大学等進学者等への支援
がどういうふうになるか、その支援状況等も注視しな
がら今後どうあるべきかというのは検討してまいりた
いと思っております。
ちなみに、今年度の県制度には21校から142名の
応募がございまして、昨年10月に内定者25名と次点
となる給付候補者を決定しているところであります。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、現行のこの返済型の奨学金
制度について、滞納者の状況についてお聞かせくだ
さい。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　沖縄県の奨学金事業――こ
れは貸与型ですけれども、公益財団法人沖縄県国際交
流・人材育成財団のほうで実施をしていただいており
ます。平成27年度の高校生の奨学金の返還状況につ
きましては、要返還者8588人いますけれども、その
うち滞納者が1463人、滞納額は8047万円で、滞納者
の比率は17％となっている状況です。また、大学生
等の奨学金につきましては、要返還者1927人のうち、
滞納者が326人、滞納額は約１億268万円で、滞納者
の比率は16.9％――約17％となっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　教育長、文部科学省が国民の声に押
されて、国の奨学金制度について、ことし４月から所
得連動型の返還型奨学金制度を実施します。県の奨学
金制度でも、この所得に応じた返還制度に改善してい
くことが必要ではありませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
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○教育長（平敷昭人君）　国が所得連動返還型を導入
するということで、県でも同じような制度ができない
かということでありますけれども、国では年収に応じ
た所得連動返還型奨学金、29年度の新規貸与者から
適用していくということであります。この件に関しま
しては、沖縄県国際交流・人材育成財団が実施してお
ります奨学金に関しまして、どうもこの制度自体はマ
イナンバー制度の導入・活用で所得の把握が正確に行
えるようになることが前提になっているようなんです
けれども、現行制度上では、この財団はマイナンバー
制度を利用できる主体にはなっていないということも
あります。ですから、返還猶予制度も含めて、財団実
施の貸与型奨学金の利用者の負担の軽減について、い
ろんな意見交換を行っていく中で、その辺がどうなの
か、実施に当たっての課題等を意見交換を行ってまい
りたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　次に、既に奨学金を借りている人に
対しての負担軽減についてお聞きします。
現行の県の奨学金制度では、原則として10年以内、
毎月または半年ごとに一定額を返済する仕組みになっ
ています。特別な事情がある場合には返還を一時的に
とめる猶予制度はあります。しかし、経済的理由で返
還が困難な人の減額制度や返還期間の延長などは認め
られておりません。県として、負担軽減策を充実すべ
きではありませんか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　国のほうでは、大学などの
卒業後の所得が低い、または奨学金の返還が厳しい
という方の負担軽減のために、年収325万円以下の方
を対象にしまして、返還月額を最長15年間にわたり
まして、３分の１にして返還の期間を延ばす制度を
新年度29年４月から新設するという方向と聞いてお
ります。
県教育委員会としましては、国の検討している新制
度についての情報収集も行いながら、国際交流・人材
育成財団においても、その制度を実施する場合におけ
る課題等について意見交換を行ってまいりたいと考え
ております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　それでは、続いて障害者の就労支援
についてお聞きします。
沖縄高等特別支援学校は、軽度の知的障害を持つ生
徒たちのための沖縄県で唯一の全寮制の高等養護学校
です。将来、生徒たちが職業的自立、社会的自立をし
ていくために、全生徒が寄宿舎で集団生活を送り、特

色のある学校教育、職業教育も受けております。
そこで最初にお聞きしますのは、この沖縄高等特別
支援学校を卒業した生徒たちの就労状況についてお聞
かせください。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）  沖縄高等特別支援学校の卒
業生の就労状況ですが、27年度卒業生の就労状況に
つきましては、63名のうち、一般企業等へ就職した
生徒は49名、一般就労に向けまして訓練を行う福祉
的就労が４名となっております。ちなみに、主な一般
就労先ですけれども、スーパーなどの小売業、食品加
工や調理補助、ビルクリーニング等となっておりま
す。また、福祉的就労先としましては、一般就労を目
指して訓練等を行います就労移行支援事業所と一般企
業等への就労が困難な卒業生が利用する就労継続支援
事業所となっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　多くの卒業生が一般就労をしている
大変すばらしい実績を持っております。
それで今回、掘り下げて質問をしたいのは、こうし
た軽度の知的障害を抱える人たちが社会に出た後どう
なっていくのか。その点で地域社会で利用している障
害者就業・生活支援センターについてお聞きしたいと
思いますが、まず、その役割と実績についてお聞かせ
ください。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　センターの実績と
役割についてでございますけれども、障害者就業・生
活支援センターでは、障害者を対象に、就職活動や職
場定着のための就業面における支援と、保健・福祉
サービス活用等の生活面における支援を雇用、保健福
祉、教育などの関係機関の連携のもと、一体的に実施
する機関でございまして、県内５カ所に設置されてお
ります。
県内５センターの平成27年度の実績としましては、
障害者個人に対する相談支援が延べ２万766件、就職
件数が延べ219件となっております。
以上です。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この支援センターですが、障害者の
雇用の促進等に関する法律に基づいて設置されていま
す。身近な地域で今部長がおっしゃったように、障害
者の就業面、そして生活面の支援を一体的に行うこと
が目的に掲げられています。就業面と生活面の一体的
な支援。ところが、実際にはこの生活支援がなかなか
受けられないという悩みがあるんです。
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そこでちょっとお聞きしたいんですが、この支援セ
ンターにおける生活支援に絞ってお聞きします。登録
者数、生活支援の件数、担当職員の配置数、１人当た
りの受け持ち件数をお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
今おっしゃっています障害者就業・生活支援セン
ターですが、当然ながら就業と生活支援の両方を一体
的にやるということですが、この生活支援員につきま
しては、基本的にはまず役割として、先ほどの商工労
働部長のほうからもお話がありましたが、特に日常生
活における例えば生活習慣の形成ですとか、健康管理
ですとか、金銭管理とかそういったことの相談を受け
ているような状況でございます。それで、配置の状況
ですが、５カ所センターはございますが、それぞれ各
２名ずつ配置しております。また、登録の人員でござ
いますが、５カ所合計で現在2812名が登録されてい
る状況でございます。
以上でございます。
○比嘉　瑞己君　件数は。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　それと活動の
状況ですけれども、電話相談であったりとか、あと家
庭訪問、職場訪問または来所、それと他機関への訪問
等がございますが、年間で累計7410回の活動状況と
いうふうになっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　2812人もの登録者がいて、10人で
支援している。これ大変困難だと思うんです。
そこで、センターを利用している軽度の知的障害者
の一般就労の定着率の推移について今度はお聞かせく
ださい。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　平成25年に就職を
なされた方の軽度知的障害者に関しましては、１年経
過後の定着率は84.8％でございます。それから２年
経過後の定着率に関しましては、同じく軽度知的障害
者に関しましては、68.8％でございます。ただ、平
成26年就業者に関しましては、まだ２年目がないの
で１年目の定着率でいいますと、軽度知的障害者の１
年目の定着率は81.0％となっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　１年後は84％、２年後は68％と定
着率が下がっています。私は本当は３年後、５年後の
定着率も知りたかったんですが、現在の支援センター
ではそこまではフォローはしていないようでした。私

はここにこそ今の政府が進める障害者福祉政策、特に
軽度の知的障害者への支援についての課題があると思
います。最初の質問で、沖縄高等特別支援学校の卒業
生の就労状況をお聞きしました。毎年毎年卒業生の多
くが一般就労しています。しかし就職後、地域で生活
していく上で、軽度知的障害者が利用できる福祉サー
ビスが余りにも少ない。このことが今問題となってお
ります。
そこで伺いますが、障害者就業・生活支援センター
における軽度知的障害者の登録者数と生活支援によっ
て福祉サービスにつなげた実績についてお聞かせくだ
さい。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
まず、障害者就業・生活支援センターの軽度の知的
障害者の登録状況でございますが、28年度１月末現
在になりますが、1276名が登録されております。そ
のうち、福祉サービス等につなげた実績は、28年度
で軽度の場合ですと８件というふうになっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　このようになかなかサービスにつな
がっていないんです。今回、お話を伺ったある保護者
の方は、お子さんが軽度の知的障害を抱えていたけれ
ども、この沖縄高等特別支援学校を卒業して、有名な
ファストフード店に就職できたそうです。仕事を習得
する力はほかの社員よりもすぐれていて、店長さんも
大変喜んでいたと。けれども、働いていくとシフト制
があったりして、なかなか時間の感覚がつかめなくて
遅刻をしてしまう。給料をもらっても、一遍に使って
しまうぐらいこの金銭感覚がなくて難しいそうです。
やはり社員の皆さんと人間的なトラブルもたまに起こ
してしまう。こういったことがあって、残念ながら数
年後に離職をする状況があったそうなんです。こうし
たほんの少しの支援があれば、この人たちはしっかり
と定着ができたと思うんです。ところが今、就職して
しまった後、生活支援の福祉サービスがなかなかない
ために困っているんです。ここまで議論を聞いて、担
当部長はどのようにお考えですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　済みません。
ちょっと質問をもう一度確認させてください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時７分休憩
　　午後５時７分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
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子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
議員おっしゃるとおり、高等特別支援学校の皆さ
ん、卒業後一般就労につないでいくということで、特
にその福祉サービスについての周知がうまく行き届い
ていないというふうな課題があると認識しております。
そういう意味で、まずは関係機関または教育庁と調整
して、まずは福祉サービスを在学中に周知するような
方法をとっていきたいというふうに考えています。あ
わせてほかの就業・生活支援センターを初めとして関
係機関とも連携しながら、どういう形でまた支援がで
きるかも検討していきたいというふうに思います。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　部長、今在学中の話をしたんですけ
れども、僕が今回言っているのは、就職した後なんで
す。それで使えるサービスというのがないんですよ。
だからそこの実態からまずつかんでいただきたい。特
にこのセンターが一番重要な役割を果たしているの
で、この体制が全県で10人というのは少な過ぎます
よ。その点について、いま一度お聞かせください。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
今は就業・生活支援センターから人数の件確認いた
しましたところ、まだ課題等は確認はできていないと
ころでございます。ただ一方で、今議員がおっしゃる
ように、数年働いての離職後の支援について、どう
いうあり方があるかということでございますので、
ちょっとその辺につきましては、いわゆる県の自立支
援協議会の就労部会であったりとか、あとまた労働局
の就業・生活支援センター連絡会議がありますので、
そういったところで少しまず意見交換、それと連携体
制も含めて確認しながら取り組みを考えていきたいと
思います。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ちょっと時間がないので、７番目の
離島振興の(2)だけお聞きします。
新事業である離島型植物コンテナ実証実験に期待さ
れる効果についてお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
県では、小規模離島において水耕型植物コンテナを
設置しまして、島民へ新鮮な葉野菜を安定供給するこ
とで、基礎的生活条件の向上を図ることを目的に離島
型植物コンテナ実証事業を実施することとしておりま

す。この事業の実施によりまして、コンテナ内の各種
データの収集・集積による科学的栽培手法の構築、天
候に左右されず新鮮で安心・安全な葉野菜の安定供
給、それから地産地消の促進及び雇用の創出などの効
果を期待しております。
本実証事業終了後は、植物コンテナの管理・運営を
ともに取り組んできた島の農業生産法人等に委任し、
島内の協力体制のもと、将来にわたって新鮮な葉野菜
の安定供給が図られるよう取り組んでいきたいと考え
ております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　大変期待されていますので、頑張っ
ていただきたいと思います。
知事、本当は６番目の県有地の有効活用についてや
りたかったんですが、時間がありません。
知事公舎のお隣の地域でありますので、ぜひ那覇市
と連携して県も力をかしていただきたいと思います。
また次の質問でお願いいたします。
ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。

〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　皆さん、こんにちは。長いことお待
たせしました。
きょう最後の会派おきなわ、新垣光栄でございま
す。よろしくお願いします。
それでは、通告書に基づき一般質問を行いますが、
質問をする前に一言述べさせてください。
きょうは３月１日、県立高校の卒業式が行われてお
ります。
若者はいつの時代も夢を育み、その実現に向かって
突き進んでいこうとするもので、意欲を持っておりま
す。夢を持ちにくいと言われる時代であってもその姿
は変わりません。逆に、そのような時代だからこそ、
子供たちが夢を育み、意欲を持って頑張れる環境をつ
くり、応援するのが私たち大人の役割ではないでしょ
うか。議会、執行部が一丸となって一緒に頑張ってい
きましょう。よろしくお願いいたします。
実は、私のまな娘もきょう卒業式で、今、質問させ
ていただいております。よろしくお願いします。ワシ
リングヮであります。
それでは、一般質問を行います。
知事の政治姿勢について。
(1)、公約について。
すばらしい実績を残しております知事でありますけ
れども、知事は、公約の実現に向けてさまざまな施策
を展開しておりますが、その成果と達成状況をお伺い
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します。
(2)、予算編成について。
知事公約実現に向けた重要な予算編成となる本年度
の予算編成をどのような視点で行ったか。また、施策
の実現に向け知事の決意と見解を伺います。
大枠の２、教育行政と子育て支援についてであり
ます。
(1)、教職員の多忙化解消に向けての施策、取り組
み、支援状況について伺います。
(2)、待機児童の解消について伺います。
(3)、学童保育の現状について伺います。
大枠の３、土地利用計画についてであります。
那覇広域都市計画の西側、市街化調整区域内には、
県人口の約50％に相当する68万3600人が全県土面積
の４％に張りついております。一方、東側は、市街化
調整区域において５％の人口、８万9500人が住んで
おります。西側の過密状態からすると、バランスのと
れたまちづくりが求められています。
そこで、(1)、那覇広域市街化調整区域見直しにつ
いて伺います。
ＭＩＣＥ決定に際して、県土の均衡ある発展の思い
があって、与那原町・西原町のマリンタウン埋立地に
決定した知事の英断を多くの県民は評価しています。
そこで、(2)、大型ＭＩＣＥ施設誘致に伴う土地利
用計画について伺います。
今、東側の地域は、県計画ネットワークの那覇市と
中部を結ぶはしご道路計画の一環である縦の線の国道
329号、58号、330号、県道29号線の整備がおくれ、
その地域の横断道路のおくれもあり、現在の東部地域
は、交通渋滞のネックとなっている。
そこで、(3)、幹線道路網の整備、モノレール事業
に関する土地利用について伺います。
大枠の４、民泊についてであります。
(1)、民泊の現状と課題について伺います。
(2)、他県は、国家戦略特区をどのように活用して
いるか伺います。
(3)、本県は、民泊新法の活用をどのように考えて
いるか伺います。
５、我が会派の代表質問との関連について、上原正
次県議の代表質問から、(1)、障害者のための国際シ
ンボルマークについて伺います。
(2)、ハート・プラスマークについて伺います。
(3)、パーキングパーミット制度の導入とはどのよ
うなものか伺います。
以上です。よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　新垣光栄議員の御質問にお答
えをいたします。
大きな１番、知事の政治姿勢についてに関する御質
問の中の、公約の成果と達成状況についてお答えをい
たします。
私は、知事就任以来、経済発展、生活充実、平和創
造の３つの視点から、公約の着実な実現に向けて取り
組み、そのほとんどに着手し、推進しているところで
あります。
経済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想の
推進計画を策定し、観光・リゾート産業や情報通信関
連産業などのリーディング産業の拡充強化を図るとと
もに、国際物流拠点の形成に取り組んでおります。
生活充実については、沖縄県子どもの貧困対策推進
基金を設置するとともに、沖縄子どもの未来県民会議
を立ち上げ、県民運動として子供の貧困問題の解消に
向けて取り組んでおります。また、子供の学力向上や
空手発祥の地・沖縄の世界への発信、離島地域の活性
化などにも積極的に取り組んでおります。こうした取
り組みにより、入域観光客数は４年連続で過去最高を
更新し、観光・リゾート産業の関連産業を含めた経済
波及効果は１兆円を超えました。情報通信関連産業の
生産額は4000億円を突破するなど、県経済は好調に
推移しております。また、年平均の完全失業率は平成
27年が5.1％、平成28年が4.4％と改善し、有効求人
倍率も復帰後初めて１倍を上回ったほか、小中学校の
学力テストにおける全国平均との差など、改善の傾向
が顕著な指標も出てきており、県政運営の成果は着実
に上がりつつあります。
平和創造については、辺野古新基地建設に反対し、
普天間飛行場の県外移設及び早期返還、危険性の除去
に全力で取り組んでおります。日本の安全保障につい
ては日本国民全体で考えるべきとの沖縄県の主張に対
し、国内外における理解が広がりつつあり、全国知事
会においても、米軍基地負担に関する研究会が設置さ
れたところであります。今後とも、引き続き日米両政
府に対し、普天間飛行場の県外移設などを粘り強く働
きかけてまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中で、予算編成の視点と公約実現に向けた
決意についてお答えをいたします。
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平成29年度当初予算は、沖縄21世紀ビジョン基本
計画で掲げた諸施策の着実な推進を図る基本的考え方
を踏まえ、経済発展、生活充実、平和創造の３つの視
点から、施策を展開するための予算を計上しました。
まず、経済発展については、アジア経済戦略構想の
実現に向け、那覇港の総合物流センター整備を推進
し、国際交流、物流機能の強化を図るとともに、県産
品の海外市場を拡大するための予算を計上しておりま
す。また、大型ＭＩＣＥ施設の整備とあわせて、ＭＩ
ＣＥ誘致と受け入れ環境整備に必要な予算を計上した
ところであります。
次に、生活充実については、子供の貧困対策の推進
に向け、施策、予算の充実を図ったほか、少人数学級
の拡大や離島患者の支援などに必要な予算を計上した
ところであります。最後に、平和創造については、ウ
チナーネットワークを継承・発展させるための予算を
計上しております。
平成29年度はこれらの施策を着実に推進し、沖縄
県のさらなる飛躍と県民福祉の向上に取り組んでまい
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政と子育て支援につ
いての御質問の中で、教職員の多忙化解消に向けての
取り組み等についてお答えいたします。
県教育委員会では、教職員の業務改善に向けて、沖
縄県教職員業務改善推進委員会で検討し、平成28年
６月に県立学校及び市町村教育委員会に提言を行いま
した。内容としましては、各学校の実情に応じた学校
行事や会議等の精選及び見直し、部活動等における望
ましい指導のあり方、年次休暇の積極的かつ計画的な
取得促進などの取り組みを推進することとなっており
ます。また、教育庁各課においては、学校に依頼する
調査提出物の精選等を行っているところであります。
県教育委員会としましては、引き続き業務改善に
向けた実効性のある取り組みの推進に努めてまいり
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　教育行政と子
育て支援についての御質問の中の、待機児童の解消に
ついてお答えします。
県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき、
平成28年度から29年度までの２カ年間で約１万4000

人の保育の量を拡大し、待機児童を解消することとし
ており、今年度は、約6200人の定員増を見込んでい
るところであります。
平成29年度当初予算においては、約4200人の定員
増を見込んでおり、今年度事業の繰り越しによる約
2600人の定員増等もあわせて、平成29年度末までの
待機児童の解消に向け取り組んでまいります。
次に、放課後児童クラブの現状についてお答えし
ます。
平成28年５月１日現在の放課後児童クラブ数は、
373クラブで、前年度と比較し36クラブ増加し、登
録児童数は１万5501人で、前年度と比較し1815人増
加しております。また、登録できなかった児童は661
人となっており、前年度と比較し209人増加しており
ます。
次に、我が会派の代表質問との関連についての御質
問の中の、パーキングパーミット制度の早期導入につ
いてお答えします。
パーキングパーミット制度の導入により、利用対象
者の明確化が図られ、不適正な利用が減少し、障害者
などが駐車しやすくなることや公的に認証したマーク
の制定により住民や商業施設の理解が得やすくなる等
のメリットがあります。他方で、商業施設等における
提供駐車スペースの確保や利用証対象者の交付条件設
定が難しいなどの課題があります。
そのため、県としましては、他府県の導入状況や関
係団体及び事業者との意見交換等を実施し、制度導入
に向け調査研究を行ってまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　土地利用計画につい
ての御質問の中の、那覇広域都市計画区域の区域区分
見直しについての御質問にお答えいたします。
県では、おおむね５年ごとに、人口規模、土地利
用、交通量等の都市計画区域の現況を調査しており、
那覇広域都市計画区域区分については、それらを踏ま
え見直しを行っております。
県としては、市町村の計画的なまちづくりを支援す
るとともに、市町村の要望や相談に対して、適切に対
応していきたいと考えております。
同じく幹線道路網の整備、モノレール事業に関する
土地利用についての御質問にお答えいたします。
県では、モノレール延長事業において、駅舎、交通
広場、交通結節機能の強化を図るため、パーク・アン
ド・ライド駐車場の整備を実施するとともに、幹線道
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路である県道浦添西原線の整備を行っております。ま
た、関連する事業として、浦添市の経塚駅、浦添前田
駅周辺では、浦添南第１地区土地区画整理事業が実施
されており、終点であるてだこ浦西駅においては、組
合施行によるてだこ浦西駅周辺地区土地区画整理事業
によるまちづくりが実施されております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　土地利用計
画についての御質問の中の、大型ＭＩＣＥ施設誘致に
伴う土地利用計画についてお答えいたします。
ＭＩＣＥ施設周辺エリアには、宿泊施設や商業施設
等を適切に配置し、ＭＩＣＥの参加者の利用者の利便
性を高めるとともに、地域のにぎわいや経済波及効果
を創出することが重要であります。
そのため、県では、まちづくりの基本方針となる将
来像やコンセプト、宿泊施設や商業施設の配置に関す
るゾーニング、土地利用の見直しなどを示したマリン
タウンＭＩＣＥエリアまちづくりビジョンを策定しま
した。また、地元自治体と連携したまちづくりを推進
するため、大型ＭＩＣＥエリア振興に関する協議会を
設置し、まちづくり、交通対策及び観光振興をテーマ
に協議を重ね、東海岸地域の振興に取り組んでまいり
ます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。

〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　民泊についての御質
問の中の、民泊の現状と課題についてお答えします。
県は、民泊に関する現状を把握するため、修学旅行
生の民泊受け入れ機関である観光協会等を対象とした
調査及び一般旅行客のインターネットを介した民泊
サービスの実態に関する調査を行ったところでござい
ます。修学旅行生の民泊に関する調査の結果につきま
しては、登録施設数1196件に対し、旅館業の許可取
得件数は790件、66.1％となっております。また、一
般旅行客のインターネットを介した民泊サービスの実
態調査の結果につきましては、登録施設数が1040件
であり、そのうち所在地が特定できた登録施設数573
件に対し、許可取得件数は264件、46.1％となってお
ります。
県としましては、当該調査の結果、多くの無許可営
業が確認されたことから、これを課題として受けとめ
ており、これらの施設に対しては、保健所による調
査、指導を行い、適切に対処していきたいと考えてお

ります。
次に、国家戦略特区を活用した民泊についてお答え
します。
国家戦略特区を活用した民泊につきましては、現
在、東京都大田区、大阪府及び大阪市において実施さ
れております。これらの自治体におきましては、外国
人滞在施設経営事業として、海外からの観光客やＭＩ
ＣＥへのビジネス客等の滞在に適した施設を確保する
ため、国家戦略特区制度が活用されております。
次に、民泊新法の活用についてお答えします。
旅館業法の基準や建築基準法の規制等により、これ
まで許可を受けられなかった施設についても、民泊新
法を活用することにより、民泊サービスの実施が可能
になると考えられます。
県としましては、民泊新法が施行された際には、同
法に基づく届け出や旅館業法の許可がなされていない
民泊については、関係部局と連携しながら適切に対処
していきたいと考えております。
以上でございます。
○新垣　光栄君　答弁漏れ。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時33分休憩
　　午後５時35分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　幹線道路網の整備に
ついての御質問にお答えいたします。
沖縄県では、南北軸へのバランスのとれた道路利用
を推進するために、南北の国道58号、沖縄自動車道、
那覇空港自動車道、国道329号と、あと東西道路とし
て、沖縄環状線、国道507号、那覇糸満線を初め12
路線を位置づけております。これによって国道58号
に集中していた南北交通を分散し、交通渋滞の緩和、
高速道路へのアクセス時間の短縮というものが図られ
るというふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは、再質問をさせていただき
ます。
このように今答弁いただきましたけれども、知事の
公約が着実に進んでいるということで、この２カ年間
経過した中で、知事が描いている新たな公約やビジョ
ンがありましたら所見を伺いたいと思いますけれど
も、よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　新たなビジョンというこ
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とでございますが、現在、21世紀ビジョン基本計画
の改定作業、これまでの４カ年間の中間評価をいたし
まして、それを踏まえた改定計画に取り組んでおりま
す。その中では、既に29年度の予算等にも反映はさ
れておりますが、子供の貧困対策でありますとか、あ
るいは経済振興という面で、アジア経済戦略構想の推
進計画を充実して、それを推進することによって、経
済振興を発展していこうという、大きく言えばこの２
つが後期計画に盛り込まれる予定となっております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは次に、今回、21世紀ビジョ
ンの計画の中間評価を踏まえて、残された課題と社会
状況の変化により明らかになった新たな課題というの
は、どのように考えておりますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
今申し上げましたように、21世紀ビジョン基本計
画を24年から28年度まで進めてきました。結果は27
年度までしか出ておりませんが、その４カ年間を中間
評価した上で、新たに出てきた、大きくクローズアッ
プされてきた子供の貧困の課題でありますとか、ある
いは27年度に策定しましたこのアジア経済政略構想、
アジアの発展に取り組むという大きなビジョンを掲げ
て経済振興を図っていくということで、今申し上げた
とおりのものが今後の課題であり、取り組むべきもの
だと考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今の答弁だと、新たに貧困対策を中
心とした子育て支援、それとアジアに向けた戦略を重
点的にやっていくということでよろしいでしょうか。
それでは、３つ目です。
基地問題と振興予算はリンクしないと私は思ってお
りますけれども、今回の予算編成の中で、概算要求の
中で、執行部はどのように感じたか、お伺いしたいと
思います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　当然に、基本的な認識と
して、基地と沖縄振興策リンクしないというのは、こ
れまでも県として申し上げてきたところでございま
す。そういう意味で、沖縄振興予算の確保に向けて、
昨年、この年度初めから事務的な調整初め、そして概
算要求に知事の要請等含めて、年末まで一生懸命取り
組んできたというところでございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　少し答弁がおかしいかなと思ったん
ですけれども、４番に行きます。納得いかないんです

けれども、４番に行きます。
４番ですね、４つ目、予算案の概算要求でどこに誤
算があったのか、この削減された200億円余りのです
ね。自民党と公明党さんの代表質問によると、なぜ協
力依頼をしなかったか、また、概算要求の中でプレゼ
ンがしっかり整っていなかったのではないかという思
いが多々あると思うが、その辺の考えはどうなのか。
○総務部長（金城　武君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時41分休憩
　　午後５時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。
○総務部長（金城　武君）　県としては、昨年、当然
に振興予算の確保に向けて、まず事業内容も含めて、
個別に事業の積み上げといいますか、そういうことも
含めて事務的にずっと５、６、７と積み上げてきて、
県としては、やるべきことをやって、ただ概算要求の
内容が出たときに、結果的にかなり減額された。28
年度の予算より減額された内容になっていたというこ
とでその内容を確認しましたら、やはりこれまで説明
してきたように不用額――·一括交付金関連でござい
ますけれども、結局前年度のこの不用額を全額削減す
ると、それから繰越額についても内閣府のほうで示し
たこの通常見込まれる繰越額という出し方で、算定で
削減を出してあったんです。その内容がなかなか通常
の予算の決算上出す繰り越しの計算式と合ってないと
いうことで、その内容について、９月に入ってから内
閣のほうと意見交換する中で、県としては、これ納得
しがたいということでいろいろと調整をしてきて、そ
ういうことが削減されたことに対して、県としては納
得できないということを申し上げてきたというところ
でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　本当に苦しい予算編成だったと思い
ます。本当に御苦労さんでありました。今、このよう
に苦しい予算編成、要求の中で、本当に皆さん頑張っ
ていただいて、御苦労さんでした。
それで、今、なぜこのようなことを聞いたかという
と、私たちこういうふうに政府とのやりとりで予算を
獲得していくわけなんですけれども、今、台湾では、
民間投資で自分たちのまちづくりをやっております。
私も台湾のほうで視察をして、沖縄と台湾の違いは何
かと痛感したのが、やはり若者に夢があって、行政の
迅速さ、スピード感が違うということを実感しまし
た。そこにおいて、このスピード感は何かというと、
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行政にお金がないなら民間開発に切りかえて、金融機
関から融資を受けて、公共施設と民間施設の両方の開
発を進めるとか、公募債を出したり、まだ早いかもし
れないんですけれども、そういう10年後、15年後、
30年後を見据えて、こういう手法もそろそろ取り入
れていったらどうかなと思いますけれども、執行部の
皆さん、どう考えておりますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　いろんな開発の手法とし
ていろいろな民間の活力の活用といいますか、いろい
ろございます。いろいろとＰＦＩとか、民間、そうい
うことも一応国のほうでもいろいろと事業として推進
しているところございますので、今後、いろんな事業
を展開する中で、その辺の研究もしながら、必要であ
ればそういうことも含めて、いろいろと事業を計画し
ていきたいなというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、ＭＩＣＥにしても、それから
本部港湾の整備にしても、いろいろ今から出てくると
思いますので、県執行部のほうとしてもそろそろそう
いう認識も持たれて、予算の獲得や編成に生かしてい
ただきたいと思っております。
次に、２番目、教育行政と子育て支援についてお伺
いします。
先ほど、教育長から答弁がありましたが、教員の多
忙化に対して、教員の休職者の割合が６割から７割が
精神的な疾患であると言われておりますけれども、我
が県の休職者の実数はどのようになっていますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時46分休憩
　　午後５時47分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　平成27年度の状況ですけれ
ども、沖縄県で在職者１万4700名余りのうち、病気
休職者が421名となっております。そのうちまた精神
性疾患が176人となっております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　休職した場合、臨時職員が今職務を
補っていると思うんですけれども、今、教員の全体の
中で臨時職員の割合というのはどれぐらいを占めてい
ますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後５時48分休憩
　　午後５時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。

教育長。
○教育長（平敷昭人君）　これは、小・中・高等学校、
特別支援学校、全部含めてですけれども、これは数字
が若干あれですけれども、正規の職員が１万1584名
で臨時的任用が1430名となっております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ありがとうございます。
他の県と比べて、沖縄県の臨時職員の数というの
は、多いのか少ないのか、その辺は分析していらっ
しゃいますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　特に小中学校での臨時的任
用職員の割合が多くなっております。それで、沖縄県
としては、職員の採用、退職者の数もありますけれど
も、職員の採用をふやすなどして、正規職員の割合の
引き上げに努めているところであります。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、沖縄県は、学校プラットホー
ムとして子育て支援、また学力向上、いろんな施策を
打っているわけですから、学校現場で職員が少ないと
多分に弊害が出てくると、今感じております。私も学
校現場でちょっとボランティア等やったことがあるん
ですけれども、今、地域が学校を支えるということと
は全く逆で、地域が地域力がなくなっていて、家庭の
力もなくなっているものですから、今、地域の問題、
家庭の問題が全て学校の負担になっている。その負担
になっている学校でこういう人材が不足すると、とて
も学力向上につながらないと思っております。やはり
学校が充実するからこそ、この学校をプラットホーム
とした支援ができると思っておりますので、その辺を
しっかり充実していただきたい。
今、地域や家庭が学校を支えるものではなくて、
今、学校が逆に地域の再生に、家庭の負担を支えて
いるということを言いたいと思います。なぜかという
と、学校でどうにか仕掛けをすれば、地域が復活す
る。極端に言えば、学校で獅子舞を学習発表会に出す
ということを地域に投げると、今までなかった獅子舞
や伝統文化が復活するという、妙な逆転現象が起こっ
ておりまして、ぜひ、地域復活のもとになるのも学校
だということを考えて、しっかり学校職員の充実を
図っていただきたいと思っています。その辺の答弁を。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　共働きの増加とか核家族化
ということで、なかなか保護者が子供と向き合う時間
がとれないということで、家庭教育力が低下している
のではないかということも言われています。また、地
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域もそういう状況の中で、地域で子供を育てるとい
う、それはもう時代の流れもあるんでしょうけれど
も、そういうことでなかなか子供に対する教育力とい
うのが働かないということで、昨今いろいろ、学校だ
けでは実はどうしても対応できないようなものがござ
います。学校の責任もございますけれども、例えばバ
イクでの事案とかいろんな飲酒の話とか、これは学校
の教育だけではどうしてもなかなか届かないところも
ございます。そういったものは、やっぱり学校、家
庭、地域で連携しないことにはどうしようもないと。
今教育委員会でやっていますのは、ささやかかもしれ
ませんが「家～なれ～」運動というのがあります。こ
れは家庭教育はこうあるべきだという形ではなくて、
保護者同士がそういう同じ悩みとか課題を話し合う、
どういう対応をしたかというのを話し合っていく中で
学び合うというプログラムでございます。そういうも
のを、なかなかそこに来られる方というのは、やっぱ
り意識の高い方が多いというものもあります。ですか
ら、そういう課題、問題を抱えている家庭の保護者の
方をいかに取り込んでいくか、そういう方にどうやっ
て家庭教育についてのあり方を届けていくかというの
が課題なんですが、そういうものを地道に取り組んで
いく中で家庭教育というものに対しての関心を高めて
いって、それがまた地域に広がっていけばいいかなと
思っています。
学校は、確かに今そういう地域に対して、教育につ
いての課題、問題等を投げかけていく中で、いかに３
者で子供たちを健全に育てていくかというのが問われ
ているかと思っておりますので、この辺、地域、家庭
と一緒に頑張ってまいりたいと思います。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　なぜ、このようなことを聞くかとい
うと、今はいろんな施策を支援員であったり、学校本
部事業であったり、民生委員であったり、いろいろな
支援を行っているんですけれども、いろんなお金を
使って、予算を使って、投資しているんですけれど
も、なかなかうまく連携できないということで、この
連携の鍵になるのがやっぱり学校で子供たちの支援に
対して連携するのが学校だと私感じております。そこ
で、学校の先生方が忙しくて仕事ができない状態だっ
たら、学校ですら維持できないのに、そこにいろんな
問題を持ってこられても困るというのが実情ではない
かなと。そこでなんですけれども、この協議会を進め
ていく上で、まとめる役としてスクールソーシャル
ワーカーとかカウンセラー、そういうのがあると思う
んですけれども、それよりもまず学校に校長先生を２

人置いて、１人は地域担当、１人は教育担当、そうい
う極端な施策も考えてもいいのではないか。そうする
ことによって、学校現場がもっともっと地域と密接な
関係をつくれる組織になるんではないかなと。地域担
当した教頭が校長に上がるという新しい視点をつくっ
てもいいのかなと思っていますので、よろしくお願い
します。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　校長先生お二人の提言がご
ざいましたけれども、その校長……
○新垣　光栄君　教頭です、教頭先生。済みません。
○教育長（平敷昭人君）　この標準法というのがござ
いまして、どうしてもその配置する数というのがござ
います。そういう中で、何ができるかというのがあり
ます。ただ学校に関しまして、今、コミュニティース
クールということが進められていまして、まさに地域
にそういう力がなくなっているという中ではあるんで
すけれども、地域のそのコミュニティーの皆さんが学
校経営に参画をしていただいて、やはり学校と地域が
お互いに影響しながらそういういい方向に持っていこ
うという取り組みを進めていこうという動きもござい
ます。そういった中で、地域とのかかわり合いをより
高めていって、お互い協働して、子供たちの教育に
持っていけたらなと考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、今までにない発想で、どんど
んどんどん進めていただきたい。これは沖縄から発信
していくということで考えていただければ、いろんな
法的なことはどうにかなるのではないかなと思ってい
ますので、ぜひよろしくお願いします。
それでまた次、待機児童解消について、子育て支援
課は本当に頑張っていると思います。私、そのままで
はもうすぐ待機児童は解決するのではないかと思って
おりますけれども、この待機児童の解消に向けて、今
ネックになっているのが２つあると思うんですけれど
も、施設の問題そして保育士の問題、その２つをどの
ように今解決していこうと考えておりますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えします。
答弁のほうでも申し上げましたけれども、まず保育
の量の拡大ですね。これにつきましては、29年度ま
でに１万4000人ということで、これは計画的に市町
村と連携して取り組みをしております。
一方、当然ながら保育所を整備すると、今度は保育
士が不足しております。ですので、29年度までに県
のほうでは、保育士を1500名必要と見込んでおりま
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すので、そのための施策を現在実施しているところで
ございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私も同じ認識で、施設に関してはも
う見えてきたのかなと思っておりますけれども、保育
士に関しては、今新しい社会福祉法人制度の観点から
もその認可保育所の運営に当たって、内部留保の問題
等があると思うんですけれども、その辺は、県として
は、積立基金の預金の問題、当座未払い資金等の問題
で、沖縄県は全国と比べてどのぐらいのパーセントで
こういう内部留保があるのか、お伺いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後６時０分休憩
　　午後６時０分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　大変申しわけ
ございません。
今ちょうど手元に内部留保の資料をちょっと持ち合
わせてないものですから、ちょっとどういうふうな状
況かというのは、今、答弁できません。申しわけござ
いません。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　後でまたこの保育士の確保につい
て、やっぱり賃金問題が影響してくると思います。処
遇改善ですね。
そこで、東京都と沖縄県の保育単価がどれぐらい違
うのか、お伺いします。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　休憩お願いし
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後６時１分休憩
　　午後６時１分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　今、単価表を
持ち合わせていませんが、東京都のほうは地域区分で
沖縄より20％保育単価が高い状況でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　20％高いということですけれども、
その20％が保育士の給与に反映された場合、どれぐ
らいの違いになると思われますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えします。
ちょっと保育単価は、給与に直接的に連動するわけ
ではなくて、いわゆる園の運営によって保育士の給与

を決めております。参考までに保育士の給与でござい
ますけれども、平成28年の賃金構造基本統計調査に
よりますと、24万500円が東京都の単価となってお
ります。一方、沖縄県は、28年で19万8300円で、東
京都が24万500円でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　わかりました。
そうすると、20％ということであるとほぼ納得い
くのかなと思うんですけれども、この人件費に関し
て、認可保育所の人件費の財源の積算算定は、国家公
務員の俸給表に定めるとあります。人事院勧告が根拠
となっていると言われておりますが、そうすると今、
認可保育園の保育士さんの給与というのは、国家公務
員並みの財源が確保されているということで、私たち
沖縄県もこの対策を打つ前から比べて全国44位から
何位まで改善されたのかお伺いします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　国家公務員の
公定価格、人事院勧告の公定価格の改定、それと処
遇改善加算等によりまして、27年度は18万1700円の
44位でございましたけれども、28年度は１万6600円
ふえまして、19万8300円で37位というふうな状況で
ございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今、各認可保育園の皆さんは、この
水準が補助金によって維持されているということで勘
違いしていないのかなと。ちゃんとした永続的にこの
予算は保障されているということを認識できているの
かどうか、お伺いいたします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えします。
まず、公定価格それと処遇改善等の加算につきまし
ては、国のほうではその財源をきちんと確保した上で
対応していくというふうなことを説明しております。
県のほうでも、これに基づきまして各園に対してそ
ういった旨、御説明をさしあげているところでござ
います。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私は、この認識が県のほうでしっか
り講習会等、説明会等行ってこの認可保育園の経営者
の皆さんにちゃんとした認識が伝われば、非正規雇用
から正規雇用にどんどんどんどん移っていくと思いま
す。県もいろんな施策をやっていただいて、本当に
すばらしい結果が出ておりますけれども、まだあと
25％程度が非正規雇用ということで、非正規雇用の
場合、今、約19万とか20万ということなんですけれ
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ども、それに正規の場合は掛ける3.96ぐらいのボー
ナスが出ます、年間ですね。非正規になると、手取り
が13万とか11万とお聞きするものですから、そうい
うちゃんとした安定財源で継続的な措置がされている
ということを、いま一度説明会なり、県は取り組むこ
とによってこの保育士の確保がもっとやりやすくなる
と思うんですけれども、その辺の見解をお願いいたし
ます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　保育士の処遇
改善というのは大変重要だというふうに認識をしてお
りまして、保育士の正規雇用化にしっかり取り組んで
いるところでございます。あわせて、この処遇改善の
加算につきましては、ちょっとわかりづらいという
ふうなこともございますので、今年度は昨年の11月
とか２月に園長先生もしくは保育士さん含めまして、
研修会でそういうふうな制度の説明であったりとか、
具体的な様式の書き方等も含めて御説明することで、
しっかりその給与のほうに反映していくような取り組
みを続けていきたいというふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　そういう認識が出てくると、今は保
育士を確保しないと、確保できなかった保育園に新た
な問題が出てくる。その運営自体が、保育士を確保で
きなくて認可保育園が運営できないという新たな問題
が出てくるということを認識すれば、経営者の皆さん
は保育士の正規化へ取り組んでいくと思っております
ので、ぜひ説明会等をしっかり行っていただきたいと
思います。
続きまして、学童保育に対しての質問を行います。
学童保育で使用料を軽減できないのは、民間への賃
貸料、そして送迎費等と言われております。それで、
学校現場に学童クラブが設置できない大きな要因とし
てどのようなことが挙げられるでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後６時９分休憩
　　午後６時９分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
放課後児童クラブ、学童クラブを展開する中で、ま

ず提供できる空き教室が自治体によってはないという
ところがございます。少人数学級を実施していく中
で、教室の関係でできないという市町村もあるという
ことで、そういう教室の問題がまず一つあります。も
う一つは、学校内において、放課後のクラブを設置し
た場合に、事故があった場合の責任の所在について、
どうも市町村教育委員会でそういう懸念があると、学
校においても懸念があるということで、なかなかそう
いうふうな設置について、余裕教室があっても消極的
なところがあるということがあります。県教育委員会
では、福祉部局と連携しまして、各市町村の教育委員
会に対しまして行政説明を行いながら、学校へのクラ
ブの設置について理解を求めているところであります
けれども、引き続きその辺の理解を求めるような取り
組みをやっていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私も今思っているのが、校長の権限
が大きいのではないか。校長先生の権限がそういう学
校内での設置に結構影響していると言われているんで
す。そのような指導といったらおかしいんですけれど
も、そういう説明はなさっていくお考えはないのか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　今申し上げた教室の活用事
例、ほかの県さんでそういう情報、そういう事例があ
りますので、そういう事例を提供しながら、あとは
また学校施設の活用に当たって、責任体制、どうい
うふうに責任体制を確立したかという明確化の事例
について、例えば事故が起きたときの対応とか、学
校教育としてその施設を使用する必要が生じた場合
の返還などの取り決めとか、そういうものを紹介し
まして、あらかじめ例えば市町村教育委員会とその
福祉部局で協定を締結するなど、そういうものをい
ろいろ説明しながら理解を求めていく取り組みをし
ていきたいと思います。
○新垣　光栄君　どうもありがとうございました。
きょうは、３月１日、あと９カ月で正月であります。
○議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
本日の日程はこれで全部終了いたしました。
次会は、明２日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午後６時12分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年３月２日（木曜日）午前 10時２分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

議　　事　　日　　程　第８号
平成29年３月２日（木曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで（質疑）
第３　乙第27号議案（知事説明、質疑）

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号議案まで·

甲第１号議案· 平成29年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案· 平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案· 平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案· 平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案· 平成29年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案· 平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案· 平成29年度沖縄県下水道事業特別会計予算
甲第８号議案· 平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第９号議案· 平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第10号議案· 平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第11号議案· 平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第12号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第13号議案· 平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第14号議案· 平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第15号議案· 平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第16号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第17号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第18号議案· 平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第19号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第20号議案· 平成29年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第21号議案· 平成29年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案· 平成29年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案· 平成29年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案· 平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第25号議案· 平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
甲第26号議案· 平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案· 平成28年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案· 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）
甲第29号議案· 平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）



− 360 −

甲第30号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
１号）

甲第31号議案· 平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案· 平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第34号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第３号）
甲第35号議案· 平成28年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案· 沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例
乙第２号議案· 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例
乙第３号議案· 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
乙第４号議案· 沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案· 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案· 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案· 沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案· 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例
乙第９号議案· 沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
乙第10号議案· 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案· 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案· 沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例
乙第13号議案· 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第14号議案· 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第15号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第17号議案· 財産の取得について
乙第18号議案· 財産の取得について
乙第19号議案· 債権の放棄について
乙第20号議案· 債権の放棄について
乙第21号議案· 債権の放棄について
乙第22号議案· 訴えの提起について
乙第23号議案· 包括外部監査契約の締結について
乙第24号議案· 県道の路線の認定及び廃止について
乙第25号議案· 公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第26号議案· 流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更につ

いて
日程第３　乙第27号議案
　　　　　　乙第27号議案　副知事の選任について

——————————————————————————————————————
出　席　議　員（45名）

議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君

５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
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——————————————————————————————————————
欠　席　議　員（２名）

——————————————————————————————————————
欠　　　　　員（１名） 

——————————————————————————————————————
説明のため出席した者の職、氏名

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君
主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君

知 事 　翁　長　雄　志　君　
副 知 事 　浦　崎　唯　昭　君　
知 事 公 室 長 　謝　花　喜一郎　君　
総 務 部 長 　金　城　　　武　君　
企 画 部 長 　下　地　明　和　君　
環 境 部 長 　大　浜　浩　志　君　
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 　金　城　弘　昌　君　

保健医療部長 　砂　川　　　靖　君　
農林水産部長 　島　尻　勝　広　君　
商工労働部長 　屋比久　盛　敏　君　
文 化 観 光
スポーツ部長 　前　田　光　幸　君　

土木建築部長 　宮　城　　　理　君　
企 業 局 長 　町　田　　　優　君　

病院事業局長 　伊　江　朝　次　君　
会 計 管 理 者 　金　良　多恵子　さん
知 事 公 室
秘書広報統括監 　大　城　壮　彦　君　

総 務 部
財 政 統 括 監 　池　田　克　紀　君　

教 育 長 　平　敷　昭　人　君　
公安委員会委員 　與　儀　弘　子　さん
警 察 本 部 長 　池　田　克　史　君　
労 働 委 員 会
事 務 局 長 　大　城　玲　子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 　親　川　達　男　君　

代表監査委員 　當　間　秀　史　君

11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君
23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君

29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君

32· 番 　砂　川　利　勝　君 47· 番 　仲　田　弘　毅　君
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○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開き
ます。　
日程に入ります前に報告いたします。
議会運営委員長から２月24日の委員会において副委
員長に新垣光栄君を互選したとの報告がありました。
　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第35号議案まで及び乙第１号議案から乙第26号
議案までを議題とし、質疑に入ります。
質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
玉城武光君。
〔玉城武光君登壇〕

○玉城　武光君　おはようございます。
日本共産党の玉城武光です。
一般質問を行います。
知事は、所信表明の中で、沖縄県を取り巻く現状
認識について、年平均の完全失業率は、平成27年の
5.1％から平成28年は4.4％と改善し、有効求人倍率
は年平均では復帰後最高値を更新し続け、直近の平成
28年12月においても1.02倍と雇用情勢は着実に好転
しているが、その一方では、求人と求職のミスマッチ
の解消、若年者等の高い離職率や従業員の正規雇用化
などの雇用の質の改善、県民所得の向上など継続的な
課題があると述べております。
知事が県政の継続的な課題と位置づけている、１、
雇用対策と多様な人材育成確保の（1）、雇用機会の
創出・拡大と求職者支援等について質問をいたしま
す。
ア、非正規雇用の実態と、あわせて全国との比較は
どうなっているのか。
イ、正規雇用化サポート事業によって正規雇用化率
は何％改善されたのか。
エ、若年者の離職率の推移、平成24年から平成28
年までと、離職の理由。
オ、若年者総合雇用支援事業や若年者ジョブトレー
ニング事業等の実施によって、若年者の早期離職は抑
制されたのか。
以上、５点お伺いいたします。
(2)、県及び県内市町村職員の非正規雇用率の推移、
平成24年から平成28年までをお伺いします。
(3)、県内労働者の賃金実態はどういう状態なのか、
それとあわせて全国との比較も伺います。
大きい２、次に、高校を中途退学した若者支援につ
いて質問します。

(1)、高校中退の実態と推移及びその要因は何でしょ
うか。
(2)、高校生のアルバイト問題について。
ア、高校生の貧困調査はどうなっているのか、調査
の結果をお聞きします。
イ、高校生は何のためにアルバイトをしているの
か、その要因を伺います。
ウ、アルバイトをすることが中途退学の要因になっ
ていないのかどうか、見解を伺います。
(3)、教材費など校納金が納め切れない高校生に、
支援が届くような就学援助制度や給付型奨学金制度等
の創設は考えられないか、見解を伺います。
大きい３、高齢者福祉施策の推進について、知事は
高齢者の介護サービスの充実、認知症施策の推進、社
会参加の促進等、地域包括ケアシステムを構築すると
ともに、介護人材の確保の取り組み、また、入所待機
者の解消に向け、特別養護老人ホーム等の施設整備の
支援に取り組むと述べております。
そこで、質問をします。
(1)、認知症施策の推進と社会参加の促進について。
ア、新オレンジプランの基本理念、認知症の人が住
みなれた地域で、自分らしく暮らし続けることができ
る社会の実現を目指すを踏まえた、地域の中で認知症
の人とその家族を支える見守り、声かけ、相談、支援
の仕組みづくりを推進すべきではないか、見解を伺い
ます。
イ、医療介護連携による認知症の早期診断、早期対
応の体制整備を図るべきではないか、見解を伺います。
(2)、地域包括ケアシステムの構築と介護人材の確
保について。
ア、地域包括ケアシステムと整合する介護保険事業
計画を策定するこれらの計画・策定過程に市民・関係
団体の参画を図るべきだと考えているが、どうされる
か伺います。
イ、まちづくりと一体となり、入院・通院・入所・
通所及び訪問の最適形態で、診療・看護・リハビリ
テーション・介護サービス提供基盤を整備することが
必要だと考えるが、どうされるか伺います。
ウ、地域包括支援センターの機能強化を図るため
に、県直営の基幹型センターを設置し、医療・介護・
住宅・福祉などの施策連携による総合的な支援機能を
強化することが必要だと考えるが、どうされるかお伺
いします。
(3)、養護老人ホームの施設整備、適正な入所措置
について、低所得・要介護・要援護高齢者が安心して
暮らせる場を確保するための養護老人ホームの施設整
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備及び機能強化並びに職員配置を改善すること。ま
た、一般財源化以降、顕著になった措置控えによっ
て、定員割れを生じている養護老人ホームの実態はど
うなっているのか。また、利用者の必要性に対応する
適正な入所措置を行うことが必要だと考えるが、どう
されるのか伺います。
(4)、有料老人ホームやサービスつき高齢者住宅等
における高齢者の権利保障のために、虐待防止や防災
の観点での実態把握をしているのか、また必要な指導
も行われているのか伺います。
(5)、特別養護老人ホームの施設整備について。
ア、入所待機者は何名か、全ての待機者が入所でき
る施設整備の計画もお伺いします。
イ、平成29年度に実施する施設整備と入所できる
のは何名なのか伺います。
(6)、介護職員の処遇改善について。
ア、介護職員の介護報酬処遇改善の実施状況につい
て。
イ、介護職員離職ゼロになるよう介護関係労働者の
抜本的処遇改善策について。
ウ、介護職場における労働法令違反を根絶するため
に、労働行政と連携した職場の点検・改善等の指導・
監督を行っているか、以上、３点お伺いします。
大きい４、農林水産業の振興について。
(1)、おきなわ型農産物ブランディング推進事業に
ついて。
(2)、農業次世代人材投資事業について。
(3)、平成29年度の新規事業として予算計上されて
いる、オキナワモズクの生産底上げ技術開発事業につ
いて伺います。
(4)、県産水産物の海外市場拡大事業について伺い
ます。
大きい５、沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成
事業について伺います。
最後に、我が党の渡久地修議員の代表質問との関連
で２点伺います。
１、米軍基地が撤去されても、雇用の場は確保でき
ると答弁されていましたが、沖縄経済発展の予測と労
働力人口の予測との関連でどうなるかを詳細にお伺い
します。さらに、米軍基地跡地利用での雇用創出につ
いても伺います。
２、海兵隊が撤退しても、現在、働いている基地従
業員の雇用対策もあると答弁していましたが、国の法
律、県条例について、詳細にお伺いいたします。ま
た、この法律と条例が適用された事例もあったのか、
お伺いをします。

以上です。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時12分休憩
　　午前10時13分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○玉城　武光君　失礼いたしました。
(1)のウ、非正規労働者処遇改善事業で、非正規労
働者等従業員が働きやすい職場に改善されたかを伺い
ます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　玉城武光議員の御質問にお答
えをいたします。
私のほうからは、大きな４番目、農林水産業の振興
についてに関する御質問の中の、おきなわ型農産物ブ
ランディング推進事業についてお答えをいたします。
当該事業は、園芸品目を中心とした県産農産物につ
いて、国内外における競争力の強化やブランド力の向
上を目的として、国の地方創生推進交付金を活用し
て実施するものであります。具体的には、１、シー
クヮーサーの機能性表示食品取得、２、地域団体商標
などの取得、３、輸送体系改善によるコスト低減、
４、園芸品目全般の国内外での販売促進及び国外での
販売力のある人材育成などの取り組みを推進するもの
であります。
沖縄県としましては、引き続き、おきなわブランド
の強化に努めてまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　雇用対策と多様な
人材確保についての中の、非正規雇用の実態と全国と
の比較についてにお答えいたします。
総務省の労働力調査によりますと、平成28年の
沖縄県の産業別の非正規雇用の割合は、高い順に、
宿泊業・飲食サービス業で68.1％、サービス業で
52.9％、卸売・小売業で52.3％となっております。
沖縄県の非正規雇用の割合は41.8％であり、全国
の37.5％と比べて4.3ポイント高くなっております。
次に、正規雇用化サポート事業における改善状況に
ついてにお答えいたします。
正規雇用化サポート事業において今年度は、19社
を対象に支援し、計76人の正社員転換が図られる予
定であります。正規雇用化の改善率は、19社の全従
業員に占める正規割合が、23.7％から26.7％と、３％
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改善される予定であります。
次に、非正規労働者処遇改善事業についてにお答え
いたします。
県では、今年度より、非正規労働者処遇改善事業を
実施し、現在、18事業所に社会保険労務士等の専門
家を派遣し、年次有給休暇制度の整備や勤務時間の改
善等、就業規則の見直し等の支援を行っているほか、
事業主向けのセミナーを29回開催したところであり
ます。年度内に報告書のほか、好事例のパンフレット
を作成し、県内事業所に周知・広報を図ってまいり
ます。　
次に、若年者の離職率の推移と離職の要因について
にお答えいたします。
沖縄労働局が発表した新規学卒者の離職状況によ
りますと、卒業後１年目の離職率は、高卒の平成24
年３月卒が29.2％、平成25年が31.7％、平成26年
が31.7％、平成27年が26.6％で、大卒は、同じく平
成24年３月卒から順に、21.2％、19.5％、20.5％、
17.3％となっております。若年者の離職の要因とし
ては、技術・技能や労働条件などの不一致があると考
えられますが、最近では、雇用情勢の改善に伴い、よ
りよい職場環境を求めて、自発的離職がふえているの
ではないかと考えております。
次に、若年者の早期離職の抑制についてにお答えい
たします。
県では、若年者の定着支援のため、新規学卒者等総
合就職支援事業を行っております。同事業では、３年
未満の若手社員等を対象に、定着支援セミナーを平成
24年度から開催しており、これまで延べ2051人が参
加しております。その後のアンケート調査では、若手
社員のコミュニケーション力の向上や働きがいが向上
したことなどが挙げられており、事業の実施が若年者
の早期離職の防止につながっているものと考えている
ことから、今後も引き続き継続して実施してまいりた
いと考えております。
続きまして、県内労働者の賃金実態についてにお答
えいたします。
平成28年賃金構造基本統計調査によると、本県の
一般労働者の所定内給与額は、10人以上規模の事業
所で23万6300円となっており、全国平均30万4000
円の77.7％の水準となっております。
続きまして、会派代表質問と関連しての中の、沖縄
経済発展及び労働力人口の予測についてにお答えいた
します。
沖縄21世紀ビジョン基本計画における社会経済展
望値では、県内総生産は平成22年度の３兆7000億円

から平成33年度には５兆1000億円程度となることを
見込んでおります。また、同様に平成33年の労働力
人口は72万人程度になると見込んでおります。一方、
平成28年平均の労働力人口は71万人であり、目標に
向けて順調な推移を示しております。　
続きまして、基地従業員の雇用対策に係る法律や条
例等についてにお答えいたします。
米軍の撤退、移動等に伴い、離職を余儀なくされた
者については、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づ
き、再就職に必要な技能習得を図るために、職業訓練
を離職前及び離職後に実施しております。また、雇用
保険の支給満了後も再就職できなかった者に対して
は、職業転換給付金の支給制度があります。大量に人
員整理が行われた昭和47年から昭和57年の間で、離
職前に職業訓練を受けた者は１万2195人、離職後に
県立及び雇用促進事業団の職業訓練施設で職業訓練を
受けた者は、1177人となっております。
県におきましては、昭和47年に駐留軍関係離職者
等対策協議会設置条例を制定し、同条例によって設置
された駐留軍関係離職者等対策協議会を昭和57年ま
でに９回ほど開催し、国や関係機関と離職者対策につ
いての連絡調整を行いました。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　雇用対策と多様な人材確
保についての御質問の中で、県職員の非正規雇用の推
移についてお答えいたします。
各年度６月１日時点の各任命権者を含めた県の非
正規雇用の推移を見ると、平成24年が6372人で全
職員に占める割合は21.5％、平成25年が6157人で
20.8％、平成26年が6578人で21.8％、平成27年が
6460人で21.3％、平成28年が6587人で21.4％となっ
ております。
次に、沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業
についてお答えいたします。
沖縄21世紀ビジョン実現に向けては、部局横断型
で実効性のある施策の展開とグローバル化に対応でき
る人材の育成に加え、官民が一体となって、施策の推
進を図ることが重要であると考えております。このた
め、沖縄県では、平成29年度から県職員と民間企業
職員合同での海外派遣研修、沖縄県官民一体ニュー
ウェーブ人材育成事業を実施します。本事業で、組織
内外の人的ネットワークを築き、官民協働体制によっ
て、新たな価値の創造や的確な行政ニーズを把握し、
発展するアジアや世界を見据えた施策を推進する人材
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の育成を図ってまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　雇用対策と多様な人材確
保についての御質問の中の、市町村職員の非正規雇用
の推移についてお答えいたします。
県内市町村における非正規職員の人数及び全職員
に占める割合は、平成24年は7969人で39.4％、平
成25年は8021人で39.5％、平成26年は8170人で
40.1％、平成27年は8484人で41.0％、平成28年は
8712人で41.5％となっております。市町村における
非正規職員の任用につきましては、地方公務員法の趣
旨を踏まえ、非正規職員の担うべき役割を考慮し、地
域の実情に応じ、配置先、業務内容等を総合的に判断
し、任用しているものと考えております。
次に、会派代表質問と関連しての御質問の中の、跡
地利用による雇用効果についてお答えいたします。
平成27年１月に県が公表した駐留軍用地跡地利用
に伴う経済効果の調査によると、既に返還された那覇
新都心地区、小禄金城地区、桑江・北前地区の３地区
合計の雇用者数は、返還前の327人に対し、返還後は
２万3564人で、返還前の約72倍となっております。
また、同調査では、平成25年１月に策定した、中南
部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想において想定す
る土地利用を踏まえた試算も行っております。それに
よりますと、返還が予定されているキャンプ桑江、
キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地区、那覇
港湾施設の５地区における理論上の推計値である誘発
雇用人数については、返還前の4400人に対し、返還
後は８万503人で、返還前の約18倍と見込まれてお
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　高校中退の若者支援につい
ての御質問の中で、高校中退の実態等についてお答え
いたします。
県立高等学校の全日制と定時制、通信制課程におけ
る中途退学者数は、平成25年度1183人、平成26年度
1013人と年々減少し、平成27年度は707人で過去最
少となっております。中途退学の主な理由としまして
は、進路変更、学校生活不適応となっており、約７割
となっています。
次に、高校生のアルバイト等についての御質問にお
答えいたします。２の(2)アから２の(2)ウまでは関連

いたしますので、恐縮ですが一括してお答えをさせて
いただきます。
県立高等学校におきましては、原則としてアルバイ
トを禁止しております。しかしながら、学業に支障の
ない範囲で、保護者が認めたものについては、学校長
が許可しております。アルバイトの目的につきまして
は、平成26年度のアンケート調査によると、自分の
小遣いのためが47.7％と最も多く、次に、家計を助
けるためが35.1％、勤労精神を養うためが6.6％と続
いております。また、中途退学については、進路変
更、学校生活不適応が主な理由で、約７割を占めてお
ります。なお、高校生の調査につきましては、子ども
生活福祉部において沖縄県高校生調査を実施してお
り、県教育委員会としても連携してまいります。
次に、校納金が納め切れない生徒への支援制度創設
についての御質問にお答えいたします。
県教育委員会では、教材費や教科書費などの授業料
以外の教育費の負担軽減を図ることを目的として、平
成26年度から低所得世帯の高校生を対象に、返済義
務のない奨学のための給付金事業を実施しておりま
す。具体的には、市町村民税所得割非課税世帯の全
日制・国公立の高校生に対しては、その生徒が第１
子の場合、年額５万9500円、第２子以降の生徒の場
合、年額12万9700円を支給しています。１年生と２
年生が対象であった平成27年度の実績は公立高等学
校等の１万190人に支給しており、支給総額は約７億
2982万円となっております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　高齢者福祉施
策の推進についての御質問の中の、認知症の人と家族
を支える仕組みづくりについてお答えします。
認知症の人の意思が尊重され、できる限り住みなれ
た地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが重
要であると考えております。そのため、県では、平成
30年４月までに市町村で設置することになっている
認知症初期集中支援チームを支援するため、専門職の
人材育成や市町村に対する研修等を行い、その設置を
促進しております。また、認知症の方の家族を含めた
支援において有効な認知症カフェについて、具体的運
営方法の指導助言を市町村に行う等、引き続き認知症
施策を推進してまいります。
次に、認知症の早期診断、早期対応の体制整備につ
いてお答えします。
県では、認知症の鑑別診断とその初期対応、専門医
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療相談等を実施する認知症疾患医療センターを指定し
ております。センターは、県全体を統括する基幹型を
１カ所指定し、県内５圏域ごとに１カ所を基本に指定
しております。合計６医療機関を指定し、認知症疾患
医療センターの対応能力等の強化・充実を図っており
ます。
次に、介護保険事業計画への市民・関係団体の参画
についてお答えします。
介護保険事業計画の基本指針では、介護保険事業計
画作成委員会の委員として、保健医療・福祉関係者等
を選定することに加え、公募等により被保険者の代表
者の参加に配慮することや、地域における公聴会等を
開催することが重要とされております。
県としましては、策定指針に基づき、被保険者の意
見が反映されるよう、市町村を指導してまいります。
次に、まちづくりと一体となった介護サービス等の
提供基盤の整備についてお答えします。
高齢者が住みなれた地域で自分らしい暮らしを続け
ることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構
築を市町村が中心となって取り組んでおります。
県としましては、各地域の実情に応じて地域包括ケ
アシステムの構築が図られるよう、市町村を指導する
とともに、地域密着型施設の整備、認知症施策の推
進、生活支援コーディネーター養成研修等を実施し、
市町村を支援してまいります。
次に、県直営の基幹型地域包括支援センターについ
てお答えします。
地域包括支援センターは、介護保険法により市町村
及び市町村の委託を受けた法人が設置することになっ
ております。
県としましては、今後とも市町村と連携し、地域包
括支援センター職員の資質向上のための研修事業等必
要な支援を行い、センター機能の充実を図ってまいり
ます。
次に、養護老人ホームの適切な入所措置等について
お答えします。
養護老人ホームの措置人数については、平成28年
４月１日時点で、定員300人に対し182人となってお
ります。市町村に対する措置対応状況等調査では、措
置控えは認められませんが、入所率の低い背景には、
多様な高齢者の住まいが増加したこと等があるのでは
ないかと考えております。
県としては、触法高齢者等の地域移行に向けた施設
としての新たな役割も踏まえ、措置事務がより適正に
行われるよう、各市町村に技術的助言を行っておりま

す。また、養護老人ホームの整備については、沖縄県
高齢者保健福祉計画において現定員数を維持すること
としており、職員配置については、要介護者の増加に
対応した基準への見直しを九州各県保健医療福祉主管
部長会議を通じ国へ要望しているところです。
次に、有料老人ホーム等の虐待及び防災対策の把握
及び指導についてお答えします。
県では、有料老人ホーム及びサービスつき高齢者向
け住宅に対し、定期的に立入検査を実施しておりま
す。虐待防止については、立入検査時に高齢者に対す
る身体的拘束の状況や職員研修の取り組み等を確認し
ております。防災対策については、消防訓練の実施状
況等を確認しております。いずれにおいても、是正が
必要な場合には指導を行い、改善を求めております。
また、有料老人ホーム等の防災体制の向上を図ること
を目的に沖縄県広域地震・津波避難訓練への参加を指
導しております。
次に、特別養護老人ホームの待機者数及び施設整
備の計画についてお答えします。３の(5)アと３の(5)
イは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えし
ます。
平成27年10月末時点の特別養護老人ホームへの入
所の必要性が高い待機者は、783人となっておりま
す。県では、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、平
成29年度末までに特別養護老人ホーム等を774床整
備予定であり、平成29年度は、特別養護老人ホーム
を５施設、認知症高齢者グループホームを12施設、
介護つき有料老人ホーム等を３施設、合計428床と
なっております。
県としましては、特別養護老人ホームの入所待機者
の解消を図るため、今年度の入所待機者状況調査の結
果等も踏まえ、保険者である市町村と連携し、引き続
き、特別養護老人ホーム等の整備に取り組んでまいり
ます。
次に、介護職員の処遇改善等についてお答えしま
す。３の(6)アと３の(6)イは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えします。
介護職員の処遇改善につきましては、介護報酬の
処遇改善加算の措置により、実績が確定している平
成26年度は約15億6000万円が支払われております。
介護職員１人当たりに換算しますと、月平均約１万
3000円が介護職員へ交付されており、賃金の改善に
一定の成果が出ております。
県としましては、当該加算を活用するよう事業者に
対して指導するほか、管理者研修を実施するなど、職
員の処遇改善に向けた取り組みを引き続き実施するこ
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ととしております。
次に、介護職員の労働環境改善についてお答えし
ます。
介護事業者の研修会等において、沖縄労働局と連携
して介護事業所の労働環境の改善について周知を図っ
ているほか、行政機関、労働団体等で構成される沖縄
県介護労働懇談会において、介護職員の労働環境改善
につながる施策について情報交換等を行っているとこ
ろであります。
県としましては、介護事業者が労働環境改善に取り
組むよう引き続き労働行政機関と連携し、指導してま
いります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　農林水産業の振興に
ついての御質問の中の、農業次世代人材投資事業につ
いてお答えいたします。
県においては、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基
づき、新規就農者年間300名を目標に各種施策を積極
的に取り組んでいるところであります。農業次世代人
材投資事業については、これまで実施してきた就農準
備の２年間及び就農開始後５年間の給付金の給付を行
う青年就農給付金事業の後継事業として、平成29年
度より実施し、次世代を担う新規就農者を引き続き支
援することとしております。
次に、オキナワモズクの生産底上げ技術開発事業に
ついてお答えいたします。
県では、オキナワモズクの生産安定を図るため、一
括交付金を活用し、平成29年度からオキナワモズク
の生産底上げ技術開発事業を実施することとしており
ます。具体的には、１、新品種の育成に向けた交雑技
術の開発、２、生産性向上のための養殖技術の開発、
３、養殖漁場における環境データモニタリング調査な
どを実施するものであります。
県としましては、引き続き、オキナワモズクの生
産安定に向けた技術の研究開発等に取り組んでまい
ります。
次に、県産水産物の海外市場拡大事業についてお答
えいたします。
県では、県産水産物の輸出拡大を図るため、地方創
生推進交付金を活用し、平成29年度から県産水産物
の海外市場拡大事業を実施することとしております。·
事業内容としては、１、輸出量増大に向けた資源量調
査として、ナマコの有望対象種の資源量調査、２、輸
送技術の確立として、ストックヤードを用いた水産物

集出荷実証試験及び鮮魚のこん包手法の開発、３、海
外市場拡大マーケティング戦略の構築として、海外や
インバウンドを含めた、レストラン等の消費動向調査
の実施などとなっております。
県としましては、漁業関係団体などと連携し、県産
水産物の輸出の拡大に向け、積極的に取り組んでまい
ります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　御答弁ありがとうございました。
再質問をいたします。
沖縄県の労働環境の改善のために御尽力されている
んですが、知事も施政方針の中で、まだ課題が残って
いるということをおっしゃっておりました。改善はさ
れているんだけれども、経済も好況な推移でいってい
るんだけれども、まだまだ課題があるということは、
これは参議院の調査の報告があるんですが、「沖縄県
の労働市場は、改善傾向にはあるものの失業率は高止
まり、若年者の高い離職率、非正規雇用の増加等の課
題を抱えている。そのため企業の人手不足感が高ま
り、雇用問題が沖縄県経済の制約要因となることが懸
念される。」ということなんです。やっているんです
が、まだまだ非正規率は、全国的にも高い傾向にある
ということなんです。これは知事を先頭に、リーダー
シップをとって、この雇用の改善にもっと力を入れて
いくべきじゃないかなということを考えているんです
が、知事の見解はどうなんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　非正規雇用に関し
てお答えいたします。
現在の雇用情勢は、昨年の平均で失業率が4.4％に
なっているという状況にございまして、大分改善して
きたかとは思います。速報値で月別でやりますと３％
台にも入ってきていますので、かなり人手不足とかそ
ういうのもございますけれども、ただ、中身につきま
しては、それぞれ非正規雇用が高いとか、離職率が高
いとかそういう環境がございます。それから賃金が安
い、キャリアアップの機会が少ないとかというような
労働環境の改善、そこら辺が課題となっております。
そこら辺につきまして、今後とも力強く取り組んでい
きたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　これは、沖縄県労働局が発表して
いる資料なんですが、非正規労働者は、平成24年
44.5％から改善されてきているんですが、私、きょ
う、なぜこういう質問をやったかといったら、ことし
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の１月、新年から沖縄タイムスで沖縄の「「働く」を
考える」という連載記事が載っておりました。これを
見てもこの連載の中にも、沖縄県の賃金は本土と比べ
て、相当な低さだということで、期間工で働いていて
帰ってきたら生活が大変厳しい状況に置かれている沖
縄の賃金の実態、それから雇用の条件もいろいろと法
令違反に該当するようなものがあるとか、そういう記
事が沖縄タイムスで連載されておりました。
こういうことを改善しない限り、沖縄県の企業の発
展のためにもいろいろ心配される、懸念される材料が
あるということですから、沖縄県、翁長県政になっ
て、そういう雇用の改善、それから賃金も上がっては
きているんだけど、まだまだ、暮らしやすい、優しい
沖縄県にはなっておりません。引き続きその面で頑
張っていただきたいということをお願いしたい。
それから、正規雇用化サポート事業で正規採用３％
改善されたということなんですが、これは、それぞれ
改善率は高まっているのか、横ばいなのか、どうなん
ですか。商工労働部長。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　これは、この事業
の成果でございまして、28年度から実施している事
業でございます。今19事業者に対して取り組んでい
るところでございまして、その会社自体の既存の職員
に対する正規化率が３％向上するという意味でござい
ます。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　それから、この沖縄の非正規雇用の
問題は、県庁、それから市町村の公務労働者の中にも
非常に高いんですね。先ほど報告がありました、市
町村では41.5％が非正規雇用だと。沖縄県は21.4％
なんですが、県内の市町村の非正規雇用率は41.5％、
もう半分近くが非正規の労働者。非正規の雇用の皆さ
んは、賃金では相当な差が出てくるわけですよね。
そういう意味では、沖縄県からみずから県庁内で非
正規雇用率を少なくして、正規雇用をふやしていく
と。それから県内の各市町村の中にも、公務労働者の
職員も正規率を上げるようにということをやるべきだ
と思うんですが、商工労働部長、そういう指導はでき
るんですか、できないんですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
先ほども答弁させていただきましたけれども、市町
村における非正規職員の任用については、地方公務員
法の趣旨を踏まえ、非正規職員の担うべき役割を考慮
し、地域の実情に応じて、配置先や業務内容等を総合

的に判断して任用しているものと考えております。具
体的には、どの業務に、どのような任用形態の職員を
充てるかについて、基本的に各市町村において判断さ
れるものと考えております。
県としましては、市町村に対し、地方公務員法の趣
旨を踏まえ、適切に任用がなされるよう、引き続き助
言をしていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　なかなか指導ができないという話
なんですが、県内の賃金の実態も全国平均が30万円、
沖縄県は23万円、全国平均の77.7％の賃金の実態だ
ということですから、そこを上げるためにも、そうい
う賃金の実態も所得を上げるためにも、この最低賃
金、引き上げるという制度もあります。そういうこと
は考えておりますか、商工労働部長。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　最低賃金につきま
しては、国の労働局のほうで労使、それから有識者を
集めまして、本県に関しては決定しているところでご
ざいまして、いろいろ経済環境とかそこら辺を勘案し
ながら定めているというふうに聞いております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に、高校生の若者の高校中退につ
いて、ちょっと再質問いたします。
沖縄県の高校生の実態なんですが、これ文部科学
省の調査によりますと、中途退学は936名、これ全国
に比較したら４位です。中途退学936人です。それか
ら、不登校は1301人、生徒1000人当たりにすれば
27.8％が不登校の生徒が出てくるという実態がある
んです。
先ほども答弁がありましたように、高校生のアル
バイトの実態は、現在アルバイトをしているのが
23.2％、以前したことがあるが12.4％ということの
ようです。その目的は、全日の高校生からの回答なん
ですが、家計のためにというのが35.1％、家計のた
めにアルバイトをせざるを得ないという子供たちがい
るということなんです。そういう子供たちが中途退学
の一つの要因になっていくと、それから不登校の原因
にもなるということなんですが、そういう実態を改善
するという、教育庁としての何か施策はございませ
んか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
教育委員会で把握していますのは、アルバイトが理
由で不登校とか、中途退学という関連的なものは、
ちょっと調査では明らかにはなっておりません。
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ただ、アルバイトに関しましては、学業に支障のな
い範囲で保護者が認め、かつ、校長が許可したという
中でやっておりますので、教育委員会としては、そう
いうことにはつながらないように配慮しながら許可し
ているというところだと考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　許可制ですが、許可制でも、これだ
けの生徒の皆さんが家計を助けるためにアルバイトを
せざるを得ないという沖縄の一つの高校生の貧困の実
態だと思うんですね。県も沖縄の高校実態の調査を
やっておりますよね。子ども生活福祉部長、これはど
うなっていますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
今年度、高校生の実態調査をやっているところでご
ざいます。とりあえず、アンケートの集約は終わりま
して、現在は、専門家、それと委託事業者によりまし
て最後の結果の分析等を準備しておりまして、今年度
中に調査の結果等について公表する予定で今作業を進
めているところでございます。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　先ほど、教育長から校納金が納めら
れない生徒に返済義務がない給付型の制度があるとい
うことで、これ非課税世帯は全て該当するんですか。
先ほど、年間幾らかという、1100名ですか、対象に
なったのは。
○教育長（平敷昭人君）　休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時54分休憩
　　午前10時54分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
教育長。
○教育長（平敷昭人君）　平成27年度の数字を申し上
げますと、これは通信制を除く数字ですが、県立高等
学校の支給割合で申し上げますと３人に１人、今これ
は非課税世帯という形になりますけれど、３人に１人
が今回の給付の対象になっております。ちなみに、全
国の数字というのは公表されていないんですが、これ
は平成26年度の文部科学省の予算要求のときの考え
方なんですけれども、この給付金を積算するに当たっ
ては、生徒数の11.3％を対象として見込んでいまし
て、これから見ますと、沖縄県は全国の数字の約３倍
が対象になっているというふうに考えられます。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　一つの制度として、新しくできたと

いうことは非常に評価をいたします。
これは琉球新報の平成27年12月の記事があるんで
すが、これは、沖縄県高等学校障害児学校教職員組合
と琉球新報が合同で実施しているアンケートがある
んです。ＰＴＡや教材費、校納金が払えない生徒が
いるかという質問に対して、いると答えた教職員が
68.5％というアンケートの結果が報告されている。
それから家計を助けるためにアルバイトをしている生
徒がいると思いますかという教職員への問いには、
77.7％があるという、これは27年12月の琉球新報に
記事が掲載されておりました。こういう実態です。
子供の貧困調査をしたというわけですから、子ども
生活福祉部長、こういう子供の貧困の中の高校生の立
場も対策を考えていくということが今後の施策でやる
ということですよね。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県のほうで子
供の貧困対策推進計画を策定しておりまして、ライフ
ステージに応じてしっかり支援をやっていくというふ
うに定めています。その中で、当然ながら高校生の支
援についても計画のほうに位置づけておりますので、
教育庁ともしっかり連携をとりながら、支援対策に
ついては推進していきたいというふうに考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　もう時間がありませんから、介護、
それから認知症の問題、これもことしに入って介護の
問題で沖縄タイムスの「「老い」を生きる」という連
載、これを見たら沖縄県の今の高齢者の置かれている
立場、それから施策をやるべきだというのが掲載され
ている。そういう施策をいろいろとやられているんで
すが、まだまだ実態としては不足ぎみだということ
で、こういう対策を早急に立てていただきたいことを
申し上げて終わります。
以上。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。

〔宮城一郎君登壇〕
○宮城　一郎君　ハイサイ　グスーヨー　チャー元気
ですか。
宜野湾市からやってまいりました社民・社大・結連
合の宮城一郎と申します。
本来でしたら、社民・社大・結連合の何番バッター
とか言いながら登壇しているのが毎度なんですけれど
も、昨日、きょうで言うと２番バッターなんですが、
昨日、この２番バッターをちょっと維新の２番バッ
ターという感じでお茶わんとられまして、今着地する
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ところを見失って、きょうまで何番バッターというの
をどういうふうに使うか、結局思い浮かばずに今登壇
しているところでございます。ただ、そういう中で
も、前回11月の定例会でしょうか、同じ宜野湾市選
出の先輩議員の方が、ちょっと前後は余り聞き取れな
かったんですけれども、４番バッターと声高らかに御
登壇いただきまして、このムーブメントが皆様にしっ
かり広がっていくのかなという期待をしながら、次
回、同じもう一方の宜野湾市選出議員から御活用いた
だけるのではないかと、ひそかに期待しているところ
でございます。
よろしくお願いいたします。
それでは、通告に従いまして、一般質問のほう、締
まってまいります。
それでは、大項目の１、知事の訪米行動につきまし
て、私も去る１月31日からアメリカ合衆国ワシント
ンＤＣへの訪米団の一員として、４泊６日の日程を遂
行してまいりました。沖縄の声を無視し続ける日本政
府ではらちが明かず、当選以来、地方自治体の長であ
りながら、外交を展開する翁長知事を傍らで見てい
て、もし私も県議選を勝ち残り議員となった暁には、
いずれ私自身も外交にかかわらなければならないだろ
うと予感はしておりました。しかし、議員になって
わずか200日余りで今回のような機会に恵まれるとは
思っておりませんでしたけれども、今回の訪米活動
は、私にとっても得がたい経験であり、そして大きな
収穫になったと考えております。
知事を初めとする県の訪米団と私たち議員の訪米団
は、現地でのスケジュールが異なっておりましたが、
私たち議員のほうはＡ、Ｂ班に分かれて、連邦議員、
補佐官、研究者に対して、沖縄の声を訴え、新政権情
報、アジア情勢などの収集ができたことを収穫だと
思っております。個人的に印象に残った点なんですけ
れども、私は初回の訪米時の状況を知る者ではありま
せんが、知事のおっしゃるとおり、環境は好転してい
るというふうに思われ、今回の面談者のほとんどが民
主党、共和党問わず、私たちの陳情に真摯に耳を傾け
てくれました。沖縄県民の本当の声を御存じない方が
専らでしたが、一方で、沖縄からしばしば訪米団が来
て、何やら日本政府から伝わる情報とは違うものがあ
るらしいぞという補佐官もたくさんいらして、事前に
予習をして迎えてくれるケースもありました。
父親が在沖米軍で幼いころ沖縄に住んでいた経験が
ある補佐官、御本人自身がパイロットとして嘉手納に
駐留した経験がある補佐官など、身を乗り出して今後
についてのアドバイスをしてくれる方々もおりまし

た。中には、これまでの沖縄の苦難の歴史に訴える、
あるいは辺野古の美しい自然環境を守る観点、そう
いった訴えもいいんだけれども、そういったセンチメ
ンタルな戦術ではなくて、もっと連邦議会には予算の
面から現実的な論を展開するほうがより効果的である
よといったアドバイスもありまして、返還合意から
20年たっても実現を見ない辺野古への新基地建設計
画は、恐らく当初の予算を大幅に超過しているはず
で、少なくとも連邦議会では、この再編予算が膨張し
ている議論はなく、議会はこの手の刺激に敏感なの
で、日本の国会での議論喚起とともに、新政権にメッ
セージを届けるのも検討の余地があるよということで
した。また、面談した共和党関係者から、新政権は、
共和党議員との連携も希薄であり、共和党からの要職
辞退者が続出するなど、乏しい選択肢の中から選ばれ
た閣僚陣は非常にもろいであろうという指摘もありま
した。いわんとすることは、閣僚ＡがＡというプラン
を打ち上げても、また別の閣僚ＢさんがＡプランと整
合性のないＢプランを主張するような、支離滅裂政権
になるおそれがあるということです。朝令暮改を繰り
返すであろうということで、事実、就任早々大統領補
佐官が権力争いに敗れて辞任するなど、早速当初から
混乱の兆候を見せているのがそのあかしではないで
しょうか。
とはいえ、訪米団もこの成果におごることなく、２
回目よりも３回目、３回目よりも４回目とステップ
アップ、ブラッシュアップを常に心がけなくてはなら
ないと思います。例えば、今回議員団のチームは、補
佐官や研究者への面談が主でしたが、次回からは、訪
米経験のある議員は議員を中心にアタックする、初回
の訪米経験の方は補佐官を中心にアタックする。そし
て、これまで議員を中心にアタックしていた県サイド
の訪米団は、さらにその上の閣僚級にアタックしてい
く、そういったふうに、上へ上へと上がっていくよう
な改善、そしてまた米国国民、報道、そういった横に
広げていくようなアクションなど、さまざま考えてい
かなくてはならないと思います。
そこでお尋ねします。
(1)、今回で３回目を数える知事の訪米行動ですが、
アクションプランの今後の展望をお伺いします。可能
であれば、ホワイトハウス、連邦議会、研究機関、米
国民向けといったカテゴリー別に御説明いただけると
幸いです。
(2)、対米国以外に国連やアジア、日本国内向けに
沖縄の現状に対する理解を広げていく計画はございま
すでしょうか。
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(3)、昨年末のＭＶ22オスプレイ墜落事故に関連し
て、訪米中、連邦議会関係者から、乗務員の行方不明
情報というものを耳にしました。不明確情報です。こ
れの真偽につきまして、現在県が把握するところをお
伺いいたします。
続いての質問です。大項目２です。在日米軍基地内
の飲酒・酒気帯び運転の罰則について。
(1)、県内紙、12月31日付「在日米軍基地内　飲酒
運転緩い基準」及び１月23日付「在日米軍　飲酒運
転　基地内統計なし」について、県の把握するところ
をお伺いします。
昨年11月定例会の私の代表質問において、交通違
反による罰金、交通違反による罰金、反則金ではない
罰金の徴収について、検察庁の所管となっており、県
警では把握していない旨の答弁がありました。
そこで、(2)、米軍構成員等の罰金未収について、
沖縄県が総合的に把握する必要性はないかどうかお尋
ねいたします。
続けて、大項目３です。普天間高校の旧西普天間住
宅地区跡地への移転事業について。
(1)、財源確保のため、これまで内閣府と２回の意
見交換を行ったが、計画実現のための努力として、交
渉のための戦略、交渉頻度、熱意は十分であったとの
認識かお伺いします。
(2)、11月25日の宜野湾市に対する回答以後、現在
の宜野湾市の対応について、把握、連携はどのような
状態なのか。
これは、いわんとするところは、昨年11月25日の
宜野湾市に対する回答以後、宜野湾市は、例えば、普
天間高校移転に向けての市単独で国に交渉に入ったで
すとか、あるいは普天間高校の移転は断念し、次の検
討に入ったですとか、あるいは引き続き県側の交渉を
見守っているのかといったあたりを宜野湾市と県は円
滑な情報共有を持って連携しているのかというところ
をお尋ねするところです。
(3)、今後の県対応の方向性を伺います。
こちらもちょっと聞き方がざっくりしていて、意図
がつかみづらい可能性がありますので補足いたします
と、上述(2)のように、もう今後は、教育委員会とし
て国庫補助確保に向けての積極的な交渉は行わないの
か、そうではなく、宜野湾市から上がってくる新案を
待っているとか、そういうところをお尋ねするもので
す。
大項目４の那覇空港観光案内所の民間委託について。
(1)、今回の民間委託の方向性に至った理由と経緯
を伺う。

これについて、さきの代表質問及び一般質問におい
て、同様の御質問をされている方がいらっしゃいまし
て、御答弁としては、入域観光客の多様化するニーズ
に応えるため、平成29年度の試行期間として、最終
的に民間委託へ移行させていくとの答弁だったと思い
ます。再確認としてお尋ねします。
(2)、沖縄観光コンベンションビューローの自主財
源についてお伺いします。
５、知事の政治姿勢について。
県政課題と市町村課題ですが、県政が抱える課題が
市町村によっては必ずしも課題でないこともしばしば
あり得ます。市町村が抱える課題は逆に漏れなく県政
の課題であると私は考えています。県政は、その市町
村において、そこに住む人たちにとって何が最重要課
題なのか、重要度の順位はどうなっているかを的確に
捉える必要があり、それを酌み取る方法として、選挙
はよいバロメーターになるのではないでしょうか。県
政、県知事においては、選挙で何が最大争点で繰り広
げられるのか敏感でなくてはならないと思います。
そこでお尋ねします。
ア、去る１月の宮古島市長選挙、２月の浦添市長選
挙がありましたが、それぞれの自治体有権者が最も重
きを置いていた課題は何であったかを知事の所見をお
伺いします。
イ、知事が考えるこれらの課題に、県政はどのよう
な策を講じてきたのかお伺いします。
ウ、今後、各自治体の課題に、知事または県政はど
のようにコミットメントしていくのか展望をお伺いい
たします。
答弁を拝聴させていただきまして、再質問につなげ
ていきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　宮城一郎議員の御質問にお答
えをいたします。
私のほうからは、大きな５番目の知事の政治姿勢に
ついてに関する御質問の中の、宮古島市、浦添市の市
長選挙における課題及び県の対応についてお答えをい
たします。５の(1)アから５の(1)ウまでは関連します
ので一括してお答えをいたします。
それぞれの市長選挙において、有権者が何に重きを
置いていたかについては、それぞれの地域の実情や有
権者個々人の考え方によってさまざまであり、宮古島
市における自衛隊配備の問題や、浦添市における那覇
軍港移設の問題以外にも、地域経済や福祉、医療、教
育等さまざまな課題が争点になったと考えております。
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沖縄県としては、沖縄21世紀ビジョンに基づき、
各地域の固有の課題や発展可能性など、地域の実情を
きめ細かく把握した上で、各市町村と連携して、各地
域の個性や特徴を伸ばしていけるよう取り組んでまい
りたいと考えております。
その他の御質問につきましては、他の部局長から答
弁をさせていただきます。·
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事訪米行動につい
ての御質問の中の、今後の知事訪米についてお答えい
たします。
今回の訪米では、米国新政権が発足したこの時期
に、昨年12月の埋立承認の取り消しに関する最高裁
判決は数ある知事権限の一つについて判断が示された
にすぎないことや、判決確定後も、辺野古に新基地を
つくらせないとの立場に変わりはないことなど、沖縄
の正確な情報を伝えることができたことは有意義だっ
たと考えております。今後の訪米については、米国新
政権の体制や、米国の政策をめぐる連邦議会、シンク
タンク等の動向を踏まえるとともに、普天間飛行場移
設問題をめぐるさまざまな状況等を勘案し、時期や活
動方法及びその内容について検討していきたいと考え
ております。
次に、沖縄に対する理解を広げていく計画について
お答えいたします。
米軍基地問題を初めとした沖縄県の課題解決のため
には、国内外において、沖縄の実情等について理解を
深めることが重要であると考えております。このた
め、全国知事会での取り組みに加え、知事のビデオ
メッセージや沖縄の米軍基地問題をわかりやすく説明
したパンフレットを作成するなど、全国への情報発信
を強化してまいります。また、国外におきましても、
英語版ホームページの活用を初め、英語版パンフレッ
トを作成し広く配布することを予定しており、これら
の取り組みにより効果的に情報発信してまいりたいと
考えております。
次に、墜落したＭＶ22オスプレイの乗務員が行方
不明との情報についてお答えいたします。
沖縄防衛局に照会したところ、米軍から当該情報は
正しくないとの回答があったとのことであります。
次に、在日米軍基地内の飲酒・酒気帯び運転の罰則
についての御質問の中の、在日米軍基地内の飲酒運転
の基準等についてお答えいたします。
沖縄防衛局に照会したところ、米軍の飲酒運転につ
いての処分基準は、2016年４月に改定され、血中ア

ルコール濃度0.03％以上の場合、最低１年の免許停
止処分が科せられるとのことであります。なお、当該
基準は、呼気中アルコール濃度に換算すると、呼気１
リットル当たり0.15ミリグラム以上となり、日本に
おける酒気帯び運転の基準と同じになります。また、
改定前の基準については、米軍から回答がなく、米軍
基地内の飲酒運転の統計については、対外的に公表で
きるものはないとのことであります。
次に、米軍構成員等の罰金未収状況の把握について
お答えいたします。
米軍構成員等の罰金未済の状況について、那覇地方
検察庁へ照会したところ、統計については作成してい
ないとのことであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　普天間高校の旧西普天間住
宅地区跡地への移転事業についての御質問にお答え
いたします。３の(1)から３の(3)までは関連いたしま
すので、恐縮ですが一括してお答えをさせていただ
きます。
普天間高校の移転につきましては、用地費や校舎建
設費など大きな財政負担が見込まれることから、これ
まで教育庁内において慎重に検討してまいりました。
また、内閣府に問い合わせるとともに、関係機関と調
整、連携して、昨年の５月と７月に内閣府へ赴き、国
庫補助の可能性について意見交換を行ってまいりまし
た。11月25日、宜野湾市への回答――これは用地取
得をするのかしないのかについて期限を付して回答を
求められたものでございます。その回答以降、同市か
らの照会等はありませんが、同市においては、跡地利
用計画の変更など、今後の対応についての検討がなさ
れていくものと理解しております。
普天間高校の移転につきましては、現行の国庫補助
制度上、移転整備に必要な財源の確保が困難であるこ
と、また、国からの特別な財源措置のめどが立たない
ことから、移転整備は困難であると考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　那覇空港観
光案内所の民間委託についての御質問の中の、民間委
託の理由と経緯についてお答えいたします。
那覇空港観光案内所においては、増加する国内外観
光客からの観光情報の問い合わせに加えて、旅行商品
や宿泊予約の要望が増加する等ニーズが多様化してい
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る一方で、県においては、第５次沖縄県観光振興基本
計画で、観光案内所における旅行商品等の予約販売機
能を付加する検討を行うこととしております。これら
を踏まえて、県と沖縄観光コンベンションビューロー
で、那覇空港観光案内所のあり方について協議した結
果、平成29年４月より県が案内所の運営主体となり、
観光案内業務に加えて旅行業者を活用した旅行商品等
の予約販売機能を付加する実証事業を行うこととして
おります。
次に、沖縄観光コンベンションビューローの自主財
源についてお答えいたします。
沖縄観光コンベンションビューローによりますと、
平成27年度決算の経常収益、約48億5000万円のう
ち、県からの受託事業収益、指定管理料収益、受取補
助金などを除くブセナ海中公園事業収益、コンベン
ションセンター施設の利用料金収益、賛助会員会費
などの自主的な事業による収益の合計額は、約８億
1900万円となっております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　御答弁ありがとうございました。
それでは、まず最初に、訪米行動についてのところ
で再質問させていただきます。
私がお話しさせていただいた中で、少し予算の面で
今後の活動、訪米行動に生かしていったほうがいいの
ではないかというふうなところを触れさせていただい
たんですけれども、ちょうど私たちが訪米していたさ
なかに、２月４日でしょうか、マティス・稲田会談が
行われました。その会談の中では、在日米軍駐留経費
について、日本の経費分担は他の同盟国の手本となる
との発言があり、大統領選挙中のトランプ氏の発言
で、さらに駐留経費の負担を日本で負わなければなら
ないのではないかというふうな恐々とした状況があっ
た中で、一見マティス・稲田会談でのこの声明は、ど
うやらこれ以上、もう思いやり予算をふやさなくても
いいらしいなというふうなちょっと安堵感を与えたよ
うであったと、私は感じております。
ただ一方では、昨日３月１日の県内２紙の報道によ
ると、高江のヘリパッド工事は、当初予算よりも４倍
とも６倍とも言われるほど膨張している。そしてけさ
の新聞によると、辺野古は既に2.2倍超になっている
という中で、あの声明は果たしてそういうふうな受け
とめ方でよかったのかなと。あれは今の負担額が適正
という意味ではなくて、日本政府、ワンとほえれば
キャインとどんどんどんどん、じゃぶじゃぶ使ってく
れるようなスタンス、これがお手本になるというふう

に言っていたようにも感じられる気がするんです。
その辺、あの声明をどのように今受けとめていらっ
しゃるのか、解釈していらっしゃるのか、県の所見を
御教示いただけたらと思います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時22分休憩
　　午前11時22分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私もおおよそ宮城議
員と同様の感触を得てございました。やはり日本政府
としては、駐留経費、応分の負担をしているというの
が日本政府の基本的なスタンスだったと思いますの
で、そういった中で、お手本になるという表現には、
日本政府としても安堵したのではないかというふうに
感じたところでございます。ただ一方で、昨日、トラ
ンプ新大統領の方針等が示されておりますけれども、
その以前にも、米国防予算を大幅に増加するというよ
うな話がある中で、果たして我が国が負担する米軍に
対する予算についても、応分のままという、このまま
でおさまるのかどうかということについては、今後注
視していかなければならないのではないかというふう
に感じたところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　続いて、在日米軍基地内の飲酒・酒
気帯び運転の罰則についてというところでの再質問に
なります。
今、現状検察庁のほうに上がっていったものも統計
とっていないということなんですが、Ｙナンバー車
両、軍関係者の私たちの公道の使用、この交通税制
上、私たち日本国民よりもはるかに安価な税金しか納
めていないにもかかわらず、公道で交通違反を繰り返
して、また地位協定上、本当にこの正しいパニッシュ
メントを受けているかどうかも、私たち県民は知るよ
しもないわけです。そういう中で、検察庁がとらない
からといって、これを知る、把握することができなけ
れば、今後の交通違反等に対しての県としてどう対応
していくかというのも、議論もできないし、進めてい
くこともできないと思うんです。通年通して、繁忙き
わまりない県の職員の皆さんに、またこれ以上働け
と、仕事をふやせというのは心苦しいところでもある
んですけれども、ぜひこの願いをお聞き届けいただけ
ないかどうか、公室長、いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時25分休憩
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　　午前11時25分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私どもがこれは那覇
地検、検察庁のほうに確認したことについてちょっと
詳細にお答えさせていただきますと、先ほど基本的な
ものは統計については作成しないということなんです
が、徴収不能決定となった件数については、お答えい
ただきまして、12件あると。ただその中には、米軍
構成員等のものは含まれていないというような回答は
ございました。
今議員のおっしゃったことにつきましては、我々も
関心を持って、今後対応しなければならないかなと
思っていますけれども、今の時点はそういった状況で
ございました。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　それでは、普天間高校の西普天間住
宅地区跡地への移転事業についてです。
今御答弁によると、11月25日の宜野湾市に対する
回答の後、宜野湾市において新しい検討がなされてい
るものと考えているということだったんですが、私、
２月６日に西普天間地区の中を、対象地を宜野湾市ま
ち未来課の御案内で見学させていただくことができま
した。その際に、まち未来課の話によると、まち未来
課では、次の検討にはまだ入っていなくて、今しばら
く県の交渉の経緯を見守っていきたいということだっ
たんです。ですので、今の話ですと、県としては、宜
野湾市にボールは投げてしまったおつもりかもしれな
いんですけれども、宜野湾市はまだボールが県にある
というふうにお考えのようなんです。どちらもそれを
お互いにボールがあるんだというふうな状態で時間が
経過していくと、非常にこの西普天間の計画自体に影
を落とすことになるのではないかなというふうに考え
ています。すなわち、宜野湾市の今の考えを県は正確
に把握していないというふうに言えると思うんです。
ここでずっと時間ばかり経過して、支障除去期間が切
れて、5000万に対する減税制度、そういったものも
切れると、地権者も有効な譲渡というのが滞ってしま
うと思いますし、その辺、今の現状をどうお考えなん
でしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　２月６日の新聞は、私も拝
見いたしました。視察をしている件です。昨年の11
月25日までに回答を求められた文書、照会文の中で
は、実は、市のほうからは、仮換地の指定に向けて計
画的な用地取得が必要でありますと。仮に用地取得を

行わない場合、人材育成ゾーンの廃止を含め、跡地利
用計画の大幅な見直しが必要となるため、現時点にお
ける用地取得計画は必要でありますと。25日までに
回答してくださいというふうな話がありまして、それ
までは、県のほうも財源の確保のめどが立たない中
で、買いますという約束はできませんというのは申し
上げている状態だったんですけれども、期限がもうこ
こまでの期限で回答してくださいという話でしたの
で、この時点で移転整備は困難ですと、めどが立たな
いのでというふうに回答させていただきました。それ
で、その時点でもう最終的な回答をしたものと考えて
いたわけです。宜野湾市のほうは、当然それを踏まえ
て、計画変更が必要になりますのでと、買わない場合
というのがございましたので、そういう手続になって
いくと理解していたんですが、まだ見直しされていな
いということで、私どもも今その状況がどうなってい
るかというのはよくわからないと。市のほうに確認を
する必要があるのかなというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　ぜひ市と――今間違いなくお互いの
思惑にそごがあると思うんです、ボタンがかけ違って
いて。今、県としては、もうこれ以上内閣府と時間を
かけてもできないならできないなどの結論をはっきり
させることによって次へ進めていく。ないしは、逆に
もう一頑張りしてみるんだということを宜野湾市に伝
えて、一緒に練り上げていく等々のやはり意見の交換
と言うんですか、どのぐらい語り合っている頻度があ
るのかわからないんですけれども、今は間違いなくお
互いがボールを持っていると解釈している状態だと思
います。ぜひこういったことの解消に全力を持って当
たっていただきたいということをお願い申し上げまし
て、所感をお伺いします。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　実は、内閣府と意見交換し
ている中では、確かに一括交付金を活用した例は、宜
野湾市のはごろも小学校という新設分離校に、本来国
庫対象ではないんですけれども、用地取得に国費が認
められた例がございます。ただ建物の新設分に関しま
しては、ハード交付金、そのハード交付金というの
は、施設整備に入るときには、実際は文科省の補助事
業の補助金という形で衣がえしますので、その制度の
仕組みにのっとって、補助金の交付が行われるわけで
す。そういうことなんですが、今普天間高校に関して
言いますと、運動場でありますとか、校舎の面積とか
で言うと、確かに町の中に囲まれていて、狭隘という
話はありますが、設置基準上は満たしていると。そう
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いった中で、老朽化していない校舎もある中で、移転
整備するという場合、国費の投入ができるのかと。内
閣府でも決定打というのがなかなかないねという話が
あったわけです。そういった中で、この普天間高校の
補助金制度の中、後は普天間高校の狭隘という理由で
移転整備するという理屈はなかなか難しいんじゃない
かというのがこちらの考えでありまして、これ例えを
申し上げてあれなんですが、普天間高校の理由ではな
くて、何らかの理由、移転せざるを得ない公益上の理
由とかそういう何らかのものがないとなかなか厳しい
のかなと。要するに普天間高校が狭いので、よりよい
ところに移りたいと、それで国費を充ててくださいと
いうよりは、何らかのそういう移らざるを得ないよ
うな公益上の理屈みたいなものがあるのかどうかと
か、そういうものが必要になるかもしれないと。これ
ちょっとここで答弁するのがふさわしいかどうかわか
りませんが、現在はその厳しい状況が依然としてある
というふうに理解しておりまして、いずれにしても、
宜野湾市がそういう計画を変更していらっしゃらない
とすれば、それがどういう考えなのかは少し確認をし
てみる必要があると思います。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　４つ目の那覇空港観光案内所の民間
委託について再質問させていただきます。
さて、民間委託の件なんですが、私も基本的に、そ
こに営利が発生して、その営利が公的機関に吸収され
るよりも民間に移譲するほうが有意義だと考えている
人間の一人であります。公的機関が吸収しても、それ
が有効に活用されるのであれば、またそれもよろしい
んですが、たださまざまな環境、条件下で必ずしもそ
の限りではないとも考えています。というのも、那覇
空港の空間というのは、非常に集客力、訴求力があ
り、商いを営む者にとって、入域観光客の受け入れ
サービスは相当魅力的なものなんです。それで、入域
観光客の受け入れサービスの充実のため、ビューロー
さんはあの場所を使用なさってきたわけなんですが、
それを今回民間の営利企業に貸与する、それが例えば
その企業が県内唯一無二の会社であれば問題はそれほ
どないと思うんですけれども、そこに競争を営む人た
ちを募集して指定するというところに、かなり強い公
平性が担保されなければならないと思うんですけれど
も、その辺、今どのように御準備されているのか教え
てください。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。

那覇空港案内所の次年度の実証事業につきまして
は、２月20日に企画提案公募を開始しております。
そこにおける委託する業務の内容の中で、公平公正
な観光案内所として運営するようにということで、
条件を付した上で、実際にそのスタートする際には、
県と事前にそういった取り扱う商品について、協議を
行うようにということを求めております。また、この
案内所につきましては、実証事業ではございますが、
８月までには、日本政府観光局が定めております外国
人観光案内所認定制度などにおけるカテゴリーツー
という、そういった外国人観光客を案内する、言語上
の対応等々についての基準が定められています。加
えて、そのカテゴリーツーの認定基準の中に、公平
中立な観光案内所を行うことというのが入っており
ます。そういう形で、県のその委託における考え方、
そして外部的なところからは、そういった中立公正に
答えるようにというような条件等々、これを満たし
た上で運営するようにという形をすることによって、
実証事業におけるその公平中立を確保していきたい
と考えております。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　仮に、この業務を受託する企業、１
社だと思うんですけれども、販売していく着地型旅行
商品などはこの１社が造成している商品、独占する形
になるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　受託する事
業者が旅行業者になるのかということについては、こ
れは今後の選定作業の結果になりますが、必ずしもそ
うでない場合もあると想定しております。そこで、販
売することになる旅行商品であったり、あるいは宿泊
の予約といった機能については、これは先ほど答弁さ
せていただきましたとおり、特定の事業者に偏らない
ようにという形で事前チェックをしていくということ
でございます。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　それらの商品等、もちろん選に漏れ
た業者にも均等に機会を与えるのも大事だと思います
し、またその商品の内容も、ラインナップもやはりお
いしい商品とおいしくない商品とかもありますので、
どこかに偏ることなく、利益の面についても、しっか
りと公平性を保てるような形での運営のほうを願っ
て、私の質問は終了させていただきます。
御答弁ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。

〔瑞慶覧　功君登壇〕
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○瑞慶覧　功君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
会派おきなわの瑞慶覧功です。
これより一般質問を行います。
ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
１、知事の政治姿勢について。
ことし１月２日の東京ＭＸテレビ番組「ニュース
女子」による高江のヘリパッド建設に関する放送で、
抗議行動の参加者をテロリスト、犯罪者呼ばわりし、
反対派が救急車をとめた、大多数が基地に反対とは
聞かない、反対派が暴力を振るっている、振興予算
が反対運動の現場に流れている、警察の指揮権が翁
長知事にある、反対派の黒幕は在日韓国人の女性辛
淑玉であるとする虚偽報道が問題となり、黒幕と名
指しされた辛淑玉さんが放送人権委員会に申し立て
を行っています。辛淑玉さんの見解の中で、一部抜
粋して紹介します。
·「１月２日に放送されたＴＯＫＹＯ　ＭＸ「ニュー
ス女子」は、とにかく酷かった。」、「「ニュース女子」
の手口は、基地反対運動について、徹底的にニセの情
報を流すというものだ。　現場にも行かず、当事者に
も取材をしない一方で、反基地運動によって迷惑をこ
うむっているというニセの「被害者」を登場させる。
そして、「沖縄の反基地運動はシンスゴという親北派
の韓国人が操っている。参加者はカネで雇われたバイ
トで、その過激な行動で地元の沖縄人は迷惑してい
る」というデマを流して視聴者の意識を操作する。　
これは、沖縄の人々の思いを無視し、踏みにじる差別
であり、許しがたい歪曲報道である。また、権力にな
びく一部のウチナンチュを差別扇動の道具に利用して
恥じない「植民者の手法」でもある。」、「私も、沖縄
の人々も、平和を希求する者は、一方的に攻撃されて
いるのに、それが被害であること、ヘイト・スピーチ
であることを、被害者の側が実証しなければならない
という理不尽な立場に立たされる。」、「歴史や文化は
異なっているが、ウチナンチュも在日朝鮮人も、日本
の国家体制によって植民地支配を受け、人間としての
権利を保障されず、排除・差別されてきた。」、「そし
て、私は「殺せ」と言われ、沖縄の友人たちは「ゴキ
ブリ」「ドブネズミ」「売国奴」「土人」と言われ、ま
とめて「反日・非国民」とくくられている。沖縄で起
きていることは、私にとって他人事ではないのだ。」
と見解を述べています。県内においても、差別意識に
満ちた虚偽の内容を放送し、沖縄に対する誤解と悪意
を全国に拡散したとして抗議声明が出されました。
伺います。

東京ＭＸテレビ番組「ニュース女子」の沖縄ヘイト
問題について、知事の見解を伺う。
２、基地問題について。
コンターは、政府による防音工事や爆音訴訟にお
ける被害補償の対象を決める指標となるものである
が、全国調査は既に実施済みで、昨年11月、宮崎県
の航空自衛隊新田原基地での見直しでは、住宅防音対
象区域が１万2000ヘクタールから6000ヘクタールへ
50％の減、対象世帯も１万4000世帯から9000世帯に
約60％も減らされていることから、沖縄においても
同様の動きになるのではないかと危惧されています。
(1)、住宅防音事業問題の解決に向けた住民総決起
大会について見解を伺います。
ア、嘉手納飛行場周辺のコンター拡大及び告示の引
き上げをすることについて。
イ、外来機訓練の増加などの特殊事情を勘案するよ
う求めることについて。
ウ、75Ｗ区域内の建具復旧工事を実施し、住宅防
音事業予算を増額することについて。
(2)、第３次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団による
沖縄防衛局のコンター見直しに関する要請書に対する
見解を伺う。
ことしの３月末までに調査が完了するとのことであ
るが、Ｆ15からＦ35への切りかえ計画、ＣＶオスプ
レイ配備計画が浮上しているが、それでは新機種の騒
音実態が反映されない。特に、ＣＶオスプレイによる
低周波音の影響は、現行の環境基準における評価指数
では考慮されていません。
ア、防衛大臣及び沖縄防衛局に対し、嘉手納基地周
辺における騒音コンターの改定作業の中止を求めるこ
とについて。
イ、米軍機の騒音から住民の健康、睡眠、生活を保
護することを目的とした騒音及び被害実態調査を実施
することについて。
現在の環境基準はＬｄｅｎが使用されているが、人の
健康を保護する基準となっていません。国は、2005
年に対象区域、世帯を少なくするために、2001年の
ＷＨＯの指標Ｌｎを無視し、Ｌｄｅｎを使っている。環
境基準をＬｎに変えるべきである。
ウ、環境大臣に対し、航空機騒音に係る環境基準に
ついての見直しを求めることについて。
３、ヘイトスピーチ対策法について。
(1)、2016年５月24日に可決成立したヘイトスピー
チ対策法について伺う。
(2)、連日、那覇市役所前や県庁周辺を大音量の街
宣車で翁長知事や地元新聞社を誹謗中傷し、中国をシ
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ナ呼ばわりして脅威をあおっている団体がいる。観光
立県沖縄のイメージを大きく損ねている。ヘイトス
ピーチではないか。警察の見解と対応を伺う。
(3)、県民広場等で開かれている集会は、右翼の行
き過ぎた妨害が目立つが警察の見解と対応を伺う。ヘ
イトスピーチ対策法は、不当な差別的発言は許されな
いことを宣言し成立したが、罰則はない。本邦の域外
ある国もしくは地域出身である者、またはその子孫で
あって、適法に居住する者となっており、それには沖
縄出身者やアイヌの人たちは入っていない。参議院で
の審議で野党は沖縄出身者やアイヌへの差別発言を正
当化するとして削除を求めたが、与党が応じなかった
とのこと。しかし、今現実として沖縄がヘイトスピー
チにさらされている。
(4)、ヘイトスピーチ対策法では、適法居住要件に
よって沖縄出身者は対象とされていない。削除を求め
るべきではないか。
４、政治的弾圧による不当逮捕・勾留問題について。
日本国際法律家協会は、声明の中で「政治的言動と
して保障されるべき市民運動に対して警察官や海上保
安官が暴力をふるい、さらには刑事罰を利用して弾圧
するなど、民主主義国家ではあってはならない野蛮な
国家行為が安倍自公政権下では公然と行われているこ
とを批判せざるを得ない。とりわけ沖縄平和運動セン
ターの山城博治氏などを「公務執行妨害罪」、「傷害
罪」、「威力業務妨害罪」などで逮捕、勾留、起訴する
など、沖縄で生じている政治弾圧に関しては、警察や
検察、裁判所にも重大な責任がある。」と断じ、その
他釈放を求める刑事法研究者56名の緊急声明や落合
恵子さんを初めとするジャーナリスト、そして海外で
もノーベル平和賞を受賞している世界最大の国際人権
団体、アムネスティも釈放を要求し、ワシントンポス
トでも報道されています。
伺います。
(1)、微罪にもかかわらず、４カ月以上の長期にわ
たり勾留する理由、根拠は何か。
(2)、山城さんは悪性リンパ腫を患い、病院で治療
を受ける必要がある。家族への接見も許されず、長期
勾留することは人権侵害ではないか。
５、口きき、人事介入問題について。
(1)、真相究明は必要であるが、何より再発防止策
が必要である。政治家や公務員の倫理規定を厳格化
し、条例に定めるべきである。県教育委員会の教員採
用、県の職員採用、公共事業等に係る口きき防止策に
ついて伺う。
(2)、教育庁人事のあり方について、適切な人事は

どうあるべきか伺う。
以上、よろしく答弁お願いします。
○新垣　　新君　議長、ちょっと申し入れがあります。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前11時49分休憩
　　午前11時52分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
ただいまの瑞慶覧功君の質問及び質疑に対する答弁
は、時間の都合もありますので午後に回したいと思い
ます。
休憩いたします。
　　午前11·時52·分休憩
　　午後１·時17·分再開

○議長（新里米吉君）　再開いたします。
午前の瑞慶覧功君の質問及び質疑に対する答弁を願
います。
翁長知事。
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　瑞慶覧功議員の御質問にお答
えをいたします。
大きな３番目の、ヘイトスピーチ対策法についてに
関する御質問の中の、ヘイトスピーチ解消法について
お答えをいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法では、本邦外出身者
に対する不当な差別的発言は許されないことを宣言し
ております。行うべき基本的施策として相談体制の整
備、教育の充実、啓発活動等を定めています。
沖縄県としましては、不当な差別的言動、ヘイトス
ピーチの解消に向け、今後も人権啓発活動に取り組ん
でまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　知事の政治姿
勢についての御質問の中の、沖縄ヘイト問題について
お答えします。
東京ＭＸテレビの番組については、平成29年２月
10日に、放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送
倫理検証委員会で、同番組を審議入りすることを全会
一致で決めたとされております。審議中の内容につき
ましては、コメントを差し控えさせていただきます。
次に、ヘイトスピーチ対策法についての御質問の
中の、ヘイトスピーチ解消法の適用についてお答え
します。
いわゆるヘイトスピーチ解消法は、近年の本邦外出
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身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題で
あること等に鑑み、制定されたものであります。この
ことから、同法の保護対象は適法に居住する本邦外出
身者となっています。なお、参議院の法務委員会附帯
決議において、国及び地方公共団体が特段に配慮すべ
きこととして、本邦外出身者に対する不当な差別的言
動以外のものであれば、いかなる差別的言動であって
も許されるという理解は誤りであり、同法の趣旨、日
本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する
国際条約の精神に鑑み、適切に対処することとされて
います。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　基地問題についての
御質問の中の、嘉手納飛行場の騒音コンター等につ
いてお答えいたします。２の(1)アと２の(1)イ及び２
の(2)アは関連いたしますので一括してお答えいたし
ます。
沖縄防衛局によると、嘉手納飛行場の第１種区域に
ついては、最終指定告示以降30年を超え、最も経過
年数の多い飛行場の一つであることなどから、現在、
騒音コンター作成業務を実施しているとのことです。
平成26年度から航空機騒音の現状を把握するための
騒音度調査を実施していたところ、調査期間中にＦ
22等の展開があったことなどから、調査期間を延長
し、さらに現在は、過去の運用状況を反映した騒音コ
ンターの作成に係る作業を進めているとのことであり
ます。現在の騒音度調査の完了時期は、平成29年３
月31日とのことであります。また、その結果につい
ては関係自治体へ十分説明していきたいとのことであ
ります。
県は、昨年９月、防衛大臣に対し、現在進められて
いる見直しにより、当該区域が縮小することがないよ
う配慮していただきたい旨要請したところでありま
す。
次に、建具復旧工事及び住宅防音事業予算について
お答えいたします。
防音建具復旧工事の実施については、沖縄防衛局管
内ではＷ値80以上の区域が対象になっていますが、
２月22日の衆議院予算委員会において、稲田防衛大
臣は、対象をＷ値75以上の区域に拡大することを速
やかに検討し、可能であれば、来年度中に希望者の受
け付けを開始すること等ができるよう調整したい旨、
答弁しております。
県としては、渉外知事会や軍転協と連携し、住宅防

音工事に係る予算の確保や騒音対策の強化・拡充につ
いて、政府に対し、あらゆる機会を通じて求めていき
たいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　基地問題についての御質
問の中の、騒音及び被害実態調査の実施についてお答
えします。
嘉手納飛行場周辺の航空機騒音調査については、県
及び関係市町村で連携して21地点において常時測定
を実施し、平成27年度は８地点において環境基準値
を超過しております。県では、航空機からの夜間騒音
による基地周辺住民への睡眠妨害等の被害が懸念さ
れていることから、環境基準の指標であるＬｄｅｎに加
え、夜間の等価騒音レベルについても平成25年度か
ら調査を実施し、公表しております。
県としましては、引き続き嘉手納飛行場周辺の航空
機騒音の実態把握に努めてまいります。
次に、航空機騒音に係る環境基準の見直しを求める
ことについてお答えします。
県では、環境基準の指標であるＬｄｅｎに加え、夜間
等価騒音レベルや最大騒音レベル等の航空機騒音によ
る睡眠妨害の評価に適した指標の検討及び当該指標に
よる適切な環境基準の導入について、平成26年に環
境省に要望しております。また、低周波音について
も、航空機からの低周波音の発生に係る実態把握のほ
か、健康影響の評価や環境基準の策定について、環境
省に検討を求めているところであります。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。

〔警察本部長　池田克史君登壇〕
○警察本部長（池田克史君）　ヘイトスピーチ対策法
に関する御質問の中で、市役所前等での街宣活動がヘ
イトスピーチではないかとの御質問に対し、県警察の
見解と対応についてお答えいたします。
議員御指摘の街宣活動が市役所周辺等で行われてい
ることは承知しておりますが、これまでのところ、そ
の活動がヘイトスピーチ法第２条の定義である「本邦
外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当
な差別的言動」に当たるような事実は把握しておりま
せん。
県警察といたしましては、街宣活動等を行う団体・
個人に対して、街宣活動、デモ等を行う道路使用許可
申請の際に、現場におけるトラブル等違法行為がない
よう指導を行っております。なお、街宣活動、デモ等
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の現場において、現に違法行為を覚知した場合には、
法と証拠に基づき厳正に対処する所存であります。
次に、県民広場等で開催される集会への右翼の妨害
に対する県警察の見解と対応についてお答えいたしま
す。
県警察といたしましては、各種集会等に際して、右
翼団体等の不穏な動向を把握した場合には、右翼街宣
車の接近に備え、所要の体制を構築した上で、現場に
警察官を配置し、事件・事故等トラブル防止のため、
警備に当たっております。
また、右翼団体等に対しては、現場において、街宣
車の運転者や同乗者等の関係者に対し、指導警告を徹
底しており、同関係者らが現場警察官の指導警告に従
わず違法行為を行った場合には、厳正に対処する所存
であります。
次に、勾留の理由、根拠等についてお答えいたしま
す。４の(1)と(2)は関連いたしますので一括してお答
えいたします。
沖縄平和運動センター議長の山城博治被告について
は、県警察において、北部訓練場付近等における器物
損壊罪、公務執行妨害・傷害罪で逮捕したほか、キャ
ンプ・シュワブ工事用ゲート付近における威力業務妨
害罪で逮捕し、個々の事件について所要の捜査を実施
の上、検察庁に事件送致しております。
その後の勾留、起訴、接見禁止等の処分について
は、県警察が答弁する立場にはございません。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　口きき、人事介入問題に
ついての御質問の中で、口きき防止策についてお答え
をいたします。
現在の沖縄県職員倫理規程は、一般職を対象とし、
主に贈収賄の防止を念頭に、職務に利害関係のある業
者等との接待、金品や利益の授受等を禁止することを
定めております。また、いわゆる口ききの防止対策に
ついては、平成28年８月に他県が行った調査により
ますと、28都府県において口きき防止のための対応
要領等を作成しているところであります。
本県においても、現在、他県の詳細な状況を調査し
ているところであり、今後、設置を検討している調査
委員会等において議論していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　口きき、人事介入問題につ

いての御質問の中で、教育庁人事のあり方についての
御質問にお答えいたします。
教育委員会は首長から独立した合議制の執行機関と
なっており、職員の任免その他の人事については、地
方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条の規
定により、教育委員会の職務権限となっております。
教育庁人事については、県教育委員会会議におい
て、人事異動方針に基づき適切に決定されるべきもの
と理解しております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　再質問いたします。
初めに、２月23日、嘉手納飛行場の周辺住民２万
2048人が国を相手に夜間・早朝の米軍機飛行差しと
めなどを求め、2011年４月に提起された第３次嘉手
納爆音訴訟の判決が出ました。判決は、本旨である夜
間・早朝の飛行差しとめについては、第１次、第２次
訴訟同様、米軍に日本の法支配は及ばないとする第三
者行為論で門前払いされ棄却されました。原告団は静
かな夜を取り戻すまで差しとめ訴訟を継続する決意で
す。見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
嘉手納飛行場をめぐる第１次及び第２次訴訟の判決
を踏まえますと、騒音被害等に苦しむ原告の過去分の
損害賠償が認められたことは当然のことであります
が、原告の主張の一部のみを認めるものとなってお
り、戦後71年を経た今もなお依然として過重な基地
負担が県民生活や本県の振興開発にさまざまな影響を
与える状況は、まことに残念であります。報道により
ますと、原告は控訴する方針とのことでありまして、
県としては、引き続き注視してまいりたいというふう
に考えております。
嘉手納飛行場周辺の航空機騒音については、米軍再
編に伴う一部訓練移転により、一時的な軽減が認めら
れるものの、外来機のたび重なる飛来など、負担軽減
と逆行する状況であると言わざるを得ません。
県としましては、今後ともあらゆる機会を通じ、航
空機騒音を初めとした負担軽減を日米両政府に対し、
粘り強く働きかけていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　次に、ヘイトスピーチに関連して伺
います。
大阪府府中市の国有地が学校法人森友学園に格安
で払い下げられ、国会でも取り上げられ、今大問題と
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なっています。名誉校長は安倍首相の夫人で、校長を
務める同学園の籠池理事長は、右派組織日本会議大阪
の運営委員を務める人物とのこと。教育理念として、
日本人としての礼節を尊び愛国心と誇りを育てると
掲げ、運営する幼稚園では、園児に国に尽くすことを
定めた戦前の教育勅語を暗唱させ、軍歌も教えてい
るとのことです。その森友理事長のホームページに
翁長知事が名指しされ、親中国派で娘婿もシナの人、
知事は中共の手先かもしれないと記載されていると
のことです。
知事の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　瑞慶覧功議員の御質問にお答
えいたします。
私も先日の新聞記事で見まして、森友学園の理事長
がホームページで私のことを親中国派というような形
で、中共の手先かもしれないと記載したということで
大変びっくりもしますし、このようにして拡散してい
くんだなというふうに思っているわけです。インター
ネット上で私と中国との関係や家族のことなど、これ
までも事実と異なるさまざまな話が多数掲載されてお
ります。去年の２月定例会ですか、ここで私と中国と
の関係がございました。特に娘のことに関してありま
したが、私の娘は、１人はずっと沖縄にいますし、１
人は関東のほうにいて、そして２人とも中国には一度
も行ったことがないんです。一度も行ったことがない
のに、向こうの婿さんがいるなどということは考えら
れない上に、中国に留学していると。これがもうネッ
トでぐーんといって、これはと思うんですが、こんな
こと相手にしておったのでは話になりませんので、私
もそのことについて対応はしていません。これら事実
無根の個々の話について特に意見は述べませんが、反
論することも考えておりません。責任ある立場、今言
う理事長さんのように責任ある立場の方々におかれて
は、事実関係を確認した上で発言すべきでありまし
て、ネットに載ってしまったら終わりというようなこ
の風潮に対しては、これは別に私だけではなくて、ま
た皆様方もその意味ではそういう立場の方々でありま
すので、一度載ったら終わりというようなものでは、
これはもう大変なことになるなというふうには思って
おります。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　本来なら名誉毀損だと思うんですけ
れども。
次に、ヘイトスピーチ対策法の附帯決議には「「本
邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のもので

あれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの
理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあら
ゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に
鑑み、適切に対処すること。」とうたわれている。県
警の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。
○警察本部長（池田克史君）　附帯決議については私
も承知しておりますが、これはまさに当然のことを述
べたまででありまして、警察として当然このとおりに
対処いたす所存であります。
県警察といたしましては、法の施行に伴って、附帯
決議を含むヘイトスピーチ法の目的や概要について、
県警察職員に対して教育を行っているところであり、
また、違法行為を認知した場合には厳正に対処するこ
となどにより、不当な差別的言動の解消に向け取り組
んでいるところでございます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　次に、口きき・人事介入問題につい
て伺います。
去る２月20日、文教厚生委員会は安慶田光男前副
知事を参考人招致し、教員採用試験などをめぐる介入
疑惑の説明を求めました。委員会で安慶田前副知事
は、これまでどおり改めて関与を否定しました。逃げ
ることなく説明責任を果たしたと思います。
伺います。
県教育委員会は、当時の複数の幹部の証言をもと
に、働きかけがあったことは否定できないと結論づけ
ました。一方、安慶田前副知事は、直接の証言が諸見
里教育長だけであり、自分への聞き取りもなかったこ
とから、この調査結果に疑義を示しています。教育
長、見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
県教育委員会としましては、前教育長からの書面を
受けまして、当時の幹部職員に面談の上、書面の内容
を確認したところ、これを裏づける証言などがあった
ことから、１月24日火曜日に働きかけがあったと考
えざるを得ないとの見解を発表したところでありま
す。前副知事が自分にも意見を聞くべきであったと発
言されたことについては、真摯に受けとめたいと考え
ております。今後、司法の場で争われていくことにな
りますので、その推移を注視してまいりたいと考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　野党議員の皆さんは、教育庁調査で
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は口ききが証明されたと断じて、百条委員会の設置を
求めていますが、その前に諸見里前教育長の参考人招
致を行い、裁判の推移を見守るべきだと思いますが、
見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
県としては、県民の信頼確保のためには、事実関係
を明らかにする必要があると考えており、事実関係の
解明等について、外部識者による調査委員会の設置を
検討してまいります。設置時期等につきましては、教
育委員会とも調整し、早期に事実関係の解明に取り組
んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　今回、安慶田前副知事の辞任で、本
当に県政にとって大変大きな存在を失ってしまったと
思っています。辞職した理由について安慶田さんは、
口きき疑惑が報道され、沖縄のみならず全国のマスコ
ミが不当に口ききをしたことを前提とする内容の報道
をしたため、知事は対応に追われ、事実を否定すれば
するほど騒動は収束するどころか、連日自宅に報道陣
が押しかけ家族にも迷惑をかけた。そのため、一連の
騒動を収束させるため、県政の安定を取り戻すには辞
任するしかないと考え辞任したのであり、口きき疑惑
を認めたからということでは決してありませんと述べ
ております。
真相解明はこれからですけれども、今回の件につい
ては、マスコミの取材や報道のあり方にも問題がある
と思います。場合によっては、人の人生まで奪ってし
まいます。取り返しがつきません。スクープ合戦にな
らないよう慎重を期していただきたいと思います。
次に、退職手当について。
条例に基づいて２月20日付でこの支給差しとめ処
分となっています。１年以内に支給、不支給を判断す
るとしていますけれども、何をもって判断するのか伺
います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　先ほど外部識者による調
査委員会の設置も検討するということでございまし
て、その検討調査委員会の調査結果も踏まえて、最終
的には知事のほうで御判断をして、その辺の支給、不
支給の判断をしていくというところでございます。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　これは今裁判になっているんですけ
れども、その裁判の結果は考慮されますか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　裁判の結果が１年以内に、

もしそういう結論といいますか、判決が出た場合は、
それも踏まえて判断されることになろうかと思いま
す。
○議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　私は安慶田さんを信じております。
裁判でぜひ疑惑を晴らしてほしいと思っております。
知事、これまで県政のために頑張ってこられた安慶
田前副知事に対して、一言あればよろしくお願いしま
す。
よろしいです。いろいろ裁判の関係もあると思うの
で。
最後にですけれども、政治的弾圧による不当逮捕・
勾留問題についてです。
山城議長は、保釈請求が那覇地裁で２度棄却され
て、そして最高裁に特別抗告を申し立てていたんです
けれども、それも認められませんでした。人権を守る
べき裁判所が、国家権力の手先に成り下がっていま
す。アメリカでは大統領令に対して、入国審査問題で
毅然たる態度で臨んでおります。それに比べると本当
に情けないと思います。この問題は、世界中が注目し
ております。政治的弾圧、不当勾留が続けば続くほ
ど、山城博治さんはガンジーやマンデラ、瀬長亀次郎
さんのように、平和運動、人権運動の象徴となるで
しょう。そして、安倍政権は独裁国家として世界に知
れ渡ることになります。
以上、見解を述べて質問を終わります。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。

〔玉城　満君登壇〕
○玉城　　満君　玉城満でございます。
この前、ニュースを見ているとユーフルヤーがもう
沖縄県に１つしか残っていないということで、これも
沖縄市に。僕ら小さいころはユーフルヤーをプールが
わりに楽しんだものですけれども、このユーフルヤー
というのは、本当に文化の巣窟だったんですね。これ
は何が言いたいかというと、もう本当に地域のおじさ
ん、おばさん――おばさんのところまでやってくださ
い、男性と女性分かれているから。地域のおじさんと
か、そして親であるとかドゥシグヮーターとか一緒に
お湯に入って、やっぱりすごく何というのか家族的な
雰囲気になったものです。だんだんだんだんこのユー
フルヤーが少なくなってきて、核家族化になってき
て、昔皆さん覚えていると思いますけれども、ヤマト
あたりでは、ピアノ殺人事件というのがありました
ね。だんだんだんだん生活空間が狭まってきて、ここ
で本当にすばらしい演奏をしているんだけれども朝か
ら晩まで隣からピアノの音が聞こえるものだから、つ
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い相手を殺してしまったという事件があったんです。
ウチナーも最近そういうふうになってきて、三線の音
がうるさいからボリューム下げてくれと言ってくる人
もたくさんいるんです。
本当は、これは何かといいますと、昔みたいにお家
とお家が適度に離れていて、ここで三線弾いたらこれ
が風に乗って２軒ぐらい隣まで聞こえてきて、チュー
ヤ　アヌ　タンメーガ　ヒチョーミセーサヤーという
ような本当に地域の薫りだったんですよ、この三線。
何で三線の話をするかといったら３月４日は三線の
日でございますので。沖縄に来てもう600年になるん
ですけれども、この三線がなければウチナーはどう
なっていたのかなと。今の文化とか芸能なんか本当に
これあったのかなと。最初に三線を沖縄に持ってきた
方に本当に感謝したいなと思っております。
あるときウチナーの三線とヤマトの三線と中国の三
線、共演したことがあるんです。たまたまそのプロ
デュースをする機会があったものですから、この共演
したときに中国の型に、全く似ているんですよ、ニシ
キヘビみたいに。中国は大三弦というのと小三弦とい
うのがあるんですけれども、この中国の奏者の方にウ
チナーでは三線のことをサンシンというんだけれど
も、中国では何というんですかと言ったらサンシーン
と言うんですね。全く同じ、本当に兄弟だなという感
じがしました。それがヤマトに行って、カーも違って
いるんですよ、向こうはマヤーだったりイングヮー
だったりしているけれども、三味線になったり蛇皮線
とかという言い方になっていくわけですね。やはり沖
縄から上に上った文化というのも結構あるんじゃない
かなと僕は思っております。
よく僕はチャンプルー文化にこだわるんだけれど
も、何回か、私の師匠の照屋林助さんという方が――
間もなく７年忌を迎えるわけでございますけれども、
彼がよく言っておりました。チャンプルーの起源、こ
れは何かというと、インドネシアでチャンポール、
ウチナーンカイチャーニ　チャンプルー、アンサー
ニ　長崎でちゃんぽん、アンサーニ　関東行ってちゃ
んこになっているんだよと。もう言われてみると本当
にそうだなという感じがしてしようがないわけでござ
いますけれども。ユーフルヤーから三線の話になって
しまいましたが、そろそろウチナー文化は、やっぱり
大切にしていかんといけないなということをこの我ら
沖縄県議会もしっかり肝に銘じてやっていただきたい
なと。そして私もそういうふうにやる覚悟でございま
す。
それでは質問いたします。

１、知事の政治姿勢について。
(1)、沖縄問題の本土発信手法について伺う。
(2)、沖縄の自立経済に向けた知事の意気込みにつ
いて伺う。
２、アジア経済戦略関連について。
(1)、海上物流の現状と課題について伺う。
(2)、アジアに向けた沖縄物産の輸出の現状と課題
について伺う。
(3)、沖縄磁力（海外企業の進出）の現状と課題に
ついて伺う。
３、文化観光関連について。
(1)、Ｗｉ−Ｆｉの現状と課題について伺う。
(2)、国内外ナイト事業の成果と課題について伺う。
(3)、ウチナー文化の普及促進について伺う。
４、公共交通関連について。
(1)、鉄軌道事業関連技術者育成について伺う。
(2)、ロープウエー導入について伺う。
５、環境関連について。
(1)、サンゴ礁の白化問題について伺う。
(2)、県内漁港に放置されている廃船について伺う。
６、教育行政について。
(1)、いじめ問題の対策と課題について伺う。
(2)、各競技の県外派遣について伺う。
７、我が会派の代表質問との関連についてですが、
平良昭一県議の10のかりゆしウエアの普及について
(1)、(2)について、答弁はいただいているんですが、
ここで関連の質問でございます。このかりゆしウエア
をもう少し限定したところだけではなく、世界に発信
することはできないのか、その件に関して、県の見解
を伺いたいと思います。
それと、かりゆしウエアといえば、本当におじさん
というイメージに今だんだんだんだんなってきている
んで、それを若者向けにもう少しヤング感覚のかりゆ
しウエアを支援する考えはないか伺う。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　玉城満議員の御質問にお答え
をいたします。
大きな１の知事の政治姿勢についてに関する御質問
の中の、自立型経済の構築についてお答えをいたし
ます。
沖縄県の経済が自立的に発展するためには、成長の
エンジンである移出型産業が複数堅実に育ち、成長の
翼である域内産業が活性化し、両者が連携、補完する
経済構造を創出することが重要であると考えておりま
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す。そのため、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画に
基づく、国際競争力のある物流拠点の形成や世界水準
の観光・リゾート地の実現などに取り組むとともに、
農林水産業、建設業、製造業などの地場産業、科学技
術を応用した産業など、さまざまな産業を振興してま
いります。さらに、各産業における商品やサービスの
高付加価値化など、生産性の向上を図ることにより、
自立型経済の構築に取り組んでまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、沖縄問題の本土発信手法につい
てお答えいたします。
沖縄県が抱える課題の解決を図るためには、全国民
が、沖縄の米軍基地負担の実情や米軍基地と沖縄の経
済との関係等について理解を深めることが重要である
と考えております。このため、全国知事会での取り組
みに加え、知事のビデオメッセージや沖縄の米軍基地
問題をわかりやすく説明したパンフレットを作成する
など、全国への情報発信を強化してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　アジア経済戦略関
連についての海上物流の現状及び課題についてにお答
えいたします。
海上物流の現状として、国内向けは、東京、大阪、
名古屋等に15路線、海外向けは、北米、台湾、東南
アジア等に７路線が就航し、国際物流拠点の形成に向
けて、国内外のネットワークの構築が進展しておりま
す。課題としましては、割高な輸送コストやリードタ
イムの長期化、沖縄からの移輸出が少ないことによる
片荷輸送などが挙げられます。
県としましては、中国、台湾、沖縄の経済特区間の
連携と、これを活用した物流関連ビジネスの確立や航
空物流と連携したＳｅａ＆Ａｉｒによるビジネスの創出な
ど、課題解決に取り組んでまいります。
次に、県産品輸出の現状及び課題についてにお答え
いたします。
沖縄から海外へ輸出された飲食料品を中心とする県
産品等は、平成28年財務省税関貿易統計速報値で21
億5000万円となり、平成27年の18億3800万円と比
較して、約３億1200万円増加し、順調に推移してお
ります。課題の一つとして、県内事業者は中小零細企

業が多く、事業者単独での海外展開が困難であり、沖
縄県を初めとした公的機関の支援が必要となることが
挙げられます。
このため、県では、海外への渡航費助成や現地での
物産展等の実施を支援するほか、航空コンテナを借り
上げ、事業者へ提供する取り組みなどを行っており
ます。
次に、海外企業の立地の現状及び課題についてにお
答えします。
海外企業の沖縄立地に関する現状については、リ
ゾートホテル、ＩＴ関連企業、自動車部品関連企業等
の立地が進んでおります。一方、課題については、海
外企業への情報提供やサポート等を行う体制の整備が
挙げられております。このため、県では、海外からの
投資や企業立地をサポートするビジネスコンシェル
ジュ沖縄を設置したところであり、今後、関係機関等
と連携し、内容の充実を図りたいと考えております。
今後とも、アジア諸国と本県の相互発展につながる
投資や企業誘致など、アジアの活力を取り込むよう経
済戦略を推進してまいります。
我が会派の代表質問関連についての中で、かりゆし
ウエアの世界各地を視野に入れた展開についてにお答
えいたします。
県では、かりゆしウエアの縫製事業者等に対して、
イタリアで行われる世界最大級のメンズファッション
展示会への出展などに対して支援を行い、ブランド力
向上に取り組んでいるところであります。
県としましては、縫製事業者等と連携し、今後、海
外の県人会や民間大使などウチナーンチュのネット
ワークを活用しながら、世界各地におけるかりゆしウ
エアのさらなる普及を図ってまいります。
また、若者向け、もしくは女性向けのデザインと
か、商品開発向上に関しましては、現在も支援をして
いるところでございまして、今後とも業界と連携をと
りながらかりゆしウエアの普及を図ってまいりたいと
考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　文化観光関
連についての御質問の中の、Ｗｉ−Ｆｉの現状と課題に
ついてお答えいたします。
Ｗｉ−Ｆｉは、国内外の観光客がインターネットを介

して現地の観光情報を入手する重要なツールとなって
おりますが、Ｗｉ−Ｆｉ環境に関する外国人の満足度は
低く、利用場所の少なさについての指摘が多くなっ
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ております。そのため県では、今年度から、民間事
業者と連携して、国内外の観光客が無料で接続でき
るＢｅ．Ｏｋｉｎａｗａ·Ｆｒｅｅ·Ｗｉ−Ｆｉサービスを開始してお
り、ことしの１月末時点で県内の約4500施設でサー
ビスの提供を行っております。また、産学官の19機
関で構成する沖縄県·Ｆｒｅｅ·Ｗｉ−Ｆｉ統合環境整備推進協
議会を設置し、さらなるエリアの拡充と安全性や利便
性の向上等に取り組んでおります。
次に、国内外ナイト事業の成果等についてお答えい
たします。
県では、今年度、国内において東京、大阪、海外に
おいて台湾、香港、韓国で知事等によるトップセール
スを実施しました。航空会社の役員等への面談や沖縄
ナイトの開催を通じて、これまでの送客のお礼とさら
なる交流拡大について有意義な意見交換を行いまし
た。また、観光セミナーや商談会、観光と物産の連携
プロモーションは、今後の誘客や物産展開等につがる
ものと考えております。国内外からの誘客数は順調に
推移しておりますが、今後は、高付加価値商品の造成
や富裕層の誘致を図ることが、世界水準の観光・リ
ゾート地の形成において重要であると認識しており
ます。
次に、ウチナー文化の普及促進についてお答えいた
します。
県としましては、誇りある豊かな社会の実現に向け
て、先人たちから受け継がれてきた沖縄文化を継承・
発展させていくことは非常に重要であると認識してお
ります。そのため、沖縄文化の基層であるしまくとぅ
ばの普及継承の中核的機能を担う、しまくとぅば普及
センター（仮称）を平成29年度に設置し、官民連携
による実効性のある普及活動を展開していくこととし
ております。また、沖縄空手の振興については、空手
振興ビジョン（仮称）を策定するとともに、今月供用
開始する沖縄空手会館を拠点に受け入れ体制の強化と
交流拡大を図ってまいります。さらに、組踊、琉球舞
踊、沖縄芝居や三線音楽等の沖縄文化についても、人
材育成や活動基盤の形成等に取り組んでまいります。
次に、公共交通関連についての御質問の中の、ロー
プウエー導入についてお答えいたします。
沖縄の自然景観を楽しむ施設としてロープウエーが
導入された場合、沖縄観光の新しい魅力として話題性
のある施設となり、新たな観光資源としての活用が期
待できるものと考えております。ロープウエーの導入
については、現時点で市町村や民間事業者等からの提
案はありませんが、今後、具体的な相談があった場合
は、実施主体や整備手法等について、意見交換してい

きたいと考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　公共交通関連につい
ての御質問の中の、鉄軌道事業関連技術者育成につい
ての御質問にお答えいたします。
県内建設技術者の軌道建設の技術力については、類
似する都市モノレール整備事業を通して蓄積されるも
のと考えております。また、沖縄都市モノレール株式
会社においては、これまでにＪＲなどからの技術協力
も得ながら、運行システムの整備等、安全輸送を積み
重ねており、運輸に当たる人材の育成が図られてきた
と考えております。
土木建築部としては、沖縄都市モノレール株式会社
において育成された人材の活用も勘案しながら、関係
部局や業界団体、教育機関等と連携して、鉄軌道事業
に向けた人材育成について、意見交換していきたいと
考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。

〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　環境関連についての御質
問の中の、サンゴの白化問題についてお答えします。
昨年発生した高海水温等の影響によるサンゴの白化
現象については、海域によって状況の差はあるもの
の、本県のほぼ全海域で確認されております。今年度
の環境省のモニタリング調査によると、最も被害の大
きかった石西礁湖海域の平均白化率は96％、平均死
亡率は54％となっております。また、沖縄島周辺海
域の白化率は15％、死亡率は７％に対し、宮古、八
重山周辺海域では、白化率は63％、死亡率は31％と
なっており、沖縄島周辺海域に比べ影響が大きくなっ
ております。
県では、サンゴの再生実証試験海域での海水温等の
データ分析やサンゴ種苗の遮光試験等を実施してお
り、環境省や沖縄科学技術大学院大学等の関係機関と
情報共有するとともに、今後の白化対策に活用してま
いりたいと考えております。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　環境関連についての
御質問の中の、県内漁港における廃船についてお答え
いたします。
県内漁港における放置艇は、漁業就労環境の悪化、
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景観の阻害、台風時の災害被害など、大きな課題と
なっています。そのため、県内87全ての漁港におい
て調査を行い、県管理28漁港で317隻、市町村管理
59漁港で360隻、計677隻の放置艇が確認されまし
た。県では、５カ年計画に基づき、所有者不明等の放
置艇146隻を処理することとしており、平成27年度
はリサイクル処理等で40隻、28年度は37隻を処理し
ております。また、法的規制が可能な放置禁止区域の
設定も進めることとしています。
今後も関係機関と連携し、放置艇の処理に向けて全
県的な取り組みを行ってまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
で、いじめ問題の対策と課題についてお答えいたし
ます。
本島中部の中学校に通う男子生徒による暴力事件、
その様子を撮影した動画がインターネット上に流れた
事案については、大変ショックを受け、強い憤りを感
じております。
県教育委員会では、いじめや暴力は絶対に許される
ことではないことから、教育長名で児童生徒の暴力行
為防止とネットトラブル防止指導の強化についての取
り組みを促す文書を発出するとともに、スクールカウ
ンセラーを派遣し、被害を受けた生徒等のケアに当
たっております。引き続き人権教育や情報モラル教育
についての理解を深めるなど、関係機関と連携し、こ
のような事案の防止に努めてまいります。
次に、各競技の県内外派遣等についての御質問にお
答えをいたします。
中学校、高等学校の各競技の県内外派遣における出
欠の取り扱いについては、文部科学省の通知文「児童
生徒の運動競技について」の基準を踏まえ、学校教育
への影響を総合的に勘案し、学校長が判断していると
ころであります。また、中体連、高体連に加盟してい
る競技の派遣に当たっては、平成27年度の場合、中
学生の九州大会参加者に対し、１人当たり3000円、
全国大会で4200円の補助を行っております。高校生
については、九州大会で7000円、全国大会で１万円
の補助を行っております。なお、中体連・高体連に加
盟していない種目については、中体連・高体連からの
派遣費補助は行っていないところであります。なお、
学校及び市町村の実態に応じて、それぞれの団体で補
助を行う場合もあると聞いております。
以上でございます。

○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　沖縄問題の本土発信手法についてな
んですが、基地問題オンリーで向こうに発信すると、
どうしても避けてしまいたいというか何か直視できな
いという、そういう痛々しさがあって、多分本当は突
きつけないといけないことなんだけれども、なかなか
見てくれる方がいない。だから発信してもパスしてし
まうと。僕は一番いいのは、何かというと、沖縄にこ
れだけ文化、芸能がある、沖縄の物産もあるんで、そ
ういうものと一緒に沖縄の基地問題も発信していくと
いう、そういう手法が必要じゃないかなと思うんです
よ。九州で１カ所、四国で１カ所とか、近畿１カ所と
か、関東１カ所とか、そういうところへキャラバンで
北海道まで行くというような、これからはそういう発
信イベントも必要だと考えるんですけれども、公室長
どうですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　全くそのとおりだと
思っております。
やはり知事訪米の際にも、今回、沖縄コレクション
という形でさせていただきましたけれども、その前後
で紅型の展示会等があって、その開会には間に合わな
かったんですけれども、その前にはそういった展示会
等もやって多くの方がごらんになっていただいたとい
うことです。ワシントン駐在では、そういったことも
お伝えさせていただいたりしてございまして、しっか
りと沖縄の文化、芸能等、それから美しい自然、また
独特の歴史等も含めて発信することは極めて重要だと
思っております。
沖縄県のホームページもそういったことを意図して
やってございますし、また、沖縄県がワシントン駐在
のホームページにもそういったものを意識した形で、
沖縄の歴史、伝統、文化等もあわせて発信する。ま
た、沖縄のホームページに飛べるような、そういった
工夫もさせていただいているところではございまし
て、玉城議員の御指摘をさらに受けまして対応してま
いりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ホームページとかそういうふうな紙
とかはわかります、パンフレットとか。ただ生で見せ
るということをどう思うかということなんです。やっ
ぱりそういうのを企画して、生で見るということはい
いじゃないですか。だって今若い人たちで一番人気の
あるお笑い米軍基地ってあるんですよ。そういうのを
本土の皆さんに見てもらうと。そして、今、修学旅行
生もこっちに来たら、お笑い米軍基地を見る機会がふ
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えたそうなんです。こういうことから始まっていく
と、僕は、もっと浸透するんではないかなと。パンフ
渡したから発信しました、インターネットで、ホーム
ページで紹介したから発信しましたなんていうのは、
もうこの手法は、あらゆる人たちがやっているんで、
沖縄らしく、生で、ずっとキャンペーンしていくとい
う、これをやっていただきたいんですね。知事、いか
がですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時12分休憩
　　午後２時12分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
先ほど、知事公室長からワシントンでのイベントに
ついて、少し紹介がありましたけれども、平成26年
度からソフトパワー発信事業ということで、沖縄の歴
史・文化、暮らしとかそういったものをしっかりとワ
シントン、特にそういった政治の中枢にある地の人々
にしっかり発信していこうということで、３年がかり
で紅型展というのを企画しております。200点ぐらい
の例えば博物館や美ら島財団、那覇市伝統工芸美術館
ですか、そういったところ等の所蔵しております紅型
や関連する文物を紹介しまして、そこから紅型を通し
て沖縄の文化・歴史、さらには沖縄に対する親しみと
か、あるいは加えて沖縄県民に対する親しみ、そう
いったことを醸成していこうと。そういうのを通し
て、沖縄を知っていただく、これが最終的にさまざま
な問題に対する沖縄に対する理解につながるんだろう
という形でやっております。
こういった事業については、今後また適宜、必要性
等も検討しながら関係部局と連携を図りながら、また
そこら辺の実施について検討ができればやっていきた
いと思っています。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ぜひ、取り組んでいただきたいです
ね。いろんな分野がやっぱり発信していくということ
のほうが、僕は絶対いいと思っていますので、ぜひ、
工夫していただきたいと思います。
それで、アジアに向けた県産品の輸出ですけれど
も、部長、これアジアで一番今受けている沖縄の県産
品というのは、例えば上位１、２、３位ぐらいまで、
何が一番、今受けているんですか、沖縄物は。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　ちょっと今手元に

詳しいデータは持っていませんけれども、従来ですと
黒糖とか塩、そういうのに加えまして、最近ではオリ
オンビールが大分出ているということを聞いており
ます。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　僕は、この黒糖なんですけれども、
前期に私は経済労働委員会にいて、この黒糖について
いろいろと質問させていただいたんですが、なかなか
グレードの高い黒糖というのが出てこないんですよ
ね。今、本部にキンキンゴーヤーというのがあって、
このぐらいのゴーヤーなんですけれども、１本2000
円で売っているのがばか売れしているんですね、今、
本当の話。多分、中国とか台湾の人というのは、沖縄
の黒糖、大ファンなんですよね。だから金の延べ棒み
たいな、これを１個１万円ぐらいの黒糖を思い切り
チャレンジしてみたら、僕は絶対売れると思う。こう
いう商品開発にやはり県も生産者側といろいろ話し
合って、沖縄の特産品をどんどん出したほうがいいと
思うんです。もう本当に、そういう意味で、（発言す
る者あり）　売れているんだよ。こういうふうな黒糖
とか、今、上位３つこれをどうやったらもっと売れる
のかという、この沖縄の県産品をもう少し出せるよう
にしてほしい。要するに、今の物流というのは、ヤマ
トから沖縄に持ってきてアジアに出しているのがほと
んどですよね。やっぱりウチナーから出していくとい
うのをたくさんつくっていただきたい、それに参画し
ていただきたいと。県の姿勢としてね。僕は、それ
ぜひやっていただきたいと、これは要望しておきま
すので。
あと、鉄軌道の事業関連技術者育成についてです
が、僕は、これ前々から言っているのは何かといいま
すと、やっぱりこれ土木の事業になっていくわけです
よ。敷設工事であるとか、そういう工事の専門家を育
成していかないと、全部丸投げして、地元企業があん
まり参画できないんではないかということを言ってい
るんです。だから、あらゆる分野でのその技術者を前
もって準備しておかないと、近づいてから研修に行く
とかというレベルでは、だめだと思うんですよ。もう
10年、15年ぐらいかけて、そういう技術者を長い目
でやはり育てていって、現場監督クラスであるとか指
揮する人であるとか、そういう人たちを育成してほし
いと言っているんです。やっぱり２番手ではなくて、
ウチナーンチュが仕切っていくというふうなそういう
技術者をぜひ養成してほしいんです。どう思います
か、部長。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
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○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
今、御指摘の件につきましては、他府県での鉄軌道
系の敷設に関して言いますと、鉄軌道自体が施工実績
を求めているというのがやはりほとんどです。
御指摘のように、沖縄県では、この軌道系というと
モノレールに限定されますので、実際、鉄軌道という
ことになると、なかなか県内では実績を積むことはで
きない。これをどういう形でやはり経験を積ませて、
将来的に沖縄県で施工していくことができるのか、今
現在、明確なビジョンというのは持ち合わせておりま
せんけれども、引き続き関係団体と意見交換をしなが
ら、検討はしていきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　これは、ぜひ取り組んでいただきた
いですね。いろんな分野であると思うんです。ぜひ、
もう今からでも遅くないと思っているぐらいですか
ら、これ前々から言っていることなんだけれども、な
かなか前に進んでない。ぜひ、これ取り組んでいただ
きたいと思います。
それと、このいじめの問題の対策と課題なんです
が、教育長、この前那覇の調査、新聞に出ていました
ね、四千幾らかの那覇のいじめの問題。ほんのちょっ
としたことでも報告しなさいというやつ。あれは、確
かに対策をしているというイメージはあるんだけれど
も、逆もあると思うんですよ。じゃれ合いまでいじめ
になっているんではないかと。僕らがワラバーしてい
たころは、タックルサリンドーとかシナサリンドーと
いうのは、挨拶みたいなものだったんだ。今もうこれ
がいじめになってしまっている。こういうところの判
断を誰がどうやってつけるんですか、これ。例えば、
じゃれ合いもできなくなって、あとは話もできなく
なっていく、こういう時代に突入しないかすごく心配
になってきますよ。この辺、教育長どう思いますか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　いじめの定義については、
そのじゃれ合いとかそういうふざけというものまでも
入っているんじゃないかという御指摘もありますけれ
ども、基本的には、そういう行為を受けた、言葉で
あったり、暴力は当然いじめになりますけれども、そ
ういう受けた側が不快に感じる、それはやめてほしい
というものに関しては、基本的にいじめという形で分
類しておりまして、そういうもので捉えるということ
で、ああいう数字になったのかなと考えております。
基本的には、そういう一定の人間関係がある中で、そ
の受けた側がそれをやめてほしいと感じる行為がある
というのはいじめに当たるということで整理させてい

ただいていると、線引きをさせていただいているとい
うことです。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　僕は、ＰＴＡの役員やっていたとき
に、いじめ問題をＰＴＡでちょっと話しようじゃない
かといったときに、いじめた側の親といじめられた側
の親とか全部会って話し合って、そして子供同士も
会って、先生も立ち会ってということ、もう本当にＰ
ＴＡで全部これやっていたんです。今、よく報道見て
いると、先生に文句言いに行くだけの親がふえ始めて
いるんじゃないかと。本来なら文句言いに行くんじゃ
なくて、一緒になって話し合いましょうというふうな
そういうコーディネートが、今学校現場でできていな
いんではないかなという気がしているんですが、この
辺どうですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　そういう問題は、確かに学
校だけで解決できる問題ではない部分もあると思いま
す。ですから、それを全て先生方だけで対応している
と、今、多忙化と言われている中には、そういうもろ
もろの対応を全て学校で受けているということになれ
ば、そういうふうに非常に先生方も追い込まれて疲弊
していくのかなと思います。ですから、いろいろ昨今
出ている飲酒でバイクとかそういうものは、学校だけ
じゃなくて、家庭や地域のそういう子供を育てる上で
の指導、育成というその力がやっぱり弱ってきている
んじゃないかというものもあります。
教育委員会としては、直接かかわれるのは社会教育
関係の団体とかその辺とも連携しながら、やはり地域
とか家庭を巻き込んで、そういう子供の指導とか、ま
たそういう加害した生徒も、それは懲らしめるという
意味じゃなくて、基本的には指導して育成していくと
いう視点も持ちながら、解決、そういうまた事案の防
止に努めていく必要があると思います。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ぜひ、これは先生だけが、校長先生
とか、たまたまそれに直面した先生だけが対応するん
ではなくて、どんどん巻き込んでやっていただいたほ
うが、今いいような感じがします。ぜひ、これは頑
張っていただきたい。
それと、先ほど説明があったんですが、各競技の県
外派遣なんですが、中体連、高体連に加入している競
技に関しては出席扱いになったり、中体連に加入して
いない、例えば野球で言えばボーイズとか、そして例
えば囲碁、将棋であるとか、特別な競技があります
ね。そういうものが例えば沖縄で１位になって全国大
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会へ行くときに、やはり何も支援がなく、そして出席
扱いにならないという、こういう陳情がこの前あった
ものですから、これは校長先生の裁量で全部決めるん
ですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　学校からも聞き取っており
ますけれども、基本的には、文部科学省の通知文、児
童生徒の運動競技についての基準というのがございま
して、学校長が教育的意義があると認める場合に出席
扱いをしていると。ちょっと漠然としておりますけれ
ども、例えば大会の主催者でありますとか、参加の回
数とか大会日程等も総合的に判断をして、出席扱いと
するかどうかというのは決めております。中体連に加
盟しているとか加盟していないとかという意味ではな
くて、例えば、児童生徒の心身の発達から見て無理が
ないかとか、これもまた抽象的ですけれども、健康と
か学力などを十分配慮する必要があるとか、保護者の
理解を十分得るとか、例えば参加回数が多過ぎないか
とか、その辺も見ながら判断すべきだというふうに
なっております。基本的には、確かにおっしゃるよう
に校長先生が最終的な判断をしているところではござ
います。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　例えば、沖縄は一時期囲碁がすごく
強かったんです。プロの棋士がすごく出たころがある
んですね。そのころは囲碁もすごく認められて、高校
あたりでは今も部活もできているぐらいで、そういう
ふうな扱いを受けているんだけれども、中学とかでな
かなか才能あるよという子が、そういう大会に行くと
きに、自費で行って、なおかつ出席の扱いにならない
というケースがあることを、これを認識していただき
たいなと思います。これはやっぱり校長先生の裁量
で、将来やはり囲碁の世界で名をなすかもしれない
と、そういう子かもしれないんで、そういうところか
ら自分のその意欲をそがれていくというケースも出て
くるんで、この辺の取り扱いは一生懸命やっていただ
きたいなと、気を遣って。
それと、最後ですが、教育長、かりゆしウエアなん
ですけれども、学校現場でかりゆしウエアを制服にす
るとかそういうふうな考えはございませんか。いきな
りだから、済みません。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　かりゆしウエア、例として
は、名護の屋我地のひるぎ学園ですか、小中一貫校が
かりゆしウエアをたしか夏服の制服に取り入れている
と思いますが、ちょっと基本的にその制服について

は、各学校で設定していきますので、例えば今ある制
服を見直す中で、地元らしい、沖縄らしいものを踏ま
えて検討することは、学校の主体的な判断に委ねたい
と思います。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　これぜひやってほしいです。そうし
たら、若い人たちが、もう少しかりゆしウエアに親し
みを持つと思いますので。
最後になりましたけれども、知事、自立経済の件
なんですが、沖縄県の国税納税額が、2015年のデー
タで九州第３位なんですよ。恐らく、2015年ですか
ら、あれから経済が相当こう行っているんで、僕はも
う第２位になったという話をある方から伺ったんで
すが、九州で第２位の国税、これ3000億以上ですよ
ね。3000億以上だから十分やはり僕らは国に貢献し
ているし、自立に向かっているんですよ、明らかに。
だけど、平均年収が相変わらず九州でまだ最下位とい
うことになっているわけです。これは、どういうこと
でそうなってしまっているのか、僕ちょっとわからな
いんですが。やっぱり第２位になるぐらい国税を納税
しているのに、年収がこれだけ上がらない。どこかに
やはりシステムのおかしさが、どこかでふぐあいがあ
るんではないかと思うんですが、その辺どう思いま
すか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　玉城議員の御質問にお答えを
したいと思います。
今おっしゃるように、九州では２位か３位、たしか
9000億円ぐらいの税金を納めていると思います。沖
縄県は、Ａグループ、Ｂグループ、Ｃグループという
ことでＥグループまであるんですが、そこには、島根
県とか鳥取県とか和歌山県とか、下位のほうの10県
があるんですね。この10県の中で一つ一つ点検して
みますと、沖縄県はその意味からすると、そう悪くは
ない。１人当たりの県民所得もある意味では人口が多
いものですから、その9000億を144万で割りますの
で、そういったようなこと等も踏まえると、沖縄県の
経済力は大変伸びてきているということがいろんな資
料で示されております。ですから、よく本土の平均と
言うんですが、本土の平均に比べて、最下位であって
相当離れているというんですが、本土の平均は上に８
しかないんですよ。東京とか大阪とか神奈川とか、９
番目から残り47位までずっとその平均から下なんで
す。そのうちでも一番下であることは違いないんです
が、それでも言われているようにいつも中央、本土の
平均と比べるとという話になるものですから、相当あ
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るような感じがしますが、私どもの沖縄県より上と上
と上ぐらいのものは、もう大体競ってきています。そ
の意味から言うと、今のアジアのダイナミズムを取り
入れて県経済が頑張っていけるという意味では、私は
今踏ん張りどころではないかなというふうに思います。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ぜひ、これが比例するように、やは
り県民所得も比例するような、どこかにふぐあいがあ
ると思いますので、それを県としてもいろいろと調査
していただいて、ぜひ、所得を上げていただきたい。
それができる今の県政だと思っておりますので、ぜひ
頑張っていただきたいなと思います。
以上です。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。

〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
2017年２月定例会において、行政一般に関し質問
を行いたいと思います。
まず最初に、知事の政治姿勢についてお聞きをいた
します。
翁長知事就任から２年余りになりました。基地問題
を初め経済、教育、文化、保健、医療、福祉と県民生
活のさまざまな問題に取り組まれてこられました。本
経済に関しましては、外国人観光客が急増して、そし
てまた、沖縄へ立地をした情報関連企業などの数が順
調に推移をしていると。そしてまた、那覇空港の国際
貨物取扱量の飛躍的な増加等が見られて、確実に成長
を見せているということにしております。
ことし６年目を迎える沖縄21世紀ビジョン基本計
画のもと、今後も沖縄振興の良好なこの流れを、より
一層加速を促す施策の展開、まずもって御尽力をいた
だきたいというふうにエールを送りたいと思います。
また、辺野古をめぐる新基地建設問題は、もちろん
基地はつくらせないという基本のもとではありますけ
れども、地方自治の本旨、そして主権国家たる我が国
の国際社会からの信頼が問われる問題というふうに大
きく捉えて、この問題に取り組まれております。辺野
古に新基地はつくらせない、この県政運営の柱に全力
で取り組んでいるとしております。
ぜひ、頑張りを続けていただきたいというふうに思
い、以下、質問を行いたいと思います。
(1)番、知事は、県政運営方針で、経済発展、生活
充実、平和創造と３つの視点から施策を展開すると
し、本県の山積する課題に臨む姿勢が強く感じられる
ものです。改めて県政運営に取り組む決意を伺いたい

というふうに思います。
(2)番目、県は、2021年度までの観光客1200万人、
観光収入1.1兆円へ目標を定めたとし、観光客の消費
需要を取り込み、県内商業の活性化に期待がかかりま
す。その一方で、宿泊施設や交通手段、その確保等受
け入れ体制の充実が求められてくると思いますが、そ
の取り組みについて伺いたいと思います。
(3)番目、知事は、普天間飛行場の「５年以内の運
用停止を含めた危険性除去について、政府に強く求め
てまいります。」としております。ここへ来て、安倍
総理は難しい状況と困難視したとされています。閣議
決定し、全力で取り組むとしながら放置した責任は重
いと思います。県の見解を伺います。
(4)番目、知事訪米の件です。
知事訪米は、米国政府、連邦議会へ直接沖縄の現状
を伝えるという点では意義深いものであります。知事
自身、回を重ねるごとに変化が感じられるとしていま
すが、どのような感触を得られたのかお聞きしたいと
いうふうに思います。
次に、雇用失業対策に関して伺いたいと思います。
県は、2016年の県内失業率が4.4％になったとして
おります。観光産業が好調で宿泊施設や飲食店、観光
施設が雇用の受け皿になっていることが１倍を超える
有効求人倍率や、完全失業率の改善につながったとし
ておりますが、量の改善にとどまらず、雇用の質の改
善にも引き続き取り組むとしております。その辺のと
ころをお聞かせいただきたいというふうに思います
が、まず(1)番目に、本県の雇用失業の現状はどうなっ
ているのか。
そして、正規・非正規雇用労働者の実態はどうな
のか。
若年者の離職率の高さ、そして求人と求職とのミス
マッチ等の課題改善の取り組みについて伺いたいと思
います。
最後に、この春卒業する高校生の就職内定につい
て、状況はどのような状況なのか伺わせてください。
３番目は、米軍基地関係について、関連に関してお
聞きいたしますが、防衛省は、嘉手納基地周辺の騒音
コンターの見直しを計画しています。どのような見直
しがされているか、また、その根拠について県の認
識、そして説明はどうだったのか、お聞きしたいと思
います。
県は、政府へ米軍関係事件・事故対策協議会（仮
称）の設置を求めたとしていますが、その内容につい
て伺いたい。
ウチナー文化の普及促進に関してお聞きをします。
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(1)番目、しまくとぅば普及センターの設置目的、
活用の取り組みについて伺います。
(2)番目は、組踊、琉球舞踊等伝統文化を小学校か
ら触れる機会も大事だと思うが、その取り組みについ
て伺いたいと思います。
５番目、我が会派の代表質問との関連については割
愛をさせていただきます。
よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　仲宗根悟議員の御質問にお答
えをいたします。
大きな１番目の知事の政治姿勢に関する御質問の中
の、県政運営に取り組む決意についてお答えをいたし
ます。
私は、知事就任以来、経済発展、生活充実、平和創
造の３つの視点から、公約の着実な実現に向けて取り
組み、そのほとんどに着手し、推進しているところで
あります。
経済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想の
推進計画に基づき、観光・リゾート産業や情報通信関
連産業などのリーディング産業の拡充・強化を図ると
ともに、国際物流拠点の形成に取り組んでまいります。
生活充実については、沖縄県子どもの貧困対策推進
基金を設置するとともに、沖縄子どもの未来県民会議
を立ち上げたところであり、県民運動として子供の貧
困問題の解消に向けて取り組んでまいります。また、
子供の学力向上や空手発祥の地・沖縄の世界への発
信、離島地域の活性化などにも積極的に取り組んでま
いります。これまでの取り組みにより、入域観光客数
は４年連続で過去最高を更新し、観光・リゾート産業
の関連産業を含めた経済波及効果は１兆円を超えまし
た。情報通信関連産業の生産額は4000億円を突破す
るなど、県経済は好調に推移しております。また、
年平均の完全失業率は平成27年が5.1％、平成28年が
4.4％と改善し、有効求人倍率も復帰後初めて１倍を
上回ったほか、小中学校の学力テストにおける全国平
均との差など、改善の傾向が顕著な指標も出てきてお
り、県政運営の成果は着実に上がりつつあります。引
き続きアジアの中心に位置する沖縄の地理的優位性
と、ソフトパワーなどの強みを生かし、県経済の発展
及び県民生活の向上につなげてまいります。
平和創造については、辺野古新基地建設に反対し、
普天間飛行場の県外移設及び早期返還、危険性の除去
に全力で取り組んでおります。日本の安全保障につい
ては、日本国民全体で考えるべきとの沖縄県の主張に

対し、国内外における理解が広がりつつあり、全国知
事会においても、米軍基地負担に関する研究会が設置
されたところであります。今後も引き続き日米両政府
に対し、普天間飛行場の県外移設などを粘り強く働き
かけてまいります。
次に、訪米の所感についてお答えをいたします。
今回の訪米においては、連邦議会議員、国務省・国
防総省など合計31名との面談を行い、ジョージ・ワ
シントン大学における公開セミナーなどの場面で、引
き続き辺野古新基地建設に反対していく県の姿勢や現
状について伝えることができたことは大変意義のある
ことでありました。昨年、一昨年の訪米と比べても、
面談した連邦議会議員と活発に議論を交わすことがで
き、私の主張に対する理解が進んだと感じております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　知事の政治
姿勢に関しての御質問の中の、観光客1200万人等の
受け入れ体制についてお答えいたします。
県では、現在、第５次沖縄県観光振興基本計画の見
直しを行っており、入域観光客数1200万人等の目標
値の上方修正について、沖縄県観光審議会に諮問して
おります。新たな目標値が正式に決定した後、目標達
成に向けた施策の工程表である沖縄観光推進ロード
マップに、必要となる空港・港湾や公共交通の機能拡
充、宿泊施設の充実、多言語対応等の施策を反映さ
せ、国及び県の担当部局、港湾管理者、空港ビル管理
者などで構成する沖縄観光戦略実行会議において、各
施策の進捗状況を確認しつつ連携を図ることにより、
受け入れ体制の整備に着実に取り組んでまいります。
次に、ウチナー文化の普及促進に関しての御質問の
中の、しまくとぅば普及センターの設置目的等につい
てお答えいたします。
県においては、しまくとぅば普及の中核的機能を担
う、しまくとぅば普及センター（仮称）を平成29年
度に設置し、官民連携による実効性のある取り組みに
より、各地域におけるしまくとぅばの普及継承を一層
促進させていきたいと考えております。同センターの
具体的な取り組みとしては、普及に携わる人材の育
成、人材バンクの設置や活用のコーディネート、講習
会や出前講座の開催、各地域や職場等で活用できる会
話集や実践マニュアルの作成のほか、しまくとぅばに
関する情報提供やアドバイスを行う総合窓口としての
機能を担うことなどを予定しております。
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以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢に関
しての御質問の中の、普天間飛行場の５年以内運用停
止についてお答えいたします。
県は、辺野古移設の進捗にかかわらず、普天間飛行
場の５年以内運用停止等を求めてきたところであり、
辺野古移設が前提ではないと考えております。政府が
普天間飛行場周辺住民の生命財産を守ることを最優先
にするならば、政府の責任において同飛行場の５年以
内運用停止を実現すべきであります。
県としては、世界一危険とも言われる普天間飛行場
の固定化は絶対に許されないと考えており、引き続き
政府に対して、同飛行場の早期返還及び危険性の除去
を強く求めてまいりたいと考えております。
次に、米軍基地関係に関しての御質問の中の、嘉手
納飛行場の騒音コンターの見直しとその根拠について
お答えいたします。
沖縄防衛局によると、防衛施設周辺の生活環境の整
備等に関する法律に基づく嘉手納飛行場の第１種区域
については、最終指定告示以降30年を超え、最も経
過年数の多い飛行場の一つであることなどから、現
在、騒音コンター作成業務を実施しているとのことで
す。平成26年度から航空機騒音の現状を把握するた
めの騒音度調査を実施していたところ、調査期間中に
Ｆ22等の展開があったことなどから、調査期間を延
長し、さらに現在は、過去の運用状況を反映した騒音
コンターの作成に係る作業を進めているとのことであ
ります。調査の完了時期は平成29年３月31日とのこ
とであり、また、その結果を関係自治体へ十分説明し
ていきたいとのことであります。
次に、米軍機による事故等に係る新たな協議機関に
ついてお答えいたします。
昨年、ＡＶ８ハリアーやＭＶ22オスプレイの墜落
事故が短期間のうちに発生しました。沖縄県は、その
たびに抗議しましたが、十分な説明がなされないまま
同機種の飛行及び訓練が再開され、これに対する抗議
が繰り返されるという状況が続いており、県民の不安
は払拭されることはなく、また、政府や米軍に対する
県民の不信感も高まっています。
県としては、このような事件・事故が発生した際、
政府がその状況や原因についての調査結果を県に説明
し、県からの意見を踏まえ、その意見を十分に反映さ
せるなど、県民の不安を払拭し、安全・安心を確保す
る新たな仕組みが必要と考え、政府に対し、政府、米

軍及び沖縄県を構成員とする協議会の設置を要請した
ところであります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　雇用失業対策に関
しての、沖縄県の雇用失業の現状についてにお答えい
たします。
総務省の労働力調査によりますと、平成28年の就
業者数は67万9000人となり、前年の66万4000人と
比べ１万5000人増加しております。完全失業率は
4.4％となり、前年の5.1％と比べ0.7ポイント低下し
ております。平成28年の沖縄県の有効求人倍率は0.97
倍となり、前年の0.84倍と比べ0.13ポイント上昇し
ております。このことからしますと、沖縄県の雇用情
勢は、着実に改善しております。
次に、正規、非正規雇用労働者の実態についてにお
答えします。
労働力調査によると、沖縄県の平成28年の正規雇
用者数は33万人、非正規雇用者数は23万7000人で、
正規雇用者の割合は58.2％、非正規雇用者の割合は
41.8％となっており、非正規の割合は、全国平均よ
り4.3ポイント高いものとなっております。非正規雇
用については、雇用が不安定であることに加え、一般
に賃金が低く、能力開発機会が少ない等の課題があ
り、雇用の安定と所得の向上、キャリア形成等のため
にも非正規雇用対策が重要であると認識しております。
次に、若年者の離職率など課題改善の取り組みにつ
いてにお答えいたします。
若年者の離職率の改善やミスマッチの解消には、職
業観の醸成や就業意識の向上を図るキャリア教育の推
進が重要であると考えております。このため、教育庁
や大学等と連携しながら、高校生や大学生等を対象と
した県内外でのインターンシップや企業理解を促すた
めの各種セミナーを実施しているほか、各大学に専任
コーディネーターを配置して、個別の就職相談などを
行っているところであります。
今後も、引き続き関係機関と連携しながら若年者の
離職率改善に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。

〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　雇用失業対策に関しての御
質問で、高校生の就職内定条件についてお答えいたし
ます。
平成29年３月卒業予定者の就職内定率は、厚生労
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働省の調査によりますと、平成28年11月末現在です
が、59.7％となっており、前年同期比で5.9ポイント
上昇し、過去最高となっております。
県教育委員会としましては、今後とも、高校生の就
職内定率の向上に向けて取り組んでまいります。
次に、ウチナー文化の普及促進に関しての御質問
で、小学校からの伝統文化への取り組みについての御
質問にお答えいたします。
郷土の伝統文化の学習につきましては、小学校、中
学校では演劇鑑賞の時間に組踊、琉球舞踊を鑑賞した
り、運動会や学習発表会、クラブ活動等を通して、エ
イサー、空手、三線、琉舞等、地域人材等を活用し伝
統文化に触れる機会を設けております。多くの学校が
地域の行事に積極的に参加をし、旗頭やエイサー、
ハーリー等の体験活動を実施しております。また、県
教育委員会では、組踊等沖縄伝統芸能普及啓発事業等
を通し、各学校における組踊や琉球舞踊、琉球歌劇等
の伝統芸能の鑑賞機会を提供しております。
県内の児童生徒が沖縄の伝統文化に触れ、その歴史
や文化的価値を学ぶことは、大変重要であることか
ら、今後も施策を展開してまいります。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　それでは、再質問させていただきた
いと思います。
知事には、改めて、この経済発展、生活充実、平和
創造と３つの視点からの県政運営に臨む決意を述べて
いただきました。この山積する県政の課題、全力で取
り組んでいただきたいと、私たちも全力を挙げて支え
ていきたいというふうに思っています。
まず、観光関連の質問から行いたいと思いますけ
れども、1200万人を目標としますと、そして観光収
入も1.1兆円、いろいろな課題も挙げていただき、そ
の課題克服に向けての取り組みも述べていただきまし
た。私たちも非常に心配といいましょうか、これから
の観光施策の中にも、観光客が外国からは非常に増加
傾向にあるんだと。ところがまだまだ県としての姿勢
は、外国のほうにもまだ認知度は足りないんだという
ような認識を持っていて、それからこれからもプロ
モーションをかけていって、外国からの観光客、もっ
ともっと誘客に努めながら1200万人を目指して進め
ていきたいということでありました。それに伴って、
先ほどの課題、いろんなことの克服に取り組みをして
いるということでありますけれども、私たちも非常に
心配をします。誘客はプロモーションかけると。とこ
ろが、やはり整備するのが県内にもたくさんの課題が

あるんだろうというふうに予想をしているわけです。
それに追いつくのかなと非常に心配してならないんで
すね。宿泊施設の問題ですとか、道路整備の問題です
とか、それに伴った人材の育成ですとか、言葉の問題
ですとか、いろいろ出てこようかと思います。その辺
も非常に心配なところはありますが、改めてそういっ
た心配について、克服すべき課題、もう一度どのよう
な政策で取り組まれるのか、御答弁をいただきたいと
思います。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
現在、観光振興に係る目標フレームについては、観
光審議会に上方修正で諮問していると答弁をいたしま
したが、この現在の目標であります平成33年度に観
光客1000万人を達成するための施策、連携、取り組
み、関係機関の連携を定めた工程表として沖縄観光推
進ロードマップを策定したということも答弁させてい
ただきました。
このロードマップの中では、これ平成26年度に策
定いたしましたが、平成33年度までの年度ごとの国
内外の誘客目標、年度ごとにこれを設定しておりま
す。その中では、平成28年度において、おおよそ
800万人ぐらいは誘客するという形で入れておりま
す。ただ、それ以後なんですが、那覇空港第２滑走路
の供用開始が行われます平成32年までは、空港容量
の関係でなかなか空路客は数として伸ばしていくの
は、ここは一定程度難しい時期が来るだろうと。それ
をこのロードマップの検討の中では、ネガティブなも
のとしては捉えずに、沖縄観光の質を転換する施策を
集中する時期というふうに位置づけております。言い
かえますと、受け入れ体制重視の政策へシフトしてい
くんだと、そういうことでございます。
具体的には、その空港や港湾機能の拡充といったこ
とが、まず１つ挙げられるわけですが、例えば、この
ロードマップを推進するための観光戦略実行会議等に
おいて、そういったその課題意識あるいはそういった
目標を共有することによりまして、例えば、那覇空港
ターミナル株式会社においては、３年前には、際内施
設についてまだ具体的な整備の時期等について、これ
から検討ということがあったわけですが、その検討が
加速されてもう２年後には供用開始に向けて具体的な
取り組みが始まっているとか、それから港湾でいいま
すと、那覇港のそのクルーズ船専用第２バースの検討
が具体的に始まるという形で、それぞれの機関が所
管している事項であっても、観光客1000万人に向け
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て、お互いがどのような形で連携するか、施策がどの
ように進捗しているか、横で確認を取り合うことに
よってそういった部分が加速されてくるのかなと考え
ております。
また、今後は人材育成もかなり重要になってきます
けれども、そういった部分についても、大学との連携
であったり、そういったところについて進めていこう
とか、さらには外国人がこれからふえていくというこ
とであれば、そのふえていく外国人の観光客に対し
て、県民の中にはある程度戸惑いというところもあろ
うかと思うんですけれども、そこを違う国からいらし
た外国人観光客の文化とか言葉とか習慣の違いなど
を、その辺をどうやって受容していくか、いわゆるウ
トゥイムチをしていくかと、そういったそのウエルカ
ムんちゅ運動みたいなものも推進していくと。そうい
う形で、向こう三、四年間ぐらいですけれども、受け
入れ体制をしっかり整備しながら平成32年に第２滑
走路が供用開始された段階では、またさらなる誘客を
図って、ジャンプアップを図って、1000万人達成し
ていこうと、このような形で取り組みを進めていると
ころでございます。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　よく言われるのが、量もさることな
がら質も高めていこうと。県も世界水準の観光・リ
ゾート形成という形で、21世紀ビジョンで位置づけ
をされていますけれども、外資から来るということ
で、沖縄がそれだけ投資効果やあるいは収益性が高い
ところなんだというところから、やはり外資から来る
と。本当に高い世界水準のリゾート形成、先島であり
ますとか本島内西海岸地域、あるいは東にも行きつつ
あるということを聞くんですが、実際にそういった外
資から、あるいは世界水準を求めたリゾート形成ので
きる地というんでしょうか、そういった具体的にどこ
そこに今具体的な計画が起きているんだということも
ございますか。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　ちょっと休
憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後２時59·分休憩
　　午後３時０·分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　世界水準の
観光・リゾート地ということで考えますと、やはり国
際的なブランド力を持ったホテルが進出するというこ
とも一つ重要なポイントになると考えております。近

年、例えば本島中部の北谷町などでもそういった国際
ブランド力のあるホテルが立地しましたし、個別具体
名はちょっと申し上げにくいんですが、そういった３
つ、４つぐらいのブランドが実際に沖縄に展開してき
たと。そういったブランドのホテルというのは、世界
的なチェーンでございますので、その顧客、一定程度
の富裕層も含めたそういった顧客にそのホテルチェー
ンの情報として、沖縄のことが認知されていくという
ふうなこともございます。現在トータルでかなりの数
の投資案件等が新聞報道等でございまして、県のほう
でもフォローしてその状況を確認しておりますが、今
後、外資系も含めて、ただポイントはやはり国内資
本、県内資本、外資含めてバランスよくそういった投
資開発が進むことも重要と考えておりまして、そう
いったところにも目配りをしながら誘致活動を行って
いきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　よろしく頑張っていただきたいと思
います。
あと、公室長、訪米の件なんですけれども、知事も
しっかりとこの３回目を迎えた今回の訪米、非常に成
果があったというようなお話をされております。具体
的に１回目そして２回、３回と回を重ねるごとに感触
がいいんだというようなお話があるわけです。そこに
はやはり日ごろからワシントンの沖縄事務所、これま
での間、ネットワークを形成したと。先ほどお話があ
りましたように、県のホームページで調べてみます
と、ワシントン事務所のいろいろな情報がありまし
て、検索しますとどなたにいついつ会ったとか、こう
いう仕事をしていますよというような内容が掲載され
ながら、私たちも実際事務所のもとを訪ねていきまし
て、これまでいろんな形でどういうことをやっている
んだろうと私たち自身もありましたけれども、やはり
行って初めて、この平安山所長を初め少ない要員の中
でいろんなことを発信していると。ですから、彼らの
日ごろのやりとりしている状況で知事が行く、そし
て、訪問団が行くということでは、いろんな意味で
セッティングがしやすかったのか、そして前もっての
情報も入っているということがスムーズにできている
体制が整っているのかなとさえ思いました。その辺に
ついてどうお考えですか、公室長。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
今仲宗根議員の御質問にありましたように、常日ご
ろから駐在員は連邦議会議員へのコンタクトとか、調
査局へのコンタクト、さまざまな活動をしてございま
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す。そういった活動がホームページにも掲載されてい
るわけでございますけれども、そういったある意味、
下準備といいましょうか、そういった沖縄の正確な情
報を一自治体ではございますが、正確に米側に伝える
という活動を日々行った結果、これまでよりも、より
我々に成果が出た訪米につながったのではないかとい
うふうに考えているところでございます。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　このワシントン事務所の役割といい
ましょうか、もちろん辺野古に対する沖縄の生の声を
伝えるというところのウエートも大きいんでしょうけ
れども、ホームページの中にも追記されているのが、
やはり交流ですとか基地問題に限らず、沖縄のそう
いった情報を発信していける、担っているんだという
ような発信ですので、少ない要員ではありましたけれ
ども、ぜひ頑張っていただきたいなと、こちらのほう
をどしどしアメリカのほうへ、ワシントンのほうへ発
信を続けていただきたいなというふうに思います。
さて、公室長、嘉手納基地のこのコンターの問題な
んですけれども、もちろん30年前の法が改正されて、
新しくコンターをつくり直そうというようなことでは
あるんですけれども、この基準となるのが、やはり問
題だというふうに思います。瑞慶覧議員も述べられた
ように、これは問題点が３つありまして、現行の環境
基準においては、測量しながら見直しをするというの
は、これはいいんでしょうけれども、実際に見直した
結果をどうするんだと、これは基準が非常に問題だと
いうふうに言われているんですよ。基準の採用が40
年以上も古い研究のもとで導かれた数値だと。最近の
ＷＨＯの最新の調査研究に基づく基準ではないという
ことが明らかになっているんですよ。それが、ＷＨＯ
の唱える健康被害やあるいは睡眠妨害、そして生活妨
害を保護するような、できる評価数値にはなり得てい
ないと、それを採用していないというのが、まず１点
の問題点だということです。
そして、この日本の環境基準は、最新の調査研究や
ＷＴＯ等の世界の趨勢を全く無視しているような状態
でなされている基準だということがまず第１点ですね。
そして、もう一つは、最下限といいましょうか、数
値がこれ以下の期限があるんですが、これもこれまで
六十五、七デシベルであったのが、63を採用するん
だということはやはり狭まってくるんですよ。そうい
う意味でもこちらのほうは、非常に国に甘いような基
準になっているというのがまず２点です。
第３点目が、これから計画がなされる、低周波を抱
えるこのＣＶオスプレイ、この配備計画も浮上をして

いるわけですよ。Ｆ35も離発着できるような機能の
ついた最新鋭の戦闘機が切りかえの計画が進められて
いると。こういう点では、この新しい機種の騒音実態
や住民への影響というのが反映されていない中で、コ
ンターが見直されてこようという点では、非常にこれ
は阻止すべき内容なんだなということが見てよくわか
ると思います。
現在、防衛省や防衛施設庁が進めようとしているこ
の騒音コンター、科学的根拠のない基準値だと、そし
て住民の健康と生活を守れない基準値なんだと、そし
て国や行政に対して、行政が甘い基準に基づく計画で
あって、住民被害の非常に矮小化を図るような動きが
あるというふうに考えられております。そういったは
じき出された、狭まれてはじき出される地域が出てく
るわけですよね。そうなると、やはりこれまで受けて
いた救済そのものが受けられなくなると。そのはじき
出される中には住民地域、もちろん学校や病院、そう
いった公共施設も含まれるわけなんです。狭まれると
そういった方々の、公共施設含めても救済が受けられ
なくなるような状態が出てくる可能性があるというこ
となんです。それには、ぜひそういった問題点も含め
て見直しについては、阻止していくべきだとこういう
基準の中でさせられるような見直しはあってはならな
いというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今議員がおっしゃっ
たような懸念があることは、私どもも承知してござい
ます。
ただ、今回の騒音調査につきましては、国において
も調査結果についての妥当性、客観性、透明性を確保
するため、第三者機関である有識者による検討委員会
を設置して、確認を進めているということでござい
ます。
先ほど言いましたように、調査の期間中にＦ22等
の展開があったことから、平成28年度も引き続いて
騒音の調査も10月末まで実施するということだった
んですが、そういった、実は有識者の検討委員会の中
で、過去の運用状況を反映した騒音コンターの作成方
法についてというような提言がございまして、そう
いったものを反映させようということで、ことしの３
月31日までというような形で調査期間が延びたとい
うふうな報告を受けてございます。
また、その調査結果については、地元にまた丁寧に
説明を行うということでございますので、我々として
は、今回の調査結果によって、これまで受けられてい
た防止等の補助が受けられなくなるということはあっ
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てはならないというふうに考えております。そういっ
た国の動きも見ながら、また政府に対してしっかり
と、県はこれまでも要請はしてきておりますので、そ
れを引き続き、軍転協と連携しながら求めてまいりた
いと考えております。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　ぜひ、今申し上げました３点につい
ても、周辺住民が思っていることであるわけですか
ら、それをすくい上げるような形で、県も働きかけを
求めていただきたいというふうに思います。
あと、米軍関係事件・事故の協議会の設置の件なん
です。これは、米軍基地関係特別委員会の中でもたび
たび事件・事故発生時の委員会でのやりとりの中で、
同じことが繰り返されて、一向にもう改善がされない
ということのいら立ちから、県はどういう対応をとっ
ているんだという求めから、政府へ委員会の設置を求
めてきたのかなという思いがあるんですけれども、実
際に、大臣の答弁の中では、現在の協議会があるわけ
だからその中でも議論ができるだろうというような、
ある意味そういった形でそこでやるべきだという言い
方をしていますが、実際にこういった各論で議論をし
たいと県から求めているこの協議会に対して、大臣は
そういうことをそこでできない、改めての協議会を求
めた理由といいましょうか、そういった形については
どういった見解をお持ちでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほども答弁いたし
ましたように、事件・事故が繰り返されると抗議を行
うと。また飛行再開で再び抗議をするということが、
繰り返されているとそういった中で県民の不安、不満
は鬱積していると。これはもう米軍基地関係特別委員
会の中で与野党問わず、各議員から御指摘を受けたと
ころでございます。そういったことの対応策の一つと
して、我々は新たな協議会の設置を求めたということ
です。
具体的に申し上げますと、まず、協議会を設置する
と、それを政府レベルと現地レベルでやってもらいた
いということを要望しています。政府レベルの協議会
は、内閣官房副長官、防衛省及び外務省の担当局長、
在日米軍並びに沖縄県副知事、知事公室長、現地レベ
ルの協議会の構成員は、防衛局長、特命全権大使（沖
縄担当大使）、あと沖縄地域調整官と沖縄県知事公室
長というような形にして、一度入った情報、事故原因
等をもう一度沖縄県の意見を反映させた上で、政府レ
ベルに上げて、もう一度詳細にやると。これのフィー
ドバックを何度か繰り返して、県民の不安が払拭され

るような形の事故原因の究明と再開の前の説明、それ
を求めてもらいたいという趣旨でこの協議会の設置を
求めたところでございます。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　私たちの米軍基地関係特別委員会の
中で、今回発生いたしました伊計島の不時着の件で、
地域住民からも話を聞くべきだろうということで、住
民の皆さんにお願い申し上げましたら、農業関係、漁
業関係、それから観光、学校、近くの学校の関係、そ
ういった方々にお集まりをいただいて、お話を伺う機
会をいただきました。その中で、これは深刻だなと
思ったのが、きのうもお話がありました漁業収入、漁
獲高にも影響を与えているんですよというようなお
話でした。実は、これはチャンスが月２回しかない
と。大潮の日に出てくるイノーの中に食するいろんな
魚が来て、そこを囲い込んで漁をする。その漁が伊計
島の海にしかないんじゃないのかなと、至るところに
あるような漁法ではないんじゃないのかなと、非常に
伝統ある漁らしいんですよ。そのチャンスが月に２回
しかないと、しかも４月から９月までの間にしかない
ということを訴えられまして、そのチャンスも低空飛
行のために――日ごろの訓練ですね、不時着の影響で
はなくて、日ごろの訓練があって漁もままならないと
いうことで、去年実際に漁ができない状態があったと
いうことの訴えがありました。そのこともやはり米軍
にも、それから領事館にも伝えてきております。川田
大使は、身を乗り出して、新しく聞いたお話のようで
した。そのところは改善したいなと、そして総領事の
ほうも大潮の漁、ぜひ聞かせていただきたいと。そう
だったら訓練のあり方の改善を求めていきたいという
ところまでお話はしていただきました。ですが、そう
いった形で実際の生の声を聞きながら、そういう訓練
のあり方についてもぜひお話しできる、そして訴えら
れる、そして生で聞いていただけるというような協議
会の設置というのは非常に有効だというふうに思うん
ですが、その辺についていかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今般、私ども県が政
府にお願いしましたのは、事件・事故等の対応という
ことなんですが、その前の段階で日ごろから沖縄県民
は、訓練等による被害にさいなまれているわけでござ
います。私も、東村ですとか宜野座、そして伊江島の
ほうも行かせていただいて、直接区長さんとお話を
させていただきました。皆さん共通して言われるの
は、住宅地上空を飛ばないようにとか、夜間はやめて
くれということなんですが、中には、やはり米側と直
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接話し合いをできる場を設けてもらいたいという方も
いらっしゃいました。そういうことを直接私の現地調
査のときには、司令官等も立ち会っていただけました
ので、直接、じかにそういったお話もしました。オス
プレイの訓練、着陸帯の場所の変更等についても率直
に意見交換をしたところ、また意見交換の場を設けて
もらいたいということにつきましても、司令官等はコ
ミュニケーションは必要だと、ぜひやりましょうとい
うようなことがございまして、この件について沖縄防
衛局にもお伝えしているところです。機会を見つけ
て、そういった場を設けていきたいというふうに考え
ております。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　このことを防衛局のほうにも同じ内
容の話をしましたら、やはり防衛局のほうは補償とい
うようなお話をすぐされるわけですよね。補償じゃな
いですよと、これは伝統漁法が守られるか、守られな
いかのことで、これで絶えてしまったら将来に向かっ
て、ワッター　アンセー漁民ノー　ヌースガというよ
うなお話でしたので、ぜひ聞いてくださいというお話
をさせていただきましたので、ぜひ、頑張っていただ
きたいと思います。
ありがとうございました。終わります。
○議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　午後３時17分休憩
　　午後３時35分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
仲村未央さん。
○仲村　未央さん　最後ですが、どうかよろしくお願
いいたします。
ちょっと後ろの皆さんには知事の顔が見えづらく
なって申しわけないですが、モニターで見ていただけ
ればと思います。
それでは、漁業権、岩礁破砕をめぐってこの議会
でも何度か取り上げられてきましたが、今私の理解
では、この漁業権はこの沖縄本島中に（資料を掲示）　
こういうふうにぐるっと張りめぐらされて、知事が策
定する漁業計画の中で、まさに設定をされて、これに
対して各漁協が申請してその許可を得ると、こういう
流れになっているかと思いますが、その件について、
まず御説明をお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
漁業権の免許について、ちょっと説明したいと思い
ます。まず漁業権は、公共の水面において、水産動植

物を採捕、養殖して漁業を営む権利であり、知事の免
許により漁業協同組合等に付与されるものでありま
す。その免許手続としては、知事は免許の内容である
漁業種類、漁場の位置及び区域などについて、海区漁
業調整委員会の意見を聞いた上で漁場計画として事前
に決定し、告示する必要があります。また、漁業権の
免許を受けようとする者は、告示された漁場計画に基
づき、知事に対し、免許申請を行い、知事は申請者の
適格性と優先順位を審査した上で、免許を行うもので
あります。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そのように理解をしております
が、この今、当該の漁業権は、この辺野古を囲む共同
５号と那覇空港の15号、16号、この両方で岩礁破砕
をめぐって報道等があるということで理解をします
が、ちょっと拡大をしたのがあります。今この那覇空
港のこの滑走路に係る漁業権の一部放棄についてのま
さに同意が取りつけられているこの状態と。それか
ら、辺野古のこの沿岸域において、その名護漁協から
ここの埋め立てに対する同意を含めて、その放棄につ
いて確認がなされている両漁協の関係漁協の今状況と
いうのは全く同じ手続が両方の漁業水域の中で行われ
ているというふうに理解しますが、そうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時39分休憩
　　午後３時39分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
那覇空港滑走路増設工事及び普天間飛行場代替施設
建設工事のいずれにおいても、漁業権者であります各
漁協は総会において埋立事業に係る漁業権の一部消滅
について同意することを議決しております。あわせ
て、各漁協は、総会において当該工事に係る岩礁破砕
行為を同意することについても議決しております。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　まさに両漁協ともこの当該の埋立
事業にかかわる埋め立ての同意、それから漁業補償の
妥結も含めて、この部分の漁業権の消失については、
同じ手続であるというふうになっていると思います。
その中で、今那覇空港については、岩礁破砕の許可を
新たに得るということで申請がなされていると。ただ
両事業とも、今事業者によって工事は続行中、事業は
続行中であるという中で、岩礁破砕は３年で両方とも
その任期切れを迎えようと――ここはもう切れました
けれども――迎えようとしているわけです。そういう
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中において、事業の途中であっても、岩礁破砕は必ず
３年で切れるのか、その取り扱いについては従来と、
また今回のこの両水域に関しての取り扱いというのは
いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時41分休憩
　　午後３時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
許可期間につきましては、岩礁破砕等の許可に関す
る取り扱い方針第５により、３年を限度とすると定め
ております。このことについては、漁業権の設定され
ている漁場内における岩礁破砕行為について知事の許
可を必要とする趣旨を踏まえ、漁業権に存続期間があ
ることや、過去の許可実績等を勘案し、取り扱い方針
に整理して運用しているところであります。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ということは、特に那覇空港だけ
が３年とか、辺野古だから３年とかということではな
くて、岩礁破砕はどの事業であっても、事業途中であ
ろうと、長期にわたる場合でも、必ず３年でその許可
期限の満期を迎えると、そういうことでよろしいで
すか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えします。
そのとおりでございます。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それから、今回の議会でも、その
質疑、質問の趣旨によっては、あたかも県が恣意的に
規則を強化しているのではないかというような趣旨の
声も出たと思っています。この岩礁破砕の許可も含め
て、これは法定受託事務で、その意義については、何
ゆえに同一のその漁業権、共同漁業権が沖縄中にあり
ますけれども、そういった管理も含めて、全国の統一
性が求められる中で、漁業規則に委任する、法定受託
事務として委任する意義については、どのように水産
庁が認識を持っているのかお尋ねいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時43分休憩
　　午後３時43分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
都道府県漁業調整規則は、漁業法第65条第２項及
び水産資源保護法第４条第２項に基づき制定されてい

るものであります。同規則に規定されています岩礁破
砕等の許可に関する事務は、第１号法定受託事務とさ
れております。この規則の運用に関しては、平成27
年第189回国会の参議院農林水産委員会における水産
庁長官の発言にもあるとおり、法に基づく具体的な規
制については、都道府県ごとに異なる漁業や水産資源
の状況に応じて行う必要があり、それらの状況の変化
に応じて弾力的に対応していくことも必要であるとの
ことから、都道府県の漁業調整規則に委任されている
ところであります。このことから、沖縄県漁業調整規
則第39条に規定されております岩礁破砕等の許可に
関しては、本県特有のサンゴ礁海域の特性を踏まえた
上で、岩礁破砕等の許可に関する取り扱い方針を定め
て公表し、厳正かつ適正な運用に努めているところで
ございます。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　私もその国会の答弁のやりとりを
確認しておりますが、水産庁もまさに今おっしゃると
おり、その全国的な統一の海であると、海に線は、圏
域は引かれていないけれども、実際に水産資源は、例
えば北海道あるいはその千葉の海、沖縄の海、それぞ
れ特徴がある中で、一定のその規則を保持、共通項を
持ちながら、広域調整を持ちながらも、規則にあえて
委任をするというその制度をとっているという、その
趣旨を明快に水産庁長官もこの間表明しております。
そういう中で、今先ほど来言うように、那覇空港の
一部その漁業権の放棄の手続、同意も得て、そこもこ
こは補償も妥結をしている。ここも同じように、漁業
権を一部放棄して、そして手続をとってその補償につ
いても妥結の決議もしていると。それぞれ補償交渉委
員会にもその交渉を委任しながら、全く同じ手続であ
るということを重ねて確認ができるところです。とこ
ろが、昨今の報道によると、この辺野古の部分をめ
ぐって、あたかも政府がここは岩礁破砕、その許可の
新たな許可が必要ないんだというような報道が散見さ
れます。そのことについて、どのように理解をすれば
いいか、全く同じ手続でありながら、一方の那覇空港
をその事業者とする政府の機関である総合事務局は岩
礁破砕許可の手続をとっている。まさにそのさなか。
ところが同じ政府の機関である防衛省は、もう要らな
いと。全く同じ手続をしているのに、もう要らないと
いう。こういう今二重基準が報道されるわけです。こ
れについては、どのように理解をすればよろしいかお
尋ねをいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時47分休憩
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　　午後３時47分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
埋立事業に伴い、漁業権者である漁業協同組合が漁
業の一部を放棄することに関して同意したとしても、
あくまでも当事者間で、その埋立工事に漁業権及びこ
れから派生する権利を行使しないことを約することに
とどまるものと認識しております。そのため、漁業権
者の漁業権の一部放棄に同意したとしても、これによ
り漁業権が当然に変更されるものではなく、知事の変
更免許がなされていない場合は、免許は従前のままで
あることから、新たな岩礁破砕等許可申請に基づく許
可が必要になります。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　まさにそのとおりです。全く同じ
ような手続をとって、そしてこの共同漁業権は生きて
いるわけです。この一部に関しては、その消失の同意
について漁協は確認したけれども、知事が設定するこ
の漁業権、これそのものは生きているから、まさに規
則に定めるところによる漁業権を前提とした岩礁破砕
許可は、当然に那覇空港が行っている手続が当然であ
り、これが従来であり、このことに対してここで要ら
ないということになると、もはや二重基準になっちゃ
うわけです。だから、それは当然にそのような手続が
とられるであろうと。我々はもちろんそのつもりであ
ります。そういう中で、実際防衛局は事業者として、
ここ岩礁破砕許可、もう手続は要らないんだというよ
うな表明をされているんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時49分休憩
　　午後３時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
沖縄防衛局は、埋立事業に先立ち、名護漁協から公
有水面埋立漁業権の一部消滅及び岩礁破砕行為につい
て同意を得た上で、平成26年７月11日付で岩礁破砕
等許可申請を行い、県は、平成26年８月28日から平
成29年３月31日までの許可期限を定めて許可してお
ります。また、那覇空港第２滑走路増設工事において
も、沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所は、漁
業権者から同意を得た上で、平成26年１月30日付で
実際には――これは２月６日受領ですけれども、岩礁
破砕等許可申請をし、県は、平成26年２月14日から
平成29年２月13日までの許可期限を定めて許可を行

い、さらに当該許可の期限到来に先立ち、平成29年
１月10日付で新たな許可申請が提出されているとこ
ろであります。
以上のことを考えて、行政の実例を踏まえまして、
沖縄防衛局に対しても、４月以降も岩礁破砕行為等を
行う場合は許可申請が必要である旨、平成29年２月
３日付及び２月15日付文書で明記して通知したとこ
ろであります。
なお、平成29年２月10日の大臣記者会見や同月13
日付の新聞報道による沖縄防衛局調達部次長の発言に
よると、現在のところ、沖縄防衛局から岩礁破砕等許
可申請は行わないとの見解は示されていないものと認
識しております。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そうですね。全て報道ベースでそ
ういうことがなされているだけで、当事者から何らこ
この岩礁破砕許可が要らないんだということは、いま
だ出ていない。そして、先ほど部長が答弁なさってい
るその解釈について、水産庁はどうなんでしょう。つ
まり、先ほど――しつこいように繰り返しますけれど
も、どっちも全く同じ手続で漁協からその一部消失の
手続がとられている、そのとり方も全く同じだという
中にあって、岩礁破砕の許可がどういう取り扱われ方
であるべきだということで水産庁は考えているのかお
尋ねをいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時52分休憩
　　午後３時52分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
地方自治法に基づく技術的助言としまして、平成
24年６月８日に、水産庁長官から都道府県知事宛て
に発出されました漁場計画の充実についての通知の中
で、漁業補償の際に、組合の総会の議決を得た上で、
事業者との漁業権の変更――·一部放棄ですけれども
――等を約す旨の契約が交わされた事例が見受けられ
ますが、係る契約行為は、あくまでも当事者間の民事
上の問題であり、漁業法第22条の規定上、このこと
により漁業権が当然に変更されるものではありません
と明示されております。また、同様の内容について
は、昭和61年及び平成元年に政府見解が示されてお
ります。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　今の水産庁の見解が最新の見解で
あり、まさに平成24年、文書でもって各都道府県知



− 399 −

事にこのような取り扱いであくまで民事上の契約が成
立したことと、すなわちここが漁業権の設定が失われ
るものではないと。ここはあくまで漁業法22条の知
事のその許可に基づく変更が伴わなければ、この漁業
権の設定は変わらないということが明示されていると
いうのが今の読んでいただいたものです。そうなる
と、当然に那覇空港の今事業者がとっている岩礁破砕
の手続、その申請、新たな許可をとろうとするこの行
為は、水産庁がこれまで指導してきたとおりであり、
漁業法に基づくとおりであり、そしてそれに基づく県
の規則に基づいた手続を順当に行っている。ところ
が、報道では盛んにここの岩礁破砕許可はもう要らな
いという、こういう報道がまことしやかになされると
いうことが続いている。ただはっきり言えるのは、岩
礁破砕許可をとらずに、岩礁破砕がなくなる３月31
日以降、４月１日以降、この岩礁に何らかさわるよう
なことを行った場合――事業者がですね、岩礁破砕許
可もとらずに３月31日以降、ここを何らかのさわっ
た場合、これは、明快に法令違反に抵触することにな
ると思いますが、いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時55分休憩
　　午後３時55分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
無許可の岩礁破砕等行為は、沖縄県漁業調整規則第
39条に違反する行為であります。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　まさにそのとおりだと思います。
まさかそういった事業者が、しかも公共である同じ政
府の構成員である同一の政府の機関が、こっちでは
やってこっちではやらないという、こんな二重基準を
持ち出すはずがないというふうに考えます。そして、
法令違反をみずから生み出すような解釈をその二重基
準を政府みずからが持ち出すということは、その水産
庁の指導にも抵触する、法にも抵触するということが
はっきりすることだと思います。このあたり含めて、
知事、今の、もちろん政府ですからこんな二重基準し
ないだろうということでありますけれども、この何と
いうのか、報道もなされる中にあって、ただしっかり
と知事の持てるその許可権というものは、当然に法に
基づくとおりですから、そのようなことがないという
ことを毅然とそこは対応して知事の権限をしっかり
持っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。

○知事（翁長雄志君）　今仲村未央議員と担当部長の
やりとりは、私もいろいろ今日までこの件についても
議論をしてまいりましたので、今議論があったとおり
だというふうに思っています。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そうですね。
次、埋立土砂のほうに行きたいと思いますが、土
砂、今採取の状況、申請されている申請書と実際の現
場の状況、これは各採取地となる県外の都道府県の状
況から、現場の方々からの報告を見ると、奄美とか南
大島、五島などで、申請の内容とはどうもそのとおり
ではない、相当な変更が採取地に起こるのではないか
というような、場所の変更なり、その量の変更も含め
てあるのではないかというようなことが言われており
ます。そういう当初の申請内容に変更が生じる場合の
許可手続、これは知事の承認が必要となると思います
がいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
まず公有水面埋立法において、埋立土砂の種類の変
更、これは設計の概要の変更に該当いたします。した
がって、同法第13条の２に基づく変更承認というの
が必要になります。一方、土砂の採取場所の変更、こ
れは、設計の概要の変更には該当しません。該当はし
ませんけれども、願書への添付図書を変更することに
なります。したがって、承認の際に付した留意事項に
基づき、設計変更が必要になると考えております。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　となると、土砂の種類が変わって
いけば、その法の変更が必要だと。それから場所や量
については、留意事項に基づく知事の変更承認を得な
ければならないということで、いずれにしてもこれは
変更の手続が出てくるかと思います。
それで、知事はお忙しいのでお読みになったかあれ
ですけれども、最近「沖縄問題――リアリズムの視点
から」ということで、高良倉吉元副知事が編著され
て、その承認に直接かかわられた職員のＯＢの皆さん
が執筆されている、そういった著書が出ていて、私も
興味深く目を通したところなんですが、その中に、承
認に当たっていかに外来種の対策が重要であるか、外
来種を伴うことがどうであるかということのくだりが
出てくるので、少しだけ読み上げたいと思います。
「県外からの土砂の搬入については、筆者が調べた範
囲では、これまでの埋め立て申請で県外からの搬入は
１件もなかった。したがって、これまでの埋め立て
では全て県内の土砂を使用していたものと考えられ
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る。」、「県内には生息しない特定外来生物に対する環
境保全対策に万全を期す必要が出てくる。当然のこと
ながら、審査においてはその点も慎重に検討する必
要があった。」と。これが最後まで非常に懸案事項で
あったということがその沖縄問題の中にも繰り返し出
てきます。その中で、私がおっと思ったのは、こんな
ふうに書かれているんです。「また、県においても、
「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物
の侵入防止に関する条例」が制定されている。県外か
らの土砂に付着して県内に侵入する可能性のある特定
外来生物などの侵入を防止する目的で、事業者に対し
て届け出を義務づけるなどの対策を取っているのであ
る。」ということで、議会提案条例で私もその条例に
コミットした者の一人として、こういうふうに条例を
評価していただいているんだなということも含めて、
関心を持って読みました。その中で、何回か出てくる
んですけれども、環境監視等委員会の役割が死活的に
重要であると。承認に当たって、承認をするならば、
こういった状況であれば、まさに環境監視等委員会が
その役割の機能を果たすことが前提となって留意事項
の中に環境監視等委員会の設置を義務づけることとし
たというようなくだりが出てくるわけです。これが承
認を担当された方々の認識であるわけですけれども、
この外来種対策に関して、環境監視等委員会は議論を
していますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
願書の添付図書、環境保全に関し講じる措置を記載
した図書、この中において、海域生態系の評価結果に
おいて、埋立土砂の種類ごとに注意すべき生態系への
影響とそれぞれについて、検討のための手順を以下に
示します。なお、これらの検討は、専門家の助言を得
ながら行うこととします。このように記載されており
ます。一方、沖縄防衛局のホームページで公表されて
います環境監視等委員会の資料によりますと、現時点
において、同委員会で外来生物侵入防止対策の検討と
いうのは確認できておりません。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そうなんですよね。
事業者においては、まだ環境監視等委員会の中で、
この外来種対策については、どうも議論がされた形跡
がないということです。それで、事業者もそうですけ
れども、国本来が持つ環境対策上の国家戦略として
も、この外来種対策は非常に重要だというふうに言わ
れていますが、国はこういったことについて、どうい
うその見解、手を打つというふうに表明をしているの

でしょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　普天間飛行場代替施設建
設事業におけます県外から持ち込まれる埋立土砂の外
来生物侵入防止対策につきましては、事業者でありま
す沖縄防衛局が環境影響評価の環境保全措置として、
埋立土砂等の供給元での防除対策を行うなどの外来生
物侵入防止対策を講じることとしております。
県としては、本県の生物多様性の保全のためには、
外来生物による生態系への攪乱を防止することが非常
に重要であると考えておりますので、県外から持ち込
まれる埋立土砂につきましては、事業者に対しまし
て、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生
物の侵入防止に関する条例に基づきまして、厳正に対
処してまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　今、国、県それぞれそうだという
ことなんですけれども、事業者も本来その事業対策に
ついては、いろいろ約束があったと思いますが、いま
一度事業者の対策はいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時５分休憩
　　午後４時５分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
辺野古埋め立てに係る承認願書では、海域生態系に
係る環境影響評価において、埋立土砂による動植物の
混入に伴う海域生態系への影響について予測、評価し
ております。その予測の結果では、土砂等の調達に当
たっては、供給元が土砂採取による環境への影響に配
慮していることを確認するなど、環境への著しい影響
がないよう、慎重に判断することとします。ただし、
以下のような場合には、外来生物等の混入の可能性が
考えられますとして、埋立土砂が海域起源の場合で
も、陸域起源の場合でも、外来生物の混入のおそれが
あるとしております。この評価においては、埋め立て
に用いる埋立土砂の供給元などの詳細を決定する段階
で、生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定する
ことなどによって、環境保全に配慮すると。なお、埋
立土砂の種類ごとに注意すべき生態系への影響とそれ
ぞれについて検討のための手順を示しており、専門家
の助言を得ながら行うこととしますという環境保全措
置を示しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そのとおり、先ほどの「沖縄問
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題」が指摘するまでもなく、事業者は本来、事業者み
ずからその土砂が環境、生態系に影響を与えない、外
来種がその中に含まれていないということをみずから
事業者の責任において立証するということを承認に当
たって約束している、これが大前提。そして、環境監
視等委員会は、それが科学的に合理的に根拠があるの
か、その実効性が担保できるのかということを立証す
る役割を持って、その承認の担保をとることになって
いるということです。これに加えて、国の環境戦略、
外来種戦略、そして県は、条例をもって対処するとい
うことです。こういった中で、ただ環境監視等委員会
はいまだにその外来種対策については議論をしていな
いということもあるので、やはりこれは事業者の措置
に合理性が認められないということである事態が、今
事前協議もすっ飛ばして、事業を継続しているわけで
す。ですので、こういった合理性が認められないと判
断できるときには、土砂の持ち込みを条例に基づい
て、毅然と中止を勧告するということが、県がとるべ
き措置だと思いますが、そのことについてはいかがで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　県といたしましては、公
有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵
入防止に関する条例に基づきまして、立入調査を実施
します。立入調査の結果、埋立用材に特定外来生物な
どが付着、または混入していると認められる場合に
は、同条例の第９条に基づきまして、当該埋立用材の
防除の実施、または搬入もしくは使用の中止を勧告し
てまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そうですね。先ほどの岩礁破砕
もそうです。そして、この外来種対策もそう。そも
そも承認というのは、免許以上にその遵法精神にのっ
とっているはずだということが承認の前提です。性
善説に立って、最も公共性を帯びているはずの国が、
まさか脱法的な解釈を持ち出して、二重基準をする
はずがないだろう。まさか外来種対策を怠るはずがな
いだろうというその前提に立てばこそ、免許に比し
て承認は幾らかその手続に緩やかな部分があるとい
うことが当然それは公共の責任なはずです。そうい
う中で、ましてや岩礁破砕の二重基準のようなそう
いった解釈が出てこようはずもないし、そういう意
味では、やっぱり民間に示しがつかないような態度
をとるべきではないということも含め、法治国家の
矜持としてこのようなことに毅然と向かって、その
知事の持てる権限をしっかりと発揮していく。その

ように思いますが、知事はこの一連の手続に関して、
いかが対処をされていく決意なのか、改めてその確
認をお願いいたしたいと思います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
新基地を建設する際には、さまざまな手続を行う必
要がありますが、今回、埋立承認という一つの手続に
ついて、最高裁の判断が示されたにすぎません。今
後、沖縄防衛局が工事を進めるに当たっては、公有水
面埋立法や沖縄県漁業調整規則等に基づくさまざまな
手続が必要であります。法令を遵守する立場である国
が、これらの手続を法令にのっとって適正に処理しな
ければならないことは当然であります。
県としても、法令にのっとり適正に審査を行い、そ
れぞれの要件を判断していくことは当然だと考えてお
り、引き続き厳正かつ適正に対応してまいります。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　知事もその決意についてはお持ち
だと思いますが、今の特段その思いについて、最後に
触れていただければと思いますがいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今、公室長からしっかりと答
弁をさせていただきました。やはり公有水面埋立法、
知事の権限というものはしっかりとその責任を果たし
ながら、この経緯、推移等に対応していきたいと思っ
ております。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ぜひ適切な権限の行使によって、
今撤回の要件の一つ一つに該当していくであろうと思
われるこのような状況の中でありますので、そこは遵
法、そして法治国家としてそれが成り立つような手続
をしっかりと持って頑張っていただければと思ってい
ます。
それで、もう時間少し限られておりますが、３点目
のことに移りたいと思います。
大阪府が昨年行った調査、この中で、非常に特徴的
な具体的な考察がなされたということでありますが、
この件に関して、どのような調査結果であったのかお
尋ねをいたします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
大阪府のほうでは、ことしの１月でございますが、
子どもの生活に関する実態調査というものの結果を公
表しております。その中で、分析の中で４点ほど、特
に著しく挙げられているものがございます。
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まず１点目としまして、いわゆる経済的困窮度が高
い層ほど無業や非正規状態の割合が高くなる、また２
点目としまして、困窮度の高い層は、生計者が母親で
あることが高く、ひとり親世帯や若者で親になった世
帯が多い、３点目としまして、経済的困窮をしている
家庭ほど朝食をともにすることを含め、親子のかかわ
りや体験が少なくなる傾向にあり、子供のやる気、学
習態度や理解に影響していく、４点目としまして、貧
困線を下回る困窮度であっても、就学援助を利用した
ことがない世帯があることといったことが、今回の調
査で明らかになっております。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　これは、議会の中においても、繰
り返し非正規雇用の状態、あるいはひとり親の実態、
その厳しさが繰り返し交わされておりますけれども、
この本県の実態調査を踏まえても、大阪のような結果
というのは、同様に確認できるのかどうかお尋ねをい
たします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
同様な調査も一部やっているところがあるものです
から、一部そのクロス分析等をする中で出てくるもの
もあるかと思います。一方、また今回、県のほうの以
前やった調査では、調査をしてない項目等もございま
すので、そこについては、今後どういうふうな形で
やっていくかの検討を進めていきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それから、特に子供の支援現場に
かかわる方々の労働環境、雇用環境というのがどうな
のかということについて、あえてお聞きしますが、保
育士や幼稚園教諭、スクールソーシャルワーカー、各
支援員、こういった方々の雇用環境の正規率というの
はいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子ども生活福
祉部の所管している部分で保育士、それと子どもの貧
困対策支援員についてお答えいたします。
まず保育士につきましては、その県内353の認可保
育所中、271の園から報告がございますけれども、そ
の中で見ますと、保育士の正規雇用率は平成28年４
月１日で62.0％となっています。一方、子どもの貧
困対策支援員、これは国の子供の貧困緊急対策事業で
実施している今年度からの事業でございますので、
12月１日現在で28市町村に101名配置されておりま
すが、全て現時点では非正規職員となっております。

○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　それでは、幼稚園教諭、ス
クールソーシャルワーカー等の部分について申し上げ
ます。
平成28年の５月現在ですけれども、公立幼稚園教
諭の本務職員の割合は、37.7％となっております。
また、県と市町村教育委員会が配置しますスクール
ソーシャルワーカー、896名ですけれども、全ていわ
ゆる非正規となっております。あと県が配置します小
中アシスト支援員がございますけれども、これも52
名で全ていわゆる非正規となっております。
以上です。
○議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　大阪の調査でも、非正規雇用の環
境にある家庭の貧困の度合いというのが非常に高いと
いうような関連性が直接的に確認されたということが
あります。そういう中では、非正規の課題というの
は、賃金格差はもちろんのこと、働く労働時間、労働
時間帯、それが非正規の場合、夜間・早朝に非常に割
合が高いというデータも別の調査では出ております。
そういう意味では、沖縄の非正規雇用の高さ、全国比
にしても高いというこの環境からすると、全く沖縄県
のその課題として捉えていかなければいけないだろう
し、それは調査からも考察がなされなければならない
と思いますが、その点の今後の対応、それから、特に
この非正規問題というのは、雇用の部分、いわゆる商
工労働部のその労働政策に非常に主眼を置いて影響す
る部分が高いと。そういう意味では、子供の貧困対策
は、まさに商工労働部の所管における本丸での対策と
いうふうにも捉えられると思います。そういう意味
で、全庁的な体制、2030年までの10％までのダウン
ということを実効性あらしめるためには、そういった
非正規対策の中……
○議長（新里米吉君）　まとめてください。
○仲村　未央さん　ごめんなさい。労働対策の中でも
その成果指標を明確にとって子供の貧困対策にいかに
貢献できるかということの評価もしていかなければな
らないと思いますが、その取り組みについてお尋ねい
たします。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　商工労働部としま
しても、子供の貧困対策の会議には参加しておりまし
て、それから同計画の中にも当方の事業を６つほど位
置づけております。労働環境実態調査というものを実
施しておりまして、当然、非正規雇用の実態を捉えて
いかないといけないというふうには考えております。
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ただ、そこら辺の属性を現在高齢者であるとか、それ
から今言ったひとり親でありますとか、そういったも
のがまだ入っていないような感じですので、そこら辺
は検討させて今後調査関係に生かしていきたいなとい
うふうには考えております。
○仲村　未央さん　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
予算については、２月８日の議会運営委員会におい
て19人から成る予算特別委員会を設置して審議する
ことに意見の一致を見ております。
よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、甲第１号議案から甲第35号議案までについては、
19人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置
し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思
います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思い
ます。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の
名簿のとおり選任することに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〔予算特別委員名簿　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――

○議長（新里米吉君）　ただいま予算特別委員会に付
託されました予算を除く乙第１号議案から乙第26号
議案までについては、お手元に配付してあります議案
付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いた
します。

――――――――――――――――――
〔議案付託表　巻末に掲載〕
―――――――◆・・◆―――――――

○議長（新里米吉君）　日程第３　乙第27号議案を議
題といたします。

知事から提案理由の説明を求めます。
翁長知事。

――――――――――――――――――
〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　平成29年第１回沖縄県議会
（定例会）に追加提出いたしました議案について、そ
の概要及び提案の理由を御説明申し上げます。
追加提出いたしました議案は、同意議案１件であり
ます。
乙第27号議案「副知事の選任について」は、現在、
空席となっている副知事に富川盛武氏を選任するた
め、議会の同意を求めるものであります。
なお、同議案については、先議案件として御審議を
賜りますようお願い申し上げます。
以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
慎重なる御審議の上、同意を賜りますようお願い申
し上げます。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入ります。
乙第27号議案に対する質疑の通告がありますので、
発言を許します。
なお、質疑の回数は２回までといたします。
照屋守之君。
〔照屋守之君登壇〕

○照屋　守之君　質疑の前に所見を述べさせていただ
きます。
私は、一般質問でもお願いを申し上げましたけれど
も、今定例会中に安慶田前副知事の教育庁及び病院事
業局長人事介入問題の百条委員会の設置をお願いして
おります。
教育庁人事につきましては、２月20日の参考人招
致において、安慶田前副知事がみずから教育庁人事介
入を……
○議長（新里米吉君）　質疑ですので。所見はできる
だけ簡単にやってください。
○照屋　守之君　具体的に語り、さらにその記録も
あるわけであります。また、２月28日の一般質問で、
私の質問に平敷教育長の辞任の介入の表現もあったわ
けであります。
○議長（新里米吉君）　質疑ですから。
○照屋　守之君　所見です。
○議長（新里米吉君）　いや、所見は質疑の中には……
○照屋　守之君　病院事業局長人事につきましても、
本会議において、砂川部長――当時の統括監が伊江局
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長に辞表の提出をお願いしに行ったというこの事実。
さらには、伊江局長と安慶田前副知事と話し合って１
年間の任期を決めたという……
○議長（新里米吉君）　これは代表質問、一般質問で
行っています。
○照屋　守之君　そういうふうなこともありますか
ら、ぜひとも百条委員会の設置のお願いを改めてさせ
ていただきます。
それでは、これから乙第27号議案「副知事の選任
について」の質疑を行います。
まず１点目、今回の副知事の提案に当たって、翁長
知事はまず県民に説明すべきことがあると考えており
ます。よろしくお願いします。
２点目、提案されました富川先生の経歴を見ます
と、平成27年から沖縄県参与になっております。同
じく富川先生の経歴の沖縄銀行社外監査役は平成27
年６月まで、沖縄県教育委員会委員は平成27年３月
までとあります。県参与についてはこの期限が示され
ておりません。翁長知事は、富川先生を沖縄県参与の
まま副知事として提案した。その理解でよいか伺い
ます。
３点目、次に、富川先生は、今沖縄県アジア経済戦
略構想推進・検証委員会委員長という肩書きがあるわ
けであります。これも経歴にあるわけでありますけれ
ども、このアジア経済戦略構想推進・検証委員会委員
長の立場でそのまま副知事として提案をしているわけ
でありますけれども、このことは、これからも副知事
としてこの戦略構想推進・検証委員会の委員長として
実務を担っていくというそういうふうな理解でいいの
か伺います。
４点目、次に、なぜ今の副知事の提案か御説明を願
いたい。１月23日に退職を認めて既に38日の時間が
経過しております。承認されるのが３月８日と聞いて
おりますので、やめてから新たな副知事が決まるまで
に45日間、一月半が経過することになるわけであり
ます。そして、副知事に就任し、なれるまでに少なく
とも私は２カ月から３カ月はかかると考えているわけ
であります。実に90日の時間がかかる、そのような
ことになるわけであります。今、沖縄県行政にそのよ
うな余裕はないはずであります。安慶田前副知事が責
任を放棄してやめて、今その穴埋めもされない現状が
ございます。本来は、私は今まで、今安慶田副知事を
継続させるべきであったと考えております。翁長知事
は本当に県民のために仕事をしたいと思っているのか
疑問に思います。私は、翁長知事の就任以来その言動
をチェックしておりますけれども、特に重要な件で、

言葉で語ることと行動が伴っていないことに疑問を
持っております。今回の副知事人事の提案についても
このことが言えるのではないでしょうか。なぜ今の提
案か御説明を願います。
提案されている副知事の責任分野について伺います。
安慶田前副知事は、基地や予算、人事等に大きな責
任を果たしてきました。今提案されている副知事はど
の分野に責任を負うのか。そして、これまでの基地、
予算、人事あるいは政権政党や政府との交渉の責任は
どのようにしていくのか、役割、御説明をお願いし
ます。
６点目、私の理解では、今提案されている方は政治
経験がなく、行政の実務経験もないと考えているわけ
でありますけれども、今果たして即戦力として、政治
力や交渉力を発揮して成果をつくり出すことができる
のか御説明願います。
前副知事は急にやめて、後任への引き継ぎもせずに
無責任な対応であります。今新副知事を選任すると、
前副知事との間で引き継ぎが当然あるべきだと考えて
おります。いつ、どのようにされるのか御説明をお願
いします。
提案された方は研究者、学者としてのイメージが強
く、行政や政治のリーダーとして、副知事としてどの
ような働きができるのかイメージがまだできておりま
せん。御説明をお願いします。
県の副知事の立場は、各種選挙にも力を発揮する立
場であります。富川先生のこれまでの選挙のかかわり
と、今後、選挙活動にも期待できる人か伺います。
副知事の役割、責任を明確にする必要があると考え
ます。翁長県政でこれまで副知事２人の責任分担が曖
昧であったと私は考えております。恐らくそのことで
職員もかなり戸惑って仕事をしてきたと思います。安
慶田副知事は、職務権限外の分野にも進出し、安慶田
人事と称され、県政を混乱させてきたイメージがあり
ます。一方、浦崎副知事は、所管である病院事業局の
人事が昨年から問題になっているのに、知らなかった
で済ませる。このような役割、責任分担は異常であり
ます。沖縄県庁は地方自治法、さらに病院事業局は地
方公営企業法、別の法律で管理者の立場が定義され、
守られているわけであります。今新たな副知事を選任
するに当たって、これまでのあり方を見直し、県民の
納得できるようなお二人の副知事の役割、責任の分担
をし、議会にも県民にも明らかにしていただきたい。
お願いします。
病院事業局長人事のごたごたが２年間にわたって行
われているにもかかわらず、県知事と副知事の中で
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は、安慶田副知事しかかかわっていない。翁長知事も
浦崎副知事も知らないとのことであり、県民からする
と信じがたい県政運営であります。今回提案された新
副知事とともに、県知事と２人の副知事の連携をしっ
かりやって、現在起こっている問題が解決できるよう
な対案を示していただくようお願いをするわけであり
ます。私は、前回の副知事人事には反対をしてきた経
緯があります。それは、知事、副知事３人とも那覇市
の出身で、地域バランスの感覚、バランスの観点から
も納得できなかったわけであります。同時に、３人と
も政治家で、行政の実務経験がないというこのような
人事に翁長知事のセンスのなさを感じ、政治家が行政
実務を知らないのにどうして県政運営をするのだろう
と疑問を持っていたわけであります。残念なことに、
２年余りで安慶田副知事が辞任をすることになったわ
けであります。法律も行政実務も知らなかった、この
ことが原因での失敗ではないかと考えるものであり
ます。
ですから、今回の副知事の人事については、これま
での反省も踏まえての提案であるのかお伺いをいたし
ます。
知事部局の職員が、地方公営企業法のもとに運営さ
れている病院事業局長に辞任を迫った越権行為で、地
方公営企業法に反する行為でもあるが、翁長知事は今
後とも人事担当副知事に病院事業局長人事の人事権を
与えていくのか、御説明をお願いします。
以上、後で再質疑をします。
お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時35分休憩
　　午後４時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
翁長知事。
〔知事　翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）　照屋守之議員の御質問にお答
えをいたします。
富川盛武氏を副知事に提案した理由についてお答え
をいたします。
富川氏は、昭和60年に沖縄国際大学教授、平成13
年に沖縄国際大学産業総合研究所長、平成20年に沖
縄国際大学理事長・学長、平成25年に沖縄県教育委
員会委員、平成27年から沖縄県政策参与を務めてお
ります。加えて、平成16年からは沖縄県振興審議会
の総合部会長として、沖縄21世紀ビジョン策定にも
尽力され、平成24年に内閣府沖縄振興審議会会長代
理、平成27年に沖縄県アジア経済戦略構想策定委員

会会長を歴任するなど、沖縄県の経済施策、振興施策
等に精通しております。また、基地返還に伴う経済波
及効果に関する研究など、基地と経済に関する造詣も
深いものがあります。富川氏は、県の政策参与や各種
審議会を通じて、県の重要な施策の策定にかかわるな
ど、県勢の発展に取り組んでこられた実績があり、そ
の豊富な知識、経験から副知事として適任であると判
断し、今回提案をしたところであります。
次に、副知事の行政運営能力についてお答えをいた
します。
副知事の職務は、知事を補佐し、知事の命を受け政
策及び企画をつかさどり、知事部局の職員の担任する
事務を監督することであります。
今回提案した富川氏は、知事との信頼関係を保てる
人物として知事を補佐するとともに、県の政策参与や
各種審議会委員の経験を通じて、政策形成能力、企画
力についても十分有しており、副知事として適任であ
ると考えております。行政運営については、知事及び
副知事、部長等がそれぞれの職責を果たしつつ、一体
となって取り組んでいくものと考えており、支障はな
いと考えております。
よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　総務部長。

〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　幾つかたくさんあります
ので、質問どおりになっているかあれですが、一応一
通りお答えをしたいと思います。
まず、富川氏が現在参与をなさっているということ
でありますが、これにつきましては、副知事に就任し
た場合は当然辞職するという予定になっております。
それから、なぜ、今回の提案がこの時期になってい
るかという御質問がございました。
これにつきましては、副知事というのがやっぱり知
事を補佐して、知事の命を受けて政策、企画をつかさ
どって、知事部局の職務を担任する事務を監督すると
いうことで、極めて重要な職責を果たしているもので
ありまして、議会の同意を得て選任することでござい
ます。特に本県の場合、この最重要課題であります基
地を初めとする産業振興あるいは子供の貧困など、解
決すべき多くの課題を抱えておりまして、これらの課
題の早急な取り組みが求められているということで、
速やかに後任の副知事を選任したいということで、今
回提案しているところでございます。
それから、政治経験もない、行政経験もないのに、
副知事として適任かというような趣旨の御質問だった
と思います。
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今回、副知事として提案します富川氏は、知事との
信頼関係を保てる人物として知事をしっかりと補佐す
るとともに、これまで県の参与とか、各種審議会の委
員も経験されておりまして、いろんな意味で副知事と
して適任であると考えております。この行政運営につ
きましては、当然、知事あるいは副知事あるいは部局
長がそれぞれ職責を果たしつつ、一体となって取り組
んでいくものと考えておりまして、支障はないものと
考えております。
次に、選挙で重要な役割を担うということで、今回
どのような役割を担うかというような御質問がござい
ました。
これにつきましては、当然、県の三役の一人とし
て、幅広くいろんな対応をしていただけるものと考え
ております。
それから、病院事業局の人事、いろいろな御質問が
ございました。
これにつきましては、当然に手続上、地方公営企業
法というのがございますので、それに基づきましてい
ろいろと対応していくということになろうかと思い
ます。
それから、引き継ぎの件の御質問がございました。
これにつきましても、引き継ぎというのは各部局で
引き継ぎ事項を整理した上で、就任を予定しています
富川氏のほうに引き継ぎを行うという、これまでどお
りの対応をしていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　富川氏の沖縄県ア
ジア経済戦略構想推進・検証委員会の委員長の退任に
関する質問でございました。
この委員会は、県の依頼という行為で外部有識者か
ら意見を招集するという委員会でございまして、副知
事に就任する場合につきましては、退任するという予
定で考えております。
以上です。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。

〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　再質疑をさせていただきます。
先ほど沖縄県参与のまま副知事に提案ということで
ありますけれども、富川盛武先生に対して全く失礼な
提案の仕方じゃないですか。本来は県の参与という形
で報酬を支払って、それはある程度けじめをつけて、
恐らくこれ全会一致で通るでしょう。我々も反対しま
せんよ。全会一致で通るというこういう案件で、やっ

ぱりきちっとこの参与という立場を外して、県民に
しっかり示して新たに提案をするという、これが決
まったら参与はおりるというこういうふうな提案があ
りますか。これはとんでもないやり方ですよ。
先ほどのアジア経済戦略構想推進・検証委員会の委
員長も、これはやっぱり副知事になるという、決まっ
ているわけですから、そこはもう委員長という肩書き
を外して、やっぱりそういうふうなけじめをつけると
いう、だからそこのところがやっぱりオール沖縄の県
政はなっていないんじゃないですか。私はそう思いま
す。我々であれば、しっかりそこはけじめをつけて提
案をする。それは当然、御本人ともその相談をすると
いうことが必要になるわけでありますけれども、恐ら
く提案するときにそこまで気がいかなかったんじゃな
いでしょうか。どうでしょうか。提案するまでのさま
ざまな準備があり、本人との相談あるいはアジア戦略
構想の委員も含めてのことだと思いますけれども、私
は、恐らく今の県政はそういうところまで気がいかな
かったんじゃないかなと思いますよ。ですから、その
経緯も含めて、改めて御説明をお願いします。
私が言っているのは、実は、もちろん富川先生のこ
れまでのそういう研究者の実績も含めてさまざまなお
考えがあって、そういう行政の審議会さまざまやって
おりますよ。やりましたけれども、そういう研究とか
それぞれのお考えが副知事として、提案ではなくて本
当にリードして引っ張っていく、実現をしていく。特
に辺野古の問題もそうですよね。ああいうことも含め
て、今大きな課題になって、翁長知事でさえそういう
ふうなことが今できない。つくらせないと言うのに逆
につくらせるというこういう実態を、富川先生はそれ
を引き継いで、副知事として、これまで基地はないほ
うがいいと唱えてきた側が具体的に実務として実現を
していくわけですよ。ですから、そういうのも含め
て、交渉力やあるいは政治力はどうでしょうかという
ことで、その説明をしてもらいたいんですよ、説明
を。わからないから。ですから、そういうのを含めて
県民にきちっと説明してもらいたい。これは提案者と
しての大きな責任じゃないですか、それが一つ。
今、なぜそういう交渉力とか政治力を言うかという
と、私は今基地問題で国と県の信頼関係は完全に失わ
れていると思っております。あわせて県の職員と県三
役を含めての信頼関係も厳しいんじゃないかなと思っ
ております。ですから、そういうところも含めて、富
川副知事にはこの国との信頼関係をしっかり回復す
る、県庁内もしっかり信頼関係を回復して、全庁一体
となって県の課題を解決してもらう、そういう期待を
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担っているわけです。ですから、今菅官房長官もそれ
ぞれの大臣も沖縄に対して非常に厳しいという、そこ
を副知事として、政治として交渉力をどう発揮します
かという、その辺を教えてもらいたいというそういう
ところであります。ですから、これまでやってこられ
たこと、当然高く評価しておりますよ。賛成します
よ。ただ、そういうふうな現実、これまでやってきた
ことと、学者として研究したことが実際ここに座っ
て、座って研究ではなくて、本当に実現してそれを県
民に返していくというそういうふうなところを提案者
は責任を持って説明すべきじゃないですか。最初から
書類そのもの自体も異常じゃないですか。前任者のけ
じめもつけないで、参与のままそこに提案する、こん
な失礼なやり方は私はないと思いますよ。もし仮にそ
のまま通れば、参与の報酬もあるじゃないですか。１
日２万7000円ですよ、参与の報酬は。副知事の報酬
とかぶるという可能性もあるわけじゃないですか、こ
ういうのは。ですから、そういうふうに……
○議長（新里米吉君）　質疑ですから。
○照屋　守之君　けじめもつけずにやるというこのや
り方も含めて、なぜそういうふうになったのか。ある
いは富川先生のそういう政治力あるいは交渉力、その
ことも含めてぜひ説明をいただいて、御理解をお願い
したい。
極めて真っ当な質疑じゃないですか。
ぜひ、よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時56分休憩
　　午後４時57分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
総務部長。（発言する者あり）
答弁しますから静かにしてください。
〔総務部長　金城　武君登壇〕

○総務部長（金城　武君）　再質疑にお答えをいたし
たいと思います。
先ほど参与のまま提案しているという、ちょっと私
のほうの説明が舌足らずで申しわけございません。
これは、富川氏につきましては、副知事に就任する
前に当然参与を辞職する予定でございますので、改め
て申し上げたいと思います。
それから、就任予定の富川氏の国との交渉力あるい
は政治力というような趣旨の御質問がございました。

知事からございましたように、富川氏につきまして
は、現在国の振興審議会の会長代理ということも担っ
ておりまして、そういう関係もありまして、国の職
員との人脈もありまして、当然に国との交渉で手腕
を発揮していただけるものと考えているところでご
ざいます。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。

〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　アジアの検証委員
会につきましては、副知事の就任後にと申しました
んですが、これは県の依頼で委員になっていただい
ていますので、前後でやめても構わないということ
でございます。本人と今現在調整中でございまして、
後任をどうするかということもございますので、多
分副知事になる前におやめになるということになる
かと思います。
以上でございます。
○議長（新里米吉君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
これをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております乙第27号議案につ
いては、総務企画委員会に付託いたします。
休憩いたします。
　　午後４時59·分休憩
　　午後５時１·分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
この際、お諮りいたします。
委員会審査及び議案整理のため、明３月３日から７
日までの５日間休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、明３月３日から７日までの５日間休会とす
ることに決定いたしました。
　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
次会は、３月８日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午後５時１分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年３月８日（水曜日）午前 10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

議　　事　　日　　程　第９号
平成29年３月８日（水曜日）

午前10時開議
第１　乙第27号議案（総務企画委員長報告）
第２　甲第24号議案から甲第35号議案まで（予算特別委員長報告）
第３　陳情第17号、第20号の４、第23号、第25号、第27号及び第28号の付託の件

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第27号議案
乙第27号議案· 副知事の選任について

日程第２　甲第24号議案から甲第35号議案まで
甲第24号議案· 平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第25号議案· 平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
甲第26号議案· 平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案· 平成28年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案· 平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）
甲第29号議案· 平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
甲第31号議案· 平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案· 平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第34号議案· 平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第３号）
甲第35号議案· 平成28年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）

日程第３　陳情第17号、第20号の４、第23号、第25号、第27号及び第28号の付託の件
——————————————————————————————————————

出　席　議　員（45名）
議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
11· 番 　座　波　　　一　君

12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君
23· 番 　末　松　文　信　君
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——————————————————————————————————————
欠　席　議　員（２名）

——————————————————————————————————————
欠　　　　　員（１名） 

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に申し上げます。
３月２日の会議において設置されました予算特別委
員会の委員長から、同日の委員会において委員長に西
銘純恵さん、副委員長に仲宗根悟君を互選したとの報
告がありました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１　乙第27号議案を議
題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長渡久地　修君。

――――――――――――――――――
　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
○総務企画委員長（渡久地　修君）　おはようござい
ます。
ただいま議題となりました乙第27号議案の同意議
案について、委員会における審査の経過及び結果を御
報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の

概要等について申し上げます。
乙第27号議案「副知事の選任について」は、副知
事１人が平成29年１月23日付で辞職したことに伴
い、その後任に、富川盛武氏を選任するため、地方自
治法第162条の規定に基づき議会の同意を求めるもの
であるとの説明がありました。
本案に関し、副知事の選任予定者が大学の理事長・
学長経験者ということから、現在の大学での地位、常
勤や非常勤等での勤務状況について質疑、答弁があり
ました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採
決の結果、乙第27号議案は、全会一致をもって同意
すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第27号議案を採決いたします。

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君
課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君

主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君
政務調査課長 　宮　城　　　弘　君
副 参 事 　前　田　　　敦　君

24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君

36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君

10· 番 　新　垣　　　新　君 47· 番 　仲　田　弘　毅　君
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お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第27号議案は、これに同意することに
決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第２　甲第24号議案から
甲第35号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長西銘純恵さん。

――――――――――――――――――
　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　〔予算特別委員長　西銘純恵さん登壇〕
○予算特別委員長（西銘純恵さん）　おはようござい
ます。
ただいま議題となりました甲第24号議案から甲第
35号議案までの予算議案12件について、委員会にお
ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長を初め関係部局長
等の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
まず初めに、甲第24号議案「平成28年度沖縄県一
般会計補正予算（第４号）」は、扶助費等の義務的経
費、その他11月補正予算編成後の事情変更により、
緊急に予算措置を必要とする経費を計上するととも
に、事業の執行状況等に応じて所要の補正を行うもの
である。
補正予算案の総額は、歳入歳出ともに、マイナス
76億1414万9000円で、補正後の改予算額は、7592
億9118万7000円となる。
歳入の主な内容は、事業税や不動産取得税などの県
税の増、全国における地方消費税収入の減による同税
清算金の減、普通交付税の交付決定額のうち未計上分
など地方交付税の増、内示減による国庫支出金の減、
計画変更等に伴う基金繰入金の減、平成27年度決算
剰余金の未計上分である繰越金の増、将来の公債費負
担を軽減するため一般財源に振りかえたことなどによ
る県債の減などである。
歳出の主な内容は、高等学校等の就学支援に要する
私立学校等教育振興費の減、県税及び地方交付税等の
増に伴う財政調整基金積立金の増、国からの地方消費
税払込額の減に伴う市町村への地方消費税交付金及び
他都道府県への地方消費税清算金の減、市町村が実施

する介護施設等の整備費補助に要する老人福祉施設整
備費の減、保育所緊急整備事業を実施するための安心
こども基金への積み立てに要する子育て総合対策費の
増、国民健康保険財政安定化基金への積み立てに要す
る国民健康保険指導費の増、農業研究センター名護支
所の施設建てかえに要する農業研究施設整備費の減、
災害発生が想定を下回ったことによる災害復旧事業費
の減などである。
なお、繰越明許費は、歳出予算の経費のうち、その
性質上または予算成立後の事由により年度内にその支
出が見込めない事業について計上するものであるとの
説明がありました。
次に、甲第25号議案から甲第35号議案までの特別
会計補正予算は、貸付実績が当初見込み額を下回った
ことに伴う貸付金の減額や建設改良費等の繰越明許費
に係る補正などであるとの説明がありました。
まず初めに、県税の法人事業税及び不動産取得税が
増額となった要因は何か、また、個人県民税の減額理
由は何かとの質疑がありました。
これに対し、法人事業税の増額要因は、基本的に景
気拡大によるものと考えており、卸売、小売業、サー
ビス業及び建設業等ほとんどの業種で収益が増加して
いる。不動産取得税は、住宅需要の伸びが背景にある
が、今回は大型の店舗の取得・大口課税の影響が大き
い。また、個人県民税は、個人の所得に課税する均等
所得割、株式配当などの所得に課税する配当割、株式
の譲渡所得に課税する株式等譲渡所得割の３つがある
が、納税義務者数の増により均等所得割は増加した
が、株価低迷による損失控除のため配当割及び株式等
譲渡所得割の減額が上回ったことにより、全体として
減額となったとの答弁がありました。
次に、地方消費税清算金の仕組みはどうなってい
るのか、また、補正減の理由は何かとの質疑があり
ました。
これに対し、地方消費税清算金の仕組みは、消費税
及び地方消費税はともに流通過程で段階的に課税され
て、最終消費者が税額を最終的に負担するという形で
あるが、最終消費地と課税地の不一致が生じるのでそ
れを是正するため、各都道府県間で清算をすることに
なっている。また、補正減の理由は、清算対象期間に
国から各都道府県に払い込まれた地方消費税の総額
が、円高や輸入額の落ち込みにより大幅に減額になっ
たことにより地方消費税清算金も減額になったとの答
弁がありました。
次に、財政調整基金の積立金はどのような状況か、
また、平成29年度の計画はどうなっているかとの質
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疑がありました。
これに対し、財政調整基金の平成27年度末現在の
残高は236億円である。平成28年度末としては178億
円を見込んでいる。また、平成29年度は、当初予算
編成段階で213億円の収支不足が生じ、財政調整基金
と減債基金を取り崩して充当したため、年度末現在高
は50億円と見込んでいるとの答弁がありました。
次に、駐留軍用地跡地利用促進費の事業内容及び補
正減額の理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、同事業は、駐留軍用地跡地の円滑な利
用を推進するため、返還前の早い段階から公共用地を
確保する必要があることから、土地取得事業基金を財
源として、跡地利用推進法に基づく土地の先行取得を
行う内容である。補正減額の理由は、当該法律に基づ
き地権者からの買い取り希望の申し出等を受けて土地
を買い取る制度になっているが、当初予算の想定の半
分の申し出となったため減額補正を行うものであると
の答弁がありました。
次に、交通運輸対策事業のうち沖縄離島住民等交通
コスト負担軽減事業の概要及び補正理由は何かとの質
疑がありました。
これに対し、同事業では、離島住民の移動コストを
低減するため船賃はＪＲの在来線並みを目指し３割か
ら７割、航空運賃は新幹線並みを目指して４割の運賃
の低減を行っている。今回の補正理由は、利用者の増
加、特に航空路の利用者が増加し実績がふえたことか
ら増額するものであるとの答弁がありました。
次に、保育所運営費の事業内容及び補正の理由は何
かとの質疑がありました。
これに対し、同事業は、子ども・子育て支援法の規
定に基づき、保育に要する費用に充てるため県が施
設・事業所に対して補助を行うものである。補正の理
由は、人事院勧告に伴い保育士9000人を対象に１人
当たり月額約5000円の給与改善を行うための費用、
及び平成28年度における新設86施設とそれに伴う利
用児童数3172人増加の費用分を増額するものである
との答弁がありました。
次に、国民健康保険財政安定化基金への積み立てを
補正予算で行う理由は何か、また、平成30年度に国
保制度が県に移管された後、市町村国保の赤字は当該
基金で対応するのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の補正予算は、医療保険制度改
革の一環として各都道府県に財政安定化基金が設置さ
れ、平成30年度から県も市町村とともに国保の被保
険者になることから、国から交付された国民健康保険
財政安定化基金補助金を積み立てるため補正するもの

である。また、平成30年度以降、国保は県と市町村
とが共同で保険者になるということであり、県に移管
されるわけではない。県は国保財政運営を担い、市町
村は保険税の賦課徴収、保険事業及び資格管理等を引
き続き担うことになる。当該基金は市町村の赤字を解
消するものではなく保険料収入の不足や医療費の増嵩
に備えて保険財政の安定化を図るためのものであり、
市町村国保の赤字解消については、特別な財政支援を
国に要望しているところであるとの答弁がありました。
次に、畜産経営環境保全対策事業のうち畜産・酪農
収益強化整備対策事業の概要及び補正理由は何かとの
質疑がありました。
これに対し、同事業は、畜産・酪農の収益力・生産
基盤を強化するため、地域のクラスター協議会で中心
的経営体と位置づけられた畜産農家に対して、施設整
備や家畜業に係る経費の一部を補助する事業である。
補正の理由は、沖縄県ブロイラー生産協会に対して、
鶏舎５棟と豚舎１棟の整備のため国庫補助金分を補正
するものであるとの答弁がありました。
次に、住宅防音工事補助金の減額理由は何か、ま
た、防音工事空調機設置に伴う入居者負担はあるかと
の質疑がありました。
これに対し、防音区域に位置する県営大謝名団地の
建てかえ事業に係る防音工事において、換気扇等の契
約額が当初予定額よりも低く抑えられたことによる執
行残分の減額である。また、防音区域内の県営団地建
てかえ事業に係る空調機の設置については、今後、防
衛省予算を活用し入居者負担がない形で進めていきた
いと考えているとの答弁がありました。
次に、文化財保存整備費の事業計画変更の理由は何
か、また、計画変更後の事業の見通しはどうかとの質
疑がありました。
これに対し、主な変更理由は、基地内の立入許可を
米軍から得られるめどが立たなかったため埋蔵文化財
分布調査を中止にしたこと、及び文化庁の補助による
首里城跡周辺整備事業を予定していたが、過去に内閣
府の補助で整備をしていたことから協議のため一旦事
業を中止することにしたことである。また、今後の事
業見通しは、埋蔵文化財分布調査は平成27年９月に
日米間で環境補足協定が締結されて以降は立ち入りで
きていない状況である。首里城跡周辺整備事業は協議
終了後、工事を行う計画であるとの答弁がありました。
そのほか、自主財源比率の年度末の見通し、地方消
費税清算金算定方法変更の本県への影響、地方創生の
深化のための新型交付金の内容及び補正減の理由、ふ
るさと納税の本県と類似県との比較、航空機購入費の
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補正減の理由及び価格交渉の状況、離島航路補助事業
で黒字化した航路名及びその要因、石油製品輸送等補
助金が不足した場合の事業者への対応状況、海岸漂着
物等地域対策推進事業の市町村からの要望件数及び措
置状況、安心こども基金への積立金と繰越明許費との
関連、保育対策事業の減額補正の理由、農地中間管理
機構が行う借り受け農地の保全管理業務の内容、大型
ＭＩＣＥ臨港道路関連経費の減額理由及び今後の計
画、公営住宅建設費の事業内容及び財源振りかえの理
由、人材育成推進費の高等学校等奨学事業の補正減の
理由などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、甲第24号議案から甲第35号議案
までの12件は、全会一致をもって原案のとおり可決
すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、甲第24号議案から甲第35号議案までの
12件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案12件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。

よって、甲第24号議案から甲第35号議案までは、
原案のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第３　陳情第17号、第
20号の４、第23号、第25号、第27号及び第28号の
付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいまの陳情６件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い
ます。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
委員会審査及び議案整理のため、明３月９日から
28日までの20日間休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、明３月９日から28日までの20日間休会と
することに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
次会は、３月29日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午前10時18分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年３月 16日（木曜日）午前 10時１分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第 10 号）

議　　事　　日　　程　第10号
平成29年３月16日（木曜日）

午前10時開議
第１　米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故に関する意見書

仲宗根　悟君· 山川　典二君
花城　大輔君· 末松　文信君
照屋　守之君· 宮城　一郎君
崎山　嗣幸君· 親川　　敬君· 提出　議員提出議案第４号
新垣　清涼君· 渡久地　修君
嘉陽　宗儀君· 金城　　勉君
當間　盛夫君

第２　米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故に関する抗議決議
仲宗根　悟君· 山川　典二君
花城　大輔君· 末松　文信君
照屋　守之君· 宮城　一郎君
崎山　嗣幸君· 親川　　敬君· 提出　議員提出議案第５号
新垣　清涼君· 渡久地　修君
嘉陽　宗儀君· 金城　　勉君
當間　盛夫君

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故に関する意見書
日程第２　米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故に関する抗議決議

——————————————————————————————————————
出　席　議　員（43名）

議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君

15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君
23· 番 　末　松　文　信　君
24· 番 　渡久地　　　修　君
25· 番 　玉　城　　　満　君
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
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——————————————————————————————————————
欠　席　議　員（４名）

——————————————————————————————————————
欠　　　　　員（１名） 

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　去る３月８日の会議において、
本日は休会とすることに議決されましたが、議事の都
合により特に会議を開きます。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
２月11日から３月13日までに受理いたしました請
願１件及び陳情14件は、お手元に配付の請願及び陳
情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託い
たしました。
次に、３月14日、仲宗根悟君外12人から、議員提
出議案第４号「米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１
Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故に関する意見
書」及び議員提出議案第５号「米海兵隊のつり下げ訓
練によるＵＨ１Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故
に関する抗議決議」の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

――――――――――――――――――
〔諸般の報告　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――

○議長（新里米吉君）　この際、日程第１　議員提出
議案第４号　米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙ
ヘリコプターからのタイヤ落下事故に関する意見書及
び日程第２　議員提出議案第５号　米海兵隊のつり下

げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリコプターからのタイヤ落下
事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲宗根　悟君。

――――――――――――――――――
〔議員提出議案第４号及び第５号　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔仲宗根　悟君登壇〕

○仲宗根　悟君　おはようございます。
ただいま議題となりました議員提出議案第４号及び
第５号の２件につきまして、３月14日に開催いたし
ました米軍基地関係特別委員会の委員により協議した
結果、議員提出議案として提出することに意見の一致
を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明
申し上げます。
提案理由は、米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１
Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故について関係要
路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第４号を朗読いたします。
〔米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリ
コプターからのタイヤ落下事故に関する意見
書朗読〕

次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。

〔米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリ

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君
課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君

主 幹 　中　村　　　守　君
主 査 　川　端　七　生　君
政務調査課長 　宮　城　　　弘　君
主 幹 　上　原　　　毅　君

30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君

39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君

９ 番　　西　銘　啓史郎　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君

32· 番 　砂　川　利　勝　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君
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コプターからのタイヤ落下事故に関する抗議
決議の宛先朗読〕

以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、意見書の宛先で、県内所在関係機関及び抗議
決議の宛先で県内の関係要路につきましては、その趣
旨を要請するため米軍基地関係特別委員会委員を派遣
する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、
議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただ
きますようお願い申し上げます。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第４号
及び第５号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第４
号「米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ１Ｙヘリコプ
ターからのタイヤ落下事故に関する意見書」及び議員

提出議案第５号「米海兵隊のつり下げ訓練によるＵＨ
１Ｙヘリコプターからのタイヤ落下事故に関する抗議
決議」の２件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第４号及び第５号は、原案の
とおり可決されました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第４号及び第５号に関し、提案理由説明の際
提出者から、その趣旨を県内の関係要路に要請するた
め米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらいたい
との要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第４号及び第５号の趣旨を県内の関係
要路に要請するため、米軍基地関係特別委員会委員を
派遣することとし、その期間及び人選については、議
長に一任することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
次会は、３月29日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。

　　　午前10時10分散会
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平成 29 年
第 1 回

平成 29年３月 29日（水曜日）午前 10時１分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第 11 号）

議　　事　　日　　程　第11号
平成29年３月29日（水曜日）

午前10時開議
第１　議席の変更
第２　乙第１号議案から乙第７号議案まで及び乙第14号議案（総務企画委員長報告）
第３　乙第10号議案（経済労働委員長報告）
第４　乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第13号議案（文教厚生委員長報告）
第５　乙第11号議案及び乙第12号議案（土木環境委員長報告）
第６　乙第23号議案（総務企画委員長報告）
第７　乙第21号議案（経済労働委員長報告）
第８　乙第19号議案及び乙第20号議案（文教厚生委員長報告）
第９　乙第15号議案から乙第18号議案まで、乙第22号議案及び乙第24号議案から乙第26号議案まで（土木環境

委員長報告）
第10· 甲第１号議案から甲第23号議案まで（予算特別委員長報告）
第11· 北朝鮮のミサイル発射に対し毅然とした対処等を求める意見書

花城　大輔君· 又吉　清義君
中川　京貴君· 仲田　弘毅君
宮城　一郎君· 当山　勝利君
仲宗根　悟君· 新垣　光栄君　　提出　議員提出議案第６号
玉城　　満君· 比嘉　瑞己君
渡久地　修君· 上原　　章君
當間　盛夫君· 座喜味一幸君

第12· 中国軍機による日本領空接近行為に対し毅然とした対処等を求める意見書
宮城　一郎君· 花城　大輔君
又吉　清義君· 中川　京貴君
仲田　弘毅君· 当山　勝利君
仲宗根　悟君· 新垣　光栄君· 提出　議員提出議案第７号
玉城　　満君· 比嘉　瑞己君
渡久地　修君· 上原　　章君
當間　盛夫君· 座喜味一幸君

第13· 嘉手納飛行場周辺における住宅防音工事対象区域（第１種区域）の見直しに関する意見書
仲宗根　悟君· 山川　典二君
花城　大輔君· 末松　文信君
照屋　守之君· 宮城　一郎君
崎山　嗣幸君· 親川　　敬君· 提出　議員提出議案第８号
新垣　清涼君· 渡久地　修君
嘉陽　宗儀君· 金城　　勉君
當間　盛夫君· 座喜味一幸君
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第14· 米軍普天間飛行場の運用停止の実現を求める意見書
仲宗根　悟君· 山川　典二君
花城　大輔君· 末松　文信君
照屋　守之君· 宮城　一郎君
崎山　嗣幸君· 親川　　敬君· 提出　議員提出議案第９号
新垣　清涼君· 渡久地　修君
嘉陽　宗儀君· 金城　　勉君
當間　盛夫君· 座喜味一幸君

第15· 陳情第３号（総務企画委員長報告）
第16· 陳情平成28年第89号の３、同第99号、同第118号、同第132号、同第177号、陳情第３号の３、第18号、

第20号の２及び第24号（文教厚生委員長報告）
第17· 陳情平成28年第59号（土木環境委員長報告）
第18· 陳情平成28年第108号（子どもの未来応援特別委員長報告）
第19· 前副知事による教員採用試験、教育庁幹部人事及び病院事業局長人事関与問題等に関する調査の件
第20· 閉会中の継続審査の件

——————————————————————————————————————
本日の会議に付した事件

日程第１　議席の変更
日程第２　乙第１号議案から乙第７号議案まで及び乙第14号議案

乙第１号議案· 沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例
乙第２号議案· 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例
乙第３号議案· 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
乙第４号議案· 沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案· 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案· 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案· 沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
乙第14号議案· 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例

日程第３　乙第10号議案
乙第10号議案· 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例
日程第４　乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第13号議案

乙第８号議案· 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例

乙第９号議案· 沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
乙第13号議案· 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例

日程第５　乙第11号議案及び乙第12号議案
乙第11号議案· 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案· 沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例

日程第６　乙第23号議案
乙第23号議案· 包括外部監査契約の締結について

日程第７　乙第21号議案
乙第21号議案· 債権の放棄について

日程第８　乙第19号議案及び乙第20号議案
乙第19号議案· 債権の放棄について
乙第20号議案· 債権の放棄について

日程第９　乙第15号議案から乙第18号議案まで、乙第22号議案及び乙第24号議案から乙第26号議案まで
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乙第15号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案· 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第17号議案· 財産の取得について
乙第18号議案· 財産の取得について
乙第22号議案· 訴えの提起について
乙第24号議案· 県道の路線の認定及び廃止について
乙第25号議案· 公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第26号議案· 流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更につ

いて
日程第10· 甲第１号議案から甲第23号議案まで

甲第１号議案· 平成29年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案· 平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案· 平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案· 平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案· 平成29年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案· 平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案· 平成29年度沖縄県下水道事業特別会計予算
甲第８号議案· 平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第９号議案· 平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第10号議案· 平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第11号議案· 平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第12号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第13号議案· 平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第14号議案· 平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第15号議案· 平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第16号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第17号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第18号議案· 平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第19号議案· 平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第20号議案· 平成29年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第21号議案· 平成29年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案· 平成29年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案· 平成29年度沖縄県工業用水道事業会計予算

日程第11· 北朝鮮のミサイル発射に対し毅然とした対処等を求める意見書
日程第12· 中国軍機による日本領空接近行為に対し毅然とした対処等を求める意見書
日程第13· 嘉手納飛行場周辺における住宅防音工事対象区域（第１種区域）の見直しに関する意見書
日程第14· 米軍普天間飛行場の運用停止の実現を求める意見書
日程第15· 陳情第３号

陳情第３号　平成28年度久米島町の振興施策に関する陳情
日程第16· 陳情平成28年第89号の３、同第99号、同第118号、同第132号、同第177号、陳情第３号の３、第18

号、第20号の２及び第24号
陳情平成28年第89号の３· ·美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情
陳情平成28年第99号　沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例施行後３年

目の見直しに関する陳情
陳情平成28年第118号　沖縄県における管理栄養士養成校設置に関する陳情
陳情平成28年第132号　離島の高校の寄宿舎改築に関する陳情
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陳情平成28年第177号　首里城内第32軍司令部壕説明板の文言復活を求める陳情
陳情第３号の３　平成28年度久米島町の振興施策に関する陳情
陳情第18号　精神障害者に対する「重度心身障がい者医療費助成制度の適用」に関する陳情
陳情第20号の２·　石垣市振興に関する陳情
陳情第24号　骨髄バンクドナー助成制度導入に関する陳情

日程第17· 陳情平成28年第59号
陳情平成28年第59号　「名護市一般廃棄物最終処分場の不適正なる維持管理」に関する陳情

日程第18· 陳情平成28年第108号
陳情平成28年第108号　「沖縄の子供の貧困対策」に関する陳情

日程第19· 前副知事による教員採用試験、教育庁幹部人事及び病院事業局長人事関与問題等に関する調査の件
日程第20· 閉会中の継続審査の件

——————————————————————————————————————
出　席　議　員（47名） 

——————————————————————————————————————
欠　　　　　員（１名） 

——————————————————————————————————————
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長 　知　念　正　治　君
次 長 　平　田　善　則　君
議 事 課 長 　勝　連　盛　博　君
課 長 補 佐 　平　良　　　潤　君
主 幹 　中　村　　　守　君

主 査 　川　端　七　生　君
主 事 　村　吉　政　則　君
政務調査課長 　宮　城　　　弘　君
副 参 事 　前　田　　　敦　君
主 幹 　天　久　庸　隆　君

議 長 　新　里　米　吉　君
副議長 　赤　嶺　　　昇　君
１ 番 　瀬　長　美佐雄　君
２ 番 　玉　城　武　光　君
３ 番 　親　川　　　敬　君
４ 番 　新　垣　光　栄　君
５ 番 　次呂久　成　崇　君
６ 番 　宮　城　一　郎　君
７ 番 　大　城　憲　幸　君
８ 番 　金　城　泰　邦　君
９ 番 　西　銘　啓史郎　君
10· 番 　新　垣　　　新　君
11· 番 　座　波　　　一　君
12· 番 　比　嘉　瑞　己　君
13· 番 　西　銘　純　恵　さん
14· 番 　平　良　昭　一　君
15· 番 　上　原　正　次　君
16· 番 　当　山　勝　利　君
17· 番 　亀　濱　玲　子　さん
18· 番 　當　間　盛　夫　君
19· 番 　上　原　　　章　君
20· 番 　山　川　典　二　君
21· 番 　花　城　大　輔　君
22· 番 　又　吉　清　義　君

23· 番 　末　松　文　信　君
25· 番 　渡久地　　　修　君
26· 番 　玉　城　　　満　君
27· 番 　仲　村　未　央　さん
28· 番 　照　屋　大　河　君
29· 番 　仲宗根　　　悟　君
30· 番 　崎　山　嗣　幸　君
31· 番 　金　城　　　勉　君
32· 番 　砂　川　利　勝　君
33· 番 　具志堅　　　透　君
34· 番 　島　袋　　　大　君
35· 番 　中　川　京　貴　君
36· 番 　座喜味　一　幸　君
37· 番 　嘉　陽　宗　儀　君
38· 番 　新　垣　清　涼　君
39· 番 　瑞慶覧　　　功　君
41· 番 　狩　俣　信　子　さん
42· 番 　比　嘉　京　子　さん
43· 番 　大　城　一　馬　君
45· 番 　糸　洲　朝　則　君
46· 番 　照　屋　守　之　君
47· 番 　仲　田　弘　毅　君
48· 番 　翁　長　政　俊　君
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——————————————————————————————————————
○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
昨日、花城大輔君外13人から、議員提出議案第６
号「北朝鮮のミサイル発射に対し毅然とした対処等を
求める意見書」、宮城一郎君外13人から、議員提出議
案第７号「中国軍機による日本領空接近行為に対し毅
然とした対処等を求める意見書」、仲宗根悟君外13人
から、議員提出議案第８号「嘉手納飛行場周辺におけ
る住宅防音工事対象区域（第１種区域）の見直しに関
する意見書」及び議員提出議案第９号「米軍普天間飛
行場の運用停止の実現を求める意見書」の提出があり
ました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

――――――――――――――――――
〔諸般の報告　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――

○議長（新里米吉君）　日程第１　議席の変更を行い
ます。
議員の辞職に伴い、会議規則第４条第３項の規定に
より議席の一部を変更いたします。
渡久地修君を25番に、玉城満君を26番にそれぞれ
変更いたします。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午前10時２分休憩
　　午前10時２分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第２　乙第１号議案から乙第７号議案まで及び
乙第14号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長渡久地　修君。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕

○総務企画委員長（渡久地　修君）　おはようござい
ます。
ただいま議題となりました乙第１号議案から乙第７
号議案まで及び乙第14号議案の条例議案８件につい
て、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
委員会におきましては、総務部長、企画部長及び警
察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまい

りました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
まず、乙第１号議案「沖縄県個人情報保護条例の一
部を改正する条例」は、個人情報の保護に関する法律
及び行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律の一部が改正されることに伴
い、情報提供等記録に係る規定の改正、小規模取扱事
業者に係る関係規定の削除その他所要の改正を行う必
要があるため条例を改正するものである。施行期日
は、平成29年５月30日とするとの説明がありました。
本案に関し、今回の条例改正による国民の利点は何
か、また、個人情報の流出対策はどうなっているかと
の質疑がありました。
これに対し、今回の改正により県の独自事務につい
て他県やその市町村との情報連携が可能となり、県民
の利便性が向上すると考えている。また、情報の流出
対策については、国の情報ネットワークシステムを介
して暗号化された情報を利用していること、個人番号
制度に係るネットワークを新たに構築し外部と完全に
分離して運用していること、さらにネットワークに接
続するパソコンを特定し個人認証やパスワードを設定
することにより、情報セキュリティーの高度化を図っ
ているとの答弁がありました。
そのほか、個人情報保護に関する職員への啓発状
況、マイナンバーカードの交付率及び普及への取り組
み状況、個人情報保護法の適用を受ける事業者の範囲
などについて質疑がありました。
次に、乙第２号議案「沖縄県私立学校施設改築促進
事業基金条例の一部を改正する条例」は、安全・安心
な教育環境の整備促進を目的に、私立学校の施設の大
規模な改造を促進する費用の財源に基金を充てること
ができるようにする等の必要があるため条例を改正す
るものである。施行期日は、平成29年４月１日とす
るとの説明がありました。
本案に関し、条例改正後の私立学校への補助の見通
しはどうなっているのか、また、補助金利用後数年間
は建てかえ等はできないのかとの質疑がありました。
これに対し、私学への補助見通しとしては、平成
28年度からの継続で１校、平成29年度に新規１校、
平成30年度以降に新規２校への補助に向け調整を進
めている。また、補助金交付要綱や交付決定の中で、
整備後数年間の変更を制限する条件はつけていないと
の答弁がありました。

主 幹 　城　間　　　兼　君 主 幹 　上　原　　　毅　君
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そのほか、校舎建築後30年経過という要件の緩和、
補助率２分の１の根拠及び拡充の可能性、補助金上限
のかさ上げ及び利便性向上の検討、県内私学校舎の耐
震化状況及び災害時避難場所への指定状況などについ
て質疑がありました。
次に、乙第３号議案「沖縄県職員の勤務時間、休日
及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例」
は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律等の一部改正に伴い、介護休
暇の取得時間を新設し、育児休業の対象となる子の範
囲に含まれる者を定める必要があるため条例を改正す
るものである。施行期日は、平成29年４月１日とす
るとの説明がありました。
本案に関し、育児休業の対象となる子の範囲はどう
なるのかとの質疑がありました。
これに対し、育児休業の対象となる子は、従前は職
員の子と規定されていたが、条例改正により特別養子
縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されてい
る子及びこれらに準ずる者として条例で定める子が追
加されるとの答弁がありました。
そのほか、育児休業及び介護休暇の取得率、男性の
育児休業取得件数と県内・全国比較及び取得率向上の
ための取り組み内容、介護休暇の所得要件及び３年の
期間とする理由、非常勤職員の取得の可否及び要件な
どについて質疑がありました。
次に、乙第４号議案「沖縄県職員の配偶者同行休業
に関する条例の一部を改正する条例」は、人事院規則
の一部改正に伴い、配偶者同行休業の期間の再度の延
長ができる特別の事情に関する規定を定める必要があ
るため条例を改正するものである。施行期日は、平成
29年４月１日とするとの説明がありました。
本案に関し、同制度に関して県職員の利用実績はあ
るのかとの質疑がありました。
これに対し、同制度施行後、知事部、教育庁及び県
警察でそれぞれ１名、合計３名の利用があったとの答
弁がありました。
そのほか、職務復帰する場合の身分、休業期間を３
年以内とする根拠、県外へ同行する場合及び市町村職
員への適用の有無などについて質疑がありました。
次に、乙第５号議案「沖縄県の事務処理の特例に関
する条例の一部を改正する条例」は、法令改正に伴う
移譲事務の削減など、所要の改正を行うほか、法令に
基づく知事の権限に属する事務のうち、移譲について
市町村長との協議が調った事務を市町村が処理するこ
ととする必要があるため条例を改正するものであると
の説明がありました。

次に、乙第６号議案「沖縄県使用料及び手数料条例
の一部を改正する条例」は、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する法律の施行に伴い、新たに手数料
の徴収根拠を定めるとともに、既存手数料の額の適正
化を図る必要があるため条例を改正するものである。
施行期日は、平成29年４月１日とするとの説明があ
りました。
本案に関し、今回の改正に当たっての関係団体や業
界の反応、使用料及び手数料の積算根拠及び改正スパ
ン、建築物エネルギー消費性能適合性判定の経過措置
の有無などについて質疑・答弁がありました。
次に、乙第７号議案「沖縄県個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条
例」は、行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要
の改正を行う必要があるため条例を改正するものであ
る。施行期日は、平成29年５月30日とするとの説明
がありました。
本案に関し、条例で定める独自事務の具体例及び件
数、任命権者間や自治体間での情報連携における遵法
意識の醸成などについて質疑・答弁がありました。
次に、乙第14号議案「沖縄県警察職員の定員に関
する条例の一部を改正する条例」は、警察法施行令の
一部改正に伴い、ストーカー事案、振り込め詐欺等の
対策を強化するため警察官を増員する必要があること
から、条例を改正するものである。
改正の主な内容は、警察官の定員を「2766人」か
ら「2771人」に改める。施行期日は、平成29年４月
１日とするとの説明がありました。
本案に関し、地方警察官を全国で886人増員した中
での沖縄県５人は少ないのではないかとの質疑があり
ました。
これに対し、前定例会において100人増員したこと
を含めると、全国の約８分の１が本県に割り振られて
おり、人口や県警察の規模からするとトータルでは手
当てされていると考えているとの答弁がありました。
次に、ストーカー・ＤＶ事案対策２人、特殊詐欺対
策２人、国際情勢変化対応１人という３分野はどこで
決めたのか、また、国際情勢変化への対応とは何かと
の質疑がありました。
これに対し、今回の３分野は警察庁から割り振られ
たものである。また、国際情勢の変化とは2020年東
京オリンピックの開催、イスラム国による日本へのテ
ロ攻撃の言及があったこと、対応とは国際テロ情報の
収集・分析など対策の強化を全国の警察を挙げて取り
組むことであるとの答弁がありました。
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そのほか、本県警察官１人当たりの負担人数及び全
国比較、ストーカー・ＤＶ事案の県内相談件数と全国
比較及び相談体制、特殊詐欺の種類と県内被害総額及
び検挙件数、国際テロ対策を担う警察官の素養などに
ついて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要であり
ますが、採決の結果、乙第１号議案から乙第７号議
案まで及び乙第14号議案の条例議案８件は、全会一
致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いた
しました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第１号議案から乙第７号議案まで及び乙
第14号議案の８件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案８件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第１号議案から乙第７号議案まで及び乙
第14号議案は、原案のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第３　乙第10号議案を議
題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長瑞慶覧　功君。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔経済労働委員長　瑞慶覧　功君登壇〕

○経済労働委員長（瑞慶覧　功君）　おはようござい
ます。
ただいま議題となりました乙第10号議案について、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。

乙第10号議案「沖縄健康バイオテクノロジー研究
開発センターの設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例」は、沖縄健康バイオテクノロジー研究開
発センターの供用機器の更新等に伴い、その利用料金
の基準額を改めるものである。
改正の主な内容は、利用料金基準額を7950円以内
から7210円以内に改めるとともに、施行期日を平成
29年４月１日とするものであるとの説明がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第10号議案については、全会
一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いた
しました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第10号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第10号議案は、原案のとおり可決され
ました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第４　乙第８号議案、乙
第９号議案及び乙第13号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長狩俣信子さん。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕

○文教厚生委員長（狩俣信子さん）　おはようござい
ます。
ただいま議題となりました乙第８号議案、乙第９
号議案及び乙第13号議案の条例議案３件について、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上
げます。
委員会におきましては、子ども生活福祉部長、保健
医療部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行って
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まいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
まず、乙第８号議案「沖縄県児童福祉施設の設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例」は、児童福祉法の一部改正に伴い、関係条例を改
正するものである。
改正の主な内容は、「情緒障害児短期治療施設」の
名称を「児童心理治療施設」に変更するものである。
施行は平成29年４月１日とするものであるとの説明
がありました。
本案に関し、改正前の情緒障害児短期治療施設と改
正後の児童心理治療施設の治療する対象及び条件につ
いての質疑がありました。
これに対し、今回、児童福祉法の改正において、施
設の名称が児童心理治療施設に変更になるが、対象児
童や施設の機能等に変更があるわけではない。名称変
更がされた理由としては、情緒障害という名前自体が
医学的にそういった病名等がなく、子供の状況をあら
わすには曖昧で誤解を与えるような表現になっている
のではないかということで保護者や利用児童等からか
ねてから変更の要望があったとの答弁がありました。
次に、改正後の児童心理治療施設の対象となる児
童、入所の判断基準はあるか、また、18歳を超えた
後は治療が途中であっても出なくてはならないのかと
の質疑がありました。
これに対し、対象児童については学童期から18歳
に至るまでの児童ということで、主に小中学生いわゆ
る学童期の子供たちが対象となっている。また、入所
の判断基準については、特に統一的な基準はないが、
児童相談所で総合的に判断し、この施設に入所するこ
とにより改善を図る必要があると判断された場合に措
置を行う。さらに、児童福祉法上18歳までという原
則があるが、20歳までは措置延長が可能であるとの
答弁がありました。
次に、今回の児童心理治療施設について入所定員が
30名、通所が10名ということであるが、その数字の
根拠及び入所定員に対する今後の考え方について聞き
たいとの質疑がありました。
これに対し、入所定員の考え方については、子供た
ちを入所させ、適切な生活、養育環境のもとで子供た
ちを支援していくためにはどれぐらいの規模がふさわ
しいのか、あるいは、継続的、安定的に経営、施設を
維持していくためのふさわしい定員のあり方、そして
他県の同様な施設の状況等も勘案した上で、定員30
名、通所10名を決定している。入所定員に対する今

後の考え方については全国に１つずつという国の考え
方を踏まえて今回設置するが、当面は本施設での収容
が可能であると考えているとの答弁がありました。
そのほか、児童心理治療施設に入所する対象児童
数、児童相談所による入所の必要性の判断、児童相談
所と医療機関や警察等との連携、児童相談所による学
校生活において問題行動が見られる生徒の施設への入
所の判断、児童心理治療施設に勤務する専門の職員の
資格及び配置すべき人数を定めた規程の有無などにつ
いて質疑がありました。
次に、乙第９号議案「沖縄県看護師等修学資金貸与
条例の一部を改正する条例」は、母子保健法の一部改
正に伴い、関係条例を改正するものである。改正の主
な内容は、「母子健康センター」の名称を「母子健康
包括支援センター」に変更するものである。施行は平
成29年４月１日とするものであるとの説明がありま
した。
次に、乙第13号議案「沖縄県学校職員定数条例の
一部を改正する条例」は、児童生徒数及び学級数の増
減等に伴い、学校職員の定数を定める必要があるため
条例を改正するものである。
主な改正の内容は、学校職員定数を県立高等学校
で4112人、県立特別支援学校で1848人、県立中学校
で34人、市町村立小学校及び中学校で9766人、合計
で１万5760人とするものであるとの説明がありまし
た。施行は平成29年４月１日とするものであるとの
説明がありました。
本案に関し、北部地域における高校志願倍率が低い
状況について、その原因及び今後の対策について質疑
がありました。
これに対し、基本的には地域における生徒数の減少
が背景にあるのではないかと考えている。対策につい
ては例えば名護高校ではフロンティア科を設けたり、
本部高校では生徒が集まるような仕組みを構築するた
め教員配置などを行っているが、なかなか決定打と
なっていないことから、今後は、地域的な生徒の状況
を踏まえた中長期的な視点での検討が必要だと考えて
いる。
次に、県立特別支援学校の児童生徒数は年々増加傾
向にあるのか、また、１人でも１学級設置できると聞
いているがその経緯についての質疑がありました。
これに対し、傾向としては肢体不自由の生徒は横ば
いから減りぎみで、知的障害の児童生徒は増加してい
る状況である。特別支援学級については、これまで３
人を学級新設を認める一つの基準としていた。ただ、
離島・僻地などではどうしても３名そろわないという



− 427 −

こともあったことから、柔軟に対応してきたところで
ある。今回、１人でもその他のクラスといろいろな行
事を通じて交流することで社会性を身につけることは
可能であろうということ、それから他府県調査の結果
も踏まえ、地域の実情も鑑みて１人からでも設置でき
るように基準を見直したところであるとの答弁があり
ました。
次に、今回の沖縄県学校職員定数条例の改正と沖縄
県が抱えている教育課題を解決することとの整合性及
び人材育成の方策についての質疑がありました。
これに対し、今回の定数の改正は、公立義務教育諸
学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に
おける基礎定数にのっとった生徒数の増減によるもの
であり、同定数とは別の特例という形でのプラスアル
ファの加配定数の確保により、少人数学級を実現す
る。また、県単定数も確保することにより、子供たち
によりきめ細かい授業ができるように努めていきたい
と考えている。人材育成については教育委員会として
現在、学力向上に取り組んでおり、その中でグローバ
ルな人材の育成という意味で、海外留学の推進や短期
交換留学、専門高校における職業教育などさまざまな
施策を展開している。
そのほか、船員等について60歳を超えて勤務して
いる職員の有無、水産関係職員確保のための水産庁や
文部科学省との連携、農業の担い手育成のための農林
水産部との連携、小中学校の教員定数の正規率の改善
に向けた取り組み、県立中学校における学級数増の理
由、増員される通級指導教員の小・中・高及び特別支
援学校別の内訳、北部地区の学校別の高校志願倍率、
県単定数と寄宿舎の職員、学校における栄養教諭の５
年間の推移、栄養教諭が配置されていない学校におけ
る食育指導、学力テストの本県の昨年の順位、教育課
題解決のための本県独自の職員定数の設定などについ
て質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第８号議案、乙第９号議案及び
乙第13号議案は、全会一致をもって原案のとおり可
決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第13
号議案の３件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第13
号議案は、原案のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第５　乙第11号議案及び
乙第12号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長新垣清涼君。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕

○土木環境委員長（新垣清涼君）　ハイサイ　グスー
ヨー　チューウガナビラ。
ただいま議題となりました乙第11号議案及び乙第
12号議案の条例議案２件について、委員会における
審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
まず、乙第11号議案「沖縄県空港の設置及び管理
に関する条例の一部を改正する条例」については、国
の空港管理規則及び危険物の規則に関する規則が改正
されたことを踏まえ、航空機の給油作業等における静
電気対策としての航空機及び給油車のそれぞれの接地
に係る規定を廃止するものである。
改正の主な内容は、給油車のグランドアースに係る
規定を廃止するものであり、施行期日を平成29年４
月１日とするとの説明がありました。
本案に関し、ボンディングとはどういう意味か、ま
た、世界基準はどうなっているのかとの質疑がありま
した。
これに対し、ボンディングとは、給油車両と航空機
をアースワイヤーでつなぐことである。改正により給
油車両と航空機がボンディングで接続されていれば、
特に給油車から地面にアースをとる必要はなくなる。
他国では既にこのような形で運用されており、消防庁
と国土交通省が検討を行った結果、安全性に特に問題
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がないことがわかり国の規則が改正されているとの答
弁がありました。
次に、何か不都合があったための改正なのかとの質
疑がありました。
これに対し、これまでは給油車両から地面にアース
をとり、ボンディングをして給油する手順であった
が、改正により給油車両から地面へのアース作業を省
くことができる。また、各国の運用状況も踏まえたも
のと考えているとの答弁がありました。
そのほか、他国での当該運用の開始時期等について
質疑がありました。
次に、乙第12号議案「沖縄県文教地区建築条例の
一部を改正する条例」については、文教地区内の建
築制限等に係る許可に関する知事の権限に属する事
務の一部について、協議の調った３市に委譲するも
のである。
改正の主な内容は、委譲する市は、那覇市、宮古島
市及び石垣市であり、施行期日を平成29年４月１日
とするとの説明がありました。
本案に関し、県内の文教地区の指定状況はどうなっ
ているかとの質疑がありました。
これに対し、現在、那覇市、沖縄市、宮古島市及び
石垣市において指定されている。那覇市が23地区、
沖縄市が14地区、宮古島市が２地区、石垣市が２地
区の合計41地区が指定されているとの答弁がありま
した。
次に、具体的にどの部分の権限を委譲するのかとの
質疑がありました。
これに対し、文教地区の文教の目的を害するおそれ
がないと認め、または公益上やむを得ないと認め、そ
の用途の立地を許可することについて権限を委譲する
ものであるとの答弁がありました。
そのほか、那覇市ほか３市以外に文教地区の指定が
ない理由、地区指定のあり方、地区内におけるホテル
等建築予定の有無、建築確認申請との関係、許可の実
績、沖縄市と権限委譲の協議が調わない理由、権限委
譲に伴う財源措置、市町村との権限委譲の協議状況、
県が許可権限を有してきたことのメリット等について
質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第11号議案及び乙第12号議案
の条例議案２件は、全会一致をもって原案のとおり可
決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。

○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第11号議案及び乙第12号議案の２件を
一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第11号議案及び乙第12号議案は、原案
のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第６　乙第23号議案を議
題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長渡久地　修君。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕

○総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました乙第23号議案の議決議案について、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
乙第23号議案「包括外部監査契約の締結について」
は、地方自治法第252条の36第１項の規定に基づき、
議会の議決を求めるものである。
主な内容は、契約金額の上限を1051万9000円と定
め、契約の相手方を弁護士の當真良明氏とするもので
あるとの説明がありました。
以上が委員会における説明の概要でありますが、採
決の結果、乙第23号議案については、全会一致をもっ
て可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
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〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·
○議長（新里米吉君）質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第23号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第23号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第７　乙第21号議案を議
題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長瑞慶覧　功君。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔経済労働委員長　瑞慶覧　功君登壇〕

○経済労働委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました乙第21号議案について、委員会における
審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
乙第21号議案「債権の放棄について」は、債権回
収が困難であることから中小企業設備近代化資金貸付
金に係る債権を放棄するため、議会の議決を求めるも
のであるとの説明がありました。
主な内容は、債権放棄の相手方は法人で、放棄する
債権の額は貸付金500万円及び違約金であるとの説明
がありました。
本案に関し、なぜ今、この時期に債権放棄を行うの
か、また、同じように債権債務の整理を行ったものが
あるのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県では平成27年度に債権管理方
針を策定するとともに平成28年度に標準マニュアル
が示されたことを受けて、商工労働部としてもより積
極的に未収金の縮減に取り組むこととし、今回債権放
棄の議案を提出した。商工労働部では、これまでも長
期の延滞案件については時効が完成し、援用の申し立
てがあった場合には不納欠損として債権債務を整理
し、未収金の縮減を図っており、これまで18の貸付
先に対して計6916万円を不納欠損処理しているとの

答弁がありました。
次に、今後整理が必要な未収金はどれぐらいあるの
かとの質疑がありました。
これに対し、今回の中小企業設備近代化資金貸付金
には延滞先が11件あり、平成28年度末の未収金の見
込み額が5534万円余りある。そのうちの２件につい
ては平成29年度中に完済を見込んでいるものの、延
滞先は全て倒産しており、多くが昭和に貸し付けた案
件であるため、債権債務の整理に時間を要している。
商工労働部としては債権管理方針及び標準マニュアル
を踏まえて債権管理に努めるとともに、今後も債権放
棄や不納欠損などにより未収金の縮減に努めたいとの
答弁がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第21号議案については、全会
一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第21号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第21号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第８　乙第19号議案及び
乙第20号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長狩俣信子さん。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕

○文教厚生委員長（狩俣信子さん）　ただいま議題と
なりました乙第19号議案及び乙第20号議案の議決議
案２件について、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
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委員会におきましては、子ども生活福祉部長及び保
健医療部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりま
した。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
まず、乙第19号議案「債権の放棄について」は、
債権回収が困難であることから母子福祉資金貸付金１
件に係る債権を放棄するため、議会の議決を求めるも
のである。
主な内容は、債権回収の相手方は連帯保証人であ
り、放棄する債権額は未収金の120万5567円及び違
約金であるとの説明がありました。
本案に関して、昭和56年に返済が開始され、１年
後に営業所の変更、そして４年後には目的外使用を確
認しているが、その時点における県の取り組みはどう
だったのか、また、今回は身内から保証人を立ててい
るが、これについてはこれまでも県の通例であったの
かとの質疑がありました。
これに対し、本件の場合、貸し付け後すぐに事業を
やめてしまい、目的外使用を県が確認した。その背景
としては父親の事業の穴埋めに使ってしまったという
借受人からの証言があった。当初想定していなかった
このような身内の負債を抱えてしまうという借受人の
厳しい事実を踏まえ、県としても分割での返済に応じ
るなど債権回収に努めてきた。また、保証人について
は、身内を除外しているとほかに連帯保証人を頼むと
いうことが難しい場合も想定されることから、運用と
して一定程度の所得要件もあるが、世帯が別であれば
親族でも構わないという取り扱いを行っているとの答
弁がありました。
次に、実際に償還をしている者に対する相談業務な
どの支援はどうなっているのか、また、債権回収の委
託についての質疑がありました。
これに対し、滞納が長期化することにより未収金も
どんどん返せないという状況が続いていくということ
がデータ的にはっきりしている。よって、そこに至る
までの支援が重要であることから、母子父子自立支援
員による支援であったり、あるいは同支援員のもとに
設けている母子父子協力員が小まめに債務者の自宅を
訪問するなど、借受人の状況等を把握しながら同支援
員のアドバイスにつなげていくという対応を行ってい
る。また、債権回収の委託については、通常の償還業
務については福祉事務所の協力員等を配置する中で償
還指導に当たっているが、長期にわたる滞納及び困難
ケースの一部について債権回収機構へ委託していると
の答弁がありました。

次に、母子福祉資金貸付金制度において債権放棄が
常態化してくると、きちんと返済している県民から不
満も出てくることも想定されるが、これについてどう
考えるのかとの質疑がありました。
これに対し、債権放棄という行為は県みずからが債
権を手放す行為であるということで、必要最小限かつ
慎重に行うべき手続だと考えている。貸し付けた方々
の償還が次に借りる方々の貸付財源になるという制
度になっていることから、制度を維持するためにはき
ちんと償還していただくことが本来の姿であり、現在
償還を行っている方々及びこれから貸し付ける方々
に対して、この制度の仕組みや趣旨について十分説
明を行った上で、県も滞納に至る前に回収努力をやっ
ていくことが重要であると考えているとの答弁があ
りました。
そのほか、平成27年度末時点の母子寡婦福祉貸付
金の未収金の金額、昭和60年から自己破産確定まで
の県と債務者とのやりとりの有無、自己破産確定後債
権放棄をとらなかった理由、弁護士から県への免責確
定の通知の受理報告、連帯保証人に対する督促方法、
連帯保証債務の時効満了日、債権放棄手続ができな
かった理由、平成27年度における未収金の額の歳入
調定額に占める割合、貸し付け後の自立支援の横断的
な取り組み、県の適切な債権管理などについて質疑が
ありました。
次に、乙第20号議案「債権の放棄について」は、
債権回収が困難であることから看護師等修学資金貸与
金１件に係る債権を放棄するため、議会の議決を求め
るものである。
主な内容は、債権放棄の相手方は借受人本人１人
で、放棄する債権額は５万4000円であるとの説明が
ありました。
本案に関して、債権放棄の理由として所在不明とい
うことであるが、説明資料に記載されている住所につ
いて説明を求めたい。また、債権放棄後は保証人がそ
れを引き継ぐ形になるのかとの質疑がありました。
これに対し、今回、債権の回収を図るために、主債
務者の本籍が所在している市町村に対して、戸籍の付
票の提出を求め、その付票に記載されている住民票の
履歴で一番直近の住所を表示している。そして、その
住所に通知を送付したが応答がなく、所在確認ができ
ない状態となっている。また、看護師等修学資金に関
しては、貸与する場合に債務者において連帯保証人を
２人立てていただくことになっているが、この債権に
関しては、連帯保証人の記録が確認できず、保証人に
請求できない状況であるとの答弁がありました。
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次に、連帯保証人の記載がないということは額が少
ないからそういうことになったのか、また、貸し付け
する時点で連帯保証人が確認されていないのに貸し付
けたことになるのか、さらに保証人を免除する規定は
あるのかとの質疑がありました。
これに対し、連帯保証人については、額の多少にか
かわらず立てていただくことになっており、他の未
収金が発生している債権については全て連帯保証人
が立てられている。本件の場合は、いろいろな書類
を確認しても連帯保証人の記録が残されていなかっ
たことから、連帯保証人を立てていなかった可能性
もある。免除規定については設けられているとの答
弁がありました。
次に、今回議案提出の根拠となったと考えられる県
の債権管理方針が定められた経緯についての質疑があ
りました。
これに対し、平成25年度に実施された包括外部監
査において、未収金の管理について、最小の経費で最
大の効果を上げているかといった視点で監査が行わ
れ、この中で債権放棄についても積極的に活用すべき
だという報告がなされた。これを受けて、平成26年
度に総務部が実施した行政考査に基づく行政監査報告
を経て平成27年度に県の債権管理方針が定められた。
これにより、これまで債権管理は債権回収だけに主眼
を置いていたが、明らかに回収が不能と認められる債
権については放棄という手段も講じつつ債権を消滅さ
せるという考え方も導入しようという内容の方針と
なっているとの答弁がありました。
そのほか、債務者の所在確認方法、所在確認と現地
調査、県と債務者のやりとりの経緯、連帯保証人の空
欄に気づいた時期、県内の戸籍を利用した身内の所在
確認、戸籍の付票の移転年月日、市役所等職員からの
情報収集、現地調査を省略した理由、債務者の県内で
の就労の有無、平成28年度における修学未収金の件
数及び金額、返済義務が発生したことを掌握した時期
などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第19号議案及び乙第20号議案
は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしま
した。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第19号議案及び乙第20号議案の２件を
一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第19号議案及び乙第20号議案は、委員
長の報告のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第９　乙第15号議案から
乙第18号議案まで、乙第22号議案及び乙第24号議案
から乙第26号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長新垣清涼君。

――――――――――――――――――　
〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕

○土木環境委員長（新垣清涼君）　ただいま議題とな
りました乙第15号議案から乙第18号議案まで、乙第
22号議案及び乙第24号議案から乙第26号議案までの
議決議案８件について、委員会における審査の経過及
び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
まず、乙第15号議案「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」は、平成28年第１回沖
縄県議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る
議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求める
ものである。
主な内容は、安謝川ボックスカルバート改修工事の
契約金額９億1202万6520円を３億1037万55円減額
し、６億615万6465円に変更するものであり、変更
の理由は、設計の一部変更に伴う工事費用の減額であ
るとの説明がありました。
本案に関し、工事は次年度に繰り越すのかとの質疑
がありました。
これに対し、土質条件が想定より悪かったため、新
たに補助工法として、仮設の土どめのためのアンカー
の量がふえたり、長さが延びて変更が生じた。また、
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その検討に要する時間や施工にかかる時間が必要とな
り、本体工事が工期内で完了できなくなったため、そ
の分を減額する。事故繰越もできないので当該工事は
打ち切ることとなるとの答弁がありました。
次に、今後、工事はどのように進めていくのかとの
質疑がありました。
これに対し、当該工事でできなかった部分について
は、今後も工事を実施していくこととしている。今回
の補助工法については、当該工事と切り離せない工事
であるため、現在施工しているＪＶと契約していると
の答弁がありました。
そのほか、契約金額の減額範囲内での施工の可否、
設計・見積もりの実態、最終手段に至るまでの措置状
況等について質疑がありました。
次に、乙第16号議案「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」は、平成28年第３回沖
縄県議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る
議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求める
ものである。
主な内容は、宜野湾北中城線トンネル本体工事（そ
の１）の契約金額７億1388万円を8100万円増額し、
７億9488万円に変更するものであり、変更の理由
は、設計の一部変更に伴う工事費用の増額であるとの
説明がありました。
本案に関し、地すべり防止区域に近接しているが、
本工事で対策はとられたかとの質疑がありました。
これに対し、工事は、地すべり防止区域の工事とト
ンネル工事が並行して進められており、トンネル側で
掘削しながら、あらゆる地点で計測し、地すべり地域
での地盤の変動などを調査した。トンネルは既に地す
べり区域を通過しており、特に問題は発生しなかった
との答弁がありました。
次に、道路整備の優先順位として宜野湾北中城線は
どの位置にあるのかとの質疑がありました。
これに対し、県としては現在、ハシゴ道路ネット
ワークの整備を優先に考えており、宜野湾北中城線は
その中の１つであるとの答弁がありました。
そのほか、現道の拡幅工事の状況、用地買収の状
況、拡幅工事に係る基地返還の要請等について質疑が
ありました。
次に、乙第17号議案「財産の取得について」は、
与那原マリーナに整備する固定式一体型上下架施設を
取得することについて、地方自治法第96条第１項の
規定に基づき議会の議決を求めるものである。
契約の主な内容は、固定式一体型上下架施設（20
トンクラス及び60トンクラス）１基を４億7282万

4000円で取得するものであり、契約の相手方は日本
ホイスト株式会社であるとの説明がありました。
本案に関し、クレーンの導入によって利用価値をど
う見越しているのかとの質疑がありました。
これに対し、与那原マリーナは昨年７月に一般供用
を開始し、問い合わせは多数ある。その中には上下架
施設があれば、ぜひ係留したいというニーズもある。
整備後は収容率向上の呼び水となる効果を期待してい
るとの答弁がありました。
次に、ＭＩＣＥが立地することによって、当初の計
画を一からやり直さないといけない状況が出てくると
思うがどうかとの質疑がありました。
これに対し、港湾計画自体にマリーナの整備も位置
づけられている。中型艇、大型艇対応のクレーン整備
についても計画の中にあり、今回、その整備に取り組
むものである。一方、ＭＩＣＥが立地することによっ
て周辺環境が変わるのは確かであり、文化観光スポー
ツ部が策定するＭＩＣＥ振興のビジョンを受け、必要
な港湾計画の改定に取り組んでいくことになる。今の
ところ、マリーナの整備と両立できるものと理解して
おり、必要な設備については着々と進めたいとの答弁
がありました。
そのほか、入札の状況、メンテナンスに対する考え
方、財産保全の計画等について質疑がありました。
次に、乙第18号議案「財産の取得について」は、
宜野湾港マリーナに整備する固定式一体型上下架施設
を取得するため、地方自治法第96条第１項の規定に
基づき議会の議決を求めるものである。
契約の主な内容は、固定式一体型上下架施設（35
トンクラス）１基を１億5606万円で取得するもので
あり、契約の相手方は日本ホイスト株式会社であると
の説明がありました。
次に、乙第22号議案「訴えの提起について」は、
県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明
け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起する
ため、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会
の議決を求めるものである。
主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこ
と、未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費
用は被告らの負担とすること、必要がある場合は上訴
し、または和解するものとするであるとの説明があり
ました。
本案に関し、過去５年間の強制執行の実績はどう
なっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成23年度が18件、平成24年度が15
件、平成25年度が10件、平成26年が６件、合計49件
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となっているとの答弁がありました。
次に、平成28年度の県営住宅使用料減免額が前年
比で約10倍になっているが、減額率を拡大したこと
による影響なのかとの質疑がありました。
これに対し、今年度、全戸にリーフレット等を配付
し、減免制度や専門相談員の周知を徹底して行った成
果があらわれたと考えている。また、平成27年12月
に最大減額率を50％から75％に引き上げたが、最大
減額率だけではなく、各減額率をそれぞれ1.5倍に底
上げしたトータルの成果ではないかと分析していると
の答弁がありました。
そのほか、強制執行を行う場合の移転先の確保、減
免の対象者、滞納初期段階での対応、連帯保証人への
請求、ケースワーカーの体制等について質疑がありま
した。
次に、乙第24号議案「県道の路線の認定及び廃止
について」は、県道の路線を認定し、及び廃止するこ
とについて、道路法第７条第２項及び第10条第３項
の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
主な内容は、国道の県道への移管に伴い、豊見城市
を起点とし、糸満市を終点とする豊見城糸満線を認定
するとともに、豊見城市字名嘉地を起点とし、豊見城
市字上田を終点とする68号線を廃止するものである
との説明がありました。
次に、乙第25号議案「公共下水道の幹線管渠等の
設置に係る事業に伴う負担金の徴収について」は、県
が過疎市町村にかわって行う公共下水道の幹線管渠等
の設置に係る事業に伴う村負担金について、過疎地域
自立促進特別措置法第15条第７項の規定に基づき議
会の議決を求めるものである。
主な内容は、関係村は大宜味村であり、負担金額は
702万7000円であるとの説明がありました。
本案に関し、特定環境保全公共下水道の概要及び補
助率はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、特定環境保全公共下水道は、自然保護
法などが適用される地域において、1000人未満の小
規模施設として市町村が整備する公共下水道事業であ
る。国庫補助率については、管渠が10分の６、処理
場が３分の２となっている。今回は処理場の増設なの
で補助率は３分の２となり、過疎市町村ということで
16％かさ上げされ、77.3％の国庫補助となるとの答
弁がありました。
次に、今後の維持管理や補修等を考えると事業が成
り立っていくのか気になるが、県はどのように考えて
いるかとの質疑がありました。
これに対し、特定環境保全公共下水道は、規模が小

規模であることとあわせて、施設のメンテナンスな
ど、その後の維持管理が容易な膜分離の施設となって
いる。人口は250人であるが、産業用地に水耕栽培を
行う工場があり、水道利用がかなり見込まれているの
で、収入はある程度安定すると思うとの答弁がありま
した。
そのほか、県及び村の負担額、裏負担額の償還方
法、過疎地域の優遇内容、下水道の接続率、他地域に
おける計画の有無、過疎地域における下水道事業のあ
り方、増設する施設の内容、施設の完成予定時期、維
持管理費の負担軽減に対する考え方等について質疑が
ありました。
次に、乙第26号議案「流域下水道の建設事業執行
に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更に
ついて」は、平成20年第３回沖縄県議会（定例会）
で議決された流域下水道の建設事業執行に伴う負担金
の徴収について、下水道法第31条の２第２項の規定
に基づき議会の議決を求めるものである。
主な内容は、中部流域下水道の全体計画の見直しに
より、関係市町村の建設負担金の負担率を変更するも
のであるとの説明がありました。
本案に関し、八重瀬町は流域下水道にかかわって
いないが、県は相談を受けているかとの質疑があり
ました。
これに対し、昨年度策定した沖縄汚水再生ちゅら水
プランの策定の段階で、八重瀬町の長期的な計画を聞
いている。八重瀬町としては、農業集落排水等を行い
ながら、単独公共下水道を進めたいとのことであり、
平成35年ごろの事業着手と聞いているとの答弁があ
りました。
そのほか、農業集落排水と公共下水道の統合等につ
いて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第15号議案から乙第18号議案
まで、乙第22号議案及び乙第24号議案から乙第26号
議案までの議決議案８件は、全会一致をもって可決す
べきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
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これより乙第15号議案から乙第18号議案まで、乙
第22号議案及び乙第24号議案から乙第26号議案まで
の８件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案８件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、乙第15号議案から乙第18号議案まで、乙
第22号議案及び乙第24号議案から乙第26号議案まで
は、委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第10　甲第１号議案から
甲第23号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長西銘純恵さん。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔予算特別委員長　西銘純恵さん登壇〕

○予算特別委員長（西銘純恵さん）　こんにちは。
ただいま議題となりました甲第１号議案から甲第
23号議案までの予算議案23件について、委員会にお
ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、各常任委員会に対し、所管
の予算事項について調査を依頼し、本委員会での審査
に加え、各常任委員会において専門的な立場から慎重
に調査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
まず初めに、平成29年度は、沖縄21世紀ビジョン
基本計画の後期計画期間がスタートする重要な年であ
り、同計画の中間評価を踏まえ、残された課題や社会
経済情勢等の変化により明らかとなった新たな課題の
解消を図り、沖縄らしい優しい社会をつくり上げると
ともに、好況が続く経済をより高い次元へと進化させ
ることが求められる。
平成29年度予算案は、このような基本的な考え方
を踏まえ編成したところである。
一般会計予算案の総額は、7354億4300万円で、前
年度に比べ2.5％の減となっている。
農業改良資金など19の特別会計予算案の合計は、
1183億7539万9000円で、前年度に比べ12.1％の増
となっている。
病院事業など３つの公営企業会計予算案の合計は、
1191億6345万7000円で、前年度に比べ2.2％の増と

なっている。
歳入の主な内容は、景気拡大による法人事業税や法
人県民税など県税の増、清算基準の見直しや前年度実
績等を勘案して地方消費税清算金の減、沖縄振興交付
金等の国庫支出金の減、減債基金からの繰入金の増、
貸付金元利収入の増、大型ＭＩＣＥ受入環境整備事業
など県債の減などである。
歳出の主な内容は、市町村に交付する沖縄振興特別
推進交付金など総務費の減、社会保障関係費など民生
費の増、公共関与事業推進費など衛生費の増、含蜜糖
振興対策事業費など農林水産業費の減、沖縄空手会館
建設事業の終了や大型ＭＩＣＥ受入環境整備事業など
商工費の減、沖縄振興公共投資交付金など土木費の
減、公債管理特別会計繰出金など公債費の増、地方消
費税清算金及び交付金など諸支出金の減などであると
の説明がありました。
次に、平成29年度予算編成に当たっての考え方に
ついて質疑がありました。
これに対し、当初予算は、沖縄21世紀ビジョン基
本計画で掲げた諸政策を着実に推進していくという基
本的な考え方を踏まえ編成した。具体的には、子供の
貧困対策については子供のライフステージに即した切
れ目のない対策を推進するため重点的に予算を配分
し、子育て支援についても平成29年度末の待機児童
解消に向けた取り組みを推進するため民間保育所の整
備を初め新規または施策の拡充に必要な予算を計上し
ている。雇用政策についてもこれまでの雇用の拡大に
加え質の改善に取り組み、全国平均を上回る失業率、
離職率あるいは非正規雇用率など本県の課題解決に向
け必要な予算を計上したとの答弁がありました。
次に、県税収入が堅調であるが、その背景、また、
全国との比較はどうなっているかとの質疑がありま
した。
これに対し、当初予算の県税は、前年度に比べ17
億500万円増と、平成27年度から３年連続で1000億
円台を維持する予算額になっている。その理由は、１
つは消費税率及び法人事業税率など税制改正による税
率の引き上げ、もう一つは景気拡大による納税義務者
の増や、法人県民税・事業税など法人収益の増による
ものと見ている。また、当初予算の県税を全国と比
較した場合、全国の対前年度伸びが4.6％であるのに
対して本県の伸び率は11.7％ということで大きく上
回っているとの答弁がありました。
次に、ワシントン駐在員活動事業費に関連してワシ
ントン事務所設置の効果は何か、また、沖縄の基地問
題に関して米国の連邦議会調査局報告書に「辺野古の
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基地建設の履行に懸念がある」、「国土面積が１％に満
たない沖縄に基地が集中していることは不公平」、「日
米両政府が強権的に進めると県民の怒りが広がる」と
記載されたことへの所感について質疑がありました。
これに対し、ワシントン事務所は、平成27年４月
１日に開設して３年目に入る。設立当初は、全国の地
方自治体で唯一首都ワシントンＤＣに事務所を設置す
るということで、費用対効果についていろいろと疑問
が出された。２年目に入り、外国代理人登録法に基づ
くＦＡＲＡ登録も完了し、駐在員の日ごろの活動によ
り、連邦議会調査局の報告書に沖縄県の基地問題に対
する姿勢、辺野古基地問題に対する姿勢が示されたこ
とも一つの成果だと考えている。アメリカ政府に沖縄
県の実情を正確に伝えるということは一朝一夕にでき
ることではなく、ワシントン駐在の活動を活性化、活
発化して、継続して行うことが大変重要だと考えてい
る。また、連邦議会調査局報告書の内容は、今回の訪
米で県知事が面談した米国議会の議員の皆さんにお伝
えした内容である。それらが全て調査報告書に載った
と考えているとの答弁がありました。
次に、消防防災ヘリ導入検討事業の内容及び検討委
員の構成等について質疑がありました。
これに対し、当該事業は、ヘリ導入の必要性、運航
管理体制、それからヘリの機種選定、導入に係る県市
町村の財政負担等の課題について調査を実施すること
にしており、これを踏まえ有識者も含めた消防防災ヘ
リの導入検討委員会の立ち上げを考えている。なお、
有識者の分野等については検討中であるとの答弁があ
りました。
次に、公共交通利用環境改善事業の内容及び減額理
由、また、今後の事業計画について質疑がありました。
これに対し、当該事業は、県民及び外国人を含めた
観光客の移動利便性向上に資するため、人間に資する
まちづくりや低炭素社会の実現を図るため実施してい
る。具体的には、交通弱者を含む全ての利用者、乗客
のためのノンステップバスの導入、外国人を含めた観
光客の移動利便性の向上のための多言語対応の案内機
器の設置、路線バスの定時性を高めるための公共車両
優先システムの車載機導入支援や、わった～バス党等
の広報活動を行っている。減額の理由は、ノンステッ
プバス導入支援に係る予算について前年度の43台か
ら平成29年度17台へと26台分減ったことによるもの
である。また、平成29年度までに導入目標を達成す
るため補助を終了する予定である。改めてそれ以降の
計画について検討したいと考えているとの答弁があり
ました。

次に、通信対策事業費が28億円ほど減になってい
る理由は何か、また、超高速ブロードバンド環境整備
促進事業の今後の計画はどうなっているかとの質疑が
ありました。
これに対し、通信対策事業費の減額の主な理由は、
先島地区及び南部周辺離島地区に海底光ケーブルを設
置する離島地区情報通信基盤整備推進事業が平成28
年度限りで終了したことによるものである。また、同
促進事業については、平成28年度は与那国町及び国
頭村の２カ所で実施していたが、11月補正予算で座
間味村、竹富町、伊是名村及び伊平屋村を追加して実
施している。平成29年度は竹富町、宮古島市、多良
間村、粟国村及び渡名喜村を追加して実施し、対象
15市町村のうちの10市町村に取り組む予定となって
いるとの答弁がありました。
次に、県内薬物事犯の過去５年間の検挙人数及びう
ち一般人の人数、薬物の密輸件数はどうなっているか
との質疑がありました。
これに対し、過去５年間の検挙人数及びうち一般人
の人数について推移が述べられ、直近の平成28年は
検挙が175人でうち一般人が101人となっている。ま
た、密輸件数は、直近の平成28年は３件を検挙して
いるが、そのうち１件は台湾からの空輸で17キログ
ラムの覚醒剤の密輸事案が摘発されており、東南アジ
ア・台湾ルートの中継基地になっているのではないか
と捜査機関は懸念しているとの答弁がありました。
次に、預かり金を最終的に預かる部署はどこか、ま
た、大型ＭＩＣＥ施設整備運営事業の入札保証金は何
日に支払われたかとの質疑がありました。
これに対し、歳入歳出外現金は県の収入に属さない
現金で、法律または政令の規定により出納事務局で保
管することになる。また、当該事業の入札参加者は、
46億円の保証書を提出しており、現金での支払いは
なかったとの答弁がありました。
次に、沖縄県はさとうきび生産支援事業で共同利用
機械の整備としてハーベスタ、トラクター等の高性能
農業機械の導入を推進している。地域の導入状況はど
うなっているかとの質疑がありました。
これに対し、本県サトウキビ作における高性能農業
機械導入は生産農家の高齢化に伴う収穫作業労力の省
略化を目的にハーベスタ等の収穫機械を中心に導入を
進めてきた。平成27年・28年期では県内全域で362
台のハーベスタが稼働し、全収穫面積におけるハーベ
スタの収穫割合は64.5％となっている。地域別に見
ると南北大東村と伊平屋村が100％であるのに対し、
宮古地域が67.1％、八重山地域が62％、沖縄本島中
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部地域が36％、南部地域が32.2％となっている。ト
ラクターは、中型以上のトラクターが県全域で1052
台稼働しているとの答弁がありました。
次に、おきなわ型農産物ブランディング推進事業の
目的、効果、数値目標はどうなっているかとの質疑が
ありました。
これに対し、本事業は園芸品目を中心とした県産農
産物について国内外における競争力の強化やブランド
力の向上を目的として国の地方創生推進交付金を活用
して実施するものである。具体的にはシークヮーサー
の機能性表示食品取得や地域団体商標などの取得、輸
送体系改善によるコスト低減、園芸品目全般の国内外
での販売促進、国外での販売力のある人材育成などの
取り組みを推進するものである。効果としては、県産
農産物のブランド化による認知度の向上と販路拡大、
単価の上昇やコスト低減に伴う農家所得の向上などが
考えられる。平成31年度の数値目標としては園芸品
目の産出額を16億円増加することを見込んでいると
の答弁がありました。
次に、航空機整備基地整備事業について総経費は幾
らか、また、今後さらに拡張して整備事業を行ってい
く考えはあるのかとの質疑がありました。
これに対し、本事業の総経費は187億円で、整備施
設は県の所有となっており、こうした航空機整備施設
を県が整備するのは初めてのことである。本整備施設
は２つの区画から成っており、一方は737の機体が２
機整備できるスペースで、もう一方は777クラスの機
体の、特に塗装などの整備ができる施設として用意を
している。本事業においては航空関連産業クラスター
の形成を目指しており、今後そうした企業体の誘致を
考えているとの答弁がありました。
次に、沖縄食文化保存・普及・継承事業の内容、ま
た、普及はどのように行っているのかとの質疑があり
ました。
これに対し、本事業は、長い歴史や諸外国との交流
の中で人々の生活に根づいて生まれた沖縄の伝統食文
化が、ライフスタイルや価値観の多様化などに伴って
失われつつあるという現状を踏まえて、その保存、普
及及び継承に取り組むとなっている。また、今、県民
向けあるいは食品を提供する方向けの沖縄の食文化展
を県立図書館で開催しているところである。普及・継
承及び保存に向けて取り組む平成29年度から平成33
年度までの５カ年計画を今年度策定することとしてお
り、その中で普及を展開していこうと考えているとの
答弁がありました。
次に、平成29年度の大型ＭＩＣＥ受入環境整備事

業の設計予算を通すことによって平成30年度の債務
負担行為から250億円という莫大なソフト交付金が入
れられる。そのことを考えたら、各部署が上げるその
ほかの事業予算は大丈夫なのか懸念があるがどうかと
の質疑がありました。
これに対し、250億円という話もあるが、これは工
期の中でどういった形で整備を進めるかによっても若
干幅が出てくる。また今回、事業提案の事業者が具体
的にどのような工事スケジュールを持つかによっても
若干動くことになる。平成32年９月供用開始とした
場合に、国費ベースでは平成30年度、平成31年度は
おおむね160億円程度と我々は見積もっている。それ
だけの金額を投資するに値する事業として、事業部と
しては平成24年度から検討を積み上げてきているの
で、まずは一括交付金の活用について内閣府にしっか
り理解をしていただく。県全体として財政スタミナも
含めて確保できるように、予算担当部局や三役とも
しっかりと調整しながら、国に対する必要な支援要請
等々も行っていくことになると考えているとの答弁が
ありました。
次に、保育士確保対策に係る事業として平成29年
度予算で計上しているものについて質疑がありました。
これに対し、保育士確保対策としては、６事業を平
成29年度予算で予定しており、金額にして約２億円
を計上している。主な事業内容としては保育士試験受
験者支援事業、保育士養成校に在学する学生に対する
貸付事業として保育士修学資金貸付事業、潜在保育士
の再就職支援事業となっている。保育士の処遇改善の
対策としては、約３億円を計上している。主な事業と
しては保育士正規雇用化促進事業、保育士の年休取得
等支援事業を予定している。また、平成29年度から
保育士確保のための保育士試験を宮古島市と石垣市で
実施する予定となっているとの答弁がありました。
次に、県及び市町村における待機児童の解消計画に
ついて質疑がありました。
これに対し、県における待機児童解消対策として、
平成29年度当初予算で96施設を整備し、約4200人の
保育定員増となる。平成28年度からの繰り越し分に
ついては、44施設で約2600人の定員増となり、合計
すると、平成29年度で施設数が140、児童定員が約
6800人ということで見込んでいる。市町村において
は、平成29年度末までに必要とする保育量が確保で
きると見込まれた市町村が14団体、現時点では確保
が厳しいという団体が10団体になっている。このた
め、県としても確保の達成が厳しい市町村に対して
は、保育の受け皿整備として保育所等の整備を促進す
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るよう要望するとともに、幼稚園の認定こども園への
移行を促進し、保育の定員増を図るなどの要望を行っ
ているところであるとの答弁がありました。
次に、子供医療費無料化に向けた試算はどうなって
いるかとの質疑がありました。
これに対し、試算の方法についてはいろいろあり、
年齢拡大と現在の支払い方法について自動償還にする
のか、現物給付にするのか、そして、一部自己負担金
を存続するのか、廃止するのか、そういう条件によっ
て異なってくる。これを小学校卒業まで拡大した場
合、自動償還でいくと４億1900万円増額になる。さ
らに、これに加えて一部自己負担を廃止すると、８億
4900万円増額になる。また、現物給付方式に変える
と14億2400万円、一部自己負担の廃止を加えると22
億円増額することになる。なお、中学校卒業まで拡大
した場合、さらに増額することになるとの答弁があり
ました。
次に、新国民健康保険制度移行準備事業の実施に伴
うメリット及び県事務と市町村事務の内容について質
疑がありました。
これに対し、平成30年度から医療保険制度改革の
一環として、現在市町村が保険者として実施している
国民健康保険事業が、県と市町村の共同保険者という
形態に移行することになっている。制度改革のメリッ
トとしては、国保の財政運営が都道府県単位となるこ
とで、医療費の全額を県が支払うという形になる。市
町村においては、医療給付費に係る年度途中の資金繰
りの心配がなくなるということになる。また、これま
では小規模な市町村などで高額な医療費が発生する
と、国保財政に大きな影響を与えるということがある
が、この財政リスクを全体で分散することが可能とな
るため、国保財政の安定化を図ることができると考え
ているとの答弁がありました。
次に、新八重山病院建設事業の予算、現在の進捗状
況、開院予定及び医療の提供体制について質疑があり
ました。
これに対し、新八重山病院建設事業の予算について
は建設工事のみで平成28年度９月補正予算、平成29
年度当初予算、合計で132億円となっている。進捗状
況については、２月末現在で25.8％、現在２階の床
部分の工事を実施している。開院予定は、平成29年
度末ということで工期を設定している。医療体制とし
ては新たに口腔外科を新設することとしており、看護
師の定員については現在検討中だが、医師については
現行と同じ定員でスタートすることで考えているとの
答弁がありました。

次に、北部の地域周産期母子医療センターの現状に
ついて質疑がありました。
これに対し、現在、産婦人科の医師は３名体制と
いうことで、かなり厳しい人数だと思っており、あ
る程度制限をしながら、県立中部病院や南部医療セ
ンターと連携してやっているというのが現状である。
４月には１名配置され４名体制にはなるが、まだこ
れだけでは不十分だと理解しており、地域の方々の
要望に応えられるよう、あと１名ないし２名の増員
に向けて一生懸命取り組んでいるところであるとの
答弁がありました。
次に、家庭教育力推進「やーなれー」事業における
アドバイザー養成の実績及び地域別の課題について質
疑がありました。
これに対し、現在、学習プログラムにより家庭教
育アドバイザーの登録者数が県全体で364名となって
いる。これまで41市町村のうち、32市町村において
養成している。しかし、市町村によって人数に差があ
り、９市町村において養成ができていないという課題
があることから、次年度以降は要請があれば離島でも
養成講座を開催したいということで市町村に周知を
図っているところであるとの答弁がありました。
次に、高校生調査の中間報告に対する見解及び同報
告における高校生奨学給付金制度の利用状況について
質疑がありました。
これに対し、今回の中間報告では生活困窮の状況や
高校生の就労、通学の手段、進学・就職等の分析が行
われている。結果を見ると、高校生期における生徒の
生活実態や子育て家庭の厳しい状況が明らかになった
ものと考えている。教育委員会としては今回の結果を
踏まえながら、今後さらに調査が行われるものと思わ
れるが、子ども生活福祉部とも連携しながら、貧困対
策や教育施策の推進に努めていきたい。また、高校生
の奨学給付金制度の利用状況については非困窮世帯で
は11.2％、困窮世帯では32.2％という結果報告になっ
ているとの答弁がありました。
次に、土木建築部全体の予算額として約98億円の
減となっている理由、執行率の状況及び予算減額によ
る影響について質疑がありました。
これに対し、沖縄振興公共投資交付金の減額が一番
大きな原因である。その理由としては、これまでの執
行状況を総合的に勘案して配分されたと理解してい
る。平成28年12月末時点での公共事業の執行状況に
ついては、沖縄県全体の執行率は76.8％で、全国第
３位となっている。土木建築部は78.7％となってお
り、前年度に比べて８ポイント上乗せができた。平成
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29年度の限られた予算の中で、どこに重点的に配分
するかということが一番重要ではないかと考えている
との答弁がありました。
次に、前知事が承認した辺野古埋立事業について、
承認を取り消す判断に至る過程が不透明である、土木
建築部は審査項目に沿ってどういう審査をし、結果は
どうだったのかとの質疑がありました。
これに対し、第三者委員会からは、埋め立ての必要
性や環境保全措置等についてさらに考慮すべき事項が
あり要件を充足していないと指摘があった。知事公室
において弁護士の助言を踏まえ精査した結果、承認に
は取り消し得べき瑕疵があると判断された。これを受
け、土木建築部において行政手続法に定められている
聴聞の手続等を踏まえ、土木建築部として審査におい
て考慮が足りず、判断過程に合理性を欠いていたと指
摘を認め手続に入ったということである。当然ながら
承認のときも、取り消しをしたときも、担当者はしっ
かりと法の範囲内で判断をしたものだと考えている。
最高裁判所の取り消しは違法であるとの判決は真摯に
受けとめ、再度、適法性を回復するために取り消しの
取り消しを行った。土木建築部は承認自体の当事者で
あったので、精査の過程においては事実確認だけにか
かわっているのが事実であり、改めて審査を行ったの
かということについては、行っていないとしか答えら
れないとの答弁がありました。
次に、離島廃棄物適正処理促進事業の概要はどう
なっているか、また、離島のごみ問題の総点検をして
はどうかと思うが調査はしているかとの質疑がありま
した。
これに対し、県内の離島では、産業廃棄物処理施設
がないなどの理由から、島内で処理できない産業廃棄
物を島外の業者に委託せざるを得ず、処理コストが割
高になっている。このため、国の一括交付金を活用
し、一般廃棄物及び産業廃棄物を含む離島の廃棄物の
効率的な処理及びリサイクルの促進、並びに埋立処分
場の延命化を図る方策について検討することを目的に
事業を実施するものである。また、県では５年に１
度、産業廃棄物の排出量の調査を行っており、各離島
市町村の調査もしている。しかし、全事業所の産業廃
棄物を調査することができない部分もあるので、平成
29年度の事業ではより詳細に市町村の一般廃棄物及
び排出事業者の産業廃棄物を調査し、詳細な形で把握
したいと考えているとの答弁がありました。
次に、水道広域化施設整備事業について全島一元化
はいつか、料金一律化はどうなっているかとの質疑が
ありました。

これに対し、企業局としては、まず第１段階として
沖縄本島周辺離島８村の予算を措置している。沖縄
県、企業局及び離島８村の間で結んだ「水道用水の供
給に向けた取り組みに関する覚書」において、用水供
給は平成33年としているが、なるべく前倒していこ
うと考えている。また、水道料金については、沖縄本
島並みに近づけ、住民の負担が軽減されるよう努める
との答弁がありました。
そのほか、特定地域特別振興事業の内容及び市町村
ごとの取り組み状況、辺野古新基地建設問題対策事業
の内容及び成果、不発弾処理事業の補助金の増加理由
及び内訳、災害対策拠点整備事業の内容及び財源内
訳、私立学校等教育振興費の補助金増額の理由、ファ
シリティマネジメントの取り組み状況、離島活性化特
別事業の内容、離島消費者への石油製品販売価格の現
状及び課題、ＩＣ乗車券開発・導入のための補助内容
及びバス会社の導入状況、警察署内遺体安置室の設置
状況及び経過年数並びに今後の改築計画、飲酒運転撲
滅運動の実績と今後の対策、少年警察支援要員事業の
内容、県の那覇空港滑走路増設工事に係る岩礁破砕許
可申請に対する許可の時期、乳用育成牛の供給体制に
対する取り組み、沖縄の山菜の種類及び試験の結果、
アジア経済戦略構想・推進検証事業の概要及び推進体
制、地域ビジネス力育成強化事業の概要、技能五輪・
アビリンピックの規模と会場及び場所、先端医療産業
開発拠点形成事業の内容及び委託先、沖縄空手の振興
に対する今後の取り組み、教育旅行の充実のための取
り組み、放課後児童クラブの整備状況及び待機児童の
有無、「戦世の記憶」平和発信強化事業の予算及び内
容、重度心身障害児レスパイトケア推進基金事業の概
要及びニーズ、がん検診の受診率の推移、肝炎対策費
の大幅な減額理由、骨髄バンク登録の推進策、県立病
院未収金の額及び診療費の減免の実績、県立病院の医
師不足解消に向けた取り組み、病院事業における財産
貸し付けの現状、連携型中高一貫教育への取り組み及
び連携校における高校への入学者の割合、中学校施設
整備補助事業に対する昨年度の国の空調設備の維持費
改定の影響、特別支援学校における医療ケア体制及び
対象児童の拡大状況、伊平屋空港建設の方向性及び現
在の状況、航空機整備基地整備事業の進捗状況、沖縄
振興一括交付金カットの市町村への影響、公共関与に
よる産業廃棄物管理型最終処分場建設の進捗状況、動
物殺処分減少に向けた目標、国立自然史博物館の調査
費の要求状況、赤土流出の原因と対策への環境部の考
え、東系導水路トンネル補強工事の進捗状況、南城市
老朽管路の更新問題、市町村からの工業用水配水計画
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の要望状況、水道及び工業用水道事業の５年間の収支
バランスなどについて質疑がありました。
なお、各常任委員長から提出された予算調査報告書
を配付したところ、５名の委員から総務企画委員長、
経済労働委員長及び土木環境委員長に対し質疑の通告
があり、当該委員長の出席を求め質疑が行われました。
また、各常任委員会の調査の過程で、４項目の要調
査事項の報告がありましたが、協議及び採決の結果、
総括質疑は行わないこととなりました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決に先立ち甲第１号議案については、沖縄・
自民党所属委員から修正案が提出され、採決の結果、
修正案は賛成少数で否決されました。
修正案が否決されたことに伴い、甲第１号議案の原
案について採決した結果、賛成多数をもって原案のと
おり可決すべきものと決定いたしました。
また、甲第19号議案については、全会一致をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
さらに、甲第２号議案から甲第18号議案まで及び
甲第20号議案から甲第23号議案までの21件は、全会
一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いた
しました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
甲第１号議案に対しては、島袋大君外13人から修
正の動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。
島袋　大君。

――――――――――――――――――
〔甲第１号議案平成29年度沖縄県一般会計予
算に対する修正案　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔島袋　大君登壇〕

○島袋　　大君　ただいま議題となりました甲第１号
議案「平成29年度沖縄県一般会計予算」の修正案に
つきまして、提出者を代表して修正内容及び提案理由
を御説明申し上げます。
まず、修正内容についてでありますけれども、甲第
１号議案に対する修正案の別紙が皆さん方に配られて

いると思っております。
別紙を読み上げます。平成29年度沖縄県一般会計
予算の一部を次のように修正したいと思っております。
まず、第１条の7354億4300万円を7340億4535万
8000円に、第１表があると思いますが、そこの歳入
歳出予算の歳入、款10の国庫支出金を2073億1643
万9000円に、項２の国庫補助金を1620億6463万
8000円に、款16の県債、項１の県債を560億4110万
円に、歳入合計を7340億4535万8000円に減額修正
するものであります。この内容は、ＭＩＣＥ施設関連
の国庫補助金11億2684万2000円及び県債２億7080
万円を削除するものであります。
次、同表の歳出であります。款２の総務費を659億
565万4000円、項１総務管理費を164億4804万7000
円に、款７の商工費を365億3449万2000円に、項３
の観光費を73億7621万5000円にそれぞれ減額を行
いまして、款14の予備費、項１の予備費を２億9315
万7000円に増額したいと思っております。歳出合計
を7340億4535万8000円に減額修正するものであり
ます。これは、ワシントン駐在員活動事業費及び知事
訪米経費並びにＭＩＣＥ施設関連経費を減額し、国庫
補助金及び県債を除く9315万7000円を予備費に計上
するものであります。
次に、第２条の第２表があると思いますが、そこ
の債務負担行為の中の大型ＭＩＣＥ受入環境整備事
業、平成30年度から平成32年度までの499億4557万
6000円及び大型ＭＩＣＥ受入体制強化事業、平成30
年度から平成43年度までの23億2218万2000円、こ
れを削除いたします。
次に、第３条の第３表があると思いますけれども、
その地方債の中の沖縄振興特別推進交付金事業を30
億2990万円に、合計を560億4110万円に改めたいと
思っております。これは、ＭＩＣＥ施設関連の県債
２億7080万円を削除するものであります。なお、詳
細は、修正後の平成29年第１回沖縄県議会議案（そ
の１）及び当初予算説明書をごらんになっていただき
たいと思っております。
次に、提案理由について簡単に申し上げたいと思っ
ております。
我々自民党も各常任委員会でこの29年度予算の所
管に関するものも常任委員会のほうに割り振りされま
した。その中で議論を幾つかさせていただきましたけ
れども、その中のワシントン駐在員の活動事業費であ
ります。先ほども委員長が述べましたように３年目の
事業でありますけれども、我々自民党は３年前からワ
シントン駐在員のこの事務所活動費を含めて、毎年
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しっかりと説明をしていただきたい、あるいは一般質
問を通してしっかりと御説明を願いたいということ
で、ずっとやってきておりました。明確な答弁もない
中で、29年度も予算を計上することになるわけであ
ります。これは我々にとって明確に説明もされていな
い中で、またワシントン事務所の活動内容もロビー活
動も含めまして、いろんな形で調整していると言って
おりますけれども、メールで全部やりとりしている中
で、これはアメリカのワシントンで一々やる必要ない
んじゃないかというふうな意見も我々ありまして、
しっかりとその辺の内容を説明していただきたいとい
うことで、明確にありませんから、今回の修正のほう
をさせていただきたいと思っております。
次に、知事の訪米であります。知事はことし訪米さ
れましたけれども、その訪米の中で一番最高な訪米
だったと言っておりました。我々自民党の調査により
ますと、トランプ政権になって、トランプ政権に近い
議員とも会っておりませんし、ましてや１回生の議員
としか議論もしておりません。沖縄の声を伝えたと
言っておりますけれども、那覇空港で旅立つときには
いいようなことを言っておりましたけれども、ワシン
トンのこの会議の中では、辺野古をつくらせないとい
う言葉を全く言っておりません。そういったことで、
一番成果があった訪米ということを言っておりますか
ら、本人の口から。そういうことで、これが訪米の予
算に今回29年度も組まれていいのかと、訪米の内容
をしっかりと我々に説明されておりませんので、そう
いった意味でも予算はいかがなものかということで修
正を出させていただいております。
ＭＩＣＥ関連事業でありますけれども、先ほど委員
長からも説明ありました。これだけ莫大な500億近い
債務負担行為がある中で、これが30年度からスター
トすると。平均的に160億円が平成30年度から債務
負担行為が走っていくと。そうなりますと、沖縄県
のソフト交付金事業というのは400億しかありません
から、その中でわかりやすく言えば200億近くを平成
30年度で債務負担行為すると。であれば、今の沖縄
県のソフト事業でやっている福祉や教育やもろもろの
予算に影響が来ないかという質問を投げておりますけ
れども、執行部は明確に答弁ができない。そして、債
務負担行為の中身は何ですかといいますと、一括交付
金だと。一括交付金を丸々使うような事業ということ
になりますと、県がやっている一括交付金もしかり、
また市町村の５対３対２の割合も含めて、市町村に影
響しないかということに質疑の中でも明確な答弁が出
ないと。そういった財政畑の財政課も含めまして、文

化観光スポーツ部の観光整備課も含めて明確な答弁が
ありませんでした。ですから、我々はＭＩＣＥ施設に
関しましては、反対ではありませんけれども、しっか
りとした予算の組み方のもとで県民に理解できるよう
なことをやるべきじゃないかということでお話をさせ
ていただきましたけれども、明確な答弁がありません
でした。だからこそ、執行部がこれ以上答弁ができな
いから我々は翁長知事と両副知事に対して、しっかり
と予算特別委員会のほうに出ていただいて、政治的な
判断を述べるべきだろうということでお話をさせてい
ただきました。これは、数で押し切られました。こう
いったことを考えれば、我々県議会議員として、しっ
かりと知事の政治判断のもとでこのＭＩＣＥ事業もし
かり、ワシントン事務所の設置もしかり、そして知事
の訪米も含めて知事みずからが関連する事業でありま
すから、その話をしっかりとさせるべきだろうという
ことでありましたけれども、それが少数になったわけ
であります。
我々は明確に今回の29年度予算も、これから提案
します修正案も含めて、どうぞ皆さん方のしっかりと
した判断のもとで、御審議と判断をよろしくお願いし
たいと思っております。
○議長（新里米吉君）　これより本修正案に対する質
疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はあ
りません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって島袋大君外13人から提出された修正
案に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
甲第１号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。
次呂久成崇君。
〔次呂久成崇君登壇〕

○次呂久　成崇君　会派、社民・社大・結連合の次呂
久成崇です。
ただいま議題となりました甲第１号議案について、
修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行い
ます。
今定例会に提案された平成29年度沖縄県一般会計
当初予算案においては、経済発展、生活充実、平和創
造の３つの視点を踏まえた総額7354億円が計上され
ています。
まず、経済発展については、アジア経済戦略構想の
実現に向け、国際物流関係では、那覇港総合物流セン
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ター整備と県産品の市場拡大に向けた取り組み、ＭＩ
ＣＥ振興については大型ＭＩＣＥ施設の整備、ＭＩＣ
Ｅ誘致及び受け入れ環境整備など多岐にわたる分野で
相乗効果を期待できる取り組みが予定されています。
また、生活充実については、子供の貧困対策の強化
を初め、正規雇用化の促進、少人数学級の拡大、離島
患者の支援など本県の課題に対応した施策の充実が図
られております。
さらに、平和創造については、ウチナーネットワー
クの継承と発展に向けた事業が計上されているところ
です。
このように、当初予算案は、県民が求める将来像の
実現と諸課題の解消に向けた諸施策が効果的に盛り込
まれたことを高く評価するものであります。
それでは、まず初めに、知事等訪米事業の減額修正
についてでありますが、戦後71年を経た今もなお、
国土面積の約0.6％にすぎない沖縄県に在日米軍専用
施設面積の約70.6％が集中するなど、沖縄県民は過
重な基地負担を背負い続けています。知事等訪米事業
は、こうした沖縄の米軍基地をめぐる諸問題につい
て、知事が直接訪米し、米国政府、米国連邦議会議員
等関係機関に対し、地元の実情を伝え、米国側の理解
と協力を促し、本県の米軍基地問題の解決促進を図る
ことを目的としております。
辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを踏まえ
た建設阻止に向けた翁長知事の考えや沖縄の正確な状
況について、米国政府、連邦議会へ訴えるため、米国
ワシントンＤＣの駐在員を活用し、基地問題に関する
情報収集・発信を行うとともに知事が訪米し、直接訴
えることによって沖縄の問題解決に努めているところ
です。
翁長知事は、これまで３回の訪米を実施し、米国政
府との意見交換を初め、延べ32人の連邦議会議員と
の面談、有識者会議やモンデール元副大統領との面
談、そして今回の訪米では、沖縄コレクション公開セ
ミナーなどを実施しております。今回、私もオール沖
縄会議の一員として訪米いたしましたが、面談した連
邦議会関係者から、皆さんが米国に直接来ることは意
味のあることであり、来るのをやめれば米国側にとっ
ては来ないということはもう重要ではなくなった、解
決されてしまったと理解される可能性があることか
ら、直接来ることは意味のあることだ、今後も情報交
換していきたい等との発言がありました。
このように知事が直接訪米し、その時々の沖縄の情
報を正確に伝え、米国側の理解を促す取り組みを継続
することは、沖縄の基地問題を解決するためには必要

であり、翁長知事も、昨年、一昨年の訪米と比べても
今回の訪米では面談した連邦議会議員と活発に議論を
交わすことができ、県の主張に対する理解が進んだと
感じているとしております。
知事等訪米事業に係る予算を削除するということ
は、沖縄の基地負担の軽減を図る動きにブレーキをか
けるということになりかねず、大きく県益を損なうも
のであり、知事等訪米事業に係る基地関係業務費の削
減を求める予算修正案には反対をいたします。
次に、ワシントン駐在員活動事業の減額修正につい
てでありますが、ワシントン駐在員活動事業費は、沖
縄の米軍基地をめぐる諸問題について、米国ワシント
ンＤＣに駐在員を設置し、米国政府と関係機関に対
し、辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを踏ま
えた建設阻止に向けた知事の考えや沖縄の正確な情報
を伝え、米国側の理解と協力を促し、本県の米軍基地
問題を初めとする沖縄の課題解決に向けて取り組むこ
とを目的とし、駐在員においては、知事訪米の対応や
基地問題に関する情報収集、沖縄の状況などの情報発
信を主な役割としております。
また、平成27年12月には……（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
○次呂久　成崇君　ワシントン事務所としてＦＡＲＡ
（外国代理人登録法）に基づき登録したことから、駐
在員は地方公共団体を含む米国外の政府の代理とし
て、連邦議会議員に対する米国の施策に影響を与える
活動が可能となりました。
これまで――平成29年３月２日時点ですが――米
国連邦議会関係者205名、国務省・国防総省関係者
62名を初め多くの関係機関、有識者等延べ468名の
方々と意見交換を行うなど働きかけ、知事の考え方と
沖縄の正確な状況を説明し、米国側の理解と協力を求
めて活動を展開しております。
さきに述べた、翁長知事が昨年、一昨年の訪米と比
べても、今回の訪米では、面談した連邦議会議員と活
発に議論を交わすことができ、県の主張に対する理解
が進んだと感じているということからもわかるよう
に、これまでの知事訪米やワシントン駐在の活動によ
る情報発信の活動成果のあらわれの一つだと考えてお
ります。
さらに、ワシントン駐在においては、日ごろから連
邦議会調査局と意見交換を行うなどしてネットワーク
を構築しており、知事は一昨年に続き、今回の訪米に
おいても連邦議会調査局を訪問しております。今回の
知事訪米で知事が訴えた沖縄の現状や沖縄県の主張に
ついて、連邦議会議員への影響力のある調査局の報告
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書として発表されました。報告書には、翁長知事は、
2016年の最高裁の判決後も建設を阻止するためのさ
らなる阻止策を継続すると明言した。米国による占領
の遺産や戦略的に重要な島の位置により、沖縄は日本
における米軍プレゼンスにおいて過度に多い割合を受
け入れている。米軍基地に対する沖縄出身者の態度
は、一般的に否定的なものとして特徴づけられ、これ
は激動の歴史と日本本土及び米国との複雑な関係を反
映している。沖縄県民に広く行き渡ったこのような不
安のため、沖縄の米軍プレゼンスの持続性は、同盟に
とって重大な課題のままである。大部分の沖縄県民
は、政治的、環境面及び生活の質という組み合わさっ
た理由において、新たな米軍基地の建設に反対してい
る。日本政府もしくは米国政府による高圧的な行動
が、反基地の行動をさらに激しくさせることにつなが
るかもしれないという危険はそのままであることなど
が記載されたことは、大変意義のあることであり、知
事訪米もこうしたワシントン駐在員の日常的な取り組
みと準備の上で実施することで、より効果的な訪米活
動が実施できるものと考えております。
このように、ワシントン駐在設置による効果があら
われていることからも、基地問題を初めとする沖縄の
課題解決に向けてこれまでの活動によって構築した
ネットワークに加え、ワシントン駐在員を活用した取
り組みを一層強化する必要があります。沖縄県と米国
との強いパイプを構築し、沖縄県を取り巻くさまざま
な状況に対し、総合的な理解を深めるという取り組み
であるワシントン駐在員活動事業費を削除するという
ことは、沖縄県の情報収集及び情報発信の能力を低下
させ、大きく県益を損なうものであることから、ワシ
ントン駐在員活動事業費の削減を求める予算修正案に
は反対をいたします。
最後に、大型ＭＩＣＥ事業の減額修正についてであ
りますが、大型ＭＩＣＥ施設は、その集客力によって
沖縄県全体に利益をもたらす施設であり、施設の運営
による消費の呼び込みや経済波及効果の創出を目的と
して、沖縄観光の課題である観光消費額の引き上げや
入域観光客数の平準化に大きく寄与する付加価値の高
い観光振興施策であります。本予算の成立を受けて、
県においてはことし４月に大型ＭＩＣＥ施設整備運営
事業者を選定し、施設の整備や運営に係る事業内容等
を国へ丁寧に説明していくとのことであり、本予算が
原案どおり可決されない場合は、大型ＭＩＣＥ施設整
備の進捗に多大な支障を来すことになります。
以上のことから、甲第１号議案は、原案のとおり成
立させるべき予算であると考えます。

議員各位におかれましては、何とぞ御理解を賜り、
原案に賛同くださいますようよろしくお願いいたし
ます。
○議長（新里米吉君）　座波　一君。（発言する者あり）
静粛に願います。
〔座波　一君登壇〕

○座波　　一君　それでは、平成29年度沖縄県一般
会計予算に対する修正案に賛成の立場で討論を行い
ます。
まず、ワシントン駐在活動費と知事訪米予算につき
ましては、この事務所開設当初は米国政府機関におけ
るロビー活動等を通して、沖縄の基地負担軽減を進
め、普天間基地の辺野古移設をやめさせることが目的
であったはずでありますが、開設２年が経過した現
在、基地負担軽減に関するワシントン事務所が果たし
た役割の成果が見えず、上がっておらず、全く説明が
不足しているのであります。さらに、ビザの関係で登
録に基づく正式なロビー活動ができていない今の現状
は、事務所設置の意義が薄れ、さらに辺野古埋立訴訟
で県は敗訴を受け入れたわけであり、多額の公費を費
やしてワシントン事務所を続ける意味がないのではな
いかということであります。
知事は、さきの訪米で過去最高の効果を強調いたし
ましたが、トランプ大統領または側近どころか、政府
要人と会える機会すら持てていない。県民は、新聞報
道等による一辺倒の成果報告に疑問を持っており、ま
さに公費の無駄遣いである。したがって、事務所の閉
鎖を求めるための予算修正案であります。
また、ＭＩＣＥ関連予算の減額修正につきまして
は、決してＭＩＣＥ事業に反対する意味ではなく、こ
のＭＩＣＥ事業は仲井眞県政時代につくった、沖縄
21世紀ビジョンの中においての目玉事業として位置
づけられており、今後の沖縄県の振興・発展に大きな
影響をもたらすため、私たち沖縄・自民党も賛成する
立場であります。
しかし、翁長県政は、完全に国との信頼関係を失っ
た今、総額522億円に及ぶ事業費が平成30年度から
４年及び14年間の債務負担行為を設定して事業着手
し、後年の事業予算の現年度化財源を一括交付金に求
めるという極めて不安定な財源計画を立てている。こ
れは、政府に対する責任のすりかえができるやり方で
あり、県民を欺くと同時に、県民へ大きなリスクを負
わせかねない進め方であります。
さらに、そのような財源編成の仕方では、30年か
ら４年間のソフト交付金が市町村分に減額の影響を及
ぼす可能性が否定できず、他の市町村からの反発は必
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至であり、納得を得ることは到底無理である。債務負
担行為そのものや金額の問題ではありません。県政と
政府が信頼関係を持てない中、現年度化財源を安易に
一括交付金に求めることが最大の問題であります。
今大事なことは、リスクを負って32年度完成にこ
だわる必要はなく、国の支援を確定的にした中でＭＩ
ＣＥ事業が建設から運営にかけた事業採算を確立でき
る体制づくりに向け、しっかりと精査し、事業を進め
ることが先決であるのではないでしょうか。
そのためには、次年度において、政府との交渉を
じっくり行い、信頼関係を再構築することが大切であ
り、これこそ知事または三役の重要な仕事になるので
あります。一括交付金が確定的になった予算内で補正
予算を編成し、設計等に着手すべきではないでしょう
か。用地取得も一括交付金が認められず、80億の県
債で対応し、残る用地取得８億円は、28年度予算で
一括交付金を充てる予定も崩れ、28年度予算から不
用額になるようだが、県はこの土地取得費も含めてＭ
ＩＣＥ事業費を一括交付金で充てる予定にしている
が、29年度予算における……（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
○座波　　一君　ＭＩＣＥ関連予算の522億円の債務
負担行為は、県財政及び県民への負担となる可能性が
大きいのであります。
したがって、平成29年度予算第２条の債務負担行
為の第２表の中から、ＭＩＣＥ予算関連522億円を削
除する修正案には賛成いたします。
以上、議員各位の御理解と御賛同をお願いして賛成
討論といたします。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。（発言する者あり）
静粛に願います。
〔親川　敬君登壇〕

○親川　　敬君　おはようございます。
ただいま議題となりました甲第１号議案につきまし
て、修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を
行います。
翁長知事は、平成29年度の県政運営に当たって、
アジア経済戦略構想の実現、全ての人が希望を持ち安
心して暮らせる社会の実現、地方創生の推進、健康長
寿沖縄の復活、安全・安心・安らぎの確保を掲げてい
ます。この５項目を重点テーマとして、編成された予
算であることを高く評価するものであります。
よって、沖縄振興を力強く推進する諸施策を実現さ
せるために、平成29年度沖縄県一般会計予算は原案
のとおり成立させるべきものと考えています。（発言
する者あり）

知事訪米事業費については、翁長知事も昨年、一昨
年の訪米と比べ、今回の訪米では面談した連邦議員と
活発に議論を交わすことができ、県の主張に対する理
解が進んだと感じていると話されています。今後も引
き続き、辺野古に新基地をつくらせないとの立場を理
解してもらう必要があり、知事訪米事業に係る予算の
削減を求める修正案に反対します。（発言する者あり）
ワシントン駐在員活動事業については、引き続き、
米国ワシントンＤＣに……（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　静粛にしてください。
○親川　　敬君　駐在員を設置し、辺野古新基地建設
の阻止、そして米軍基地から派生する諸問題を解決す
るための予算であります。これからもワシントン駐在
員の活動を継続的に行い、県の考え方を伝え、広く理
解を広げていく必要があります。
よって、ワシントン駐在員活動事業費の削減を求め
る予算修正案に反対します。
大型ＭＩＣＥ施設の整備については、平成24年度
から検討を積み上げてきた事業であり、効果の面から
も大きな予算を投入するに値する事業として取り組み
を進めてきた事業であります。
平成29年の所信表明では、翁長知事は大型ＭＩＣ
Ｅ施設の整備について、平成32年度の供用開始を目
指し、本島東海岸地域の振興に資する大型ＭＩＣＥ施
設を、民間活力を導入し整備を進めるとともに、沖縄
観光にビジネスリゾートという新機軸を打ち出し、産
学官と連携したＭＩＣＥ関連産業の創出に取り組むこ
とを表明しました。
ことしの２月には、県と地元町村で大型ＭＩＣＥエ
リア振興に関する協議会が設置されたほか、経済界や
関係団体との連携によるＭＩＣＥ推進のネットワーク
の構築に着手するなどさまざまな施策が展開されてお
り、県民の期待も大きくなっております。大型ＭＩＣ
Ｅ施設の整備については、平成29年度の予算編成に
当たって、三役ともしっかりと調整しながら県全体と
して財政スタミナを考慮した編成となっているとの考
えが示されています。具体的に大型ＭＩＣＥ受入環境
整備事業については、平成29年度の歳出予算として
大型ＭＩＣＥ施設に係る設計業務費用を計上するほ
か、債務負担行為として平成30年度から32年度まで
の整備費用、供用開始に向けた開業準備業務及び供用
開始後約12年間にわたる運営・維持管理業務の指定
管理料の上限を設定する提案がされております。
県においては、本予算の成立を受けて、ことし４月
に大型ＭＩＣＥ施設整備運営事業者を選定し、整備か
ら運営までの事業をより一層明確なものとするための
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準備を整えています。これにより、将来的な東海岸地
域全体の振興、ひいては県土の均衡ある発展を図るた
めの重要な役割を果たす施設であることを明らかにし
ていくことが求められています。
よって、大型ＭＩＣＥ受入環境整備事業の削減を求
める予算修正案に反対します。
以上のことから、甲第１号議案は、沖縄らしい優し
い社会をつくり上げるとともに、好況が続く経済をよ
り高い次元へ進化させるため、原案のとおり成立させ
るべき予算であると考えています。
議員各位におかれましては、何とぞ御理解を賜り、
原案に賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上
げます。
○議長（新里米吉君）　山川典二君。

〔山川典二君登壇〕
○山川　典二君　沖縄・自民党の山川典二です。
甲第１号議案「平成29年度沖縄県一般会計予
算」に対する修正案について、賛成の立場で討
論を行います。
初めに、大型ＭＩＣＥ建設事業についてです。
沖縄・自民党会派は、この大型ＭＩＣＥ事業につい
て反対するものではありません。
先日、見直しが発表されました第５次沖縄県観光振
興基本計画によりますと、現状を踏まえた観光収入
１兆円、入域観光客数1000万人の目標値を上方修正
し、平成33年には、観光収入１兆1100億円、入域観
光客数1200万人を掲げました。見直しの資料を見ま
すと、那覇空港第２滑走路の着工と供用開始に向けた
機運の高まり、東京オリンピック・パラリンピックの
開催、政府の観光ビジョンの策定による2020年を目
標に観光客4000万人へ拡大する方針、世界自然遺産
や国立公園プロジェクトの推進、クルーズ船バースの
整備、空手会館の充実、そして大型ＭＩＣＥ施設の建
設と第５次沖縄県観光振興基本計画改定版における各
施策や目標フレームがはじけるように列挙されていま
す。入域観光客数1200万人、観光収入１兆1100億円
は実現性の高い、十分に手が届く射程内の数字だと思
います。この見直しされた目標値を達成し、その後の
展開を図る上でも大型ＭＩＣＥ施設が果たす役割は大
変重要であります。そういった意味で、しっかりとし
た計画を持って沖縄県民の夢の１つの大型ＭＩＣＥ施
設整備事業を推進しなければなりません。
ところが、この夢のある大型ＭＩＣＥ施設整備事業
に向けた翁長知事、翁長県政の情熱、やる気、魂と
いったものを全く感じません。この大型ＭＩＣＥ建設
に係る総事業費は500億円以上を超えますが、その予

算編成に関しまして、先ほど提案理由からもありまし
たけれども、翁長県政の行き当たりばったりの主体性
のない、本当に綱渡り的なこの予算措置の対応にあき
れ果てるばかりであります。
例えば、昨年のＭＩＣＥ用地の50億円余りの土地
購入に当たり、当初、一括交付金を当てにしていまし
たが、内閣府から直前に交付不可との回答が出て、当
局は慌てたのか、または想定内だったのかはわかりま
せんが、県債を発行して処理いたしました。県当局は
内閣府とどういう交渉をしていたのか、大いに疑問が
残るところであります。また、沖縄県町村土地開発公
社所有の西原町分の約８億円のソフト一括交付金によ
る土地購入も、きょう現在、内閣府から回答がありま
せん。今月末までに当局は回答を得るというふうに
言っておりましたが、常識的に言いましてこれはもう
不可能と言ってもいいかもしれません。つまり、これ
はもう繰り越しができませんから、不用額に組み入れ
て、そして新年度予算で新たにソフト一括交付金を充
てるという、そういう腹づもりのようでございます
が、そういう予算配分から見ても、あるいはその予算
措置から見ても、何が何でもこの夢のある大型ＭＩＣ
Ｅ事業を実行していくんだ、推進していくんだとい
う、そういった情熱が県サイド、翁長知事からは感じ
られることがないわけであります。
平成29年度沖縄県一般会計予算に計上されており
ます基本設計及び実施設計の約14億円については了
とするものでありますが、それとあわせて先ほど来
議論があります、平成30年度、31年度の２年間で約
500億円の債務負担行為の予算措置につきましては、
到底認められるものではありません。この約500億円
以上の予算は、ソフト部門の一括交付金を当てにした
債務負担行為だからであります。内閣府から、簡単に
この予算の担保の内諾を得られる可能性の予算ではあ
りません。仮に、一旦交付金を了承してもらったとし
ても、一括交付金の県のソフト交付金約430億円から
250億円を使用すると他の事業は到底これはできなく
なる可能性があり、各事業に大きくマイナス影響を与
えかねません。
そういった部分も実は、我が会派の代表質問、一般
質問あるいは常任委員会、特別委員会等々で質疑が交
わされましたが、当局から十分に納得の得られるよう
な回答がなく、不透明なままであります。県は、大型
ＭＩＣＥ施設整備事業は、ＤＢＯ方式を採用し、施設
の内容、事業費、運営収支等を確認後、ソフト一括交
付金への充当を内閣府は検討しているとの回答だった
ということですが、債務負担行為の約500億円につい



− 445 −

てはソフト一括交付金を当て込んでいるとの話でし
た。全く甘い認識だと言わざるを得ません。土地購入
費さえ、この一括交付金がとめられたのに大型箱物の
建設費はさらにハードルが高いと認識しなければなり
ません。
したがって、本員は、基本設計及び実施設計分の約
14億円の予算計上は認めますが、平成30年度、31年
度の債務負担行為約522億円については到底認めるこ
とができません。
今回のそういった削除するとの修正案に賛成をいた
します。
次に、ワシントン駐在員活動事業費（基地対策調
査費）7306万6000円、それから知事訪米予算840万
9000円について予備費に組み入れるという修正案に
賛成の立場から討論をいたします。この件につきまし
ては費用対効果の議論がありますが、当局から全くと
いって十分な回答が得られておりません。例えば、平
成26年、昨年の１月から６月まで、そして７月から
12月までの半年ごとのワシントン事務所での活動日、
そして面会人数がありますが、例えば１月から６月ま
での半年間の活動日は23日です。１月が３日、２月
が６日、３月が１日、４月が５日、５月が４日、６月
が４日、そして面会した人数は67名、うち知事の付
き添いが24人ですから、単独で事務所で会った人数
は43名、ワシントン事務所単独で議員と接触した実
績数はゼロ、そして政府機関では、国務省の３名だけ
しか会っていない。これが昨年度の１月から６月ま
での実績、そして７月から12月も活動日は21日で、
面会人数は97人、トータルで144人であります。そ
して活動日は、44日でございます。仮に、土日を休
みということで、月金の活動日を365日で割って大体
250日としますと、250日の活動日の中で実際に面談
した人は144人ですが、44日です。250を44で割り
ますと5.7日、つまり月金の労働時間を超えた5.7日が
実は平均の日数になるわけでございまして、ワシント
ン事務所の活動状況が全くといって、当初の見込みど
おり実現がされていない、実施がされていないという
現状がここでも端的にわかるわけであります。
今回のこの予算を予備費に入れるということにつき
ましては、これまでは２年間、平安山所長が米国総領
事館での長年の実績の中で、ワシントン社会との人
脈、あるいはそういった情報収集能力、交渉力そして
分析力のあるそういった人材でございました。その平
安山所長でさえこういう状況であります。今回、新た
に新所長となる方は、そういったワシントン社会の人
脈であるとか、そういった交渉能力あるいは情報収集

能力、分析力、そして語学力のそういったものがある
のかどうか、そういった質疑に対しても十分な回答が
ありませんでした。したがって、平安山さんが今回退
職なされますが、その後を受けて、新年度予算で計上
されているこの7000万余りの予算につきましても、
十分にこれが活用できるのかどうか、費用対効果の中
でも、このコンサルタント会社も十分に活用されてい
ないというこの状況の中で、果たしてそれが本当に翁
長県政が目途とする米軍基地の縮小について、その問
題について、本当に渡り合って堂々と交渉ができるの
か非常に疑問であります。
したがいまして、私どもはこの予算を予備費に入れ
て、場合によってはワシントン事務所のあり方、内容
の見直し、そしてさらに委託料6000万余りを委託し
ておりますコンサルタント会社も含めて、大きく見直
しをしてワシントン事務所の活用を本来の費用対効果
もしっかりと説明ができるような、そういった健全な
形に持っていきたい、そういう思いがありまして今回
の修正案になっております。
そして、特にこのフォロー・ザ・マネーという、ア
メリカ社会でもよく使われる言葉であります。フォ
ロー・ザ・マネー、お金を追え、１億余り、２年間で
２億余りのこの予算がつぎ込まれましたワシントン事
務所の、このお金が本当に費用対効果で使われたかど
うかということにつきましても、質疑の中で回答があ
りませんでした。そういう意味で、大いなる見直しを
しっかりとやっていって、場合によっては信頼性のあ
る、実績のあるシンクタンクあるいは大学の研究機関
等々ありますので、そういったところも含めて再構築
の必要性があると思います。
３回目の翁長知事を初めオール沖縄と言われる訪米
団の皆さんは、トランプ政権の政策に影響を与えられ
るような相手には会うことができず、辺野古基地建設
反対の気持ちは伝えたようでありますが、全く相手に
されなかった。この訪米効果は、ほとんどなかったと
言ってもいいと思います。特に、上院議員との面談は
ゼロでございました。前回、お会いできました米軍基
地の政策に大きな影響力を持ちます上院議員のマケイ
ン軍事委員長、そして軍事予算を扱うコクラン歳出委
員長らの有力議員との面談は実現できませんでした。
なぜ、会わないのか。そういったこともしっかりと考
えていかなければいけません。そして、さらに事前調
整をしていたライアン下院議長や政権中枢のプリーバ
ス大統領補佐官との面談もできませんでした。辺野古
埋立承認取り消しをめぐる最高裁判決で県が敗訴した
ことが、マケイン軍事委員長を初め米軍基地政策に影
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響力のある主要な皆さんが会わなかった大きな理由の
一つだというふうに思っております。さらに、今回訪
米団の皆さんが辺野古の基地阻止の訴えをするにして
も、辺野古が唯一の解決策だというふうに国務省のヤ
ング日本部長や国防省のボスティ日本部長代行らは、
翁長知事に対して繰り返し述べたというふうに言われ
ております。そういう意味では、アメリカ社会は、判
決の結果を非常に重く見ます。最高裁判決の結果を受
けて、これを大変重く受けとめているということも認
識する必要があると思います。
そういう意味では、今回の予算修正、甲第１号議案
に対する修正案に対しまして、賛成の立場で討論を終
わりたいと思います。
○議長（新里米吉君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
これをもって討論を終結いたします。（「議長、訂正
があります」と呼ぶ者あり）
発言の訂正ですか。
○山川　典二君　先ほどの平成29年度の14億円、Ｍ
ＩＣＥ設計費用は認めると言いましたけれども、これ
は認めませんです。間違えました。14億円の基本設
計、実施設計の費用は、認めないというふうに訂正を
してください。認めると言いましたので、認めないと
いうふうに訂正してください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時30分休憩
　　午後０時30分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
これより甲第１号議案から甲第23号議案までの採
決に入ります。
議題のうち、まず甲第１号議案を採決いたします。
まず、本案に対する島袋大君外13人から提出され
た修正案について採決いたします。
お諮りいたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

○議長（新里米吉君）　起立少数であります。
よって、修正案は、否決されました。

――――――――――――――――――
○中川　京貴君　議長、休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時31分休憩
　　午後０時31分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
次に、原案について採決いたします。
お諮りいたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

○議長（新里米吉君）　起立全員であります。
よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

――――――――――――――――――
○玉城　武光君　議長、休憩をお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時32分休憩
　　午後０時32分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
次に、甲第19号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、甲第19号議案は、原案のとおり可決され
ました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時32分休憩
　　午後０時33分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
次に、甲第２号議案から甲第18号議案まで及び甲
第20号議案から甲第23号議案までの21件を一括して
採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案21件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、甲第２号議案から甲第18号議案まで及び
甲第20号議案から甲第23号議案までは、原案のとお
り可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後０時34分休憩
　　午後１時36分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第11　議員提出議案第６号　北朝鮮のミサイ
ル発射に対し毅然とした対処等を求める意見書を議題
といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
花城大輔君。

――――――――――――――――――
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〔議員提出議案第６号　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔花城大輔君登壇〕

○花城　大輔君　ただいま議題となりました議員提出
議案第６号につきましては、総務企画委員会の委員等
により協議した結果、議員提出議案として提出するこ
とに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提
案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、北朝鮮のミサイル発射に対し毅然とし
た対処等を求めることについて、関係要路に要請する
ためであります。
次に、議員提出議案第６号を朗読いたします。
〔北朝鮮のミサイル発射に対し毅然とした対処
等を求める意見書朗読〕

以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第６号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第６号
「北朝鮮のミサイル発射に対し毅然とした対処等を求
める意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第６号は、原案のとおり可決
されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第12　議員提出議案第７
号　中国軍機による日本領空接近行為に対し毅然とし

た対処等を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
宮城一郎君。

――――――――――――――――――
〔議員提出議案第７号　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔宮城一郎君登壇〕

○宮城　一郎君　ただいま議題となりました議員提出
議案第７号につきましては、総務企画委員会の委員等
により協議した結果、議員提出議案として提出するこ
とに意見の一致を見ましたので、提出者を代表いたし
まして提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、中国軍機による日本領空接近行為に対
し毅然とした対処等を求めることについて、関係要路
に要請するためであります。
次に、議員提出議案第７号を朗読いたします。
〔中国軍機による日本領空接近行為に対し毅然
とした対処等を求める意見書朗読〕

以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第７号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第７号
「中国軍機による日本領空接近行為に対し毅然とした
対処等を求める意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第７号は、原案のとおり可決
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されました。
―――――――◆・・◆―――――――

○議長（新里米吉君）　この際、日程第13　議員提出
議案第８号　嘉手納飛行場周辺における住宅防音工事
対象区域（第１種区域）の見直しに関する意見書及び
日程第14　議員提出議案第９号　米軍普天間飛行場
の運用停止の実現を求める意見書を一括議題といたし
ます。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲宗根　悟君。

――――――――――――――――――
〔議員提出議案第８号及び第９号　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔仲宗根　悟君登壇〕

○仲宗根　悟君　こんにちは。
ただいま議題となりました議員提出議案第８号につ
きまして、３月27日に開催した米軍基地関係特別委
員会の委員により協議した結果、議員提出議案として
提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を
代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、嘉手納飛行場周辺における住宅防音工
事対象区域（第１種区域）の見直しについて、関係要
路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第８号を朗読いたします。
〔嘉手納飛行場周辺における住宅防音工事対象
区域（第１種区域）の見直しに関する意見書
朗読〕

以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、意見書の趣旨を関係要路に要請するため議会
代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ており
ます。そのうち、県内の関係要路につきましては、米
軍基地関係特別委員会委員等を派遣していただきた
く、議長におかれましてはしかるべく取り計らってい
ただきますようお願い申し上げます。
次に、議員提出議案第９号につきまして、３月27
日に開催した米軍基地関係特別委員会の委員により協
議した結果、議員提出議案として提出することに意見
の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を
御説明申し上げます。
提案理由は、米軍普天間飛行場の運用停止の実現を
求めることについて、関係要路に要請するためであり
ます。
次に、議員提出議案第９号を朗読いたします。
〔米軍普天間飛行場の運用停止の実現を求める

意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、意見書の趣旨を関係要路に要請するため議会
代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ており
ます。そのうち、県内の関係要路につきましては、米
軍基地関係特別委員会委員等を派遣していただきた
く、議長におかれましてはしかるべく取り計らってい
ただきますようお願い申し上げます。
以上であります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第８号
及び第９号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第８
号「嘉手納飛行場周辺における住宅防音工事対象区域
（第１種区域）の見直しに関する意見書」及び議員提
出議案第９号「米軍普天間飛行場の運用停止の実現を
求める意見書」の２件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第８号及び第９号は、原案の
とおり可決されました。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第８号及び第９号については、提案理由説明
の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため
議員を派遣することとし、そのうち県内の関係要路に
ついては、米軍基地関係特別委員会委員を派遣しても
らいたいとの要望がありました。



− 449 −

よって、お諮りいたします。
議員提出議案第８号及び第９号の趣旨を関係要路に
要請するため、議員５人を派遣するとともに、県内の
関係要路については米軍基地関係特別委員会委員を派
遣することとし、その期間及び人選については、議長
に一任することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第15　陳情１件を議題と
いたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長渡久地　修君。

――――――――――――――――――
〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕

○総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました陳情１件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、お手元に配付してあります審査報告書
のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第16　陳情９件を議題と
いたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長狩俣信子さん。

――――――――――――――――――
〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕

○文教厚生委員長（狩俣信子さん）　ただいま議題と
なりました陳情９件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、お手元に配付してあります審査報告書
のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情９件を
採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情９件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第17　陳情１件を議題と
いたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長新垣清涼君。

――――――――――――――――――
〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕

○土木環境委員長（新垣清涼君）　ただいま議題とな
りました陳情１件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、お手元に配付してあります審査報告書の
とおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
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お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第18　陳情１件を議題と
いたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
子どもの未来応援特別委員長仲村未央さん。

――――――――――――――――――
〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔子どもの未来応援特別委員長　仲村未央さん
登壇〕

○子どもの未来応援特別委員長（仲村未央さん）　た
だいま議題となりました陳情１件につきましては、慎
重に審査いたしました結果、お手元に配付してありま
す審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしま
した。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第19　前副知事による教
員採用試験、教育庁幹部人事及び病院事業局長人事関
与問題等に関する調査の件を議題といたします。
この際、提出者の説明を求めます。
中川京貴君。

――――――――――――――――――

〔前副知事による教員採用試験、教育庁幹部人
事及び病院事業局長人事関与問題等の調査に
関する動議　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――
〔中川京貴君登壇〕

○中川　京貴君　前副知事による教員採用試験、教育
庁幹部人事及び病院事業局長人事関与問題等の調査
に関する動議を提出者及び賛同者を代表して提案し
ます。
安慶田副知事による教育庁人事や病院事業局人事に
関与した事実が、２月20日の文教厚生委員会におけ
る参考人の意見陳述や２月28日の本会議における一
般質問等で明らかになっています。沖縄県議会におい
て、百条調査特別委員会を設置して、真相究明を求め
るべきであります。
安慶田前副知事は、参考人招致の中で、教育庁人事
への関与をみずから説明しており、同時に、この件に
ついて、翁長知事とも話し合ったとの説明をしており
ます。このことは、翁長知事の関与を示すものであ
り、また、この件について、３月27日の文教厚生委
員会で諸見里前教育長参考人も知事関与を認めた発言
がありました。病院事業局長については、２月28日、
本会議における一般質問で、保健医療部長が統括監の
ときに辞職願をお願いしたと明言しております。さら
に、安慶田前副知事と病院事業局との間で、２カ年の
任期を中をとって１年にしたとの説明が本会議でなさ
れております。このことは、まさに病院事業局長への
人事介入であります。特に、３月27日の諸見里参考
人に対する質疑の中で、安慶田前副知事の権力を盾に
した横暴な人事介入や知事の関与の疑いも出てきてお
ります。
真実については守秘義務の壁があり、百条委員会で
の解明にならざるを得ないものであります。よって、
安慶田前副知事の教員採用試験の口きき、人事介入、
さらに病院事業局の人事介入問題など、議会として
真相究明を行い、県民にしっかりとした説明責任を
果たす上からも、百条委員会の設置を求めるもので
あります。
よって、前副知事による教員採用試験、教育庁幹部
人事及び病院事業局長人事関与問題等の調査に関する
動議を提出者及び賛同者を代表して提案いたします。
前副知事による教員採用試験、教育庁幹部人事及び
病院事業局長人事関与問題等の調査に関する動議
下記により、安慶田前副知事による教員採用試験、
教育庁幹部人事及び病院事業局長人事関与問題等の調
査に関する動議を提出する。
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記
１、調査事項
本議会は、地方自治法第100条の規定により、次の
事項について調査するものとする。
(1)　安慶田前副知事による教員採用試験及び教育
庁幹部人事関与問題について
(2)　安慶田前副知事による病院事業局長人事関与
問題について
２、特別委員会の設置について
本調査は、地方自治法第109条及び沖縄県議会委員
会条例第３条の２の規定により、委員20人から成る
前副知事による教員採用試験・教育庁幹部人事及び病
院事業局長人事関与問題等調査特別委員会を設置し
て、これを付託するものとする。
３、調査権限
本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方
自治法第100条第１項の権限を上記特別委員会に委任
する。
４、調査期限
上記特別委員会は、１に掲げる調査が終了するまで
閉会中もなお調査を行うことができる。
５、調査経費
本調査に要する経費は、本年度においては10万円
以内とする。
平成29年３月28日、沖縄県議会議長　新里米吉殿。
提出者　中川京貴、賛同者　西銘啓史郎、新垣新、
座波一、山川典二、花城大輔、又吉清義、末松文信、
砂川利勝、具志堅透、島袋大、照屋守之、仲田弘毅、
翁長政俊。
よろしく御審議のほど、御賛同よろしくお願いいた
します。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕·

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
本件に対し、討論の通告がありますので、順次発言
を許します。
平良昭一君。
〔平良昭一君登壇〕

○平良　昭一君　ただいまの「前副知事による教員採
用試験、教育庁幹部人事及び病院事業局長人事関与問
題等の調査に関する動議」に対しまして、会派おきな
わを代表いたしまして、反対する立場から討論を行い

ます。
まず、調査事項(1)、安慶田前副知事による教員採
用試験及び教育庁幹部人事関与問題についてでありま
すが、前副知事は文教厚生委員会等において、教員採
用試験に関する働きかけを一貫して否定し、また教育
庁幹部人事については、関係者からの推薦や要望を前
教育長に伝えたことはあると述べております。一方
で、前教育長は文教厚生委員会等で、前副知事による
教員採用試験に関する働きかけや、教育庁幹部人事に
関する指示があったと主張しており、双方の主張が大
きく異なる状況となっております。この件に関しまし
て、前副知事から訴訟が提起され、法廷の場で争われ
ているところであります。また、前教育長も文教厚生
委員会の参考人招致の席で安慶田氏に対し、速やかに
精緻な反訴を提起していくことを示しました。
このように、お互いが裁判の場に訴えていく状況の
中での100条調査は、地方議会の運営上、好ましくな
いと言われており、実際上、検察庁の捜査中のものや
公判中の事件に対し、議会側が調査を中止する考え方
があり、その例は国会にもあるのが現状であります。
また執行部においては、県民の信頼確保のためには事
実関係を明らかにする必要があるとの理由により、事
実関係を解明するための調査及びいわゆる口ききの徹
底した防止策を調査検討するため、法律の専門家や学
識経験者等による第三者委員会を設置し、しっかりと
対応することと聞いております。
法廷の場で争われていること、執行部において第三
者委員会を……（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
○平良　昭一君　設置・開催する予定であることなど
を考慮すると、この件について、百条委員会を設置す
る必要はないものと考えます。
次に、調査事項(1)、教育庁幹部人事関与問題のう
ち、教育長本人の人事についてであります。
平成26年度、前教育長が任期２年目を終える際の
前副知事による人事への関与について、前副知事は、
文教厚生委員会において次のような趣旨の発言をして
おります。「前教育長が任期２年目を終える直前に、
教育長の任期は４年だが長年の慣例により２年となっ
ていたので、慣例に従い、前教育長に対し、継続する
意思があるかどうかを確認した。」と、このように述
べております。
教育長とは教育委員会の会議を主宰し、事務局職員
を指揮監督して具体的な事務執行を行う立場であるこ
とから、行政法規や組織マネジメントに識見があるな
ど、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えている
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者のうちから、知事が人選し、議会の同意を得て任命
するものであります。
仮に、慣例どおり教育長が２年で任期を終了するこ
ととなれば、知事は後任人事について検討し、人選す
る必要が生じることになります。知事の最高の補助機
関であり、かつ、人事を担当する立場にある副知事と
しては、むしろ教育長が慣例どおり２年で辞職するか
続投するかについて確認することは、当然の責務で
あったと思われます。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
○平良　昭一君　結果として、前教育長の意向を踏ま
えた形で、３年目も続投という形になったわけであり
ます。
これらの経緯を見ても、教育長の任期や罷免を定め
た地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨
に、何ら反するものではないと考えております。また
本会議や常任委員会において説明が尽くされており、
百条委員会は設置する必要はないものと考えており
ます。
次に、調査事項(2)、安慶田前副知事による病院事
業局長人事関与問題についてであります。
初めに、平成27年度の病院事業局長人事への関与
についてでありますが、·本会議での一連の執行部の答
弁から、病院事業局長にかかわる昨年の経緯は次のと
おりであったと明らかになっております。事務方とし
て２月上旬まで、病院事業局長を含む特別職の人事に
ついて知り得る状況にはなかった。ただし、前副知事
は人事担当の副知事として、病院事業局長の続投また
は交代も含めて、特別職の人事を検討していたと考え
られる。まだ人事が内示されていない中、２月11日
の地元紙で、病院事業局長交代が報じられ、公務員医
師会から伊江局長を交代させないよう要請があるな
ど、多少の混乱が見られた。その後、事務方と副知事
が調整し地方公営企業法上、病院事業局長を解任する
ということはできないので、続投または交代の意思確
認を行い、事態の収拾を図るため、局長に辞表を出す
意向があるか確認しようということになり、２月19
日金曜日に、事務方が病院事業局長のもとを訪ね、確
認を行った。翌週、病院事業局長から連絡があり、公
務員医師会の動向を踏まえた上で続投の意向の連絡が
あり、その後、副知事と病院事業局長が直接調整を行
い、続投、すなわち次年度の定期人事異動はないこと
となった。
以上が平成27年度の病院事業局長人事に関する経
緯であり、結果として、病院事業局長の意向を踏まえ
た形で、７年目まで続投することで決着しております。

次に、平成28年度の病院事業局長人事への関与に
ついてであります。
ことし１月、県幹部が病院事業局長に辞職を促した
との趣旨の報道がなされました。このことについて、
本会議での一連の執行部の答弁からわかるのは、総務
部長が病院事業局長と面談をしたが、その面談が行わ
れたのは、平成29年度の予算編成や人事作業の最中
であり、県立病院が抱える課題である労働基準監督署
の指摘事項、今後の病院経営への影響等や人事に関し
て意見交換を行ったにすぎないということでありまし
た。また、その後、知事と病院事業局長との意見交換
が行われ、その結果として、病院事業局長の意向を踏
まえた形で、８年目まで続投することが決定してお
り、この点においても、管理者の選任及び身分取り扱
いを定めた地方公営企業法の趣旨に反するものではな
いと考えております。
以上、病院事業局長人事への関与に関しても、本会
議や常任委員会において説明が尽くされており、何ら
違法性は見られず、百条委員会を設置する必要はない
ものと考えております。
よって、前副知事による教員採用試験、教育庁幹部
人事及び病院事業局長人事関与問題等の調査に関する
動議について反対するものであります。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。

〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　前副知事による教員採用試験、教育
庁幹部人事及び病院事業局長人事関与問題等の調査に
関する件について、賛成の立場で討論をさせていただ
きますが、まず、その前に、みずから別の角度で聞き
取り調査をした結果の御報告をしたいと思います。ど
のような聞き取り調査をしたかと申し上げますと、現
知事が那覇市長、前副知事が那覇市議会議長に就任を
していたときの実績と剛腕ぶりについての一部であり
ます。
まず、前副知事が那覇市議会の議長を２期就任中
の間、那覇港管理組合の人事、庁内の部長人事、議会
人事等、市長の了解のもと、全てを取り仕切り、許さ
れていた実績の方でありますと、現職那覇市議の方か
ら丁寧に御説明をいただきました。この実態について
は、多くの那覇市議や職員等も十分に把握をしている
ことでしょうと、ただ誰も物が言えないだけですと、
このようなことを切実に訴えておりました。また、元
那覇市議の大先輩であられる中村正一氏においては、
那覇市議会議長に就任をしていた当時の安慶田氏から
の感謝状は拒否し、最近、別な方からいただいたとの
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ことであります。なぜかと申し上げますと、中村氏
は、現職の那覇市議に、かかわることにより同じよう
になりたくないと明確にお話をなされたとのことです。
そこで本題に入りますが、県政内でもまさしく同じ
事態が起きていたのではないでしょうかと思われる節
が多々あります。
１点目に、教員採用試験の口きき、職員の人事関与
と諸見里前教育長の就任中だけでも７件もありました
と、27日の参考人招致の中で明らかになりました。
２点目は、病院事業局長への人事関与の実態です。議
員諸侯も、これらのことを十分御承知のことと思いま
す。今回、このように決して許してはならない県政の
異常事態、那覇市からそのままスライドしてきた剛腕
ぶりの実態は、氷山の一角にしかすぎません。このよ
うな事態にどっぷり陥る前に、県政のために立ち上
がっていただいた前教育長諸見里氏には、本当に感謝
申し上げたい。
今、県政の人事、正常化に向けて、解決手段のバト
ンは議会にしっかりと委ねられています。我々議会が
今、多くの県民、マスコミが注目する中、与野党の隔
たりもなく真相を究明することは、最も大事な今後の
防止策、対応等が実現できることなのです。だからこ
そ百条委員会を設置し、議会人としての自覚、倫理観
を示さなければならないのです。
議会改革推進会議でも今取り組んでいる中に、開か
れた議会、議員としての倫理の調査研究課題等が挙げ
られています。また、一昨日の27日、急遽、県の担
当部署より、第三者委員会の設置要綱ポイントの取り
組みの内容が示されましたが、なぜ今ごろかとの問い
に、慎重に調査をし、審議をした結果との報告です。
その内容とは、１、設置形態について、第三者委員
会は知事部局と教育委員会の共同設置とするとありま
すが、同じ知事部局の皆様がどこまで明らかにできる
のか、全く理解できません。２番目に、目的につい
て、教員採用試験等に関し、口ききがあったかどうか
の事実関係を調査するとありますが、今県民が求めて
いるのは、口ききだけの調査ではありません。教育委
員会の人事関与、病院事業局長への人事関与等もあ
り、これにふたをするような取り組み姿勢では、真相
は究明できません。県として、慎重に調査・審議をし
た結果のこのような取り組み方に、全く理解できませ
ん。また、今後このような事態が生じることがないよ
う、徹底した再発防止を調査検討するとありますが、
今求められている問題の一部の口ききだけを調査検討
し、人事関与問題等に一切触れずに再発防止ができる
わけはない。全ての現状を把握できずに、問題解決は

不可能でありますと言っても過言ではありません。こ
のような第三者委員会設置要綱の４ポイントのうち、
主な２つのポイントを確認してみても、全く何の問題
解決にもならず、むしろ今回の事態を放棄するための
県の姿勢としか理解できません。
議会として、前副知事安慶田氏と現知事の那覇市長
時代の過去の取り組み、実績も改めて視野に入れると
同時に、県政の人事関与の事態を招く圧力にも屈服せ
ず、県政のために参考人招致で任期中の真実を語った
前教育長に敬意を払うとともに、県民への説明責任、
また真相究明を明確にすることは、今後の再発防止に
生かされるのです。
県議会として、真相究明に向け、百条委員会の設置
を求め、前副知事による教員採用試験、教育庁幹部人
事及び病院事業局長人事関与問題等の調査に関する件
について、賛成討論といたします。
県議会議員諸侯の常識ある判断と賛同を重ねてお願
いいたします。
以上です。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。

〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　ただいま議題となりました「前副
知事による教員採用試験、教育庁幹部人事及び病院事
業局長人事関与問題等の調査に関する動議」に対し、
社民・社大・結連合を代表し、反対の立場から討論を
いたします。
我が会派は、本事案の真相究明は議会として当然
取り組むべきとの認識に立ち、県民の疑念や不信感
を取り除き、信頼回復につなげていくことは議会と
しての責務であると考えています。特に、本県の教
員採用試験は、競争率が10倍前後の狭き門であり、
必死に挑んでいる受験生にとって不正が働くことは
許されません。
そこで本議会では、代表質問、一般質問、文教厚生
委員会において真相究明をしてきたところです。特
に、文教厚生委員会においては、まず現教育長から教
員採用試験について意見を聴取し、本事案に関して教
育長の見解を伺いました。さらに参考人として、安慶
田前副知事、諸見里前教育長を招致し、質疑をいたし
ました。結果として、安慶田前副知事は、教員採用試
験への口ききは全面的に否定し、教育長人事に関して
はさまざまな人から推薦、要望、意見等が寄せられて
いたことから、意見交換をすることはあったとしてい
ます。一方、諸見里前教育長は、安慶田前副知事の教
員採用試験への口きき、人事に関する介入はあったと
し、両者の意見は平行線であります。安慶田前副知
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事は、参考人招致の際、「この問題の真相究明は捜査
権を持つ司法でなければできないと判断した。」と述
べ、この安慶田氏の考えを、先日、諸見里前教育長へ
質問したところ、「私も司法の場でぜひ明らかにして
いきたいと思います」との発言がありました。既に、
安慶田前副知事は、刑事・民事の訴訟を起こし裁判が
始まっています。諸見里前教育長も司法の場を見据え
て動いています。
このような状況の中で、本議会において百条委員会
の設置の動議は、百条委員会と裁判が並行して行われ
ることが十分予測されます。総務省監修の地方議会運
営事典によると、地方議会の100条調査において、検
察庁等の捜査や裁判の公判と並行することについて問
題があるとの考え方が示されています。さらに、百条
委員会に安慶田前副知事と諸見里前教育長の両氏を証
人喚問する場合、裁判中であることから、それぞれが
原告であり、被告であるため、百条委員会における証
言は、裁判で重要な証拠として採用される可能性が高
いことから双方の証言が抑制されることが予想されま
す。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
○比嘉　京子さん　また、先日行われた諸見里前教育
長の参考人招致の際、沖縄県教育委員会委員長から発
せられているいわゆる守秘義務は、百条委員会である
からといって解除されるものではなく、その権限は教
育委員会委員長に委ねられています。よって、先日の
参考人招致以上に実名等の証言が得られるとは限りま
せん。一方、執行部においては、４月中に弁護士や学
識経験者による第三者委員会を設置し、透明性や専門
性の高い審査を行い、県民の信頼を回復したいとして
います。
以上のことから、本動議に対し反対の意を表明し、
同時に、今後とも、我が会派は第三者委員会の審査結
果、さらには裁判の推移を注視しながら、議会として
なすべきことが生じた場合には、さらにその権能を最
大限生かしていくこともあわせて表明をし、反対討論
といたします。
議員各位の御賛同をお願いいたします。（発言する
者多し）
○議長（新里米吉君）　静粛にしてください。
照屋守之君。
〔照屋守之君登壇〕

○照屋　守之君　百条委員会の設置に賛成の立場から
討論を行います。
いやいやいや、この反対討論を聞いて、これが県議
会議員の言うことかと思います。こんな問題が起こっ

て、みずから関与をしていると言って、昭一議員、関
与しているんでしょう。（「誰が」と呼ぶ者あり）　教
育長の人事に。やめなさいということを言っているわ
けよ、これが関与なんです。関与してはいけないんで
す、介入してはいけないんです。これを言っているの
に、ちょっとおかしいですね。
私は、最近つくづく翁長県政の辺野古をつくらせな
いを柱とする県政運営やあるいは財政運営、あるいは
人事行政に非常に違和感と、現状に憤りと沖縄県政へ
の不安を感じております。
先ほども予算の討論にありましたように、今年度ま
で約２カ年間の財源、これをかけてアメリカのワシン
トン事務所が設置されております。これ、自主財源で
すよね、補助事業じゃないでしょう、（「討論しなさ
いよ」と呼ぶ者あり）　ですよね。たしか29年度も約
１億円ですから約３億かかりますね、この成果、どう
いう成果があるんですか。辺野古がとまるんですか。
（「賛成討論して」と呼ぶ者あり）　ワシントンに事務
所を構えて２カ年かけて辺野古の工事はとまったのに
知事が裁判で負けて、辺野古の工事が再開されてい
る、お金は２億円もかかる、訪米費用も5000万余り
かかる、現場は工事を進める、反対をしながら進めさ
せる、裁判では負ける。これをアメリカに行って何と
言うんですか、アメリカでは何と言うんですか、アメ
リカに行って。我々は工事をさせているけど、やって
いると……
○議長（新里米吉君）　百条についての討論です。
○照屋　守之君　こういうことをやっている、まさに
自己満足にすぎないそういうものを、新聞やマスコミ
を通してアメリカに行って来ましたよという、そのア
ピールだけのものでしょう。だって２億……
○議長（新里米吉君）　百条についての討論ですから、
気をつけてください。
○照屋　守之君　２億あれば、補助事業をとれば８割
の補助でも10億の仕事ができるんです。それを県民
に還元したほうがいいんじゃないですか、そう思いま
せんか。何の成果もないのにそういうことをやって、
ましてや裁判に負けて、アメリカという国は民主国
家、裁判の世界ですよ。（発言する者あり）　裁判で最
高裁では負けて、これを日本では通じないでアメリカ
で通じる、こんなこと絶対ありませんよ。何であなた
裁判で負けた日本の代表でしょうと、日本政府と話し
なさいよと……
○議長（新里米吉君）　今は百条についての討論であ
ることに気をつけてください。
○照屋　守之君　そうなりませんか。ですから、そう
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いう中で日本政府と今沖縄県の信頼が失われている中
で、先ほどありました、何で米国と信頼関係を結ぶん
ですか。（「議長」と呼ぶ者あり）　日本とも信頼関係
ないのに日本政府とも。こういう状況の中で、県政運
営が行われている。そういう一環でこういう人事行政
も行われている、ここが問題なんです。
ＭＩＣＥ事業、ＭＩＣＥ事業は大問題が起こってい
るんです、今、皆さん。今、ＤＢＯ、ＤＢＯで発注し
ました。約500億です。４月からスタートしますよ。
これに設計図、建築と維持管理の予算が入っている。
なおかつ……
○議長（新里米吉君）　県政全般の討論ではありませ
ん。百条委員会設置についての討論です。発言者は気
をつけてください。
○照屋　守之君　それをしながら、基本設計と実施設
計に10億円かけた予算が計上されている、これどう
いう意味ですか。こんなやり方がありますか。だから
ＭＩＣＥ事業だって本来は翁長知事が500億という事
業を一括交付金事業として、まず取り決めをさせる。
決めてから、それは部長に譲って、しっかり事を進め
ていく。これをやらないで、一括交付金事業で決まっ
ていないじゃないですか、だから今混乱しているんで
すよ。こいうふうな県政で……
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時８分休憩
　　午後３時９分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○照屋　守之君　百条委員会の設置であります。
安慶田前副知事と諸見里前教育長の参考人招致に
よって、教育庁幹部人事の介入がはっきりしてきまし
た。新たな事実も出てきました。八重山高校の校長先
生を所長にする、この人事介入問題でも非常に衝撃的
な事実が出てまいりました。今、平成28年度になっ
て、平敷教育長になり、与那嶺統括監になり、平成
28年度もそういうのがあったかということを聞いた
ら、それは直接、現教育長と統括監に聞いてくれとい
う、そういうことでした。非常に意味ありげの発言で
あります。
こういうことで、この採用の口ききの人事について
も、まさにこの幹部人事の介入についても、さらに先
ほどもありましたけれども、このＣという人間、Ｄと
いう人間、Ａという人間、Ｂという人間、これＡ、Ｂ
はたしか教育庁の幹部、ＣとＤはどこどこの課長から
所長にしてくれとかというふうなことで聞いたら、そ
れは守秘義務があって教育委員会から通達があるとい
うふうな話。とんでもない話ですよね。教育委員会が

参考人に通知を出して、この守秘義務があるからこん
なことはやめなさいよという形で、そういう文書を出
すんです。参考人招致の前に、弁護士はそれを見て、
こういうことがあるから発表できない。こんな参考人
招致ってありますか。皆さん、これは教育庁の幹部も
幹部Ａとか記されております。何とか義務課長のＣ、
あるいはそこをＤにする、何かいろんな役職を置いて
そのＣとＤという名前はありますから、これは本来は
開示してもいい内容なんです、肩書きはもう決まって
いるんですから。２年前のどこどこの担当の課長は誰
と決まっているから、この人と特定されるんです、何
の守秘義務もないんですよ。それをあえて今の教育委
員会が守秘義務があると言って、こんなことをするな
という参考人招致の前にこんな隠蔽作戦をやるんで
す。おかしいじゃないですか。だから、我々はその場
で、委員長、何でそんなことさせるんですかというこ
とを言いました。委員長は教育委員会がそれをやって
いるからということを言っていますけれども、議会は
審査をするのは我々なんです。我々の趣旨でこういう
ことをやっちゃいかぬとか、我々がよっぽどの憲法と
かそういうものに照らしてできなければそれはいいけ
れども、ただもう既に出ている内容を、Ａは誰です
か、Ｂは誰ですか、Ｃは誰ですか、Ｄは誰ですか。い
や、これ秘密で教育委員会からそれやっているからそ
れは言えないと。こんな参考人招致をさせて、委員長
も含めてそれを認めているという、非常におかしなこ
とがあって、だから私はあえて、もうこの件について
もぜひ百条委員会を設置してほしいという、そういう
ふうな要求をしているわけです。
次に、……（「文教厚生委員会でやっているんだ
よ、文教厚生委員会でやっているんだよ」と呼ぶ者
あり）
○議長（新里米吉君）　静粛にしてください。
○照屋　守之君　委員長に言え、俺に言うな。
安慶田前副知事の説明によると、副知事であった私
のところに議員から働きかけがあったと明言している
んです。これもう、こういう百条委員会の設置に反対
するという議員がいれば、これ心当たりあるんです
か。安慶田前副知事がこの参考人招致でこういうこと
を言っていました。副知事であった私のところに議員
から働きかけがあったと明言しているんです。ですか
ら、こういう百条委員会を設置するということになっ
てくると、百条委員会でそういう議員の名前が出ると
都合の悪い人が出てくるんじゃないですか。だから、
反対しようとしていませんか、皆さん。これは当然
じゃないですか。口ききは本来は議員もそういうこと
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をやっていますよということを言われているわけです
から、私どもも堂々と参考人とか百条委員会を設置し
て、そこの場所でしっかり説明する、それは当然やる
べきじゃないですか。こういうこともしないで県議会
で何ですって、倫理の何とかかんとか、こういうふう
なものを防止しようという話し合いをやるんですっ
て、何を考えているんですか。まさに今こういうもの
について、議員という名前も出てきているわけですか
ら、これはしっかり百条委員会の中に出して、どうい
うふうなかかわりがあって、どうなっているかという
ことを明らかにするのが沖縄県議会じゃないですか。
そういうものにふたをしようとして、建前上はそれが
できないから百条委員会の設置反対、こんなやり方が
ありますか。
さらに、安慶田前副知事の説明ですよ、言っておき
ますけれども安慶田前副知事が言っているんですよ、
２月20日の参考人で。教育長人事ですね、知事三役
で話し合って、諸見里教育長をやめさせるとか、知事
三役と話し合ったというんです。知事三役と話し合っ
て、教育長をやめさせる。そういう関与があったと
言っているんです、安慶田前副知事は。これは安慶田
前副知事が言っていますから、文教厚生委員会みんな
わかっていますよね。委員長もわかっているでしょ
う。それで私はこれゆゆしき問題だなと思って、マス
コミも相当大がかりな報道すると思ったけれども報道
していませんでした。
27日、諸見里前教育長に聞きました。2015年就任
２年目を迎え、２月ごろに安慶田副知事から教育長を
やめるように指示があったと明確に言っているんで
す。（「それがどうしたの」と呼ぶ者あり）　開き直っ
ているんですか、共産党は。安慶田前副知事は、諸見
里前教育長にやめよと言っているんです。あと２カ年
任期が残っています。この２カ年にどういうことが起
こっているか皆さんわかりますでしょう、文厚は。新
たな教育の法律改正があって、２年前から県知事が直
接教育長を任命できる新たな仕組みに変わったんで
す。それで我々は文教厚生委員会で、糸洲代表もそう
でしたよ。こういうふうに直接知事が教育長を任命す
ることになれば、かなり政治的な色合いが強くなる
と。どうなんだ諸見里教育長、あなたは。いや、私は
ことし、平成29年３月31日まで任期務めますと明言
したんですよ、あのときに。そのときから実は、安慶
田前副知事が諸見里前教育長をやめさせるという圧力
をずっとかけ続けているんです。それで大騒動になっ
たんですよ。ですから、恐らくこれは私の考えですけ
れども、安慶田前副知事は参考人招致の中でこう言っ

ています。我々は、教育長を予定する人はいなかった
ので、知事も含めて三役と話し合いをして、１年間延
ばすというふうな取り決めをするわけです。かわりの
教育長は持っていないという説明でした。ところが、
こういうことを考えていくと、例の病院事業局長問
題、皆さんおわかりでしょう。南部医療センターの我
那覇院長を局長にしようとしましたね。新聞報道出さ
れました。あれは、伊江局長には何も言わないで新聞
報道が先に出てきたわけです。だから２カ年がかりで
病院事業局長問題は大問題になっているんです。全く
同じようにこの教育長も、あれは我那覇さんを病院事
業局長にしようとして、伊江局長をやめさせようとし
たわけです。今回は、かわりの教育長はいないよと言
いながら、安慶田前副知事とか恐らく今の翁長知事に
は、かわりの人がいたかもしれませんね。だから諸見
里前教育長をやめさせようとしたんです。そして、先
ほどの……（「臆測で言っている」と呼ぶ者あり）　臆
測じゃないです、安慶田前副知事が言ったんだから。
安慶田前副知事が、県知事も関与していると言ったん
だから、２月20日の文教厚生委員会の記録見てくだ
さい。見ていないでしょう、我々は見ているから言っ
ているんです。わからん人間がぐずぐず言わんでくだ
さいよ。大丈夫ね、あなた。
○議長（新里米吉君）　議場と討論しないでください、
自分の意見を言ってください。
○照屋　守之君　何かいろいろこういうのもやってい
るという話じゃないですか。もう何でも言いますよ、
私は。あんた方が前副知事といろいろ何かどこかで
やっているというのを聞いていますからね。そういう
のも含めて、安慶田前副知事が諸見里前教育長をやめ
させるという人事に関与しているということを、県知
事が関与しているということを安慶田前副知事が言っ
ていましたので、２月20日ですよ。この前の27日に
諸見里前教育長に聞きました。安慶田前副知事がそう
いう形で県知事が関与しているという話を聞いている
んだけれども、どうですかと聞いたら、諸見里前教育
長は、安慶田前副知事からやめるようにという指示が
あったということも含めて、諸見里前教育長に、知事
もやめさせてかえる意向だということを、安慶田前副
知事が諸見里前教育長に言っていたと。諸見里前教育
長に、知事もやめさせてかえる意向だということを告
げられたと、そう言っているんです。こんな関与を
……（発言する者あり）　でたらめじゃないです。で
すからこれは、諸見里前教育長は、教育長時代に、あ
の２年前のごたごたのときに安慶田前副知事から言わ
れている。安慶田前副知事も２月20日の参考人招致
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で、知事も関与しているとしっかり認めているんで
す。文厚委員会の皆さんそうでしょう。こう言ってい
るでしょう。だから我々はこういう関与があって、県
知事も関与しているから、これはもう百条委員会設置
しないといけないでしょうということを言っているわ
けですよ。おかしいですか。こんなのは、共産党も含
めて社民党も含めて社大もみんな賛成すべきじゃない
の。これを言っているんです。県知事の関与というこ
とを明確に言っているんですから。これを本当にふた
をして、百条委員会を設置しないでできますか。私は
それを申し上げているわけです。
私の文厚委員会としてのこだわりは、諸見里前教育
長をやめさせるという――慣例慣例という形で、議員
は表向きは慣例慣例でやっていますよ、何十年もやっ
ていますよとこれは当たり前のことですけれども、こ
の話は、ここの水面下でやるんですよ、皆さん。慣例
は当たり前じゃないんですよ。もう本当に、安慶田前
副知事が慣例慣例と言ったら、皆さん方も当たり前の
ように思うでしょう。慣例という人事はありません、
法律で決まっています。法律で諸見里前教育長の任期
は来年までありますから、この慣例というのはお互い
の内部の話で、こうこうだからこういう形でやりま
しょうねという形でやっているのが慣例で、これで慣
例だからどうだ、おまえやめろというのをこれを認め
るという、国際交流財団の人間もそうです、あっちに
行くのもそうですよ。あれは慣例ですからね、あれ
も。これもこんなこと言っちゃいかない。国際交流財
団が私どものほうに人材派遣してくれませんか、我々
の医師協議会でこういうことをやりまして、県も協力
お願いできませんかと言って、県もそれに応える形
で、ああそうかわかったという形で協力をするという
のが実態です。当たり前に県が決めて、はいこの人事
というのはあり得ませんよ。だからこんなこともこの
慣例もごく当たり前のように、お互いの都合のいいよ
うにやっているものも表に表に出して、当たり前だか
ら、何であんたやめるのは当たり前じゃないか、あん
たさっきの平良昭一議員の言い分は、これはもう議員
としてもおかしいです、絶対まともじゃないよ、こん
な話は。だから、慣例は慣例、決まり事は決まり事、
法律にのっとってしっかりやっていく。それに対して
安慶田前副知事の関与が明確になった、人事介入が明
確になった、それをやめさせるということが明確に
なった、県知事もそれに絡んでいるということがわ
かった、そうするとこれだけでもこのメンバーいます
よ。当時の教育庁の統括監だの、今の教育長ですよ。
そういう課長の方々、あるいはＣとＤと名前が出てき

ましたね。Ｄという人はなぜか2015年と2016年の２
回にわたって出てくるんです。２カ年続きで出てくる
んですこの名前。おかしくないですか。おかしくない
ですか。そうすると、この人は、みずから頼んでやっ
ていませんか。そういう可能性ありませんか、２カ年
続けて同じ人が出てくるんですよ。（「それがどうした
の」と呼ぶ者あり）　だからこういうことが、やっぱ
り解明されないとだめですよ。当たり前のようにこう
いうのがあって、それも何、知らぬ存ぜぬ、こんなこ
とをやる。
病院事業局長人事です。もう私は、２月27日、28
日の一般質問ですかね、この場所で具志堅透議員が病
院事業局長人事の件で保健医療部長に対していろいろ
やりとりをして、この場で、私が伊江局長に対して辞
表を提出してくださいとお願いに行ったと。この本会
議場でそういうことを言った。お願いに行ったと。お
願いに行ったと。辞意を促す意味はなかったと。こう
いうふうなことを今言っているわけです。本当にこの
沖縄県議会の本会議場で病院事業局長の人事に――や
めてくださいということを言って、これは昨年の話で
すからね、これをやったと。ことしはまた総務部長が
やめてください、辞表を出してくださいと言いに行く
わけです。だからこんなことが当たり前のように起
こっているんです。異常じゃないですか。辞表提出を
お願いしに行きました、でも辞意は促していませんと
いう、この日本語通じますか。この砂川部長は、議場
外で私にエレベーターのそこで会ったら、私は優しく
言ったんですよと言っているんです。もう我々は、県
知事、副知事、各部長、本当にそういう皆様方の立場
を信頼をしてですね……
○議長（新里米吉君）　討論にも趣旨、主張をまとめ
るようにしてください。
○照屋　守之君　県政運営を委ねて、そういうことで
やっておりますけれども、病院事業局長人事にまつわ
る今の保健医療部長とか、あるいはここにいらっしゃ
る総務部長とか、そういう方々の対応、あるいはここ
にいらっしゃる県教育長の対応というふうな、以前に
総務部長だったころの対応ですね。そういうことを考
えていくと、この沖縄県政の人事のありようってもう
恐ろしいことだなと、一体全体いつからこうなったん
ですかねと。これは保守も含めて革新県政も含めてこ
ういう人事のありようってないと思いますよ。もう本
当に恐ろしい。これは病院事業局長の人事について
は、まさに伊江局長がここではっきり言っていたよう
に、伊江局長に対して辞表を出せと言って、やめてく
れ、これは罷免はできないわけですから、あるいは辞
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表を出させるという、そういう手法で圧力をかけてそ
れができない。伊江局長も出さないということになっ
て、安慶田前副知事と直接相談をする。安慶田さんが
あと２カ年残っているから、じゃ中をとって１年でど
うだということを約束したという形で伊江局長はそこ
で明確に言っているわけです。病院事業局長人事を安
慶田さんが決めているわけです。地方公営企業法の中
で、副知事が、県知事が、病院事業局長の任期を決め
るという決まり事はどこにもないんです。それをそう
いうふうに２年あるからあと１年でどうだと言って、
決めて、そのとおりにことし伊江局長は辞表を出した
んです、辞表を出しましたね。あれはそのままだった
ら、安慶田前副知事がそのままそこにいたら、そのま
ま伊江局長もやめていますよ。何でやめていないかと
いうのは、先に安慶田前副知事がやめてしまったから
です。大問題が起こったからです。だから、この副知
事もトゥルーマールーして、ですから……
○議長（新里米吉君）　討論をまとめてください、経
過説明が長くなっています。
○照屋　守之君　そういうことも含めて、しっかり百
条委員会の中でこれは検証していく。安慶田前副知
事、そして病院事業局長、保健医療部長、総務部長、
ここの教育長、これだけでももう大変な人数ですよ、
百条委員会で証人として。これだけ明確にやっていま
すからね。病院事業局長人事については、皆さん、先
ほども申し上げましたように、既に我那覇さんという
院長が１年前に報道されて、この人はその後どうなっ
たかといったら、病院長をおやめになって去年１年
間ずっと仕事していないんです。この人は、待機病院
事業局長じゃないですか。そういう立場で１年間待っ
たんじゃないですか。今度、伊江局長が辞表を出し
て、本当にそのままだったら安慶田前副知事がその
ままいたら、この人事どうなったかわかりませんよ。
ですから、そういうのも含めて……（「根拠のないこ
と」と呼ぶ者あり）　何が根拠のない、根拠ないと
言っていますね。ありますでしょう、去年新聞に載っ
ていました。新聞報道にありましたよ、だから言っ
ているんです。
○議長（新里米吉君）　議場と討論しないようにして
ください。
○照屋　守之君　根拠がないと言っていますけれど
も、私は、文教厚生委員会でもしっかり確認しました
よ、文教厚生委員会で。本人いらっしゃいましたよ、
我那覇院長。伊江局長も我那覇さんにどうですかと、
新聞報道あって、あなたに何か相談ありましたかと聞
きましたよ、２回聞きましたよ私。議事録ありますか

らね、根拠のないという失礼なことを言わんでくださ
いよ。ですから……
○議長（新里米吉君）　まとめる努力をしてください。
先ほどから経過説明が随分長いです。
○照屋　守之君　いや、討論、賛成討論の中身です
から。
ちょっと休憩お願いします。少し整理しますよ。
○議長（新里米吉君）　まとめる努力をして、お願い
しますよ。
○照屋　守之君　県の第三者委員会の設置の話がいき
なり来ました。
再開してください。再開もう入っていますか。
○議長（新里米吉君）　再開しています。とめていま
せんでしたから。
○照屋　守之君　27日の午後２時から参考人招致で
諸見里前教育長をやるという話をしたら、いきなり
我々の会派に総務部長が来て、第三者委員会をつくる
と。今さらどうしたんですかと。そういうふうな話を
して、じゃ何で１月につくらなかったんですかとい
う話をしました。ですから、今、反対する皆様方が、
第三者委員会をつくってしっかり調査するというふ
うな話は、２カ月前にやってくれませんか、与党とし
て。その間何もしないで、ただ参考人招致で文厚委員
会だけでやって、県知事サイドが第三者委員会をつく
るということでやったら、そうだそうだ、百条委員会
をつくらんでそれをやろうという形で、それを県民に
アピールしようとするわけでしょう。こんなごまかし
やめましょうよ。だって、そうだったら知事はすぐ１
月いっぱいに第三者委員会つくるべきですよ。あれ、
我々も申し上げましたし、皆さん方も言ったんじゃな
いですか。これは県の各識者もそういうこと言って
いますよ、第三者委員会をつくって。だってもうこ
こまで来たら第三者委員会なんか必要ありませんと。
これですね（資料を掲示）　いいですか、第三者委員
会は知事部局と教育委員会の共同設置とする。目的、
教員採用試験等に関し、口ききがあったかどうかの
事実関係を調査する。今後、このような再発防止策
を調査検討する。口ききがあったかどうか、もう既
に教育委員会がやっていますよ。事実関係の調査やっ
ていますから。教育委員会はあったと言っているんで
すよ。だって今さらこの程度の第三者委員会が必要で
すか、皆さん。いいですか、教育委員会はあったと
言っているんですからね。この第三者委員会を立ち上
げるんだったら教育委員会が意思決定していなくて、
純粋に、じゃこの問題どうなんだと言って第三者委
員会を立ち上げて、こういう形で、ああ口ききはあっ
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たけどこれは大丈夫です、いや、口ききがあって問
題ですというのは、第三者委員会がそういう報告を
して、教育委員会も、わかったというべきなんでしょ
う。教育委員会はみずから調査してやっているんで
すから、この程度の調査委員会必要ないんです。だ
からこれは、百条委員会をさせないがための疑惑隠
しの手法ですよ、タイミング的にも。これに図に乗っ
て、議員が、ああそうだ、そうだという与党議員のほ
うが私はおかしいと思います。だってもう終わって
いるんですから。この程度ですよ皆さん、この程度。
だからもっと今は、より深い議論になっていますか
ら、幹部人事の件も、八重山高校のものが新たに出て
まいりましたし、先ほどから言っておりますように、
いいですか、口ききも、今の28年度の平敷教育長の
時代はどうなんですかと聞いたら、それは直接聞けと
言っていますよ、聞きましたか、皆さん。聞きました
か。与那嶺統括監に聞きましたか。私はまだ聞いてい
ませんけれども、ただこういうのも含めて、いよい
よこういうところもあるんだなということになれば、
これはもう百条委員会でしかできないんじゃないで
すか。これをあえてこういう調査委員会をやるから、
百条委員会を設置しなくていいなんていうこんな論
法成り立ちませんよ。大体もともとが口ききがあった
かどうかの事実関係の確認だから。あったんですよ、
皆さん。平敷教育長、教育委員会のことを信頼すれば
いいわけです。だから問題は、これからはこの口きき
問題が本当にやめるだけのことなのかという、そこ
がポイントです、皆さん。本来は、安慶田前副知事
は、やめるだけのものは持ち合わせていないんです、
本人もそう言っています。これは、問題がなければ
何でやめるんですかということですから、疑惑がさ
らに深まったという形で県民は見るわけです。だか
ら、教育長人事のこういう疑惑が、知事も関与した
ということが出てきておりますし、病院事業局長問
題もこういう問題が出てきておりますし、もっともっ
といろんなものがあるんだなということが、もうい
よいよ参考人招致でさえこれだけ出てきているわけ
です。ですから、もうこれはいよいよあの問題では
やめることはできないけれども、もっともっと知ら
れていないものがそこに埋まっているんだなという、
逆に大きな疑惑を与えているというのが実態ですね。
ですから、もうそろそろまとめますか、まだですか。
（「終わっていいですよ」と呼ぶ者あり）　とにかく、
この件は、この第三者委員会をつくるから百条委員会
を設置するなという、この論法は当たっていません。
もう一つ、今、弁護士を立てて、安慶田前副知事が

諸見里前教育長を訴えております。名誉毀損ですね。
この名誉毀損と百条委員会を一緒にやる、先ほどは
比嘉京子議員がこれはできないとかと言っていまし
たけれども、全然問題ありません、問題ありません。
これは、人事介入の問題、採用試験とですね、私ども
が今提案しているのは、教育長人事と病院事業局長人
事、これはこの２人をやめさせるという、関与した
という疑惑ですからね。教育行政に反する法律に関
する行為、地方公営企業法に反する行為、これを県
知事も一緒になってやっているというこういう疑惑、
重たい疑惑ですよ、これは。だからまさにこの今の採
用人事云々とは別個にしっかり百条委員会をつくっ
てやろうということです。諸見里前教育長はこう言っ
ていましたよ。やると言っていましたよ。県議会から
要請があったら受けて立つと言っていましたよ、やっ
てほしい。
先ほどの件、安慶田前副知事もこのようなことを
言っているんです。捜査権限のない事実認定のプロで
もない第三者委員会のような機関が真相を究明するの
は困難だと言っているんです。安慶田前副知事がそう
言っているんですよ、皆さん。プロでもない第三者委
員会のような機関が真相を究明するのは困難というこ
とを安慶田前副知事が言っているものを何で皆さん方
がこれやれと言うんですか、おかしいでしょう。だか
ら安慶田前副知事は、やっぱり百条委員会、こういう
捜査権とか事実認定、ちょっと強いものでやってほし
いという、安慶田前副知事も恐らくそう思っています
よ。ですからそれを望んでいる方々が、前の教育長も
望んでいるし、安慶田前副知事も恐らく望んでいると
思いますよ。それを何で皆様方がだめだと言うんです
か。これはもう安慶田前副知事とかそういう問題じゃ
なくて、皆様方それぞれにぐあいの悪い人たちがいる
んですか。こういうことをするために、県知事を守る
んですか、副知事を守るんですか、議員を守ろうとし
ているんですか、誰を守るんですか、皆さん。
我々は、県民の立場から、これはどういう立場であ
れ、保守も革新も超えて、これだけの疑惑はやっぱり
県民の前で明らかにしようという、我々はそれだけで
す。本来は共産党とか社民党とかそういう方々が我々
に言うべきじゃないですか。こんなもので許しちゃい
かぬというのは。あなた方が本来、今までやってきた
ことでしょう。何で我々自民党が今それをやらないと
いけないんですか。ましてや皆様方の与党ですよ、与
党だから自分で襟を正してこうやる。そういうことも
やらんでみずから県議会で倫理何とかをつくる、冗談
じゃありませんよ。こんなことは、今起こっている問
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題、じゃ真摯に向き合いましょうよと、皆様方議員で
都合悪いというんだったら、じゃ百条委員会設置しま
しょうよ、この話です。そういうことも含めて、安慶
田前副知事も第三者委員会ではだめだと明言している
わけですから。やっぱり強いそういう捜査権があるや
つ、諸見里前教育長もはっきり言っていますから。申
し上げておきますけれども、お二人とも弁護士をつけ
て挑んでいます。この弁護士の方々もそう言っていま
す。この今の調査委員会とかあるいは裁判の問題と、
この百条委員会は別物だと言っていますから、これは
どうぞ議会は議会でやるべきだというそういうニュア
ンスですよ。だってどう考えても当たり前ですよ。
我々沖縄県議会でしか百条委員会やりませんから。弁
護士連れてきてやるわけじゃないから、我々が調査を
するということですから、それは当然のことじゃない
ですか。
○議長（新里米吉君）　まとめるようにしてください。
○照屋　守之君　ちょっとだけ休憩、済みません。
○議長（新里米吉君）　かなりの時間たっていますから。
○照屋　守之君　省略します、省略します。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後３時８分休憩
　　午後３時９分休憩
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○照屋　守之君　いずれにしてもとにかく、少し熱く
なりましたけれども、私はずっと前期も文教厚生委員
会におりまして、今期も文教厚生委員会ということに
かかわっていって、今の諸見里前教育長がやってきた
この学力の最下位の47番目から26年に24位ですかね、
小学校、27年が20位ですかね、昨年は公表されてお
りませんけれども、そういう形でやってきた。幾ら県
政がかわっても、慣例だ何だのとこじつけてそういう
形で、本来はその人を見て、仲井眞県政のときにそう
いう教育長になったものの、翁長県政になってもそう
いうふうな実績が上がっているという、そういうこと
を考えていけば、それは政治的なものは抜きにしてそ
の場でしっかり頑張ってもらうというのが通常のあり
ようだと思っているんです。だから、そこは恐らくあ
の人をやめさせるときに議員とかもいろいろ大騒動に
なったというのは、やっぱり与党議員の皆様方からも
恐らくそういう声があったんでしょう。だからそれは
それでいいと思うんだけれども、あえてそういうふう
にやめさせてかえようとする。病院事業局長について
も全く同じです。その経営再建を仲井眞知事を含めて
毎年80億円をずっと投下して、事業経営をして、県
立で成り立っていくというふうなそういう仕組みをつ

くったのは伊江局長です。そういうふうなことに対し
て、前の仲井眞さんがいたからこれはかえないといけ
ないという、何か理由はわかりませんけれども、ある
いはまた我那覇院長を病院事業局長にしたいという思
いはあったかもしれませんけれども、そういうのも含
めてそれをかえようとする、それで無理がある、いろ
んなごたごたが起こる、なかったことにする。こんな
ことが今の我々の沖縄県政で起こっているんです。だ
からこういうふうなものについて、与党の皆様方は関
心なくてもいいわけですけれども、我々自民党からす
るとちょっとやっぱりおかしいでしょうということは
当然のことです。皆様方一人一人考えたらやっぱりお
かしいよねと、これはあるんじゃないですか。だから
そういうことをやると、じゃ一体全体何のための沖縄
県政かという話になるわけですよね。ですから私は改
めて、これはやっぱり百条委員会は、このことがどう
であれしっかり立ち上げて、検証していくということ
を今沖縄県議会がやらないと、これは大変な禍根を残
すと思っているんです。これは本当に、じゃ百条委員
会をつくらないのは翁長知事のためですかと、安慶田
前副知事のためですかと、名前が出た議員のためです
かと、そこに行き着くわけです。だから我々って、こ
の人事なんていうのは県民のためにやっているわけで
すよね、県民のためにやっているわけです。今回のこ
ういう騒動で県民って何も知らされてないんです、な
いがしろにされているんです。我々はこういうふうな
形でやって何も言わなければ、新聞が報道しなければ、
何もなかったという話でしょう。実際は大変なことが
起こっているんですよね。だから本当にこれでいいの
かということですよ。私は、きのうのやりとりを聞い
ていても、やっぱりこれは我々議員も襟を正す必要が
あると思っていますよ、こういう問題も含めてです。
だから倫理どうのこうのという話が今出ているわけで
しょう。だから改めてこういうふうな機会を通して、
しっかり検証して今の人事のありよう、特に副知事の
ありよう、あるいはそれにまつわる県知事のありよう
ですよ。これは、勝手に副知事がやるわけじゃありま
せんから、相談してやってそういうふうなものを我々
がふたをして、次の調査委員会だってあの程度の調査
委員会でしょう。じゃ文教厚生委員会で何もやりませ
んよ。この問題、じゃきょうで終わらせるんですか。
まさに今改めて、この百条委員会の設置というもの
を問いかけて、できたら全会一致で賛同できるよう
に、改めてそのお願いをいたします。
ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
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〔西銘　純恵さん登壇〕
○西銘　純恵さん　こんにちは。
心を静めて、日本共産党県議団を代表して、百条
調査特別委員会設置の動議に対する反対の討論を行
います。
教員採用試験と教育庁人事に関する前副知事の関与
疑惑について、県議会が真相究明を行うことは当然の
ことです。
教育基本法第１条は、教育の目的を次のように定め
ています。「教育は、人格の完成を目指し、平和で民
主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備え
た心身ともに健康な国民の育成を期して行われなけれ
ばならない。」。そして、16条の教育行政において、
教育は不当な支配に服することなく行われるべきもの
であると定め、政治の教育への介入を戒め、教育の政
治的中立性を定めています。政治の介入によって、教
育内容をゆがめたり、教育内容に介入することがあっ
てはなりません。·
県議会としては、発覚した疑惑の真相究明のため
に、文教厚生委員会で議会としての調査を行ってきま
した。去る２月８日、現教育長から調査結果を受けて
の審議、２月20日、安慶田前副知事を参考人として、
先日３月27日、諸見里前教育長を参考人としての意
見聴取を行いました。
教員採用試験について前副知事は、教員採用試験の
システム上、特定の受験者の採用を依頼することはで
きないようになっておりますと述べ、前教育長は、結
果に影響を及ぼすことなく教員採用試験及び教育行政
の適正を守ることができたと述べました。さらに、前
教育長は、人事についてはいずれも拒否をしたと述べ
ています。
今焦点になっている不当な口きき、強要や恫喝が
あったかということについて、一方はあったと言い、
もう一方はなかったと、双方の言い分は真っ向から対
立しています。文教厚生委員会においては、引き続き
真相究明の努力が必要であることは言うまでもありま
せん。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　静粛に。
○西銘　純恵さん　そのためには、県が事実関係を調
査するために知事部局と教育委員会の共同で、４月中
に第三者委員会を設置することが発表されましたが、
まずは県政みずから真相を究明するという第三者委員
会の調査が優先されて、その結果を待つべきです。前
副知事は、前教育長を刑事告訴し、損害賠償請求の民
事裁判も提訴され、３月14日に第１回の口頭弁論が
行われています。先日の参考人招致の中で、前教育長

が前副知事に対し、速やかに反訴を提起することを表
明し、両者とも司法の場で争う姿勢を示しています。
裁判中の百条委員会設置について、地方議会運営事
典では、裁判所の判決を対象にする100条調査は、司
法権の独立から見て許されないとされています。地方
議会の100条調査において、検察庁などの捜査や裁判
の公判と並行することについての問題がある。検察庁
の調査中のものや公判中の事件に対し、議会側が調査
を中止する考え方があり、捜査が終了した後に、調査
を開始するとしても、その効果は低いと指摘していま
す。100条調査の実務の図書では、議会が100条調査
権を発動した後に、司法権が関与してきたときは、議
会の100条調査の運用は現段階で中止するのが妥当な
やり方だろう。だから逆に、既に司法権が取り扱って
いる事件に、議会が100条調査権を発動することは控
えるべきだろうとされています。既に当事者双方が裁
判で争っている最中です。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
○西銘　純恵さん　自民党などが百条委員会の設置に
ついて、識名トンネル問題、辺野古埋立承認問題に関
して百条委員会を設置したことを持ち出しています。
沖縄県議会は、これまでも百条調査委員会の設置を
してきたことがあります。最近の２回の百条調査特別
委員会の設置について振り返ります。
2012年の７月に識名トンネル工事契約問題調査特
別委員会が設置されました。（発言する者多し）　この
事件は、トンネル工事の工法が工事契約後、中央導坑
方式から無導坑方式に変更されたのはなぜか。そして
その問題をめぐって会計検査院から偽装の契約書等を
作成するなどして、工事の実施を偽装し、不適正な経
理処理を行って補助金の交付を受けたというもので、
本件補助事業費４億9770万円の実施が著しく適正を
欠いており、これに係る国庫補助金４億4793万円が
不当と認められると指摘され、また、沖縄総合事務局
が本件国庫補助金については、不正な交付申請に対し
て、錯誤による国庫補助金の交付決定がなされたもの
であるため、当該国庫補助金５億708万7000円の交
付決定を取り消すとともに返還を命じ、また、国庫補
助金返還額に対して、補助金受領の日から返還の日ま
での日数に応じ、年５％の利息納付を合わせて求める
という補助金の不正受給、偽装契約など県行政を揺る
がす重大事件でした。土木環境委員会で参考人招致を
して調査が進められました。ところがＪＶ側が参考人
招致に応じないという問題も起こり、百条調査特別委
員会の設置につながりました。
次は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水
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面埋立承認問題等に関する百条調査特別委員会の設置
です。
2013年12月27日に、前知事は、突然辺野古の公有
水面埋立承認申請を承認しましたが、多くの県民は納
得していませんでしたし、地元の名護市民も納得して
いませんでした。2010年２月24日、沖縄県議会は、
米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対
し、国外・県外移設を求める意見書を全会一致で可決
しました。同様に、41全市町村議会でも可決されま
したが、なぜそれに反して埋め立てを承認したのか。
前知事は、直前の11月議会まで、辺野古移設は事実
上不可能、県外移設を求めていくと答弁し……（発言
する者多し）
○議長（新里米吉君）　まとめるようにしてください。
まとめる努力をしてください。
○西銘　純恵さん　県外移設という公約実現に全力を
尽くすと答弁していたが、なぜ突如それに反して承認
したのか。前知事は、埋立事業の環境影響評価書に対
して、環境保全は不可能との知事意見を出していたの
に、それに反して、なぜ承認したのか。さらに、埋立
承認申請書に対して、沖縄県環境生活部は、環境保全
についての懸念が払拭できないとの意見を出したにも
かかわらず、その意見を無視してなぜ埋め立てを承認
したのか。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　まとめる努力をしてください。
○西銘　純恵さん　まさに、県政の最重要課題であ
り、沖縄の将来のかかった問題として県議会に百条調
査特別委員会を設置して、調査するのは当然でした。
今回の百条調査特別委員会設置の提案については、
県執行部が第三者委員会を設置して調査をする。裁判
が進行している。そのような中で、議会としては、第
三者委員会の調査結果と裁判の結果を待つべきものと
思います。
先ほどの自民会派の討論を聞きましたら、――――
―――――――――――――――――――辺野古新基
地に反対する翁長県政を攻撃することにあるのではな
いか。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　静粛に。
○西銘　純恵さん　そうであれば、許されません。
よって、本動議に反対をします。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　席に戻ってください。（発言す
る者多し）　照屋議員、席に戻ってください。照屋議
員、席に戻ってください。（発言する者多し）
ただいまの発言については、後で起こしてから議長
において対処します。（発言する者多し）　議長におい
て適切に対処します。（発言する者多し）　あの、個人

攻撃はしていませんから。（発言する者多し）
議員の皆さんに注意をいたします。みだりに席を
離れてはいけません。みだりに席を離れてはいけま
せん。議会規則です。（「休憩しろよ」と呼ぶ者あり）　
休憩する状況ではないと思っています。
発言の内容については、議長において適切に対処し
ます。（「休憩を望みます。議長、休憩を求めます。」
と呼ぶ者あり）　議長としては、休憩をする内容とは
思っておりません。（発言する者多し）

〔聴取不能〕
○議長（新里米吉君）　正確な言葉を起こしています
ので、それを見て判断します。（発言する者多し）

〔聴取不能〕
○議長（新里米吉君）　穏便に議会は進めたほうがい
いと思います。特に与党におかれましては。だから今
調整に行っているわけだから、そこで今とめないほう
がいいでしょう。（「議会開会中ですか」と呼ぶ者あり）　
開会中です。休憩したら余計長引きます。宣言してい
ないです。自民党が勝手に出ていった形になっていま
す、今は。注意もしていますから、出ていくなと言っ
てありますから、今は勝手に出ていっている状況で
す。休憩になると勝手には出ていないんです。今自民
党の幹事長が調整に行っていますから、それを待って
からにしたいと思います。何分と言わないで行ってい
るんで。

〔聴取不能〕
○議長（新里米吉君）　この際、申し上げます。
ただいまの西銘純恵さんの発言のうち、不適切と思
われる部分につきましては、議長において後刻記録を
調査の上、適切な措置を講ずることにいたします。
○新垣　清涼君　議長。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　午後４時５分休憩
　　午後４時６分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより「前副知事による教員採用試験、教育庁幹
部人事及び病院事業局長人事関与問題等の調査の件」
を採決いたします。
お諮りいたします。
本件のとおり決することに賛成の諸君の起立を求め
ます。

〔賛成者起立〕
○議長（新里米吉君）　起立少数であります。
よって、「前副知事による教員採用試験、教育庁幹
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部人事及び病院事業局長人事関与問題等に関する調査
の件」は、否決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第20　閉会中の継続審査
の件を議題といたします。

――――――――――――――――――
〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――

○議長（新里米吉君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定に
よりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中
の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付

することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続
審査に付することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
以上をもって平成29年第１回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後４時10分閉会
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